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１．はじめに 

本資料は、本年 4 月 1 日に届出（※）を実施した各施設の「保安のための業務に

係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」（事業指定（又は許可）の本文

事項）と保安規定「品質マネジメントシステム計画」との整合性を説明するものであ

る。 

（※）4 月 1 日の届出書 

施設名 原子力利用における安全対策の強化のための核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等

の一部を改正する法律附則 

再処理施設 第 5 条第 6 項を準用する第 4 条第 1 項に基づく届出 

廃棄物管理施設 第 5 条第 7 項を準用する第 4 条第 1 項に基づく届出 

加工施設(濃縮) 第 5 条第 1 項を準用する第 4 条第 1 項に基づく届出 

廃棄物埋設施設 第 5 条第 7 項を準用する第 4 条第 1 項に基づく届出 

加工施設(MOX) 第 5 条第 1 項を準用する第 4 条第 1 項に基づく届出 

 

２．「届出書」と保安規定「品質マネジメントシステム計画」の記載の考え方 

(１)届出書 

・品質管理基準規則に適合するよう記載 

 

(2)保安規定 品質マネジメントシステム計画 

・品質管理基準規則および同規則解釈、上記届出書を踏まえた記載 

・また、要求事項を踏まえたプロセス関連図、品質マネジメントシステムの文

書の構成概念図および社内文書を記載 

 

３．品質マネジメントシステムに係る許可整合性の確認結果 

別紙-１から別紙-５のとおり、届出書と保安規定「品質マネジメントシステム計画」

との整合性を確認した結果、保安規定「品質マネジメントシステム計画」は、届出

書の内容を網羅していることから、整合性が確保されていることを確認した。 

 

（別紙-１）再処理施設 保安規定 （品質マネジメントシステム計画）  

許可整合性説明資料 

（別紙-２）廃棄物管理施設 保安規定 （品質マネジメントシステム計画）  

許可整合性説明資料 

（別紙-３）加工施設(濃縮) 保安規定 （品質マネジメントシステム計画）  

許可整合性説明資料 

（別紙-４）廃棄物埋設施設 保安規定 （品質マネジメントシステム計画）  

許可整合性説明資料 

（別紙-５）加工施設(MOX) 保安規定 （品質マネジメントシステム計画）  

許可整合性説明資料 

以 上 
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 再
処

理
施

設
 保

安
規

定
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 許
可

整
合

性
説

明
資

料
 

 No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

1.
 

  
 

再
処

理
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

を
以

下
の

とお
りと

す
る

。 

第
１

章
の

２
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

5
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を実
施

す
る

に
当

た
り、

以
下

の
とお

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
1

節
の

２
 品

質
保

証
体

制
 

 

2.
 

 第
⼀

章
 総

則
 

（
⽬

的
）

 
第

１
章

総
則

 
（

⽬
的

）
 

A．
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

差
異

な
し（

⾒
出

し記
号

の
差

異
は

記
載

しな
い

）
 

（
以

下
、空

欄
は

、差
異

な
しで

あ
り、

記
載

しな
い

。）
 

 
 

3.
 

 第
⼀

条
 こ

の
規

則
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

を
定

め
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
①

。 

1 
第

1
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

」と
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

(昭
和

32
年

法
律

第
16

6
号

。以
下

「原
⼦

炉
等

規
制

法
」と

い
う。

)第
2

条
第

7
項

に
規

定
す

る
原

⼦
⼒

施
設

を
い

う。
 

再
処

理
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

（
以

下
「品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
」と

い
う。

）
は

、再
処

理
施

設
の

安
全

を達
成

・維
持

・向
上

させ
る

た
め

、「
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

と
す

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
再

処
理

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

よ
う、

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」及
び

「同
規

則
の

解
釈

」
（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
き、

社
⻑

をト
ップ

とし
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
継

続
的

に
改

善
す

る
こと

を
⽬

的
と

す
る

。 

・保
安

規
定

第
5

条
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
ま

で
含

め
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

とし
て

い
る

。 
な

お
、「

…
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

評
価

確
認

し…
」の

「評
価

確
認

し」
に

つ
い

て
は

、記
載

反
映

漏
れ

の
た

め
修

正
を

⾏
う。

 

（
品

質
保

証
計

画
）

 
第

４
条

の
３

 社
⻑

は
、原

⼦
⼒

発
電

所
に

お
け

る
安

全
の

た
め

の
品

質
保

証
規

程
（

 以
下

「J
EA

C4
11

1-
20

09
」と

い
う。

）
に

基
づ

き
、品

質
保

証
計

画
を

定
め

、「
全

社
品

質
保

証
計

画
書

」と
し

て
⽂

書
化

す
る

とと
も

に
、品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

確
⽴

、維
持

及
び

その
有

効
性

の
継

続
的

な
改

善
を

推
進

す
る

。 
 

 

4.
 

 （
適

⽤
範

囲
）

 
 

B．
適

⽤
範

囲
 

2 
適

⽤
範

囲
 

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

（
適

⽤
範

囲
）

 
5.

 
 第

三
条

 次
章

か
ら第

六
章

ま
で

の
規

定
は

、原
⼦

⼒
施

設
(使

⽤
施

設
等

で
あ

っ
て

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

施
⾏

令
(昭

和
三

⼗
⼆

年
政

令
第

三
百

⼆
⼗

四
号

。以
下

「令
」と

い
う。

)第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を使
⽤

し
な

い
も

の
を

除
く。

以
下

同
じ。

)に
つ

い
て

適
⽤

す
る

。 
2 

第
七

章
の

規
定

は
、使

⽤
施

設
等

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
も

の
に

限
る

。)
に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

 
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
は

、再
処

理
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
再

処
理

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
２

条
 

この
規

定
は

、再
処

理
施

設
（

第
１

ガ
ラス

固
化

体
貯

蔵
建

屋
⻄

棟
及

び
それ

に
係

る
施

設
は

除
く。

）
の

保
安

に
係

る
運

⽤
に

関
して

適
⽤

す
る

。 

 

6.
 

 （
定

義
）

 
 

C．
定

義
 

3 
定

義
 

 
 

 
7.

 
 第

⼆
条

 こ
の

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よる
。 

１
本

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、

原
⼦

炉
等

規
制

法
及

び
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。 
 

品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
お

け
る

⽤
語

の
定

義
は

、次
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

品
質

管
理

基
準

規
則

に
従

う。
 

  

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

 
3.

⽤
語

の
定

義
、関

連
⽂

書
 

8.
 

 ⼀
「保

安
活

動
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
とし

て
⾏

わ
れ

る
⼀

切
の

活
動

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

9.
 

 ⼆
「不

適
合

」と
は

、要
求

事
項

に
適

合
して

い
な

い
こと

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

10
. 

 三
「プ

ロセ
ス

」と
は

、意
図

した
結

果
を

⽣
み

出
す

た
め

の
相

互
に

関
連

し、
⼜

は
作

⽤
す

る
⼀

連
の

活
動

及
び

⼿
順

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

資
料

①
 
別

紙
-
1
 

⻩
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

に
該

当
す

る
箇

所
を

⽰
す

。 
⽔

⾊
ハ

ッチ
ング

︓
事

業
指

定
本

⽂
９

号
との

整
合

箇
所

を⽰
す

。 
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4
 /

 2
28

 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

11
. 

 四
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
」と

は
、

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
し、

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

⾃
らの

組
織

の
管

理
監

督
を⾏

うた
め

の
仕

組
み

を
い

う。
 

２
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
」と

は
、原

⼦
炉

等
規

制
法

第
57

条
の

8
に

規
定

す
る

者
を

い
う。

 
３

 第
2

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

ら
の

組
織

の
管

理
監

督
を

⾏
うた

め
の

仕
組

み
」に

は
、組

織
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

必
要

な
⽂

書
を整

備
す

る
こと

を
含

む
。 

 
―

 
 

―
 

―
 

12
. 

 五
 「

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

」と
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

認
識

し、
組

織
の

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

を定
め

て
要

員
(保

安
活

動
を実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)が
これ

らを
達

成
す

る
こと

並
び

に
組

織
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き姿
を

定
め

て
要

員
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
主

体
的

に
取

り
組

む
こと

が
で

き
る

よ
う先

導
的

な
役

割
を

果
た

す
能

⼒
をい

う。
 

４
 第

2
項

第
5

号
に

規
定

す
る

「要
員

(保
安

活
動

を
実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)」
とは

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
を

実
施

す
る

組
織

の
内

外
の

者
を

い
う。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

13
. 

 六
「是

正
処

置
」と

は
、不

適
合

その
他

の
事

象
の

原
因

を除
去

し、
その

再
発

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

５
第

2
項

第
6

号
及

び
第

7
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
」に

は
、

結
果

的
に

不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
原

⼦
⼒

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
象

を
含

む
。 

 
―

 
 

―
 

―
 

14
. 

 七
「未

然
防

⽌
処

置
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
知

⾒
を踏

ま
え

て
、⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

６
第

2
項

第
7

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

」と
は

、国
内

外
の

原
⼦

⼒
施

設
に

加
え

、⽕
⼒

発
電

所
な

ど広
く産

業
全

般
に

関
連

す
る

施
設

を
い

う(
第

53
条

第
1

項
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

15
. 

 ⼋
「⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
安

全
機

能
に

係
る

機
器

、構
造

物
及

び
シ

ス
テ

ム
並

び
に

それ
らの

部
品

(以
下

「機
器

等
」と

い
う。

)で
あ

って
、

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
に

設
計

開
発

及
び

製
造

され
た

も
の

以
外

の
⼯

業
品

をい
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

16
. 

 九
 「

妥
当

性
確

認
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

して
、機

器
等

⼜
は

保
安

活
動

を
構

成
す

る
個

別
の

業
務

(以
下

「個
別

業
務

」と
い

う。
)及

び
プ

ロセ
ス

が
実

際
の

使
⽤

環
境

⼜
は

活
動

に
お

い
て

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

こ
とを

い
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

17
. 

  
 

a.
再

処
理

施
設

 
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

44
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
再

処
理

施
設

を
い

う。
 

(1
)再

処
理

施
設

 
法

第
44

条
第

2
項

第
2

号
に

規
定

す
る

再
処

理
施

設
を

い
う。

 

 
―

 
―

 

18
. 

  
 

b.
組

織
 

当
社

の
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、再
処

理
施

設
を

運
営

管
理

（
運

転
開

始
前

の
管

理
を

含
む

。）
す

る
各

部
⾨

の
総

称
をい

う。
 

―
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、4

.1
⼀

般
要

求
事

項
に

、組
織

の
定

義
を記

載
 

―
 

―
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

19
. 

  
 

 
(2

)ニ
ュー

シ
ア 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
しく

は
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を図
る

こと
を

⽬
的

とし
た

、⼀
般

社
団

法
⼈

 原
⼦

⼒
安

全
推

進
協

会
が

運
営

す
る

デ
ー

タベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、ニ
ュー

シ
アの

定
義

を
記

載
 

―
 

―
 

20
. 

 第
⼆

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

第
２

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

D．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

 
 

 

21
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

a．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
4.

1
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

 
 

22
. 

 第
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

(使
⽤

者
で

あ
って

、令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

も
の

を
除

く。
以

下
同

じ。
)は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、
その

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

 
２

 第
1

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プロ

セ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

その
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
 

(a
)組

織
は

、品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
 

(1
)第

16
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
また

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
その

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

うこ
とを

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
１

）
各

職
位

は
、本

計
画

書
に

従
っ

て
、2

.2
項

の
適

⽤
規

格
お

よび
規

則
の

要
求

事
項

を
満

た
す

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
⽂

書
化

し、
実

施
し、

か
つ

、維
持

す
る

。ま
た

、そ
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

23
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。②

 

３
 第

2
項

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

⼒
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ、

第
2

項
第

1
号

か
ら

第
3

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
を考

慮
した

原
⼦

⼒
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

 

(b
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
す

る
。こ

の
場

合
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

再
処

理
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じた

保
安

活
動

の
管

理
の

重
み

付
け

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
３

）
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

応
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

要
求

事
項

の
適

⽤
の

程
度

に
つ

い
て

グ
レ

－
ド分

け
を⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

な
お

、グ
レ

ー
ド分

け
の

決
定

に
際

して
は

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
性

に
加

え
て

以
下

の
事

項
を必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 
24

. 
 ⼀

 原
⼦

⼒
施

設
、組

織
⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

②
 

 
(ｲ

)再
処

理
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 

a.
再

処
理

施
設

、組
織

、⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さの
程

度
 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

３
）

 
ａ

．
プロ

セ
ス

お
よ

び
各

施
設

の
複

雑
性

、独
⾃

性
、ま

た
は

斬
新

性
の

程
度

 
25

. 
 ⼆

 原
⼦

⼒
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影

４
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に

(ﾛ
)再

処
理

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

b.
再

処
理

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
３

）
 

ｃ
．

検
査

ま
た

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

響
の

⼤
き

さ②
 

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

 
  

響
の

⼤
き

さ 
響

の
⼤

き
さ（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
ら

に
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ」

と
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よる

も
の

を
除

く。
）

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

）
 

安
全

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

検
証

可
能

性
の

程
度

 
ｄ

．
作

業
ま

た
は

製
造

プロ
セ

ス
、要

員
、要

領
、お

よび
装

置
等

に
対

す
る

特
別

な
管

理
や

検
査

の
必

要
性

の
程

度
 

ｅ
．

運
転

開
始

後
の

各
施

設
に

対
す

る
保

守
、供

⽤
期

間
中

検
査

お
よび

取
替

え
の

難
易

度
 

26
. 

 三
 機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

②
 

５
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「通
常

想
定

され
な

い
事

象
」と

は
、設

計
上

考
慮

して
い

な
い

⼜
は

考
慮

して
い

て
も

発
⽣

し得
る

事
象

（
⼈

的
過

誤
に

よ
る

作
業

の
失

敗
等

）
を

い
う。

 

(ﾊ
)機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

さ
れ

な
い

事
象

の
発

⽣
⼜

は
保

安
活

動
が

不
適

切
に

計
画

され
、若

しく
は

実
⾏

さ
れ

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
３

）
 

ｃ
．

検
査

ま
た

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
検

証
可

能
性

の
程

度
 

ｄ
．

作
業

ま
た

は
製

造
プロ

セ
ス

、要
員

、要
領

、お
よび

装
置

等
に

対
す

る
特

別
な

管
理

や
検

査
の

必
要

性
の

程
度

 
ｅ

．
運

転
開

始
後

の
各

施
設

に
対

す
る

保
守

、供
⽤

期
間

中
検

査
お

よび
取

替
え

の
難

易
度

 
27

. 
 ３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、⾃
らの

原
⼦

⼒
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

（
以

下
単

に
「関

係
法

令
」と

い
う。

）
を

明
確

に
認

識
し、

この
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

⽂
書

（
記

録
を

除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。④

 

 
(c

)組
織

は
、再

処
理

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

(3
)組

織
は

、再
処

理
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

を明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

 
 

4.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
 

 各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を含

め
る

。ま
た

、こ
れ

らの
⽂

書
の

構
成

概
念

図
を

図
4.

2.
1

に
⽰

す
。な

お
、記

録
は

適
正

に
作

成
す

る
。 

 7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
a.

 業
務

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・

規
則

要
求

事
項

 
28

. 
 ４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(d

)組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を

決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

各
職

位
は

､次
の

事
項

を実
施

す
る

。 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
内

容
（

当
該

プロ
セ

ス
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

含
む

。）
お

よ
び

それ
らの

組
織

へ
の

適
⽤

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

の
順

序
お

よ
び

相
互

関
係

を
明

確
に

す
る

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
4.

1 
に

⽰
す

。 
29

. 
 ⼀

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プロ
セ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 

 
(ｲ

)プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プロ
セ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
⽂

書
で

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
内

容
（

当
該

プロ
セ

ス
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

含
む

。）
お

よ
び

それ
らの

組
織

へ
の

適
⽤

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

の
順

序
お

よ
び

相
互

関
係

を
明

確
に

す
る

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
4.

1 
に

⽰
す

。 
30

. 
 ⼆

 プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
６

第
4

項
第

2
号

に
規

定
す

る
「プ

ロセ
(ﾛ

)プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
b.

プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

」に
は

、組
織

内
の

プロ
セ

ス
間

の
相

互
関

係
を

含
む

。 

を
明

確
に

す
る

こと
。 

（
組

織
内

の
プロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を明
確

に
す

る
こと

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
１

に
⽰

す
。 

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

1
を記

載
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
内

容
（

当
該

プロ
セ

ス
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

含
む

。）
お

よ
び

それ
らの

組
織

へ
の

適
⽤

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

の
順

序
お

よ
び

相
互

関
係

を
明

確
に

す
る

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
4.

1 
に

⽰
す

。 
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 三

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

及
び

管
理

の
実

効
性

の
確

保
に

必
要

な
原

⼦
⼒

事
業

者
等

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を明
確

に
定

め
る

こと
。⑭

 

７
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

」に
は

、原
⼦

⼒
規

制
検

査
等

に
関

す
る

規
則

(令
和

2
年

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

規
則

第
2

号
)第

5
条

に
規

定
す

る
安

全
実

績
指

標
(特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
)を

含
む

。 

(ﾊ
)プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

組
織

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
こ

と。
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」に

は
、安

全
実

績
指

標
（

特
定

核
燃

料
物

質
の

防
護

に
関

す
る

領
域

に
係

る
も

の
を

除
く。

）
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
２

）
 

ｂ
．

これ
らの

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

お
よ

び
管

理
の

い
ず

れ
も

が
効

果
的

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
必

要
な

判
断

基
準

お
よ

び
⽅

法
を明

確
に

す
る

。 
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 四
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

(以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
)に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
(責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。)

。 

 
(ﾆ

)プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
）

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。）

。 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を含
む

。）
 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ｃ

．
これ

らの
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
お

よ
び

監
視

の
⽀

援
をす

る
た

め
に

必
要

な
資

源
お

よ
び

情
報

を
利

⽤
で

き
る

こと
を確

実
に

す
る

。 
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 五

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
(ﾎ

)プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

り
で

な
い

。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ｄ

．
これ

らの
プロ

セ
ス

を監
視

し、
適

⽤
可

能
な

場
合

に
は

測
定

し､
分

析
す

る
。 
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 六
 プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

８
 第

4
項

第
6

号
に

規
定

す
る

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を含

む
。 

(ﾍ
)プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
２

）
 

ｅ
．

これ
らの

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、計

画
どお

りの
結

果
を得

る
た

め
、か

つ
､継

続
的

改
善

を達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

処
置

を
とる

。 
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. 
 七

 プ
ロセ

ス
及

び
組

織
を品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こ
と。

 

 
(ﾄ

)プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
と

す
る

こと
。 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ｆ

．
これ

らの
プロ

セ
ス

お
よび

組
織

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
との

整
合

を
と

れ
た

も
の

に
す

る
。 
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 ⼋
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。⑮
 

９
 第

4
項

第
8

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を

含
む

。 

(ﾁ
)原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よう

に
す

る
」

に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

2 
原

⼦
⼒

安
全

の
重

視
 

社
⻑

は
､原

⼦
⼒

安
全

を最
優

先
に

位
置

付
け

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、顧

客
満

⾜
の

向
上

を
⽬

指
して

、顧
客

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 
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28

 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
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 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑤
 

１
０

 第
５

項
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、技

術
的

、⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
⑥

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

・⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

され
て

い
る

。 
・要

員
が

、⾃
らが

⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

・全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
・要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、

報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
・安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し、
安

全
⽂

化
を改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、
要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
っ

て
い

る
。 

(e
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、

⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
さ

れ
て

い
る

。 
c.

要
員

が
、⾃

ら⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

d.
全

て
の

活
動

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
考

慮
した

意
思

決
定

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。 

e.
要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、

報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g.

安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を改
善

す
る

た
め

の
基

礎
とし

て
い

る
。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、要
員

が
必

要
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を取
って

い
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
安

全
⽂

化
の

醸
成

）
 

第
４

条
の

２
 社

⻑
は

、こ
の

規
定

に
基

づ
く保

安
活

動
を実

施
す

る
に

当
た

り、
安

全
⽂

化
の

醸
成

の
た

め
の

活
動

を
第

１
節

の
２

に
定

め
る

品
質

保
証

体
制

に
基

づ
き

実
施

させ
る

。 
２

 各
職

位
は

、安
全

⽂
化

の
醸

成
の

た
め

の
活

動
を実

施
す

る
。 
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 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

と
した

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑳

 

 
(f

)組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を含
む

。
以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を及

ぼ
す

プロ
セ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よう

に
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、
当

該
プロ

セ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

５
）

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
を

与
え

る
プ

ロセ
ス

を
アウ

トソ
ー

ス
す

る
こと

を
決

め
た

場
合

に
は

、ア
ウト

ソ
ー

ス
した

プ
ロセ

ス
に

関
して

管
理

を
確

実
に

す
る

。こ
れ

らの
ア

ウト
ソ

ー
ス

した
プ

ロセ
ス

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
式

お
よ

び
程

度
は

、7
.4

 項
の

調
達

の
プロ

セ
ス

に
基

づ
い

て
管

理
す

る
。 

39
. 

 ７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。②
 

 
(g

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を⾏
う。

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を⾏
う。

 
 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
３

）
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

応
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

要
求

事
項

の
適

⽤
の

程
度

に
つ

い
て

グ
レ

－
ド分

け
を⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

な
お

、グ
レ

ー
ド分

け
の

決
定

に
際

して
は

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
性

に
加

え
て

以
下

の
事

項
を必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 
40

. 
 （

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
）

 
ｂ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化
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28

 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

41
. 

  
 

(a
)⼀

般
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

 
 

 
42

. 
 第

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
条

第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

す
る

とき
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
⽂

書
を

作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

2
に

⽰
す

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

２
を

記
載

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。ま

た
、こ

れ
らの

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

4.
2.

1 
に

⽰
す

。な
お

、記
録

は
適

正
に

作
成

す
る

。 
43

. 
 ⼀

 品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
 

(ｲ
)品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

ａ
．

⽂
書

化
した

、品
質

⽅
針

お
よ

び
品

質
⽬

標
の

表
明

（
「安

全
⽂

化
醸

成
活

動
に

係
る

規
程

」を
含

む
）

 
44

. 
 ⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を規
定

す
る

⽂
書

(以
下

「品
質

マ
ニュ

アル
」と

い
う。

) 

 
(ﾛ

)品
質

マニ
ュア

ル
 

b.
品

質
マニ

ュア
ル

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

記
載

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

ｂ
．

全
社

品
質

保
証

計
画

書
（

本
計

画
書

）
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. 

 三
 実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よう

に
す

る
た

め
に

必
要

な
⽂

書
 

 
(ﾊ

)実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、組

織
が

必
要

と決
定

した
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
１

に
⽰

す
⽂

書
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
ｄ

．
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

の
効

果
的

な
計

画
、運

⽤
お

よ
び

管
理

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

に
､組

織
が

必
要

と判
断

し
た

記
録

を含
む

⽂
書
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. 
 四

 こ
の

規
則

に
規

定
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、図

⾯
等

(以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
) 

 
(ﾆ

)品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、

図
⾯

等
（

以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
）

 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
２

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
ｃ

．
本

計
画

書
が

要
求

す
る

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”お

よ
び

記
録
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. 

 （
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

（
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

(b
)品

質
マニ

ュア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マニ
ュア

ル
 

 
 

 
48

. 
 第

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
組

織
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 
社

⻑
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」に

次
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
（

本
計

画
書

）
 

社
⻑

は
次

の
事

項
を

含
む

本
計

画
書

を
作

成
し、

維
持

す
る

。 
49

. 
 ⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
 

(ｲ
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

2 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

（
本

計
画

書
）

 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

（
適

⽤
組

織
を

含
む

。）
 

50
. 

 ⼆
 保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
 

(ﾛ
)保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

2 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

（
本

計
画

書
）

 
ｂ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

、実
施

、評
価

、改
善

に
関

す
る

事
項

 
51

. 
 三

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

 
(ﾊ

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
（

本
計

画
書

）
 

ａ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
（

適
⽤

組
織

を
含

む
。）

 
52

. 
 四

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
 

(ﾆ
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

2 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

（
本

計
画

書
）

 
ｃ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
確

⽴
され

た
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”ま

－11 / 440－



 

1
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

た
は

それ
らを

参
照

で
き

る
情

報
 

53
. 

 五
 プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
 

(ﾎ
)プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

1
を記

載
 

 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
（

本
計

画
書

）
 

ｄ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
プ

ロ
セ

ス
間

の
相

互
関

係
に

関
す

る
記

述
 

54
. 

 （
⽂

書
の

管
理

）
 

（
⽂

書
の

管
理

）
 

(c
)⽂

書
の

管
理

 
4.

2.
3 

⽂
書

の
管

理
 

 
 

 
55

. 
 第

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
 ・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

⑰
 

・⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

⑰
 

・品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
⑱

 

(ｲ
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
さ

れ
て

い
な

い
⽂

書
の

使
⽤

、適
切

で
は

な
い

変
更

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
失

等
の

防
⽌

、発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
4 

⽂
書

管
理

 
（

１
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
で

必
要

とさ
れ

る
⽂

書
を管

理
す

る
。た

だ
し、

記
録

は
、⽂

書
の

⼀
種

で
は

あ
る

が
、4

.2
.5

 項
の

要
求

事
項

に
従

って
管

理
す

る
。 

56
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を利

⽤
で

き
る

よ
う、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、
⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。⑱
 

(ﾛ
)組

織
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を利

⽤
で

き
る

よ
う、

次
に

掲
げ

る
事

項
を「

品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よび
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」に

は
、⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
4 

⽂
書

管
理

 
（

２
）

室
、各

本
部

・事
業

部
⻑

は
、

次
の

活
動

に
必

要
な

管
理

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、各
本

部
・事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
ｄ

．
該

当
す

る
⽂

書
の

適
切

な
版

が
、

必
要

な
とき

に
、必

要
な

とこ
ろ

で
使

⽤
可

能
な

状
態

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
57

. 
 ⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。⑯
 

 
1)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

4 
⽂

書
管

理
 

（
２

）
 

ａ
．

発
⾏

前
に

、適
切

か
どう

か
の

観
点

か
ら⽂

書
を

レ
ビュ

ー
し、

承
認

す
る

。 
58

. 
 ⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
の

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
とと

も
に

、改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
。⑯

 

３
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、第
１

号
と同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を審
査

し、
承

認
す

る
こと

⑱
を

い
う。

 

2)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。（
「改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、a
.と

同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を

審
査

し、
承

認
す

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
4 

⽂
書

管
理

 
（

２
）

 
ｂ

．
⽂

書
を

レビ
ュー

す
る

。ま
た

、必
要

に
応

じて
更

新
し、

再
承

認
す

る
。 

59
. 

 三
 前

⼆
号

の
審

査
及

び
前

号
の

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。⑯
 

４
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「部
⾨

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

をい
う。

 

3)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

審
査

及
び

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。（

「部
⾨

」と
は

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
4 

⽂
書

管
理

 
（

２
）

 
ａ

．
発

⾏
前

に
、適

切
か

どう
か

の
観

点
か

ら⽂
書

を
レ

ビュ
ー

し、
承

認
す

る
。 

ｂ
．

⽂
書

を
レビ

ュー
す

る
。ま

た
、必

要
に

応
じて

更
新

し、
再

承
認

す
る

。 
60

. 
 四

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
4)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

4 
⽂

書
管

理
 

（
２

）
 

ｃ
．

⽂
書

の
変

更
の

識
別

お
よび

現
在

有
効

な
版

の
識

別
を

確
実

に
す

る
。 

61
. 

 五
 改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
 

5)
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
e.

改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項
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1
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

4.
2.

4 
⽂

書
管

理
 

（
２

）
 

ｄ
．

該
当

す
る

⽂
書

の
適

切
な

版
が

、
必

要
な

とき
に

、必
要

な
とこ

ろ
で

使
⽤

可
能

な
状

態
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 
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. 

 六
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
6)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

4 
⽂

書
管

理
 

（
２

）
 

ｅ
．

⽂
書

は
読

み
や

す
く、

容
易

に
識

別
可

能
な

状
態

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
63

. 
 七

 組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

 
7)

組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

4 
⽂

書
管

理
 

（
２

）
 

ｆ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
お

よ
び

運
⽤

の
た

め
に

組
織

が
必

要
と

決
定

した
外

部
か

らの
⽂

書
を

明
確

に
し、

その
配

付
が

管
理

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 
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. 

 ⼋
 廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
使

⽤
され

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を保
持

す
る

と
き

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
8)

廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

され
る

こと
を

防
⽌

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
と

き
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
とき

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

4 
⽂

書
管

理
 

（
２

）
 

ｇ
．

廃
⽌

⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

。ま
た

、こ
れ

らを
何

らか
の

⽬
的

で
保

持
す

る
場

合
に

は
、適

切
な

識
別

をす
る

。 
65

. 
 （

記
録

の
管

理
）

 
（

記
録

の
管

理
）

 
(d

)記
録

の
管

理
 

4.
2.

4 
記

録
の

管
理

 
 

 
 

66
. 

 第
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、こ

の
規

則
に

規
定

す
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を、
読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

、
か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を実
証

す
る

記
録

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。ま

た
、こ

れ
らの

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

4.
2.

1 
に

⽰
す

。な
お

、記
録

は
適

正
に

作
成

す
る

。 
4.

2.
5 

記
録

の
管

理
 

（
１

）
各

職
位

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
お

よ
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
効

果
的

運
⽤

の
証

拠
を

⽰
す

た
め

に
作

成
され

た
記

録
の

対
象

を
明

確
に

し、
当

該
記

録
を管

理
す

る
。 

（
３

）
各

職
位

は
、記

録
を

読
み

や
す

く、
容

易
に

識
別

可
能

で
、検

索
可

能
な

も
の

とす
る

。 
67

. 
 ２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

記
録

の
識

別
、保

存
、保

護
、検

索
、及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
す

る
｡ 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」
に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
5 

記
録

の
管

理
 

（
２

）
室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、
記

録
の

識
別

、保
管

、保
護

、検
索

、
保

管
期

間
お

よび
廃

棄
に

関
して

必
要

な
管

理
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3 

項
の

室
、各

本
部

・事
業

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

68
. 

 第
三

章
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
第

３
章

 経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

Ｅ
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

 
 

 
69

. 
 （

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

）
 

（
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
）

 
a.

 経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
5.

1 
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

 
 

 

70
. 

 第
九

条
 経

営
責

任
者

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を持

って
品

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を持

って
品

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

－13 / 440－



 

1
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

責
任

を
持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。③
 

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、

実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、

実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
実

施
、な

らび
に

その
有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
こと

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トの

証
拠

を
次

の
事

項
に

よ
っ

て
⽰

す
。 
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. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
 

(a
)品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
a.

品
質

⽅
針

を定
め

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

1 
経

営
者

の
コミ

ット
メン

ト 
ｂ

．
品

質
⽅

針
を

設
定

す
る

。 
72

. 
 ⼆

 品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

(b
)品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ｃ
．

品
質

⽬
標

が
設

定
され

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
73

. 
 三

 要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。⑤
 

１
第

3
号

に
規

定
す

る
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
きる

よ
うに

す
る

こと
」と

は
、

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

維
持

す
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(c
)要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よう
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
きる

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

1 
経

営
者

の
コミ

ット
メン

ト 
ｆ

．
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。（
注

）
 

（
注

）
具

体
的

な
要

領
に

つ
い

て
は

、
安

全
・品

質
本

部
⻑

が
定

め
る

「安
全

⽂
化

醸
成

活
動

に
係

る
規

程
」に

よ
る

。 
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. 
 四

 第
⼗

⼋
条

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

 
(d

)Ｅ
.f.

(a
)に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

ト
レ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
d.

5.
6.

1
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビ

ュー
を

実
施

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ｄ
．

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

。 
75

. 
 五

 資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 
 

(e
)資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を確

保
す

る
こと

。 
e.

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ｅ
．

資
源

が
使

⽤
で

き
る

こと
を確

実
に

す
る

。 
76

. 
 六

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
(f

)関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

 
⼦

⼒
の

安
全

を確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

f.関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 
77

. 
 七

 保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。③
 

 
(g

)保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

 
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
、

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
満

た
す

こと
の

重
要

性
を組

織
内

に
周

知
す

る
。 

78
. 

 ⼋
 全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。
③

 

 
(h

)全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を考

慮
し

て
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 
79

. 
 （

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

）
 

（
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
）

 
ｂ

．
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

5.
2 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
 

 
 

80
. 

 第
⼗

条
 経

営
責

任
者

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

よう
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。①
 

１
 第

10
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

」と
は

、例
え

ば
、コ

ス
ト、

⼯
期

等
に

よ
って

原
⼦

⼒
の

安
全

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
2

原
⼦

⼒
安

全
の

重
視

 
社

⻑
は

､原
⼦

⼒
安

全
を最

優
先

に
位

置
付

け
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

決
定

され
、満

た
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
81

. 
 （

品
質

⽅
針

）
 

（
品

質
⽅

針
）

 
ｃ

．
品

質
⽅

針
 

5.
3 

品
質

⽅
針

 
 

 
 

82
. 

 第
⼗

⼀
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

⽅
針

が
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

⑤
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
関

す
る

も
の

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
⽅

針
の

設
定

）
 

第
６

条
 社

⻑
は

、次
の

事
項

に
配

慮
し

て
、法

令
の

遵
守

及
び

原
⼦

⼒
安

全
の

重
要

性
を含

め
た

品
質

⽅
針

を設
定

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

（
１

）
社

⻑
は

、品
質

⽅
針

に
つ

い
て

次
の

事
項

を確
実

に
す

る
。 

－14 / 440－



 

1
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

⼈
的

及
び

組
織

的
要

因
並

び
に

それ
ら

の
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組

織
全

体
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こ

と。
⑥

 

を
含

む
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、
⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

ら
の

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

）
 

し、
⽂

書
化

す
る

。 
 (

3)
 関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。 
 

ｃ
．

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

な
らび

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。 

83
. 

 ⼀
 組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
２

 第
1

号
に

規
定

す
る

「組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
」に

は
、組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と

整
合

的
な

も
の

で
あ

る
こと

を
含

む
。 

(a
)組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

 
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
６

条
 

(1
) 

⽇
本

原
燃

株
式

会
社

の
経

営
⽅

針
及

び
理

念
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

（
１

）
 

ａ
．

組
織

の
⽬

的
に

対
して

適
切

で
あ

る
。 

ｇ
．

組
織

運
営

に
関

す
る

⽅
針

と整
合

性
が

とれ
て

い
る

。 
84

. 
 ⼆

 要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

経
営

責
任

者
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
(b

)要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

 
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を持
って

関
与

す
る

こと
。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
第

６
条

 
 (

2)
 原

⼦
⼒

安
全

の
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
  

 

85
. 

 三
 品

質
⽬

標
を

定
め

、評
価

す
る

に
当

た
って

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

(c
)品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

 
って

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

c.
品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
第

６
条

 
 (

4)
 品

質
⽬

標
の

設
定

及
び

社
⻑

に
よ

る
評

価
に

お
け

る
枠

組
み

を与
え

る
。 

  

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

（
１

）
 

ｂ
．

要
求

事
項

へ
の

適
合

お
よ

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
ｄ

．
品

質
⽬

標
の

設
定

お
よ

び
レビ

ュー
の

た
め

の
枠

組
み

を
与

え
る

。 
ｆ

．
適

切
性

の
持

続
の

た
め

に
レビ

ュー
す

る
。 

86
. 

 四
 要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
 

(d
)要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こと
。 

 
第

６
条

 
 (

5)
 社

内
全

体
に

伝
達

され
、理

解
さ

れ
る

よ
うに

す
る

。 
 

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

（
１

）
 

ｅ
．

組
織

全
体

に
伝

達
され

、理
解

さ
れ

る
。 

87
. 

 五
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
(e

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

社
⻑

が
責

任
を持

って
関

与
す

る
こと

。 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
第

６
条

 
(2

) 
原

⼦
⼒

安
全

の
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
 (

6)
 品

質
⽅

針
が

組
織

の
⽬

的
に

適
切

で
あ

り続
け

る
た

め
に

、変
更

の
必

要
性

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

（
１

）
 

ｂ
．

要
求

事
項

へ
の

適
合

お
よ

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
ｆ

．
適

切
性

の
持

続
の

た
め

に
レビ

ュー
す

る
。 

88
. 

  
 

ｄ
．

計
画

 
5.

4 
計

画
 

 
 

 
89

. 
 （

品
質

⽬
標

）
 

（
品

質
⽬

標
）

 
(a

)品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
 

 
 

90
. 

 第
⼗

⼆
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

(個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。)

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・実
施

事
項

 
・必

要
な

資
源

 

(ｲ
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

」に
は

、品
質

⽬
標

を
達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、「
実

施
事

項
」、

「必
要

な
資

源
」、

「責
任

者
」、

「実
施

事
項

の
完

了
時

期
」及

び

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
⽬

標
の

設
定

）
 

第
７

条
 監

査
室

⻑
は

、監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
に

関
し、

前
条

の
品

質
⽅

針
と整

合
し、

達
成

度
が

判
定

可
能

な
品

質
⽬

標
を設

定
して

⽂
書

化
し、

当
該

業
務

を
⾏

う社
員

等
に

周
知

す
る

。 
２

 安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、安
全

・品

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

1 
品

質
⽬

標
 

（
１

）
社

⻑
は

、組
織

内
の

しか
る

べ
き

部
⾨

お
よ

び
階

層
で

、品
質

⽬
標

が
設

定
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。そ
の

品
質

⽬
標

に
は

、策
定

した
安

全
⽂

化
醸

成
活

動
の

取
組

み
の

うち
特

に
重

要

－15 / 440－



 

1
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

・責
任

者
 

・実
施

事
項

の
完

了
時

期
 

・結
果

の
評

価
⽅

法
 

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

質
本

部
⻑

が
実

施
す

る
業

務
に

関
し、

前
条

の
品

質
⽅

針
と整

合
し、

達
成

度
が

判
定

可
能

な
品

質
⽬

標
を

設
定

して
⽂

書
化

し、
当

該
業

務
を⾏

う社
員

等
に

周
知

す
る

。 
３

 事
業

部
⻑

は
、再

処
理

施
設

に
係

る
保

安
業

務
に

関
し、

前
条

の
品

質
⽅

針
と整

合
す

る
品

質
⽬

標
を

設
定

す
る

と
とも

に
、再

処
理

事
業

部
の

当
該

業
務

を
担

当
す

る
各

部
⻑

に
対

して
達

成
度

が
判

定
可

能
な

品
質

⽬
標

を設
定

、⽂
書

化
させ

、当
該

業
務

を
⾏

う社
員

等
に

周
知

させ
る

。 
４

 技
術

本
部

⻑
は

、技
術

本
部

⻑
が

統
括

す
る

業
務

に
関

し、
前

条
の

品
質

⽅
針

と整
合

す
る

品
質

⽬
標

を設
定

す
る

とと
も

に
、当

該
業

務
を担

当
す

る
各

部
⻑

に
対

して
達

成
度

が
判

定
可

能
な

品
質

⽬
標

を
設

定
、⽂

書
化

させ
、当

該
業

務
を⾏

う社
員

等
に

周
知

させ
る

。 

な
事

項
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
も

の
を

含
め

る
。 

91
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を評
価

し得
る

も
の

で
あ

っ
て

、か
つ

、品
質

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

と
な

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

」と
は

、品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
 

(ﾛ
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
す

る
。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
⽬

標
の

設
定

）
 

第
７

条
 監

査
室

⻑
は

、監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
に

関
し、

前
条

の
品

質
⽅

針
と整

合
し、

達
成

度
が

判
定

可
能

な
品

質
⽬

標
を設

定
して

⽂
書

化
し、

当
該

業
務

を
⾏

う社
員

等
に

周
知

す
る

。 
２

 安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、安
全

・品
質

本
部

⻑
が

実
施

す
る

業
務

に
関

し、
前

条
の

品
質

⽅
針

と整
合

し、
達

成
度

が
判

定
可

能
な

品
質

⽬
標

を
設

定
して

⽂
書

化
し、

当
該

業
務

を⾏
う社

員
等

に
周

知
す

る
。 

３
 事

業
部

⻑
は

、再
処

理
施

設
に

係
る

保
安

業
務

に
関

し、
前

条
の

品
質

⽅
針

と整
合

す
る

品
質

⽬
標

を
設

定
す

る
と

とも
に

、再
処

理
事

業
部

の
当

該
業

務
を

担
当

す
る

各
部

⻑
に

対
して

達
成

度
が

判
定

可
能

な
品

質
⽬

標
を設

定
、⽂

書
化

させ
、当

該
業

務
を

⾏
う社

員
等

に
周

知
させ

る
。 

４
 技

術
本

部
⻑

は
、技

術
本

部
⻑

が
統

括
す

る
業

務
に

関
し、

前
条

の
品

質
⽅

針
と整

合
す

る
品

質
⽬

標
を設

定
す

る
とと

も
に

、当
該

業
務

を担
当

す
る

各
部

⻑
に

対
して

達
成

度
が

判
定

可
能

な
品

質
⽬

標
を

設
定

、⽂
書

化
させ

、当
該

業
務

を⾏
う社

員
等

に
周

知
させ

る
。 

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

1 
品

質
⽬

標
 

（
２

）
品

質
⽬

標
は

、そ
の

達
成

度
が

判
定

可
能

で
、品

質
⽅

針
との

整
合

を
と

る
。 

92
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
 

 
 

93
. 

 第
⼗

三
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
第

四
条

の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ｲ

)社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

D．
ａ

．
の

規
定

に
適

合
す

る
よ

う、
その

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
4

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
社

⻑
は

､次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

お
よ

び
4.

1 
項

の
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

、品
質

マ
ネ

－16 / 440－



 

1
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
構

築
と維

持
に

つ
い

て
の

計
画

が
策

定
され

る
。 

94
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

が
計

画
され

、そ
れ

が
実

施
され

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑲

 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。)
を

含
む

。 

(ﾛ
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を適

切
に

考
慮

す
る

。
（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」

に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

を
含

む
。ま

た
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
４

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

３
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
性

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
－

ド分
け

を⾏
う。

ま
た

、こ
れ

に
基

づ
き

資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を必
要

に
応

じて
考

慮
す

る
。 

 5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
4

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

95
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
⑲

 

２
 第

2
項

第
1

号
に

規
定

す
る

「起
こ

り得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
次

の
事

項
を

含
む

(第
23

条
第

3
項

第
1

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 
・当

該
変

更
に

よる
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
 

・当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
 

1)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

96
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

⑲
 

 
2)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

97
. 

 三
 資

源
の

利
⽤

可
能

性
⑲

 
 

3)
資

源
の

利
⽤

可
能

性
 

c.
資

源
の

利
⽤

可
能

性
 

 
 

5.
経

営
者

の
責

任
 

5.
4 

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
社

⻑
は

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 

－17 / 440－



 

1
6
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

98
. 

 四
 責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
⑲

 
 

4)
責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
 

d.
責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
 

 
 

5.
経

営
者

の
責

任
 

5.
4 

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
社

⻑
は

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

お
よ

び
4.

1 
項

の
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
構

築
と維

持
に

つ
い

て
の

計
画

が
策

定
され

る
。 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、

その
変

更
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
取

れ
て

い
る

。 
99

. 
  

 
Ｃ

．
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ン 

5.
5 

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ン 
 

 
 

10
0.

（
責

任
及

び
権

限
）

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

(a
)責

任
及

び
権

限
 

5.
5.

1 
責

任
及

び
権

限
 

 
 

 
10

1.
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

１
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じ
て

、組
織

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。 

２
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、
業

務
(情

報
の

伝
達

を
含

む
。)

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
きる

仕
組

み
を

い
う。

 

社
⻑

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、
関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を

遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。（

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
５

条
 社

⻑
は

、保
安

教
育

等
に

よ
り

再
処

理
施

設
の

保
安

に
関

す
る

業
務

を
⾏

う社
員

等
に

、こ
の

規
定

に
定

め
る

責
任

及
び

権
限

を周
知

す
る

。 
  

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5 
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
1 

責
任

お
よ

び
権

限
 

社
⻑

は
、品

質
保

証
活

動
に

係
る

機
構

とそ
の

分
掌

業
務

お
よ

び
職

位
に

つ
い

て
、組

織
全

体
に

周
知

す
る

。具
体

的
な

要
領

は
、「

職
制

規
程

」お
よ

び
「職

務
権

限
規

程
」に

よる
。 

さら
に

炉
規

制
法

で
規

定
され

る
保

安
規

定
に

責
任

お
よび

権
限

を定
め

、組
織

全
体

に
周

知
す

る
。 

社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、監
査

対
象

組
織

で
あ

る
保

安
組

織
を構

成
す

る
部

署
か

ら物
理

的
に

隔
離

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、５

．
経

営
者

の
責

任
に

関
す

る
社

⻑
が

⾏
う品

質
保

証
に

係
る

業
務

の
補

佐
とし

て
、各

事
業

部
の

品
質

保
証

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

る
こと

を
⽀

援
す

る
。ま

た
、補

佐
す

る
た

め
の

具
体

的
な

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3
項

の
安

全
・品

質
本

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 
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1
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

10
2.

(再
掲

) 
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

(再
掲

) 
１

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。 
２

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、

業
務

(情
報

の
伝

達
を

含
む

。)
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

きる
仕

組
み

を
い

う。
 

(再
掲

) 
社

⻑
は

、部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を遂

⾏
で

き
る

よう
に

す
る

。 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
保

安
活

動
を遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を含
む

。）
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

き
る

仕
組

み
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
５

条
 社

⻑
は

、保
安

教
育

等
に

よ
り

再
処

理
施

設
の

保
安

に
関

す
る

業
務

を
⾏

う社
員

等
に

、こ
の

規
定

に
定

め
る

責
任

及
び

権
限

を周
知

す
る

。 
 

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5 
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
1 

責
任

お
よ

び
権

限
 

社
⻑

は
、品

質
保

証
活

動
に

係
る

機
構

とそ
の

分
掌

業
務

お
よ

び
職

位
に

つ
い

て
、組

織
全

体
に

周
知

す
る

。具
体

的
な

要
領

は
、「

職
制

規
程

」お
よ

び
「職

務
権

限
規

程
」に

よる
。 

さら
に

炉
規

制
法

で
規

定
され

る
保

安
規

定
に

責
任

お
よび

権
限

を定
め

、組
織

全
体

に
周

知
す

る
。 

社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、監
査

対
象

組
織

で
あ

る
保

安
組

織
を構

成
す

る
部

署
か

ら物
理

的
に

隔
離

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、５

．
経

営
者

の
責

任
に

関
す

る
社

⻑
が

⾏
う品

質
保

証
に

係
る

業
務

の
補

佐
とし

て
、各

事
業

部
の

品
質

保
証

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

る
こと

を
⽀

援
す

る
。ま

た
、補

佐
す

る
た

め
の

具
体

的
な

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3
項

の
安

全
・品

質
本

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

10
3.

 
 

 
(3

)社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よる
監

査
室

へ
の

関
与

を排
除

す
る

。ま
た

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

か
ら物

理
的

に
離

隔
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、監

査
室

の
独

⽴
性

の
確

保
を明

記
 

第
５

条
 

１
の

２
 社

⻑
は

、監
査

室
を社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、
安

全
・品

質
本

部
及

び
事

業
部

か
ら物

理
的

に
離

隔
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を確
保

す
る

。 

 

10
4.

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

 
5.

5.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

 
 

 
 

10
5.

第
⼗

五
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を与

え
る

。 

社
⻑

は
、第

17
条

第
２

項
第

２
号

、
第

３
号

、第
５

号
及

び
第

６
号

に
⽰

す
職

位
の

者
を、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

（
以

下
「管

理
責

任
者

」と
い

う。
）

に
任

命
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、他

の
条

⽂
に

管
理

責
任

者
が

定
め

られ
て

い
る

た
め

、
当

該
条

⽂
を

引
⽤

 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5 
責

任
､権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
2 

管
理

責
任

者
 

（
１

）
社

⻑
は

、監
査

室
⻑

、安
全

・
品

質
本

部
⻑

、濃
縮

事
業

部
⻑

、埋
設

事
業

部
⻑

、再
処

理
事

業
部

⻑
、技

術
本

部
⻑

お
よび

燃
料

製
造

事
業

部
⻑

を
、表

5.
5.

2
に

⽰
す

各
部

署
の

業
務

に
関

す
る

管
理

責
任

者
に

任
命

す
る

。 
10

6.
⼀

 プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
(ｲ

)プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
と

とも
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

と
とも

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5 

責
任

､権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

2 
管

理
責

任
者

 
（

２
）

管
理

責
任

者
は

与
え

られ
て

い
る

他
の

責
任

とか
か

わ
りな

く次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を

も
つ

。 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
確

⽴
、実

施
お

よ
び

維
持

を
確

実
に

す
る

。 
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2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

10
7.

⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
経

営
責

任
者

に
報

告
す

る
こと

。 

 
(ﾛ

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5 

責
任

､権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

2 
管

理
責

任
者

 
（

２
）

 
ｂ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

状
況

お
よび

改
善

の
必

要
性

の
有

無
に

つ
い

て
社

⻑
に

報
告

す
る

。 
10

8.
三

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
(ﾊ

)健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5 

責
任

､権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

2 
管

理
責

任
者

 
（

２
）

 
ｃ

．
組

織
全

体
に

わ
た

って
、関

係
法

令
の

遵
守

お
よび

原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

10
9.

四
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

 
(ﾆ

)関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

d.
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5 
責

任
､権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
2 

管
理

責
任

者
 

（
２

）
 

ｃ
．

組
織

全
体

に
わ

た
って

、関
係

法
令

の
遵

守
お

よび
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
11

0.
（

管
理

者
）

 
（

管
理

者
）

 
(c

)管
理

者
 

5.
5.

3 
管

理
者

 
 

 
 

11
1.

第
⼗

六
条

 経
営

責
任

者
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

(以
下

「管
理

者
」と

い
う。

)に
、当

該
管

理
者

が
管

理
監

督
す

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を
与

え
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
第

1
項

に
規

定
す

る
「管

理
者

」と
は

、職
務

権
限

を
⽰

す
⽂

書
に

お
い

て
、

管
理

者
とし

て
責

任
及

び
権

限
を付

与
さ

れ
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り、
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を置

い
て

、そ
の

業
務

を⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
責

任
者

の
責

任
及

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。 

(ｲ
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

対
し、

管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

して
、責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。（

「管
理

者
」と

は
、品

質
マニ

ュア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を

、責
任

及
び

権
限

を
⽂

書
で

明
確

に
して

設
置

した
場

合
に

は
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 

11
2.

⼀
 個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
1)

個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、
実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よう
に

す
る

こと
。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

11
3.

⼆
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
2)

要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

 
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
11

4.
三

 個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
3)

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
11

5.
四

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

 
4)

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
d.

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

11
6.

五
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。④

 
 

5)
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施
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1
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

1 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化
 

a.
 業

務
・施

設
に

適
⽤

され
る

法
令

・
規

則
要

求
事

項
 

11
7.

２
 管

理
者

は
、前

項
の

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

実
に

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

 
(ﾛ

)管
理

者
は

、(
ｲ)

の
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
す

る
。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を実

施
す

る
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

11
8.

⼀
 品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を監

視
測

定
す

る
こと

。③
 

 
1)

品
質

⽬
標

を設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を監

視
測

定
す

る
こと

。 

a.
品

質
⽬

標
を設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

11
9.

⼆
 要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。③

 

 
2)

要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
0.

三
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。③
 

 
3)

原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る
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2
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
1.

四
 常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、

要
員

が
、積

極
的

に
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を⾏
え

る
よ

う
に

す
る

こと
。③

 

 
4)

常
に

問
い

か
け

る姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を要
員

に
定

着
させ

ると
とも

に
、要

員
が

、積
極

的
に

再
処

理
施

設
の

保
安

に
関

す
る問

題
の

報
告

を⾏
え

るよ
うに

す
る

こと
。 

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

再
処

理
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
2.

五
 要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。

③
 

 
5)

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e.

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
12

3.
３

 管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑨
 

２
 第

３
項

に
規

定
す

る
「⾃

⼰
評

価
」

に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。 
 ３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

(ﾊ
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
⾏

う。
 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
実

施
す

る
。（

「⾃
⼰

評
価

」に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。ま
た

、「
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業

－22 / 440－



 

2
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う(
第

18
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う。
）

 
 

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
4.

（
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

）
 

（
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

）
 

(d
)組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
5.

5.
4

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

 
 

 

12
5.

第
⼗

七
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

され
て

い
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

１
 第

17
条

に
規

定
す

る
「組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
」と

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

が
必

要
に

応
じて

⾏
わ

れ
る

場
や

仕
組

み
を

決
め

、実
⾏

す
る

こと
を

い
う。

 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
す

る
。 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
と

お
り。

 
 a.

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
 

b.
品

質
・保

安
会

議
 

c.
再

処
理

安
全

委
員

会
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
の

会
議

体
名

称
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
１

に
記

載
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
4 

内
部

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
社

⻑
は

、組
織

内
に

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

の
た

め
の

適
切

な
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

る
こと

を
確

実
に

す
る

。ま
た

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
有

効
性

に
関

して
の

情
報

交
換

が
⾏

わ
れ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
 

品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
を確

認
し、

経
営

とし
て

、観
察

・評
価

し、
取

り
組

み
が

弱
い

場
合

は
、要

員
、組

織
、予

算
、購

買
等

の
全

社
の

仕
組

み
が

機
能

して
い

る
か

の
観

点
で

審
議

を⾏
う。

※
 

社
⻑

は
、安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

の
構

成
、運

営
等

に
つ

い
て

の
具

体
的

な
要

領
は

、「
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

規
程

」に
定

め
る

。 
※

社
⻑

は
、安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

の
審

議
結

果
を受

け
て

、必
要

な
指

⽰
、

命
令

を
出

す
こと

が
で

き
る

。 
（

２
）

品
質

・保
安

会
議

 
品

質
保

証
活

動
⽅

針
、品

質
保

証
活

動
状

況
お

よび
品

質
保

証
活

動
に

係
る

重
要

な
事

項
に

つ
い

て
、品

質
・保

安
会

議
で

審
議

、報
告

を
⾏

う。
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、品

質
・保

安
会

議
の

構
成

、運
営

等
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

要
領

は
、「

品
質

・保
安

会
議

規
程

」に
定

め
る

。 
（

３
）

安
全

委
員

会
 

保
安

に
関

す
る

品
質

保
証

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
は

、保
安

規
定

に
定

め
る

安
全

委
員

会
で

審
議

を
⾏

う。
 

12
6.

 
２

 第
17

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

」と
は

、例
え

ば
、

第
18

条
に

規
定

す
る

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

評
価

の
結

果
を要

員
に

理
解

させ
る

な
ど、

組
織

全
体

で
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
の

認
識

を共
有

して
い

る
こと

を
い

う。
 

 
 

 
―

 
―

 

12
7.

 
 

ｆ
．

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

 
 

 
12

8.
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
(a

)⼀
般

 
5.

6.
1 

⼀
般

 
 

 
 

12
9.

第
⼗

⼋
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、「

あ
らか

じめ
（

社
⻑

に
よ

る
評

価
）

 
5．

経
営

者
の

責
任
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2
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
機

会
を得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を講
ず

る
た

め
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

評
価

（
以

下
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を、
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
機

会
を

得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
た

め
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

評
価

（
以

下
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を
、あ

らか
じ

め
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
う。

 

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
機

会
を

得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
た

め
に

、年
１

回
以

上
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

定
め

られ
た

期
間

」に
つ

い
て

、「
年

１
回

以
上

」と
明

確
化

 
 

第
８

条
 社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
、引

き
続

き
、適

切
、妥

当
か

つ
有

効
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、
年

１
回

以
上

評
価

を
⾏

う。
この

評
価

で
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
改

善
の

機
会

の
評

価
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
を

含
む

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
の

必
要

性
の

評
価

も
⾏

う。
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

（
１

）
社

⻑
は

、組
織

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

、引
き

続
き

適
切

で
、

妥
当

で
、か

つ
、有

効
で

あ
る

こと
を

確
実

す
る

た
め

に
、年

1
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 

13
0.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

(b
)マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

 
 

 

13
1.

第
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
情

報
を

報
告

す
る

。 

 
第

８
条

 
２

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、前
項

の
評

価
に

当
た

り、
次

の
各

号
の

事
項

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。）
を

社
⻑

に
報

告
す

る
。 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

管
理

責
任

者
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ット

に
は

、次
の

情
報

を
含

め
る

。 
13

2.
⼀

 内
部

監
査

の
結

果
 

 
(ｲ

)内
部

監
査

の
結

果
 

a.
内

部
監

査
の

結
果

 
 

第
８

条
 

２
 

(1
) 

監
査

の
結

果
 

  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ａ
．

監
査

の
結

果
（

内
部

監
査

お
よ

び
第

三
者

監
査

等
を

含
む

。）
 

13
3.

⼆
 組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

１
 第

2
号

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
」と

は
、外

部
監

査
(安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。)

の
結

果
(外

部
監

査
を受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、
地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、外
部

監
査

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を受
け

る
こと

を
い

う。
 

(ﾛ
)組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を含
む

。）
の

結
果

、地
域

住
⺠

の
意

⾒
、原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

意
⾒

等
を含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、評
価

等
を

受
け

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ット

 
ａ

．
監

査
の

結
果

（
内

部
監

査
お

よ
び

第
三

者
監

査
等

を
含

む
。）

 
ｂ

．
原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

関
す

る
外

部
の

受
け

⽌
め

⽅
 

13
4.

三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

 
２

 第
3

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、産
業

標
準

化
法

(昭
和

24
年

法
律

第
18

5
号

)に
基

づ
く⽇

本
産

業
規

格
Q

90
01

(以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
)の

「プ
ロセ

ス
の

パ
フォ

ー
マ

ンス
並

び
に

製
品

及
び

サ
ー

ビス
の

適
合

」の
状

況
及

び
「プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
で

得
られ

た
結

果
」に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
 

(ﾊ
)プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 9
00

1)
」（

以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フ
ォー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」に
相

当
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
８

条
 

２
 

(3
) 

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
並

び
に

検
査

及
び

試
験

の
結

果
 

  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｃ
．

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
（

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を含

む
。）

、検
査

お
よ

び
試

験
の

結
果

な
ら

び
に

製
品

の
適

合
性

 

13
5.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
、定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
⽤

前
検

査
(以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
)並

び
に

⾃
主

検
査

等
の

結
果

 
 

３
 第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

主
検

査
等

」と
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、
妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う(
第

48
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

(ﾆ
)使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
をい

う。
）

 

 
第

８
条

 
２

 
(2

) 
保

安
検

査
、施

設
定

期
検

査
等

の
法

律
に

基
づ

く検
査

の
状

況
及

び
法

令
に

定
め

る
要

求
事

項
の

変
更

 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｃ
．

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
（

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を含

む
。）

、検
査

お
よ

び
試

験
の

結
果

な
ら

び
に

製
品

の
適

合
性

 

13
6.

五
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
 

(ﾎ
)品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｃ
．

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

－24 / 440－



 

2
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

況
（

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を含

む
。）

、検
査

お
よ

び
試

験
の

結
果

 
13

7.
六

 健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
 

４
 第

6
号

に
規

定
す

る
「健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

」に
は

、
内

部
監

査
に

よる
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。 

(ﾍ
)健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

 
f.健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

（
内

部
監

査
に

よ
る

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

並
び

に
管

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
８

条
 

２
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、前

項
の

評
価

に
当

た
り、

次
の

各
号

の
事

項
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
社

⻑
に

報
告

す
る

。 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｄ
．

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

の
状

況
 

13
8.

七
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

(ﾄ
)関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

 
第

８
条

 
２

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、前
項

の
評

価
に

当
た

り、
次

の
各

号
の

事
項

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。）
を

社
⻑

に
報

告
す

る
。 

 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｅ
．

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

順
守

状
況

 

13
9.

⼋
 不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
５

 第
8

号
に

規
定

す
る

「不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
」に

は
、組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
並

び
に

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を
含

む
。 

(ﾁ
)不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
h.

不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
（

組
織

の
内

外
で

得
られ

た
知

⾒
(技

術
的

な
進

歩
に

よ
り得

ら
れ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
教

訓
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
８

条
 

２
 

(4
) 

予
防

処
置

及
び

是
正

処
置

の
状

況
 

 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｆ
．

予
防

処
置

お
よ

び
是

正
処

置
の

状
況

 
14

0.
九

 従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

 

 
(ﾘ

)従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

i.前
回

ま
で

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

 
第

８
条

 
２

 
(5

) 
前

回
ま

で
の

社
⻑

に
よ

る
評

価
結

果
に

基
づ

く措
置

の
状

況
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｇ
．

前
回

ま
で

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
に

対
す

る
フォ

ロー
アッ

プ 
14

1.
⼗

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

(ﾇ
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

第
８

条
 

２
 

(6
) 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
変

更
 

  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｈ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
変

更
 

14
2.

⼗
⼀

 部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
 

(ﾙ
)部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

k.
部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 
第

８
条

 
２

 
 (

8)
 改

善
の

た
め

の
提

案
 

  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｊ
．

改
善

の
た

め
の

提
案

 
14

3.
⼗

⼆
 資

源
の

妥
当

性
⑬

 
 

(ｦ
)資

源
の

妥
当

性
 

l.資
源

の
妥

当
性

 
 

第
８

条
 

２
 

(7
) 

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
で

の
審

議
結

果
等

）
 

(8
) 

改
善

の
た

め
の

提
案

 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｉ
．

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
で

の
審

議
結

果
等

）
 

ｊ
．

改
善

の
た

め
の

提
案

 
14

4.
⼗

三
 保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じ

た
措

置
の

実
効

性
⑬

 
６

 第
13

号
に

規
定

す
る

「保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
」に

は
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

(第
52

条
第

1
項

第
4

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

(ﾜ
)保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

 
m

.保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
の

実
効

性
（

品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
８

条
 

２
 

(7
) 

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
で

の
審

議
結

果
等

）
 

(8
) 

改
善

の
た

め
の

提
案

 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｉ
．

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
で

の
審

議
結

果
等

）
 

ｊ
．

改
善

の
た

め
の

提
案
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2
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

14
5.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

(c
)マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
5.

6.
3 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

 
 

 

14
6.

第
⼆

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  
(ｲ

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

す
る

。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

 
第

8
条

 
３

  
社

⻑
は

、第
１

項
の

評
価

に
お

い
て

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を含

む
。）

を
決

定
し、

監
査

室
⻑

、安
全

・
品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

に
通

知
す

る
とと

も
に

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

20
 条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
社

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ット
に

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
決

定
お

よ
び

処
置

す
べ

て
を

含
め

る
。 

14
7.

⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

１
 第

1
号

に
規

定
す

る
「実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
」と

は
、改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
 

1)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロ
セ

ス
の

実
効

性
の

維
持

に
必

要
な

改
善

（
改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
8

条
 

３
 

(1
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
お

よ
び

プ
ロセ

ス
の

有
効

性
の

改
善

 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
お

よ
び

その
プロ

セ
ス

の
有

効
性

の
改

善
 

14
8.

⼆
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
2)

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

b.
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
第

8
条

 
３

 
(2

)業
務

の
計

画
お

よ
び

実
施

に
係

る
改

善
 

  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
ｂ

．
業

務
の

計
画

お
よ

び
実

施
に

係
わ

る
改

善
 

14
9.

三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
3)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
第

8
条

 
３

 
(3

)資
源

の
必

要
性

 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
ｃ

．
資

源
の

必
要

性
 

15
0.

四
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
⑤

 
２

 第
４

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

に
関

す
る

改
善

」
に

は
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
改

善
策

の
検

討
を

含
む

。 

4)
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
8

条
 

３
  

社
⻑

は
、第

１
項

の
評

価
に

お
い

て
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を含
む

。）
を

決
定

し、
監

査
室

⻑
、安

全
・

品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

通
知

す
る

とと
も

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
20

 条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
ｄ

．
その

他
、改

善
が

必
要

な
事

項
 

15
1.

五
 関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

④
 

 
5)

関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

e.
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
 

第
8

条
 

３
  

社
⻑

は
、第

１
項

の
評

価
に

お
い

て
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を含
む

。）
を

決
定

し、
監

査
室

⻑
、安

全
・

品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

通
知

す
る

とと
も

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
20

 条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
ｄ

．
その

他
、改

善
が

必
要

な
事

項
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2
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

15
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
こ

れ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
こ

れ
を

管
理

す
る

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

（
３

）
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

15
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 
(3

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
で

決
定

をし
た

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を講

じる
。 

 
第

8
条

 
３

  
社

⻑
は

、第
１

項
の

評
価

に
お

い
て

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を含

む
。）

を
決

定
し、

監
査

室
⻑

、安
全

・
品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

に
通

知
す

る
とと

も
に

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

20
 条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 

 

15
4.

第
四

章
 資

源
の

管
理

 
第

4
章

 資
源

の
管

理
 

Ｆ
 資

源
の

管
理

 
6 

資
源

の
管

理
 

 
 

 
15

5.
（

資
源

の
確

保
）

 
（

資
源

の
確

保
）

 
ａ

．
資

源
の

確
保

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
 

 
 

15
6.

第
⼆

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を明
確

に
定

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
  

１
 第

２
１

条
に

規
定

す
る

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
規

程
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（

本
規

程
第

２
条

４
に

規
定

す
る

組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
⑳

 
２

 第
2

号
に

規
定

す
る

「個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

」と
は

、J
IS

 9
０

01
の

「イ
ンフ

ラス
ト

ラク
チ

ャ」
を

い
う。

 
３

 第
３

号
に

規
定

す
る

「作
業

環
境

」
に

は
、作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、
照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

るた
め

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
資

源
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
す

る
。（

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（

組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
1 

資
源

の
提

供
 

社
⻑

は
、室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
が

明
確

に
した

以
下

の
事

項
に

必
要

な
資

源
を

提
供

す
る

。 

15
7.

⼀
 要

員
 

 
(a

)要
員

 
a.

要
員

 
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
1 

⼀
般

 
各

職
位

は
、原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

影
響

が
あ

る
業

務
に

従
事

す
る

社
員

に
は

、
適

切
な

教
育

、訓
練

、技
能

お
よ

び
経

験
を

判
断

の
根

拠
とし

て
⼒

量
が

あ
る

こ
とを

明
確

に
す

る
。 

15
8.

⼆
 個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
 

 

 
(b

)個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
b.

個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

（
JI

S 
Q

90
01

の
「イ

ンフ
ラス

トラ
クチ

ャ」
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
3 

イン
フラ

ス
トラ

クチ
ャー

 
各

職
位

は
、保

安
規

定
に

基
づ

き
、原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
す

る
うえ

で
必

要
な

イ
ンフ

ラス
トラ

クチ
ャー

を
明

確
に

し、
提

供
し、

か
つ

、維
持

す
る

。 
15

9.
三

 作
業

環
境

 
 

 
(c

)作
業

環
境

 
c.

作
業

環
境

（
作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
4 

作
業

環
境

 
各

職
位

は
、原

⼦
⼒

安
全

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
作

業
環

境
を

明
確

に
し、

運
営

管
理

す
る

。 
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2
6
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

16
0.

四
 そ

の
他

必
要

な
資

源
 

 
(d

)そ
の

他
必

要
な

資
源

 
d.

その
他

必
要

な
資

源
 

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

1 
資

源
の

提
供

 
社

⻑
は

、室
、各

本
部

・事
業

部
⻑

が
明

確
に

した
以

下
の

事
項

に
必

要
な

資
源

を
提

供
す

る
。 

16
1.

（
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
）

 
（

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

ｂ
．

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
6.

2
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

 
 

 

16
2.

第
⼆

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
(以

下
「⼒

量
」と

い
う。

)が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⼒

量
」に

は
、

組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を含

む
。

⑥
 

(a
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
それ

を適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
それ

を適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

とす
る

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

に
関

す
る

知
識

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
1 

⼀
般

 
各

職
位

は
、原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

影
響

が
あ

る
業

務
に

従
事

す
る

社
員

に
は

、
適

切
な

教
育

、訓
練

、技
能

お
よ

び
経

験
を

判
断

の
根

拠
とし

て
⼒

量
が

あ
る

こ
とを

明
確

に
す

る
。 

16
3.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(b

)組
織

は
、要

員
の

⼒
量

を確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

2 
⼈

的
資

源
 

6.
2.

2 
⼒

量
､教

育
・訓

練
お

よび
認

識
 

各
職

位
は

、以
下

の
事

項
を実

施
す

る
。

ま
た

、室
、各

本
部

・事
業

部
⻑

は
、必

要
な

⼒
量

の
設

定
お

よ
び

必
要

な
⼒

量
が

持
て

る
よ

うに
す

る
た

め
に

⾏
う教

育
・

訓
練

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、各
本

部
・事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
16

4.
⼀

 要
員

に
どの

よ
うな

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
 

(ｲ
)要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

a.
要

員
に

どの
よう

な
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

2 
⼈

的
資

源
 

6.
2.

2 
⼒

量
､教

育
・訓

練
お

よび
認

識
 

ａ
．

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
社

員
（

管
理

責
任

者
を

含
む

。）
に

必
要

な
⼒

量
を明

確
に

す
る

。 
16

5.
⼆

 要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 

２
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し、

⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。 

(ﾛ
)要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
b.

要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。

（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
2 

⼒
量

､教
育

・訓
練

お
よび

認
識

 
ｂ

．
該

当
す

る
場

合
に

は
（

必
要

な
⼒

量
が

不
⾜

して
い

る
場

合
に

は
）

、そ
の

必
要

な
⼒

量
に

到
達

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
教

育
・訓

練
を

⾏
うか

、ま
た

は
他

の
処

置
を

とる
。 

16
6.

三
 前

号
の

措
置

の
実

効
性

を評
価

す
る

こと
。 

 

 
(ﾊ

)教
育

訓
練

その
他

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
2 

⼒
量

､教
育

・訓
練

お
よび

認
識

 
ｃ

．
教

育
・訓

練
ま

た
は

他
の

処
置

の
有

効
性

を評
価

す
る

。 
16

7.
四

 要
員

が
、⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
して

い
る

よ
う

に
す

る
こと

。 

 
(ﾆ

)要
員

が
⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

2 
⼈

的
資

源
 

6.
2.

2 
⼒

量
､教

育
・訓

練
お

よび
認

識
 

ｄ
．

社
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

と重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
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2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

成
に

向
け

て
⾃

らど
の

よ
うに

貢
献

で
き

る
か

を
認

識
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
16

8.
イ 

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

 
1)

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

(a
)品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
2 

⼒
量

､教
育

・訓
練

お
よび

認
識

 
ｄ

．
社

員
が

、⾃
らの

活
動

の
も

つ
意

味
と重

要
性

を
認

識
し、

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

て
⾃

らど
の

よ
うに

貢
献

で
き

る
か

を
認

識
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
16

9.
ロ 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
 

2)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

2 
⼈

的
資

源
 

6.
2.

2 
⼒

量
､教

育
・訓

練
お

よび
認

識
 

ｄ
．

社
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

と重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らど

の
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

17
0.

ハ
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

 
3)

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
(c

)原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
 

 
6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
2 

⼒
量

､教
育

・訓
練

お
よび

認
識

 
ｄ

．
社

員
が

、⾃
らの

活
動

の
も

つ
意

味
と重

要
性

を
認

識
し、

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

て
⾃

らど
の

よ
うに

貢
献

で
き

る
か

を
認

識
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
17

1.
五

 要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
(ﾎ

)要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

2 
⼈

的
資

源
 

6.
2.

2 
⼒

量
､教

育
・訓

練
お

よび
認

識
 

ｅ
．

教
育

、訓
練

、技
能

お
よ

び
経

験
に

つ
い

て
該

当
す

る
記

録
を

維
持

す
る

。 
17

2.
第

五
章

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
第

5
章

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
Ｇ

．
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

7 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

 
 

 

17
3.

（
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
）

 
（

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

）
 

ａ
．

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
の

計
画

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
 

 
 

 

17
4.

第
⼆

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、

計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

確
⽴

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を策
定

⑲
す

る
こ

とを
含

む
。 

(a
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

確
⽴

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

確
⽴

す
る

。（
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、4
.1

(2
)c

.の
事

項
を

考
慮

して
計

画
を

策
定

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
10

条
 

２
  

事
業

部
⻑

は
、第

３
章

、第
４

章
、第

５
章

、第
６

章
、第

７
章

及
び

第
８

章
に

掲
げ

る
業

務
を

計
画

し、
実

施
す

る
た

め
、次

の
各

号
を

含
む

業
務

の
計

画
及

び
実

施
に

係
る

事
項

を
「再

処
理

事
業

部
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

」に
お

い
て

定
め

る
。 

7．
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
各

職
位

は
、業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

を
計

画
して

、構
築

す
る

。 

17
5.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

、業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。 

(b
)組

織
は

、(
a)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プロ
セ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を確

保
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プロ
セ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を確

保
す

る
。

（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
1 

業
務

の
計

画
 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

に
つ

い
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
その

他
の

プ
ロセ

ス
の

要
求

事
項

との
整

合
を

とる
。 

17
6.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑲
 

３
 第

3
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
(以

下
「個

別
業

務
計

画
」

とい
う。

)の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

(c
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

す
る

。 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

す
る

。（
「個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

」に
は

、

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
1 

業
務

の
計

画
 

（
２

）
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

に
当

た
って

は
、次

の
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

－29 / 440－



 

2
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

な
変

更
を含

む
。)

を
含

む
。 

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

（
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。）

を
含

む
。）
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7.
⼀

 個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
⑲

 

 
(ｲ

)個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

 

 
 

７
．

業
務

の
計

画
､実

施
 

7.
1 

業
務

の
計

画
 

各
職

位
は

、業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

計
画

して
、構

築
す

る
。 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

に
つ

い
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
その

他
の

プ
ロセ

ス
の

要
求

事
項

との
整

合
を

とる
。 

17
8.

⼆
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
 

(ﾛ
)機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

２
）

 
ａ

．
業

務
・施

設
に

対
す

る
品

質
⽬

標
お

よ
び

要
求

事
項

 
17

9.
三

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

 
(ﾊ

)機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

c.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

２
）

 
ｂ

．
業

務
・施

設
に

特
有

な
、プ

ロセ
ス

お
よ

び
⽂

書
の

確
⽴

の
必

要
性

、な
らび

に
資

源
の

提
供

の
必

要
性
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0.
四

 使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、

妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

こ
れ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

の
基

準
(以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

) 

 
(ﾆ

)使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、

妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

こ
れ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
）

 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

２
）

 
ｃ

．
その

業
務

・施
設

の
た

め
の

検
証

、
妥

当
性

確
認

、監
視

、検
査

お
よ

び
試

験
活

動
、な

らび
に

これ
らの

合
否

判
定

基
準
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1.
五

 個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プロ

セ
ス

を実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

 
(ﾎ

)個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プロ

セ
ス

を実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

２
）

 
ｄ

．
業

務
・施

設
の

プ
ロセ

ス
お

よ
び

その
結

果
が

要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 
18

2.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を、

その
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

した
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(d

)組
織

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を
、そ

の
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

し
た

も
の

とす
る

。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
し

た
も

の
とす

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

３
）

各
職

位
は

、こ
の

計
画

の
ア

ウト
プ

ット
を

、組
織

の
運

営
⽅

法
に

適
した

形
式

とす
る

。 
18

3.
 

 
ｂ

．
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
 

 
 

18
4.

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き事
項

）
 

(a
)個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

 
7.

2.
1 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き事
項

 
 

 
 

18
5.

第
⼆

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

10
条

 
２

 
(1

) 
業

務
の

計
画

に
当

た
って

は
、次

の
事

項
に

つ
い

て
適

切
に

明
確

化
す

る
。 

ま
た

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
その

他
の

プ
ロセ

ス
の

要
求

事
項

と整
合

が
と

れ
て

い
る

こと
を確

認
す

る
。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
各

職
位

は
、次

の
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

18
6.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
(ｲ

)組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事

－30 / 440－



 

2
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

項
の

明
確

化
 

ｂ
．

明
⽰

され
て

い
な

い
が

、業
務

・施
設

に
不

可
⽋

な
要

求
事

項
 

18
7.

⼆
 関

係
法

令
 

 
(ﾛ

)関
係

法
令

 
b.

関
係

法
令

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

1 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化
 

ａ
．

業
務

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・

規
制

要
求

事
項

 
18

8.
三

 前
⼆

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 

 
(ﾊ

) 
(ｲ

)，
(ﾛ

)に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
ｅ

．
組

織
が

必
要

と判
断

す
る

追
加

要
求

事
項

す
べ

て
 

18
9.

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

）
 

(b
)個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
 

7.
2.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
 

 
 

 

19
0.

第
⼆

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

10
条

 
２

 
(2

) 
業

務
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
、業

務
を

⾏
う前

に
レ

ビュ
ー

す
る

とと
も

に
、レ

ビュ
ー

の
結

果
及

び
レ

ビュ
ー

を
受

け
て

採
った

措
置

を
記

録
す

る
。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

１
）

各
職

位
は

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 
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1.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
10

条
 

２
 

(2
) 

業
務

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

、業
務

を
⾏

う前
に

レ
ビュ

ー
す

る
とと

も
に

、レ
ビュ

ー
の

結
果

及
び

レ
ビュ

ー
を

受
け

て
採

った
措

置
を

記
録

す
る

。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

各
職

位
は

、レ
ビュ

ー
で

は
次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

19
2.

⼀
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
 

1)
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

 
ａ

．
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

。 
19

3.
⼆

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
その

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

 
2)

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

 
ｂ

．
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

以
前

に
提

⽰
され

た
も

の
と異

な
る

場
合

に
は

、そ
れ

に
つ

い
て

解
決

され
て

い
る

。 
19

4.
三

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こ

と。
 

 
3)

組
織

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こと
。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー
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3
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

（
２

）
 

ｃ
．

定
め

られ
た

要
求

事
項

を満
た

す
能

⼒
を

も
って

い
る

。 
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5.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

審
査

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

審
査

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

10
条

 
２

 
(2

) 
業

務
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
、業

務
を

⾏
う前

に
レ

ビュ
ー

す
る

とと
も

に
、レ

ビュ
ー

の
結

果
及

び
レ

ビュ
ー

を
受

け
て

採
った

措
置

を
記

録
す

る
。 

  

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

３
）

各
職

位
は

、こ
の

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よび
その

レ
ビュ

ー
を受

け
て

とら
れ

た
処

置
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

19
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

す
る

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

５
）

各
職

位
は

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

は
、関

連
す

る
⽂

書
を

修
正

す
る

。ま
た

、
変

更
後

の
要

求
事

項
が

関
連

す
る

要
員

に
理

解
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
19

7.
（

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

）
 

（
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
）

 
(c

)組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
 

 
 

19
8.

第
⼆

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。⑦

 

１
 第

２
６

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、実

効
性

の
あ

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

実
施

す
る

。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
各

職
位

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
関

して
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を
図

る
た

め
に

、
表

7.
2.

3.
1

に
⽰

す
⽅

法
で

情
報

収
集

お
よ

び
意

⾒
交

換
を

⾏
う。
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9.
 

・組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し、

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
3 

外
部

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

20
0.

 
・予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を得

た
効

果
的

な
連

絡
⽅

法
 

 
b.

予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を
得

た
効

果
的

な
対

話
を

⾏
う適

切
な

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

1.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

 
c.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

2.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

 
d.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

3.
 

 
ｃ

．
設

計
開

発
 

7.
3 

設
計

開
発

 
 

 
 

20
4.

（
設

計
開

発
計

画
）

 
（

設
計

開
発

計
画

）
 

(a
)設

計
開

発
計

画
 

7.
3.

1 
設

計
開

発
計

画
 

 
 

 
20

5.
第

⼆
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
(専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。)
の

計
画

(以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

し

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
」

に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア及

び
⼿

順
書

等
に

関
す

る
設

計
開

発
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
に

重
要

な
⼿

順
書

等
の

設
計

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
るた

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

す
ると

とも
に

、
設

計
開

発
を管

理
す

る。
 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 

（
再

処
理

施
設

の
設

計
）

 
第

11
条

 事
業

部
⻑

は
、「

全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き、
再

処
理

施
設

の
改

造
に

お
け

る
設

計
の

管
理

に
つ

い
て

、次
の

各
号

の
事

項
を

含
む

「再
処

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

１
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
の

計
画

を策
定

し、
管

理
す

る
。 

－32 / 440－



 

3
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。 
２

 第
１

項
に

規
定

す
る

「設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

」に
は

、不
適

合
及

び
予

期
せ

ぬ
事

象
の

発
⽣

等
を

未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

活
動

（
第

４
条

第
２

項
第

３
号

の
事

項
を

考
慮

して
⾏

うも
の

を含
む

。）
を

⾏
うこ

と⑲
を含

む
。 

開
発

」に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を考
慮

して
⾏

うも
の

を
含

む
。）

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

理
事

業
部

 設
計

管
理

要
領

」を
定

め
、

⽂
書

化
す

る
。 

(1
) 

各
段

階
に

お
け

る
要

求
事

項
を

含
め

た
管

理
⽅

法
を

改
造

計
画

に
定

め
、

実
施

す
る

。 

20
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を明
確

に
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

２
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
の

計
画

に
お

い
て

次
の

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
20

7.
⼀

 設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
 

1)
設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

a.
設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

２
）

 
ａ

．
設

計
・開

発
の

段
階

 
20

8.
⼆

 設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

 
2)

設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

２
）

 
ｂ

．
設

計
・開

発
の

各
段

階
に

適
した

レ
ビュ

ー
、検

証
お

よ
び

妥
当

性
確

認
 

20
9.

三
 設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

 
3)

設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
c.

設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
1 

設
計

・開
発

の
計

画
 

（
２

）
 

ｃ
．

設
計

・開
発

に
関

す
る

責
任

（
保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。）

お
よ

び
権

限
 

21
0.

四
 設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

 
4)

設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
d.

設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
 

 
６

．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

1 
資

源
の

提
供

  
21

1.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

 
 

7．
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

３
）

各
職

位
は

、効
果

的
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

な
らび

に
責

任
お

よ
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、
各

施
設

の
設

計
・開

発
に

関
与

す
る

グ
ル

ー
プ

間
の

イン
タフ

ェー
ス

を運
営

管
理

す
る

。 
21

2.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り策
定

され
た

設
計

開
発

計
画

を
、設

計
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
適

切
に

変
更

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ｲ)
に

よ
り策

定
され

た
設

計
開

発
計

画
を、

設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

４
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
、策

定
した

計
画

を
適

切
に

更
新

す
る

。 
21

3.
（

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
）

 
(b

)設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
 

 
 

21
4.

第
⼆

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

 
(ｲ

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
して

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

っ
(1

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

っ
 

（
再

処
理

施
設

の
設

計
）

 
第

11
条

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 

－33 / 440－



 

3
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 (
2)

 要
求

事
項

を
明

確
に

し、
適

切
性

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 
な

お
、レ

ビュ
ー

に
は

当
該

改
造

に
関

係
す

る
職

位
を

含
め

る
。 

  

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
要

求
事

項
に

関
連

す
る

イン
プッ

トを
明

確
に

し、
記

録
を

維
持

す
る

。イ
ンプ

ット
に

は
次

の
事

項
を

含
め

る
。 

21
5.

⼀
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

1)
機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
 

ａ
．

意
図

した
使

⽤
⽅

法
に

応
じた

機
能

お
よ

び
性

能
に

関
す

る
要

求
事

項
 

21
6.

⼆
 従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

 
2)

従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
ら

れ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
 

ｃ
．

適
⽤

可
能

な
場

合
は

､以
前

の
類

似
した

設
計

か
ら得

られ
た

情
報

 
21

7.
三

 関
係

法
令

 
 

3)
関

係
法

令
 

c.
関

係
法

令
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
 

ｂ
．

適
⽤

され
る

法
令

・規
制

要
求

事
項

 
21

8.
四

 そ
の

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
4)

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
2 

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

ト 
（

１
）

 
ｄ

．
設

計
・開

発
に

不
可

⽋
な

その
他

の
要

求
事

項
 

21
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を
評

価
し、

承
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を評

価
し、

承
認

す
る

。 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

 （
２

）
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

適
切

性
を

レ
ビュ

ー
す

る
。 

な
お

、レ
ビュ

ー
に

は
当

該
改

造
に

関
係

す
る

職
位

を
含

め
る

。 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
２

）
各

職
位

は
、こ

れ
らの

イン
プ

ット
に

つ
い

て
は

、そ
の

適
切

性
をレ

ビュ
ー

し、
承

認
す

る
。要

求
事

項
は

、漏
れ

が
な

く、
あ

い
ま

い
で

は
な

く、
か

つ
、相

反
す

る
こと

が
な

い
も

の
とす

る
。 

22
0.

（
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

）
 

(c
)設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

7.
3.

3 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

 
 

 
22

1.
第

⼆
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、設
計

開
発

に
⽤

い
た

情
報

と対
⽐

して
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
」と

は
、例

え
ば

、機
器

等
の

仕
様

⼜
は

ソ
フト

ウェ
ア

を
い

う。
 

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

を
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
トと

対
⽐

した
検

証
を

⾏
う

の
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 
22

2.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

（
３

）
各

段
階

に
お

け
る

結
果

を検
証

し、
承

認
した

後
で

次
の

段
階

に
進

め
る

。 
な

お
、検

証
は

原
設

計
者

以
外

の
者

が
⾏

う。
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

を
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
トと

対
⽐

した
検

証
を

⾏
う

の
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 
22

3.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
(3

)組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
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3
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
3 

設
計

・開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
（

２
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
は

次
の

状
態

に
す

る
。 

22
4.

⼀
 設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

1)
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ａ
．

設
計

・開
発

へ
の

イン
プ

ット
で

与
え

られ
た

要
求

事
項

を
満

た
す

。 
22

5.
⼆

 調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
2)

調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ｂ
．

調
達

､業
務

の
実

施
お

よび
施

設
の

使
⽤

な
らび

に
製

造
・サ

ー
ビス

提
供

に
対

して
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
。 

22
6.

三
 合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

3)
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こ

と。
 

c.
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こ

と。
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ｃ
．

関
係

す
る

検
査

お
よ

び
試

験
な

ら
び

に
製

品
の

合
否

判
定

基
準

を含
む

か
、ま

た
は

それ
を

参
照

して
い

る
。 

22
7.

四
 機

器
等

を安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

 
4)

機
器

等
を

安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ｄ
．

安
全

な
使

⽤
お

よ
び

適
正

な
使

⽤
に

不
可

⽋
な

各
施

設
の

特
性

を明
確

に
す

る
。 

22
8.

（
設

計
開

発
レビ

ュー
）

 
（

設
計

開
発

レビ
ュー

）
 

(d
)設

計
開

発
レ

ビュ
ー

 
7.

3.
4 

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
 

 
 

 
22

9.
第

三
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

(以
下

「設
計

開
発

レビ
ュー

」と
い

う。
)を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
「設

計
開

発
レ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

 （
２

）
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

適
切

性
を

レ
ビュ

ー
す

る
。 

な
お

、レ
ビュ

ー
に

は
当

該
改

造
に

関
係

す
る

職
位

を
含

め
る

。 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、次
の

事
項

を
⽬

的
とし

て
、計

画
され

た
とお

りに
体

系
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う。
 

23
0.

⼀
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
1)

設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
１

）
 

ａ
．

設
計

・開
発

の
結

果
が

要
求

事
項

を
満

た
せ

る
か

どう
か

を
評

価
す

る
。 

23
1.

⼆
 設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 
2)

設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を提
案

す
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
１

）
 

ｂ
．

問
題

を
明

確
に

し、
必

要
な

処
置

を
提

案
す

る
。 

23
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
に

、当
該

設
計

開
発

レビ
ュー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

及
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

 （
２

）
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

適
切

性
を

レ
ビュ

ー
す

る
。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
２

）
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

－35 / 440－



 

3
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

開
発

に
係

る
専

⾨
家

を
参

加
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

⾨
家

を
参

加
させ

る
。 

⾨
家

を
参

加
させ

る
。 

な
お

、レ
ビュ

ー
に

は
当

該
改

造
に

関
係

す
る

職
位

を
含

め
る

。 
 

者
とし

て
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

お
よ

び
当

該
設

計
・開

発
に

係
る

専
⾨

家
が

含
ま

れ
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。こ
の

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

。 
23

3.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
２

）
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
とし

て
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

お
よ

び
当

該
設

計
・開

発
に

係
る

専
⾨

家
が

含
ま

れ
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。こ
の

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

。 
23

4.
（

設
計

開
発

の
検

証
）

 
（

設
計

開
発

の
検

証
）

 
(e

)設
計

開
発

の
検

証
 

7.
3.

5 
設

計
開

発
の

検
証

 
 

 
 

23
5.

第
三

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を確

保
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、
当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を⾏

うこ
と

含
む

。 

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を実

施
す

る
」に

は
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
再

処
理

施
設

の
設

計
）

 
第

11
条

  
(3

) 
各

段
階

に
お

け
る

結
果

を検
証

し、
承

認
した

後
で

次
の

段
階

に
進

め
る

。 
な

お
、検

証
は

原
設

計
者

以
外

の
者

が
⾏

う。
 

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

5 
設

計
・開

発
の

検
証

 
（

１
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
が

、設
計

・開
発

へ
の

イン
プ

ット
で

与
え

られ
て

い
る

要
求

事
項

を満
た

して
い

る
こと

を確
実

に
す

る
た

め
に

、計
画

され
た

とお
りに

検
証

を
実

施
す

る
。こ

の
検

証
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

23
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

検
証

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

5 
設

計
・開

発
の

検
証

 
（

１
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
が

、設
計

・開
発

へ
の

イン
プ

ット
で

与
え

られ
て

い
る

要
求

事
項

を満
た

して
い

る
こと

を確
実

に
す

る
た

め
に

、計
画

され
た

とお
りに

検
証

を
実

施
す

る
。こ

の
検

証
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

23
7.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
第

⼀
項

の
検

証
を

させ
て

は
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を⾏

った
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

させ
な

い
。 

(3
)組

織
は

、当
該

設
計

開
発

を⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
  

(3
) 

各
段

階
に

お
け

る
結

果
を検

証
し、

承
認

した
後

で
次

の
段

階
に

進
め

る
。 

な
お

、検
証

は
原

設
計

者
以

外
の

者
が

⾏
う。

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

5 
設

計
・開

発
の

検
証

 
（

２
）

設
計

・開
発

の
検

証
は

､原
設

計
者

以
外

の
者

ま
た

は
グ

ル
ー

プが
実

施
す

る
。 

23
8.

（
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
）

 
（

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

）
 

(f
)設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

7.
3.

6 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

 
 

 
23

9.
第

三
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

(以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

)を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を⾏

うこ
とが

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、当
該

機
器

等
の

使
⽤

を開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、
機

器
等

の
設

置
後

で
な

け
れ

ば
妥

当
性

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
再

処
理

施
設

の
設

計
）

 
第

11
条

 
（

４
）

使
⽤

前
に

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

6 
設

計
・開

発
の

妥
当

性
確

認
 

（
１

）
各

職
位

は
、結

果
とし

て
得

られ
る

各
施

設
が

、指
定

され
た

⽤
途

ま
た

は
意

図
され

た
⽤

途
に

応
じた

要
求

事
項

を
満

た
し得

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
した

⽅
法

に
従

って
､設

計
・開

－36 / 440－



 

3
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

とを
含

む
。 

確
認

を
⾏

うこ
とが

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、当
該

機
器

等
の

使
⽤

を開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

。 

24
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を完

了
す

る
。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を完
了

す
る

。 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

（
４

）
使

⽤
前

に
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

6 
設

計
・開

発
の

妥
当

性
確

認
 

（
２

）
各

職
位

は
、実

⾏
可

能
な

場
合

に
は

い
つ

で
も

、各
施

設
の

使
⽤

前
に

、
妥

当
性

確
認

を完
了

す
る

。 
24

1.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

6 
設

計
・開

発
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よび

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 
24

2.
（

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

）
 

（
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
）

 
(g

)設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
 

 
 

24
3.

第
三

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を識
別

す
る

こ
とが

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ｲ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

１
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
の

変
更

を明
確

に
し、

記
録

を
維

持
す

る
。 

24
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

う
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を承

認
す

る
。 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

（
５

）
計

画
に

変
更

が
⽣

じた
場

合
は

、変
更

の
レ

ビュ
ー

を
⾏

い
、承

認
した

後
で

変
更

す
る

。変
更

の
レ

ビュ
ー

に
は

、
再

処
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
め

る
。 

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

２
）

各
職

位
は

、変
更

に
対

して
、レ

ビュ
ー

、検
証

お
よ

び
妥

当
性

確
認

を
適

切
に

⾏
い

、そ
の

変
更

を
実

施
す

る
前

に
承

認
す

る
。 

24
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

原
⼦

⼒
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

(当
該

原
⼦

⼒
施

設
を構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を含
む

。)
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
再

処
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

再
処

理
施

設
を構

成
す

る材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を含

む
。）

を⾏
う。

 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
再

処
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

再
処

理
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を含

む
。）

を
⾏

う。
 

 
（

再
処

理
施

設
の

設
計

）
 

第
11

条
 

（
５

）
計

画
に

変
更

が
⽣

じた
場

合
は

、変
更

の
レ

ビュ
ー

を
⾏

い
、承

認
した

後
で

変
更

す
る

。変
更

の
レ

ビュ
ー

に
は

、
再

処
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
め

る
。 

  

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

３
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
の

変
更

の
レ

ビュ
ー

に
は

、そ
の

変
更

が
、当

該
の

各
施

設
を構

成
す

る
要

素
お

よ
び

関
連

す
る

各
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
施

設
を

構
成

す
る

材
料

ま
た

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。）

を含
め

る
。 

24
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼆
項

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ﾛ)
の

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
その

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

４
）

各
職

位
は

、変
更

の
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を維

持
す

る
。 

24
7.

 
 

ｄ
．

調
達

 
7.

4 
調

達
 

 
 

 
24

8.
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
(a

)調
達

プ
ロセ

ス
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
 

 
 

24
9.

第
三

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

(以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

)が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

(以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

)に
適

合
す

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ｲ

)組
織

は
、調

達
す

る
物

品
⼜

は
役

務
（

以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

）
が

、
⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、

⾃
ら規

定
す

る
調

達
物

品
等

に
係

る
要

求
事

項
（

以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
（

調
 達

）
 

第
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 条
 事

業
部

⻑
は

、「
全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
基

づ
き、

物
品

及
び

役
務

の
調

達
に

つ
い

て
、次

の
各

号
の

事
項

を
含

む
「再

処
理

事
業

部
 調

達
管

理
要

領
」を

定
め

、⽂
書

化
す

る
。 

 

7．
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
（

１
）

各
職

位
は

、規
定

され
た

調
達

要
求

事
項

に
、調

達
製

品
が

適
合

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、調
達

プ
ロセ

ス
に

関
す

る
管

理

－37 / 440－



 

3
6
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、
各

本
部

・事
業

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

25
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
きる

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑫
 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

」
に

は
、⼒

量
を

有
す

る
者

を組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。⑳
 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
 

３
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よう

に
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、
例

え
ば

、次
の

よう
に

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 
・採

⽤
しよ

うと
す

る
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

う
こと

。 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を設

置
しよ

うと
す

る
環

境
等

の
情

報
を

供
給

者
等

に
提

供
し、

供
給

者
等

に
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

わ
せ

る
こと

。 

(ﾛ
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
を

定
め

る
。⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
う管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
る

。（
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

」に
は

、⼒
量

を
有

す
る

も
の

を
組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。ま
た

、「
管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
調

 達
）

 
第
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 条

 
(1

) 
調

達
製

品
の

要
求

事
項

（
物

品
⼜

は
役

務
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

提
供

に
係

る
要

求
事

項
を

含
む

。）
を明

確
に

し、
⽂

書
化

し、
供

給
者

に
伝

え
る

前
に

要
求

事
項

の
妥

当
性

に
つ

い
て

審
査

す
る

。 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
（

１
）

各
職

位
は

、規
定

され
た

調
達

要
求

事
項

に
、調

達
製

品
が

適
合

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、調
達

プ
ロセ

ス
に

関
す

る
管

理
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3 

項
の

室
、

各
本

部
・事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
（

２
）

各
職

位
は

、供
給

者
お

よび
調

達
製

品
に

対
す

る
管

理
の

⽅
式

と程
度

を
調

達
製

品
が

原
⼦

⼒
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

定
め

る
。 

25
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を評

価
し、

選
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を

評
価

し、
選

定
す

る
。 

 
（

調
 達

）
 

第
12

 条
 

(2
) 

供
給

者
が

調
達

要
求

事
項

に
従

っ
て

供
給

す
る

能
⼒

を
判

断
の

根
拠

とし
て

、供
給

者
を評

価
し、

選
定

す
る

。 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
（

３
）

各
職

位
は

、供
給

者
が

要
求

事
項

に
従

って
調

達
製

品
を供

給
す

る
能

⼒
を

判
断

の
根

拠
とし

て
、供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。ま
た

、選
定

、評
価

お
よ

び
再

評
価

の
基

準
を

定
め

る
。 

25
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

及
び

選
定

に
係

る
判

定
基

準
を

定
め

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
（

３
）

各
職

位
は

、供
給

者
が

要
求

事
項

に
従

って
調

達
製

品
を供

給
す

る
能

⼒
を

判
断

の
根

拠
とし

て
、供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。ま
た

、選
定

、評
価

お
よ

び
再

評
価

の
基

準
を

定
め

る
。 

25
3.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(ﾎ

)組
織

は
、(

ﾊ)
の

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

調
 達

）
 

第
12

 条
  

(3
) 

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

評
価

に
よ

って
必

要
とさ

れ
た

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

こと
。 

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
（

４
）

各
職

位
は

、評
価

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
評

価
に

よ
って

必
要

とさ
れ

た
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

25
4.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
 

(ﾍ
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を調

達
す

る
(6

)組
織

は
、調

達
物

品
等

を
調

達
す

る
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

－38 / 440－



 

3
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

(当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
(原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。)

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と

共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。)

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、
適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

るこ
れ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

再
処

理
施

設
の

保
安

に
係

る
もの

に
限

る。
）

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
るた

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る事
項

を含
む

。）
を定

め
る

｡ 
 

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、
適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

再
処

理
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

｡ 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
1 

調
達

プロ
セ

ス
 

（
５

）
各

職
位

は
、調

達
製

品
の

調
達

後
に

お
け

る
、維

持
ま

た
は

運
⽤

に
必

要
な

保
安

に
係

る
技

術
情

報
を

取
得

す
る

た
め

の
⽅

法
お

よび
他

の
組

織
と共

有
す

る
場

合
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
⽅

法
を

定
め

る
。 

25
5.

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

(b
)調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

 
 

 
25

6.
第

三
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、

該
当

す
る

も
の

を含
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、該

当
す

る
も

の
を含

め
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を含
め

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
各

職
位

は
、調

達
要

求
事

項
で

は
調

達
製

品
に

関
す

る
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

必
要

な
場

合
に

は
、次

の
事

項
の

うち
該

当
す

る
事

項
を

含
め

る
。 

25
7.

⼀
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

1)
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ａ
．

製
品

、⼿
順

、プ
ロセ

ス
お

よ
び

設
備

の
承

認
に

関
す

る
要

求
事

項
 

25
8.

⼆
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

 
2)

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
b.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ｂ

．
要

員
の

適
格

性
確

認
に

関
す

る
要

求
事

項
 

25
9.

三
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

3)
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｃ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
関

す
る

要
求

事
項

 
26

0.
四

 調
達

物
品

等
の

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

１
 第

1
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「不
適

合
の

報
告

」に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を含
む

。 

4)
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
d.

調
達

物
品

等
の

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
（

「不
適

合
の

報
告

」に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ｄ

．
不

適
合

の
報

告
お

よ
び

処
理

に
関

す
る

要
求

事
項

 
26

1.
五

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
5)

調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｅ
．

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

必
要

な
要

求
事

項
 

26
2.

六
 ⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
⑫

 

 
6)

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 
26

3.
七

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

7)
その

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g.

その
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

－39 / 440－



 

3
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 
26

4.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑪
 

２
 第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
他

の
個

別
業

務
」と

は
、例

え
ば

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、プ
ロセ

ス
の

確
認

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

た
め

に
供

給
者

が
⾏

う
活

動
へ

の
⽴

会
い

や
記

録
確

認
等

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 

(ﾛ
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
と

して
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 

26
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
 

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を確

認
す

る
。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

 
（

調
 達

）
 

第
12

 条
 

(1
) 

調
達

製
品

の
要

求
事

項
（

物
品

⼜
は

役
務

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。）

の
提

供
に

係
る

要
求

事
項

を
含

む
。）

を明
確

に
し、

⽂
書

化
し、

供
給

者
に

伝
え

る
前

に
要

求
事

項
の

妥
当

性
に

つ
い

て
審

査
す

る
。 

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
２

）
各

職
位

は
、供

給
者

に
伝

達
す

る
前

に
、規

定
した

調
達

要
求

事
項

が
妥

当
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

26
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
３

）
各

職
位

は
、調

達
製

品
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

製
品

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 
26

7.
（

調
達

物
品

等
の

検
証

）
 

（
調

達
物

品
等

の
検

証
）

 
(c

)調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
 

 
 

26
8.

第
三

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ｲ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

 
（

調
 達

）
 

第
12

 条
 

(4
) 

調
達

製
品

が
規

定
した

調
達

要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

⼜
は

その
他

の
活

動
を

定
め

る
。 

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

3 
調

達
製

品
の

検
証

 
（

１
）

各
職

位
は

、調
達

製
品

が
、規

定
した

調
達

要
求

事
項

を満
た

して
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、必

要
な

検
査

ま
た

は
その

他
の

活
動

を
定

め
て

､実
施

す
る

。 
26

9.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
と

き
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 

 
（

調
 達

）
 

第
12

 条
 

 (
5)

 供
給

者
先

で
検

証
を実

施
す

る
こ

とに
した

場
合

、そ
の

検
証

の
要

領
及

び
調

達
製

品
の

出
荷

許
可

の
⽅

法
を

明
確

に
す

る
。 

 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

3 
調

達
製

品
の

検
証

 
（

２
）

各
職

位
は

、供
給

者
先

で
検

証
を

実
施

す
る

こと
に

した
場

合
に

は
、そ

の
検

証
の

要
領

お
よ

び
調

達
製

品
の

リリ
ー

ス
の

⽅
法

を調
達

要
求

事
項

の
中

に
明

確
に

す
る

。 
27

0.
 

 
ｅ

．
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
 

 
 

27
1.

（
個

別
業

務
の

管
理

）
 

（
個

別
業

務
の

管
理

）
 

(a
)個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

 
 

 
27

2.
第

三
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
(当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
)に

適
合

す
る

よう
に

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よう
に

実
施

す
る

。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よう

に
実

施
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
1 

業
務

の
管

理
 

各
職

位
は

、業
務

を
管

理
され

た
状

態
で

実
施

す
る

。管
理

され
た

状
態

に
は

、
該

当
す

る
次

の
状

態
を

含
む

。 
27

3.
⼀

 原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

１
 第

１
号

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

(ｲ
)再

処
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
a.

再
処

理
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

－40 / 440－



 

3
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、
次

の
事

項
を含

む
。 

・保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

 
・当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き結
果

 

な
情

報
が

利
⽤

で
きる

体
制

に
あ

る
こと

。 
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。
（

「再
処

理
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、「

保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

」及
び

「当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き

結
果

」を
含

む
。）

 

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

1 
業

務
の

管
理

 
ａ

．
原

⼦
⼒

安
全

との
関

わ
りを

述
べ

た
情

報
が

利
⽤

で
き

る
。 

27
4.

⼆
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

(ﾛ
)⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b.

⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
1 

業
務

の
管

理
 

ｂ
．

必
要

に
応

じて
、作

業
⼿

順
が

利
⽤

で
き

る
。 

27
5.

三
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
(ﾊ

)当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
c.

当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

1 
業

務
の

管
理

､製
造

 
ｃ

．
適

切
な

設
備

を
使

⽤
して

い
る

。 
27

6.
四

 監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 

 
(ﾆ

)監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
1 

業
務

の
管

理
､製

造
 

ｄ
．

監
視

機
器

お
よ

び
測

定
機

器
が

利
⽤

で
き

、使
⽤

して
い

る
。 

27
7.

五
 第

四
⼗

七
条

の
規

定
に

基
づ

き
監

視
測

定
を実

施
して

い
る

こと
。 

 
(ﾎ

)Ｈ
．

ｂ
．

(c
)に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

1 
業

務
の

管
理

､製
造

 
ｅ

．
規

定
され

た
監

視
お

よ
び

測
定

が
実

施
され

て
い

る
。 

27
8.

六
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
き、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
っ

て
い

る
こと

。 

 
(ﾍ

)品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
基

づ
き

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こ
との

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

1 
業

務
の

管
理

､製
造

 
ｆ

．
業

務
の

リリ
ー

ス
が

規
定

され
た

とお
りに

実
施

され
て

い
る

。 
27

9.
（

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
）

 
（

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
）

 
(b

)個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

 
 

 

28
0.

第
三

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
(個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。)

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
プロ

セ
ス

の
結

果
を検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プロ
セ

ス
の

結
果

を検
証

す
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

（
個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
う。

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
の

実
施

の
過

程
で

結
果

とし
て

⽣
じる

アウ
トプ

ット
が

、
それ

以
降

の
監

視
ま

た
は

測
定

で
検

証
す

る
こと

が
不

可
能

な
場

合
に

は
、そ

の
業

務
の

該
当

す
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

これ
らの

プ
ロセ

ス
に

は
、業

務
が

実
施

され
て

か
らで

しか
不

具
合

が
顕

在
化

しな
い

よ
うな

プ
ロセ

ス
が

含
ま

れ
る

。 
28

1.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
プ

ロ
セ

ス
が

個
別

業
務

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

きる
こと

を
、同

項
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

プ
ロセ

ス
が

個
別

業
務

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、(

ｲ)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
２

）
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

に
よ

って
、こ

れ
らの

プロ
セ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を
出

せ
る

こと
を

実
証

す
る

。 
28

2.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

 
(ﾊ

)組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
こ

れ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

こ
れ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

－41 / 440－



 

4
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

な
い

。 
性

確
認

 
（

３
）

各
職

位
は

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、次
の

事
項

の
うち

適
⽤

で
き

る
も

の
を

含
ん

だ
⼿

続
き

を
確

⽴
す

る
。 

ｄ
．

記
録

に
関

す
る

要
求

事
項

 
28

3.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

妥
当

性
確

認
の

対
象

とさ
れ

た
プロ

セ
ス

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
(当

該
プ

ロ
セ

ス
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

ら
れ

る
も

の
を

除
く。

)を
明

確
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

妥
当

性
確

認
の

対
象

とさ
れ

た
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

プ
ロセ

ス
の

内
容

等
か

ら
該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら

該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
各

職
位

は
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

の
事

項
の

うち
適

⽤
で

き
る

も
の

を
含

ん
だ

⼿
続

き
を

確
⽴

す
る

。 
28

4.
⼀

 当
該

プロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
 

1)
当

該
プロ

セ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

a.
当

該
プロ

セ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
 

ａ
．

プロ
セ

ス
の

レ
ビュ

ー
お

よ
び

承
認

の
た

め
の

明
確

な
基

準
 

28
5.

⼆
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

 
2)

妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
b.

妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

2 
業

務
に

関
す

る
プロ

セ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
（

３
）

 
ｂ

．
設

備
の

承
認

お
よ

び
要

員
の

適
格

性
確

認
 

28
6.

三
 妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

１
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を含

む
。 

3)
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

2 
業

務
に

関
す

る
プロ

セ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
（

３
）

 
ｃ

．
所

定
の

⽅
法

お
よ

び
⼿

順
の

適
⽤

 
ｅ

．
妥

当
性

の
再

確
認

 
28

7.
（

識
別

管
理

）
 

（
識

別
管

理
）

 
(c

)識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
 

 
 

28
8.

第
三

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

39
条

に
規

定
す

る
「機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

」と
は

、不
注

意
に

よ
る

誤
操

作
、検

査
の

設
定

条
件

の
不

備
⼜

は
実

施
漏

れ
等

を防
ぐた

め
に

、例
え

ば
、札

の
貼

付
け

や
個

別
業

務
の

管
理

等
に

より
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を区

別
す

る
こと

を
い

う。
 

(ｲ
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プロ

セ
ス

に
 

お
い

て
、適

切
な

⼿
段

に
よ

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

し、
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プロ

セ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
3 

識
別

お
よ

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィ 
（

１
）

各
職

位
は

、必
要

な
場

合
に

は
、業

務
の

計
画

お
よ

び
実

施
の

全
過

程
に

お
い

て
適

切
な

⼿
段

で
業

務
・施

設
を

識
別

す
る

。 
（

２
）

各
職

位
は

、監
視

お
よ

び
測

定
の

要
求

事
項

に
関

連
して

、業
務

・施
設

の
状

態
を

識
別

す
る

。 
28

9.
（

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

）
 

第
四

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、 
ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィ(

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

履
歴

、適
⽤

⼜
は

所
在

を追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

)の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

これ
を

記
録

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
 

(ﾛ
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
3 

識
別

お
よ

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィ 
（

３
）

各
職

位
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィが
要

求
事

項
とな

って
い

る
場

合
に

は
、業

務
・施

設
に

つ
い

て
⼀

意
の

識
別

を
管

理
し、

記
録

を
維

持
す

る
。 

29
0.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

）
 

(d
)組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

7.
5.

4
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
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4
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

29
1.

第
四

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

を所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

４
１

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、Ｊ
Ｉ

Ｓ
 Ｑ

９
０

０
１

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。（

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、J
IS

 Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

4 
組

織
外

の
所

有
物

（
知

的
所

有
権

も
含

む
）

 
各

職
位

は
、組

織
外

の
所

有
物

に
つ

い
て

、そ
れ

が
組

織
の

管
理

下
に

あ
る

間
､

注
意

を
払

い
、必

要
に

応
じて

記
録

を
維

持
す

る
。 

29
2.

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

(e
)調

達
物

品
の

管
理

 
7.

5.
5 

調
達

物
品

の
管

理
 

 
 

 
29

3.
第

四
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
まで

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

うに
管

理
(識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。)

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
 組

織
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よう
に

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よう
に

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
5 

調
達

製
品

の
保

存
 

各
職

位
は

、調
達

製
品

の
検

証
後

、受
⼊

れ
か

ら据
付

け
(使

⽤
)ま

で
の

間
、調

達
製

品
を適

合
した

状
態

の
ま

ま保
存

す
る

。こ
の

保
存

に
は

、識
別

、取
扱

い
、

包
装

､保
管

お
よび

保
護

を含
め

る
。保

存
は

、取
替

品
、予

備
品

に
も

適
⽤

す
る

。 
29

4.
（

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
）

 
（

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
）

 
ｆ

．
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
7.

6 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
 

 
 

29
5.

第
四

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(a

)組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
明

確
に

定
め

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を実
証

す
る

た
め

に
、実

施
す

べ
き

監
視

お
よ

び
測

定
を

明
確

に
す

る
。ま

た
、そ

の
た

め
に

必
要

な
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

を
明

確
に

す
る

。 
29

6.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(b

)組
織

は
、(

a)
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
２

）
各

職
位

は
、監

視
お

よ
び

測
定

の
要

求
事

項
との

整
合

性
を確

保
で

き
る

⽅
法

で
監

視
お

よ
び

測
定

が
実

施
で

き
る

こと
を

確
実

に
す

る
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。 

29
7.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、
監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(c

)組
織

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、監
視

測
定

の
た

め
に

必
要

な
設

備
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
３

）
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

29
8.

⼀
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
(当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、

校
正

⼜
は

検
証

の
根

拠
に

つ
い

て
記

録
す

る
⽅

法
)に

より
校

正
⼜

は
検

証
が

な
さ

れ
て

い
る

こと
。 

１
 第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「あ
ら

か
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、第
２

３
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

た
計

画
に

基
づ

く間
隔

を
い

う。
 

(ｲ
)あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く

間
隔

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
6 

監
視

機
器

お
よ

び
測

定
機

器
の

管
理

 
（

３
）

 
ａ

．
定

め
られ

た
間

隔
ま

た
は

使
⽤

前
に

、国
際

ま
た

は
国

家
計

量
標

準
に

トレ
ー

ス
可

能
な

計
量

標
準

に
照

らし
て

校
正

も
しく

は
検

証
、ま

た
は

その
両

⽅
を

⾏
う。

その
よ

うな
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
は

、校
正

ま
た

は
検

証
に

⽤
い

た
基

準
を

記
録

す
る

。 
29

9.
⼆

 校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
 

(ﾛ
)校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よ
う、

識
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よう

、識
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
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4
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

識
別

され
て

い
る

こと
。 

 
別

され
て

い
る

こと
。 

別
され

て
い

る
こと

。 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
３

）
 

ｃ
．

校
正

の
状

態
が

明
確

に
で

き
る

識
別

を
す

る
。 

30
0.

三
 所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

 
(ﾊ

)所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
c.

所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
6 

監
視

機
器

お
よ

び
測

定
機

器
の

管
理

 
（

３
）

 
ｂ

．
機

器
の

調
整

を
す

る
、ま

た
は

必
要

に
応

じて
再

調
整

す
る

。 
30

1.
四

 監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

(ﾆ
)監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
３

）
 

ｄ
．

測
定

した
結

果
が

無
効

に
な

る
よ

う
な

操
作

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
。 

30
2.

五
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

(ﾎ
)取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
３

）
 

ｅ
．

取
扱

い
、保

守
、保

管
に

お
い

て
、

損
傷

お
よ

び
劣

化
しな

い
よ

うに
保

護
す

る
。 

30
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(d

)組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

す
る

。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
４

）
各

職
位

は
、測

定
機

器
が

要
求

事
項

に
適

合
して

い
な

い
こと

が
判

明
し

た
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を評

価
し、

記
録

す
る

。 
30

4.
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
同

項
の

不
適

合
に

より
影

響
を

受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(e

)組
織

は
、(

d)
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

(d
)の

不
適

合
に

よ
り影

響
を

受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
５

）
その

機
器

お
よ

び
影

響
を

受
け

た
業

務
・施

設
に

対
して

、適
切

な
処

置
を

とる
。 

30
5.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(f

)組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
６

）
校

正
お

よ
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

30
6.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

し
た

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(g

)組
織

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウェ
ア

を使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

した
とお

りに
当

該
監

視
測

定
に

適
⽤

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
７

）
各

職
位

は
、規

定
要

求
事

項
に

か
か

わ
る

監
視

お
よ

び
測

定
に

コン
ピュ

ー
タソ

フト
ウェ

ア
を使

う場
合

に
は

、そ
の

コ
ンピ

ュー
タソ

フト
ウェ

ア
に

よ
って

意
図

した
監

視
お

よ
び

測
定

が
で

き
る

こと
を

確
認

す
る

。こ
の

確
認

は
、最

初
に

使
⽤

す
る

の
に

先
⽴

って
実

施
す

る
。ま

た
、必

要
に

応
じて

再
確

認
す

る
。 

30
7.

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

第
6

章
 評

価
及

び
改

善
 

Ｈ
．

評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
 

 
 

30
8.

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

ａ
．

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
8.

1
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改
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4
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

善
）

 
善

）
 

善
 

善
 

30
9.

第
四

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を計
画

し、
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
、

分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プロ

セ
ス

」に
は

、取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

部
⾨

の
管

理
者

等
の

要
員

を含
め

、
組

織
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、⽅
針

、
⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。 
 

(a
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プロ
セ

ス
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

1 
⼀

般
 

（
１

）
各

職
位

は
、次

の
事

項
の

た
め

に
必

要
とな

る
監

視
、測

定
、分

析
お

よ
び

改
善

の
プロ

セ
ス

を
計

画
（

適
⽤

す
る

検
査

試
験

の
⽅

法
（

統
計

学
的

⽅
法

を
含

む
。）

お
よび

当
該

⽅
法

の
適

⽤
の

範
囲

の
明

確
化

を
含

む
。）

し、
実

施
す

る
。 

31
0.

２
原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、要
員

が
情

報
を

容
易

に
取

得
し、

改
善

活
動

に
⽤

い
る

こと
が

で
き

る
体

制
が

あ
る

こと
を

い
う。

 

(b
)組

織
は

、要
員

が
(a

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。 
(2

)組
織

は
、要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
。

（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よう

に
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

1 
⼀

般
 

（
１

）
 

ａ
．

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
実

証
す

る
。 

ｂ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

合
性

を
確

実
に

す
る

。 
ｃ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
31

1.
 

 
ｂ

．
監

視
測

定
 

8.
2 

監
視

及
び

測
定

 
 

 
 

31
2.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

）
 

(a
)組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

8.
2.

1 
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

 
 

 
31

3.
第

四
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
監

視
測

定
の

⼀
環

とし
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を把

握
」に

は
、例

え
ば

、外
部

監
査

結
果

の
把

握
、地

元
⾃

治
体

及
び

地
元

住
⺠

の
保

安
活

動
に

関
す

る
意

⾒
の

把
握

並
び

に
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

指
摘

等
の

把
握

が
あ

る
。 

(ｲ
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
1 

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

お
よ

び
顧

客
満

⾜
 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

の
測

定
の

⼀
つ

とし
て

、原
⼦

⼒
安

全
を達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

とめ
て

い
る

か
に

つ
い

て
の

情
報

を
監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

お
よび

使
⽤

の
⽅

法
を

決
め

る
。 

31
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

意
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

意
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
1 

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

お
よ

び
顧

客
満

⾜
 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

の
測

定
の

⼀
つ

とし
て

、原
⼦

⼒
安

全
を達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

とめ
て

い
る

か
に

つ
い

て
の

情
報

を
監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

お
よび

使
⽤

の
⽅

法
を

決
め

る
。 

31
5.

（
内

部
監

査
）

 
（

内
部

監
査

）
 

(b
)内

部
監

査
 

8.
2.

2 
内

部
監

査
 

 
 

 
31

6.
第

四
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

要
件

へ
の

適
合

性
を確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、客
観

的
な

評
価

を⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
は

、内
部

監
査

の
対

象
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。 
 

(ｲ
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を⾏

う部
⾨

その
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

す
る

。 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
13

 条
 監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
業

務
の

計
画

に
適

合
して

い
る

か
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

効
果

的
に

実
施

され
、維

持
され

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
の

監
査

に
つ

い
て

、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
基

づ
き

、
次

の
各

号
の

事
項

を
含

む
「監

査
室

 内
部

監
査

要
則

」を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
監

査
は

、年
１

回
以

上
⾏

うも
の

とす
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

1）
監

査
室

⻑
は

、本
計

画
書

に
基

づ
く業

務
全

体
に

つ
い

て
、品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

次
の

事
項

が
満

た
され

て
い

る
か

否
か

を
明

確
に

す
る

た
め

、年
１

回
以

上
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
ま

た
は

外
部

の
組

織
に

よ
り内

部
監

査
 

を
実

施
す

る
。な

お
、監

査
室

⻑
が

実
施

す
る

内
部

監
査

は
、室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
が

実
施

す
る

業
務

を
対

象
とす

る
。 

－45 / 440－



 

4
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

31
7.

⼀
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

1)
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
13

 条
 監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
業

務
の

計
画

に
適

合
して

い
る

か
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

効
果

的
に

実
施

され
、維

持
され

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
の

監
査

に
つ

い
て

、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
基

づ
き

、
次

の
各

号
の

事
項

を
含

む
「監

査
室

 内
部

監
査

要
則

」を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

1）
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

、業
務

の
計

画
に

適
合

して
い

る
か

、
2.

2
項

の
適

⽤
規

格
お

よ
び

規
則

の
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
か

、お
よび

組
織

が
決

め
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

か
。 

31
8.

⼆
 実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

 
2)

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
b.

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
 

（
内

部
監

査
）

 
第

13
 条

 監
査

室
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

業
務

の
計

画
に

適
合

して
い

る
か

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
効

果
的

に
実

施
され

、維
持

され
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

の
監

査
に

つ
い

て
、

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き
、

次
の

各
号

の
事

項
を

含
む

「監
査

室
 内

部
監

査
要

則
」を

定
め

、⽂
書

化
す

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

1）
 

ｂ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
効

果
的

に
実

施
され

、維
持

され
て

い
る

か
。 

31
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、
監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
13

 条
 

(1
) 

監
査

員
の

選
定

基
準

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

２
）

監
査

室
⻑

は
、監

査
の

対
象

と
な

る
プ

ロセ
ス

お
よ

び
領

域
の

状
態

と重
要

性
、な

らび
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

ａ
．

監
査

の
基

準
、範

囲
、頻

度
お

よ
び

⽅
法

を規
定

す
る

こと
。 

32
0.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、

プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

(以
下

単
に

「領
域

」と
い

う。
)の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

(以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り

得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
と

な
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

そ
の

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を
選

定
し、

内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
13

条
 

２
 監

査
室

⻑
は

、安
全

・品
質

本
部

、
事

業
部

及
び

技
術

本
部

か
ら独

⽴
した

監
査

を
⾏

うた
め

、前
項

の
規

定
に

基
づ

き
、こ

の
規

定
に

定
め

る
業

務
全

般
に

つ
い

て
、監

査
計

画
を

策
定

して
監

査
を

実
施

す
る

。 
た

だ
し、

監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
の

監
査

に
つ

い
て

は
、監

査
計

画
に

定
め

る
監

査
室

に
属

さな
い

監
査

員
が

実
施

し、
その

結
果

を
監

査
室

⻑
に

報
告

す
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

２
）

監
査

室
⻑

は
、監

査
の

対
象

と
な

る
プ

ロセ
ス

お
よ

び
領

域
の

状
態

と重
要

性
、な

らび
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

ａ
．

監
査

の
基

準
、範

囲
、頻

度
お

よ
び

⽅
法

を規
定

す
る

こと
。 

32
1.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
を

⾏
う要

員
(以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
)の

選
定

及
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、内

部
監

査
を⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、

客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
す

る
。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を確

保
す

る
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

２
）

 
ｂ

．
監

査
員

の
選

定
お

よ
び

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、監
査

プロ
セ

ス
の

客
観

性
お

よ
び

公
平

性
を

確
保

す
る

こと
。 

32
2.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
。⑩

 

 
(ﾎ

)組
織

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
さ

せ
な

い
。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
13

条
 

５
 監

査
室

⻑
は

、監
査

員
とし

て
必

要
な

教
育

を受
け

た
者

で
、対

象
とな

る
業

務
を

実
施

した
者

以
外

の
者

に
、第

２
項

の
監

査
を実

施
させ

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

２
）

 
ｃ

．
監

査
員

は
⾃

らの
業

務
は

監
査

し
な

い
こと

。 

－46 / 440－



 

4
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

32
3.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

並
び

に
内

部
監

査
結

果
の

報
告

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を
⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

６
項

に
規

定
す

る
「権

限
」に

は
、

必
要

に
応

じ、
内

部
監

査
員

⼜
は

内
部

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

経
営

責
任

者
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。 

(ﾍ
)組

織
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
並

び
に

内
部

監
査

結
果

の
報

告
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を、

⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を「

内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

2 
監

視
お

よび
測

定
 

8.
2.

2 
内

部
監

査
 

（
３

）
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
計

画
お

よ
び

実
施

な
らび

に
記

録
の

作
成

お
よ

び
結

果
の

報
告

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

お
よ

び
権

限
な

らび
に

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を「

監
査

室
 内

部
監

査
要

則
」と

して
定

め
る

。 

32
4.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾄ

)組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

す
る

。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
と

して
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

す
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

４
）

監
査

室
⻑

は
、監

査
お

よび
そ

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。（

4.
2.

5
項

参
照

）
 

32
5.

８
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、前

項
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を遅
滞

な
く

講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾁ

)組
織

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、(

ﾄ)
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、当
該

措
置

の
検

証
を⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

る
。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を

遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を報

告
させ

る
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
13

条
 

３
 前

項
の

監
査

を
受

け
た

職
位

は
、不

適
合

が
判

明
した

場
合

及
び

予
防

処
置

を
要

す
る

と判
断

した
場

合
は

、「
監

査
室

 内
部

監
査

要
則

」に
基

づ
き必

要
な

措
置

を
講

じる
とと

も
に

、監
査

室
⻑

に
報

告
す

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

５
）

監
査

され
た

領
域

に
責

任
を

持
つ

各
職

位
は

、発
⾒

され
た

不
適

合
お

よ
び

その
原

因
を除

去
す

る
た

め
に

遅
滞

な
く処

置
が

とら
れ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。フ
ォロ

ー
ア

ップ
に

は
、と

られ
た

処
置

の
検

証
お

よ
び

検
証

結
果

の
報

告
を含

め
る

。 
32

6.
（

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

）
 

（
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
）

 
(c

)プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

測
定

 
 

 
 

32
7.

第
四

⼗
七

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

り、
これ

を⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
⽅

法
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・監

視
測

定
の

実
施

時
期

 
・監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
 

(ｲ
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

（
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を

含
む

。ま
た

、
「監

視
測

定
」の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」及
び

「監
視

測
定

の
結

果
の

分
析

及
び

評
価

の
⽅

法
並

び
に

時
期

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

2 
監

視
お

よび
測

定
 

8.
2.

3 
プロ

セ
ス

の
監

視
お

よ
び

測
定

 
（

１
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

プロ
セ

ス
を

適
切

な
⽅

法
で

監
視

、お
よび

適
⽤

可
能

な
場

合
に

⾏
う

測
定

に
は

、適
切

な
⽅

法
を

適
⽤

す
る

。 

32
8.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑭
 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、保

安
活

動
指

標
を

⽤
い

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
１

）
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
プロ

セ
ス

を
適

切
な

⽅
法

で
監

視
、お

よび
適

⽤
可

能
な

場
合

に
⾏

う
測

定
に

は
、適

切
な

⽅
法

を
適

⽤
す

る
。 

32
9.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
⽅

法
に

よ
り、

プロ
セ

ス
が

第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こ
とを

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

⽅
法

に
よ

り、
プ

ロセ
ス

が
Ｅ

．
ｄ

．
(b

)(
ｲ)

及
び

Ｇ
．

ａ
．

(a
)の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
２

）
各

職
位

は
、こ

れ
らの

⽅
法

を
、

プ
ロセ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を達
成

す
る

能
⼒

が
あ

る
こと

を
実

証
す

る
も

の
とす

る
。 

33
0.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

監
視

測
定

の
結

果
に

基
づ

き
、保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
３

）
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

－47 / 440－



 

4
6
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

果
が

達
成

で
きな

い
場

合
に

は
、業

務
・

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

適
切

に
修

正
お

よ
び

是
正

処
置

をと
る

。 
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1.
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プロ
セ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾎ

)組
織

は
、Ｅ

．
ｄ

．
(b

)(
ｲ)

及
び

Ｇ
．

ａ
．

(a
)の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

きな
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、

当
該

プロ
セ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を講
じる

。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プロ

セ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
３

）
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
きな

い
場

合
に

は
、業

務
・

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

適
切

に
修

正
お

よ
び

是
正

処
置

をと
る

。 

33
2.

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

(d
)機

器
等

の
検

査
等

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
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3.
第

四
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を実

施
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

2 
監

視
お

よび
測

定
 

8.
2.

4 
検

査
お

よ
び

試
験

 
（

１
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

要
求

事
項

が
満

た
され

て
い

る
こと

を
検

証
す

る
た

め
に

、各
施

設
を検

査
お

よ
び

試
験

す
る

。検
査

お
よび

試
験

は
、業

務
の

計
画

に
従

って
、適

切
な

段
階

で
実

施
す

る
。 

33
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。 

(ﾛ
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

2 
監

視
お

よび
測

定
 

8.
2.

4 
検

査
お

よ
び

試
験

 
（

３
）

各
職

位
は

、合
否

判
定

基
準

へ
の

適
合

の
記

録
を

維
持

す
る

。記
録

に
は

、リ
リー

ス
（

次
⼯

程
へ

の
引

渡
し）

を
正

式
に

許
可

した
者

を
記

録
す

る
。 

33
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を特
定

す
る

こと
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を⾏

った
要

員
を特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
4 

検
査

お
よ

び
試

験
 

（
３

）
各

職
位

は
、合

否
判

定
基

準
へ

の
適

合
の

記
録

を
維

持
す

る
。記

録
に

は
、リ

リー
ス

（
次

⼯
程

へ
の

引
渡

し）
を

正
式

に
許

可
した

者
を

記
録

す
る

。 
33

6.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

して
は

な
らな

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

より
特

に
承

認
をす

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

をし
な

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
をす

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
をし

な
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
4 

検
査

お
よ

び
試

験
 

（
４

）
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

で
決

め
た

検
査

お
よ

び
試

験
が

完
了

す
る

ま
で

は
当

該
施

設
を据

え
付

け
た

り、
運

転
し

た
りし

な
い

。た
だ

し、
当

該
の

権
限

を
も

つ
者

が
承

認
した

とき
は

、こ
の

限
りで

は
な

い
。 

33
7.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

）
を確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑧
 

２
 第

5
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

(使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

)を
確

保
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

(ﾎ
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
をそ

の
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
を確

保
す

る
。 

（
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
」と

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

2 
監

視
お

よび
測

定
 

8.
2.

4 
検

査
お

よ
び

試
験

 
（

２
）

各
職

位
は

、検
査

お
よ

び
試

験
要

員
の

独
⽴

の
程

度
を

定
め

る
。 
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4
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
(補

修
、取

替
え

、改
造

等
)

⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。 

３
第

5
項

に
規

定
す

る
「部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
が

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、別
の

部
⾨

に
所

属
して

い
る

こ
とを

い
う。

 
４

 第
５

項
に

規
定

す
る

「使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
うに

当
た

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
をい

う。
 

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

が
、

この
規

定
に

規
定

す
る

職
務

の
内

容
に

照
らし

て
、別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こと

を
い

う。
）

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
う

に
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を実

施
で

き
る

状
況

に
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

33
8.

６
 前

項
の

規
定

は
、⾃

主
検

査
等

に
つ

い
て

準
⽤

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

」と
あ

る
の

は
「必

要
に

応
じて

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
」と

読
み

替
え

る
も

の
とす

る
。⑧

 

 
(ﾍ

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
（

⾃
主

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と必

要
に

応
じて

部
⾨

を異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
⾃

主
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
を確

保
す

る
。 

(6
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。（

「保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
」と

は
、⾃

主
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
をそ

の
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と必

要
に

応
じ

て
部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

より
、⾃

主
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
4 

検
査

お
よ

び
試

験
 

（
２

）
各

職
位

は
、検

査
お

よ
び

試
験

要
員

の
独

⽴
の

程
度

を
定

め
る

。 

33
9.

（
不

適
合

の
管

理
）

 
（

不
適

合
の

管
理

）
 

ｃ
．

不
適

合
の

管
理

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
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0.
第

四
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

が
識

別
され

、不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(a
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を管
理

す
る

。（
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

す
る

」と
は

、不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、

不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
 1

4 
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、そ
れ

ぞ
れ

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き
、

不
適

合
が

検
出

され
た

場
合

に
、そ

の
不

適
合

を
確

実
に

識
別

し、
適

切
な

処
置

及
び

記
録

を
⾏

うた
め

の
責

任
及

び
権

限
に

つ
い

て
、次

の
各

号
の

事
項

を
含

む
「監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」

及
び

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

状
況

が
放

置
され

る
こと

を
防

ぐた
め

に
、そ

れ
らを

識
別

し、
管

理
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。
室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、不
適

合
の

処
理

に
関

す
る

管
理

お
よ

び
それ

に
関

連
す

る
責

任
お

よ
び

権
限

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、各
本

部
・事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 

34
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を含
む

。 

(b
)組

織
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。（
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
 1

4 
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、そ
れ

ぞ
れ

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き
、

不
適

合
が

検
出

され
た

場
合

に
、そ

の
不

適
合

を
確

実
に

識
別

し、
適

切
な

処
置

及
び

記
録

を
⾏

うた
め

の
責

任
及

び
権

限
に

つ
い

て
、次

の
各

号
の

事
項

を
含

む
「監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

状
況

が
放

置
され

る
こと

を
防

ぐた
め

に
、そ

れ
らを

識
別

し、
管

理
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。
室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、不
適

合
の

処
理

に
関

す
る

管
理

お
よ

び
それ

に
関

連
す

る
責

任
お

よ
び

権
限

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、各
本

部
・事

業
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4
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

及
び

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
 

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

34
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(c

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
 1

4 
条

 
(1

) 
次

の
⼀

つ
⼜

は
それ

以
上

の
⽅

法
で

不
適

合
を処

理
す

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
２

）
各

職
位

は
､該

当
す

る
場

合
に

は
、次

の
⼀

つ
また

は
それ

以
上

の
⽅

法
で

、不
適

合
を処

理
す

る
。 

34
3.

⼀
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

(ｲ
)発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
a.

発
⾒

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

 1
4 

条
 

(1
) 

 
①

 検
出

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

処
置

を
とる

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
２

）
 

ａ
．

検
出

され
た

不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
処

置
を

とる
。 

34
4.

⼆
 不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

より
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と(

以
下

「特
別

採
⽤

」
とい

う。
)。

 

 
(ﾛ

)不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

⼿
順

に
より

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」

とい
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

 1
4 

条
 

(1
) 

 
②

 当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

特
別

採
⽤

に
よ

って
、そ

の
使

⽤
、リ

リー
ス

⼜
は

合
格

と判
定

す
る

こと
を

正
式

に
許

可
す

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
２

）
 

ｂ
．

当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

、特
別

採
⽤

に
よ

って
、そ

の
使

⽤
、リ

リー
ス

（
次

⼯
程

へ
の

引
渡

し）
も

しく
は

出
荷

、ま
た

は
合

格
と判

定
す

る
こと

を
正

式
に

許
可

す
る

。 
34

5.
三

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 
(ﾊ

)機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

 1
4 

条
 

(1
) 

 
③

 本
来

の
意

図
され

た
使

⽤
⼜

は
適

⽤
が

で
き

な
い

よう
な

処
置

を
とる

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
２

）
 

ｃ
．

本
来

の
意

図
され

た
使

⽤
また

は
適

⽤
が

で
き

な
い

よ
うな

処
置

を
とる

。 

34
6.

四
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こ
り得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 
(ﾆ

)機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、

その
不

適
合

に
よる

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を講
ず

る
こと

。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

 1
4 

条
 

(4
) 

外
部

へ
の

引
渡

し後
⼜

は
業

務
の

実
施

後
に

不
適

合
が

検
出

され
た

場
合

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こ
り得

る
影

響
に

対
して

適
切

な
処

置
を

と
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
２

）
 

ｄ
．

各
職

位
は

、外
部

へ
の

引
渡

し後
ま

た
は

業
務

の
実

施
後

に
不

適
合

が
検

出
され

た
場

合
に

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
ま

た
は

起
こり

得
る

影
響

に
対

し
て

適
切

な
処

置
を

とる
。 

34
7.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
し

て
講

じた
措

置
(特

別
採

⽤
を

含
む

。)
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(d

)組
織

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を

含
む

。）
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

 1
4 

条
 

(2
) 

不
適

合
の

性
質

の
記

録
及

び
不

適
合

に
対

して
とっ

た
処

置
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
３

）
各

職
位

は
、不

適
合

の
性

質
の

記
録

お
よ

び
、不

適
合

に
対

して
とら

れ
た

特
別

採
⽤

を
含

む
処

置
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

34
8.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

第
⼀

号
の

措
置

を講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(e

)組
織

は
、(

c)
(ｲ

)の
措

置
を講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

 1
4 

条
 

(3
) 

不
適

合
を修

正
した

場
合

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
を

実
証

す
る

た
め

の
再

検
証

を
⾏

う。
 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
４

）
各

職
位

は
、不

適
合

に
修

正
を

施
した

場
合

に
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
再

検
証

を
⾏

う。
 

34
9.

 
 

 
(6

)組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

向
上

に
役

⽴
た

せ
る

観
点

か
ら、

公
開

基
準

に
従

い
、不

適
合

の
内

容
をニ

ュー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、情
報

の
公

開
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
１

に
記

載
 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
 1

4 
条

 
(5

) 
再

処
理

施
設

の
保

安
の

向
上

を
図

る
観

点
か

ら、
公

開
の

基
準

を定
め

、不
適

合
の

内
容

を公
開

す
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
3 

不
適

合
管

理
 

（
５

）
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、原

⼦
⼒

安
全

の
向

上
を

図
る

観
点

か
ら、

公
開

の
基

準
に

つ
い

て
の

⽂
書

を「
ニュ

ー
シ

ア
お

よ
び

ニッ
クス

へ
の

トラ
ブ

ル
情

報
の

掲
載

管
理

要
則

」と
して

定
め

、不
適

合
の

内
容

を
原

⼦
⼒

施
設

情
報

公
開

ライ
ブ

－50 / 440－



 

4
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

ラリ
ー

（
ニュ

ー
シ

ア
）

へ
登

録
す

る
こと

に
よ

り、
公

開
す

る
。 

35
0.

（
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

）
 

（
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

）
 

ｄ
．

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
 

 
 

 
35

1.
第

五
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、及

び
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。)

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を⾏

い
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を含
む

。 
 

(a
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。)

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

す
る

。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ

（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。）
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を⾏

い
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

 
（

１
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

適
切

性
お

よ
び

有
効

性
を

実
証

す
る

た
め

、ま
た

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

の
可

能
性

を評
価

す
る

た
め

に
適

切
な

デ
ー

タを
明

確
に

し、
それ

らの
デ

ー
タを

収
集

し、
分

析
す

る
。こ

の
中

に
は

、8
.2

 
項

の
監

視
お

よび
測

定
の

結
果

か
ら得

ら
れ

た
デ

ー
タお

よ
び

それ
以

外
の

該
当

す
る

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
め

る
。 

35
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(b

)組
織

は
、(

a)
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を
⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
 

（
２

）
各

職
位

は
、デ

ー
タの

分
析

に
よ

って
、次

の
事

項
に

関
連

す
る

情
報

を
提

供
す

る
。 

35
3.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 
 

 
(ｲ

)組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
より

得
られ

る
知

⾒
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
 

ａ
．

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
関

す
る

外
部

の
受

け
⽌

め
⽅

 
35

4.
⼆

 個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
 

(ﾛ
)個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
 

ｂ
．

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

 
35

5.
三

 機
器

等
及

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
（

是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

とな
る

も
の

を
含

む
。）

㉑
 

２
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き
、是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

 

(ﾊ
)機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら
得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

 
ｃ

．
予

防
処

置
の

機
会

を
得

る
こと

を
含

む
、プ

ロセ
ス

と各
施

設
の

特
性

お
よ

び
傾

向
 

35
6.

四
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

 
(ﾆ

)調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
d.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

 
ｄ

．
供

給
者

の
能

⼒
 

35
7.

 
 

ｅ
．

改
善

 
8.

5 
改

善
 

 
 

 
35

8.
（

継
続

的
な

改
善

）
 

（
継

続
的

な
改

善
）

 
(a

)継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
 

 
 

35
9.

第
五

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
を

⾏
うた

め
に

、品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

の
設

定
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

及
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
⽤

、デ
ー

タ
の

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を
通

じて
改

善
が

必
要

な
事

項
を明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

５
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を向

上
させ

る
た

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

5 
改

善
 

8.
5.

1 
継

続
的

改
善

 
各

職
位

は
、品

質
⽅

針
、品

質
⽬

標
、

監
査

結
果

、デ
ー

タの
分

析
、是

正
処

置
、予

防
処

置
お

よ
び

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビ

ュー
を

通
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
有

効
性

を継
続

的
に

改
善

す
る

。 
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0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う。
）

 
36

0.
（

是
正

処
置

等
）

 
（

是
正

処
置

等
）

 
(b

)是
正

処
置

等
 

8.
5.

2 
是

正
処

置
等

 
 

 
 

36
1.

第
五

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。㉑
 

 
(ｲ

)組
織

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を
講

じる
。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、そ

れ
ぞ

れ
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
基

づ
き

、
是

正
処

置
に

つ
い

て
、次

の
各

号
を

含
む

「監
査

室
 不

適
合

管
理

要
領

」、
「安

全
・品

質
本

部
 不

適
合

管
理

要
領

」
及

び
「再

処
理

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」を

定
め

、⽂
書

化
す

る
。 

３
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、そ

れ
ぞ

れ
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
基

づ
き、

予
防

処
置

に
つ

い
て

、次
の

各
号

を
含

む
「監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「再

処
理

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」

を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

１
）

各
職

位
は

、再
発

防
⽌

の
た

め
、不

適
合

の
原

因
を

除
去

す
る

処
置

を
とる

。 
（

２
）

是
正

処
置

は
、検

出
され

た
不

適
合

の
も

つ
影

響
に

⾒
合

うも
の

とす
る

。 
（

３
）

室
、各

本
部

・事
業

部
⻑

は
、

次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、各
本

部
・

事
業

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
１

）
各

職
位

は
、起

こり
得

る
不

適
合

が
発

⽣
す

る
こと

を
防

⽌
す

る
た

め
に

、
保

安
活

動
の

実
施

に
よ

って
得

られ
た

知
⾒

お
よ

び
他

の
施

設
か

ら得
られ

た
知

⾒
の

活
⽤

を
含

め
、そ

の
原

因
を

除
去

す
る

処
置

を
決

め
る

。こ
の

活
⽤

に
は

、原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

業
務

の
実

施
に

よ
って

得
られ

た
知

⾒
を他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
と

共
有

す
る

こと
を

も
含

む
。 

（
２

）
予

防
処

置
は

、起
こり

得
る

問
題

の
影

響
に

⾒
合

った
も

の
とす

る
。 

（
３

）
室

・各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、
次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3

項
の

室
・各

本
部

・
事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
36

2.
⼀

 是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

う
こと

。 

 
1)

是
正

処
置

を講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
⼿

順
に

よ
り評

価
を

⾏
うこ

と。
 

a.
是

正
処

置
を講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
  

 (
3)

 不
適

合
の

再
発

防
⽌

を確
実

に
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

３
  

(2
) 

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

 
ｃ

．
不

適
合

の
再

発
防

⽌
を

確
実

に
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
３

）
 

ｂ
．

不
適

合
の

発
⽣

を
予

防
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

36
3.

イ 
不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

 
１

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・情
報

の
収

集
及

び
整

理
 

・技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

⑥
 

２
 第

１
項

第
１

号
イに

規
定

す
る

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マネ

ジ
メン

トや
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

との
関

係
を整

理
す

る
こと

を含
む

。 

i)不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
及

び
当

該
不

適
合

の
原

因
の

明
確

化
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、

⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
等

の
考

慮
」を

含
む

。ま
た

、「
原

因
の

明
確

化
」に

は
、

必
要

に
応

じて
、⽇

常
業

務
の

マネ
ジ

メ
ント

や
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

  
(1

) 
不

適
合

の
内

容
確

認
 

(2
) 

不
適

合
の

原
因

の
特

定
 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

 
ａ

．
不

適
合

の
レ

ビュ
ー

 
ｂ

．
不

適
合

の
原

因
の

特
定

 

36
4.

ロ 
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

㉑
 

 
ii)

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

⼜
は

当
該

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

発
⽣

す
る

可
能

性
の

明
確

化
 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 

３
  

(1
) 

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）
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5
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

因
の

特
定

 
  

ａ
．

起
こり

得
る

不
適

合
お

よび
その

原
因

の
特

定
  

36
5.

⼆
 必

要
な

是
正

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
2)

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

b.
必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 
(4

) 
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

３
  

(3
) 

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

 
ｄ

．
必

要
な

処
置

の
決

定
お

よび
実

施
 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
３

）
 

ｃ
．

必
要

な
処

置
の

決
定

お
よび

実
施

 
36

6.
三

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

3)
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 

(6
) 

とっ
た

是
正

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビ
ュー

 
３

  
(5

) 
とっ

た
予

防
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビ

ュー
 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

 
ｆ

．
とっ

た
是

正
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビ

ュー
 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
３

）
 

ｅ
．

とっ
た

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビ
ュー

 
36

7.
四

 必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
した

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。㉑

 

 
4)

必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
し

た
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。 

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

し
た

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。（

「保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
」に

は
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 
(4

) 
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

３
  

(3
) 

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

 
ｄ

．
必

要
な

処
置

の
決

定
お

よび
実

施
 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
３

）
 

ｃ
．

必
要

な
処

置
の

決
定

お
よび

実
施

 
36

8.
五

 必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。㉑

 
 

5)
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
e.

必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

 
 

8.
評

価
お

よ び
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
改

善
 

各
職

位
は

、品
質

⽅
針

、品
質

⽬
標

、
監

査
結

果
、デ

ー
タの

分
析

、是
正

処
置

、予
防

処
置

お
よ

び
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

を
通

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

36
9.

六
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

３
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し
発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。 

6)
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
」に

は
、単

独
の

事
象

で
は

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
は

⼩
さい

が
、同

様
の

事
象

が
繰

り返
し発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 
２

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「再

処
理

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」に

お
い

て
、

次
の

各
号

を満
た

す
よう

に
、安

全
に

重
⼤

な
影

響
を

与
え

る
事

象
に

つ
い

て
実

施
す

る
根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
。 

(1
) 

体
制

の
主

体
の

中
⽴

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こと

。 
(2

) 
分

析
結

果
の

客
観

性
及

び
分

析
⽅

法
の

論
理

性
が

確
保

され
て

い
る

こ
と。

 
(3

) 
処

置
が

分
析

結
果

に
対

応
した

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

(4
) 

具
体

的
な

処
置

実
施

計
画

を
明

確
に

し、
確

実
に

実
施

す
る

こと
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
な

お
、安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
原

因
の

特
定

に
当

た
って

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

根
本

原
因

分
析

に
つ

い
て

の
⽂

書
を「

根
本

原
因

分
析

実
施

要
則

」と
して

定
め

る
とと

も
に

、不
適

合
の

再
発

防
⽌

の
た

め
に

⾏
う不

適
合

の
⼈

的
過

誤
に

係
る

直
接

原
因

分
析

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3
項

の
安

全
・品

質
本

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 
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5
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

37
0.

七
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 
7)

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

 
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

g.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 

(5
) 

とっ
た

処
置

の
結

果
の

記
録

 
３

 
(4

) 
とっ

た
処

置
の

結
果

の
記

録
 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

 
ｅ

．
とっ

た
処

置
の

結
果

の
記

録
 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
３

）
 

ｄ
．

とっ
た

処
置

の
結

果
の

記
録

 
37

1.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、そ
れ

ぞ
れ

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き
、

是
正

処
置

に
つ

い
て

、次
の

各
号

を
含

む
「監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」

及
び

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
２

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「再

処
理

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」に

お
い

て
、

次
の

各
号

を満
た

す
よう

に
、安

全
に

重
⼤

な
影

響
を

与
え

る
事

象
に

つ
い

て
実

施
す

る
根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
。 

３
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、そ

れ
ぞ

れ
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
基

づ
き、

予
防

処
置

に
つ

い
て

、次
の

各
号

を
含

む
「監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「再

処
理

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」

を
定

め
、⽂

書
化

す
る

。 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

 
（

３
）

室
、各

本
部

・事
業

部
⻑

は
、

次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3 
項

の
室

、各
本

部
・

事
業

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

8.
5.

3 
予

防
処

置
 

（
３

）
室

・各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、
次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3

項
の

室
・各

本
部

・
事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 

37
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⼿

順
書

等
に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を⾏
い

、
当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

４
 第

３
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、第

１
項

の
規

定
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
をい

う。
 

(ﾊ
)組

織
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

その
分

析
を

⾏
い

、当
該

類
似

の
事

象
に

共
通

す
る

原
因

を
明

確
に

した
上

で
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を講

じる
。

（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こ
とを

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 
４

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「再

処
理

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」に

お
い

て
、

第
２

項
に

定
め

る
事

象
以

外
の

事
象

に
つ

い
て

蓄
積

され
て

い
る

不
適

合
等

に
関

す
る

デ
ー

タを
分

析
し、

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を防
⽌

す
る

予
防

処
置

を
講

ず
る

た
め

必
要

に
応

じて
実

施
す

る
根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
つ

い
て

、第
２

項
の

各
号

を
満

た
す

よう
に

定
め

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
な

お
、安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、a

項
の

活
動

に
お

い
て

必
要

に
応

じて
実

施
す

る
根

本
原

因
分

析
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
「根

本
原

因
分

析
実

施
要

則
」と

して
定

め
る

とと
も

に
、不

適
合

の
未

然
防

⽌
の

た
め

に
⾏

う不
適

合
の

⼈
的

過
誤

に
係

る
直

接
原

因
分

析
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3

項
の

安
全

・品
質

本
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 

37
3.

（
未

然
防

⽌
処

置
）

 
（

未
然

防
⽌

処
置

）
 

(c
)未

然
防

⽌
処

置
 

8.
5.

3 
未

然
防

⽌
処

置
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4.
第

五
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

を収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、特

(ｲ
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じる

こ

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じる

こ

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 
３

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、そ
れ

ぞ
れ

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き、
予

防
処

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

１
）

各
職

位
は

、起
こり

得
る

不
適

合
が

発
⽣

す
る

こと
を

防
⽌

す
る

た
め

に
、

－54 / 440－



 

5
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

未
然

防
⽌

処
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 
定

した
問

題
を含

む
。 

と。
 

と。
 

（
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」

に
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、特
定

した
問

題
を

含
む

。）
 

置
に

つ
い

て
、次

の
各

号
を

含
む

「監
査

室
 不

適
合

管
理

要
領

」、
「安

全
・品

質
本

部
 不

適
合

管
理

要
領

」及
び

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」
を

定
め

、⽂
書

化
す

る
。 

５
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

、
事

業
部

⻑
及

び
技

術
本

部
⻑

は
、予

防
処

置
に

お
い

て
、こ

の
規

定
に

定
め

る
業

務
の

実
施

に
よっ

て
得

られ
た

知
⾒

及
び

他
の

施
設

か
ら得

られ
た

知
⾒

を活
⽤

す
る

。 
 

保
安

活
動

の
実

施
に

よ
って

得
られ

た
知

⾒
お

よ
び

他
の

施
設

か
ら得

られ
た

知
⾒

の
活

⽤
を

含
め

、そ
の

原
因

を
除

去
す

る
処

置
を

決
め

る
。こ

の
活

⽤
に

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
業

務
の

実
施

に
よ

って
得

られ
た

知
⾒

を他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

と
共

有
す

る
こと

も
含

む
。 

（
２

）
予

防
処

置
は

、起
こり

得
る

問
題

の
影

響
に

⾒
合

った
も

の
とす

る
。 

（
３

）
室

、各
本

部
・事

業
部

⻑
は

、
次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3

項
の

室
、各

本
部

・
事

業
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
37

5.
⼀

 起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

 
1)

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

a.
起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

  
３

  
(1

) 
起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
の

特
定

 
  

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

 
ａ

．
起

こり
得

る
不

適
合

お
よび

その
原

因
の

特
定

 

37
6.

⼆
 未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 
2)

未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
b.

未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

  
３

  
(2

) 
不

適
合

の
発

⽣
を

防
⽌

す
る

た
め

の
処

置
の

必
要

性
の

評
価

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

 
ｂ

．
不

適
合

の
発

⽣
を

予
防

す
る

た
め

の
処

置
の

必
要

性
の

評
価

 
37

7.
三

 必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

3)
必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
c.

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 

３
  

(3
) 

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

 
ｃ

．
必

要
な

処
置

の
決

定
お

よび
実

施
 

37
8.

四
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
 

4)
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
d.

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 

３
  

(5
) 

とっ
た

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビ
ュー

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

 
ｅ

．
とっ

た
予

防
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビ

ュー
 

37
9.

五
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
5)

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
15

 条
 

３
 

(4
) 

とっ
た

処
置

の
結

果
の

記
録

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

 
ｄ

．
とっ

た
処

置
の

結
果

の
記

録
 

38
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

15
 条

 
３

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、そ
れ

ぞ
れ

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」に

基
づ

き、
予

防
処

置
に

つ
い

て
、次

の
各

号
を

含
む

「監
査

室
 不

適
合

管
理

要
領

」、
「安

全
・品

質
本

部
 不

適
合

管
理

要
領

」及
び

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」
を

定
め

、⽂
書

化
す

る
。 

 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

室
、各

本
部

・事
業

部
⻑

は
、

次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3
項

の
室

、各
本

部
・

事
業

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

38
1.

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

 
 

 
―

 
―
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5
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

9
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

9
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

38
2.

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
使

⽤
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
) 

（
令

第
４

１
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

使
⽤

施
設

等
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

）
 

 
 

 
―

 
―

 

38
3.

第
五

⼗
四

条
使

⽤
者

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
し

な
い

者
に

限
る

。以
下

同
じ。

)は
、使

⽤
施

設
等

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

し、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
4.

⼀
 個

別
業

務
に

関
し、

継
続

的
な

改
善

を
計

画
的

に
実

施
し、

これ
を

評
価

す
る

こと
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
5.

⼆
 前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
6.

 ２
 使

⽤
者

は
、前

項
に

規
定

す
る

措
置

に
関

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こ

との
重

要
性

を認
識

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」に
つ

い
て

は
、本

規
程

第
１

０
条

１
を

準
⽤

す
る

。 

―
 

―
 

―
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5
5
 /

 2
2
8 

 品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

 項
⽬

へ
の

対
応

内
容

の
整

理
 

No
 

主
な

追
加

要
求

事
項

 
主

な
品

質
管

理
基

準
規

則
条

項
 

保
安

規
定

の
項

番
号

 
具

体
的

対
応

内
容

 
①

 
GS

R 
Pa

rt
2 

基
本

安
全

⽬
的

の
反

映
 

第
1

条
 

第
10

条
 

1 5.
2 

・事
業

指
定

申
請

書
届

出
本

⽂
９

号
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さ）
した

グ
レ

ー
ド分

け
を

適
⽤

す
る

こと
を

明
確

化
 

 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダー
シ

ップ
に

関
す

る
事

項
の

追
加

 
第

9
条

 
第

16
条

第
2

項
 

5.
1 

 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S 

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し維
持

す
る

た
め

の
活

動
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

ア
ウト

プ
ット

）
 

 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 
 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 
第

46
条

第
5

項
 

8.
2.

2(
5)

 
・監

査
に

関
わ

る
管

理
者

及
び

監
査

員
に

⾃
らの

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

業
務

に
関

す
る

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
こと

を
明

確
化

 
 

⑪
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
規

制
機

関
の

⽴
ち

⼊
りを

可
能

とす
る

措
置

の
追

加
 

第
35

条
第

2
項

 
7.

4.
2(

2)
 

・供
給

者
の

⼯
場

等
で

当
社

が
⾏

う検
査

等
の

保
安

活
動

の
実

施
状

況
を

原
⼦

⼒
安

全
規

制
当

局
が

確
認

す
る

際
に

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

ち
⼊

りを
⾏

う場
合

が
あ

る
こと

を
、調

達
要

求
事

項
に

追
加

 

⑫
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

管
理

に
つ

い
て

追
加

 
第

34
条

第
2

項
 

第
35

条
第

1
項

第
6

号
 

7.
4.

1(
2)

 
7.

4.
2(

1)
f. 

・⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
施

設
に

組
み

込
む

場
合

に
お

い
て

、当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
係

る
情

報
を

供
給

者
等

か
ら⼊

⼿
し、

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
⑬

 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

の
追

加
 

第
19

条
第

1
項

第
12

号
,1

3
号

 
5.

6.
2l

.,m
. 

・マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
に

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
内

外
の

課
題

及
び

資
源

の
妥

当
性

を
追

加
 

⑭
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

の
監

視
の

⽅
法

に
「安

全
実

績
指

標
（

PI
）

の
活

⽤
」を

明
確

化
 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

それ
ぞ

れ
に

対
す

る
潜

在
的

な
影

響
を

追
加

 
第

4
条

第
4

項
第

8
号

 
4.

1(
4)

h.
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

要
素

の
うち

、セ
キ

ュリ
テ

ィと
原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
対

策
が

相
互

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し、

解
決

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、3

号
 

4.
2.

3(
2)

a.
,b

.,c
. 

・⽂
書

の
作

成
、更

新
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
及

び
審

査
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

を
明

確
化

 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
⑱

 
⽂

書
改

訂
⼿

続
き

と⼊
⼒

情
報

の
管

理
の

追
加

 
第

7
条

第
1

項
、2

項
 

4.
2.

3(
1)

,(
2)

 
・⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

を
確

認
で

き
る

こと
を

明
確

化
 

⑲
 

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
変

更
管

理
の

追
加

 
第

13
条

第
2

項
 

第
23

条
第

1,
3

項
 

第
27

条
第

1
項

 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、

評
価

し改
善

の
機

会
を

捉
え

る
た

め
の

仕
組

み
を

構
築

 

 

参
考
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 廃
棄

物
管

理
施

設
 保

安
規

定
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 許
可

整
合

性
説

明
資

料
 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
1.

 
  

 
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
を

以
下

の
とお

りと
す

る
。 

第
１

章
の

２
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

３
条

の
４

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を実
施

す
る

に
当

た
り、

以
下

の
とお

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
1

章
の

２
 品

質
保

証
計

画
 

 

2.
 

 第
⼀

章
 総

則
 

（
⽬

的
）

 
第

１
章

総
則

 
（

⽬
的

）
 

A．
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

差
異

な
し（

⾒
出

し記
号

の
差

異
は

記
載

しな
い

）
 

（
以

下
、空

欄
は

、差
異

な
しで

あ
り、

記
載

しな
い

。）
 

（
⽬

的
）

 
（

⽬
的

）
 

3.
 

 第
⼀

条
 こ

の
規

則
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

を
定

め
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
①

。 

1 
第

1
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

」と
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

(昭
和

32
年

法
律

第
16

6
号

。以
下

「原
⼦

炉
等

規
制

法
」と

い
う。

)第
2

条
第

7
項

に
規

定
す

る
原

⼦
⼒

施
設

を
い

う。
 

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

（
以

下
「品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
」と

い
う。

）
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

を
達

成
・維

持
・

向
上

させ
る

た
め

、「
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」

及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
安

全
を確

保
す

る
よ

う、
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

、社
⻑

をト
ップ

とし
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
継

続
的

に
改

善
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
。 

・保
安

規
定

第
３

条
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
ま

で
含

め
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

とし
て

い
る

。 
な

お
、「

…
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

評
価

確
認

し…
」の

「評
価

確
認

し」
に

つ
い

て
は

、記
載

反
映

漏
れ

の
た

め
修

正
を

⾏
う 

第
3

条
の

2 
品

質
保

証
計

画
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

を
達

成
・維

持
・向

上
す

る
こと

を
⽬

的
とし

て
、こ

の
規

定
で

定
め

る
事

項
を

遵
守

す
る

た
め

に
必

要
な

、廃
棄

物
管

理
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

（
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
」と

い
う。

）
を

規
定

す
る

も
の

で
あ

る
。 

 

4.
 

 （
適

⽤
範

囲
）

 
 

B．
適

⽤
範

囲
 

2 
適

⽤
範

囲
 

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

（
適

⽤
範

囲
）

 
5.

 
 第

三
条

 次
章

か
ら第

六
章

ま
で

の
規

定
は

、原
⼦

⼒
施

設
(使

⽤
施

設
等

で
あ

っ
て

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

施
⾏

令
(昭

和
三

⼗
⼆

年
政

令
第

三
百

⼆
⼗

四
号

。以
下

「令
」と

い
う。

)第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を使
⽤

し
な

い
も

の
を

除
く。

以
下

同
じ。

)に
つ

い
て

適
⽤

す
る

。 
2 

第
七

章
の

規
定

は
、使

⽤
施

設
等

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
も

の
に

限
る

。)
に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

 
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

3 
品

質
保

証
計

画
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。こ

こで
「保

安
活

動
」と

は
、こ

の
規

定
で

定
め

る
事

項
を

遵
守

す
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

 

 

6.
 

 （
定

義
）

 
 

C．
定

義
 

3 
定

義
 

 
（

定
義

）
 

（
定

義
）

 
7.

 
 第

⼆
条

 こ
の

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よる
。 

１
本

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、

原
⼦

炉
等

規
制

法
及

び
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。 
 

品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
お

け
る

⽤
語

の
定

義
は

、次
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

品
質

管
理

基
準

規
則

に
従

う。
 

  

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

4 
品

質
保

証
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、「

原
⼦

⼒
発

電
所

に
お

け
る

安
全

の
た

め
の

品
質

保
証

規
程

（
JE

AC
41

11
-2

00
9）

」（
以

下
「J

EA
C4

11
1」

とい
う。

）
に

従
うも

の
と

す
る

。 

 

8.
 

 ⼀
「保

安
活

動
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
とし

て
⾏

わ
れ

る
⼀

切
の

活
動

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

9.
 

 ⼆
「不

適
合

」と
は

、要
求

事
項

に
適

合
して

い
な

い
こと

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

10
. 

 三
「プ

ロセ
ス

」と
は

、意
図

した
結

果
を

⽣
み

出
す

た
め

の
相

互
に

関
連

し、
⼜

は
作

⽤
す

る
⼀

連
の

活
動

及
び

⼿
順

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
 

 
―

 
―

 

資
料

①
 
別

紙
-
2
 

⻩
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

に
該

当
す

る
箇

所
を

⽰
す

。 
⽔

⾊
ハ

ッチ
ング

︓
事

業
許

可
本

⽂
6

号
との

整
合

箇
所

を⽰
す

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 

 
11

. 
 四

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

」と
は

、
保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
⾃

らの
組

織
の

管
理

監
督

を⾏
うた

め
の

仕
組

み
を

い
う。

 

２
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
」と

は
、原

⼦
炉

等
規

制
法

第
57

条
の

8
に

規
定

す
る

者
を

い
う。

 
３

 第
2

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

ら
の

組
織

の
管

理
監

督
を

⾏
うた

め
の

仕
組

み
」に

は
、組

織
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

必
要

な
⽂

書
を整

備
す

る
こと

を
含

む
。 

 
―

 
 

―
 

―
 

 
 

12
. 

 五
 「

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

」と
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

認
識

し、
組

織
の

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

を定
め

て
要

員
(保

安
活

動
を実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)が
これ

らを
達

成
す

る
こと

並
び

に
組

織
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き姿
を

定
め

て
要

員
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
主

体
的

に
取

り
組

む
こと

が
で

き
る

よ
う先

導
的

な
役

割
を

果
た

す
能

⼒
をい

う。
 

４
 第

2
項

第
5

号
に

規
定

す
る

「要
員

(保
安

活
動

を
実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)」
とは

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
を

実
施

す
る

組
織

の
内

外
の

者
を

い
う。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

13
. 

 六
「是

正
処

置
」と

は
、不

適
合

その
他

の
事

象
の

原
因

を
除

去
し、

その
再

発
を

防
⽌

す
る

た
め

に
講

ず
る

措
置

をい
う。

 

５
第

2
項

第
6

号
及

び
第

7
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
」に

は
、

結
果

的
に

不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
原

⼦
⼒

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
象

を
含

む
。 

 
―

 
 

―
 

―
 

14
. 

 七
「未

然
防

⽌
処

置
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
知

⾒
を踏

ま
え

て
、⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

６
第

2
項

第
7

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

」と
は

、国
内

外
の

原
⼦

⼒
施

設
に

加
え

、⽕
⼒

発
電

所
な

ど広
く産

業
全

般
に

関
連

す
る

施
設

を
い

う(
第

53
条

第
1

項
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

15
. 

 ⼋
「⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
安

全
機

能
に

係
る

機
器

、構
造

物
及

び
シ

ス
テ

ム
並

び
に

それ
らの

部
品

(以
下

「機
器

等
」と

い
う。

)で
あ

って
、

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
に

設
計

開
発

及
び

製
造

され
た

も
の

以
外

の
⼯

業
品

をい
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

16
. 

 九
 「

妥
当

性
確

認
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

して
、機

器
等

⼜
は

保
安

活
動

を
構

成
す

る
個

別
の

業
務

(以
下

「個
別

業
務

」と
い

う。
)及

び
プ

ロセ
ス

が
実

際
の

使
⽤

環
境

⼜
は

活
動

に
お

い
て

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

こ
とを

い
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

17
. 

  
 

a.
廃

棄
物

管
理

施
設

 
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

51
条

の
２

第
３

項
第

2
号

に
規

定
す

る
廃

棄
物

管
理

施
設

を
い

う。
 

(1
)廃

棄
物

管
理

施
設

 
法

第
51

条
の

2
第

3
項

第
2

号
に

規
定

す
る

廃
棄

物
管

理
施

設
をい

う。
 

 
―

 
―

 

18
. 

  
 

b.
組

織
 

当
社

の
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、廃
棄

物
管

理
施

設
を

運
営

管
理

―
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、4

.1
⼀

般
要

求
事

項
に

、組
織

の
定

義
を記

載
 

―
 

―
 

－59 / 440－



 

5
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
（

運
転

開
始

前
の

管
理

を
含

む
。）

す
る

各
部

⾨
の

総
称

を
い

う。
 

19
. 

  
 

 
(2

)ニ
ュー

シ
ア 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
しく

は
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を図
る

こと
を

⽬
的

とし
た

、⼀
般

社
団

法
⼈

 原
⼦

⼒
安

全
推

進
協

会
が

運
営

す
る

デ
ー

タベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、ニ
ュー

シ
アの

定
義

を
記

載
 

―
 

―
 

20
. 

 第
⼆

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

第
２

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

D．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

 
第

2
節

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
第

2
節

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 

21
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

a．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
4.

1
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

（
⼀

般
要

求
事

項
）

 
（

⼀
般

要
求

事
項

）
 

22
. 

 第
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

(使
⽤

者
で

あ
って

、令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

も
の

を
除

く。
以

下
同

じ。
)は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、
その

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

 
２

 第
1

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プロ

セ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

その
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
 

(a
)組

織
は

、品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
 

(1
)第

４
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
を確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

ま
た

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
その

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

うこ
とを

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
第

5
条

に
定

め
る

各
職

位
（

以
下

「各
職

位
」と

い
う。

）
は

、
「核

燃
料

物
質

⼜
は

核
燃

料
物

質
に

よ
つ

て
汚

染
され

た
物

の
廃

棄
物

管
理

の
事

業
に

関
す

る
規

則
」（

以
下

「管
理

規
則

」と
い

う。
）

第
26

条
の

3、
4、

5、
6、

7、
8

及
び

9
に

定
め

る
要

求
事

項
並

び
に

「特
定

廃
棄

物
管

理
施

設
に

係
る

廃
棄

物
管

理
事

業
者

の
設

計
及

び
⼯

事
に

係
る

品
質

管
理

の
⽅

法
及

び
その

検
査

の
た

め
の

組
織

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」に

従
って

、保
安

の
た

め
に

必
要

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
⽂

書
化

し、
実

施
し、

維
持

す
る

とと
も

に
、そ

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

 

23
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。②

 

３
 第

2
項

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

⼒
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ、

第
2

項
第

1
号

か
ら

第
3

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
を考

慮
した

原
⼦

⼒
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

 

(b
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
す

る
。こ

の
場

合
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら放
出

さ
れ

る
放

射
性

物
質

が
⼈

と環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

各
職

位
は

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
ー

ド分
け

を別
表

1
の

2
に

基
づ

き
⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を
必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 
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. 

 ⼀
 原

⼦
⼒

施
設

、組
織

⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さの
程

度
②

 

 
(ｲ

)廃
棄

物
管

理
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 

a.
廃

棄
物

管
理

施
設

、組
織

、⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さ
の

程
度

 

 
第

3
条

の
5 

1
の

3 
（

１
）

プロ
セ

ス
及

び
廃

棄
物

管
理

施
設

の
複

雑
性

、独
⾃

性
、⼜

は
斬

新
性

の
程

度
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 ⼆
 原

⼦
⼒

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
４

 第
２

項
第

２
号

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

(ﾛ
)廃

棄
物

管
理

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
b.

廃
棄

物
管

理
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

 

－60 / 440－



 

5
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ②
 

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ」

とは
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

 
  

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

きさ
 

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

きさ
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

こ
れ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ」

とは
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を除

く。
）

及
び

それ
らに

より
⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さを
い

う。
）

 

（
３

）
検

査
⼜

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
検

証
可

能
性

の
程

度
 

（
４

）
作

業
⼜

は
製

造
プロ

セ
ス

、要
員

、要
領

、及
び

装
置

等
に

対
す

る
特

別
な

管
理

や
検

査
の

必
要

性
の

程
度

 
（

５
）

操
業

開
始

後
の

廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
保

守
、検

査
及

び
取

替
え

の
難

易
度
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 三
 機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

②
 

５
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「通
常

想
定

され
な

い
事

象
」と

は
、設

計
上

考
慮

して
い

な
い

⼜
は

考
慮

して
い

て
も

発
⽣

し得
る

事
象

（
⼈

的
過

誤
に

よ
る

作
業

の
失

敗
等

）
を

い
う。

 

(ﾊ
)機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

さ
れ

な
い

事
象

の
発

⽣
⼜

は
保

安
活

動
が

不
適

切
に

計
画

され
、若

しく
は

実
⾏

さ
れ

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

（
３

）
検

査
⼜

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
検

証
可

能
性

の
程

度
 

（
４

）
作

業
⼜

は
製

造
プロ

セ
ス

、要
員

、要
領

、及
び

装
置

等
に

対
す

る
特

別
な

管
理

や
検

査
の

必
要

性
の

程
度

 
（

５
）

操
業

開
始

後
の

廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
保

守
、検

査
及

び
取

替
え

の
難

易
度
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 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⾃

らの
原

⼦
⼒

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

単
に

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を
明

確
に

認
識

し、
この

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。④
 

 
(c

)組
織

は
、廃

棄
物

管
理

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

(3
)組

織
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

を
明

確
に

認
識

し、
品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

⽂
書

（
記

録
を

除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

 
 

4.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
 

 各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を含

め
る

。ま
た

、こ
れ

らの
⽂

書
の

構
成

概
念

図
を

図
4.

2.
1

に
⽰

す
。な

お
、記

録
は

適
正

に
作

成
す

る
。 

 7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
a.

 業
務

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・

規
則

要
求

事
項
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 ４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(d

)組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を

決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
各

職
位

は
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。 
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. 

 ⼀
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
(ｲ

)プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プロ
セ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
⽂

書
で

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

１
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

それ
らの

組
織

へ
の

適
⽤

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
関

係
を

別
図

1
の

2
に

⽰
す

。 
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 ⼆
 プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
６

第
4

項
第

2
号

に
規

定
す

る
「プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

」に
は

、組
織

内
の

プロ
セ

ス
間

の
相

互
関

係
を

含
む

。 

(ﾛ
)プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

す
る

こと
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を明
確

に
す

る
こと

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
１

に
⽰

す
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

1
を記

載
 

第
3

条
の

5 
1

の
2 

（
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
及

び
それ

らの
組

織
へ

の
適

⽤
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

関
係

を
別

図
1

の
2

に
⽰

す
。 
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 三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

７
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

」に
は

、原
⼦

⼒
規

制
検

査

(ﾊ
)プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

組
織

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

5 
１

の
2 

（
２

）
これ

らの
プ

ロセ
ス

お
運

⽤
及

び
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6
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を明
確

に
定

め
る

こと
。⑭

 

等
に

関
す

る
規

則
(令

和
2

年
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
規

則
第

2
号

)第
5

条
に

規
定

す
る

安
全

実
績

指
標

(特
定

核
燃

料
物

質
の

防
護

に
関

す
る

領
域

に
係

る
も

の
を

除
く。

)を
含

む
。 

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
定

め
る

こ
と。

 

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」に

は
、安

全
実

績
指

標
（

特
定

核
燃

料
物

質
の

防
護

に
関

す
る

領
域

に
係

る
も

の
を

除
く。

）
を

含
む

。）
 

管
理

の
い

ず
れ

も
が

効
果

的
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

必
要

な
判

断
基

準
及

び
⽅

法
を

明
確

に
す

る
。 
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 四
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

(以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
)に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
(責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。)

。 

 
(ﾆ

)プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
）

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。）

。 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を含
む

。）
 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

３
）

これ
らの

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

及
び

監
視

を
⽀

援
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
お

よ
び

情
報

を
利

⽤
で

き
る

こと
を確

実
に

す
る

。 
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 五
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
(ﾎ

)プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

り
で

な
い

。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

４
）

これ
らの

プ
ロセ

ス
を

監
視

し、
適

⽤
可

能
な

場
合

に
は

測
定

し、
分

析
す

る
。 
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. 

 六
 プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

８
 第

4
項

第
6

号
に

規
定

す
る

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を含

む
。 

(ﾍ
)プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
1

の
2 

（
５

）
これ

らの
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、計
画

どお
りの

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、継

続
的

改
善

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
処

置
を

とる
。 

 

35
. 

 七
 プ

ロセ
ス

及
び

組
織

を品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こ

と。
 

 
(ﾄ

)プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
と

す
る

こと
。 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

６
）

これ
らの

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

との
整

合
が

とれ
た

も
の

に
す

る
。 
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 ⼋
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。⑮
 

９
 第

4
項

第
8

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を

含
む

。 

(ﾁ
)原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よう

に
す

る
」

に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

2 
原

⼦
⼒

安
全

の
重

視
 

社
⻑

は
､原

⼦
⼒

安
全

を最
優

先
に

位
置

付
け

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、顧

客
満

⾜
の

向
上

を
⽬

指
して

、顧
客

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 
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 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑤
 

１
０

 第
５

項
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、技

術
的

、⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
⑥

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

・⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

され
て

い
る

。 
・要

員
が

、⾃
らが

⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

・全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 

(e
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、

⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
さ

れ
て

い
る

。 
c.

要
員

が
、⾃

ら⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

d.
全

て
の

活
動

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
考

慮
した

意
思

決
定

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。 

e.
要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
安

全
⽂

化
の

醸
成

）
 

第
3

条
の

4
の

3 
社

⻑
は

、保
安

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を第

2
節

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

て
実

施
させ

る
。 

2 
第

4
条

の
組

織
は

、安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
・要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、

報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
・安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し、
安

全
⽂

化
を改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、
要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
っ

て
い

る
。 

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を戒

め
て

い
る

。 
f.原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

問
題

が
速

や
か

に
報

告
され

、
報

告
され

た
問

題
が

対
処

され
、そ

の
結

果
が

関
係

す
る

要
員

に
共

有
され

て
い

る
。 

g.
安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し、
安

全
⽂

化
を改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を取

って
い

る
。 
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 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

と
した

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑳

 

 
(f

)組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を含
む

。
以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を及

ぼ
す

プロ
セ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よう

に
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、
当

該
プロ

セ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

5 
各

職
位

は
、第

3
章

か
ら第

7
章

に
定

め
る

業
務

に
つ

い
て

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
を

与
え

る
プ

ロセ
ス

を
ア

ウト
ソ

ー
ス

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、ア

ウト
ソ

ー
ス

した
プ

ロセ
ス

に
関

して
管

理
を

確
実

に
す

る
。こ

れ
らの

ア
ウト

ソ
ー

ス
した

プロ
セ

ス
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
は

、第
3

条
の

8
の

4
に

定
め

る
調

達
の

プ
ロセ

ス
の

中
で

定
め

る
。 
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. 

 ７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。②
 

 
(g

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を⾏
う。

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を⾏
う。

 
 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

各
職

位
は

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
ー

ド分
け

を別
表

1
の

2
に

基
づ

き
⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を
必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 
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. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
）

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

）
 

ｂ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

 
4.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
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. 

  
 

(a
)⼀

般
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

 
 

 
42

. 
 第

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
条

第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

す
る

とき
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
⽂

書
を

作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

２
に

⽰
す

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

２
を

記
載

 
（

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
）

 
第

3
条

の
5

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。 

ま
た

、記
録

は
適

正
に

作
成

す
る

。 
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. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

 
(ｲ

)品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
a.

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
（

１
）

保
安

に
関

す
る

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標
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. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を規

定
す

る
⽂

書
(以

下
「品

質
マ

ニュ
アル

」と
い

う。
) 

 
(ﾛ

)品
質

マニ
ュア

ル
 

b.
品

質
マニ

ュア
ル

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

記
載

 
第

3
条

の
5

の
2 

（
２

）
本

品
質

保
証

計
画

及
び

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」 
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. 

 三
 実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よう

に
す

る
 

(ﾊ
)実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
第

3
条

の
5

の
2 

（
４

）
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

の
効

果
的
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
た

め
に

必
要

な
⽂

書
 

め
に

、組
織

が
必

要
と決

定
した

⽂
書

 
め

に
、組

織
が

必
要

と判
断

した
表

１
に

⽰
す

⽂
書

 
 

な
計

画
、運

⽤
及

び
管

理
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と決

定
した

別
表

1
の

3
に

定
め

る
⽂

書
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. 

 四
 こ

の
規

則
に

規
定

す
る

⼿
順

書
、指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

 
(ﾆ

)品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、

図
⾯

等
（

以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
）

 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
２

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
（

３
）

JE
AC

41
11

が
要

求
す

る
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”で
あ

る
別

表
1

の
3

に
定

め
る

規
定
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. 

 （
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

（
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

(b
)品

質
マニ

ュア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マニ
ュア

ル
 

 
 

 
48

. 
 第

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
組

織
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 
社

⻑
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」に

次
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

第
3

条
の

5
の

2 
2 

社
⻑

は
次

の
事

項
を

含
む

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」を

作
成

し、
維

持
す

る
。 
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. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

 
(ｲ

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
a.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
2 （

１
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

（
適

⽤
組

織
を含

む
。）

 

 

50
. 

 ⼆
 保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
 

(ﾛ
)保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 
第

3
条

の
5

の
2 

2 （
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
、実

施
、評

価
、改

善
に

関
す

る
事

項
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. 

 三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
 

(ﾊ
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

 
第

3
条

の
5

の
2 

2 （
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
（

適
⽤

組
織

を含
む

。）
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. 

 四
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

 
(ﾆ

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
d.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
2 （

３
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
確

⽴
され

た
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”
⼜

は
それ

らを
参

照
で

き
る

情
報

 

 

53
. 

 五
 プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
 

(ﾎ
)プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

1
を記

載
 

 

第
3

条
の

5
の

2 
2 （

４
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

プ
ロセ

ス
間

の
相

互
関

係
に

関
す

る
記

述
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. 

 （
⽂

書
の

管
理

）
 

（
⽂

書
の

管
理

）
 

(c
)⽂

書
の

管
理

 
4.

2.
3 

⽂
書

の
管

理
 

 
 

 
55

. 
 第

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
 ・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

⑰
 

・⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

⑰
 

・品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
⑱

 

(ｲ
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
さ

れ
て

い
な

い
⽂

書
の

使
⽤

、適
切

で
は

な
い

変
更

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
失

等
の

防
⽌

、発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5
の

2 
3 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

で
必

要
とさ

れ
る

⽂
書

を、
第

3
項

の
2

に
定

め
る

⽂
書

に
基

づ
き、

保
安

規
定

上
の

位
置

付
け

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、管

理
す

る
。た

だ
し、

記
録

は
⽂

書
の

⼀
種

で
は

あ
る

が
、第

4
項

、第
4

項
の

2
及

び
第

4
項

の
3

に
規

定
す

る
要

求
事

項
に

従
って

管
理

す
る

。 

 

56
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を利

⽤
で

き
る

よ
う、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、
⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

(ﾛ
)組

織
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

事
項

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を利

⽤
で

き
る

よ
う、

次
に

掲
げ

る
事

項
を「

品
質

保
証

に

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基

第
3

条
の

5
の

2 
3

の
2 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

活
動

に
必

要
な

管
理

を
規

定
す

る
た

め
に

、“
⽂

書
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6
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。⑱

 
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

す
る

。 
係

る
⽂

書
お

よび
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」に

は
、⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。）
 

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

（
４

）
該

当
す

る
⽂

書
の

適
切

な
版

が
、必

要
な

とき
に

、必
要

な
とこ

ろ
で

使
⽤

可
能

な
状

態
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

57
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。⑯

 

 
1)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

１
）

発
⾏

前
に

、適
切

か
どう

か
の

観
点

か
ら⽂

書
を

レビ
ュー

し、
承

認
す

る
。 

 

58
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。⑯
 

３
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、第
１

号
と同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こ
と⑱

を
い

う。
 

2)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。（
「改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、a
.と

同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を

審
査

し、
承

認
す

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5
の

2 
3

の
2 

（
２

）
⽂

書
をレ

ビュ
ー

す
る

。ま
た

、必
要

に
応

じて
更

新
し、

再
承

認
す

る
。 

 

59
. 

 三
 前

⼆
号

の
審

査
及

び
前

号
の

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。⑯
 

４
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「部
⾨

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

をい
う。

 

3)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

審
査

及
び

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。（

「部
⾨

」と
は

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5
の

2 
3

の
2 

（
１

）
発

⾏
前

に
、適

切
か

どう
か

の
観

点
か

ら⽂
書

を
レビ

ュー
し、

承
認

す
る

。 
（

２
）

⽂
書

をレ
ビュ

ー
す

る
。ま

た
、必

要
に

応
じて

更
新

し、
再

承
認

す
る

。 

 

60
. 

 四
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
4)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

３
）

⽂
書

の
変

更
の

識
別

及
び

現
在

有
効

な
版

の
識

別
を

確
実

に
す

る
。 

 

61
. 

 五
 改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
5)

改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

４
）

該
当

す
る

⽂
書

の
適

切
な

版
が

、必
要

な
とき

に
、必

要
な

とこ
ろ

で
使

⽤
可

能
な

状
態

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
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. 

 六
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
6)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

５
）

⽂
書

は
、読

み
や

す
くか

つ
容

易
に

識
別

可
能

な
状

態
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

63
. 

 七
 組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

 
7)

組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

６
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

及
び

運
⽤

の
た

め
に

組
織

が
必

要
と決

定
した

外
部

か
らの

⽂
書

を
明

確
に

し、
その

配
付

が
管

理
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

64
. 

 ⼋
 廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
使

⽤
され

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を
保

持
す

る
とき

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
8)

廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

され
る

こと
を

防
⽌

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
と

き
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
とき

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

７
）

廃
⽌

⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

。ま
た

、こ
れ

らを
何

らか
の

⽬
的

で
保

持
す

る
場

合
に

は
、適

切
な

識
別

をす
る

。 

 

65
. 

 （
記

録
の

管
理

）
 

（
記

録
の

管
理

）
 

(d
)記

録
の

管
理

 
4.

2.
4 

記
録

の
管

理
 

 
 

 
66

. 
 第

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、こ
の

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ

 
(ｲ

)組
織

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の

 
第

3
条

の
5

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。 

 

－65 / 440－



 

6
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

実
効

性
を実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

実
効

性
を実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

ま
た

、記
録

は
適

正
に

作
成

す
る

。 
4 

各
職

位
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
効

果
的

運
⽤

の
証

拠
を

⽰
す

た
め

に
作

成
す

る
記

録
の

対
象

を明
確

に
し、

当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

4
の

3 
各

職
位

は
、記

録
を読

み
や

す
く、

容
易

に
識

別
可

能
か

つ
検

索
可

能
な

も
の

とす
る

。 
67

. 
 ２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

記
録

の
識

別
、保

存
、保

護
、検

索
、及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
す

る
｡ 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」
に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
4

の
2 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、記
録

の
識

別
、

保
管

、保
護

、検
索

、保
管

期
間

及
び

廃
棄

に
関

して
必

要
な

管
理

を規
定

す
る

た
め

に
、“

⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 

 

68
. 

 第
三

章
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
第

３
章

 経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

Ｅ
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

 
 

 
69

. 
 （

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

）
 

（
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
）

 
a.

 経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
5.

1 
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

 
 

 

70
. 

 第
九

条
 経

営
責

任
者

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

 
社

⻑
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、
実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

す
る

。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、

実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

 
（

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト）

 
第

3
条

の
6 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
構

築
及

び
実

施
、並

び
に

その
有

効
性

を継
続

的
に

改
善

す
る

こ
とに

対
す

る
コミ

ット
メン

トの
証

拠
を

、次
の

事
項

に
よ

って
⽰

す
。 

 

71
. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
 

(a
)品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
a.

品
質

⽅
針

を定
め

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6 
（

２
）

品
質

⽅
針

を
設

定
す

る
。 

 

72
. 

 ⼆
 品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
(b

)品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
b.

品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6 
（

３
）

品
質

⽬
標

が
設

定
され

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

73
. 

 三
 要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。⑤

 

１
第

3
号

に
規

定
す

る
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
きる

よ
うに

す
る

こと
」と

は
、

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

維
持

す
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(c
)要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よう
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
きる

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6 
（

６
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

 

74
. 

 四
 第

⼗
⼋

条
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

ト
レ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

(d
)Ｅ

.f.
(a

)に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

d.
5.

6.
1

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6 
（

４
）

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を実

施
す

る
。 

 

75
. 

 五
 資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

 
(e

)資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こと
。 

e.
資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を確

保
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6 
（

５
）

資
源

が
使

⽤
で

き
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

76
. 

 六
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

 
(f

)関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

 
⼦

⼒
の

安
全

を確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

f.関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6 

（
１

）
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 

 

77
. 

 七
 保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。③

 

 
(g

)保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

 
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
、

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
、

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
満

た
す

こと
の

重
要

性
を組

織
内

に
周

知
す

る
。 
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6
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
78

. 
 ⼋

 全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。

③
 

 
(h

)全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を考

慮
し

て
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 
79

. 
 （

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

）
 

（
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
）

 
ｂ

．
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

5.
2 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
 

（
原

⼦
⼒

安
全

の
重

視
）

 
（

原
⼦

⼒
安

全
の

重
視

）
 

80
. 

 第
⼗

条
 経

営
責

任
者

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

よう
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。①
 

１
 第

10
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

」と
は

、例
え

ば
、コ

ス
ト、

⼯
期

等
に

よ
って

原
⼦

⼒
の

安
全

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
2 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

安
全

を
最

優
先

に
位

置
付

け
、業

務
・

廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

決
定

され
、満

た
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

81
. 

 （
品

質
⽅

針
）

 
（

品
質

⽅
針

）
 

ｃ
．

品
質

⽅
針

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

 
（

品
質

⽅
針

）
 

（
品

質
⽅

針
）

 
82

. 
 第

⼗
⼀

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

⑤
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、
⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

ら
の

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

⑥
 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、
⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

ら
の

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

3 
社

⻑
は

、品
質

⽅
針

に
つ

い
て

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

３
）

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。 

 

83
. 

 ⼀
 組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
２

 第
1

号
に

規
定

す
る

「組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
」に

は
、組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と

整
合

的
な

も
の

で
あ

る
こと

を
含

む
。 

(a
)組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。（

組
織

運
営

に
関

す
る

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

で
あ

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

3 
（

１
）

組
織

の
⽬

的
に

対
して

適
切

で
あ

る
。 

（
７

）
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
が

とれ
て

い
る

。 

 

84
. 

 ⼆
 要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
(b

)要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を持

って
関

与
す

る
こと

。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
２

）
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
（

６
）

適
切

性
の

持
続

の
た

め
に

レ
ビュ

ー
され

る
。 

 

85
. 

 三
 品

質
⽬

標
を

定
め

、評
価

す
る

に
当

た
って

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

(c
)品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

c.
品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
４

）
品

質
⽬

標
の

設
定

及
び

レ
ビュ

ー
の

た
め

の
枠

組
み

を
与

え
る

。 

 

86
. 

 四
 要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
 

(d
)要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
５

）
組

織
全

体
に

伝
達

され
、理

解
され

る
。 

 

87
. 

 五
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
(e

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

社
⻑

が
責

任
を持

って
関

与
す

る
こと

。 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
２

）
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
（

６
）

適
切

性
の

持
続

の
た

め
に

レ
ビュ

ー
され

る
。 

 

88
. 

  
 

ｄ
．

計
画

 
5.

4 
計

画
 

 
（

計
画

）
 

（
計

画
）

 
89

. 
 （

品
質

⽬
標

）
 

（
品

質
⽬

標
）

 
(a

)品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
 

 
 

90
. 

 第
⼗

⼆
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

(個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。)

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
し

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を達

成
す

(ｲ
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

4 
社

⻑
は

、組
織

内
の

しか
る

べ
き

部
⾨

及
び

階
層

で
、業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

も
の

を
含
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 
る

た
め

の
計

画
とし

て
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・実

施
事

項
 

・必
要

な
資

源
 

・責
任

者
 

・実
施

事
項

の
完

了
時

期
 

・結
果

の
評

価
⽅

法
 

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、「

実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

む
品

質
⽬

標
が

設
定

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

91
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を評
価

し得
る

も
の

で
あ

っ
て

、か
つ

、品
質

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

と
な

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

」と
は

、品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
 

(ﾛ
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
す

る
。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

4 
1

の
2 

品
質

⽬
標

は
、そ

の
達

成
度

が
判

定
可

能
で

、品
質

⽅
針

との
整

合
を

と
る

。 

 

92
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画
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. 

 第
⼗

三
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
第

四
条

の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ｲ

)社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

D．
ａ

．
の

規
定

に
適

合
す

る
よ

う、
その

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
4 

2 
社

⻑
は

次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

に
加

え
て

第
3

条
の

5
に

規
定

す
る

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
を

策
定

す
る

。 

 

94
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

が
計

画
され

、そ
れ

が
実

施
され

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑲

 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。)
を

含
む

。 

(ﾛ
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を適

切
に

考
慮

す
る

。
（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」

に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

を
含

む
。ま

た
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

4 
2 （

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

 第
3

条
の

5 
1

の
3 

各
職

位
は

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
ー

ド分
け

を別
表

1
の

2
に

基
づ

き
⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を
必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 

 

95
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
⑲

 

２
 第

2
項

第
1

号
に

規
定

す
る

「起
こ

り得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
次

の
事

項
を

含
む

(第
23

条
第

3
項

第
1

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 
・当

該
変

更
に

よる
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
 

・当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
 

1)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 
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6
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
96

. 
 ⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
⑲

 
 

2)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
b.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

 
 

5.
経

営
者

の
責

任
 

5.
4 

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
社

⻑
は

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

お
よ

び
4.

1 
項

の
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
構

築
と維

持
に

つ
い

て
の

計
画

が
策

定
され

る
。 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、

その
変

更
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
取

れ
て

い
る

。 
97

. 
 三

 資
源

の
利

⽤
可

能
性

⑲
 

 
3)

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

98
. 

 四
 責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
⑲

 
 

4)
責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
 

d.
責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
 

 
 

5.
経

営
者

の
責

任
 

5.
4 

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
社

⻑
は

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

お
よ

び
4.

1 
項

の
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
構

築
と維

持
に

つ
い

て
の

計
画

が
策

定
され

る
。 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、

その
変

更
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
取

れ
て

い
る

。 
99

. 
  

 
ｅ

．
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ン 

5.
5 

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ン 
 

（
責

任
・権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ン）

 
（

責
任

・権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ン）
 

10
0.

（
責

任
及

び
権

限
）

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

(a
)責

任
及

び
権

限
 

5.
5.

1 
責

任
及

び
権

限
 

 
 

 
10

1.
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑦
 

１
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じ
て

、組
織

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。 

２
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、
業

務
(情

報
の

伝
達

を
含

む
。)

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
きる

仕
組

み
を

い
う。

 

社
⻑

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、
関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を

遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。（

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

5 
社

⻑
は

、責
任

（
保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。）

及
び

権
限

を第
2

章
、第

2
項

の
2

及
び

第
3

項
に

定
め

、組
織

全
体

に
周

知
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
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6
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
10

2.
(再

掲
) 

第
⼗

四
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を

遂
⾏

で
き

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。
⑦

 

(再
掲

) 
１

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。 
２

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、

業
務

(情
報

の
伝

達
を

含
む

。)
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

きる
仕

組
み

を
い

う。
 

(再
掲

) 
社

⻑
は

、部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を遂

⾏
で

き
る

よう
に

す
る

。 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
保

安
活

動
を遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を含
む

。）
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

き
る

仕
組

み
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
５

．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5 

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

1 
責

任
お

よ
び

権
限

 
社

⻑
は

、品
質

保
証

活
動

に
係

る
機

構
とそ

の
分

掌
業

務
お

よ
び

職
位

に
つ

い
て

、組
織

全
体

に
周

知
す

る
。具

体
的

な
要

領
は

、「
職

制
規

程
」お

よ
び

「職
務

権
限

規
程

」に
よる

。 
さら

に
炉

規
制

法
で

規
定

され
る

保
安

規
定

に
責

任
お

よび
権

限
を定

め
、組

織
全

体
に

周
知

す
る

。 
社

⻑
は

、監
査

室
を

社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。ま

た
、監

査
対

象
組

織
で

あ
る

保
安

組
織

を構
成

す
る

部
署

か
ら物

理
的

に
隔

離
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、５
．

経
営

者
の

責
任

に
関

す
る

社
⻑

が
⾏

う品
質

保
証

に
係

る
業

務
の

補
佐

とし
て

、各
事

業
部

の
品

質
保

証
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
る

こと
を

⽀
援

す
る

。ま
た

、補
佐

す
る

た
め

の
具

体
的

な
事

項
に

つ
い

て
の

⽂
書

を
4.

2.
3

項
の

安
全

・品
質

本
部

の
全

社
品

質
保

証
計

画
書

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
10

3.
 

 
 

(3
)社

⻑
は

、監
査

室
を

社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よる

監
査

室
へ

の
関

与
を排

除
す

る
。ま

た
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、監

査
室

の
独

⽴
性

の
確

保
を明

記
 

第
3

条
の

6
の

5 
1

の
2 

社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、
安

全
・品

質
本

部
、事

業
部

及
び

技
術

本
部

か
ら物

理
的

に
隔

離
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

 

10
4.

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

 
5.

5.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

 
 

 
 

10
5.

第
⼗

五
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を与

え
る

。 

社
⻑

は
、第

５
条

第
２

項
第

２
号

、第
３

号
、第

５
号

及
び

第
６

号
に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、他

の
条

⽂
で

管
理

責
任

者
を明

確
に

して
い

る
た

め
、

当
該

条
⽂

を
引

⽤
 

第
3

条
の

6
の

5 
2 

社
⻑

は
、監

査
室

⻑
を第

5
条

第
2

項
第

2
号

に
定

め
る

業
務

に
関

す
る

管
理

責
任

者
に

、安
全

・品
質

本
部

⻑
を

同
項

第
3

号
に

定
め

る
業

務
に

関
す

る
管

理
責

任
者

に
、事

業
部

⻑
を

同
項

第
4

号
及

び
第

5
号

に
定

め
る

業
務

に
関

す
る

管
理

責
任

者
に

任
命

す
る

。 

 

10
6.

⼀
 プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
(ｲ

)プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
と

とも
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

と
とも

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
管

理
責

任
者

は
、与

え
られ

て
い

る
他

の
責

任
とか

か
わ

りな
く、

次
に

⽰
す

責
任

及
び

権
限

を
も

つ
。 

（
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

確
⽴

、実
施

及
び

維
持

を
確

実
に

す
る

。 

 

10
7.

⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
経

営
責

任
者

に
報

告
す

る
こと

。 

 
(ﾛ

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
及

び
改

善
の

必
要

性
の

有
無

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
10

8.
三

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
(ﾊ

)健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
（

３
）

組
織

全
体

に
わ

た
って

、関
係

法
令

の
遵

守
及

び
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

10
9.

四
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

 
(ﾆ

)関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

d.
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6
の

5 
2

の
2 

（
３

）
組

織
全

体
に

わ
た

って
、関

係
法

令
の

遵
守

及
び

原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

11
0.

（
管

理
者

）
 

（
管

理
者

）
 

(c
)管

理
者

 
5.

5.
3 

管
理

者
 

 
 

 
11

1.
第

⼗
六

条
 経

営
責

任
者

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
(以

下
「管

理
者

」と
い

う。
)に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
第

1
項

に
規

定
す

る
「管

理
者

」と
は

、職
務

権
限

を
⽰

す
⽂

書
に

お
い

て
、

管
理

者
とし

て
責

任
及

び
権

限
を付

与
さ

れ
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り、
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を置

い
て

、そ
の

業
務

を⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
責

任
者

の
責

任
及

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。 

(ｲ
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

対
し、

管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

して
、責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。（

「管
理

者
」と

は
、品

質
マニ

ュア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を

、責
任

及
び

権
限

を
⽂

書
で

明
確

に
して

設
置

した
場

合
に

は
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

5 
社

⻑
は

、責
任

（
保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。）

及
び

権
限

を第
2

章
、第

2
項

の
2

及
び

第
3

項
に

定
め

、組
織

全
体

に
周

知
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

で
あ

る
監

査
室

⻑
、

安
全

・品
質

本
部

⻑
、事

業
部

⻑
、技

術
本

部
⻑

、再
処

理
⼯

場
⻑

、エ
ンジ

ニ
ア

リン
グ

セ
ンタ

ー
⻑

、第
4

条
に

定
め

る
各

部
⻑

、統
括

当
直

⻑
及

び
各

課
⻑

は
、所

管
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

及
び

権
限

を
も

つ
。 

 

11
2.

⼀
 個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
1)

個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、
実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よう
に

す
る

こと
。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
１

）
プロ

セ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

さ
れ

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 

 

11
3.

⼆
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
2)

要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

 

11
4.

三
 個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

3)
個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
３

）
業

務
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
。 

 

11
5.

四
 健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

4)
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 

 

11
6.

五
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。④

 
 

5)
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
a.

 業
務

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・

規
則

要
求

事
項

 
11

7.
２

 管
理

者
は

、前
項

の
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。③
 

 
(ﾛ

)管
理

者
は

、(
ｲ)

の
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
す

る
。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を実

施
す

る
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 
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7
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
 

11
8.

⼀
 品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を監

視
測

定
す

る
こと

。③
 

 
1)

品
質

⽬
標

を設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を監

視
測

定
す

る
こと

。 

a.
品

質
⽬

標
を設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

11
9.

⼆
 要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。③

 

 
2)

要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
0.

三
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。③
 

 
3)

原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
1.

四
 常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、

 
4)

常
に

問
い

か
け

る姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を要
員

に
定

着
させ

ると
とも

に
、要

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ
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7
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
要

員
が

、積
極

的
に

原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を⾏

え
る

よ
う

に
す

る
こと

。③
 

員
が

、積
極

的
に

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を⾏

え
るよ

うに
す

る
こと

。 

員
が

、積
極

的
に

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
2.

五
 要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。

③
 

 
5)

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e.

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
12

3.
３

 管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑨
 

２
 第

３
項

に
規

定
す

る
「⾃

⼰
評

価
」

に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。 
 ３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う(
第

18
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

(ﾊ
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
⾏

う。
 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
実

施
す

る
。（

「⾃
⼰

評
価

」に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。ま
た

、「
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
12

4.
（

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
）

 
（

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
）

 
(d

)組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

5.
5.

4
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
 

 
 

12
5.

第
⼗

七
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

され
て

い
る

よ
うに

す
る

とと
も

１
 第

17
条

に
規

定
す

る
「組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
」と

は
、

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
の

会
議

体
名

称
を

記
載

 
 

第
3

条
の

6
の

5 
4 

社
⻑

は
、組

織
内

に
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ンの

た
め

の
適

切
な

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
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7
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

が
必

要
に

応
じて

⾏
わ

れ
る

場
や

仕
組

み
を

決
め

、実
⾏

す
る

こと
を

い
う。

 

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
す

る
。 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

は
以

下
の

と
お

り。
 

 a.
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
b.

品
質

・保
安

会
議

 
c.

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
に

関
して

の
情

報
交

換
が

⾏
わ

れ
る

こと
を確

実
に

す
る

。 
  

5.
5.

4 
内

部
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

社
⻑

は
、組

織
内

に
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
の

た
め

の
適

切
な

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
に

関
して

の
情

報
交

換
が

⾏
わ

れ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
品

質
保

証
活

動
の

実
施

状
況

を確
認

し、
経

営
とし

て
、観

察
・評

価
し、

取
り

組
み

が
弱

い
場

合
は

、要
員

、組
織

、予
算

、購
買

等
の

全
社

の
仕

組
み

が
機

能
して

い
る

か
の

観
点

で
審

議
を⾏

う。
※

 
社

⻑
は

、安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
の

構
成

、運
営

等
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

要
領

は
、「

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」に

定
め

る
。 

※
社

⻑
は

、安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
の

審
議

結
果

を受
け

て
、必

要
な

指
⽰

、
命

令
を

出
す

こと
が

で
き

る
。 

（
２

）
品

質
・保

安
会

議
 

品
質

保
証

活
動

⽅
針

、品
質

保
証

活
動

状
況

お
よび

品
質

保
証

活
動

に
係

る
重

要
な

事
項

に
つ

い
て

、品
質

・保
安

会
議

で
審

議
、報

告
を

⾏
う。

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、品
質

・保
安

会
議

の
構

成
、運

営
等

に
つ

い
て

の
具

体
的

な
要

領
は

、「
品

質
・保

安
会

議
規

程
」に

定
め

る
。 

（
３

）
安

全
委

員
会

 
保

安
に

関
す

る
品

質
保

証
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
、保

安
規

定
に

定
め

る
安

全
委

員
会

で
審

議
を

⾏
う。

 
12

6.
 

２
 第

17
条

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
」と

は
、例

え
ば

、
第

18
条

に
規

定
す

る
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
の

結
果

を要
員

に
理

解
させ

る
な

ど、
組

織
全

体
で

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

の
認

識
を共

有
して

い
る

こと
を

い
う。

 

 
 

 
―

 
―

 

12
7.

 
 

ｆ
．

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
12

8.
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
(a

)⼀
般

 
5.

6.
1 

⼀
般

 
 

 
 

12
9.

第
⼗

⼋
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を、

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

、あ
らか

じ
め

定
め

られ
た

間
隔

で
⾏

う。
 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
機

会
を

得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
た

め
に

、年
１

回
以

上
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
期

間
」に

つ
い

て
、「

年
１

回
以

上
」と

明
確

化
 

 

第
3

条
の

6
の

6 
社

⻑
は

、組
織

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

、引
き

続
き

、適
切

、妥
当

か
つ

有
効

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、年

1
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 
1

の
2 

この
レ

ビュ
ー

で
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
改

善
の

機
会

の
評

価
、

並
び

に
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
を

含
む

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
の

必
要

性
の

評
価

も
⾏

う。
 

 

13
0.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

(b
)マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
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7
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
13

1.
第

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
情

報
を

報
告

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
情

報
を

報
告

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 
管

理
責

任
者

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

へ
の

イン
プ

ット
に

は
、次

の
情

報
を

含
め

る
。 

 

13
2.

⼀
 内

部
監

査
の

結
果

 
 

(ｲ
)内

部
監

査
の

結
果

 
a.

内
部

監
査

の
結

果
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
１

）
監

査
の

結
果

 

 

13
3.

⼆
 組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

１
 第

2
号

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
」と

は
、外

部
監

査
(安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。)

の
結

果
(外

部
監

査
を受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、
地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、外
部

監
査

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を受
け

る
こと

を
い

う。
 

(ﾛ
)組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を含
む

。）
の

結
果

、地
域

住
⺠

の
意

⾒
、原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

意
⾒

等
を含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、評
価

等
を

受
け

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

２
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
関

す
る

外
部

の
受

け
⽌

め
⽅

 

 

13
4.

三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

 
２

 第
3

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、産
業

標
準

化
法

(昭
和

24
年

法
律

第
18

5
号

)に
基

づ
く⽇

本
産

業
規

格
Q

90
01

(以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
)の

「プ
ロセ

ス
の

パ
フォ

ー
マ

ンス
並

び
に

製
品

及
び

サ
ー

ビス
の

適
合

」の
状

況
及

び
「プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
で

得
られ

た
結

果
」に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
 

(ﾊ
)プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 9
00

1)
」（

以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フ
ォー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」に
相

当
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

３
）

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
（

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

含
む

。）
並

び
に

検
査

及
び

試
験

の
結

果
 

 

13
5.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
、定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
⽤

前
検

査
(以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
)並

び
に

⾃
主

検
査

等
の

結
果

 
 

３
 第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

主
検

査
等

」と
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、
妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う(
第

48
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

(ﾆ
)使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
をい

う。
）

 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
３

）
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

（
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
含

む
。）

並
び

に
検

査
及

び
試

験
の

結
果

 

 

13
6.

五
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
 

(ﾎ
)品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
３

）
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

（
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
含

む
。）

並
び

に
検

査
及

び
試

験
の

結
果

 

 

13
7.

六
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

 
４

 第
6

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
」に

は
、

内
部

監
査

に
よる

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

並
び

に
管

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
含

む
。 

(ﾍ
)健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

 
f.健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

（
内

部
監

査
に

よ
る

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

並
び

に
管

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

５
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

の
実

施
状

況
 

 

13
8.

七
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

(ﾄ
)関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
６

）
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

 

 

13
9.

⼋
 不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
５

 第
8

号
に

規
定

す
る

「不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
」に

は
、組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の

(ﾁ
)不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
h.

不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
（

組
織

の
内

外
で

得
られ

た
知

⾒
(技

術
的

な
進

歩
に

よ
り得

ら
れ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

４
）

予
防

処
置

及
び

是
正

処
置

の
状

況
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7
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
を

含
む

。)
並

び
に

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を
含

む
。 

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を含
む

。）
 

14
0.

九
 従

前
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
 

 
(ﾘ

)従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

i.前
回

ま
で

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
８

）
前

回
まで

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
に

対
す

る
フォ

ロー
ア

ップ
 

 

14
1.

⼗
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

 
(ﾇ

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
j.品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
８

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
変

更
 

 

14
2.

⼗
⼀

 部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
 

(ﾙ
)部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

k.
部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
10

）
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

14
3.

⼗
⼆

 資
源

の
妥

当
性

⑬
 

 
(ｦ

)資
源

の
妥

当
性

 
l.資

源
の

妥
当

性
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
９

）
その

他
重

要
な

事
項

（
安

全
・

品
質

改
⾰

委
員

会
で

の
審

議
結

果
等

）
 

（
10

）
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

14
4.

⼗
三

 保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じ
た

措
置

の
実

効
性

⑬
 

６
 第

13
号

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
(第

52
条

第
1

項
第

4
号

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

(ﾜ
)保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

 
m

.保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
の

実
効

性
（

品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

９
）

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・
品

質
改

⾰
委

員
会

で
の

審
議

結
果

等
）

 
（

10
）

改
善

の
た

め
の

提
案

 

 

14
5.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

(c
)マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
5.

6.
3 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

 
 

 

14
6.

第
⼆

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  
(ｲ

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

す
る

。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 
社

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

ら
の

ア
ウト

プッ
トに

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
決

定
及

び
処

置
す

べ
て

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。）
を

含
め

る
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
9

条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

14
7.

⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

１
 第

1
号

に
規

定
す

る
「実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
」と

は
、改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
 

1)
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロ
セ

ス
の

実
効

性
の

維
持

に
必

要
な

改
善

（
改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
3 （

１
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
その

プロ
セ

ス
の

有
効

性
の

改
善

 

 

14
8.

⼆
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
2)

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

b.
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 （
２

）
業

務
の

計
画

及
び

実
施

に
か

か
わ

る
改

善
 

 

14
9.

三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
3)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 （
３

）
資

源
の

必
要

性
 

 

15
0.

四
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
⑤

 
２

 第
４

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

に
関

す
る

改
善

」
に

は
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
改

善
策

の
検

討
を

含

4)
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

6
の

6 
3 

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
ら

の
ア

ウト
プッ

トに
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

決
定

及
び

処
置

す
べ

て
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
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7
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
む

。 
化

醸
成

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。）

を
含

め
る

。 
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

9
条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 
15

1.
五

 関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
④

 
 

5)
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
e.

関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 
社

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

ら
の

ア
ウト

プッ
トに

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
決

定
及

び
処

置
す

べ
て

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。）
を

含
め

る
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
9

条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

15
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
こ

れ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
こ

れ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

1
の

3 
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

15
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 
(3

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
で

決
定

をし
た

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を講

じる
。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 
社

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

ら
の

ア
ウト

プッ
トに

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
決

定
及

び
処

置
す

べ
て

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。）
を

含
め

る
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
9

条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

15
4.

第
四

章
 資

源
の

管
理

 
第

４
章

 資
源

の
管

理
 

Ｆ
 資

源
の

管
理

 
6 

資
源

の
管

理
 

 
 

 
15

5.
（

資
源

の
確

保
）

 
（

資
源

の
確

保
）

 
ａ

．
資

源
の

確
保

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
 

（
資

源
の

提
供

）
 

（
資

源
の

提
供

）
 

15
6.

第
⼆

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を明
確

に
定

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
  

１
 第

２
１

条
に

規
定

す
る

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
規

程
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（

本
規

程
第

２
条

４
に

規
定

す
る

組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
⑳

 
 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

るた
め

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
資

源
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
す

る
。（

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（

組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

7 
社

⻑
は

、各
職

位
が

明
確

に
した

原
⼦

⼒
安

全
に

必
要

な
資

源
を

提
供

す
る

。 

 

15
7.

⼀
 要

員
 

 
(a

)要
員

 
a.

要
員

 
 

（
⼈

的
資

源
）

 
第

3
条

の
7

の
2 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
要

員
に

は
、適

切
な

教
育

、訓
練

、技
能

及
び

経
験

を
判

断
の

根
拠

とし
て

⼒
量

が
あ

る
こと

を
明

確
に

す
る

。 
2 

各
職

位
は

、次
の

事
項

を実
施

す
る

。 
（

１
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
要

員
に

必
要

な
⼒

量
を

明
確

に
す

る
。 
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7
6
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
（

２
）

該
当

す
る

場
合

に
は

（
必

要
な

⼒
量

が
不

⾜
して

い
る

場
合

に
は

）
、そ

の
必

要
な

⼒
量

に
到

達
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

教
育

・訓
練

を
⾏

うか
、⼜

は
他

の
処

置
を

とる
。 

（
３

）
教

育
・訓

練
⼜

は
他

の
処

置
の

有
効

性
を評

価
す

る
。 

（
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

（
５

）
教

育
、訓

練
、技

能
及

び
経

験
に

つ
い

て
該

当
す

る
記

録
を

維
持

す
る

。 
15

8.
⼆

 個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
 

２
 第

2
号

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
」と

は
、J

IS
 9

０
01

の
「イ

ンフ
ラス

ト
ラク

チ
ャ」

を
い

う。
 

 

(b
)個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
 

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ンフ

ラス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
イン

フラ
ス

トラ
クチ

ャー
）

 
第

3
条

の
7

の
3 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

の
た

め
に

必
要

な
別

表
1

に
定

め
る

設
備

等
並

び
に

第
1

章
の

2
第

5
節

に
基

づ
く業

務
の

計
画

及
び

実
施

に
お

い
て

必
要

とさ
れ

る
資

材
等

を
維

持
管

理
す

る
。 

 

15
9.

三
 作

業
環

境
 

 
３

 第
３

号
に

規
定

す
る

「作
業

環
境

」
に

は
、作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、
照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。 

(c
)作

業
環

境
 

c.
作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、温

度
、照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
作

業
環

境
）

 
第

3
条

の
7

の
4 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

の
た

め
に

必
要

な
管

理
区

域
及

び
周

辺
監

視
区

域
を

運
営

管
理

す
る

。 

 

16
0.

四
 そ

の
他

必
要

な
資

源
 

 
(d

)そ
の

他
必

要
な

資
源

 
d.

その
他

必
要

な
資

源
 

 
第

3
条

の
7 

社
⻑

は
、各

職
位

が
明

確
に

した
原

⼦
⼒

安
全

に
必

要
な

資
源

を
提

供
す

る
。 

 

16
1.

（
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
）

 
（

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

ｂ
．

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
6.

2
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

 
 

 

16
2.

第
⼆

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
(以

下
「⼒

量
」と

い
う。

)が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⼒

量
」に

は
、

組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を含

む
。

⑥
 

(a
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
それ

を適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
それ

を適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

とす
る

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

に
関

す
る

知
識

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

7
の

2 
各

職
位

は
、原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

影
響

が
あ

る
業

務
に

従
事

す
る

要
員

に
は

、適
切

な
教

育
、訓

練
、技

能
及

び
経

験
を

判
断

の
根

拠
とし

て
⼒

量
が

あ
る

こと
を

明
確

に
す

る
。 

 

16
3.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(b

)組
織

は
、要

員
の

⼒
量

を確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 
各

職
位

は
、次

の
事

項
を実

施
す

る
。 

 

16
4.

⼀
 要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
(ｲ

)要
員

に
どの

よ
うな

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
a.

要
員

に
どの

よう
な

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

１
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
要

員
に

必
要

な
⼒

量
を

明
確

に
す

る
。 

 

16
5.

⼆
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

２
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し、

⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。 

(ﾛ
)要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
b.

要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。

（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

２
）

該
当

す
る

場
合

に
は

（
必

要
な

⼒
量

が
不

⾜
して

い
る

場
合

に
は

）
、そ

の
必

要
な

⼒
量

に
到

達
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

教
育

・訓
練

を
⾏

うか
、⼜

は
他
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7
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
の

処
置

を
とる

。 
16

6.
三

 前
号

の
措

置
の

実
効

性
を評

価
す

る
こと

。 
 

 
(ﾊ

)教
育

訓
練

その
他

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

３
）

教
育

・訓
練

⼜
は

他
の

処
置

の
有

効
性

を評
価

す
る

。 

 

16
7.

四
 要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
(ﾆ

)要
員

が
⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

16
8.

イ 
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

1)
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
(a

)品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

16
9.

ロ 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 
2)

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
(b

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

４
）

組
織

の
要

員
が

、⾃
らの

活
動

の
も

つ
意

味
及

び
重

要
性

を
認

識
し、

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

て
⾃

らが
どの

よ
うに

貢
献

で
き

る
か

を
認

識
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

17
0.

ハ
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

 
3)

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
(c

)原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

４
）

組
織

の
要

員
が

、⾃
らの

活
動

の
も

つ
意

味
及

び
重

要
性

を
認

識
し、

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

て
⾃

らが
どの

よ
うに

貢
献

で
き

る
か

を
認

識
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

17
1.

五
 要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
(ﾎ

)要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
５

）
教

育
、訓

練
、技

能
及

び
経

験
に

つ
い

て
該

当
す

る
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

17
2.

第
五

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

第
5

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

Ｇ
．

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
7 

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
 

 
 

17
3.

（
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
）

 
（

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

）
 

ａ
．

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
の

計
画

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
 

 
（

業
務

の
計

画
）

 
（

業
務

の
計

画
）

 

17
4.

第
⼆

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を
確

⽴
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を策
定

⑲
す

る
こ

とを
含

む
。 

(a
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

確
⽴

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

確
⽴

す
る

。（
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、4
.1

(2
)c

.の
事

項
を

考
慮

して
計

画
を

策
定

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 

第
3

条
の

8 
各

職
位

は
、第

3
章

か
ら第

7
章

に
定

め
る

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

計
画

し、
構

築
す

る
。 

 

17
5.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

、業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。 

(b
)組

織
は

、(
a)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プロ
セ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を確

保
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プロ
セ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を確

保
す

る
。

（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8 
1

の
2 

各
職

位
は

、業
務

の
計

画
に

つ
い

て
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

その
他

の
プ

ロセ
ス

の
要

求
事

項
との

整
合

を
とる

。 

 

17
6.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

(以
下

「個
別

業
務

計
画

」
(c

)組
織

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

に
当

 

－79 / 440－



 

7
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑲
 

とい
う。

)の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を含

む
。)

を
含

む
。 

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を明
確

に
す

る
。 

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

（
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。）

を
含

む
。）

 

た
って

、次
の

各
事

項
に

つ
い

て
適

切
に

明
確

化
す

る
。 

17
7.

⼀
 個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

⑲
 

 
(ｲ

)個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

 

 
 

７
．

業
務

の
計

画
､実

施
 

7.
1 

業
務

の
計

画
 

各
職

位
は

、業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

計
画

して
、構

築
す

る
。 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

に
つ

い
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
その

他
の

プ
ロセ

ス
の

要
求

事
項

との
整

合
を

とる
。 

17
8.

⼆
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
 

(ﾛ
)機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

１
）

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
品

質
⽬

標
及

び
要

求
事

項
 

 

17
9.

三
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

 
(ﾊ

)機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

c.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

２
）

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

特
有

な
、プ

ロセ
ス

及
び

⽂
書

の
確

⽴
の

必
要

性
、並

び
に

資
源

の
提

供
の

必
要

性
 

 

18
0.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、
妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
こ

れ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

(以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
) 

 
(ﾆ

)使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、

妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

こ
れ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
）

 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

３
）

その
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

の
た

め
の

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
、

測
定

、検
査

及
び

試
験

活
動

、並
び

に
これ

らの
合

否
判

定
基

準
 

 

18
1.

五
 個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プロ
セ

ス
を実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 
(ﾎ

)個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プロ

セ
ス

を実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

４
）

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
の

プ
ロセ

ス
及

び
その

結
果

が
、要

求
事

項
を

満
た

して
い

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 

18
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を
、そ

の
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

した
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(d

)組
織

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を
、そ

の
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

し
た

も
の

とす
る

。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
し

た
も

の
とす

る
。 

 
第

3
条

の
8 

1
の

4 
各

職
位

は
、こ

の
計

画
の

ア
ウト

プ
ット

を
、運

営
⽅

法
に

適
した

形
式

とす
る

。 

 

18
3.

 
 

ｂ
．

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

 
（

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プロ

セ
ス

）
 

（
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プロ
セ

ス
）

 
18

4.
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き事
項

）
 

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
）

 
(a

)個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き
事

項
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
 

 
 

 

18
5.

第
⼆

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

各
職

位
は

、次
の

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
 

18
6.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
(ｲ

)組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
第

3
条

の
8

の
2 

（
２

）
明

⽰
され

て
は

い
な

い
が

、業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

不
可

⽋
な

要
求

事
項

 

 

18
7.

⼆
 関

係
法

令
 

 
(ﾛ

)関
係

法
令

 
b.

関
係

法
令

 
 

第
3

条
の

8
の

2 
（

１
）

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

適
⽤

され
る

法
令

・規
制

要
求

事
項

 

 

18
8.

三
 前

⼆
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、原

 
(ﾊ

) 
(ｲ

)，
(ﾛ

)に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
 

第
3

条
の

8
の

2 
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7
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
⼦

⼒
事

業
者

等
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
組

織
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

（
３

）
その

他
必

要
と判

断
す

る
追

加
要

求
事

項
す

べ
て

 
18

9.
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

）
 

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
）

 
(b

)個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
 

 
 

19
0.

第
⼆

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2 
各

職
位

は
、業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

をレ
ビュ

ー
す

る
。

この
レ

ビュ
ー

で
は

、そ
の

要
求

事
項

を
適

⽤
す

る
業

務
を⾏

う前
に

実
施

す
る

。 

 

19
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 
 

第
3

条
の

8
の

2 
2

の
2 

各
職

位
は

、レ
ビュ

ー
で

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

 

19
2.

⼀
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
 

1)
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
（

１
）

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

。 

 

19
3.

⼆
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

その
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

 
2)

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
（

２
）

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

以
前

に
提

⽰
され

た
も

の
と異

な
る

場
合

に
は

、そ
れ

に
つ

い
て

解
決

され
て

い
る

。 

 

19
4.

三
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こ
と。

 

 
3)

組
織

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こと
。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
（

３
）

定
め

られ
た

要
求

事
項

を
満

た
す

能
⼒

を
も

って
い

る
。 

 

19
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

審
査

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

3 
各

職
位

は
、こ

の
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

、及
び

その
レ

ビュ
ー

を受
け

て
とら

れ
た

処
置

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

19
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

す
る

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

5 
各

職
位

は
、業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
変

更
さ

れ
た

場
合

に
は

、関
連

す
る

⽂
書

を
修

正
す

る
。ま

た
、変

更
後

の
要

求
事

項
が

、
関

連
す

る
要

員
に

理
解

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

19
7.

（
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

）
 

(c
)組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
 

7.
2.

3 
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
 

 
 

 

19
8.

第
⼆

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。⑦

 

１
 第

２
６

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、実

効
性

の
あ

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

実
施

す
る

。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

2 
3 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
に

関
して

外
部

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

図
る

た
め

の
効

果
的

な
⽅

法
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

。 

 

19
9.

 
・組

織
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し、
適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

0.
 

・予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を得
た

効
果

的
な

連
絡

⽅
法

 

 
b.

予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を
得

た
効

果
的

な
対

話
を

⾏
う適

切
な

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

1.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

 
c.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

－81 / 440－



 

8
0
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
3 

外
部

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

20
2.

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 

 
d.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

3.
 

 
ｃ

．
設

計
開

発
 

7.
3 

設
計

開
発

 
 

（
設

計
・開

発
）

 
（

設
計

・開
発

）
 

20
4.

（
設

計
開

発
計

画
）

 
（

設
計

開
発

計
画

）
 

(a
)設

計
開

発
計

画
 

7.
3.

1 
設

計
開

発
計

画
 

 
 

 
20

5.
第

⼆
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
(専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。)
の

計
画

(以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
」

に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア及

び
⼿

順
書

等
に

関
す

る
設

計
開

発
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
に

重
要

な
⼿

順
書

等
の

設
計

開
発

に
つ

い
て

は
、新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、重

要
な

変
更

が
あ

る
場

合
に

も
⾏

う必
要

が
あ

る
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
（

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を含

む
。）

を
⾏

うこ
と⑲

を含
む

。 

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
るた

め
の

設
計

開
発

に
限

る。
）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

す
ると

とも
に

、
設

計
開

発
を管

理
す

る。
 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計
開

発
」に

は
、設

備
、施

設
、ソ

フト
ウェ

ア
及

び
⼿

順
書

等
に

関
す

る
設

計
開

発
を

含
み

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
に

重
要

な
⼿

順
書

等
の

設
計

開
発

に
つ

い
て

は
、新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、重

要
な

変
更

が
あ

る
場

合
に

も
⾏

う必
要

が
あ

る
。な

お
、「

設
計

開
発

の
計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、不
適

合
及

び
予

期
せ

ぬ
事

象
の

発
⽣

等
を

未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

活
動

（
4.

1(
2)

c.
を考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 

第
3

条
の

8
の

3 
各

職
位

は
、第

27
条

に
定

め
る

廃
棄

物
管

理
施

設
の

改
造

に
係

る
設

計
・開

発
の

計
画

を策
定

し、
管

理
す

る
。 

 

20
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を明
確

に
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

2 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

計
画

に
お

い
て

、次
の

事
項

を
明

確
に

す
る

。 

 

20
7.

⼀
 設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

 
1)

設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
a.

設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
1

の
2 

（
１

）
設

計
・開

発
の

段
階

 

 

20
8.

⼆
 設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
2)

設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

2 
（

２
）

設
計

・開
発

の
各

段
階

に
適

し
た

レ
ビュ

ー
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

 

 

20
9.

三
 設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

 
3)

設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
c.

設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
1

の
2 

（
３

）
設

計
・開

発
に

関
す

る
責

任
（

保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
及

び
権

限
 

 

21
0.

四
 設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

 
4)

設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
d.

設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
 

第
3

条
の

7 
社

⻑
は

、各
職

位
が

明
確

に
した

原
⼦

⼒
安

全
に

必
要

な
資

源
を

提
供

す
る

。 

 

21
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

3 
各

職
位

は
、効

果
的

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
を確

実
に

す
る

た
め

に
、設

計
・開

発
に

関
与

す
る

グ
ル

ー
プ間

の
イン

タフ
ェー

ス
を運

営
管

理
す

る
。 

 

21
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
規

定
に

よ
り策

定
され

た
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ｲ)
に

よ
り策

定
され

た
設

計
開

発
計

画
を、

設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

4 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

進
⾏

に
応

じて
、策

定
した

計
画

を適
切

に
更

新
す

る
。 
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8
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
21

3.
（

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
）

 
(b

)設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
 

 
 

21
4.

第
⼆

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

と
して

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

っ
て

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

と
とも

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 
各

職
位

は
、廃

棄
物

管
理

施
設

の
要

求
事

項
に

関
連

す
る

イン
プ

ット
を

明
確

に
し、

記
録

を維
持

す
る

。イ
ンプ

ット
に

は
、次

の
事

項
を

含
め

る
。 

 

21
5.

⼀
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

1)
機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 （
１

）
意

図
した

使
⽤

⽅
法

に
応

じた
機

能
及

び
性

能
に

関
す

る
要

求
事

項
 

 

21
6.

⼆
 従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

 
2)

従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
ら

れ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 （
３

）
適

⽤
可

能
な

場
合

に
は

、以
前

の
類

似
した

設
計

か
ら得

られ
た

情
報

 

 

21
7.

三
 関

係
法

令
 

 
3)

関
係

法
令

 
c.

関
係

法
令

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
2 （

２
）

適
⽤

され
る

法
令

・規
制

要
求

事
項

 

 

21
8.

四
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

4)
その

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

d.
その

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 （
４

）
設

計
・開

発
に

不
可

⽋
な

その
他

の
要

求
事

項
 

 

21
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を
評

価
し、

承
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を評

価
し、

承
認

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2
の

2 
各

職
位

は
、廃

棄
物

管
理

施
設

の
要

求
事

項
に

関
連

す
る

イン
プ

ット
に

つ
い

て
は

、そ
の

適
切

性
をレ

ビュ
ー

し、
承

認
す

る
。要

求
事

項
は

、漏
れ

が
な

く、
曖

昧
で

な
く、

か
つ

、相
反

す
る

こと
が

な
い

も
の

とす
る

。 

 

22
0.

（
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

）
 

(c
)設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

7.
3.

3 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

 
 

 
22

1.
第

⼆
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、設
計

開
発

に
⽤

い
た

情
報

と対
⽐

して
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
」と

は
、例

え
ば

、機
器

等
の

仕
様

⼜
は

ソ
フト

ウェ
ア

を
い

う。
 

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

らの
ア

ウ
トプ

ット
を

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

トと
対

⽐
した

検
証

を
⾏

うの
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 

 

22
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

らの
ア

ウ
トプ

ット
を

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

トと
対

⽐
した

検
証

を
⾏

うの
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 

 

22
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

ら
の

ア
ウト

プッ
トは

、次
の

状
態

に
す

る
。 

 

22
4.

⼀
 設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

1)
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
（

１
）

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

トで
与

え
られ

た
要

求
事

項
を満

た
す

。 

 

22
5.

⼆
 調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
2)

調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
（

２
）

調
達

、業
務

の
実

施
及

び
廃

棄
物

管
理

施
設

の
使

⽤
に

対
して

適
切

な
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8
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
情

報
を

提
供

す
る

。 
22

6.
三

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
3)

合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と。

 
c.

合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と。

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
3

の
2 

（
３

）
関

係
す

る
検

査
及

び
試

験
の

合
否

判
定

基
準

を含
む

か
、⼜

は
それ

を
参

照
して

い
る

。 

 

22
7.

四
 機

器
等

を安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

 
4)

機
器

等
を

安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
（

４
）

安
全

な
使

⽤
及

び
適

正
な

使
⽤

に
不

可
⽋

な
廃

棄
物

管
理

施
設

の
特

性
を

明
確

に
す

る
。 

 

22
8.

（
設

計
開

発
レビ

ュー
）

 
（

設
計

開
発

レビ
ュー

）
 

(d
)設

計
開

発
レ

ビュ
ー

 
7.

3.
4 

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
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9.
第

三
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

(以
下

「設
計

開
発

レビ
ュー

」と
い

う。
)を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
「設

計
開

発
レ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、次

の
事

項
を⽬

的
とし

て
、計

画
され

た
とお

りに
体

系
的

な
レ

ビ
ュー

を
⾏

う。
 

 

23
0.

⼀
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
1)

設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4 （
１

）
設

計
・開

発
の

結
果

が
、要

求
事

項
を

満
た

せ
る

か
どう

か
を

評
価

す
る

。 

 

23
1.

⼆
 設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 
2)

設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を提
案

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4 （
２

）
問

題
を明

確
に

し、
必

要
な

処
置

を
提

案
す

る
。 

 

23
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
に

、当
該

設
計

開
発

レビ
ュー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

及
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

⾨
家

を
参

加
させ

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4
の

2 
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
に

は
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

及
び

当
該

設
計

・開
発

に
係

る
専

⾨
家

が
含

ま
れ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。こ

の
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
、

及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

23
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4
の

2 
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
に

は
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

及
び

当
該

設
計

・開
発

に
係

る
専

⾨
家

が
含

ま
れ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。こ

の
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
、

及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

23
4.

（
設

計
開

発
の

検
証

）
 

（
設

計
開

発
の

検
証

）
 

(e
)設

計
開

発
の

検
証

 
7.

3.
5 

設
計

開
発

の
検

証
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5.
第

三
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

状
態

を確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、
当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を⾏

うこ
と

含
む

。 

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を実

施
す

る
」に

は
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

3 
5 

各
職

位
は

、設
計

・開
発

か
らの

ア
ウ

トプ
ット

が
、設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト

で
与

え
られ

て
い

る
要

求
事

項
を満

た
し

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
され

た
とお

りに
検

証
を

実
施

す
る

。 
この

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 

 

－84 / 440－



 

8
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書
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6.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

5 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

らの
ア

ウ
トプ

ット
が

、設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

ト
で

与
え

られ
て

い
る

要
求

事
項

を満
た

し
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、計
画

され
た

とお
りに

検
証

を
実

施
す

る
。 

この
検

証
の

結
果

の
記

録
、及

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を維

持
す

る
。 

 

23
7.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
第

⼀
項

の
検

証
を

させ
て

は
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を⾏

った
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

させ
な

い
。 

(3
)組

織
は

、当
該

設
計

開
発

を⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

5
の

2 
設

計
・開

発
の

検
証

は
、原

設
計

者
以

外
の

者
⼜

は
グ

ル
ー

プ
が

実
施

す
る

。 

 

23
8.

（
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
）

 
（

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

）
 

(f
)設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

7.
3.

6 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
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9.
第

三
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

(以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

)を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。 

(ｲ
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、
機

器
等

の
設

置
後

で
な

け
れ

ば
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とが

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、当
該

機
器

等
の

使
⽤

を開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

3 
6 

各
職

位
は

、結
果

とし
て

得
られ

る
廃

棄
物

管
理

施
設

が
、指

定
され

た
⽤

途
⼜

は
意

図
され

た
⽤

途
に

応
じた

要
求

事
項

を
満

た
し得

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
した

⽅
法

に
従

って
、設

計
・

開
発

の
妥

当
性

確
認

を
実

施
す

る
。 

 

24
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を完

了
す

る
。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を完
了

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

6
の

2 
各

職
位

は
、実

⾏
可

能
な

場
合

に
は

い
つ

で
も

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

使
⽤

前
に

、妥
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

 

24
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

6
の

3 
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 

 

24
2.

（
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
）

 
（

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

）
 

(g
)設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
 

7.
3.

7 
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
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3.
第

三
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

った
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を識

別
す

る
こ

とが
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

変
更

を
明

確
に

し、
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

24
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

う
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を承

認
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7
の

2 
各

職
位

は
、変

更
に

対
して

、
レ

ビュ
ー

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

適
切

に
⾏

い
、そ

の
変

更
を

実
施

す
る

前
に

承
認

す
る

。 

 

24
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

原
⼦

⼒
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

(当
該

原
⼦

⼒
施

設
を構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を含
む

。)
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
廃

棄
物

管
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

廃
棄

物
管

理
施

設
を構

成
す

る材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を含

む
。）

を⾏
う。

 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
廃

棄
物

管
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

廃
棄

物
管

理
施

設
を構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。）

を
⾏

う。
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7
の

3 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

変
更

の
レ

ビュ
ー

に
は

、そ
の

変
更

が
、当

該
の

廃
棄

物
管

理
施

設
を

構
成

す
る

要
素

及
び

関
連

す
る

廃
棄

物
管

理
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
廃

棄
物

管
理

施
設

を構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

含
め
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8
4
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
る

。 
24

6.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼆

項
の

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
その

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ﾛ)
の

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
その

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7
の

4 
各

職
位

は
、変

更
の

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 

 

24
7.

 
 

ｄ
．

調
達

 
7.

4 
調

達
 

 
（

調
達

）
 

（
調

達
）

 
24

8.
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
(a

)調
達

プ
ロセ

ス
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
 

 
 

24
9.

第
三

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

(以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

)が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

(以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

)に
適

合
す

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ｲ

)組
織

は
、調

達
す

る
物

品
⼜

は
役

務
（

以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

）
が

、
⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、

⾃
ら規

定
す

る
調

達
物

品
等

に
係

る
要

求
事

項
（

以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
第

3
条

の
8

の
4 

各
職

位
は

、規
定

され
た

調
達

要
求

事
項

に
、調

達
製

品
が

適
合

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

25
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

うに
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑫
 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

」
に

は
、⼒

量
を

有
す

る
者

を組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。⑳
 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
 

３
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よう

に
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、
例

え
ば

、次
の

よう
に

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 
・採

⽤
しよ

うと
す

る
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

う
こと

。 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を設

置
しよ

うと
す

る
環

境
等

の
情

報
を

供
給

者
等

に
提

供
し、

供
給

者
等

に
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

わ
せ

る
こと

。 

(ﾛ
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
を

定
め

る
。⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
う管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
る

。（
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

」に
は

、⼒
量

を
有

す
る

も
の

を
組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。ま
た

、「
管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

8
の

4 
1

の
2 

各
職

位
は

、供
給

者
及

び
調

達
製

品
に

対
す

る
管

理
の

⽅
式

及
び

程
度

を
調

達
製

品
が

原
⼦

⼒
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

定
め

る
。 

 

25
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を評

価
し、

選
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
) 

資
材

部
⻑

（
他

の
職

位
が

実
施

す
る

事
項

を
除

く。
）

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を評

価
し、

選
定

す
る

。 

・⽤
い

る
主

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

8
の

4 
1

の
3 

各
職

位
は

、供
給

者
が

要
求

事
項

に
従

って
調

達
製

品
を

供
給

す
る

能
⼒

を
判

断
の

根
拠

とし
て

、供
給

者
を

評
価

し、
選

定
す

る
。ま

た
、選

定
、評

価
及

び
再

評
価

の
基

準
を

定
め

る
。 

 

25
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

及
び

選
定

に
係

る
判

定
基

準
を

定
め

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

3 
各

職
位

は
、供

給
者

が
要

求
事

項
に

従
って

調
達

製
品

を
供

給
す

る
能

⼒
を

判
断

の
根

拠
とし

て
、供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。ま
た

、選
定

、評
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
価

及
び

再
評

価
の

基
準

を
定

め
る

。 
25

3.
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
三

項
の

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(ﾎ

)組
織

は
、(

ﾊ)
の

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

4 
各

職
位

は
、評

価
の

結
果

の
記

録
、及

び
評

価
に

よ
って

必
要

とさ
れ

た
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

25
4.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
調

達
す

る
場

合
に

は
、個

別
業

務
計

画
に

お
い

て
、適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
(当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

(原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。)
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と
共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。)
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾍ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

を調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、
適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

るこ
れ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

に
係

るも
の

に
限

る
。）

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
るた

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る事
項

を含
む

。）
を定

め
る

｡ 
 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、
適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。）
を定

め
る

｡ 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

5 
各

職
位

は
、調

達
製

品
の

調
達

後
に

お
け

る
、維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
保

安
に

係
る

技
術

情
報

を取
得

す
る

た
め

の
⽅

法
を定

め
る

。 

 

25
5.

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

(b
)調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

 
 

 
25

6.
第

三
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、

該
当

す
る

も
の

を含
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、該

当
す

る
も

の
を含

め
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を含
め

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 
各

職
位

は
、調

達
要

求
事

項
で

は
調

達
製

品
に

関
す

る
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

次
の

事
項

の
うち

該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

 

25
7.

⼀
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

1)
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 （
１

）
製

品
、⼿

順
、プ

ロセ
ス

及
び

設
備

の
承

認
に

関
す

る
要

求
事

項
 

 

25
8.

⼆
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

 
2)

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
b.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
 

第
3

条
の

8
の

4 
2 （

２
）

要
員

の
適

格
性

確
認

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

25
9.

三
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

3)
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 （
３

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

26
0.

四
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
１

 第
1

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
報

告
」に

は
、偽

造
品

⼜
は

模
造

品
等

の
報

告
を含

む
。 

4)
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
d.

調
達

物
品

等
の

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
（

「不
適

合
の

報
告

」に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

4 
2 （

４
）

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

26
1.

五
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
5)

調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 （
５

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
に

関
す

る
必

要
な

要
求

事
項

 

 

26
2.

六
 ⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
⑫

 

 
6)

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｅ
．

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

必
要

な
要

求
事

項
 

26
3.

七
 そ

の
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
7)

その
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

g.
その

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ｆ

．
その

他
調

達
物

品
等

に
関

し必
要

な
事

項
 

－87 / 440－



 

8
6
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書
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4.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑪
 

２
 第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
他

の
個

別
業

務
」と

は
、例

え
ば

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、プ
ロセ

ス
の

確
認

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

た
め

に
供

給
者

が
⾏

う
活

動
へ

の
⽴

会
い

や
記

録
確

認
等

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 

(ﾛ
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
と

して
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 

26
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

２
の

2 
各

職
位

は
、供

給
者

に
伝

達
す

る
前

に
、規

定
した

調
達

要
求

事
項

が
妥

当
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

26
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2
の

3 
各

職
位

は
、調

達
製

品
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

製
品

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を提

出
させ

る
。 

 

26
7.

（
調

達
物

品
等

の
検

証
）

 
（

調
達

物
品

等
の

検
証

）
 

(c
)調

達
物

品
等

の
検

証
 

7.
4.

3 
調

達
物

品
等

の
検

証
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8.
第

三
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

3 
各

職
位

は
、調

達
製

品
が

、規
定

し
た

調
達

要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、必
要

な
検

査
⼜

は
その

他
の

活
動

を
定

め
て

、実
施

す
る

。 

 

26
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

と
き

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

3
の

2 
各

職
位

は
、供

給
者

先
で

検
証

を
実

施
す

る
こと

に
した

場
合

に
は

、そ
の

検
証

の
要

領
及

び
調

達
製

品
の

リリ
ー

ス
の

⽅
法

を調
達

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

す
る

。 

 

27
0.

 
 

ｅ
．

個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5 

個
別

業
務

の
管

理
 

 
（

業
務

の
実

施
）

 
（

業
務

の
実

施
）
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1.
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
(a

)個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5.

1 
個

別
業

務
の

管
理

 
 

 
 

27
2.

第
三

⼗
七

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

)に
適

合
す

る
よう

に
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よう
に

実
施

す
る

。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よう

に
実

施
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

各
職

位
は

、業
務

を
管

理
され

た
状

態
で

実
施

す
る

。管
理

され
た

状
態

に
は

、次
の

事
項

の
うち

該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

 

27
3.

⼀
 原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こ

と。
 

１
 第

１
号

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、
次

の
事

項
を含

む
。 

・保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

 
・当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き結
果

 

(ｲ
)廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

きる
体

制
に

あ
る

こと
。 

a.
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。（
「廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、「
保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

⼜
は

実
施

す
る

個
別

業
務

の
特

性
」及

び
「当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
」を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

１
）

原
⼦

⼒
安

全
との

関
わ

りを
述

べ
た

情
報

が
利

⽤
で

き
る

。 

 

27
4.

⼆
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

(ﾛ
)⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b.

⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

（
２

）
必

要
に

応
じて

、作
業

⼿
順

が
利

⽤
で

き
る

。 

 

27
5.

三
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
(ﾊ

)当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
c.

当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

３
）

適
切

な
設

備
を

使
⽤

して
い

る
。 

 

27
6.

四
 監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
 

(ﾆ
)監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
d.

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

 
第

3
条

の
8

の
5 

 

－88 / 440－



 

8
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

（
４

）
監

視
機

器
及

び
測

定
機

器
が

利
⽤

で
き

、使
⽤

して
い

る
。 

27
7.

五
 第

四
⼗

七
条

の
規

定
に

基
づ

き
監

視
測

定
を実

施
して

い
る

こと
。 

 
(ﾎ

)Ｈ
．

ｂ
．

(c
)に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

５
）

監
視

及
び

測
定

が
実

施
され

て
い

る
。 

 

27
8.

六
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
き、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

 
(ﾍ

)品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
基

づ
き

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こ
との

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

６
）

業
務

の
リリ

ー
ス

が
実

施
され

て
い

る
。 

 

27
9.

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

(b
)個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プロ

セ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
7.

5.
2 

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロ

セ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
 

 
 

28
0.

第
三

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
(個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。)

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
プロ

セ
ス

の
結

果
を検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プロ
セ

ス
の

結
果

を検
証

す
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

（
個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
う。

 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2 
各

職
位

は
、業

務
の

実
施

の
過

程
で

結
果

とし
て

⽣
じる

ア
ウト

プッ
トが

、そ
れ

以
降

の
監

視
⼜

は
測

定
で

検
証

す
る

こと
が

不
可

能
で

、そ
の

結
果

、業
務

が
実

施
され

た
後

で
しか

不
具

合
が

顕
在

化
しな

い
場

合
に

は
、業

務
の

該
当

す
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 

 

28
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

プ
ロ

セ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、同

項
の

妥
当

性
確

認
に

よっ
て

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

プ
ロセ

ス
が

個
別

業
務

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、(

ｲ)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2
の

2 
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

に
よ

って
、こ

れ
らの

プロ
セ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を
出

せ
る

こと
を

実
証

す
る

。 

 

28
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
こ

れ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

こ
れ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2
の

3 
各

職
位

は
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

の
事

項
の

うち
該

当
す

る
者

を
含

ん
だ

⼿
続

き
を

確
⽴

す
る

。 
（

４
）

記
録

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

28
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

プ
ロ

セ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く。
)を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

妥
当

性
確

認
の

対
象

とさ
れ

た
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

プ
ロセ

ス
の

内
容

等
か

ら
該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら

該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2
の

3 
各

職
位

は
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

の
事

項
の

うち
該

当
す

る
者

を
含

ん
だ

⼿
続

き
を

確
⽴

す
る

。 

 

28
4.

⼀
 当

該
プロ

セ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

 
1)

当
該

プロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
a.

当
該

プロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
 

第
3

条
の

8
の

5 
2

の
3 

（
１

）
プロ

セ
ス

の
レ

ビュ
ー

及
び

承
認

の
た

め
の

明
確

な
基

準
 

 

28
5.

⼆
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

 
2)

妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
b.

妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
 

第
3

条
の

8
の

5 
2

の
3 

（
２

）
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
適

格
性

確
認

 

 

28
6.

三
 妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

１
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を含

む
。 

3)
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

5 
2

の
3 

（
３

）
所

定
の

⽅
法

及
び

⼿
順

の
適

⽤
 

（
５

）
妥

当
性

の
再

確
認

 

 

28
7.

（
識

別
管

理
）

 
（

識
別

管
理

）
 

(c
)識

別
管

理
及

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
 

7.
5.

3 
識

別
管

理
及

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
 

 
 

 

28
8.

第
三

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

39
条

に
規

定
す

る
「機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

」と
は

、不
注

意
に

よ
る

誤
操

作
、検

査
の

設
定

条
件

の
不

備
⼜

は
実

施
漏

れ
等

を防
ぐた

め
に

、例
え

ば
、札

の
貼

付
け

や
個

別
業

務
の

管
理

等
に

より
機

器
等

及
び

個
別

業

(ｲ
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プロ

セ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プロ

セ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

3 
各

職
位

は
、必

要
な

場
合

に
は

、業
務

の
計

画
及

び
実

施
の

全
過

程
に

お
い

て
適

切
な

⼿
段

で
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

を
識

別
す

る
。 

3
の

2 
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

及
び
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8
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
務

の
状

態
を区

別
す

る
こと

を
い

う。
 

実
施

の
全

過
程

に
お

い
て

、監
視

及
び

測
定

の
要

求
事

項
に

関
連

して
、業

務
・

廃
棄

物
管

理
施

設
の

状
態

を識
別

す
る

。 
28

9.
（

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

）
 

第
四

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、 
ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィ(

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

履
歴

、適
⽤

⼜
は

所
在

を追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

)の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

これ
を

記
録

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
 

(ﾛ
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

３
の

3 
各

職
位

は
、ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィが

要
求

事
項

とな
って

い
る

場
合

に
は

、業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
に

つ
い

て
⼀

意
の

識
別

を
管

理
し、

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

29
0.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

）
 

(d
)組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

7.
5.

4
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

 
 

 
29

1.
第

四
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

４
１

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、Ｊ
Ｉ

Ｓ
 Ｑ

９
０

０
１

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。（

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、J
IS

 Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

5 
4 

各
職

位
は

、規
制

当
局

の
所

有
物

に
つ

い
て

、そ
れ

が
組

織
の

管
理

下
に

あ
る

間
、注

意
を

払
い

、必
要

に
応

じて
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

29
2.

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

(e
)調

達
物

品
の

管
理

 
7.

5.
5 

調
達

物
品

の
管

理
 

 
 

 
29

3.
第

四
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
まで

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

うに
管

理
(識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。)

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
 組

織
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よう
に

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

5 
各

職
位

は
、調

達
製

品
の

検
証

後
、

受
⼊

か
ら据

付
（

使
⽤

）
ま

で
の

間
、

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
す

る
よ

うに
調

達
製

品
を

保
存

す
る

。こ
の

保
存

に
は

、該
当

す
る

場
合

、識
別

、取
扱

い
、

包
装

、保
管

及
び

保
護

を含
め

る
。保

存
に

は
、取

替
品

、予
備

品
に

も
適

⽤
す

る
。 

 

29
4.

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

ｆ
．

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

7.
6 

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

 
（

監
視

機
器

及
び

測
定

機
器

の
管

理
）

 
（

監
視

機
器

及
び

測
定

機
器

の
管

理
）

 
29

5.
第

四
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(a

)組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
明

確
に

定
め

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

各
職

位
は

、業
務

・
廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を実

証
す

る
た

め
に

、実
施

す
べ

き
監

視
及

び
測

定
を明

確
に

す
る

。
ま

た
、そ

の
た

め
に

必
要

な
監

視
機

器
及

び
測

定
機

器
を明

確
に

す
る

。 

 

29
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(b

)組
織

は
、(

a)
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

2 
各

職
位

は
、監

視
及

び
測

定
の

要
求

事
項

との
整

合
性

を確
保

で
き

る
⽅

法
で

監
視

及
び

測
定

が
実

施
で

き
る

こと
を

確
実

に
す

る
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。 

 

29
7.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、
監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(c

)組
織

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、監
視

測
定

の
た

め
に

必
要

な
設

備
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

 

29
8.

⼀
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
(当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、

校
正

⼜
は

検
証

の
根

拠
に

つ
い

て
記

録

１
 第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「あ
ら

か
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、第
２

３
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

た
計

画
に

基
づ

く間
隔

を
い

う。
 

(ｲ
)あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
１

）
定

め
られ

た
間

隔
⼜

は
使

⽤
前

に
、国

際
⼜

は
国

家
計

量
標

準
に

トレ
ー

サ
ブ

ル
な

計
量

標
準

に
照

らし
て

校
正

若
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8
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
す

る
⽅

法
)に

より
校

正
⼜

は
検

証
が

な
さ

れ
て

い
る

こと
。 

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
す

る
⽅

法
）

に
よ

り校
正

⼜
は

検
証

が
な

され
て

い
る

こと
。 

（
「あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、
7.

1(
1)

に
基

づ
き

定
め

た
計

画
に

基
づ

く
間

隔
を

い
う。

）
 

しく
は

検
証

、⼜
は

その
両

⽅
を⾏

う。
そ

の
よ

うな
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
は

、校
正

⼜
は

検
証

に
⽤

い
た

基
準

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

29
9.

⼆
 校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よ
う、

識
別

され
て

い
る

こと
。 

 

 
(ﾛ

)校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よう

、識
別

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
（

３
）

校
正

の
状

態
を

明
確

に
す

る
た

め
に

識
別

を
⾏

う。
 

 

30
0.

三
 所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

 
(ﾊ

)所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
c.

所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
２

）
機

器
の

調
整

をす
る

、⼜
は

必
要

に
応

じて
再

調
整

す
る

。 

 

30
1.

四
 監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
(ﾆ

)監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
d.

監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
４

）
測

定
した

結
果

が
無

効
に

な
る

よ
うな

操
作

が
で

き
な

い
よう

に
す

る
。 

 

30
2.

五
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

(ﾎ
)取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
（

５
）

取
扱

い
、保

守
及

び
保

管
に

お
い

て
、損

傷
及

び
劣

化
しな

い
よ

うに
保

護
す

る
。 

 

30
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(d

)組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

す
る

。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

（
１

）
〜

（
５

）
 

さら
に

、測
定

機
器

が
要

求
事

項
に

適
合

して
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、

その
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
記

録
す

る
。

ま
た

、そ
の

機
器

、及
び

影
響

を受
け

た
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

す
べ

て
に

対
して

、適
切

な
処

置
を

とる
。校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

30
4.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

同
項

の
不

適
合

に
より

影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(e

)組
織

は
、(

d)
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

(d
)の

不
適

合
に

よ
り影

響
を

受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

（
１

）
〜

（
５

）
 

さら
に

、測
定

機
器

が
要

求
事

項
に

適
合

して
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、

その
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
記

録
す

る
。

ま
た

、そ
の

機
器

、及
び

影
響

を受
け

た
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

す
べ

て
に

対
して

、適
切

な
処

置
を

とる
。校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

30
5.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(f

)組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

（
１

）
〜

（
５

）
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
さら

に
、測

定
機

器
が

要
求

事
項

に
適

合
して

い
な

い
こと

が
判

明
した

場
合

に
は

、
その

測
定

機
器

で
それ

ま
で

に
測

定
した

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

記
録

す
る

。
ま

た
、そ

の
機

器
、及

び
影

響
を受

け
た

業
務

・廃
棄

物
管

理
施

設
す

べ
て

に
対

して
、適

切
な

処
置

を
とる

。校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

30
6.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

し
た

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(g

)組
織

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウェ
ア

を使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

した
とお

りに
当

該
監

視
測

定
に

適
⽤

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

4 
各

職
位

は
、規

定
要

求
事

項
に

係
る

監
視

及
び

測
定

に
コン

ピュ
ー

タソ
フト

ウェ
ア

を
使

う場
合

に
は

、そ
の

コン
ピ

ュー
タソ

フト
ウェ

ア
に

よ
って

意
図

した
監

視
及

び
測

定
が

で
き

る
こと

を
確

認
す

る
。

この
確

認
は

、最
初

に
使

⽤
す

る
の

に
先

⽴
って

実
施

す
る

。ま
た

、必
要

に
応

じて
再

確
認

す
る

。 

 

30
7.

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

第
6

章
 評

価
及

び
改

善
 

Ｈ
．

評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
 

 
 

30
8.

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
）

 
（

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

）
 

ａ
．

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

 
8.

1
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

 
（

⼀
般

）
 

（
⼀

般
）

 

30
9.

第
四

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を計
画

し、
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
、

分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プロ

セ
ス

」に
は

、取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

部
⾨

の
管

理
者

等
の

要
員

を含
め

、
組

織
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、⽅
針

、
⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。 
 

(a
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プロ
セ

ス
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9 
各

職
位

は
、次

の
事

項
の

た
め

に
必

要
とな

る
監

視
、測

定
、分

析
及

び
改

善
の

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

（
１

）
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
実

証
す

る
。 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

合
性

を確
実

に
す

る
。 

（
３

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
有

効
性

を継
続

的
に

改
善

す
る

。 
これ

に
は

、統
計

的
⼿

法
を含

め
、適

⽤
可

能
な

⽅
法

、及
び

その
使

⽤
の

程
度

を
決

定
す

る
こと

を
含

め
る

。 

 

31
0.

２
原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、要
員

が
情

報
を

容
易

に
取

得
し、

改
善

活
動

に
⽤

い
る

こと
が

で
き

る
体

制
が

あ
る

こと
を

い
う。

 

(b
)組

織
は

、要
員

が
(a

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。 
(2

)組
織

は
、要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
。

（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よう

に
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9 
各

職
位

は
、次

の
事

項
の

た
め

に
必

要
とな

る
監

視
、測

定
、分

析
及

び
改

善
の

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

（
１

）
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
実

証
す

る
。 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

合
性

を確
実

に
す

る
。 

（
３

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
有

効
性

を継
続

的
に

改
善

す
る

。 
これ

に
は

、統
計

的
⼿

法
を含

め
、適

⽤
可

能
な

⽅
法

、及
び

その
使

⽤
の

程
度

を
決

定
す

る
こと

を
含

め
る

。 
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1.

 
 

ｂ
．

監
視

測
定

 
8.

2 
監

視
及

び
測

定
 

 
（

監
視

及
び

測
定

）
 

（
監

視
及

び
測

定
）
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2.
（

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

）
 

（
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
）

 
(a

)組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
8.

2.
1 

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
 

 
 

31
3.

第
四

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を把

握
」に

は
、例

え
ば

、外
部

監
査

結
果

の
把

握
、地

元
⾃

治
体

及
び

地
元

住
⺠

の
保

安
活

動
に

関
す

る
意

⾒
の

把
握

並
び

に
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

指
摘

等
の

把
握

が
あ

る
。 

(ｲ
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を含

む
実

施
状

況
の

測
定

の
⼀

つ
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

⽌
め

て
い

る
か

に
つ

い
て

の
情

報
を監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

及
び

使
⽤

の
⽅

法
を定

め
る

。 

 

31
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

意
 

(ﾛ
)組

織
は

、(
ｲ)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

 
第

3
条

の
9

の
2 

各
職

位
は

、品
質

 

－92 / 440－



 

9
1
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を含

む
実

施
状

況
の

測
定

の
⼀

つ
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

⽌
め

て
い

る
か

に
つ

い
て

の
情

報
を監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

及
び

使
⽤

の
⽅

法
を定

め
る

。 
31

5.
（

内
部

監
査

）
 

（
内

部
監

査
）

 
(b

)内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
 

 
 

31
6.

第
四

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、
次

に
掲

げ
る

要
件

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、
客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
は

、内
部

監
査

の
対

象
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。 
 

(ｲ
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を⾏

う部
⾨

その
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

す
る

。 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。（

「客
観

的
な

評
価

を⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
」す

る
に

当
た

り、
内

部
監

査
の

対
象

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2 
監

査
室

⻑
は

、こ
の

規
定

に
定

め
る

業
務

全
般

に
つ

い
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

次
の

事
項

が
満

た
され

て
い

る
か

否
か

を
明

確
に

す
る

た
め

、年
1

回
以

上
、内

部
監

査
を

実
施

す
る

。 
な

お
、内

部
監

査
の

実
施

に
当

た
って

は
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
うこ

とが
で

き
る

組
織

を
確

保
して

実
施

す
る

。 
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7.

⼀
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

1)
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
に

基
づ

く
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2 （
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
、

業
務

の
計

画
に

適
合

して
い

る
か

、管
理

規
則

第
26

条
の

3、
4、

5、
6、

7、
8

及
び

9
の

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

か
、及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
か

。 

 

31
8.

⼆
 実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

 
2)

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
b.

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
 

第
3

条
の

9
の

2 
2 （

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

効
果

的
に

実
施

され
、維

持
され

て
い

る
か

。 

 

31
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、
監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

２
の

2 
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
対

象
と

な
る

プ
ロセ

ス
及

び
領

域
の

状
態

及
び

重
要

性
、並

び
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

（
１

）
監

査
の

基
準

、範
囲

、頻
度

及
び

⽅
法

を規
定

す
る

こと
。 

 

32
0.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、

プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

(以
下

単
に

「領
域

」と
い

う。
)の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

(以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り

得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
と

な
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

そ
の

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を
選

定
し、

内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

２
の

2 
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
対

象
と

な
る

プ
ロセ

ス
及

び
領

域
の

状
態

及
び

重
要

性
、並

び
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

（
１

）
監

査
の

基
準

、範
囲

、頻
度

及
び

⽅
法

を規
定

す
る

こと
。 

 

32
1.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
を

⾏
う要

員
(以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
)の

選
定

及
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、内

部
監

査
を⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を確

保
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

2 
（

２
）

監
査

員
の

選
定

及
び

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、監
査

プロ
セ

ス
の

客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
す

る
こと

。 

 

32
2.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
 

(ﾎ
)組

織
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
(5

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

 
第

3
条

の
9

の
2 
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9
2
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
。⑩

 

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
さ

せ
な

い
。 

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

な
い

。 

2
の

2 
（

３
）

監
査

員
は

、⾃
らの

業
務

を
監

査
しな

い
こと

。 
32

3.
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
並

び
に

内
部

監
査

結
果

の
報

告
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

６
項

に
規

定
す

る
「権

限
」に

は
、

必
要

に
応

じ、
内

部
監

査
員

⼜
は

内
部

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

経
営

責
任

者
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。 

(ﾍ
)組

織
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
並

び
に

内
部

監
査

結
果

の
報

告
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を、

⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を「

内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

第
3

条
の

9
の

2 
2

の
3 

監
査

室
⻑

は
、監

査
の

計
画

及
び

実
施

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

結
果

の
報

告
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

、“
⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

 

32
4.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾄ

)組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

す
る

。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
と

して
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

3 
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
計

画
及

び
実

施
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
結

果
の

報
告

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
要

求
事

項
を

規
定

す
る

た
め

に
、“

⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 
2

の
4 

監
査

室
⻑

は
、監

査
及

び
その

結
果

の
記

録
を維

持
す

る
。 

 

32
5.

８
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、前

項
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を遅
滞

な
く

講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾁ

)組
織

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、(

ﾄ)
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、当
該

措
置

の
検

証
を⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

る
。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を

遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を報

告
させ

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

5 
各

職
位

は
、検

出
され

た
不

適
合

及
び

その
原

因
を

除
去

す
る

た
め

に
遅

滞
な

く、
必

要
な

修
正

及
び

是
正

処
置

す
べ

て
が

とら
れ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。フ
ォロ

ー
ア

ップ
に

は
、と

られ
た

処
置

の
検

証
及

び
検

証
結

果
の

報
告

を
含

め
る

。 

 

32
6.

（
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
）

 
（

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

）
 

(c
)プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
 

8.
2.

3 
プロ

セ
ス

の
監

視
測

定
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7.
第

四
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
を

⾏
う場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
り、

これ
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
⽅

法
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・監

視
測

定
の

実
施

時
期

 
・監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
 

(ｲ
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

（
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を

含
む

。ま
た

、
「監

視
測

定
」の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」及
び

「監
視

測
定

の
結

果
の

分
析

及
び

評
価

の
⽅

法
並

び
に

時
期

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

2 
3 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
プ

ロセ
ス

の
監

視
、及

び
適

⽤
可

能
な

場
合

に
⾏

う測
定

に
は

、適
切

な
⽅

法
を

適
⽤

す
る

。 

 

32
8.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑭
 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、保

安
活

動
指

標
を

⽤
い

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3 
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

プ
ロセ

ス
の

監
視

、及
び

適
⽤

可
能

な
場

合
に

⾏
う測

定
に

は
、適

切
な

⽅
法

を
適

⽤
す

る
。 

 

32
9.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
⽅

法
に

よ
り、

プロ
セ

ス
が

第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こ
とを

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

⽅
法

に
よ

り、
プ

ロセ
ス

が
Ｅ

．
ｄ

．
(b

)(
ｲ)

及
び

Ｇ
．

ａ
．

(a
)の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3
の

2 
各

職
位

は
、こ

れ
らの

⽅
法

を
、

プ
ロセ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を達
成

す
る

能
⼒

が
あ

る
こと

を
実

証
す

る
も

の
とす

る
。 

 

33
0.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、(

ｲ)
の

監
視

測
定

の
結

果
に

基
づ

き
、保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3
の

3 
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
きな

い
場

合
に

は
、適

切
に

、修
正

及
び

是
正

処
置

を
とる

。 
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9
3
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書
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1.
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プロ
セ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾎ

)組
織

は
、Ｅ

．
ｄ

．
(b

)(
ｲ)

及
び

Ｇ
．

ａ
．

(a
)の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

きな
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、

当
該

プロ
セ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を講
じる

。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プロ

セ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3
の

3 
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
きな

い
場

合
に

は
、適

切
に

、修
正

及
び

是
正

処
置

を
とる

。 

 

33
2.

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

(d
)機

器
等

の
検

査
等

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
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3.
第

四
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ｲ

)組
織

は
、機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を実

施
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

第
3

条
の

9
の

2 
4 

各
職

位
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

要
求

事
項

が
満

た
され

て
い

る
こと

を
検

証
す

る
た

め
に

、廃
棄

物
管

理
施

設
を

検
査

及
び

試
験

す
る

。検
査

及
び

試
験

は
、業

務
の

計
画

に
従

って
、適

切
な

段
階

で
実

施
す

る
。検

査
及

び
試

験
の

合
否

判
定

基
準

へ
の

適
合

の
証

拠
を

維
持

す
る

。 

 

33
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。 

(ﾛ
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9
の

2 
4 

各
職

位
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

要
求

事
項

が
満

た
され

て
い

る
こと

を
検

証
す

る
た

め
に

、廃
棄

物
管

理
施

設
を

検
査

及
び

試
験

す
る

。検
査

及
び

試
験

は
、業

務
の

計
画

に
従

って
、適

切
な

段
階

で
実

施
す

る
。検

査
及

び
試

験
の

合
否

判
定

基
準

へ
の

適
合

の
証

拠
を

維
持

す
る

。 

 

33
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(ﾊ

)組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を特
定

す
る

こと
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を⾏

った
要

員
を特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

4
の

3 
各

職
位

は
、リ

リー
ス

（
次

⼯
程

へ
の

引
渡

し）
を

正
式

に
許

可
した

者
を

記
録

す
る

。 

 

33
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
して

は
な

らな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
より

特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
(ﾆ

)組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

をし
な

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
をす

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
をし

な
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

4
の

4 
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

で
決

め
た

検
査

及
び

試
験

が
完

了
す

る
ま

で
は

、当
該

廃
棄

物
管

理
施

設
を据

え
付

け
た

り、
運

転
した

りし
な

い
。た

だ
し、

当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

承
認

した
とき

は
、

この
限

りで
は

な
い

。 

 

33
7.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

）
を確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑧
 

２
 第

5
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

(使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

)を
確

保
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
(補

修
、取

替
え

、改
造

等
)

⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

させ
る

こと

(ﾎ
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
（

補
修

、取
替

え
、改

造
等

）
⼜

は
点

検
に

関
与

して
い

な
い

要
員

とす
る

こと
そ

の
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

が
、当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を
持

ち
、適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9
の

2 
4

の
2 

各
職

位
は

、検
査

及
び

試
験

要
員

の
独

⽴
の

程
度

を
定

め
る

。 
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 /

 2
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8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
が

で
き

る
。 

３
第

5
項

に
規

定
す

る
「部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
が

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、別
の

部
⾨

に
所

属
して

い
る

こ
とを

い
う。

 
４

 第
５

項
に

規
定

す
る

「使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
うに

当
た

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
をい

う。
 

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を受
け

る
こ

とな
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
をい

う。
）

 

33
8.

６
 前

項
の

規
定

は
、⾃

主
検

査
等

に
つ

い
て

準
⽤

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

」と
あ

る
の

は
「必

要
に

応
じて

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
」

と読
み

替
え

る
も

の
とす

る
。⑧

 

 
(ﾍ

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

(6
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

4
の

2 
各

職
位

は
、検

査
及

び
試

験
要

員
の

独
⽴

の
程

度
を

定
め

る
。 

 

33
9.

（
不

適
合

の
管

理
）

 
（

不
適

合
の

管
理

）
 

ｃ
．

不
適

合
の

管
理

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
（

不
適

合
管

理
）
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0.
第

四
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

が
識

別
され

、不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(a
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を管
理

す
る

。（
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

す
る

」と
は

、不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、

不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

3 
各

職
位

は
、業

務
・

廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

状
況

が
放

置
され

る
こと

を
防

ぐた
め

に
、そ

れ
らを

識
別

し、
管

理
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

34
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を含
む

。 

(b
)組

織
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。（
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

第
3

条
の

9
の

3 
1

の
2 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、不
適

合
の

処
理

に
関

す
る

管
理

及
び

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を規
定

す
る

た
め

に
、“

⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 

 

34
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(c

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
 

第
3

条
の

9
の

3 
1

の
3 

各
職

位
は

、該
当

す
る

場
合

に
は

、次
の

⼀
つ

⼜
は

それ
以

上
の

⽅
法

で
、不

適
合

を処
理

す
る

。 

 

34
3.

⼀
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

(ｲ
)発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
a.

発
⾒

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

１
）

検
出

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

処
置

をと
る

。 

 

34
4.

⼆
 不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

より
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と(

以
下

「特
別

採
⽤

」
とい

う。
)。

 

 
(ﾛ

)不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

⼿
順

に
より

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」

とい
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

２
）

当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

、特
別

採
⽤

に
よ

って
、そ

の
使

⽤
、リ

リー
ス

、
⼜

は
合

格
と判

定
す

る
こと

を正
式

に
許

可
す

る
。 

 

34
5.

三
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
(ﾊ

)機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

３
）

本
来

の
意

図
され

た
使

⽤
⼜

は

 

－96 / 440－



 

9
5
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
適

⽤
が

で
き

な
い

よ
うな

処
置

を
とる

。 
34

6.
四

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こ

り得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
(ﾆ

)機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こ

り得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、

その
不

適
合

に
よる

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を講
ず

る
こと

。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

４
）

外
部

へ
の

引
渡

し後
⼜

は
業

務
の

実
施

後
に

不
適

合
が

検
出

され
た

場
合

に
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
対

して
適

切
な

処
置

を
とる

。 

 

34
7.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
し

て
講

じた
措

置
(特

別
採

⽤
を

含
む

。)
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(d

)組
織

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を

含
む

。）
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

5 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

、品
質

保
証

課
⻑

及
び

技
術

管
理

部
⻑

は
、不

適
合

の
性

質
の

記
録

、及
び

不
適

合
に

対
して

とら
れ

た
特

別
採

⽤
を

含
む

処
置

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

34
8.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

第
⼀

号
の

措
置

を講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(e

)組
織

は
、(

c)
(ｲ

)の
措

置
を講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

4 
各

職
位

は
、不

適
合

に
修

正
を

施
した

場
合

に
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

を
実

証
す

る
た

め
の

再
検

証
を

⾏
う。

 

 

34
9.

 
 

 
(6

)組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

向
上

に
役

⽴
た

せ
る

観
点

か
ら、

公
開

基
準

に
従

い
、不

適
合

の
内

容
をニ

ュー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、情
報

の
公

開
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
１

に
記

載
 

第
3

条
の

9
の

3 
1

の
6 

各
職

位
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

の
向

上
を

図
る

観
点

か
ら、

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」に
定

め
る

公
開

の
基

準
に

基
づ

き
、

不
適

合
の

内
容

を
原

⼦
⼒

施
設

情
報

公
開

ライ
ブ

ラリ
ー

（
ニュ

ー
シ

ア）
に

登
録

す
る

こと
に

よ
り公

開
す

る
。 

 

35
0.

（
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

）
 

（
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

）
 

ｄ
．

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
 

 
（

デ
ー

タの
分

析
）

 
（

デ
ー

タの
分

析
）
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1.
第

五
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、及

び
当

該
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。)

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を⾏

い
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を含
む

。 
 

(a
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。)

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

す
る

。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ

（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。）
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を⾏

い
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

第
3

条
の

9
の

4 
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
切

性
及

び
有

効
性

を
実

証
す

る
た

め
、ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

の
可

能
性

を
評

価
す

る
た

め
に

適
切

な
デ

ー
タを

明
確

に
し、

それ
らの

デ
ー

タを
収

集
し、

分
析

す
る

。こ
の

中
に

は
、

監
視

及
び

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ並

び
に

それ
以

外
の

該
当

す
る

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
め

る
。 

 

35
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(b

)組
織

は
、(

a)
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を
⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
4 

1
の

2 
各

職
位

は
、デ

ー
タの

分
析

に
よ

って
、次

の
事

項
に

関
連

す
る

情
報

を
提

供
す

る
。 

 

35
3.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 
 

 
(ｲ

)組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
より

得
られ

る
知

⾒
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 

 
第

3
条

の
9

の
4 

１
の

2 
（

１
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
関

す
る

外
部

の
受

け
とめ

⽅
 

 

35
4.

⼆
 個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

 
(ﾛ

)個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
b.

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
 

第
3

条
の

9
の

4 
1

の
2 

（
２

）
業

務
・廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合
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9
6
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
35

5.
三

 機
器

等
及

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
（

是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

とな
る

も
の

を
含

む
。）

㉑
 

２
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き
、是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

 

(ﾊ
)機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら
得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

4 
1

の
2 

（
３

）
予

防
処

置
の

機
会

を得
る

こと
を

含
む

、プ
ロセ

ス
及

び
廃

棄
物

管
理

施
設

の
、特

性
及

び
傾

向
 

 

35
6.

四
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

 
(ﾆ

)調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
d.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
 

第
3

条
の

9
の

4 
1

の
2 

（
４

）
供

給
者

の
能

⼒
 

 

35
7.

 
 

ｅ
．

改
善

 
8.

5 
改

善
 

 
（

改
善

）
 

（
改

善
）

 
35

8.
（

継
続

的
な

改
善

）
 

（
継

続
的

な
改

善
）

 
(a

)継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
 

 
 

35
9.

第
五

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
を

⾏
うた

め
に

、品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

の
設

定
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

及
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
⽤

、デ
ー

タ
の

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を
通

じて
改

善
が

必
要

な
事

項
を明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

５
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を向

上
させ

る
た

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

5 
各

職
位

は
、品

質
⽅

針
、品

質
⽬

標
、監

査
結

果
、デ

ー
タ

の
分

析
、是

正
処

置
、予

防
処

置
及

び
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
通

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

 

36
0.

（
是

正
処

置
等

）
 

（
是

正
処

置
等

）
 

(b
)是

正
処

置
等

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

等
 

 
 

 
36

1.
第

五
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 

 
(ｲ

)組
織

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を
講

じる
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

2 
各

職
位

は
、再

発
防

⽌
の

た
め

、不
適

合
の

原
因

を除
去

す
る

処
置

を
とる

。 
2

の
2 

是
正

処
置

は
、検

出
され

た
不

適
合

の
も

つ
影

響
に

応
じた

も
の

とす
る

。 

 

36
2.

⼀
 是

正
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
⼿

順
に

よ
り評

価
を

⾏
う

こと
。 

 
1)

是
正

処
置

を講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
⼿

順
に

よ
り評

価
を

⾏
うこ

と。
 

a.
是

正
処

置
を講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
第

3
条

の
9

の
5 

2
の

3 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
を

規
定

す
る

た
め

に
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

（
３

）
不

適
合

の
再

発
防

⽌
を確

実
に

す
る

た
め

の
処

置
の

必
要

性
の

評
価

 
3

の
3 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 
（

２
）

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

 

36
3.

イ 
不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

 
１

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・情
報

の
収

集
及

び
整

理
 

・技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

⑥
 

２
 第

１
項

第
１

号
イに

規
定

す
る

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マネ

ジ
メン

トや
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

との
関

係
を整

理
す

る
こと

を含
む

。 

i)不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
及

び
当

該
不

適
合

の
原

因
の

明
確

化
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、

⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
等

の
考

慮
」を

含
む

。ま
た

、「
原

因
の

明
確

化
」に

は
、

必
要

に
応

じて
、⽇

常
業

務
の

マネ
ジ

メ
ント

や
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
１

）
不

適
合

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

不
適

合
の

原
因

の
特

定
 

3
の

3 
（

１
）

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

の
特

定
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9
7
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書
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4.
ロ 

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

⼜
は

当
該

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

発
⽣

す
る

可
能

性
の

明
確

化
㉑

 

 
ii)

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

⼜
は

当
該

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

発
⽣

す
る

可
能

性
の

明
確

化
 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

4 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、第

2
項

の
4

に
定

め
る

事
象

以
外

の
事

象
に

つ
い

て
、蓄

積
され

て
い

る
不

適
合

等
に

関
す

る
デ

ー
タを

分
析

し、
起

こり
得

る
不

適
合

の
発

⽣
を

防
⽌

す
る

予
防

処
置

を
講

ず
る

た
め

、必
要

に
応

じて
⾏

う根
本

原
因

分
析

の
⽅

法
及

び
体

制
に

関
して

、第
2

項
の

4
各

号
を

満
た

す
よう

に
前

項
の

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”に

お
い

て
確

⽴
す

る
。 

 

36
5.

⼆
 必

要
な

是
正

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
2)

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

b.
必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
４

）
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

3
の

3 
（

３
）

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 

 

36
6.

三
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
3)

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
６

）
とっ

た
是

正
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビュ

ー
 

3
の

3 
（

５
）

とっ
た

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビュ
ー

 

 

36
7.

四
 必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
4)

必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
し

た
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。 

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

し
た

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。（

「保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
」に

は
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
４

）
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

3
の

3 
（

３
）

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 

 

36
8.

五
 必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
5)

必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

e.
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

9
の

5 
各

職
位

は
、品

質
⽅

針
、品

質
⽬

標
、監

査
結

果
、デ

ー
タ

の
分

析
、是

正
処

置
、予

防
処

置
及

び
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
通

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

 

36
9.

六
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

３
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し
発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。 

6)
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
」に

は
、単

独
の

事
象

で
は

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
は

⼩
さい

が
、同

様
の

事
象

が
繰

り返
し発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
4 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、安
全

に
重

⼤
な

影
響

を
与

え
る

事
象

に
つ

い
て

⾏
う根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
関

し
て

、次
の

各
号

を満
た

す
よ

うに
前

項
の

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”に

お
い

て
確

⽴
す

る
。 

（
１

）
体

制
の

主
体

の
中

⽴
性

が
確

保
され

て
い

る
こと

。 
（

２
）

分
析

結
果

の
客

観
性

及
び

分
析

⽅
法

の
論

理
性

が
確

保
され

て
い

る
こ

と。
 

（
３

）
処

置
が

分
析

結
果

に
対

応
した

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

（
４

）
具

体
的

な
処

置
実

施
計

画
を

明
確

に
し、

確
実

に
実

施
す

る
こと

。 

 

37
0.

七
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
 

7)
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
 

g.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

 
第

3
条

の
9

の
5 
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9
8
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
こと

。 
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

2
の

3 
（

５
）

とっ
た

是
正

処
置

の
結

果
の

記
録

 
3

の
3 

（
４

）
とっ

た
処

置
の

結
果

の
記

録
 

37
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
第

3
条

の
9

の
5 

2
の

3 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
を

規
定

す
る

た
め

に
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

2
の

4 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、安

全
に

重
⼤

な
影

響
を

与
え

る
事

象
に

つ
い

て
⾏

う根
本

原
因

分
析

の
⽅

法
及

び
体

制
に

関
し

て
、次

の
各

号
を満

た
す

よ
うに

前
項

の
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”に
お

い
て

確
⽴

す
る

。 
3

の
3 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 
3

の
4 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、第
2

項
の

4
に

定
め

る
事

象
以

外
の

事
象

に
つ

い
て

、蓄
積

され
て

い
る

不
適

合
等

に
関

す
る

デ
ー

タを
分

析
し、

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
予

防
処

置
を

講
ず

る
た

め
、必

要
に

応
じて

⾏
う根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
関

して
、第

2
項

の
4

各
号

を
満

た
す

よう
に

前
項

の
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”に
お

い
て

確
⽴

す
る

。 

 

37
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⼿

順
書

等
に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を⾏
い

、
当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

４
 第

３
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、第

１
項

の
規

定
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
をい

う。
 

(ﾊ
)組

織
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

その
分

析
を

⾏
い

、当
該

類
似

の
事

象
に

共
通

す
る

原
因

を
明

確
に

した
上

で
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を講

じる
。

（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こ
とを

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
3

の
4 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、第
2

項
の

4
に

定
め

る
事

象
以

外
の

事
象

に
つ

い
て

、蓄
積

され
て

い
る

不
適

合
等

に
関

す
る

デ
ー

タを
分

析
し、

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
予

防
処

置
を

講
ず

る
た

め
、必

要
に

応
じて

⾏
う根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
関

して
、第

2
項

の
4

各
号

を
満

た
す

よう
に

前
項

の
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”に
お

い
て

確
⽴

す
る

。 

 

37
3.

（
未

然
防

⽌
処

置
）

 
（

未
然

防
⽌

処
置

）
 

(c
)未

然
防

⽌
処

置
 

8.
5.

3 
未

然
防

⽌
処

置
 

 
 

 
37

4.
第

五
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

を収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、特
定

した
問

題
を含

む
。 

(ｲ
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じる

こ
と。

 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じる

こ
と。

 
（

「⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

」
に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

第
3

条
の

9
の

5 
3 

各
職

位
は

、起
こり

得
る

不
適

合
が

発
⽣

す
る

こと
を防

⽌
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
実

施
に

よ
って

得
られ

た
知

⾒
及

び
他

の
施

設
か

ら得
られ

た
知

⾒
の

活
⽤

を
含

め
、そ

の
原

因
を

除
去

す
る

処
置

を
決

め
る

。 
3

の
2 

予
防

処
置

は
、起

こり
得

る
問

題
の

影
響

に
応

じた
も

の
とす

る
。 

 

37
5.

⼀
 起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

1)
起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
a.

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

１
）

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その
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9
9
 /

 2
2
8 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

指
定

本
⽂

６
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

指
定

本
⽂

6
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
原

因
の

特
定

 
37

6.
⼆

 未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
 

2)
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

２
）

不
適

合
の

発
⽣

を
予

防
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

 

37
7.

三
 必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
3)

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

c.
必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

9
の

5 
3

の
3 

（
３

）
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

 

37
8.

四
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
 

4)
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
d.

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

５
）

とっ
た

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビュ
ー

 

 

37
9.

五
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
5)

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

４
）

とっ
た

処
置

の
結

果
の

記
録

 

 

38
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(ﾛ

)組
織

は
、(

ｲ)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
3

の
3 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 

 

38
1.

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

 
 

 
―

 
―

 

38
2.

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
使

⽤
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
) 

（
令

第
４

１
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

使
⽤

施
設

等
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

）
 

 
 

 
―

 
―

 

38
3.

第
五

⼗
四

条
使

⽤
者

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
し

な
い

者
に

限
る

。以
下

同
じ。

)は
、使

⽤
施

設
等

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

し、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
4.

⼀
 個

別
業

務
に

関
し、

継
続

的
な

改
善

を
計

画
的

に
実

施
し、

これ
を評

価
す

る
こと

。 
 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
5.

⼆
 前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
6.

 ２
 使

⽤
者

は
、前

項
に

規
定

す
る

措
置

に
関

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こ

との
重

要
性

を認
識

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」に
つ

い
て

は
、本

規
程

第
１

０
条

１
を

準
⽤

す
る

。 

―
 

―
 

―
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1
00

 /
 2

28
 

 品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

 項
⽬

へ
の

対
応

内
容

の
整

理
 

No
 

主
な

追
加

要
求

事
項

 
主

な
品

質
管

理
基

準
規

則
条

項
 

保
安

規
定

の
項

番
号

 
具

体
的

対
応

内
容

 
①

 
GS

R 
Pa

rt
2 

基
本

安
全

⽬
的

の
反

映
 

第
1

条
 

第
10

条
 

1 5.
2 

・事
業

指
定

申
請

書
届

出
本

⽂
6

号
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さ）
した

グ
レ

ー
ド分

け
を

適
⽤

す
る

こと
を

明
確

化
 

 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダー
シ

ップ
に

関
す

る
事

項
の

追
加

 
第

9
条

 
第

16
条

第
2

項
 

5.
1 

 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S 

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し維
持

す
る

た
め

の
活

動
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

ア
ウト

プ
ット

）
 

 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 
 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 
第

46
条

第
5

項
 

8.
2.

2(
5)

 
・監

査
に

関
わ

る
管

理
者

及
び

監
査

員
に

⾃
らの

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

業
務

に
関

す
る

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
こと

を
明

確
化

 
 

⑪
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
規

制
機

関
の

⽴
ち

⼊
りを

可
能

とす
る

措
置

の
追

加
 

第
35

条
第

2
項

 
7.

4.
2(

2)
 

・供
給

者
の

⼯
場

等
で

当
社

が
⾏

う検
査

等
の

保
安

活
動

の
実

施
状

況
を

原
⼦

⼒
安

全
規

制
当

局
が

確
認

す
る

際
に

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

ち
⼊

りを
⾏

う場
合

が
あ

る
こと

を
、調

達
要

求
事

項
に

追
加

 

⑫
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

管
理

に
つ

い
て

追
加

 
第

34
条

第
2

項
 

第
35

条
第

1
項

第
6

号
 

7.
4.

1(
2)

 
7.

4.
2(

1)
f. 

・⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
施

設
に

組
み

込
む

場
合

に
お

い
て

、当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
係

る
情

報
を

供
給

者
等

か
ら⼊

⼿
し、

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
⑬

 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

の
追

加
 

第
19

条
第

1
項

第
12

号
,1

3
号

 
5.

6.
2l

.,m
. 

・マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
に

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
内

外
の

課
題

及
び

資
源

の
妥

当
性

を
追

加
 

⑭
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

の
監

視
の

⽅
法

に
「安

全
実

績
指

標
（

PI
）

の
活

⽤
」を

明
確

化
 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

それ
ぞ

れ
に

対
す

る
潜

在
的

な
影

響
を

追
加

 
第

4
条

第
4

項
第

8
号

 
4.

1(
4)

h.
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

要
素

の
うち

、セ
キ

ュリ
テ

ィと
原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
対

策
が

相
互

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し、

解
決

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、3

号
 

4.
2.

3(
2)

a.
,b

.,c
. 

・⽂
書

の
作

成
、更

新
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
及

び
審

査
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

を
明

確
化

 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
⑱

 
⽂

書
改

訂
⼿

続
き

と⼊
⼒

情
報

の
管

理
の

追
加

 
第

7
条

第
1

項
、2

項
 

4.
2.

3(
1)

,(
2)

 
・⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

を
確

認
で

き
る

こと
を

明
確

化
 

⑲
 

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
変

更
管

理
の

追
加

 
第

13
条

第
2

項
 

第
23

条
第

1,
3

項
 

第
27

条
第

1
項

 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、

評
価

し改
善

の
機

会
を

捉
え

る
た

め
の

仕
組

み
を

構
築
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 加
⼯

施
設

(濃
縮

) 
保

安
規

定
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 許
可

整
合

性
説

明
資

料
 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
1.

 
  

 
加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

を以
下

の
とお

りと
す

る
。 

第
２

章
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

６
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を実
施

す
る

に
当

た
り、

以
下

の
とお

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
３

章
 品

質
保

証
 

 

2.
 

 第
⼀

章
 総

則
 

（
⽬

的
）

 
第

１
章

総
則

 
（

⽬
的

）
 

1 
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

差
異

な
し（

⾒
出

し記
号

の
差

異
は

記
載

しな
い

）
 

（
以

下
、空

欄
は

、差
異

な
しで

あ
り、

記
載

しな
い

。）
 

 
 

3.
 

 第
⼀

条
 こ

の
規

則
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

を
定

め
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
①

。 

1 
第

1
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

」と
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

(昭
和

32
年

法
律

第
16

6
号

。以
下

「原
⼦

炉
等

規
制

法
」と

い
う。

)第
2

条
第

7
項

に
規

定
す

る
原

⼦
⼒

施
設

を
い

う。
 

加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
（

以
下

「品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

」と
い

う。
）

は
、加

⼯
施

設
の

安
全

を
達

成
・維

持
・向

上
させ

る
た

め
、

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
加

⼯
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
よう

、
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

、社
⻑

を
トッ

プ
とし

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を確

⽴
し、

実
施

し、
継

続
的

に
改

善
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
。 

・保
安

規
定

第
6

条
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
ま

で
含

め
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

とし
て

い
る

 
な

お
、「

…
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

評
価

確
認

し…
」の

「評
価

確
認

し」
に

つ
い

て
は

、記
載

反
映

漏
れ

の
た

め
修

正
を

⾏
う 

（
品

質
保

証
体

制
の

構
築

、維
持

及
び

改
善

）
 

第
11

条
 社

⻑
は

、J
EA

C4
11

1-
20

09
に

基
づ

き、
加

⼯
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
構

築
し、

維
持

及
び

改
善

を推
進

す
る

。 
 

 

4.
 

 （
適

⽤
範

囲
）

 
 

2 
適

⽤
範

囲
 

2 
適

⽤
範

囲
 

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

（
適

⽤
範

囲
）

 
5.

 
 第

三
条

 次
章

か
ら第

六
章

ま
で

の
規

定
は

、原
⼦

⼒
施

設
(使

⽤
施

設
等

で
あ

っ
て

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

施
⾏

令
(昭

和
三

⼗
⼆

年
政

令
第

三
百

⼆
⼗

四
号

。以
下

「令
」と

い
う。

)第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を使
⽤

し
な

い
も

の
を

除
く。

以
下

同
じ。

)に
つ

い
て

適
⽤

す
る

。 
2 

第
七

章
の

規
定

は
、使

⽤
施

設
等

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
も

の
に

限
る

。)
に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

 
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

は
、

加
⼯

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 
・⽤

い
る

⽤
語

の
違

い
に

よ
る

差
異

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

第
２

条
 こ

の
規

定
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
に

係
る

運
⽤

に
関

して
適

⽤
す

る
。 

 

 

6.
 

 （
定

義
）

 
 

3 
定

義
 

3 
定

義
 

 
 

 
7.

 
 第

⼆
条

 こ
の

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よる
。 

１
本

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、

原
⼦

炉
等

規
制

法
及

び
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。 
 

品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
お

け
る

⽤
語

の
定

義
は

、次
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

品
質

管
理

基
準

規
則

に
従

う。
 

  

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

本
計

画
書

に
お

け
る

⽤
語

の
定

義
は

、
JE

AC
41

11
お

よ
び

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

－
基

本
及

び
⽤

語
（

JI
S 

Q
 

90
00

:2
00

6）
」（

以
下

「J
IS

 Q
 

90
00

」と
い

う。
）

に
従

うも
の

とす
る

。 
た

だ
し、

JE
AC

41
11

お
よ

び
JI

S 
Q

 
90

00
の

双
⽅

で
定

義
され

て
い

る
⽤

語
お

よ
び

 本
計

画
書

で
⽤

い
る

⽤
語

に
つ

い
て

は
以

下
の

とお
りと

す
る

 

3.
⽤

語
の

定
義

、関
連

⽂
書

 

8.
 

 ⼀
「保

安
活

動
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
とし

て
⾏

わ
れ

る
⼀

切
の

活
動

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

9.
 

 ⼆
「不

適
合

」と
は

、要
求

事
項

に
適

合
して

い
な

い
こと

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

10
. 

 三
「プ

ロセ
ス

」と
は

、意
図

した
結

果
を

⽣
み

出
す

た
め

の
相

互
に

関
連

し、
⼜

は
作

⽤
す

る
⼀

連
の

活
動

及
び

⼿
順

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
 

 
―

 
―

 

⻩
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

に
該

当
す

る
箇

所
を

⽰
す

。 
⽔

⾊
ハ

ッチ
ング

︓
事

業
変

更
許

可
本

⽂
7

号
との

整
合

箇
所

を⽰
す

。 
 

資
料

①
 
別

紙
-
3
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 

  
11

. 
 四

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

」と
は

、
保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
⾃

らの
組

織
の

管
理

監
督

を⾏
うた

め
の

仕
組

み
を

い
う。

 

２
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
」と

は
、原

⼦
炉

等
規

制
法

第
57

条
の

8
に

規
定

す
る

者
を

い
う。

 
３

 第
2

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

ら
の

組
織

の
管

理
監

督
を

⾏
うた

め
の

仕
組

み
」に

は
、組

織
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

必
要

な
⽂

書
を整

備
す

る
こと

を
含

む
。 

 
―

 
  

 
 

―
 

―
 

12
. 

 五
 「

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

」と
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

認
識

し、
組

織
の

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

を定
め

て
要

員
(保

安
活

動
を実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)が
これ

らを
達

成
す

る
こと

並
び

に
組

織
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き姿
を

定
め

て
要

員
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
主

体
的

に
取

り
組

む
こと

が
で

き
る

よ
う先

導
的

な
役

割
を

果
た

す
能

⼒
をい

う。
 

４
 第

2
項

第
5

号
に

規
定

す
る

「要
員

(保
安

活
動

を
実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)」
とは

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、保
安

活
動

を
実

施
す

る
組

織
の

内
外

の
者

を
い

う。
 

 
―

 
 

―
 

―
 

13
. 

 六
「是

正
処

置
」と

は
、不

適
合

その
他

の
事

象
の

原
因

を
除

去
し、

その
再

発
を

防
⽌

す
る

た
め

に
講

ず
る

措
置

をい
う。

 

５
第

2
項

第
6

号
及

び
第

7
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
」に

は
、

結
果

的
に

不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
原

⼦
⼒

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
象

を
含

む
。 

 
―

 
 

―
 

―
 

14
. 

 七
「未

然
防

⽌
処

置
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
知

⾒
を踏

ま
え

て
、⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

６
第

2
項

第
7

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

」と
は

、国
内

外
の

原
⼦

⼒
施

設
に

加
え

、⽕
⼒

発
電

所
な

ど広
く産

業
全

般
に

関
連

す
る

施
設

を
い

う(
第

53
条

第
1

項
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

15
. 

 ⼋
「⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
安

全
機

能
に

係
る

機
器

、構
造

物
及

び
シ

ス
テ

ム
並

び
に

それ
らの

部
品

(以
下

「機
器

等
」と

い
う。

)で
あ

って
、

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
に

設
計

開
発

及
び

製
造

され
た

も
の

以
外

の
⼯

業
品

をい
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

16
. 

 九
 「

妥
当

性
確

認
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

して
、機

器
等

⼜
は

保
安

活
動

を
構

成
す

る
個

別
の

業
務

(以
下

「個
別

業
務

」と
い

う。
)及

び
プ

ロセ
ス

が
実

際
の

使
⽤

環
境

⼜
は

活
動

に
お

い
て

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

こ
とを

い
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

17
. 

  
 

(1
) 

加
⼯

施
設

 
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

13
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
加

⼯
施

設
を

い
う。

 

(1
)加

⼯
施

設
 

法
第

13
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
加

⼯
施

設
を

い
う。

 

 
―

 
―

 

18
. 

  
 

(2
) 

組
織

 
当

社
の

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
―

 
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、4
.1

⼀
般

要
求

事
項

に
、組

織
の

定
義

を記
載

 
―

 
―
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
づ

き
、加

⼯
施

設
を

運
営

管
理

（
運

転
開

始
前

の
管

理
を

含
む

。）
す

る
各

部
⾨

の
総

称
を

い
う。

 
19

. 
  

 
 

(2
)ニ

ュー
シ

ア 
原

⼦
⼒

施
設

の
事

故
若

しく
は

故
障

等
の

情
報

⼜
は

信
頼

性
に

関
す

る
情

報
を

共
有

し、
活

⽤
す

る
こと

に
よ

り、
事

故
及

び
故

障
等

の
未

然
防

⽌
を図

る
こと

を
⽬

的
とし

た
、⼀

般
社

団
法

⼈
 原

⼦
⼒

安
全

推
進

協
会

が
運

営
す

る
デ

ー
タベ

ー
ス

（
原

⼦
⼒

施
設

情
報

公
開

ライ
ブ

ラリ
ー

）
の

こと
を

い
う。

 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、ニ
ュー

シ
アの

定
義

を
記

載
 

―
 

―
 

20
. 

 第
⼆

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

第
２

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

 
 

 

21
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

第
４

条
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
）

 
4.

1 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
4.

1
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

 
 

22
. 

 第
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

(使
⽤

者
で

あ
って

、令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

も
の

を
除

く。
以

下
同

じ。
)は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、
その

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

 
２

 第
1

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プロ

セ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

そ
の

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を通

じて
原

因
の

除
去

を⾏
うこ

と等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
 

(1
) 

組
織

は
、品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
に

従
って

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
 

(1
)第

７
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
を確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
また

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
その

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

うこ
とを

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
保

証
体

制
の

構
築

、維
持

及
び

改
善

）
 

第
11

条
 社

⻑
は

、J
EA

C4
11

1-
20

09
に

基
づ

き、
加

⼯
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
構

築
し、

維
持

及
び

改
善

を推
進

す
る

。 
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. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。②

 

３
 第

2
項

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

⼒
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ、

第
2

項
第

1
号

か
ら

第
3

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
を考

慮
した

原
⼦

⼒
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

 

(2
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

加
⼯

施
設

か
ら放

出
され

る
放

射
性

物
質

が
⼈

と環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

２
 事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

各
課

⻑
に

保
安

の
た

め
の

重
要

度
に

応
じて

、「
全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
定

め
る

事
項

の
適

⽤
の

程
度

に
つ

い
て

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
考

慮
して

グ
レ

ー
ド分

け
を

⾏
わ

せ
る

とと
も

に
、そ

れ
を

設
定

⼜
は

変
更

させ
る

場
合

は
、濃

縮
安

全
委

員
会

に
お

け
る

審
議

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
審

査
が

され
て

い
る

こと
を

確
認

した
上

で
承

認
し、

実
施

させ
る

。 
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. 

 ⼀
 原

⼦
⼒

施
設

、組
織

⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さの
程

度
②

 

 
a.

 加
⼯

施
設

、組
織

、⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さの
程

度
 

a.
加

⼯
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

２
  

(1
) 

プロ
セ

ス
及

び
加

⼯
施

設
の

複
雑

性
、独

⾃
性

⼜
は

斬
新

性
の

程
度

 

 

25
. 

 ⼆
 原

⼦
⼒

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

４
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

b.
 加

⼯
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

b.
加

⼯
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ②

 

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

⾃
然

現
象

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く。
）

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さを
い

う。
 

  

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ 

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

きさ
」と

は
、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よる

事
象

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く。
）

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さ
を

い
う。

）
 

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
第

22
条

 
２

  
(3

) 
検

査
⼜

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
検

証
可

能
性

の
程

度
 

(4
) 

作
業

⼜
は

製
造

プロ
セ

ス
、要

員
、

要
領

及
び

装
置

等
に

対
す

る
特

別
な

管
理

や
検

査
の

必
要

性
の

程
度

 
(5

) 
加

⼯
施

設
の

保
修

及
び

取
替

え
の

難
易

度
 

26
. 

 三
 機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

②
 

５
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「通
常

想
定

され
な

い
事

象
」と

は
、設

計
上

考
慮

して
い

な
い

⼜
は

考
慮

して
い

て
も

発
⽣

し得
る

事
象

（
⼈

的
過

誤
に

よ
る

作
業

の
失

敗
等

）
を

い
う。

 

c.
 機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

さ
れ

な
い

事
象

の
発

⽣
⼜

は
保

安
活

動
が

不
適

切
に

計
画

され
、若

しく
は

実
⾏

さ
れ

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

２
  

(3
) 

検
査

⼜
は

試
験

に
よ

る
原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

検
証

可
能

性
の

程
度

 
(4

) 
作

業
⼜

は
製

造
プロ

セ
ス

、要
員

、
要

領
及

び
装

置
等

に
対

す
る

特
別

な
管

理
や

検
査

の
必

要
性

の
程

度
 

(5
) 

加
⼯

施
設

の
保

修
及

び
取

替
え

の
難

易
度

 

 

27
. 

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⾃

らの
原

⼦
⼒

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

単
に

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を
明

確
に

認
識

し、
この

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。④
 

 
(3

) 
組

織
は

、加
⼯

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

(3
)組

織
は

、加
⼯

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

 
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

 
第

３
条

 
２

 社
⻑

は
、加

⼯
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
を

実
施

す
る

に
あ

た
り、

関
係

法
令

及
び

この
規

定
の

遵
守

が
適

切
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

た
め

の
活

動
を第

11
条

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

て
実

施
す

る
。 

４
 各

職
位

は
、別

表
30

に
定

め
る

こ
の

規
定

に
基

づ
く⽂

書
を

遵
守

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
a.

 業
務

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・

規
則

要
求

事
項

 

28
. 

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を

決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、各

職
位

に
保

安
活

動
を

計
画

させ
る

に
あ

た
り、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
実

施
させ

る
。 
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. 

 ⼀
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
a.

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プロ
セ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
⽂

書
で

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
内

容
（

当
該

プロ
セ

ス
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

含
む

。）
お

よ
び

それ
らの

組
織

へ
の

適
⽤

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

の
順

序
お

よ
び

相
互

関
係

を
明

確
に

す
る

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
4.

1 
に

⽰
す

。 
30
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 ⼆

 プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

６
第

4
項

第
2

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
」に

は
、組

織
内

の
プロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。 

b.
 プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

す
る

こと
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を明
確

に
す

る
こと

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
１

に
⽰

す
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

１
を

記
載

 

 
4．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4.

1 
⼀

般
要

求
事

項
 

（
２

）
 

ａ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

内
容

（
当

該
プロ

セ
ス

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
含

む
。）

お
よ

び
それ

らの
組

織
へ

の
適

⽤
、こ

れ
らの

プ

－106 / 440－



 

1
05

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
ロセ

ス
の

順
序

お
よ

び
相

互
関

係
を

明
確

に
す

る
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を図

4.
1 

に
⽰

す
。 
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 三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を明

確
に

定
め

る
こと

。⑭
 

７
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

」に
は

、原
⼦

⼒
規

制
検

査
等

に
関

す
る

規
則

(令
和

2
年

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

規
則

第
2

号
)第

5
条

に
規

定
す

る
安

全
実

績
指

標
(特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
)を

含
む

。 

c.
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

組
織

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
こ

と。
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」に

は
、安

全
実

績
指

標
（

特
定

核
燃

料
物

質
の

防
護

に
関

す
る

領
域

に
係

る
も

の
を

除
く。

）
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

(1
) 

プロ
セ

ス
の

運
⽤

及
び

管
理

を
効

果
的

な
も

の
とす

る
た

め
に

必
要

な
判

断
基

準
及

び
⽅

法
を

明
確

に
す

る
こと

。 
 

 

32
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 四
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

(以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
)に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
(責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。)

。 

 
d.

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
）

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。）

。 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を含
む

。）
 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

  
(2

) 
プロ

セ
ス

の
運

⽤
及

び
監

視
の

⽀
援

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

を利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 
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. 

 五
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
e.

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

り
で

な
い

。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

  
(3

) 
プロ

セ
ス

を監
視

し、
適

⽤
可

能
な

場
合

に
は

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。 

 

34
. 

 六
 プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

８
 第

4
項

第
6

号
に

規
定

す
る

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を含

む
。 

f. 
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
  

(4
) 

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
計

画
どお

りの
結

果
を

得
る

た
め

、か
つ

、継
続

的
改

善
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

活
動

を⾏
うこ

と。
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. 

 七
 プ

ロセ
ス

及
び

組
織

を品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こ

と。
 

 
g.

 プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
と

す
る

こと
。 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

２
）

 
ｆ

．
これ

らの
プロ

セ
ス

お
よび

組
織

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
との

整
合

を
と

れ
た

も
の

に
す

る
。 

36
. 

 ⼋
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。⑮
 

９
 第

4
項

第
8

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を

含
む

。 

h.
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よう

に
す

る
」

に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

2 
原

⼦
⼒

安
全

の
重

視
 

社
⻑

は
､原

⼦
⼒

安
全

を最
優

先
に

位
置

付
け

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、顧

客
満

⾜
の

向
上

を
⽬

指
して

、顧
客

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

37
. 

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑤
 

１
０

 第
５

項
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、技

術
的

、⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
⑥

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

・⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

され
て

い
る

。 
・要

員
が

、⾃
らが

⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全

(5
) 

組
織

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

。 
(5

)組
織

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
、技

術
的

、⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
さ

れ
て

い
る

。 
c.

要
員

が
、⾃

ら⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
安

全
⽂

化
の

醸
成

）
 

第
３

条
の

２
 社

⻑
は

、加
⼯

施
設

に
お

け
る

保
安

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
安

全
を

最
優

先
に

す
る

た
め

、安
全

⽂
化

醸
成

の
た

め
の

活
動

を第
11

条
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
て

実
施

す
る

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

・全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
・要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、

報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
・安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し、
安

全
⽂

化
を改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、
要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
っ

て
い

る
。 

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

d.
全

て
の

活
動

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
考

慮
した

意
思

決
定

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。 

e.
要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、

報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g.

安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を改
善

す
る

た
め

の
基

礎
とし

て
い

る
。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、要
員

が
必

要
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を取
って

い
る

。 

38
. 

 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

と
した

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑳

 

 
(6

) 
組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、
当

該
プロ

セ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、
当

該
プロ

セ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

５
）

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
を

与
え

る
プ

ロセ
ス

を
アウ

トソ
ー

ス
す

る
こと

を
決

め
た

場
合

に
は

、ア
ウト

ソ
ー

ス
した

プ
ロセ

ス
に

関
して

管
理

を
確

実
に

す
る

。こ
れ

らの
ア

ウト
ソ

ー
ス

した
プ

ロセ
ス

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
式

お
よ

び
程

度
は

、7
.4

 項
の

調
達

の
プロ

セ
ス

に
基

づ
い

て
管

理
す

る
。 

39
. 

 ７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。②
 

 
(7

) 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、資

源
の

適
切

な
配

分
を⾏

う。
 

(7
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、資

源
の

適
切

な
配

分
を⾏

う。
 

 
 

4．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

３
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
性

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
－

ド分
け

を⾏
う。

ま
た

、こ
れ

に
基

づ
き

資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を必
要

に
応

じて
考

慮
す

る
。 

40
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
）

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

）
 

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

 
4.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

 
 

 

41
. 

  
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

 
 

 
42

. 
 第

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
条

第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

す
る

とき
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
⽂

書
を

作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

２
に

⽰
す

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

2
を記

載
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

 
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。ま

た
、

これ
ら 

の
⽂

書
の

構
成

概
念

図
を図

4.
2.

1 
に

⽰
 

す
。な

お
、記

録
は

適
正

に
作

成
す

る
。 

43
. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

 
a.

 品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
a.

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
ａ

．
⽂

書
化

した
、品

質
⽅

針
お

よ
び

品
質

⽬
標

の
表

明
（

「安
全

⽂
化

醸
成

活
動

に
係

る
規

程
」を

含
む

）
 

44
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を規

定
す

る
⽂

書
(以

下
「品

質
マ

ニュ
アル

」と
い

う。
) 

 
b.

 品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
b.

品
質

マニ
ュア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

ｂ
．

全
社

品
質

保
証

計
画

書
に

規
定

（
本

計
画

書
）

 
45

. 
 三

 実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よう
に

す
る

た
め

に
必

要
な

⽂
書

 

 
c.

 実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、組

織
が

必
要

と決
定

した
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
１

に
⽰

す
⽂

書
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
ｄ

．
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

の
効

果
的

な
計

画
、運

⽤
お

よ
び

管
理

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

に
､組

織
が

必
要

と判
断

し
た

記
録

を含
む

⽂
書

 
46

. 
 四

 こ
の

規
則

に
規

定
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、図

⾯
等

(以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
) 

 
d.

 品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、

図
⾯

等
（

以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
）

 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
２

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
  

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
ｃ

．
本

計
画

書
が

要
求

す
る

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”お

よ
び

記
録

 

47
. 

 （
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

（
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

4.
2.

2 
品

質
マニ

ュア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マニ
ュア

ル
 

 
 

 
48

. 
 第

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
組

織
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 
社

⻑
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」に

次
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
に

規
定

（
本

計
画

書
）

 
社

⻑
は

次
の

事
項

を
含

む
本

計
画

書
を

作
成

し、
維

持
す

る
。 

49
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

 
a.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

2 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

に
規

定
（

本
計

画
書

）
 

ａ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
（

適
⽤

組
織

を
含

む
。）

 
50

. 
 ⼆

 保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 
b.

 保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 

b.
保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
に

規
定

（
本

計
画

書
）

 
ｂ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

、実
施

、評
価

、改
善

に
関

す
る

事
項

 
51

. 
 三

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

 
c.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
に

規
定

（
本

計
画

書
）

 
ａ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

（
適

⽤
組

織
を

含
む

。）
 

52
. 

 四
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

 
d.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

 
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
 

4.
2.

2 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

に
規

定
（

本
計

画
書

）
 

ｃ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

確
⽴

され
た

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”ま

た
は

それ
らを

参
照

で
き

る
情

報
 

53
. 

 五
 プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
 

e.
 プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

１
を

記
載

 
 

 
4.

2 
⽂

書
化

に
関

す
る

要
求

事
項

 
4.

2.
2 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
に

規
定

（
本

計
画

書
）

 
ｄ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

プ
ロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

に
関

す
る

記
述

 
54

. 
 （

⽂
書

の
管

理
）

 
（

⽂
書

の
管

理
）

 
4.

2.
3 

 ⽂
書

の
管

理
 

4.
2.

3 
⽂

書
の

管
理

 
 

 
 

55
. 

 第
七

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
１

 第
１

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
⽂

書
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」

(1
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

管
理

す
る

。 
(1

)組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

管
理

す
る

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

 

－109 / 440－



 

1
08

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
らな

い
。 

に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

 ・組
織

とし
て

承
認

され
て

い
な

い
⽂

書
の

使
⽤

⼜
は

適
切

で
は

な
い

変
更

の
防

⽌
⑰

 
・⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

出
等

の
防

⽌
⑰

 
・品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

⑱
 

 
を

管
理

す
る

」に
は

、組
織

とし
て

承
認

さ
れ

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、⽂

書
の
組
織

外
へ

の
流

失
等

の
防

⽌
、発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
を

含
む

。）
 

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、各

管
理

責
任

者
が

所
管

す
る

業
務

に
つ

い
て

⽂
書

管
理

に
関

す
る

⽂
書

とし
て

、「
監

査
室

 ⽂
書

管
理

要
領

」、
「安

全
・品

質
本

部
 ⽂

書
管

理
要

領
」及

び
「濃

縮
事

業
部

 ⽂
書

管
理

要
領

」を
作

成
す

る
。 

４
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
職

位
に

第
１

項
に

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き
、⽂

書
管

理
及

び
記

録
の

管
理

を
⾏

わ
せ

る
とと

も
に

、第
11

2
条

に
基

づ
く保

安
活

動
に

関
す

る
記

録
を維

持
さ

せ
る

。 
56

. 
 ２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
をす

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

事
項

を定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、
⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。⑱
 

(2
) 

組
織

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

を
す

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
よう

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を作

成
す

る
。 

 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を利

⽤
で

き
る

よ
う、

次
に

掲
げ

る
事

項
を「

品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よび
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」に

は
、⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

（
⽂

書
及

び
記

録
の

管
理

）
 

第
21

条
  

２
  

⽂
書

管
理

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

 

 

57
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。⑯

 

 
a.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
２

  
 

(1
) 

⽂
書

の
作

成
、内

容
の

適
切

性
（

保
安

規
定

上
の

位
置

付
け

に
関

す
る

こと
を

含
む

）
の

審
査

・承
認

に
関

す
る

こ
と。

 

 

58
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。⑯
 

３
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、第
１

号
と同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こ
と⑱

を
い

う。
 

b.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。（
「改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、a
.と

同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を

審
査

し、
承

認
す

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
⽂

書
及

び
記

録
の

管
理

）
 

第
21

条
  

２
  

 
(2

) 
⽂

書
の

レビ
ュー

及
び

更
新

・再
承

認
に

関
す

る
こと

。 

 

59
. 

 三
 前

⼆
号

の
審

査
及

び
前

号
の

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。⑯
 

４
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「部
⾨

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

をい
う。

 

c.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

審
査

及
び

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。（

「部
⾨

」と
は

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
⽂

書
及

び
記

録
の

管
理

）
 

第
21

条
  

２
  

(1
) 

⽂
書

の
作

成
、内

容
の

適
切

性
（

保
安

規
定

上
の

位
置

付
け

に
関

す
る

こと
を

含
む

）
の

審
査

・承
認

に
関

す
る

こ
と。

 
(2

) 
⽂

書
の

レビ
ュー

及
び

更
新

・再
承

認
に

関
す

る
こと

。 

 

60
. 

 四
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
d.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
２

 
(3

) 
⽂

書
の

識
別

及
び

現
在

有
効

な
版

の
管

理
に

関
す

る
こと

。 

 

61
. 

 五
 改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
e.

 改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
２

  
 

(3
) 

⽂
書

の
識

別
及

び
現

在
有

効
な

 

－110 / 440－



 

1
09

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
版

の
管

理
に

関
す

る
こと

。 
62

. 
 六

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
f. 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
２

  
(1

) 
⽂

書
の

作
成

、内
容

の
適

切
性

（
保

安
規

定
上

の
位

置
付

け
に

関
す

る
こと

を
含

む
）

の
審

査
・承

認
に

関
す

る
こ

と。
 

 

63
. 

 七
 組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

 
g.

 組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
２

  
(4

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

及
び

運
⽤

の
た

め
に

組
織

が
必

要
と

決
定

した
外

部
か

らの
⽂

書
の

管
理

に
関

す
る

こと
。 

 

64
. 

 ⼋
 廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
使

⽤
され

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を保
持

す
る

と
き

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
h.

 廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

され
る

こと
を

防
⽌

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
と

き
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
とき

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
２

  
 

(5
) 

旧
版

の
⽂

書
管

理
に

関
す

る
こと

。 

 

65
. 

 （
記

録
の

管
理

）
 

（
記

録
の

管
理

）
 

4.
2.

4 
記

録
の

管
理

 
4.

2.
4 

記
録

の
管

理
 

 
 

 
66

. 
 第

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、こ
の

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

）
組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を実
証

す
る

記
録

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を実
証

す
る

記
録

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

⽂
書

及
び

記
録

の
管

理
）

 
第

21
条

  
３

  
記

録
の

管
理

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を含
む

こ
と。

 
(1

) 
記

録
の

作
成

及
び

維
持

に
関

す
る

こと
。 

(2
) 

記
録

の
識

別
、保

管
、保

護
、検

索
、保

管
期

間
及

び
廃

棄
管

理
に

関
す

る
こと

。 

 

67
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

記
録

の
識

別
、保

存
、保

護
、検

索
及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

、及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

す
る

｡ 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」
に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 

（
⽂

書
及

び
記

録
の

管
理

）
 

第
21

条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
管

理
責

任
者

が
所

管
す

る
業

務
に

つ
い

て
⽂

書
管

理
に

関
す

る
⽂

書
とし

て
、「

監
査

室
 ⽂

書
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 ⽂
書

管
理

要
領

」及
び

「濃
縮

事
業

部
 ⽂

書
管

理
要

領
」を

作
成

す
る

。 
  

ま
た

、記
録

の
管

理
に

関
す

る
⽂

書
と

して
、「

監
査

室
 記

録
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 記
録

管
理

要
領

」
及

び
「濃

縮
事

業
部

 ⽂
書

管
理

要
領

」を
作

成
す

る
。 

４
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
職

位
に

第
１

項
に

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き
、⽂

書
管

理
及

び
記

録
の

管
理

を
⾏

わ
せ

る
とと

も
に

、第
11

2
条

に
基

づ
く保

安
活

動
に

関
す

る
記

録
を維

持
さ

せ
る

。 

 

68
. 

 第
三

章
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
第

３
章

 経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

5 
経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

 
 

 
69

. 
 （

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

）
 

（
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
）

 
5.

1 
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

5.
1 

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
 

 
 

70
. 

 第
九

条
 経

営
責

任
者

は
、原

⼦
⼒

の
 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、

実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、

実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
実

施
、な

らび
に

その
有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
こと

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トの

証
拠

を
次

の
事

項
に

よ
っ

て
⽰

す
。 

71
. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
 

a.
 品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
 

a.
品

質
⽅

針
を定

め
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ｂ
．

品
質

⽅
針

を
設

定
す

る
。 

72
. 

 ⼆
 品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
b.

 品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ｃ
．

品
質

⽬
標

が
設

定
され

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
73

. 
 三

 要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。⑤
 

１
第

3
号

に
規

定
す

る
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
きる

よ
うに

す
る

こと
」と

は
、

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

維
持

す
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

 

c.
 要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よう
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
きる

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

1 
経

営
者

の
コミ

ット
メン

ト 
ｆ

．
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。（
注

）
 

（
注

）
具

体
的

な
要

領
に

つ
い

て
は

、
安

全
・品

質
本

部
⻑

が
定

め
る

「安
全

⽂
化

醸
成

活
動

に
係

る
規

程
」に

よる
。 

74
. 

 四
 第

⼗
⼋

条
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

ト
レ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

d.
 5

.6
.1

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

d.
5.

6.
1

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

1 
経

営
者

の
コミ

ット
メン

ト 
ｄ

．
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
。 

75
. 

 五
 資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

 
e.

 資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こと
。 

 

e.
資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を確

保
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

1 
経

営
者

の
コミ

ット
メン

ト 
ｅ

．
資

源
が

使
⽤

で
き

る
こと

を確
実

に
す

る
。 

76
. 

 六
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

 
f. 

関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 

f.関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 
77

. 
 七

 保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。③
 

 
g.

 保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

、要
員

に
認

識
させ

る
こと

。 
 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
満

た
す

こと
の

重
要

性
を組

織
内

に
周

知
す

る
。 

78
. 

 ⼋
 全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。
③

 

 
h.

 全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を考

慮
し

て
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 
79

. 
 （

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

）
 

（
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
）

 
5.

2 
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

5.
2 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
 

 
 

80
. 

 第
⼗

条
 経

営
責

任
者

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

よう
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。①
 

１
 第

10
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

」と
は

、例
え

ば
、コ

ス
ト、

⼯
期

等
に

よ
って

原
⼦

⼒
の

安
全

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
2 

原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

顧
客

の
重

視
 

社
⻑

は
､原

⼦
⼒

安
全

を最
優

先
に

位
置

付
け

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

81
. 

 （
品

質
⽅

針
）

 
（

品
質

⽅
針

）
 

5.
3 

品
質

⽅
針

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

 
 

 
82

. 
 第

⼗
⼀

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
１

 第
１

１
条

に
規

定
す

る
「品

質
⽅

針
」に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
（

品
質

⽅
針

）
 

第
14

条
 社

⻑
は

、法
令

・規
則

要
求
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

⑤
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、
⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

ら
の

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

⑥
 

質
⽅

針
」に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、技
術

的
、

⼈
的

及
び
組
織

的
要

因
並

び
に

それ
ら

の
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

）
 

事
項

の
遵

守
及

び
原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

に
つ

い
て

、加
⼯

の
事

業
に

関
す

る
業

務
を

⾏
う社

員
に

⽂
書

の
配

付
⼜

は
配

信
に

よ
り周

知
す

る
とと

も
に

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
配

慮
した

保
安

に
関

す
る

品
質

⽅
針

（
以

下
「品

質
⽅

針
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

。 
  

83
. 

 ⼀
 組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
２

 第
1

号
に

規
定

す
る

「組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
」に

は
、組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と

整
合

的
な

も
の

で
あ

る
こと

を
含

む
。 

a.
 組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。（

組
織

運
営

に
関

す
る

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

で
あ

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
⽅

針
）

 
第

14
条

 
(1

) 
⽇

本
原

燃
株

式
会

社
の

経
営

⽅
針

や
理

念
に

対
して

適
切

な
も

の
とす

る
。 

 

84
. 

 ⼆
 要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
b.

 要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を持

って
関

与
す

る
こと

。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
（

品
質

⽅
針

）
 

第
14

条
 

(2
) 

原
⼦

⼒
安

全
の

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
有

効
性

の
継

続
的

な
改

善
に

対
す

る
コミ

ット
メン

トを
含

む
。 

 

85
. 

 三
 品

質
⽬

標
を

定
め

、評
価

す
る

に
当

た
って

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

c.
 品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

c.
品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
（

品
質

⽅
針

）
 

第
14

条
 

(4
) 

管
理

責
任

者
に

品
質

⽅
針

に
基

づ
き

品
質

⽬
標

を設
定

させ
、マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
で

フォ
ロー

ア
ップ

す
る

。 

 

86
. 

 四
 要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
 

d.
 要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
 

d.
要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
 

（
品

質
⽅

針
）

 
第

14
条

 
(5

) 
社

内
全

体
に

品
質

⽅
針

が
伝

達
さ

れ
、理

解
され

る
よ

うに
す

る
。 

 

87
. 

 五
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
e.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

社
⻑

が
責

任
を持

って
関

与
す

る
こと

。 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
（

品
質

⽅
針

）
 

第
14

条
 

(6
) 

品
質

⽅
針

が
組

織
の

⽬
的

に
適

切
で

あ
り続

け
る

た
め

に
、変

更
の

必
要

性
を

レ
ビュ

ー
す

る
。 

 

88
. 

  
 

5.
4 

計
画

 
5.

4 
計

画
 

 
 

 
89

. 
 （

品
質

⽬
標

）
 

（
品

質
⽬

標
）

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標
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. 

 第
⼗

⼆
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

(個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。)

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・実
施

事
項

 
・必

要
な

資
源

 
・責

任
者

 
・実

施
事

項
の

完
了

時
期

 
・結

果
の

評
価

⽅
法

 

(1
) 

社
⻑

は
、部

⾨
に

お
い

て
、品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

」に
は

、品
質

⽬
標

を
達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、「
実

施
事

項
」、

「必
要

な
資

源
」、

「責
任

者
」、

「実
施

事
項

の
完

了
時

期
」及

び
「結

果
の

評
価

⽅
法

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
⽬

標
）

 
第

15
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、各

管
理

責
任

者
が

所
管

す
る

業
務

に
つ

い
て

前
条

に
定

め
る

品
質

⽅
針

に
基

づ
き

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

に
留

意
した

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
、安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
め

た
保

安
に

関
す

る
品

質
⽬

標
（

以
下

「品
質

⽬
標

」と
い

う。
）

を
毎

年
度

策
定

す
る

。 
(1

) 
品

質
⽅

針
に

⽰
され

る
枠

組
み

に
基

づ
き

、品
質

⽬
標

を
策

定
し、

⽂
書

化
す

る
。 
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. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を評
価

し得
る

も
の

で
あ

っ
て

、か
つ

、品
質

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

と
な

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

」と
は

、品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
 

(2
) 

社
⻑

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
す

る
。 

 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
⽬

標
）

 
第

15
条

 
(2

) 
品

質
⽬

標
が

品
質

⽅
針

と整
合

が
とれ

て
お

り、
その

達
成

度
が

判
定

可
能

で
あ

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 

－113 / 440－



 

1
12

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
）
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. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
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. 

 第
⼗

三
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
第

四
条

の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

) 
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

規
定

に
適

合
す

る
よ

う、
そ

の
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
）

 
第

20
条

  
社

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビ

ュー
の

結
果

等
に

よ
り、

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
な

お
、そ

れ
らを

改
善

す
る

に
あ

た
って

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

とれ
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 

 

94
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

が
計

画
され

、そ
れ

が
実

施
され

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑲

 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。)
を

含
む

。 

(2
) 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

が
計

画
され

、そ
れ

が
実

施
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を適

切
に

考
慮

す
る

。
（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び
組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

両
者

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

）
 

第
20

条
  

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

の
結

果
等

に
よ

り、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

な
お

、そ
れ

らを
改

善
す

る
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
とれ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 （
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
  

２
 事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

各
課

⻑
に

保
安

の
た

め
の

重
要

度
に

応
じて

、「
全

社
品

質
保

証
計

画
書

」に
定

め
る

事
項

の
適

⽤
の

程
度

に
つ

い
て

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
考

慮
して

グ
レ

ー
ド分

け
を

⾏
わ

せ
る

とと
も

に
、そ

れ
を

設
定

⼜
は

変
更

させ
る

場
合

は
、濃

縮
安

全
委

員
会

に
お

け
る

審
議

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
審

査
が

され
て

い
る

こと
を

確
認

した
上

で
承

認
し、

実
施

させ
る

。 

 

95
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
⑲

 

２
 第

2
項

第
1

号
に

規
定

す
る

「起
こ

り得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
次

の
事

項
を

含
む

(第
23

条
第

3
項

第
1

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 
・当

該
変

更
に

よる
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
 

・当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
 

a.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

）
 

 第
20

条
  

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

の
結

果
等

に
よ

り、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

な
お

、そ
れ

らを
改

善
す

る
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
とれ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 

 

96
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

⑲
 

 
b.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

）
 

第
20

条
  

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

の
結

果
等

に
よ

り、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

な
お

、そ
れ

らを
改

善
す

る
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
とれ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 

97
. 

 三
 資

源
の

利
⽤

可
能

性
⑲

 
 

c.
 資

源
の

利
⽤

可
能

性
 

c.
資

源
の

利
⽤

可
能

性
 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
 

－114 / 440－



 

1
13

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
 

的
な

改
善

）
 

第
20

条
  

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

の
結

果
等

に
よ

り、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

な
お

、そ
れ

らを
改

善
す

る
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
とれ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

98
. 

 四
 責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
⑲

 
 

d.
 責

任
及

び
権

限
の

割
当

て
 

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

）
 

第
20

条
  

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

の
結

果
等

に
よ

り、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

な
お

、そ
れ

らを
改

善
す

る
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
とれ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 

99
. 

  
 

5.
5 

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ン 
5.

5 
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ン 

 
 

 

10
0.

（
責

任
及

び
権

限
）

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

5.
5.

1 
責

任
及

び
権

限
 

5.
5.

1 
責

任
及

び
権

限
 

 
 

 
10

1.
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑦
 

１
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じ
て

、組
織

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。 

２
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、
業

務
(情

報
の

伝
達

を
含

む
。)

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
きる

仕
組

み
を

い
う。

 

社
⻑

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、
関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を

遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。（

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
責

任
及

び
権

限
）

 
第

13
条

 社
⻑

は
、関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

、安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を含
め

た
保

安
活

動
に

関
す

る
組

織
を

第
４

条
に

、ま
た

その
責

任
及

び
権

限
を

第
５

条
の

とお
り定

め
、こ

の
規

定
の

配
付

に
よ

り、
加

⼯
施

設
の

保
安

に
関

す
る

業
務

を
⾏

う社
員

に
周

知
す

る
。 

 

 

10
2.

(再
掲

) 
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑦
 

(再
掲

) 
１

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。 
２

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、

業
務

(情
報

の
伝

達
を

含
む

。)
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

きる
仕

組
み

を
い

う。
 

 
(2

)社
⻑

は
、部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

保
安

活
動

を遂
⾏

で
き

る
よ

うに
す

る
。（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、業

務
（

情
報

の
伝

達
を含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
責

任
及

び
権

限
）

 
第

13
条

 社
⻑

は
、関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

、安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を含
め

た
保

安
活

動
に

関
す

る
組

織
を

第
４

条
に

、ま
た

その
責

任
及

び
権

限
を

第
５

条
の

とお
り定

め
、こ

の
規

定
の

配
付

に
よ

り、
加

⼯
施

設
の

保
安

に
関

す
る

業
務

を
⾏

う社
員

に
周

知
す

る
。 

 

 

10
3.

 
 

 
(3

)社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よる
監

査
室

へ
の

関
与

を排
除

す
る

。ま
た

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

か
ら物

理
的

に
離

隔
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、監

査
室

の
独

⽴
性

の
確

保
を明

記
 

（
責

任
及

び
権

限
）

 
第

13
条

  
１

の
２

 社
⻑

は
、監

査
室

を社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。 

ま
た

、安
全

・品
質

本
部

及
び

事
業

部
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を確

保
す

る
。 

 

10
4.

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

5.
5.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

5.
5.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

 
 

 

10
5.

第
⼗

五
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

) 
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を与

え
る

。 

社
⻑

は
、第

８
条

第
２

項
第

2
号

、第
３

号
、第

５
号

及
び

第
６

号
に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、他

の
条

⽂
に

管
理

責
任

者
が

定
め

られ
て

い
る

た
め

、
当

該
条

⽂
を

引
⽤

 

（
職

務
）

 
第

５
条

 
(3

) 
監

査
室

⻑
は

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
が

実
施

す
る

業
務

並
び

に
品

質
・保

安
会

議
の

審
議

業
務

に
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

関
し監

査
を

⾏
うと

とも
に

、所
管

す
る

業
務

に
関

し「
原

⼦
⼒

発
電

所
に

お
け

る
安

全
の

た
め

の
品

質
保

証
規

程
」（

以
下

「J
EA

C4
11

1-
20

09
」と

い
う。

）
に

定
め

る
管

理
責

任
者

とし
て

必
要

な
業

務
を

⾏
う。

 
(4

) 
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、社

⻑
が

⾏
う加

⼯
の

事
業

に
関

す
る

品
質

保
証

に
係

る
業

務
の

補
佐

（
事

業
部

の
品

質
保

証
活

動
が

適
切

に
実

施
され

る
こと

へ
の

⽀
援

を
含

む
。）

及
び

品
質

・保
安

会
議

の
運

営
に

係
る

業
務

を
⾏

うと
とも

に
、

所
管

す
る

業
務

に
関

し
JE

AC
41

11
-

20
09

に
定

め
る

管
理

責
任

者
とし

て
必

要
な

業
務

を
⾏

う。
 

(5
) 

事
業

部
⻑

は
、加

⼯
施

設
の

保
安

に
関

す
る

業
務

の
うち

事
業

部
⻑

が
所

管
す

る
業

務
を

統
括

す
る

とと
も

に
、統

括
す

る
業

務
に

関
し、

JE
AC

41
11

-2
00

9
に

定
め

る
管

理
責

任
者

とし
て

必
要

な
業

務
を

⾏
う。

 
 （

責
任

及
び

権
限

）
 

第
13

条
  

２
 社

⻑
は

、管
理

責
任

者
で

あ
る

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
運

⽤
させ

、継
続

的
な

改
善

をさ
せ

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

及
び

改
善

の
必

要
性

の
有

無
に

つ
い

て
報

告
させ

る
。 

ま
た

、加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る
業

務
を

⾏
う社

員
に

、原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
させ

る
。 

10
6.

⼀
 プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
a.

 プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
と

とも
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

と
とも

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

第
13

条
  

２
 社

⻑
は

、管
理

責
任

者
で

あ
る

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
運

⽤
させ

、継
続

的
な

改
善

をさ
せ

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

及
び

改
善

の
必

要
性

の
有

無
に

つ
い

て
報

告
させ

る
。 

ま
た

、加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る
業

務
を

⾏
う社

員
に

、原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
させ

る
。 

 

10
7.

⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
経

営
責

任
者

に
報

告
す

る
こと

。 

 
b.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

第
13

条
 

２
 社

⻑
は

、管
理

責
任

者
で

あ
る

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
運

⽤
させ

、継
続

的
な

改
善

をさ
せ

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

及
び

改
善

の
必

要
性

の
有

無
に

つ
い

て
報

告
させ

る
。 

ま
た

、加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る
業

務
を

⾏
う社

員
に

、原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
させ

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
10

8.
三

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
c.

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5 

責
任

､権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

2 
管

理
責

任
者

 
（

２
）

 
ｃ

．
組

織
全

体
に

わ
た

って
、関

係
法

令
の

遵
守

お
よび

原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

10
9.

四
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

 
d.

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
 

d.
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5 
責

任
､権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
2 

管
理

責
任

者
 

（
２

）
 

ｃ
．

組
織

全
体

に
わ

た
って

、関
係

法
令

の
遵

守
お

よび
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
11

0.
（

管
理

者
）

 
（

管
理

者
）

 
5.

5.
3 

管
理

者
 

5.
5.

3 
管

理
者

 
 

 
 

11
1.

第
⼗

六
条

 経
営

責
任

者
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

(以
下

「管
理

者
」と

い
う。

)に
、当

該
管

理
者

が
管

理
監

督
す

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を
与

え
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
第

1
項

に
規

定
す

る
「管

理
者

」と
は

、職
務

権
限

を
⽰

す
⽂

書
に

お
い

て
、

管
理

者
とし

て
責

任
及

び
権

限
を付

与
さ

れ
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り、
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を置

い
て

、そ
の

業
務

を⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
責

任
者

の
責

任
及

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。 

(1
) 

社
⻑

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

対
し、

管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

して
、責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。（

「管
理

者
」と

は
、品

質
マニ

ュア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を

、責
任

及
び

権
限

を
⽂

書
で

明
確

に
して

設
置

した
場

合
に

は
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 

11
2.

⼀
 個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
a.

 個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、
実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よう
に

す
る

こと
。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

11
3.

⼆
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
b.

 要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 
 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
11

4.
三

 個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
c.

 個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 

c.
個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
11

5.
四

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

 
d.

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
11

6.
五

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。④
 

 
e.

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

お
よ

び
顧

客
関

連
の

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

1 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化
 

a.
 業

務
・施

設
に

適
⽤

され
る

法
令

・
規

則
要

求
事

項
 

11
7.

２
 管

理
者

は
、前

項
の

責
任

及
び

権
 

(2
) 

管
理

者
は

、(
1)

の
責

任
及

び
権

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
 

 
5．

経
営

者
の

責
任
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

実
に

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
す

る
。 

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を実
施

す
る

。 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

 
11

8.
⼀

 品
質

⽬
標

を
設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を監
視

測
定

す
る

こと
。③

 

 
a.

 品
質

⽬
標

を
設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を監
視

測
定

す
る

こと
。 

a.
品

質
⽬

標
を設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

11
9.

⼆
 要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。③

 

 
b.

 要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
0.

三
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。③
 

 
c.

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
1.

四
 常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、

要
員

が
、積

極
的

に
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を⾏
え

る
よ

う
に

す
る

こと
。③

 

 
d.

 常
に

問
い

か
け

る姿
勢

及
び

学
習

す
る姿

勢
を要

員
に

定
着

させ
ると

とも
に

、
要

員
が

、積
極

的
に

加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る問
題

の
報

告
を⾏

え
るよ

うに
す

るこ
と。

 

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
2.

五
 要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。

③
 

 
e.

 要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e.

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
12

3.
３

 管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑨
 

２
 第

３
項

に
規

定
す

る
「⾃

⼰
評

価
」

に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。 
 ３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う(
第

18
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

(3
) 

管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
⾏

う。
 

 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
実

施
す

る
。（

「⾃
⼰

評
価

」に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。ま
た

、「
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
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1
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
活

動
を

促
進

す
る

。 

12
4.

（
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

）
 

（
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

）
 

5.
5.

4 
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
5.

5.
4

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

 
 

 

12
5.

第
⼗

七
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

され
て

い
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

１
 第

17
条

に
規

定
す

る
「組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
」と

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

が
必

要
に

応
じて

⾏
わ

れ
る

場
や

仕
組

み
を

決
め

、実
⾏

す
る

こと
を

い
う。

 

(1
) 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
と

お
り。

 
 a.

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
 

b.
品

質
・保

安
会

議
 

c.
濃

縮
安

全
委

員
会

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
の

会
議

体
名

称
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
1

に
記

載
 

  

（
内

部
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
）

 
第

12
条

 社
⻑

は
、品

質
・保

安
会

議
、濃

縮
安

全
委

員
会

及
び

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
に

お
け

る
品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

有
効

性
に

関
す

る
審

議
及

び
報

告
に

よ
り、

内
部

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ンが
適

切
に

⾏
わ

れ
る

こと
を確

認
す

る
。 

な
お

、濃
縮

安
全

委
員

会
に

お
け

る
審

議
及

び
報

告
に

つ
い

て
は

、品
質

・保
安

会
議

及
び

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

よ
り

確
認

す
る

。 
  

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

4 
内

部
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

社
⻑

は
、組

織
内

に
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
の

た
め

の
適

切
な

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
に

関
して

の
情

報
交

換
が

⾏
わ

れ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
品

質
保

証
活

動
の

実
施

状
況

を確
認

し、
経

営
とし

て
、観

察
・評

価
し、

取
り

組
み

が
弱

い
場

合
は

、要
員

、組
織

、予
算

、購
買

等
の

全
社

の
仕

組
み

が
機

能
して

い
る

か
の

観
点

で
審

議
を⾏

う。
※

 
社

⻑
は

、安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
の

構
成

、運
営

等
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

要
領

は
、「

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」に

定
め

る
。 

※
社

⻑
は

、安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
の

審
議

結
果

を受
け

て
、必

要
な

指
⽰

、
命

令
を

出
す

こと
が

で
き

る
。 

（
２

）
品

質
・保

安
会

議
 

品
質

保
証

活
動

⽅
針

、品
質

保
証

活
動

状
況

お
よび

品
質

保
証

活
動

に
係

る
重

要
な

事
項

に
つ

い
て

、品
質

・保
安

会
議

で
審

議
、報

告
を

⾏
う。

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、品
質

・保
安

会
議

の
構

成
、運

営
等

に
つ

い
て

の
具

体
的

な
要

領
は

、「
品

質
・保

安
会

議
規

程
」に

定
め

る
。 

（
３

）
安

全
委

員
会

 
保

安
に

関
す

る
品

質
保

証
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
、保

安
規

定
に

定
め

る
安

全
委

員
会

で
審

議
を

⾏
う。

 
12

6.
 

２
 第

17
条

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
」と

は
、例

え
ば

、第
18

条
に

規
定

す
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
の

結
果

を要
員

に
理

解
させ

る
な

ど、
組

織
全

体
で

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

の
認

識
を共

有
して

い
る

こと
を

い
う。

 
 

 
 

 
 

 

12
7.

 
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

 
 

 
12

8.
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
5.

6.
1 

⼀
般

 
5.

6.
1 

⼀
般

 
 

 
 

12
9.

第
⼗

⼋
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を評
価

す
 

(1
) 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、「
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

期
間

」に
つ

い
て

、「
年

１
回

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

）
 

第
17

条
 社

⻑
は

、管
理

責
任

者
で
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を、

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

の
機

会
を

得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を、

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
う。

 

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を評
価

（
以

下
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

す
る

。 

以
上

」と
明

確
化

 
 

あ
る

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

対
して

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
適

切
で

、妥
当

で
、か

つ
、有

効
に

機
能

して
い

る
こと

を
評

価
、

確
認

す
る

こと
及

び
品

質
⽅

針
、品

質
⽬

標
を

含
む

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
の

必
要

性
を

評
価

す
る

こと
を

⽬
的

とし
た

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を

年
1

回
以

上
実

施
す

る
。 

  
ま

た
、安

全
・品

質
本

部
⻑

に
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を維
持

さ
せ

る
。 

 
13

0.
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
）

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
 

 
 

13
1.

第
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
情

報
を

報
告

す
る

。 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ッ

ト）
 

第
18

条
 前

条
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ット

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

、安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を
含

む
）

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
の

とお
りと

す
る

。 

 

13
2.

⼀
 内

部
監

査
の

結
果

 
 

a.
 内

部
監

査
の

結
果

 
 

a.
内

部
監

査
の

結
果

 
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(1

) 
監

査
の

結
果

 

 

13
3.

⼆
 組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

１
 第

2
号

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
」と

は
、外

部
監

査
(安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。)

の
結

果
(外

部
監

査
を受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、
地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、外
部

監
査

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を受
け

る
こと

を
い

う。
 

b.
 組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

 
b.

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

（
外

部
監

査
（

安
全

⽂
化

の
外

部
評

価
を含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。）
（

「外
部

監
査

」と
は

、外
部

の
組

織
⼜

は
者

か
ら監

査
、評

価
等

を
受

け
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(2

) 
法

に
基

づ
く検

査
の

状
況

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ット
 

ｂ
．

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
関

す
る

外
部

の
受

け
⽌

め
⽅

 

13
4.

三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

 
２

 第
3

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、産
業

標
準

化
法

(昭
和

24
年

法
律

第
18

5
号

)に
基

づ
く⽇

本
産

業
規

格
Q

90
01

(以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
)の

「プ
ロセ

ス
の

パ
フォ

ー
マ

ンス
並

び
に

製
品

及
び

サ
ー

ビス
の

適
合

」の
状

況
及

び
「プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
で

得
られ

た
結

果
」に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
 

c.
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 9
00

1)
」（

以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フ
ォー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」に
相

当
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(3

) 
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

及
び

検
査

・試
験

の
結

果
 

 

 

13
5.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
、定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
⽤

前
検

査
(以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
)並

び
に

⾃
主

検
査

等
の

結
果

 
 

３
 第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

主
検

査
等

」と
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、
妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う(
第

48
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

d.
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
をい

う。
）

 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ッ

ト）
 

第
18

条
  

(2
) 

法
に

基
づ

く検
査

の
状

況
 

(3
) 

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
及

び
検

査
・試

験
の

結
果

 
 

 

13
6.

五
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
 

e.
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ッ

ト）
 

 

－121 / 440－



 

1
20

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
第

18
条

  
(3

) 
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

及
び

検
査

・試
験

の
結

果
 

 
13

7.
六

 健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
 

４
 第

6
号

に
規

定
す

る
「健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

」に
は

、
内

部
監

査
に

よる
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。 

f. 
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

 
 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ット

 
ｄ

．
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
の

実
施

状
況

 

13
8.

七
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

g.
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

g.
関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(2

) 
法

に
基

づ
く検

査
の

状
況

 
(3

) 
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

及
び

検
査

・試
験

の
結

果
 

 

13
9.

⼋
 不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
５

 第
8

号
に

規
定

す
る

「不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
」に

は
、組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
並

び
に

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を
含

む
。 

h.
 不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

（
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
ら

れ
た

も
の

を
含

む
。)

、不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(4

) 
予

防
処

置
及

び
是

正
処

置
の

状
況

 
 

 

14
0.

九
 従

前
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
 

 
i. 

従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

 

i.前
回

ま
で

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ッ

ト）
 

第
18

条
  

(5
) 

前
回

ま
で

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
に

対
す

る
フォ

ロー
アッ

プ 

 

14
1.

⼗
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

 
j. 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(6

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

変
更

 

 

14
2.

⼗
⼀

 部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
 

k.
 部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

k.
部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ッ

ト）
 

第
18

条
  

(8
) 

改
善

の
た

め
の

提
案

 

 

14
3.

⼗
⼆

 資
源

の
妥

当
性

⑬
 

 
l. 

資
源

の
妥

当
性

 
 

l.資
源

の
妥

当
性

 
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(8

) 
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

14
4.

⼗
三

 保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じ
た

措
置

の
実

効
性

⑬
 

６
 第

13
号

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
(第

52
条

第
1

項
第

4
号

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

m
. 

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
の

実
効

性
 

 

m
.保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

へ
の

イン
プ

ッ
ト）

 
第

18
条

  
(8

) 
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

 

14
5.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
5.

6.
3 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

 
 

 

14
6.

第
⼆

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  
(1

) 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ッ
ト）

 
第

19
条

 第
17

条
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ット
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
、安

全
⽂

化
醸

 

－122 / 440－



 

1
21

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
成

に
関

す
る

事
項

を
含

む
）

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
に

関
す

る
決

定
及

び
処

置
す

べ
て

を
含

む
も

の
とす

る
。 

  
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

９
条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 
  

14
7.

⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

１
 第

1
号

に
規

定
す

る
「実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
」と

は
、改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
 

a.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロ
セ

ス
の

実
効

性
の

維
持

に
必

要
な

改
善

（
改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ッ

ト）
 

第
19

条
 

(1
) 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

及
び

プ
ロセ

ス
の

有
効

性
の

改
善

 

 

14
8.

⼆
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
b.

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

 

b.
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ッ
ト）

 
第

19
条

 
(2

) 
業

務
の

計
画

及
び

実
施

に
か

か
わ

る
改

善
 

 

14
9.

三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
c.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ッ
ト）

 
第

19
条

 
(3

) 
資

源
の

必
要

性
 

 

15
0.

四
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
⑤

 
２

 第
４

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

に
関

す
る

改
善

」に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

が
確

認
され

た
場

合
に

お
け

る
改

善
策

の
検

討
を

含
む

。 

d.
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
 

 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ッ

ト）
 

第
19

条
 第

17
条

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

、安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を
含

む
）

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
に

関
す

る
決

定
及

び
処

置
す

べ
て

を
含

む
も

の
とす

る
。 

  
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

９
条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 

 

15
1.

五
 関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

④
 

 
e.

 関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

 
e.

関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ッ
ト）

 
第

19
条

 第
17

条
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

らの
ア

ウト
プ

ット
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
、安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
む

）
は

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

に
関

す
る

決
定

及
び

処
置

す
べ

て
を

含
む

も
の

とす
る

。 
  

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
９

条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

 

15
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
こ

れ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
こ

れ
を

管
理

す
る

。 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
第

17
条

 社
⻑

は
、管

理
責

任
者

で
あ

る
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

に
対

して
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

適
切

で
、妥

当
で

、か
つ

、有
効

に
機

能
して

い
る

こと
を

評
価

、
確

認
す

る
こと

及
び

品
質

⽅
針

、品
質

⽬
標

を
含

む
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
必

要
性

を
評

価
す

る
こと

を
⽬

的
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
とし

た
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
年

1
回

以
上

実
施

す
る

。 
  

ま
た

、安
全

・品
質

本
部

⻑
に

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を維

持
さ

せ
る

。 
15

3.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、(
1)

の
決

定
をし

た
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を講
じる

。 
(3

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
で

決
定

をし
た

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を講

じる
。 

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
へ

の
イン

プ
ッ

ト）
 

第
18

条
  

(5
) 

前
回

ま
で

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
に

対
す

る
フォ

ロー
アッ

プ 

 

15
4.

第
四

章
 資

源
の

管
理

 
第

四
章

 資
源

の
管

理
 

6 
資

源
の

管
理

 
6 

資
源

の
管

理
 

 
 

 
15

5.
（

資
源

の
確

保
）

 
（

資
源

の
確

保
）

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
 

 
 

15
6.

第
⼆

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を明
確

に
定

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
  

１
 第

２
１

条
に

規
定

す
る

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
規

程
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
きる

資
源

（
本

規
程

第
２

条
４

に
規

定
す

る
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

と
を

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
⑳

 
２

 第
2

号
に

規
定

す
る

「個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

」と
は

、J
IS

 9
０

01
の

「イ
ンフ

ラス
ト

ラク
チ

ャー
」を

い
う。

 
３

 第
３

号
に

規
定

す
る

「作
業

環
境

」
に

は
、作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、
照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。 
 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

るた
め

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
資

源
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
す

る
。（

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（
組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
資

源
の

提
供

）
 

第
16

条
 社

⻑
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

の
資

源
を提

供
す

る
。 

 

15
7.

⼀
 要

員
 

 
a.

 要
員

 
 

a.
要

員
 

 
（

資
源

の
提

供
）

 
第

16
条

  
(1

) 
保

安
活

動
に

必
要

な
要

員
を

提
供

し、
第

13
章

に
基

づ
き

管
理

責
任

者
で

あ
る

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
に

要
員

の
⼒

量
を

確
保

させ
る

。 

 

15
8.

⼆
 個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
 

 

 
b.

 個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
 

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ンフ

ラス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
資

源
の

提
供

）
 

第
16

条
  

(2
) 

第
30

条
に

基
づ

く加
⼯

施
設

を
提

供
し、

管
理

責
任

者
で

あ
る

事
業

部
⻑

に
維

持
管

理
させ

る
。 

 

15
9.

三
 作

業
環

境
 

 
 

c.
 作

業
環

境
 

 
c.

作
業

環
境

（
作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
資

源
の

提
供

）
 

第
16

条
  

(3
) 

加
⼯

施
設

の
保

安
に

必
要

な
作

業
環

境
を明

確
に

し、
管

理
責

任
者

で
あ

る
事

業
部

⻑
に

運
営

管
理

させ
る

。 

 

16
0.

四
 そ

の
他

必
要

な
資

源
 

 
d.

 そ
の

他
必

要
な

資
源

 
 

d.
その

他
必

要
な

資
源

 
 

（
資

源
の

提
供

）
 

第
16

条
 社

⻑
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

の
資

源
を提

供
す

る
。 

 

 

16
1.

（
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
）

 
（

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

6.
2 

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
6.

2
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

 
 

 

16
2.

第
⼆

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
１

 第
１

項
に

規
定

す
る

「⼒
量

」に
は

、
組

織
が

必
要

とす
る

技
術

的
、⼈

的
及

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
必

要
な

技
能

及
び

経
験

を
有

し、
意

図
した

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

6．
資

源
の

運
⽤

管
理

 
6.

2 
⼈

的
資

源
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
(以

下
「⼒

量
」と

い
う。

)が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

び
組

織
的

側
⾯

に
関

す
る

知
識

を
含

む
。

⑥
 

結
果

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
（

以
下

「⼒
量

」と
い

う。
）

が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

る
。 

 

結
果

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
（

以
下

「⼒
量

」と
い

う。
）

が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

る
。（

「⼒
量

」に
は

、組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び
組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

6.
2.

1 
⼀

般
 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
社

員
に

は
、

適
切

な
教

育
、訓

練
、技

能
お

よ
び

経
験

を
判

断
の

根
拠

とし
て

⼒
量

が
あ

る
こ

とを
明

確
に

す
る

。 

16
3.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 
 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
（

⼒
量

、教
育

・訓
練

及
び

認
識

）
 

第
10

6
条

 運
営

管
理

課
⻑

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

考
慮

した
保

安
教

育
に

関
す

る
⽂

書
とし

て
、「

加
⼯

施
設

 教
育

・訓
練

要
領

」を
作

成
し、

事
業

部
⻑

の
承

認
を

得
る

。 
 

 

16
4.

⼀
 要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
a.

 要
員

に
どの

よ
うな

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
 

a.
要

員
に

どの
よう

な
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
（

⼒
量

、教
育

・訓
練

及
び

認
識

）
 

第
10

6
条

  
(1

) 
原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

影
響

が
あ

る
業

務
に

従
事

す
る

社
員

に
必

要
な

⼒
量

を
明

確
に

す
る

こと
。 

 

16
5.

⼆
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

２
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し、

⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。 

b.
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。
（

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
す

る
、

⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
⼒

量
、教

育
・訓

練
及

び
認

識
）

 
第

10
6

条
  

(2
) 

必
要

な
⼒

量
が

不
⾜

して
い

る
場

合
に

は
、そ

の
必

要
な

⼒
量

に
到

達
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

教
育

・訓
練

を⾏
う

か
、⼜

は
他

の
処

置
を

とる
こと

。 

 

16
6.

三
 前

号
の

措
置

の
実

効
性

を評
価

す
る

こと
。 

 

 
c.

 教
育

訓
練

その
他

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
 

（
⼒

量
、教

育
・訓

練
及

び
認

識
）

 
第

10
6

条
  

(3
) 

教
育

・訓
練

⼜
は

他
の

処
置

の
有

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
 6．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
2 

⼈
的

資
源

 
6.

2.
2 

⼒
量

､教
育

・訓
練

お
よび

認
識

 
ｃ

．
教

育
・訓

練
ま

た
は

他
の

処
置

の
有

効
性

を評
価

す
る

。 

 

16
7.

四
 要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
d.

 要
員

が
⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
して

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
（

⼒
量

、教
育

・訓
練

及
び

認
識

）
 

第
10

6
条

  
(4

) 
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
意

識
を

⾼
め

、社
員

が
⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

と重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らど

の
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 

16
8.

イ 
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

(a
) 

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

ら
の

貢
献

 
 

(a
)品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

（
⼒

量
、教

育
・訓

練
及

び
認

識
）

 
第

10
6

条
  

(4
) 

原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

意
識

を
⾼

め
、社

員
が

⾃
らの

活
動

の
も

つ
意

味
と重

要
性

を
認

識
し、

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

て
⾃

らど
の

よ
うに

貢
献

で
き

る
か

を
認

識
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 

16
9.

ロ 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 
(b

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 
（

⼒
量

、教
育

・訓
練

及
び

認
識

）
 

第
10

6
条

  
(4

) 
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
意

識
を

⾼
め

、社
員

が
⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

と重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らど

の
よ

うに
貢

献
で

き
る
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
か

を
認

識
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
17

0.
ハ

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
 

(c
) 

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
 

(c
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

 
（

⼒
量

、教
育

・訓
練

及
び

認
識

）
 

第
10

6
条

  
(4

) 
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
意

識
を

⾼
め

、社
員

が
⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

と重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らど

の
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 

17
1.

五
 要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
e.

 要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
（

⼒
量

、教
育

・訓
練

及
び

認
識

）
 

第
10

6
条

  
(5

) 
教

育
・訓

練
、技

能
及

び
経

験
に

つ
い

て
該

当
す

る
記

録
を

維
持

す
る

こと
。 

 

17
2.

第
五

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

第
五

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

7 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

7 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

 
 

 

17
3.

（
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
）

 
（

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

）
 

7.
1 

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
 

 
 

 

17
4.

第
⼆

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を
確

⽴
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を策
定

⑲
す

る
こ

とを
含

む
。 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

確
⽴

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

確
⽴

す
る

。（
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、4
.1

(2
)c

.の
事

項
を

考
慮

して
計

画
を

策
定

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
記

載
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
職

位
に

保
安

活
動

を
計

画
させ

る
に

あ
た

り、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

実
施

させ
る

。 
 

 

17
5.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

、業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を確
保

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プロ
セ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を確

保
す

る
。

（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
  

３
 事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

各
課

⻑
に

第
４

章
か

ら第
12

章
及

び
第

14
章

に
定

め
る

保
安

活
動

の
実

施
計

画
とし

て
⽂

書
を

作
成

させ
、承

認
し

た
後

、実
施

させ
る

。 
な

お
、⽂

書
の

作
成

に
あ

た
って

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

その
他

の
プ

ロ
セ

ス
の

要
求

事
項

と整
合

が
とれ

て
い

る
こ

とを
確

認
す

る
。 

ま
た

、管
理

責
任

者
は

、⽂
書

を
変

更
す

る
場

合
は

、必
要

に
応

じ関
連

す
る

⽂
書

を
修

正
し、

⽂
書

の
配

付
⼜

は
配

信
に

よ
り関

係
者

へ
周

知
す

る
。 

 

17
6.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑲
 

３
 第

3
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
(以

下
「個

別
業

務
計

画
」

とい
う。

)の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プロ
セ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。)
を

含
む

。 

(3
) 

組
織

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

す
る

。（
「個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

」に
は

、
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
  

３
 事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

各
課

⻑
に

第
４

章
か

ら第
12

章
及

び
第

14
章

に
定

め
る

保
安

活
動

の
実

施
計

画
とし

て
⽂

書
を

作
成

させ
、承

認
し

た
後

、実
施

させ
る

。 
な

お
、⽂

書
の

作
成

に
あ

た
って

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

その
他

の
プ

ロ
セ

ス
の

要
求

事
項

と整
合

が
とれ

て
い

る
こ

とを
確

認
す

る
。 

ま
た

、管
理

責
任

者
は

、⽂
書

を
変

更
す

る
場

合
は

、必
要

に
応

じ関
連

す
る

⽂
書

を
修

正
し、

⽂
書

の
配

付
⼜

は
配

信
に

よ
り関

係
者

へ
周

知
す

る
。 

 

17
7.

⼀
 個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
 

a.
 個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
a.

個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
 

 
７

．
業

務
の

計
画

､実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 

－126 / 440－



 

1
25

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

⑲
 

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

 
各

職
位

は
、業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

を
計

画
して

、構
築

す
る

。 
（

１
）

各
職

位
は

、業
務

の
計

画
に

つ
い

て
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

その
他

の
プ

ロセ
ス

の
要

求
事

項
との

整
合

を
とる

。 
17

8.
⼆

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 
b.

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 

b.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

４
 

(1
) 

業
務

に
対

す
る

品
質

⽬
標

及
び

要
求

事
項

 

 

17
9.

三
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

 
c.

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 
 

c.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
４

  
 

(2
) 

業
務

に
特

有
な

プロ
セ

ス
及

び
⽂

書
の

確
⽴

の
必

要
性

並
び

に
資

源
の

提
供

の
必

要
性

 

 

18
0.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、
妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
こ

れ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

(以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
) 

 
d.

 使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、

妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

こ
れ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
）

 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
４

  
(3

) 
その

業
務

の
た

め
の

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
、測

定
、検

査
・試

験
活

動
並

び
に

これ
らの

合
否

判
定

基
準

 

 

18
1.

五
 個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プロ
セ

ス
を実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 
e.

 個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プロ

セ
ス

を実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

２
）

 
ｄ

．
業

務
・施

設
の

プ
ロセ

ス
お

よ
び

その
結

果
が

要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 
18

2.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 
 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

1 
業

務
の

計
画

 
（

３
）

各
職

位
は

、こ
の

計
画

の
ア

ウト
プ

ット
を

、組
織

の
運

営
⽅

法
に

適
した

形
式

とす
る

。 
18

3.
 

 
7.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
 

 
 

18
4.

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き事
項

）
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
 

 
 

 

18
5.

第
⼆

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
る

。 
 

組
織

は
、次

に
掲

げ
る

事
項

を個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
る

。 
 

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

お
よ

び
顧

客
関

連
の

プ
ロセ

ス
 

 7
.2

.1
 業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化
お

よ
び

製
品

に
関

連
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化
 

各
職

位
は

、次
の

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
18

6.
⼀

 組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
a.

 組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
ｂ

．
明

⽰
され

て
い

な
い

が
、業

務
・施

設
に

不
可

⽋
な

要
求

事
項

 
18

7.
⼆

 関
係

法
令

 
 

b.
 関

係
法

令
 

 
b.

関
係

法
令

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

－127 / 440－



 

1
26

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
ａ

．
業

務
・施

設
に

適
⽤

され
る

法
令

・
規

制
要

求
事

項
 

18
8.

三
 前

⼆
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

 
c.

 a
.b

.に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、組

織
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
ｅ

．
組

織
が

必
要

と判
断

す
る

追
加

要
求

事
項

す
べ

て
 

18
9.

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

）
 

7.
2.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
 

7.
2.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
 

 
 

 

19
0.

第
⼆

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(1

) 
組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

10
条

 
２

 
(2

) 
業

務
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
、業

務
を

⾏
う前

に
レ

ビュ
ー

す
る

とと
も

に
、レ

ビュ
ー

の
結

果
及

び
レ

ビュ
ー

を
受

け
て

採
った

措
置

を
記

録
す

る
。 

 

19
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

レ
ビュ

ー
 

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

に
つ

い
て

は
(1

)〜
(5

)項
に

⽰
す

。 
19

2.
⼀

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 
a.

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 

a.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

 (
1)

 業
務

に
対

す
る

品
質

⽬
標

及
び

要
求

事
項

 

 

19
3.

⼆
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

その
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

 
b.

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
その

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

 
ｂ

．
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

以
前

に
提

⽰
され

た
も

の
と異

な
る

場
合

に
は

、そ
れ

に
つ

い
て

解
決

され
て

い
る

。 
 

19
4.

三
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こ
と。

 

 
c.

 組
織

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こと
。 

 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

 
ｃ

．
定

め
られ

た
要

求
事

項
を満

た
す

能
⼒

を
も

って
い

る
。 

19
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
  

  
レ

ビュ
ー

お
よ

び
製

品
に

関

－128 / 440－



 

1
27

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
連

す
る

要
求

事
項

の
レ

ビュ
ー

 
３

）
各

職
位

は
、こ

の
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
その

レ
ビュ

ー
を

受
け

て
とら

れ
た

処
置

の
記

録
を

維
持

す
る

。 
  

19
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
３

 事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、
各

課
⻑

に
第

４
章

か
ら第

12
章

及
び

第
14

章
に

定
め

る
保

安
活

動
の

実
施

計
画

とし
て

⽂
書

を
作

成
させ

、承
認

し
た

後
、実

施
させ

る
。 

な
お

、⽂
書

の
作

成
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

その
他

の
プ

ロセ
ス

の
要

求
事

項
と整

合
が

とれ
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 
ま

た
、管

理
責

任
者

は
、⽂

書
を

変
更

す
る

場
合

は
、必

要
に

応
じ関

連
す

る
⽂

書
を

修
正

し、
⽂

書
の

配
付

⼜
は

配
信

に
よ

り関
係

者
へ

周
知

す
る

。 

 

19
7.

（
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

）
 

7.
2.

3 
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
 

7.
2.

3 
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
 

 
 

 

19
8.

第
⼆

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。⑦

 

１
 第

２
６

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、実

効
性

の
あ

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

実
施

す
る

。 
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

５
 事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

各
課

⻑
に

業
務

を
実

施
させ

る
に

あ
た

り、
必

要
に

応
じ次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

実
施

させ
る

。 
(7

) 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
原

⼦
⼒

安
全

に
関

して
規

制
当

局
との

コ
ミュ

ニケ
ー

シ
ョン

を
図

る
た

め
、規

制
当

局
へ

の
ヒア

リン
グ

を
実

施
す

る
こと

。 

 

19
9.

 
・組

織
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し、
適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

0.
 

・予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を得
た

効
果

的
な

連
絡

⽅
法

 

 
b.

予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を
得

た
効

果
的

な
対

話
を

⾏
う適

切
な

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

1.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

 
c.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

2.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

 
d.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

3.
 

 
7.

3 
設

計
開

発
 

7.
3 

設
計

開
発

 
 

 
 

20
4.

（
設

計
開

発
計

画
）

 
（

設
計

開
発

計
画

）
 

7.
3.

1 
設

計
開

発
計

画
 

7.
3.

1 
設

計
開

発
計

画
 

 
 

 
20

5.
第

⼆
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
(専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。)
の

計
画

(以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
)を

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
」

に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア及

び
⼿

順
書

等
に

関
す

る
設

計
開

発
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
（

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

るた
め

の
設

計
開

発
に

限
る。

）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を策

定
す

ると
とも

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を策

定
す

る
とと

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

５
  

(1
) 

設
計

、開
発

の
管

理
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 /
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
策

定
す

る
とと

も
に

、設
計

開
発

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。 
２

 第
１

項
に

規
定

す
る

「設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

」に
は

、不
適

合
及

び
予

期
せ

ぬ
事

象
の

発
⽣

等
を

未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

活
動

（
第

４
条

第
２

項
第

３
号

の
事

項
を

考
慮

して
⾏

うも
の

を含
む

。）
を

⾏
うこ

と⑲
を

含
む

。 

に
、設

計
開

発
を管

理
す

る。
 

も
に

、設
計

開
発

を
管

理
す

る
。（

「設
計

開
発

」に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウ
ェア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

活
動

（
4.

1(
2)

c.
を

考
慮

して
⾏

うも
の

を
含

む
。）

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
 

第
56

条
に

基
づ

き
保

安
上

重
要

と判
断

され
る

改
造

を⾏
う場

合
は

、次
の

事
項

を
実

施
す

る
こと

。 
 

20
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を明
確

に
す

る
。 

 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を明
確

に
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
第

56
条

に
基

づ
き

保
安

上
重

要
と判

断
され

る
改

造
を⾏

う場
合

は
、次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

 

20
7.

⼀
 設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

 
a.

 設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
 

a.
設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
第

56
条

に
基

づ
き

保
安

上
重

要
と判

断
され

る
改

造
を⾏

う場
合

は
、次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

①
 改

造
の

各
段

階
に

お
け

る
要

求
事

項
を

含
め

た
管

理
⽅

法
を改

造
計

画
に

定
め

、実
施

す
る

。 

 

20
8.

⼆
 設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
b.

 設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 
 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
第

56
条

に
基

づ
き

保
安

上
重

要
と判

断
され

る
改

造
を⾏

う場
合

は
、次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

③
 改

造
の

各
段

階
に

お
け

る
結

果
を

検
証

し、
承

認
した

後
で

次
の

段
階

に
進

め
る

。 
な

お
、検

証
は

設
計

者
以

外
の

者
が

⾏
う。

 
④

 改
造

され
た

加
⼯

施
設

に
つ

い
て

、
使

⽤
前

に
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

 

20
9.

三
 設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

 
c.

 設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
 

c.
設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

２
）

 
ｃ

．
設

計
・開

発
に

関
す

る
責

任
（

保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
お

よ
び

権
限

 
21

0.
四

 設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
 

d.
 設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

 

d.
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

 
 

６
．

資
源

の
運

⽤
管

理
 

6.
1 

資
源

の
提

供
 

21
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

 
(3

) 
組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、
設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

 

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

7.
3.

1 
設

計
・開

発
の

計
画

 
（

３
）

各
職

位
は

、効
果

的
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

な
らび

に
責

任
お

よ
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、
各

施
設

の
設

計
・開

発
に

関
与

す
る

グ
ル

ー
プ

間
の

イン
ター

フェ
ー

ス
を運

営
管

理
す

る
。 

21
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
規

定
に

よ
り策

定
され

た
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

され
た

設
計

開
発

計
画

を
、設

計
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
適

切
に

変
更

す
る

。 
 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
第

56
条

に
基

づ
き

保
安

上
重

要
と判

断
され

る
改

造
を⾏

う場
合

は
、次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

⑤
 計

画
に

変
更

が
⽣

じた
場

合
は

、変
更

の
レ

ビュ
ー

を⾏
い

、承
認

した
後

で
変

更
す

る
。 

な
お

、変
更

の
レビ

ュー
に

は
、加

⼯
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

め
る

。 

 

21
3.

（
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

）
 

7.
3.

2 
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
 

7.
3.

2 
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
 

 
 

 
21

4.
第

⼆
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

って
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
とと

も
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

) 
組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
っ

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
要

求
事

項
に

関
連

す
る

イン
プッ

トを
明

確
に

し、
記

録
を

維
持

す
る

。イ
ンプ

ット
に

は
次

の
事

項
を

含
め

る
。 

21
5.

⼀
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
2 

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

ト 
（

１
）

 
ａ

．
意

図
した

使
⽤

⽅
法

に
応

じた
機

能
お

よ
び

性
能

に
関

す
る

要
求

事
項

 
21

6.
⼆

 従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

 
b.

 従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 
 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
ら

れ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
 

ｃ
．

適
⽤

可
能

な
場

合
は

､以
前

の
類

似
した

設
計

か
ら得

られ
た

情
報

 
21

7.
三

 関
係

法
令

 
 

c.
 関

係
法

令
 

 
c.

関
係

法
令

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
2 

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

ト 
（

１
）

 
ｂ

．
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
 

21
8.

四
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

d.
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

d.
その

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
１

）
 

ｄ
．

設
計

・開
発

に
不

可
⽋

な
その

他
の

要
求

事
項

 
21

9.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を評

価
し、

承
認

す
る

。 
 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を評

価
し、

承
認

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

2 
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト 

（
２

）
各

職
位

は
、こ

れ
らの

イン
プ

ット
に

つ
い

て
は

、そ
の

適
切

性
をレ

ビュ
ー

し、

－131 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
承

認
す

る
。要

求
事

項
は

、漏
れ

が
な

く、
あ

い
ま

い
で

は
な

く、
か

つ
、相

反
す

る
こと

が
な

い
も

の
とす

る
。 

22
0.

（
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

）
 

7.
3.

3 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

7.
3.

3 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

 
 

 

22
1.

第
⼆

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
」と

は
、例

え
ば

、機
器

等
の

仕
様

⼜
は

ソ
フト

ウェ
ア

を
い

う。
 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、設
計

開
発

に
⽤

い
た

情
報

と
対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

を
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
トと

対
⽐

した
検

証
を

⾏
う

の
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 
22

2.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じ
め

、当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

を
設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
トと

対
⽐

した
検

証
を

⾏
う

の
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 
22

3.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

は
次

の
状

態
に

す
る

。 
22

4.
⼀

 設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
a.

 設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 

a.
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
3 

設
計

・開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

 
（

２
）

 
ａ

．
設

計
・開

発
へ

の
イン

プ
ット

で
与

え
られ

た
要

求
事

項
を

満
た

す
。 

22
5.

⼆
 調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
b.

 調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ｂ
．

調
達

､業
務

の
実

施
お

よび
施

設
の

使
⽤

な
らび

に
製

造
・サ

ー
ビス

提
供

に
対

して
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
。 

22
6.

三
 合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

c.
 合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

c.
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こ

と。
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ｃ
．

関
係

す
る

検
査

お
よ

び
試

験
な

らび
に

製
品

の
合

否
判

定
基

準
を

含
む

か
、ま

た
は

それ
を

参
照

して
い

る
。 

22
7.

四
 機

器
等

を安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

 
d.

 機
器

等
を安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 
 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

3 
設

計
・開

発
か

らの
ア

ウト
プ

ット
 

（
２

）
 

ｄ
．

安
全

な
使

⽤
お

よ
び

適
正

な
使

⽤
に

不
可

⽋
な

各
施

設
お
よ
び
製
品

の
特

性
を

明
確

に
す

る
。 

22
8.

（
設

計
開

発
レビ

ュー
）

 
（

設
計

開
発

レビ
ュー

）
 

7.
3.

4 
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

 
7.

3.
4 

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
22

9.
第

三
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

(以
下

「設
計

開
発

レビ
ュー

」と
い

う。
)を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
「設

計
開

発
レ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 
 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
「設

計
開

発
レ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

 
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
第

56
条

に
基

づ
き

保
安

上
重

要
と判

断
され

る
改

造
を⾏

う場
合

は
、次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

②
 改

造
に

係
る

要
求

事
項

を
明

確
に

し、
適

切
性

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 

 

23
0.

⼀
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
a.

 設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
１

）
 

ａ
．

設
計

・開
発

の
結

果
が

要
求

事
項

を
満

た
せ

る
か

どう
か

を
評

価
す

る
。 

23
1.

⼆
 設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 
b.

 設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
１

）
 

ｂ
．

問
題

を
明

確
に

し、
必

要
な

処
置

を
提

案
す

る
。 

23
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

っ
て

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を参

加
させ

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
２

）
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
とし

て
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

お
よ

び
当

該
設

計
・開

発
に

係
る

専
⾨

家
が

含
ま

れ
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。こ
の

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

。 
23

3.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

4 
設

計
・開

発
の

レ
ビュ

ー
 

（
２

）
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
とし

て
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

お
よ

び
当

該
設

計
・開

発
に

係
る

専
⾨

家
が

含
ま

れ
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。こ
の

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

。 
23

4.
（

設
計

開
発

の
検

証
）

 
（

設
計

開
発

の
検

証
）

 
7.

3.
5 

設
計

開
発

の
検

証
 

7.
3.

5 
設

計
開

発
の

検
証

 
 

 
 

23
5.

第
三

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を確

保
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を
⾏

うこ
と含

む
。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

状
態

を
確

保
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を実

施
す

る
」に

は
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を⾏
うこ

と
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
5 

設
計

・開
発

の
検

証
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

が
、設

計
・開

発
へ

の
イン

プ
ット

で
与

え
られ

て
い

る
要

求
事

項
を満

た
して

い
る

こと
を確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
され

た
とお

りに
検

証
を

実
施

す
る

。こ
の

検
証

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

。 
23

6.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
検

 
(2

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
検

証
の

結
(2

)組
織

は
、(

1)
の

検
証

の
結

果
の

記
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

－133 / 440－



 

1
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
証

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

果
の

記
録

、及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
5 

設
計

・開
発

の
検

証
 

（
１

）
各

職
位

は
、各

施
設

の
設

計
・

開
発

か
らの

ア
ウト

プ
ット

が
、設

計
・開

発
へ

の
イン

プ
ット

で
与

え
られ

て
い

る
要

求
事

項
を満

た
して

い
る

こと
を確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
され

た
とお

りに
検

証
を

実
施

す
る

。こ
の

検
証

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

。 
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7.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、当
該

設
計

開
発

を
⾏

った
要

員
に

第
⼀

項
の

検
証

を
させ

て
は

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、当
該

設
計

開
発

を
⾏

っ
た

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
さ

せ
な

い
。 

(3
)組

織
は

、当
該

設
計

開
発

を⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
③

 改
造

の
各

段
階

に
お

け
る

結
果

を
検

証
し、

承
認

した
後

で
次

の
段

階
に

進
め

る
。 

な
お

、検
証

は
設

計
者

以
外

の
者

が
⾏

う。
 

 

23
8.

（
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
）

 
（

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

）
 

7.
3.

6 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

7.
3.

6 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
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9.
第

三
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

(以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

)を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、
機

器
等

の
設

置
後

で
な

け
れ

ば
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とが

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、当
該

機
器

等
の

使
⽤

を開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
う

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
3 

設
計

・開
発

 
7.

3.
6 

設
計

・開
発

の
妥

当
性

確
認

 
（

１
）

各
職

位
は

、結
果

とし
て

得
られ

る
各

施
設

が
、指

定
され

た
⽤

途
ま

た
は

意
図

され
た

⽤
途

に
応

じた
要

求
事

項
を

満
た

し得
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、
計

画
した

⽅
法

に
従

って
､設

計
・開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

。 

24
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を完
了

す
る

。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を完
了

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
④

 改
造

され
た

加
⼯

施
設

に
つ

い
て

、
使

⽤
前

に
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

 

24
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

6 
設

計
・開

発
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

お
よび

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 
24

2.
（

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

）
 

（
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
）

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
 

 
 

24
3.

第
三

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を識
別

す
る

こ
とが

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

と
とも

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

１
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・開
発

の
変

更
を

明
確

に
し、

記
録

を
維

持
す

る
。 

24
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を承

認
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(1

) 
設

計
、開

発
の

管
理

 
⑤

 計
画

に
変

更
が

⽣
じた

場
合

は
、変

 

－134 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
更

の
レ

ビュ
ー

を⾏
い

、承
認

した
後

で
変

更
す

る
。 

な
お

、変
更

の
レビ

ュー
に

は
、加

⼯
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

め
る

。 
24

5.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
原

⼦
⼒

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
(当

該
原

⼦
⼒

施
設

を構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を含

む
。)

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

加
⼯

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

加
⼯

施
設

を構
成

す
る材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を含
む

。）
を⾏

う。
 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
加

⼯
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
加

⼯
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

３
）

各
職

位
は

、各
施

設
の

設
計

・
開

発
の

変
更

の
レ

ビュ
ー

に
は

、そ
の

変
更

が
、当

該
の

各
施

設
を構

成
す

る
要

素
お

よ
び

関
連

す
る

各
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
施

設
を

構
成

す
る

材
料

ま
た

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。）

を含
め

る
。 

24
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼆
項

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

) 
組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

3 
設

計
・開

発
 

7.
3.

7 
設

計
・開

発
の

変
更

管
理

 
（

４
）

各
職

位
は

、変
更

の
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

お
よ

び
必

要
な

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を維

持
す

る
。 

24
7.

 
 

7.
4 

調
達

 
7.

4 
調

達
 

 
 

 
24

8.
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
7.

4.
1 

調
達

プロ
セ

ス
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
 

 
 

24
9.

第
三

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

(以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

)が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

(以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

)に
適

合
す

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

) 
組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、

⾃
ら規

定
す

る
調

達
物

品
等

に
係

る
要

求
事

項
（

以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
 事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
め

た
物

品
及

び
役

務
（

以
下

「調
達

製
品

」と
い

う。
）

の
調

達
に

関
す

る
⽂

書
と

して
、「

濃
縮

事
業

部
 調

達
先

管
理

要
領

」を
作

成
す

る
。 

 

25
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

うに
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑫
 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

」
に

は
、⼒

量
を

有
す

る
者

を組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。⑳
 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
 

３
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よう

に
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
」に

は
、例

え
ば

、次
の

よ
うに

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

を⾏
うこ

とを
い

う。
 

・採
⽤

しよ
うと

す
る

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
技

術
情

報
を

供
給

者
等

か
ら⼊

⼿
し、

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
技

術
的

な
評

価
を

⾏
う

こと
。 

(2
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を定
め

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を
⼊

⼿
し当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を定
め

る
。 

 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
を

定
め

る
。⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
う管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
る

。（
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

」に
は

、⼒
量

を
有

す
る

も
の

を
組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。ま
た

、「
管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
調

達
管

理
）

 
第

23
条

  
(2

) 
供

給
者

が
調

達
要

求
事

項
に

従
っ

て
供

給
す

る
能

⼒
を

判
断

の
根

拠
とし

て
、供

給
者

を評
価

し、
選

定
す

る
こと

。 
ま

た
、選

定
、評

価
及

び
再

評
価

の
基

準
を

定
め

る
こと

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を設

置
しよ

うと
す

る
環

境
等

の
情

報
を

供
給

者
等

に
提

供
し、

供
給

者
等

に
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

わ
せ

る
こと

。 
25

1.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を評
価

し、
選

定
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を

評
価

し、
選

定
す

る
。 

 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を

評
価

し、
選

定
す

る
。 

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
  

(2
) 

供
給

者
が

調
達

要
求

事
項

に
従

っ
て

供
給

す
る

能
⼒

を
判

断
の

根
拠

とし
て

、供
給

者
を評

価
し、

選
定

す
る

こと
。 

ま
た

、選
定

、評
価

及
び

再
評

価
の

基
準

を
定

め
る

こと
。 

 

25
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

及
び

選
定

に
係

る
判

定
基

準
を

定
め

る
。 

 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

及
び

選
定

に
係

る
判

定
基

準
を

定
め

る
。 

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
  

(2
) 

供
給

者
が

調
達

要
求

事
項

に
従

っ
て

供
給

す
る

能
⼒

を
判

断
の

根
拠

とし
て

、供
給

者
を評

価
し、

選
定

す
る

こと
。 

ま
た

、選
定

、評
価

及
び

再
評

価
の

基
準

を
定

め
る

こと
。 

 

25
3.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(5

) 
組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
  

(3
) 

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

評
価

に
よ

って
必

要
とさ

れ
た

処
置

が
あ

れ
ば

その
記

録
を

維
持

す
る

こと
。 

 

25
4.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
調

達
す

る
場

合
に

は
、個

別
業

務
計

画
に

お
い

て
、適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
(当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

(原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。)
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と
共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。)
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(6

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
を調

達
す

る場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
るこ

れ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
加

⼯
施

設
の

保
安

に
係

るも
の

に
限

る。
）

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

るた
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る事

項
を含

む
。）

を定
め

る
｡ 

 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、
適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

加
⼯

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。）

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。）
を

定
め

る
｡ 

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
  

(6
) 

調
達

後
に

お
け

る
調

達
製

品
の

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

保
安

に
関

す
る

技
術

情
報

を
、必

要
に

応
じ濃

縮
施

設
を

設
置

して
い

る
他

の
加

⼯
事

業
者

及
び

再
転

換
⼯

程
を

有
す

る
加

⼯
事

業
者

と共
有

す
る

こと
。 

 

25
5.

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

7.
4.

2 
調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

 
 

 
25

6.
第

三
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、

該
当

す
る

も
の

を含
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を含
め

る
。 

 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を含
め

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
各

職
位

は
、調

達
要

求
事

項
で

は
調

達
製

品
に

関
す

る
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

必
要

な
場

合
に

は
、次

の
事

項
の

うち
該

当
す

る
事

項
を

含
め

る
。 

25
7.

⼀
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ａ

．
製

品
、⼿

順
、プ

ロセ
ス

お
よ

び
設

備
の

承
認

に
関

す
る

要
求

事
項

 
25

8.
⼆

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
 

b.
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

 

b.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｂ
．

要
員

の
適

格
性

確
認

に
関

す
る

要
求

事
項

 
25

9.
三

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
 

c.
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

c.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ｃ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

関
す

る
要

求
事

項
 

26
0.

四
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
１

 第
1

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
報

告
」に

は
、偽

造
品

⼜
は

模
造

品
等

の
報

告
を含

む
。 

d.
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
 

d.
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

（
「不

適
合

の
報

告
」に

は
、偽

造
品

⼜
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ｄ

．
不

適
合

の
報

告
お

よ
び

処
理

に
関

す
る

要
求

事
項

 
26

1.
五

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
e.

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｅ
．

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

必
要

な
要

求
事

項
 

26
2.

六
 ⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
⑫

 

 
f. 

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

  

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 
26

3.
七

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

g.
 そ

の
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

g.
その

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
4 

調
達

 
7.

4.
2 

調
達

要
求

事
項

 
（

１
）

 
ｆ

．
その

他
調

達
物

品
等

に
関

し必
要

な
事

項
 

26
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

とし
て

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑪

 

２
 第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
他

の
個

別
業

務
」と

は
、例

え
ば

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、プ
ロセ

ス
の

確
認

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

た
め

に
供

給
者

が
⾏

う
活

動
へ

の
⽴

会
い

や
記

録
確

認
等

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 

(2
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

とし
て

、組
織

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
る

。 
 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 

26
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
２

）
各

職
位

は
、供

給
者

に
伝

達
す

る
前

に
規

定
した

調
達

要
求

事
項

が
妥

当
で

あ
る

こと
を確

実
に

す
る

。 
26

6.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
を受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
した

⽂
書

を提
出

さ
せ

る
。 

 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
３

）
各

職
位

は
、調

達
製

品
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

製
品

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 
26

7.
（

調
達

物
品

等
の

検
証

）
 

（
調

達
物

品
等

の
検

証
）

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
 

 
 

26
8.

第
三

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
  

(4
) 

調
達

製
品

が
規

定
した

調
達

要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

⼜
は

その
他

の
活

動

 

－137 / 440－



 

1
36

 /
 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
を

定
め

る
こと

。 
26

9.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
と

き
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 
 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 

 
（

調
達

管
理

）
 

第
23

条
  

(5
) 

供
給

者
先

で
検

証
を

実
施

す
る

こ
とに

した
場

合
、そ

の
検

証
の

要
領

及
び

調
達

製
品

の
出

荷
許

可
の

⽅
法

を
明

確
に

す
る

こと
。 

 

27
0.

 
 

7.
5 

個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5 

個
別

業
務

の
管

理
 

 
 

 
27

1.
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5.

1 
個

別
業

務
の

管
理

 
 

 
 

27
2.

第
三

⼗
七

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

)に
適

合
す

る
よう

に
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、
個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と

認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
実

施
す

る
。 

 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、

個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と
認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

実
施

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(2

) 
業

務
の

管
理

 
業

務
を

管
理

され
た

状
態

で
実

施
す

る
こ

と。
 

な
お

、管
理

され
た

状
態

に
は

、次
の

うち
該

当
す

る
事

項
を

含
む

こと
。 

 

27
3.

⼀
 原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
１

 第
１

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、

次
の

事
項

を含
む

。 
・保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

⼜
は

実
施

す
る

個
別

業
務

の
特

性
 

・当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き結

果
 

a.
 加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
きる

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

a.
加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。

（
「加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、「

保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

」及
び

「当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き

結
果

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

５
  

(2
) 

業
務

の
管

理
 

業
務

を
管

理
され

た
状

態
で

実
施

す
る

こ
と。

 
な

お
、管

理
され

た
状

態
に

は
、次

の
うち

該
当

す
る

事
項

を
含

む
こと

。 
①

 保
安

活
動

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

。 

 

27
4.

⼆
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

b.
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る体

制
に

あ
るこ

と。
 

 

b.
⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

５
  

(2
) 

業
務

の
管

理
 

業
務

を
管

理
され

た
状

態
で

実
施

す
る

こ
と。

 
な

お
、管

理
され

た
状

態
に

は
、次

の
うち

該
当

す
る

事
項

を
含

む
こと

。 
②

 業
務

に
必

要
な

⽂
書

が
利

⽤
で

き
る

。 
 

 

27
5.

三
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
c.

 当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を使

⽤
して

い
る

こと
。 

 

c.
当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(2

) 
業

務
の

管
理

 
業

務
を

管
理

され
た

状
態

で
実

施
す

る
こ

と。
 

な
お

、管
理

され
た

状
態

に
は

、次
の

うち
該

当
す

る
事

項
を

含
む

こと
。 

③
 適

切
な

設
備

を
利

⽤
で

き
る

。 

 

27
6.

四
 監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
d.

 監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

きる
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を使
⽤

して
い

る
こと

。 
 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(2

) 
業

務
の

管
理

 
業

務
を

管
理

され
た

状
態

で
実

施
す

る
こ

と。
 

な
お

、管
理

され
た

状
態

に
は

、次
の

うち
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
該

当
す

る
事

項
を

含
む

こと
。 

④
 監

視
機

器
及

び
測

定
機

器
が

利
⽤

で
き

、使
⽤

して
い

る
。 

27
7.

五
 第

四
⼗

七
条

の
規

定
に

基
づ

き
監

視
測

定
を実

施
して

い
る

こと
。 

 
e.

 8
.2

.3
に

基
づ

き監
視

測
定

を実
施

して
い

る
こと

。 
 

e.
8.

2.
3

に
基

づ
き

監
視

測
定

を
実

施
して

い
る

こと
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(2

) 
業

務
の

管
理

 
業

務
を

管
理

され
た

状
態

で
実

施
す

る
こ

と。
 

な
お

、管
理

され
た

状
態

に
は

、次
の

うち
該

当
す

る
事

項
を

含
む

こと
。 

⑤
 規

定
され

た
監

視
及

び
測

定
が

実
施

され
て

い
る

。 

 

27
8.

六
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
き、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
っ

て
い

る
こと

。 

 
f. 

品
質

管
理

に
関

す
る事

項
に

基
づ

き、
プロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
って

い
るこ

と。
 

 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こ
との

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

５
  

(2
) 

業
務

の
管

理
 

業
務

を
管

理
され

た
状

態
で

実
施

す
る

こ
と。

 
な

お
、管

理
され

た
状

態
に

は
、次

の
うち

該
当

す
る

事
項

を
含

む
こと

。 
⑥

 次
⼯

程
へ

の
引

渡
しが

規
定

され
た

とお
りに

実
施

され
て

い
る

。 

 

27
9.

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

 
 

 

28
0.

第
三

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
(個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。)

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

) 
組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

きな
い

場
合

（
個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プロ
セ

ス
の

結
果

を検
証

す
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

（
個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
う。

 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(3

) 
業

務
の

妥
当

性
の

確
認

 
業

務
の

過
程

で
結

果
とし

て
⽣

じる
ア

ウ
トプ

ット
が

検
証

で
き

な
い

場
合

は
、適

切
な

⽅
法

を検
討

し、
その

業
務

が
計

画
ど

お
りの

結
果

を
出

せ
る

こと
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

こと
。 

 

28
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

プ
ロ

セ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、同

項
の

妥
当

性
確

認
に

よっ
て

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 
 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
２

）
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

に
よ

って
、こ

れ
らの

プロ
セ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を
出

せ
る

こと
を

実
証

す
る

。 
28

2.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、妥
当

性
確

認
を⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 
 

(3
)組

織
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

こ
れ

を
管

理
す

る
。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
各

職
位

は
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

の
事

項
の

うち
適

⽤
で

き
る

も
の

を
含

ん
だ

⼿
続

き
を

確
⽴

す
る

。 
ｄ

．
記

録
に

関
す

る
要

求
事

項
 

28
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

プ
ロ

セ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く。
)を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プロ

セ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら

該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
 

ａ
．

プロ
セ

ス
の

レ
ビュ

ー
お

よ
び

承
認

の
た

め
の

明
確

な
基

準
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
ｃ

．
所

定
の

⽅
法

お
よ

び
⼿

順
の

適
⽤

 
28

4.
⼀

 当
該

プロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
 

a.
 当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

 

a.
当

該
プロ

セ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
 

ａ
．

プロ
セ

ス
の

レ
ビュ

ー
お

よ
び

承
認

の
た

め
の

明
確

な
基

準
 

ｃ
．

所
定

の
⽅

法
お

よ
び

⼿
順

の
適

⽤
 

28
5.

⼆
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

 
b.

 妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
 

b.
妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

5 
業

務
の

実
施

 
7.

5.
2 

業
務

に
関

す
る

プロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

（
３

）
 

ｂ
．

設
備

の
承

認
お

よ
び

要
員

の
適

格
性

確
認

 
ｃ

．
所

定
の

⽅
法

お
よ

び
⼿

順
の

適
⽤

 
28

6.
三

 妥
当

性
確

認
の

⽅
法

 
１

 第
4

項
第

3
号

に
規

定
す

る
「妥

当
性

確
認

」に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を含
む

。 

c.
 妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

 
c.

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

（
「妥

当
性

確
認

」に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
5 

業
務

の
実

施
 

7.
5.

2 
業

務
に

関
す

る
プロ

セ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
（

３
）

 
ｃ

．
所

定
の

⽅
法

お
よ

び
⼿

順
の

適
⽤

 
ｅ

．
妥

当
性

の
再

確
認

 
28

7.
（

識
別

管
理

）
 

（
識

別
管

理
）

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
 

 
 

28
8.

第
三

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

39
条

に
規

定
す

る
「機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

」と
は

、不
注

意
に

よ
る

誤
操

作
、検

査
の

設
定

条
件

の
不

備
⼜

は
実

施
漏

れ
等

を防
ぐた

め
に

、例
え

ば
、札

の
貼

付
け

や
個

別
業

務
の

管
理

等
に

よ
り機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を区

別
す

る
こと

をい
う。

 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
全

て
の

プロ
セ

ス
に

お
い

て
、適

切
な

⼿
段

に
よ

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を識

別
し、

管
理

す
る

。 
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プロ

セ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(4

) 
識

別
及

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィ 
業

務
の

計
画

及
び

実
施

の
全

過
程

に
お

い
て

適
切

な
⼿

段
で

業
務

を必
要

に
応

じ識
別

す
る

こと
。 

  
な

お
、ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィが

要
求

事
項

とな
って

い
る

業
務

に
つ

い
て

は
、⼀

意
の

識
別

を
管

理
し、

記
録

を
維

持
す

る
こ

と。
 

 

28
9.

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
第

四
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、 

ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ(
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を追

跡
で

き
る

状
態

を
い

う。
)の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
 

(2
) 

組
織

は
、ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィ（

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

履
歴

、適
⽤

⼜
は

所
在

を
追

跡
で

き
る

状
態

を
い

う。
）

の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

これ
を

記
録

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

  
(4

) 
識

別
及

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィ 
業

務
の

計
画

及
び

実
施

の
全

過
程

に
お

い
て

適
切

な
⼿

段
で

業
務

を必
要

に
応

じ識
別

す
る

こと
。 

  
な

お
、ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィが

要
求

事
項

とな
って

い
る

業
務

に
つ

い
て

は
、⼀

意
の

識
別

を
管

理
し、

記
録

を
維

持
す

る
こ

と。
 

 

29
0.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

）
 

7.
5.

4 
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

7.
5.

4
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

 
 

 
29

1.
第

四
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

４
１

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、Ｊ
Ｉ

Ｓ
 Ｑ

９
０

０
１

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。（

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、J
IS

 Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

５
  

(5
) 

組
織

外
の

所
有

物
の

管
理

 
規

制
当

局
の

所
有

物
に

つ
い

て
、そ

の
取

扱
い

に
注

意
を払

うと
とも

に
、必

要
に

応
じ識

別
し、

記
録

を
維

持
す

る
こと

。 
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28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
29

2.
（

調
達

物
品

の
管

理
）

 
（

調
達

物
品

の
管

理
）

 
7.

5.
5 

調
達

物
品

の
管

理
 

7.
5.

5 
調

達
物

品
の

管
理

 
 

 
 

29
3.

第
四

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

まで
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

(識
別

表
⽰

、取
扱

い
、包

装
、保

管
及

び
保

護
を

含
む

。)
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
 (

1)
 組

織
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を含
む

。）
す

る
。 

 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よう
に

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
５

 
(6

) 
調

達
製

品
の

保
存

 
第

23
条

に
基

づ
き

調
達

した
取

替
品

、
貯

蔵
品

に
つ

い
て

、受
⼊

れ
か

ら据
付

け
ま

で
の

間
、必

要
に

応
じ識

別
、取

扱
い

、包
装

、保
管

等
の

措
置

を⾏
い

、適
合

した
状

態
で

保
存

す
る

こと
。 

 

29
4.

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

7.
6 

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

7.
6 

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

 
 

 
29

5.
第

四
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

) 
組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(1

) 
実

施
す

べ
き

監
視

及
び

測
定

並
び

に
その

た
め

に
必

要
な

機
器

を
明

確
に

す
る

こと
。 

 

29
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(1

) 
実

施
す

べ
き

監
視

及
び

測
定

並
び

に
その

た
め

に
必

要
な

機
器

を
明

確
に

す
る

こと
。 

 

29
7.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、
監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(2

) 
測

定
値

の
妥

当
性

が
担

保
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
して

次
の

事
項

を
実

施
す

る
こと

。 
 

 

29
8.

⼀
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
(当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、

校
正

⼜
は

検
証

の
根

拠
に

つ
い

て
記

録
す

る
⽅

法
)に

より
校

正
⼜

は
検

証
が

な
さ

れ
て

い
る

こと
。 

１
 第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「あ
ら

か
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、第
２

３
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

た
計

画
に

基
づ

く間
隔

を
い

う。
 

a.
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
るこ

とが
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

より
校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

るこ
と。

 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く

間
隔

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

６
  

(2
) 

測
定

値
の

妥
当

性
が

担
保

され
な

け
れ

ば
な

らな
い

場
合

に
は

、測
定

機
器

に
関

して
次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

①
 定

め
られ

た
間

隔
⼜

は
使

⽤
前

に
必

要
に

応
じて

校
正

若
しく

は
検

証
、⼜

は
その

両
⽅

を
⾏

い
、そ

の
記

録
を

維
持

す
る

こと
。 

 

29
9.

⼆
 校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よ
う、

識
別

され
て

い
る

こと
。 

 

 
b.

 校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よう

、識
別

され
て

い
るこ

と。
 

b.
校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よう
、識

別
され

て
い

る
こと

。 
 

（
業

務
の

計
画

及
び

実
施

）
 

第
22

条
 

６
  

(2
) 

測
定

値
の

妥
当

性
が

担
保

され
な

け
れ

ば
な

らな
い

場
合

に
は

、測
定

機
器

に
関

して
次

の
事

項
を

実
施

す
る

こと
。 

③
 校

正
状

態
を

明
確

に
す

る
た

め
に

識
別

を
す

る
こと

。 

 

30
0.

三
 所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

 
c.

 所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
 

c.
所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(2

) 
測

定
値

の
妥

当
性

が
担

保
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
して

次
の

事
項

を
実

施
す

る
こと

。 
②

 機
器

の
調

整
及

び
必

要
に

応
じ再

調
整

す
る

こと
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
30

1.
四

 監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

d.
 監

視
測

定
の

結
果

を無
効

とす
る操

作
か

ら保
護

され
て

い
るこ

と。
 

 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(2

) 
測

定
値

の
妥

当
性

が
担

保
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
して

次
の

事
項

を
実

施
す

る
こと

。 
④

 測
定

結
果

が
無

効
とな

る
操

作
が

で
き

な
い

よう
に

す
る

こと
…

 

 

30
2.

五
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

e.
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

るこ
と。

 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(2

) 
測

定
値

の
妥

当
性

が
担

保
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
して

次
の

事
項

を
実

施
す

る
こと

。 
⑤

 取
扱

い
、保

修
、保

管
に

お
い

て
、

損
傷

及
び

劣
化

しな
い

よう
に

保
護

す
る

こと
。 

 

30
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

) 
組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を評

価
し、

これ
を

記
録

す
る

。 
 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(3

) 
測

定
機

器
が

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、そ
の

機
器

及
び

影
響

を
受

け
た

業
務

す
べ

て
に

対
して

適
切

な
処

置
を

⾏
うこ

と。
 

ま
た

、校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
こと

。 

 

30
4.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

同
項

の
不

適
合

に
より

影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(5

) 
組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

(4
)の

不
適

合
に

よ
り影

響
を

受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を講

じる
。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

 
(3

) 
測

定
機

器
が

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、そ
の

機
器

及
び

影
響

を
受

け
た

業
務

す
べ

て
に

対
して

適
切

な
処

置
を

⾏
うこ

と。
 

ま
た

、校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
こと

。 

 

30
5.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(6

) 
組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

業
務

の
計

画
及

び
実

施
）

 
第

22
条

 
６

  
(3

) 
測

定
機

器
が

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、そ
の

機
器

及
び

影
響

を
受

け
た

業
務

す
べ

て
に

対
して

適
切

な
処

置
を

⾏
うこ

と。
 

ま
た

、校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
こと

。 

 

30
6.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

し
た

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(7

) 
組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フ

トウ
ェア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

した
とお

りに
当

該
監

視
測

定
に

適
⽤

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 
 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウェ
ア

を使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

した
とお

りに
当

該
監

視
測

定
に

適
⽤

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

6 
監

視
機

器
お

よ
び

測
定

機
器

の
管

理
 

（
７

）
各

職
位

は
、規

定
要

求
事

項
に

か
か

わ
る

監
視

お
よ

び
測

定
に

コン
ピュ

ー
タソ

フト
ウェ

ア
を使

う場
合

に
は

、そ
の

コ
ンピ

ュー
タソ

フト
ウェ

ア
に

よ
って

意
図

した
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
監

視
お

よ
び

測
定

が
で

き
る

こと
を

確
認

す
る

。こ
の

確
認

は
、最

初
に

使
⽤

す
る

の
に

先
⽴

って
実

施
す

る
。ま

た
、必

要
に

応
じて

再
確

認
す

る
。 

30
7.

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

8 
評

価
及

び
改

善
 

8 
評

価
及

び
改

善
 

 
 

 
30

8.
（

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

）
 

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
）

 
8.

1 
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

8.
1

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

 
 

 
 

30
9.

第
四

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を計
画

し、
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
、

分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プロ

セ
ス

」に
は

、取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

部
⾨

の
管

理
者

等
の

要
員

を含
め

、
組

織
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、⽅
針

、
⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。 
 

(1
) 

組
織

は
、監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
を計

画
し、

実
施

す
る

。 
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組
織

の
管

理
者

等
の

要
員

を
含

め
、組

織
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、⽅
針

、⽅
法

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
プロ

セ
ス

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

1 
⼀

般
 

（
１

）
各

職
位

は
、次

の
事

項
の

た
め

に
必

要
とな

る
監

視
、測

定
、分

析
お

よ
び

改
善

の
プロ

セ
ス

を
計

画
（

適
⽤

す
る

検
査

試
験

の
⽅

法
（

統
計

学
的

⽅
法

を
含

む
。）

お
よび

当
該

⽅
法

の
適

⽤
の

範
囲

の
明

確
化

を
含

む
。）

し、
実

施
す

る
。 

31
0.

２
原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、要
員

が
情

報
を

容
易

に
取

得
し、

改
善

活
動

に
⽤

い
る

こと
が

で
き

る
体

制
が

あ
る

こと
を

い
う。

 

(2
) 

組
織

は
、要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を利

⽤
で

き
る

よう
に

す
る

。 
(2

)組
織

は
、要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
。

（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よう

に
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

1 
⼀

般
 

（
１

）
 

ａ
．

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
実

証
す

る
。 

ｂ
．

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

合
性

を
確

実
に

す
る

。 
ｃ

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
31

1.
 

 
8.

2 
監

視
測

定
 

8.
2 

監
視

及
び

測
定

 
 

 
 

31
2.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

）
 

8.
2.

1 
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

8.
2.

1 
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

 
 

 
31

3.
第

四
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
監

視
測

定
の

⼀
環

とし
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を把

握
」に

は
、例

え
ば

、外
部

監
査

結
果

の
把

握
、地

元
⾃

治
体

及
び

地
元

住
⺠

の
保

安
活

動
に

関
す

る
意

⾒
の

把
握

並
び

に
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

指
摘

等
の

把
握

が
あ

る
。 

(1
) 

組
織

は
、監

視
測

定
の

⼀
環

とし
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
1 

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

お
よ

び
顧

客
満

⾜
 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

の
測

定
の

⼀
つ

とし
て

、原
⼦

⼒
安

全
を達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

とめ
て

い
る

か
に

つ
い

て
の

情
報

を
監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

お
よ

び
使

⽤
の

⽅
法

を
決

め
る

。 
31

4.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
1 

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

お
よ

び
顧

客
満

⾜
 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

の
測

定
の

⼀
つ

とし
て

、原
⼦

⼒
安

全
を達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

とめ
て

い
る

か
に

つ
い

て
の

情
報

を
監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

お
よ

び
使

⽤
の

⽅
法

を
決

め
る

。 
31

5.
（

内
部

監
査

）
 

（
内

部
監

査
）

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
 

 
 

31
6.

第
四

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、
次

に
掲

げ
る

要
件

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

⼒
施

(1
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

要
件

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、客
観

的
な

評
価

を⾏
う部

⾨

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

 
（

内
部

監
査

）
 

第
25

条
 

２
 監

査
室

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

安
全

・品
質

本
部

及
び

濃
縮

事
業

部
か

ら独
⽴

した
監

査
を

⾏
うた

め
、前

項
に

 

－143 / 440－



 

1
42

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

設
に

お
い

て
は

、内
部

監
査

の
対

象
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。 
 

その
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

す
る

。 
⾨

その
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

す
る

。（
「客

観
的

な
評

価
を⾏

う部
⾨

その
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

」す
る

に
当

た
り、

内
部

監
査

の
対

象
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。）
 

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き
、こ

の
規

定
に

定
め

る
業

務
全

般
に

つ
い

て
、監

査
計

画
の

策
定

及
び

年
1

回
以

上
監

査
を実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

結
果

を
社

⻑
に

報
告

す
る

。 
た

だ
し、

監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
の

監
査

に
つ

い
て

は
、監

査
計

画
に

定
め

る
監

査
室

に
属

さな
い

監
査

員
が

実
施

し、
その

結
果

を
監

査
室

⻑
に

報
告

す
る

。 
31

7.
⼀

 こ
の

規
則

の
規

定
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
a.

 品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
基

づ
く

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
25

条
 

２
 監

査
室

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

安
全

・品
質

本
部

及
び

濃
縮

事
業

部
か

ら独
⽴

した
監

査
を

⾏
うた

め
、前

項
に

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き
、こ

の
規

定
に

定
め

る
業

務
全

般
に

つ
い

て
、監

査
計

画
の

策
定

及
び

年
1

回
以

上
監

査
を実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

結
果

を
社

⻑
に

報
告

す
る

。 
た

だ
し、

監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
の

監
査

に
つ

い
て

は
、監

査
計

画
に

定
め

る
監

査
室

に
属

さな
い

監
査

員
が

実
施

し、
その

結
果

を
監

査
室

⻑
に

報
告

す
る

。 

 

31
8.

⼆
 実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

 
b.

 実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
b.

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
 

（
内

部
監

査
）

 
第

25
条

 
２

 監
査

室
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、
安

全
・品

質
本

部
及

び
濃

縮
事

業
部

か
ら独

⽴
した

監
査

を
⾏

うた
め

、前
項

に
定

め
る

⽂
書

に
基

づ
き

、こ
の

規
定

に
定

め
る

業
務

全
般

に
つ

い
て

、監
査

計
画

の
策

定
及

び
年

1
回

以
上

監
査

を実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
結

果
を

社
⻑

に
報

告
す

る
。 

た
だ

し、
監

査
室

⻑
が

実
施

す
る

業
務

の
監

査
に

つ
い

て
は

、監
査

計
画

に
定

め
る

監
査

室
に

属
さな

い
監

査
員

が
実

施
し、

その
結

果
を

監
査

室
⻑

に
報

告
す

る
。 

 

31
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
25

条
 監

査
室

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

業
務

の
計

画
に

適
合

して
い

る
か

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
効

果
的

に
実

施
さ

れ
、維

持
され

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
の

監
査

に
つ

い
て

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

め
た

内
部

監
査

に
関

す
る

⽂
書

とし
て

、「
監

査
室

 内
部

監
査

要
則

」を
作

成
す

る
。 

(1
) 

監
査

員
の

選
定

基
準

 
(2

) 
監

査
の

計
画

、実
施

及
び

結
果

の
報

告
 

(3
) 

記
録

の
維

持
に

関
す

る
責

任
 

(4
) 

内
部

監
査

に
関

す
る

要
求

事
項

 
２

 監
査

室
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、
安

全
・品

質
本

部
及

び
濃

縮
事

業
部

か
ら独

⽴
した

監
査

を
⾏

うた
め

、前
項

に
定

め
る

⽂
書

に
基

づ
き

、こ
の

規
定

に
定

め
る

業
務

全
般

に
つ

い
て

、監
査

計
画

の

 

－144 / 440－



 

1
43

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
策

定
及

び
年

1
回

以
上

監
査

を実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
結

果
を

社
⻑

に
報

告
す

る
。 

た
だ

し、
監

査
室

⻑
が

実
施

す
る

業
務

の
監

査
に

つ
い

て
は

、監
査

計
画

に
定

め
る

監
査

室
に

属
さな

い
監

査
員

が
実

施
し、

その
結

果
を

監
査

室
⻑

に
報

告
す

る
。 
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0.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、

プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

(以
下

単
に

「領
域

」と
い

う。
)の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

(以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り
得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

その
他

の
領

域
（

以
下

「領
域

」と
い

う。
）

の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果
を

考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を
選

定
し、

か
つ

、内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を
策

定
し、

及
び

実
施

す
る

こと
に

よ
り、

内
部

監
査

の
実

効
性

を
維

持
す

る
。 

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
と

な
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

そ
の

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を
選

定
し、

内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
25

条
 

２
 監

査
室

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、

安
全

・品
質

本
部

及
び

濃
縮

事
業

部
か

ら独
⽴

した
監

査
を

⾏
うた

め
、前

項
に

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き
、こ

の
規

定
に

定
め

る
業

務
全

般
に

つ
い

て
、監

査
計

画
の

策
定

及
び

年
1

回
以

上
監

査
を実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

結
果

を
社

⻑
に

報
告

す
る

。 
た

だ
し、

監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
の

監
査

に
つ

い
て

は
、監

査
計

画
に

定
め

る
監

査
室

に
属

さな
い

監
査

員
が

実
施

し、
その

結
果

を
監

査
室

⻑
に

報
告

す
る

。 
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1.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
を

⾏
う要

員
(以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
)の

選
定

及
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を確

保
す

る
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

２
）

監
査

室
⻑

は
、監

査
の

対
象

と
な

る
プ

ロセ
ス

お
よ

び
領

域
の

状
態

と重
要

性
、な

らび
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

ｂ
．

監
査

員
の

選
定

お
よ

び
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、監

査
プロ

セ
ス

の
客

観
性

お
よ

び
公

平
性

を
確

保
す

る
こと

。 
32

2.
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

。⑩
 

 
(5

) 
組

織
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

さ
せ

な
い

。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
25

条
 ２

 監
査

室
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、安
全

・品
質

本
部

及
び

濃
縮

事
業

部
か

ら独
⽴

した
監

査
を

⾏
うた

め
、前

項
に

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き、
この

規
定

に
定

め
る

業
務

全
般

に
つ

い
て

、監
査

計
画

の
策

定
及

び
年

1
回

以
上

監
査

を
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

結
果

を
社

⻑
に

報
告

す
る

。 
た

だ
し、

監
査

室
⻑

が
実

施
す

る
業

務
の

監
査

に
つ

い
て

は
、監

査
計

画
に

定
め

る
監

査
室

に
属

さな
い

監
査

員
が

実
施

し、
その

結
果

を
監

査
室

⻑
に

報
告

す
る

。 
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3.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

並
び

に
内

部
監

査
結

果
の

報
告

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を
⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

６
項

に
規

定
す

る
「権

限
」に

は
、

必
要

に
応

じ、
内

部
監

査
員

⼜
は

内
部

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

経
営

責
任

者
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。 

(6
) 

組
織

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

並
び

に
内

部
監

査
結

果
の

報
告

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を、
⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を「

内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

（
内

部
監

査
）

 
第

25
条

 監
査

室
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
業

務
の

計
画

に
適

合
して

い
る

か
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

効
果

的
に

実
施

さ
れ

、維
持

され
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

の
監

査
に

つ
い

て
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
め

た
内

部
監

査
に

関
す

る
⽂

書
とし

て
、「

監
査

室
 内

部
監

査
要

則
」を

作
成

す
る

。 
(1

) 
監

査
員

の
選

定
基

準
 

(2
) 

監
査

の
計

画
、実

施
及

び
結

果
の
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
報

告
 

(3
) 

記
録

の
維

持
に

関
す

る
責

任
 

(4
) 

内
部

監
査

に
関

す
る

要
求

事
項
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4.
７

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(7

) 
組

織
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
と

して
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

す
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よ び
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
（

４
）

監
査

室
⻑

は
、監

査
お

よび
そ

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。（

4.
2.

5
項

参
照

）
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5.

８
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、前

項
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を遅
滞

な
く

講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(8

) 
組

織
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を⾏
わ

せ
、

その
結

果
を

報
告

させ
る

。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を

遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を報

告
させ

る
。 

 
（

内
部

監
査

）
 

第
25

条
 

３
 前

項
の

内
部

監
査

に
お

い
て

検
出

さ
れ

た
改

善
を

要
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
その

監
査

対
象

業
務

を
実

施
した

各
職

位
が

計
画

を策
定

し、
改

善
を実

施
す

る
。 

 

32
6.

（
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
）

 
（

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

）
 

8.
2.

3 
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
 

8.
2.

3 
プロ

セ
ス

の
監

視
測

定
 

 
 

 
32

7.
第

四
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
を

⾏
う場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
り、

これ
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
⽅

法
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・監

視
測

定
の

実
施

時
期

 
・監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
 

(1
) 

組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
を

⾏
う場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

（
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を

含
む

。ま
た

、
「監

視
測

定
」の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」及
び

「監
視

測
定

の
結

果
の

分
析

及
び

評
価

の
⽅

法
並

び
に

時
期

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

2 
監

視
お

よび
測

定
 

8.
2.

3 
プロ

セ
ス

の
監

視
お

よ
び

測
定

 
（

１
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

プロ
セ

ス
を

適
切

な
⽅

法
で

監
視

、お
よび

適
⽤

可
能

な
場

合
に

⾏
う

測
定

に
は

、適
切

な
⽅

法
を

適
⽤

す
る

。 

32
8.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑭
 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、保

安
活

動
指

標
を⽤

い
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
１

）
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
プロ

セ
ス

を
適

切
な

⽅
法

で
監

視
、お

よび
適

⽤
可

能
な

場
合

に
⾏

う
測

定
に

は
、適

切
な

⽅
法

を
適

⽤
す

る
。 

32
9.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
⽅

法
に

よ
り、

プロ
セ

ス
が

第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こ
とを

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロ

セ
ス

が
5.

4.
2(

1)
及

び
7.

1(
1)

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こ

とを
実

証
す

る
。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
２

）
各

職
位

は
、こ

れ
らの

⽅
法

を
、

プ
ロセ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を達
成

す
る

能
⼒

が
あ

る
こと

を
実

証
す

る
も

の
とす

る
。 

33
0.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

) 
組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
３

）
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
き

な
い

場
合

に
は

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

適
切

に
修

正
お

よび
是

正
処

置
を

とる
。 

33
1.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼗
三

条
第

⼀
項

及
び

第
⼆

⼗
三

条
第

⼀
項

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、

 
(5

) 
組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こ
とが

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
2 

監
視

お
よび

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

お
よ

び
測

定
 

（
３

）
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
き

な
い

場
合

に
は

、業
務

・施

－146 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プロ

セ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

の
適

合
性

を確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プ

ロセ
ス

の
問

題
を特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プロ

セ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
適

切
に

修
正

お
よび

是
正

処
置

を
とる

。 

33
2.

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

8.
2.

4 
機

器
等

の
検

査
等

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
 

 
 

 
33

3.
第

四
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

) 
組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を実

施
す

る
。（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

（
検

査
及

び
試

験
）

 
第

24
条

 事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
課

⻑
に

第
51

条
に

定
め

る
施

設
定

期
⾃

主
検

査
に

よ
り加

⼯
施

設
の

健
全

性
を確

認
させ

る
に

あ
た

り、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

実
施

させ
る

。 
 

 

33
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。 

(2
) 

組
織

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
検

査
及

び
試

験
）

 
第

24
条

  
(2

) 
合

否
判

定
基

準
へ

の
適

合
の

記
録

に
、次

⼯
程

へ
の

引
渡

しを
正

式
に

許
可

した
者

を
明

記
し、

その
記

録
を

維
持

させ
る

こと
。 

 

33
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

) 
組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を特
定

す
る

こと
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を⾏

った
要

員
を特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
（

検
査

及
び

試
験

）
 

第
24

条
  

(2
) 

合
否

判
定

基
準

へ
の

適
合

の
記

録
に

、次
⼯

程
へ

の
引

渡
しを

正
式

に
許

可
した

者
を

明
記

し、
その

記
録

を
維

持
させ

る
こと

。 

 

33
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
して

は
な

らな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
より

特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
(4

) 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

をし
な

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
をす

る
場

合
は

、
この

限
りで

な
い

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
をし

な
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、

この
限

りで
な

い
。 

 
（

検
査

及
び

試
験

）
 

第
24

条
  

(3
) 

検
査

及
び

試
験

が
完

了
す

る
ま

で
は

、当
該

機
器

を
使

⽤
させ

な
い

こと
。 

た
だ

し、
各

課
⻑

が
承

認
した

場
合

は
こ

の
限

りで
な

い
。 

 

33
7.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

）
を確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑧
 

２
 第

5
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

(使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

)を
確

保
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
(補

修
、取

替
え

、改
造

等
)⼜

は
点

検
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。 
３

第
5

項
に

規
定

す
る

「部
⾨

を異
に

す

(5
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
（

補
修

、取
替

え
、改

造
等

）
⼜

は
点

検
に

関
与

して
い

な
い

要
員

とす
る

こと
そ

の
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

が
、当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を
持

ち
、適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を受

け
る

こ
とな

く、
当

該
検

査
等

を
実

施
で

き
る

状

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

   

（
検

査
及

び
試

験
）

 
第

24
条

  
(1

) 
当

該
検

査
に

お
い

て
、対

象
とな

る
設

備
機

器
の

操
作

を
⾏

った
者

以
外

の
者

に
検

査
を

実
施

させ
る

こと
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
る

要
員

とす
る

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
と当

該
検

査
対

象
とな

る
機

器
等

を所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

が
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
規

定
に

規
定

す
る

職
務

の
内

容
に

照
らし

て
、別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こ

とを
い

う。
 

４
 第

５
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

が
、当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を
持

ち
、適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
を

い
う。

 

況
に

あ
る

こと
をい

う。
）

 

33
8.

６
 前

項
の

規
定

は
、⾃

主
検

査
等

に
つ

い
て

準
⽤

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

」と
あ

る
の

は
「必

要
に

応
じて

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
」

と読
み

替
え

る
も

の
とす

る
。⑧

 

 
(6

) 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

(6
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

 
（

検
査

及
び

試
験

）
 

第
24

条
  

(1
) 

当
該

検
査

に
お

い
て

、対
象

とな
る

設
備

機
器

の
操

作
を

⾏
った

者
以

外
の

者
に

検
査

を
実

施
させ

る
こと

。 

 

33
9.

（
不

適
合

の
管

理
）

 
（

不
適

合
の

管
理

）
 

8.
3 

不
適

合
の

管
理

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
 

 
 

 
34

0.
第

四
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

が
識

別
され

、不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を管
理

す
る

。（
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

す
る

」と
は

、不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、

不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
26

条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
管

理
責

任
者

が
所

管
す

る
業

務
に

つ
い

て
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

状
態

（
以

下
「不

適
合

」と
い

う。
）

が
検

出
され

た
場

合
に

、そ
の

不
適

合
を

確
実

に
識

別
し、

適
切

な
処

置
及

び
記

録
を

⾏
うた

め
の

責
任

及
び

権
限

を明
確

に
した

不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
とし

て
、「

監
査

室
 不

適
合

管
理

要
領

」、
「安

全
・

品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「濃

縮
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」を
作

成
す

る
。 

 

34
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を含
む

。 

(2
) 

組
織

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。（

「不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
」に

は
、不

適
合

を関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
26

条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
管

理
責

任
者

が
所

管
す

る
業

務
に

つ
い

て
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

状
態

（
以

下
「不

適
合

」と
い

う。
）

が
検

出
され

た
場

合
に

、そ
の

不
適

合
を

確
実

に
識

別
し、

適
切

な
処

置
及

び
記

録
を

⾏
うた

め
の

責
任

及
び

権
限

を明
確

に
した

不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
とし

て
、「

監
査

室
 不

適
合

管
理

要
領

」、
「安

全
・

品
質

本
部

 不
適

合
管

理
要

領
」及

び
「濃

縮
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」を
作

成
す

る
。 

 

34
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
⽅

法
の

い
ず

れ
か

に
よ

り、
不

適
合

を
処

理
す

る
。 

 

(3
)組

織
は

、次
に

掲
げ

る
⽅

法
の

い
ず

れ
か

に
よ

り、
不

適
合

を
処

理
す

る
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

26
条

  
２

 不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

 

 

34
3.

⼀
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
 

a.
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
a.

発
⾒

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
 

（
不

適
合

管
理

）
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
第

26
条

  
２

 不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

(1
) 

検
出

され
た

不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
処

置
を

とる
。 

34
4.

⼆
 不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

より
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と(

以
下

「特
別

採
⽤

」
とい

う。
)。

 

 
b.

 不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

⼿
順

に
より

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

26
条

 
２

 不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

(2
) 

当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

特
別

採
⽤

に
よ

って
、そ

の
使

⽤
、次

⼯
程

へ
の

引
渡

し⼜
は

合
格

と判
断

す
る

こと
を

正
式

に
許

可
す

る
。 

 

34
5.

三
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
c.

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

26
条

 
２

 不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

(3
) 

本
来

の
意

図
され

た
使

⽤
⼜

は
適

⽤
が

で
き

な
い

よう
な

処
置

を
とる

。 

 

34
6.

四
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こ
り得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 
d.

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こ

り得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、

その
不

適
合

に
よる

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を講
ず

る
こと

。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

26
条

  
２

 不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

(4
) 

外
部

へ
の

引
渡

し後
⼜

は
業

務
の

実
施

後
に

不
適

合
が

検
出

され
た

場
合

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こ
り得

る
影

響
に

対
して

適
切

な
処

置
を

と
る

。 

 

34
7.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
し

て
講

じた
措

置
(特

別
採

⽤
を

含
む

。)
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

26
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、各

管
理

責
任

者
が

所
管

す
る

業
務

に
つ

い
て

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
状

態
（

以
下

「不
適

合
」と

い
う。

）
が

検
出

され
た

場
合

に
、そ

の
不

適
合

を
確

実
に

識
別

し、
適

切
な

処
置

及
び

記
録

を
⾏

うた
め

の
責

任
及

び
権

限
を明

確
に

した
不

適
合

に
関

す
る

⽂
書

とし
て

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・
品

質
本

部
 不

適
合

管
理

要
領

」及
び

「濃
縮

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」を

作
成

す
る

。 

 

34
8.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

第
⼀

号
の

措
置

を講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(5

) 
組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を

⾏
う。

 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

 
（

不
適

合
管

理
）

 
第

26
条

  
２

 不
適

合
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

(5
) 

不
適

合
を修

正
した

場
合

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
を

実
証

す
る

た
め

の
再

検
証

を
⾏

う。
 

 

34
9.

 
 

 
(6

)組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

向
上

に
役

⽴
た

せ
る

観
点

か
ら、

公
開

基
準

に
従

い
、不

適
合

の
内

容
をニ

ュー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、情
報

の
公

開
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
1

に
記

載
 

 

（
不

適
合

管
理

）
 

第
26

条
 

２
 不

適
合

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

む
こと

。 
(6

) 
加

⼯
施

設
の

保
安

の
向

上
を

図
る

観
点

か
ら、

公
開

の
基

準
を定

め
、保

安
に

関
す

る
不

適
合

の
情

報
を原

⼦
⼒

施
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
設

情
報

公
開

ライ
ブ

ラリ
ー

（
ニュ

ー
シ

ア
）

へ
登

録
す

る
こと

に
よ

り公
開

す
る

。 
35

0.
（

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
）

 
（

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
）

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
 

 
 

35
1.

第
五

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。)

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を⾏

い
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を含
む

。 
 

(1
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、及

び
当

該
品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ

(監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ

及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。)
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ
（

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。）

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

す
る

。（
「品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

」に
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロセ
ス

の
改

良
、変

更
等

を⾏
い

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

 
（

１
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

適
切

性
お

よ
び

有
効

性
を

実
証

す
る

た
め

、ま
た

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

の
可

能
性

を評
価

す
る

た
め

に
適

切
な

デ
ー

タを
明

確
に

し、
それ

らの
デ

ー
タを

収
集

し、
分

析
す

る
。こ

の
中

に
は

、8
.2

 
項

の
監

視
お

よび
測

定
の

結
果

か
ら得

ら
れ

た
デ

ー
タお

よ
び

それ
以

外
の

該
当

す
る

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
め

る
。 

35
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を
⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を
⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
る

。 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
 

（
２

）
各

職
位

は
、デ

ー
タの

分
析

に
よ

って
、次

の
事

項
に

関
連

す
る

情
報

を
提

供
す

る
。 

35
3.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 
 

 
a.

 組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
より

得
られ

る
知

⾒
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
 

ａ
．

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
関

す
る

外
部

の
受

け
⽌

め
⽅

 
35

4.
⼆

 個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
 

b.
 個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
 

ｂ
．

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

 
35

5.
三

 機
器

等
及

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
（

是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

とな
る

も
の

を
含

む
。）

㉑
 

２
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き
、是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

 

c.
 機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら
得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

 
ｃ

．
予

防
処

置
の

機
会

を
得

る
こと

を
含

む
、プ

ロセ
ス

と各
施

設
の

特
性

お
よ

び
傾

向
 

35
6.

四
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

 
d.

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
d.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
 

 
8.

評
価

お
よび

改
善

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

 
ｄ

．
供

給
者

の
能

⼒
 

35
7.

 
 

8.
5 

改
善

 
8.

5 
改

善
 

 
 

 
35

8.
（

継
続

的
な

改
善

）
 

（
継

続
的

な
改

善
）

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
 

 
 

35
9.

第
五

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
を

⾏
うた

め
に

、品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

の
設

定
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

及
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
⽤

、デ
ー

タ
の

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を
通

じて
改

善
が

必
要

な
事

項
を明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

５
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

）
 

第
20

条
  

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

の
結

果
等

に
よ

り、
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

な
お

、そ
れ

らを
改

善
す

る
に

あ
た

って
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
とれ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

）
 

36
0.

（
是

正
処

置
等

）
 

（
是

正
処

置
等

）
 

8.
5.

2 
是

正
処

置
等

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

等
 

 
 

 
36

1.
第

五
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 

 
(1

) 
組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を
講

じる
。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
 

４
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
職

位
に

第
１

項
に

定
め

る
⽂

書
に

基
づ

き
、是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
を

⾏
わ

せ
る

。 

 

36
2.

⼀
 是

正
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
⼿

順
に

よ
り評

価
を

⾏
う

こと
。 

 
a.

 是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

a.
是

正
処

置
を講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
管

理
責

任
者

が
所

管
す

る
業

務
に

係
る

不
適

合
に

対
して

、再
発

防
⽌

の
た

め
の

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

⽂
書

とし
て

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 
不

適
合

管
理

要
領

」及
び

「濃
縮

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」を

作
成

す
る

。 
２

 再
発

防
⽌

の
た

め
の

是
正

処
置

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、核
燃

料
物

質
の

加
⼯

の
事

業
に

関
す

る
規

則
（

以
下

「加
⼯

規
則

」と
い

う。
）

第
９

条
の

16
に

定
め

る
事

故
故

障
等

の
事

象
その

他
の

発
⽣

した
不

適
合

の
根

本
的

な
原

因
の

究
明

の
た

め
に

⾏
う分

析
（

以
下

「根
本

原
因

分
析

」と
い

う。
）

の
実

施
⽅

法
並

び
に

実
施

体
制

を
含

む
他

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

む
こと

。 

 

36
3.

イ 
不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

 
１

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・情
報

の
収

集
及

び
整

理
 

・技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

⑥
 

２
 第

１
項

第
１

号
イに

規
定

す
る

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マネ

ジ
メン

トや
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

との
関

係
を整

理
す

る
こと

を含
む

。 

(a
) 

不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
及

び
当

該
不

適
合

の
原

因
の

明
確

化
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、

⼈
的

及
び
組
織

的
側

⾯
等

の
考

慮
」を

含
む

。ま
た

、「
原

因
の

明
確

化
」に

は
、

必
要

に
応

じて
、⽇

常
業

務
の

マネ
ジ

メ
ント

や
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

 
２

 再
発

防
⽌

の
た

め
の

是
正

処
置

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、核
燃

料
物

質
の

加
⼯

の
事

業
に

関
す

る
規

則
（

以
下

「加
⼯

規
則

」と
い

う。
）

第
９

条
の

16
に

定
め

る
事

故
故

障
等

の
事

象
その

他
の

発
⽣

した
不

適
合

の
根

本
的

な
原

因
の

究
明

の
た

め
に

⾏
う分

析
（

以
下

「根
本

原
因

分
析

」と
い

う。
）

の
実

施
⽅

法
並

び
に

実
施

体
制

を
含

む
他

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

む
こと

。 
(1

) 
不

適
合

の
内

容
確

認
 

(2
) 

不
適

合
の

原
因

の
特

定
 

 

36
4.

ロ 
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

㉑
 

 
(b

) 
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 
 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

 
 

8.
評

価
お

よび
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5.
3 

予
防

処
置

 
（

３
）

 
ａ

．
起

こり
得

る
不

適
合

お
よび

その
原

因
の

特
定

 
36

5.
⼆

 必
要

な
是

正
処

置
を明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

b.
 必

要
な

是
正

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 

b.
必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

 
２

  
(2

) 
不

適
合

の
発

⽣
を

防
⽌

す
る

た
め

の
処

置
の

必
要

性
の

評
価
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
(3

) 
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

36
6.

三
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
c.

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
 

２
  

(5
) 

採
った

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビュ
ー

 

 

36
7.

四
 必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
d.

 必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
した

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。 

 

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

し
た

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。（

「保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
」に

は
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

 
２

  
(5

) 
採

った
予

防
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビュ

ー
 

 

36
8.

五
 必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
e.

 必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

 

e.
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

 
２

  
(5

) 
採

った
予

防
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビュ

ー
 

 

36
9.

六
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

３
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し
発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。 

f. 
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
」に

は
、単

独
の

事
象

で
は

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
は

⼩
さい

が
、同

様
の

事
象

が
繰

り返
し発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

1
に

記
載

 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

 
２

 再
発

防
⽌

の
た

め
の

是
正

処
置

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、核
燃

料
物

質
の

加
⼯

の
事

業
に

関
す

る
規

則
（

以
下

「加
⼯

規
則

」と
い

う。
）

第
９

条
の

16
に

定
め

る
事

故
故

障
等

の
事

象
その

他
の

発
⽣

した
不

適
合

の
根

本
的

な
原

因
の

究
明

の
た

め
に

⾏
う分

析
（

以
下

「根
本

原
因

分
析

」と
い

う。
）

の
実

施
⽅

法
並

び
に

実
施

体
制

を
含

む
他

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

む
こと

。 

 

37
0.

七
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 
g.

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
こと

。 
 

g.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
 

２
 再

発
防

⽌
の

た
め

の
是

正
処

置
に

関
す

る
⽂

書
に

は
、核

燃
料

物
質

の
加

⼯
の

事
業

に
関

す
る

規
則

（
以

下
「加

⼯
規

則
」と

い
う。

）
第

９
条

の
16

に
定

め
る

事
故

故
障

等
の

事
象

その
他

の
発

⽣
した

不
適

合
の

根
本

的
な

原
因

の
究

明
の

た
め

に
⾏

う分
析

（
以

下
「根

本
原

因
分

析
」と

い
う。

）
の

実
施

⽅
法

並
び

に
実

施
体

制
を

含
む

他
、次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

含
む

こと
。 

(4
) 

採
った

処
置

の
結

果
の

記
録

 

 

37
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
 監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
管

理
責

任
者

とし
て

、各
管

理
責

任
者

が
所

管
す

る
業

務
に

係
る

不
適

合
に

対
して

、再
発

防
⽌

の
た

め
の

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

⽂
書

とし
て

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 
不

適
合

管
理

要
領

」及
び

「濃
縮

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」を

作
成

す
る

。 

 

37
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⼿

順
書

等
に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
４

 第
３

項
に

規
定

す
る

「適
切

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、第
１

(3
) 

組
織

は
、⼿

順
書

等
に

基
づ

き
、

複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
8.

評
価

お
よ び

改
善

 
8.

5.
2 

是
正

処
置
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を⾏
い

、
当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

項
の

規
定

の
うち

必
要

な
も

の
に

つ
い

て
実

施
す

る
こと

をい
う。

 
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。 
 

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を講

じ
る

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、

(1
)の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

（
３

）
 

ｆ
．

とっ
た

是
正

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビ
ュー

 
な

お
、安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
原

因
の

特
定

に
当

た
って

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

根
本

原
因

分
析

に
つ

い
て

の
⽂

書
を「

根
本

原
因

分
析

実
施

要
則

」と
して

定
め

る
とと

も
に

、不
適

合
の

再
発

防
⽌

の
た

め
に

⾏
う不

適
合

の
⼈

的
過

誤
に

係
る

直
接

原
因

分
析

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3
項

の
安

全
・品

質
本

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
に

規
定

運
⽤

要
則

に
定

め
る

。 
37

3.
（

未
然

防
⽌

処
置

）
 

（
未

然
防

⽌
処

置
）

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
 

 
 

37
4.

第
五

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。㉑
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、特
定

した
問

題
を含

む
。 

(1
) 

組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

を収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じ

る
こと

。 
 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの
組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じる

こ
と。

 
（

「⾃
らの
組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

」
に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

  
３

 予
防

処
置

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、⽣
じる

お
それ

の
あ

る
不

適
合

を防
⽌

す
る

た
め

の
予

防
の

た
め

に
⾏

う根
本

原
因

分
析

の
実

施
⽅

法
並

び
に

実
施

体
制

を
含

む
他

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

む
こと

。 
５

 前
項

の
予

防
処

置
に

は
、加

⼯
施

設
の

保
安

活
動

の
実

施
に

よ
って

得
られ

た
知

⾒
の

み
な

らず
、必

要
に

応
じ他

の
施

設
か

ら得
られ

た
知

⾒
に

より
、不

適
合

の
発

⽣
を予

防
す

る
た

め
に

必
要

な
処

置
を

含
め

る
こと

。 

 

37
5.

⼀
 起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

a.
 起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

a.
起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

  
３

  
(1

) 
不

適
合

及
び

その
原

因
の

特
定

 

 

37
6.

⼆
 未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 
b.

 未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
  

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
  

３
  

(2
) 

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

 

37
7.

三
 必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
c.

 必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

c.
必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

  
３

  
(3

) 
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

 

37
8.

四
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
 

d.
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
 

d.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

  
３

  
(5

) 
採

った
予

防
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビュ

ー
 

 

37
9.

五
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
e.

 講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
（

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

）
 

第
27

条
  

３
  

(4
) 

採
った

処
置

の
結

果
の

記
録

 

 

38
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

（
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
）

 
第

27
条

 監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

管
理

責
任

者
とし

て
、各

管
理

責
任

者
が

所
管

す
る

業
務

に
係

る
不

適
合

に
対

して
、再

発
防

⽌
の

た
め

の
是

正
処

置
及

び
予

防
処
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
 本

⽂
7

号
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
 

新
検

査
制

度
 保

安
規

定
と事

業
変

更
許

可
申

請
書

本
⽂

7
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 

保
安

規
定

 
全

社
品

質
保

証
計

画
書

 
置

に
関

す
る

⽂
書

とし
て

、「
監

査
室

 不
適

合
管

理
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 
不

適
合

管
理

要
領

」及
び

「濃
縮

事
業

部
 不

適
合

等
管

理
要

領
」を

作
成

す
る

。 
２

 再
発

防
⽌

の
た

め
の

是
正

処
置

に
関

す
る

⽂
書

に
は

、核
燃

料
物

質
の

加
⼯

の
事

業
に

関
す

る
規

則
（

以
下

「加
⼯

規
則

」と
い

う。
）

第
９

条
の

16
に

定
め

る
事

故
故

障
等

の
事

象
その

他
の

発
⽣

した
不

適
合

の
根

本
的

な
原

因
の

究
明

の
た

め
に

⾏
う分

析
（

以
下

「根
本

原
因

分
析

」と
い

う。
）

の
実

施
⽅

法
並

び
に

実
施

体
制

を
含

む
他

、次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
含

む
こと

。 
38

1.
第

七
章

 使
⽤

者
に

関
す

る
特

例
 

 
第

七
章

 使
⽤

者
に

関
す

る
特

例
 

 
 

 
 

―
 

―
 

38
2.

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
使

⽤
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
) 

（
令

第
４

１
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

使
⽤

施
設

等
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

）
 

 
 

 
―

 
―

 

38
3.

第
五

⼗
四

条
使

⽤
者

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
し

な
い

者
に

限
る

。以
下

同
じ。

)は
、使

⽤
施

設
等

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

し、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
4.

⼀
 個

別
業

務
に

関
し、

継
続

的
な

改
善

を
計

画
的

に
実

施
し、

これ
を評

価
す

る
こと

。 
 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
5.

⼆
 前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
6.

 ２
 使

⽤
者

は
、前

項
に

規
定

す
る

措
置

に
関

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こ

との
重

要
性

を認
識

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」に
つ

い
て

は
、本

規
程

第
１

０
条

１
を

準
⽤

す
る

。 

―
 

―
 

―
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 品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

 項
⽬

へ
の

対
応

内
容

の
整

理
 

No
 

主
な

追
加

要
求

事
項

 
主

な
品

質
管

理
基

準
規

則
条

項
 

保
安

規
定

の
項

番
号

 
具

体
的

対
応

内
容

 
①

 
GS

R 
Pa

rt
2 

基
本

安
全

⽬
的

の
反

映
 

第
1

条
 

第
10

条
 

1 5.
2 

・事
業

変
更

許
可

届
出

書
 本

⽂
第

7
号

の
⽬

的
に

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
⽬

的
とな

る
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

を
明

⽰
 

 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さ）
した

グ
レ

ー
ド分

け
を

適
⽤

す
る

こと
を

明
確

化
 

 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダー
シ

ップ
に

関
す

る
事

項
の

追
加

 
第

9
条

 
第

16
条

第
2

項
 

5.
1 

 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S 

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し維
持

す
る

た
め

の
活

動
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

ア
ウト

プ
ット

）
 

 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 
 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 
第

46
条

第
5

項
 

8.
2.

2(
5)

 
・監

査
に

関
わ

る
管

理
者

及
び

監
査

員
に

⾃
らの

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

業
務

に
関

す
る

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
こと

を
明

確
化

 
 

⑪
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
規

制
機

関
の

⽴
ち

⼊
りを

可
能

とす
る

措
置

の
追

加
 

第
35

条
第

2
項

 
7.

4.
2(

2)
 

・供
給

者
の

⼯
場

等
で

当
社

が
⾏

う検
査

等
の

保
安

活
動

の
実

施
状

況
を

原
⼦

⼒
安

全
規

制
当

局
が

確
認

す
る

際
に

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

ち
⼊

りを
⾏

う場
合

が
あ

る
こと

を
、調

達
要

求
事

項
に

追
加

 

⑫
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

管
理

に
つ

い
て

追
加

 
第

34
条

第
2

項
 

第
35

条
第

1
項

第
6

号
 

7.
4.

1(
2)

 
7.

4.
2(

1)
f. 

・⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
施

設
に

組
み

込
む

場
合

に
お

い
て

、当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
係

る
情

報
を

供
給

者
等

か
ら⼊

⼿
し、

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
⑬

 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

の
追

加
 

第
19

条
第

1
項

第
12

号
,1

3
号

 
5.

6.
2l

.,m
. 

・マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
に

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
内

外
の

課
題

及
び

資
源

の
妥

当
性

を
追

加
 

⑭
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

の
監

視
の

⽅
法

に
「安

全
実

績
指

標
（

PI
）

の
活

⽤
」を

明
確

化
 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィの
それ

ぞ
れ

に
対

す
る

潜
在

的
な

影
響

を
追

加
 

第
4

条
第

4
項

第
8

号
 

4.
1(

4)
h.

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、3

号
 

4.
2.

3(
2)

a.
,b

.,c
. 

・⽂
書

の
作

成
、更

新
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
及

び
審

査
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

を
明

確
化

 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
⑱

 
⽂

書
改

訂
⼿

続
き

と⼊
⼒

情
報

の
管

理
の

追
加

 
第

7
条

第
1

項
、2

項
 

4.
2.

3(
1)

,(
2)

 
・⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

を
確

認
で

き
る

こと
を

明
確

化
 

⑲
 

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
変

更
管

理
の

追
加

 
第

13
条

第
2

項
 

第
23

条
第

1,
3

項
 

第
27

条
第

1
項

 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、

評
価

し改
善

の
機

会
を

捉
え

る
た

め
の

仕
組

み
を

構
築

 

 

参
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 廃
棄

物
埋

設
施

設
 保

安
規

定
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 許
可

整
合

性
説

明
資

料
 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

1.
 

  
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

を
以

下
の

とお
りと

す
る

。 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 
第

6
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を実
施

す
る

に
当

た
り、

以
下

の
とお

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
1

章
の

２
 品

質
保

証
計

画
 

 

2.
 

 第
⼀

章
 総

則
 

（
⽬

的
）

 
第

１
章

総
則

 
（

⽬
的

）
 

イ．
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

差
異

な
し（

⾒
出

し記
号

の
差

異
は

記
載

しな
い

）
 

（
以

下
、空

欄
は

、差
異

な
しで

あ
り、

記
載

しな
い

。）
 

（
⽬

的
）

 
（

⽬
的

）
 

3.
 

 第
⼀

条
 こ

の
規

則
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

を
定

め
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
①

。 

1 
第

1
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

」と
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

(昭
和

32
年

法
律

第
16

6
号

。以
下

「原
⼦

炉
等

規
制

法
」と

い
う。

)第
2

条
第

7
項

に
規

定
す

る
原

⼦
⼒

施
設

を
い

う。
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

（
以

下
「品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
」と

い
う。

）
は

、廃
棄

物
埋

設
施

設
の

安
全

を
達

成
・維

持
・

向
上

させ
る

た
め

、「
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」

及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

管
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
を確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
埋

設
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
よう

、
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」

（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

き、
社

⻑
をト

ップ
とし

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

と
す

る
。 

・保
安

規
定

第
6

条
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
ま

で
含

め
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

とし
て

い
る

。 
な

お
、「

…
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

評
価

確
認

し…
」の

「評
価

確
認

し」
に

つ
い

て
は

、記
載

反
映

漏
れ

の
た

め
修

正
を

⾏
う。

 

第
3

条
の

2 
品

質
保

証
計

画
は

、埋
設

施
設

の
安

全
を

達
成

・維
持

・向
上

す
る

こと
を

⽬
的

とし
て

、こ
の

規
定

で
定

め
る

事
項

を
遵

守
す

る
た

め
に

必
要

な
、

埋
設

施
設

に
お

け
る

保
安

活
動

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
（

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

」と
い

う。
）

を
規

定
す

る
も

の
で

あ
る

。 

 

4.
 

 （
適

⽤
範

囲
）

 
 

ロ．
適

⽤
範

囲
 

2 
適

⽤
範

囲
 

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

（
適

⽤
範

囲
）

 
5.

 
 第

三
条

 次
章

か
ら第

六
章

ま
で

の
規

定
は

、原
⼦

⼒
施

設
(使

⽤
施

設
等

で
あ

っ
て

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

施
⾏

令
(昭

和
三

⼗
⼆

年
政

令
第

三
百

⼆
⼗

四
号

。以
下

「令
」と

い
う。

)第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を使
⽤

し
な

い
も

の
を

除
く。

以
下

同
じ。

)に
つ

い
て

適
⽤

す
る

。 
2 

第
七

章
の

規
定

は
、使

⽤
施

設
等

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
も

の
に

限
る

。)
に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

 
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
は

、廃
棄

物
埋

設
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、
埋

設
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

3 
品

質
保

証
計

画
は

、埋
設

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。こ
こ

で
「保

安
活

動
」と

は
、こ

の
規

定
で

定
め

る
事

項
を

遵
守

す
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

 

 

6.
 

 （
定

義
）

 
 

ハ
．

定
義

 
3 

定
義

 
 

（
定

義
）

 
（

定
義

）
 

7.
 

 第
⼆

条
 こ

の
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

の
例

に
よる

。 

１
本

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、

原
⼦

炉
等

規
制

法
及

び
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。 
 

品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
お

け
る

⽤
語

の
定

義
は

、次
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

品
管

規
則

に
従

う。
 

   

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

4 
品

質
保

証
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、「

原
⼦

⼒
発

電
所

に
お

け
る

安
全

の
た

め
の

品
質

保
証

規
程

（
JE

AC
41

11
-2

00
9）

」（
以

下
「J

EA
C4

11
1」

とい
う。

）
に

従
うも

の
と

す
る

。 

 

8.
 

 ⼀
「保

安
活

動
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
とし

て
⾏

わ
れ

る
⼀

切
の

活
動

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

9.
 

 ⼆
「不

適
合

」と
は

、要
求

事
項

に
適

合
して

い
な

い
こと

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

10
. 

 三
「プ

ロセ
ス

」と
は

、意
図

した
結

果
を

⽣
み

出
す

た
め

の
相

互
に

関
連

し、
⼜

は
作

⽤
す

る
⼀

連
の

活
動

及
び

⼿
順

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

11
. 

 四
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
」と

は
、

２
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「原
 

―
 

 
―

 
―

 

資
料

①
 
別

紙
-
4
 

⻩
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

に
該

当
す

る
箇

所
を

⽰
す

。 
⽔

⾊
ハ

ッチ
ング

︓
事

業
許

可
本

⽂
7

号
との

整
合

箇
所

を⽰
す

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
し、

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

⾃
らの

組
織

の
管

理
監

督
を⾏

うた
め

の
仕

組
み

を
い

う。
 

⼦
⼒

事
業

者
等

」と
は

、原
⼦

炉
等

規
制

法
第

57
条

の
8

に
規

定
す

る
者

を
い

う。
 

３
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「⾃
ら

の
組

織
の

管
理

監
督

を
⾏

うた
め

の
仕

組
み

」に
は

、組
織

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
必

要
な

⽂
書

を整
備

す
る

こと
を

含
む

。 
12

. 
 五

 「
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
」と

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
認

識
し、

組
織

の
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
を定

め
て

要
員

(保
安

活
動

を実
施

す
る

者
をい

う。
以

下
同

じ。
)が

これ
らを

達
成

す
る

こと
並

び
に

組
織

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き姿

を
定

め
て

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

主
体

的
に

取
り

組
む

こと
が

で
き

る
よ

う先
導

的
な

役
割

を
果

た
す

能
⼒

をい
う。

 

４
 第

2
項

第
5

号
に

規
定

す
る

「要
員

(保
安

活
動

を
実

施
す

る
者

をい
う。

以
下

同
じ。

)」
とは

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
を

実
施

す
る

組
織

の
内

外
の

者
を

い
う。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

13
. 

 六
「是

正
処

置
」と

は
、不

適
合

その
他

の
事

象
の

原
因

を除
去

し、
その

再
発

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

５
第

2
項

第
6

号
及

び
第

7
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
」に

は
、

結
果

的
に

不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
原

⼦
⼒

施
設

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
象

を
含

む
。 

 
―

 
 

―
 

―
 

14
. 

 七
「未

然
防

⽌
処

置
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
知

⾒
を踏

ま
え

て
、⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

６
第

2
項

第
7

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

」と
は

、国
内

外
の

原
⼦

⼒
施

設
に

加
え

、⽕
⼒

発
電

所
な

ど広
く産

業
全

般
に

関
連

す
る

施
設

を
い

う(
第

53
条

第
1

項
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

 
―

 
 

―
 

―
 

15
. 

 ⼋
「⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
安

全
機

能
に

係
る

機
器

、構
造

物
及

び
シ

ス
テ

ム
並

び
に

それ
らの

部
品

(以
下

「機
器

等
」と

い
う。

)で
あ

って
、

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
に

設
計

開
発

及
び

製
造

され
た

も
の

以
外

の
⼯

業
品

を
い

う。
 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

16
. 

 九
 「

妥
当

性
確

認
」と

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

して
、機

器
等

⼜
は

保
安

活
動

を
構

成
す

る
個

別
の

業
務

(以
下

「個
別

業
務

」と
い

う。
)及

び
プ

ロセ
ス

が
実

際
の

使
⽤

環
境

⼜
は

活
動

に
お

い
て

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

こ
とを

い
う。

 

 
 

―
 

 
―

 
―

 

17
. 

  
 

(1
)廃

棄
物

埋
設

施
設

 
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

51
条

の
2

第
3

項
第

2
号

に
規

定
す

る
廃

棄
物

埋
設

施
設

を
い

う。
 

(1
) 

埋
設

施
設

 
法

第
51

条
の

2
第

2
項

に
規

定
す

る
廃

棄
物

埋
設

施
設

を
い

う。
 

 
―

 
―

 

18
. 

  
 

(2
)組

織
 

当
社

の
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、廃
棄

物
埋

設
施

設
を

運
営

管
理

（
運

転
開

始
前

の
管

理
を

含
む

。）
す

る
各

部
⾨

の
総

称
を

い
う。

 

―
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、4

.1
⼀

般
要

求
事

項
に

、組
織

の
定

義
を記

載
 

―
 

―
 

19
. 

  
 

 
(2

) 
ニュ

ー
シ

ア 
・保

安
規

定
の

審
査

基
準

に
基

づ
き

、保
―

 
―
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
しく

は
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を図
る

こと
を

⽬
的

とし
た

、⼀
般

社
団

法
⼈

 原
⼦

⼒
安

全
推

進
協

会
が

運
営

す
る

デ
ー

タベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

安
規

定
に

お
い

て
は

、ニ
ュー

シ
アの

定
義

を
記

載
 

20
. 

 第
⼆

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

第
２

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

ニ．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

 
第

2
節

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
第

2
節

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 

21
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

第
４

条
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
）

 
(1

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

4.
1 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
（

⼀
般

要
求

事
項

）
 

（
⼀

般
要

求
事

項
）
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. 

 第
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

(使
⽤

者
で

あ
って

、令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

も
の

を
除

く。
以

下
同

じ。
)は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、
その

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

 
２

 第
1

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プロ

セ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

その
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
 

（
ⅰ

）
組

織
は

、品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

 

(1
) 

第
7

条
に

定
め

る
組

織
（

以
下

「組
織

」と
い

う。
）

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
計

画
に

従
って

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

と
とも

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、

その
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
また

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

」
とは

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
その

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

うこ
とを

い
う。

) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
第

5
条

に
定

め
る

各
職

位
（

以
下

「各
職

位
」と

い
う。

）
は

、
「核

燃
料

物
質

⼜
は

核
燃

料
物

質
に

よ
つ

て
汚

染
され

た
物

の
廃

棄
物

管
理

の
事

業
に

関
す

る
規

則
」（

以
下

「管
理

規
則

」と
い

う。
）

第
26

条
の

3、
4、

5、
6、

7、
8

及
び

9
に

定
め

る
要

求
事

項
並

び
に

「特
定

埋
設

施
設

に
係

る
廃

棄
物

管
理

事
業

者
の

設
計

及
び

⼯
事

に
係

る
品

質
管

理
の

⽅
法

及
び

その
検

査
の

た
め

の
組

織
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」に
従

って
、保

安
の

た
め

に
必

要
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
⽂

書
化

し、
実

施
し、

維
持

す
る

とと
も

に
、そ

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 
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 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。②

 

３
 第

2
項

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

⼒
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ、

第
2

項
第

1
号

か
ら

第
3

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
を考

慮
した

原
⼦

⼒
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

 

（
ⅱ

）
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
に

掲
げ

る
事

項
を適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
す

る
。こ

の
場

合
、次

の
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。（

「保
安

活
動

の
重

要
度

」と
は

、事
故

が
発

⽣
した

場
合

に
埋

設
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じた

保
安

活
動

の
管

理
の

重
み

付
け

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

各
職

位
は

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
ー

ド分
け

を別
表

1
の

2
に

基
づ

き
⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を
必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 
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 ⼀
 原

⼦
⼒

施
設

、組
織

⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さの
程

度
②

 

 
a.

廃
棄

物
埋

設
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さ

の
程

度
 

a.
埋

設
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 
 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

（
１

）
プロ

セ
ス

及
び

埋
設

施
設

の
複

雑
性

、独
⾃

性
、⼜

は
斬

新
性

の
程

度
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 ⼆
 原

⼦
⼒

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ②
 

４
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

⾃
然

現
象

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

（
故

意
に

よ
る

も
の

b.
廃

棄
物

埋
設

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
きさ

 

b.
埋

設
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

（
３

）
検

査
⼜

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
検

証
可

能
性

の
程

度
 

（
４

）
作

業
⼜

は
製

造
プロ

セ
ス

、要
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

を
除

く。
）

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さを
い

う。
 

  

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
きさ

」と
は

、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

⾃
然

現
象

や
⼈

為
に

よる
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ

を
い

う。
）

 

員
、要

領
、及

び
装

置
等

に
対

す
る

特
別

な
管

理
や

検
査

の
必

要
性

の
程

度
 

（
５

）
操

業
開

始
後

の
埋

設
施

設
に

対
す

る
保

守
、検

査
及

び
取

替
え

の
難

易
度
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. 

 三
 機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

②
 

５
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「通
常

想
定

され
な

い
事

象
」と

は
、設

計
上

考
慮

して
い

な
い

⼜
は

考
慮

して
い

て
も

発
⽣

し得
る

事
象

（
⼈

的
過

誤
に

よ
る

作
業

の
失

敗
等

）
を

い
う。

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

さ
れ

な
い

事
象

の
発

⽣
⼜

は
保

安
活

動
が

不
適

切
に

計
画

され
、若

しく
は

実
⾏

さ
れ

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

さ
れ

な
い

事
象

の
発

⽣
⼜

は
保

安
活

動
が

不
適

切
に

計
画

され
、若

しく
は

実
⾏

さ
れ

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

（
３

）
検

査
⼜

は
試

験
に

よ
る

原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
検

証
可

能
性

の
程

度
 

（
４

）
作

業
⼜

は
製

造
プロ

セ
ス

、要
員

、要
領

、及
び

装
置

等
に

対
す

る
特

別
な

管
理

や
検

査
の

必
要

性
の

程
度

 
（

５
）

操
業

開
始

後
の

埋
設

施
設

に
対

す
る

保
守

、検
査

及
び

取
替

え
の

難
易

度
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 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⾃

らの
原

⼦
⼒

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

単
に

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を
明

確
に

認
識

し、
この

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。④
 

 
（

ⅲ
）

組
織

は
、廃

棄
物

埋
設

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
（

以
下

「関
係

法
令

」と
い

う。
）

を
明

確
に

認
識

し、
品

管
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

⽂
書

（
記

録
を除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

す
る

。 

(3
) 

組
織

は
、埋

設
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

を明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

 
 

4.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
2 

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
 

 各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を含

め
る

。ま
た

、こ
れ

らの
⽂

書
の

構
成

概
念

図
を

図
4.

2.
1

に
⽰

す
。な

お
、記

録
は

適
正

に
作

成
す

る
。 

 7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
1 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
明

確
化

 
a.

 業
務

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・

規
則

要
求

事
項
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 ４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
（

ⅳ
）

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

(4
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

セ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を

決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
各

職
位

は
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。 
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 ⼀
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
a.

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プロ
セ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
⽂

書
で

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プロ

セ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

１
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

それ
らの

組
織

へ
の

適
⽤

、こ
れ

らの
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
関

係
を

別
図

1
の

2
に

⽰
す

。 
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 ⼆
 プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
６

第
4

項
第

2
号

に
規

定
す

る
「プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

」に
は

、組
織

内
の

プロ
セ

ス
間

の
相

互
関

係
を

含
む

。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

す
る

こと
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を明
確

に
す

る
こと

。プ
ロセ

ス
関

連
図

を図
1

に
⽰

す
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

1
を記

載
 

第
3

条
の

5 
1

の
2 

（
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
及

び
それ

らの
組

織
へ

の
適

⽤
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

関
係

を
別

図
1

の
2

に
⽰

す
。 
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 三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を明

確
に

定
め

る
こと

。⑭
 

７
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

」に
は

、原
⼦

⼒
規

制
検

査
等

に
関

す
る

規
則

(令
和

2
年

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

規
則

第
2

号
)第

5
条

に
規

定
す

る
安

全
実

績
指

標
(特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
)を

含
む

。 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

組
織

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」に

は
、安

全
実

績
指

標
（

特
定

核
燃

料
物

質
の

防
護

に
関

す
る

領
域

に
係

る
も

の
を

除
く。

）
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

5 
１

の
2 

（
２

）
これ

らの
プ

ロセ
ス

お
運

⽤
及

び
管

理
の

い
ず

れ
も

が
効

果
的

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
必

要
な

判
断

基
準

及
び

⽅
法

を
明

確
に

す
る

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
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 四
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

(以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
)に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
(責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。)

。 

 
d.

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
）

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。）

。 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を含
む

。）
 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

３
）

これ
らの

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

及
び

監
視

を
⽀

援
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
お

よ
び

情
報

を利
⽤

で
き

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
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 五
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
e.

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を監
視

測
定

し
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

４
）

これ
らの

プ
ロセ

ス
を

監
視

し、
適

⽤
可

能
な

場
合

に
は

測
定

し、
分

析
す

る
。 
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 六
 プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

８
 第

4
項

第
6

号
に

規
定

す
る

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を含

む
。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

、及
び

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5 
1

の
2 

（
５

）
これ

らの
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、計
画

どお
りの

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、継

続
的

改
善

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
処

置
を

とる
。 

 

35
. 

 七
 プ

ロセ
ス

及
び

組
織

を品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こ

と。
 

 
g.

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こと
。 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

2 
（

６
）

これ
らの

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

との
整

合
が

とれ
た

も
の

に
す

る
。 

 

36
. 

 ⼋
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。⑮
 

９
 第

4
項

第
8

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を

含
む

。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じ

た
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

さ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よう

に
す

る
」

に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

2 
原

⼦
⼒

安
全

の
重

視
 

社
⻑

は
､原

⼦
⼒

安
全

を最
優

先
に

位
置

付
け

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、顧

客
満

⾜
の

向
上

を
⽬

指
して

、顧
客

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

37
. 

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑤
 

１
０

 第
５

項
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、技

術
的

、⼈
的

、組
織

的
な

要
因

の
相

互
作

⽤
を

適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
⑥

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

・⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

され
て

い
る

。 
・要

員
が

、⾃
らが

⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

・全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
・要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、

報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結

（
ⅴ

）
組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
。 

(5
) 

組
織

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
、技

術
的

、
⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を

通
じて

、次
の

状
態

を
⽬

指
す

。 
a.

原
⼦

⼒
の

安
全

及
び

安
全

⽂
化

の
理

解
が

組
織

全
体

で
共

通
の

も
の

とな
って

い
る

。 
b.

⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

さ
れ

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
e.

要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を戒

め
て

い
る

。 
f.原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

問
題

が
速

や
か

に
報

告
され

、
報

告
され

た
問

題
が

対
処

され
、そ

の
結

果
が

関
係

す
る

要
員

に
共

有
され

て
い

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
安

全
⽂

化
の

醸
成

）
 

第
3

条
の

4
の

3 
社

⻑
は

、保
安

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を第

2
節

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

て
実

施
させ

る
。 

2 
第

4
条

の
組

織
は

、安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

果
が

関
係

す
る

要
員

に
共

有
され

て
い

る
。 

・安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を改
善

す
る

た
め

の
基

礎
とし

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、

要
員

が
必

要
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を
取

っ
て

い
る

。 

る
。 

g.
安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し、
安

全
⽂

化
を改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を取

って
い

る
。 

38
. 

 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

と
した

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑳

 

 
（

ⅵ
）

組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロ
セ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、

当
該

プロ
セ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(6
) 

組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロ
セ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、

当
該

プロ
セ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

 
第

3
条

の
5 

1
の

5 
各

職
位

は
、第

3
章

か
ら第

7
章

に
定

め
る

業
務

に
つ

い
て

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
を

与
え

る
プ

ロセ
ス

を
ア

ウト
ソ

ー
ス

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、ア

ウト
ソ

ー
ス

した
プ

ロセ
ス

に
関

して
管

理
を

確
実

に
す

る
。こ

れ
らの

ア
ウト

ソ
ー

ス
した

プロ
セ

ス
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
は

、第
3

条
の

8
の

4
に

定
め

る
調

達
の

プ
ロセ

ス
の

中
で

定
め

る
。 

 

39
. 

 ７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。②
 

 
（

ⅶ
）

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
 

(7
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を⾏
う。

 
 

第
3

条
の

5 
1

の
3 

各
職

位
は

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
ー

ド分
け

を別
表

1
の

2
に

基
づ

き
⾏

う。
ま

た
、こ

れ
に

基
づ

き
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を
必

要
に

応
じて

考
慮

す
る

。 

 

40
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
）

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

）
 

(2
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

 
 

 
 

41
. 

  
 

（
ⅰ

）
⼀

般
 

4.
2.

1 
⼀

般
 

 
 

 
42

. 
 第

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
条

第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

す
る

とき
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
⽂

書
を

作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

2
に

⽰
す

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

２
を

記
載

 
（

⽂
書

化
に

関
す

る
要

求
事

項
）

 
第

3
条

の
5

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。 

ま
た

、記
録

は
適

正
に

作
成

す
る

。 

 

43
. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

 
a.

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
a.

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
（

１
）

保
安

に
関

す
る

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 

 

44
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を規

定
す

る
⽂

書
(以

下
「品

質
マ

ニュ
アル

」と
い

う。
) 

 
b.

品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
b.

品
質

マニ
ュア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

第
3

条
の

5
の

2 
（

２
）

本
品

質
保

証
計

画
及

び
「全

社
品

質
保

証
計

画
書

」 

 

45
. 

 三
 実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よう

に
す

る
た

め
に

必
要

な
⽂

書
 

 
c.

実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、組

織
が

必
要

と決
定

した
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
1

に
⽰

す
⽂

書
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
（

４
）

組
織

内
の

プ
ロセ

ス
の

効
果

的
な

計
画

、運
⽤

及
び

管
理

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、組

織
が

必
要

と決
定

した
別

表
1

の
3

に
定

め
る

⽂
書

 

 

46
. 

 四
 こ

の
規

則
に

規
定

す
る

⼿
順

書
、指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

 
d.

品
管

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、図

⾯
等

（
以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

）
 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
2

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

 品
質

管
理

基
準

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
（

３
）

JE
AC

41
11

が
要

求
す

る
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”で
あ

る
別

表
1

の
3
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1
60

 /
 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」

とい
う。

) 

に
定

め
る

規
定

 

47
. 

 （
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

（
品

質
マニ

ュア
ル

）
 

（
ⅱ

）
品

質
マニ

ュア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マニ
ュア

ル
 

 
 

 
48

. 
 第

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
組

織
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 
社

⻑
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」に

次
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

第
3

条
の

5
の

2 
2 

社
⻑

は
次

の
事

項
を

含
む

「全
社

品
質

保
証

計
画

書
」を

作
成

し、
維

持
す

る
。 

 

49
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

 
a.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
a.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
2 （

１
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

（
適

⽤
組

織
を含

む
。）

 

 

50
. 

 ⼆
 保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
 

b.
保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 
第

3
条

の
5

の
2 

2 （
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
、実

施
、評

価
、改

善
に

関
す

る
事

項
 

 

51
. 

 三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

 
第

3
条

の
5

の
2 

2 （
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
（

適
⽤

組
織

を含
む

。）
 

 

52
. 

 四
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

 
d.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
d.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
2 （

３
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
確

⽴
され

た
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”
⼜

は
それ

らを
参

照
で

き
る

情
報

 

 

53
. 

 五
 プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
 

e.
プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

1
を記

載
 

 

第
3

条
の

5
の

2 
2 （

４
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

プ
ロセ

ス
間

の
相

互
関

係
に

関
す

る
記

述
 

 

54
. 

 （
⽂

書
の

管
理

）
 

（
⽂

書
の

管
理

）
 

（
ⅲ

）
⽂

書
の

管
理

 
4.

2.
3 

⽂
書

の
管

理
 

 
 

 
55

. 
 第

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
 ・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

⑰
 

・⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

⑰
 

・品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
⑱

 

a.
組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

管
理

す
る

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

管
理

す
る

」に
は

、組
織

とし
て

承
認

され
て

い
な

い
⽂

書
の

使
⽤

、適
切

で
は

な
い

変
更

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
失

等
の

防
⽌

、発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5
の

2 
3 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

で
必

要
とさ

れ
る

⽂
書

を、
第

3
項

の
2

に
定

め
る

⽂
書

に
基

づ
き、

保
安

規
定

上
の

位
置

付
け

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、管

理
す

る
。た

だ
し、

記
録

は
⽂

書
の

⼀
種

で
は

あ
る

が
、第

4
項

、第
4

項
の

2
及

び
第

4
項

の
3

に
規

定
す

る
要

求
事

項
に

従
って

管
理

す
る

。 

 

56
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を利

⽤
で

き
る

よ
う、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、
⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。⑱
 

b.
組

織
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
す

る
。 

(2
) 

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
よ

う、
次

に
掲

げ
る

事
項

を「
品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よび

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。（
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
3

の
2 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

活
動

に
必

要
な

管
理

を
規

定
す

る
た

め
に

、“
⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

（
４

）
該

当
す

る
⽂

書
の

適
切

な
版

が
、必

要
な

とき
に

、必
要

な
とこ

ろ
で

使
⽤

可
能

な
状

態
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

57
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。⑯

 

 
(a

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

１
）

発
⾏

前
に

、適
切

か
どう

か
の

観
点

か
ら⽂

書
を

レビ
ュー

し、
承

認
す

る
。 

 

58
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。⑯
 

３
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、第
１

号
と同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こ
と⑱

を
い

う。
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。（
「改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

」と
は

、a
.と

同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を

審
査

し、
承

認
す

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5
の

2 
3

の
2 

（
２

）
⽂

書
をレ

ビュ
ー

す
る

。ま
た

、必
要

に
応

じて
更

新
し、

再
承

認
す

る
。 

 

59
. 

 三
 前

⼆
号

の
審

査
及

び
前

号
の

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。⑯
 

４
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「部
⾨

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

をい
う。

 

(c
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

審
査

及
び

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。（

「部
⾨

」と
は

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

5
の

2 
3

の
2 

（
１

）
発

⾏
前

に
、適

切
か

どう
か

の
観

点
か

ら⽂
書

を
レビ

ュー
し、

承
認

す
る

。 
（

２
）

⽂
書

をレ
ビュ

ー
す

る
。ま

た
、必

要
に

応
じて

更
新

し、
再

承
認

す
る

。 

 

60
. 

 四
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
(d

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

３
）

⽂
書

の
変

更
の

識
別

及
び

現
在

有
効

な
版

の
識

別
を

確
実

に
す

る
。 

 

61
. 

 五
 改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
(e

)改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

４
）

該
当

す
る

⽂
書

の
適

切
な

版
が

、必
要

な
とき

に
、必

要
な

とこ
ろ

で
使

⽤
可

能
な

状
態

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

62
. 

 六
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
(f

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

５
）

⽂
書

は
、読

み
や

す
くか

つ
容

易
に

識
別

可
能

な
状

態
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

63
. 

 七
 組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

 
(g

)組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

６
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

及
び

運
⽤

の
た

め
に

組
織

が
必

要
と決

定
した

外
部

か
らの

⽂
書

を
明

確
に

し、
その

配
付

が
管

理
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

64
. 

 ⼋
 廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
使

⽤
され

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を保
持

す
る

と
き

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
(h

)廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

され
る

こと
を

防
⽌

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
と

き
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を保

持
す

る
とき

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

3
の

2 
（

７
）

廃
⽌

⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

。ま
た

、こ
れ

らを
何

らか
の

⽬
的

で
保

持
す

る
場

合
に

は
、適

切
な

識
別

をす
る

。 

 

65
. 

 （
記

録
の

管
理

）
 

（
記

録
の

管
理

）
 

（
ⅳ

）
記

録
の

管
理

 
4.

2.
4 

記
録

の
管

理
 

 
 

 
66

. 
 第

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、こ
の

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を実
証

す
る

記
録

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を、

読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を把

握
す

る
こと

が
で

き
、

か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
a.

組
織

は
、品

管
規

則
に

規
定

す
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

実
証

す
る

記
録

を明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を、
読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こ

とが
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
5

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
に

以
下

の
⽂

書
を

含
め

る
。 

ま
た

、記
録

は
適

正
に

作
成

す
る

。 
4 

各
職

位
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
効

果
的

運
⽤

の
証

拠
を

⽰
す

た
め

に
作

成
す

る
記

録
の

対
象

を明
確

に
し、

当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

4
の

3 
各

職
位

は
、記

録
を読

み
や

す
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

く、
容

易
に

識
別

可
能

か
つ

検
索

可
能

な
も

の
とす

る
。 

67
. 

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

記
録

の
識

別
、保

存
、保

護
、検

索
及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
b.

組
織

は
、a

.の
記

録
の

識
別

、保
存

、
保

護
、検

索
、及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

⼿
順

書
等

を
作

成
す

る
｡ 

(2
) 

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、記
録

の
識

別
、保

存
、保

護
、検

索
及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

2
に

記
載

 
 

第
3

条
の

5
の

2 
4

の
2 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、記
録

の
識

別
、

保
管

、保
護

、検
索

、保
管

期
間

及
び

廃
棄

に
関

して
必

要
な

管
理

を規
定

す
る

た
め

に
、“

⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 

 

68
. 

 第
三

章
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
第

３
章

 経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

ホ
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

 
 

 
69

. 
 （

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

）
 

（
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
）

 
(1

) 
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

5.
1 

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
 

 
 

70
. 

 第
九

条
 経

営
責

任
者

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

 
社

⻑
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、
実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

す
る

。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、

実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

 
（

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト）

 
第

3
条

の
6 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
構

築
及

び
実

施
、並

び
に

その
有

効
性

を継
続

的
に

改
善

す
る

こ
とに

対
す

る
コミ

ット
メン

トの
証

拠
を

、次
の

事
項

に
よ

って
⽰

す
。 

 

71
. 

 ⼀
 品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
 

（
ⅰ

）
品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
a.

品
質

⽅
針

を定
め

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6 
（

２
）

品
質

⽅
針

を
設

定
す

る
。 

 

72
. 

 ⼆
 品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
（

ⅱ
）

品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
b.

品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6 
（

３
）

品
質

⽬
標

が
設

定
され

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

73
. 

 三
 要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。⑤

 

１
第

3
号

に
規

定
す

る
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
きる

よ
うに

す
る

こと
」と

は
、

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

維
持

す
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

 

（
ⅲ

）
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よう
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
きる

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6 
（

６
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

 

74
. 

 四
 第

⼗
⼋

条
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

ト
レ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

（
ⅳ

）
ホ

(6
)（

ⅰ
）

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
d.

5.
6.

1
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビ

ュー
を

実
施

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6 

（
４

）
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を実
施

す
る

。 

 

75
. 

 五
 資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

 
（

ⅴ
）

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
よう

に
す

る
こと

。 
e.

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6 

（
５

）
資

源
が

使
⽤

で
き

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

76
. 

 六
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

 
（

ⅵ
）

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

f.関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6 

（
１

）
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 

 

77
. 

 七
 保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。③

 

 
（

ⅶ
）

保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

、要
員

に
認

識
させ

る
よう

に
す

る
こと

。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
満

た
す

こと
の

重
要

性
を組

織
内

に
周

知
す

る
。 

78
. 

 ⼋
 全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。③
 

 
（

ⅷ
）

全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、
その

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を考

慮
し

て
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
1 

経
営

者
の

コミ
ット

メン
ト 

ａ
．

法
令

・規
制

要
求

事
項

を満
た

す
こと

は
当

然
の

こと
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

の
重

要
性

を組
織

内
に

周
知

す
る

。 
79

. 
 （

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

）
 

（
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
）

 
(2

)原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
5.

2 
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

 
（

原
⼦

⼒
安

全
の

重
視

）
 

（
原

⼦
⼒

安
全

の
重

視
）
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

80
. 

 第
⼗

条
 経

営
責

任
者

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

よう
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。①
 

１
 第

10
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
より

損
な

わ
れ

な
い

」と
は

、例
え

ば
、コ

ス
ト、

⼯
期

等
に

よ
って

原
⼦

⼒
の

安
全

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
2 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

安
全

を
最

優
先

に
位

置
付

け
、業

務
・

埋
設

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
決

定
され

、満
た

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

81
. 

 （
品

質
⽅

針
）

 
（

品
質

⽅
針

）
 

(3
)品

質
⽅

針
 

5.
3 

品
質

⽅
針

 
 

（
品

質
⽅

針
）

 
（

品
質

⽅
針

）
 

82
. 

 第
⼗

⼀
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

⽅
針

が
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

⑤
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、
⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

ら
の

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

⑥
 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、
⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

ら
の

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こ
と。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

3 
社

⻑
は

、品
質

⽅
針

に
つ

い
て

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

３
）

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。 

 

83
. 

 ⼀
 組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
２

 第
1

号
に

規
定

す
る

「組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
」に

は
、組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と

整
合

的
な

も
の

で
あ

る
こと

を
含

む
。 

（
ⅰ

）
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

し
て

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

3 
（

１
）

組
織

の
⽬

的
に

対
して

適
切

で
あ

る
。 

（
７

）
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
が

とれ
て

い
る

。 

 

84
. 

 ⼆
 要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こ
と。

 

 
（

ⅱ
）

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
２

）
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
（

６
）

適
切

性
の

持
続

の
た

め
に

レ
ビュ

ー
され

る
。 

 

85
. 

 三
 品

質
⽬

標
を

定
め

、評
価

す
る

に
当

た
って

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

（
ⅲ

）
品

質
⽬

標
を

定
め

、評
価

す
る

に
当

た
って

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

c.
品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
４

）
品

質
⽬

標
の

設
定

及
び

レ
ビュ

ー
の

た
め

の
枠

組
み

を
与

え
る

。 

 

86
. 

 四
 要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
 

（
ⅳ

）
要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
５

）
組

織
全

体
に

伝
達

され
、理

解
され

る
。 

 

87
. 

 五
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 
（

ⅴ
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を持
って

関
与

す
る

こと
。 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
3 

（
２

）
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

に
対

す
る

コミ
ット

メン
トを

含
む

。 
（

６
）

適
切

性
の

持
続

の
た

め
に

レ
ビュ

ー
され

る
。 

 

88
. 

  
 

(4
)計

画
 

5.
4 

計
画

 
 

（
計

画
）

 
（

計
画

）
 

89
. 

 （
品

質
⽬

標
）

 
（

品
質

⽬
標

）
 

（
ⅰ

）
品

質
⽬

標
 

5.
4.

1 
品

質
⽬

標
 

 
 

 
90

. 
 第

⼗
⼆

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
に

お
い

て
、品

質
⽬

標
(個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。)
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・実
施

事
項

 
・必

要
な

資
源

 
・責

任
者

 
・実

施
事

項
の

完
了

時
期

 
・結

果
の

評
価

⽅
法

 

a.
社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
) 

社
⻑

は
、部

⾨
に

お
い

て
、品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、「

実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

4 
社

⻑
は

、組
織

内
の

しか
る

べ
き

部
⾨

及
び

階
層

で
、業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
も

の
を

含
む

品
質

⽬
標

が
設

定
され

て
い

る
こと

を確
実

に
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

91
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を評
価

し得
る

も
の

で
あ

っ
て

、か
つ

、品
質

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

と
な

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

」と
は

、品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
 

b.
社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、

品
質

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

とな
る

よ
うに

す
る

。 

(2
) 

社
⻑

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

4 
1

の
2 

品
質

⽬
標

は
、そ

の
達

成
度

が
判

定
可

能
で

、品
質

⽅
針

との
整

合
を

と
る

。 

 

92
. 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

）
 

（
ⅱ

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

 
 

 

93
. 

 第
⼗

三
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
第

四
条

の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
a.

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

ニ(
1)

の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(1
) 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

4.
1

の
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

 
第

3
条

の
6

の
4 

2 
社

⻑
は

次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

に
加

え
て

第
3

条
の

5
に

規
定

す
る

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
を

策
定

す
る

。 

 

94
. 

 ２
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。
⑲

 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。)
を

含
む

。 

b.
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よう
に

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。 

(2
) 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

が
計

画
され

、そ
れ

が
実

施
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を適
切

に
考

慮
す

る
。

（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」
に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

両
者

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

4
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、

その
変

更
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
取

れ
て

い
る

。 
 ４

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

4.
1 

⼀
般

要
求

事
項

 
（

３
）

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
重

要
性

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
の

適
⽤

の
程

度
に

つ
い

て
グ

レ
－

ド分
け

を⾏
う。

ま
た

、こ
れ

に
基

づ
き

資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
な

お
、グ

レ
ー

ド分
け

の
決

定
に

際
して

は
、原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

重
要

性
に

加
え

て
以

下
の

事
項

を必
要

に
応

じて
考

慮
す

る
。 

95
. 

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
⑲

 

２
 第

2
項

第
1

号
に

規
定

す
る

「起
こ

り得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
次

の
事

項
を

含
む

(第
23

条
第

3
項

第
1

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 
・当

該
変

更
に

よる
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
 

・当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
 

(a
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

96
. 

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

⑲
 

 
(b

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

97
. 

 三
 資

源
の

利
⽤

可
能

性
⑲

 
 

(c
)資

源
の

利
⽤

可
能

性
 

c.
資

源
の

利
⽤

可
能

性
 

 
 

5.
経

営
者

の
責

任
 

5.
4 

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
社

⻑
は

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 
（

１
）

品
質

⽬
標

お
よ

び
4.

1 
項

の
要

求
事

項
を

満
た

す
た

め
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
構

築
と維

持
に

つ
い

て
の

計
画

が
策

定
され

る
。 

（
２

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、

その
変

更
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
性

が
取

れ
て

い
る

。 
98

. 
 四

 責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

⑲
 

 
(d

)責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
 

 
5.

経
営

者
の

責
任

 
5.

4 
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

社
⻑

は
、次

の
事

項
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
品

質
⽬

標
お

よ
び

4.
1 

項
の

要
求

事
項

を
満

た
す

た
め

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

構
築

と維
持

に
つ

い
て

の
計

画
が

策
定

され
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
計

画
し、

実
施

す
る

場
合

に
は

、
その

変
更

が
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

全
体

の
体

系
に

対
して

⽭
盾

な
く、

整
合

性
が

取
れ

て
い

る
。 

99
. 

  
 

(5
)責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5 

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ン 
 

（
責

任
・権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ン）

 
（

責
任

・権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョ

ン）
 

10
0.

（
責

任
及

び
権

限
）

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

（
ⅰ

）
責

任
及

び
権

限
 

5.
5.

1 
責

任
及

び
権

限
 

 
 

 
10

1.
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

１
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じ
て

、組
織

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。 

２
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、
業

務
(情

報
の

伝
達

を
含

む
。)

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
きる

仕
組

み
を

い
う。

 

社
⻑

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を遂
⾏

で
き

る
よう

に
す

る
。 

(1
) 

社
⻑

は
、組

織
内

に
お

け
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
を定

め
さ

せ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

5 
社

⻑
は

、責
任

（
保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。）

及
び

権
限

を第
2

章
、第

2
項

の
2

及
び

第
3

項
に

定
め

、組
織

全
体

に
周

知
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

10
2.

(再
掲

) 
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

(再
掲

) 
１

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じ

て
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。 
２

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、

 
(2

) 
社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
保

安
活

動
を遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を含
む

。）
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

き
る

仕
組

み
を

い

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
５

条
 社

⻑
は

、保
安

教
育

等
に

よ
り

差
廃

棄
物

埋
設

の
保

安
に

関
す

る
業

務
を

⾏
う社

員
等

に
、こ

の
規

定
に

定
め

る
責

任
及

び
権

限
を

周
知

す
る

。 

５
．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5 
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
1 

責
任

お
よ

び
権

限
 

社
⻑

は
、品

質
保

証
活

動
に

係
る

機
構

とそ
の

分
掌

業
務

お
よ

び
職

位
に

つ
い

て
、組

織
全

体
に

周
知

す
る

。具
体

的
な

要
領

は
、「

職
制

規
程

」お
よ

び
「職

務

－167 / 440－



 

1
66

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

業
務

(情
報

の
伝

達
を

含
む

。)
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

きる
仕

組
み

を
い

う。
 

う。
）

 
権

限
規

程
」に

よる
。 

さら
に

炉
規

制
法

で
規

定
され

る
保

安
規

定
に

責
任

お
よび

権
限

を定
め

、組
織

全
体

に
周

知
す

る
。 

社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、監
査

対
象

組
織

で
あ

る
保

安
組

織
を構

成
す

る
部

署
か

ら物
理

的
に

隔
離

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、５

．
経

営
者

の
責

任
に

関
す

る
社

⻑
が

⾏
う品

質
保

証
に

係
る

業
務

の
補

佐
とし

て
、各

事
業

部
の

品
質

保
証

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

る
こと

を
⽀

援
す

る
。ま

た
、補

佐
す

る
た

め
の

具
体

的
な

事
項

に
つ

い
て

の
⽂

書
を

4.
2.

3
項

の
安

全
・品

質
本

部
の

全
社

品
質

保
証

計
画

書
運

⽤
要

則
に

定
め

る
。 

10
3.

 
 

 
(3

) 
社

⻑
は

、監
査

室
を社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よる
監

査
室

へ
の

関
与

を排
除

す
る

。ま
た

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

か
ら物

理
的

に
離

隔
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、監

査
室

の
独

⽴
性

の
確

保
を明

記
 

第
3

条
の

6
の

5 
1

の
2 

社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、
安

全
・品

質
本

部
、事

業
部

及
び

技
術

本
部

か
ら物

理
的

に
隔

離
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

 

10
4.

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

（
ⅱ

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

5.
5.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
管

理
責

任
者

 
 

 
 

10
5.

第
⼗

五
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

理
す

る
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

者
に

、次
に

掲
げ

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。 

社
⻑

は
、第

8
条

第
2

項
第

2
号

、第
3

号
、第

5
号

及
び

第
6

号
に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、他

の
条

⽂
で

管
理

責
任

者
を明

確
に

して
い

る
た

め
、

当
該

条
⽂

を
引

⽤
 

第
3

条
の

6
の

5 
2 

社
⻑

は
、監

査
室

⻑
を第

5
条

第
2

項
第

2
号

に
定

め
る

業
務

に
関

す
る

管
理

責
任

者
に

、安
全

・品
質

本
部

⻑
を

同
項

第
3

号
に

定
め

る
業

務
に

関
す

る
管

理
責

任
者

に
、事

業
部

⻑
を

同
項

第
4

号
及

び
第

5
号

に
定

め
る

業
務

に
関

す
る

管
理

責
任

者
に

任
命

す
る

。 

 

10
6.

⼀
 プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
(a

)プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
と

とも
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

と
とも

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
管

理
責

任
者

は
、与

え
られ

て
い

る
他

の
責

任
とか

か
わ

りな
く、

次
に

⽰
す

責
任

及
び

権
限

を
も

つ
。 

（
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

確
⽴

、実
施

及
び

維
持

を
確

実
に

す
る

。 

 

10
7.

⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
経

営
責

任
者

に
報

告
す

る
こと

。 

 
(b

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
及

び
改

善
の

必
要

性
の

有
無

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
。 

 

10
8.

三
 健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
う

に
す

る
こと

。 

 
(c

)健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
（

３
）

組
織

全
体

に
わ

た
って

、関
係

法
令

の
遵

守
及

び
原

⼦
⼒

安
全

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

10
9.

四
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

 
(d

)関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
d.

関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

2
の

2 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

（
３

）
組

織
全

体
に

わ
た

って
、関

係
法

令
の

遵
守

及
び

原
⼦

⼒
安

全
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

11
0.

（
管

理
者

）
 

（
管

理
者

）
 

（
ⅲ

）
管

理
者

 
5.

5.
3 

管
理

者
 

 
 

 
11

1.
第

⼗
六

条
 経

営
責

任
者

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
(以

下
「管

理
者

」と
い

う。
)に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
第

1
項

に
規

定
す

る
「管

理
者

」と
は

、職
務

権
限

を
⽰

す
⽂

書
に

お
い

て
、

管
理

者
とし

て
責

任
及

び
権

限
を付

与
さ

れ
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り、
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を置

い
て

、そ
の

業
務

を⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
責

任
者

の
責

任
及

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。 

a.
社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

(1
) 

社
⻑

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

対
し、

管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

して
、責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。（

「管
理

者
」と

は
、品

質
マ

ニュ
ア

ル
に

お
い

て
、責

任
及

び
権

限
を付

与
さ

れ
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を、
責

任
及

び
権

限
を⽂

書
で

明
確

に
して

設
置

した
場

合
に

は
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

5 
社

⻑
は

、責
任

（
保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。）

及
び

権
限

を第
2

章
、第

2
項

の
2

及
び

第
3

項
に

定
め

、組
織

全
体

に
周

知
され

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

で
あ

る
監

査
室

⻑
、

安
全

・品
質

本
部

⻑
、事

業
部

⻑
、技

術
本

部
⻑

、再
処

理
⼯

場
⻑

、エ
ンジ

ニ
ア

リン
グ

セ
ンタ

ー
⻑

、第
4

条
に

定
め

る
各

部
⻑

、統
括

当
直

⻑
及

び
各

課
⻑

は
、所

管
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

及
び

権
限

を
も

つ
。 

 

11
2.

⼀
 個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
(a

)個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、
実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よう
に

す
る

こと
。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、

実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よう

に
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
１

）
プロ

セ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

さ
れ

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 

 

11
3.

⼆
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
(b

)要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を⾼
め

る
。 

 

11
4.

三
 個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

(c
)個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
第

3
条

の
6

の
5 

3 （
３

）
業

務
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
。 

 

11
5.

四
 健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

(d
)健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
d.

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

6
の

5 
3 （

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

 

11
6.

五
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。④

 
 

(e
)関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

e.
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

1 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化
 

a.
 業

務
・施

設
に

適
⽤

され
る

法
令

・
規

則
要

求
事

項
 

11
7.

２
 管

理
者

は
、前

項
の

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

実
に

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

 
b.

管
理

者
は

、a
.の

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

実
に

実
施

す
る

。 

(2
) 

管
理

者
は

、与
え

られ
た

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を実
施

す
る

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

11
8.

⼀
 品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を監

視
測

定
す

る
こと

。③
 

 
(a

)品
質

⽬
標

を
設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を監
視

測
定

す
る

こと
。 

a.
品

質
⽬

標
を設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

－169 / 440－



 

1
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 /
 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

11
9.

⼆
 要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。③

 

 
(b

)要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
0.

三
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。③
 

 
(c

)原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
1.

四
 常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、

要
員

が
、積

極
的

に
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を⾏
え

る
よ

う
に

す
る

こと
。③

 

 
(d

)常
に

問
い

か
け

る姿
勢

及
び

学
習

す
る姿

勢
を要

員
に

定
着

させ
ると

とも
に

、
要

員
が

、積
極

的
に

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

保
安

に
関

す
る問

題
の

報
告

を⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

埋
設

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

3 
プロ

セ
ス

責
任

者
 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

責
任

者
に

対
し、

所
掌

す
る

業
務

に
関

して
、次

に
⽰

す
責

任
お

よ
び

権
限

を与
え

る
。 

（
１

）
プロ

セ
ス

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、有

効
性

を
継

続
的

に
改

善
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

（
２

）
業

務
に

従
事

す
る

要
員

の
、業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

を
⾼

め
る

。 
（

３
）

成
果

を含
む

実
施

状
況

に
つ

い
て

評
価

す
る

(5
.4

.1
 項

 お
よ

び
8.

2.
3 

項
参

照
)。

 
（

４
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

を
促

進
す

る
。 

12
2.

五
 要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。

③
 

 
(e

)要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e.

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
12

3.
３

 管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

⑨
 

２
 第

３
項

に
規

定
す

る
「⾃

⼰
評

価
」

に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。 
 ３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う(
第

18
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

c.
管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

間
隔

で
⾏

う。
 

(3
) 

管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
実

施
す

る
。（

「⾃
⼰

評
価

」に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。ま
た

、「
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

 
5．

経
営

者
の

責
任

 
5.

5
責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5.
3 

プロ
セ

ス
責

任
者

 
社

⻑
は

、プ
ロセ

ス
責

任
者

に
対

し、
所

掌
す

る
業

務
に

関
して

、次
に

⽰
す

責
任

お
よ

び
権

限
を与

え
る

。 
（

１
）

プロ
セ

ス
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、有
効

性
を

継
続

的
に

改
善

す
る

。 
（

２
）

業
務

に
従

事
す

る
要

員
の

、業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
を

⾼
め

る
。 

（
３

）
成

果
を含

む
実

施
状

況
に

つ
い

て
評

価
す

る
(5

.4
.1

 項
 お

よ
び

8.
2.

3 
項

参
照

)。
 

（
４

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
を

促
進

す
る

。 
12

4.
（

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
）

 
（

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
）

 
（

ⅳ
）

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

5.
5.

4 
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
 

 
 

12
5.

第
⼗

七
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

され
て

い
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

１
 第

17
条

に
規

定
す

る
「組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
」と

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

が
必

要
に

応
じて

⾏
わ

れ
る

場
や

仕
組

み
を

決
め

、実
⾏

す
る

こと
を

い
う。

 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
と

お
り。

 
 a.

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
 

b.
品

質
・保

安
会

議
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
の

会
議

体
名

称
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
１

に
記

載
 

第
3

条
の

6
の

5 
4 

社
⻑

は
、組

織
内

に
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョ
ンの

た
め

の
適

切
な

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
に

関
して

の
情

報
交

換
が

⾏
わ

れ
る

こと
を確

実
に

す
る

。 

5．
経

営
者

の
責

任
 

5.
5

責
任

、権
限

お
よ

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5.

4 
内

部
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

社
⻑

は
、組

織
内

に
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
の

た
め

の
適

切
な

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
る

こと
を

確
実

に
す

る
。ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
に

関
して

の
情

報
交

換
が

⾏
わ

れ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

（
１

）
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

c.
埋

設
施

設
安

全
委

員
会

 
品

質
保

証
活

動
の

実
施

状
況

を確
認

し、
経

営
とし

て
、観

察
・評

価
し、

取
り

組
み

が
弱

い
場

合
は

、要
員

、組
織

、予
算

、購
買

等
の

全
社

の
仕

組
み

が
機

能
して

い
る

か
の

観
点

で
審

議
を⾏

う。
※

 
社

⻑
は

、安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
の

構
成

、運
営

等
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

要
領

は
、「

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」に

定
め

る
。 

※
社

⻑
は

、安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
の

審
議

結
果

を受
け

て
、必

要
な

指
⽰

、
命

令
を

出
す

こと
が

で
き

る
。 

（
２

）
品

質
・保

安
会

議
 

品
質

保
証

活
動

⽅
針

、品
質

保
証

活
動

状
況

お
よび

品
質

保
証

活
動

に
係

る
重

要
な

事
項

に
つ

い
て

、品
質

・保
安

会
議

で
審

議
、報

告
を

⾏
う。

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、品
質

・保
安

会
議

の
構

成
、運

営
等

に
つ

い
て

の
具

体
的

な
要

領
は

、「
品

質
・保

安
会

議
規

程
」に

定
め

る
。 

（
３

）
安

全
委

員
会

 
保

安
に

関
す

る
品

質
保

証
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
、保

安
規

定
に

定
め

る
安

全
委

員
会

で
審

議
を

⾏
う。

 
12

6.
 

２
 第

17
条

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
」と

は
、例

え
ば

、
第

18
条

に
規

定
す

る
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
の

結
果

を要
員

に
理

解
させ

る
な

ど、
組

織
全

体
で

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

の
認

識
を共

有
して

い
る

こと
を

い
う。

 

 
 

 
―

 
―

 

12
7.

 
 

(6
)マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

）
 

12
8.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

）
 

（
ⅰ

）
⼀

般
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

 
 

 
12

9.
第

⼗
⼋

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
機

会
を得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を講
ず

る
た

め
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

評
価

（
以

下
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を、
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

、あ
らか

じ
め

定
め

られ
た

間
隔

で
⾏

う。
 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を評

価
す

る
とと

も
に

、改
善

の
機

会
を

得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
た

め
に

、年
１

回
以

上
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
期

間
」に

つ
い

て
、「

年
１

回
以

上
」と

明
確

化
 

 

第
3

条
の

6
の

6 
社

⻑
は

、組
織

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

、引
き

続
き

、適
切

、妥
当

か
つ

有
効

で
あ

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、年

1
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
レ

ビュ
ー

す
る

。 
1

の
2 

この
レ

ビュ
ー

で
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
改

善
の

機
会

の
評

価
、並

び
に

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

を
含

む
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
必

要
性

の
評

価
も

⾏
う。

 

 

13
0.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
ⅱ

）
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

 
 

 

13
1.

第
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
情

報
を

報
告

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 
管

理
責

任
者

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

へ
の

イン
プ

ット
に

は
、次

の
情

報
を

含
め

る
。 

 

13
2.

⼀
 内

部
監

査
の

結
果

 
 

a.
内

部
監

査
の

結
果

 
a.

内
部

監
査

の
結

果
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
１

）
監

査
の

結
果

 

 

13
3.

⼆
 組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

１
 第

2
号

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
第

3
条

の
6

の
6 

 

－172 / 440－



 

1
71

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

の
者

の
意

⾒
」と

は
、外

部
監

査
(安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。)

の
結

果
(外

部
監

査
を受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、
地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、外
部

監
査

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を受
け

る
こと

を
い

う。
 

査
（

安
全

⽂
化

の
外

部
評

価
を含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。）
（

「外
部

監
査

」と
は

、外
部

の
組

織
⼜

は
者

か
ら監

査
、評

価
等

を
受

け
る

こと
を

い
う。

）
 

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

2 （
２

）
原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

関
す

る
外

部
の

受
け

⽌
め

⽅
 

13
4.

三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

 
２

 第
3

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、産
業

標
準

化
法

(昭
和

24
年

法
律

第
18

5
号

)に
基

づ
く⽇

本
産

業
規

格
Q

90
01

(以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
)の

「プ
ロセ

ス
の

パ
フォ

ー
マ

ンス
並

び
に

製
品

及
び

サ
ー

ビス
の

適
合

」の
状

況
及

び
「プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
で

得
られ

た
結

果
」に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

90
01

)」
（

以
下

「J
IS

 
Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フ
ォー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」に
相

当
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

３
）

プロ
セ

ス
の

成
果

を
含

む
実

施
状

況
（

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

含
む

。）
並

び
に

検
査

及
び

試
験

の
結

果
 

 

13
5.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
、定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
⽤

前
検

査
(以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
)並

び
に

⾃
主

検
査

等
の

結
果

 
 

３
 第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

主
検

査
等

」と
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、
妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う(
第

48
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

d.
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

d.
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
３

）
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

（
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
含

む
。）

並
び

に
検

査
及

び
試

験
の

結
果

 

 

13
6.

五
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
 

e.
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
３

）
プロ

セ
ス

の
成

果
を

含
む

実
施

状
況

（
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
含

む
。）

並
び

に
検

査
及

び
試

験
の

結
果

 

 

13
7.

六
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

 
４

 第
6

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
」に

は
、

内
部

監
査

に
よる

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

並
び

に
管

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
含

む
。 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

５
）

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

の
実

施
状

況
 

 

13
8.

七
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

g.
関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
６

）
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

 

 

13
9.

⼋
 不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
５

 第
8

号
に

規
定

す
る

「不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
」に

は
、組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
並

び
に

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を
含

む
。 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
h.

不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
（

組
織

の
内

外
で

得
られ

た
知

⾒
(技

術
的

な
進

歩
に

よ
り得

ら
れ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
教

訓
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

４
）

予
防

処
置

及
び

是
正

処
置

の
状

況
 

 

14
0.

九
 従

前
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
 

 
i.従

前
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

８
）

前
回

まで
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

に
対

す
る

フォ
ロー

ア
ップ

 

 

14
1.

⼗
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

 
j.品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

８
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

変
更
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

14
2.

⼗
⼀

 部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
 

k.
部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

k.
部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

2 （
10

）
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

14
3.

⼗
⼆

 資
源

の
妥

当
性

⑬
 

 
l.資

源
の

妥
当

性
 

l.資
源

の
妥

当
性

 
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

９
）

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・
品

質
改

⾰
委

員
会

で
の

審
議

結
果

等
）

 
（

10
）

改
善

の
た

め
の

提
案

 

 

14
4.

⼗
三

 保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じ
た

措
置

の
実

効
性

⑬
 

６
 第

13
号

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
(第

52
条

第
1

項
第

4
号

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

m
.保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

 
m

.保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
の

実
効

性
（

品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
2 （

９
）

その
他

重
要

な
事

項
（

安
全

・
品

質
改

⾰
委

員
会

で
の

審
議

結
果

等
）

 
（

10
）

改
善

の
た

め
の

提
案

 

 

14
5.

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

）
 

（
ⅲ

）
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
5.

6.
3 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

 
 

 

14
6.

第
⼆

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

  
a.

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

す
る

。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 
社

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
か

ら
の

ア
ウト

プッ
トに

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
決

定
及

び
処

置
す

べ
て

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

並
び

に
安

全
⽂

化
醸

成
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。）
を

含
め

る
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
9

条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

 

14
7.

⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

１
 第

1
号

に
規

定
す

る
「実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
」と

は
、改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
 

(a
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロ
セ

ス
の

実
効

性
の

維
持

に
必

要
な

改
善

（
改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

6
の

6 
3 （

１
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
その

プロ
セ

ス
の

有
効

性
の

改
善

 

 

14
8.

⼆
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
(b

)個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

b.
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 （
２

）
業

務
の

計
画

及
び

実
施

に
か

か
わ

る
改

善
 

 

14
9.

三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
(c

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
第

3
条

の
6

の
6 

3 （
３

）
資

源
の

必
要

性
 

 

15
0.

四
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
⑤

 
２

 第
４

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

に
関

す
る

改
善

」
に

は
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き分

野
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
改

善
策

の
検

討
を

含
む

。 

(d
)健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

6
の

6 
3 

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
ら

の
ア

ウト
プッ

トに
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

決
定

及
び

処
置

す
べ

て
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。）

を
含

め
る

。 
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

9
条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 

 

15
1.

五
 関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

④
 

 
(e

)関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

e.
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
 

第
3

条
の

6
の

6 
3 

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
ら

の
ア

ウト
プッ

トに
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

決
定

及
び

処
置

す
べ

て
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

化
醸

成
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。）
を

含
め

る
。 

た
だ

し、
決

定
に

先
⽴

ち
、社

⻑
が

必
要

と認
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、第
9

条
に

定
め

る
品

質
・保

安
会

議
に

諮
る

こと
が

で
き

る
。 

15
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
) 

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メ

ント
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
6

の
6 

1
の

3 
安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

15
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、a

.の
決

定
をし

た
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(3
) 

監
査

室
⻑

、調
達

室
⻑

、安
全

・
品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
で

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を講

じ
る

。 

・⽤
い

る
主

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

6
の

6 
3 

社
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
ら

の
ア

ウト
プッ

トに
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

決
定

及
び

処
置

す
べ

て
（

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

⽂
化

醸
成

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。）

を
含

め
る

。 
た

だ
し、

決
定

に
先

⽴
ち

、社
⻑

が
必

要
と認

め
る

事
項

に
つ

い
て

は
、第

9
条

に
定

め
る

品
質

・保
安

会
議

に
諮

る
こと

が
で

き
る

。 

 

15
4.

第
四

章
 資

源
の

管
理

 
第

四
章

 資
源

の
管

理
 

ヘ
 資

源
の

管
理

 
6 

資
源

の
管

理
 

 
 

 
15

5.
（

資
源

の
確

保
）

 
（

資
源

の
確

保
）

 
(1

)資
源

の
確

保
 

6.
1 

資
源

の
確

保
 

 
（

資
源

の
提

供
）

 
（

資
源

の
提

供
）

 
15

6.
第

⼆
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
る

た
め

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
資

源
を明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  

１
 第

２
１

条
に

規
定

す
る

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
規

程
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、組

織
の

内
部

で
保

持
す

べ
き

資
源

と組
織

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（

本
規

程
第

２
条

４
に

規
定

す
る

組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
⑳

 
２

 第
2

号
に

規
定

す
る

「個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

」と
は

、J
IS

 9
０

01
の

「イ
ンフ

ラス
ト

ラク
チ

ャ」
を

い
う。

 
３

 第
３

号
に

規
定

す
る

「作
業

環
境

」
に

は
、作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、
照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。（
「資

源
を

明
確

に
定

め
」と

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

とを
明

確
に

し、
それ

を
定

め
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

7 
社

⻑
は

、各
職

位
が

明
確

に
した

原
⼦

⼒
安

全
に

必
要

な
資

源
を

提
供

す
る

。 

 

15
7.

⼀
 要

員
 

 
（

ⅰ
）

要
員

 
a.

要
員

 
 

（
⼈

的
資

源
）

 
第

3
条

の
7

の
2 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
要

員
に

は
、適

切
な

教
育

、
訓

練
、技

能
及

び
経

験
を判

断
の

根
拠

とし
て

⼒
量

が
あ

る
こと

を
明

確
に

す
る

。 
2 

各
職

位
は

、次
の

事
項

を実
施

す
る

。 
（

１
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
要

員
に

必
要

な
⼒

量
を明

確
に

す
る

。 
（

２
）

該
当

す
る

場
合

に
は

（
必

要
な

⼒
量

が
不

⾜
して

い
る

場
合

に
は

）
、そ

の
必

要
な

⼒
量

に
到

達
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

教
育

・訓
練

を
⾏

うか
、⼜

は
他

の
処

置
を

とる
。 

（
３

）
教

育
・訓

練
⼜

は
他

の
処

置
の
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

有
効

性
を評

価
す

る
。 

（
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

（
５

）
教

育
、訓

練
、技

能
及

び
経

験
に

つ
い

て
該

当
す

る
記

録
を

維
持

す
る

。 
15

8.
⼆

 個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
 

 
（

ⅱ
）

個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
b.

個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

（
JI

S 
Q

90
01

の
「イ

ンフ
ラス

トラ
クチ

ャ」
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
イン

フラ
ス

トラ
クチ

ャー
）

 
第

3
条

の
7

の
3 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

の
た

め
に

必
要

な
別

表
1

に
定

め
る

設
備

等
並

び
に

第
1

章
の

2
第

5
節

に
基

づ
く業

務
の

計
画

及
び

実
施

に
お

い
て

必
要

とさ
れ

る
資

材
等

を
維

持
管

理
す

る
。 

 

15
9.

三
 作

業
環

境
 

 
 

（
ⅲ

）
作

業
環

境
 

c.
作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、温

度
、照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

（
作

業
環

境
）

 
第

3
条

の
7

の
4 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

の
た

め
に

必
要

な
管

理
区

域
及

び
周

辺
監

視
区

域
を

運
営

管
理

す
る

。 

 

16
0.

四
 そ

の
他

必
要

な
資

源
 

 
（

ⅳ
）

その
他

必
要

な
資

源
 

d.
その

他
必

要
な

資
源

 
 

第
3

条
の

7 
社

⻑
は

、各
職

位
が

明
確

に
した

原
⼦

⼒
安

全
に

必
要

な
資

源
を

提
供

す
る

。 

 

16
1.

（
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
）

 
（

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

(2
)要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

6.
2 

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
 

 
 

16
2.

第
⼆

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
(以

下
「⼒

量
」と

い
う。

)が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⼒

量
」に

は
、

組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を含

む
。

⑥
 

（
ⅰ

）
組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を有

し、
意

図
し

た
結

果
を達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
（

以
下

「⼒
量

」と
い

う。
）

が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

る
。 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
必

要
な

技
能

及
び

経
験

を
有

し、
意

図
した

結
果

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
（

以
下

「⼒
量

」と
い

う。
）

が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

る
。（

「⼒
量

」に
は

、組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

7
の

2 
各

職
位

は
、原

⼦
⼒

安
全

の
達

成
に

影
響

が
あ

る
業

務
に

従
事

す
る

要
員

に
は

、適
切

な
教

育
、

訓
練

、技
能

及
び

経
験

を判
断

の
根

拠
とし

て
⼒

量
が

あ
る

こと
を

明
確

に
す

る
。 

 

16
3.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
（

ⅱ
）

組
織

は
、要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(2
) 

組
織

は
、要

員
の

⼒
量

を確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 
各

職
位

は
、次

の
事

項
を実

施
す

る
。 

 

16
4.

⼀
 要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
a.

要
員

に
どの

よう
な

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
a.

要
員

に
どの

よう
な

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

１
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
影

響
が

あ
る

業
務

に
従

事
す

る
要

員
に

必
要

な
⼒

量
を明

確
に

す
る

。 

 

16
5.

⼆
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

２
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し、

⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
b.

要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。

（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

２
）

該
当

す
る

場
合

に
は

（
必

要
な

⼒
量

が
不

⾜
して

い
る

場
合

に
は

）
、そ

の
必

要
な

⼒
量

に
到

達
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

教
育

・訓
練

を
⾏

うか
、⼜

は
他

の
処

置
を

とる
。 

 

16
6.

三
 前

号
の

措
置

の
実

効
性

を評
価

す
る

こと
。 

 

 
c.

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

7
の

2 
2 （

３
）

教
育

・訓
練

⼜
は

他
の

処
置

の
有

効
性

を評
価

す
る

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

16
7.

四
 要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

 
d.

要
員

が
⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

16
8.

イ 
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

(a
)品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
(a

) 
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
ら

の
貢

献
 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

16
9.

ロ 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 
(b

)品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
(b

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

17
0.

ハ
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

 
(c

)原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
(c

) 
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
４

）
組

織
の

要
員

が
、⾃

らの
活

動
の

も
つ

意
味

及
び

重
要

性
を

認
識

し、
品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
て

⾃
らが

どの
よ

うに
貢

献
で

き
る

か
を

認
識

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

17
1.

五
 要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
e.

要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
7

の
2 

2 （
５

）
教

育
、訓

練
、技

能
及

び
経

験
に

つ
い

て
該

当
す

る
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

17
2.

第
五

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

第
五

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

ト 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

7 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

 
 

 

17
3.

（
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
）

 
（

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

）
 

(1
)個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

の
計

画
 

7.
1 

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

 
 

（
業

務
の

計
画

）
 

（
業

務
の

計
画

）
 

17
4.

第
⼆

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、

計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

確
⽴

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を策
定

⑲
す

る
こ

とを
含

む
。 

（
ⅰ

）
組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

確
⽴

す
る

。（
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、4
.1

(2
)c

.の
事

項
を

考
慮

して
計

画
を

策
定

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 

第
3

条
の

8 
各

職
位

は
、第

3
章

か
ら第

7
章

に
定

め
る

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

計
画

し、
構

築
す

る
。 

 

17
5.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

、業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。 

（
ⅱ

）
組

織
は

、（
ⅰ

）
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プ

ロセ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を
確

保
す

る
。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を確
保

す
る

。
（

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
」に

は
業

務
計

画
を

変
更

す
る

場
合

の
整

合
性

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8 
1

の
2 

各
職

位
は

、業
務

の
計

画
に

つ
い

て
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

その
他

の
プ

ロセ
ス

の
要

求
事

項
との

整
合

を
とる

。 

 

17
6.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
う

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑲
 

３
 第

3
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
(以

下
「個

別
業

務
計

画
」

とい
う。

)の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を含

む
。)

を
含

む
。 

（
ⅲ

）
組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を⾏
うに

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。 

(3
) 

組
織

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。

（
「個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

」に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

（
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プロ

セ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。）

を

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8 
1

の
3 

各
職

位
は

、業
務

の
計

画
に

当
た

って
、次

の
各

事
項

に
つ

い
て

適
切

に
明

確
化

す
る

。 
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1
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 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

含
む

。）
 

17
7.

⼀
 個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

⑲
 

 
a.

個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

 

 
 

７
．

業
務

の
計

画
､実

施
 

7.
1 

業
務

の
計

画
 

各
職

位
は

、業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を

計
画

して
、構

築
す

る
。 

（
１

）
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

に
つ

い
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
その

他
の

プ
ロセ

ス
の

要
求

事
項

との
整

合
を

とる
。 

17
8.

⼆
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
 

b.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

１
）

業
務

・埋
設

施
設

に
対

す
る

品
質

⽬
標

及
び

要
求

事
項

 

 

17
9.

三
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

c.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロセ

ス
、品

質
マネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

２
）

業
務

・埋
設

施
設

に
特

有
な

、
プ

ロセ
ス

及
び

⽂
書

の
確

⽴
の

必
要

性
、

並
び

に
資

源
の

提
供

の
必

要
性

 

 

18
0.

四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、
妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
こ

れ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

(以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
) 

 
d.

⾃
主

検
査

等
、検

証
、妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
これ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

d.
⾃

主
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
）

 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

３
）

その
業

務
・埋

設
施

設
の

た
め

の
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

、測
定

、
検

査
及

び
試

験
活

動
、並

び
に

これ
らの

合
否

判
定

基
準

 

 

18
1.

五
 個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プロ
セ

ス
を実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 
e.

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

を
実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

 
第

3
条

の
8 

1
の

3 
（

４
）

業
務

・埋
設

施
設

の
プロ

セ
ス

及
び

その
結

果
が

、要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

 

18
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を、
その

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
（

ⅳ
）

組
織

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を
、そ

の
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

した
も

の
とす

る
。 

(4
) 

組
織

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を
、そ

の
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

した
も

の
とす

る
。 

 
第

3
条

の
8 

1
の

4 
各

職
位

は
、こ

の
計

画
の

ア
ウト

プ
ット

を
、運

営
⽅

法
に

適
した

形
式

とす
る

。 

 

18
3.

 
 

(2
)個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
 

（
業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プロ

セ
ス

）
 

（
業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

関
す

る
プロ

セ
ス

）
 

18
4.

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き事
項

）
 

（
ⅰ

）
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き事

項
 

 
 

 

18
5.

第
⼆

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

各
職

位
は

、次
の

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
 

18
6.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
第

3
条

の
8

の
2 

（
２

）
明

⽰
され

て
は

い
な

い
が

、業
務

・埋
設

施
設

に
不

可
⽋

な
要

求
事

項
 

 

18
7.

⼆
 関

係
法

令
 

 
b.

関
係

法
令

 
b.

関
係

法
令

 
 

第
3

条
の

8
の

2 
（

１
）

業
務

・埋
設

施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
 

 

18
8.

三
 前

⼆
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

 
c.

 a
.b

.に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、組

織
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
c.

a.
及

び
b.

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、組

織
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
 

第
3

条
の

8
の

2 
（

３
）

その
他

必
要

と判
断

す
る

追
加

要
求

事
項

す
べ

て
 

 

18
9.

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

）
 

（
ⅱ

）
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
 

7.
2.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
 

 
 

 

19
0.

第
⼆

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

 
a.

組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
(1

) 
組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
 

第
3

条
の

8
の

2 
 

－178 / 440－



 

1
77

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を実
施

す
る

。 

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

2 
各

職
位

は
、業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
を

レ
ビュ

ー
す

る
。こ

の
レ

ビュ
ー

で
は

、そ
の

要
求

事
項

を
適

⽤
す

る
業

務
を

⾏
う前

に
実

施
す

る
。 

19
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を確
認

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

で
は

、次
の

事
項

を
確

実
に

す
る

。 

 

19
2.

⼀
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
 

(a
)当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
（

１
）

業
務

・埋
設

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
。 

 

19
3.

⼆
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

その
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

 
(b

)当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
その

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
（

２
）

業
務

・埋
設

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

が
以

前
に

提
⽰

され
た

も
の

と異
な

る
場

合
に

は
、そ

れ
に

つ
い

て
解

決
され

て
い

る
。 

 

19
4.

三
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こ
と。

 

 
(c

)組
織

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こと
。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

2 
（

３
）

定
め

られ
た

要
求

事
項

を
満

た
す

能
⼒

を
も

って
い

る
。 

 

19
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
c.

組
織

は
、a

.の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、(

1)
の

審
査

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

3 
各

職
位

は
、こ

の
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

、及
び

その
レ

ビュ
ー

を受
け

て
とら

れ
た

処
置

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

19
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
d.

組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
う

に
す

る
。 

(4
) 

組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
2 

2
の

5 
各

職
位

は
、業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
は

、関
連

す
る

⽂
書

を
修

正
す

る
。

ま
た

、変
更

後
の

要
求

事
項

が
、関

連
す

る
要

員
に

理
解

され
て

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

19
7.

（
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

）
 

（
ⅲ

）
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
 

7.
2.

3 
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
 

 
 

 

19
8.

第
⼆

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。⑦

 

１
 第

２
６

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、実

効
性

の
あ

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

実
施

す
る

。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

2 
3 

各
職

位
は

、原
⼦

⼒
安

全
に

関
して

外
部

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

図
る

た
め

の
効

果
的

な
⽅

法
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

。 

 

19
9.

 
・組

織
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し、
適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

0.
 

・予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を得
た

効
果

的
な

連
絡

⽅
法

 

 
b.

予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を
得

た
効

果
的

な
対

話
を

⾏
う適

切
な

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

1.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

 
c.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 
7.

業
務

の
計

画
、実

施
 

7.
2 

業
務

・施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2.

3 
外

部
との

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
20

2.
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
 

d.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

2 
業

務
・施

設
に

対
す

る
要

求
事

項

－179 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2.
3 

外
部

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

20
3.

 
 

(3
)設

計
開

発
 

7.
3 

設
計

開
発

 
 

（
設

計
・開

発
）

 
（

設
計

・開
発

）
 

20
4.

（
設

計
開

発
計

画
）

 
（

設
計

開
発

計
画

）
 

（
ⅰ

）
設

計
開

発
計

画
 

7.
3.

1 
設

計
開

発
計

画
 

 
 

 
20

5.
第

⼆
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
(専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。)
の

計
画

(以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
」

に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア及

び
⼿

順
書

等
に

関
す

る
設

計
開

発
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
に

重
要

な
⼿

順
書

等
の

設
計

開
発

に
つ

い
て

は
、新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、重

要
な

変
更

が
あ

る
場

合
に

も
⾏

う必
要

が
あ

る
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
（

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を含

む
。）

を
⾏

うこ
と⑲

を含
む

。 

a.
組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
るた

め
の

設
計

開
発

に
限

る。
）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

す
ると

とも
に

、
設

計
開

発
を管

理
す

る。
 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
（

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を
策

定
す

る
とと

も
に

、設
計

開
発

を
管

理
す

る
。（

「設
計

開
発

」に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を考
慮

して
⾏

うも
の

を
含

む
。）

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 

第
3

条
の

8
の

3 
各

職
位

は
、第

27
条

に
定

め
る

埋
設

施
設

の
改

造
に

係
る

設
計

・開
発

の
計

画
を策

定
し、

管
理

す
る

。 

 

20
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
) 

組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を明

確
に

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

2 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

計
画

に
お

い
て

、次
の

事
項

を
明

確
に

す
る

。 

 

20
7.

⼀
 設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

 
(a

)設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
a.

設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
1

の
2 

（
１

）
設

計
・開

発
の

段
階

 

 

20
8.

⼆
 設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
(b

)設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

2 
（

２
）

設
計

・開
発

の
各

段
階

に
適

し
た

レ
ビュ

ー
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

 

 

20
9.

三
 設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

 
(c

)設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
c.

設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
1

の
2 

（
３

）
設

計
・開

発
に

関
す

る
責

任
（

保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
及

び
権

限
 

 

21
0.

四
 設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

 
(d

)設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
d.

設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
 

第
3

条
の

7 
社

⻑
は

、各
職

位
が

明
確

に
した

原
⼦

⼒
安

全
に

必
要

な
資

源
を

提
供

す
る

。 

 

21
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、

設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

3 
各

職
位

は
、効

果
的

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
を確

実
に

す
る

た
め

に
、設

計
・開

発
に

関
与

す
る

グ
ル

ー
プ間

の
イン

タフ
ェー

ス
を運

営
管

理
す

る
。 

 

21
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
規

定
に

よ
り策

定
され

た
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
d.

組
織

は
、a

.に
よ

り策
定

され
た

設
計

開
発

計
画

を
、設

計
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
適

切
に

変
更

す
る

。 
   

(4
) 

組
織

は
、(

1)
に

よ
り策

定
した

設
計

開
発

計
画

を、
設

計
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
適

切
に

変
更

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

1
の

4 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

進
⾏

に
応

じて
、策

定
した

計
画

を適
切

に
更

新
す

る
。 

 

21
3.

（
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
ⅱ

）
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
 

7.
3.

2 
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
 

 
 

 
21

4.
第

⼆
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
 

a.
組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
と

して
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
っ

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

っ
 

第
3

条
の

8
の

3 
2 

各
職

位
は

、埋
設

施
設

の
要

求
事
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
と

とも
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

項
に

関
連

す
る

イン
プッ

トを
明

確
に

し、
記

録
を

維
持

す
る

。イ
ンプ

ット
に

は
、次

の
事

項
を

含
め

る
。 

21
5.

⼀
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

(a
)機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 （
１

）
意

図
した

使
⽤

⽅
法

に
応

じた
機

能
及

び
性

能
に

関
す

る
要

求
事

項
 

 

21
6.

⼆
 従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

 
(b

)従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
ら

れ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 （
３

）
適

⽤
可

能
な

場
合

に
は

、以
前

の
類

似
した

設
計

か
ら得

られ
た

情
報

 

 

21
7.

三
 関

係
法

令
 

 
(c

)関
係

法
令

 
c.

関
係

法
令

 
 

第
3

条
の

8
の

3 
2 （

２
）

適
⽤

され
る

法
令

・規
制

要
求

事
項

 

 

21
8.

四
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

(d
)そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

d.
その

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2 （
４

）
設

計
・開

発
に

不
可

⽋
な

その
他

の
要

求
事

項
 

 

21
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を
評

価
し、

承
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
b.

組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
) 

組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を評
価

し、
承

認
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

2
の

2 
各

職
位

は
、埋

設
施

設
の

要
求

事
項

に
関

連
す

る
イン

プッ
トに

つ
い

て
は

、そ
の

適
切

性
を

レ
ビュ

ー
し、

承
認

す
る

。要
求

事
項

は
、漏

れ
が

な
く、

曖
昧

で
な

く、
か

つ
、相

反
す

る
こと

が
な

い
も

の
とす

る
。 

 

22
0.

（
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

）
 

（
ⅲ

）
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

7.
3.

3 
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

 
 

 

22
1.

第
⼆

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
」と

は
、例

え
ば

、機
器

等
の

仕
様

⼜
は

ソ
フト

ウェ
ア

を
い

う。
 

a.
組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、設
計

開
発

に
⽤

い
た

情
報

と
対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

らの
ア

ウ
トプ

ット
を

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

トと
対

⽐
した

検
証

を
⾏

うの
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 

 

22
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
b.

組
織

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じ

め
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

らの
ア

ウ
トプ

ット
を

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

トと
対

⽐
した

検
証

を
⾏

うの
に

適
した

形
式

とす
る

。ま
た

、リ
リー

ス
の

前
に

、承
認

を
受

け
る

。 

 

22
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
c.

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

(3
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

ら
の

ア
ウト

プッ
トは

、次
の

状
態

に
す

る
。 

 

22
4.

⼀
 設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

(a
)設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
（

１
）

設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

トで
与

え
られ

た
要

求
事

項
を満

た
す

。 

 

22
5.

⼆
 調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
(b

)調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
（

２
）

調
達

、業
務

の
実

施
及

び
埋

設
施

設
の

使
⽤

に
対

して
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
。 

 

22
6.

三
 合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
 

(c
)合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
c.

合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
 

第
3

条
の

8
の

3 
 

－181 / 440－



 

1
80

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

こと
。 

こと
。 

と。
 

3
の

2 
（

３
）

関
係

す
る

検
査

及
び

試
験

の
合

否
判

定
基

準
を含

む
か

、⼜
は

それ
を

参
照

して
い

る
。 

22
7.

四
 機

器
等

を安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

 
(d

)機
器

等
を安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

3
の

2 
（

４
）

安
全

な
使

⽤
及

び
適

正
な

使
⽤

に
不

可
⽋

な
埋

設
施

設
の

特
性

を
明

確
に

す
る

。 

 

22
8.

（
設

計
開

発
レビ

ュー
）

 
（

設
計

開
発

レビ
ュー

）
 

（
ⅳ

）
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

 
7.

3.
4 

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
 

 
 

 
22

9.
第

三
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

(以
下

「設
計

開
発

レビ
ュー

」と
い

う。
)を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

組
織

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レビ
ュー

」と
い

う。
）

を
実

施
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、次

の
事

項
を⽬

的
とし

て
、計

画
され

た
とお

りに
体

系
的

な
レ

ビ
ュー

を
⾏

う。
 

 

23
0.

⼀
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
(a

)設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4 （
１

）
設

計
・開

発
の

結
果

が
、要

求
事

項
を

満
た

せ
る

か
どう

か
を

評
価

す
る

。 

 

23
1.

⼆
 設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 
(b

)設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を提
案

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4 （
２

）
問

題
を明

確
に

し、
必

要
な

処
置

を
提

案
す

る
。 

 

23
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
に

、当
該

設
計

開
発

レビ
ュー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

及
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

⾨
家

を
参

加
させ

る
。 

(2
) 

組
織

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

に
、

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
っ

て
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

及
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

⾨
家

を参
加

させ
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4
の

2 
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
に

は
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

及
び

当
該

設
計

・開
発

に
係

る
専

⾨
家

が
含

ま
れ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。こ

の
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
、

及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

23
3.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
) 

組
織

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

4
の

2 
各

職
位

は
、レ

ビュ
ー

へ
の

参
加

者
に

は
、レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
・開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

を
代

表
す

る
者

及
び

当
該

設
計

・開
発

に
係

る
専

⾨
家

が
含

ま
れ

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。こ

の
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
、

及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

23
4.

（
設

計
開

発
の

検
証

）
 

（
設

計
開

発
の

検
証

）
 

（
ⅴ

）
設

計
開

発
の

検
証

 
7.

3.
5 

設
計

開
発

の
検

証
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5.
第

三
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

状
態

を確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、
当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を⾏

うこ
と

含
む

。 

a.
組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

状
態

を
確

保
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

。（
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

す
る

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
移

⾏
す

る
前

に
、当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

3 
5 

各
職

位
は

、設
計

・開
発

か
らの

ア
ウ

トプ
ット

が
、設

計
・開

発
へ

の
イン

プッ
ト

で
与

え
られ

て
い

る
要

求
事

項
を満

た
し

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
され

た
とお

りに
検

証
を

実
施

す
る

。 
この

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 

 

23
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

検
証

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を

 
b.

組
織

は
、設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

検
証

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

 
第

3
条

の
8

の
3 

5 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
か

らの
ア

ウ
トプ

ット
が

、設
計

・開
発

へ
の

イン
プッ

ト
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

作
成

し、
これ

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

し、
これ

を管
理

す
る

。 
管

理
す

る
。 

で
与

え
られ

て
い

る
要

求
事

項
を満

た
し

て
い

る
こと

を
確

実
に

す
る

た
め

に
、計

画
され

た
とお

りに
検

証
を

実
施

す
る

。 
この

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 
23

7.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、当
該

設
計

開
発

を
⾏

った
要

員
に

第
⼀

項
の

検
証

を
させ

て
は

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を⾏

った
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
をさ

せ
な

い
。 

(3
) 

組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
っ

た
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

さ
せ

な
い

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

5
の

2 
設

計
・開

発
の

検
証

は
、原

設
計

者
以

外
の

者
⼜

は
グ

ル
ー

プ
が

実
施

す
る

。 

 

23
8.

（
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
）

 
（

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

）
 

（
ⅵ

）
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
 

7.
3.

6 
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
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9.
第

三
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

(以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

)を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。 

a.
組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、

当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
）

を実
施

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
っ

て
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。（

「当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

を
実

施
す

る
」に

は
、

機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を開

始
す

る
前

に
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

3 
6 

各
職

位
は

、結
果

とし
て

得
られ

る
埋

設
施

設
が

、指
定

され
た

⽤
途

⼜
は

意
図

され
た

⽤
途

に
応

じた
要

求
事

項
を

満
た

し得
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、計
画

した
⽅

法
に

従
って

、設
計

・開
発

の
妥

当
性

確
認

を実
施

す
る

。 

 

24
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。 

(2
) 

組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を完

了
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

6
の

2 
各

職
位

は
、実

⾏
可

能
な

場
合

に
は

い
つ

で
も

、埋
設

施
設

の
使

⽤
前

に
、妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。 

 

24
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

6
の

3 
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 

 

24
2.

（
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
）

 
（

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

）
 

（
ⅶ

）
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
 

7.
3.

7 
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
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3.
第

三
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

った
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を識

別
す

る
こ

とが
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

った
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

った
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
と

とも
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

変
更

を
明

確
に

し、
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

24
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を⾏
い

、変
更

を承
認

す
る

。 

(2
) 

組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を

承
認

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7
の

2 
各

職
位

は
、変

更
に

対
して

、
レ

ビュ
ー

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

適
切

に
⾏

い
、そ

の
変

更
を

実
施

す
る

前
に

承
認

す
る

。 

 

24
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

原
⼦

⼒
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

(当
該

原
⼦

⼒
施

設
を構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を含
む

。)
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
廃

棄
物

埋
設

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

廃
棄

物
埋

設
施

設
を構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を含
む

。）
を⾏

う。
 

(3
) 

組
織

は
、(

2)
の

審
査

に
お

い
て

、
設

計
開

発
の

変
更

が
埋

設
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
埋

設
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7
の

3 
各

職
位

は
、設

計
・開

発
の

変
更

の
レ

ビュ
ー

に
は

、そ
の

変
更

が
、当

該
の

埋
設

施
設

を構
成

す
る

要
素

及
び

関
連

す
る

埋
設

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

埋
設

施
設

を
構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。）

を
含

め
る

。 

 

24
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼆
項

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管

 
d.

組
織

は
、b

.の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(4
) 

組
織

は
、(

2)
の

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
その

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
3 

7
の

4 
各

職
位

は
、変

更
の

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

、及
び

必
要

な
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を維
持

す
る

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
24

7.
 

 
(4

)調
達

 
7.

4 
調

達
 

 
（

調
達

）
 

（
調

達
）

 
24

8.
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
（

ⅰ
）

調
達

プロ
セ

ス
 

7.
4.

1 
調

達
プロ

セ
ス

 
 

 
 

24
9.

第
三

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

(以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

)が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

(以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

)に
適

合
す

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
a.

組
織

は
、調

達
す

る
物

品
⼜

は
役

務
（

以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

）
が

、
⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、調

達
す

る
物

品
⼜

は
役

務
（

以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

）
が

、⾃
ら規

定
す

る
調

達
物

品
等

に
係

る
要

求
事

項
（

以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
第

3
条

の
8

の
4 

各
職

位
は

、規
定

され
た

調
達

要
求

事
項

に
、調

達
製

品
が

適
合

す
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

25
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こ
とを

確
認

で
き

る
よ

うに
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑫

 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

」
に

は
、⼒

量
を

有
す

る
者

を組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。⑳
 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
 

３
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よう

に
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、
例

え
ば

、次
の

よう
に

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 
・採

⽤
しよ

うと
す

る
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

う
こと

。 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を設

置
しよ

うと
す

る
環

境
等

の
情

報
を

供
給

者
等

に
提

供
し、

供
給

者
等

に
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

わ
せ

る
こと

。 

b.
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、
調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。 

(2
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を⼊

⼿
し、

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

う管
理

の
⽅

法
と程

度
を

定
め

る
。（

「調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
」に

は
、⼒

量
を

有
す

る
も

の
を

組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
明

確
に

定
め

る
こ

とを
含

む
。ま

た
、「

管
理

の
⽅

法
」と

は
、

調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

8
の

4 
1

の
2 

各
職

位
は

、供
給

者
及

び
調

達
製

品
に

対
す

る
管

理
の

⽅
式

及
び

程
度

を
調

達
製

品
が

原
⼦

⼒
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

定
め

る
。 

 

25
1.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を評

価
し、

選
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を

評
価

し、
選

定
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

3 
各

職
位

は
、供

給
者

が
要

求
事

項
に

従
って

調
達

製
品

を
供

給
す

る
能

⼒
を

判
断

の
根

拠
とし

て
、供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。ま
た

、選
定

、評
価

及
び

再
評

価
の

基
準

を
定

め
る

。 

 

25
2.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
d.

組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 

(4
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

3 
各

職
位

は
、供

給
者

が
要

求
事

項
に

従
って

調
達

製
品

を
供

給
す

る
能

⼒
を

判
断

の
根

拠
とし

て
、供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。ま
た

、選
定

、評
価

及
び

再
評

価
の

基
準

を
定

め
る

。 

 

25
3.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

 
e.

組
織

は
、c

.の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(5
) 

組
織

は
、(

3)
の

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

4 
各

職
位

は
、評

価
の

結
果

の
記

録
、及

び
評

価
に

よ
って

必
要

とさ
れ

た
処

置
が

あ
れ

ば
その

記
録

を
維

持
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

な
い

。 
25

4.
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

(当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
(原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。)

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と

共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。)

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
f.組

織
は

、調
達

物
品

等
を調

達
す

る場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
るこ

れ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
廃

棄
物

埋
設

施
設

の
保

安
に

係
る

もの
に

限
る。

）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

るた
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る事

項
を含

む
。）

を定
め

る
｡ 

(6
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

を調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
埋

設
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

｡ 

 
第

3
条

の
8

の
4 

1
の

5 
各

職
位

は
、調

達
製

品
の

調
達

後
に

お
け

る
、維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
保

安
に

係
る

技
術

情
報

を取
得

す
る

た
め

の
⽅

法
を定

め
る

。 

 

25
5.

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

（
ⅱ

）
調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

 
 

 
25

6.
第

三
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、

該
当

す
る

も
の

を含
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

組
織

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、該

当
す

る
も

の
を含

め
る

。 

(1
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、該

当
す

る
も

の
を含

め
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 
各

職
位

は
、調

達
要

求
事

項
で

は
調

達
製

品
に

関
す

る
要

求
事

項
を

明
確

に
し、

次
の

事
項

の
うち

該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

 

25
7.

⼀
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

(a
)調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 （
１

）
製

品
、⼿

順
、プ

ロセ
ス

及
び

設
備

の
承

認
に

関
す

る
要

求
事

項
 

 

25
8.

⼆
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

 
(b

)調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
b.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
 

第
3

条
の

8
の

4 
2 （

２
）

要
員

の
適

格
性

確
認

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

25
9.

三
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

(c
)調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 （
３

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

26
0.

四
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
１

 第
1

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
報

告
」に

は
、偽

造
品

⼜
は

模
造

品
等

の
報

告
を含

む
。 

(d
)調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
d.

調
達

物
品

等
の

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
（

「不
適

合
の

報
告

」に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

4 
2 （

４
）

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

26
1.

五
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
(e

)調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2 （
５

）
安

全
⽂

化
を

醸
成

す
る

た
め

の
活

動
に

関
す

る
必

要
な

要
求

事
項

 

 

26
2.

六
 ⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
⑫

 

 
(f

)⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｅ
．

安
全

⽂
化

を
醸

成
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

必
要

な
要

求
事

項
 

26
3.

七
 そ

の
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
(g

)そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g.

その
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
な

事
項

 
26

4.
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

２
 第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
他

の
個

別
業

務
」と

は
、例

え
ば

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、プ
ロセ

ス
の

確
認

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

た
め

に
供

給
者

が
⾏

う
活

動
へ

の
⽴

会
い

や
記

録
確

認
等

を
⾏

b.
組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
と

して
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
⾃

主
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

(2
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

とし
て

、組
織

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

⾃
主

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等

 
 

7.
業

務
の

計
画

、実
施

 
7.

4 
調

達
 

7.
4.

2 
調

達
要

求
事

項
 

（
１

）
 

ｆ
．

その
他

調
達

物
品

等
に

関
し必

要
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑪
 

うこ
とを

い
う。

 
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
る

。 
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
る

。 
な

事
項

 

26
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

２
の

2 
各

職
位

は
、供

給
者

に
伝

達
す

る
前

に
、規

定
した

調
達

要
求

事
項

が
妥

当
で

あ
る

こと
を

確
実

に
す

る
。 

 

26
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
d.

組
織

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

を受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を提

出
さ

せ
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

2
の

3 
各

職
位

は
、調

達
製

品
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

製
品

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を提

出
させ

る
。 

 

26
7.

（
調

達
物

品
等

の
検

証
）

 
（

調
達

物
品

等
の

検
証

）
 

（
ⅲ

）
調

達
物

品
等

の
検

証
 

7.
4.

3 
調

達
物

品
等

の
検

証
 

 
 

 
26

8.
第

三
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

組
織

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よう
に

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を定

め
、

実
施

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

3 
各

職
位

は
、調

達
製

品
が

、規
定

し
た

調
達

要
求

事
項

を
満

た
して

い
る

こと
を

確
実

に
す

る
た

め
に

、必
要

な
検

査
⼜

は
その

他
の

活
動

を
定

め
て

、実
施

す
る

。 

 

26
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

と
き

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
) 

組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
4 

3
の

2 
各

職
位

は
、供

給
者

先
で

検
証

を
実

施
す

る
こと

に
した

場
合

に
は

、そ
の

検
証

の
要

領
及

び
調

達
製

品
の

リリ
ー

ス
の

⽅
法

を調
達

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

す
る

。 

 

27
0.

 
 

(5
)個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
 

（
業

務
の

実
施

）
 

（
業

務
の

実
施

）
 

27
1.

（
個

別
業

務
の

管
理

）
 

（
個

別
業

務
の

管
理

）
 

（
ⅰ

）
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

 
 

 
27

2.
第

三
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
(当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
)に

適
合

す
る

よう
に

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よう
に

実
施

す
る

。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よう

に
実

施
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

各
職

位
は

、業
務

を
管

理
され

た
状

態
で

実
施

す
る

。管
理

され
た

状
態

に
は

、次
の

事
項

の
うち

該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

 

27
3.

⼀
 原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
１

 第
１

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、

次
の

事
項

を含
む

。 
・保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

⼜
は

実
施

す
る

個
別

業
務

の
特

性
 

・当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き結

果
 

a.
廃

棄
物

埋
設

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

きる
体

制
に

あ
る

こと
。 

a.
埋

設
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。

（
「埋

設
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、「

保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

」及
び

「当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き

結
果

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

１
）

原
⼦

⼒
安

全
との

関
わ

りを
述

べ
た

情
報

が
利

⽤
で

き
る

。 

 

27
4.

⼆
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

b.
⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b.

⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

（
２

）
必

要
に

応
じて

、作
業

⼿
順

が
利

⽤
で

き
る

。 

 

27
5.

三
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
c.

当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
c.

当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

３
）

適
切

な
設

備
を

使
⽤

して
い

る
。 

 

27
6.

四
 監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
d.

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

（
４

）
監

視
機

器
及

び
測

定
機

器
が

利
⽤

で
き

、使
⽤

して
い

る
。 

 

27
7.

五
 第

四
⼗

七
条

の
規

定
に

基
づ

き
監

視
測

定
を実

施
して

い
る

こと
。 

 
e.

チ
(2

)（
ⅲ

）
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

５
）

監
視

及
び

測
定

が
実

施
され

て
い

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

27
8.

六
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
き、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
っ

て
い

る
こと

。 

 
f.品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
に

基
づ

き
、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こ
との

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

第
3

条
の

8
の

5 
（

６
）

業
務

の
リリ

ー
ス

が
実

施
され

て
い

る
。 

 

27
9.

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

（
ⅱ

）
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

 
 

 

28
0.

第
三

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
(個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。)

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
プロ

セ
ス

の
結

果
を検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を⾏

う。
 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
プ

ロセ
ス

の
結

果
を

検
証

す
る

こと
が

で
きな

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

う。
 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2 
各

職
位

は
、業

務
の

実
施

の
過

程
で

結
果

とし
て

⽣
じる

ア
ウト

プッ
トが

、そ
れ

以
降

の
監

視
⼜

は
測

定
で

検
証

す
る

こ
とが

不
可

能
で

、そ
の

結
果

、業
務

が
実

施
され

た
後

で
しか

不
具

合
が

顕
在

化
し

な
い

場
合

に
は

、業
務

の
該

当
す

る
プ

ロ
セ

ス
の

妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 

 

28
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

プ
ロ

セ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
きる

こと
を

、同
項

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、a

.の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、a

.の
妥

当
性

確
認

に
よっ

て
実

証
す

る
。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

プ
ロセ

ス
が

個
別

業
務

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2
の

2 
各

職
位

は
、妥

当
性

確
認

に
よ

って
、こ

れ
らの

プロ
セ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を
出

せ
る

こと
を

実
証

す
る

。 

 

28
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
c.

組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、妥

当
性

確
認

を⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2
の

3 
各

職
位

は
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

の
事

項
の

うち
該

当
す

る
者

を
含

ん
だ

⼿
続

き
を

確
⽴

す
る

。 
（

４
）

記
録

に
関

す
る

要
求

事
項

 

 

28
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

プ
ロ

セ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く。
)を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
d.

組
織

は
、a

.の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プロ

セ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

(4
) 

組
織

は
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
の

対
象

とさ
れ

た
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

プロ
セ

ス
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

2
の

3 
各

職
位

は
、こ

れ
らの

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

の
事

項
の

うち
該

当
す

る
者

を
含

ん
だ

⼿
続

き
を

確
⽴

す
る

。 

 

28
4.

⼀
 当

該
プロ

セ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

 
(a

)当
該

プ
ロセ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
a.

当
該

プロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
 

第
3

条
の

8
の

5 
2

の
3 

（
１

）
プロ

セ
ス

の
レ

ビュ
ー

及
び

承
認

の
た

め
の

明
確

な
基

準
 

 

28
5.

⼆
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

 
(b

)妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
b.

妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
 

第
3

条
の

8
の

5 
2

の
3 

（
２

）
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
適

格
性

確
認

 

 

28
6.

三
 妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

１
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を含

む
。 

(c
)妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

5 
2

の
3 

（
３

）
所

定
の

⽅
法

及
び

⼿
順

の
適

⽤
 

（
５

）
妥

当
性

の
再

確
認

 

 

28
7.

（
識

別
管

理
）

 
（

識
別

管
理

）
 

（
ⅲ

）
識

別
管

理
及

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィ
の

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
 

 
 

28
8.

第
三

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を識
別

し、
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

39
条

に
規

定
す

る
「機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

」と
は

、不
注

意
に

よ
る

誤
操

作
、検

査
の

設
定

条
件

の
不

備
⼜

は
実

施
漏

れ
等

を防
ぐた

め
に

、例
え

ば
、札

の
貼

付
け

や
個

別
業

務
の

管
理

等
に

より
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を区

別
す

る
こと

を
い

う。
 

a.
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プロ

セ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
全

て
の

プロ
セ

ス
に

お
い

て
、適

切
な

⼿
段

に
よ

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を識

別
し、

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

3 
各

職
位

は
、必

要
な

場
合

に
は

、業
務

の
計

画
及

び
実

施
の

全
過

程
に

お
い

て
適

切
な

⼿
段

で
業

務
・埋

設
施

設
を

識
別

す
る

。 
3

の
2 

各
職

位
は

、業
務

の
計

画
及

び
実

施
の

全
過

程
に

お
い

て
、監

視
及

び
測

定
の

要
求

事
項

に
関

連
して

、業
務

・
埋

設
施

設
の

状
態

を
識

別
す

る
。 

 

28
9.

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
第

四
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、 

ト
（

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

）
 

 
b.

組
織

は
、ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィ（

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

(2
) 

組
織

は
、ト

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィ（

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
 

第
3

条
の

8
の

5 
３

の
3 

各
職

位
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィが
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

レ
ー

サ
ビリ

テ
ィ(

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

履
歴

、適
⽤

⼜
は

所
在

を追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

)の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

これ
を

記
録

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

履
歴

、適
⽤

⼜
は

所
在

を追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

要
求

事
項

とな
って

い
る

場
合

に
は

、業
務

・埋
設

施
設

に
つ

い
て

⼀
意

の
識

別
を

管
理

し、
記

録
を維

持
す

る
。 

29
0.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

）
 

（
ⅳ

）
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

7.
5.

4 
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
 

 
 

 
29

1.
第

四
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

４
１

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、Ｊ
Ｉ

Ｓ
 Ｑ

９
０

０
１

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。（

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、J
IS

 Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

5 
4 

各
職

位
は

、規
制

当
局

の
所

有
物

に
つ

い
て

、そ
れ

が
組

織
の

管
理

下
に

あ
る

間
、注

意
を

払
い

、必
要

に
応

じて
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

29
2.

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

（
ⅴ

）
調

達
物

品
の

管
理

 
7.

5.
5 

調
達

物
品

の
管

理
 

 
 

 
29

3.
第

四
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
まで

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

うに
管

理
(識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。)

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
 組

織
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よう
に

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
5 

5 
各

職
位

は
、調

達
製

品
の

検
証

後
、

受
⼊

か
ら据

付
（

使
⽤

）
ま

で
の

間
、

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
す

る
よ

うに
調

達
製

品
を

保
存

す
る

。こ
の

保
存

に
は

、該
当

す
る

場
合

、識
別

、取
扱

い
、

包
装

、保
管

及
び

保
護

を含
め

る
。保

存
に

は
、取

替
品

、予
備

品
に

も
適

⽤
す

る
。 

 

29
4.

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

ｆ
．

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

7.
6 

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

 
（

監
視

機
器

及
び

測
定

機
器

の
管

理
）

 
（

監
視

機
器

及
び

測
定

機
器

の
管

理
）

 
29

5.
第

四
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(a

)組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
明

確
に

定
め

る
。 

(1
) 

組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
明

確
に

定
め

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

各
職

位
は

、業
務

・埋
設

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を実

証
す

る
た

め
に

、実
施

す
べ

き
監

視
及

び
測

定
を

明
確

に
す

る
。ま

た
、そ

の
た

め
に

必
要

な
監

視
機

器
及

び
測

定
機

器
を

明
確

に
す

る
。 

 

29
6.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(b

)組
織

は
、(

a)
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

2 
各

職
位

は
、監

視
及

び
測

定
の

要
求

事
項

との
整

合
性

を確
保

で
き

る
⽅

法
で

監
視

及
び

測
定

が
実

施
で

き
る

こと
を

確
実

に
す

る
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。 

 

29
7.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、
監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(c

)組
織

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、監
視

測
定

の
た

め
に

必
要

な
設

備
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

(3
) 

組
織

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、監
視

測
定

の
た

め
に

必
要

な
設

備
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

 

29
8.

⼀
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
(当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、

校
正

⼜
は

検
証

の
根

拠
に

つ
い

て
記

録
す

る
⽅

法
)に

より
校

正
⼜

は
検

証
が

な
さ

れ
て

い
る

こと
。 

１
 第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「あ
ら

か
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、第
２

３
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

た
計

画
に

基
づ

く間
隔

を
い

う。
 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
まで

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
（

当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、
校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。（
「あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
間

隔
」と

は
、7

.1
(1

)に
基

づ
き

定
め

た
計

画
に

基
づ

く間
隔

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
１

）
定

め
られ

た
間

隔
⼜

は
使

⽤
前

に
、国

際
⼜

は
国

家
計

量
標

準
に

トレ
ー

サ
ブ

ル
な

計
量

標
準

に
照

らし
て

校
正

若
しく

は
検

証
、⼜

は
その

両
⽅

を⾏
う。

そ
の

よ
うな

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

は
、校

正
⼜

は
検

証
に

⽤
い

た
基

準
の

記
録

を
維

持
す

る
。 

 

29
9.

⼆
 校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よ
う、

識
別

され
て

い
る

こと
。 

 

 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よう

、識
別

され
て

い
る

こと
。 

b.
校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よう
、識

別
され

て
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
３

）
校

正
の

状
態

を
明

確
に

す
る

た
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

め
に

識
別

を
⾏

う。
 

30
0.

三
 所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

 
c.

所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
c.

所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
２

）
機

器
の

調
整

をす
る

、⼜
は

必
要

に
応

じて
再

調
整

す
る

。 

 

30
1.

四
 監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
d.

監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
d.

監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

第
3

条
の

8
の

6 
1

の
3 

（
４

）
測

定
した

結
果

が
無

効
に

な
る

よ
うな

操
作

が
で

き
な

い
よう

に
す

る
。 

 

30
2.

五
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

e.
取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
（

５
）

取
扱

い
、保

守
及

び
保

管
に

お
い

て
、損

傷
及

び
劣

化
しな

い
よ

うに
保

護
す

る
。 

 

30
3.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
（

ⅳ
）

組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を評
価

し、
こ

れ
を

記
録

す
る

。 

(4
) 

組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

（
１

）
〜

（
５

）
 

さら
に

、測
定

機
器

が
要

求
事

項
に

適
合

して
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
記

録
す

る
。ま

た
、そ

の
機

器
、及

び
影

響
を

受
け

た
業

務
・埋

設
施

設
す

べ
て

に
対

して
、

適
切

な
処

置
をと

る
。校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を維

持
す

る
。 

 

30
4.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

同
項

の
不

適
合

に
より

影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
（

ⅴ
）

組
織

は
、（

ⅳ
）

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
（

ⅳ
）

の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(5
) 

組
織

は
、(

4)
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

（
１

）
〜

（
５

）
 

さら
に

、測
定

機
器

が
要

求
事

項
に

適
合

して
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
記

録
す

る
。ま

た
、そ

の
機

器
、及

び
影

響
を

受
け

た
業

務
・埋

設
施

設
す

べ
て

に
対

して
、

適
切

な
処

置
をと

る
。校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を維

持
す

る
。 

 

30
5.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
（

ⅵ
）

組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(6
) 

組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

3 
各

職
位

は
、測

定
値

の
正

当
性

が
保

証
され

な
け

れ
ば

な
らな

い
場

合
に

は
、測

定
機

器
に

関
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

（
１

）
〜

（
５

）
 

さら
に

、測
定

機
器

が
要

求
事

項
に

適
合

して
い

な
い

こと
が

判
明

した
場

合
に

は
、そ

の
測

定
機

器
で

それ
ま

で
に

測
定

した
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
記

録
す

る
。ま

た
、そ

の
機

器
、及

び
影

響
を

受
け

た
業

務
・埋

設
施

設
す

べ
て

に
対

して
、

適
切

な
処

置
をと

る
。校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を維

持
す

る
。 

 

－189 / 440－



 

1
88

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

30
6.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

し
た

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
（

ⅶ
）

組
織

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、

その
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じ
め

、当
該

ソフ
トウ

ェア
が

意
図

した
とお

り
に

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こ

とを
確

認
す

る
。 

(7
) 

組
織

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フ
トウ

ェア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、

当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 
第

3
条

の
8

の
6 

1
の

4 
各

職
位

は
、規

定
要

求
事

項
に

係
る

監
視

及
び

測
定

に
コン

ピュ
ー

タソ
フト

ウェ
ア

を
使

う場
合

に
は

、そ
の

コン
ピ

ュー
タソ

フト
ウェ

ア
に

よ
って

意
図

した
監

視
及

び
測

定
が

で
き

る
こと

を
確

認
す

る
。

この
確

認
は

、最
初

に
使

⽤
す

る
の

に
先

⽴
って

実
施

す
る

。ま
た

、必
要

に
応

じて
再

確
認

す
る

。 

 

30
7.

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

チ
 評

価
及

び
改

善
 

8 
評

価
及

び
改

善
 

 
 

 
30

8.
（

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

）
 

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
）

 
(1

)監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

 
8.

1 
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

 
（

⼀
般

）
 

（
⼀

般
）

 

30
9.

第
四

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を計
画

し、
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
、

分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プロ

セ
ス

」に
は

、取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

部
⾨

の
管

理
者

等
の

要
員

を含
め

、
組

織
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、⽅
針

、
⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。 
 

（
ⅰ

）
組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、
評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
を計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、

評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

」に
は

、
取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9 
各

職
位

は
、次

の
事

項
の

た
め

に
必

要
とな

る
監

視
、測

定
、分

析
及

び
改

善
の

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

（
１

）
業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
を

実
証

す
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
合

性
を確

実
に

す
る

。 
（

３
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

これ
に

は
、統

計
的

⼿
法

を含
め

、適
⽤

可
能

な
⽅

法
、及

び
その

使
⽤

の
程

度
を

決
定

す
る

こと
を

含
め

る
。 

 

31
0.

２
原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
う

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、要
員

が
情

報
を

容
易

に
取

得
し、

改
善

活
動

に
⽤

い
る

こと
が

で
き

る
体

制
が

あ
る

こと
を

い
う。

 

（
ⅱ

）
組

織
は

、要
員

が
（

ⅰ
）

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よう
に

す
る

。 

(2
) 

組
織

は
、要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を利

⽤
で

き
る

よう
に

す
る

。
（

「要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よう
に

す
る

」と
は

、要
員

が
情

報
を

容
易

に
取

得
し、

改
善

活
動

に
⽤

い
る

こと
が

で
き

る
体

制
が

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9 
各

職
位

は
、次

の
事

項
の

た
め

に
必

要
とな

る
監

視
、測

定
、分

析
及

び
改

善
の

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

（
１

）
業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
を

実
証

す
る

。 
（

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
合

性
を確

実
に

す
る

。 
（

３
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

これ
に

は
、統

計
的

⼿
法

を含
め

、適
⽤

可
能

な
⽅

法
、及

び
その

使
⽤

の
程

度
を

決
定

す
る

こと
を

含
め

る
。 

 

31
1.

 
 

(2
)監

視
測

定
 

8.
2 

監
視

及
び

測
定

 
 

（
監

視
及

び
測

定
）

 
（

監
視

及
び

測
定

）
 

31
2.

（
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

）
 

（
ⅰ

）
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

8.
2.

1 
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

 
 

 
31

3.
第

四
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
監

視
測

定
の

⼀
環

とし
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を把

握
」に

は
、例

え
ば

、外
部

監
査

結
果

の
把

握
、地

元
⾃

治
体

及
び

地
元

住
⺠

の
保

安
活

動
に

関
す

る
意

⾒
の

把
握

並
び

に
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

指
摘

等
の

把
握

が
あ

る
。 

a.
組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 

(1
) 

組
織

は
、監

視
測

定
の

⼀
環

とし
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を含

む
実

施
状

況
の

測
定

の
⼀

つ
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

⽌
め

て
い

る
か

に
つ

い
て

の
情

報
を監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

及
び

使
⽤

の
⽅

法
を定

め
る

。 

 

31
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

意
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、a

.の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を明
確

に
定

め
る

。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

意
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
成

果
を含

む
実

施
状

況
の

測
定

の
⼀

つ
とし

て
、原

⼦
⼒

安
全

を
達

成
して

い
る

か
どう

か
に

関
して

外
部

が
どの

よ
うに

受
け

⽌
め

て
い

る
か

に
つ

い
て

の
情

報
を監

視
す

る
。こ

の
情

報
の

⼊
⼿

及
び

使
⽤

の
⽅

法
を定

め
る

。 

 

31
5.

（
内

部
監

査
）

 
（

内
部

監
査

）
 

（
ⅱ

）
内

部
監

査
 

8.
2.

2 
内

部
監

査
 

 
 

 
31

6.
第

四
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
１

 第
１

項
に

規
定

す
る

「客
観

的
な

評
a.

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
(1

) 
監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
 

第
3

条
の

9
の

2 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を⾏

う部
⾨

その
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
は

、内
部

監
査

の
対

象
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。 
 

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
そ

の
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を実

施
す

る
。 

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、客
観

的
な

評
価

を
⾏

う
部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。（

「客
観

的
な

評
価

を
⾏

う
部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、内

部
監

査
の

対
象

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

2 
監

査
室

⻑
は

、こ
の

規
定

に
定

め
る

業
務

全
般

に
つ

い
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

次
の

事
項

が
満

た
され

て
い

る
か

否
か

を
明

確
に

す
る

た
め

、年
1

回
以

上
、内

部
監

査
を

実
施

す
る

。 
な

お
、内

部
監

査
の

実
施

に
当

た
って

は
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
うこ

とが
で

き
る

組
織

を
確

保
して

実
施

す
る

。 

31
7.

⼀
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

(a
)品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
に

基
づ

く
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2 （
１

）
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
、

業
務

の
計

画
に

適
合

して
い

る
か

、管
理

規
則

第
26

条
の

3、
4、

5、
6、

7、
8

及
び

9
の

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

か
、及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
か

。 

 

31
8.

⼆
 実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

 
(b

)実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
b.

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
 

第
3

条
の

9
の

2 
2 （

２
）

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

効
果

的
に

実
施

され
、維

持
され

て
い

る
か

。 

 

31
9.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
b.

組
織

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、
監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
) 

監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

２
の

2 
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
対

象
と

な
る

プ
ロセ

ス
及

び
領

域
の

状
態

及
び

重
要

性
、並

び
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

（
１

）
監

査
の

基
準

、範
囲

、頻
度

及
び

⽅
法

を規
定

す
る

こと
。 

 

32
0.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、

プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

(以
下

単
に

「領
域

」と
い

う。
)の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

(以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
c.

組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

その
他

の
領

域
（

以
下

「領
域

」と
い

う。
）

の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果
を

考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を
選

定
し、

か
つ

、内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

(3
) 

監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

その
他

の
領

域
（

以
下

「領
域

」と
い

う。
）

の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果
を

考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を策

定
し、

及
び

実
施

す
る

こと
に

よ
り、

内
部

監
査

の
実

効
性

を
維

持
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

２
の

2 
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
対

象
と

な
る

プ
ロセ

ス
及

び
領

域
の

状
態

及
び

重
要

性
、並

び
に

これ
ま

で
の

監
査

結
果

を
考

慮
して

、次
の

事
項

を
含

め
た

監
査

計
画

を
策

定
す

る
。 

（
１

）
監

査
の

基
準

、範
囲

、頻
度

及
び

⽅
法

を規
定

す
る

こと
。 

 

32
1.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
を

⾏
う要

員
(以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
)の

選
定

及
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
d.

組
織

は
、内

部
監

査
を⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
) 

監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
を

⾏
う

要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

2 
（

２
）

監
査

員
の

選
定

及
び

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、監
査

プロ
セ

ス
の

客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
す

る
こと

。 

 

32
2.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
。⑩

 

 
e.

組
織

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

な
い

。 

(5
) 

監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

な
い

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

2 
（

３
）

監
査

員
は

、⾃
らの

業
務

を
監

査
しな

い
こと

。 
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3.

６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

並
び

に
内

２
 第

６
項

に
規

定
す

る
「権

限
」に

は
、

必
要

に
応

じ、
内

部
監

査
員

⼜
は

内
部

f.組
織

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

並
び

に
内

部
監

査
結

果
の

(6
) 

監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

、内
部

監
査

結
果

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9
の

2 
2

の
3 

監
査

室
⻑

は
、監

査
の

計
画

 

－191 / 440－



 

1
90

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

部
監

査
結

果
の

報
告

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を
⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

経
営

責
任

者
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。 

報
告

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を
、⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

の
報

告
、記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を「
内

部
監

査
要

則
」に

定
め

る
。（

「権
限

」に
は

、必
要

に
応

じ、
内

部
監

査
員

⼜
は

内
部

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

社
⻑

に
直

接
報

告
す

る
権

限
を含

む
。）

 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

及
び

実
施

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

結
果

の
報

告
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

、“
⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

32
4.

７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
g.

組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

(7
) 

監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を通

知
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

3 
監

査
室

⻑
は

、監
査

の
計

画
及

び
実

施
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
結

果
の

報
告

に
つ

い
て

、そ
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
要

求
事

項
を

規
定

す
る

た
め

に
、“

⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 
2

の
4 

監
査

室
⻑

は
、監

査
及

び
その

結
果

の
記

録
を維

持
す

る
。 
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5.

８
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、前

項
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を遅
滞

な
く

講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
h.

組
織

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、g

.の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を

報
告

させ
る

。 

(8
) 

監
査

室
⻑

は
、不

適
合

が
発

⾒
さ

れ
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を報
告

させ
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

2
の

5 
各

職
位

は
、検

出
され

た
不

適
合

及
び

その
原

因
を

除
去

す
る

た
め

に
遅

滞
な

く、
必

要
な

修
正

及
び

是
正

処
置

す
べ

て
が

とら
れ

る
こと

を
確

実
に

す
る

。フ
ォロ

ー
ア

ップ
に

は
、と

られ
た

処
置

の
検

証
及

び
検

証
結

果
の

報
告

を
含

め
る

。 
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6.

（
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
）

 
（

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

）
 

（
ⅲ

）
プロ

セ
ス

の
監

視
測

定
 

8.
2.

3 
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
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7.
第

四
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
を

⾏
う場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
り、

これ
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」

の
⽅

法
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・監

視
測

定
の

実
施

時
期

 
・監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
 

a.
組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

(1
) 

組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
を

⾏
う場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

（
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を含

む
。ま

た
、「

監
視

測
定

」の
⽅

法
に

は
、「

監
視

測
定

の
実

施
時

期
」及

び
「監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
」を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

2 
3 

各
職

位
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
プ

ロセ
ス

の
監

視
、及

び
適

⽤
可

能
な

場
合

に
⾏

う測
定

に
は

、適
切

な
⽅

法
を

適
⽤

す
る

。 

 

32
8.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑭
 

 
b.

組
織

は
、a

.の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、保
安

活
動

指
標

を⽤
い

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3 
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

プ
ロセ

ス
の

監
視

、及
び

適
⽤

可
能

な
場

合
に

⾏
う測

定
に

は
、適

切
な

⽅
法

を
適

⽤
す

る
。 

 

32
9.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
⽅

法
に

よ
り、

プロ
セ

ス
が

第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こ
とを

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、a

.の
⽅

法
に

よ
り、

プロ
セ

ス
が

ホ
(4

)（
ⅱ

）
a.

及
び

ト(
1)

（
ⅰ

）
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
実

証
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、(

1)
の

⽅
法

に
よ

り、
プ

ロ
セ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こ
とを

実
証

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3
の

2 
各

職
位

は
、こ

れ
らの

⽅
法

を
、

プ
ロセ

ス
が

計
画

どお
りの

結
果

を達
成

す
る

能
⼒

が
あ

る
こと

を
実

証
す

る
も

の
とす

る
。 

 

33
0.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
d.

組
織

は
、a

.の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、

必
要

な
措

置
を講

じる
。 

(4
) 

組
織

は
、(

1)
の

監
視

測
定

の
結

果
に

基
づ

き
、保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

3
の

3 
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
きな

い
場

合
に

は
、適

切
に

、修
正

及
び

是
正

処
置

を
とる

。 

 

33
1.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼗
三

条
第

⼀
項

及
び

第
⼆

⼗
三

条
第

⼀
項

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

 
e.

組
織

は
、ホ

(4
)（

ⅱ
）

a.
及

び
ト

(1
)（

ⅰ
）

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

(5
) 

組
織

は
、5

.4
.2

(1
)及

び
7.

1(
1)

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を得

る
こ

とが
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プ

 
第

3
条

の
9

の
2 

3
の

3 
各

職
位

は
、計

画
どお

りの
結

果
が

達
成

で
きな

い
場

合
に

は
、適

切
に

、修
正

及
び

是
正

処
置

を
とる

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プロ

セ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

該
プ

ロセ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じる

。 
ロセ

ス
の

問
題

を特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

33
2.

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

（
ⅳ

）
機

器
等

の
検

査
等

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
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3.
第

四
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
a.

組
織

は
、機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プロ
セ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、⾃

主
検

査
等

を
実

施
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を判
定

す
る

た
め

、組
織

が
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を

反
映

 
 

第
3

条
の

9
の

2 
4 

各
職

位
は

、埋
設

施
設

の
要

求
事

項
が

満
た

され
て

い
る

こと
を

検
証

す
る

た
め

に
、埋

設
施

設
を

検
査

及
び

試
験

す
る

。検
査

及
び

試
験

は
、業

務
の

計
画

に
従

って
、適

切
な

段
階

で
実

施
す

る
。検

査
及

び
試

験
の

合
否

判
定

基
準

へ
の

適
合

の
証

拠
を維

持
す

る
。 

 

33
4.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。 

b.
組

織
は

、⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 
(2

) 
組

織
は

、⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。
（

「⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」

に
は

、必
要

に
応

じ、
検

査
に

お
い

て
使

⽤
した

試
験

体
や

計
測

機
器

等
に

関
す

る
記

録
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

第
3

条
の

9
の

2 
4 

各
職

位
は

、埋
設

施
設

の
要

求
事

項
が

満
た

され
て

い
る

こと
を

検
証

す
る

た
め

に
、埋

設
施

設
を

検
査

及
び

試
験

す
る

。検
査

及
び

試
験

は
、業

務
の

計
画

に
従

って
、適

切
な

段
階

で
実

施
す

る
。検

査
及

び
試

験
の

合
否

判
定

基
準

へ
の

適
合

の
証

拠
を維

持
す

る
。 

 

33
5.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
c.

組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を⾏
った

要
員

を特
定

す
る

こと
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
) 

組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

った
要

員
を特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

4
の

3 
各

職
位

は
、リ

リー
ス

（
次

⼯
程

へ
の

引
渡

し）
を

正
式

に
許

可
した

者
を

記
録

す
る

。 

 

33
6.

４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
して

は
な

らな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
より

特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
d.

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く
⾃

主
検

査
等

を⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
をし

な
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

(4
) 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
をし

な
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
第

3
条

の
9

の
2 

4
の

4 
各

職
位

は
、業

務
の

計
画

で
決

め
た

検
査

及
び

試
験

が
完

了
す

る
ま

で
は

、当
該

埋
設

施
設

を
据

え
付

け
た

り、
運

転
した

りし
な

い
。た

だ
し、

当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

承
認

した
とき

は
、こ

の
限

りで
は

な
い

。 

 

33
7.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

）
を確

保
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑧
 

２
 第

5
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

(使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
と

な
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

をい
う。

)を
確

保
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
(補

修
、取

替
え

、改
造

等
)

⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。 

３
第

5
項

に
規

定
す

る
「部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
が

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に

e.
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

(5
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

照
らし

て
、別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こ

とを
い

う。
 

４
 第

５
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

が
、当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を
持

ち
、適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を受

け
る

こと
な

く、
当

該
検

査
等

を
実

施
で

き
る

状
況

に
あ

る
こと

をい
う。
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8.
６

 前
項

の
規

定
は

、⾃
主

検
査

等
に

つ
い

て
準

⽤
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、

「部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
」と

あ
る

の
は

「必
要

に
応

じて
部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

」と
読

み
替

え
る

も
の

とす
る

。⑧
 

 
 

 
 

第
3

条
の

9
の

2 
4

の
2 

各
職

位
は

、検
査

及
び

試
験

要
員

の
独

⽴
の

程
度

を
定

め
る

。 

 

33
9.

（
不

適
合

の
管

理
）

 
（

不
適

合
の

管
理

）
 

(3
)不

適
合

の
管

理
 

8.
3 

不
適

合
の

管
理

 
 

（
不

適
合

管
理

）
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0.
第

四
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

が
識

別
され

、不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

 

a.
組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を管

理
す

る
。（

「当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
」と

は
、不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

が
識

別
され

、
不

適
合

が
全

て
管

理
され

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

3 
各

職
位

は
、業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

状
況

が
放

置
され

る
こと

を
防

ぐた
め

に
、そ

れ
らを

識
別

し、
管

理
す

る
こと

を
確

実
に

す
る

。 

 

34
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を含
む

。 

b.
組

織
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
) 

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。（
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 

第
3

条
の

9
の

3 
1

の
2 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、不
適

合
の

処
理

に
関

す
る

管
理

及
び

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を規
定

す
る

た
め

に
、“

⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 

 

34
2.

３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
c.

組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

) 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
⽅

法
の

い
ず

れ
か

に
よ

り、
不

適
合

を
処

理
す

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
各

職
位

は
、該

当
す

る
場

合
に

は
、次

の
⼀

つ
⼜

は
それ

以
上

の
⽅

法
で

、不
適

合
を処

理
す

る
。 

 

34
3.

⼀
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

(a
)発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
a.

発
⾒

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

１
）

検
出

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

処
置

をと
る

。 

 

34
4.

⼆
 不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

より
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と(

以
下

「特
別

採
⽤

」
とい

う。
)。

 

 
(b

)不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

⼿
順

に
より

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」

とい
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

２
）

当
該

の
権

限
を

も
つ

者
が

、特
別

採
⽤

に
よ

って
、そ

の
使

⽤
、リ

リー
ス

、
⼜

は
合

格
と判

定
す

る
こと

を正
式

に
許

可
す

る
。 

 

34
5.

三
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
(c

)機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

３
）

本
来

の
意

図
され

た
使

⽤
⼜

は
適

⽤
が

で
き

な
い

よ
うな

処
置

を
とる

。 

 

34
6.

四
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 
(d

)機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こ

り得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、

その
不

適
合

に
よる

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を講
ず

る
こと

。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

3 
（

４
）

外
部

へ
の

引
渡

し後
⼜

は
業

務
の

実
施

後
に

不
適

合
が

検
出

され
た

場
合

に
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

 

－194 / 440－



 

1
93

 /
 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

起
こり

得
る

影
響

に
対

して
適

切
な

処
置

を
とる

。 
34

7.
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

し
て

講
じた

措
置

(特
別

採
⽤

を
含

む
。)

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
d.

組
織

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(4
) 

組
織

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を

含
む

。）
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

5 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

、品
質

保
証

課
⻑

及
び

技
術

管
理

部
⻑

は
、不

適
合

の
性

質
の

記
録

、及
び

不
適

合
に

対
して

とら
れ

た
特

別
採

⽤
を

含
む

処
置

の
記

録
を

維
持

す
る

。 

 

34
8.

５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

第
⼀

号
の

措
置

を講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
e.

組
織

は
、c

.(
a)

の
措

置
を

講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を

⾏
う。

 

(5
) 

組
織

は
、(

3)
a.

の
措

置
を講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

 
第

3
条

の
9

の
3 

1
の

4 
各

職
位

は
、不

適
合

に
修

正
を

施
した

場
合

に
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

を
実

証
す

る
た

め
の

再
検

証
を

⾏
う。

 

 

34
9.

 
 

 
(6

) 
組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
向

上
に

役
⽴

た
せ

る
観

点
か

ら、
公

開
基

準
に

従
い

、不
適

合
の

内
容

をニ
ュー

シ
ア

へ
登

録
す

る
こと

に
よ

り、
情

報
の

公
開

を
⾏

う。
 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、情
報

の
公

開
を

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を

表
１

に
記

載
 

第
3

条
の

9
の

3 
1

の
6 

各
職

位
は

、埋
設

施
設

の
保

安
の

向
上

を図
る

観
点

か
ら、

「再
処

理
事

業
部

 不
適

合
等

管
理

要
領

」に
定

め
る

公
開

の
基

準
に

基
づ

き
、不

適
合

の
内

容
を

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
（

ニュ
ー

シ
ア

）
に

登
録

す
る

こと
に

よ
り公

開
す

る
。 

 

35
0.

（
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

）
 

（
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

）
 

(4
)デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
 

（
デ

ー
タの

分
析

）
 

（
デ

ー
タの

分
析

）
 

35
1.

第
五

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ(
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。)
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を⾏

い
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を含
む

。 
 

（
ⅰ

）
組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
ら

の
デ

ー
タを

含
む

。)
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。 

(1
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、及

び
当

該
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ
（

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。）

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

す
る

。（
「品

質
マネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

」に
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロセ
ス

の
改

良
、変

更
等

を⾏
い

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

第
3

条
の

9
の

4 
各

職
位

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
切

性
及

び
有

効
性

を
実

証
す

る
た

め
、ま

た
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
の

継
続

的
な

改
善

の
可

能
性

を
評

価
す

る
た

め
に

適
切

な
デ

ー
タを

明
確

に
し、

それ
らの

デ
ー

タを
収

集
し、

分
析

す
る

。こ
の

中
に

は
、監

視
及

び
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ並
び

に
それ

以
外

の
該

当
す

る
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

め
る

。 

 

35
2.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
（

ⅱ
）

組
織

は
、（

ⅰ
）

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を得
る

。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

 
第

3
条

の
9

の
4 

1
の

2 
各

職
位

は
、デ

ー
タの

分
析

に
よ

って
、次

の
事

項
に

関
連

す
る

情
報

を
提

供
す

る
。 

 

35
3.

⼀
 組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 
 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
より

得
られ

る
知

⾒
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

より
得

られ
る

知
⾒

 

 
第

3
条

の
9

の
4 

１
の

2 
（

１
）

原
⼦

⼒
安

全
の

達
成

に
関

す
る

外
部

の
受

け
とめ

⽅
 

 

35
4.

⼆
 個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

 
b.

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
b.

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
 

第
3

条
の

9
の

4 
1

の
2 

（
２

）
業

務
・埋

設
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
 

 

35
5.

三
 機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
㉑

 

２
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き
、是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら
得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

4 
1

の
2 

（
３

）
予

防
処

置
の

機
会

を得
る

こと
を

含
む

、プ
ロセ

ス
及

び
埋

設
施

設
の

、特
性

及
び

傾
向

 

 

－195 / 440－



 

1
94

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

）
 

35
6.

四
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

 
d.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
d.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
 

第
3

条
の

9
の

4 
1

の
2 

（
４

）
供

給
者

の
能

⼒
 

 

35
7.

 
 

(5
)改

善
 

8.
5 

改
善

 
 

（
改

善
）

 
（

改
善

）
 

35
8.

（
継

続
的

な
改

善
）

 
（

継
続

的
な

改
善

）
 

（
ⅰ

）
継

続
的

な
改

善
 

8.
5.

1 
継

続
的

な
改

善
 

 
 

 
35

9.
第

五
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

改
善

の
実

施
その

他
の

措
置

を講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

５
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を向

上
させ

る
た

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

5 
各

職
位

は
、品

質
⽅

針
、品

質
⽬

標
、監

査
結

果
、デ

ー
タ

の
分

析
、是

正
処

置
、予

防
処

置
及

び
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
通

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

 

36
0.

（
是

正
処

置
等

）
 

（
是

正
処

置
等

）
 

（
ⅱ

）
是

正
処

置
等

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

等
 

 
 

 
36

1.
第

五
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 

 
a.

組
織

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
) 

組
織

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を講

じる
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

2 
各

職
位

は
、再

発
防

⽌
の

た
め

、不
適

合
の

原
因

を除
去

す
る

処
置

を
とる

。 
2

の
2 

是
正

処
置

は
、検

出
され

た
不

適
合

の
も

つ
影

響
に

応
じた

も
の

とす
る

。 

 

36
2.

⼀
 是

正
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
⼿

順
に

よ
り評

価
を

⾏
う

こと
。 

 
(a

)是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 

a.
是

正
処

置
を講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
第

3
条

の
9

の
5 

2
の

3 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
を

規
定

す
る

た
め

に
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

（
３

）
不

適
合

の
再

発
防

⽌
を確

実
に

す
る

た
め

の
処

置
の

必
要

性
の

評
価

 
3

の
3 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 
（

２
）

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
の

処
置

の
必

要
性

の
評

価
 

 

36
3.

イ 
不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

 
１

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・情
報

の
収

集
及

び
整

理
 

・技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

⑥
 

２
 第

１
項

第
１

号
イに

規
定

す
る

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マネ

ジ
メン

トや
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

との
関

係
を整

理
す

る
こと

を含
む

。 

（
⼀

）
不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

 
(a

) 
不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、「

原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、⽇

常
業

務
の

マ
ネ

ジ
メン

トや
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

との
関

係
を

整
理

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
１

）
不

適
合

の
レ

ビュ
ー

 
（

２
）

不
適

合
の

原
因

の
特

定
 

3
の

3 
（

１
）

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

の
特

定
 

 

36
4.

ロ 
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

㉑
 

 
（

ニ）
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

(b
) 

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

⼜
は

当
該

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

発
⽣

す
る

可
能

性
の

明
確

化
 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

4 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、第

2
項

の
4

に
定

め
る

事
象

以
外

の
事

象
に

つ
い

て
、蓄

積
され

て
い

る
不

適
合

等
に

関
す

る
デ

ー
タを

分
析

し、
起

こり
得

る
不

適
合

の
発
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

⽣
を

防
⽌

す
る

予
防

処
置

を
講

ず
る

た
め

、必
要

に
応

じて
⾏

う根
本

原
因

分
析

の
⽅

法
及

び
体

制
に

関
して

、第
2

項
の

4
各

号
を

満
た

す
よう

に
前

項
の

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”に

お
い

て
確

⽴
す

る
。 

36
5.

⼆
 必

要
な

是
正

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
(b

)必
要

な
是

正
処

置
を明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
b.

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

2
の

3 
（

４
）

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 
3

の
3 

（
３

）
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

 

36
6.

三
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
(c

)講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
６

）
とっ

た
是

正
処

置
の

有
効

性
の

レ
ビュ

ー
 

3
の

3 
（

５
）

とっ
た

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビュ
ー

 

 

36
7.

四
 必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
(d

)必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
した

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。 

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

し
た

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。（

「保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
」に

は
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
3 

（
４

）
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

3
の

3 
（

３
）

必
要

な
処

置
の

決
定

及
び

実
施

 

 

36
8.

五
 必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
(e

)必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

e.
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

9
の

5 
各

職
位

は
、品

質
⽅

針
、品

質
⽬

標
、監

査
結

果
、デ

ー
タ

の
分

析
、是

正
処

置
、予

防
処

置
及

び
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
通

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

有
効

性
を継

続
的

に
改

善
す

る
。 

 

36
9.

六
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

３
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し
発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。 

(f
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

１
に

記
載

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
2

の
4 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、安
全

に
重

⼤
な

影
響

を
与

え
る

事
象

に
つ

い
て

⾏
う根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
関

し
て

、次
の

各
号

を満
た

す
よ

うに
前

項
の

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”に

お
い

て
確

⽴
す

る
。 

（
１

）
体

制
の

主
体

の
中

⽴
性

が
確

保
され

て
い

る
こと

。 
（

２
）

分
析

結
果

の
客

観
性

及
び

分
析

⽅
法

の
論

理
性

が
確

保
され

て
い

る
こ

と。
 

（
３

）
処

置
が

分
析

結
果

に
対

応
した

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

（
４

）
具

体
的

な
処

置
実

施
計

画
を

明
確

に
し、

確
実

に
実

施
す

る
こと

。 

 

37
0.

七
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 
(g

)講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を管

理
す

る
こと

。 

g.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

2
の

3 
（

５
）

とっ
た

是
正

処
置

の
結

果
の

記
録

 
3

の
3 

（
４

）
とっ

た
処

置
の

結
果

の
記

録
 

 

37
1.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
 

b.
組

織
は

、a
.に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

(2
) 

安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

第
3

条
の

9
の

5 
 

－197 / 440－
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 /
 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 
内

標
準

名
を

表
２

に
記

載
 

2
の

3 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
事

項
を

規
定

す
る

た
め

に
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”を
確

⽴
す

る
。 

2
の

4 
監

査
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、安

全
に

重
⼤

な
影

響
を

与
え

る
事

象
に

つ
い

て
⾏

う根
本

原
因

分
析

の
⽅

法
及

び
体

制
に

関
し

て
、次

の
各

号
を満

た
す

よ
うに

前
項

の
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”に
お

い
て

確
⽴

す
る

。 
3

の
3 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 
3

の
4 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、第
2

項
の

4
に

定
め

る
事

象
以

外
の

事
象

に
つ

い
て

、蓄
積

され
て

い
る

不
適

合
等

に
関

す
る

デ
ー

タを
分

析
し、

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
予

防
処

置
を

講
ず

る
た

め
、必

要
に

応
じて

⾏
う根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
関

して
、第

2
項

の
4

各
号

を
満

た
す

よう
に

前
項

の
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”に
お

い
て

確
⽴

す
る

。 
37

2.
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

その
分

析
を⾏

い
、

当
該

類
似

の
事

象
に

共
通

す
る

原
因

を
明

確
に

した
上

で
、適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

４
 第

３
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、第

１
項

の
規

定
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
をい

う。
 

c.
組

織
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

その
分

析
を

⾏
い

、当
該

類
似

の
事

象
に

共
通

す
る

原
因

を
明

確
に

した
上

で
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(3
) 

組
織

は
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」
に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を⾏
い

、
当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。（

「適
切

な
措

置
を

講
じる

」と
は

、
(1

)の
うち

必
要

な
も

の
に

つ
い

て
実

施
す

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
3

の
4 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、第
2

項
の

4
に

定
め

る
事

象
以

外
の

事
象

に
つ

い
て

、蓄
積

され
て

い
る

不
適

合
等

に
関

す
る

デ
ー

タを
分

析
し、

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
予

防
処

置
を

講
ず

る
た

め
、必

要
に

応
じて

⾏
う根

本
原

因
分

析
の

⽅
法

及
び

体
制

に
関

して
、第

2
項

の
4

各
号

を
満

た
す

よう
に

前
項

の
“⽂

書
化

され
た

⼿
順

”に
お

い
て

確
⽴

す
る

。 

 

37
3.

（
未

然
防

⽌
処

置
）

 
（

未
然

防
⽌

処
置

）
 

（
ⅲ

）
未

然
防

⽌
処

置
 

8.
5.

3 
未

然
防

⽌
処

置
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4.
第

五
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

を収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、特
定

した
問

題
を含

む
。 

a.
組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じる

こ
と。

 

(1
) 

組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

を収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じ

る
こと

。（
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を
反

映
 

  

第
3

条
の

9
の

5 
3 

各
職

位
は

、起
こり

得
る

不
適

合
が

発
⽣

す
る

こと
を防

⽌
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
実

施
に

よ
って

得
られ

た
知

⾒
及

び
他

の
施

設
か

ら得
られ

た
知

⾒
の

活
⽤

を
含

め
、そ

の
原

因
を

除
去

す
る

処
置

を
決

め
る

。 
3

の
2 

予
防

処
置

は
、起

こり
得

る
問

題
の

影
響

に
応

じた
も

の
とす

る
。 

 

37
5.

⼀
 起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

(a
)起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
a.

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

１
）

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

の
特

定
 

 

37
6.

⼆
 未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 
(b

)未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
b.

未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
 

第
3

条
の

9
の

5 
3

の
3 

（
２

）
不

適
合

の
発

⽣
を

予
防

す
る

た
め

の
処

置
の

必
要

性
の

評
価

 

 

37
7.

三
 必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を明
確

に
 

(c
)必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を明
確

に
c.

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
 

第
3

条
の

9
の

5 
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1
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 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

本
⽂

７
号

との
差

異
説

明
 

現
⾏

保
安

規
定

⼜
は

社
内

規
定

 
保

安
規

定
 

全
社

品
質

保
証

計
画

書
 

し、
実

施
す

る
こと

。 
し、

実
施

す
る

こと
。 

し、
実

施
す

る
こと

。 
3

の
3 

（
３

）
必

要
な

処
置

の
決

定
及

び
実

施
 

37
8.

四
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
 

(d
)講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
d.

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を⾏
うこ

と。
 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

５
）

とっ
た

予
防

処
置

の
有

効
性

の
レ

ビュ
ー

 

 

37
9.

五
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
(e

)講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
第

3
条

の
9

の
5 

3
の

3 
（

４
）

とっ
た

処
置

の
結

果
の

記
録

 

 

38
0.

２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
b.

組
織

は
、a

.に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
表

２
に

記
載

 
 

第
3

条
の

9
の

5 
3

の
3 

監
査

室
⻑

、安
全

・品
質

本
部

⻑
及

び
事

業
部

⻑
は

、次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

事
項

を
規

定
す

る
た

め
に

“⽂
書

化
され

た
⼿

順
”を

確
⽴

す
る

。 

 

38
1.

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

 
 

 
―

 
―

 

38
2.

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
しな

い
使

⽤
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
) 

（
令

第
４

１
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

使
⽤

施
設

等
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

）
 

 
 

 
―

 
―

 

38
3.

第
五

⼗
四

条
使

⽤
者

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を使

⽤
し

な
い

者
に

限
る

。以
下

同
じ。

)は
、使

⽤
施

設
等

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

し、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
4.

⼀
 個

別
業

務
に

関
し、

継
続

的
な

改
善

を
計

画
的

に
実

施
し、

これ
を

評
価

す
る

こ
と。

 
 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
5.

⼆
 前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 

 
―

 
―

 
―

 
 

 

38
6.

 ２
 使

⽤
者

は
、前

項
に

規
定

す
る

措
置

に
関

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
を確

保
す

る
こ

との
重

要
性

を認
識

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」に
つ

い
て

は
、本

規
程

第
１

０
条

１
を

準
⽤

す
る

。 

―
 

―
 

―
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1
98

 /
 2

28
 

 品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

へ
の

対
応

内
容

の
整

理
 

No
 

主
な

追
加

要
求

事
項

 
主

な
品

質
管

理
基

準
規

則
条

項
 

保
安

規
定

の
項

番
号

 
具

体
的

対
応

内
容

 
①

 
GS

R 
Pa

rt
2 

基
本

安
全

⽬
的

の
反

映
 

第
1

条
 

第
10

条
 

1 5.
2 

・事
業

変
更

許
可

申
請

届
出

本
⽂

７
号

（
事

業
許

可
本

⽂
７

号
）

の
⽬

的
に

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
⽬

的
とな

る
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

を
明

⽰
 

 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さ）
した

グ
レ

ー
ド分

け
を

適
⽤

す
る

こと
を

明
確

化
 

 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダー
シ

ップ
に

関
す

る
事

項
の

追
加

 
第

9
条

 
第

16
条

第
2

項
 

5.
1 

 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S 

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し維
持

す
る

た
め

の
活

動
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

ア
ウト

プ
ット

）
 

 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 
 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 
第

46
条

第
5

項
 

8.
2.

2(
5)

 
・監

査
に

関
わ

る
管

理
者

及
び

監
査

員
に

⾃
らの

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

業
務

に
関

す
る

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
こと

を
明

確
化

 
 

⑪
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
規

制
機

関
の

⽴
ち

⼊
りを

可
能

とす
る

措
置

の
追

加
 

第
35

条
第

2
項

 
7.

4.
2(

2)
 

・供
給

者
の

⼯
場

等
で

当
社

が
⾏

う検
査

等
の

保
安

活
動

の
実

施
状

況
を

原
⼦

⼒
安

全
規

制
当

局
が

確
認

す
る

際
に

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

ち
⼊

りを
⾏

う場
合

が
あ

る
こと

を
、調

達
要

求
事

項
に

追
加

 

⑫
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

管
理

に
つ

い
て

追
加

 
第

34
条

第
2

項
 

第
35

条
第

1
項

第
6

号
 

7.
4.

1(
2)

 
7.

4.
2(

1)
f. 

・⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
施

設
に

組
み

込
む

場
合

に
お

い
て

、当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
係

る
情

報
を

供
給

者
等

か
ら⼊

⼿
し、

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
⑬

 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

の
追

加
 

第
19

条
第

1
項

第
12

号
,1

3
号

 
5.

6.
2l

.,m
. 

・マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
に

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
内

外
の

課
題

及
び

資
源

の
妥

当
性

を
追

加
 

⑭
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

の
監

視
の

⽅
法

に
「安

全
実

績
指

標
（

PI
）

の
活

⽤
」を

明
確

化
 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

それ
ぞ

れ
に

対
す

る
潜

在
的

な
影

響
を

追
加

 
第

4
条

第
4

項
第

8
号

 
4.

1(
4)

h.
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

要
素

の
うち

、セ
キ

ュリ
テ

ィと
原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
対

策
が

相
互

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し、

解
決

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、3

号
 

4.
2.

3(
2)

a.
,b

.,c
. 

・⽂
書

の
作

成
、更

新
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
及

び
審

査
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

を
明

確
化

 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
⑱

 
⽂

書
改

訂
⼿

続
き

と⼊
⼒

情
報

の
管

理
の

追
加

 
第

7
条

第
1

項
、2

項
 

4.
2.

3(
1)

,(
2)

 
・⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

を
確

認
で

き
る

こと
を

明
確

化
 

⑲
 

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
変

更
管

理
の

追
加

 
第

13
条

第
2

項
 

第
23

条
第

1,
3

項
 

第
27

条
第

1
項

 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、

評
価

し改
善

の
機

会
を

捉
え

る
た

め
の

仕
組

み
を

構
築

 

 

参
考
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 加
⼯

施
設

(M
O

X)
 保

安
規

定
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 許
可

整
合

性
説

明
資

料
 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
1.

 
 

 
 

M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

を
以

下
の

とお
りと

す
る

。 

第
２

章
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

5
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
以

下
の

とお
り品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
を

定
め

る
。 

・⽂
書

の
違

い
に

よ
る

相
違

 

2.
 

 
第

⼀
章

 総
則

 
（

⽬
的

）
 

第
１

章
総

則
 

（
⽬

的
）

 
イ 

⽬
的

 
1 

⽬
的

 
差

異
な

し（
⾒

出
し記

号
の

差
異

は
記

載
しな

い
）

 
（

以
下

、空
欄

は
、差

異
な

しで
あ

り、
記

載
し

な
い

。）
 

3.
 

 
第

⼀
条

 こ
の

規
則

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
を定

め
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
①

。 

1 
第

1
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

」と
は

、
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
(昭

和
32

年
法

律
第

16
6

号
。以

下
「原

⼦
炉

等
規

制
法

」と
い

う。
)

第
2

条
第

7
項

に
規

定
す

る
原

⼦
⼒

施
設

を
い

う。
 

M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

（
以

下
「品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
」

とい
う。

）
は

、M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
の

安
全

を
達

成
・維

持
・向

上
させ

る
た

め
、「

原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、加
⼯

施
設

の
安

全
を確

保
す

る
よ

う、
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

、社
⻑

を
トッ

プ
とし

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

・保
安

規
定

第
5

条
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
ま

で
含

め
た

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
とし

て
い

る
。 

な
お

、「
…

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し…

」の
「評

価
確

認
し」

に
つ

い
て

は
、記

載
反

映
漏

れ
の

た
め

修
正

を
⾏

う。
 

4.
 

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

 
ロ．

適
⽤

範
囲

 
2 

適
⽤

範
囲

 
 

5.
 

 
第

三
条

 次
章

か
ら第

六
章

ま
で

の
規

定
は

、原
⼦

⼒
施

設
(使

⽤
施

設
等

で
あ

って
、核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
施

⾏
令

(昭
和

三
⼗

⼆
年

政
令

第
三

百
⼆

⼗
四

号
。以

下
「令

」と
い

う。
)第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

も
の

を
除

く。
以

下
同

じ。
)に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

2 
第

七
章

の
規

定
は

、使
⽤

施
設

等
(令

第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
し

な
い

も
の

に
限

る
。)

に
つ

い
て

適
⽤

す
る

。 

 
品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
は

、M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 
・⽤

い
る

⽤
語

の
違

い
に

よ
る

差
異

 

6.
 

 
（

定
義

）
 

 
ハ

．
定

義
 

3 
定

義
 

 
7.

 
 

第
⼆

条
 こ

の
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

の
例

に
よ

る
。 

１
本

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、原

⼦
炉

等
規

制
法

及
び

原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

の
例

に
よ

る
。 

 

品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
お

け
る

⽤
語

の
定

義
は

、次
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

品
質

管
理

基
準

規
則

に
従

う。
 

   

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

8.
 

 
⼀

「保
安

活
動

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

とし
て

⾏
わ

れ
る

⼀
切

の
活

動
を

い
う。

 

 
―

 
―

 
 

9.
 

 
⼆

「不
適

合
」と

は
、要

求
事

項
に

適
合

して
い

な
い

こと
を

い
う。

 
 

―
 

―
 

 

10
. 

 
三

「プ
ロセ

ス
」と

は
、意

図
した

結
果

を
⽣

み
出

す
た

め
の

相
互

に
関

連
し、

⼜
は

作
⽤

す
る

⼀
連

の
活

動
及

び
⼿

順
を

い
う。

 

 
―

 
―

 
 

11
. 

 
四

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

」と
は

、保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
し、

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

⾃
らの

組
織

の
管

理
監

督
を

⾏
うた

め
の

仕
組

み
を

い
う。

 

２
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
」と

は
、原

⼦
炉

等
規

制
法

第
57

条
の

8
に

規
定

す
る

者
を

い
う。

 
３

 第
2

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
の

管
理

監
督

を
⾏

うた
め

の
仕

組
み

」に
は

、
組

織
が

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
必

要
な

⽂
書

を整
備

す
る

こと
を含

む
。 

―
 

   
 

―
 

 

資
料

①
 
別

紙
-
5
 

⻩
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

に
該

当
す

る
箇

所
を

⽰
す

。 
⽔

⾊
ハ

ッチ
ング

︓
事

業
許

可
本

⽂
7

号
との

整
合

箇
所

を⽰
す

。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 

  
12

. 
 

五
 「

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
認

識
し、

組
織

の
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
を

定
め

て
要

員
(保

安
活

動
を

実
施

す
る

者
を

い
う。

以
下

同
じ。

)が
これ

らを
達

成
す

る
こと

並
び

に
組

織
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
定

め
て

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

主
体

的
に

取
り組

む
こと

が
で

き
る

よ
う先

導
的

な
役

割
を

果
た

す
能

⼒
を

い
う。

 

４
 第

2
項

第
5

号
に

規
定

す
る

「要
員

(保
安

活
動

を実
施

す
る

者
を

い
う。

以
下

同
じ。

)」
とは

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
、保

安
活

動
を

実
施

す
る

組
織

の
内

外
の

者
を

い
う。

 

―
 

―
 

 

13
. 

 
六

「是
正

処
置

」と
は

、不
適

合
その

他
の

事
象

の
原

因
を

除
去

し、
その

再
発

を防
⽌

す
る

た
め

に
講

ず
る

措
置

を
い

う。
 

５
第

2
項

第
6

号
及

び
第

7
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
」に

は
、結

果
的

に
不

適
合

に
は

⾄
らな

か
った

事
象

⼜
は

原
⼦

⼒
施

設
に

悪
影

響
を及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
象

を
含

む
。 

―
 

―
 

 

14
. 

 
七

「未
然

防
⽌

処
置

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら

得
られ

た
知

⾒
を踏

ま
え

て
、⾃

らの
組

織
で

起
こ

り得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

６
第

2
項

第
7

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

」と
は

、国
内

外
の

原
⼦

⼒
施

設
に

加
え

、⽕
⼒

発
電

所
な

ど広
く産

業
全

般
に

関
連

す
る

施
設

を
い

う(
第

53
条

第
1

項
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

―
 

―
 

 

15
. 

 
⼋

「⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

安
全

機
能

に
係

る
機

器
、構

造
物

及
び

シ
ス

テ
ム

並
び

に
それ

らの
部

品
(以

下
「機

器
等

」
とい

う。
)で

あ
って

、専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
に

設
計

開
発

及
び

製
造

され
た

も
の

以
外

の
⼯

業
品

を
い

う。
 

 
―

 
―

 
 

16
. 

 
九

 「
妥

当
性

確
認

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

関
して

、
機

器
等

⼜
は

保
安

活
動

を構
成

す
る

個
別

の
業

務
(以

下
「個

別
業

務
」と

い
う。

)及
び

プロ
セ

ス
が

実
際

の
使

⽤
環

境
⼜

は
活

動
に

お
い

て
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
こと

を
い

う。
 

 
 

 
 

17
. 

 
 

 
(イ

) 
M

O
X

燃
料

加
⼯

施
設

 
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

13
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
加

⼯
施

設
を

い
う。

 
 

(1
)加

⼯
施

設
 

法
第

13
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
加

⼯
施

設
を

い
う。

 

 

18
. 

 
 

 
(ロ

) 
組

織
 

当
社

の
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

、
M

O
X

燃
料

加
⼯

施
設

を運
営

管
理

（
運

転
開

始
前

の
管

理
を

含
む

。）
す

る
各

部
⾨

の
総

称
を

い
う。

 

―
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、4

.1
⼀

般
要

求
事

項
に

、組
織

の
定

義
を

記
載

 

19
. 

 
 

 
―

 
(2

)ニ
ュー

シ
ア

 
原

⼦
⼒

施
設

の
事

故
若

しく
は

故
障

等
の

情
報

⼜
は

信
頼

性
に

関
す

る
情

報
を共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を
図

る
こと

を⽬
的

とし
た

、⼀
般

社
団

法
⼈

 
原

⼦
⼒

安
全

推
進

協
会

が
運

営
す

る
デ

ー
タベ

ー
ス

（
原

⼦
⼒

施
設

情
報

公
開

ライ
ブ

ラリ
ー

）
の

こと
を

い
う。

 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、ニ
ュー

シ
ア

の
定

義
を

記
載

 

20
. 

 
第

⼆
章

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
第

２
章

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
ニ．

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
 

21
. 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
）

 
第

４
条

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

(イ
) 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

4.
1

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
22

. 
 

第
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

(使
⽤

者
で

あ
っ

て
、令

第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
しな

い
も

の
を

除
く。

以
下

同
じ。

)は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

 
２

 第
1

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

その
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を⾏
うこ

と等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
 

(1
) 

組
織

は
、品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
 

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を 

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
 

(1
)第

6
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
(「

実
効

性
を

維
持

す
る

」と
は

、保
安

活
動

の
⽬

的
が

達
成

され
る

蓋
然

性
が

⾼
い

計
画

を
⽴

案
し、

計
画

どお
りに

保
安

活
動

を
実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
ま

た
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

とは
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

そ
の

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

う
こと

等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

23
. 

 
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。②
 

３
 第

2
項

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

⼒
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ、

第
2

項
第

1
号

か
ら第

3
号

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

を
考

慮
し

た
原

⼦
⼒

施
設

に
お

け
る

保
安

活
動

の
管

理
の

重
み

付
け

を
い

う。
 

(2
) 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
運

⽤
す

る
。こ

の
場

合
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を確
⽴

し、
運

⽤
す

る
。こ

の
場

合
、次

の
事

項
を適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

加
⼯

施
設

か
ら放

出
され

る
放

射
性

物
質

が
⼈

と環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

24
. 

 
⼀

 原
⼦

⼒
施

設
、組

織
⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

②
 

 
①

 M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 

a.
加

⼯
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 
 

25
. 

 
⼆

 原
⼦

⼒
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ②

 

４
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ」

と
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

 
  

②
 M

O
X

燃
料

加
⼯

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ 

b.
加

⼯
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の
⼤

き
さ（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

ら
に

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

⾃
然

現
象

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く。
）

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さを
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

26
. 

 
三

 機
器

等
の

故
障

若
しく

は
通

常
想

定
され

な
い

事
象

の
発

⽣
⼜

は
保

安
活

動
が

不
適

切
に

計
画

され
、若

しく
は

実
⾏

され
た

こと
に

よ
り起

こり
得

る
影

響
②

 

５
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「通
常

想
定

され
な

い
事

象
」と

は
、設

計
上

考
慮

して
い

な
い

⼜
は

考
慮

して
い

て
も

発
⽣

し得
る

事
象

（
⼈

的
過

誤
に

よ
る

作
業

の
失

敗
等

）
を

い
う。

 

③
 機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こ

り得
る

影
響

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

27
. 

 
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、⾃
らの

原
⼦

⼒
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

（
以

下
単

に
「関

係
法

令
」と

い
う。

）
を

明
確

に
認

識
し、

この
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。④
 

 
(3

) 
組

織
は

、M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

（
以

下
「関

係
法

令
」と

い
う。

）
を明

確
に

認
識

し、
品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

す
る

。 

(3
)組

織
は

、加
⼯

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

 

28
. 

 
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

 
(4

) 
組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プロ
セ

ス
を明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プロ
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
に

、そ
の

プロ
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

セ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 
セ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
。 

29
. 

 
⼀

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 

 
①

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
⽂

書
で

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

 

30
. 

 
⼆

 プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

６
第

4
項

第
2

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
」に

は
、組

織
内

の
プロ

セ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。 

②
 プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

す
る

こと
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を含
む

。）
を明

確
に

す
る

こと
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を図

5-
1

に
⽰

す
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

図
5-

1
を

記
載

 
31

. 
 

三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
定

め
る

こと
。⑭

 

７
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を⽰

す
指

標
」に

は
、原

⼦
⼒

規
制

検
査

等
に

関
す

る
規

則
(令

和
2

年
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
規

則
第

2
号

)
第

5
条

に
規

定
す

る
安

全
実

績
指

標
(特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
)を

含
む

。 

③
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

組
織

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を明

確
に

す
る

こ
と。

（
「保

安
活

動
指

標
」に

は
、安

全
実

績
指

標
（

特
定

核
燃

料
物

質
の

防
護

に
関

す
る

領
域

に
係

る
も

の
を除

く。
）

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

32
. 

 
四

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
(以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

)に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こと
(責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を含

む
。)

。 

 
④

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
）

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こ

と（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を

含
む

。）
。 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こ
と。

（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を

含
む

。）
 

 

33
. 

 
五

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
⑤

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 

34
. 

 
六

 プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

、
及

び
実

効
性

を維
持

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

８
 第

4
項

第
6

号
に

規
定

す
る

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。 

⑥
 プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、

及
び

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を維

持
す

る
た

め
の

措
置

」に
は

、プ
ロセ

ス
の

変
更

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

35
. 

 
七

 プ
ロセ

ス
及

び
組

織
を品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 
 

⑦
 プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 
g.

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こと

。 
 

36
. 

 
⼋

 原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、

原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よう

に
す

る
こと

。
⑮

 

９
 第

4
項

第
8

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ
対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュリ
テ

ィ
対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を

含
む

。 

⑧
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よう
に

す
る

こと
。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よう
に

す
る

こと
。

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よう
に

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

37
. 

 
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑤
 

１
０

 第
５

項
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」
とは

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を適
切

に
考

慮
して

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
⑥

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

・⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

され
て

い
る

。 
・要

員
が

、⾃
らが

⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

その
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

・全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 

(5
) 

組
織

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し

、
及

び
維

持
す

る。
 

 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を考

慮
した

意
思

決
定

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。 

e.
要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
・要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

持
ち

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

⾃
⼰

満
⾜

を戒
め

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

問
題

が
速

や
か

に
報

告
され

、報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
・安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、要
員

が
必

要
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を
取

って
い

る
。 

⼰
満

⾜
を戒

め
て

い
る

。 
f.原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
され

た
問

題
が

対
処

され
、そ

の
結

果
が

関
係

す
る

要
員

に
共

有
され

て
い

る
。 

g.
安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
って

い
る

。 

38
. 

 
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。
以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

プロ
セ

ス
が

管
理

さ
れ

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑳
 

 
(6

) 
組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。 

 

39
. 

 
７

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。②

 

 
(7

) 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
 

(7
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
 

 

40
. 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
）

 
(ロ

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

4.
2

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

 
 

41
. 

 
 

 
(1

) 
⼀

般
 

4.
2.

1
⼀

般
 

 
42

. 
 

第
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

条
第

⼀
項

の
規

定
に

よ
り品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

す
る

とき
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
⽂

書
を作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を図
5-

2
に

⽰
す

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
図

5-
2

を
記

載
 

43
. 

 
⼀

 品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
 

①
 品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

 
44

. 
 

⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を規

定
す

る
⽂

書
(以

下
「品

質
マ

ニュ
ア

ル
」と

い
う。

) 
 

②
 品

質
マニ

ュア
ル

 
b.

品
質

マニ
ュア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

45
. 

 
三

 実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

⽂
書

 

 
③

 実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

 
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、
組

織
が

必
要

と決
定

した
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
5-

1
に

⽰
す

⽂
書

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

1
に

記
載

 
 

46
. 

 
四

 こ
の

規
則

に
規

定
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、

図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 
 

④
 品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

⼿
順

書
、指

⽰
書

、図
⾯

等
（

以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
）

 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
5-

2
に

⽰
す

⽂
書

（
⼿

順
書

）
、及

び
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

指
⽰

書
、図

⾯
等

(以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
) 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

2
に

記
載

 
 

47
. 

 
（

品
質

マニ
ュア

ル
）

 
（

品
質

マニ
ュア

ル
）

 
(2

) 
品

質
マ

ニュ
ア

ル
 

4.
2.

2 
品

質
マニ

ュア
ル

 
 

48
. 

 
第

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マニ
ュア

ル
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

 
組

織
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 
社

⻑
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
記

載
 

49
. 

 
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
 

①
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

 

50
. 

 
⼆

 保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 
②

 保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

 
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 

51
. 

 
三

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

 
③

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
 

52
. 

 
四

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
 

④
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
 

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
d.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

し
た

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

 

53
. 

 
五

 プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

 
⑤

 プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

e.
プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

図
5-

1
を

記
載
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
 

54
. 

 
（

⽂
書

の
管

理
）

 
（

⽂
書

の
管

理
）

 
(3

) 
 ⽂

書
の

管
理

 
4.

2.
3 

⽂
書

の
管

理
 

 
55

. 
 

第
七

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
１

 第
１

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

 ・組
織

とし
て

承
認

され
て

い
な

い
⽂

書
の

使
⽤

⼜
は

適
切

で
は

な
い

変
更

の
防

⽌
⑰

 
・⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

出
等

の
防

⽌
⑰

 
・品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

⑱
 

①
 組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

失
等

の
防

⽌
、発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

56
. 

 
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
をす

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

し
た

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

きる
こと

を
含

む
。

⑱
 

②
 組

織
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
をす

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
よう

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を作

成
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

をす
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

よう
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よび

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。（
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

で
き

る
」に

は
、⽂

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

2
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を反

映
 

 

57
. 

 
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こ
と。

⑯
 

 
a.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こ
と。

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こ

と。
 

 

58
. 

 
⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
の

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
とと

も
に

、改
訂

に
当

た
り、

そ
の

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を承
認

す
る

こと
。

⑯
 

３
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」

とは
、第

１
号

と同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を審

査
し、

承
認

す
る

こと
⑱

を
い

う。
 

b.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
そ

の
妥

当
性

を審
査

し、
改

訂
を承

認
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。
（

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、a

.と
同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を審
査

し、
承

認
す

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

59
. 

 
三

 前
⼆

号
の

審
査

及
び

前
号

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。⑯
 

４
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「部
⾨

」と
は

、
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
規

定
に

規
定

す
る

組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

 

c.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

審
査

及
び

評
価

に
は

、そ
の

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を参

画
させ

る
こ

と。
 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、

その
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。（

「部
⾨

」と
は

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

60
. 

 
四

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

 
d.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 

61
. 

 
五

 改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

 
e.

 改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

 

62
. 

 
六

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

 
f. 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 

63
. 

 
七

 組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こ

と。
 

 
g.

 組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こ

と。
 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を識

別
し、

その
配

付
を管

理
す

る
こと

。 
 

64
. 

 
⼋

 廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

さ
れ

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
⽂

書
を

保
持

す
る

とき
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

 
h.

 廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

さ
れ

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
⽂

書
を

保
持

す
る

とき
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

 
理

す
る

こと
。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よう
に

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を

保
持

す
る

とき
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

 

65
. 

 
（

記
録

の
管

理
）

 
（

記
録

の
管

理
）

 
(4

) 
記

録
の

管
理

 
4.

2.
4 

記
録

の
管

理
 

 
66

. 
 

第
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、こ

の
規

則
に

 
①

 組
織

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
(1

)組
織

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を実
証

す
る

記
録

を明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を、
読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、

か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を、
読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、

か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

67
. 

 
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を作

成
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、①

の
記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

、及
び

廃
棄

に
関

し、
 

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

⼿
順

書
等

 
を

作
成

す
る

｡ 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

2
に

記
載

 
 

68
. 

 
第

三
章

 経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

第
３

章
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
ホ

．
経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

 
69

. 
 

（
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リ

ー
ダー

シ
ップ

）
 

（
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リ

ー
ダー

シ
ップ

）
 

(イ
) 

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
5.

1
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

 

70
. 

 
第

九
条

 経
営

責
任

者
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を発
揮

し、
責

任
を持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を維
持

して
い

る
こ

とを
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

 
社

⻑
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ッ

プ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ッ
プ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

す
る

。 

 

71
. 

 
⼀

 品
質

⽅
針

を
定

め
る

こと
。 

 
(1

) 
品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
a.

品
質

⽅
針

を定
め

る
こと

。 
 

72
. 

 
⼆

 品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 
(2

) 
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 
b.

品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 

73
. 

 
三

 要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。
⑤

 

１
第

3
号

に
規

定
す

る
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

」と
は

、要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
維

持
す

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(3
) 

要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。

（
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よう
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を

整
え

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

74
. 

 
四

 第
⼗

⼋
条

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
 

(4
) 

ホ
．

（
ヘ

）
(1

)に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
d.

5.
6.

1
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

 

75
. 

 
五

 資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 
 

(5
) 

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こ
と。

 
e.

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を確
保

す
る

こと
。 

 

76
. 

 
六

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
(6

) 
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
その

他
原

 
⼦

⼒
の

安
全

を確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

f.関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

 

77
. 

 
七

 保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を要

員
に

認
識

さ
せ

る
こと

。③
 

 
(7

) 
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
 

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

、要
員

に
認

識
させ

る
こと

。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を要
員

に
認

識
さ

せ
る

こと
。 

 

78
. 

 
⼋

 全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。③
 

 
(8

) 
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、 
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よう

に
す

る
こと

。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
な

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 

79
. 

 
（

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

）
 

（
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
）

 
(ロ

) 
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

5.
2

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
 

80
. 

 
第

⼗
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
意

思
決

定
に

当
た

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
それ

以
外

の
事

由
に

より
損

な
わ

れ
な

い
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。①
 

１
 第

10
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」と
は

、
例

え
ば

、コ
ス

ト、
⼯

期
等

に
よ

って
原

⼦
⼒

の
安

全
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よう
に

す
る

。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よう
に

す
る

。 

 

81
. 

 
（

品
質

⽅
針

）
 

（
品

質
⽅

針
）

 
(ハ

) 
品

質
⽅

針
 

5.
3 

品
質

⽅
針

 
 

82
. 

 
第

⼗
⼀

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

⑤
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
要

因
並

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よう

に
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よう

に
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」に
は

、
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
び

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組

織
全

体
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こと

。⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

し
て

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こと

。）
 

83
. 

 
⼀

 組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

２
 第

1
号

に
規

定
す

る
「組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

」に
は

、
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。 

(1
) 

組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
 

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。（

組
織

運
営

に
関

す
る

⽅
針

と
整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

84
. 

 
⼆

 要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

経
営

責
任

者
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
(2

) 
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
 

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 

85
. 

 
三

 品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
(3

) 
品

質
⽬

標
を

定
め

、評
価

す
る

に
当

た
 

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

c.
品

質
⽬

標
を定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 

86
. 

 
四

 要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こと
。 

 
(4

) 
要

員
に

周
知

され
、理

解
され

て
い

る
こと

。 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こと
。 

 
87

. 
 

五
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
経

営
責

任
者

が
責

任
を持

って
関

与
す

る
こ

と。
 

 
(5

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 
e.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

 

88
. 

 
 

 
(ニ

) 
計

画
 

5.
4 

計
画

 
 

89
. 

 
（

品
質

⽬
標

）
 

（
品

質
⽬

標
）

 
(1

) 
品

質
⽬

標
 

5.
4.

1 
品

質
⽬

標
 

 
90

. 
 

第
⼗

⼆
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

に
お

い
て

、
品

質
⽬

標
(個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。)
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・実
施

事
項

 
・必

要
な

資
源

 
・責

任
者

 
・実

施
事

項
の

完
了

時
期

 
・結

果
の

評
価

⽅
法

 

①
 社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

」に
は

、
品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、

「実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

91
. 

 
２

 経
営

責
任

者
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
達

成
状

況
を評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
 

②
 社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と

整
合

的
な

も
の

とな
る

よ
うに

す
る

。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と

整
合

的
な

も
の

とな
る

よ
うに

させ
る

。（
「そ

の
達

成
状

況
を評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

92
. 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
）

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
）

 
(2

) 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
5.

4.
2

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

 
93

. 
 

第
⼗

三
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
第

四
条

の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

 社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

ニ．
(イ

)の
規

定
に

適
合

す
る

よ
う、

その
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

 

94
. 

 
２

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑲
 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」に
は

、プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

変
更

(累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。)
を

含
む

。 

②
 社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。
この

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よう
に

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。

（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

」に
は

、
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を含

む
。ま

た
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

95
. 

 
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

⑲
 

２
 第

2
項

第
1

号
に

規
定

す
る

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
次

の
事

項
を

含
む

(第
23

条
第

3
項

第
1

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

a.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

－208 / 440－
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28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
・当

該
変

更
に

よる
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
 

・当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
 

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
」、

「当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
」を

含
む

。）
 

96
. 

 
⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
⑲

 
 

b.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
b.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

 

97
. 

 
三

 資
源

の
利

⽤
可

能
性

⑲
 

 
c.

 資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
 

98
. 

 
四

 責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

⑲
 

 
d.

 責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
 

99
. 

 
 

 
(ホ

) 
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
 

10
0.

 （
責

任
及

び
権

限
）

 
（

責
任

及
び

権
限

）
 

(1
) 

責
任

及
び

権
限

 
5.

5.
1

責
任

及
び

権
限

 
 

10
1.

 第
⼗

四
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

１
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。 
２

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、業

務
(情

報
の

伝
達

を
含

む
。)

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
 

社
⻑

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、
関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を

遂
⾏

で
き

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

10
2.

 (
再

掲
) 

第
⼗

四
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を遂

⾏
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

(再
掲

) 
１

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じて

、組
織

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。 

２
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

(情
報

の
伝

達
を

含
む

。)
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

き
る

仕
組

み
を

い
う。

 

 
(2

)社
⻑

は
、部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

保
安

活
動

を遂
⾏

で
き

る
よ

うに
す

る
。（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、業

務
（

情
報

の
伝

達
を含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こ
とな

く遂
⾏

で
きる

仕
組

み
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

10
3.

  
 

 
(3

)社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

と
し、

特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。ま

た
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、監

査
室

の
独

⽴
性

の
確

保
を

明
記

 

10
4.

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

）
 

(2
) 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

5.
5.

2 
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

 

10
5.

 第
⼗

五
条

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を管
理

す
る

責
任

者
に

、次
に

掲
げ

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
①

 社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

者
に

、次
に

掲
げ

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を与
え

る
。 

社
⻑

は
、第

7
条

第
２

項
(２

)、
(３

)、
(５

)
及

び
(６

)に
⽰

す
職

位
の

者
を

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
を管

理
す

る
責

任
者

（
以

下
「管

理
責

任
者

」と
い

う。
）

に
任

命
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
に

係
る

責
任

及
び

権
限

を与
え

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、他

の
条

⽂
に

管
理

責
任

者
が

定
め

られ
て

い
る

た
め

、当
該

条
⽂

を
引

⽤
 

10
6.

 ⼀
 プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
a.

 プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、

その
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

 

10
7.

 ⼆
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
経

営
責

任
者

に
報

告
す

る
こと

。 

 
b.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、社

⻑
に

報
告

す
る

こと
。 

 

10
8.

 三
 健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
c.

 健
全

な
安

全
⽂

化
を育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よう

に
す

る
こと

。 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よう

に
す

る
こと

。 

 

10
9.

 四
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

 
d.

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
d.

関
係

法
令

を遵
守

す
る

こと
。 

 
11

0.
 （

管
理

者
）

 
（

管
理

者
）

 
(3

) 
管

理
者

 
5.

5.
3

管
理

者
 

 
11

1.
 第

⼗
六

条
 経

営
責

任
者

は
、次

に
掲

げ
る

業
１

第
1

項
に

規
定

す
る

「管
理

者
」と

は
、職

務
①

 社
⻑

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を管
理

監
督

す
(1

)社
⻑

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を管
理

監
督

す
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規

－209 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
(以

下
「管

理
者

」と
い

う。
)に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

権
限

を
⽰

す
⽂

書
に

お
い

て
、管

理
者

とし
て

責
任

及
び

権
限

を付
与

され
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り、
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を

置
い

て
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
責

任
者

の
責

任
及

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。 

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

る
地

位
に

あ
る

者
（

以
下

「管
理

者
」と

い
う。

）
に

対
し、

管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

して
、責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。（

「管
理

者
」と

は
、品

質
マ

ニュ
ア

ル
に

お
い

て
、責

任
及

び
権

限
を

付
与

さ
れ

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プロ
セ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を

、責
任

及
び

権
限

を⽂
書

で
明

確
に

して
設

置
した

場
合

に
は

、そ
の

業
務

を
⾏

わ
せ

る
こと

が
で

き
る

。）
 

則
の

解
釈

を反
映

 

11
2.

 ⼀
 個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
さ

れ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 
a.

 個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

さ
れ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
さ

れ
る

とと
も

に
、そ

の
実

⾏
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

 

11
3.

 ⼆
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よう

に
す

る
こと

。 
 

b.
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
 

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

11
4.

 三
 個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

c.
 個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 

11
5.

 四
 健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

d.
 健

全
な

安
全

⽂
化

を育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
d.

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

11
6.

 五
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。④

 
 

e.
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

e.
関

係
法

令
を遵

守
す

る
こと

。 
 

11
7.

 ２
 管

理
者

は
、前

項
の

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。③
 

 
②

 管
理

者
は

、①
の

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
す

る
。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダ

ー
シ

ップ
を発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

。 

 

11
8.

 ⼀
 品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を監

視
測

定
す

る
こと

。③
 

 
a.

 品
質

⽬
標

を
設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を監
視

測
定

す
る

こと
。 

a.
品

質
⽬

標
を設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を監
視

測
定

す
る

こと
。 

 

11
9.

 ⼆
 要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。③

 

 
b.

 要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 

12
0.

 三
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。③
 

 
c.

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

 

12
1.

 四
 常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。③
 

 
d.

 常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

要
員

に
定

着
させ

る
とと

も
に

、要
員

が
、積

極
的

に
M

OX
燃

料
加

⼯
施

設
の

保
安

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る
問

題
の

報
告

を
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

 

12
2.

 五
 要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。③
 

 
e.

 要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を
⾏

え
る

よう
に

す
る

こと
。 

e.
要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を

⾏
え

る
よう

に
す

る
こと

。 
 

12
3.

 ３
 管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑨

 

２
 第

３
項

に
規

定
す

る
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を含
む

。 
 ３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

保
安

活
動

とし
て

取
り組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う(
第

18
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

③
 管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
う。

 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

実
施

す
る

。（
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。ま
た

、「
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う。
）

 
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

12
4.

 （
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

）
 

（
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

）
 

(4
) 

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

5.
5.

4
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
 

12
5.

 第
⼗

七
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト

１
 第

17
条

に
規

定
す

る
「組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

①
 社

⻑
は

、組
織

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

され
て

い
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
の

会
議

体
名

称
を

記
載

 
 

－210 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
が

必
要

に
応

じて
⾏

わ
れ

る
場

や
仕

組
み

を
決

め
、実

⾏
す

る
こと

を
い

う。
 

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
す

る
。 

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
す

る
。 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

は
以

下
の

とお
り。

 
 a.

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
 

b.
品

質
・保

安
会

議
 

c.
燃

料
製

造
安

全
委

員
会

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

2
に

記
載

 

12
6.

  
２

 第
17

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
」と

は
、例

え
ば

、第
18

条
に

規
定

す
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
の

結
果

を
要

員
に

理
解

させ
る

な
ど、

組
織

全
体

で
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
の

認
識

を
共

有
して

い
る

こと
を

い
う。

 

 
 

 

12
7.

  
 

ヘ
．

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

5.
6

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

 
12

8.
 （

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
(1

) 
⼀

般
 

5.
6.

1
⼀

般
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9.
 第

⼗
⼋

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を得
て

、保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を講

ず
る

た
め

、品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

評
価

（
以

下
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、

保
安

活
動

の
改

善
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
た

め
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

評
価

（
以

下
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を
、あ

らか
じ

め
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
う。

 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
期

間
」に

つ
い

て
、「

年
１

回
以

上
」と

明
確

化
 

 

13
0.

 （
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

）
 

(2
) 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

5.
6.

2
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
 

13
1.

 第
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
情

報
を

報
告

す
る

。 
 

13
2.

 ⼀
 内

部
監

査
の

結
果

 
 

①
内

部
監

査
の

結
果

 
a.

内
部

監
査

の
結

果
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3.
 ⼆

 組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
１

 第
2

号
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

」と
は

、外
部

監
査

(安
全

⽂
化

の
外

部
評

価
を

含
む

。)
の

結
果

(外
部

監
査

を
受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、地
域

住
⺠

の
意

⾒
、原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

意
⾒

等
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、外
部

監
査

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、評
価

等
を受

け
る

こと
を

い
う。

 

②
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を含
む

。）
（

「外
部

監
査

」と
は

、外
部

の
組

織
⼜

は
者

か
ら監

査
、評

価
等

を
受

け
る

こと
をい

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

13
4.

 三
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

 
２

 第
3

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、産
業

標
準

化
法

(昭
和

24
年

法
律

第
18

5
号

)に
基

づ
く⽇

本
産

業
規

格
Q

90
01

(以
下

「J
IS

 Q
90

01
」と

い
う。

)の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」に
相

当
す

る
も

の
を

い
う。

 

③
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 9
00

1)
」

（
以

下
「J

IS
 Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」に
相

当
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

13
5.

 四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
、定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
⽤

前
検

査
(以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
)並

び
に

⾃
主

検
査

等
の

結
果

 
 

３
 第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

主
検

査
等

」と
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を判

定
す

る
た

め
、

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う(

第
48

条
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

④
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を判
定

す
る

た
め

、組
織

が
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
ほ

か
に

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

 

13
6.

 五
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
 

⑤
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
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7.
 六

 健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
 

４
 第

6
号

に
規

定
す

る
「健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

」に
は

、内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況

⑥
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

 
f.健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

（
内

部
監

査
に

よ
る

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

並
び

に
管

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

－211 / 440－



 

2
10

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を含
む

。 

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
含

む
。）

 

13
8.

 七
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
 

⑦
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
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9.
 ⼋

 不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
 

５
 第

8
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

」に
は

、
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
並

び
に

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を
含

む
。 

⑧
 不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

 
h.

不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
（

組
織

の
内

外
で

得
られ

た
知

⾒
(技

術
的

な
進

歩
に

よ
り得

られ
た

も
の

を
含

む
。)

、不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

教
訓

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

14
0.

 九
 従

前
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
 

 
⑨

 従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
 

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
 

14
1.

 ⼗
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

 
⑩

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
 

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

14
2.

 ⼗
⼀

 部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
 

⑪
 部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

k.
部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 

14
3.

 ⼗
⼆

 資
源

の
妥

当
性

⑬
 

 
⑫

 資
源

の
妥

当
性

 
l.資

源
の

妥
当

性
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4.
 ⼗

三
 保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

⑬
 

６
 第

13
号

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
(第

52
条

第
1

項
第

4
号

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

⑬
 保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

 
措

置
の

実
効

性
 

m
.保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

14
5.

 （
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う
措

置
）

 
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う

措
置

）
 

(3
) 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

5.
6.

3
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
 

14
6.

 第
⼆

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

  
①

 組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

す
る

。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

 

14
7.

 ⼀
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

１
 第

1
号

に
規

定
す

る
「実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
」と

は
、改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
 

a.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

組
織

の
業

務
遂

⾏
能

⼒
を

向
上

させ
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

14
8.

 ⼆
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 
 

b.
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 
b.

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

 

14
9.

 三
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

 
c.

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 
 

15
0.

 四
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
⑤

 
２

 第
４

号
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

に
関

す
る

改
善

」に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を含
む

。 

d.
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

15
1.

 五
 関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

④
 

 
e.

 関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

e.
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
 

15
2.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビ

ュー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

15
3.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、①

の
決

定
をし

た
事

項
に

つ
い

て
、

必
要

な
措

置
を講

じる
。 

(3
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

で
決

定
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を講

じ
る

。 

 

15
4.

 第
四

章
 資

源
の

管
理

 
第

四
章

 資
源

の
管

理
 

ヘ
．

資
源

の
管

理
 

6
資

源
の

管
理

 
 

15
5.

 （
資

源
の

確
保

）
 

（
資

源
の

確
保

）
 

(イ
) 

資
源

の
確

保
 

6.
1

資
源

の
確

保
 

 
15

6.
 第

⼆
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

１
 第

２
１

条
に

規
定

す
る

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
規

程
の

事
項

を実
施

す
る

た
め

に
必

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
組

織
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を確
実

な
も

の
に

す
る

た
め

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
資

源
を

明
確

に
定

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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2
11

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
に

掲
げ

る
資

源
を明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
本

規
程

第
２

条
４

に
規

定
す

る
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を含
む

。）
とを

明
確

に
し、

それ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
⑳

 
２

 第
2

号
に

規
定

す
る

「個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

」と
は

、
JI

S 
9０

01
の

「イ
ンフ

ラス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
 

３
 第

３
号

に
規

定
す

る
「作

業
環

境
」に

は
、

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、温

度
、照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。 

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
す

る
。 

め
、こ

れ
を

確
保

し、
及

び
管

理
す

る
。（

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
品

質
マネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

を
明

確
に

し、
それ

を
定

め
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

15
7.

 ⼀
 要

員
 

 
(1

) 
要

員
 

a.
要

員
 

 
15

8.
 ⼆

 個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
 

 
(2

) 
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
 

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ンフ

ラス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

15
9.

 三
 作

業
環

境
 

 
 

(3
) 

作
業

環
境

 
c.

作
業

環
境

（
作

業
場

所
の

放
射

線
量

、温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

16
0.

 四
 そ

の
他

必
要

な
資

源
 

 
(4

) 
その

他
必

要
な

資
源

 
d.

その
他

必
要

な
資

源
 

 
16

1.
 （

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

（
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
）

 
(ロ

) 
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

6.
2

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
 

16
2.

 第
⼆

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
必

要
な

技
能

及
び

経
験

を
有

し、
意

図
した

結
果

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を適

⽤
す

る
能

⼒
(以

下
「⼒

量
」と

い
う。

)が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

とす
る

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

に
関

す
る

知
識

を
含

む
。⑥

 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
必

要
な

技
能

及
び

経
験

を有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
それ

を
適

⽤
す

る
能

⼒
（

以
下

「⼒
量

」と
い

う。
）

が
実

証
され

た
者

を要
員

に
充

て
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を有

し、
意

図
した

結
果

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
並

び
に

それ
を

適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を要

員
に

充
て

る
。（

「⼒
量

」に
は

、組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

16
3.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
の

⼒
量

を確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を
別

表
5-

1
に

記
載

 

16
4.

 ⼀
 要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

 
①

 要
員

に
どの

よ
うな

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
a.

要
員

に
どの

よう
な

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
 

16
5.

 ⼆
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を講

ず
る

こと
。 

 

２
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

し、
⼜

は
雇

⽤
す

る
こと

を含
む

。 

②
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
b.

要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

16
6.

 三
 前

号
の

措
置

の
実

効
性

を評
価

す
る

こと
。 

 
 

③
 教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を評
価

す
る

こと
。 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

処
置

の
実

効
性

を評
価

す
る

こと
。 

 

16
7.

 四
 要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を認

識
して

い
る

よう
に

す
る

こと
。 

 
④

 要
員

が
⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を認
識

して
い

る
よう

に
す

る
こと

。 
d.

要
員

が
、⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
して

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 

16
8.

 イ
 品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

a.
 品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

(a
)品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
 

16
9.

 ロ
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
 

b.
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
 

17
0.

 ハ
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

 
c.

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
(c

)原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
 

17
1.

 五
 要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こ
と。

 

 
⑤

 要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こ

と。
 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

 

17
2.

 第
五

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
第

五
章

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

ト．
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

7 
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個
 

－213 / 440－



 

2
12

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
び

個
別

業
務

の
実

施
 

び
個

別
業

務
の

実
施

 
個

別
業

務
の

実
施

 
別

業
務

の
実

施
 

17
3.

 （
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
）

 
（

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

）
 

(イ
) 

個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
の

計
画

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

の
計

画
 

 
17

4.
 第

⼆
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プロ
セ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
し

て
計

画
を策

定
⑲

す
る

こと
を含

む
。 

(1
) 

組
織

は
、個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

に
つ

い
て

、計
画

を
策

定
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

確
⽴

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。（

「計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、

4.
1(

2)
c.

の
事

項
を

考
慮

して
計

画
を

策
定

す
る

こと
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

1
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を反

映
 

17
5.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プ

ロセ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を確
保

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

、業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。 

(2
) 

組
織

は
、(

1)
の

計
画

と当
該

個
別

業
務

以
外

の
プロ

セ
ス

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

を
確

保
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と

の
整

合
性

を確
保

す
る

。（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

17
6.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑲

 

３
 第

3
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
(以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

)の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
(累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。)

を
含

む
。 

(3
) 

組
織

は
、個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
⼜

は
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を含

む
。）

を含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

17
7.

 ⼀
 個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

⑲
 

 
①

 個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

 

 

17
8.

 ⼆
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
 

②
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 

17
9.

 三
 機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プロ
セ

ス
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

 
③

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プロ

セ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

 

18
0.

 四
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を判
定

す
る

た
め

の
基

準
(以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

) 

 
④

 使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
これ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
）

 

 

18
1.

 五
 個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 
⑤

 個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

を実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プロ

セ
ス

及
び

当
該

プ
ロ

セ
ス

を
実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 

18
2.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を、
その

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

) 
組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、
その

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を、

そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

 

18
3.

  
 

(ロ
) 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プロ
セ

ス
 

 

18
4.

 （
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

）
 

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

）
 

(1
) 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き
事

項
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

 
 

18
5.

 第
⼆

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

る
。 

 

18
6.

 ⼀
 組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
①

 組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 

18
7.

 ⼆
 関

係
法

令
 

 
②

 関
係

法
令

 
b.

関
係

法
令

 
 

18
8.

 三
 前

⼆
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

 
③

 ①
及

び
②

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、組

織
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
c.

a.
及

び
b.

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、組

織
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
 

18
9.

 （
個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
）

 
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

）
 

(2
) 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
 

19
0.

 第
⼆

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
ら

か
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

 
①

 組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

19
1.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

を実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 
 

19
2.

 ⼀
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
 

a.
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
定

め
られ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 

19
3.

 ⼆
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じ

め
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
さ

れ
て

い
る

こと
。 

 
b.

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、あ
らか

じ
め

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

さ
れ

て
い

る
こと

。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じ

め
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
さ

れ
て

い
る

こと
。 

 

19
4.

 三
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

 
c.

 組
織

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
し

て
い

る
こと

。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

し
て

い
る

こと
。 

 

19
5.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
③

 組
織

は
、①

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 

19
6.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
④

 組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

す
る

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
を

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

 

19
7.

 （
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

）
 

(3
) 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
 

19
8.

 第
⼆

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、実

効
性

の
あ

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

１
 第

２
６

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、実

効
性

の
あ

る
⽅

法
を明

確
に

定
め

、
これ

を
実

施
す

る
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

19
9.

  
・組

織
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し、
適

切
に

情
報

を通
知

す
る

⽅
法

 
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し適
切

に
情

報
を通

知
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
20

0.
  

・予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
と

の
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

連
絡

⽅
法

 
 

b.
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

対
話

を
⾏

う適
切

な
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

20
1.

  
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

 
c.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 
・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を反

映
 

 
20

2.
  

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

 
d.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

20
3.

  
 

(ハ
) 

設
計

開
発

 
7.

3 
設

計
開

発
 

 
20

4.
 （

設
計

開
発

計
画

）
 

（
設

計
開

発
計

画
）

 
(1

) 
設

計
開

発
計

画
 

7.
3.

1 
設

計
開

発
計

画
 

 
20

5.
 第

⼆
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

(専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。)

の
計

画
(以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

)を
策

定
す

る
とと

も
に

、設
計

開
発

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
」に

は
、

設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

む
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う

必
要

が
あ

る
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
（

専
ら

原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

活
動

（
第

４
条

第
２

項
第

３
号

の
事

①
 組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。
（

「設
計

開
発

」に
は

、設
備

、施
設

、ソ
フト

ウ
ェア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う

必
要

が
あ

る
。な

お
、「

設
計

開
発

の
計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、不
適

合
及

び
予

期
せ

ぬ
事

象
の

発
⽣

等
を未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を考
慮

して
⾏

うも
の

を
含

む
。）

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を表

5-
1

に
記

載
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
項

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を含

む
。）

を
⾏

うこ
と

⑲
を

含
む

。 
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

20
6.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
 

20
7.

 ⼀
 設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さの
程

度
 

 
a.

 設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
a.

設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
 

20
8.

 ⼆
 設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 
b.

 設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

 

20
9.

 三
 設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

 
c.

 設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
c.

設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
 

21
0.

 四
 設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

 
d.

 設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
d.

設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
 

21
1.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
③

 組
織

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

さ
れ

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
さ

れ
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

 

21
2.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
規

定
に

よ
り策

定
され

た
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
④

 組
織

は
、①

に
よ

り策
定

され
た

設
計

開
発

計
画

を
、設

計
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
適

切
に

変
更

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

 

21
3.

 （
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

）
 

(2
) 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
 

21
4.

 第
⼆

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

って
、次

に
掲

げ
る

も
の

を明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

こ
れ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

 組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

って
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
とと

も
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

21
5.

 ⼀
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
 機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

 
21

6.
 ⼆

 従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

 
b.

 従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

 

21
7.

 三
 関

係
法

令
 

 
c.

 関
係

法
令

 
c.

関
係

法
令

 
 

21
8.

 四
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

d.
 そ

の
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

21
9.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を評
価

し、
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を
評

価
し、

承
認

す
る

。 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を
評

価
し、

承
認

す
る

。 
 

22
0.

 （
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
）

 
（

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

）
 

(3
) 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
7.

3.
3 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
 

22
1.

 第
⼆

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、設
計

開
発

に
⽤

い
た

情
報

と対
⽐

して
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
」と

は
、例

え
ば

、機
器

等
の

仕
様

⼜
は

ソ
フト

ウェ
アを

い
う。

 

①
 組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

 

22
2.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プロ

セ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プロ
セ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

 

22
3.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
③

 組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 
(3

)組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 
 

22
4.

 ⼀
 設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

a.
 設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 

22
5.

 ⼆
 調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

 
b.

 調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
b.

調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
22

6.
 三

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
c.

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こと
。 

c.
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
 

22
7.

 四
 機

器
等

を安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

 
d.

 機
器

等
を安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

 

22
8.

 （
設

計
開

発
レビ

ュー
）

 
（

設
計

開
発

レビ
ュー

）
 

(4
) 

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
 

7.
3.

4 
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

 
 

22
9.

 第
三

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
(以

下
「設

計
開

発
レ

ビュ
ー

」と
い

う。
)を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
①

 組
織

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
「設

計
開

発
レビ

ュー
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レビ
ュー

」と
い

う。
）

を
実

施
す

る
。 

 

23
0.

 ⼀
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
 

a.
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 

23
1.

 ⼆
 設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を

明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

 
b.

 設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 

23
2.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

さ
せ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
に

、当
該

設
計

開
発

レビ
ュー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

及
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

⾨
家

を参
加

させ
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

に
、当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を参

加
させ

る
。 

 

23
3.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
③

 組
織

は
、設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レビ

ュー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レビ
ュー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レビ
ュー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

23
4.

 （
設

計
開

発
の

検
証

）
 

（
設

計
開

発
の

検
証

）
 

(5
) 

設
計

開
発

の
検

証
 

7.
3.

5 
設

計
開

発
の

検
証

 
 

23
5.

 第
三

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

状
態

を確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」に

は
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

プロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
移

⾏
す

る
前

に
、当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

⾏
うこ

と含
む

。 

①
 組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を実
施

す
る

。（
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
」に

は
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
移

⾏
す

る
前

に
、当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

23
6.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

検
証

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、設

計
開

発
の

検
証

の
結

果
の

記
録

、及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 

23
7.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
第

⼀
項

の
検

証
を

させ
て

は
な

ら
な

い
。 

 
③

 組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を⾏

った
要

員
に

当
該

設
計

開
発

の
検

証
を

させ
な

い
。 

(3
)組

織
は

、当
該

設
計

開
発

を⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 
 

23
8.

 （
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
）

 
（

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

）
 

(6
) 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
7.

3.
6 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
 

23
9.

 第
三

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

(以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」

とい
う。

)を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。 

①
 組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、

設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、

設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を実

施
す

る
。（

「当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

を
実

施
す

る
」に

は
、機

器
等

の
設

置
後

で
な

け
れ

ば
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

24
0.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

 
②

 組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、設
計

開
発

妥
 

－217 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

完
了

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

24
1.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
③

 組
織

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 

24
2.

 （
設

計
開

発
の

変
更

の
管

理
）

 
（

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

）
 

(7
) 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
 

24
3.

 第
三

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

変
更

を⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
と

とも
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

 組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

った
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こ
とが

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こ

とが
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

 

24
4.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
す

る
。 

 

24
5.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

原
⼦

⼒
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

(当
該

原
⼦

⼒
施

設
を構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。)

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
③

 組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
M

O
X

燃
料

加
⼯

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

M
O

X
燃

料
加

⼯
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
加

⼯
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
加

⼯
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を含

む
。）

を
⾏

う。
ま

た
、組

織
は

、⽕
災

区
域

及
び

⽕
災

区
画

の
変

更
、設

備
改

造
等

の
設

計
変

更
を

⾏
う場

合
に

お
い

て
は

、内
部

⽕
災

影
響

評
価

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
。評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、安
全

上
重

要
な

施
設

の
安

全
機

能
を損

な
うこ

とが
な

い
こと

を
確

認
す

る
た

め
、内

部
⽕

災
影

響
評

価
の

再
評

価
を

実
施

す
る

。 

 

24
6.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼆
項

の
審

査
、

検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
そ

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
④

組
織

は
、②

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

 

24
7.

  
 

(ニ
) 

調
達

 
7.

4 
調

達
 

 
24

8.
 （

調
達

プロ
セ

ス
）

 
（

調
達

プロ
セ

ス
）

 
(1

) 
調

達
プ

ロセ
ス

 
7.

4.
1 

調
達

プロ
セ

ス
 

 
24

9.
 第

三
⼗

四
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

(以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

)が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

(以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

)に
適

合
す

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

 組
織

は
、調

達
す

る
物

品
⼜

は
役

務
（

以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

）
が

、⾃
ら規

定
す

る
調

達
物

品
等

に
係

る
要

求
事

項
（

以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

1
に

記
載

 

25
0.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を⼊

⼿
し当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑫
 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

」に
は

、⼒
量

を
有

す
る

者
を組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。⑳
 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「管

理
の

⽅
法

」と
は

、
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

適
切

な
⽅

法
（

機
器

単
位

の
検

証
、調

達
物

品
等

の
妥

当
性

確
認

等
の

⽅
法

）
を

い
う。

 
３

 第
２

項
に

規
定

す
る

「調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を
⼊

⼿
し当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
」

に
は

、例
え

ば
、次

の
よ

うに
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

関
す

る
技

術

②
 組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
る

。
この

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を⼊

⼿
し当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よう
に

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
う管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
る

。（
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
さ

れ
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
」に

は
、⼒

量
を

有
す

る
者

を
組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。ま
た

、「
管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、
調

達
物

品
等

の
妥

当
性

確
認

等
の

⽅
法

）
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
的

な
評

価
を

⾏
うこ

とを
い

う。
 

・採
⽤

しよ
うと

す
る

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
技

術
情

報
を供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を設

置
しよ

うと
す

る
環

境
等

の
情

報
を供

給
者

等
に

提
供

し、
供

給
者

等
に

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
技

術
的

な
評

価
を

⾏
わ

せ
る

こと
。 

 

25
1.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
③

 組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を評
価

し、
選

定
す

る
。 

 

25
2.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
④

 組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を定
め

る
。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

及
び

選
定

に
係

る
判

定
基

準
を定

め
る

。 
 

25
3.

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
⑤

 組
織

は
、③

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 

25
4.

 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
調

達
す

る
場

合
に

は
、個

別
業

務
計

画
に

お
い

て
、

適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

(当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
(原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。)

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。)
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
⑥

 組
織

は
、調

達
物

品
等

を
調

達
す

る
場

合
に

は
、個

別
業

務
計

画
に

お
い

て
、適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

M
OX

燃
料

加
⼯

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。）

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

｡ 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
加

⼯
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

｡ 

 

25
5.

 （
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

（
調

達
物

品
等

要
求

事
項

）
 

(2
) 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

7.
4.

2 
調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
 

25
6.

 第
三

⼗
五

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、該

当
す

る
も

の
を

含
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
①

 組
織

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、

次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、
該

当
す

る
も

の
を含

め
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、
次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、

該
当

す
る

も
の

を含
め

る
。 

 

25
7.

 ⼀
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プロ
セ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プロ
セ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

 

25
8.

 ⼆
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

 
b.

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
b.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
 

25
9.

 三
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

c.
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

26
0.

 四
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
１

 第
1

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
報

告
」に

は
、偽

造
品

⼜
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。 

d.
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

 
d.

調
達

物
品

等
の

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
（

「不
適

合
の

報
告

」に
は

、
偽

造
品

⼜
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

26
1.

 五
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 
e.

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

 

26
2.

 六
 ⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
⑫

 
 

f. 
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 
f.⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

26
3.

 七
 そ

の
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
g.

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g.

その
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
26

4.
 ２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よる
当

該
⼯

場
等

２
 第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
他

の
個

別
業

務
」と

は
、例

え
ば

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、プ
ロ

セ
ス

の
確

認
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
た

め
に

供
給

者
が

⾏
う活

動
へ

の
⽴

会
い

や
記

録
確

認
等

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 

②
 組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、

組
織

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、

組
織

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

含

 

－219 / 440－



 

2
18

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。⑪

 
含

め
る

。 
め

る
。 

26
5.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
③

 組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し
調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を確
認

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し

調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を確

認
す

る
。 

 

26
6.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
④

 組
織

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

る
。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

 

26
7.

 （
調

達
物

品
等

の
検

証
）

 
（

調
達

物
品

等
の

検
証

）
 

(3
) 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
 

26
8.

 第
三

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を定

め
、実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

 組
織

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よう
に

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よう

に
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

 

26
9.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 

 

27
0.

  
 

(ホ
) 

個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5 

個
別

業
務

の
管

理
 

 
27

1.
 （

個
別

業
務

の
管

理
）

 
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
(1

) 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

 
27

2.
 第

三
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
し

な
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
)に

適
合

す
る

よ
うに

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
実

施
す

る
。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

実
施

す
る

。 

 

27
3.

 ⼀
 原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

きる
体

制
に

あ
る

こと
。 

１
 第

１
号

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

 
・当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
 

①
 M

O
X

燃
料

加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
a.

加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。（
「加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、「

保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

」及
び

「当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き

結
果

」を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

27
4.

 ⼆
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

②
 ⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b.

⼿
順

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
 

27
5.

 三
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
し

て
い

る
こと

。 
 

③
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
し

て
い

る
こと

。 
c.

当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
 

27
6.

 四
 監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を使
⽤

して
い

る
こ

と。
 

 
④

 監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を使

⽤
して

い
る

こ
と。

 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を使
⽤

して
い

る
こ

と。
 

 

27
7.

 五
 第

四
⼗

七
条

の
規

定
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
 

⑤
 チ

.(
ロ)

(3
)に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

し
て

い
る

こと
。 

e.
8.

2.
3

に
基

づ
き

監
視

測
定

を
実

施
して

い
る

こと
。 

 

27
8.

 六
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
き、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

 
⑥

 品
質

管
理

に
関

す
る

事
項

に
基

づ
き

、プ
ロ

セ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

・⽤
い

る
⽤

語
の

違
い

に
よ

る
差

異
 

27
9.

 （
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

（
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

）
 

(2
) 

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
 

28
0.

 第
三

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

 
①

 組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
(1

)組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
 

－220 / 440－
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プロ
セ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

きな
い

場
合

(個
別

業
務

が
実

施
さ

れ
た

後
に

の
み

不
適

合
その

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を含
む

。)
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 

28
1.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

プ
ロセ

ス
が

個
別

業
務

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、同

項
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、①

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、①

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、

(1
)の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

 

28
2.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
③

 組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 

28
3.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

プ
ロセ

ス
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
)を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
④

 組
織

は
、①

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

 

28
4.

 ⼀
 当

該
プロ

セ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

 
a.

 当
該

プ
ロセ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
a.

当
該

プロ
セ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
 

28
5.

 ⼆
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を確
認

す
る

⽅
法

 
 

b.
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を確
認

す
る

⽅
法

 
b.

妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を確

認
す

る
⽅

法
 

 

28
6.

 三
 妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

１
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を含

む
。 

c.
 妥

当
性

確
認

の
⽅

法
 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う
定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

28
7.

 （
識

別
管

理
）

 
（

識
別

管
理

）
 

(3
) 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
 

28
8.

 第
三

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
全

て
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、適

切
な

⼿
段

に
よ

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を識

別
し、

管
理

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

39
条

に
規

定
す

る
「機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を識

別
」と

は
、不

注
意

に
よ

る
誤

操
作

、検
査

の
設

定
条

件
の

不
備

⼜
は

実
施

漏
れ

等
を防

ぐた
め

に
、例

え
ば

、札
の

貼
付

け
や

個
別

業
務

の
管

理
等

に
よ

り機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
区

別
す

る
こと

を
い

う。
 

①
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
 

お
い

て
、適

切
な

⼿
段

に
よ

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

し、
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

 

28
9.

 （
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
第

四
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、 

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィ(

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

履
歴

、適
⽤

⼜
は

所
在

を
追

跡
で

き
る

状
態

を
い

う。
)の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を識

別
し、

これ
を記

録
す

る
とと

も
に

、
当

該
記

録
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
 

②
 組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
をい

う。
）

の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

こ
れ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
をい

う。
）

の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

こ
れ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

 

29
0.

 （
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
）

 
（

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

）
 

(4
) 

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
7.

5.
4

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
 

29
1.

 第
四

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

４
１

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、Ｊ
Ｉ

Ｓ
 Ｑ

９
０

０
１

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

を
所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
」と

は
、J

IS
 Q

90
01

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

29
2.

 （
調

達
物

品
の

管
理

）
 

（
調

達
物

品
の

管
理

）
 

(5
) 

調
達

物
品

の
管

理
 

7.
5.

5 
調

達
物

品
の

管
理

 
 

29
3.

 第
四

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、調

達
し

た
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よう

に
管

理
(識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。)

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
①

 組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を含
む

。）
す

る
。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、
包

装
、保

管
及

び
保

護
を含

む
。）

す
る

。 

 

29
4.

 （
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

（
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

）
 

(ヘ
) 

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

7.
6 

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

 
29

5.
 第

四
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
器

等
 

(1
) 

組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

 

－221 / 440－



 

2
20

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
⼜

は
個

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
明

確
に

定
め

る
。 

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

29
6.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

 

29
7.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

) 
組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。 

 

29
8.

 ⼀
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

(当
該

計
量

の
標

準
が

存
在

しな
い

場
合

に
あ

って
は

、校
正

⼜
は

検
証

の
根

拠
に

つ
い

て
記

録
す

る
⽅

法
)に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 

１
 第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、第

２
３

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き定
め

た
計

画
に

基
づ

く間
隔

を
い

う。
 

a.
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

29
9.

 ⼆
 校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よ
う、

識
別

さ
れ

て
い

る
こと

。 
 

 
b.

 校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
さ

れ
て

い
る

こと
。 

b.
校

正
の

状
態

が
明

確
に

な
る

よう
、識

別
され

て
い

る
こと

。 
 

30
0.

 三
 所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

 
c.

 所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
c.

所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
 

30
1.

 四
 監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら
保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

d.
 監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら
保

護
され

て
い

る
こと

。 
d.

監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら

保
護

され
て

い
る

こと
。 

 

30
2.

 五
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

e.
 取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 

30
3.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を評
価

し、
これ

を記
録

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

) 
組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

 

30
4.

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

同
項

の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(5

) 
組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

 

30
5.

 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(6

) 
組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 

30
6.

 ７
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウェ

ア
を使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(7

) 
組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウェ
ア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウェ
ア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

 

30
7.

 第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

第
六

章
 評

価
及

び
改

善
 

チ
.評

価
及

び
改

善
 

8 
評

価
及

び
改

善
 

 
30

8.
 （

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

）
 

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
）

 
(イ

) 
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

8.
1

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

 
 

30
9.

 第
四

⼗
四

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
、分

析
、

評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

」に
は

、取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

部
⾨

の
管

理
者

等
の

要
員

を
含

め
、組

織
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、
⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

(1
) 

組
織

は
、監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。
（

「監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

」に
は

、取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

組
織

の
管

理
者

等
の

要
員

を
含

め
、組

織

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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2
21

 /
 2
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
含

む
。 

 
が

当
該

改
善

の
必

要
性

、⽅
針

、⽅
法

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
プロ

セ
ス

を含
む

。）
 

31
0.

 ２
原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よう
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を利
⽤

で
き

る
よう

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、要
員

が
情

報
を容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
 

(2
) 

組
織

は
、要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
。 

(2
)組

織
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よう
に

す
る

。（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 

31
1.

  
 

(ロ
) 

監
視

測
定

 
8.

2 
監

視
測

定
 

 
31

2.
 （

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

）
 

（
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
）

 
(1

) 
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

8.
2.

1 
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
 

 
31

3.
 第

四
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

」に
は

、例
え

ば
、外

部
監

査
結

果
の

把
握

、地
元

⾃
治

体
及

び
地

元
住

⺠
の

保
安

活
動

に
関

す
る

意
⾒

の
把

握
並

び
に

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
指

摘
等

の
把

握
が

あ
る

。 

①
組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

 

31
4.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

意
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、①

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

 

31
5.

 （
内

部
監

査
）

 
（

内
部

監
査

）
 

(2
) 

内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
 

31
6.

 第
四

⼗
六

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

要
件

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、客
観

的
な

評
価

を⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を実
施

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
は

、内
部

監
査

の
対

象
に

関
与

して
い

な
い

要
員

に
実

施
させ

る
こと

が
で

き
る

。 
 

①
 組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
より

内
部

監
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。 

 

31
7.

 ⼀
 こ

の
規

則
の

規
定

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
 

a.
 品

質
管

理
に

関
す

る
事

項
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 

31
8.

 ⼆
 実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

 
b.

 実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
b.

実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
 

31
9.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
②

 組
織

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
る

。 
(2

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、
監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

 

32
0.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

その
他

の
領

域
(以

下
単

に
「領

域
」と

い
う。

)の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果
を

考
慮

して
内

部
監

査
の

対
象

を
選

定
し、

か
つ

、内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
(以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

)を
策

定
し、

及
び

実
施

す
る

こと
に

よ
り、

内
部

監
査

の
実

効
性

を
維

持
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
③

 組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

その
他

の
領

域
（

以
下

「領
域

」と
い

う。
）

の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果
を考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を選

定
し、

か
つ

、内
部

監
査

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を維

持
す

る
。 

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を策

定
し、

及
び

実
施

す
る

こと
に

よ
り、

内
部

監
査

の
実

効
性

を維
持

す
る

。 

 

32
1.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
を⾏

う
要

員
(以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
)の

選
定

及
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
及

び
公

平
性

を確
保

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
④

 組
織

は
、内

部
監

査
を⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、組

織
の

具
体

的
名

称
を

記
載

 

32
2.

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
。⑩

 

 
⑤

 組
織

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

な
い

。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、組

織
の

具
体

的
名

称
を

記
載

 

32
3.

 ６
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、内

部
監

査
実

施
計

画
の

策
定

及
び

実
施

並
び

に
内

部
監

査
結

果
の

報
告

並
び

に
記

録
の

作
成

及
び

管
理

に
つ

い
て

、
その

責
任

及
び

権
限

並
び

に
内

部
監

査
に

係
る

要
求

事
項

を
⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

２
 第

６
項

に
規

定
す

る
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

し
た

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

経
営

責
任

者
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。 

⑥
 組

織
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
並

び
に

内
部

監
査

結
果

の
報

告
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を「

内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を表

5-
2

に
記

載
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2
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 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
な

い
。 

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。）

 
32

4.
 ７

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
⑦

 組
織

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

さ
れ

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を通
知

す
る

。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を通

知
す

る
。 

 

32
5.

 ８
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

が
発

⾒
さ

れ
た

場
合

に
は

、前
項

の
通

知
を受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を

報
告

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
⑧

 組
織

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、⑦

の
通

知
を受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を

遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を

報
告

させ
る

。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

る
。 

 

32
6.

 （
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
）

 
（

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

）
 

(3
) 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
8.

2.
3 

プロ
セ

ス
の

監
視

測
定

 
 

32
7.

 第
四

⼗
七

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
を⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

り、
これ

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を

含
む

。 
２

 第
１

項
に

規
定

す
る

「監
視

測
定

」の
⽅

法
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・監

視
測

定
の

実
施

時
期

 
・監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
 

①
 組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プロ

セ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プロ

セ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う⽅
法

に
よ

りこ
れ

を
⾏

う。
 

（
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を

含
む

。ま
た

、「
監

視
測

定
」の

⽅
法

に
は

、
「監

視
測

定
の

実
施

時
期

」及
び

「監
視

測
定

の
結

果
の

分
析

及
び

評
価

の
⽅

法
並

び
に

時
期

」
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

32
8.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、保

安
活

動
指

標
を

⽤
い

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑭

 

 
②

 組
織

は
、①

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、保

安
活

動
指

標
を⽤

い
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、保

安
活

動
指

標
を⽤

い
る

。 

 

32
9.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
⽅

法
に

よ
り、

プロ
セ

ス
が

第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
実

証
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
③

 組
織

は
、①

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

ホ
．

(ニ
)(

2)
①

及
び

ト．
(イ

)の
計

画
に

定
め

た
結

果
を得

る
こと

が
で

き
る

こと
を実

証
す

る
。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

 

33
0.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼀
項

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
④

 組
織

は
、①

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

 

33
1.

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

⼗
三

条
第

⼀
項

及
び

第
⼆

⼗
三

条
第

⼀
項

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プ

ロセ
ス

の
問

題
を特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
⑤

 組
織

は
、ホ

．
(ニ

)(
2)

①
及

び
ト．

(イ
)の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プ

ロセ
ス

の
問

題
を特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を講
じる

。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロ

セ
ス

の
問

題
を特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

 

33
2.

 （
機

器
等

の
検

査
等

）
 

（
機

器
等

の
検

査
等

）
 

(4
) 

機
器

等
の

検
査

等
 

8.
2.

4 
機

器
等

の
検

査
等
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3.

 第
四

⼗
⼋

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
①

 組
織

は
、機

器
等

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を検

証
す

る
た

め
に

、個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を実
施

す
る

。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

1
に

記
載

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
解

釈
を反

映
 

 
33

4.
 ２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」

に
は

、必
要

に
応

じ、
検

査
に

お
い

て
使

⽤
した

試
験

体
や

計
測

機
器

等
に

関
す

る
記

録
を

含
む

。 

②
 組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

こ
れ

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

こ
れ

を
管

理
す

る
。（

「使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

」に
は

、
必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明
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5.
 ３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
③

 組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

った
要

員
を

特
定

す
る

こと
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

 

33
6.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

をし
て

は
な

らな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

をす
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
④

 組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
しな

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
を

す
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

しな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 

33
7.

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
とな

る
機

器
等

を所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こ

とそ
の

他
の

⽅
法

に
よ

り、
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
を

確
保

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑧

 

２
 第

5
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

(使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

をそ
の

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

より
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
をい

う。
)を

確
保

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
は

、当
該

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

対
象

とな
る

機
器

等
の

⼯
事

(補
修

、取
替

え
、改

造
等

)⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。 

３
第

5
項

に
規

定
す

る
「部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

が
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
規

定
に

規
定

す
る

職
務

の
内

容
に

照
らし

て
、別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こと

を
い

う。
 

４
 第

５
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
うに

当
た

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
をい

う。
 

⑤
 組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

とな
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

とな
る

機
器

等
を所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

（
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
と当

該
検

査
対

象
とな

る
機

器
等

を所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

が
、こ

の
規

定
に

規
定

す
る

職
務

の
内

容
に

照
らし

て
、別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こ

とを
い

う。
）

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を実

施
す

る
要

員
が

、
当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
うに

当
た

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を
受

け
る

こと
な

く、
当

該
検

査
等

を
実

施
で

き
る

状
況

に
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

33
8.

 ６
 前

項
の

規
定

は
、⾃

主
検

査
等

に
つ

い
て

準
⽤

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、「
部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

」と
あ

る
の

は
「必

要
に

応
じて

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
」と

読
み

替
え

る
も

の
とす

る
。⑧

 

 
⑥

 組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、
⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

（
⾃

主
検

査
等

を実
施

す
る

要
員

をそ
の

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と必
要

に
応

じて
部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
⾃

主
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
を

確
保

す
る

。 

(6
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を確

保
す

る
。（

「保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を確
保

す
る

」と
は

、⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

をそ
の

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と必
要

に
応

じて
部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
⾃

主
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
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9.

 （
不

適
合

の
管

理
）

 
（

不
適

合
の

管
理

）
 

(ハ
) 

不
適

合
の

管
理

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
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0.
 第

四
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

が
識

別
され

、不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

 

①
 組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を特

定
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を特

定
し、

これ
を管

理
す

る
。

（
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

す
る

」と
は

、不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
され

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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1.
 ２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を含
む

。 

②
 組

織
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
⼿

順
書

等
に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。
（

「不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
」に

は
、不

適
合

を
関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を表

5-
2

に
記

載
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2.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
③

 組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を処

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、次
に

掲
げ

る
⽅

法
の

い
ず

れ
か

に
よ

り、
不

適
合

を処
理

す
る

。 
 

34
3.

 ⼀
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

a.
 発

⾒
され

た
不

適
合

を除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
a.

発
⾒

され
た

不
適

合
を除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 

34
4.

 ⼆
 不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と(

以
下

「特
別

採
⽤

」と
い

う。
)。

 

 
b.

 不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
うこ

と（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と（

以
下

「特
別

採
⽤

」と
い

う。
）

。 

 

34
5.

 三
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
c.

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
c.

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よう
に

す
る

た
め

の
措

置
を講

ず
る

こと
。 

 

34
6.

 四
 機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 
d.

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 

34
7.

 ４
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

(特
別

採
⽤

を含
む

。)
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
④

 組
織

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を

含
む

。）
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を管

理
す

る
。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を管
理

す
る

。 

 

34
8.

 ５
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、第

三
項

第
⼀

号
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を実
証

す
る

た
め

の
検

証
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
⑤

 組
織

は
、(

3)
a.

の
措

置
を

講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を⾏

う。
 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を⾏
う。

 

 

34
9.

  
 

 
(6

)組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

向
上

に
役

⽴
た

せ
る

観
点

か
ら、

公
開

基
準

に
従

い
、不

適
合

の
内

容
をニ

ュー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

・保
安

規
定

の
審

査
基

準
に

基
づ

き
、保

安
規

定
に

お
い

て
は

、情
報

の
公

開
を記

載
 

 ・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

1
に

記
載

 
35

0.
 （

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
）

 
（

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
）

 
ニ．

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
 

8.
4 

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
 

 
35

1.
 第

五
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

とを
実

証
す

る
た

め
、及

び
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ(
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。)
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

」に
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プロ

セ
ス

の
改

良
、変

更
等

を⾏
い

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を改
善

す
る

こと
を含

む
。 

 

(1
) 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、

及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ(
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タ

を
含

む
。)

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

す
る

。 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、
及

び
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ（

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
られ

た
デ

ー
タ及

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。）

を明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プロ

セ
ス

の
改

良
、変

更
等

を
⾏

い
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こ
とを

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
  

35
2.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
これ

に
基

づ
く評

価
を⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

) 
組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

 

35
3.

 ⼀
 組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り得

られ
る

知
⾒

 
 

(1
) 

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
よ

り得
られ

る
知

⾒
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り得

られ
る

知
⾒
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
 

35
4.

 ⼆
 個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

 
(1

)個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
b.

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
 

35
5.

 三
 機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を⾏

う端
緒

とな
る

も
の

を
含

む
。）

㉑
 

２
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プロ

セ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き、
是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
をい

う。
 

(1
) 

機
器

等
及

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
（

是
正

処
置

を⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を⾏

う端
緒

とな
る

も
の

を
含

む
。）

（
「是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
」と

は
、不

適
合

に
は

⾄
らな

い
機

器
等

及
び

プロ
セ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

か
ら得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

35
6.

 四
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

 
(1

) 
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

d.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

 
35

7.
  

 
(ホ

) 
改

善
 

8.
5 

改
善

 
 

35
8.

 （
継

続
的

な
改

善
）

 
（

継
続

的
な

改
善

）
 

(1
) 

継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
 

35
9.

 第
五

⼗
⼀

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を
通

じて
改

善
が

必
要

な
事

項
を明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

５
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を⾏
うた

め
に

、品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

の
設

定
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

及
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
⽤

、デ
ー

タの
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、

当
該

改
善

の
実

施
その

他
の

措
置

を
講

じる
。 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を⾏
うた

め
に

、品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

の
設

定
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

及
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
⽤

、デ
ー

タの
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、

当
該

改
善

の
実

施
その

他
の

措
置

を
講

じる
。

（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
向

上
させ

る
た

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う。
）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

36
0.

 （
是

正
処

置
等

）
 

（
是

正
処

置
等

）
 

(2
) 

是
正

処
置

等
 

8.
5.

2 
是

正
処

置
等

 
 

36
1.

 第
五

⼗
⼆

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。㉑

 

 
①

 組
織

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を
講

じる
。 

 

36
2.

 ⼀
 是

正
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
⼿

順
に

よ
り評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
a.

 是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
より

評
価

を⾏
うこ

と。
 

a.
是

正
処

置
を講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
より

評
価

を⾏
うこ

と。
 

 

36
3.

 イ
 不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

 
１

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「不

適
合

そ
の

他
の

事
象

の
分

析
」に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・情

報
の

収
集

及
び

整
理

 
・技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
等

の
考

慮
⑥

 
２

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「原

因
の

明
確

化
」に

は
、必

要
に

応
じて

、⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き分
野

との
関

係
を

整
理

す
る

こと
を

含
む

。 

(a
) 

不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
及

び
当

該
不

適
合

の
原

因
の

明
確

化
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、「

原
因

の
明

確
化

」
に

は
、必

要
に

応
じて

、⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 

36
4.

 ロ
 類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

㉑
 

 
(b

) 
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

 

36
5.

 ⼆
 必

要
な

是
正

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
b.

 必
要

な
是

正
処

置
を明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
b.

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こ
と。

 
 

36
6.

 三
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
c.

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

36
7.

 四
 必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

 
d.

 必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
した

保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
を

変
更

す
る

こと
。 

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を与

え
る

お
それ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映
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No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
36

8.
 五

 必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。㉑

 
 

e.
 必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
e.

必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

 

36
9.

 六
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

３
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
それ

の
あ

る
も

の
を

含
む

。 

f. 
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

こと
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、
同

様
の

事
象

が
繰

り返
し発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。）

 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を表

5-
1

に
記

載
 

 

37
0.

 七
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 
g.

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

 
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を管
理

す
る

こと
。 

g.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

 

37
1.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、①

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

2
に

記
載

 

37
2.

 ３
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、⼿

順
書

等
に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

４
 第

３
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

措
置

を講
じ

な
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、第

１
項

の
規

定
の

う
ち

必
要

な
も

の
に

つ
い

て
実

施
す

る
こと

を
い

う。
 

③
 組

織
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

その
分

析
を

⾏
い

、当
該

類
似

の
事

象
に

共
通

す
る

原
因

を
明

確
に

した
上

で
、適

切
な

措
置

を講
じる

。 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
。」

とは
、

(1
)の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
 ・保

安
規

定
に

お
い

て
は

、具
体

的
な

社
内

標
準

名
を表

5-
2

に
記

載
 

 

37
3.

 （
未

然
防

⽌
処

置
）

 
（

未
然

防
⽌

処
置

）
 

(3
) 

未
然

防
⽌

処
置

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
 

37
4.

 第
五

⼗
三

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

を
収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を講
じな

け
れ

ば
な

ら
な

い
。㉑

 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。 

①
 組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じる

こと
。 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

つ
い

て
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

こと
。（

「⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

」に
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、特
定

した
問

題
を

含
む

。）
 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

解
釈

を反
映

 
  

37
5.

 ⼀
 起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
 

a.
 起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
a.

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

 

37
6.

 ⼆
 未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

 
b.

 未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
b.

未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
 

37
7.

 三
 必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
c.

 必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
c.

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 

37
8.

 四
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
d.

 講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
の

実
 

効
性

の
評

価
を⾏

うこ
と。

 
d.

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

37
9.

 五
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
 

e.
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

 
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

その
結

果
の

記
録

を作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
 

38
0.

 ２
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
②

 組
織

は
、①

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
る

。 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。 

・保
安

規
定

に
お

い
て

は
、具

体
的

な
社

内
標

準
名

を表
5-

2
に

記
載

 
 

38
1.

 第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
 

 
 

 

38
2.

 (
令

第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
しな

い
使

⽤
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
) 

（
令

第
４

１
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

使
⽤

施
設

等
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

）
 

 
 

 

38
3.

 第
五

⼗
四

条
使

⽤
者

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

 
―

 
―

 
―

 

－228 / 440－



 

2
27

 /
 2

28
 

 

No
. 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 解

釈
 

事
業

許
可

本
⽂

７
号

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

 
新

検
査

制
度

 保
安

規
定

と事
業

許
可

 
本

⽂
７

号
との

差
異

説
明

 
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を使
⽤

しな
い

者
に

限
る

。以
下

同
じ。

)は
、使

⽤
施

設
等

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
関

し、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
38

4.
 ⼀

 個
別

業
務

に
関

し、
継

続
的

な
改

善
を

計
画

的
に

実
施

し、
これ

を
評

価
す

る
こと

。 
 

 
―

 
―

 
―

 

38
5.

 ⼆
 前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
 

 
―

 
―

 
―

 

38
6.

  ２
 使

⽤
者

は
、前

項
に

規
定

す
る

措
置

に
関

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

認
識

し、
原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

そ
れ

以
外

の
事

由
に

よ
り損

な
わ

れ
な

い
」に

つ
い

て
は

、本
規

程
第

１
０

条
１

を
準

⽤
す

る
。 

―
 

―
 

―
 

  
 

－229 / 440－



 

2
28

 /
 2

28
 

 品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

 項
⽬

へ
の

対
応

内
容

の
整

理
 

No
 

主
な

追
加

要
求

事
項

 
主

な
品

質
管

理
基

準
規

則
条

項
 

保
安

規
定

の
項

番
号

 
具

体
的

対
応

内
容

（
案

）
 

①
 

GS
R 

Pa
rt

2 
基

本
安

全
⽬

的
の

反
映

 
第

1
条

 
第

10
条

 
1 第

8
条

 
・事

業
許

可
申

請
書

届
出

本
⽂

7
号

の
⽬

的
に

、品
質

管
理

基
準

規
則

の
⽬

的
とな

る
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

を
明

⽰
 

 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

第
8

条
 

第
5

条
第

7
項

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
対

す
る

リス
クを

考
慮

（
原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
す

る
⾃

然
災

害
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ）

した
グ

レ
ー

ド分
け

を
適

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダー
シ

ップ
に

関
す

る
事

項
の

追
加

 
第

9
条

 
第

16
条

第
2

項
 

第
7

条
 

第
11

条
第

6
項

 
・社

⻑
が

、原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

Q
M

S 
を

構
築

及
び

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
し、

具
体

的
に

は
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

に
定

め
る

各
事

項
の

実
施

を
通

じて
実

証
す

る
。 

・管
理

者
が

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

具
体

的
に

は
管

理
者

の
(2

)項
に

⽰
す

各
事

項
に

つ
い

て
取

り組
む

。 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

第
9

条
 

第
11

条
第

5
項

(5
) 

第
12

条
第

３
項

(5
) 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し維
持

す
る

た
め

の
活

動
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

第
5

条
第

5
項

 
第

7
条

第
1

項
(3

) 
第

9
条

 
第

12
条

第
３

項
(4

) 

・健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビ
ュー

ア
ウト

プ
ット

）
 

 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

第
5

条
第

5
項

 
第

9
条

 
第

14
条

第
1

項
 

第
25

条
第

2
項

(1
) 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

第
1

条
 

第
11

条
第

8
項

 
第

16
条

第
6

項
 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
第

22
条

第
20

項
、第

21
項

 
・原

⼦
⼒

安
全

上
の

重
要

度
に

応
じた

検
査

の
独

⽴
性

の
確

保
の

明
確

化
 

 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

第
11

条
第

7
項

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 
第

46
条

第
5

項
 

第
22

条
第

7
項

 
・監

査
に

関
わ

る
管

理
者

及
び

監
査

員
に

⾃
らの

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

業
務

に
関

す
る

監
査

を
させ

て
は

な
らな

い
こと

を
明

確
化

 
 

⑪
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
規

制
機

関
の

⽴
ち

⼊
りを

可
能

とす
る

措
置

の
追

加
 

第
35

条
第

2
項

 
第

18
条

第
8

項
 

・供
給

者
の

⼯
場

等
で

当
社

が
⾏

う検
査

等
の

保
安

活
動

の
実

施
状

況
を

原
⼦

⼒
安

全
規

制
当

局
が

確
認

す
る

際
に

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

ち
⼊

りを
⾏

う場
合

が
あ

る
こと

を
、調

達
要

求
事

項
に

追
加

 

⑫
 

調
達

プ
ロセ

ス
へ

の
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

管
理

に
つ

い
て

追
加

 
第

34
条

第
2

項
 

第
35

条
第

1
項

第
6

号
 

第
18

条
第

2
項

 
第

18
条

第
7

項
(6

) 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

施
設

に
組

み
込

む
場

合
に

お
い

て
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

係
る

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

評
価

す
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

明
確

化
 

⑬
 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
の

追
加

 
第

19
条

第
1

項
第

12
号

,1
3

号
 

第
12

条
第

6
項

(1
2)

、(
13

) 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

に
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

内
外

の
課

題
及

び
資

源
の

妥
当

性
を

追
加

 

⑭
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

の
監

視
の

⽅
法

に
「安

全
実

績
指

標
（

PI
）

の
活

⽤
」を

明
確

化
 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
第

5
条

第
4

項
(3

) 
第

22
条

第
12

項
 

・プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

の
⽅

法
の

1 
つ

とし
て

パ
フォ

ー
マ

ンス
を

⽰
す

指
標

（
Ｐ

Ｉ
(P

er
fo

rm
an

ce
 In

di
ca

to
r)

）
を

判
断

基
準

及
び

⽅
法

とし
て

活
⽤

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

それ
ぞ

れ
に

対
す

る
潜

在
的

な
影

響
を

追
加

 
第

4
条

第
4

項
第

8
号

 
第

5
条

第
4

項
(8

) 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、3

号
 

第
6

条
第

4
項

(1
)、

(2
)、

(3
) 

・⽂
書

の
作

成
、更

新
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
及

び
審

査
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

を
明

確
化

 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

第
6

条
第

3
項

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
⑱

 
⽂

書
改

訂
⼿

続
き

と⼊
⼒

情
報

の
管

理
の

追
加

 
第

7
条

第
1

項
、2

項
 

第
6

条
第

3
項

、第
4

項
 

・⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
を

確
認

で
き

る
こと

を
明

確
化

 

⑲
 

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
変

更
管

理
の

追
加

 
第

13
条

第
2

項
 

第
23

条
第

1,
3

項
 

第
27

条
第

1
項

 

第
10

条
第

4
項

 
第

15
条

第
1

項
、第

3
項

 
第

17
条

第
1

項
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

第
5

条
6

項
 

第
13

条
 

第
18

条
第

2
項

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

第
24

条
第

2
項

(3
) 

第
25

条
第

2
項

 
第

25
条

第
3

項
 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、

評
価

し改
善

の
機

会
を

捉
え

る
た

め
の

仕
組

み
を

構
築

 

 

参
考
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各施設保安規定 

（品質マネジメントシステム計画） 
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１．はじめに 

本資料は、品質管理基準規則および同規則解釈と、本年 6 月 1 日に申請した

各施設の保安規定「品質マネジメントシステム計画」とを横並びに記載し、施設毎

に異なる要求事項に応じた記載となっている箇所を説明する資料である。 

 

２．本資料の記載の考え方 

保安規定「品質マネジメントシステム計画」は、品質管理基準規則および同規

則解釈が原子力施設共有の要求事項であることから、実用発電用原子炉を参考

にしながら、当社各施設の記載を整合し統合した。 

その際、品質管理基準規則で要求事項が明確になった事項（21 項目）が反映

されていることを説明するとともに、各施設の施設名称や施設に求められる要求事

項の違いから記載に差異が生じることから、それを分かるように整理し記載してい

る。 

具体的には、以下の事項を明確にしている。 

 

①品質管理基準規則において要求事項が明確になった 21 項目に該当する箇

所の明確化 

②各施設の差異個所の明確化 

③施設の特徴に応じ、要求事項を反映した個所の明確化 

④参考として、実用発電用原子炉（認可を取得している施設）との差異個所の

明確化 

 

上記②、③に関して、各施設の差異箇所のうち、施設の特徴に応じて要求事項

を反映した箇所の具体例としては以下のとおり。 

（１）8.2.2 内部監査  

重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置が要求されていない廃棄 

物管理施設、加工施設（濃縮）、廃棄物埋設施設については、監査の実施 

部門として内部監査の対象に関与していない要因に実施させることができる 

旨を記載。（別紙 28/45 参照） 

 

 

（別紙）各施設 保安規定（品質マネジメントシステム計画）比較表 
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3
 /

 4
5 

 各
施

設
 保

安
規

定
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

）
⽐

較
表

 
 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

1.
 

 
 

 
第

１
章

の
２

 品
質

保
証

 
(品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
) 

第
5

条
 保

安
活

動
の

た
め

の
品

質
保

証
活

動
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

以
下

の
とお

り
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
を

定
め

る
。 

第
１

章
の

２
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

３
条

の
４

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
以

下
の

と
お

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

第
２

章
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

６
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
以

下
の

とお
り

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

第
２

章
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

６
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
以

下
の

とお
り

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

第
２

章
 品

質
保

証
 

(品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

) 
第

5
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
以

下
の

とお
り

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

第
２

章
 品

質
保

証
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
）

 
第

３
条

 保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
以

下
の

とお
り

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

を
定

め
る

。 

2.
 

 
第

⼀
章

 総
則

 
（

⽬
的

）
 

第
１

章
総

則
 

第
１

条
（

⽬
的

）
 

1 
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

1 
⽬

的
 

１
．

⽬
的

 

3.
 

 
第

⼀
条

 こ
の

規
則

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
を

定
め

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

①
。 

1 
第

1
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

」
とは

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

(昭
和

32
年

法
律

第
16

6
号

。以
下

「原
⼦

炉
等

規
制

法
」と

い
う。

)第
2

条
第

7
項

に
規

定
す

る
原

⼦
⼒

施
設

を
い

う。
 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、再
処

理
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
よ

う、
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

、
社

⻑
を

トッ
プ

とし
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し

、実
施

し
、継

続
的

に
改

善
す

る
こと

を
⽬

的
とす

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
よ

う、
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」及

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

「品
質

管
理

基
準

規
則

」と
い

う。
）

に
基

づ
き

、社
⻑

を
トッ

プ
とし

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、加
⼯

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

よ
う、

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

き
、社

⻑
を

トッ
プ

とし
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
継

続
的

に
改

善
す

る
こ

とを
⽬

的
とす

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、埋
設

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

よ
う、

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

き
、社

⻑
を

トッ
プ

とし
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
継

続
的

に
改

善
す

る
こ

とを
⽬

的
とす

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、加
⼯

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

よ
う、

「原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」及
び

「同
規

則
の

解
釈

」（
以

下
「品

質
管

理
基

準
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

き
、社

⻑
を

トッ
プ

とし
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、発
電

所
の

安
全

を
達

成
・維

持
・向

上
させ

る
た

め
、「

原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」お
よ

び
「同

規
則

の
解

釈
」（

以
下

、「
品

管
規

則
」と

い
う。

）
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

し、
評

価
確

認
し、

継
続

的
に

改
善

す
る

こと
を

⽬
的

とす
る

。 

4.
 

 
（

適
⽤

範
囲

）
 

 
2 

適
⽤

範
囲

 
2 

適
⽤

範
囲

 
2 

適
⽤

範
囲

 
2 

適
⽤

範
囲

 
2 

適
⽤

範
囲

 
２

．
適

⽤
範

囲
 

5.
 

 
第

三
条

 次
章

か
ら第

六
章

ま
で

の
規

定
は

、原
⼦

⼒
施

設
(使

⽤
施

設
等

で
あ

っ
て

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

施
⾏

令
(昭

和
三

⼗
⼆

年
政

令
第

三
百

⼆
⼗

四
号

。
以

下
「令

」と
い

う。
)第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

も
の

を
除

く。
以

下
同

じ。
)に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

2 
第

七
章

の
規

定
は

、使
⽤

施
設

等
(令

第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
しな

い
も

の
に

限
る

。)
に

つ
い

て
適

⽤
す

る
。 

 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

は
、再

処
理

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

は
、廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

は
、埋

設
施

設
の

保
安

活
動

に
適

⽤
す

る
。 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
は

、加
⼯

施
設

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

は
、発

電
所

の
保

安
活

動
に

適
⽤

す
る

。 

6.
 

 
（

定
義

）
 

第
２

条
（

定
義

）
 

3 
定

義
 

3 
定

義
 

3 
定

義
 

3 
定

義
 

3 
定

義
 

３
．

定
義

 

7.
 

 
第

⼆
条

 こ
の

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。 

１
本

規
則

に
お

い
て

使
⽤

す
る

⽤
語

は
、

原
⼦

炉
等

規
制

法
及

び
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
基

準
に

関
す

る
規

則
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。 
 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

質
管

理
基

準
規

則
に

従
う。

 

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

お
け

る
⽤

語
の

定
義

は
、以

下
に

定
め

る
も

の
の

他
品

管
規

則
に

従
う。

 

8.
 

 
⼀

「保
安

活
動

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

とし
て

⾏
わ

れ
る

⼀
切

の
活

動
を

い
う。

 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

9.
 

 
⼆

「不
適

合
」と

は
、要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
な

い
こと

を
い

う。
 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

10
. 

 
三

「プ
ロセ

ス
」と

は
、意

図
した

結
果

を
⽣

み
出

す
た

め
の

相
互

に
関

連
し、

⼜
は

作
⽤

す
る

⼀
連

の
活

動
及

び
⼿

順
を

い
う。

 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

11
. 

 
四

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

」と
は

、保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
し、

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

⾃
らの

組
織

の
管

理
監

督
を

⾏
うた

め
の

仕
組

み
を

い
う。

 

２
 第

2
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
」と

は
、原

⼦
炉

等
規

制
法

第
57

条
の

8
に

規
定

す
る

者
を

い
う。

 
３

 第
2

項
第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

ら
の

組
織

の
管

理
監

督
を

⾏
うた

め
の

仕
組

み
」に

は
、組

織
が

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

必
要

な
⽂

書
を

整
備

す
る

こ
とを

含
む

。 

―
 

―
 

―
 

    

 

―
 

―
 

―
 

資
料

②
 
別

紙
  

⻩
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

品
質

管
理

基
準

規
則

に
お

い
て

要
求

事
項

が
明

確
とな

った
21

項
⽬

に
該

当
す

る
箇

所
を

⽰
す

。（
関

連
す

る
社

内
規

定
は

別
紙

を
参

照
）

 
⽔

⾊
ハ

ッチ
ング

︓
各

施
設

間
の

相
違

箇
所

を
⽰

す
。 

緑
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
保

安
規

定
との

差
異

を
⽰

す
。 

薄
緑

セ
ル

⾊
付

︓
施

設
の

特
徴

に
応

じ、
要

求
事

項
を

反
映

した
箇

所
を

⽰
す

。 
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4
 /
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5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

    

12
. 

 
五

 「
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
」と

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こ
との

重
要

性
を

認
識

し、
組

織
の

品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

を
定

め
て

要
員

(保
安

活
動

を
実

施
す

る
者

を
い

う。
以

下
同

じ。
)

が
これ

らを
達

成
す

る
こと

並
び

に
組

織
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
定

め
て

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

主
体

的
に

取
り組

む
こと

が
で

き
る

よ
う先

導
的

な
役

割
を

果
た

す
能

⼒
を

い
う。

 

４
 第

2
項

第
5

号
に

規
定

す
る

「要
員

(保
安

活
動

を
実

施
す

る
者

を
い

う。
以

下
同

じ。
)」

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
、保

安
活

動
を

実
施

す
る

組
織

の
内

外
の

者
を

い
う。

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

13
. 

 
六

「是
正

処
置

」と
は

、不
適

合
その

他
の

事
象

の
原

因
を

除
去

し、
その

再
発

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

５
第

2
項

第
6

号
及

び
第

7
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

その
他

の
事

象
」に

は
、結

果
的

に
不

適
合

に
は

⾄
らな

か
った

事
象

⼜
は

原
⼦

⼒
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
を

含
む

。 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

14
. 

 
七

「未
然

防
⽌

処
置

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら得

られ
た

知
⾒

を
踏

ま
え

て
、⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
を

い
う。

 

６
第

2
項

第
7

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

」と
は

、国
内

外
の

原
⼦

⼒
施

設
に

加
え

、⽕
⼒

発
電

所
な

ど広
く産

業
全

般
に

関
連

す
る

施
設

を
い

う(
第

53
条

第
1

項
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

15
. 

 
⼋

「⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

安
全

機
能

に
係

る
機

器
、構

造
物

及
び

シ
ス

テ
ム

並
び

に
それ

らの
部

品
(以

下
「機

器
等

」と
い

う。
)で

あ
って

、専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
に

設
計

開
発

及
び

製
造

され
た

も
の

以
外

の
⼯

業
品

を
い

う。
 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

16
. 

 
九

 「
妥

当
性

確
認

」と
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

関
して

、機
器

等
⼜

は
保

安
活

動
を

構
成

す
る

個
別

の
業

務
(以

下
「個

別
業

務
」

とい
う。

)及
び

プ
ロセ

ス
が

実
際

の
使

⽤
環

境
⼜

は
活

動
に

お
い

て
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
こと

を
い

う。
 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

17
. 

 
 

 
(1

)再
処

理
施

設
 

法
第

44
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
再

処
理

施
設

を
い

う。
 

(1
)廃

棄
物

管
理

施
設

 
法

第
51

条
の

2
第

3
項

第
2

号
に

規
定

す
る

廃
棄

物
管

理
施

設
を

い
う。

 

(1
)加

⼯
施

設
 

法
第

13
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
加

⼯
施

設
を

い
う。

 

(1
)埋

設
施

設
 

法
第

51
条

の
2

第
2

項
に

規
定

す
る

廃
棄

物
埋

設
施

設
を

い
う。

 

(1
)加

⼯
施

設
 

法
第

13
条

第
2

項
第

2
号

に
規

定
す

る
加

⼯
施

設
を

い
う。

 

(1
) 

原
⼦

炉
施

設
 

原
⼦

炉
等

規
制

法
第

４
３

条
の

３
の

５
第

２
項

第
５

号
に

規
定

す
る

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

を
い

う。
 

18
. 

 
 

 
(2

)ニ
ュー

シ
ア

 
原

⼦
⼒

施
設

の
事

故
若

しく
は

故
障

等
の

情
報

⼜
は

信
頼

性
に

関
す

る
情

報
を

共
有

し、
活

⽤
す

る
こと

に
よ

り、
事

故
及

び
故

障
等

の
未

然
防

⽌
を

図
る

こと
を

⽬
的

とし
た

、
⼀

般
社

団
法

⼈
 原

⼦
⼒

安
全

推
進

協
会

が
運

営
す

る
デ

ー
タベ

ー
ス

（
原

⼦
⼒

施
設

情
報

公
開

ライ
ブ

ラリ
ー

）
の

こと
を

い
う。

 

(2
)ニ

ュー
シ

ア
 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
しく

は
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を
図

る
こと

を
⽬

的
とし

た
、

⼀
般

社
団

法
⼈

 原
⼦

⼒
安

全
推

進
協

会
が

運
営

す
る

デ
ー

タベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

(2
)ニ

ュー
シ

ア
 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
しく

は
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を
図

る
こと

を
⽬

的
とし

た
、

⼀
般

社
団

法
⼈

 原
⼦

⼒
安

全
推

進
協

会
が

運
営

す
る

デ
ー

タベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

(2
)ニ

ュー
シ

ア
 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
しく

は
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し、

活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を
図

る
こと

を
⽬

的
とし

た
、

⼀
般

社
団

法
⼈

 原
⼦

⼒
安

全
推

進
協

会
が

運
営

す
る

デ
ー

タベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ライ

ブ
ラリ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

(2
)ニ

ュー
シ

ア
 

原
⼦

⼒
施

設
の

事
故

若
し

くは
故

障
等

の
情

報
⼜

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し

、活
⽤

す
る

こと
に

よ
り、

事
故

及
び

故
障

等
の

未
然

防
⽌

を
図

る
こと

を
⽬

的
とし

た
、⼀

般
社

団
法

⼈
 原

⼦
⼒

安
全

推
進

協
会

が
運

営
す

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（

原
⼦

⼒
施

設
情

報
公

開
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
）

の
こと

を
い

う。
 

(2
) 

ニュ
ー

シ
ア

 
原

⼦
⼒

施
設

の
事

故
も

し
くは

故
障

等
の

情
報

ま
た

は
信

頼
性

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し

、活
⽤

す
る

こ
とに

よ
り、

事
故

お
よ

び
故

障
等

の
未

然
防

⽌
を

図
る

こと
を

⽬
的

と
し

て
、⼀

般
社

団
法

⼈
 原

⼦
⼒

安
全

推
進

協
会

が
運

営
す

る
デ

ー
タベ

ー
ス

（
原

⼦
⼒

施
設

情
報

公
開

ライ
ブ

ラリ
ー

）
の

こと
を

い
う。

 

19
. 

 
 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
(3

) 
Ｐ

Ｗ
Ｒ

事
業

者
連

絡
会
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5
 /
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5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

国
内

Ｐ
Ｗ

Ｒ
（

加
圧

⽔
型

軽
⽔

炉
）

プ
ラ

ント
の

安
全

安
定

運
転

の
た

め
に

、Ｐ
Ｗ

Ｒ
プ

ラン
トを

所
有

す
る

国
内

電
⼒

会
社

と国
内

Ｐ
Ｗ

Ｒ
プ

ラン
トメ

ー
カの

間
で

必
要

な
技

術
検

討
の

実
施

お
よ

び
技

術
情

報
を

共
有

す
る

た
め

の
連

絡
会

の
こと

を
い

う（
以

下
、本

条
お

よ
び

第
１

２
０

条
に

お
い

て
同

じ）
。 

20
. 

 
第

⼆
章

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
第

２
章

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
4 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

 
４

．
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
 

21
. 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
）

 
第

４
条

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

）
 

4.
1

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

4.
1

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

4.
1

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

4.
1

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

4.
1

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

４
．

１
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

22
. 

 
第

四
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
(使

⽤
者

で
あ

って
、令

第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
しな

い
も

の
を

除
く。

以
下

同
じ。

)は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、

計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

 
２

 第
1

項
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
さ

れ
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

その
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を

⾏
うこ

と等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
 

(1
)第

16
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
(「

実
効

性
を

維
持

す
る

」と
は

、保
安

活
動

の
⽬

的
が

達
成

され
る

蓋
然

性
が

⾼
い

計
画

を
⽴

案
し、

計
画

どお
りに

保
安

活
動

を
実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

ま
た

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う」
とは

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

そ
の

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う
こと

を
い

う。
) 

(1
)第

４
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

従
って

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
ま

た
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

とは
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
そ

の
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を

⾏
うこ

と等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う

こと
を

い
う。

) 

(1
)第

７
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

従
って

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
ま

た
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

とは
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
そ

の
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を

⾏
うこ

と等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う

こと
を

い
う。

) 

(1
)第

７
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

従
って

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

(「
実

効
性

を
維

持
す

る
」と

は
、保

安
活

動
の

⽬
的

が
達

成
され

る
蓋

然
性

が
⾼

い
計

画
を

⽴
案

し、
計

画
どお

りに
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
ま

た
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う。

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
基

づ
き

実
施

した
⼀

連
の

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

の
結

果
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

が
維

持
され

て
い

る
とと

も
に

、不
適

合
その

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と

等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
) 

(1
)第

6
条

に
定

め
る

組
織

（
以

下
「組

織
」と

い
う。

）
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

、そ
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

う。
(「

実
効

性
を

維
持

す
る

」と
は

、保
安

活
動

の
⽬

的
が

達
成

され
る

蓋
然

性
が

⾼
い

計
画

を
⽴

案
し、

計
画

どお
り

に
保

安
活

動
を

実
施

した
結

果
、計

画
段

階
で

意
図

した
効

果
を

維
持

して
い

る
こと

を
い

う。
ま

た
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う」

とは
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

その
他

の
事

象
に

つ
い

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

起
因

す
る

原
因

を
究

明
し、

是
正

処
置

や
未

然
防

⽌
処

置
を

通
じて

原
因

の
除

去
を

⾏
うこ

と等
に

よ
り、

当
該

シ
ス

テ
ム

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
うこ

とを
い

う。
) 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
（

第
４

条
 図

４
に

⽰
す

組
織

す
べ

て
を

い
う。

以
下

、本
規

定
に

お
い

て
同

じ。
）

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
従

って
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

実
施

す
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
（

保
安

活
動

の
⽬

的
が

達
成

され
る

蓋
然

性
が

⾼
い

計
画

を
⽴

案
し、

計
画

どお
りに

保
安

活
動

を
実

施
した

結
果

、計
画

段
階

で
意

図
した

効
果

を
維

持
して

い
る

こと
を

い
う。

）
た

め
、そ

の
改

善
を

継
続

的
に

⾏
う（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

基
づ

き
実

施
した

⼀
連

の
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
の

結
果

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
が

維
持

され
て

い
る

とと
も

に
、不

適
合

そ
の

他
の

事
象

に
つ

い
て

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
起

因
す

る
原

因
を

究
明

し、
是

正
処

置
や

未
然

防
⽌

処
置

を
通

じて
原

因
の

除
去

を
⾏

うこ
と等

に
よ

り、
当

該
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
的

に
⾏

うこ
とを

い
う）

。 
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. 

 
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し、
運

⽤
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。
②

 

３
 第

2
項

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

⼒
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ、

第
2

項
第

1
号

か
ら第

3
号

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

を
考

慮
した

原
⼦

⼒
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

再
処

理
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じた

保
安

活
動

の
管

理
の

重
み

付
け

を
い

う。
）

 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

廃
棄

物
管

理
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

加
⼯

施
設

か
ら放

出
され

る
放

射
性

物
質

が
⼈

と環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」と

は
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

埋
設

施
設

か
ら放

出
され

る
放

射
性

物
質

が
⼈

と環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
し、

運
⽤

す
る

。こ
の

場
合

、次
の

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「保

安
活

動
の

重
要

度
」

とは
、事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

加
⼯

施
設

か
ら放

出
され

る
放

射
性

物
質

が
⼈

と環
境

に
及

ぼ
す

影
響

の
度

合
い

に
応

じた
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

（
事

故
が

発
⽣

した
場

合
に

原
⼦

炉
施

設
か

ら放
出

され
る

放
射

性
物

質
が

⼈
と環

境
に

及
ぼ

す
影

響
の

度
合

い
に

応
じ

た
、

a）
、b

）
お

よ
び

c)
 に

掲
げ

る
事

項
を

考
慮

し
た

原
⼦

炉
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

管
理

の
重

み
付

け
を

い
う。

）
に

応
じ

て
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

し
、運

⽤
す

る
。こ

の
場

合
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

し、
発

電
⽤

軽
⽔

型
原

⼦
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
（

以
下

、「
重

要
度

分
類

指
針

」と
い

う。
）

に
基

づ
く重

要
性

に
応

じて
、

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

要
求

事
項

の
適

⽤
の

程
度

に
つ

い
て

、
表

３
－

２
の

４
．

１
項

に
係

る
社

内
標

準
に

規
定

し
、

グ
レ

ー
ド分

け
を

⾏
う。
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. 

 
⼀

 原
⼦

⼒
施

設
、組

織
⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

②
 

 
a.

再
処

理
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 
a.

廃
棄

物
管

理
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 

a.
加

⼯
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 
a.

埋
設

施
設

、組
織

、⼜
は

個
別

業
務

の
重

要
度

及
び

これ
らの

複
雑

さの
程

度
 

a.
加

⼯
施

設
、組

織
、⼜

は
個

別
業

務
の

重
要

度
及

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度

 
a)

 原
⼦

炉
施

設
、組

織
、ま

た
は

個
別

業
務

の
重

要
度

お
よ

び
これ

らの
複

雑
さの

程
度
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. 

 
⼆

 原
⼦

⼒
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
これ

らに
関

連
す

る
潜

在
的

影
響

の

４
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響

b.
再

処
理

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ

b.
廃

棄
物

管
理

施
設

若
しく

は
機

器
等

の
品

質
⼜

は
保

安
活

動
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤

b.
加

⼯
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
こ

れ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ

b.
埋

設
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
こ

れ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ

b.
加

⼯
施

設
若

しく
は

機
器

等
の

品
質

⼜
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
及

び
こ

れ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ

b)
 原

⼦
炉

施
設

も
しく

は
機

器
等

の
品

質
ま

た
は

保
安

活
動

に
関

連
す

る
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
も

の
お

よ
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

－235 / 440－
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

⼤
き

さ②
 

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

 
  

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

）
 

き
さ（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

⾃
然

現
象

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く。
）

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

）
 

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

）
 

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
及

び
それ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さを

い
う。

）
 

（
「原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

及
び

これ
らに

関
連

す
る

潜
在

的
影

響
の

⼤
き

さ」
とは

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

⾃
然

現
象

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く。
）

及
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さを
い

う。
）

 

⼤
き

さ（
原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
⾃

然
現

象
や

⼈
為

に
よ

る
事

象
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く。

）
お

よ
び

それ
らに

よ
り⽣

じ得
る

影
響

や
結

果
の

⼤
き

さを
い

う。
）
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三

 機
器

等
の

故
障

若
しく

は
通

常
想

定
さ

れ
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

②
 

５
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「通
常

想
定

され
な

い
事

象
」と

は
、設

計
上

考
慮

して
い

な
い

⼜
は

考
慮

して
い

て
も

発
⽣

し
得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

の
故

障
若

しく
は

通
常

想
定

され
な

い
事

象
の

発
⽣

⼜
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、若
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響

（
「通

常
想

定
され

な
い

事
象

」と
は

、設
計

上
考

慮
して

い
な

い
⼜

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

 

c)
 機

器
等

の
故

障
も

しく
は

通
常

想
定

さ
れ

な
い

事
象

（
設

計
上

考
慮

して
い

な
い

ま
た

は
考

慮
して

い
て

も
発

⽣
し得

る
事

象
（

⼈
的

過
誤

に
よ

る
作

業
の

失
敗

等
）

を
い

う。
）

の
発

⽣
ま

た
は

保
安

活
動

が
不

適
切

に
計

画
され

、も
しく

は
実

⾏
され

た
こと

に
よ

り起
こり

得
る

影
響
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３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、⾃
らの

原
⼦

⼒
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

（
以

下
単

に
「関

係
法

令
」と

い
う。

）
を

明
確

に
認

識
し、

この
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

⽂
書

（
記

録
を

除
く。

以
下

「品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。④

 

 
(3

)組
織

は
、再

処
理

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」

とい
う。

）
に

明
記

す
る

。 

(3
)組

織
は

、廃
棄

物
管

理
施

設
に

適
⽤

さ
れ

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 

(3
)組

織
は

、加
⼯

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

す
る

。 

(3
)組

織
は

、埋
設

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

す
る

。 

(3
)組

織
は

、加
⼯

施
設

に
適

⽤
され

る
関

係
法

令
を

明
確

に
認

識
し、

品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
⽂

書
その

他
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
」と

い
う。

）
に

明
記

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、原
⼦

炉
施

設
に

適
⽤

され
る

関
係

法
令

（
以

下
、「

関
係

法
令

」と
い

う。
）

を
明

確
に

認
識

し、
品

管
規

則
に

規
定

す
る

⽂
書

その
他

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
⽂

書
（

記
録

を
除

く。
以

下
、「

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

」と
い

う。
）

に
明

記
す

る
。 
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４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を

決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
組

織
に

適
⽤

す
る

こと
を

決
定

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
。 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、そ
の

プ
ロセ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

(4
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、
その

プ
ロセ

ス
を

組
織

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

す
る

。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
原

⼦
⼒

部
⾨

に
適

⽤
す

る
こと

を
決

定
し、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

29
. 

 
⼀

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 

 
a.

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
明

確
に

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

よ
り達

成
され

る
結

果
を

明
確

に
す

る
こと

。 

a)
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
に

必
要

な
情

報
お

よ
び

当
該

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

に
よ

り達
成

され
る

結
果

を
4.

2.
1 

b)
､c

)お
よ

び
d）

に
⽰

す
⽂

書
で

明
確

に
す

る
。 
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. 

 
⼆

 プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

６
第

4
項

第
2

号
に

規
定

す
る

「プ
ロセ

ス
の

順
序

及
び

相
互

の
関

係
」に

は
、組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を
明

確
に

す
る

こと
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を

図
１

に
⽰

す
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を
明

確
に

す
る

こと
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を

図
１

に
⽰

す
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を
明

確
に

す
る

こと
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を

図
１

に
⽰

す
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を
明

確
に

す
る

こと
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を

図
1

に
⽰

す
。 

b.
プ

ロセ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

（
組

織
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を
明

確
に

す
る

こと
。プ

ロセ
ス

関
連

図
を

図
5-

1
に

⽰
す

。 

b)
 プ

ロセ
ス

の
順

序
お

よ
び

相
互

の
関

係
（

原
⼦

⼒
部

⾨
内

の
プ

ロセ
ス

間
の

相
互

関
係

を
含

む
。）

を
図

３
－

１
に

⽰
す

。 
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三

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

及
び

管
理

の
実

効
性

の
確

保
に

必
要

な
原

⼦
⼒

事
業

者
等

の
保

安
活

動
の

状
況

を
⽰

す
指

標
（

以
下

「保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
こと

。⑭
 

７
 第

4
項

第
3

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
事

業
者

等
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

」に
は

、原
⼦

⼒
規

制
検

査
等

に
関

す
る

規
則

(令
和

2
年

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

規
則

第
2

号
)第

5
条

に
規

定
す

る
安

全
実

績
指

標
(特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
)を

含
む

。 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」

に
は

、安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
）

を
含

む
。）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」

に
は

、安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
）

を
含

む
。）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」

に
は

、安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
）

を
含

む
。）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
指

標
」

に
は

、安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
）

を
含

む
。）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
及

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
「保

安
活

動
指

標
」と

い
う。

）
並

び
に

当
該

指
標

に
係

る
判

定
基

準
を

明
確

に
す

る
こ

と。
（

「保
安

活
動

指
標

」に
は

、安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
）

を
含

む
。）

 

c)
 プ

ロ
セ

ス
の

運
⽤

お
よ

び
管

理
の

実
効

性
の

確
保

に
必

要
な

原
⼦

⼒
部

⾨
の

保
安

活
動

の
状

況
を

⽰
す

指
標

（
以

下
、「

保
安

活
動

指
標

」と
い

う。
）

な
らび

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
。 

な
お

、保
安

活
動

指
標

に
は

、安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く。
）

を
含

む
。 
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四

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
(以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

)に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

(責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を
含

む
。)

。 

 
d.

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下

「監
視

測
定

」と
い

う。
）

に
必

要
な

資
源

及
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

。（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を

含
む

。）
 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を
含

む
。）

 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を
含

む
。）

 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を
含

む
。）

 

d.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
並

び
に

監
視

及
び

測
定

（
以

下
「監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こと
。（

責
任

及
び

権
限

の
明

確
化

を
含

む
。）

 

d)
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
な

らび
に

監
視

お
よ

び
測

定
（

以
下

、「
監

視
測

定
」と

い
う。

）
に

必
要

な
資

源
お

よ
び

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
（

責
任

お
よ

び
権

限
の

明
確

化
を

含
む

。）
。 

33
. 

 
五

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

 
e.

プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

を
監

視
測

定
し、

分
析

す
る

こと
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こと

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

e.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し、
分

析
す

る
こと

。た
だ

し、
監

視
測

定
す

る
こ

とが
困

難
で

あ
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

e)
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
を

監
視

測
定

し
分

析
す

る
。た

だ
し、

監
視

測
定

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 
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六

 プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

、及
び

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

８
 第

4
項

第
6

号
に

規
定

す
る

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

f.プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、意

図
した

結
果

を
得

る
た

め
、か

つ
、実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。（

「実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
」に

は
、プ

ロセ
ス

の
変

更
を

含
む

。）
 

f)
 プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、意
図

した
結

果
を

得
、お

よ
び

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
措

置
（

プ
ロセ

ス
の

変
更

を
含

む
。）

を
講

ず
る

。 
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七

 プ
ロセ

ス
及

び
組

織
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こと
。 

 
g.

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
と整

合
的

な
も

の
とす

る
こ

と。
 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こ
と。

 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こ
と。

 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こ
と。

 

g.
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

こ
と。

 

g)
 プ

ロセ
ス

お
よ

び
原

⼦
⼒

部
⾨

の
体

制
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

と整
合

的
な

も
の

とす
る

。 
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⼋

 原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

こと
。⑮

 

９
 第

4
項

第
8

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

とそ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
⽴

が
⽣

じた
場

合
に

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

確
保

され
る

よ
うに

す
る

」に
は

、セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
と原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

対
策

が
セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し解
決

す
る

こと
を

含
む

。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
」に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュ
リテ

ィ対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し解

決
す

る
こと

を
含

む
。）

 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
」に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュ
リテ

ィ対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し、

解
決

す
る

こと
を

含
む

。）
 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
」に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュ
リテ

ィ対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し解

決
す

る
こと

を
含

む
。）

 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
」に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュ
リテ

ィ対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し、

解
決

す
る

こと
を

含
む

。）
 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
こと

。（
「原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
」に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し解

決
す

る
こと

を
含

む
。）

 

h)
 原

⼦
⼒

の
安

全
とそ

れ
以

外
の

事
項

に
お

い
て

意
思

決
定

の
際

に
対

⽴
が

⽣
じた

場
合

に
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
確

保
され

る
よ

うに
す

る
。こ

れ
に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィ対

策
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

と原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を
特

定
し、

解
決

す
る

こと
を

含
む

。 
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. 

 
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑤
 

１
０

 第
５

項
に

規
定

す
る

「健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

し
て

、効
果

的
な

取
組

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
⑥

 
・原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

・⾵
通

しの
良

い
組

織
⽂

化
が

形
成

され
て

い
る

。 
・要

員
が

、⾃
らが

⾏
う原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

して
遂

⾏
し、

そ
の

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
・全

て
の

活
動

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
考

慮
した

意
思

決
定

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。 

・要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
され

た
問

題
が

対
処

され
、そ

の
結

果
が

関
係

す
る

要
員

に
共

有
され

て
い

る
。 

・安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
・原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
、セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、要
員

が
必

要
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を
取

って
い

る
。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を

通
じて

、
次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

 a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
e.

要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
さ

れ
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g.

安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
って

い
る

。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を

通
じて

、
次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

 a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
e.

要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
さ

れ
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g.

安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
って

い
る

。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を

通
じて

、
次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

 a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
e.

要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
さ

れ
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g.

安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
って

い
る

。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を

通
じて

、
次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

 a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
e.

要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
さ

れ
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g.

安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

及
び

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

組
織

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
って

い
る

。 

(5
)組

織
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
を

通
じて

、
次

の
状

態
を

⽬
指

す
。 

 a.
原

⼦
⼒

の
安

全
及

び
安

全
⽂

化
の

理
解

が
組

織
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b.
⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c.
要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
その

業
務

に
責

任
を

持
って

い
る

。 
d.

全
て

の
活

動
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

考
慮

した
意

思
決

定
が

⾏
わ

れ
て

い
る

。 
e.

要
員

が
、常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
問

題
が

速
や

か
に

報
告

され
、報

告
され

た
問

題
が

対
処

され
、そ

の
結

果
が

関
係

す
る

要
員

に
共

有
され

て
い

る
。 

g.
安

全
⽂

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し、
安

全
⽂

化
を

改
善

す
る

た
め

の
基

礎
とし

て
い

る
。 

h.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

は
セ

キ
ュリ

テ
ィが

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こと

を
認

識
して

、要
員

が
必

要
な

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

を
取

って
い

る
。 

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

お
よ

び
維

持
す

る
。こ

れ
は

、技
術

的
、⼈

的
、組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
⽤

を
適

切
に

考
慮

して
、効

果
的

な
取

組
み

を
通

じて
、次

の
状

態
を

⽬
指

して
い

る
こと

を
い

う。
 

 a)
 原

⼦
⼒

の
安

全
お

よ
び

安
全

⽂
化

の
理

解
が

原
⼦

⼒
部

⾨
全

体
で

共
通

の
も

の
とな

って
い

る
。 

b)
 ⾵

通
しの

良
い

組
織

⽂
化

が
形

成
され

て
い

る
。 

c)
 要

員
が

、⾃
ら⾏

う原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
業

務
に

つ
い

て
理

解
して

遂
⾏

し、
そ

の
業

務
に

責
任

を
持

って
い

る
。 

d)
 全

て
の

活
動

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
考

慮
した

意
思

決
定

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。 

e)
 要

員
が

、常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
お

よ
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
⾃

⼰
満

⾜
を

戒
め

て
い

る
。 

f)
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

問
題

が
速

や
か

に
報

告
され

、報
告

され
た

問
題

が
対

処
され

、そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

され
て

い
る

。 
g)

 安
全

⽂
化

に
関

す
る

内
部

監
査

お
よ

び
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
原

⼦
⼒

部
⾨

全
体

で
共

有
し、

安
全

⽂
化

を
改

善
す

る
た

め
の

基
礎

とし
て

い
る

。 
h)

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
は

セ
キ

ュリ
テ

ィが
関

係
す

る
場

合
が

あ
る

こと
を

認
識

して
、要

員
が

必
要

な
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

取
って

い
る

。 

38
. 

 
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロセ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

う
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑳

 

 
(6

)組
織

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

へ
の

適
合

に
影

響
を

及
ぼ

す
プ

ロセ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロセ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロセ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロセ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(6
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

要
求

事
項

（
関

係
法

令
を

含
む

。以
下

「個
別

業
務

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロセ

ス
を

外
部

委
託

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
プ

ロセ
ス

が
管

理
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(6
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、機
器

等
ま

た
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係

法
令

を
含

む
。以

下
、「

個
別

業
務

等
要

求
事

項
」

とい
う。

）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

プ
ロセ

ス
が

管
理

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

39
. 

 
７

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。②

 

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
(7

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、資

源
の

適
切

な
配

分
を

⾏
う。

 
(7

) 
原

⼦
⼒

部
⾨

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、資
源

の
適

切
な

配
分

を
⾏

う。
 

40
. 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

）
 

 
4.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

 
4.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
化

 
4.

2
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

４
．

２
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

化
 

41
. 

 
 

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
4.

2.
1 

⼀
般

 
4.

2.
1

⼀
般

 
４

．
２

．
１

 ⼀
般

 

42
. 

 
第

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
条

第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
す

る
とき

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

次
に

掲
げ

る
⽂

書
を

作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

次
に

掲
げ

る
⽂

書
を

作
成

し、
当

該
⽂

書
に

規
定

す
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
⽂

書
の

構
成

概
念

図
を

図
2

に
⽰

す
。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

２
に

⽰
す

。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

２
に

⽰
す

。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

２
に

⽰
す

。 

組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

⽂
書

の
構

成
概

念
図

を
図

5-
２

に
⽰

す
。 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
次

に
掲

げ
る

⽂
書

を
作

成
し、

当
該

⽂
書

に
規

定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

⽂
書

体
系

図
を

図
３

－
２

に
⽰

す
。 

43
. 

 
⼀

 品
質

⽅
針

及
び

品
質

⽬
標

 
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a.
品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
 

a)
 品

質
⽅

針
お

よ
び

品
質

⽬
標

 

44
. 

 
⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
規

定
す

る
⽂

書
(以

下
「品

質
マ

ニュ
ア

ル
」と

い
う。

) 
 

b.
品

質
マ

ニュ
ア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

b.
品

質
マ

ニュ
ア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

b.
品

質
マ

ニュ
ア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

b.
品

質
マ

ニュ
ア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

b.
品

質
マ

ニュ
ア

ル
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

b)
 「

原
⼦

⼒
発

電
の

安
全

に
係

る
品

質
保

証
規

程
」 

45
. 

 
三

 実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

⽂
書

 

 
c.

実
効

性
の

あ
る

プ
ロセ

ス
の

計
画

的
な

実
施

及
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、組

織
が

必
要

と判
断

した
表

１
に

⽰
す

⽂
書

 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
１

に
⽰

す
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
１

に
⽰

す
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
1

に
⽰

す
⽂

書
 

c.
実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
及

び
管

理
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、組
織

が
必

要
と判

断
した

表
5-

１
に

⽰
す

⽂
書

 

d)
 実

効
性

の
あ

る
プ

ロセ
ス

の
計

画
的

な
実

施
お

よ
び

管
理

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、原

⼦
⼒

部
⾨

が
必

要
と決

定
した

表
３

－
２

に
⽰

す
社

内
標

準
 

46
. 

 
四

 こ
の

規
則

に
規

定
す

る
⼿

順
書

、指
⽰

書
、図

⾯
等

(以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
) 

 
d.

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
表

２
に

⽰
す

⽂
書

（
⼿

順
書

）
、及

び
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

指
⽰

書
、図

⾯
等

(以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
) 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
２

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
２

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
2

に
⽰

す
⽂

書
（

⼿
順

書
）

、及
び

品
質

管
理

基
準

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
(以

下
「⼿

順
書

等
」と

い
う。

) 

d.
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
5-

２
に

⽰
す

⽂
書

（
⼿

順
書

）
、及

び
品

質
管

理
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

指
⽰

書
、図

⾯
等

(以
下

「⼿
順

書
等

」と
い

う。
) 

c)
 品

管
規

則
の

要
求

事
項

に
基

づ
き

作
成

す
る

表
３

－
１

に
⽰

す
社

内
標

準
、お

よ
び

、品
管

規
則

の
要

求
事

項
に

基
づ

き
作

成
す

る
指

⽰
書

、図
⾯

等
（

以
下

、「
⼿

順
書

等
」と

い
う。

）
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. 

 
（

品
質

マ
ニュ

ア
ル

）
 

 
4.

2.
2 

品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
4.

2.
2 

品
質

マ
ニュ

ア
ル

 
４

．
２

．
２

 品
質

マ
ニュ

ア
ル

 

48
. 

 
第

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

 
社

⻑
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ニ
ュア

ル
で

あ
る

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ニュ
ア

ル
で

あ
る

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ニュ
ア

ル
で

あ
る

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ニ
ュア

ル
で

あ
る

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

で
あ

る
「原

⼦
⼒

発
電

の
安

全
に

係
る

品
質

保
証

規
程

」に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。 

49
. 

 
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
に

係
る

組
織

に
関

す
る

事
項

 
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

a)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

に
係

る
組

織
に

関
す

る
事

項
 

50
. 

 
⼆

 保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

b.
保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

b.
保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

及
び

改
善

に
関

す
る

事
項

 
b.

保
安

活
動

の
計

画
、実

施
、評

価
及

び
改

善
に

関
す

る
事

項
 

b)
 保

安
活

動
の

計
画

、実
施

、評
価

お
よ

び
改

善
に

関
す

る
事

項
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. 

 
三

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
適

⽤
範

囲
 

c)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

適
⽤

範
囲
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. 

 
四

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
た

め
に

作
成

した
⼿

順
書

等
の

参
照

情
報

 
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

d)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

た
め

に
作

成
した

⼿
順

書
等

の
参

照
情

報
 

53
. 

 
五

 プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

e.
プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

e.
プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

 
e.

プ
ロセ

ス
の

相
互

の
関

係
 

e)
 プ

ロセ
ス

の
相

互
の

関
係

（
図

３
－

１
参

照
）
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. 

 
（

⽂
書

の
管

理
）

 
第

７
条

（
⽂

書
の

管
理

）
 

4.
2.

3 
⽂

書
の

管
理

 
4.

2.
3 

⽂
書

の
管

理
 

4.
2.

3 
⽂

書
の

管
理

 
4.

2.
3 

⽂
書

の
管

理
 

4.
2.

3 
⽂

書
の

管
理

 
４

．
２

．
３

 ⽂
書

の
管

理
 

55
. 

 
第

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

⽂
書

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

 ・組
織

とし
て

承
認

され
て

い
な

い
⽂

書
の

使
⽤

⼜
は

適
切

で
は

な
い

変
更

の
防

⽌
⑰

 
・⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

出
等

の
防

⽌
⑰

 
・品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

⑱
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

失
等

の
防

⽌
、発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

失
等

の
防

⽌
、発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

失
等

の
防

⽌
、発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

失
等

の
防

⽌
、発

⾏
及

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

並
び

に
当

該
発

⾏
及

び
改

訂
を

承
認

した
者

に
関

す
る

情
報

の
維

持
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
管

理
す

る
」に

は
、組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、適

切
で

は
な

い
変

更
、

⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
失

等
の

防
⽌

、発
⾏

及
び

改
訂

に
係

る
審

査
の

結
果

、当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
並

び
に

当
該

発
⾏

及
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

を
含

む
。）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、次
の

事
項

を
含

む
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

管
理

す
る

。 
a)

 原
⼦

⼒
部

⾨
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
、ま

た
は

適
切

で
は

な
い

変
更

の
防

⽌
 

b)
 ⽂

書
の

組
織

外
へ

の
流

出
等

の
防

⽌
 

c)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

発
⾏

お
よ

び
改

訂
に

係
る

審
査

の
結

果
、当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

な
らび

に
当

該
発

⾏
お

よ
び

改
訂

を
承

認
した

者
に

関
す

る
情

報
の

維
持

 

56
. 

 
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
２

 第
２

項
に

規
定

す
る

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」に

は
、⽂

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

を
す

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

マ
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

を
す

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

マ
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、要
員

が
判

断
及

び
決

定
を

す
る

に
当

た
り、

適
切

な
品

質
マ

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、要

員
が

判
断

及
び

決
定

を
す

る
に

当
た

り、
適

切
な

品
質

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、要
員

が
判

断
お

よ
び

決
定

を
す

る
に

あ
た

り、
適

切
な

品
質

マ
ネ

－238 / 440－
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

よ
う、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

書
改

訂
時

等
の

必
要

な
時

に
当

該
⽂

書
作

成
時

に
使

⽤
した

根
拠

等
の

情
報

が
確

認
で

き
る

こと
を

含
む

。⑱
 

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
よ

う、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」

に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

 

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
よ

う、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」

に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

 

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
よ

う、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」

に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

 

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
よ

う、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。（

「適
切

な
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

で
き

る
」

に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

 

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

よ
う、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。（
「適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

」に
は

、⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

 

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
で

き
る

よ
う（

⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
が

確
認

で
き

る
こと

を
含

む
。）

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

た
表

３
－

１
の

４
．

２
．

３
項

に
係

る
社

内
標

準
を

作
成

す
る

。 

57
. 

 
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。⑯

 

 
a.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
発

⾏
す

る
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
発

⾏
を

承
認

す
る

こと
。 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。 

a)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

発
⾏

す
る

に
あ

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

発
⾏

を
承

認
す

る
こと

。 

58
. 

 
⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
の

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
とと

も
に

、改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

。⑯
 

３
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、第

１
号

と同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を

審
査

し、
承

認
す

る
こと

⑱
を

い
う。

 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
。（

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、a

.と
同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
。（

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、a

.と
同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
。（

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、a

.と
同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
。（

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、a

.と
同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

当
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

こと
。（

「改
訂

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
」と

は
、

a.
と同

様
に

改
訂

の
妥

当
性

を
審

査
し、

承
認

す
る

こと
を

い
う。

）
 

b)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

の
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

とと
も

に
、改

訂
に

あ
た

り、
その

妥
当

性
を

審
査

し、
改

訂
を

承
認

す
る

（
a)

と同
様

に
改

訂
の

妥
当

性
を

審
査

し、
承

認
す

る
こと

を
い

う。
）

こと
。 

59
. 

 
三

 前
⼆

号
の

審
査

及
び

前
号

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
さ

せ
る

こと
。⑯

 

４
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「部
⾨

」
とは

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

を
い

う。
 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。（
「部

⾨
」と

は
、こ

の
規

定
に

規
定

す
る

組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

）
 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。（
「部

⾨
」と

は
、こ

の
規

定
に

規
定

す
る

組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

）
 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。（
「部

⾨
」と

は
、こ

の
規

定
に

規
定

す
る

組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

）
 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。（
「部

⾨
」と

は
、こ

の
規

定
に

規
定

す
る

組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

）
 

c.
a.

及
び

b.
の

審
査

並
び

に
b.

の
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

られ
た

活
動

を
実

施
す

る
部

⾨
の

要
員

を
参

画
させ

る
こと

。（
「部

⾨
」と

は
、こ

の
規

定
に

規
定

す
る

組
織

の
最

⼩
単

位
を

い
う。

）
 

c)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

審
査

お
よ

び
評

価
に

は
、そ

の
対

象
とな

る
⽂

書
に

定
め

ら
れ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

（
第

４
条

に
規

定
す

る
組

織
の

最
⼩

単
位

を
い

う。
）

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
。 

60
. 

 
四

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
う

に
す

る
こと

。 

 
d.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
改

訂
内

容
及

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

及
び

最
新

の
改

訂
状

況
を

識
別

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
の

改
訂

内
容

お
よ

び
最

新
の

改
訂

状
況

を
識

別
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

61
. 

 
五

 改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

し
や

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

 
e.

改
訂

の
あ

った
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

利
⽤

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
⽂

書
の

適
切

な
制

定
版

⼜
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

e.
改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
⼜

は
改

訂
版

が
利

⽤
しや

す
い

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 

e)
 改

訂
の

あ
った

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
利

⽤
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

⽂
書

の
適

切
な

制
定

版
ま

た
は

改
訂

版
が

利
⽤

しや
す

い
体

制
を

確
保

す
る

こと
。 

62
. 

 
六

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
f.品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。 

f.品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
、読

み
や

す
く

容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

f)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

、読
み

や
す

く
容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こと

。 

63
. 

 
七

 組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

 
g.

組
織

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

g.
組

織
の

外
部

で
作

成
され

た
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
を

識
別

し、
その

配
付

を
管

理
す

る
こと

。 

g)
 原

⼦
⼒

部
⾨

の
外

部
で

作
成

され
た

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

を
識

別
し、

その
配

付
を

管
理

す
る

こと
。 

64
. 

 
⼋

 廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

使
⽤

され
る

こと
を

防
⽌

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を

保
持

す
る

とき
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

 
h.

廃
⽌

した
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
が

誤
っ

て
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を

保
持

す
る

とき
は

、
その

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

っ
て

使
⽤

され
な

い
よ

うに
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を
保

持
す

る
とき

は
、

その
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

っ
て

使
⽤

され
な

い
よ

うに
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を
保

持
す

る
とき

は
、

その
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

っ
て

使
⽤

され
な

い
よ

うに
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を
保

持
す

る
とき

は
、

その
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

h.
廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
誤

って
使

⽤
され

な
い

よ
うに

す
る

こと
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
⽂

書
を

保
持

す
る

とき
は

、そ
の

⽬
的

に
か

か
わ

らず
、こ

れ
を

識
別

し、
管

理
す

る
こと

。 

h)
 廃

⽌
した

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

が
使

⽤
され

る
こと

を
防

⽌
す

る
こと

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

⽂
書

を
保

持
す

る
とき

は
、そ

の
⽬

的
に

か
か

わ
らず

、こ
れ

を
識

別
し、

管
理

す
る

こと
。 

65
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66
. 

 
第

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、こ
の

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く

容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

)組
織

は
、品

質
管

理
基

準
規

則
に

規
定

す
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

実
証

す
る

記
録

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、

当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、
当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、
当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、
当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、品
質

管
理

基
準

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
実

証
す

る
記

録
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、
当

該
記

録
を

、読
み

や
す

く容
易

に
内

容
を

把
握

す
る

こと
が

で
き

、か
つ

、検
索

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
作

成
し、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
管

規
則

に
規

定
す

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

お
よ

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

実
証

す
る

記
録

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、

当
該

記
録

を
、読

み
や

す
く容

易
に

内
容

を
把

握
す

る
こと

が
で

き
、か

つ
、検

索
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

作
成

し、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

これ
を

管
理

す
る

。 

67
. 

 
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

定
め

た
⼿

順
書

等
を

作
成

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、記
録

の
識

別
、保

存
、保

護
、検

索
及

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、記

録
の

識
別

、保
存

、保
護

、検
索

及
び

廃
棄

に
関

し、
所

要
の

管
理

の
⽅

法
を

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
記

録
の

識
別

､保
存

､保
護

､検
索

､お
よ

び
廃

棄
に

関
し、

所
要

の
管

理
の

⽅
法

を
定

め
た

、表
３

－
１

の
４

．
２

．
４

項
に

係
る

社
内

標
準

を
作

成
す

る
｡ 
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0
 /
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 
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. 

 
第

三
章

 経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

第
３

章
 経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

5 
経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

5 
経

営
責

任
者

等
の

責
任

 
5 

経
営

責
任

者
等

の
責

任
 

５
．

経
営

責
任

者
等

の
責

任
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. 

 
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

）
 

第
９

条
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

）
 

5.
1 

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
5.

1 
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

5.
1 

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
5.

1 
経

営
責

任
者

の
原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
 

5.
1

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 
５

．
１

 経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

 

70
. 

 
第

九
条

 経
営

責
任

者
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。③

 

 
社

⻑
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

して
い

る
こと

を
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

す
る

。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
責

任
を

持
って

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
確

⽴
させ

、実
施

させ
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

を
維

持
して

い
る

こと
を

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
うこ

とに
よ

って
実

証
す

る
。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

して
い

る
こ

とを
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

す
る

。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

確
⽴

させ
、実

施
させ

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
を

維
持

して
い

る
こ

とを
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

うこ
とに

よ
って

実
証

す
る

。 
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. 

 
⼀

 品
質

⽅
針

を
定

め
る

こと
。 

 
a.

品
質

⽅
針

を
定

め
る

こと
。 

a.
品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
a.

品
質

⽅
針

を
定

め
る

こと
。 

a.
品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
a.

品
質

⽅
針

を
定

め
る

こと
。 

a)
 品

質
⽅

針
を

定
め

る
こと

。 
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. 

 
⼆

 品
質

⽬
標

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 
 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b)
 品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 
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. 

 
三

 要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

こと
。⑤

 

１
第

3
号

に
規

定
す

る
「要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こ

とに
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
」と

は
、要

員
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
維

持
す

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を

整
え

て
い

る
こと

を
い

う。
 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を

整
え

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を

整
え

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を

整
え

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

」と
は

、安
全

⽂
化

に
係

る
取

組
に

参
画

で
き

る
環

境
を

整
え

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
貢

献
で

き
る

よ
うに

す
る

こと
。（

「要
員

が
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、安

全
⽂

化
に

係
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

c)
 要

員
が

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
お

よ
び

維
持

す
る

こと
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

こと
（

要
員

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

維
持

す
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こと
を

い
う）

。 
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. 

 
四

 第
⼗

⼋
条

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

 
d.

5.
6.

1
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

d.
5.

6.
1

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
d.

5.
6.

1
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

d.
5.

6.
1

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
d.

5.
6.

1
に

規
定

す
る

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
を

実
施

す
る

こと
。 

d)
 ５

．
６

．
１

に
規

定
す

る
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

を
実

施
す

る
こと

。 
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. 

 
五

 資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 
 

e.
資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こ
と。

 
e.

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こ

と。
 

e.
資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こ
と。

 
e.

資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こ

と。
 

e.
資

源
が

利
⽤

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こ
と。

 
e)

 資
源

が
利

⽤
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
こと

。 
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. 

 
六

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

 
f.関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 

f.関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

f.関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

f.関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

f.関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

その
他

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す
る

こと
。 

f)
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
その

他
原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
保

す
る

こと
の

重
要

性
を

要
員

に
周

知
す

る
こと

。 
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. 

 
七

 保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。③
 

 
g.

保
安

活
動

に
関

す
る

担
当

業
務

を
理

解
し、

遂
⾏

す
る

責
任

を
有

す
る

こと
を

要
員

に
認

識
させ

る
こと

。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
、要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

g.
保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

g)
 保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し、
遂

⾏
す

る
責

任
を

有
す

る
こと

を
、要

員
に

認
識

させ
る

こと
。 

78
. 

 
⼋

 全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。③
 

 
h.

全
て

の
階

層
で

⾏
わ

れ
る

決
定

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

、そ
の

優
先

順
位

及
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
わ

れ
る

よ
うに

す
る

こと
。 

h.
全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

して
確

実
に

⾏
な

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

h)
 全

て
の

階
層

で
⾏

わ
れ

る
決

定
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、そ

の
優

先
順

位
お

よ
び

説
明

す
る

責
任

を
考

慮
して

確
実

に
⾏

わ
れ

る
よ

うに
す

る
こと

。 

79
. 

 
（

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

）
 

第
１

０
条

（
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
）

 
5.

2 
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

5.
2 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
5.

2 
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

5.
2 

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
5.

2
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

５
．

２
 原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

の
重

視
 

80
. 

 
第

⼗
条

 経
営

責
任

者
は

、組
織

の
意

思
決

定
に

当
た

り、
機

器
等

及
び

個
別

業
務

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

が
それ

以
外

の
事

由
に

よ
り損

な
わ

れ
な

い
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。①
 

１
 第

10
条

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」と
は

、例
え

ば
、コ

ス
ト、

⼯
期

等
に

よ
っ

て
原

⼦
⼒

の
安

全
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
う

に
す

る
。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
う

に
す

る
。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
う

に
す

る
。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
う

に
す

る
。 

社
⻑

は
、組

織
の

意
思

決
定

に
当

た
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

部
⾨

の
意

思
決

定
に

あ
た

り、
機

器
等

お
よ

び
個

別
業

務
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

よ
うに

す
る

。 

81
. 

 
（

品
質

⽅
針

）
 

第
１

１
条

（
品

質
⽅

針
）

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

5.
3 

品
質

⽅
針

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

5.
3 

品
質

⽅
針

 
5.

3 
品

質
⽅

針
 

５
．

３
 品

質
⽅

針
 

82
. 

 
第

⼗
⼀

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

う
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

⽅
針

」
に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

⑤
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
要

因
並

び
に

それ
らの

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こと
。⑥

 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」
に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組

織
全

体
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こと

。）
 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」
に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組

織
全

体
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こと

。）
 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」
に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組

織
全

体
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こと

。）
 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」
に

は
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

要
因

並
び

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

して
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こと
を

考
慮

し、
組

織
全

体
の

安
全

⽂
化

の
あ

る
べ

き
姿

を
⽬

指
して

設
定

して
い

る
こと

。）
 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
が

次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
。（

「品
質

⽅
針

」に
は

、健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。

この
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
要

因
並

び
に

それ
らの

間
の

相
互

作
⽤

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
して

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こと
。）

 

社
⻑

は
、品

質
⽅

針
（

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
お

よ
び

維
持

す
る

こと
に

関
す

る
も

の
（

この
場

合
に

お
い

て
、技

術
的

、⼈
的

、お
よ

び
組

織
的

要
因

な
らび

に
それ

らの
間

の
相

互
作

⽤
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

し
て

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
こと

を
考

慮
し、

組
織

全
体

の
安

全
⽂

化
の

あ
る

べ
き

姿
を

⽬
指

して
設

定
して

い
る

こと
。）

を
含

む
。）

が
次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

。 

－240 / 440－



 

1
1
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

83
. 

 
⼀

 組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
して

適
切

な
も

の
で

あ
る

こと
。 

２
 第

1号
に

規
定

す
る

「組
織

の
⽬

的
及

び
状

況
に

対
し

て
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

」に
は

、組
織

運
営

に
関

す
る

⽅
針

と
整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

a.
組

織
の

⽬
的

及
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

。（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

。）
 

a)
 原

⼦
⼒

部
⾨

の
⽬

的
お

よ
び

状
況

に
対

して
適

切
な

も
の

で
あ

る
こと

（
組

織
運

営
に

関
す

る
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
で

あ
る

こと
を

含
む

）
。 

84
. 

 
⼆

 要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

経
営

責
任

者
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こ

と。
 

 
b.

要
求

事
項

へ
の

適
合

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

b.
要

求
事

項
へ

の
適

合
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

b)
 要

求
事

項
へ

の
適

合
お

よ
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こと
。 

85
. 

 
三

 品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

って
の

枠
組

み
とな

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
c.

品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

っ
て

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
c.

品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

っ
て

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
c.

品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

っ
て

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
c.

品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

っ
て

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
c.

品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

当
た

っ
て

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
c)

 品
質

⽬
標

を
定

め
、評

価
す

る
に

あ
た

っ
て

の
枠

組
み

とな
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
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. 

 
四

 要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こと
。 

 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こ
と。

 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こ
と。

 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こ
と。

 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こ
と。

 
d.

要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こ
と。

 
d)

 要
員

に
周

知
され

、理
解

され
て

い
る

こ
と。

 

87
. 

 
五

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

経
営

責
任

者
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 

 
e.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
に

社
⻑

が
責

任
を

持
って

関
与

す
る

こ
と。

 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こ

と。
 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こ

と。
 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こ

と。
 

e.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こ

と。
 

e)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

に
社

⻑
が

責
任

を
持

って
関

与
す

る
こと

。 
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5.

4 
計

画
 

5.
4 

計
画

 
5.

4 
計

画
 

5.
4 

計
画

 
5.

4 
計

画
 

５
．

４
 計

画
 

89
. 

 
（

品
質

⽬
標

）
 

第
１

２
条

（
品

質
⽬

標
）

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
5.

4.
1 

品
質

⽬
標

 
５

．
４

．
１

 品
質

⽬
標

 

90
. 

 
第

⼗
⼆

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
に

お
い

て
、品

質
⽬

標
(個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。)
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

」に
は

、品
質

⽬
標

を
達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・実
施

事
項

 
・必

要
な

資
源

 
・責

任
者

 
・実

施
事

項
の

完
了

時
期

 
・結

果
の

評
価

⽅
法

 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

ら
れ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、「

実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

ら
れ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、「

実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

ら
れ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、「

実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

ら
れ

て
い

る
」に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、「

実
施

事
項

」、
「必

要
な

資
源

」、
「責

任
者

」、
「実

施
事

項
の

完
了

時
期

」及
び

「結
果

の
評

価
⽅

法
」を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、部
⾨

に
お

い
て

、品
質

⽬
標

（
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

の
た

め
に

必
要

な
⽬

標
を

含
む

。）
が

定
め

られ
て

い
る

よ
うに

す
る

。（
「品

質
⽬

標
が

定
め

られ
て

い
る

」に
は

、品
質

⽬
標

を
達

成
す

る
た

め
の

計
画

とし
て

、「
実

施
事

項
」、

「必
要

な
資

源
」、

「責
任

者
」、

「実
施

事
項

の
完

了
時

期
」及

び
「結

果
の

評
価

⽅
法

」を
含

む
。）

 

(1
) 

社
⻑

は
、部

⾨
に

お
い

て
、品

質
⽬

標
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
の

た
め

に
必

要
な

⽬
標

を
含

む
。）

が
定

め
られ

て
い

る
よ

うに
す

る
。こ

れ
に

は
、品

質
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
計

画
とし

て
、次

の
事

項
を

含
む

。 
a)

 実
施

事
項

 
b)

 必
要

な
資

源
 

c)
 責

任
者

 
d)

 実
施

事
項

の
完

了
時

期
 

e)
 結

果
の

評
価

⽅
法
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. 

 
２

 経
営

責
任

者
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、

か
つ

、品
質

⽅
針

と整
合

的
な

も
の

とな
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

」と
は

、品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

を
い

う。
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

⽬
標

が
、そ

の
達

成
状

況
を

評
価

し得
る

も
の

で
あ

って
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
させ

る
。（

「そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
」と

は
、品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

を
監

視
測

定
し、

その
達

成
状

況
を

評
価

で
き

る
状

態
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

(2
) 

社
⻑

は
、品

質
⽬

標
が

、そ
の

達
成

状
況

を
評

価
し得

る
（

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
を

監
視

測
定

し、
その

達
成

状
況

を
評

価
で

き
る

状
態

に
あ

る
こと

）
も

の
で

あ
っ

て
、か

つ
、品

質
⽅

針
と整

合
的

な
も

の
とな

る
よ

うに
す

る
。 
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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
質

⽬
標

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、表

３
－

２
の

５
．

４
項

に
係

る
社

内
標

準
を

確
⽴

す
る

。 
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. 

 
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
）

 
第

１
３

条
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
）

 
5.

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

5.
4.

2
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
5.

4.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

5.
4.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 
5.

4.
2

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
計

画
 

５
．

４
．

２
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

計
画

 

94
. 

 
第

⼗
三

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

第
四

条
の

規
定

に
適

合
す

る
よ

う、
その

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(1

)社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

4.
1

の
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

施
に

当
た

って
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
4.

1
の

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

う、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
施

に
当

た
っ

て
の

計
画

が
策

定
され

て
い

る
よ

うに
す

る
。 

(1
) 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

４
．

１
の

規
定

に
適

合
す

る
よ

う、
その

実
施

に
あ

た
って

の
計

画
が

策
定

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。 

95
. 

 
２

 経
営

責
任

者
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

変
更

が
計

画
され

、そ
れ

が
実

施
され

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
不

備
の

な
い

状
態

に
維

持
され

て
い

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑲

 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
(累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。)

を
含

む
。 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ
得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ
得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ
得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ
得

る
両

者
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
 

(2
)社

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
適

切
に

考
慮

す
る

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
を

含
む

。ま
た

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

両
者

の
軽

微
な

変
更

を
含

(2
) 

社
⻑

は
、プ

ロセ
ス

お
よ

び
組

織
の

変
更

（
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プ

ロセ
ス

お
よ

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
が

計
画

され
、そ

れ
が

実
施

され
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

不
備

の
な

い
状

態
に

維
持

され
て

い
る

よ
う

に
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

適
切

に
考

慮
す

る
。 
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

む
。）

 

96
. 

 
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

⑲
 

２
 第

2
項

第
1

号
に

規
定

す
る

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
次

の
事

項
を

含
む

(第
23

条
第

3
項

第
1

号
に

お
い

て
同

じ。
)。

 
・当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

 
・当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

「起
こり

得
る

結
果

」に
は

、組
織

の
活

動
とし

て
実

施
す

る
「当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

及
び

評
価

」、
「当

該
分

析
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

」を
含

む
。）

 

a)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

の
⽬

的
お

よ
び

当
該

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

（
当

該
変

更
に

よ
る

原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

影
響

の
程

度
の

分
析

お
よ

び
評

価
、な

らび
に

当
該

分
析

お
よ

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

を
含

む
。）
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. 

 
⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
⑲

 
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
b.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
b.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

 
b)

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
 

98
. 

 
三

 資
源

の
利

⽤
可

能
性

⑲
 

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c.

資
源

の
利

⽤
可

能
性

 
c)

 資
源

の
利

⽤
可

能
性

 

99
. 

 
四

 責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

⑲
 

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d.

責
任

及
び

権
限

の
割

当
て

 
d)

 責
任

お
よ

び
権

限
の

割
当

て
 

10
0.

  
 

 
5.

5 
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5 

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5 
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

5.
5 

責
任

、権
限

及
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 
5.

5 
責

任
、権

限
及

び
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
 

５
．

５
 責

任
、権

限
お

よ
び

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

 

10
1.

  
（

責
任

及
び

権
限

）
 

第
１

４
条

（
責

任
及

び
権

限
）

 
5.

5.
1 

責
任

及
び

権
限

 
5.

5.
1 

責
任

及
び

権
限

 
5.

5.
1 

責
任

及
び

権
限

 
5.

5.
1 

責
任

及
び

権
限

 
5.

5.
1 

責
任

及
び

権
限

 
５

．
５

．
１

 責
任

お
よ

び
権

限
 

10
2.

  
第

⼗
四

条
 経

営
責

任
者

は
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

並
び

に
部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑦

 

１
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、

組
織

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。 

２
 第

14
条

に
規

定
す

る
「部

⾨
相

互
間

の
業

務
の

⼿
順

」と
は

、部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

(情
報

の
伝

達
を

含
む

。)
が

停
滞

し、
断

続
す

る
こと

な
く遂

⾏
で

き
る

仕
組

み
を

い
う。

 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

(1
)社

⻑
は

、組
織

内
に

お
け

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

」に
は

、担
当

業
務

に
応

じて
、組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
 

社
⻑

は
、第

５
条

、第
１

０
条

お
よ

び
第

１
０

条
の

２
に

定
め

る
責

任
（

担
当

業
務

に
応

じて
、原

⼦
⼒

部
⾨

の
内

外
に

対
し保

安
活

動
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

す
る

責
任

を
含

む
。）

お
よ

び
権

限
な

らび
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
（

部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を
含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）

を
定

め
させ

、関
係

す
る

要
員

が
責

任
を

持
って

業
務

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。 

10
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(再

掲
) 

第
⼗

四
条

 経
営

責
任

者
は

、部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
業

務
を

遂
⾏

で
き

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

(再
掲

) 
１

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
」に

は
、担

当
業

務
に

応
じて

、
組

織
の

内
外

に
対

し保
安

活
動

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。 
２

 第
14

条
に

規
定

す
る

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロセ

ス
に

お
い

て
、業

務
(情

報
の

伝
達

を
含

む
。)

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

っ
て

保
安

活
動

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。
（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、

部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を
含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）

 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

っ
て

保
安

活
動

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。
（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、

部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を
含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）

 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

っ
て

保
安

活
動

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。
（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、

部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を
含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）

 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

っ
て

保
安

活
動

を
遂

⾏
で

き
る

よ
うに

す
る

。
（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、

部
⾨

間
で

連
携

が
必

要
な

業
務

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を
含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）

 

(2
)社

⻑
は

、部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
を

定
め

させ
、関

係
す

る
要

員
が

責
任

を
持

って
保

安
活

動
を

遂
⾏

で
き

る
よ

うに
す

る
。（

「部
⾨

相
互

間
の

業
務

の
⼿

順
」と

は
、部

⾨
間

で
連

携
が

必
要

な
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

に
お

い
て

、業
務

（
情

報
の

伝
達

を
含

む
。）

が
停

滞
し、

断
続

す
る

こと
な

く遂
⾏

で
き

る
仕

組
み

を
い

う。
）
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(3

)社
⻑

は
、監

査
室

を
社

⻑
直

属
の

組
織

とし
、特

定
の

取
締

役
に

よ
る

監
査

室
へ

の
関

与
を

排
除

す
る

。ま
た

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

か
ら物

理
的

に
離

隔
す

る
等

に
よ

り、
監

査
室

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

(3
)社

⻑
は

、監
査

室
を

社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。ま

た
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

(3
)社

⻑
は

、監
査

室
を

社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。ま

た
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

(3
)社

⻑
は

、監
査

室
を

社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。ま

た
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 

(3
)社

⻑
は

、監
査

室
を

社
⻑

直
属

の
組

織
とし

、特
定

の
取

締
役

に
よ

る
監

査
室

へ
の

関
与

を
排

除
す

る
。ま

た
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
か

ら物
理

的
に

離
隔

す
る

等
に

よ
り、

監
査

室
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 
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（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
）

 
 

5.
5.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

 
5.

5.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

5.
5.

2 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

 
5.

5.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
管

理
責

任
者

 
5.

5.
2 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
 

５
．

５
．

２
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者
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6.

  
 

 
 

 
 

 
 

(1
) 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

事
業

本
部

⻑
を

原
⼦

⼒
部

⾨
（

経
営

監
査

室
を

除
く。

）
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
と

して
、経

営
監

査
室

⻑
を

経
営

監
査

室
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
と

して
任

命
す

る
。 

10
7.

  
第

⼗
五

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

者
に

、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限

 
社

⻑
は

、第
17

条
第

２
項

第
２

号
、第

３
号

、第
５

号
及

び
第

６
号

に
⽰

す
職

位
の

者
を

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
管

社
⻑

は
、第

５
条

第
２

項
第

２
号

、第
３

号
、第

５
号

及
び

第
６

号
に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

社
⻑

は
、第

８
条

第
２

項
第

2
号

、第
３

号
、第

５
号

及
び

第
６

号
に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

社
⻑

は
、第

8
条

第
2

項
第

2
号

、第
3

号
、第

5
号

及
び

第
6

号
に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

社
⻑

は
、第

7
条

第
２

項
(２

)、
(３

)、
(５

)及
び

(６
)に

⽰
す

職
位

の
者

を
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

管
理

す
る

責
任

(2
) 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

に
、次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
お

よ
び

権
限

を
与

え
る

。 

－242 / 440－



 

1
3
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

を
与

え
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 
理

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

す
る

責
任

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

者
（

以
下

「管
理

責
任

者
」と

い
う。

）
に

任
命

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

る
。 

10
8.

  
⼀

 プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
と

とも
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
a.

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a.
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a)
 プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
され

て
い

る
よ

う
に

す
る

こと
。 

10
9.

  
⼆

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

経
営

責
任

者
に

報
告

す
る

こと
。 

 
b.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

⽤
状

況
及

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、社
⻑

に
報

告
す

る
こと

。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、社

⻑
に

報
告

す
る

こと
。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、社

⻑
に

報
告

す
る

こと
。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、社

⻑
に

報
告

す
る

こと
。 

b.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

及
び

その
改

善
の

必
要

性
に

つ
い

て
、社

⻑
に

報
告

す
る

こと
。 

b)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
⽤

状
況

お
よ

び
その

改
善

の
必

要
性

に
つ

い
て

、
社

⻑
に

報
告

す
る

こと
。 

11
0.

  
三

 健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
c.

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こ
と。

 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

c.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

c)
 健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

お
よ

び
維

持
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

11
1.

  
四

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
 

d.
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

d.
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

d.
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

d.
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

d.
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 

d)
 関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こと
。 
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（

管
理

者
）

 
第

１
６

条
（

管
理

者
）

 
5.

5.
3 

管
理

者
 

5.
5.

3 
管

理
者

 
5.

5.
3 

管
理

者
 

5.
5.

3 
管

理
者

 
5.

5.
3

管
理

者
 

５
．

５
．

３
 管

理
者

 

11
3.

  
第

⼗
六

条
 経

営
責

任
者

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
(以

下
「管

理
者

」と
い

う。
)に

、当
該

管
理

者
が

管
理

監
督

す
る

業
務

に
係

る
責

任
及

び
権

限
を

与
え

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
第

1
項

に
規

定
す

る
「管

理
者

」と
は

、
職

務
権

限
を

⽰
す

⽂
書

に
お

い
て

、管
理

者
とし

て
責

任
及

び
権

限
を

付
与

され
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り、
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
を

管
理

す
る

責
任

者
を

置
い

て
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
責

任
者

の
責

任
及

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

（
以

下
「管

理
者

」と
い

う。
）

に
対

し、
管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
して

、責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。（
「管

理
者

」と
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を
、責

任
及

び
権

限
を

⽂
書

で
明

確
に

して
設

置
した

場
合

に
は

、そ
の

業
務

を
⾏

わ
せ

る
こと

が
で

き
る

。）
 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

（
以

下
「管

理
者

」と
い

う。
）

に
対

し、
管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
して

、責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。（
「管

理
者

」と
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を
、責

任
及

び
権

限
を

⽂
書

で
明

確
に

して
設

置
した

場
合

に
は

、そ
の

業
務

を
⾏

わ
せ

る
こと

が
で

き
る

。）
 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

（
以

下
「管

理
者

」と
い

う。
）

に
対

し、
管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
して

、責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。（
「管

理
者

」と
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を
、責

任
及

び
権

限
を

⽂
書

で
明

確
に

して
設

置
した

場
合

に
は

、そ
の

業
務

を
⾏

わ
せ

る
こと

が
で

き
る

。）
 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

（
以

下
「管

理
者

」と
い

う。
）

に
対

し、
管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
して

、責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。（
「管

理
者

」と
は

、品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
お

い
て

、責
任

及
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

を
い

う。
な

お
、管

理
者

に
代

わ
り個

別
業

務
の

プ
ロ

セ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を
、責

任
及

び
権

限
を

⽂
書

で
明

確
に

して
設

置
した

場
合

に
は

、そ
の

業
務

を
⾏

わ
せ

る
こと

が
で

き
る

。）
 

(1
)社

⻑
は

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

管
理

監
督

す
る

地
位

に
あ

る
者

（
以

下
「管

理
者

」
とい

う。
）

に
対

し、
管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
して

、責
任

及
び

権
限

を
与

え
る

。
（

「管
理

者
」と

は
、品

質
マ

ニュ
ア

ル
に

お
い

て
、責

任
及

び
権

限
を

付
与

され
て

い
る

者
を

い
う。

な
お

、管
理

者
に

代
わ

り個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を
、責

任
及

び
権

限
を

⽂
書

で
明

確
に

して
設

置
し

た
場

合
に

は
、そ

の
業

務
を

⾏
わ

せ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

(1
) 

社
⻑

は
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
監

督
す

る
地

位
に

あ
る

者
（

品
質

マ
ニュ

ア
ル

に
お

い
て

、管
理

者
とし

て
責

任
お

よ
び

権
限

を
付

与
され

て
い

る
者

、以
下

、「
管

理
者

」と
い

う。
）

に
、当

該
管

理
者

が
管

理
監

督
す

る
業

務
に

係
る

責
任

お
よ

び
権

限
を

与
え

る
。な

お
、管

理
者

に
代

わ
り、

個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

を
管

理
す

る
責

任
者

を
置

い
て

、そ
の

業
務

を
⾏

わ
せ

る
こと

が
で

き
る

。
この

場
合

に
お

い
て

、当
該

責
任

者
の

責
任

お
よ

び
権

限
は

、⽂
書

で
明

確
に

定
め

る
。 

11
4.

  
⼀

 個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、
実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

され
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
a.

個
別

業
務

の
プ

ロセ
ス

が
確

⽴
され

、実
施

され
る

とと
も

に
、そ

の
実

効
性

が
維

持
さ

れ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a.
個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
⾏

性
が

維
持

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

a)
 個

別
業

務
の

プ
ロセ

ス
が

確
⽴

され
、実

施
され

る
とと

も
に

、そ
の

実
効

性
が

維
持

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

11
5.

  
⼆

 要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
b.

要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こと

。 
b.

要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こと

。 
b.

要
員

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
つ

い
て

の
認

識
が

向
上

す
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b)
 要

員
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

つ
い

て
の

認
識

が
向

上
す

る
よ

うに
す

る
こと

。 

11
6.

  
三

 個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

 
c.

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
c.

個
別

業
務

の
実

施
状

況
に

関
す

る
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c)
 個

別
業

務
の

実
施

状
況

に
関

す
る

評
価

を
⾏

うこ
と。

 

11
7.

  
四

 健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
こと

。 
 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
。 

d)
 健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

お
よ

び
維

持
す

る
こと

。 

11
8.

  
五

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。④
 

 
e.

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
e.

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 
e)

 関
係

法
令

を
遵

守
す

る
こと

。 

11
9.

  
２

 管
理

者
は

、前
項

の
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
実

に
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。③
 

 
(2

)管
理

者
は

、与
え

られ
た

責
任

及
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
実

施
す

る
。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

。 

(2
)管

理
者

は
、与

え
られ

た
責

任
及

び
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

。 

(2
) 

管
理

者
は

、(
1)

の
責

任
お

よ
び

権
限

の
範

囲
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

実
に

実
施

す
る

。 

12
0.

  
⼀

 品
質

⽬
標

を
設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を
監

視
測

定
す

る
こと

。③
 

 
a.

品
質

⽬
標

を
設

定
し、

その
⽬

標
の

達
成

状
況

を
確

認
す

る
た

め
、業

務
の

実
施

状
況

を
監

視
測

定
す

る
こと

。 

a.
品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

a.
品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

a.
品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

a.
品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

a)
 品

質
⽬

標
を

設
定

し、
その

⽬
標

の
達

成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

、業
務

の
実

施
状

況
を

監
視

測
定

す
る

こと
。 

12
1.

  
⼆

 要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こ

と。
③

 

 
b.

要
員

が
、原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
意

識
を

向
上

し、
か

つ
、原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
取

組
を

積
極

的
に

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b.
要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

b)
 要

員
が

、原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

意
識

を
向

上
し、

か
つ

、原
⼦

⼒
の

安
全

へ
の

取
組

を
積

極
的

に
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

12
2.

  
三

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。③

 

 
c.

原
⼦

⼒
の

安
全

に
係

る
意

思
決

定
の

理
由

及
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
及

び
その

内
容

を
、関

係
す

る
要

員
に

確
実

に
伝

達
す

る
こと

。 

c)
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

係
る

意
思

決
定

の
理

由
お

よ
び

その
内

容
を

、関
係

す
る

要
員

に
確

実
に

伝
達

す
る

こと
。 

12
3.

  
四

 常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

要
員

に
定

着
させ

る
とと

も
に

、要
員

が
、積

極
的

に
原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

 
d.

常
に

問
い

か
け

る
姿

勢
及

び
学

習
す

る
姿

勢
を

要
員

に
定

着
させ

る
とと

も
に

、要
員

が
、積

極
的

に
再

処
理

施
設

の
保

安
に

関

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

る

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

埋
設

施
設

の
保

安
に

関
す

る

d.
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
要

員
に

定
着

させ
る

とと
も

に
、要

員
が

、積
極

的
に

加
⼯

施
設

の
保

安
に

関
す

d)
 常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

お
よ

び
学

習
す

る
姿

勢
を

要
員

に
定

着
させ

る
とと

も
に

、要
員

が
、積

極
的

に
原

⼦
炉

施
設

の
保

安
に

－243 / 440－



 

1
4
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

関
す

る
問

題
の

報
告

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。③

 
す

る
問

題
の

報
告

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

に
関

す
る

問
題

の
報

告
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
問

題
の

報
告

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

問
題

の
報

告
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
る

問
題

の
報

告
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
関

す
る

問
題

の
報

告
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こ

と。
 

12
4.

  
五

 要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。③

 
 

e.
要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e.

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

e.
要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e.

要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

e.
要

員
が

、積
極

的
に

業
務

の
改

善
に

対
す

る
貢

献
を

⾏
え

る
よ

うに
す

る
こと

。 
e)

 要
員

が
、積

極
的

に
業

務
の

改
善

に
対

す
る

貢
献

を
⾏

え
る

よ
うに

す
る

こと
。 

12
5.

  
３

 管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

を
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑨

 

２
 第

３
項

に
規

定
す

る
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
も

の
を

含
む

。 
 ３

 第
3

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う(
第

18
条

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

実
施

す
る

。（
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を
含

む
。ま

た
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

保
安

活
動

と
して

取
り組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

実
施

す
る

。（
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を
含

む
。ま

た
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

保
安

活
動

と
して

取
り組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

実
施

す
る

。（
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を
含

む
。ま

た
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

保
安

活
動

と
して

取
り組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

実
施

す
る

。（
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を
含

む
。ま

た
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

保
安

活
動

と
して

取
り組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

変
更

を
考

慮
に

⼊
れ

て
設

定
され

た
間

隔
を

い
う。

）
 

 

(3
)管

理
者

は
、管

理
監

督
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

実
施

す
る

。（
「⾃

⼰
評

価
」に

は
、

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を
含

む
。ま

た
、「

あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
並

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う。
）

 
 

(3
) 

管
理

者
は

、管
理

監
督

す
る

業
務

に
関

す
る

⾃
⼰

評
価

（
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
お

よ
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

も
の

を
含

む
。）

を
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

お
よ

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
な

らび
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う。
）

で
⾏

う。
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（

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
）

 
第

１
７

条
（

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
）

 
5.

5.
4

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

5.
5.

4
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
5.

5.
4

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

5.
5.

4
組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達

 
5.

5.
4

組
織

の
内

部
の

情
報

の
伝

達
 

５
．

５
．

４
 組

織
の

内
部

の
情

報
の

伝
達
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第

⼗
七

条
 経

営
責

任
者

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

１
 第

17
条

に
規

定
す

る
「組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

うに
す

る
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
が

必
要

に
応

じて
⾏

わ
れ

る
場

や
仕

組
み

を
決

め
、実

⾏
す

る
こと

を
い

う。
 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

う
に

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
さ

れ
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
とお

り。
 

 a.
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
b.

品
質

・保
安

会
議

 
c.

再
処

理
安

全
委

員
会

 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

う
に

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
さ

れ
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
とお

り。
 

 a.
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
b.

品
質

・保
安

会
議

 
c.

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

う
に

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
さ

れ
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
とお

り。
 

 a.
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
b.

品
質

・保
安

会
議

 
c.

濃
縮

安
全

委
員

会
 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

う
に

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
さ

れ
る

よ
うに

す
る

。 
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

運
営

に
必

要
とな

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
は

以
下

の
とお

り。
 

 a.
安

全
・品

質
改

⾰
委

員
会

 
b.

品
質

・保
安

会
議

 
c.

埋
設

施
設

安
全

委
員

会
 

社
⻑

は
、組

織
の

内
部

の
情

報
が

適
切

に
伝

達
され

る
仕

組
み

が
確

⽴
され

て
い

る
よ

う
に

す
る

とと
も

に
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
よ

うに
す

る
。 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

は
以

下
の

とお
り。

 
 a.

安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
 

b.
品

質
・保

安
会

議
 

c.
燃

料
製

造
安

全
委

員
会

 

(1
) 

社
⻑

は
、原

⼦
⼒

部
⾨

の
内

部
の

情
報

が
適

切
に

伝
達

され
る

仕
組

み
が

確
⽴

さ
れ

て
い

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

情
報

が
確

実
に

伝
達

され
る

よ
うに

す
る

。 
 

12
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２
 第

17
条

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
が

確
実

に
伝

達
され

る
」と

は
、例

え
ば

、第
18

条
に

規
定

す
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
の

結
果

を
要

員
に

理
解

させ
る

な
ど、

組
織

全
体

で
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
情

報
の

認
識

を
共

有
して

い
る

こと
を

い
う。

 

 
 

 
 

 
(2

) 
原

⼦
⼒

部
⾨

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト

シ
ス

テ
ム

の
運

営
に

必
要

とな
る

コミ
ュニ

ケ
ー

シ
ョン

が
必

要
に

応
じて

⾏
わ

れ
る

場
や

仕
組

み
を

決
め

、実
⾏

す
る

た
め

、表
３

－
２

の
５

．
５

．
４

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

⽴
す

る
。 

12
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5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
5.

6
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

 
５

．
６

 マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
 

13
0.

  
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
）

 
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

5.
6.

1 
⼀

般
 

5.
6.

1
⼀

般
 

５
．

６
．

１
 ⼀

般
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1.

  
第

⼗
⼋

条
 経

営
責

任
者

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

と
とも

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

（
第

１
６

条
再

掲
）

 
３

 第
３

項
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

保
安

活
動

とし
て

取
り組

む
必

要
が

あ
る

課
題

並
び

に
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う（
第

１
８

条
に

お
い

て
同

じ。
）

。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
、年

１
回

以
上

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
評

価
（

以
下

「マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
す

る
。 

社
⻑

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

評
価

す
る

とと
も

に
、改

善
の

機
会

を
得

て
、保

安
活

動
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
評

価
（

以
下

、「
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

」
とい

う。
）

を
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

お
よ

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
保

安
活

動
とし

て
取

り組
む

必
要

が
あ

る
課

題
な

らび
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

考
慮

に
⼊

れ
て

設
定

され
た

間
隔

を
い

う。
）

で
⾏

う。
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（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
）

 
第

１
９

条
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
）

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
5.

6.
2 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

5.
6.

2 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報

 
5.

6.
2

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

⽤
い

る
情

報
 

５
．

６
．

２
 マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
⽤

い
る

情
報
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第

⼗
九

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、少
な

くと
も

次
 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

に
お

い
て

、
少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
す

る
。 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
に

お
い

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

情
報

を
報

－244 / 440－



 

1
5
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

に
掲

げ
る

情
報

を
報

告
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
告

す
る

。 

13
4.

  
⼀

 内
部

監
査

の
結

果
 

 
a.

内
部

監
査

の
結

果
 

a.
内

部
監

査
の

結
果

 
a.

内
部

監
査

の
結

果
 

a.
内

部
監

査
の

結
果

 
a.

内
部

監
査

の
結

果
 

a)
 内

部
監

査
の

結
果

 

13
5.

  
⼆

 組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
１

 第
2

号
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

」と
は

、外
部

監
査

(安
全

⽂
化

の
外

部
評

価
を

含
む

。)
の

結
果

(外
部

監
査

を
受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、地
域

住
⺠

の
意

⾒
、原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

意
⾒

等
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、外
部

監
査

とは
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、評
価

等
を

受
け

る
こ

とを
い

う。
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を
含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を
受

け
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を
含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を
受

け
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を
含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を
受

け
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を
含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、
評

価
等

を
受

け
る

こと
を

い
う。

）
 

b.
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
（

外
部

監
査

（
安

全
⽂

化
の

外
部

評
価

を
含

む
。）

の
結

果
、地

域
住

⺠
の

意
⾒

、原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
意

⾒
等

を
含

む
。）

（
「外

部
監

査
」と

は
、外

部
の

組
織

⼜
は

者
か

ら監
査

、評
価

等
を

受
け

る
こと

を
い

う。
）

 

b)
 原

⼦
⼒

部
⾨

が
外

部
の

組
織

ま
た

は
者

か
ら監

査
、評

価
を

受
け

る
外

部
監

査
（

安
全

⽂
化

の
外

部
評

価
を

含
む

。）
の

結
果

(外
部

監
査

を
受

け
た

場
合

に
限

る
。)

、地
域

住
⺠

の
意

⾒
、原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

意
⾒

等
を

含
む

、原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

の
意

⾒
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三

 プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

 
 

２
 第

3
号

に
規

定
す

る
「プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
」と

は
、産

業
標

準
化

法
(昭

和
24

年
法

律
第

18
5

号
)に

基
づ

く⽇
本

産
業

規
格

Q
90

01
(以

下
「J

IS
 

Q
90

01
」と

い
う。

)の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」

の
状

況
及

び
「プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
で

得
られ

た
結

果
」に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 
90

01
)」

（
以

下
「J

IS
 Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 
90

01
)」

（
以

下
「J

IS
 Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 
90

01
)」

（
以

下
「J

IS
 Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 
90

01
)」

（
以

下
「J

IS
 Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

c.
プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

「プ
ロセ

ス
の

運
⽤

状
況

」と
は

、「
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
－

要
求

事
項

 J
IS

 Q
 9

00
1 

(I
SO

 
90

01
)」

（
以

下
「J

IS
 Q

90
01

」と
い

う。
）

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビス

の
適

合
」の

状
況

及
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

c)
 プ

ロセ
ス

の
運

⽤
状

況
（

JI
S 

Q
90

01
 

の
「プ

ロセ
ス

の
パ

フォ
ー

マ
ンス

な
らび

に
製

品
お

よ
び

サ
ー

ビス
の

適
合

の
状

況
」お

よ
び

「プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

で
得

られ
た

結
果

」
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う。
）
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四

 使
⽤

前
事

業
者

検
査

、定
期

事
業

者
検

査
及

び
使

⽤
前

検
査

(以
下

「使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
」と

い
う。

)並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

 

３
 第

4
号

に
規

定
す

る
「⾃

主
検

査
等

」
とは

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う(

第
48

条
に

お
い

て
同

じ。
)。

 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

d.
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、
監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
及

び
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

並
び

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

ほ
か

に
⾃

主
的

に
⾏

う、
合

否
判

定
基

準
の

あ
る

検
証

、妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
及

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

）
 

d)
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
お

よ
び

定
期

事
業

者
検

査
（

以
下

、「
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

」と
い

う。
）

な
らび

に
⾃

主
検

査
等

の
結

果
 

ここ
で

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、原

⼦
⼒

部
⾨

が
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
ほ

か
に

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、

妥
当

性
確

認
、監

視
測

定
、試

験
お

よ
び

こ
れ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

 

13
8.

  
五

 品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

e.
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

e.
品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 
e.

品
質

⽬
標

の
達

成
状

況
 

e)
 品

質
⽬

標
の

達
成

状
況

 

13
9.

  
六

 健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
 

４
 第

6
号

に
規

定
す

る
「健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

状
況

」に
は

、
内

部
監

査
に

よ
る

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

並
び

に
管

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
⾃

⼰
評

価
の

結
果

を
含

む
。 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

f.健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

の
取

組
状

況
に

係
る

評
価

の
結

果
並

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

f)
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

の
状

況
（

内
部

監
査

に
よ

る
安

全
⽂

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
の

取
組

状
況

に
係

る
評

価
の

結
果

な
らび

に
管

理
者

に
よ

る
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
お

よ
び

強
化

す
べ

き
分

野
に

係
る

⾃
⼰

評
価

の
結

果
を

含
む

。）
 

14
0.

  
七

 関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

g.
関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

g.
関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 
g.

関
係

法
令

の
遵

守
状

況
 

g)
 関

係
法

令
の

遵
守

状
況

 

14
1.

  
⼋

 不
適

合
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
 

５
 第

8
号

に
規

定
す

る
「不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

」
に

は
、組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
並

び
に

不
適

合
その

他
の

事
象

か
ら

得
られ

た
教

訓
を

含
む

。 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

（
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら
得

られ
た

教
訓

を
含

む
。）

 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

（
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら
得

られ
た

教
訓

を
含

む
。）

 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

（
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら
得

られ
た

教
訓

を
含

む
。）

 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

（
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら
得

られ
た

教
訓

を
含

む
。）

 

h.
不

適
合

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

状
況

（
組

織
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

(技
術

的
な

進
歩

に
よ

り得
られ

た
も

の
を

含
む

。)
、不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら
得

られ
た

教
訓

を
含

む
。）

 

h)
 不

適
合

な
らび

に
是

正
処

置
お

よ
び

未
然

防
⽌

処
置

の
状

況
（

原
⼦

⼒
部

⾨
の

内
外

で
得

られ
た

知
⾒

（
技

術
的

な
進

歩
に

よ
り得

られ
た

も
の

を
含

む
。）

、な
らび

に
不

適
合

その
他

の
事

象
か

ら得
られ

た
教

訓
を

含
む

。）
 

14
2.

  
九

 従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

 

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i.前

回
ま

で
の

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

講
じた

措
置

 
i) 

従
前

の
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
講

じた
措

置
 

14
3.

  
⼗

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
j.品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
j.品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

の
あ

る
変

更
 

j.品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 
j)

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
の

あ
る

変
更

 

14
4.

  
⼗

⼀
 部

⾨
⼜

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

 
k.

部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
k.

部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
k.

部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
k.

部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
k.

部
⾨

⼜
は

要
員

か
らの

改
善

の
た

め
の

提
案

 
k)

 部
⾨

ま
た

は
要

員
か

らの
改

善
の

た
め

の
提

案
 

14
5.

  
⼗

⼆
 資

源
の

妥
当

性
⑬

 
 

l.資
源

の
妥

当
性

 
l.資

源
の

妥
当

性
 

l.資
源

の
妥

当
性

 
l.資

源
の

妥
当

性
 

l.資
源

の
妥

当
性

 
l) 

資
源

の
妥

当
性

 

14
6.

  
⼗

三
 保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

⑬
 

６
 第

13
号

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

m
.保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
m

.保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
の

実
効

性
（

品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

m
.保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
m

.保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
講

じた
措

置
の

実
効

性
（

品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

m
.保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

の
実

効
性

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
m

) 
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
そ

れ
の

－245 / 440－



 

1
6
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
(第

52
条

第
1

項
第

4
号

に
お

い
て

同
じ。

)。
 

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

 

あ
る

原
⼦

⼒
部

⾨
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組
む

こと
を

含
む

。）
の

実
効

性
 

14
7.

  
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
）

 
第

２
０

条
（

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
）

 
5.

6.
3 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
5.

6.
3 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

5.
6.

3 
マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 
5.

6.
3

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

⾏
う措

置
 

５
．

６
．

３
 マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
⾏

う措
置

 

14
8.

  
第

⼆
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
く

とも
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  
(1

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
を

受
け

て
、少

な
くと

も
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

決
定

す
る

。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

(1
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

を
受

け
て

、少
な

くと
も

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。 

14
9.

  
⼀

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

及
び

プ
ロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
 

１
 第

1
号

に
規

定
す

る
「実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
」と

は
、改

善
の

機
会

を
得

て
実

施
され

る
組

織
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

組
織

の
業

務
遂

⾏
能

⼒
を

向
上

させ
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

）
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

組
織

の
業

務
遂

⾏
能

⼒
を

向
上

させ
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

）
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

組
織

の
業

務
遂

⾏
能

⼒
を

向
上

させ
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

）
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

組
織

の
業

務
遂

⾏
能

⼒
を

向
上

させ
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

）
 

a.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
及

び
プ

ロセ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

組
織

の
業

務
遂

⾏
能

⼒
を

向
上

させ
る

た
め

の
活

動
を

い
う。

）
 

a)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
お

よ
び

プ
ロ

セ
ス

の
実

効
性

の
維

持
に

必
要

な
改

善
（

改
善

の
機

会
を

得
て

実
施

され
る

原
⼦

⼒
部

⾨
の

業
務

遂
⾏

能
⼒

を
向

上
させ

る
た

め
の

活
動

を
い

う。
）

 

15
0.

  
⼆

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

 
b.

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

b.
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 
b.

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

b.
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
及

び
個

別
業

務
の

実
施

に
関

連
す

る
保

安
活

動
の

改
善

 
b.

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

b)
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
お

よ
び

個
別

業
務

の
実

施
に

関
連

す
る

保
安

活
動

の
改

善
 

15
1.

  
三

 品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

 
c.

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
及

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

c.
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

及
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に

必
要

な
資

源
 

c)
 品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

維
持

お
よ

び
継

続
的

な
改

善
の

た
め

に
必

要
な

資
源

 

15
2.

  
四

 健
全

な
安

全
⽂

化
の

育
成

及
び

維
持

に
関

す
る

改
善

⑤
 

２
 第

４
号

に
規

定
す

る
「健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
」

に
は

、安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

d.
健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
及

び
維

持
に

関
す

る
改

善
（

安
全

⽂
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

d)
 健

全
な

安
全

⽂
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

に
関

す
る

改
善

（
安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
お

よ
び

強
化

す
べ

き
分

野
が

確
認

され
た

場
合

に
お

け
る

改
善

策
の

検
討

を
含

む
。）

 

15
3.

  
五

 関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
④

 
 

e.
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
e.

関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

e.
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
e.

関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

e.
関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

 
e)

 関
係

法
令

の
遵

守
に

関
す

る
改

善
 

15
4.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、マ
ネ

ジ
メン

ト
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、マ
ネ

ジ
メン

ト
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
ト

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

15
5.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

)組
織

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
で

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

(3
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

で
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(3
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

で
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(3
)監

査
室

⻑
、調

達
室

⻑
、安

全
・品

質
本

部
⻑

及
び

事
業

部
⻑

は
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
結

果
で

決
定

を
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

(3
)組

織
は

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

結
果

で
決

定
した

事
項

に
つ

い
て

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
決

定
を

した
事

項
に

つ
い

て
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

15
6.

  
第

四
章

 資
源

の
管

理
 

第
4

章
 資

源
の

管
理

 
6 

資
源

の
管

理
 

6 
資

源
の

管
理

 
6 

資
源

の
管

理
 

6 
資

源
の

管
理

 
6

資
源

の
管

理
 

６
．

資
源

の
管

理
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（

資
源

の
確

保
）

 
第

２
１

条
（

資
源

の
確

保
）

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
6.

1 
資

源
の

確
保

 
6.

1
資

源
の

確
保

 
６

．
１

 資
源

の
確

保
 

15
8.

  
第

⼆
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

  

１
 第

２
１

条
に

規
定

す
る

「資
源

を
明

確
に

定
め

」と
は

、本
規

程
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、

組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
本

規
程

第
２

条
４

に
規

定
す

る
組

織
の

外
部

か
ら

調
達

す
る

者
を

含
む

。）
とを

明
確

に
し、

そ
れ

を
定

め
て

い
る

こと
を

い
う。

⑳
 

２
 第

2
号

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
」と

は
、J

IS
 9

０
01

の
「イ

ンフ
ラス

トラ
クチ

ャ」
を

い
う。

 
３

 第
３

号
に

規
定

す
る

「作
業

環
境

」に
は

、作
業

場
所

の
放

射
線

量
、温

度
、照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
るた

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。（
「資

源
を

明
確

に
定

め
」と

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

とを
明

確
に

し、
そ

れ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
るた

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。（
「資

源
を

明
確

に
定

め
」と

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

とを
明

確
に

し、
そ

れ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
るた

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。（
「資

源
を

明
確

に
定

め
」と

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

とを
明

確
に

し、
そ

れ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
るた

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。（
「資

源
を

明
確

に
定

め
」と

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

とを
明

確
に

し、
そ

れ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

組
織

は
、原

⼦
⼒

の
安

全
を

確
実

な
も

の
に

す
るた

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
確

保
し、

及
び

管
理

す
る

。（
「資

源
を

明
確

に
定

め
」と

は
、本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

の
事

項
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

資
源

を
特

定
した

上
で

、組
織

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と組

織
の

外
部

か
ら調

達
で

き
る

資
源

（
組

織
の

外
部

か
ら調

達
す

る
者

を
含

む
。）

を
明

確
に

し、
そ

れ
を

定
め

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

実
な

も
の

に
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

資
源

を
表

３
－

２
の

６
．

１
項

、６
．

２
項

お
よ

び
７

．
１

項
に

係
る

社
内

標
準

に
お

い
て

明
確

に
定

め
（

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
の

事
項

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
資

源
を

特
定

した
上

で
、原

⼦
⼒

部
⾨

の
内

部
で

保
持

す
べ

き
資

源
と原

⼦
⼒

部
⾨

の
外

部
か

ら調
達

で
き

る
資

源
（

組
織

の
外

部
か

ら調
達

す
る

者
を

含
む

。）
と

を
明

確
に

し、
それ

を
定

め
て

い
る

こと
を

い
う。

）
、こ

れ
を

確
保

し、
お

よ
び

管
理

す
る

。 
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⼀

 要
員

 
 

a.
要

員
 

a.
要

員
 

a.
要

員
 

a.
要

員
 

a.
要

員
 

a)
 要

員
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0.

  
⼆

 個
別

業
務

に
必

要
な

施
設

、設
備

及
び

サ
ー

ビス
の

体
系

 
 

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ン

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ン

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ン

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ン

b.
個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
及

び
サ

ー
ビス

の
体

系
（

JI
S 

Q
90

01
の

「イ
ン

b)
 個

別
業

務
に

必
要

な
施

設
、設

備
、お

よ
び

サ
ー

ビス
の

体
系

（
JI

S 
Q

90
01

 の

－246 / 440－



 

1
7
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

 
フラ

ス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 
フラ

ス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 
フラ

ス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 
フラ

ス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 
フラ

ス
トラ

クチ
ャ」

を
い

う。
）

 
「イ

ンフ
ラス

トラ
クチ

ャ」
を

い
う。

）
 

16
1.

  
三

 作
業

環
境

 
 

 
c.

作
業

環
境

（
作

業
場

所
の

放
射

線
量

、
温

度
、照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。）
 

c.
作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、

温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を
含

む
。）

 

c.
作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、

温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を
含

む
。）

 

c.
作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、

温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を
含

む
。）

 

c.
作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、

温
度

、照
度

、狭
⼩

の
程

度
等

の
作

業
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

事
項

を
含

む
。）

 

c)
 作

業
環

境
（

作
業

場
所

の
放

射
線

量
、温

度
、照

度
、狭

⼩
の

程
度

等
の

作
業

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

項
を

含
む

。）
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2.

  
四

 そ
の

他
必

要
な

資
源

 
 

d.
その

他
必

要
な

資
源

 
d.

その
他

必
要

な
資

源
 

d.
その

他
必

要
な

資
源

 
d.

その
他

必
要

な
資

源
 

d.
その

他
必

要
な

資
源

 
d)

 そ
の

他
必

要
な

資
源
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3.

  
（

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

第
２

２
条

（
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
）

 
6.

2
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

6.
2

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
6.

2
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

6.
2

要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

 
6.

2
要

員
の

⼒
量

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
 

６
．

２
 要

員
の

⼒
量

の
確

保
お

よ
び

教
育

訓
練
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4.

  
第

⼆
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
それ

を
適

⽤
す

る
能

⼒
(以

下
「⼒

量
」と

い
う。

)
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⼒

量
」に

は
、

組
織

が
必

要
とす

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。⑥
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
そ

れ
を

適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

と
す

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
そ

れ
を

適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

と
す

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
そ

れ
を

適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

と
す

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
そ

れ
を

適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

と
す

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
及

び
経

験
を

有
し、

意
図

した
結

果
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

並
び

に
そ

れ
を

適
⽤

す
る

能
⼒

（
以

下
「⼒

量
」と

い
う。

）
が

実
証

され
た

者
を

要
員

に
充

て
る

。（
「⼒

量
」に

は
、組

織
が

必
要

と
す

る
技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
に

関
す

る
知

識
を

含
む

。）
 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

必
要

な
技

能
お

よ
び

経
験

を
有

し、
意

図
した

結
果

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
お

よ
び

技
能

な
らび

に
それ

を
適

⽤
す

る
能

⼒
（

以
下

、「
⼒

量
」と

い
う。

ま
た

、⼒
量

に
は

、原
⼦

⼒
部

⾨
が

必
要

とす
る

技
術

的
、

⼈
的

お
よ

び
組

織
的

側
⾯

に
関

す
る

知
識

を
含

む
。）

が
実

証
され

た
者

を
要

員
に

充
て

る
。 

16
5.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

(2
)組

織
は

、要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
業

務
を

⾏
う。

 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、表
３

－
２

の
５

．
４

項
お

よ
び

６
．

２
項

に
係

る
社

内
標

準
を

確
⽴

し、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
⾏

う。
 

16
6.

  
⼀

 要
員

に
どの

よ
うな

⼒
量

が
必

要
か

を
明

確
に

定
め

る
こと

。 
 

a.
要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

a.
要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

a.
要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

a.
要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

a.
要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

a)
 要

員
に

どの
よ

うな
⼒

量
が

必
要

か
を

明
確

に
定

め
る

こと
。 

16
7.

  
⼆

 要
員

の
⼒

量
を

確
保

す
る

た
め

に
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 

２
 第

２
項

第
２

号
に

規
定

す
る

「そ
の

他
の

措
置

」に
は

、必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し、

⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

b.
要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。（
「そ

の
他

の
措

置
」に

は
、必

要
な

⼒
量

を
有

す
る

要
員

を
新

た
に

配
属

す
る

、⼜
は

雇
⽤

す
る

こと
を

含
む

。）
 

b)
 要

員
の

⼒
量

を
確

保
す

る
た

め
に

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
（

必
要

な
⼒

量
を

有
す

る
要

員
を

新
た

に
配

属
し、

ま
た

は
雇

⽤
す

る
こと

を
含

む
。）

を
講

ず
る

こと
。 

16
8.

  
三

 前
号

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

 

 
c.

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
c.

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

c.
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 
c.

教
育

訓
練

その
他

の
処

置
の

実
効

性
を

評
価

す
る

こと
。 

c)
 教

育
訓

練
その

他
の

措
置

の
実

効
性

を
評

価
す

る
こと

。 

16
9.

  
四

 要
員

が
、⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
して

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

 
d.

要
員

が
、⾃

らの
個

別
業

務
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
して

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d.
要

員
が

、⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
を

認
識

して
い

る
よ

うに
す

る
こと

。 

d)
 要

員
が

⾃
らの

個
別

業
務

に
つ

い
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
認

識
して

い
る

よ
うに

す
る

こと
。 

17
0.

  
イ 

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

 
(a

)品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

(a
)品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
(a

)品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

(a
)品

質
⽬

標
の

達
成

に
向

け
た

⾃
らの

貢
献

 
(a

)品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

(a
) 

品
質

⽬
標

の
達

成
に

向
け

た
⾃

らの
貢

献
 

17
1.

  
ロ 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

(b
)品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

維
持

す
る

た
め

の
⾃

らの
貢

献
 

(b
) 

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

⾃
らの

貢
献

 

17
2.

  
ハ

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 
 

(c
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

(c
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

(c
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

(c
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

(c
)原

⼦
⼒

の
安

全
に

対
す

る
当

該
個

別
業

務
の

重
要

性
 

(c
) 

原
⼦

⼒
の

安
全

に
対

す
る

当
該

個
別

業
務

の
重

要
性

 

17
3.

  
五

 要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
e.

要
員

の
⼒

量
及

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

e.
要

員
の

⼒
量

及
び

教
育

訓
練

その
他

の
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こと
。 

e)
 要

員
の

⼒
量

お
よ

び
教

育
訓

練
その

他
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

17
4.

  
第

五
章

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
第

5
章

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
7 

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
7 

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
7 

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
7 

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
7 

個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
策

定
及

び
個

別
業

務
の

実
施

 
７

．
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

お
よ

び
個

別
業

務
の

実
施

 

17
5.

  
（

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
の

計
画

）
 

第
２

３
条

（
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

の
計

画
）

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

の
計

画
 

7.
1 

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
の

計
画

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

の
計

画
 

7.
1 

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
の

計
画

 
7.

1 
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

の
計

画
 

７
．

１
 個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

の
計

画
 

17
6.

  
第

⼆
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「計

画
を

策
定

す
る

」に
は

、第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を
策

定
⑲

す
る

こと
を

含
む

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。（

「計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、4

.1
(2

)c
.の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を
策

定
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。（

「計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、4

.1
(2

)c
.の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を
策

定
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。（

「計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、4

.1
(2

)c
.の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を
策

定
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。（

「計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、4

.1
(2

)c
.の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を
策

定
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

とと
も

に
、そ

の
プ

ロセ
ス

を
確

⽴
す

る
。（

「計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、4

.1
(2

)c
.の

事
項

を
考

慮
して

計
画

を
策

定
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、表
３

－
１

の
４

．
２

．
３

項
お

よ
び

表
３

－
２

の
７

．
１

項
に

係
る

社
内

標
準

に
基

づ
き

、個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、計

画
を

策
定

す
る

（
４

．
１

(2
)c

)を
考

慮
して

計
画

を
策

定
す

る
こと

を
含

む
。）

とと
も

に
、そ

の
プ

ロ

－247 / 440－



 

1
8
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

セ
ス

を
確

⽴
す

る
。 

17
7.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を

確
保

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

、業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を

確
保

す
る

。（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を

確
保

す
る

。（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を

確
保

す
る

。（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を

確
保

す
る

。（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
を

確
保

す
る

。（
「個

別
業

務
等

要
求

事
項

との
整

合
性

」に
は

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
計

画
と当

該
個

別
業

務
以

外
の

プ
ロセ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
との

整
合

性
（

業
務

計
画

を
変

更
す

る
場

合
の

整
合

性
を

含
む

。）
を

確
保

す
る

。 

17
8.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」

とい
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑲
 

３
 第

3
項

に
規

定
す

る
「個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
(以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

)の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
(累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ得

る
プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。)

を
含

む
。 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

。）
 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

。）
 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

。）
 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

。）
 

(3
)組

織
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「個

別
業

務
計

画
」と

い
う。

）
の

策
定

⼜
は

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。（

「個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
」に

は
、プ

ロセ
ス

及
び

組
織

の
変

更
（

累
積

的
な

影
響

が
⽣

じ得
る

プ
ロセ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。）
を

含
む

。）
 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

（
以

下
、「

個
別

業
務

計
画

」と
い

う。
）

の
策

定
ま

た
は

変
更

（
プ

ロセ
ス

お
よ

び
組

織
の

変
更

（
累

積
的

な
影

響
が

⽣
じ

得
る

プ
ロセ

ス
お

よ
び

組
織

の
軽

微
な

変
更

を
含

む
。）

を
含

む
。）

を
⾏

うに
あ

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

17
9.

  
⼀

 個
別

業
務

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
の

⽬
的

及
び

当
該

計
画

の
策

定
⼜

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
⑲

 

（
第

１
３

条
再

掲
）

 
２

 第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
「起

こり
得

る
結

果
」に

は
、組

織
の

活
動

とし
て

実
施

す
る

次
の

事
項

を
含

む
（

第
２

３
条

第
３

項
第

１
号

に
お

い
て

同
じ。

）
。 

・当
該

変
更

に
よ

る
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
 

・当
該

分
析

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り
起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り
起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り
起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り
起

こり
得

る
結

果
 

a.
個

別
業

務
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

の
⽬

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

⼜
は

変
更

に
よ

り起
こり

得
る

結
果

 

a)
 個

別
業

務
計

画
の

策
定

ま
た

は
変

更
の

⽬
的

お
よ

び
当

該
計

画
の

策
定

ま
た

は
変

更
に

よ
り起

こり
得

る
結

果
（

当
該

変
更

に
よ

る
原

⼦
⼒

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
お

よ
び

評
価

、な
らび

に
当

該
分

析
お

よ
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
を

含
む

。）
 

18
0.

  
⼆

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

b.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

b.
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
⽬

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 
b.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

及
び

個
別

業
務

等
要

求
事

項
 

b)
 機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

係
る

品
質

⽬
標

お
よ

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 

18
1.

  
三

 機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

及
び

資
源

 
c.

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロ
セ

ス
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
及

び
資

源
 

c)
 機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

固
有

の
プ

ロセ
ス

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

お
よ

び
資

源
 

18
2.

  
四

 使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
これ

ら
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

(以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
) 

 
d.

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
、検

証
、妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
これ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

「合
否

判
定

基
準

」と
い

う。
）

 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

d.
⾃

主
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

d.
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
及

び
監

視
測

定
並

び
に

これ
らの

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

（
以

下
「合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

d)
 使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

、検
証

、妥
当

性
確

認
お

よ
び

監
視

測
定

な
らび

に
これ

らの
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

の
基

準
（

以
下

、「
合

否
判

定
基

準
」と

い
う。

）
 

18
3.

  
五

 個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

を
実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

 
e.

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロセ

ス
及

び
当

該
プ

ロセ
ス

を
実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e.
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

及
び

当
該

プ
ロセ

ス
を

実
施

した
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

に
必

要
な

記
録

 

e)
 個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロセ
ス

お
よ

び
当

該
プ

ロセ
ス

を
実

施
した

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

18
4.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とし
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、策

定
した

個
別

業
務

計
画

を
、そ

の
個

別
業

務
の

作
業

⽅
法

に
適

した
も

の
とす

る
。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

(4
)組

織
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、策
定

した
個

別
業

務
計

画
を

、そ
の

個
別

業
務

の
作

業
⽅

法
に

適
した

も
の

とす
る

。 

18
5.

  
 

 
7.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

7.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

関
す

る
プ

ロセ
ス

 
7.

2 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

７
．

２
 個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
関

す
る

プ
ロセ

ス
 

18
6.

  
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き
事

項
）

 
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

 
7.

2.
1 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き
事

項
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

 
7.

2.
1 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
べ

き
事

項
 

7.
2.

1 
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
す

べ
き

事
項

 
７

．
２

．
１

 個
別

業
務

等
要

求
事

項
と

して
明

確
に

す
べ

き
事

項
 

18
7.

  
第

⼆
⼗

四
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
る

。 
組

織
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
明

確
に

す
る

。 
原

⼦
⼒

部
⾨

は
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

明
確

に
定

め
る

。 

18
8.

  
⼀

 組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
が

明
⽰

して
は

い
な

い
も

の
の

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

a.
組

織
の

外
部

の
者

が
明

⽰
して

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
必

要
な

要
求

事
項

 

a)
 原

⼦
⼒

部
⾨

の
外

部
の

者
が

明
⽰

し
て

は
い

な
い

も
の

の
、機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

必
要

な
要

求
事

項
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9.

  
⼆

 関
係

法
令

 
 

b.
関

係
法

令
 

b.
関

係
法

令
 

b.
関

係
法

令
 

b.
関

係
法

令
 

b.
関

係
法

令
 

b)
 関

係
法

令
 

19
0.

  
三

 前
⼆

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

必
要

とす
る

要
求

事
項

 
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

c.
a.

及
び

b.
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、組
織

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
 

c)
 a

)お
よ

び
b)

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、原

⼦
⼒

部
⾨

が
必

要
とす

る
要

求
事

項
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5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

19
1.

  
（

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

）
 

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
7.

2.
2 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 
７

．
２

．
２

 個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

 

19
2.

  
第

⼆
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

)組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

の
審

査
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、機
器

等
の

使
⽤

ま
た

は
個

別
業

務
の

実
施

に
あ

た
り、

あ
らか

じ
め

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
。 

19
3.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
を

実
施

す
る

に
当

た
り、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

確
認

す
る

。 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

審
査

を
実

施
す

る
に

当
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
の

審
査

を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

認
す

る
。 

19
4.

  
⼀

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こと

。 
a.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こと

。 
a)

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

定
め

られ
て

い
る

こと
。 

19
5.

  
⼆

 当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

 
b.

当
該

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

、あ
ら

か
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

ら
か

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

ら
か

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

ら
か

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

b.
当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

ら
か

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

と相
違

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、そ

の
相

違
点

が
解

明
され

て
い

る
こと

。 

b)
 当

該
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と相

違
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、そ
の

相
違

点
が

解
明

され
て

い
る

こと
。 

19
6.

  
三

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

 
c.

組
織

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こと
。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

c.
組

織
が

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
た

め
の

能
⼒

を
有

して
い

る
こと

。 

c)
 原

⼦
⼒

部
⾨

が
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

た
め

の
能

⼒
を

有
して

い
る

こと
。 

19
7.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

審
査

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、(

1)
の

審
査

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
審

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
審

査
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

審
査

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

19
8.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
変

更
され

た
場

合
に

お
い

て
は

、関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

す
る

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
が

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、関

連
す

る
⽂

書
を

改
訂

され
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、関

連
す

る
要

員
に

対
し変

更
後

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

が
周

知
され

る
よ

うに
す

る
。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

変
更

され
た

場
合

に
お

い
て

は
、

関
連

す
る

⽂
書

が
改

訂
され

る
よ

うに
す

る
と

とも
に

、関
連

す
る

要
員

に
対

し変
更

後
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
が

周
知

され
る

よ
うに

す
る

。 

19
9.

  
（

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

）
 

第
２

６
条

（
組

織
の

外
部

の
者

との
情

報
の

伝
達

等
）

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
7.

2.
3 

組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 
７

．
２

．
３

 組
織

の
外

部
の

者
との

情
報

の
伝

達
等

 

20
0.

  
第

⼆
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。⑦
 

１
 第

２
６

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
か

らの
情

報
の

収
集

及
び

組
織

の
外

部
の

者
へ

の
情

報
の

伝
達

の
た

め
に

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
及

び
組

織
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

に
掲

げ
る

実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

、こ
れ

を
実

施
す

る
。 

 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

か
らの

情
報

の
収

集
お

よ
び

原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

へ
の

情
報

の
伝

達
の

た
め

に
、次

の
事

項
を

含
む

、実
効

性
の

あ
る

⽅
法

を
表

３
－

２
の

７
．

２
．

３
項

に
係

る
社

内
標

準
で

明
確

に
定

め
、こ

れ
を

実
施

す
る

。 

20
1.

  
 

・組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し、

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
と効

果
的

に
連

絡
し

適
切

に
情

報
を

通
知

す
る

⽅
法

 
a)

 原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

と効
果

的
に

連
絡

し、
適

切
に

情
報

を
通

知
す

る
⽅

法
 

20
2.

  
 

・予
期

せ
ぬ

事
態

に
お

け
る

組
織

の
外

部
の

者
との

時
宜

を
得

た
効

果
的

な
連

絡
⽅

法
 

b.
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

対
話

を
⾏

う
適

切
な

⽅
法

 

b.
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

対
話

を
⾏

う
適

切
な

⽅
法

 

b.
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

対
話

を
⾏

う
適

切
な

⽅
法

 

b.
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

対
話

を
⾏

う
適

切
な

⽅
法

 

b.
予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
組

織
の

外
部

の
者

との
時

宜
を

得
た

効
果

的
な

対
話

を
⾏

う適
切

な
⽅

法
 

b)
 予

期
せ

ぬ
事

態
に

お
け

る
原

⼦
⼒

部
⾨

の
外

部
の

者
との

時
宜

を
得

た
効

果
的

な
連

絡
⽅

法
 

20
3.

  
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
必

要
な

情
報

を
組

織
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

c.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

組
織

の
外

部
の

者
に

確
実

に
提

供
す

る
⽅

法
 

c)
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

必
要

な
情

報
を

原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

に
確

実
に

提
供

す
る

⽅
法

 

20
4.

  
 

・原
⼦

⼒
の

安
全

に
関

連
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
 

d.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 

d.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 

d.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 

d.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 

d.
原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

懸
念

や
期

待
を

把
握

し、
意

思
決

定
に

お
い

て
適

切
に

考
慮

す
る

⽅
法

 

d)
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

関
連

す
る

原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

の
懸

念
や

期
待

を
把

握
し、

意
思

決
定

に
お

い
て

適
切

に
考

慮
す

る
⽅

法
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7.

3 
設

計
開

発
 

7.
3 

設
計

開
発

 
7.

3 
設

計
開

発
 

7.
3 

設
計

開
発

 
7.

3 
設

計
開

発
 

７
．

３
 設

計
開

発
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原
⼦

⼒
部

⾨
は

、表
３

－
２

の
７

．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

⽴
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

20
7.

  
（

設
計

開
発

計
画

）
 

第
２

７
条

（
設

計
開

発
計

画
）

 
7.

3.
1 

設
計

開
発

計
画

 
7.

3.
1 

設
計

開
発

計
画

 
7.

3.
1 

設
計

開
発

計
画

 
7.

3.
1 

設
計

開
発

計
画

 
7.

3.
1 

設
計

開
発

計
画

 
７

．
３

．
１

 設
計

開
発

計
画

 

20
8.

  
第

⼆
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

(専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。)

の
計

画
(以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

)を
策

定
す

る
とと

も
に

、設
計

開
発

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
」に

は
、設

備
、施

設
、ソ

フト
ウェ

ア
及

び
⼿

順
書

等
に

関
す

る
設

計
開

発
を

含
む

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、原
⼦

⼒
の

安
全

の
た

め
に

重
要

な
⼿

順
書

等
の

設
計

開
発

に
つ

い
て

は
、新

規
制

定
の

場
合

に
加

え
、重

要
な

変
更

が
あ

る
場

合
に

も
⾏

う必
要

が
あ

る
。 

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
（

専
ら原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。）

の
計

画
（

以
下

「設
計

開
発

計
画

」と
い

う。
）

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

第
４

条
第

２
項

第
３

号
の

事
項

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

と⑲
を

含
む

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計
開

発
」に

は
、

設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計
開

発
」に

は
、

設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計
開

発
」に

は
、

設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
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防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計
開

発
」に

は
、

設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

（
専

ら原
⼦

⼒
施

設
に

お
い

て
⽤

い
る

た
め

の
設

計
開

発
に

限
る

。）
の

計
画

（
以

下
「設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

とと
も

に
、設

計
開

発
を

管
理

す
る

。（
「設

計
開

発
」に

は
、

設
備

、施
設

、ソ
フト

ウェ
ア

及
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

み
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う必

要
が

あ
る

。な
お

、「
設

計
開

発
の

計
画

を
策

定
す

る
」に

は
、不

適
合

及
び

予
期

せ
ぬ

事
象

の
発

⽣
等

を
未

然
に

防
⽌

す
る

た
め

の
活

動
（

4.
1(

2)
c.

を
考

慮
して

⾏
うも

の
を

含
む

。）
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

（
専

ら
原

⼦
炉

施
設

に
お

い
て

⽤
い

る
た

め
の

設
計

開
発

に
限

る
。）

の
計

画
（

以
下

、「
設

計
開

発
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

す
る

（
不

適
合

お
よ

び
予

期
せ

ぬ
事

象
の

発
⽣

等
を

未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

活
動

（
４

．
１

(2
)c

)の
事

項
を

考
慮

して
⾏

うも
の

を
含

む
。）

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
とと

も
に

、設
計

開
発

を
管

理
す

る
。こ

の
設

計
開

発
に

は
、設

備
、施

設
、ソ

フト
ウェ

ア
お

よ
び

⼿
順

書
等

に
関

す
る

設
計

開
発

を
含

む
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

た
め

に
重

要
な

⼿
順

書
等

の
設

計
開

発
に

つ
い

て
は

、新
規

制
定

の
場

合
に

加
え

、重
要

な
変

更
が

あ
る

場
合

に
も

⾏
う。

 

20
9.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
計

画
の

策
定

に
お

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
確

に
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

計
画

の
策

定
に

お
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。 

21
0.

  
⼀

 設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さの

程
度

 
 

a.
設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さ
の

程
度

 
a.

設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さ

の
程

度
 

a.
設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さ
の

程
度

 
a.

設
計

開
発

の
性

質
、期

間
及

び
複

雑
さ

の
程

度
 

a.
設

計
開

発
の

性
質

、期
間

及
び

複
雑

さ
の

程
度

 
a)

 設
計

開
発

の
性

質
、期

間
お

よ
び

複
雑

さの
程

度
 

21
1.

  
⼆

 設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

 
b.

設
計

開
発

の
各

段
階

に
お

け
る

適
切

な
審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
並

び
に

管
理

体
制

 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

b.
設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

⽅
法

並
び

に
管

理
体

制
 

b)
 設

計
開

発
の

各
段

階
に

お
け

る
適

切
な

審
査

、検
証

お
よ

び
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
な

らび
に

管
理

体
制

 

21
2.

  
三

 設
計

開
発

に
係

る
部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

及
び

権
限

 
 

c.
設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

c.
設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

c.
設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

c.
設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

c.
設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

及
び

要
員

の
責

任
及

び
権

限
 

c)
 設

計
開

発
に

係
る

部
⾨

お
よ

び
要

員
の

責
任

お
よ

び
権

限
 

21
3.

  
四

 設
計

開
発

に
必

要
な

組
織

の
内

部
及

び
外

部
の

資
源

 
 

d.
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

d.
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

d.
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

d.
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

d.
設

計
開

発
に

必
要

な
組

織
の

内
部

及
び

外
部

の
資

源
 

d)
 設

計
開

発
に

必
要

な
原

⼦
⼒

部
⾨

の
内

部
お

よ
び

外
部

の
資

源
 

21
4.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、実

効
性

の
あ

る
情

報
の

伝
達

並
び

に
責

任
及

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
並

び
に

責
任

及
び

権
限

の
明

確
な

割
当

て
が

な
され

る
よ

うに
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

に
関

与
す

る
各

者
間

の
連

絡
を

管
理

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、実
効

性
の

あ
る

情
報

の
伝

達
な

らび
に

責
任

お
よ

び
権

限
の

明
確

な
割

当
て

が
な

され
る

よ
うに

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
に

関
与

す
る

各
者

間
の

連
絡

を
管

理
す

る
。 

21
5.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

規
定

に
よ

り策
定

され
た

設
計

開
発

計
画

を
、

設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、(

1)
に

よ
り策

定
した

設
計

開
発

計
画

を
、設

計
開

発
の

進
⾏

に
応

じて
適

切
に

変
更

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

に
よ

り策
定

した
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

に
よ

り策
定

さ
れ

た
設

計
開

発
計

画
を

、設
計

開
発

の
進

⾏
に

応
じて

適
切

に
変

更
す

る
。 

21
6.

  
（

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

）
 

（
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
）

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
7.

3.
2 

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 
７

．
３

．
２

 設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

 

21
7.

  
第

⼆
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

)組
織

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

とし
て

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

で
あ

って
、次

に
掲

げ
る

も
の

を
明

確
に

定
め

る
とと

も
に

、当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、

当
該

情
報

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
とし

て
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
で

あ
って

、次
に

掲
げ

る
も

の
を

明
確

に
定

め
る

とと
も

に
、当

該
情

報
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

21
8.

  
⼀

 機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
機

能
及

び
性

能
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

機
能

及
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

a)
 機

能
お

よ
び

性
能

に
係

る
要

求
事

項
 

21
9.

  
⼆

 従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

ら
れ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

 
b.

従
前

の
類

似
した

設
計

開
発

か
ら得

られ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

b.
従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
られ

た
情

報
で

あ
って

、当
該

設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

とし
て

適
⽤

可
能

な
も

の
 

b)
 従

前
の

類
似

した
設

計
開

発
か

ら得
ら

れ
た

情
報

で
あ

って
、当

該
設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
とし

て
適

⽤
可

能
な

も
の

 

22
0.

  
三

 関
係

法
令

 
 

c.
関

係
法

令
 

c.
関

係
法

令
 

c.
関

係
法

令
 

c.
関

係
法

令
 

c.
関

係
法

令
 

c)
 関

係
法

令
 

22
1.

  
四

 そ
の

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d.

その
他

設
計

開
発

に
必

要
な

要
求

事
項

 
d)

 そ
の

他
設

計
開

発
に

必
要

な
要

求
事

項
 

22
2.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
に

⽤
い

る
情

報
に

つ
い

て
、そ

の
妥

当
性

を
評

価
し、

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

に
⽤

い
る

情
報

に
つ

い
て

、そ
の

妥
当

性
を

評
価

し、
承

認
す

る
。 
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3.

  
（

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

）
 

第
２

９
条

（
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
）

 
7.

3.
3 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
7.

3.
3 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
7.

3.
3 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
7.

3.
3 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
7.

3.
3 

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 
７

．
３

．
３

 設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

 

22
4.

  
第

⼆
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こ
とが

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

1
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
」と

は
、例

え
ば

、機
器

等
の

仕
様

⼜
は

ソ
フト

ウェ
ア

を
い

う。
 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
し

て
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
し

て
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
し

て
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
し

て
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
し

て
検

証
す

る
こと

が
で

き
る

形
式

に
よ

り管
理

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、設

計
開

発
に

⽤
い

た
情

報
と対

⽐
して

検
証

す
る

こと
が

で
き

る
形

式
に

よ
り管

理
す

る
。 

22
5.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
の

次
の

段
階

の
プ

ロセ
ス

に
進

む
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

承
認

す
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
次

の
段

階
の

プ
ロセ

ス
に

進
む

に
あ

た
り、

あ
らか

じ
め

、当
該

設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
承

認
す

る
。 

22
6.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、設

計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

と
す

る
。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
結

果
に

係
る

情
報

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

22
7.

  
⼀

 設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

a)
 設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

22
8.

  
⼆

 調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

 
b.

調
達

、機
器

等
の

使
⽤

及
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

b.
調

達
、機

器
等

の
使

⽤
及

び
個

別
業

務
の

実
施

の
た

め
に

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

も
の

で
あ

る
こと

。 

b)
 調

達
、機

器
等

の
使

⽤
お

よ
び

個
別

業
務

の
実

施
の

た
め

に
適

切
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
る

こと
。 

22
9.

  
三

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と。

 
 

c.
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
c.

合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こと
。 

c.
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
c.

合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こと
。 

c.
合

否
判

定
基

準
を

含
む

も
の

で
あ

る
こと

。 
c)

 合
否

判
定

基
準

を
含

む
も

の
で

あ
る

こ
と。

 

23
0.

  
四

 機
器

等
を

安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

 
d.

機
器

等
を

安
全

か
つ

適
正

に
使

⽤
す

る
た

め
に

不
可

⽋
な

当
該

機
器

等
の

特
性

が
明

確
で

あ
る

こと
。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

d.
機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 

d)
 機

器
等

を
安

全
か

つ
適

正
に

使
⽤

す
る

た
め

に
不

可
⽋

な
当

該
機

器
等

の
特

性
が

明
確

で
あ

る
こと

。 
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（

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
）

 
 

7.
3.

4 
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

 
7.

3.
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設
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ビュ

ー
 

7.
3.

4 
設

計
開
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レ
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7.

3.
4 
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ー
 

7.
3.

4 
設
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レ

ビュ
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７

．
３

．
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 設
計

開
発

レ
ビュ

ー
 

23
2.

  
第

三
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

(以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

)を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

)組
織

は
、設

計
開

発
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
「設

計
開

発
レ

ビュ
ー

」と
い

う。
）

を
実

施
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
⽬

的
とし

た
体

系
的

な
審

査
（

以
下

「設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

⽬
的

とし
た

体
系

的
な

審
査

（
以

下
、「

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。 

23
3.

  
⼀

 設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こ
と。

 

 
a.

設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

a.
設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
a.

設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こ
と。

 

a)
 設

計
開

発
の

結
果

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こ

と。
 

23
4.

  
⼆

 設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

 
b.

設
計

開
発

に
問

題
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
問

題
の

内
容

を
明

確
に

し、
必

要
な

措
置

を
提

案
す

る
こと

。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を

明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を

明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を

明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b.
設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を

明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

b)
 設

計
開

発
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

問
題

の
内

容
を

明
確

に
し、

必
要

な
措

置
を

提
案

す
る

こと
。 

23
5.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

に
、当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
対

象
とな

って
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

及
び

当
該

設
計

開
発

に
係

る
専

⾨
家

を
参

加
させ

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

とな
って

い
る

設
計

開
発

段
階

に
関

連
す

る
部

⾨
の

代
表

者
及

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
に

、当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

対
象

と
な

って
い

る
設

計
開

発
段

階
に

関
連

す
る

部
⾨

の
代

表
者

お
よ

び
当

該
設

計
開

発
に

係
る

専
⾨

家
を

参
加

させ
る

。 

23
6.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
レ

ビュ
ー

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

レ
ビュ

ー
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 
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23
8.

  
第

三
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

ら
な

い
」に

は
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
移

⾏
す

る
前

に
、当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

⾏
うこ

と含

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
。（

「設
計

開
発

計
画

に
従

って
検

証
を

実
施

す
る

」に
は

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
結

果
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
状

態
を

確
保

す
る

た
め

に
、設

計
開

発
計

画
に

従
って

検
証

を
実

施
す

る
（

設
計

開
発

計
画

に
従

って
プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

移
⾏

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る

－251 / 440－
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2
 /
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5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

む
。 

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

す
る

前
に

、当
該

設
計

開
発

に
係

る
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

。）
 

に
移

⾏
す

る
前

に
、当

該
設

計
開

発
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
）

。 

23
9.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

検
証

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
検

証
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
検

証
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
検

証
の

結
果

の
記

録
、お

よ
び

当
該

検
証

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

24
0.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、当
該

設
計

開
発

を
⾏

った
要

員
に

第
⼀

項
の

検
証

を
させ

て
は

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 
(3

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 
(3

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 
(3

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 
(3

)組
織

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 
(3

) 
原

⼦
⼒

部
⾨

は
、当

該
設

計
開

発
を

⾏
った

要
員

に
当

該
設

計
開

発
の

検
証

を
させ

な
い

。 

24
1.

  
（

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

）
 

第
３

２
条

（
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
）

 
7.

3.
6 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
7.

3.
6 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
7.

3.
6 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
7.

3.
6 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
7.

3.
6 

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 
７

．
３

．
６

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

 

24
2.

  
第

三
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
(以

下
この

条
に

お
い

て
「設

計
開

発
妥

当
性

確
認

」と
い

う。
)を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

この
条

に
お

い
て

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
」に

は
、機

器
等

の
設

置
後

で
な

け
れ

ば
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とが

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、当
該

機
器

等
の

使
⽤

を
開

始
す

る
前

に
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

って
、当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
（

以
下

「設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

。（
「当

該
設

計
開

発
の

妥
当

性
確

認
を

実
施

す
る

」に
は

、機
器

等
の

設
置

後
で

な
け

れ
ば

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とが
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
を

開
始

す
る

前
に

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

⾏
うこ

とを
含

む
。）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
結

果
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、設
計

開
発

計
画

に
従

っ
て

、当
該

設
計

開
発

の
妥

当
性

確
認

（
以

下
、「

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
」と

い
う。

）
を

実
施

す
る

（
機

器
等

の
設

置
後

で
な

け
れ

ば
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とが

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、当
該

機
器

等
の

使
⽤

を
開

始
す

る
前

に
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
⾏

うこ
とを

含
む

）
。 

24
3.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

ら
か

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)組
織

は
、機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

を
完

了
す

る
。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

(2
)組

織
は

、機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、機
器

等
の

使
⽤

ま
た

は
個

別
業

務
の

実
施

に
あ

た
り、

あ
らか

じ
め

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
を

完
了

す
る

。 

24
4.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
設

計
開

発
妥

当
性

確
認

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

設
計

開
発

妥
当

性
確

認
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

24
5.

  
（

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

）
 

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
7.

3.
7 

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 
７

．
３

．
７

設
計

開
発

の
変

更
の

管
理

 

24
6.

  
第

三
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

った
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

変
更

の
内

容
を

識
別

す
る

こと
が

で
き

る
よ

うに
す

る
とと

も
に

、当
該

変
更

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

とと
も

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
った

場
合

に
お

い
て

は
、当

該
変

更
の

内
容

を
識

別
す

る
こと

が
で

き
る

よ
うに

す
る

と
とも

に
、当

該
変

更
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

24
7.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)組
織

は
、設

計
開

発
の

変
更

を
⾏

うに
当

た
り、

あ
らか

じめ
、審

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を

承
認

す
る

。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
す

る
。 

(2
)組

織
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

当
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
を

⾏
い

、変
更

を
承

認
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
変

更
を

⾏
うに

あ
た

り、
あ

らか
じめ

、審
査

、検
証

お
よ

び
妥

当
性

確
認

を
⾏

い
、変

更
を

承
認

す
る

。 

24
8.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
原

⼦
⼒

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
(当

該
原

⼦
⼒

施
設

を
構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。)

を
⾏

わ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

)組
織

は
、(

2)
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

再
処

理
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
再

処
理

施
設

を
構

成
す

る
材

料
⼜

は
部

品
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

を
含

む
。）

を
⾏

う。
 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
廃

棄
物

管
理

施
設

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
（

当
該

廃
棄

物
管

理
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
加

⼯
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
加

⼯
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
埋

設
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
埋

設
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

(3
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
に

お
い

て
、設

計
開

発
の

変
更

が
加

⼯
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
加

⼯
施

設
を

構
成

す
る

材
料

⼜
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

ま
た

、組
織

は
、⽕

災
区

域
及

び
⽕

災
区

画
の

変
更

、設
備

改
造

等
の

設
計

変
更

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、内

部
⽕

災
影

響
評

価
へ

の
影

響
を

確
認

す
る

。
評

価
結

果
に

影
響

が
あ

る
場

合
は

、安
全

上
重

要
な

施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

うこ
と

が
な

い
こと

を
確

認
す

る
た

め
、内

部
⽕

災
影

響
評

価
の

再
評

価
を

実
施

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、設
計

開
発

の
変

更
の

審
査

に
お

い
て

、設
計

開
発

の
変

更
が

原
⼦

炉
施

設
に

及
ぼ

す
影

響
の

評
価

（
当

該
原

⼦
炉

施
設

を
構

成
す

る
材

料
ま

た
は

部
品

に
及

ぼ
す

影
響

の
評

価
を

含
む

。）
を

⾏
う。

 

24
9.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼆

項
の

審
 

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

(4
)組

織
は

、(
2)

の
審

査
、検

証
及

び
妥

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
2)

の
審

査
、検
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3
 /
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

査
、検

証
及

び
妥

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

当
性

確
認

の
結

果
の

記
録

及
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

証
お

よ
び

妥
当

性
確

認
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

その
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 
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7.

4 
調

達
 

7.
4 

調
達

 
7.

4 
調

達
 

7.
4 

調
達

 
7.

4 
調

達
 

７
．

４
 調

達
 

25
1.

  
 

 
 

 
 

 
 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、表
３

－
２

の
７

．
４

項
に

係
る

社
内

標
準

を
確

⽴
し、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。 

25
2.

  
（

調
達

プ
ロセ

ス
）

 
第

３
４

条
（

調
達

プ
ロセ

ス
）

 
7.

4.
1 

調
達

プ
ロセ

ス
 

7.
4.

1 
調

達
プ

ロセ
ス

 
7.

4.
1 

調
達

プ
ロセ

ス
 

7.
4.

1 
調

達
プ

ロセ
ス

 
7.

4.
1 

調
達

プ
ロセ

ス
 

７
．

４
．

１
 調

達
プ

ロセ
ス

 

25
3.

  
第

三
⼗

四
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

(以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

)が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

(以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

)に
適

合
す

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

)組
織

は
、調

達
す

る
物

品
⼜

は
役

務
（

以
下

「調
達

物
品

等
」と

い
う。

）
が

、⾃
ら規

定
す

る
調

達
物

品
等

に
係

る
要

求
事

項
（

以
下

「調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
)組

織
は

、調
達

す
る

物
品

⼜
は

役
務

（
以

下
「調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
「調

達
物

品
等

要
求

事
項

」と
い

う。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
す

る
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

す
る

物
品

ま
た

は
役

務
（

以
下

、「
調

達
物

品
等

」と
い

う。
）

が
、⾃

ら規
定

す
る

調
達

物
品

等
に

係
る

要
求

事
項

（
以

下
、「

調
達

物
品

等
要

求
事

項
」と

い
う。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

す
る

。 

25
4.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

及
び

調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を
⼊

⼿
し当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
で

き
る

よ
うに

、管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑫

 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

」に
は

、⼒
量

を
有

す
る

者
を

組
織

の
外

部
か

ら
確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。⑳
 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「管

理
の

⽅
法

」
とは

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
こと

を
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
 

３
 第

２
項

に
規

定
す

る
「を

調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら必

要
な

情
報

を
⼊

⼿
し

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

うに
、管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

」に
は

、例
え

ば
、

次
の

よ
うに

原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

を
⾏

うこ
とを

い
う。

 
・採

⽤
しよ

うと
す

る
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
の

技
術

的
な

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

設
置

しよ
うと

す
る

環
境

等
の

情
報

を
供

給
者

等
に

提
供

し、
供

給
者

等
に

当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
技

術
的

な
評

価
を

⾏
わ

せ
る

こと
。 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら

必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

う管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。（

「調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
」に

は
、⼒

量
を

有
す

る
も

の
を

組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
明

確
に

定
め

る
こ

とを
含

む
。ま

た
、「

管
理

の
⽅

法
」と

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こ

とを
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 
 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら

必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

う管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。（

「調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
」に

は
、⼒

量
を

有
す

る
も

の
を

組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
明

確
に

定
め

る
こ

とを
含

む
。ま

た
、「

管
理

の
⽅

法
」と

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こ

とを
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 
 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら

必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

う管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。（

「調
達

物
品

等
に

適
⽤

され
る

管
理

の
⽅

法
と程

度
」に

は
、⼒

量
を

有
す

る
も

の
を

組
織

の
外

部
か

ら確
保

す
る

際
に

、外
部

へ
の

業
務

委
託

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

に
明

確
に

定
め

る
こ

とを
含

む
。ま

た
、「

管
理

の
⽅

法
」と

は
、調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こ

とを
確

認
す

る
適

切
な

⽅
法

（
機

器
単

位
の

検
証

、調
達

物
品

等
の

妥
当

性
確

認
等

の
⽅

法
）

を
い

う。
）

 
 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

つ
い

て
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
等

か
ら

必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

う管
理

の
⽅

法
と

程
度

を
定

め
る

。（
「調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

」に
は

、⼒
量

を
有

す
る

も
の

を
組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こ
とを

含
む

。ま
た

、「
管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

適
切

な
⽅

法
（

機
器

単
位

の
検

証
、調

達
物

品
等

の
妥

当
性

確
認

等
の

⽅
法

）
を

い
う。

）
 

 

(2
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
及

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

を
定

め
る

。⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

う管
理

の
⽅

法
及

び
程

度
を

定
め

る
。（

「調
達

物
品

等
に

適
⽤

さ
れ

る
管

理
の

⽅
法

と程
度

」に
は

、
⼒

量
を

有
す

る
者

を
組

織
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こ
とを

含
む

。ま
た

、「
管

理
の

⽅
法

」と
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

適
切

な
⽅

法
（

機
器

単
位

の
検

証
、調

達
物

品
等

の
妥

当
性

確
認

等
の

⽅
法

）
を

い
う。

）
 

 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

お
よ

び
調

達
物

品
等

に
適

⽤
され

る
管

理
の

⽅
法

（
調

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

適
切

な
⽅

法
（

機
器

単
位

の
検

証
、調

達
物

品
等

の
妥

当
性

確
認

等
の

⽅
法

 ）
を

い
う。

）
お

よ
び

程
度

を
定

め
る

。こ
こで

、管
理

の
⽅

法
お

よ
び

程
度

に
は

、⼒
量

を
有

す
る

者
を

原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

か
ら確

保
す

る
際

に
、外

部
へ

の
業

務
委

託
の

範
囲

を
品

質
マ

ネ
ジ

メン
ト⽂

書
に

明
確

に
定

め
る

こと
を

含
む

。な
お

、こ
の

場
合

に
お

い
て

、⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

に
つ

い
て

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

等
か

ら必
要

な
情

報
を

⼊
⼿

し当
該

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

こと
を

確
認

で
き

る
よ

うに
、管

理
の

⽅
法

お
よ

び
程

度
を

定
め

る
。 

25
5.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(3

)組
織

は
、調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
従

い
、調

達
物

品
等

を
供

給
す

る
能

⼒
を

根
拠

とし
て

調
達

物
品

等
の

供
給

者
を

評
価

し、
選

定
す

る
。 

(3
)資

材
部

⻑
（

他
の

職
位

が
実

施
す

る
事

項
を

除
く。

）
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

従
い

、調
達

物
品

等
を

供
給

す
る

能
⼒

を
根

拠
とし

て
調

達
物

品
等

の
供

給
者

を
評

価
し、

選
定

す
る

。 

25
6.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

及
び

選
定

に
係

る
判

定
基

準
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 
(4

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 
(4

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 
(4

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 
(4

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
評

価
及

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

評
価

お
よ

び
選

定
に

係
る

判
定

基
準

を
定

め
る

。 

25
7.

  
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
三

項
の

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

 
(5

)組
織

は
、(

3)
の

評
価

の
結

果
の

記
録

及
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(5
)組

織
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
及

び
当

該
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じた

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
3)

の
評

価
の

結
果

の
記

録
お

よ
び

当
該

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
講

じた
措

置
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

い
。 

25
8.

  
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

(当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
(原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。)

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。)
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(6

)組
織

は
、調

達
物

品
等

を
調

達
す

る
場

合
に

は
、個

別
業

務
計

画
に

お
い

て
、適

切
な

調
達

の
実

施
に

必
要

な
事

項
（

当
該

調
達

物
品

等
の

調
達

後
に

お
け

る
これ

らの
維

持
⼜

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

再
処

理
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

。 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
に

係
る

も
の

に
限

る
。）

の
取

得
及

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。）
を

定
め

る
。 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
加

⼯
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

。 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
埋

設
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

。 

(6
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

⼜
は

運
⽤

に
必

要
な

技
術

情
報

（
加

⼯
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

及
び

当
該

情
報

を
他

の
原

⼦
⼒

事
業

者
等

と共
有

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す
る

事
項

を
含

む
。）

を
定

め
る

。 

(6
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

､調
達

物
品

等
を

調
達

す
る

場
合

に
は

、個
別

業
務

計
画

に
お

い
て

、適
切

な
調

達
の

実
施

に
必

要
な

事
項

（
当

該
調

達
物

品
等

の
調

達
後

に
お

け
る

これ
らの

維
持

ま
た

は
運

⽤
に

必
要

な
技

術
情

報
（

原
⼦

炉
施

設
の

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
の

取
得

お
よ

び
当

該
情

報
を

他
の

原
⼦

⼒
事

業
者

等
と共

有
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
に

関
す

る
事

項
を

含
む

。）
を

定
め

る
｡ 

25
9.

  
（

調
達

物
品

等
要

求
事

項
）

 
第

３
５

条
（

調
達

物
品

等
要

求
事

項
）

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

7.
4.

2 
調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

7.
4.

2 
調

達
物

品
等

要
求

事
項

 
7.

4.
2 

調
達

物
品

等
要

求
事

項
 

７
．

４
．

２
調

達
物

品
等

要
求

事
項

 

26
0.

  
第

三
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を
含

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(1

)組
織

は
、調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

に
、次

に
掲

げ
る

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

うち
、該

当
す

る
も

の
を

含
め

る
。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
に

、次
に

掲
げ

る
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
うち

、該
当

す
る

も
の

を
含

め
る

。 

26
1.

  
⼀

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロセ
ス

及
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
業

務
の

プ
ロセ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロ
セ

ス
及

び
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 
a)

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

業
務

の
プ

ロ
セ

ス
お

よ
び

設
備

に
係

る
要

求
事

項
 

26
2.

  
⼆

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

要
員

の
⼒

量
に

係
る

要
求

事
項

 
 

b.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

b.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

b.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

b.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

b.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

b)
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
要

員
の

⼒
量

に
係

る
要

求
事

項
 

26
3.

  
三

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 
c.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

c)
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

26
4.

  
四

 調
達

物
品

等
の

不
適

合
の

報
告

及
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

１
 第

1
項

第
4

号
に

規
定

す
る

「不
適

合
の

報
告

」に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。 

d.
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

（
「不

適
合

の
報

告
」

に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

d.
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

（
「不

適
合

の
報

告
」

に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

d.
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

（
「不

適
合

の
報

告
」

に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

d.
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

（
「不

適
合

の
報

告
」

に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

d.
調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
及

び
処

理
に

係
る

要
求

事
項

（
「不

適
合

の
報

告
」

に
は

、偽
造

品
⼜

は
模

造
品

等
の

報
告

を
含

む
。）

 

d)
 調

達
物

品
等

の
不

適
合

の
報

告
（

偽
造

品
ま

た
は

模
造

品
等

の
報

告
を

含
む

。）
お

よ
び

処
理

に
係

る
要

求
事

項
 

26
5.

  
五

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

 
e.

調
達

物
品

等
の

供
給

者
が

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

e.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

要
求

事
項

 

e)
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

が
健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

お
よ

び
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
要

求
事

項
 

26
6.

  
六

 ⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

⑫
 

 
f.⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
当

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 

f.⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

を
機

器
等

に
使

⽤
す

る
に

当
た

って
の

評
価

に
必

要
な

要
求

事
項

 

f)
 ⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

機
器

等
に

使
⽤

す
る

に
あ

た
って

の
評

価
に

必
要

な
要

求
事

項
 

26
7.

  
七

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
 

g.
その

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g.

その
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

g.
その

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g.

その
他

調
達

物
品

等
に

必
要

な
要

求
事

項
 

g.
その

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 
g)

 そ
の

他
調

達
物

品
等

に
必

要
な

要
求

事
項

 

26
8.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。⑪
 

２
 第

2
項

に
規

定
す

る
「そ

の
他

の
個

別
業

務
」と

は
、例

え
ば

、原
⼦

⼒
事

業
者

等
が

、プ
ロセ

ス
の

確
認

、検
証

及
び

妥
当

性
確

認
の

た
め

に
供

給
者

が
⾏

う活
動

へ
の

⽴
会

い
や

記
録

確
認

等
を

⾏
うこ

とを
い

う。
 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

そ
の

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
る

。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

そ
の

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
る

。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

そ
の

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

を
含

め
る

。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
⾃

主
検

査
等

その
他

の
個

別
業

務
を

⾏
う際

の
原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

職
員

に
よ

る
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
⼊

りに
関

す
る

こと
を

含
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、組

織
が

調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

そ
の

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こと

含
め

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
要

求
事

項
とし

て
、原

⼦
⼒

部
⾨

が
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
その

他
の

個
別

業
務

を
⾏

う際
の

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
職

員
に

よ
る

当
該

⼯
場

等
へ

の
⽴

⼊
りに

関
す

る
こ

とを
含

め
る

。 

26
9.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、
当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し調
達

物
品

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

(3
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し調

達
物

品
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
に

あ
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

妥
当

性
を

確
認

す
る

。 

27
0.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、調

達
物

品
等

を
受

領
す

る
場

合
に

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

に
対

し、
調

達
物

品
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

状
況

を
記

録
した

⽂
書

を
提

出
させ

る
。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
)組

織
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
を

受
領

す
る

場
合

に
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
に

対
し、

調
達

物
品

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
状

況
を

記
録

した
⽂

書
を

提
出

させ
る

。 

27
1.

  
（

調
達

物
品

等
の

検
証

）
 

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
7.

4.
3 

調
達

物
品

等
の

検
証

 
７

．
４

．
３

 調
達

物
品

等
の

検
証

 

27
2.

  
第

三
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
 

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

(1
)組

織
は

、調
達

物
品

等
が

調
達

物
品

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
が

調

－254 / 440－



 

2
5
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

達
物

品
等

が
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
うに

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

の
⽅

法
を

定
め

、実
施

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

等
要

求
事

項
に

適
合

して
い

る
よ

うに
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
して

い
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

必
要

な
検

証
の

⽅
法

を
定

め
、実

施
す

る
。 

27
3.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、

当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
⼯

場
等

に
お

い
て

調
達

物
品

等
の

検
証

を
実

施
す

る
こと

とし
た

とき
は

、当
該

検
証

の
実

施
要

領
及

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
ら

の
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

ら
の

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

及
び

調
達

物
品

等
の

供
給

者
か

らの
出

荷
の

可
否

の
決

定
の

⽅
法

に
つ

い
て

調
達

物
品

等
要

求
事

項
の

中
で

明
確

に
定

め
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

⼯
場

等
に

お
い

て
調

達
物

品
等

の
検

証
を

実
施

す
る

こと
とし

た
とき

は
、当

該
検

証
の

実
施

要
領

お
よ

び
調

達
物

品
等

の
供

給
者

か
らの

出
荷

の
可

否
の

決
定

の
⽅

法
に

つ
い

て
調

達
物

品
等

要
求

事
項

の
中

で
明

確
に

定
め

る
。 

27
4.

  
 

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5 
個

別
業

務
の

管
理

 
７

．
５

 個
別

業
務

の
管

理
 

27
5.

  
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
第

３
７

条
（

個
別

業
務

の
管

理
）

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5.

1 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

7.
5.

1 
個

別
業

務
の

管
理

 
7.

5.
1 

個
別

業
務

の
管

理
 

７
．

５
．

１
 個

別
業

務
の

管
理

 

27
6.

  
第

三
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

(当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

)に
適

合
す

る
よ

うに
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
実

施
す

る
。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

実
施

す
る

。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

実
施

す
る

。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よ
うに

実
施

す
る

。 

組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

き
、個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く。
）

に
適

合
す

る
よ

うに
実

施
す

る
。 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

、個
別

業
務

を
次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
個

別
業

務
の

内
容

等
か

ら該
当

しな
い

と
認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
に

適
合

す
る

よ
う

に
実

施
す

る
。 

27
7.

  
⼀

 原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

１
 第

１
号

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、次
の

事
項

を
含

む
。 

・保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

 
・当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
 

a.
再

処
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。
（

「再
処

理
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、「

保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

」
及

び
「当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
」を

含
む

。）
 

a.
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。
（

「廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
」に

は
、「

保
安

の
た

め
に

使
⽤

す
る

機
器

等
⼜

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

」及
び

「当
該

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き

結
果

」を
含

む
。）

 

a.
加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。（

「加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、「
保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

⼜
は

実
施

す
る

個
別

業
務

の
特

性
」及

び
「当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
」を

含
む

。）
 

a.
埋

設
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。（

「埋
設

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、「
保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

⼜
は

実
施

す
る

個
別

業
務

の
特

性
」及

び
「当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
」を

含
む

。）
 

a.
加

⼯
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
情

報
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。（

「加
⼯

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

」に
は

、「
保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

⼜
は

実
施

す
る

個
別

業
務

の
特

性
」及

び
「当

該
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
よ

り達
成

す
べ

き
結

果
」を

含
む

。）
 

a)
 原

⼦
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

（
保

安
の

た
め

に
使

⽤
す

る
機

器
等

ま
た

は
実

施
す

る
個

別
業

務
の

特
性

、お
よ

び
、当

該
機

器
等

の
使

⽤
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り達

成
す

べ
き

結
果

を
含

む
。）

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 

27
8.

  
⼆

 ⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

 
b.

⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

b.
⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b.

⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

b.
⼿

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b.

⼿
順

等
が

必
要

な
時

に
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

る
こと

。 
b)

 ⼿
順

書
等

が
必

要
な

時
に

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
る

こと
。 

27
9.

  
三

 当
該

個
別

業
務

に
⾒

合
う設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 
 

c.
当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

c.
当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

c.
当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

c.
当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

c.
当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

c)
 当

該
個

別
業

務
に

⾒
合

う設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

28
0.

  
四

 監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 

 
d.

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

が
利

⽤
で

き
る

体
制

に
あ

り、
か

つ
、当

該
設

備
を

使
⽤

して
い

る
こと

。 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
して

い
る

こと
。 

d)
 監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
⽤

で
き

る
体

制
に

あ
り、

か
つ

、当
該

設
備

を
使

⽤
し

て
い

る
こと

。 

28
1.

  
五

 第
四

⼗
七

条
の

規
定

に
基

づ
き

監
視

測
定

を
実

施
して

い
る

こと
。 

 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e.

8.
2.

3
に

基
づ

き
監

視
測

定
を

実
施

して
い

る
こと

。 
e)

 ８
．

２
．

３
項

に
基

づ
き

監
視

測
定

を
実

施
して

い
る

こと
。 

28
2.

  
六

 こ
の

規
則

の
規

定
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

 
f.本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
き

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

f.本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

って
い

る
こと

。 

f)
 本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
き

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
って

い
る

こと
。 

28
3.

  
（

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
）

 
第

３
８

条
（

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
）

 
7.

5.
2 

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
7.

5.
2 

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

7.
5.

2 
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

 
7.

5.
2 

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

妥
当

性
確

認
 

７
．

５
．

２
 個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
妥

当
性

確
認

 

28
4.

  
第

三
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロ

セ
ス

の
結

果
を

検
証

す
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

(個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。)
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(1

)組
織

は
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、そ
れ

以
降

の
監

視
測

定
で

は
当

該
プ

ロセ
ス

の
結

果
を

検
証

す
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

（
個

別
業

務
が

実
施

され
た

後
に

の
み

不
適

合
そ

の
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

う。
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
明

確
に

な
る

場
合

を
含

む
。）

に
お

い
て

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

う。
 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、そ

れ
以

降
の

監
視

測
定

で
は

当
該

プ
ロセ

ス
の

結
果

を
検

証
す

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
（

個
別

業
務

が
実

施
され

た
後

に
の

み
不

適
合

その
他

の
事

象
が

明
確

に
な

る
場

合
を

含
む

。）
に

お
い

て
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
う。

 

28
5.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、同

項
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

プ
ロセ

ス
が

個
別

業
務

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こ
とを

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

に
よ

って
実

証
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こ

とを
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こ

とを
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こ

とを
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こ

とを
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
って

実
証

す
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
プ

ロセ
ス

が
個

別
業

務
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
に

よ
っ

て
実

証
す

る
。 

28
6.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

 
(3

)組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

(3
)組

織
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
(3

)組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

(3
)組

織
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
(3

)組
織

は
、妥

当
性

確
認

を
⾏

った
場

合
は

、そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、妥
当

性
確

認
を

⾏
った

場
合

は
、そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

－255 / 440－



 

2
6
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

理
す

る
。 

理
す

る
。 

理
す

る
。 

理
す

る
。 

理
す

る
。 

これ
を

管
理

す
る

。 

28
7.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

妥
当

性
確

認
の

対
象

とさ
れ

た
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
(当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

)を
明

確
に

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

)組
織

は
、(

1)
の

妥
当

性
確

認
の

対
象

とさ
れ

た
プ

ロセ
ス

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

プ
ロセ

ス
の

内
容

等
か

ら該
当

し
な

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
し

な
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
し

な
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
し

な
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
し

な
い

と認
め

られ
る

も
の

を
除

く。
）

を
明

確
に

す
る

。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
妥

当
性

確
認

の
対

象
とさ

れ
た

プ
ロセ

ス
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

事
項

（
当

該
プ

ロセ
ス

の
内

容
等

か
ら該

当
しな

い
と認

め
られ

る
も

の
を

除
く。

）
を

明
確

に
す

る
。 

28
8.

  
⼀

 当
該

プ
ロセ

ス
の

審
査

及
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 
 

a.
当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

a.
当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

a.
当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

a.
当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

a.
当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
及

び
承

認
の

た
め

の
判

定
基

準
 

a)
 当

該
プ

ロセ
ス

の
審

査
お

よ
び

承
認

の
た

め
の

判
定

基
準

 

28
9.

  
⼆

 妥
当

性
確

認
に

⽤
い

る
設

備
の

承
認

及
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 
 

b.
妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

b.
妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

b.
妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

b.
妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

b.
妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
及

び
要

員
の

⼒
量

を
確

認
す

る
⽅

法
 

b)
 妥

当
性

確
認

に
⽤

い
る

設
備

の
承

認
お

よ
び

要
員

の
⼒

量
を

確
認

す
る

⽅
法

 

29
0.

  
三

 妥
当

性
確

認
の

⽅
法

 
１

 第
4

項
第

3
号

に
規

定
す

る
「妥

当
性

確
認

」に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」

に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」

に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」

に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」

に
は

、対
象

とな
る

個
別

業
務

計
画

の
変

更
時

の
再

確
認

及
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

 

c.
妥

当
性

確
認

の
⽅

法
（

「妥
当

性
確

認
」に

は
、対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
及

び
⼀

定
期

間
が

経
過

した
後

に
⾏

う定
期

的
な

再
確

認
を

含
む

。）
 

c)
 妥

当
性

確
認

（
対

象
とな

る
個

別
業

務
計

画
の

変
更

時
の

再
確

認
お

よ
び

⼀
定

期
間

が
経

過
した

後
に

⾏
う定

期
的

な
再

確
認

を
含

む
。）

の
⽅

法
 

29
1.

  
（

識
別

管
理

）
 

第
３

９
条

（
識

別
管

理
）

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
7.

5.
3 

識
別

管
理

及
び

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

 
７

．
５

．
３

 識
別

管
理

お
よ

び
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
 

29
2.

  
第

三
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

39
条

に
規

定
す

る
「機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

」と
は

、不
注

意
に

よ
る

誤
操

作
、検

査
の

設
定

条
件

の
不

備
⼜

は
実

施
漏

れ
等

を
防

ぐた
め

に
、

例
え

ば
、札

の
貼

付
け

や
個

別
業

務
の

管
理

等
に

よ
り機

器
等

及
び

個
別

業
務

の
状

態
を

区
別

す
る

こと
を

い
う。

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

及
び

個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

全
て

の
プ

ロセ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
及

び
個

別
業

務
の

状
態

を
識

別
し、

管
理

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

計
画

お
よ

び
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
全

て
の

プ
ロ

セ
ス

に
お

い
て

、適
切

な
⼿

段
に

よ
り、

機
器

等
お

よ
び

個
別

業
務

の
状

態
を

識
別

し、
管

理
す

る
。 

29
3.

  
（

トレ
ー

サ
ビリ

テ
ィの

確
保

）
 

第
四

⼗
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、 
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィ(
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

)の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

これ
を

記
録

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

（
トレ

ー
サ

ビリ
テ

ィの
確

保
）

 
 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
)組

織
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ（
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
⼜

は
所

在
を

追
跡

で
き

る
状

態
を

い
う。

）
の

確
保

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

識
別

し、
これ

を
記

録
す

る
とと

も
に

、当
該

記
録

を
管

理
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、ト
レ

ー
サ

ビリ
テ

ィ
（

機
器

等
の

使
⽤

ま
た

は
個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
履

歴
、適

⽤
ま

た
は

所
在

を
追

跡
で

き
る

状
態

を
い

う。
）

の
確

保
が

個
別

業
務

等
要

求
事

項
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

機
器

等
ま

た
は

個
別

業
務

を
識

別
し、

これ
を

記
録

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

管
理

す
る

。 

29
4.

  
（

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

）
 

第
４

１
条

（
組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
）

 
7.

5.
4

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
7.

5.
4

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
7.

5.
4

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
7.

5.
4

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
7.

5.
4

組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 
７

．
５

．
４

 組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

 

29
5.

  
第

四
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

を
所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

４
１

条
に

規
定

す
る

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、Ｊ
Ｉ

Ｓ
 Ｑ

９
０

０
１

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。

（
「組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
」と

は
、J

IS
 

Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。

（
「組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
」と

は
、J

IS
 

Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。

（
「組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
」と

は
、J

IS
 

Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

組
織

は
、組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
を

所
持

して
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、必
要

に
応

じ、
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。

（
「組

織
の

外
部

の
者

の
物

品
」と

は
、J

IS
 

Q
90

01
の

「顧
客

⼜
は

外
部

提
供

者
の

所
有

物
」を

い
う。

）
 

(1
)組

織
は

、組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

を
所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。
（

「組
織

の
外

部
の

者
の

物
品

」と
は

、J
IS

 
Q

90
01

の
「顧

客
⼜

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
）

 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

の
物

品
（

JI
S 

Q
90

01
 の

「顧
客

ま
た

は
外

部
提

供
者

の
所

有
物

」を
い

う。
）

を
所

持
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、必

要
に

応
じ、

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

29
6.

  
（

調
達

物
品

の
管

理
）

 
 

7.
5.

5 
調

達
物

品
の

管
理

 
7.

5.
5 

調
達

物
品

の
管

理
 

7.
5.

5 
調

達
物

品
の

管
理

 
7.

5.
5 

調
達

物
品

の
管

理
 

7.
5.

5 
調

達
物

品
の

管
理

 
７

．
５

．
５

 調
達

物
品

の
管

理
 

29
7.

  
第

四
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

うに
管

理
(識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。)

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
組

織
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

うに
管

理
（

識
別

表
⽰

、取
扱

い
、包

装
、保

管
及

び
保

護
を

含
む

。）
す

る
。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

組
織

は
、調

達
した

物
品

が
使

⽤
され

る
ま

で
の

間
、当

該
物

品
を

調
達

物
品

等
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
うに

管
理

（
識

別
表

⽰
、取

扱
い

、包
装

、保
管

及
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、調
達

した
物

品
が

使
⽤

され
る

ま
で

の
間

、当
該

物
品

を
調

達
物

品
等

要
求

事
項

に
適

合
す

る
よ

うに
管

理
（

識
別

表
⽰

、取
扱

い
、包

装
、保

管
お

よ
び

保
護

を
含

む
。）

す
る

。 
(2

) 
原

⼦
⼒

部
⾨

は
、調

達
物

品
の

管
理

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、表

３
－

２
の

７
．

５
．

５
項

に
係

る
社

内
標

準
を

確
⽴

す
る

。 

29
8.

  
（

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
）

 
第

４
３

条
（

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
）

 
7.

6 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
7.

6 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
7.

6 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
7.

6 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
7.

6 
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

管
理

 
７

．
６

 監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
管

理
 

29
9.

  
第

四
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
 

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

(1
)組

織
は

、機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
の

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、機
器

等
ま

た
は

個

－256 / 440－



 

2
7
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

器
等

⼜
は

個
別

業
務

の
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
の

実
証

に
必

要
な

監
視

測
定

及
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
及

び
当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
を

明
確

に
定

め
る

。 

別
業

務
の

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

の
実

証
に

必
要

な
監

視
測

定
お

よ
び

当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

を
表

３
－

２
の

７
．

１
項

、７
．

６
項

、お
よ

び
８

．
２

．
４

項
に

係
る

社
内

標
準

に
お

い
て

明
確

に
定

め
る

。 

30
0.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、
当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

監
視

測
定

に
つ

い
て

、
実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
で

実
施

す
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、

実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、

実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、

実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、

実
施

可
能

で
あ

り、
か

つ
、当

該
監

視
測

定
に

係
る

要
求

事
項

と整
合

性
の

とれ
た

⽅
法

で
実

施
す

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
監

視
測

定
に

つ
い

て
、実

施
可

能
で

あ
り、

か
つ

、当
該

監
視

測
定

に
係

る
要

求
事

項
と整

合
性

の
とれ

た
⽅

法
を

、表
３

－
２

の
７

．
１

項
に

係
る

社
内

標
準

に
お

い
て

確
⽴

し、
実

施
す

る
。 

30
1.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とし

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、監
視

測
定

の
た

め
に

必
要

な
設

備
を

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

適
合

す
る

も
の

とす
る

。 
 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

(3
)組

織
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、監

視
測

定
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
適

合
す

る
も

の
とす

る
。 

30
2.

  
⼀

 あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、⼜
は

使
⽤

の
前

に
、計

量
の

標
準

ま
で

追
跡

す
る

こと
が

可
能

な
⽅

法
(当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

)
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こ

と。
 

１
 第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、第

２
３

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
 

a.
あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、⼜

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こ

とが
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
⼜

は
検

証
の

根
拠

に
つ

い
て

記
録

す
る

⽅
法

）
に

よ
り校

正
⼜

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 
（

「あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
」と

は
、

7.
1(

1)
に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
 

a)
 あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

（
７

．
１

(1
)に

基
づ

き
定

め
た

計
画

に
基

づ
く間

隔
を

い
う。

）
で

、ま
た

は
使

⽤
の

前
に

、計
量

の
標

準
ま

で
追

跡
す

る
こと

が
可

能
な

⽅
法

（
当

該
計

量
の

標
準

が
存

在
しな

い
場

合
に

あ
って

は
、校

正
ま

た
は

検
証

の
根

拠
に

つ
い

て
記

録
す

る
⽅

法
）

に
よ

り校
正

ま
た

は
検

証
が

な
され

て
い

る
こと

。 

30
3.

  
⼆

 校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
 

 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
b.

校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 
b)

 校
正

の
状

態
が

明
確

に
な

る
よ

う、
識

別
され

て
い

る
こと

。 

30
4.

  
三

 所
要

の
調

整
が

な
され

て
い

る
こと

。 
 

c.
所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

c.
所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

c.
所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

c.
所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

c.
所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

c)
 所

要
の

調
整

が
な

され
て

い
る

こと
。 

30
5.

  
四

 監
視

測
定

の
結

果
を

無
効

とす
る

操
作

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

d.
監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

d)
 監

視
測

定
の

結
果

を
無

効
とす

る
操

作
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

30
6.

  
五

 取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

e.
取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

e.
取

扱
い

、維
持

及
び

保
管

の
間

、損
傷

及
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 
e.

取
扱

い
、維

持
及

び
保

管
の

間
、損

傷
及

び
劣

化
か

ら保
護

され
て

い
る

こと
。 

e)
 取

扱
い

、維
持

お
よ

び
保

管
の

間
、損

傷
お

よ
び

劣
化

か
ら保

護
され

て
い

る
こと

。 

30
7.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

不
適

合
が

判
明

した
場

合
に

お
い

て
は

、従
前

の
監

視
測

定
の

結
果

の
妥

当
性

を
評

価
し、

これ
を

記
録

す
る

。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

(4
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

に
係

る
要

求
事

項
へ

の
不

適
合

が
判

明
した

場
合

に
お

い
て

は
、従

前
の

監
視

測
定

の
結

果
の

妥
当

性
を

評
価

し、
これ

を
記

録
す

る
。 

30
8.

  
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
同

項
の

不
適

合
に

よ
り影

響
を

受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(5

)組
織

は
、(

4)
の

場
合

に
お

い
て

、当
該

監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

及
び

(4
)の

不
適

合
に

よ
り影

響
を

受
け

た
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

に
つ

い
て

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(5
)組

織
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
及

び
(4

)の
不

適
合

に
よ

り影
響

を
受

け
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
4)

の
場

合
に

お
い

て
、当

該
監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
お

よ
び

(4
)の

不
適

合
に

よ
り影

響
を

受
け

た
機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
に

つ
い

て
、適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

30
9.

  
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(6

)組
織

は
、監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
の

校
正

及
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(6
)組

織
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
及

び
検

証
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(6
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、監
視

測
定

の
た

め
の

設
備

の
校

正
お

よ
び

検
証

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

31
0.

  
７

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウ
ェア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

と
き

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

した
とお

り
に

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(7

)組
織

は
、監

視
測

定
に

お
い

て
ソ

フト
ウ

ェア
を

使
⽤

す
る

こと
とし

た
とき

は
、そ

の
初

回
の

使
⽤

に
当

た
り、

あ
らか

じめ
、当

該
ソ

フト
ウェ

ア
が

意
図

した
とお

りに
当

該
監

視
測

定
に

適
⽤

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウ
ェア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウ
ェア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウ
ェア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
)組

織
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウ
ェア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じめ

、当
該

ソ
フト

ウェ
ア

が
意

図
した

とお
りに

当
該

監
視

測
定

に
適

⽤
され

て
い

る
こと

を
確

認
す

る
。 

(7
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、監
視

測
定

に
お

い
て

ソ
フト

ウェ
ア

を
使

⽤
す

る
こと

とし
た

とき
は

、そ
の

初
回

の
使

⽤
に

当
た

り、
あ

らか
じ

め
、当

該
ソ

フト
ウ

ェア
が

意
図

した
とお

りに
当

該
監

視
測

定
に

適
⽤

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。 
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1.

  
第

六
章

 評
価

及
び

改
善

 
第

6
章

 評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
8 

評
価

及
び

改
善

 
８

．
評

価
お

よ
び

改
善
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品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

31
2.

  
（

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

）
 

第
４

４
条

（
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
）

 
8.

1
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

8.
1

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

 
8.

1
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

8.
1

監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

 
8.

1
監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
 

８
．

１
 監

視
測

定
、分

析
、評

価
お

よ
び

改
善

 

31
3.

  
第

四
⼗

四
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
部

⾨
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。 
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロセ
ス

を
計

画
し、

実
施

す
る

。（
「監

視
測

定
、分

析
、評

価
及

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
」に

は
、取

り組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る
組

織
の

管
理

者
等

の
要

員
を

含
め

、組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、

⽅
針

、⽅
法

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
プ

ロセ
ス

を
含

む
。）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、監
視

測
定

、分
析

、評
価

お
よ

び
改

善
に

係
る

プ
ロセ

ス
（

取
り組

む
べ

き
改

善
に

関
係

す
る

部
⾨

の
管

理
者

等
の

要
員

を
含

め
、原

⼦
⼒

部
⾨

が
当

該
改

善
の

必
要

性
、⽅

針
、⽅

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロセ

ス
を

含
む

。）
を

計
画

し、
実

施
す

る
。 

31
4.

  
２

原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、要
員

が
前

項
の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「要

員
が

前
項

の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、要
員

が
情

報
を

容
易

に
取

得
し、

改
善

活
動

に
⽤

い
る

こと
が

で
き

る
体

制
が

あ
る

こと
を

い
う。

 

(2
)組

織
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

(2
)組

織
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

(2
)組

織
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

(2
)組

織
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

(2
)組

織
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

。（
「要

員
が

(1
)の

監
視

測
定

の
結

果
を

利
⽤

で
き

る
よ

うに
す

る
」と

は
、要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こと

を
い

う。
）

 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、要
員

が
(1

)の
監

視
測

定
の

結
果

を
利

⽤
で

き
る

よ
うに

す
る

（
要

員
が

情
報

を
容

易
に

取
得

し、
改

善
活

動
に

⽤
い

る
こと

が
で

き
る

体
制

が
あ

る
こ

とを
い

う）
。 
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2 
監

視
及

び
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定
 

8.
2 

監
視

及
び

測
定

 
8.

2 
監

視
及

び
測

定
 

8.
2 

監
視

及
び

測
定

 
8.

2 
監

視
測

定
 

８
．

２
 監

視
お

よ
び

測
定

 

31
6.

  
（

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

）
 

第
４

５
条

（
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
）

 
8.

2.
1 

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
8.

2.
1 

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
8.

2.
1 

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
8.

2.
1 

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
8.

2.
1 

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 
８

．
２

．
１

 組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

 

31
7.

  
第

四
⼗

五
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

」に
は

、例
え

ば
、外

部
監

査
結

果
の

把
握

、地
元

⾃
治

体
及

び
地

元
住

⺠
の

保
安

活
動

に
関

す
る

意
⾒

の
把

握
並

び
に

原
⼦

⼒
規

制
委

員
会

の
指

摘
等

の
把

握
が

あ
る

。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

組
織

の
外

部
の

者
の

意
⾒

を
把

握
す

る
。 

(1
)組

織
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
に

対
す

る
組

織
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、監
視

測
定

の
⼀

環
とし

て
、原

⼦
⼒

の
安

全
の

確
保

に
対

す
る

原
⼦

⼒
部

⾨
の

外
部

の
者

の
意

⾒
を

把
握

す
る

。 

31
8.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

意
⾒

の
把

握
及

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

明
確

に
定

め
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

及
び

当
該

意
⾒

の
反

映
に

係
る

⽅
法

を
明

確
に

定
め

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
意

⾒
の

把
握

お
よ

び
当

該
意

⾒
の

反
映

に
係

る
⽅

法
を

表
３

－
２

の
８

．
２

．
１

項
に

係
る

社
内

標
準

に
定

め
る

。 

31
9.

  
（

内
部

監
査

）
 

第
４

６
条

（
内

部
監

査
）

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
8.

2.
2 

内
部

監
査

 
８

．
２

．
２

 内
部

監
査

 

32
0.

  
第

四
⼗

六
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
そ

の
他

の
体

制
に

よ
り内

部
監

査
を

実
施

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、内

部
監

査
の

対
象

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。 

 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。

（
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
」す

る
に

当
た

り、
内

部
監

査
の

対
象

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。

（
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
」す

る
に

当
た

り、
内

部
監

査
の

対
象

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。

（
「客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
」す

る
に

当
た

り、
重

⼤
事

故
の

発
⽣

及
び

拡
⼤

の
防

⽌
に

必
要

な
措

置
が

要
求

され
て

い
な

い
原

⼦
⼒

施
設

に
お

い
て

は
、内

部
監

査
の

対
象

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。）

 

(1
)監

査
室

⻑
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、次
に

掲
げ

る
要

件
へ

の
適

合
性

を
確

認
す

る
た

め
に

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

間
隔

で
、客

観
的

な
評

価
を

⾏
う部

⾨
その

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

要
件

へ
の

適
合

性
を

確
認

す
る

た
め

に
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
間

隔
で

、客
観

的
な

評
価

を
⾏

う部
⾨

そ
の

他
の

体
制

に
よ

り内
部

監
査

を
実

施
す

る
。 

32
1.

  
⼀

 こ
の

規
則

の
規

定
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

 
a.

本
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

く品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
係

る
要

求
事

項
 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

a.
本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

a)
 本

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
く品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

係
る

要
求

事
項

 

32
2.

  
⼆

 実
効

性
の

あ
る

実
施

及
び

実
効

性
の

維
持

 
 

b.
実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

b.
実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

b.
実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

b.
実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

b.
実

効
性

の
あ

る
実

施
及

び
実

効
性

の
維

持
 

b)
 実

効
性

の
あ

る
実

施
お

よ
び

実
効

性
の

維
持

 

32
3.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(2

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

判
定

基
準

、監
査

範
囲

、頻
度

、⽅
法

及
び

責
任

を
定

め
る

。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
及

び
責

任
を

定
め

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、内
部

監
査

の
判

定
基

準
、監

査
範

囲
、頻

度
、⽅

法
お

よ
び

責
任

を
定

め
る

。 

32
4.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロ

セ
ス

その
他

の
領

域
(以

下
単

に
「領

域
」と

い
う。

)の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前

 
(3

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

対
象

とな
り得

る
部

⾨
、個

別
業

務
、プ

ロセ
ス

その
他

の
領

域
（

以
下

「領
域

」と
い

う。
）

の
状

態
及

び
重

要
性

並
び

に
従

前
の

監
査

の
結

果

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

(3
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
その

他
の

領
域

（
以

下
「領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

及
び

重
要

性
並

び
に

従
前

の
監

査
の

結
果

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、内
部

監
査

の
対

象
とな

り得
る

部
⾨

、個
別

業
務

、プ
ロセ

ス
そ

の
他

の
領

域
（

以
下

、「
領

域
」と

い
う。

）
の

状
態

お
よ

び
重

要
性

な
らび

に
従

前
の

監

－258 / 440－



 

2
9
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

の
監

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

(以
下

「内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
)を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「内

部
監

査
実

施
計

画
」と

い
う。

）
を

策
定

し、
及

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

査
の

結
果

を
考

慮
して

内
部

監
査

の
対

象
を

選
定

し、
か

つ
、内

部
監

査
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
、「

内
部

監
査

実
施

計
画

」と
い

う。
）

を
策

定
し、

お
よ

び
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
内

部
監

査
の

実
効

性
を

維
持

す
る

。 

32
5.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

(以
下

「内
部

監
査

員
」と

い
う。

)の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
を

⾏
う要

員
（

以
下

「内
部

監
査

員
」と

い
う。

）
の

選
定

及
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
及

び
公

平
性

を
確

保
す

る
。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

を
⾏

う要
員

（
以

下
「内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
及

び
内

部
監

査
の

実
施

に
お

い
て

は
、客

観
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、内
部

監
査

を
⾏

う
要

員
（

以
下

、「
内

部
監

査
員

」と
い

う。
）

の
選

定
お

よ
び

内
部

監
査

の
実

施
に

お
い

て
は

、客
観

性
お

よ
び

公
平

性
を

確
保

す
る

。 

32
6.

  
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

。⑩
 

 
(5

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
員

⼜
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

⼜
は

管
理

下
に

あ
る

個
別

業
務

に
関

す
る

内
部

監
査

を
させ

な
い

。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

(5
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

員
⼜

は
管

理
者

に
⾃

らの
個

別
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、内
部

監
査

員
ま

た
は

管
理

者
に

⾃
らの

個
別

業
務

ま
た

は
管

理
下

に
あ

る
個

別
業

務
に

関
す

る
内

部
監

査
を

させ
な

い
。 

32
7.

  
６

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
並

び
に

内
部

監
査

結
果

の
報

告
並

び
に

記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

２
 第

６
項

に
規

定
す

る
「権

限
」に

は
、

必
要

に
応

じ、
内

部
監

査
員

⼜
は

内
部

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

経
営

責
任

者
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

「内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。）

 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

「内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。）

 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

「内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。）

 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

「内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。）

 

(6
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
及

び
実

施
、内

部
監

査
結

果
の

報
告

、記
録

の
作

成
及

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
及

び
権

限
並

び
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

「内
部

監
査

要
則

」に
定

め
る

。（
「権

限
」に

は
、必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
⼜

は
内

部
監

査
を

実
施

した
部

⾨
が

内
部

監
査

結
果

を
社

⻑
に

直
接

報
告

す
る

権
限

を
含

む
。）

 

(6
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、内
部

監
査

実
施

計
画

の
策

定
お

よ
び

実
施

な
らび

に
内

部
監

査
結

果
の

報
告

な
らび

に
記

録
の

作
成

お
よ

び
管

理
に

つ
い

て
、そ

の
責

任
お

よ
び

権
限

（
必

要
に

応
じ、

内
部

監
査

員
ま

た
は

内
部

監
査

を
実

施
した

部
⾨

が
内

部
監

査
結

果
を

社
⻑

に
直

接
報

告
す

る
権

限
を

含
む

。）
な

らび
に

内
部

監
査

に
係

る
要

求
事

項
を

、表
３

－
１

の
８

．
２

．
２

項
に

係
る

社
内

標
準

に
定

め
る

。 

32
8.

  
７

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(7

)監
査

室
⻑

は
、内

部
監

査
の

対
象

とし
て

選
定

され
た

領
域

に
責

任
を

有
す

る
管

理
者

に
内

部
監

査
結

果
を

通
知

す
る

。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

(7
)監

査
室

⻑
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

(7
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、内
部

監
査

の
対

象
とし

て
選

定
され

た
領

域
に

責
任

を
有

す
る

管
理

者
に

内
部

監
査

結
果

を
通

知
す

る
。 

32
9.

  
８

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、前
項

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(8

)監
査

室
⻑

は
、不

適
合

が
発

⾒
され

た
場

合
に

は
、(

7)
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
及

び
是

正
処

置
を

遅
滞

な
く講

じさ
せ

る
とと

も
に

、
当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

る
。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、

当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を

報
告

させ
る

。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、

当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を

報
告

させ
る

。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、

当
該

措
置

の
検

証
を

⾏
わ

せ
、そ

の
結

果
を

報
告

させ
る

。 

(8
)監

査
室

⻑
は

、不
適

合
が

発
⾒

され
た

場
合

に
は

、(
7)

の
通

知
を

受
け

た
管

理
者

に
、不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

及
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

とと
も

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

る
。 

(8
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、不
適

合
が

発
⾒

さ
れ

た
場

合
に

は
、(

7)
の

通
知

を
受

け
た

管
理

者
に

、不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
お

よ
び

是
正

処
置

を
遅

滞
な

く講
じさ

せ
る

と
とも

に
、当

該
措

置
の

検
証

を
⾏

わ
せ

、そ
の

結
果

を
報

告
させ

る
。 

33
0.

  
（

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

）
 

第
４

７
条

（
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
）

 
8.

2.
3 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
8.

2.
3 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
8.

2.
3 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
8.

2.
3 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
8.

2.
3 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 
８

．
２

．
３

 プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

 

33
1.

  
第

四
⼗

七
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、当

該
プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
に

⾒
合

う
⽅

法
に

よ
り、

これ
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「監

視
測

定
」の

対
象

に
は

、機
器

等
及

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

等
に

関
す

る
情

報
を

含
む

。 
２

 第
１

項
に

規
定

す
る

「監
視

測
定

」の
⽅

法
に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・監

視
測

定
の

実
施

時
期

 
・監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

 
（

「監
視

測
定

」の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。ま

た
、「

監
視

測
定

」
の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」
及

び
「監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
」を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

 
（

「監
視

測
定

」の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。ま

た
、「

監
視

測
定

」
の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」
及

び
「監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
」を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

 
（

「監
視

測
定

」の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。ま

た
、「

監
視

測
定

」
の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」
及

び
「監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
」を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

 
（

「監
視

測
定

」の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。ま

た
、「

監
視

測
定

」
の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」
及

び
「監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
」を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

を
⾏

う
場

合
に

お
い

て
は

、当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

 
（

「監
視

測
定

」の
対

象
に

は
、機

器
等

及
び

保
安

活
動

に
係

る
不

適
合

に
つ

い
て

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。ま

た
、「

監
視

測
定

」
の

⽅
法

に
は

、「
監

視
測

定
の

実
施

時
期

」
及

び
「監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
及

び
評

価
の

⽅
法

並
び

に
時

期
」を

含
む

。）
 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

（
対

象
に

は
、機

器
等

お
よ

び
保

安
活

動
に

係
る

不
適

合
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
お

よ
び

強
化

す
べ

き
分

野
等

に
関

す
る

情
報

を
含

む
。）

を
⾏

う場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

に
⾒

合
う⽅

法
に

よ
りこ

れ
を

⾏
う。

監
視

測
定

の
⽅

法
に

は
次

の
事

項
を

含
む

。 
a)

 監
視

測
定

の
実

施
時

期
 

b)
 監

視
測

定
の

結
果

の
分

析
お

よ
び

評
価

の
⽅

法
な

らび
に

時
期

 

33
2.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、保

安
活

動
指

標
を

⽤
い

な
け

れ
ば

な
らな

い
。⑭

 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

監
視

測
定

の
実

施
に

当
た

り、
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、
保

安
活

動
指

標
を

⽤
い

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
当

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、

保
安

活
動

指
標

を
⽤

い
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

実
施

に
あ

た
り、

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、保

安
活

動
指

標
を

⽤
い

る
。 

33
3.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

⽅
法

に
よ

り、
プ

ロセ
ス

が
第

⼗
三

条
第

⼀
項

及
び

第
⼆

⼗
三

条
第

⼀
項

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
実

証

 
(3

)組
織

は
、(

1)
の

⽅
法

に
よ

り、
プ

ロセ
ス

が
5.

4.
2(

1)
及

び
7.

1(
1)

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

る
こと

を
実

証
す

る
。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

(3
)組

織
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

5.
4.

2(
1)

及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
⽅

法
に

よ
り、

プ
ロセ

ス
が

５
．

４
．

２
(1

)お
よ

び
７

．
１

(1
)の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
る

こと
を

実
証

す
る

。 
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3
0
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

33
4.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼀

項
の

監
視

測
定

の
結

果
に

基
づ

き
、保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

、必
要

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(4

)組
織

は
、(

1)
の

監
視

測
定

の
結

果
に

基
づ

き
、保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

、必
要

な
措

置
を

講
じる

。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(4
)組

織
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
監

視
測

定
の

結
果

に
基

づ
き

、保
安

活
動

の
改

善
の

た
め

に
、必

要
な

措
置

を
講

じる
。 

33
5.

  
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
⼗

三
条

第
⼀

項
及

び
第

⼆
⼗

三
条

第
⼀

項
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロセ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(5

)組
織

は
、5

.4
.2

(1
)及

び
7.

1(
1)

の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

⼜
は

当
該

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
お

それ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、当

該
プ

ロセ
ス

の
問

題
を

特
定

し、
当

該
問

題
に

対
して

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロセ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロセ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロセ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。 

(5
)組

織
は

、5
.4

.2
(1

)及
び

7.
1(

1)
の

計
画

に
定

め
た

結
果

を
得

る
こと

が
で

き
な

い
場

合
⼜

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロセ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。 

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、５
．

４
．

２
(1

)
お

よ
び

７
．

１
(1

)の
計

画
に

定
め

た
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

場
合

ま
た

は
当

該
結

果
を

得
る

こと
が

で
き

な
い

お
それ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、当
該

プ
ロセ

ス
の

問
題

を
特

定
し、

当
該

問
題

に
対

して
適

切
な

措
置

を
講

じる
。 

33
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（

機
器

等
の

検
査

等
）

 
第

４
８

条
（

機
器

等
の

検
査

等
）

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
 

8.
2.

4 
機

器
等

の
検

査
等

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
 

8.
2.

4 
機

器
等

の
検

査
等

 
8.

2.
4 

機
器

等
の

検
査

等
 

８
．

２
．

４
 機

器
等

の
検

査
等

 

33
7.

  
第

四
⼗

⼋
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
っ

て
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
実

施
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

（
第

１
９

条
再

掲
）

 
３

 第
４

号
に

規
定

す
る

「⾃
主

検
査

等
」

とは
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、原

⼦
⼒

事
業

者
等

が
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
ほ

か
に

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う（
第

４
８

条
に

お
い

て
同

じ。
）

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。（
「⾃

主
検

査
等

」と
は

、要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

判
定

す
る

た
め

、組
織

が
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
ほ

か
に

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、⾃

主
検

査
等

を
実

施
す

る
。（

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、組

織
が

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

及
び

これ
らに

付
随

す
る

も
の

を
い

う。
）

 

(1
)組

織
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、個

別
業

務
計

画
に

従
って

、個
別

業
務

の
実

施
に

係
る

プ
ロセ

ス
の

適
切

な
段

階
に

お
い

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、機
器

等
に

係
る

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

検
証

す
る

た
め

に
、

個
別

業
務

計
画

に
従

って
、個

別
業

務
の

実
施

に
係

る
プ

ロセ
ス

の
適

切
な

段
階

に
お

い
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
ま

た
は

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

。こ
こで

「⾃
主

検
査

等
」と

は
、要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
、原

⼦
⼒

部
⾨

が
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
ほ

か
に

⾃
主

的
に

⾏
う、

合
否

判
定

基
準

の
あ

る
検

証
、妥

当
性

確
認

、監
視

測
定

、試
験

お
よ

び
これ

らに
付

随
す

る
も

の
を

い
う。

 

33
8.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

2
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。）

 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。）

 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。）

 

(2
)組

織
は

、⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

（
「⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

」に
は

、必
要

に
応

じ、
検

査
に

お
い

て
使

⽤
した

試
験

体
や

計
測

機
器

等
に

関
す

る
記

録
を

含
む

。）
 

(2
)組

織
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

の
結

果
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
」に

は
、必

要
に

応
じ、

検
査

に
お

い
て

使
⽤

した
試

験
体

や
計

測
機

器
等

に
関

す
る

記
録

を
含

む
。）

 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
ま

た
は

⾃
主

検
査

等
の

結
果

に
係

る
記

録
（

必
要

に
応

じ、
検

査
に

お
い

て
使

⽤
した

試
験

体
や

計
測

機
器

等
に

関
す

る
記

録
を

含
む

。）
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

33
9.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(3

)組
織

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
⾏

った
要

員
を

特
定

す
る

こと
が

で
き

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
)組

織
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

⾏
った

要
員

を
特

定
す

る
こと

が
で

き
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

34
0.

  
４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

して
は

な
らな

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
を

す
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

 
(4

)組
織

は
、個

別
業

務
計

画
に

基
づ

く使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
⼜

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
しな

い
。た

だ
し、

当
該

承
認

の
権

限
を

持
つ

要
員

が
、個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
を

す
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

しな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

しな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、プ

ロセ
ス

の
次

の
段

階
に

進
む

こと
の

承
認

を
し

な
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。 

(4
)組

織
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

⼜
は

⾃
主

検
査

等
を

⽀
障

な
く完

了
す

る
ま

で
は

、プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

しな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、
個

別
業

務
計

画
に

定
め

る
⼿

順
に

よ
り特

に
承

認
を

す
る

場
合

は
、こ

の
限

りで
な

い
。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

計
画

に
基

づ
く使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

ま
た

は
⾃

主
検

査
等

を
⽀

障
な

く完
了

す
る

ま
で

は
、

プ
ロセ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こと

の
承

認
を

しな
い

。た
だ

し、
当

該
承

認
の

権
限

を
持

つ
要

員
が

、個
別

業
務

計
画

に
定

め
る

⼿
順

に
よ

り特
に

承
認

を
す

る
場

合
は

、こ
の

限
り

で
な

い
。 

34
1.

  
５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
を

確
保

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。⑧

 

２
 第

5
項

に
規

定
す

る
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

(使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

と
な

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
そ

の
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
)を

確
保

」す
る

に
当

た
り、

重
⼤

事
故

の
発

⽣
及

び
拡

⼤
の

防
⽌

に
必

要
な

措
置

が
要

求
され

て
い

な
い

原
⼦

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

（
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
」と

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
（

補
修

、取
替

え
、

改
造

等
）

⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

独
⽴

性
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
当

該
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
対

象
とな

る
機

器
等

の
⼯

事
（

補
修

、取
替

え
、

改
造

等
）

⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

削
除

 
(5

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
を

い
う。

）
を

確
保

す
る

。 
（

「部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

」と

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
独

⽴
性

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を

その
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
（

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

が
、第

５
条

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、別
の

部
⾨

に
所

属
して

い
る

－260 / 440－
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

⼒
施

設
に

お
い

て
は

、当
該

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

対
象

とな
る

機
器

等
の

⼯
事

(補
修

、取
替

え
、改

造
等

)⼜
は

点
検

に
関

与
して

い
な

い
要

員
に

使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

させ
る

こと
が

で
き

る
。 

３
第

5
項

に
規

定
す

る
「部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
と当

該
検

査
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
が

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

規
定

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、別
の

部
⾨

に
所

属
して

い
る

こと
を

い
う。

 
４

 第
５

項
に

規
定

す
る

「使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

が
、当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を
持

ち
、適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
を

い
う。

 

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
と当

該
検

査
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
が

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、別
の

部
⾨

に
所

属
して

い
る

こと
を

い
う。

）
（

「使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

」と
は

、使
⽤

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

が
、当

該
検

査
等

に
必

要
な

⼒
量

を
持

ち
、適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、
適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、
適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
と当

該
検

査
対

象
とな

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
が

、こ
の

規
定

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、
別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こと

を
い

う。
）

（
「使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

及
び

信
頼

性
が

損
な

わ
れ

な
い

こと
」と

は
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、
適

正
な

判
定

を
⾏

うに
当

た
り、

何
⼈

か
らも

不
当

な
影

響
を

受
け

る
こと

な
く、

当
該

検
査

等
を

実
施

で
き

る
状

況
に

あ
る

こと
を

い
う。

）
 

こと
を

い
う。

）
その

他
の

⽅
法

に
よ

り、
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

の
中

⽴
性

お
よ

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

（
使

⽤
前

事
業

者
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
うに

あ
た

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を
受

け
る

こと
な

く、
当

該
検

査
等

を
実

施
で

き
る

状
況

に
あ

る
こと

を
い

う。
）

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

34
2.

  
６

 前
項

の
規

定
は

、⾃
主

検
査

等
に

つ
い

て
準

⽤
す

る
。こ

の
場

合
に

お
い

て
、「

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
」と

あ
る

の
は

「必
要

に
応

じて
部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

」と
読

み
替

え
る

も
の

とす
る

。⑧
 

 
(6

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。

（
「保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

」と
は

、⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

と
な

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と必

要
に

応
じて

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

⾃
主

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

 

(6
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 
(6

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。 

(5
)組

織
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

。 
(6

)組
織

は
、保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

を
確

保
す

る
。

（
「保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じて

、⾃
主

検
査

等
の

独
⽴

性
を

確
保

す
る

」と
は

、⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

を
その

対
象

と
な

る
機

器
等

を
所

管
す

る
部

⾨
に

属
す

る
要

員
と必

要
に

応
じて

部
⾨

を
異

に
す

る
要

員
とす

る
こと

その
他

の
⽅

法
に

よ
り、

⾃
主

検
査

等
の

中
⽴

性
及

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

を
い

う。
）

 

(6
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じて
、⾃

主
検

査
等

の
独

⽴
性

（
⾃

主
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
を

そ
の

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

と必
要

に
応

じて
部

⾨
を

異
に

す
る

要
員

とす
る

こと
（

⾃
主

検
査

等
を

実
施

す
る

要
員

と当
該

検
査

対
象

とな
る

機
器

等
を

所
管

す
る

部
⾨

に
属

す
る

要
員

が
、第

５
条

に
規

定
す

る
職

務
の

内
容

に
照

らし
て

、必
要

に
応

じて
別

の
部

⾨
に

所
属

して
い

る
こと

を
い

う。
）

そ
の

他
の

⽅
法

に
よ

り、
⾃

主
検

査
等

の
中

⽴
性

お
よ

び
信

頼
性

が
損

な
わ

れ
な

い
こと

（
⾃

主
検

査
等

を
実

施
す

る
要

員
が

、当
該

検
査

等
に

必
要

な
⼒

量
を

持
ち

、適
正

な
判

定
を

⾏
うに

あ
た

り、
何

⼈
か

らも
不

当
な

影
響

を
受

け
る

こと
な

く、
当

該
検

査
等

を
実

施
で

き
る

状
況

に
あ

る
こと

を
い

う。
）

を
い

う。
）

を
確

保
す

る
。 

34
3.

  
（

不
適

合
の

管
理

）
 

第
４

９
条

（
不

適
合

の
管

理
）

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
 

8.
3 

不
適

合
の

管
理

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
 

8.
3 

不
適

合
の

管
理

 
8.

3 
不

適
合

の
管

理
 

８
．

３
 不

適
合

の
管

理
 

34
4.

  
第

四
⼗

九
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
しな

い
機

器
等

が
使

⽤
され

、⼜
は

個
別

業
務

が
実

施
され

る
こと

が
な

い
よ

う、
当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

し
な

け
れ

ば
な

らな
い

」と
は

、不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

さ
れ

、不
適

合
が

全
て

管
理

され
て

い
る

こと
を

い
う。

 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
。（

「当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
」と

は
、

不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
さ

れ
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
。（

「当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
」と

は
、

不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
さ

れ
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
。（

「当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
」と

は
、

不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
さ

れ
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
。（

「当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
これ

を
管

理
す

る
」と

は
、

不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
さ

れ
て

い
る

こと
を

い
う。

）
 

(1
)組

織
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

され
、⼜

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
を

特
定

し、
こ

れ
を

管
理

す
る

。（
「当

該
機

器
等

⼜
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

す
る

」と
は

、不
適

合
が

確
認

され
た

機
器

等
⼜

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
され

て
い

る
こと

を
い

う。
）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
に

適
合

しな
い

機
器

等
が

使
⽤

さ
れ

、ま
た

は
個

別
業

務
が

実
施

され
る

こと
が

な
い

よ
う、

当
該

機
器

等
ま

た
は

個
別

業
務

を
特

定
し、

これ
を

管
理

す
る

（
不

適
合

が
確

認
され

た
機

器
等

ま
た

は
個

別
業

務
が

識
別

され
、不

適
合

が
全

て
管

理
され

て
い

る
こと

を
い

う）
。 

34
5.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
並

び
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
⼿

順
書

等
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。 

２
 第

２
項

に
規

定
す

る
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
そ

れ
に

関
連

す
る

責
任

及
び

権
限

を
「C

AP
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。（

「不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
」に

は
、不

適
合

を
関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。（
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」
に

は
、不

適
合

を
関

連
す

る
管

理
者

に
報

告
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。（

「不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
」

に
は

、不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。（

「不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
」

に
は

、不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

並
び

に
それ

に
関

連
す

る
責

任
及

び
権

限
を

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。（
「不

適
合

の
処

理
に

係
る

管
理

」に
は

、不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、不
適

合
の

処
理

に
係

る
管

理
（

不
適

合
を

関
連

す
る

管
理

者
に

報
告

す
る

こと
を

含
む

。）
な

らび
に

それ
に

関
連

す
る

責
任

お
よ

び
権

限
を

、表
３

－
１

の
８

．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

に
定

め
る

。 

34
6.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、次
に

掲
げ

る
⽅

法
の

い
ず

れ
か

に
よ

り、
不

適
合

を
処

理
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

)組
織

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
(3

) 
原

⼦
⼒

部
⾨

は
、次

に
掲

げ
る

⽅
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り、

不
適

合
を

処
理

す
る

。 
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№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

34
7.

  
⼀

 発
⾒

され
た

不
適

合
を

除
去

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
 

a.
発

⾒
され

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

a.
発

⾒
され

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

a.
発

⾒
され

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

a.
発

⾒
され

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

a.
発

⾒
され

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

a)
 発

⾒
され

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 
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⼆

 不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

ら
れ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と(

以
下

「特
別

採
⽤

」と
い

う。
)。

 

 
b.

不
適

合
に

つ
い

て
、あ

らか
じめ

定
め

られ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

⾏
う

こと
（

以
下

「特
別

採
⽤

」と
い

う。
）

。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

う
こと

（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

う
こと

（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

う
こと

（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

b.
不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
られ

た
⼿

順
に

よ
り原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
評

価
し、

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

う
こと

（
以

下
「特

別
採

⽤
」と

い
う。

）
。 

b)
 不

適
合

に
つ

い
て

、あ
らか

じめ
定

め
ら

れ
た

⼿
順

に
よ

り原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

評
価

し、
機

器
等

の
使

⽤
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
の

承
認

を
⾏

うこ
と（

以
下

、「
特

別
採

⽤
」と

い
う）

。 
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三

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

 
c.

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

c.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

うに
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

c)
 機

器
等

の
使

⽤
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
が

で
き

な
い

よ
うに

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こと

。 
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四

 機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

 
d.

機
器

等
の

使
⽤

⼜
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、そ
の

不
適

合
に

よ
る

影
響

⼜
は

起
こり

得
る

影
響

に
応

じて
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こと
。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

d.
機

器
等

の
使

⽤
⼜

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
⾒

した
不

適
合

に
つ

い
て

は
、そ

の
不

適
合

に
よ

る
影

響
⼜

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こと

。 

d)
 機

器
等

の
使

⽤
ま

た
は

個
別

業
務

の
実

施
後

に
発

⾒
した

不
適

合
に

つ
い

て
は

、
その

不
適

合
に

よ
る

影
響

ま
た

は
起

こり
得

る
影

響
に

応
じて

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と。
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４

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
(特

別
採

⽤
を

含
む

。)
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。 

 
(4

)組
織

は
、不

適
合

の
内

容
の

記
録

及
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を

含
む

。）
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(4
)組

織
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
及

び
当

該
不

適
合

に
対

して
講

じた
措

置
（

特
別

採
⽤

を
含

む
。）

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

(4
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、不
適

合
の

内
容

の
記

録
お

よ
び

当
該

不
適

合
に

対
して

講
じた

措
置

（
特

別
採

⽤
を

含
む

。）
に

係
る

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

。 
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５

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、第
三

項
第

⼀
号

の
措

置
を

講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を

⾏
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

 
(5

)組
織

は
、(

3)
a.

の
措

置
を

講
じた

場
合

に
お

い
て

は
、個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
を

実
証

す
る

た
め

の
検

証
を

⾏
う。

 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

(5
)組

織
は

、(
3)

a.
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
 

(5
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
3)

a)
の

措
置

を
講

じた
場

合
に

お
い

て
は

、個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証
す

る
た

め
の

検
証

を
⾏

う。
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(6

)組
織

は
、原

⼦
⼒

施
設

の
保

安
の

向
上

に
役

⽴
た

せ
る

観
点

か
ら、

公
開

基
準

に
従

い
、不

適
合

の
内

容
を

ニュ
ー

シ
ア

へ
登

録
す

る
こと

に
よ

り、
情

報
の

公
開

を
⾏

う。
 

(6
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
向

上
に

役
⽴

た
せ

る
観

点
か

ら、
公

開
基

準
に

従
い

、不
適

合
の

内
容

を
ニュ

ー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

(6
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
向

上
に

役
⽴

た
せ

る
観

点
か

ら、
公

開
基

準
に

従
い

、不
適

合
の

内
容

を
ニュ

ー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

(6
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
向

上
に

役
⽴

た
せ

る
観

点
か

ら、
公

開
基

準
に

従
い

、不
適

合
の

内
容

を
ニュ

ー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

(6
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
の

保
安

の
向

上
に

役
⽴

た
せ

る
観

点
か

ら、
公

開
基

準
に

従
い

、不
適

合
の

内
容

を
ニュ

ー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。

 

(6
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、原
⼦

炉
施

設
の

保
安

の
向

上
に

役
⽴

た
せ

る
観

点
か

ら、
公

開
基

準
に

従
い

、不
適

合
の

内
容

を
ニュ

ー
シ

ア
へ

登
録

す
る

こと
に

よ
り、

情
報

の
公

開
を

⾏
う。
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（

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
）

 
第

５
０

条
（

デ
ー

タの
分

析
及

び
評

価
）

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
8.

4 
デ

ー
タの

分
析

及
び

評
価

 
８

．
４

 デ
ー

タの
分

析
お

よ
び

評
価
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第

五
⼗

条
 原

⼦
⼒

事
業

者
等

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、及

び
当

該
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

の
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
に

、適
切

な
デ

ー
タ(

監
視

測
定

の
結

果
か

ら得
ら

れ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。)
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「品

質
マ

ネ
ジ

メ
ント

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロ
セ

ス
の

改
良

、変
更

等
を

⾏
い

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こ

とを
含

む
。 

 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。）
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロセ
ス

の
改

良
、変

更
等

を
⾏

い
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。）
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロセ
ス

の
改

良
、変

更
等

を
⾏

い
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。）
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロセ
ス

の
改

良
、変

更
等

を
⾏

い
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

それ
以

外
の

関
連

情
報

源
か

らの
デ

ー
タを

含
む

。）
を

明
確

に
し、

収
集

し、
及

び
分

析
す

る
。（

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
」に

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

され
た

プ
ロセ

ス
を

抽
出

し、
当

該
プ

ロセ
ス

の
改

良
、変

更
等

を
⾏

い
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(1
)組

織
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

が
実

効
性

の
あ

る
も

の
で

あ
る

こと
を

実
証

す
る

た
め

、及
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
改

善
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、適

切
な

デ
ー

タ（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タ及
び

そ
れ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。）

を
明

確
に

し、
収

集
し、

及
び

分
析

す
る

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

」に
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

に
関

す
る

デ
ー

タ分
析

の
結

果
、課

題
や

問
題

が
確

認
され

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を

⾏
い

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
改

善
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

で
あ

る
こと

を
実

証
す

る
た

め
、お

よ
び

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ント
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
の

改
善

（
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
に

関
す

る
デ

ー
タ分

析
の

結
果

、課
題

や
問

題
が

確
認

さ
れ

た
プ

ロセ
ス

を
抽

出
し、

当
該

プ
ロセ

ス
の

改
良

、変
更

等
を

⾏
い

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

改
善

す
る

こと
を

含
む

。）
の

必
要

性
を

評
価

す
る

た
め

に
、表

３
－

２
の

８
．

４
項

に
係

る
社

内
標

準
に

お
い

て
、適

切
な

デ
ー

タ（
監

視
測

定
の

結
果

か
ら得

られ
た

デ
ー

タお
よ

び
それ

以
外

の
関

連
情

報
源

か
らの

デ
ー

タを
含

む
。）

を
明

確
に

し、
収

集
し、

お
よ

び
分

析
す

る
。 

35
6.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

これ
に

基
づ

く評
価

を
⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)組
織

は
、(

1)
の

デ
ー

タの
分

析
及

び
こ

れ
に

基
づ

く評
価

を
⾏

い
、次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
情

報
を

得
る

。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

こ
れ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

こ
れ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

こ
れ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
)組

織
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

及
び

こ
れ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

の
デ

ー
タの

分
析

お
よ

び
これ

に
基

づ
く評

価
を

⾏
い

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

情
報

を
得

る
。 

35
7.

  
⼀

 組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
よ

り得
られ

る
知

⾒
 

 

 
a.

組
織

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

及
び

特
徴

その
他

分
析

に
よ

り得
られ

る
知

⾒
 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り得

られ
る

知
⾒

 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り得

られ
る

知
⾒

 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り得

られ
る

知
⾒

 

a.
組

織
の

外
部

の
者

か
らの

意
⾒

の
傾

向
及

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り得

られ
る

知
⾒

 

a)
 原

⼦
⼒

部
⾨

の
外

部
の

者
か

らの
意

⾒
の

傾
向

お
よ

び
特

徴
その

他
分

析
に

よ
り

得
られ

る
知

⾒
 

35
8.

  
⼆

 個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

 
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b.
個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
 

b)
 個

別
業

務
等

要
求

事
項

へ
の

適
合

性
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3
3
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

35
9.

  
三

 機
器

等
及

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
（

是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

とな
る

も
の

を
含

む
。）

㉑
 

２
 第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
及

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
及

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き
、是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、
不

適
合

に
は

⾄
らな

い
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

か
ら得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、
不

適
合

に
は

⾄
らな

い
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

か
ら得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、
不

適
合

に
は

⾄
らな

い
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

か
ら得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、
不

適
合

に
は

⾄
らな

い
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

か
ら得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

c.
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
とな

る
も

の
を

含
む

。）
（

「是
正

処
置

を
⾏

う端
緒

」と
は

、
不

適
合

に
は

⾄
らな

い
機

器
等

及
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

及
び

傾
向

か
ら得

られ
た

情
報

に
基

づ
き

、是
正

処
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

機
会

を
得

る
こと

を
い

う。
）

 

c)
 機

器
等

お
よ

び
プ

ロセ
ス

の
特

性
お

よ
び

傾
向

（
是

正
処

置
を

⾏
う端

緒
（

不
適

合
に

は
⾄

らな
い

機
器

等
お

よ
び

プ
ロセ

ス
の

特
性

お
よ

び
傾

向
か

ら得
られ

た
情

報
に

基
づ

き
、是

正
処

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
機

会
を

得
る

こと
を

い
う。

）
とな

る
も

の
を

含
む

。）
 

36
0.

  
四

 調
達

物
品

等
の

供
給

者
の

供
給

能
⼒

 
 

d.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

d.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

d.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

d.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

d.
調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
 

d)
 調

達
物

品
等

の
供

給
者

の
供

給
能

⼒
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改
善

 
8.

5 
改

善
 

8.
5 

改
善

 
8.

5 
改

善
 

８
．

５
 改

善
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（

継
続

的
な

改
善

）
 

第
５

１
条

（
継

続
的

な
改

善
）

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
8.

5.
1 

継
続

的
な

改
善

 
８

．
５

．
１

 継
続

的
な

改
善

 

36
3.

  
第

五
⼗

⼀
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タの

分
析

並
び

に
是

正
処

置
及

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を
通

じて
改

善
が

必
要

な
事

項
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

改
善

の
実

施
その

他
の

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

１
 第

５
１

条
に

規
定

す
る

「品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
」と

は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
向

上
させ

る
た

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う。
 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

）
 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

）
 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

）
 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

）
 

組
織

は
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

を
⾏

うた
め

に
、品

質
⽅

針
及

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
及

び
内

部
監

査
の

結
果

の
活

⽤
、デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
⽌

処
置

の
評

価
を

通
じて

改
善

が
必

要
な

事
項

を
明

確
に

す
る

とと
も

に
、当

該
改

善
の

実
施

その
他

の
措

置
を

講
じる

。（
「品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
の

継
続

的
な

改
善

」と
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
実

効
性

を
向

上
させ

る
た

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う。
）

 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
（

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
効

性
を

向
上

させ
る

た
め

の
継

続
的

な
活

動
を

い
う。

）
を

⾏
うた

め
に

、品
質

⽅
針

お
よ

び
品

質
⽬

標
の

設
定

、マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
お

よ
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
⽤

、デ
ー

タの
分

析
な

らび
に

是
正

処
置

お
よ

び
未

然
防

⽌
処

置
の

評
価

を
通

じて
改

善
が

必
要

な
事

項
を

明
確

に
す

る
とと

も
に

、当
該

改
善

の
実

施
その

他
の

措
置

を
講

じる
。 

36
4.

  
（

是
正

処
置

等
）

 
第

５
２

条
（

是
正

処
置

等
）

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

等
 

8.
5.

2 
是

正
処

置
等

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

等
 

8.
5.

2 
是

正
処

置
等

 
8.

5.
2 

是
正

処
置

等
 

８
．

５
．

２
是

正
処

置
等

 

36
5.

  
第

五
⼗

⼆
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、
個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。㉑
 

 
(1

)組
織

は
、個

々
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じ

て
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を
講

じる
。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じ
て

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

(1
)組

織
は

、個
々

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
速

や
か

に
適

切
な

是
正

処
置

を
講

じる
。 

(1
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、個
々

の
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

速
や

か
に

適
切

な
是

正
処

置
を

講
じる

。 

36
6.

  
⼀

 是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
、次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 

 
a.

是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 
a.

是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 
a.

是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 
a.

是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 
a.

是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

うこ
と。

 
a)

 是
正

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

⼿
順

に
よ

り評
価

を
⾏

う。
 

36
7.

  
イ 

不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
及

び
当

該
不

適
合

の
原

因
の

明
確

化
 

１
 第

１
項

第
１

号
イに

規
定

す
る

「不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
」に

は
、次

の
事

項
を

含
む

。 
・情

報
の

収
集

及
び

整
理

 
・技

術
的

、⼈
的

及
び

組
織

的
側

⾯
等

の
考

慮
⑥

 
２

 第
１

項
第

１
号

イに
規

定
す

る
「原

因
の

明
確

化
」に

は
、必

要
に

応
じて

、⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
と

の
関

係
を

整
理

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
と

の
関

係
を

整
理

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
と

の
関

係
を

整
理

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、

「原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じて
、

⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
と

の
関

係
を

整
理

す
る

こと
を

含
む

。）
 

(a
)不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

及
び

当
該

不
適

合
の

原
因

の
明

確
化

（
「不

適
合

その
他

の
事

象
の

分
析

」に
は

、「
情

報
の

収
集

及
び

整
理

」及
び

「技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

」を
含

む
。ま

た
、「

原
因

の
明

確
化

」に
は

、必
要

に
応

じ
て

、⽇
常

業
務

の
マ

ネ
ジ

メン
トや

安
全

⽂
化

の
弱

点
の

あ
る

分
野

及
び

強
化

す
べ

き
分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。）

 

(a
) 

不
適

合
その

他
の

事
象

の
分

析
（

情
報

の
収

集
お

よ
び

整
理

、な
らび

に
、技

術
的

、⼈
的

お
よ

び
組

織
的

側
⾯

等
の

考
慮

を
含

む
。）

お
よ

び
当

該
不

適
合

の
原

因
の

明
確

化
（

必
要

に
応

じて
、⽇

常
業

務
の

マ
ネ

ジ
メン

トや
安

全
⽂

化
の

弱
点

の
あ

る
分

野
お

よ
び

強
化

す
べ

き
分

野
との

関
係

を
整

理
す

る
こと

を
含

む
。）

 

36
8.

  
ロ 

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

⼜
は

当
該

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

発
⽣

す
る

可
能

性
の

明
確

化
㉑

 

 
(b

)類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

⼜
は

当
該

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
が

発
⽣

す
る

可
能

性
の

明
確

化
 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

(b
)類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

の
有

無
⼜

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

(b
) 

類
似

の
不

適
合

その
他

の
事

象
の

有
無

ま
た

は
当

該
類

似
の

不
適

合
その

他
の

事
象

が
発

⽣
す

る
可

能
性

の
明

確
化

 

36
9.

  
⼆

 必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
b.

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

b.
必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
b.

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

b.
必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
b.

必
要

な
是

正
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

b)
 必

要
な

是
正

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
。 

37
0.

  
三

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c.
講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

c)
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
う。

 

37
1.

  
四

 必
要

に
応

じ、
計

画
に

お
い

て
決

定
し

た
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。㉑
 

（
第

１
９

条
再

掲
）

 
６

 第
１

３
号

に
規

定
す

る
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
（

第
５

２
条

第

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

それ
の

あ
る

組
織

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む

d.
必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

を
変

更
す

る
こと

。（
「保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

」に
は

、品
質

⽅
針

に
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
組

織
の

内
外

の
課

題
を

明
確

に
し、

当
該

課
題

に
取

り組

d)
 必

要
に

応
じ、

計
画

に
お

い
て

決
定

した
保

安
活

動
の

改
善

の
た

め
に

講
じた

措
置

（
品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

お
それ

の
あ

る
原

⼦
⼒

部
⾨

の
内

外
の

課
題

を
明

確
に

し、
当

該
課

題
に

取
り組

む
こと

を
含

む
。）

を
変

更
す

る
。 
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4
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

１
項

第
４

号
に

お
い

て
同

じ。
）

。 
こと

を
含

む
。）

 
こと

を
含

む
。）

 
こと

を
含

む
。）

 
こと

を
含

む
。）

 
む

こと
を

含
む

。）
 

37
2.

  
五

 必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。㉑

 
 

e.
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
e.

必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

e.
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
e.

必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

こと
。 

e.
必

要
に

応
じ、

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こと

。 
e)

 必
要

に
応

じ、
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
を

変
更

す
る

。 

37
3.

  
六

 原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 

３
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さ
い

が
、同

様
の

事
象

が
繰

り返
し発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
それ

の
あ

る
も

の
を

含
む

。）
 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
それ

の
あ

る
も

の
を

含
む

。）
 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
それ

の
あ

る
も

の
を

含
む

。）
 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
それ

の
あ

る
も

の
を

含
む

。）
 

f.原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

に
関

して
、根

本
的

な
原

因
を

究
明

す
る

た
め

に
⾏

う分
析

の
⼿

順
を

確
⽴

し、
実

施
す

る
こと

。 
（

「原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

⼤
き

い
不

適
合

」に
は

、単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し
発

⽣
す

る
こと

に
よ

り、
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
増

⼤
す

る
お

それ
の

あ
る

も
の

を
含

む
。）

 

f)
 原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

が
⼤

き
い

不
適

合
（

単
独

の
事

象
で

は
原

⼦
⼒

の
安

全
に

及
ぼ

す
影

響
の

程
度

は
⼩

さい
が

、同
様

の
事

象
が

繰
り返

し発
⽣

す
る

こと
に

よ
り、

原
⼦

⼒
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

の
程

度
が

増
⼤

す
る

お
それ

の
あ

る
も

の
を

含
む

。）
に

関
して

、根
本

的
な

原
因

を
究

明
す

る
た

め
に

⾏
う分

析
の

⼿
順

を
、表

３
－

１
の

８
．

５
．

２
項

お
よ

び
８

．
５

．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

に
確

⽴
し、

実
施

す
る

。 

37
4.

  
七

 講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
g.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
g.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
g.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
g.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
g.

講
じた

全
て

の
是

正
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こ

と。
 

g)
 講

じた
全

て
の

是
正

処
置

お
よ

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

37
5.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、表
３

－
１

の
８

．
５

．
２

項
お

よ
び

８
．

５
．

３
項

に
係

る
社

内
標

準
に

定
め

る
。 

37
6.

  
３

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

そ
の

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

４
 第

３
項

に
規

定
す

る
「適

切
な

措
置

を
講

じな
け

れ
ば

な
らな

い
」と

は
、第

１
項

の
規

定
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
」と

は
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

(3
)組

織
は

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

基
づ

き
、複

数
の

不
適

合
その

他
の

事
象

に
係

る
情

報
か

ら類
似

す
る

事
象

に
係

る
情

報
を

抽
出

し、
その

分
析

を
⾏

い
、当

該
類

似
の

事
象

に
共

通
す

る
原

因
を

明
確

に
した

上
で

、適
切

な
措

置
を

講
じる

。（
「適

切
な

措
置

を
講

じる
。」

とは
、(

1)
の

うち
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

実
施

す
る

こと
を

い
う。

）
 

(3
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、⼿
順

書
等

に
基

づ
き

、複
数

の
不

適
合

その
他

の
事

象
に

係
る

情
報

か
ら類

似
す

る
事

象
に

係
る

情
報

を
抽

出
し、

その
分

析
を

⾏
い

、当
該

類
似

の
事

象
に

共
通

す
る

原
因

を
明

確
に

した
上

で
、

適
切

な
措

置
を

講
じる

（
(1

)の
うち

、必
要

な
も

の
に

つ
い

て
実

施
す

る
こと

を
い

う）
。 

37
7.

  
（

未
然

防
⽌

処
置

）
 

第
５

３
条

（
未

然
防

⽌
処

置
）

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
8.

5.
3 

未
然

防
⽌

処
置

 
８

．
５

．
３

 未
然

防
⽌

処
置

 

37
8.

  
第

五
⼗

三
条

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こ

り得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。㉑
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じる

こと
。 

（
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

そ
の

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、
特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じる

こと
。 

（
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

そ
の

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、
特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じる

こと
。 

（
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

そ
の

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、
特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

よ
り、

適
切

な
未

然
防

⽌
処

置
を

講
じる

こと
。 

（
「⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

そ
の

他
の

施
設

に
お

け
る

不
適

合
その

他
の

事
象

が
⾃

らの
施

設
で

起
こる

可
能

性
に

つ
い

て
分

析
を

⾏
った

結
果

、
特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

(1
)組

織
は

、原
⼦

⼒
施

設
その

他
の

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

⾒
を

収
集

し、
⾃

らの
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
の

重
要

性
に

応
じて

、次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

つ
い

て
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

こと
。（

「⾃
ら

の
組

織
で

起
こり

得
る

不
適

合
」に

は
、原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。）

 

 (
1)

 原
⼦

⼒
部

⾨
は

、原
⼦

⼒
施

設
そ

の
他

の
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
⾒

（
Ｐ

Ｗ
Ｒ

事
業

者
連

絡
会

で
取

り扱
う技

術
情

報
お

よ
び

ニュ
ー

シ
ア

登
録

情
報

を
含

む
。）

を
収

集
し、

⾃
らの

組
織

で
起

こり
得

る
不

適
合

（
原

⼦
⼒

施
設

その
他

の
施

設
に

お
け

る
不

適
合

その
他

の
事

象
が

⾃
らの

施
設

で
起

こる
可

能
性

に
つ

い
て

分
析

を
⾏

った
結

果
、特

定
した

問
題

を
含

む
。）

の
重

要
性

に
応

じて
、次

に
掲

げ
る

とこ
ろ

に
よ

り、
適

切
な

未
然

防
⽌

処
置

を
講

じる
。 

37
9.

  
⼀

 起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

 
a.

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

a.
起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
a.

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

a.
起

こり
得

る
不

適
合

及
び

その
原

因
に

つ
い

て
調

査
す

る
こと

。 
a.

起
こり

得
る

不
適

合
及

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

こと
。 

a)
 起

こり
得

る
不

適
合

お
よ

び
その

原
因

に
つ

い
て

調
査

す
る

。 

38
0.

  
⼆

 未
然

防
⽌

処
置

を
講

ず
る

必
要

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
こと

。 
 

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

b.
未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

こと
。 

b)
 未

然
防

⽌
処

置
を

講
ず

る
必

要
性

に
つ

い
て

評
価

す
る

。 

38
1.

  
三

 必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

 
c.

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

c.
必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
c.

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

c.
必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
こと

。 
c.

必
要

な
未

然
防

⽌
処

置
を

明
確

に
し、

実
施

す
る

こと
。 

c)
 必

要
な

未
然

防
⽌

処
置

を
明

確
に

し、
実

施
す

る
。 

38
2.

  
四

 講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
の

実
効

性
の

評
価

を
⾏

うこ
と。

 
 

d.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

d.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

d.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

d.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

d.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
うこ

と。
 

d)
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

の
実

効
性

の
評

価
を

⾏
う。

 

38
3.

  
五

 講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
及

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

 
e.

講
じた

全
て

の
未

然
防

⽌
処

置
及

び
そ

の
結

果
の

記
録

を
作

成
し、

これ
を

管
理

す
る

こ
と。

 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こ

と。
 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こ

と。
 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こ

と。
 

e.
講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

及
び

そ
の

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 

e)
 講

じた
全

て
の

未
然

防
⽌

処
置

お
よ

び
その

結
果

の
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
。 

38
4.

  
２

 原
⼦

⼒
事

業
者

等
は

、前
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、⼿
順

書
等

に
定

め
な

け
れ

ば
な

らな
い

。 

 
(2

)安
全

・品
質

本
部

⻑
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、「
CA

P
シ

ス
テ

ム
要

則
」に

定
め

る
。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
)安

全
・品

質
本

部
⻑

は
、(

1)
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、「

CA
P

シ
ス

テ
ム

要
則

」に
定

め
る

。 

(2
) 

原
⼦

⼒
部

⾨
は

、(
1)

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、表
３

－
１

の
８

．
５

．
３

項
に

係
る

社
内

標
準

に
定

め
る

。 

－264 / 440－



 

3
5
 /

 4
5 

 

№
 

品
質

管
理

基
準

規
則

 
品

質
管

理
基

準
規

則
 

解
釈

 
再

処
理

施
設

 
廃

棄
物

管
理

施
設

 
加

⼯
施

設
(濃

縮
) 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

 
保

安
規

定
 

(2
02

0
年

5
⽉

26
⽇

 認
可

版
) 

38
5.

  
第

七
章

 使
⽤

者
に

関
す

る
特

例
 

(令
第

四
⼗

⼀
条

各
号

に
掲

げ
る

核
燃

料
物

質
を

使
⽤

しな
い

使
⽤

施
設

等
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

) 

第
七

章
 使

⽤
者

に
関

す
る

特
例

 
（

令
第

４
１

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
しな

い
使

⽤
施

設
等

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
）

 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

38
6.

  
第

五
⼗

四
条

使
⽤

者
(令

第
四

⼗
⼀

条
各

号
に

掲
げ

る
核

燃
料

物
質

を
使

⽤
しな

い
者

に
限

る
。以

下
同

じ。
)は

、使
⽤

施
設

等
の

保
安

の
た

め
の

業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

関
し、

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
じな

け
れ

ば
な

らな
い

。 
⼀

 個
別

業
務

に
関

し、
継

続
的

な
改

善
を

計
画

的
に

実
施

し、
これ

を
評

価
す

る
こ

と。
 

⼆
 前

号
の

措
置

に
係

る
記

録
を

作
成

し、
これ

を
管

理
す

る
こと

。 
 ２

 使
⽤

者
は

、前
項

に
規

定
す

る
措

置
に

関
し、

原
⼦

⼒
の

安
全

を
確

保
す

る
こと

の
重

要
性

を
認

識
し、

原
⼦

⼒
の

安
全

が
それ

以
外

の
事

由
に

よ
り損

な
わ

れ
な

い
よ

うに
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。 

１
 第

２
項

に
規

定
す

る
「原

⼦
⼒

の
安

全
が

それ
以

外
の

事
由

に
よ

り損
な

わ
れ

な
い

」に
つ

い
て

は
、本

規
程

第
１

０
条

１
を

準
⽤

す
る

。 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 
 

－265 / 440－



 

3
6
 /

 4
5 

     
 

再
処

理
施

設
 

－266 / 440－



 

3
7
 /

 4
5 

  
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

－267 / 440－



 

3
8
 /

 4
5 

   
 

 
 

加
⼯

施
設

(濃
縮

) 

－268 / 440－



 

3
9
 /

 4
5 

  
廃

棄
物

埋
設

施
設

 

－269 / 440－



 

4
0
 /

 4
5 

    
 

加
⼯

施
設

(M
O

X)
 

－270 / 440－



 

4
1
 /

 4
5 

 再
処

理
施

設
 品

質
管

理
基

準
規

則
に

お
い

て
要

求
事

項
が

明
確

とな
った

21
 項

⽬
へ

の
対

応
内

容
の

整
理

 
No

 
主

な
追

加
要

求
事

項
 

主
な

品
質

管
理

基
準

規
則

条
項

 
保

安
規

定
の

項
番

号
 

具
体

的
対

応
内

容
 

社
内

規
定

 
表

番
号

 

①
 

GS
R 

Pa
rt

2 
基

本
安

全
⽬

的
の

反
映

 
第

1
条

 
第

10
条

 
1 5.

2 
・事

業
指

定
申

請
書

届
出

本
⽂

９
号

（
事

業
許

可
申

請
書

本
⽂

８
号

）
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ）

した
グ

レ
ー

ド分
け

を
適

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「再

処
理

事
業

部
 品

質
重

要
度

分
類

基
準

（
要

領
）

」、
「パ

フォ
ー

マ
ン

ス
指

標
要

則
」 

1 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

に
関

す
る

事
項

の
追

加
 

第
9

条
 

第
16

条
第

2
項

 
5.

1 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
1 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し
維

持
す

る
た

め
の

活
動

の
明

確
化

 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

ア
ウト

プ
ット

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」 

1 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「監
査

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「調
達

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 教
育

訓
練

要
領

」、
「再

処
理

事
業

部
 教

育
訓

練
要

領
」、

「根
本

原
因

分
析

要
則

」 

1 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

「検
査

お
よ

び
試

験
管

理
要

則
」 

1 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 

第
46

条
第

5
項

 
8.

2.
2(

5)
 

・監
査

に
関

わ
る

管
理

者
及

び
監

査
員

に
⾃

らの
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
業

務
に

関
す

る
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

こと
を

明
確

化
 

 
「内

部
監

査
要

則
」 

2 

⑪
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

規
制

機
関

の
⽴

ち
⼊

りを
可

能
とす

る
措

置
の

追
加

 
第

35
条

第
2

項
 

7.
4.

2(
2)

 
・供

給
者

の
⼯

場
等

で
当

社
が

⾏
う検

査
等

の
保

安
活

動
の

実
施

状
況

を
原

⼦
⼒

安
全

規
制

当
局

が
確

認
す

る
際

に
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
ち

⼊
りを

⾏
う場

合
が

あ
る

こと
を

、調
達

要
求

事
項

に
追

加
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

⑫
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
管

理
に

つ
い

て
追

加
 

第
34

条
第

2
項

 
第

35
条

第
1

項
第

6
号

 
7.

4.
1(

2)
 

7.
4.

2(
1)

f. 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

施
設

に
組

み
込

む
場

合
に

お
い

て
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

係
る

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
「調

達
管

理
要

則
」 

1 

⑬
 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
の

追
加

 
第

19
条

第
1

項
第

12
号

,1
3

号
 

5.
6.

2l
.,m

. 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

に
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

内
外

の
課

題
及

び
資

源
の

妥
当

性
を

追
加

 
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」 
1 

⑭
 

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
の

監
視

の
⽅

法
に

「安
全

実
績

指
標

（
PI

）
の

活
⽤

」を
明

確
化

 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「パ

フォ
ー

マ
ンス

指
標

要
則

」 
1 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

そ
れ

ぞ
れ

に
対

す
る

潜
在

的
な

影
響

を
追

加
 

第
4

条
第

4
項

第
8

号
 

4.
1(

4)
h.

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

- 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、

3
号

 
4.

2.
3(

2)
a.

,b
.,c

. 
・⽂

書
の

作
成

、更
新

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

及
び

審
査

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
を

明
確

化
 

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」 
2 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑱
 

⽂
書

改
訂

⼿
続

き
と⼊

⼒
情

報
の

管
理

の
追

加
 

第
7

条
第

1
項

、2
項

 
4.

2.
3(

1)
,(

2)
 

・⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
を

確
認

で
き

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑲
 

プ
ロ

セ
ス

及
び

組
織

変
更

管
理

の
追

加
 

第
13

条
第

2
項

 
第

23
条

第
1,

3
項

 
第

27
条

第
1

項
 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

「変
更

管
理

要
則

」、
「再

処
理

事
業

所
 再

処
理

施
設

保
安

規
定

運
⽤

要
領

」、
「再

処
理

事
業

部
 施

設
管

理
要

領
」、

「再
処

理
事

業
部

 異
常

・⾮
常

時
対

策
要

領
」、

「再
処

理
事

業
部

 設
計

管
理

要
領

」、
「変

更
管

理
要

則
」 

1 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、評

価
し改

善
の

機
会

を
捉

え
る

た
め

の
仕

組
み

を
構

築
 

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」 
2 

注
︓

「監
査

室
 原

⼦
⼒

安
全

お
よ

び
役

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

運
⽤

要
則

」、
「調

達
室

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「安
全

・品
質

本
部

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「再
処

理
事

業
部

 原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

運
⽤

要
則

」は
全

項
に

適
⽤

す
る

た
め

記
載

を
し

て
い

な
い

。 
 

 

資
料

②
 
添

付
 
(1

/
5
)  

－271 / 440－



 

4
2
 /

 4
5 

 廃
棄

物
管

理
施

設
 品

質
管

理
基

準
規

則
に

お
い

て
要

求
事

項
が

明
確

とな
った

21
 項

⽬
へ

の
対

応
内

容
の

整
理

 
No

 
主

な
追

加
要

求
事

項
 

主
な

品
質

管
理

基
準

規
則

条
項

 
保

安
規

定
の

項
番

号
 

具
体

的
対

応
内

容
 

社
内

規
定

 
表

番
号

 

①
 

GS
R 

Pa
rt

2 
基

本
安

全
⽬

的
の

反
映

 
第

1
条

 
第

10
条

 
1 5.

2 
・事

業
指

定
申

請
書

届
出

本
⽂

９
号

（
事

業
許

可
申

請
書

本
⽂

８
号

）
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ）

した
グ

レ
ー

ド分
け

を
適

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「再

処
理

事
業

部
 品

質
重

要
度

分
類

基
準

（
要

領
）

」、
「パ

フォ
ー

マ
ン

ス
指

標
要

則
」 

1 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

に
関

す
る

事
項

の
追

加
 

第
9

条
 

第
16

条
第

2
項

 
5.

1 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
1 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し
維

持
す

る
た

め
の

活
動

の
明

確
化

 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

ア
ウト

プ
ット

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」 

1 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「監
査

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「調
達

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 教
育

訓
練

要
領

」、
「再

処
理

事
業

部
 教

育
訓

練
要

領
」、

「根
本

原
因

分
析

要
則

」 

1 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

「検
査

お
よ

び
試

験
管

理
要

則
」 

1 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 

第
46

条
第

5
項

 
8.

2.
2(

5)
 

・監
査

に
関

わ
る

管
理

者
及

び
監

査
員

に
⾃

らの
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
業

務
に

関
す

る
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

こと
を

明
確

化
 

 
「内

部
監

査
要

則
」 

2 

⑪
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

規
制

機
関

の
⽴

ち
⼊

りを
可

能
とす

る
措

置
の

追
加

 
第

35
条

第
2

項
 

7.
4.

2(
2)

 
・供

給
者

の
⼯

場
等

で
当

社
が

⾏
う検

査
等

の
保

安
活

動
の

実
施

状
況

を
原

⼦
⼒

安
全

規
制

当
局

が
確

認
す

る
際

に
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
ち

⼊
りを

⾏
う場

合
が

あ
る

こと
を

、調
達

要
求

事
項

に
追

加
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

⑫
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
管

理
に

つ
い

て
追

加
 

第
34

条
第

2
項

 
第

35
条

第
1

項
第

6
号

 
7.

4.
1(

2)
 

7.
4.

2(
1)

f. 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

施
設

に
組

み
込

む
場

合
に

お
い

て
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

係
る

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
「調

達
管

理
要

則
」 

1 

⑬
 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
の

追
加

 
第

19
条

第
1

項
第

12
号

,1
3

号
 

5.
6.

2l
.,m

. 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

に
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

内
外

の
課

題
及

び
資

源
の

妥
当

性
を

追
加

 
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」 
1 

⑭
 

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
の

監
視

の
⽅

法
に

「安
全

実
績

指
標

（
PI

）
の

活
⽤

」を
明

確
化

 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「パ

フォ
ー

マ
ンス

指
標

要
則

」 
1 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

そ
れ

ぞ
れ

に
対

す
る

潜
在

的
な

影
響

を
追

加
 

第
4

条
第

4
項

第
8

号
 

4.
1(

4)
h.

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

- 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、

3
号

 
4.

2.
3(

2)
a.

,b
.,c

. 
・⽂

書
の

作
成

、更
新

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

及
び

審
査

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
を

明
確

化
 

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」 
2 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑱
 

⽂
書

改
訂

⼿
続

き
と⼊

⼒
情

報
の

管
理

の
追

加
 

第
7

条
第

1
項

、2
項

 
4.

2.
3(

1)
,(

2)
 

・⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
を

確
認

で
き

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑲
 

プ
ロ

セ
ス

及
び

組
織

変
更

管
理

の
追

加
 

第
13

条
第

2
項

 
第

23
条

第
1,

3
項

 
第

27
条

第
1

項
 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

「再
処

理
事

業
所

 廃
棄

物
管

理
施

設
保

安
規

定
運

⽤
要

領
」、

「再
処

理
事

業
部

 施
設

管
理

要
領

」、
「再

処
理

事
業

部
 異

常
・⾮

常
時

対
策

要
領

」、
「再

処
理

事
業

部
 設

計
管

理
要

領
」、

「変
更

管
理

要
則

」 

1 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、評

価
し改

善
の

機
会

を
捉

え
る

た
め

の
仕

組
み

を
構

築
 

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」 
2 

注
︓

「監
査

室
 原

⼦
⼒

安
全

お
よ

び
役

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

運
⽤

要
則

」、
「調

達
室

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「安
全

・品
質

本
部

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「再
処

理
事

業
部

 原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

運
⽤

要
則

」は
全

項
に

適
合

す
る

た
め

記
載

を
し

て
い

な
い

。 

 
 

資
料

②
 
添

付
 
(2

/
5
) 
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4
3
 /

 4
5 

 加
⼯

施
設

(濃
縮

) 
品

質
管

理
基

準
規

則
に

お
い

て
要

求
事

項
が

明
確

とな
った

21
 項

⽬
へ

の
対

応
内

容
の

整
理

 
No

 
主

な
追

加
要

求
事

項
 

主
な

品
質

管
理

基
準

規
則

条
項

 
保

安
規

定
の

項
番

号
 

具
体

的
対

応
内

容
 

社
内

規
定

 
表

番
号

 

①
 

GS
R 

Pa
rt

2 
基

本
安

全
⽬

的
の

反
映

 
第

1
条

 
第

10
条

 
1 5.

2 
・事

業
指

定
申

請
書

届
出

本
⽂

９
号

（
事

業
許

可
申

請
書

本
⽂

８
号

）
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ）

した
グ

レ
ー

ド分
け

を
適

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「パ

フォ
ー

マ
ンス

指
標

要
則

」 
1 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

に
関

す
る

事
項

の
追

加
 

第
9

条
 

第
16

条
第

2
項

 
5.

1 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
1 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し
維

持
す

る
た

め
の

活
動

の
明

確
化

 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

ア
ウト

プ
ット

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」 

1 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」 

「監
査

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「調
達

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 教
育

訓
練

要
領

」、
「加

⼯
施

設
 教

育
・訓

練
要

領
」、

「根
本

原
因

分
析

要
則

」 

1 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

「検
査

お
よ

び
試

験
管

理
要

則
」 

1 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 

第
46

条
第

5
項

 
8.

2.
2(

5)
 

・監
査

に
関

わ
る

管
理

者
及

び
監

査
員

に
⾃

らの
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
業

務
に

関
す

る
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

こと
を

明
確

化
 

 
「内

部
監

査
要

則
」 

2 

⑪
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

規
制

機
関

の
⽴

ち
⼊

りを
可

能
とす

る
措

置
の

追
加

 
第

35
条

第
2

項
 

7.
4.

2(
2)

 
・供

給
者

の
⼯

場
等

で
当

社
が

⾏
う検

査
等

の
保

安
活

動
の

実
施

状
況

を
原

⼦
⼒

安
全

規
制

当
局

が
確

認
す

る
際

に
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
ち

⼊
りを

⾏
う場

合
が

あ
る

こと
を

、調
達

要
求

事
項

に
追

加
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

⑫
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
管

理
に

つ
い

て
追

加
 

第
34

条
第

2
項

 
第

35
条

第
1

項
第

6
号

 
7.

4.
1(

2)
 

7.
4.

2(
1)

f. 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

施
設

に
組

み
込

む
場

合
に

お
い

て
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

係
る

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
「調

達
管

理
要

則
」 

1 

⑬
 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
の

追
加

 
第

19
条

第
1

項
第

12
号

,1
3

号
 

5.
6.

2l
.,m

. 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

に
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

内
外

の
課

題
及

び
資

源
の

妥
当

性
を

追
加

 
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」 
1 

⑭
 

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
の

監
視

の
⽅

法
に

「安
全

実
績

指
標

（
PI

）
の

活
⽤

」を
明

確
化

 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「パ

フォ
ー

マ
ンス

指
標

要
則

」 
1 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

そ
れ

ぞ
れ

に
対

す
る

潜
在

的
な

影
響

を
追

加
 

第
4

条
第

4
項

第
8

号
 

4.
1(

4)
h.

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

- 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、

3
号

 
4.

2.
3(

2)
a.

,b
.,c

. 
・⽂

書
の

作
成

、更
新

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

及
び

審
査

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
を

明
確

化
 

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」 
2 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑱
 

⽂
書

改
訂

⼿
続

き
と⼊

⼒
情

報
の

管
理

の
追

加
 

第
7

条
第

1
項

、2
項

 
4.

2.
3(

1)
,(

2)
 

・⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
を

確
認

で
き

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑲
 

プ
ロ

セ
ス

及
び

組
織

変
更

管
理

の
追

加
 

第
13

条
第

2
項

 
第

23
条

第
1,

3
項

 
第

27
条

第
1

項
 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

「加
⼯

施
設

 運
転

総
括

要
領

」、
「加

⼯
施

設
 核

燃
料

物
質

等
管

理
要

領
」、

「加
⼯

施
設

 施
設

管
理

要
領

」、
「加

⼯
施

設
 放

射
性

廃
棄

物
管

理
要

領
」、

「加
⼯

施
設

 放
射

線
管

理
要

領
」、

「濃
縮

・埋
設

事
業

所
 周

辺
監

視
区

域
等

出
⼊

管
理

要
領

」、
「⽕

災
防

護
計

画
」、

「加
⼯

施
設

 異
常

事
象

対
策

要
領

」、
「加

⼯
施

設
 定

期
安

全
レ

ビュ
ー

実
施

要
領

」、
「変

更
管

理
要

則
」 

1 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、評

価
し改

善
の

機
会

を
捉

え
る

た
め

の
仕

組
み

を
構

築
 

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」 
2 

注
︓

「監
査

室
 原

⼦
⼒

安
全

お
よ

び
役

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

運
⽤

要
則

」、
「調

達
室

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「安
全

・品
質

本
部

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「濃
縮

事
業

部
 原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」は

全
項

に
適

合
す

る
た

め
記

載
を

して
い

な
い

。

資
料

②
 
添

付
 
(3

/
5
) 
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4
4
 /

 4
5 

 廃
棄

物
埋

設
施

設
 品

質
管

理
基

準
規

則
に

お
い

て
要

求
事

項
が

明
確

とな
った

21
 項

⽬
へ

の
対

応
内

容
の

整
理

 
No

 
主

な
追

加
要

求
事

項
 

主
な

品
質

管
理

基
準

規
則

条
項

 
保

安
規

定
の

項
番

号
 

具
体

的
対

応
内

容
 

社
内

規
定

 
表

番
号

 

①
 

GS
R 

Pa
rt

2 
基

本
安

全
⽬

的
の

反
映

 
第

1
条

 
第

10
条

 
1 5.

2 
・事

業
指

定
申

請
書

届
出

本
⽂

９
号

（
事

業
許

可
申

請
書

本
⽂

８
号

）
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ）

した
グ

レ
ー

ド分
け

を
適

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「燃

料
製

造
事

業
部

 品
質

重
要

度
分

類
（

要
領

）
」、

「パ
フォ

ー
マ

ン
ス

指
標

要
則

」 
1 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

に
関

す
る

事
項

の
追

加
 

第
9

条
 

第
16

条
第

2
項

 
5.

1 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
1 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し
維

持
す

る
た

め
の

活
動

の
明

確
化

 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

ア
ウト

プ
ット

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」 

1 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「監
査

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「調
達

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 教
育

訓
練

要
領

」、
「廃

棄
物

埋
設

施
設

保
安

教
育

実
施

要
領

」、
「根

本
原

因
分

析
要

則
」 

1 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

「検
査

お
よ

び
試

験
管

理
要

則
」 

1 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
1 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 

第
46

条
第

5
項

 
8.

2.
2(

5)
 

・監
査

に
関

わ
る

管
理

者
及

び
監

査
員

に
⾃

らの
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
業

務
に

関
す

る
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

こと
を

明
確

化
 

 
「内

部
監

査
要

則
」 

2 

⑪
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

規
制

機
関

の
⽴

ち
⼊

りを
可

能
とす

る
措

置
の

追
加

 
第

35
条

第
2

項
 

7.
4.

2(
2)

 
・供

給
者

の
⼯

場
等

で
当

社
が

⾏
う検

査
等

の
保

安
活

動
の

実
施

状
況

を
原

⼦
⼒

安
全

規
制

当
局

が
確

認
す

る
際

に
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
ち

⼊
りを

⾏
う場

合
が

あ
る

こと
を

、調
達

要
求

事
項

に
追

加
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

⑫
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
管

理
に

つ
い

て
追

加
 

第
34

条
第

2
項

 
第

35
条

第
1

項
第

6
号

 
7.

4.
1(

2)
 

7.
4.

2(
1)

f. 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

施
設

に
組

み
込

む
場

合
に

お
い

て
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

係
る

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
「調

達
管

理
要

則
」 

1 

⑬
 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
の

追
加

 
第

19
条

第
1

項
第

12
号

,1
3

号
 

5.
6.

2l
.,m

. 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

に
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

内
外

の
課

題
及

び
資

源
の

妥
当

性
を

追
加

 
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」 
1 

⑭
 

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
の

監
視

の
⽅

法
に

「安
全

実
績

指
標

（
PI

）
の

活
⽤

」を
明

確
化

 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「パ

フォ
ー

マ
ンス

指
標

要
則

」 
1 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

そ
れ

ぞ
れ

に
対

す
る

潜
在

的
な

影
響

を
追

加
 

第
4

条
第

4
項

第
8

号
 

4.
1(

4)
h.

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

- 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、

3
号

 
4.

2.
3(

2)
a.

,b
.,c

. 
・⽂

書
の

作
成

、更
新

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

及
び

審
査

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
を

明
確

化
 

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」 
2 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑱
 

⽂
書

改
訂

⼿
続

き
と⼊

⼒
情

報
の

管
理

の
追

加
 

第
7

条
第

1
項

、2
項

 
4.

2.
3(

1)
,(

2)
 

・⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
を

確
認

で
き

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

2 

⑲
 

プ
ロ

セ
ス

及
び

組
織

変
更

管
理

の
追

加
 

第
13

条
第

2
項

 
第

23
条

第
1,

3
項

 
第

27
条

第
1

項
 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

「廃
棄

物
埋

設
施

設
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
業

務
実

施
要

領
」、

「廃
棄

物
埋

設
施

設
埋

設
管

理
要

領
」、

「廃
棄

物
埋

設
計

画
作

成
要

領
」、

「廃
棄

体
確

認
要

領
」、

「⼟
⽊

管
理

要
領

」、
「埋

設
事

業
部

保
全

の
継

続
的

な
改

善
に

関
す

る
運

⽤
要

領
」、

「技
術

情
報

管
理

要
領

」、
「廃

棄
物

埋
設

施
設

保
守

管
理

要
領

」、
「設

置
お

よ
び

改
造

⼯
事

に
係

る
設

計
管

理
要

領
」、

「建
物

管
理

要
領

」、
「廃

棄
物

埋
設

施
設

放
射

線
管

理
総

括
要

領
」、

「設
計

管
理

要
領

」、
「廃

棄
物

埋
設

施
設

排
⽔

・地
下

⽔
監

視
要

領
」、

「濃
縮

・埋
設

事
業

所
周

辺
監

視
区

域
等

出
⼊

管
理

要
領

」、
「廃

棄
物

埋
設

施
設

異
常

・⾮
常

時
対

策
要

領
」、

「廃
棄

物
埋

設
施

設
定

期
的

な
評

価
実

施
要

領
」、

「変
更

管
理

要
則

」 

1 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

「調
達

管
理

要
則

」 
1 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、評

価
し改

善
の

機
会

を
捉

え
る

た
め

の
仕

組
み

を
構

築
 

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」 
2 

注
︓

「監
査

室
 原

⼦
⼒

安
全

お
よ

び
役

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

運
⽤

要
則

」、
「調

達
室

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
運

⽤
要

則
」、

「安
全

・品
質

本
部

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
運

⽤
要

則
」、

「埋
設

事
業

部
 原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」は

全
項

に
適

合
す

る
た

め
記

載
を

して
い

な
い

。 

資
料

②
 
添

付
 
(4

/
5
)  

－274 / 440－



 

4
5
 /

 4
5 

 加
⼯

施
設

(M
O

X)
 品

質
管

理
基

準
規

則
に

お
い

て
要

求
事

項
が

明
確

とな
った

21
 項

⽬
へ

の
対

応
内

容
の

整
理

 
No

 
主

な
追

加
要

求
事

項
 

主
な

品
質

管
理

基
準

規
則

条
項

 
保

安
規

定
の

項
番

号
 

具
体

的
対

応
内

容
 

社
内

規
定

 
表

番
号

 

①
 

GS
R 

Pa
rt

2 
基

本
安

全
⽬

的
の

反
映

 
第

1
条

 
第

10
条

 
1 5.

2 
・事

業
指

定
申

請
書

届
出

本
⽂

９
号

（
事

業
許

可
申

請
書

本
⽂

８
号

）
の

⽬
的

に
、品

質
管

理
基

準
規

則
の

⽬
的

とな
る

原
⼦

⼒
の

安
全

の
確

保
を

明
⽰

 
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

②
 

リス
クを

考
慮

した
等

級
扱

い
の

明
確

化
 

第
4

条
第

2
項

 
第

4
条

第
7

項
 

4.
1(

2)
 

4.
1(

7)
 

・原
⼦

⼒
安

全
に

対
す

る
リス

クを
考

慮
（

原
⼦

⼒
安

全
に

影
響

す
る

⾃
然

災
害

や
⼈

為
に

よ
る

事
象

及
び

そ
れ

らに
よ

り⽣
じ得

る
影

響
や

結
果

の
⼤

き
さ）

した
グ

レ
ー

ド分
け

を
適

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「燃

料
製

造
事

業
部

 品
質

重
要

度
分

類
（

要
領

）
」、

「パ
フォ

ー
マ

ン
ス

指
標

要
則

」 
5-

1 

③
 

経
営

責
任

者
及

び
全

て
の

階
層

の
管

理
者

の
リー

ダ
ー

シ
ップ

に
関

す
る

事
項

の
追

加
 

第
9

条
 

第
16

条
第

2
項

 
5.

1 
5.

5.
3(

2)
 

・社
⻑

が
、原

⼦
⼒

安
全

の
た

め
の

リー
ダー

シ
ップ

を
発

揮
し、

責
任

を
持

って
Q

M
S

を
構

築
及

び
実

施
す

る
こと

を
明

確
化

し、
具

体
的

に
は

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
に

定
め

る
各

事
項

の
実

施
を

通
じて

実
証

す
る

。 
・管

理
者

が
リー

ダー
シ

ップ
を

発
揮

し、
具

体
的

に
は

管
理

者
の

(2
)項

に
⽰

す
各

事
項

に
つ

い
て

取
り組

む
。 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
5-

1 

④
 

法
令

遵
守

及
び

規
制

要
件

の
反

映
の

明
確

化
 

第
4

条
第

3
項

 
第

16
条

第
1

項
第

5
号

 
第

20
条

第
1

項
第

5
号

 

4.
1(

3)
 

5.
5.

3(
1)

e.
 

5.
6.

3(
1)

e.
 

・施
設

に
適

⽤
され

る
法

令
・規

制
要

求
事

項
を

規
定

⽂
書

で
明

確
化

 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

か
らの

ア
ウト

プ
ット

に
「関

係
法

令
の

遵
守

に
関

す
る

改
善

」を
追

加
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
5-

1 

⑤
 

経
営

責
任

者
の

健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し
維

持
す

る
た

め
の

活
動

の
明

確
化

 

第
4

条
第

5
項

 
第

9
条

第
1

項
第

3
号

 
第

11
条

 
第

20
条

第
1

項
第

4
号

 

4.
1(

5)
 

5.
1c

. 
5.

3 
5.

6.
3(

1)
d.

 

・健
全

な
安

全
⽂

化
を

育
成

し、
及

び
維

持
の

取
組

み
を

実
施

す
る

こと
を

明
確

化
（

経
営

責
任

者
の

原
⼦

⼒
安

全
の

た
め

の
リー

ダー
シ

ップ
、品

質
⽅

針
、マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

イン
プ

ット
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

ア
ウト

プ
ット

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「安
全

・品
質

改
⾰

委
員

会
規

程
」 

5-
1 

⑥
 

技
術

的
、⼈

的
及

び
組

織
間

の
相

互
作

⽤
の

重
要

性
が

考
慮

され
た

全
体

の
体

系
的

な
ア

プ
ロー

チ
の

取
り組

み
の

明
確

化
 

第
4

条
第

5
項

 
第

11
条

第
1

項
 

第
22

条
第

1
項

 
第

52
条

第
1

項
第

1
号

 

4.
1(

5)
 

5.
3 

6.
2(

1)
 

8.
5.

2(
1)

a.
 

・⼈
的

，
技

術
的

及
び

組
織

間
の

相
互

作
⽤

（
HT

O
）

を
適

切
に

考
慮

して
、健

全
な

安
全

⽂
化

を
育

成
し、

及
び

維
持

す
る

こと
を

明
確

化
（

品
質

⽅
針

、要
員

の
⼒

量
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

）
 

「安
全

⽂
化

要
則

」、
「⾃

⼰
ア

セ
ス

メン
ト要

則
」、

「監
査

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「調
達

室
 教

育
訓

練
要

領
」、

「安
全

・品
質

本
部

 教
育

訓
練

要
領

」、
「燃

料
製

造
事

業
部

 教
育

訓
練

要
領

」、
「根

本
原

因
分

析
要

則
」 

5-
1 

⑦
 

責
任

と権
限

の
イン

ター
フェ

ー
ス

 
第

14
条

 
第

17
条

 
第

26
条

 

5.
5.

1 
5.

5.
4 

7.
2.

3 

・組
織

内
及

び
組

織
外

との
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
を

含
め

た
、部

⾨
及

び
要

員
の

責
任

（
組

織
の

内
外

に
対

す
る

保
安

活
動

に
係

る
説

明
す

る
責

任
を

含
む

。）
と権

限
を

明
確

化
 

「原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

規
程

」 
- 

⑧
 

試
験

・検
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

の
確

保
の

明
確

化
 

第
48

条
第

5
項

、6
項

 
8.

2.
4(

5)
,(

6)
 

・原
⼦

⼒
安

全
上

の
重

要
度

に
応

じた
検

査
の

独
⽴

性
の

確
保

の
明

確
化

 
 

「検
査

お
よ

び
試

験
管

理
要

則
」 

5-
1 

⑨
 

プ
ロセ

ス
の

監
視

測
定

へ
の

⾃
⼰

ア
セ

ス
の

追
加

 
第

16
条

第
3

項
 

5.
5.

3(
3)

 
・管

理
者

の
所

掌
す

る
業

務
に

関
す

る
⾃

⼰
評

価
とし

て
、安

全
⽂

化
に

つ
い

て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
及

び
強

化
す

べ
き

分
野

に
か

か
る

評
価

等
を

実
施

 
 

「⾃
⼰

ア
セ

ス
メン

ト要
則

」 
5-

1 

⑩
 

内
部

監
査

を
⾏

う者
の

独
⽴

性
（

⾃
らの

管
轄

下
に

あ
る

業
務

以
外

の
業

務
）

の
明

確
化

 

第
46

条
第

5
項

 
8.

2.
2(

5)
 

・監
査

に
関

わ
る

管
理

者
及

び
監

査
員

に
⾃

らの
業

務
⼜

は
管

理
下

に
あ

る
業

務
に

関
す

る
監

査
を

させ
て

は
な

らな
い

こと
を

明
確

化
 

 
「内

部
監

査
要

則
」 

5-
2 

⑪
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

規
制

機
関

の
⽴

ち
⼊

りを
可

能
とす

る
措

置
の

追
加

 
第

35
条

第
2

項
 

7.
4.

2(
2)

 
・供

給
者

の
⼯

場
等

で
当

社
が

⾏
う検

査
等

の
保

安
活

動
の

実
施

状
況

を
原

⼦
⼒

安
全

規
制

当
局

が
確

認
す

る
際

に
当

該
⼯

場
等

へ
の

⽴
ち

⼊
りを

⾏
う場

合
が

あ
る

こと
を

、調
達

要
求

事
項

に
追

加
 

「調
達

管
理

要
則

」 
5-

1 

⑫
 

調
達

プ
ロ

セ
ス

へ
の

⼀
般

産
業

⽤
⼯

業
品

の
管

理
に

つ
い

て
追

加
 

第
34

条
第

2
項

 
第

35
条

第
1

項
第

6
号

 
7.

4.
1(

2)
 

7.
4.

2(
1)

f. 
・⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
を

施
設

に
組

み
込

む
場

合
に

お
い

て
、当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
に

係
る

情
報

を
供

給
者

等
か

ら⼊
⼿

し、
当

該
⼀

般
産

業
⽤

⼯
業

品
が

調
達

要
求

事
項

に
適

合
し

て
い

る
こと

を
評

価
す

る
管

理
の

⽅
法

及
び

程
度

を
明

確
化

 
「調

達
管

理
要

則
」 

5-
1 

⑬
 

マ
ネ

ジ
メン

トレ
ビュ

ー
の

イン
プ

ット
項

⽬
の

追
加

 
第

19
条

第
1

項
第

12
号

,1
3

号
 

5.
6.

2l
.,m

. 
・マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

の
イン

プ
ット

項
⽬

に
、品

質
⽅

針
に

影
響

を
与

え
る

内
外

の
課

題
及

び
資

源
の

妥
当

性
を

追
加

 
「マ

ネ
ジ

メン
トレ

ビュ
ー

要
則

」 
5-

1 

⑭
 

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
の

監
視

の
⽅

法
に

「安
全

実
績

指
標

（
PI

）
の

活
⽤

」を
明

確
化

 

第
4

条
第

4
項

第
3

号
 

第
47

条
第

2
項

 
4.

1(
4)

c.
 

8.
2.

3(
2)

 
・プ

ロセ
ス

の
監

視
測

定
の

⽅
法

の
1 

つ
とし

て
パ

フォ
ー

マ
ンス

を
⽰

す
指

標
（

Ｐ
Ｉ

(P
er

fo
rm

an
ce

 In
di

ca
to

r)
）

を
判

断
基

準
及

び
⽅

法
とし

て
活

⽤
す

る
こと

を
明

確
化

 
「パ

フォ
ー

マ
ンス

指
標

要
則

」 
5-

1 

⑮
 

安
全

とセ
キ

ュリ
テ

ィー
の

そ
れ

ぞ
れ

に
対

す
る

潜
在

的
な

影
響

を
追

加
 

第
4

条
第

4
項

第
8

号
 

4.
1(

4)
h.

 
・原

⼦
⼒

安
全

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
要

素
の

うち
、セ

キ
ュリ

テ
ィと

原
⼦

⼒
安

全
に

係
る

対
策

が
相

互
に

与
え

る
潜

在
的

な
影

響
を

特
定

し、
解

決
す

る
こと

を
明

確
化

 
「原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
規

程
」 

- 

⑯
 

⽂
書

制
定

時
の

妥
当

性
確

認
及

び
定

期
的

な
レ

ビュ
ー

を
⾏

う者
の

明
確

化
 

第
7

条
第

2
項

第
1

号
、2

号
、

3
号

 
4.

2.
3(

2)
a.

,b
.,c

. 
・⽂

書
の

作
成

、更
新

に
当

た
り、

その
妥

当
性

を
審

査
し、

改
訂

を
承

認
す

る
こと

及
び

審
査

対
象

とな
る

⽂
書

に
定

め
られ

た
活

動
を

実
施

す
る

部
⾨

の
要

員
を

参
画

させ
る

こと
を

明
確

化
 

「品
質

保
証

に
係

る
⽂

書
お

よ
び

記
録

管
理

要
則

」 
5-

2 

⑰
 

⽂
書

の
管

理
に

⽂
書

の
保

護
に

関
す

る
事

項
を

追
加

 
第

7
条

第
1

項
 

4.
2.

3(
1)

 
・組

織
とし

て
承

認
され

て
い

な
い

⽂
書

の
使

⽤
⼜

は
適

切
で

は
な

い
変

更
の

防
⽌

、⽂
書

の
組

織
外

へ
の

流
出

等
の

防
⽌

を
図

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

5-
2 

⑱
 

⽂
書

改
訂

⼿
続

き
と⼊

⼒
情

報
の

管
理

の
追

加
 

第
7

条
第

1
項

、2
項

 
4.

2.
3(

1)
,(

2)
 

・⽂
書

改
訂

時
等

の
必

要
な

時
に

当
該

⽂
書

作
成

時
に

使
⽤

した
根

拠
等

の
情

報
を

確
認

で
き

る
こと

を
明

確
化

 
「品

質
保

証
に

係
る

⽂
書

お
よ

び
記

録
管

理
要

則
」 

5-
2 

⑲
 

プ
ロ

セ
ス

及
び

組
織

変
更

管
理

の
追

加
 

第
13

条
第

2
項

 
第

23
条

第
1,

3
項

 
第

27
条

第
1

項
 

5.
4.

2(
2)

 
7.

1(
1)

,(
3)

 
7.

3.
1(

1)
 

・プ
ロセ

ス
や

組
織

な
どの

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
変

更
を

計
画

し、
実

施
す

る
場

合
に

は
、そ

の
変

更
が

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

の
全

体
の

体
系

に
対

して
⽭

盾
な

く、
整

合
が

とれ
て

い
る

よ
うに

す
る

こと
を

明
確

化
 

「燃
料

製
造

事
業

部
 品

質
⽬

標
・業

務
⽬

標
管

理
要

領
」、

「燃
料

製
造

事
業

部
 設

計
管

理
要

領
」、

「燃
料

製
造

事
業

部
 設

⼯
認

申
請

・使
⽤

前
事

業
者

検
査

運
⽤

要
領

」、
「燃

料
製

造
事

業
部

 製
作

お
よ

び
据

付
・施

⼯
管

理
要

領
」、

「燃
料

製
造

事
業

部
 検

査
お

よ
び

試
験

管
理

要
領

」、
「燃

料
製

造
事

業
部

 使
⽤

前
事

業
者

検
査

実
施

要
領

」、
「燃

料
製

造
事

業
部

 保
守

管
理

要
領

」、
「変

更
管

理
要

則
」 

5-
1 

⑳
 

外
部

か
らの

要
員

確
保

 
第

4
条

第
6

項
 

第
21

条
第

1
項

 
第

34
条

第
2

項
 

4.
1(

6)
 

6.
1 

7.
4.

1(
2)

 

・外
部

か
ら調

達
に

よ
り要

員
を

確
保

す
る

こと
を

決
め

た
場

合
に

は
、そ

の
範

囲
を

品
質

マ
ネ

ジ
メン

ト⽂
書

の
中

で
明

確
に

す
る

こと
を

明
確

化
 

「調
達

管
理

要
則

」 
5-

1 

㉑
 

不
適

合
及

び
是

正
処

置
の

⾒
直

し 
第

50
条

第
2

項
3

号
 

第
52

条
 

第
53

条
 

8.
4(

2)
c.

 
8.

5.
2 

8.
5.

3 

・是
正

処
置

の
対

象
を

、不
適

合
に

は
⾄

らな
か

った
事

象
⼜

は
施

設
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
事

象
（

未
然

防
⽌

処
置

を
含

む
。）

に
ま

で
拡

⼤
す

る
とと

も
に

、広
範

囲
の

情
報

を
収

集
、分

析
、評

価
し改

善
の

機
会

を
捉

え
る

た
め

の
仕

組
み

を
構

築
 

「C
AP

シ
ス

テ
ム

要
則

」 
5-

2 

注
︓

「監
査

室
 原

⼦
⼒

安
全

お
よ

び
役

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

運
⽤

要
則

」、
「調

達
室

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「安
全

・品
質

本
部

 原
⼦

⼒
安

全
お

よ
び

役
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」、

「燃
料

製
造

事
業

部
 原

⼦
⼒

安
全

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
運

⽤
要

則
」は

全
項

に
適

合
す

る
た

め
記

載
を

して
い

な
い

。 

資
料

②
 
添

付
 
(5

/
5
)  
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１．はじめに 

本資料は、2020 年 4 月 1 日の品質管理基準規則の施行に伴い、品質マネジメ

ントシステムの継続的な改善に資することを目的に、実用発電原子炉と同様 CAP

システムを導入した。本資料は、当社における CAP システムの概要を示した資料

である。 

 

２．CAP システムの概要  

 CAP システムでは、品質管理基準規則の要求事項である「不適合の管理」

「是正処置等」「未然防止処置」を含め、事業者自ら、幅広い気づき事項をCR

（コンディションレポート）として収集、スクリーニングし、安全上の重要度に応

じた処置を実施するとともに、パフォーマンス評価、監視及び測定を行う。 

項 目 概 要 

①状態報告（CR） 幅広い気づき事項を CR として収集する。 

②スクリーニング 

（PICo／PIM） 

収集した CR を分析するために、情報を収集、整理

し、不適合の判断および CAQ（原子力安全に影響を

及ぼす状態）／Non-CAQ（原子力安全に影響を及ぼ

さない状態）などの重要度を判断した上で処置の割り

振りを行う。 

③処置の実施(1) 

〔是正処置管理〕 

②で是正処置管理が必要と判断した CR に対して、重

要度に応じて是正処置または未然防止処置を実施す

る。 

④処置の実施(2) 

〔通業業務としての 

マネジメント管理〕 

②で通常業務としてのマネジメント管理と判断した CR

に対して、通常の業務として、対応を実施する。 

⑤パフォーマンス評価、 

監視及び測定 

処置の状況のフォローアップや問題の傾向を把握

し、問題や弱点を特定する 
 
 別紙 1 に当社における CAP システムの概要を、別紙 2 に具体的な社内標準

（CAP システム要則）への展開を示す。当社は、再処理施設、廃棄物管理施

設など複数の異なる施設を運営しているが、全社統一の仕組みとしているた

め、施設毎の運用の差はない。 

 

 なお、参考資料に電力が原子力規制庁殿へ説明した CAP システムの全体像

（第 18 回新検査制度 WG 掲示案）を示すが、当社における CAP システムと

同等の仕組みである。 
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３．文書体系における CAP システム要則の位置づけ 

 CAP システムは、社内規定「CAP システム要則」に定めており、保安規定では

「表 2 品質マネジメントシステム計画関連条項と品質管理基準規則に基づき作成

する文書」に対応する文書として整理する。（別紙－3 参照） 

 

 

【別 紙】 

・別紙-1 当社におけるＣＡＰシステムの展開 

・別紙-2 社内標準類 CAP システム要則 

・別紙-3 文書体系における「CAP システム要則」の位置づけ 

・参考資料  品証技術基準（第１８回新検査制度ＷＧ提示案）に基づくＣＡＰシステ

ム全体像（案） 

 

 

以 上 
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 【

当
社

に
お

け
る

Ｃ
Ａ

Ｐ
シ

ス
テ

ム
の

展
開

】
 

下
図
に
、
当
社

C
A

P
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
展
開
と
関
連
す
る
保
安
規
定
の
項
を
示
す
。
各
プ
ロ
セ
ス
の
具
体
的
運
用
に
つ
い
て
は
、
社
内
標
準
（

C
A

P
シ
ス
テ
ム
要
則
）
に
定
め
て
い
る
。

 
  

                               

※
本
フ
ロ
ー
図
は
、
過
去
の
品
質
管
理
基
準
規
則
案
（
参
考
資
料
）
を
ベ
ー
ス
に
作
成
し
て
い
る
た
め
、

20
20

年
1
月

23
日
公
布
版
を
ベ
ー
ス
に
条
項
・
記
載
内
容
を
更
新
し
て
い
る
。
 

   
 

①
状

態
報

告
（

C
R
）

 

⑤
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

評
価

、
監

視
及

び
測

定
 

C
A

P
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
品

管
規

則
の

適
用

イ
メ

ー
ジ

（
1
月

23
日

公
布
版

を
踏

ま
え
、

条
項

・
記
載

内
容

を
更
新

）
 

47
条

第
1
項

 プ
ロ

セ
ス

の
監

視
測

定
 

・
C

R
に

関
す

る
要

素
を

追
加

 

49
条

 不
適

合
の

管
理

 
・

②
で

不
適

合
と

判
断

（
実

線
矢

印
）

 
・

不
適

合
と

し
て

C
R
に

入
力

 
（

点
線

矢
印

）
 

②
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

（
PI

C
o／

PI
M
）

 
47

条
1
項

 
プ

ロ
セ
ス

の
監
視
測

定
 

・
適

切
に

修
正
、
是

正
 

す
る
た
め

の
ス
ク
リ

 
ー

ニ
ン
グ

に
関
す
る

 
プ

ロ
セ
ス

を
構
築

 

業
務
プ
ロ

セ
ス

 

第
6
章

 評
価
及
び
改

善
 

第
5
章

 個
別
業
務
に

関
す
る

計
画

の
 

策
定
及
び

個
別
業
務

の
実
施

 

第
4
章

 資
源
の
管
理

 

第
3
章

 経
営
責
任
者

の
責
任

 

そ
の
他
（

改
善
提
案

、
M

O
、

協
力

会
社

の
気
付
き

、
労
務
、

労
働
安

全
 
等

）
 

第
2
章

 品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

 

47
条

第
1
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視
測
定

 

・
情

報
を

共
有
し
改

善
に
活

用
 

（
44

条
第

2
項

 監
視
測
定

の
結
果
の

利
用
）

 

従
来

の
Q

M
S
に

基
づ
く

業
務

に

お
け
る
気

付
き
事
項

 

50
条

第
2
項

 
 デ

ー
タ

の
分

析
 

C
A

Q
 

N
on

-
C

A
Q

 

情
報
管
理

の
み

 
④

処
置

の
実

施
（
２

）
〔

通
常

業
務

と
し

て
の

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
管

理
〕

 
47

条
4
項

、
5
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視
測

定
 

・
既
存
の

業
務
プ
ロ

セ
ス
（

7.
5.

1
業

務
の
実
施

の
管
理
）

に
よ
る

対
応

 
・

計
画
ど

お
り
結
果

が
達
成

で
き
な
い

場
合
の

措
置

 
・

Q
M

S
に

よ
ら

な
い

対
応
（

一
般
的
な

業
務
対

応
）

 

③
処

置
の

実
施

（
１

）
〔

是
正

処
置

管
理

〕
 

52
条

 是
正

処
置
、

53
条

 未
然
防
止

処
置

 
・

再
処
理

施
設
等
の

ト
ッ
プ

層
に
よ
る

重
要
度

の
決
定

 
・

必
ず
フ

ル
ス
ペ
ッ

ク
の
是

正
処
置
を

必
要
と

す
る
も
の

で
は
な

い
。

 
（

判
定
し

た
重
要
度

に
応
じ

た
処
置
を

実
施
）

 
・

不
適
合

未
満
で
是

正
処
置

が
必
要
な

場
合
や

予
防
処
置

を
含
め

た
未
然
防

止
な
ど
、

Ｃ
Ａ
Ｐ
シ

ス
テ
ム

と
し
て
の

是
正
処

置
の
適
用

範
囲
、

方
法
を

明
確
化

 
47

条
第

5
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視
測
定

 
・

計
画
ど

お
り
結
果

が
達
成

で
き
な
い

場
合
の

措
置

 

傾
向

分
析

 

保
安
規
定

8.
3（

不
適
合
の
管
理
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
①
を
参
照

 

保
安
規
定

8.
5.

2（
是
正
処
置
等
）
、

8.
5.

3（
未
然
防
止
処
置
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
③
、
④
を
参
照

 

保
安
規
定

8.
2.

3（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
②
を
参
照

 
保
安
規
定

8.
4（

デ
ー
タ
の
分
析
及
び
評
価
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
⑤
を
参
照

 

・
PI

C
o（

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
改

善
推

進
者

）
と
は
、
プ
レ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
実

施
す
る
力

量
の
あ
る
担

当
者

（
専

門
家
）の

こ
と
を
い
う
。

 
 ・

PI
M
（
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
改

善
会

議
）
と
は
、
上

層
部

を
含

め
た
意

思
決
定

の
会

議
体

の
こ
と
を
い
う
。

 

資
料

③
 

別
紙

－
1
 

保
安
規
定

8.
2.

3（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
②
を
参
照

 

保
安
規
定

8.
2.

3（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
②
を
参
照

 

保
安
規
定

8.
2.

3（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
②
を
参
照

 
保
安
規
定

8.
2.

3（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

 
C

A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
②
を
参
照
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社
内

標
準

名
 

条
 

文
（
抜
粋

）
 

前
頁

の
シ
ス
テ

ム
関

連
図
と

の
関

連
 

C
A
P
シ

ス
テ

ム
要

則
 

5
.
C
R
の

処
理

 

(
1
)
C
R
登
録
の
考
え
方
 

経
営
層
を
含
む

各
階
層
の
管
理
者
お
よ
び
各
要
員
は
、
当
社
の
企
業
活
動
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ギ
ャ
ッ
プ
、
気
づ
い
た
問
題
お
よ
び
要
望
・
推
奨
事
項
等
を
含
む
要
改
善
点
等
、
何
ら

か
の
情
報
を
認
識
し
た
際
は
、
報
告
事
項
と
し
て

C
R
を
登
録
す
る
。
 

ま
た
、
C
R
を
登
録
し
た
内
容
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
処
理
の
結
果
は
、
当
社
施
設
の
安
全
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
社
内
に
開
示
・
共
有
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 (
4
)
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
 

P
I
C
o（

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
改

善
推

進
者

）
は

、
受

付
処

理
が

完
了

し
た

報
告

事
項

に
つ

い
て

、
速

や
か

に
、
以

下
a
.
～

f
.（

以
下

、「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
。）

を
実
施
し
、
C
A
Q
、
N
o
n
-

C
A
Q
の
判
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

C
R
台
帳
に
入
力
す
る
。
 

 a
．
事
象
の
レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
不
適
合
の
特
定
 

P
I
C
o
は

、
報

告
事

項
に

対
し

て
、

情
報

を
収

集
お

よ
び

整
理

し
、

技
術

的
、

人
的

お
よ

び
組

織
的

側
面

等
を

考
慮

し
た

上
で

、
問

題
点

を
含

む
以

下
の

内
容

を
明
確
化
し
、
C
R
台
帳
に
入
力
す

る
。
 

 b
．

C
A
Q
の
特
定
 

P
I
C
o
は

、
報

告
事

項
に

対
し

て
C
A
Q
の

特
定

を
行

い
、

C
R
台

帳
に

入
力

す
る

。
 

C
A
Q
判
定
は
以
下
の

2
つ
の
評
価
を
勘
案
し
、
調
査
レ
ベ
ル
を
設
定
す
る
。
 

(
a
)
原
因
の
不
確
か
さ
評
価
 

(
b
)
原
子
力
安
全
へ
の
影
響
度
（
リ
ス
ク
評
価
）
 

  
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
調
査
レ
ベ
ル
を
判
定
し
、
C
A
Q
を
特
定
し
、
必
要
な
対
処
を
検
討
す
る
。
 

 d
．
処
置
実
施
箇
所
の
選
定
 

P
I
C
o
は

、
報
告

事
項

に
対

し
て

、
状

態
の

是
正
（

不
適

合
の

処
理

ま
た

は
そ

の
他

の
事

象
の

処
理

）
お

よ
び

原
因

の
是

正
（

是
正

処
置

ま
た

は
未

然
防

止
処

置
）
を
実
施
す
る
処
置
実
施

箇
所

を
選
定
し
、
C
R
台
帳
に
入
力
す
る
。
 

 e
．
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
 

P
I
C
o
は

、
報

告
事

項
に

対
し

て
、

以
下

の
分

類
を

実
施

し
、

C
R
台

帳
に

入
力

す
る

。
 

 f
．
情
報
共
有
・
水
平
展
開
要
否
の
判
定
 

P
I
C
o
は

、
報

告
事

項
に

対
し

て
、

類
似

の
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

の
有

無
ま

た
は

当
該

類
似

の
不

適
合

そ
の

他
の

事
象

が
発

生
す

る
可

能
性

の
調

査
お

よ
び

他
の
組
織
へ

の
知
見
と
す
る
た

め
に
、
情
報
共
有
す
べ
き
事
項
、
水
平
展
開
（
同
様
事
象
調
査
お
よ
び
同
様
原
因
調
査
）
の
要
否
お
よ
び
そ
の
範
囲
を
判
定
し
、
C
R
台
帳
に
入
力
す
る
。
 

原
因
が
曖
昧
ま
た
は
複
雑
な
ど
に
よ
り
、
同
様
原
因
調
査
の
要
否
が
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
段
階
で
判
断
で
き
な
い
場
合
は
、
原
因
お
よ
び
対
策
の
方
針
を
決
定
し
た
段
階
で
、
実
施
す
る
。
 

 h
．

P
I
M
で
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
確
定
 

P
I
M
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
改
善
会
議
）
は
、
a
.
～
f
.
で

PI
C
o
が
実
施
し
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
結
果
を
審
議
し
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
確
定
す
る
。
 

 (
5
)
処
置
計
画
の
策
定
お
よ
び
実
施
 

処
置
実
施
箇
所
は
、
処
置
計
画
を
策
定
し
、
実
施
す
る
。
 

a
．

C
A
Q
の
処
置
 

(
a
)
状
態
の
是
正
（
不
適
合
の
処
理
）
 

  ①
、
②
 

 ②
 

  ②
、
③
 

  ①
 

   ②
 

       ①
、
③
、
④
 

   ②
、
⑤
 

  ③
、
④
 

    ②
 

     ①
 

資
料

③
 

別
紙

－
2
 

－280 / 440－



 
6
 /

 9
 

 

社
内

標
準

名
 

条
 

文
（
抜
粋

）
 

前
頁

の
シ
ス
テ

ム
関

連
図
と

の
関

連
 

イ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
不
適
合
の
処
理
の
計
画
を

C
R
台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

処
置
実
施
箇
所
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
不
適
合
処
理
を

計
画
し
、
実
施
す
る
。
 

①
発
見
さ
れ
た
不
適
合
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
 

②
特
別
採
用
 

③
識
別
表
示
・
隔
離
・
廃
棄
 

④
外
部
へ
の
引
渡
し
後
等
の
措
置
 

ウ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
不
適
合
の
処
理
の
結
果
を

C
R
台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

 (
b
)
原
因
の
是
正
（
是
正
処
置
）
 

是
正
処
置
は
以
下
の
と
お
り
、
実
施
す
る
。
 

イ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
調
査
レ
ベ
ル
の
判
定
結
果
を
も
と
に
、
重
要
度
や
原
因
の
複
雑
性
を
考
慮
し
た
上
で
、
是
正
処
置
の
計
画
を

C
R
台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応

じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

＜
留
意
事
項
＞
 

 
原
因
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
系
統
・
設
備
・
機
器
の
状
態
と
そ
の
変
化
、
個

々
の
人
の
行
動
、
人
と
人
の
役
割
関
係
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
、
必
要
な
情
報
の
収
集
お
よ
び
整
理
し
、

技
術
的
、
人
的
お
よ
び
組
織
的
側
面
等
を
考
慮
し
た
上
で
問
題
点
を
明
確
に

す
る
。
 

 
原
因
の
明
確
化
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
日
常
業
務
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
安

全
文
化
の
弱
点
の
あ
る
分
野
お
よ
び
強
化
す
べ
き
分
野
と
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
を
含
む
。
 

 
是
正
処
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
る
、
そ
の
他
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
な
ら
び
に
、
組
織
内
外
の
課
題
等
お
よ
び
そ
の
課
題
等
に
対
す
る
取
組
み
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
必
要
に
応

じ
て
、
要
領
等
ま
た
は
個
別
業
務
計
画
等
を
変
更
す
る
。
 

 エ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
是
正
処
置
を

C
R
台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

オ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
是
正
処
置
が
再
発
防
止
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
活
動
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
評
価
す
る
た
め
の
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、
C
R
台

帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内

容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

 (
c
)
未
然
防
止
処
置
 

イ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
起
こ
り
得
る
不
適
合
の
重
要
度
や
原
因
を
考
慮
し
た
上
で
、
処
置
の
計
画
を

C
R
台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続

き
を
行
う
。
 

ウ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
未
然
防
止
処
置
の
結
果
を

C
R
台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

エ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
未
然
防
止
処
置
が
未
然
防
止
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
活
動
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
評
価
す
る
た
め
の
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、
CR

台
帳
に
入
力
し
、
表
「
処

置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
P
I
M
の
審
議
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

 c．
No
n-
CA
Q 

(
a
)
不
適
合
の
処
理
、
是
正
処
置
ま
た
は
未
然
防
止
処
置
 

a
.
 
C
A
Q
の

処
置

と
同

様
 

 (
b
)
そ
の
他
（
不
適
合
の
処
理
、
是
正
処
置
ま
た
は
未
然
防
止
処
置
以
外
）
の
処
置
 

イ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
C
R
台
帳
に
処
置
計
画
を
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

ウ
.
処
置
実
施
箇
所
は
、
C
R
台
帳
に
処
理
結
果
を
入
力
し
、
表
「
処
置
内
容
の
承
認
者
等
」
に
応
じ
、
上
覧
手
続
き
を
行
う
。
 

 (
6
)
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 

b
．
処
置
実
施
箇
所
は
、
未
実
施
の
対
策
を
定
期
的
に
レ
ビ
ュ
ー
し
、
対
策
の
放
置
ま
た
は
不
適
切
な
延
長
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 

c
．
P
I
C
o
は
、
処
置
実
施
箇
所
に
お
け
る

C
A
Q
お
よ
び

N
o
n
-
C
A
Q
の
対
処
の
状
況
（
進
捗
を
含
む
）
を
確
認
し
、
各
事
業
部
に
お
け
る
改
善
活
動
の
適
時
性
お
よ
び
処
置
範
囲
等
に
つ
い
て
、
組

織
お
よ
び
施
設
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
向
上
の
観
点
か
ら
支
援
・
指
導
す
る
。
な
お

、
進
捗
の
大
幅
な
遅
れ
や
無
理
な
工
程
な
ど
管
理
に
問
題
が
あ
る
場
合
、
必
要
な
処
置
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

        ③
 

              ④
 

       ①
、
③
、
④
 

  ②
 

   ②
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社
内

標
準

名
 

条
 

文
（
抜
粋

）
 

前
頁

の
シ
ス
テ

ム
関

連
図
と

の
関

連
 

合
は

、
C
R
を

登
録

す
る

。
 

d
．

P
I
C
o
は
、
C
A
Q
の
処
置
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に

P
I
M
に
報
告
す
る
。
 

 6
.
傾
向
分
析
お
よ
び
改
善
 

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
の
一
環
と
し
て
、
C
A
P
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
傾
向
分
析
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
改
善
を
実
施
し
た
場
合
の
効
果
が
高
い

領
域
（
組
織
の
弱
み
）
を

特
定
し
、
改
善
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
重
要
な
問
題
の
未
然
防
止
な
ど
組
織
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
継
続
的
に
向
上
さ
せ
る
。
 

 7
.
社
内
展
開
検
討
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
 

(
1
)
社
内
展
開
検
討
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
 

a
．
国
内
外
の
運
転
経
験
情
報
 

国
内
外
で
発
生
し
た
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
等
の
重
要
な
情
報
を
当
社
設
備
や
プ
ロ
セ
ス
に
反
映
さ
せ
、
安
全
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
安
全
・
品
質
本
部
は
以
下
の
国
内
外
の
運
転
経
験
情
報

（
以

下
、

O
E
情

報
と

い
う

）
を

収
集

す
る

。
 

 b
．
当
社
内
の
水
平
展
開
要
と
判
断
し
た
事
象
 

P
I
C
o
は

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
に

て
水

平
展

開
が

必
要

と
し

た
事

象
に

つ
い

て
は

、
社

内
展

開
検

討
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
に

登
録

す
る

。
 

 

(
2
)
水
平
展
開
の
要
否
判
断
 

各
事
業
部
の

P
I
C
o
は
社
内
展
開
検
討
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
た
事
象
に
対
し
て
、
施
設
や
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
類
似
の
不
適
合
そ
の
他
の
事

象
の
有
無
も
し
く
は
当
該

類
似
の
事
象
が
発
生
す
る
可
能
性
の
調
査
ま
た
は
起
こ
り
得
る
不
適
合
お
よ
び
そ
の
原
因
の
調
査
と
し
て
、
水
平
展
開
（
同
様
事
象
調
査
お
よ
び
同
様
原
因
調
査
）
な
ど
の
事
業
部
の
対
応
が
必

要
か
判
断
す
る
。
 

 
P
I
C
o
は

、
水

平
展

開
の

結
果

、
事

業
部

で
是

正
処

置
ま

た
は

未
然

防
止

処
置

を
含

む
対

応
が

必
要

と
判

断
し

た
事

象
に

つ
い

て
は

、
C
R
を

登
録

す
る

。
 

P
I
C
o
は
、
水
平
展
開
の
対
応
要
否
の
判
断
結
果
を
定
期
的
に

P
I
M
に
報
告
し
、
P
I
M
は
、
P
I
C
o
の
判
断
結
果
を
確
認
し
、
必
要
な
指
示
を
行
う
。
 

 

   ⑤
 

     ②
 
、
④
 

   ②
、
③
、
④
 

  ③
、
④
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 【
文

書
体

系
に

お
け

る
「

C
A
P
シ

ス
テ

ム
要

則
」

の
位

置
づ

け
】

 

別
紙
－
３
で

は
、
「
再
処
理
施
設
 
保
安
規
定
」
を
例
に
、
保
安
規
定
に
お
け
る

C
A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
の
位
置
づ
け
を
下
記
（
表
２
の
青
枠
）
の
と
お
り
示
す
。
 

 表
１
：
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
関
連
条
項
及
び
保
安
規
定
関
連
条
項
と
組
織
が
必
要
と
判
断
し
た
文
書
と
の
関
係
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
 

関
連
条
項
 

項
目
 

文
書
名
 

説
 
明
 

4
～
8
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
 

監
査
室
 
原
子
力
安
全
お
よ
び
役
務
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
運
用
要
則
 

 

調
達
室
 
原
子
力
安
全
お
よ
び
役
務
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
運
用
要
則
 

 

安
全
・
品
質
本
部
 
原
子
力
安
全
お
よ
び
役
務
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
運
用

要
則
 

 

再
処
理
事
業
部
 
原
子
力
安
全
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
運
用
要
則
 

 

4
.
1
 

保
安
活
動
の
重
要
度
 

再
処
理
事
業
部
 
品
質
重
要
度
分
類
基
準
（
要
領
）
 

 

4
.
1
、
8
.
2
.
3
 

プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
 

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標
要
則
 

 

4
.
1
 

安
全
文
化
 

安
全
文
化
要
則
 

 

5
.
4
.
1
 

品
質
目
標
 

品
質
目
標
要
則
 

 

5
.
4
.
2
 
、
7
.
1
、
7
.
3
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
計
画
、
個
別
業
務
に
必
要
な
プ
ロ

セ
ス
の
計
画
、
設
計
開
発
 

変
更
管
理
要
則
 

 

5
.
5
.
3
 

管
理
者
 

自
己
ア
セ
ス
メ
ン
ト
要
則
 

 

5
.
5
.
4
 

組
織
の
内
部
の
情
報
の
伝
達
 

安
全
・
品
質
改
革
委
員
会
規
程
 

 

品
質
・
保
安
会
議
規
程
 

 

再
処
理
事
業
部
 
貯
蔵
管
理
安
全
委
員
会
運
営
要
領
 

 

5
.
6
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
要
則
 

 

6
.
2
 

要
員
の
力
量
の
確
保
及
び
教
育
訓
練
 

監
査
室
 
教
育
訓
練
要
領
 

 

調
達
室
 
教
育
訓
練
要
領
 

 

安
全
・
品
質
本
部
 
教
育
訓
練
要
領
 

 

再
処
理
事
業
部
 
教
育
訓
練
要
領
 

 

7
.
1
 

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
及
び
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
管
理
、
放
射
性
廃

棄
物
管
理
、
放
射
線
管
理
 

再
処
理
事
業
所
 
廃
棄
物
管
理
施
設
保
安
規
定
運
用
要
領
 

 

施
設
管
理
 

再
処
理
事
業
部
 
施
設
管
理
要
領
 

 

非
常
時
等
の
措
置
 

再
処
理
事
業
部
 
異
常
・
非
常
時
対
策
要
領
 

 

7
.
3
 

設
計
開
発
 

再
処
理
事
業
部
 
設
計
管
理
要
領
 

 

7
.
4
 

調
達
 

調
達
管
理
要
則
 

 

8
.
2
.
4
 

機
器
等
の
検
査
等
 

検
査
お
よ
び
試
験
管
理
要
則
 

 

8
.
3
 

不
適
合
の
管
理
 

ト
ラ
ブ
ル
情
報
等
の
社
外
へ
の
共
有
要
則
 

 

8
.
5
.
2
 

是
正
処
置
等
 

根
本
原
因
分
析
要
則
 

 
 表

２
：
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
関
連
条
項
と
品
質
管
理
基
準
規
則
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
作
成
す
る
文
書
と
の
関
係

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
 

関
連
条
項
 

項
目
 

文
書
名
 

説
 
明
 

4
.
2
.
3
 

文
書
の
管
理
 

品
質
保
証
に
係
る
文
書
お
よ
び
記
録
管
理
要
則
 

 
4
.
2
.
4
 

記
録
の
管
理
 

8
.
2
.
2
 

内
部
監
査
 

内
部
監
査
要
則
 

 
8
.
3
 

不
適
合
の
管
理
 

C
A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
 

C
A
P
の
関
連
事
項
（
不
適
合
の
管
理
、
是
正
処
置
等
、
未
然
防
止
処
置
）
に
つ
い
て
、
C
A
P
シ
ス
テ
ム
要
則
に
記
載
し
た

た
め
、
8
.
3
、
8
.
5
.
2
、

8
.
5
.
3
に
当
該
二
次
文
書
を
追
記
。
 

8
.
5
.
2
 

是
正
処
置
等
 

8
.
5
.
3
 

未
然
防
止
処
置
 

資
料

③
 

別
紙

－
3
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2
0
1
9
年

3
月

2
0
日

C
A
P
に

係
る

N
R
A
面

談
資
料

（
実

用
発
電

用
原
子

炉
）
よ

り
 

 

品
証

技
術

基
準

（
第

１
８

回
新

検
査

制
度

Ｗ
Ｇ

提
示

案
）

に
基

づ
く

Ｃ
Ａ

Ｐ
シ

ス
テ

ム
全

体
像

（
案

）
 

      
 

 
 

 
                                

①
状

態
報
告
（

C
R
：

ｺ
ﾝ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾚ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ
）

 
                             

 

①
状

態
報

告
（

C
R
）

 

⑤
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

評
価

、
監

視
及
び

測
定

 

C
A

P
シ

ス
テ
ム

に
お
け

る
品

証
技
術

基
準

の
適
用

イ
メ

ー
ジ
（
第

46
条

 改
善
の

機
会
）

 

①
状

態
報

告

⑤
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

評
価

、
監

視
及

び
測

定
（

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

）
 

C
A

P
シ

ス
テ
ム

の
骨
格

 

③
処

置
の

実
施

（
１

）
 

是
正

処
置

管
理

 

Ｃ
Ａ
Ｐ
シ

ス
テ

ム
全
体

像
（

案
）

 

第
49

条
第

1
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視

測
定

 
・
日
常
業
務
の
気
付
き

 
自

ら
問

題
を

発
見

す
る

姿
勢

を
示

す
た

め
の

取

り
組
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
所
員
（
協
力
会
社
員

含
む
）
の
積
極
的
な
参
画
が
必
要

 

・
気
付
き
事
項

 
5

章
 個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

個

別
業
務
の
実
施
、

4
章

 資
源
の
管
理

、
3
章

 経
営

責
任

者
の

責
任

、
2

章
 品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

シ
ス
テ
ム
、

6
章

 監
視
測
定
、
分
析

、
評
価
及
び

改
善

 
＞
巡

視
点
検
、
保
守
点
検
、
検
査
及
び
試
験
、

 
設

計
・
調
達
、
文
書
・
記
録
、
安
全
文
化
、

 
教

育
・
訓
練
、
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
 
等

 

・
プ
ロ

セ
ス
の
結
果

 
49

条
 プ

ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
、

50
条

 検
査
試

験
、

52
条

 デ
ー
タ
の
分
析
、

53
.条

 継
続
的
改

善
、

55
条

 未
然
防
止
処
置

 

・
監
査

等
の
結
果

 
47

、
48

条
 外

部
か

ら
の

評
価

、
指

摘
事

項
、
 

監
査
 
等

 

・
そ
の
他

 
改
善
提
案
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
オ
ブ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
M

O
）
、
意
見
要
望
（
協
力
会
社
含
む
）
、
労
務
、

労
働
安
全
 
等

 

第
51

条
 不

適
合

の
管
理

 
・
不
適
合
情
報

 
＞
是
正
処
置
に
も
直
接
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
。

 

②
ス

ク
リ
ー
ニ

ン
グ

 
第

49
条

第
3
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視

測
定

 
・
Ｃ
Ｒ
の
情
報
整
理

 
 
＞
分
析
の
た
め
の
分
類
の
整
理

 
・
運
転
部
門
に
よ
る
即
時
対
応

 
・
Ｃ
Ｒ
の
Ｐ
Ｐ
情
報
の
確
認

 
・
プ
レ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 
（
問
題
の
特
定
（
事
象
に
対
す
る
リ
ス
ク
想
定
を
含
む
）
）

 
 
＞
力
量
の
あ
る
担
当
者
（
専
門
家
）
に
よ
る
分
類

 
 
＞
不
適
合
の
判
断
（
不
適
合
と
し
て

C
R
に
入
力

 
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
判
断
の
妥
当
性
確
認
）

 
＞

C
A

Q
、

N
on

-C
A

Q
を

判
断
し
た

う
え
で
処
置

 
の
実
施
（
１
）、
（
２
）
へ
の
割
振
り
を
判
断

 
 
＞
上
層
部
を
含
め
た
会
議
体
に
よ
る
内
容
の
決
定
及
び
確
認

 
 

②
③

重
要
度
の

決
定

、
対

応
の

フ
ォ

ロ
ー
等
（

会
議
体

）
 

第
49

条
第

3
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視

測
定

 
 

 
 

 
 
 

 
（

ス
ク
リ

ー
ニ

ン
グ
）

 
第

54
条

 是
正

処
置

 
・
上
層
部
を
含
め
た
意
思
決
定
の
会
議
体
を
設
置

 
＞
主
な
活
動

 

・
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
（
プ
レ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 
結
果
の
決
定
及
び
確
認
）

 

・
是
正
処
置
、
未
然
防
止
処
置
の
必
要
性

 
・
是
正
処
置
、
未
然
防
止
処
置
の
レ
ベ
ル

 
・
不
適
合
、
是
正
処
置
、
未
然
防
止
処
置
の
実
施

状
況
の
フ
ォ
ロ
ー

 

 
 
・

C
R
傾
向
分
析
結
果

 

④
処

置
の
実
施
（

２
）〔

通
常

業
務

と
し
て

の

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

管
理

〕
 

第
49

条
第

3
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視

測
定

 
・
既
存
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
対
応

 

⑤
パ

フ
ォ
ー
マ

ン
ス

評
価
、

監
視

及
び
測

定
 

 

●
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
有
効
的
に
行
う
に
は
…

 
・

C
R
を
提
出
し
易
く
し
、
気
付
き
事
項
を
増
や
す

 
＞

C
R

と
し

て
発

見
者

が
帳

票
に

入
力

す
る

情
報

は
必

要
最
小
限
と
す
る
。

 
・

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

分
析

た
め

の
適

切

な
分
類
を
工
夫

 
・
情
報
量
の
増
加
に
対
応
で
き
る
環
境
を
整
備

 
（
人
的
資
源
、
ソ
フ
ト
、
ハ
ー
ド
）

 

③
処

置
の
実
施

（
１

）
〔
是
正

処
置

管
理
〕

 
第

54
条

 是
正

処
置

 
第

55
条

 未
然

防
止

処
置

 
・
是
正
処
置
、
未
然
防
止
処
置

 
 

＞
重

要
度

か
ら

是
正

が
必

要
と

な
る

も
の

を
判
断

 
＞

是
正

が
必

要
な

場
合

で
も

内
容

は
グ

レ

ー
ド
に
応
じ
て
決
定

 
（

全
て

の
事

象
に

対
し

て
フ

ル
ス

ペ
ッ

ク

の
是
正
処
置
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
）

 
＞
不
適
合
の
可
能
性
が
あ
る
事
象
（
重
要
度

高
）
を
含
む

 

＞
上

層
部

を
含

め
た

会
議

体
に

よ
る

内
容

の
決
定
及
び
確
認

 

④
処

置
の

実
施

（
２

）
 

通
常

業
務

と
し

て
の

 
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
管

理
 

②
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

 

第
52

条
第

2
項

第
3
号

 デ
ー

タ
の

分
析

 
・
傾
向
分
析

 
＞
結
果
は

CR
と
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト

 

49
条

第
1
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視
測
定

 
・

C
R
に

関
す

る
要

素
を
追

加
 

51
条

 不
適

合
の
管

理
 

 
・

②
で
不

適
合
と
判

断
（
実

線
矢
印
）

 
・

不
適
合

と
し

て
C

R
に

入
力

 
（

点
線
矢

印
）

 
基 本 モ デ ル 

②
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

 
49

条
3
項

 
プ

ロ
セ
ス

の
監
視
測

定
 

・
適
切
に

修
正
、
是

正
 

す
る
た
め

の
ス
ク
リ

 
ー

ニ
ン
グ

に
関
す
る

 
プ

ロ
セ
ス

を
構
築

 

業
務

プ
ロ

セ
ス

 

第
6
章

 監
視

測
定

、
分

析
、

評
価

及

び
改

善
 

第
5
章

 個
別

業
務

に
関

す
る

計
画

の
 

策
定

及
び

個
別

業
務

の
実

施
 

第
4
章

 資
源

の
管

理
 

第
3
章

 経
営

責
任

者
の

責
任

 

そ
の

他
（

改
善

提
案

、
M

O
、

協
力

会

社
の

気
付

き
、

労
務

、
労

働
安

全
 

第
2
章

 品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

 

49
条

第
4
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視
測
定

 

・
所
員
へ
の
情
報
共
有
（
第

46
条

第
2
項

 改
善

の
機
会

）
 

 
＞
共
有
さ
れ
た
情
報
を
改
善
に
活
用

 
 
 
・
Ｃ
Ｒ
情
報
（
処
置
結
果
含
む
）

 
 
 
・
Ｃ
Ｒ
傾
向
分
析
結
果

 

・
情
報
を

共
有
し
改

善
に
活

用
 

（
46

条
第

2
項

 改
善
の
機

会
）

 

従
来

の
Ｑ

Ｍ
Ｓ

に
基

づ
く

業
務

に
お

け
る

気
付

き
事

項
 

52
条

第
2
項

第
3
号

 
 デ

ー
タ
の
分

析
 

第
49

条
第

4
項

 プ
ロ

セ
ス
の

監
視

測
定

 
・
デ
ー
タ
の
分
析
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
情
報
と
し
て
管
理
し
て
お
く
も
の

 

C
A

Q
 

N
on

-C
A

Q
 

C
A

Q
 

N
on

-
C

A
Q

 

情
報
管
理

の
み

 
④

処
置

の
実

施
（
２

）
〔

通
常

業
務

と
し

て
の

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
管

理
〕

 
49

条
3
項

 プ
ロ
セ

ス
の
監

視
測
定

 
・

既
存
の

業
務
プ
ロ

セ
ス
（

7.
5.

1
業

務
の
実
施

の
管
理
）

に
よ
る

対
応

 
・

計
画
ど

お
り
結
果

が
達
成

で
き
な
い

場
合
の

修
正
（
必

要
時
の

原
因
除

去
を
含
む

）
 

・
Q

M
S
に

よ
ら

な
い

対
応
（

一
般
的
な

業
務
対

応
）

 

③
処

置
の

実
施

（
１

）
〔

是
正

処
置

管
理

〕
 

54
条

 是
正

処
置
、

55
条

 未
然
防
止

処
置

 
・

発
電
所

ト
ッ
プ
層

に
よ
る

重
要
度
の

決
定

 
・

必
ず
フ

ル
ス
ペ
ッ

ク
の
是

正
処
置
を

必
要
と

す
る
も
の

で
は
な

い
。

 
（

判
定
し

た
重
要
度

に
応
じ

た
処
置
を

実
施
）

 
・

不
適
合

未
満
で
是

正
処
置

が
必
要
な

場
合
や

予
防
処
置

を
含
め

た
未
然

防
止
な
ど

、
Ｃ
Ａ
Ｐ

シ
ス
テ

ム
と
し
て

の
是
正

処
置
の

適
用
範
囲

、
方

法
を
明
確

化
 

49
条

3
項

 プ
ロ
セ

ス
の
監

視
測
定

 
・

計
画
ど

お
り
結
果

が
達
成

で
き
な
い

場
合
の

是
正
処
置

 

傾
向

分
析

 

資
料

③
 

参
考

資
料
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各
施

設
保

安
規

定
【
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
以

外
（
主

な
変

更
）
】
比

較
表

 

資
料

④

本
資

料
の
う
ち
、
■

内
の
記

載
事

項
は
公

開
制

限
情

報
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
公

開
で
き
ま
せ

ん
の
で
削

除
し
て
お

り
ま
す

。

－285 / 440－
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各
施

設
 保

安
規

定
【品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

トシ
ス

テ
ム

計
画

以
外

（
主

な
変

更
）

】⽐
較

表
N

o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

第
２

章
 
保

安
管

理
体

制
 

第
２

章
 
保

安
管

理
体

制
 

第
３

章
 
保

安
管

理
体

制
 

第
3
 
章

 
保

安
管

理
体

制
 

第
３

章
 
保

安
管

理
体

制
 

―
 

―
 

1
 

（
職

 
務

）
 

第
1
7

条
 

各
職

位
は

、
こ

の
規

定
に

基
づ

き
定

め
る

保
安

に
関

す
る

文
書

に
基

づ
き

、
保

安
に

関
す

る
職

務
を

遂
行

す
る

。
 

２
 

前
条

に
定

め
る

職
位

の
職

務
は

次
の

と
お

り

と
す

る
。

 

（
略

）
 

(3
5
)

放
射

線
施

設
課

長
は

、
放

射
線

測
定

器

類
の

管
理

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

（
略

）

(6
2
)

第
7
7

条
第

１
項

又
は

第
7
8

条
第

１
項

に

基
づ

き
選

任
さ

れ
た

使
用

前
事

業
者

検
査

又
は

定
期

事
業

者
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
当

該
検

査
の

実
施

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

（
略

）

（
職

 
務

）
 

第
５

条
 

各
職

位
は

、
こ

の
規

定
に

基
づ

き
定

め

る
保

安
に

関
す

る
文

書
に

基
づ

き
、

保
安

に
関

す
る

職
務

を
遂

行
す

る
。

 

２
 

前
条

に
定

め
る

職
位

の
職

務
は

次
の

と
お

り

と
す

る
。

 

（
略

）
 

（
3
8
）
放

射
線

施
設

課
長

は
、

放
射

線
測

定
器

類

の
管

理
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

（
略

）

(5
3
)

第
2
6
 
条

第
１

項
又

は
第

2
7
 
条

第
１

項
に

基
づ

き
選

任
さ

れ
た

使
用

前
事

業
者

検
査

又
は

定
期

事
業

者
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
当

該
検

査
の

実
施

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

（
略

）

（
職

務
）
 

第
８

条
 

各
職

位
は

、
こ

の
規

定
に

基
づ

き
定

め

る
保

安
に

関
す

る
文

書
に

基
づ

き
、

保
安

に
関

す
る

職
務

を
遂

行
す

る
。

 

２
 
 
前

条
に

定
め

る
職

位
の

職
務

は
次

の
と

お

り
と

す
る

。
 

（
略

）
 

(2
2
)

第
3
9

条
に

定
め

る
使

用
前

事
業

者
検

査

又
は

第
4
0

条
に

定
め

る
定

期
事

業
者

検
査

の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
当

該
検

査
の

実
施

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

（
略

）

（
職

務
）
 

第
8

条
 
各

職
位

は
、

こ
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

る
保

安
に

関
す

る
文

書
に

基
づ

き
、

保
安

に
関

す
る

職
務

を
遂

行
す

る
。

 

2
 

前
条

に
定

め
る

職
位

の
職

務
は

次
の

と
お

り

と
す

る
。

 

（
略

）
 

(1
2
)

検
査

課
長

は
、

埋
設

施
設

確
認

及
び

廃

棄
物

確
認

に
係

る
検

査
を

行
う

。

（
職

務
）
 

第
７

条
 
各

職
位

は
、

こ
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

保
安

に
関

す
る

文
書

に
基

づ
き

、
保

安
に

関
す

る
職

務
を

遂
行

す
る

。
 

２
 
前

条
に

定
め

る
職

位
の

職
務

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
略

）
 

(2
3
)

第
2
6
条

第
２

項
に

基
づ

き
選

任
さ

れ
た

使

用
前

事
業

者
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
は

、
当

該
検

査
の

実
施

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

（
略

）

2
 

（
再

処
理

安
全

委
員

会
の

審
議

事
項

、
構

成
等

）
 

第
2
1

条
 

再
処

理
安

全
委

員
会

は
、

事
業

部
長

又
は

技
術

本
部

長
の

諮
問

を
受

け
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
保

安
上

の
妥

当
性

を
再

処
理

施
設

に
係

る
保

安
業

務
全

体
の

観
点

か
ら

審
議

す
る

。
 

(1
)

再
処

理
の

事
業

変
更

許
可

申
請

に
関

す
る

事
項

(2
)

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

申
請

に
関

す
る

事
項

(3
)

こ
の

規
定

の
変

更

(4
)

こ
の

規
定

に
基

づ
く
以

下
の

計
画

①
試

験
操

作
計

画

②
再

処
理

施
設

の
使

用
計

画

③
第

５
条

 
7
.3

適
用

の
対

象
と

判
断

し
た

工
事

に
係

る
作

業
実

施
計

画

④
再

処
理

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術

的
な

評
価

の
実

施
計

画

⑤
保

安
教

育
の

実
施

計
画

⑥
再

処
理

施
設

の
定

期
的

な
評

価
の

実
施

計

画

（
貯

蔵
管

理
安

全
委

員
会

の
審

議
事

項
、

構
成

等
）
 

第
1
0

条
 

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
は

、
事

業
部

長
又

は
技

術
本

部
長

の
諮

問
を

受
け

、
事

業
部

長
又

は
技

術
本

部
長

の
諮

問
を

受
け

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
、

保
安

上
の

妥
当

性
を

廃
棄

物
管

理
施

設
に

係
る

保
安

に
関

す
る

業
務

全
体

の
観

点
か

ら
審

議
す

る
。

 

（
１

）
廃

棄
物

管
理

の
事

業
変

更
許

可
申

請
に

関

す
る

事
項

（
２

）
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
認

可
申

請
に

関

す
る

事
項

（
３

）
こ

の
規

定
の

変
更

（
４

）
第

３
条

の
４

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム

計
画

の
表

１
及

び
表

２
に

掲
げ

る
文

書
の

う
ち

事

業
部

長
が

制
定

す
る

規
定

（
５

）
こ

の
規

定
に

基
づ

く
以

下
の

計
画

①
ガ

ラ
ス

固
化

体
の

受
入

れ
計

画

②
第

３
条

の
４

 
7
.3

適
用

の
対

象
と

判
断

し
た

工
事

に
係

る
作

業
実

施
計

画

③
保

安
教

育
の

実
施

計
画

④
第

2
8

条
に

基
づ

く
廃

棄
物

管
理

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
の

実
施

計
画

⑤
第

5
9

条
に

基
づ

く
定

期
的

な
評

価
の

実
施

計

画

（
濃

縮
安

全
委

員
会

の
審

議
事

項
、

構
成

等
）
 

第
1
2

条
 

濃
縮

安
全

委
員

会
は

、
事

業
部

長
の

諮
問

を
受

け
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
保

安
上

の
妥

当
性

を
事

業
部

全
体

の
観

点
か

ら
審

議
す

る
。

 

(1
)

加
工

施
設

の
事

業
変

更
許

可
申

請
に

関
す

る
事

項

(2
)

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

申
請

に
関

す
る

事
項

(3
)

こ
の

規
定

の
変

更

(4
)

加
工

施
設

の
品

質
保

証
に

関
す

る
事

項

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

の
意

識
の

向
上

に
関

す
る

事
項

を
含

む
）

(5
)

第
41

条
に

基
づ

く
加

工
施

設
の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

結
果

及
び

第
8
9

条

に
基

づ
く
加

工
施

設
の

定
期

的
な

評
価

結
果

(6
)

第
4
1

条
に

基
づ

く
長

期
施

設
管

理
方

針

(7
)

第
６

条
の

表
１

に
掲

げ
る

文
書

の
う

ち
事

業

部
長

が
定

め
る

文
書

の
制

定
及

び
改

廃

(8
)

こ
の

規
定

に
基

づ
く

以
下

の
計

画
等

の
策

定
及

び
そ

の
変

更

①
第

2
3

条
に

基
づ

く
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
運

転

条
件

（
た

だ
し

、
あ

ら
か

じ
め

濃
縮

安
全

委
員

会

に
お

い
て

審
議

、
承

認
さ

れ
た

設
定

方
法

を
用

い
て

運
転

条
件

を
定

め
る

場
合

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
の

審
議

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

②
第

2
3

条
に

基
づ

く
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

運
転

条

件
設

定
方

法

③
第

2
5

条
に

基
づ

く
年

間
液

化
回

数

④
第

3
8

条
に

基
づ

く
作

業
管

理
に

係
る

実
施

計
画

⑤
第

3
7

条
に

基
づ

く
設

計
開

発
に

係
る

実
施

計
画

⑥
第

8
7

条
に

基
づ

く
保

安
教

育
の

実
施

計
画

⑦
第

4
1

条
に

基
づ

く
加

工
施

設
の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

の
実

施
計

画
及

び
第

8
9

条
に

基
づ

く
加

工
施

設
の

定
期

的
な

評
価

の

実
施

計
画

（埋
設

施
設

安
全

委
員

会
の

審
議

事
項

、
構

成
等

） 

第
1
3

条
 
埋

設
施

設
安

全
委

員
会

は
、

事
業

部

長
の

諮
問

を
受

け
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
保

安
上

の
妥

当
性

を
埋

設
施

設
に

係
る

保
安

業
務

全
体

の
観

点
か

ら
審

議
す

る
。

 

(1
)

事
業

変
更

許
可

申
請

に
関

す
る

事
項

(2
)こ

の
規

定
の

変
更

(3
)

表
1

に
掲

げ
る

事
業

部
長

が
制

定
す

る
規

定 (4
)

こ
の

規
定

に
基

づ
く
以

下
の

計
画

イ
廃

棄
物

埋
設

計
画

ロ
施

設
管

理
実

施
計

画

ハ
調

査
計

画

ニ
修

復
計

画

ホ
保

安
教

育
実

施
計

画

へ
 
定

期
的

な
評

価
の

計
画

（
燃

料
製

造
安

全
委

員
会

の
審

議
事

項
、

構
成

等
）
 

第
９

条
 
燃

料
製

造
安

全
委

員
会

は
、

事
業

部

長
の

諮
問

を
受

け
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

、
保

安
上

の
妥

当
性

を
加

工
施

設
に

係
る

保
安

業
務

全
体

の
観

点
か

ら
審

議
す

る
。

 

(1
)

加
工

施
設

の
事

業
変

更
許

可
申

請
に

関
す

る
事

項

(2
)

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

申
請

に
関

す
る

事
項

(3
)

こ
の

規
定

の
変

更
及

び
認

可
申

請
に

関
す

る
事

項

(4
)

加
工

施
設

の
品

質
保

証
に

関
す

る
事

項

（
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

、
安

全
文

化
醸

成
に

関
す

る
事

項
を

含
む

）

(5
)

表
５

-
１

及
び

表
５

-
２

に
基

づ
き

事
業

部
長

が
定

め
る

文
書

の
制

定
及

び
改

廃

(6
)

こ
の

規
定

に
基

づ
く
以

下
の

計
画

等
の

策

定
及

び
そ

の
変

更

a.
保

安
教

育
実

施
計

画

■
品

質
保

証
に

係
る

事
項

及
び

文
書

の
制

定

等
に

つ
い

て
各

施
設

間
の

記
載

の
違

い
は

、
表

現
の

違
い

で
あ

り
、

規
定

内
容

は
同

じ
。

再
処

理
（
5
）
、

廃
棄

物
（
4
）
、

濃
縮

（
4
）
（
7）

、
埋

設
（
3
）
、

M
O

X
（
4
）
（5

）
に

記
載

緑
⾊

ハ
ッチ

ング
︓

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
保

安
規

定
との

差
異

を
⽰

す
。 

薄
緑

ハ
ッチ

ング
︓

施
設

の
特

徴
に

応
じ、

要
求

事
項

を
反

映
した

箇
所

を
⽰

す
。 

（
ハ

ッチ
ン

グ
個

所
の

詳
細

は
差

異
説

明
に

⽰
す

。）

－286 / 440－
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

(5
)

第
５

条
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計

画
の

表
１

及
び

表
２

に
掲

げ
る

文
書

の
う

ち
事

業

部
長

が
定

め
る

規
定

(6
)

第
7
9

条
に

基
づ

く
再

処
理

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
の

結
果

及
び

こ
れ

に
基

づ
く
長

期
施

設
管

理
方

針

(7
)第

1
2
4

条
第

１
項

に
基

づ
く
定

期
的

な
評

価

の
結

果

(8
)

そ
の

他
事

業
部

長
又

は
技

術
本

部
長

が
必

要
と

認
め

る
事

項

２
 

再
処

理
安

全
委

員
会

は
、

事
業

部
長

が
任

命
す

る
委

員
長

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

ほ

か
、

事
業

部
長

が
選

任
す

る
委

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

３
 

再
処

理
安

全
委

員
会

の
運

営
は

、
次

の
各

号
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

(1
)

委
員

会
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
を

含
む

過
半

数
の

委
員

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
と

す
る

。

た
だ

し
、

委
員

が
出

席
で

き
な

い
場

合
は

、
委

員

が
指

名
し

た
代

理
者

（
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

お
い

て
は

代
行

者
）
を

出
席

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(2
)

委
員

長
が

出
席

で
き

な
い

場
合

は
、

委
員

長
が

指
名

す
る

者
が

委
員

長
の

職
務

を
代

行
す

る
。

(3
)

委
員

会
の

審
議

事
項

で
あ

っ
て

、
緊

急
に

処
理

す
る

必
要

が
あ

り
、

か
つ

、
委

員
会

の
開

催
が

困
難

な
場

合
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
を

含
む

過
半

数
の

委
員

の
持

ち
回

り
に

よ
り

委
員

会
の

審
議

に
替

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
、

５
、

６
 

（
略

）
 

（
６

）
第

2
8

条
に

基
づ

く
廃

棄
物

管
理

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
の

結
果

及
び

こ
れ

に
基

づ
く
長

期
施

設
管

理
方

針

（
７

）
第

5
9

条
に

基
づ

く
定

期
的

な
評

価
の

結
果

（
８

）
そ

の
他

事
業

部
長

又
は

技
術

本
部

長
が

必

要
と

認
め

る
事

項

２
 

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
は

、
事

業
部

長
が

任
命

す
る

委
員

長
、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

の
ほ

か
、

事
業

部
長

が
選

任
す

る
委

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

３
 

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
の

運
営

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
委

員
会

は
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
を

含
む

過

半
数

の
委

員
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

と
す

る
。

た
だ

し
、

委
員

が
出

席
で

き
な

い
場

合
は

、
委

員

が
指

名
し

た
代

理
者

（
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
に

お
い

て
は

代
行

者
）
を

出
席

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
２

）
委

員
長

が
出

席
で

き
な

い
場

合
は

、
委

員

長
が

指
名

す
る

者
が

委
員

長
の

職
務

を
代

行
す

る
。

（
３

）
委

員
会

の
審

議
事

項
で

あ
っ

て
、

緊
急

に

処
理

す
る

必
要

が
あ

り
、

か
つ

委
員

会
の

開
催

が
困

難
な

場
合

は
、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

を
含

む
過

半
数

の
委

員
の

持
ち

回
り

に
よ

り
委

員
会

の
審

議
に

替
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
４

）
委

員
長

は
、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

又
は

そ

の
代

行
者

の
意

見
を

尊
重

す
る

。

４
、

５
 

（
略

）
 

(9
)

そ
の

他
事

業
部

長
が

必
要

と
認

め
る

事
項

２
 

濃
縮

安
全

委
員

会
は

、
事

業
部

長
が

任
命

す
る

委
員

長
、

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
ほ

か
、

事
業

部
長

が
選

任
す

る
委

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

３
 

濃
縮

安
全

委
員

会
の

運
営

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

(1
)

委
員

会
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
を

含
む

過

半
数

の
委

員
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

委
員

が
出

席
で

き
な

い
場

合
は

、
委

員

が
指

名
し

た
代

理
者

（
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

お
い

て
は

代
行

者
）
を

出
席

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(2
)

委
員

長
が

出
席

で
き

な
い

場
合

は
、

委
員

長
が

指
名

し
た

者
が

委
員

長
の

職
務

を
代

行
す

る
。

(3
)

委
員

会
の

審
議

事
項

で
あ

っ
て

、
緊

急
に

処
理

す
る

必
要

が
あ

り
、

か
つ

、
委

員
会

の
開

催
が

困
難

な
場

合
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
を

含
む

過
半

数
の

委
員

の
持

ち
回

り
に

よ
り

委
員

会
の

審
議

に
替

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
 

委
員

長
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
又

は
そ

の
代

行
者

の
意

見
を

尊
重

す
る

。
 

５
 

委
員

長
は

、
審

議
結

果
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
又

は
そ

の
代

行
者

の
意

見
を

事
業

部

長
に

報
告

す
る

。
 

６
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
報

告
を

尊
重

す
る

。
 

(5
)

第
2
5

条
に

基
づ

く
評

価
の

結
果

(6
)

第
7
0

条
に

基
づ

く
評

価
の

結
果

(7
)

保
安

に
関

す
る

品
質

保
証

に
係

る
事

項

(8
)

そ
の

他
事

業
部

長
が

必
要

と
認

め
る

事
項

2
 

埋
設

施
設

安
全

委
員

会
は

、
事

業
部

長
が

任
命

す
る

委
員

長
、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

の

ほ
か

、
事

業
部

長
が

選
任

す
る

委
員

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

3
 

埋
設

施
設

安
全

委
員

会
の

運
営

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

(1
)

委
員

会
は

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
を

含
む

過
半

数
の

委
員

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
と

す

る
。

た
だ

し
、

委
員

が
出

席
で

き
な

い
場

合
は

、
委

員
が

指
名

し
た

代
理

者
（
廃

棄
物

取
扱

主
任

者

に
お

い
て

は
代

行
者

）
を

出
席

さ
せ

る
こ

と
が

で

き
る

。

(2
)

委
員

長
が

出
席

で
き

な
い

場
合

は
、

委
員

長
が

指
名

す
る

者
が

委
員

長
の

職
務

を
代

行

す
る

。

(3
)

委
員

会
の

審
議

事
項

で
あ

っ
て

、
緊

急
に

処
理

す
る

必
要

が
あ

り
、

か
つ

、
委

員
会

の
開

催
が

困
難

な
場

合
は

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
を

含
む

過
半

数
の

委
員

の
持

ち
回

り
に

よ
り

委
員

会
の

審
議

に
替

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

(4
)

委
員

長
は

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
又

は
そ

の
代

行
者

の
意

見
を

尊
重

す
る

。

4
 

委
員

長
は

、
審

議
結

果
及

び
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
又

は
そ

の
代

行
者

の
意

見
を

事
業

部

長
に

報
告

す
る

。
 

5
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
報

告
を

尊
重

す
る

と

と
も

に
、

第
1

項
第

2
号

の
規

定
を

定
め

る
。

 

(7
)

そ
の

他
事

業
部

長
が

必
要

と
認

め
る

事
項

２
 
燃

料
製

造
安

全
委

員
会

は
、

事
業

部
長

が

任
命

す
る

委
員

長
、

事
業

部
長

が
選

任
す

る
委

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

３
 
燃

料
製

造
安

全
委

員
会

の
運

営
は

、
各

号

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

(1
)

委
員

会
は

、
過

半
数

の
委

員
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

と
す

る
。

(2
)

委
員

長
が

出
席

で
き

な
い

場
合

は
、

委
員

長
が

指
名

し
た

も
の

が
委

員
長

の
職

務
を

代
行

す
る

。

(3
)

委
員

が
出

席
で

き
な

い
場

合
は

、
委

員
が

指
名

し
た

代
理

者
を

出
席

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

(4
)

委
員

会
の

審
議

事
項

で
あ

っ
て

、
緊

急
に

処
理

す
る

必
要

が
あ

り
、

か
つ

、
委

員
会

の
開

催
が

困
難

な
場

合
は

、
委

員
長

及
び

過
半

数
の

委
員

の
持

ち
回

り
に

よ
り

委
員

会
の

審
議

に
替

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
 
委

員
長

は
、

審
議

結
果

を
事

業
部

長
に

報
告

す
る

。

５
 
事

業
部

長
は

、
前

項
の

報
告

を
尊

重
す

る
。

■
経

年
劣

化
及

び
定

期
的

な
評

価
の

結
果

並

び
に

長
期

施
設

管
理

方
針

に
つ

い
て

各
施

設

間
の

記
載

の
違

い
は

、
表

現
の

違
い

で
あ

り
、

規
定

内
容

は
同

じ
。

（
各

事
業

へ
の

要
求

に
応

じ
て

記
載

）

再
処

理
（
6
）
（
7
）
、

廃
棄

物
（
6
）
（
7
）
、

濃
縮

（
5
）

（
6
）
、

埋
設

（
6
）
に

記
載

■
安

全
委

員
の

代
理

者
に

つ
い

て
各

施
設

間

の
記

載
の

違
い

は
、

表
現

の
違

い
で

あ
り

、
規

定
内

容
は

同
じ

。

第
３

章
 
再

処
理

施
設

の
操

作
 

第
３

章
 
廃

棄
物

管
理

施
設

の
操

作
及

び
ガ

ラ

ス
固

化
体

の
管

理

第
４

章
 

加
工

施
設

の
操

作
 

―
 

―
 

―
 

―
 

3
 

（
操

作
員

の
確

保
）
 

第
2
4

条
 

工
場

長
は

、
再

処
理

施
設

の
操

作
に

必
要

な
知

識
等

を
有

す
る

と
認

め
た

者
に

操
作

さ
せ

る
。

 

た
だ

し
、

訓
練

の
た

め
に

再
処

理
施

設
を

操
作

さ
せ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

操
作

に
必

要
な

知
識

を

有
す

る
と

認
め

た
者

の
監

督
の

下
で

、
第

４
項

に

基
づ

く
訓

練
を

受
け

る
者

が
守

る
べ

き
事

項
を

守
ら

せ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

工
場

長
は

、
前

項
の

確
認

を
行

う
場

合
は

、

あ
ら

か
じ

め
確

認
の

基
準

を
定

め
る

。
 

３
 

工
場

長
は

、
再

処
理

施
設

の
操

作
に

当
た

っ

て
別

表
２

に
定

め
る

人
員

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

操
作

に
応

じ
て

必
要

な
人

員
を

そ
ろ

え
る

。
 

４
 

事
業

部
長

は
、

「
再

処
理

事
業

所
 

再
処

理

施
設

保
安

規
定

運
用

要
領

」
に

、
第

１
項

の
訓

練
を

受
け

る
者

が
守

る
べ

き
事

項
を

定
め

る
。

 

（
操

作
員

の
確

保
）
 

第
1
0

条
の

３
 

工
場

長
は

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
操

作
に

必
要

な
知

識
等

を
有

す
る

と
認

め
た

者
に

操
作

さ
せ

る
。

 

た
だ

し
、

訓
練

の
た

め
に

廃
棄

物
管

理
施

設
を

操
作

さ
せ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

第
３

項
に

定
め

る

措
置

を
講

じ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

工
場

長
は

、
前

項
の

確
認

を
行

う
場

合
は

、

あ
ら

か
じ

め
確

認
の

基
準

を
定

め
る

。
 

３
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

訓
練

の
た

め
に

操
作

を
行

う
場

合
は

、
訓

練
を

受
け

る
者

が
守

る
べ

き

事
項

を
定

め
、

操
作

員
の

監
督

の
下

に
こ

れ
を

守
ら

せ
る

。
 

（
操

作
員

の
確

保
）
 

第
1
5

条
 

各
課

長
は

、
第

8
7

条
に

基
づ

き
加

工
施

設
の

操
作

に
必

要
な

保
安

教
育

を
実

施
し

た
者

に
操

作
さ

せ
る

。
 

２
 

各
課

長
は

、
加

工
施

設
の

操
作

に
必

要
な

構
成

人
員

を
そ

ろ
え

る
。

 

３
 

運
転

管
理

課
長

は
、

1
直

当
た

り
4

名
以

上

の
当

直
員

を
そ

ろ
え

る
。

 

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
－

）
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
再

処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
６

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
６

号
 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
６

号
 

■
廃

棄
物

管
理

施
設

は
、

操
作

員
の

数
の

確

保
に

対
す

る
要

求
は

な
い

。

■
加

工
施

設
（
濃

縮
）
の

訓
練

操
作

を
行

う
場

合
の

遵
守

事
項

は
、

下
位

文
書

に
規

定
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

4
 

（
巡

視
・
点

検
）
 

第
2
5

条
 

統
括

当
直

長
及

び
放

射
線

安
全

課

長
は

、
毎

日
１

回
以

上
、

別
表

３
に

示
す

設
備

等

に
つ

い
て

巡
視

・
点

検
を

行
う

。
実

施
に

お
い

て

は
、

第
7
4

条
に

定
め

る
観

点
を

含
め

て
行

う
。

 

 

（
巡

視
・
点

検
）
 

第
1
1

条
 

統
括

当
直

長
及

び
貯

蔵
管

理
課

長

は
、

毎
日

１
回

以
上

、
別

表
２

に
示

す
設

備
等

に

つ
い

て
巡

視
・
点

検
を

行
う

。
実

施
に

お
い

て

は
、

第
2
3

条
に

定
め

る
観

点
を

含
め

て
行

う
。

 

（
巡

視
点

検
）
 

第
1
6

条
 

巡
視

点
検

を
担

当
す

る
課

長
（
以

下

「
巡

視
点

検
担

当
課

長
」
と

い
う

。
）
は

、
毎

日
1

回
以

上
、

別
表

３
に

示
す

設
備

等
に

つ
い

て
巡

視
点

検
を

行
う

。
実

施
に

お
い

て
は

、
第

3
6

条

に
定

め
る

観
点

を
含

め
て

行
う

。
 

た
だ

し
、

休
祭

日
に

お
け

る
巡

視
点

検
に

つ
い

て
は

、
運

転
管

理
課

長
が

行
う

。
 

 

（
削

除
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
巡

視
点

検
）
 

第
 
１

４
 
条

 
当

直
課

長
（
１

、
２

号
炉

担
当

含

む
）
は

、
毎

日
１

回
以

上
、

原
子

炉
施

設
（
原

子

炉
格

納
容

器
内

、
第

１
１

２
条

第
１

項
で

定
め

る

区
域

な
ら

び
に

系
統

よ
り

切
離

さ
れ

て
い

る
施

設

※
１

を
除

く
）
を

巡
視

し
、

次
の

施
設

お
よ

び
設

備

に
つ

い
て

点
検

を
行

う
。

実
施

に
お

い
て

は
、

第

１
２

５
条

の
３

第
３

項
に

定
め

る
観

点
を

含
め

て

行
う

。
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

。
 

(1
) 

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
 

(2
) 

制
御

材
駆

動
設

備
 

(3
) 

電
源

、
給

排
水

お
よ

び
排

気
施

設
 

２
．

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

お
よ

び
第

１
１

２
条

第
１

項
で

定
め

る
区

域
に

つ
い

て

は
、

第
１

１
２

条
第

１
項

で
定

め
る

措
置

に
伴

う

立
ち

入
り

制
限

を
考

慮
し

て
、

巡
視

点
検

を
行

う

区
域

お
よ

び
方

法
を

定
め

る
。

当
直

課
長

（
１

、
２

号
炉

担
当

含
む

）
は

、
そ

の
定

め
に

従
い

、
巡

視

点
検

を
実

施
す

る
。

 

３
．

各
課

（
室

）
長

は
、

系
統

よ
り

切
離

さ
れ

て
い

る
施

設
に

つ
い

て
一

定
期

間
※

２
毎

に
巡

視
し

、

点
検

を
行

う
。

 

※
１

：
系

統
よ

り
切

離
さ

れ
て

い
る

施
設

と
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
可

搬
設

備
、

緊
急

時
対

策
所

設
備

お
よ

び
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

等
を

い
う

。
 

※
２

：
一

定
期

間
と

は
、

１
ヶ

月
を

超
え

な
い

期
間

を
い

い
、

そ
の

確
認

の
間

隔
は

７
日

間
を

上
限

と

し
て

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
実

施
回

数
の

低
減

を
目

的
と

し
て

、
恒

常
的

に
延

長
し

て

は
な

ら
な

い
。

な
お

、
定

め
る

頻
度

以
上

で
実

施

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

ま
た

、
点

検
可

能
な

時
期

が
定

期
事

業
者

検
査

時
と

な
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

定
期

事
業

者
検

査
毎

と
す

る
。

 

 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
再

処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

 ■
廃

棄
物

埋
設

施
設

は
、

施
設

管
理

の
巡

視

に
統

合
す

る
こ

と
で

記
載

を
削

除
 

5
 

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）
 

第
2
6

条
 

管
理

担
当

課
長

は
、

所
管

す
る

施
設

の
操

作
（
第

2
8

条
及

び
第

3
0

条
の

２
に

基
づ

く

試
験

操
作

計
画

等
に

定
め

る
も

の
は

除
く

。
）
に

つ
い

て
、

事
前

に
目

的
､手

順
、

操
作

の
結

果
及

び
想

定
し

た
結

果
を

逸
脱

し
た

場
合

に
採

る
べ

き
措

置
を

検
討

し
、

関
連

す
る

設
備

の
管

理
担

当
課

長
と

協
議

の
上

、
次

の
事

項
を

手
順

書
に

定
め

る
。

 

①
 
操

作
前

後
に

確
認

す
べ

き
事

項
及

び
操

作

に
必

要
な

事
項

に
関

す
る

こ
と

 

  ②
 
警

報
作

動
時

の
対

応
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

 ２
 

分
析

課
長

は
、

別
表

４
に

定
め

る
臨

界
防

止

に
係

る
確

認
等

に
必

要
な

分
析

に
つ

い
て

、
分

析
試

料
の

取
扱

い
、

分
析

・
測

定
及

び
結

果
の

確
認

に
係

る
手

順
書

を
定

め
る

。
 

３
 

第
１

項
及

び
前

項
の

課
長

は
、

手
順

書
を

定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。
 

４
 

５
 

６
 

７
 

（
略

）
 

８
 

統
括

当
直

長
は

、
第

３
章

（
第

２
節

は
除

く
。

）
、

第
４

章
及

び
第

６
章

に
定

め
る

再
処

理
施

設
の

操
作

に
係

る
制

限
等

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
（
第

5
6

条
第

１
項

第
３

号
に

該

当
す

る
場

合
は

除
く

。
）
は

、
関

連
す

る
設

備
の

管
理

担
当

課
長

、
工

場
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

 

 

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）
 

第
1
2

条
 

貯
蔵

管
理

課
長

及
び

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
施

設
課

長
は

、
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

け
る

核
燃

料
物

質
等

を
取

扱
う

操
作

に
つ

い
て

、
事

前
に

、
目

的
、

手
順

、
そ

の
結

果
及

び
異

常
の

場
合

に
採

る
べ

き
措

置
を

検
討

し
、

次
の

事
項

を
手

順
書

に
定

め
る

。
 

  ①
 
操

作
前

後
に

確
認

す
べ

き
事

項
及

び
操

作

に
必

要
な

事
項

に
関

す
る

こ
と

 

  ②
 
警

報
発

信
時

の
対

応
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

     ２
 

貯
蔵

管
理

課
長

及
び

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
施

設

課
長

は
、

前
項

に
基

づ
き

手
順

書
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

は
、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

の
確

認
を

受
け

る
。

 

（
削

除
）
 

３
 
 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入

れ
建

屋
の

玄
関

付
近

に
管

理
上

の
注

意
事

項

を
掲

示
す

る
。

 

 

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）
 

第
1
7

条
 

各
課

長
は

、
所

管
す

る
設

備
の

操
作

及
び

管
理

に
つ

い
て

、
事

前
に

目
的

、
手

順
、

操

作
を

検
討

し
、

関
連

す
る

設
備

の
管

理
担

当
課

長
と

協
議

の
上

、
次

の
事

項
を

手
順

書
に

定
め

る
。

 

   (1
) 

操
作

前
後

に
確

認
す

べ
き

事
項

及
び

操
作

に
必

要
な

事
項

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

設
備

・
機

器
へ

の
タ

グ
表

示
等

に
よ

る
誤

操

作
防

止
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

警
報

作
動

時
の

対
応

内
容

に
関

す
る

こ
と

。
 

     ２
 

各
課

長
は

、
前

項
の

手
順

書
の

制
定

に
当

た
っ

て
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。
 

３
 

各
課

長
は

、
当

該
設

備
の

状
態

、
計

器
、

表

示
装

置
等

の
監

視
を

適
切

、
か

つ
確

実
に

行
う

こ
と

。
 

 

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
運

転
管

理
業

務
）
 

第
１

３
条

の
２

 
各

課
（
室

）
長

は
、

運
転

モ
ー

ド

に
応

じ
た

原
子

力
安

全
へ

の
影

響
度

を
考

慮
し

て
原

子
炉

施
設

を
安

全
な

状
態

に
維

持
す

る
と

と
も

に
、

事
故

等
を

安
全

に
収

束
さ

せ
る

た
め

、

運
転

管
理

に
関

す
る

次
の

各
号

の
業

務
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
施

設
（
系

統
よ

り
切

離
さ

れ
て

い
る

施
設

※
１

を
除

く
）
の

運
転

に
関

す
る

次
の

業
務

を
実

施
す

る
。

 

(a
) 

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
必

要
な

監
視

項
目

※
２

を
定

め
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
監

視
、

第

１
４

条
第

１
項

お
よ

び
第

２
項

の
巡

視
点

検
に

よ

っ
て

、
施

設
の

運
転

監
視

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
、

異
状

が
あ

れ
ば

関
係

各
課

（
室

）
長

に
通

知

す
る

。
 

(b
) 

運
転

操
作

（
系

統
管

理
を

含
む

）
に

係
る

事

項
を

定
め

運
用

す
る

。
 

(c
) 

原
子

炉
施

設
に

係
る

警
報

発
信

時
の

対
応

内
容

を
定

め
運

用
す

る
。

 

(d
) 

原
子

炉
施

設
の

設
備

故
障

お
よ

び
事

故
発

生
時

の
対

応
内

容
を

定
め

運
用

す
る

。
 

(2
) 

各
課

（
室

）
長

は
、

系
統

よ
り

切
離

さ
れ

て
い

る
施

設
に

関
す

る
次

の
業

務
を

実
施

す
る

。
 

(a
) 

第
１

４
条

第
３

項
の

巡
視

点
検

を
実

施
す

る
。

そ
の

結
果

、
設

備
故

障
が

あ
れ

ば
関

係
各

課
（
室

）
長

に
通

知
す

る
。

 

(b
) 

作
業

に
伴

う
機

器
操

作
に

係
る

事
項

を
定

め
運

用
す

る
。

 

(c
) 

原
子

炉
施

設
の

設
備

故
障

お
よ

び
事

故
発

生
時

の
対

応
内

容
を

定
め

運
用

す
る

。
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
再

処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
６

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
６

号
 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
６

号
 

      ■
加

工
施

設
（
濃

縮
）
の

誤
操

作
防

止
は

、
新

規
制

基
準

に
お

い
て

既
に

反
映

済
の

項
目

 

           ■
廃

棄
物

管
理

施
設

の
第

３
項

は
、

廃
棄

物
管

理
規

則
で

追
加

さ
れ

た
管

理
上

の
注

意
事

項

の
掲

示
の

要
求

に
対

応
す

る
も

の
。
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

(3
)

発
電

室
長

は
、

運
転

操
作

（
系

統
管

理
を

含

む
）
が

必
要

な
場

合
は

、
関

係
各

課
（
室

）
長

の

依
頼

に
基

づ
き

、
第

1
号

(b
)に

よ
る

運
転

操
作

（
系

統
管

理
を

含
む

）
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

関
係

各
課

（
室

）
長

は
、

発
電

室
長

か
ら

引
き

渡
さ

れ

た
範

囲
に

対
し

て
、

必
要

な
作

業
を

行
う

。

(4
)

各
課

（
室

）
長

は
、

第
３

節
（
第

９
２

条
か

ら
第

９
５

条
を

除
く

）
各

条
第

２
項

の
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
行

う

原
子

炉
施

設
の

定
期

的
な

試
験

・
確

認
等

の
計

画
を

定
め

、
実

施
す

る
。

な
お

、
原

子
炉

起
動

前

の
施

設
お

よ
び

設
備

の
点

検
に

つ
い

て
は

、
第

１
７

条
に

従
い

実
施

す
る

。

※
１

：
系

統
よ

り
切

離
さ

れ
て

い
る

施
設

と
は

、
可

搬
設

備
、

緊
急

時
対

策
所

設
備

お
よ

び
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

等
を

い
う

。

※
２

：
運

転
に

必
要

な
監

視
項

目
と

は
、

第
３

節

（
第

９
２

条
か

ら
第

９
５

条
を

除
く
）
各

条
第

２
項

の

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
監

視
項

目
等

を
い

う
。

6
 

（
引

 
継

）
 

第
2
7

条
 

統
括

当
直

長
は

、
そ

の
業

務
を

次
の

統
括

当
直

長
に

引
き

継
ぐ

場
合

に
は

、
当

直
日

誌
を

確
実

に
引

き
渡

す
と

と
も

に
、

操
作

の
状

況

を
的

確
に

申
し

送
る

。
 

（
引

 
継

）
 

第
1
2

条
の

２
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

当
直

日
誌

の
引

渡
し

及
び

引
継

時
に

実
施

す
べ

き
そ

の
他

の
事

項
を

定
め

、
操

作
責

任
者

に
実

施
さ

せ

る
。

 

２
 

統
括

当
直

長
は

、
そ

の
業

務
を

次
の

統
括

当
直

長
に

引
き

継
ぐ

場
合

は
、

当
直

日
誌

を
確

実
に

引
き

渡
す

と
と

も
に

、
操

作
の

状
況

を
的

確

に
申

し
送

る
。

 

（
引

継
）
 

第
1
8

条
 

運
転

管
理

課
長

は
、

当
直

長
が

そ
の

業
務

を
次

の
当

直
長

に
引

き
継

ぐ
場

合
は

、
引

継
簿

を
確

実
に

引
き

渡
さ

せ
る

と
と

も
に

、
操

作

の
状

況
を

的
確

に
申

し
送

り
さ

せ
る

。
 

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
－

）
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
再

処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
６

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
６

号
 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
６

号
 

■
廃

棄
物

管
理

施
設

、
加

工
施

設
（
濃

縮
）
は

、

保
安

の
責

任
を

有
す

る
職

位
（
貯

蔵
管

理
課

長
、

運
転

管
理

課
長

）
が

、
操

作
員

（
当

直
長

）

の
引

継
ぎ

時
に

実
施

さ
せ

る
事

項
を

規
定

7
 

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）
 

第
2
6

条
 

（
略

）
 

２
 

分
析

課
長

は
、

別
表

４
に

定
め

る
臨

界
防

止

に
係

る
確

認
等

に
必

要
な

分
析

に
つ

い
て

、
分

析
試

料
の

取
扱

い
、

分
析

・
測

定
及

び
結

果
の

確
認

に
係

る
手

順
書

を
定

め
る

。
 

３
 

第
１

項
及

び
前

項
の

課
長

は
、

手
順

書
を

定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。
 

４
 

（
略

）
 

５
 
統

括
当

直
長

及
び

燃
料

管
理

課
長

は
、

別

表
４

に
定

め
る

臨
界

防
止

に
係

る
確

認
等

を
複

数
の

者
に

行
わ

せ
る

。
ま

た
、

別
表

４
に

定
め

る

臨
界

防
止

に
係

る
確

認
等

に
必

要
な

分
析

を
行

う
場

合
は

、
標

準
試

料
と

逐
次

並
行

分
析

を
行

わ
せ

る
と

と
も

に
、

測
定

を
複

数
回

行
わ

せ
る

。
 

６
 
統

括
当

直
長

は
、

別
表

４
に

定
め

る
臨

界
防

止
に

係
る

確
認

等
に

係
る

溶
液

の
移

送
手

段
を

施
錠

し
、

開
錠

す
る

場
合

は
、

当
直

長
を

含
む

複
数

の
者

に
臨

界
防

止
に

係
る

確
認

を
行

わ

せ
、

そ
の

結
果

を
報

告
さ

せ
た

上
で

行
う

。
 

７
 
統

括
当

直
長

は
、

別
表

５
に

定
め

る
臨

界
警

報
装

置
が

動
作

可
能

で
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

監
視

対
象

区
域

に
お

け
る

核
燃

料
物

質
の

移
動

及
び

人
の

立
入

り
を

禁
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。
 

た
だ

し
、

保
安

上
必

要
な

場
合

を
除

く
。

 

８
 

（
略

）
 

第
３

章
第

２
節

に
臨

界
防

止
に

係
る

安
全

上
重

要
な

施
設

（
計

測
制

御
設

備
）
の

管
理

を
規

定
 

第
３

章
第

３
節

以
降

に
各

施
設

別
に

再
処

理
施

設
の

操
作

に
お

け
る

臨
界

管
理

に
係

る
措

置
を

規
定

 

第
４

章
に

核
燃

料
物

質
の

取
り

扱
い

に
係

る
臨

界
管

理
に

係
る

措
置

を
規

定
 

（
該

当
な

し
）
 

（
臨

界
安

全
管

理
）
 

第
2
3

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

別
表

６
に

定
め

る
濃

縮
度

制
限

値
以

上
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る

た
め

、
あ

ら
か

じ
め

に
よ

る
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
運

転
条

件
を

定
め

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

た
上

で
運

転
管

理
課

長
に

通
知

す
る

。
 

た
だ

し
、

新
素

材
を

用
い

た
遠

心
分

離
機

（
以

下

「
新

型
遠

心
機

」
と

い
う

。
）
の

み
を

運
転

す
る

場

合
は

、

に
よ

る
運

転
条

件
と

す
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

２
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た

っ
て

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
に

お
け

る
審

議
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
 

運
転

管
理

課
長

は
、

カ
ス

ケ
ー

ド
設

備
の

操

作
を

行
う

場
合

は
、

第
１

項
の

運
転

条
件

を
遵

守
す

る
。

 

４
 

運
転

管
理

課
長

は
、

毎
日

1
回

以
上

及
び

濃
縮

度
変

更
の

都
度

、
濃

縮
度

測
定

装
置

に
よ

る
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
濃

縮
ウ

ラ
ン

の
濃

縮
度

測
定

結
果

を
確

認
し

、
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
濃

縮

度
管

理
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

な
お

、
濃

縮
度

測
定

装
置

の
保

守
点

検
等

に
よ

り
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
濃

縮
度

測
定

が
で

き
な

い

場
合

は
、

直
ち

に
生

産
を

停
止

す
る

。
 

５
 

運
転

管
理

課
長

は
、

中
間

製
品

容
器

の
濃

縮
ウ

ラ
ン

の
濃

縮
度

を
測

定
し

、
濃

縮
度

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

６
 

運
転

管
理

課
長

は
、

原
料

ウ
ラ

ン
を

供
給

す

る
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

原
料

シ
リ

ン
ダ

内
圧

力

を
確

認
し

、
脱

気
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

７
 

運
転

管
理

課
長

は
、

濃
縮

ウ
ラ

ン
を

収
納

又

は
充

填
す

る
場

合
は

、
別

表
７

に
示

す
設

備
及

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

び
容

器
を

使
用

す
る

。
 

８
 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
使

用
済

み
N

aF
、

ス

ラ
ッ

ジ
又

は
分

析
済

ウ
ラ

ン
溶

液
の

沈
殿

処
理

に
よ

り
発

生
す

る
沈

殿
物

（
以

下
「
分

析
沈

殿

物
」
と

い
う

。
）
を

ド
ラ

ム
缶

に
封

入
す

る
場

合

は
、

ド
ラ

ム
缶

が
別

表
８

に
定

め
る

仕
様

を
満

足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
上

で
、

そ
の

容
器

中

に
含

ま
れ

る
ウ

ラ
ン

量
を

別
表

８
に

定
め

る
大

ウ
ラ

ン
含

有
量

以
下

に
す

る
。

９
 

運
転

管
理

課
長

は
、

製
品

シ
リ

ン
ダ

（
A

N
S
I

又
は

IS
O

規
格

3
0
B

）
及

び
中

間
製

品
容

器
を

洗
缶

す
る

場
合

は
、

当
該

容
器

内
の

核
燃

料
物

質
が

1
6
kg

-
U

以
下

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

1
0
 

運
転

管
理

課
長

及
び

廃
棄

物
管

理
課

長

は
、

前
各

項
に

定
め

る
事

項
の

ほ
か

、
少

量
の

ウ
ラ

ン
を

取
扱

う
設

備
に

お
い

て
、

使
用

済

N
aF

、
ス

ラ
ッ

ジ
等

を
取

扱
う

場
合

は
、

取
扱

う
ウ

ラ
ン

量
を

別
表

９
に

定
め

る
大

取
扱

ウ
ラ

ン
量

以
下

と
す

る
と

と
も

に
、

取
扱

う
設

備
の

管
理

状

態
を

維
持

す
る

等
、

適
切

に
取

扱
う

。

1
1
 

運
転

管
理

課
長

は
、

臨
界

警
報

装
置

の
保

守
点

検
等

を
行

っ
て

い
る

と
き

に
臨

界
を

検
知

し

た
場

合
に

は
、

ペ
ー

ジ
ン

グ
装

置
に

よ
り

代
替

し
、

速
や

か
に

従
業

員
の

避
難

指
示

等
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

※
火

災
、

自
然

災
害

、
重

大
事

故
、

非
常

時
の

措
置

に
つ

い
て

は
、

第
９

章
～

第
1
2

章
に

規
定

し
て

い
る

。

第
５

章
 

施
設

管
理

 
第

４
章

 
施

設
管

理
 

第
６

章
 

施
設

管
理

 
第

５
章

 
施

設
管

理
 

第
８

章
 

施
設

管
理

 
―

 
―

 

8
 

（
施

設
管

理
計

画
）
 

第
7
4

条
 
再

処
理

施
設

に
つ

い
て

再
処

理
事

業

指
定

（
変

更
許

可
）
を

受
け

た
設

備
に

係
る

事
項

及
び

「
再

処
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
し

、
再

処
理

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
以

下
の

施
設

管
理

計
画

を
定

め
る

。
 

（
施

設
管

理
計

画
）
 

第
2
3

条
 
廃

棄
物

管
理

施
設

に
つ

い
て

廃
棄

物

管
理

事
業

許
可

（
変

更
許

可
）
を

受
け

た
設

備
に

係
る

事
項

及
び

「
特

定
第

一
種

廃
棄

物
埋

設
施

設
又

は
特

定
廃

棄
物

管
理

施
設

の
技

術
基

準

に
関

す
る

規
則

」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
し

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
以

下
の

施
設

管
理

計
画

を
定

め
る

。
 

（
施

設
管

理
計

画
）
 

第
3
6
条

 
加

工
施

設
に

つ
い

て
核

燃
料

物
質

加

工
事

業
許

可
（
変

更
許

可
）
を

受
け

た
設

備
に

係

る
事

項
及

び
「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す

る
規

則
」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持

し
、

加
工

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
以

下

の
施

設
管

理
計

画
を

定
め

る
。

 

―
 

（
施

設
管

理
に

係
る

計
画

、
実

施
、

評
価

及
び

改

善
）
 

第
1
1

条
 

表
７

-
１

に
示

す
加

工
施

設
に

つ
い

て
、

加
工

の
事

業
の

許
可

（
変

更
許

可
）
を

受
け

た
設

備
に

係
る

事
項

及
び

「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
を

含
む

要
求

事
項

の
適

合
を

維
持

し
、

加
工

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
以

下
の

施
設

管
理

に
係

る
計

画
を

定

め
、

実
施

、
評

価
及

び
改

善
す

る
。

 

（
施

設
管

理
計

画
）
 

第
１

２
５

条
 
原

子
炉

施
設

に
つ

い
て

原
子

炉
設

置
（
変

更
）
許

可
を

受
け

た
設

備
に

係
る

事
項

お

よ
び

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
し

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
以

下
の

施
設

管
理

計
画

を
定

め
る

。
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

9
 

1
 

施
設

管
理

方
針

及
び

施
設

管
理

目
標

 

(1
)

社
長

は
、

再
処

理
施

設
の

安
全

確
保

を

優
先

と
し

て
、

施
設

管
理

の
継

続
的

な
改

善
を

図
る

た
め

、
施

設
管

理
の

現
状

等
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

方
針

を
定

め
る

。
ま

た
、

1
1

の
施

設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
、

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏

ま
え

施
設

管
理

方
針

の
見

直
し

を
行

う
。

(2
)

さ
ら

に
、

第
7
9

条
に

定
め

る
長

期
施

設
管

理
方

針
を

策
定

又
は

変
更

し
た

場
合

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

に
従

い
保

全
を

実
施

す
る

こ
と

を
施

設
管

理
方

針
に

反
映

す
る

。

(3
)

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

方
針

に
基

づ
き

、

管
理

の
改

善
を

図
る

た
め

の
施

設
管

理
目

標
を

設
定

す
る

。
ま

た
、

1
1

の
施

設
管

理
の

有
効

性

評
価

の
結

果
、

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
施

設
管

理

目
標

の
見

直
し

を
行

う
。

1
 

施
設

管
理

方
針

及
び

施
設

管
理

目
標

 

(1
)

社
長

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

確
保

を
優

先
と

し
て

、
施

設
管

理
の

継
続

的
な

改

善
を

図
る

た
め

、
施

設
管

理
の

現
状

等
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

方
針

を
定

め
る

。
ま

た
、

1
1

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

、
及

び
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な
状

態
（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
施

設
管

理
方

針
の

見
直

し
を

行
う

。

(2
)

さ
ら

に
、

第
2
8

条
に

定
め

る
長

期
施

設
管

理
方

針
を

策
定

又
は

変
更

し
た

場
合

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

に
従

い
保

全
を

実
施

す
る

こ
と

を
施

設
管

理
方

針
に

反
映

す
る

。

(3
)

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

方
針

に
基

づ
き

、

管
理

の
改

善
を

図
る

た
め

の
施

設
管

理
目

標
を

設
定

す
る

。
ま

た
、

1
1

の
施

設
管

理
の

有
効

性

評
価

の
結

果
、

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
施

設
管

理

目
標

の
見

直
し

を
行

う
。

1
 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
 

(1
)

社
長

は
、

加
工

施
設

の
安

全
確

保
を

優

先
と

し
て

、
施

設
管

理
の

継
続

的
な

改
善

を
図

る
た

め
、

施
設

管
理

の
現

状
等

を
踏

ま
え

、
施

設
管

理
方

針
を

定
め

る
。

ま
た

、
1
1

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

方
針

の
見

直

し
を

行
う

。

(2
)

さ
ら

に
、

社
長

は
、

第
4
1
条

に
定

め
る

長
期

施
設

管
理

方
針

を
策

定
又

は
変

更
し

た
場

合

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

に
従

い
保

全
を

実
施

す
る

こ
と

を
施

設
管

理
方

針
に

反
映

す
る

。

(3
)

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

方
針

に
基

づ
き

、

施
設

管
理

の
改

善
を

図
る

た
め

の
施

設
管

理
目

標
を

設
定

す
る

。

ま
た

、
1
1
の

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

目
標

の
見

直

し
を

行
う

。

（
施

設
管

理
方

針
）
 

第
2
2

条
 

社
長

は
、

埋
設

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る
方

針
（
以

下
「
施

設
管

理
方

針
」
と

い

う
。

）
を

定
め

る
。

 

（
施

設
管

理
目

標
）
 

第
2
3

条
 

事
業

部
長

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
施

設
管

理
方

針
に

従
っ

て
達

成
す

べ
き

施
設

管
理

の
目

標
（
以

下
「
施

設
管

理
目

標
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
。

 

（
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
）
 

第
1
2

条
 

社
長

は
、

加
工

施
設

の
安

全
確

保
を

優
先

と
し

て
、

施
設

管
理

の
継

続
的

な
改

善

を
図

る
た

め
、

施
設

管
理

の
現

状
等

を
踏

ま
え

、

施
設

管
理

方
針

を
定

め
る

。
ま

た
、

社
長

は
、

施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

、
施

設
管

理
方

針
の

見
直

し
を

行
う

。
 

２
 

事
業

部
長

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て

実
施

す
る

。
 

(1
)

施
設

管
理

方
針

に
基

づ
き

、
管

理
の

改
善

を
図

る
た

め
の

施
設

管
理

目
標

を
設

定
す

る
。

(2
)

施
設

管
理

の
結

果
の

確
認

・
評

価
及

び
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

、
施

設
管

理
目

標
の

見
直

し
を

行
う

。

１
．

施
設

管
理

の
実

施
方

針
お

よ
び

施
設

管
理

目
標

 

(1
)社

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
を

優

先
と

し
て

、
施

設
管

理
の

継
続

的
な

改
善

を
図

る
た

め
、

施
設

管
理

の
現

状
等

を
踏

ま
え

、
施

設
管

理
の

実
施

方
針

を
定

め
る

。
ま

た
、

１
１

．

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

、
お

よ
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
６

．

３
参

照
）
を

踏
ま

え
施

設
管

理
の

実
施

方
針

の

見
直

し
を

行
う

。

(2
)さ

ら
に

、
第

１
２

５
条

の
６

に
定

め
る

長
期

施

設
管

理
方

針
を

策
定

ま
た

は
変

更
し

た
場

合
に

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

に
従

い
保

全
を

実
施

す
る

こ
と

を
施

設
管

理
の

実
施

方
針

に
反

映
す

る
。

(3
)原

子
力

部
門

は
、

施
設

管
理

の
実

施
方

針

に
基

づ
き

、
施

設
管

理
の

改
善

を
図

る
た

め
の

施
設

管
理

目
標

を
設

定
す

る
。

ま
た

、
１

１
．

の

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
、

お
よ

び
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な
状

態
（
６

．
３

参
照

）
を

踏
ま

え
施

設
管

理
目

標
の

見
直

し
を

行
う

。

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
(2

)の
長

期
施

設
管

理
方

針
の

施
設

管
理

方

針
へ

の
反

映
は

、
経

年
劣

化
評

価
の

要
求

が

適
用

さ
れ

る
施

設
（
加

工
施

設
、

再
処

理
施

設
、

廃
棄

物
管

理
施

設
）
に

お
い

て
規

定

1
0 

2
 

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

策
定

 

各
職

位
は

、
1

の
施

設
管

理
目

標
を

達
成

す
る

た
め

3
か

ら
1
0

の
保

全
の

実
施

に
必

要
な

プ
ロ

2
 

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

策
定

 

各
職

位
は

、
1
の

施
設

管
理

目
標

を
達

成
す

る

た
め

3
か

ら
1
0
の

保
全

の
実

施
に

必
要

な
プ

ロ

2
 
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
 

保
全

管
理

課
長

は
、

1
の

施
設

管
理

目
標

を
達

成
す

る
た

め
3
か

ら
1
0
の

保
全

の
実

施
に

必
要

―
 

（
施

設
管

理
に

係
る

個
別

業
務

計
画

の
策

定
）
 

第
1
3

条
 

事
業

部
長

は
、

各
職

位
に

次
に

掲
げ

る
施

設
管

理
に

係
る

個
別

業
務

を
実

施
す

る
た

２
．

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

策
定

 

原
子

力
部

門
は

、
１

．
の

施
設

管
理

目
標

を
達

成
す

る
た

め
３

．
よ

り
１

０
．

か
ら

な
る

保
全

プ
ロ

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

セ
ス

を
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
し

て
策

定
す

る
。

ま

た
、

1
1

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

、

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
見

直

し
を

行
う

。
 

 

セ
ス

を
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
し

て
策

定
す

る
。

ま

た
、

11
の

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
、

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
見

直

し
を

行
う

。
 

な
プ

ロ
セ

ス
を

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

し
て

策
定

す

る
。

 

ま
た

、
1
1
の

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果

及
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
6
.3

参
照

）
を

踏
ま

え
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
見

直

し
を

行
う

。
 

め
の

個
別

業
務

計
画

を
策

定
さ

せ
る

。
 

(1
) 

施
設

管
理

対
象

範
囲

の
選

定
 

(2
) 

施
設

管
理

の
重

要
度

の
設

定
 

(3
) 

施
設

管
理

指
標

の
設

定
、

監
視

計
画

の
策

定
及

び
監

視
 

(4
) 

施
設

管
理

に
関

す
る

計
画

の
策

定
 

(5
) 

施
設

管
理

の
実

施
 

(6
) 

施
設

管
理

の
結

果
の

確
認

・
評

価
 

(7
) 

施
設

管
理

活
動

の
不

適
合

管
理

及
び

是
正

処
置

並
び

に
未

然
防

止
処

置
 

(8
) 

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

 

(9
) 

構
成

管
理

 

(1
0
) 

設
計

管
理

 

(1
1
) 

作
業

管
理

 

(1
2
) 

使
用

前
事

業
者

検
査

の
実

施
 

２
 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
及

び
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

に
係

る
個

別
業

務
計

画
の

見
直

し
を

行
う

。
 

 

グ
ラ

ム
を

策
定

す
る

。
 

ま
た

、
１

１
．

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結

果
、

お
よ

び
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な

状
態

（
６

．
３

参
照

）
を

踏
ま

え
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
見

直
し

を
行

う
。

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

  ■
加

工
施

設
（
M

O
X

)の
規

定
と

の
差

異
は

、
表

現
の

違
い

。
（
各

施
設

と
も

に
施

設
管

理
の

運

用
ル

ー
ル

を
策

定
す

る
こ

と
を

規
定

す
る

も
の

で
内

容
に

違
い

は
な

い
。

）
 

1
1 

3
 

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

管
理

担
当

課
長

は
、

再
処

理
施

設
の

中
か

ら
、

保
全

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
の

設
備

を
選

定
す

る
。

 

  

3
 

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

管
理

担
当

課
長

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

中
か

ら
、

保
全

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
の

設
備

を
選

定
す

る
。

 

 

3
 
保

全
対

象
範

囲
の

策
定

 

保
修

担
当

課
長

は
、

加
工

施
設

の
中

か
ら

保
全

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
の

設
備

を
選

定
す

る
。

 

―
 

（
施

設
管

理
対

象
範

囲
の

選
定

）
 

第
1
4

条
 

事
業

部
長

は
、

加
工

施
設

の
中

か

ら
、

施
設

管
理

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
と

し
て

、

次
の

各
号

の
設

備
を

選
定

す
る

。
 

(1
) 

「
加

工
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

必
要

の
あ

る
設

備
（
表

７
-
１

）
 

(2
) 

「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」

に
適

合
す

る
必

要
の

あ
る

設
備

（
表

７
-
１

）
 

 

３
．

保
全

対
象

範
囲

の
策

定
 

原
子

力
部

門
は

、
原

子
炉

施
設

の
中

か
ら

、
各

号
炉

毎
に

保
全

を
行

う
べ

き
対

象
範

囲
と

し
て

次
の

各
項

の
設

備
を

選
定

す
る

。
 

(1
) 

重
要

度
分

類
指

針
に

お
い

て
、

一
般

の
産

業
施

設
よ

り
も

さ
ら

に
高

度
な

信
頼

性
の

確
保

お
よ

び
維

持
が

要
求

さ
れ

る
機

能
を

有
す

る
設

備
 

(2
) 

重
要

度
分

類
指

針
に

お
い

て
、

一
般

の
産

業
施

設
と

同
等

以
上

の
信

頼
性

の
確

保
お

よ
び

維
持

が
要

求
さ

れ
る

機
能

を
有

す
る

設
備

 

(3
) 

原
子

炉
設

置
（
変

更
）
許

可
申

請
書

お
よ

び

設
計

お
よ

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

で
保

管
お

よ
び

設
置

要
求

が
あ

り
、

許
可

ま
た

は
認

可
を

得
た

設
備

 

(4
) 

多
様

性
拡

張
設

備
※

１
 

(5
) 

炉
心

損
傷

ま
た

は
格

納
容

器
機

能
喪

失
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

を
有

す
る

設
備

 

(6
) 

そ
の

他
自

ら
定

め
る

設
備

 

※
１

：
多

様
性

拡
張

設
備

と
は

、
技

術
基

準
上

の

全
て

の
要

求
事

項
を

満
た

す
こ

と
や

全
て

の
プ

ラ
ン

ト
状

況
に

お
い

て
使

用
す

る
こ

と
は

困
難

で

あ
る

が
、

プ
ラ

ン
ト

状
況

に
よ

っ
て

は
、

事
故

対

応
に

有
効

な
設

備
 

     

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

  ■
実

用
炉

の
施

設
固

有
の

規
定

は
反

映
し

な

い
。

 

1
2 

4
 

施
設

管
理

の
重

要
度

の
設

定
 

4
.1

 
保

全
重

要
度

の
設

定
 

管
理

担
当

課
長

は
、

3
の

保
全

対
象

範
囲

に
つ

い
て

、
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

保
全

活
動

の
管

理
に

用
い

る
重

要
度

（
以

下
「
保

全
重

要

度
」
と

い
う

。
）
を

設
定

す
る

。
 

      (1
) 

機
器

の
保

全
重

要
度

は
、

再
処

理
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

、
「
再

処
理

施
設

の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規

則
」
（
以

下
、

「
事

業
指

定
基

準
規

則
」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

系
統

を
分

類
し

、
当

該
機

器
が

属
す

る
系

統
の

分
類

に
基

づ
き

設
定

す
る

。
こ

の
際

、

4
 

施
設

管
理

の
重

要
度

の
設

定
 

4
.1

 
保

全
重

要
度

の
設

定
 

管
理

担
当

課
長

は
、

3
の

保
全

対
象

範
囲

に
つ

い
て

、
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

保
全

活
動

の
管

理
に

用
い

る
重

要
度

（
以

下
「
保

全
重

要

度
」
と

い
う

。
）
を

設
定

す
る

。
 

      (1
) 

機
器

の
保

全
重

要
度

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

、
「
廃

棄
物

管

理
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」
（
以

下
、

「
事

業
許

可
基

準
規

則
」
と

い
う

。
）
に

基
づ

き
系

統
を

分
類

し
、

当
該

機
器

が
属

す
る

系
統

の
分

類
に

基
づ

き
設

定
す

る
。

4
 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

保
修

担
当

課
長

は
、

3
の

保
全

対
象

範
囲

に
つ

い
て

、
系

統
毎

の
範

囲
と

機
能

を
明

確
に

し
た

上
で

、
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

保
全

活
動

の
管

理
に

用
い

る
重

要
度

（
以

下
「
保

全
重

要

度
」
と

い
う

。
）
と

設
計

及
び

工
事

に
用

い
る

重
要

度
を

設
定

す
る

。
 

(1
) 

系
統

の
保

全
重

要
度

は
、

加
工

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
、

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
へ

の
影

響
及

び
安

全
機

能
等

へ
の

影
響

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

 

 (2
) 

機
器

の
保

全
重

要
度

は
、

当
該

機
器

が
属

す
る

系
統

の
保

全
重

要
度

と
整

合
す

る
よ

う
設

定
す

る
。

 

た
だ

し
、

こ
の

際
、

機
器

が
故

障
し

た
場

合
の

系

統
機

能
へ

の
影

響
、

運
転

経
験

等
を

考
慮

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

―
 

（
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

）
 

第
1
5

条
 

表
７

-
１

に
示

す
施

設
を

所
管

す
る

燃

料
製

造
建

設
所

の
課

長
（
以

下
「
施

設
所

管
課

長
」
と

い
う

。
）
は

、
施

設
管

理
対

象
範

囲
に

対
し

て
、

加
工

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
、

「
加

工
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

」
に

基
づ

く
安

全
機

能
分

類
上

の
重

要
度

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
該

当
有

無
を

考
慮

し
た

施
設

の
管

理
に

用
い

る
重

要
度

を
設

定
す

る
。

な
お

、
建

設
段

階
中

の
管

理
の

特
徴

を
踏

ま
え

個
別

業
務

の
内

容
に

よ
り

、
重

要
度

を
一

律
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
．

施
設

管
理

の
重

要
度

の
設

定
 

で
、

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
の

施
設

管
理

の
重

要
度

と
し

て
点

検
に

用
い

る
重

要
度

（
以

下
、

「
保

全
重

要
度

」
と

い
う

。
）
と

設
計

お
よ

び

工
事

に
用

い
る

重
要

度
を

設
定

す
る

。
 

  (1
) 

系
統

の
保

全
重

要
度

は
、

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
該

当
す

る
こ

と
、

お
よ

び
重

要
度

分
類

指
針

の
重

要
度

に
基

づ
き

、
確

率
論

的
リ

ス
ク

評
価

か
ら

得
ら

れ
る

リ
ス

ク
情

報
を

考
慮

し
て

設

定
す

る
。

 

(2
) 

機
器

の
保

全
重

要
度

は
、

当
該

機
器

が
属

す
る

系
統

の
保

全
重

要
度

と
整

合
す

る
よ

う
設

定
す

る
。

な
お

、
こ

の
際

、
機

器
が

故
障

し
た

場

合
の

系
統

機
能

へ
の

影
響

、
確

率
論

的
リ

ス
ク

評
価

か
ら

得
ら

れ
る

リ
ス

ク
情

報
、

運
転

経
験

等

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

 ■
再

処
理

施
設

、
廃

棄
物

管
理

施
設

で
は

、
施

設
管

理
と

し
て

実
施

す
る

活
動

に
関

与
す

る
組

織
の

職
務

分
担

を
考

慮
し

、
使

用
中

施
設

の
維

持
に

係
る

保
全

の
重

要
度

と
、

新
規

設
置

、
改

造
等

に
係

る
工

事
の

重
要

度
の

設
定

を
分

割
し

て
記

載
。

 

ま
た

、
系

統
に

つ
い

て
は

、
安

全
上

重
要

な
施

設
等

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

等
に

応
じ

て
管

理
の

程
度

を
分

け
る

こ
と

か
ら

、
分

類
と

の
表

現
と

し
て

い
る

。
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

機
器

が
故

障
し

た
場

合
の

系
統

機
能

へ
の

影

響
、

運
転

経
験

等
を

考
慮

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  (2
) 

構
築

物
の

保
全

重
要

度
は

、
(1

)に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

(3
) 

次
項

以
降

の
保

全
活

動
は

重
要

度
に

応
じ

た
管

理
を

行
う

。
 

 4
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

重
要

度
の

設
定

 

(1
) 

設
計

及
び

工
事

を
実

施
す

る
各

職
位

は
、

再
処

理
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

、
事

業
指

定
基

準
規

則
に

基
づ

く
安

全
機

能
分

類
上

の
重

要
度

を
考

慮
し

て
設

計
及

び
工

事
に

用
い

る
重

要
度

を
設

定
す

る
。

 

(2
) 

次
項

以
降

の
設

計
及

び
工

事
は

重
要

度
に

応
じ

た
管

理
を

行
う

。
 

 

こ
の

際
、

機
器

が
故

障
し

た
場

合
の

系
統

機
能

へ
の

影
響

、
運

転
経

験
等

を
考

慮
す

る
こ

と
が

で

き
る

。
 

 (2
) 

構
築

物
の

保
全

重
要

度
は

、
(1

)に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

(3
) 

次
項

以
降

の
保

全
活

動
は

重
要

度
に

応
じ

た
管

理
を

行
う

。
 

 4
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

重
要

度
の

設
定

 

(1
) 

設
計

及
び

工
事

を
実

施
す

る
各

職
位

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た

め
、

事
業

許
可

基
準

規
則

に
基

づ
く

安
全

機
能

分
類

上
の

重
要

度
を

考
慮

し
て

設
計

及
び

工
事

に
用

い
る

重
要

度
を

設
定

す
る

。
 

(2
) 

次
項

以
降

の
設

計
及

び
工

事
は

重
要

度
に

応
じ

た
管

理
を

行
う

。
 

 

    (3
) 

構
築

物
の

保
全

重
要

度
は

、
(1

)又
は

(2
)に

基
づ

き
設

定
す

る
。

 

   (4
) 

設
計

及
び

工
事

に
用

い
る

重
要

度
は

、
加

工
施

設
の

安
全

性
確

保
を

考
慮

し
て

設
定

す

る
。

 

   (5
) 

次
項

以
降

の
保

全
活

動
は

重
要

度
に

応
じ

た
管

理
を

行
う

。
 

を
考

慮
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

   (3
) 

構
築

物
の

保
全

重
要

度
は

、
(1

)ま
た

は
(2

)

に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

   (4
) 

設
計

お
よ

び
工

事
に

用
い

る
重

要
度

は
、

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
該

当
有

無
、

重
要

度
分

類
指

針
の

重
要

度
等

を
組

み
合

わ
せ

て
設

定

す
る

。
 

 (5
) 

次
項

以
降

の
保

全
活

動
は

重
要

度
に

応
じ

た
管

理
を

行
う

。
 

 

1
3 

5
 

保
全

活
動

管
理

指
標

の
設

定
、

監
視

計
画

の
策

定
及

び
監

視
 

(1
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

を
監

視
、

評
価

す
る

た
め

に
保

全
活

動
管

理
指

標
を

設
定

す
る

。
 

                        (2
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

前
号

の
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
を

設
定

す
る

。
ま

た
、

1
0

の

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
の

見
直

し
を

行
う

。
 

             (3
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

再
処

理
施

設
又

は
系

統
の

供
用

開
始

（
供

用
と

は
、

施
設

又
は

系
統

の
機

能
が

要
求

さ
れ

る
状

態
を

い
う

。
）
ま

で
に

、

5
 

保
全

活
動

管
理

指
標

の
設

定
、

監
視

計
画

の
策

定
及

び
監

視
 

(1
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

を
監

視
、

評
価

す
る

た
め

に
保

全
活

動
管

理
指

標
を

設
定

す
る

。
 

                        (2
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

前
号

の
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
を

設
定

す
る

。
ま

た
、

1
0

の

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
の

見
直

し
を

行
う

。
 

             (3
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
又

は
系

統
の

供
用

開
始

（
供

用
と

は
、

施
設

又
は

系
統

の
機

能
が

要
求

さ
れ

る
状

態
を

い
う

。
）
ま

5
 
保

全
活

動
管

理
指

標
の

設
定

、
監

視
計

画
の

策
定

及
び

監
視

 

(1
) 

保
全

管
理

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

を
監

視
、

評
価

す
る

た
め

に
4

の
施

設
管

理
の

重
要

度
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

目
標

の
中

で
プ

ラ
ン

ト

レ
ベ

ル
及

び
系

統
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
を

設
定

す
る

。
 

                      (2
) 

保
全

管
理

課
長

は
、

前
号

の
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
を

設
定

す
る

。
 

ま
た

、
1
0

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

保
全

活
動

管
理

指
標

の
目

標
値

の
見

直
し

を
行

う
。

 

            (3
) 

保
全

管
理

課
長

は
、

プ
ラ

ン
ト

又
は

系
統

の

供
用

開
始

ま
で

に
、

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
項

目
、

監
視

方
法

及
び

算
出

周
期

を
具

体
的

―
 

（
施

設
管

理
指

標
の

設
定

、
監

視
計

画
の

策
定

及
び

監
視

）
 

第
1
6

条
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

管
理

の
有

効
性

を
監

視
、

評
価

す
る

た
め

に
、

施
設

管
理

目
標

の
中

で
施

設
管

理
指

標
を

設
定

す

る
。

 

                       ２
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

所
管

課
長

に
、

施
設

管
理

指
標

ご
と

に
具

体
的

な
施

設
管

理
目

標
値

を
設

定
さ

せ
る

。
 

３
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

管
理

の
結

果
の

確
認

・
評

価
及

び
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

、
必

要
に

応
じ

て
設

定
し

た

施
設

管
理

指
標

及
び

具
体

的
な

施
設

管
理

目

標
値

の
見

直
し

を
行

う
。

 

         ４
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

所
管

課
長

に
、

設
定

し
た

施
設

管
理

指
標

の
監

視
項

目
、

監
視

方
法

を
具

体
的

に
定

め
た

監
視

計
画

を
策

５
．

保
全

活
動

管
理

指
標

の
設

定
、

監
視

計
画

の
策

定
お

よ
び

監
視

 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
保

全
の

有
効

性
を

監

視
、

評
価

す
る

た
め

に
４

．
の

施
設

管
理

の
重

要

度
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

目
標

の
中

で
プ

ラ
ン

ト

レ
ベ

ル
お

よ
び

系
統

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

を
設

定
す

る
。

 

ａ
．

プ
ラ

ン
ト

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

 

プ
ラ

ン
ト

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

と
し

て
、

以
下

の
も

の
を

設
定

す
る

。
 

①
 
７

０
０

０
臨

界
時

間
あ

た
り

の
計

画
外

自
動

・

手
動

ス
ク

ラ
ム

回
数

 

②
 
７

０
０

０
臨

界
時

間
あ

た
り

の
計

画
外

出
力

変
動

回
数

 

③
 
工

学
的

安
全

施
設

の
計

画
外

作
動

回
数

 

ｂ
．

系
統

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

 

系
統

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

と
し

て
、

４
．

（
１

）
の

施
設

管
理

の
重

要
度

の
高

い
系

統

の
う

ち
、

重
要

度
分

類
指

針
ク

ラ
ス

１
、

ク
ラ

ス
２

お
よ

び
リ

ス
ク

重
要

度
の

高
い

系
統

機
能

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
以

下
の

も
の

を
設

定
す

る
。

 

①
 
予

防
可

能
故

障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ

Ｆ
）
回

数
 

②
 
非

待
機

（
Ｕ

Ａ
）
時

間
※

２
 

※
２

：
非

待
機

（
Ｕ

Ａ
）
時

間
に

つ
い

て
は

、
待

機

状
態

に
あ

る
機

能
お

よ
び

待
機

状
態

に
あ

る
系

統
の

動
作

に
必

須
の

機
能

に
対

し
て

の
み

設
定

す
る

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

 (2
) 

原
子

力
部

門
は

、
以

下
に

基
づ

き
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
を

設
定

す
る

。
ま

た
、

１

０
．

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

保
全

活
動

管
理

指
標

の
目

標
値

の
見

直
し

を
行

う
。

 

ａ
．

プ
ラ

ン
ト

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

 

プ
ラ

ン
ト

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

の
目

標
値

は
、

運
転

実
績

を
踏

ま
え

て
設

定
す

る
。

 

ｂ
．

系
統

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

 

①
予

防
可

能
故

障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ

Ｆ
）
回

数
の

目
標

値

は
、

運
転

実
績

、
重

要
度

分
類

指
針

の
重

要

度
、

リ
ス

ク
重

要
度

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

 

②
非

待
機

（
Ｕ

Ａ
）
時

間
の

目
標

値
は

、
点

検
実

績
お

よ
び

第
４

章
第

３
節

（
運

転
上

の
制

限
）
第

２
０

条
か

ら
第

９
１

条
の

２
の

第
３

項
で

定
め

る
要

求
さ

れ
る

措
置

の
完

了
時

間
を

参
照

し
て

設
定

す
る

。
 

(3
) 

原
子

力
部

門
は

、
プ

ラ
ン

ト
ま

た
は

系
統

の

供
用

開
始

ま
で

に
、

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
項

目
、

監
視

方
法

お
よ

び
算

出
周

期
を

具
体

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

 ■
各

施
設

間
の

記
載

の
違

い
は

、
表

現
の

違

い
で

あ
り

、
規

定
内

容
は

同
じ

。
 

 ■
実

用
炉

の
施

設
固

有
の

規
定

は
反

映
し

な

い
。

 

                       ■
実

用
炉

の
施

設
固

有
の

規
定

は
反

映
し

な

い
。
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
項

目
、

監
視

方
法

及
び

算
出

周
期

を
具

体
的

に
定

め
た

監
視

計
画

を
策

定
す

る
。

な
お

、
監

視
計

画
に

は
、

計
画

の

始
期

及
び

期
間

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
 

 (4
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

監
視

計
画

に
従

い
保

全
活

動
管

理
指

標
に

関
す

る
情

報
の

採
取

及

び
監

視
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
。

 

 

で
に

、
保

全
活

動
管

理
指

標
の

監
視

項
目

、
監

視
方

法
及

び
算

出
周

期
を

具
体

的
に

定
め

た
監

視
計

画
を

策
定

す
る

。
な

お
、

監
視

計
画

に
は

、

計
画

の
始

期
及

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 

(4
) 

保
全

技
術

課
長

は
、

監
視

計
画

に
従

い
保

全
活

動
管

理
指

標
に

関
す

る
情

報
の

採
取

及

び
監

視
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
。

 

 

に
定

め
た

監
視

計
画

を
策

定
す

る
。

 

な
お

、
監

視
計

画
に

は
、

計
画

の
始

期
及

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 

  (4
) 

保
全

管
理

課
長

は
、

監
視

計
画

に
従

い
保

全
活

動
管

理
指

標
に

関
す

る
情

報
の

採
取

及

び
監

視
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
。

 

定
さ

せ
る

。
な

お
、

監
視

計
画

に
は

、
計

画
の

始

期
及

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 

   ５
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

所
管

課
長

に
、

監
視

計
画

に
基

づ
き

施
設

管
理

指
標

に
関

す
る

情
報

の
採

取
及

び
監

視
を

実
施

さ
せ

、
そ

の
結

果
を

記
録

さ
せ

る
。

 

 

的
に

定
め

た
監

視
計

画
を

策
定

す
る

。
な

お
、

監

視
計

画
に

は
、

計
画

の
始

期
お

よ
び

期
間

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
 

  (4
) 

原
子

力
部

門
は

、
監

視
計

画
に

従
い

保
全

活
動

管
理

指
標

に
関

す
る

情
報

の
採

取
お

よ
び

監
視

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
を

記
録

す
る

。
 

 

1
4 

6
 

施
設

管
理

実
施

計
画

の
策

定
 

(1
) 

技
術

課
長

は
、

3
の

保
全

対
象

範
囲

に
対

し

て
実

施
す

る
保

全
活

動
及

び
事

業
変

更
許

可
に

基
づ

き
実

施
す

る
設

備
の

設
置

に
係

る
業

務
に

対
し

、
6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
に

基
づ

き
次

の
ａ
．

～
ｈ

．
を

含
む

施
設

管
理

実
施

計
画

を
策

定
し

、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

ａ
．

施
設

管
理

実
施

計
画

の
始

期
及

び
期

間
 

 ｂ
．

再
処

理
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
計

画
 

 ｃ
．

再
処

理
施

設
の

巡
視

（
再

処
理

施
設

の
保

全
の

た
め

に
実

施
す

る
も

の
に

限
る

。
）
 

 ｄ
．

再
処

理
施

設
の

点
検

等
の

方
法

、
実

施
頻

度
及

び
時

期
（
再

処
理

施
設

の
操

作
中

及
び

操

作
停

止
中

の
区

別
を

含
む

。
）
 

 ｅ
．

再
処

理
施

設
の

工
事

及
び

点
検

等
を

実
施

す
る

際
に

行
う

保
安

の
確

保
の

た
め

の
措

置
 

 ｆ．
再

処
理

施
設

の
設

計
、

工
事

、
巡

視
及

び
点

検
等

の
結

果
の

確
認

及
び

評
価

の
方

法
 

 ｇ
．

前
ｆ．

の
確

認
及

び
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

て
実

施
す

べ
き

処
置

（
未

然
防

止
処

置
を

含

む
。

）
に

関
す

る
こ

と
 

ｈ
．

再
処

理
施

設
の

施
設

管
理

に
関

す
る

記
録

に
関

す
る

こ
と

 

    (2
) 

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
を

策
定

す
る

各
職

位

は
、

計
画

の
策

定
に

当
た

り
、

4
の

施
設

管
理

の

重
要

度
を

勘
案

し
、

必
要

に
応

じ
て

次
の

事
項

及
び

1
0

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
考

慮
す

る
。

 

ａ
．

運
転

実
績

、
事

故
及

び
故

障
事

例
等

の
運

転
経

験
 

ｂ
．

使
用

環
境

及
び

設
置

環
境

 

ｃ
．

劣
化

、
故

障
モ

ー
ド

 

ｄ
．

機
器

の
構

造
等

の
設

計
的

知
見

 

ｅ
．

科
学

的
知

見
 

 (3
) 

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
を

策
定

す
る

各
職

位

は
、

保
全

の
実

施
段

階
で

の
再

処
理

施
設

の
安

全
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 6
.1

 
点

検
計

画
の

策
定

 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

再
処

理
施

設
の

操
作

中
及

び
操

作
停

止
中

に
点

検
を

実
施

す
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
保

全
方

式
を

選
定

し
、

点
検

の

方
法

並
び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
点

検
計

画
を

策
定

す
る

。
 

6
 

施
設

管
理

実
施

計
画

の
策

定
 

(1
) 

技
術

課
長

は
、

3
の

保
全

対
象

範
囲

に
対

し

て
実

施
す

る
保

全
活

動
及

び
事

業
変

更
許

可
に

基
づ

き
実

施
す

る
設

備
の

設
置

に
係

る
業

務
に

対
し

、
6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
に

基
づ

き
次

の
ａ
．

～
ｈ

．
を

含
む

施
設

管
理

実
施

計
画

を
策

定
し

、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

ａ
．

施
設

管
理

実
施

計
画

の
始

期
及

び
期

間
 

 ｂ
．

廃
棄

物
管

理
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
計

画
 

ｃ
．

廃
棄

物
管

理
施

設
の

巡
視

（
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

全
の

た
め

に
実

施
す

る
も

の
に

限

る
。

）
 

ｄ
．

廃
棄

物
管

理
施

設
の

点
検

等
の

方
法

、
実

施
頻

度
及

び
時

期
（
廃

棄
物

管
理

施
設

の
操

作

中
及

び
操

作
停

止
中

の
区

別
を

含
む

。
）
 

 ｅ
．

廃
棄

物
管

理
施

設
の

工
事

及
び

点
検

等
を

実
施

す
る

際
に

行
う

保
安

の
確

保
の

た
め

の
措

置
 

ｆ．
廃

棄
物

管
理

施
設

の
設

計
、

工
事

、
巡

視
及

び
点

検
等

の
結

果
の

確
認

及
び

評
価

の
方

法
 

 ｇ
．

前
ｆ．

の
確

認
及

び
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

て
実

施
す

べ
き

処
置

（
未

然
防

止
処

置
を

含

む
。

）
に

関
す

る
こ

と
 

ｈ
．

廃
棄

物
管

理
施

設
の

施
設

管
理

に
関

す
る

記
録

に
関

す
る

こ
と

 

    (2
) 

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
を

策
定

す
る

各
職

位

は
、

計
画

の
策

定
に

当
た

り
、

4
の

施
設

管
理

の

重
要

度
を

勘
案

し
、

必
要

に
応

じ
て

次
の

事
項

及
び

1
0

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
考

慮
す

る
。

 

ａ
．

運
転

実
績

、
事

故
及

び
故

障
事

例
等

の
運

転
経

験
 

ｂ
．

使
用

環
境

及
び

設
置

環
境

 

ｃ
．

劣
化

、
故

障
モ

ー
ド

 

ｄ
．

機
器

の
構

造
等

の
設

計
的

知
見

 

ｅ
．

科
学

的
知

見
 

 (3
) 

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
を

策
定

す
る

各
職

位

は
、

保
全

の
実

施
段

階
で

の
廃

棄
物

管
理

施
設

の
安

全
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

、
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 6
.1

 
点

検
計

画
の

策
定

 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

操
作

中
及

び
操

作
停

止
中

に
点

検
を

実
施

す
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
保

全
方

式
を

選
定

し
、

点

検
の

方
法

並
び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
点

検
計

画
を

策
定

す
る

。
 

6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

(1
) 

保
全

管
理

課
長

は
、

3
の

保
全

対
象

範
囲

に
対

し
、

保
修

担
当

課
長

及
び

検
査

実
施

責
任

者
が

作
成

す
る

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
に

基
づ

き
、

次
の

事
項

を
含

む
施

設
管

理
実

施
計

画
を

策
定

し
、

ウ
ラ

ン
濃

縮
工

場
長

の
承

認
を

得
る

。
 

 a.
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

始
期

及
び

期
間

 

 b.
 
加

工
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
計

画
 

 c
. 

加
工

施
設

の
巡

視
（
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
に

実
施

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

 d.
 
加

工
施

設
の

点
検

等
の

方
法

、
実

施
頻

度

及
び

時
期

（
加

工
施

設
の

操
作

中
及

び
操

作
停

止
中

の
区

別
を

含
む

。
）
 

 e
. 

加
工

施
設

の
工

事
及

び
点

検
等

を
実

施
す

る
際

に
行

う
保

安
の

確
保

の
た

め
の

措
置

 

 f.
 
加

工
施

設
の

設
計

、
工

事
、

巡
視

及
び

点
検

等
の

結
果

の
確

認
及

び
評

価
の

方
法

 

 g.
 
上

記
f.
の

確
認

及
び

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え

て
実

施
す

べ
き

処
置

（
未

然
防

止
処

置
を

含
む

）

に
関

す
る

こ
と

 

h
. 

加
工

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る
記

録
に

関
す

る
こ

と
 

    (2
) 

保
修

担
当

課
長

及
び

検
査

実
施

責
任

者

は
、

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
の

策
定

に
当

た
り

、
4

の
施

設
管

理
の

重
要

度
を

勘
案

し
、

必
要

に
応

じ
て

次
の

事
項

を
考

慮
す

る
。

 

ま
た

、
1
0
の

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏

ま
え

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

 

a.
 
運

転
実

績
、

事
故

及
び

故
障

事
例

等
の

運

転
経

験
 

b.
 
使

用
環

境
及

び
設

置
環

境
 

c
. 

劣
化

、
故

障
モ

ー
ド

 

d.
 
機

器
の

構
造

等
の

設
計

的
知

見
 

e
. 

科
学

的
知

見
 

(3
) 

保
修

担
当

課
長

及
び

検
査

実
施

責
任

者

は
、

保
全

の
実

施
段

階
で

の
加

工
施

設
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も

に
、

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
行

為
を

把
握

し
、

6
.1

か
ら

6
.3

の
計

画
を

策
定

す
る

。
 

6
.1

 
点

検
計

画
の

策
定

 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

加
工

施
設

の
生

産
停

止
中

又
は

運
転

中
に

点
検

を
実

施
す

る
場

合

は
、

あ
ら

か
じ

め
保

全
方

式
を

選
定

し
、

点
検

の

方
法

並
び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
点

検
計

画
を

策
定

す
る

。
 

（
施

設
管

理
実

施
計

画
）
 

第
2
4

条
 

事
業

部
長

は
、

前
条

に
規

定
す

る
施

設
管

理
目

標
を

達
成

す
る

た
め

、
次

の
事

項
を

定
め

た
施

設
管

理
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「
施

設
管

理
実

施
計

画
」
と

い
う

。
）
を

策
定

し
、

当
該

計
画

に
従

っ
て

施
設

管
理

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

施
設

管
理

実
施

計
画

の
始

期
及

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
。

 

(2
) 

埋
設

施
設

の
設

計
及

び
工

事
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

埋
設

施
設

の
巡

視
（
埋

設
施

設
の

保
全

の

た
め

に
実

施
す

る
も

の
に

限
る

。
）
に

関
す

る
こ

と
。

 

(4
) 

埋
設

施
設

の
点

検
、

検
査

等
（
以

下
「
点

検

等
」
と

い
う

。
）
の

方
法

、
実

施
頻

度
及

び
時

期

（
埋

設
施

設
の

操
作

中
及

び
操

作
停

止
中

の
区

別
を

含
む

。
）
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

埋
設

施
設

の
工

事
及

び
点

検
等

を
実

施
す

る
際

に
行

う
保

安
の

確
保

の
た

め
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(6
) 

埋
設

施
設

の
設

計
、

工
事

、
巡

視
及

び
点

検
等

の
結

果
の

確
認

及
び

評
価

の
方

法
に

関

す
る

こ
と

。
 

(7
) 

(6
）
の

確
認

及
び

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
て

実
施

す
べ

き
処

置
（
未

然
防

止
処

置
を

含
む

。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

(8
) 

埋
設

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る
記

録
に

関
す

る
こ

と
。

 

2
 

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

実
施

計
画

を
策

定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
埋

設
施

設
安

全
委

員
会

に
諮

問
し

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。
 

  

（
施

設
管

理
に

関
す

る
計

画
の

策
定

）
 

第
1
7

条
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

管
理

対
象

範
囲

に
対

し
、

以
下

の
施

設
管

理
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
計

画
の

始
期

及
び

期
間

に
関

す
る

も
の

を
参

照
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
を

含

む
。

）
を

策
定

す
る

。
 

 (1
) 

設
計

及
び

工
事

の
計

画
（
本

条
第

２
項

(1
)

及
び

(2
)）

 

     (2
) 

点
検

の
計

画
（
本

条
第

２
項

(3
)）

 

(3
) 

特
別

な
施

設
管

理
の

実
施

計
画

（
本

条
第

２

項
(4

)）
 

                ２
 

施
設

所
管

課
長

及
び

事
業

者
検

査
課

長

は
、

施
設

管
理

対
象

範
囲

に
対

し
、

施
設

管
理

の
重

要
度

を
勘

案
し

た
、

以
下

の
施

設
管

理
の

実
施

に
必

要
な

計
画

を
策

定
す

る
。

 

                    

６
．

保
全

計
画

の
策

定
 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
３

．
の

保
全

対
象

範
囲

に

対
し

、
以

下
の

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

な
お

、

保
全

計
画

に
は

、
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

 

ａ
．

点
検

計
画

（
６

．
１

参
照

）
 

ｂ
．

設
計

お
よ

び
工

事
の

計
画

（
６

．
２

参
照

）
 

ｃ
．

特
別

な
保

全
計

画
（
６

．
３

参
照

）
 

                         (2
) 

原
子

力
部

門
は

、
保

全
計

画
の

策
定

に
当

た
っ

て
、

４
．

の
施

設
管

理
の

重
要

度
を

勘
案

し
、

必
要

に
応

じ
て

次
の

事
項

を
考

慮
す

る
。

ま

た
、

１
０

．
の

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏

ま
え

保
全

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

 

 ａ
．

運
転

実
績

、
事

故
お

よ
び

故
障

事
例

な
ど

の

運
転

経
験

 

ｂ
．

使
用

環
境

お
よ

び
設

置
環

境
 

ｃ
．

劣
化

、
故

障
モ

ー
ド

 

ｄ
．

機
器

の
構

造
等

の
設

計
的

知
見

 

ｅ
．

科
学

的
知

見
 

(3
) 

原
子

力
部

門
は

、
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
行

為
を

把
握

し
、

保
全

計
画

を
策

定
す

る
。

 

 ６
．

１
 
点

検
計

画
の

策
定

 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
原

子
炉

停
止

中
ま

た
は

運
転

中
に

点
検

を
実

施
す

る
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

保
全

方
式

を
選

定
し

、
点

検
の

方
法

な
ら

び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
お

よ
び

実
施

時
期

を
定

め
た

点
検

計
画

を
策

定
す

る
。

 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

 ■
実

用
炉

に
対

し
、

規
則

へ
の

適
合

を
明

確
に

す
る

観
点

で
、

施
設

管
理

実
施

計
画

に
含

め
る

べ
き

項
目

を
記

載
。

 

 ■
実

用
炉

で
は

、
保

全
を

施
設

管
理

と
同

義
と

定
義

し
、

計
画

の
名

称
は

従
前

の
も

の
を

使
用

 

                                             

－293 / 440－
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

(2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
適

切
な

単
位

ご
と

に
、

予
防

保
全

を
基

本
と

し
て

、
以

下
に

示
す

保
全

方
式

か
ら

適
切

な
方

式
を

選
定

す
る

。
 

ａ
．

予
防

保
全

 

①
 
時

間
基

準
保

全
 

②
 
状

態
基

準
保

全
 

ｂ
．

事
後

保
全

 

(3
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

選
定

し
た

保
全

方
式

の
種

類
に

応
じ

て
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ａ
．

時
間

基
準

保
全

 

点
検

を
実

施
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

①
 
点

検
の

具
体

的
方

法
 

②
 
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

③
 
実

施
頻

度
 

④
 
実

施
時

期
 

な
お

、
時

間
基

準
保

全
を

選
定

し
た

機
器

に
対

し
て

、
運

転
中

に
設

備
診

断
技

術
を

使
っ

た
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

、
状

態
監

視
と

し
て

巡
視

、

点
検

又
は

定
例

試
験

を
実

施
す

る
場

合
は

、
状

態
監

視
の

内
容

に
応

じ
て

、
状

態
基

準
保

全
を

選
定

し
た

場
合

に
準

じ
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 

ｂ
．

状
態

基
準

保
全

 

①
 
設

備
診

断
技

術
を

使
い

状
態

監
視

デ
ー

タ

を
採

取
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ｉ）
状

態
監

視
デ

ー
タ

の
具

体
的

採
取

方
法

 

ⅱ
）
機

器
の

故
障

の
兆

候
を

検
知

す
る

た
め

に

必
要

な
状

態
監

視
デ

ー
タ

項
目

、
評

価
方

法
及

び
必

要
な

対
応

を
適

切
に

判
断

す
る

た
め

の
管

理
基

準
 

ⅲ
）
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

頻
度

 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合

の
対

応
方

法
 

②
 
巡

視
、

点
検

を
実

施
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ⅰ
）
巡

視
、

点
検

の
具

体
的

方
法

 

ⅱ
）
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

状
態

を
監

視

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ⅲ
）
実

施
頻

度
 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
す

る
か

又

は
故

障
の

兆
候

を
発

見
し

た
場

合
の

対
応

方
法

 

③
定

例
試

験
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ⅰ
）
定

例
試

験
の

具
体

的
方

法
 

ⅱ
）
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ⅲ
）
実

施
頻

度
 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合

の
対

応
方

法
 

ｃ
．

事
後

保
全

 

事
後

保
全

を
選

定
し

た
場

合
は

、
機

能
喪

失
の

発
見

後
、

修
復

を
実

施
す

る
前

に
、

修
復

方
法

、

修
復

後
に

所
定

の
機

能
を

発
揮

す
る

こ
と

の
確

認
方

法
及

び
修

復
時

期
を

定
め

る
。

 

(4
) 

管
理

担
当

課
長

又
は

保
修

担
当

課
長

は
、

(2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
適

切
な

単
位

ご
と

に
、

予
防

保
全

を
基

本
と

し
て

、
以

下
に

示
す

保
全

方
式

か
ら

適
切

な
方

式
を

選
定

す
る

。
 

ａ
．

予
防

保
全

 

①
 
時

間
基

準
保

全
 

②
 
状

態
基

準
保

全
 

ｂ
．

事
後

保
全

 

(3
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

選
定

し
た

保
全

方
式

の
種

類
に

応
じ

て
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ａ
．

時
間

基
準

保
全

 

点
検

を
実

施
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

①
 
点

検
の

具
体

的
方

法
 

②
 
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

③
 
実

施
頻

度
 

④
 
実

施
時

期
 

な
お

、
時

間
基

準
保

全
を

選
定

し
た

機
器

に
対

し
て

、
運

転
中

に
設

備
診

断
技

術
を

使
っ

た
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

、
状

態
監

視
と

し
て

巡
視

、

点
検

又
は

定
例

試
験

を
実

施
す

る
場

合
は

、
状

態
監

視
の

内
容

に
応

じ
て

、
状

態
基

準
保

全
を

選
定

し
た

場
合

に
準

じ
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 

ｂ
．

状
態

基
準

保
全

 

①
 
設

備
診

断
技

術
を

使
い

状
態

監
視

デ
ー

タ

を
採

取
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ｉ）
状

態
監

視
デ

ー
タ

の
具

体
的

採
取

方
法

 

ⅱ
）
機

器
の

故
障

の
兆

候
を

検
知

す
る

た
め

に

必
要

な
状

態
監

視
デ

ー
タ

項
目

、
評

価
方

法
及

び
必

要
な

対
応

を
適

切
に

判
断

す
る

た
め

の
管

理
基

準
 

ⅲ
）
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

頻
度

 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合

の
対

応
方

法
 

②
 
巡

視
、

点
検

を
実

施
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ⅰ
）
巡

視
、

点
検

の
具

体
的

方
法

 

ⅱ
）
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

状
態

を
監

視

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ⅲ
）
実

施
頻

度
 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
す

る
か

又

は
故

障
の

兆
候

を
発

見
し

た
場

合
の

対
応

方
法

 

③
定

例
試

験
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ⅰ
）
定

例
試

験
の

具
体

的
方

法
 

ⅱ
）
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ⅲ
）
実

施
頻

度
 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合

の
対

応
方

法
 

ｃ
．

事
後

保
全

 

事
後

保
全

を
選

定
し

た
場

合
は

、
機

能
喪

失
の

発
見

後
、

修
復

を
実

施
す

る
前

に
、

修
復

方
法

、

修
復

後
に

所
定

の
機

能
を

発
揮

す
る

こ
と

の
確

認
方

法
及

び
修

復
時

期
を

定
め

る
。

 

(4
)管

理
担

当
課

長
又

は
保

修
担

当
課

長
は

、

(2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
適

切
な

単
位

ご
と

に
、

予
防

保
全

を
基

本
と

し
て

、
以

下
に

示
す

保
全

方
式

か
ら

適
切

な
方

式
を

選
定

す
る

。
 

a.
 
予

防
保

全
 

①
 
時

間
基

準
保

全
 

②
 
状

態
基

準
保

全
 

b.
 
事

後
保

全
 

(3
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

選
定

し
た

保
全

方
式

の
種

類
に

応
じ

て
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

a.
 
時

間
基

準
保

全
 

点
検

を
実

施
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

①
 
点

検
の

具
体

的
方

法
 

②
 
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

③
 
実

施
頻

度
 

④
 
実

施
時

期
 

な
お

、
時

間
基

準
保

全
を

選
定

し
た

機
器

に
対

し
て

、
運

転
中

に
設

備
診

断
技

術
を

使
っ

た
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

、
状

態
監

視
と

し
て

巡
視

点
検

又
は

定
例

試
験

を
実

施
す

る
場

合
は

、
状

態
監

視
の

内
容

に
応

じ
て

、
状

態
基

準
保

全
を

選
定

し
た

場
合

に
準

じ
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 

b.
 
状

態
基

準
保

全
 

①
 
設

備
診

断
技

術
を

使
い

状
態

監
視

デ
ー

タ

を
採

取
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ｉ)
 
状

態
監

視
デ

ー
タ

の
具

体
的

採
取

方
法

 

ⅱ
) 

機
器

の
故

障
の

兆
候

を
検

知
す

る
た

め
に

必
要

な
状

態
監

視
デ

ー
タ

項
目

、
評

価
方

法
及

び
必

要
な

対
応

を
適

切
に

判
断

す
る

た
め

の
管

理
基

準
 

ⅲ
) 

状
態

監
視

デ
ー

タ
採

取
頻

度
 

ⅳ
) 

実
施

時
期

 

ⅴ
) 

機
器

の
状

態
が

管
理

基
準

に
達

し
た

場
合

の
対

応
方

法
 

②
 
巡

視
点

検
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ⅰ
) 

巡
視

点
検

の
具

体
的

方
法

 

ⅱ
) 

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
状

態
を

監
視

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ⅲ
) 

実
施

頻
度

 

ⅳ
) 

実
施

時
期

 

ⅴ
) 

機
器

の
状

態
が

管
理

基
準

に
達

す
る

か
又

は
故

障
の

兆
候

を
発

見
し

た
場

合
の

対
応

方
法

 

③
 
定

例
試

験
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ⅰ
) 

定
例

試
験

の
具

体
的

方
法

 

ⅱ
) 

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ⅲ
) 

実
施

頻
度

 

ⅳ
) 

実
施

時
期

 

ⅴ
) 

機
器

の
状

態
が

管
理

基
準

に
達

し
た

場
合

の
対

応
方

法
 

c
. 

事
後

保
全

 

事
後

保
全

を
選

定
し

た
場

合
は

、
機

能
喪

失
の

発
見

後
、

修
復

を
実

施
す

る
前

に
、

修
復

方
法

、

修
復

後
に

所
定

の
機

能
を

発
揮

す
る

こ
と

の
確

認
方

法
及

び
修

復
時

期
を

定
め

る
。

 

(4
) 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
点

検
を

実
施

す
る

                                                                   

(2
) 

原
子

力
部

門
は

、
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
適

切
な

単
位

ご
と

に
、

予
防

保
全

を
基

本
と

し
て

、
以

下
に

示
す

保
全

方
式

か
ら

適
切

な
方

式
を

選
定

す
る

。
 

ａ
．

予
防

保
全

 

①
時

間
基

準
保

全
 

②
状

態
基

準
保

全
 

ｂ
．

事
後

保
全

 

(3
) 

原
子

力
部

門
は

、
選

定
し

た
保

全
方

式
の

種
類

に
応

じ
て

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ａ
．

時
間

基
準

保
全

 

点
検

を
実

施
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

①
点

検
の

具
体

的
方

法
 

②
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
 

評
価

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
、

評
価

方
法

お
よ

び
管

理
基

準
 

③
実

施
頻

度
 

④
実

施
時

期
 

な
お

、
時

間
基

準
保

全
を

選
定

し
た

機
器

に
対

し
て

、
運

転
中

に
設

備
診

断
技

術
を

使
っ

た
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

、
巡

視
点

検
ま

た
は

定
例

試
験

の
状

態
監

視
を

実
施

す
る

場
合

は
、

状
態

監
視

の
内

容
に

応
じ

て
、

状
態

基
準

保
全

を
選

定
し

た
場

合
に

準
じ

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

。
 

 ｂ
．

状
態

基
準

保
全

 

①
設

備
診

断
技

術
を

使
い

状
態

監
視

デ
ー

タ
を

採
取

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ｉ）
状

態
監

視
デ

ー
タ

の
具

体
的

採
取

方
法

 

ⅱ
）
機

器
の

故
障

の
兆

候
を

検
知

す
る

た
め

に

必
要

な
状

態
監

視
デ

ー
タ

項
目

、
評

価
方

法
お

よ
び

必
要

な
対

応
を

適
切

に
判

断
す

る
た

め
の

管
理

基
準

 

ⅲ
）
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

頻
度

 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合

の
対

応
方

法
 

②
巡

視
点

検
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ⅰ
）
巡

視
点

検
の

具
体

的
方

法
 

ⅱ
）
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
状

態
を

監

視
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

項
目

、
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

 

ⅲ
）
実

施
頻

度
 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
す

る
か

ま

た
は

故
障

の
兆

候
を

発
見

し
た

場
合

の
対

応
方

法
 

③
定

例
試

験
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

ⅰ
）
定

例
試

験
の

具
体

的
方

法
 

ⅱ
）
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

が
所

定
の

機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

項
目

、
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

 

ⅲ
）
実

施
頻

度
 

ⅳ
）
実

施
時

期
 

ⅴ
）
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合

の
対

応
方

法
 

ｃ
．

事
後

保
全

 

事
後

保
全

を
選

定
し

た
場

合
は

、
機

能
喪

失
の

発
見

後
、

修
復

を
実

施
す

る
前

に
、

修
復

方
法

、

修
復

後
に

所
定

の
機

能
を

発
揮

す
る

こ
と

の
確

認
方

法
お

よ
び

修
復

時
期

を
定

め
る

。
 

(4
) 

原
子

力
部

門
は

、
点

検
を

実
施

す
る

構
築
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

点
検

を
実

施
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
、

第
7
8

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
定

期
事

業
者

検
査

に
よ

り
確

認
・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ａ
．

定
期

事
業

者
検

査
の

具
体

的
方

法
 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
定

期
事

業

者
検

査
の

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
 

ｃ
．

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

時
期

 

      6
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
策

定
 

(1
) 

設
計

及
び

工
事

を
行

う
各

職
位

は
、

あ
ら

か

じ
め

そ
の

方
法

及
び

実
施

時
期

を
定

め
た

設
計

及
び

工
事

の
計

画
を

策
定

す
る

。
ま

た
、

計
画

の
策

定
段

階
に

お
い

て
、

法
令

に
基

づ
く

必
要

な
手

続
き

※
１
の

要
否

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
。

 

  (2
) 

設
計

及
び

工
事

を
行

う
各

職
位

は
、

再
処

理
施

設
の

設
置

又
は

変
更

に
係

る
設

備
の

使

用
を

開
始

す
る

前
に

使
用

前
点

検
を

行
う

場
合

は
、

使
用

前
点

検
の

方
法

並
び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
使

用
前

点

検
の

計
画

を
策

定
す

る
。

 

(3
) 

設
計

及
び

工
事

を
行

う
各

職
位

は
、

工
事

を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

、
第

7
7

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
使

用
前

事
業

者
検

査
並

び
に

使
用

前
事

業
者

検
査

以
外

の
検

査
及

び

試
験

（
以

下
「
自

主
検

査
等

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

確

認
・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ａ
．

使
用

前
事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

具
体

的
方

法
 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
使

用
前

事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
 

ｃ
．

使
用

前
事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

実
施

時
期

 

※
１

：
法

令
に

基
づ

く
手

続
き

と
は

、
法

第
4
4

条

の
４

（
変

更
の

許
可

及
び

届
出

等
）
、

第
4
5

条

（
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
認

可
）
、

及
び

第

4
6

条
第

３
項

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

確
認

申

請
）
に

係
る

手
続

き
を

い
う

。
 

     6
.3

 
特

別
な

保
全

計
画

の
策

定
 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

地
震

、
事

故
等

に
よ

り

長
期

停
止

を
伴

っ
た

設
備

の
保

全
を

実
施

す
る

場
合

等
は

、
特

別
な

措
置

と
し

て
再

処
理

施
設

の
状

態
に

応
じ

た
保

全
方

法
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 (2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

特
別

な
保

全
計

画
に

基
づ

き
保

全
を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

点
検

を
実

施
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
、

第
2
7

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
定

期
事

業
者

検
査

に
よ

り
確

認
・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ａ
．

定
期

事
業

者
検

査
の

具
体

的
方

法
 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
定

期
事

業

者
検

査
の

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
 

ｃ
．

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

時
期

 

      6
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
策

定
 

(1
) 

設
計

及
び

工
事

を
行

う
各

職
位

は
、

あ
ら

か

じ
め

そ
の

方
法

及
び

実
施

時
期

を
定

め
た

設
計

及
び

工
事

の
計

画
を

策
定

す
る

。
ま

た
、

計
画

の
策

定
段

階
に

お
い

て
、

法
令

に
基

づ
く

必
要

な
手

続
き

※
１
の

要
否

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
。

 

  (2
) 

設
計

及
び

工
事

を
行

う
各

職
位

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

設
置

又
は

変
更

に
係

る
設

備

の
使

用
を

開
始

す
る

前
に

使
用

前
点

検
を

行
う

場
合

は
、

使
用

前
点

検
の

方
法

な
ら

び
に

そ
れ

ら
の

実
施

頻
度

及
び

実
施

時
期

を
定

め
た

使
用

前
点

検
の

計
画

を
策

定
す

る
。

 

(3
) 

設
計

及
び

工
事

を
行

う
各

職
位

は
、

工
事

を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

、
第

2
6

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
使

用
前

事
業

者
検

査
並

び
に

使
用

前
事

業
者

検
査

以
外

の
検

査
及

び

試
験

（
以

下
「
自

主
検

査
等

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

確

認
・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ａ
．

使
用

前
事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

具
体

的
方

法
 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
使

用
前

事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
 

ｃ
．

使
用

前
事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

実
施

時
期

 

※
１

：
法

令
に

基
づ

く
手

続
き

と
は

、
法

第
5
1

条

の
５

（
変

更
の

許
可

及
び

届
出

等
）
、

第
5
1

条
の

７
（
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
認

可
）
、

第
5
1

条

の
８

第
３

項
（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

確
認

申

請
）
に

係
る

手
続

き
を

い
う

。
 

     6
.3

 
特

別
な

保
全

計
画

の
策

定
 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

地
震

、
事

故
等

に
よ

り

長
期

停
止

を
伴

っ
た

設
備

の
保

全
を

実
施

す
る

場
合

等
は

、
特

別
な

措
置

と
し

て
、

廃
棄

物
管

理

施
設

の
状

態
に

応
じ

た
保

全
方

法
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 (2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

特
別

な
保

全
計

画
に

基
づ

き
保

全
を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
第

4
0

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
定

期
事

業
者

検
査

に
よ

り
確

認
・

評
価

す
る

時
期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

a.
 
定

期
事

業
者

検
査

の
具

体
的

方
法

 

b.
 
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
定

期
事

業

者
検

査
の

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
 

c
. 

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

時
期

 

       6
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
策

定
 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

設
計

及
び

工
事

を
実

施
す

る
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

方
法

及
び

実
施

時
期

を
定

め
た

設
計

及
び

工
事

の
計

画
を

策
定

す
る

。
 

ま
た

、
計

画
段

階
に

お
い

て
、

法
令

に
基

づ
く

必

要
な

手
続

き
※

１
の

要
否

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
。

 

 (2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

加
工

施
設

に
対

す
る

使
用

前
点

検
を

行
う

場
合

は
、

使
用

前
点

検
の

方
法

並
び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
使

用
前

点
検

の
計

画
を

策
定

す

る
。

 

 (3
) 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
工

事
を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
第

3
9

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
使

用
前

事
業

者
検

査
並

び
に

使
用

前
事

業
者

検
査

以
外

の
検

査
及

び
試

験
（
以

下

「
自

主
検

査
等

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

 a.
 
使

用
前

事
業

者
検

査
及

び
自

主
検

査
等

の

具
体

的
方

法
 

b.
 
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
使

用
前

事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
 

c
. 

使
用

前
事

業
者

検
査

及
び

自
主

検
査

等
の

実
施

時
期

 

※
１

：
法

令
に

基
づ

く
手

続
き

と
は

、
法

第
1
6
条

（
変

更
の

許
可

及
び

届
出

）
及

び
第

16
条

の
２

（
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
認

可
）
、

及
び

第
1
6

条
の

３
第

３
項

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

確
認

申
請

）
に

係
る

手
続

き
を

い
う

。
 

     6
.3

 
特

別
な

保
全

計
画

の
策

定
 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

地
震

、
事

故
等

に
よ

り

長
期

停
止

を
伴

っ
た

設
備

の
保

全
を

実
施

す
る

場
合

等
は

、
特

別
な

措
置

と
し

て
、

あ
ら

か
じ

め

加
工

施
設

の
状

態
に

応
じ

た
保

全
方

法
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
計

画
を

策
定

す
る

。
 

 (2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

特
別

な
保

全
計

画
に

基
づ

き
保

全
を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

                (1
) 

設
計

の
計

画
 

a.
施

設
所

管
課

長
は

、
設

計
の

実
施

に
当

た
り

、

あ
ら

か
じ

め
そ

の
方

法
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
設

計
の

計
画

を
策

定
す

る
。

 

(2
) 

工
事

の
計

画
 

a.
各

職
位

は
、

工
事

の
実

施
（
現

地
工

事
の

開

始
か

ら
加

工
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
ま

で
の

期
間

中
）
に

当
た

り
、

あ
ら

か
じ

め
そ

の
方

法
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
工

事
の

計
画

を
策

定
す

る
。

 

b.
施

設
所

管
課

長
及

び
事

業
者

検
査

課
長

は
、

工
事

を
実

施
す

る
構

造
物

、
系

統
及

び
機

器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
ま

で
に

、
自

主
検

査
等

及

び
使

用
前

事
業

者
検

査
の

計
画

を
策

定
す

る
。

施
設

所
管

課
長

及
び

事
業

者
検

査
課

長
は

、
上

記
の

自
主

検
査

等
及

び
使

用
前

事
業

者
検

査

の
計

画
に

、
検

査
の

具
体

的
な

方
法

、
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・

評
価

す
る

た
め

に
必

要
な

項
目

、
評

価
方

法
及

び
管

理
基

準
、

実
施

時
期

を
定

め
る

。
 

(3
) 

使
用

前
点

検
の

計
画

 

a.
施

設
所

管
課

長
は

、
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

後
（
使

用
前

事
業

者
検

査
要

領
書

単
位

）

か
ら

加
工

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

ま
で

の
間

に
、

使
用

前
点

検
を

行
う

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め

そ
の

方
法

及
び

使
用

前
点

検
が

必
要

な
機

器

等
又

は
系

統
を

適
宜

明
確

に
し

、
そ

れ
ら

を
点

検
す

る
た

め
の

実
施

時
期

を
定

め
た

使
用

前
点

検
の

計
画

を
策

定
す

る
。

 

           (4
) 

特
別

な
施

設
管

理
の

実
施

計
画

 

a.
施

設
所

管
課

長
は

、
地

震
、

事
故

等
に

よ
り

工

事
を

長
期

停
止

し
、

長
期

保
管

を
伴

っ
た

施
設

管
理

を
実

施
す

る
場

合
は

、
特

別
な

措
置

と
し

て
、

あ
ら

か
じ

め
加

工
施

設
の

状
態

に
応

じ
た

施

設
管

理
方

法
及

び
実

施
時

期
を

定
め

た
特

別
な

施
設

管
理

の
実

施
計

画
を

策
定

す
る

。
 

b.
施

設
所

管
課

長
は

、
特

別
な

施
設

管
理

の
実

施
計

画
に

基
づ

き
施

設
管

理
を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
が

、
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

事
業

者
検

査
※

３

に
よ

り
確

認
・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

ａ
．

事
業

者
検

査
の

具
体

的
方

法
 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
事

業
者

検

査
の

項
目

、
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

 

ｃ
．

事
業

者
検

査
の

実
施

時
期

 

※
３

：
事

業
者

検
査

と
は

、
点

検
お

よ
び

工
事

に

伴
う

リ
リ

ー
ス

の
た

め
、

点
検

お
よ

び
工

事
と

は

別
に

、
要

求
事

項
へ

の
適

合
を

確
認

す
る

合
否

判
定

行
為

で
あ

り
、

第
１

２
５

条
の

４
に

よ
る

使
用

前
事

業
者

検
査

お
よ

び
第

１
２

５
条

の
５

に
よ

る

定
期

事
業

者
検

査
を

い
う

(以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
)。

 

６
．

２
 
設

計
お

よ
び

工
事

の
計

画
の

策
定

 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
設

計
お

よ
び

工
事

を
実

施
す

る
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

方
法

お
よ

び

実
施

時
期

を
定

め
た

設
計

お
よ

び
工

事
の

計
画

を
策

定
す

る
。

ま
た

、
安

全
上

重
要

な
機

器
等

の
工

事
を

実
施

す
る

場
合

は
、

そ
の

計
画

段
階

に
お

い
て

、
法

令
に

基
づ

く
必

要
な

手
続

き
※

４

の
要

否
に

つ
い

て
確

認
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

記
録

す
る

。
 

(2
) 

原
子

力
部

門
は

、
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

使
用

前
点

検
を

行
う

場
合

は
、

使
用

前
点

検
の

方
法

な
ら

び
に

そ
れ

ら
の

実
施

頻
度

お
よ

び
実

施
時

期
を

定
め

た
使

用
前

点
検

の
計

画
を

策
定

す
る

。
 

(3
) 

原
子

力
部

門
は

、
工

事
を

実
施

す
る

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
が

、
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

事
業

者
検

査
な

ら

び
に

事
業

者
検

査
以

外
の

検
査

お
よ

び
試

験

（
以

下
、

「
試

験
等

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。

 

   ａ
．

事
業

者
検

査
お

よ
び

試
験

等
の

具
体

的
方

法
 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
事

業
者

検

査
お

よ
び

試
験

等
の

項
目

、
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

 

ｃ
．

事
業

者
検

査
お

よ
び

試
験

等
の

実
施

時
期

 

 ※
４

：
法

令
に

基
づ

く
手

続
き

と
は

、
原

子
炉

等

規
制

法
 
第

４
３

条
の

３
の

８
（
変

更
の

許
可

及
び

届
出

等
）
、

第
４

３
条

の
３

の
９

（
設

計
及

び
工

事

の
計

画
の

認
可

）
、

第
４

３
条

の
３

の
１

０
（
設

計

及
び

工
事

の
計

画
の

届
出

）
、

第
４

３
条

の
３

の

１
１

第
３

項
（
使

用
前

 

事
業

者
検

査
の

確
認

申
請

）
、

な
ら

び
に

電
気

事
業

法
 
第

４
７

条
・
第

４
８

条
（
工

事
計

画
）
お

よ

び
第

４
９

条
・
第

５
０

条
（
使

用
前

検
査

）
に

係
る

手
続

き
を

い
う

。
 

６
．

３
 
特

別
な

保
全

計
画

の
策

定
 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
地

震
、

事
故

等
に

よ
り

長

期
停

止
を

伴
っ

た
保

全
を

実
施

す
る

場
合

な
ど

は
、

特
別

な
措

置
と

し
て

、
あ

ら
か

じ
め

当
該

原

子
炉

施
設

の
状

態
に

応
じ

た
保

全
方

法
お

よ
び

実
施

時
期

を
定

め
た

計
画

を
策

定
す

る
。

 

 (2
) 

原
子

力
部

門
は

、
特

別
な

保
全

計
画

に
基

づ
き

保
全

を
実

施
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

が
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

                                     ■
加

工
施

設
（
M

O
X
)に

つ
い

て
は

、
建

設
中

施

設
の

た
め

、
性

能
の

維
持

の
た

め
に

実
施

す
る

点
検

に
代

わ
り

使
用

前
点

検
の

実
施

を
規

定
。
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

あ
る

こ
と

を
点

検
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

 ａ
．

点
検

の
具

体
的

方
法

 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
点

検
の

項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ｃ
．

点
検

の
実

施
時

期
 

 

あ
る

こ
と

を
点

検
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

 ａ
．

点
検

の
具

体
的

方
法

 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
点

検
の

項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

ｃ
．

点
検

の
実

施
時

期
 

 

あ
る

こ
と

を
点

検
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

 a.
 
点

検
の

具
体

的
方

法
 

b.
 
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
点

検
の

項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

c
. 

点
検

の
実

施
時

期
 

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
点

検
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

。
 

(a
) 

点
検

の
具

体
的

方
法

 

(b
) 

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
点

検
の

項

目
、

評
価

方
法

及
び

管
理

基
準

 

(c
) 

点
検

の
実

施
時

期
 

３
 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
及

び
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

の
実

施
に

関
す

る
計

画
の

見
直

し
を

行
う

。
 

あ
る

こ
と

を
点

検
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期

ま
で

に
、

次
の

事
項

を
定

め
る

。
 

 ａ
．

点
検

の
具

体
的

方
法

 

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
点

検
の

項

目
、

評
価

方
法

お
よ

び
管

理
基

準
 

ｃ
．

点
検

の
実

施
時

期
 

1
5 

7
 

施
設

管
理

の
実

施
 

(1
) 

施
設

管
理

実
施

計
画

に
定

め
る

各
職

位

は
、

6
で

定
め

た
施

設
管

理
実

施
計

画
に

従
っ

て
施

設
管

理
を

実
施

す
る

。
 

(2
) 

施
設

管
理

実
施

計
画

に
定

め
る

各
職

位

は
、

施
設

管
理

の
実

施
に

当
た

っ
て

、
第

7
5

条

に
よ

る
設

計
管

理
、

第
7
6

条
に

よ
る

作
業

管
理

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

使
用

前
事

業
者

検
査

等

の
実

施
は

、
第

7
7

条
、

第
7
8

条
に

従
う

。
 

(3
) 

各
課

長
及

び
統

括
当

直
長

は
、

再
処

理
施

設
の

状
況

を
日

常
的

に
確

認
し

、
偶

発
故

障
等

の
発

生
も

念
頭

に
、

設
備

等
が

正
常

な
状

態
か

ら
外

れ
、

又
は

外
れ

る
兆

候
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
適

切
に

正
常

な
状

態
に

回
復

さ
せ

る
こ

と

が
で

き
る

よ
う

、
本

号
及

び
第

2
5

条
に

よ
る

巡

視
を

定
期

的
に

行
う

。
 

(4
) 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

結
果

に
つ

い
て

記
録

す
る

。
 

 

7
 

施
設

管
理

の
実

施
 

(1
) 

施
設

管
理

実
施

計
画

に
定

め
る

各
職

位

は
、

6
で

定
め

た
施

設
管

理
実

施
計

画
に

従
っ

て
施

設
管

理
を

実
施

す
る

。
 

(2
) 

施
設

管
理

実
施

計
画

に
定

め
る

各
職

位

は
、

施
設

管
理

の
実

施
に

当
た

っ
て

、
第

2
4

条

に
よ

る
設

計
管

理
及

び
第

2
5

条
に

よ
る

作
業

管

理
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
使

用
前

事
業

者
検

査

等
の

実
施

は
、

第
2
6

条
、

第
2
7

条
に

従
う

。
 

(3
) 

各
課

長
及

び
統

括
当

直
長

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

状
況

を
日

常
的

に
確

認
し

、
偶

発
故

障
等

の
発

生
も

念
頭

に
、

設
備

等
が

正
常

な
状

態
か

ら
外

れ
、

又
は

外
れ

る
兆

候
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
適

切
に

正
常

な
状

態
に

回
復

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

本
号

及
び

第
1
1

条
に

よ

る
巡

視
を

定
期

的
に

行
う

。
 

(4
) 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

結
果

に
つ

い
て

記
録

す
る

。
 

 

7
 
保

全
の

実
施

 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

6
で

定
め

た
施

設
管

理

実
施

計
画

に
従

っ
て

保
全

を
実

施
す

る
。

 

 (2
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
実

施
に

当
た

っ
て

、
第

3
7

条
に

よ
る

設
計

管
理

及
び

第
3
8

条

に
よ

る
作

業
管

理
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
使

用

前
事

業
者

検
査

等
の

実
施

は
、

第
3
9

条
、

第
4
0

条
に

従
う

。
 

(3
) 

保
修

担
当

課
長

及
び

巡
視

点
検

担
当

課
長

は
、

加
工

施
設

の
状

況
を

日
常

的
に

確
認

し
、

偶
発

故
障

等
の

発
生

も
念

頭
に

、
設

備
等

が
正

常
な

状
態

か
ら

外
れ

、
又

は
外

れ
る

兆
候

が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
、

適
切

に
正

常
な

状
態

に
回

復
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
本

号
及

び
第

1
6

条
に

よ
る

巡
視

点
検

を
定

期
的

に
行

う
。

 

(4
) 

保
修

担
当

課
長

及
び

巡
視

点
検

担
当

課
長

は
、

保
全

の
結

果
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

 

―
 

（
施

設
管

理
の

実
施

）
 

第
1
8

条
 

施
設

所
管

課
長

及
び

事
業

者
検

査

課
長

は
、

施
設

管
理

に
関

す
る

計
画

に
基

づ

き
、

施
設

管
理

を
実

施
し

、
記

録
す

る
。

 

  

７
．

保
全

の
実

施
 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
６

．
で

定
め

た
保

全
計

画

に
し

た
が

っ
て

保
全

を
実

施
す

る
。

 

 (2
) 

原
子

力
部

門
は

、
保

全
の

実
施

に
当

た
っ

て
、

第
１

２
５

条
の

２
に

よ
る

設
計

管
理

お
よ

び

第
１

２
５

条
の

３
に

よ
る

作
業

管
理

を
実

施
す

る
。

 

        (3
) 

原
子

力
部

門
は

、
保

全
の

結
果

に
つ

い
て

記
録

す
る

。
 

 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

    ■
実

用
炉

で
は

、
作

業
管

理
と

し
て

規
定

し
て

い
る

巡
視

の
実

施
を

７
．

に
規

定
。

 

  ■
加

工
施

設
（
M

O
X
)に

つ
い

て
は

、
建

設
中

施

設
の

た
め

、
運

転
し

て
い

る
設

備
の

偶
発

的
な

故
障

等
は

発
生

し
な

い
こ

と
か

ら
、

当
該

目
的

の
た

め
の

巡
視

を
規

定
し

て
い

な
い

。
 

 

1
6 

8
 

施
設

管
理

の
結

果
の

確
認

・
評

価
 

(1
) 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
各

職
位

は
、

あ
ら

か

じ
め

定
め

た
方

法
で

、
施

設
管

理
の

実
施

段
階

で
採

取
し

た
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

施
設

管
理

の
結

果
か

ら
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

、
所

定
の

時
期

※
２
ま

で
に

確

認
･評

価
し

、
記

録
す

る
。

 

(2
) 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
各

職
位

は
、

再
処

理
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
た

め
に

、
要

求
事

項
が

満
た

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

合
否

判
定

を
も

っ

て
検

証
す

る
た

め
、

使
用

前
事

業
者

検
査

を
実

施
す

る
。

 

(3
) 

各
職

位
は

、
終

的
な

機
能

確
認

で
は

十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

は
、

定
め

た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
き

、
保

全
が

実
施

さ
れ

て
い

る

こ
と

を
、

所
定

の
時

期
※

２
ま

で
に

確
認

・
評

価

し
、

記
録

す
る

。
 

※
２

：
所

定
の

時
期

と
は

、
所

定
の

機
能

が
要

求

さ
れ

る
時

又
は

あ
ら

か
じ

め
計

画
さ

れ
た

工
事

、

点
検

等
の

完
了

時
を

い
う

。
 

 

8
 

施
設

管
理

の
結

果
の

確
認

・
評

価
 

(1
) 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
各

職
位

は
、

あ
ら

か

じ
め

定
め

た
方

法
で

、
施

設
管

理
の

実
施

段
階

で
採

取
し

た
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

施
設

管
理

の
結

果
か

ら
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

、
所

定
の

時
期

※
２
ま

で
に

確

認
･評

価
し

、
記

録
す

る
。

 

(2
) 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
各

職
位

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
た

め
に

、
要

求
事

項
が

満
た

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

合
否

判
定

を

も
っ

て
検

証
す

る
た

め
、

使
用

前
事

業
者

検
査

を
実

施
す

る
。

 

(3
) 

各
職

位
は

、
終

的
な

機
能

確
認

で
は

十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

は
、

定
め

た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
き

、
保

全
が

実
施

さ
れ

て
い

る

こ
と

を
、

所
定

の
時

期
※

２
ま

で
に

確
認

・
評

価

し
、

記
録

す
る

。
 

※
２

：
所

定
の

時
期

と
は

、
所

定
の

機
能

が
要

求

さ
れ

る
時

又
は

あ
ら

か
じ

め
計

画
さ

れ
た

工
事

、

点
検

等
の

完
了

時
を

い
う

。
 

 

8
 
保

全
の

結
果

の
確

認
・
評

価
 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

方

法
で

、
保

全
の

実
施

段
階

で
採

取
し

た
構

築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
保

全
の

結
果

か
ら

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
、

所

定
の

時
期

※
２

ま
で

に
確

認
･評

価
し

、
記

録
す

る
。

 

(2
) 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
加

工
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
た

め
に

、
要

求
事

項
が

満
た

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

合
否

判
定

を
も

っ
て

検
証

す
る

た

め
、

使
用

前
事

業
者

検
査

等
を

実
施

す
る

。
 

 (3
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

終
的

な
機

能
確

認

で
は

十
分

な
確

認
・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に

は
、

定
め

た
プ

ロ
セ

ス
に

基
づ

き
、

保
全

が
実

施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

、
所

定
の

時
期

※
２

ま
で

に

確
認

・
評

価
し

、
記

録
す

る
。

 

※
２

：
所

定
の

時
期

と
は

、
所

定
の

機
能

が
要

求

さ
れ

る
時

又
は

あ
ら

か
じ

め
計

画
さ

れ
た

保
全

の
完

了
時

を
い

う
。

 

―
 

(施
設

管
理

の
結

果
の

確
認

・
評

価
) 

第
1
9

条
 

施
設

所
管

課
長

及
び

事
業

者
検

査

課
長

は
、

施
設

管
理

の
実

施
段

階
で

採
取

し
た

施
設

管
理

の
結

果
か

ら
、

所
定

の
時

期
（
所

定

の
機

能
が

要
求

さ
れ

る
時

又
は

あ
ら

か
じ

め
計

画
さ

れ
た

施
設

管
理

の
完

了
時

）
ま

で
に

、
次

に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

設
計

の
結

果
の

確
認

・
評

価
及

び
そ

の
記

録
の

作
成

 

(2
) 

工
事

の
結

果
の

確
認

・
評

価
及

び
そ

の
記

録
の

作
成

 

(3
) 

合
否

判
定

を
も

っ
て

検
証

す
る

た
め

の
自

主
検

査
等

及
び

使
用

前
事

業
者

検
査

の
結

果

の
確

認
・
評

価
及

び
そ

の
記

録
の

作
成

 

(4
) 

使
用

前
点

検
の

結
果

の
確

認
・
評

価
及

び

そ
の

記
録

の
作

成
 

(5
) 

特
別

な
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価

及
び

そ
の

記
録

の
作

成
 

８
．

保
全

の
結

果
の

確
認

・
評

価
 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
方

法

で
、

保
全

の
実

施
段

階
で

採
取

し
た

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
の

保
全

の
結

果
か

ら
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

、
所

定

の
時

期
※

５
ま

で
に

確
認

･
評

価
し

、
記

録
す

る
。

 

(2
) 

原
子

力
部

門
は

、
原

子
炉

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

た
め

に
、

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

検
証

す
る

た
め

、
事

業
者

検

査
を

実
施

す
る

。
 

 (3
) 

原
子

力
部

門
は

、
終

的
な

機
能

確
認

で

は
十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、

定
め

た
プ

ロ
セ

ス
に

基
づ

き
、

保
全

が
実

施
さ

れ

て
い

る
こ

と
を

、
所

定
の

時
期

※
５

ま
で

に
確

認
・
評

価
し

、
記

録
す

る
。

 

※
５

：
所

定
の

時
期

と
は

、
所

定
の

機
能

が
要

求

さ
れ

る
時

ま
た

は
あ

ら
か

じ
め

計
画

さ
れ

た
保

全

の
完

了
時

を
い

う
。

 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

 ■
主

語
、

文
言

、
引

用
条

項
の

違
い

の
み

で
、

規
定

内
容

は
同

じ
。

 

 

1
7 

9
 

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

 

(1
) 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

対
象

と
な

る
施

設
及

び
プ

ロ
セ

ス
を

監
視

し
、

以
下

の
ａ

．
及

び

ｂ
．

に
至

っ
た

場
合

は
、

不
適

合
管

理
を

行
っ

た

上
で

、
是

正
処

置
を

講
じ

る
。

 

   ａ
．

保
全

を
実

施
し

た
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

ｂ
．

終
的

な
機

能
確

認
で

は
十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

、
定

め
た

プ
ロ

セ

ス
に

基
づ

き
、

保
全

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が

9
 

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

 

(1
) 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

対
象

と
な

る
施

設
及

び
プ

ロ
セ

ス
を

監
視

し
、

以
下

の
 
a.

及
び

 

b.
に

至
っ

た
場

合
は

、
不

適
合

管
理

を
行

っ
た

上

で
、

是
正

処
置

を
講

じ
る

。
 

   ａ
．

保
全

を
実

施
し

た
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

ｂ
．

終
的

な
機

能
確

認
で

は
十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

、
定

め
た

プ
ロ

セ

ス
に

基
づ

き
、

保
全

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が

9
 
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

(1
) 

保
修

担
当

課
長

は
、

施
設

管
理

の
対

象
と

な
る

施
設

及
び

プ
ロ

セ
ス

を
監

視
し

、
以

下
の

a.

及
び

 
b.

に
至

っ
た

場
合

に
は

、
不

適
合

管
理

を

行
っ

た
上

で
、

是
正

処
置

を
講

じ
る

。
 

   a.
 
保

全
を

実
施

し
た

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

b.
 

終
的

な
機

能
確

認
で

は
十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

、
定

め
た

プ
ロ

セ

ス
に

基
づ

き
、

保
全

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が

―
 

（
施

設
管

理
活

動
の

不
適

合
管

理
及

び
是

正
処

置
並

び
に

未
然

防
止

処
置

）
 

第
2
0

条
 

施
設

所
管

課
長

は
、

施
設

管
理

の
対

象
と

な
る

施
設

及
び

プ
ロ

セ
ス

の
監

視
及

び
点

検
に

よ
り

、
以

下
の

(1
)及

び
(2

)の
状

態
に

至
ら

な
い

よ
う

通
常

と
異

な
る

状
態

を
監

視
・
検

知

し
、

必
要

な
是

正
処

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、

以

下
の

(1
)及

び
(2

)に
至

っ
た

場
合

、
不

適
合

管
理

を
行

っ
た

う
え

で
、

是
正

処
置

を
講

じ
る

。
 

(1
) 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
こ

と
を

確

認
・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

(2
) 

終
的

な
機

能
確

認
で

は
十

分
な

確
認

・

評
価

が
で

き
な

い
場

合
に

あ
っ

て
、

定
め

た
プ

ロ

セ
ス

に
基

づ
き

、
施

設
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

る

９
．

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

お
よ

び
未

然
防

止
処

置
 

(1
) 

原
子

力
部

門
は

、
施

設
管

理
の

対
象

と
な

る
施

設
お

よ
び

プ
ロ

セ
ス

を
監

視
し

、
以

下
の

a.

お
よ

び
b.

の
状

態
に

至
ら

な
い

よ
う

通
常

と
異

な

る
状

態
を

監
視

・
検

知
し

、
必

要
な

是
正

処
置

を

講
じ

る
と

と
も

に
、

以
下

の
a.

お
よ

び
b.

に
至

っ
た

場
合

に
は

、
不

適
合

管
理

を
行

っ
た

う
え

で
、

是

正
処

置
を

講
じ

る
。

 

ａ
．

保
全

を
実

施
し

た
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機

器
が

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
こ

と
を

確
認

・

評
価

で
き

な
い

場
合

 

ｂ
．

終
的

な
機

能
確

認
で

は
十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

、
定

め
た

プ
ロ

セ

ス
に

基
づ

き
、

保
全

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

 ■
主

語
、

文
言

、
引

用
条

項
の

違
い

の
み

で
、

規
定

内
容

は
同

じ
。
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

確
認

・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

(2
)

各
職

位
は

、
他

の
原

子
力

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

見
を

基
に

、
自

ら
の

組
織

で
起

こ
り

得
る

問
題

の
影

響
に

照
ら

し
、

適
切

な
未

然
防

止
処

置
を

講
じ

る
。

(3
)

各
職

位
は

、
(1

)及
び

(2
)の

活
動

を
第

５
条

に
基

づ
き

実
施

す
る

。

確
認

・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

(2
)

各
職

位
は

、
他

の
原

子
力

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

見
を

基
に

、
自

ら
の

組
織

で
起

こ
り

得
る

問
題

の
影

響
に

照
ら

し
、

適
切

な
未

然
防

止
処

置
を

講
じ

る
。

(3
)

各
職

位
は

、
(1

)及
び

(2
)の

活
動

を
第

３
条

の
４

に
基

づ
き

実
施

す
る

。

確
認

・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

(2
)

保
修

担
当

課
長

は
、

他
の

原
子

力
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
見

を
基

に
、

自
ら

の
組

織
で

起
こ

り
得

る
問

題
の

影
響

に
照

ら
し

、
適

切
な

未

然
防

止
処

置
を

講
じ

る
。

(3
)

保
修

担
当

課
長

は
、

(1
)及

び
(2

)の
活

動
を

第
６

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

こ
と

が
確

認
・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

２
 

施
設

所
管

課
長

は
、

他
の

原
子

力
施

設
の

運
転

経
験

等
の

知
見

を
基

に
、

自
ら

の
組

織
で

起
こ

り
得

る
問

題
の

影
響

に
照

ら
し

、
適

切
な

未

然
防

止
処

置
を

講
じ

る
。

 

確
認

・
評

価
で

き
な

い
場

合
 

(2
)

原
子

力
部

門
は

、
他

の
原

子
力

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

見
を

基
に

、
自

ら
の

組
織

で
起

こ
り

得
る

問
題

の
影

響
に

照
ら

し
、

適
切

な
未

然

防
止

処
置

を
講

じ
る

。

(3
)

原
子

力
部

門
は

、
(1

)お
よ

び
(2

)の
活

動
を

第
３

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

1
8 

1
0
 

保
全

の
有

効
性

評
価

 

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

活
動

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

等
か

ら
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
し

、
保

全
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と

と
も

に
、

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

 

(1
)

保
修

担
当

課
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

時

期
及

び
内

容
に

基
づ

き
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
。

な
お

、
保

全
の

有
効

性
評

価
は

、
以

下

の
情

報
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

て
行

う
。

ａ
．

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
結

果
 

ｂ
．

保
全

デ
ー

タ
の

推
移

及
び

経
年

劣
化

の
長

期
的

な
傾

向
監

視
の

実
績

 

ｃ
．

ト
ラ

ブ
ル

等
運

転
経

験
 

ｄ
．

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

 

ｅ
．

他
プ

ラ
ン

ト
の

ト
ラ

ブ
ル

及
び

経
年

劣
化

傾

向
に

係
る

デ
ー

タ
 

ｆ．
リ

ス
ク

情
報

、
科

学
的

知
見

 

(2
)

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
、

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
保

全
方

式
を

変
更

す
る

場
合

は
、

6
.1

に
基

づ

き
保

全
方

式
を

選
定

す
る

。
ま

た
、

構
築

物
、

系

統
及

び
機

器
の

点
検

間
隔

を
変

更
す

る
場

合

は
、

保
全

重
要

度
を

踏
ま

え
た

上
で

、
以

下
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
評

価
す

る
。

ａ
．

点
検

及
び

取
替

結
果

の
評

価
 

ｂ
．

劣
化

ト
レ

ン
ド

に
よ

る
評

価
 

ｃ
．

類
似

機
器

等
の

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

に
よ

る
評

価
 

ｄ
．

研
究

成
果

等
に

よ
る

評
価

 

(3
)

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
と

そ
の

根
拠

及
び

必
要

と
な

る
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

1
0
 

保
全

の
有

効
性

評
価

 

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

活
動

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

等
か

ら
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
し

、
保

全
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と

と
も

に
、

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

 

(1
)

保
修

担
当

課
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

時

期
及

び
内

容
に

基
づ

き
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
。

な
お

、
保

全
の

有
効

性
評

価
は

、
以

下

の
情

報
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

て
行

う
。

ａ
．

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
結

果
 

ｂ
．

保
全

デ
ー

タ
の

推
移

及
び

経
年

劣
化

の
長

期
的

な
傾

向
監

視
の

実
績

 

ｃ
．

ト
ラ

ブ
ル

等
運

転
経

験
 

ｄ
．

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

 

ｅ
．

他
プ

ラ
ン

ト
の

ト
ラ

ブ
ル

及
び

経
年

劣
化

傾

向
に

係
る

デ
ー

タ
 

ｆ．
リ

ス
ク

情
報

、
科

学
的

知
見

 

(2
)

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
、

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
保

全
方

式
を

変
更

す
る

場
合

は
、

6
.1

に
基

づ

き
保

全
方

式
を

選
定

す
る

。
ま

た
、

構
築

物
、

系

統
及

び
機

器
の

点
検

間
隔

を
変

更
す

る
場

合

は
、

保
全

重
要

度
を

踏
ま

え
た

上
で

、
以

下
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
評

価
す

る
。

ａ
．

点
検

及
び

取
替

結
果

の
評

価
 

ｂ
．

劣
化

ト
レ

ン
ド

に
よ

る
評

価
 

ｃ
．

類
似

機
器

等
の

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

に
よ

る
評

価
 

ｄ
．

研
究

成
果

等
に

よ
る

評
価

 

(3
)

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
と

そ
の

根
拠

及
び

必
要

と
な

る
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

1
0
 
保

全
の

有
効

性
評

価
 

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

活
動

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

等
か

ら
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
し

、
保

全
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と

と
も

に
、

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

 

(1
)

保
修

担
当

課
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

時

期
及

び
内

容
に

基
づ

き
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
。

な
お

、
保

全
の

有
効

性
評

価
は

、
以

下
の

情
報

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
て

行
う

。

a.
保

全
活

動
管

理
指

標
の

監
視

結
果

b.
保

全
デ

ー
タ

の
推

移
及

び
経

年
劣

化
の

長

期
的

な
傾

向
監

視
の

実
績

c
.

ト
ラ

ブ
ル

等
運

転
経

験

d.
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価

e
.

他
プ

ラ
ン

ト
の

ト
ラ

ブ
ル

及
び

経
年

劣
化

傾

向
に

係
る

デ
ー

タ

f.
リ

ス
ク

情
報

、
科

学
的

知
見

(2
)

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
、

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
保

全
方

式
を

変
更

す
る

場
合

は
、

6
.1

に
基

づ

き
保

全
方

式
を

選
定

す
る

。

ま
た

、
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
の

点
検

間
隔

を
変

更
す

る
場

合
は

、
保

全
重

要
度

を
踏

ま
え

た
上

で
、

以
下

の
評

価
方

法
を

活
用

し
て

評
価

す
る

。

a.
点

検
及

び
取

替
結

果
の

評
価

b.
劣

化
ト

レ
ン

ド
に

よ
る

評
価

c
.

類
似

機
器

等
の

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

に
よ

る
評

価

d.
研

究
成

果
等

に
よ

る
評

価

(3
)

保
修

担
当

課
長

は
、

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
と

そ
の

根
拠

及
び

必
要

と
な

る
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
し

、
保

全
管

理
課

長
へ

通
知

す
る

。

―
 

（
該

当
な

し
）
 

１
０

．
保

全
の

有
効

性
評

価
 

原
子

力
部

門
は

、
保

全
活

動
か

ら
得

ら
れ

た
情

報
等

か
ら

、
保

全
の

有
効

性
を

評
価

し
、

保
全

が
有

効
に

機
能

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と

も
に

、
継

続
的

な
改

善
に

つ
な

げ
る

。
 

(1
)

原
子

力
部

門
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
時

期

お
よ

び
内

容
に

基
づ

き
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
。

な
お

、
保

全
の

有
効

性
評

価
は

、
以

下

の
情

報
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

て
行

う
。

ａ
．

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
結

果
 

ｂ
．

保
全

デ
ー

タ
の

推
移

お
よ

び
経

年
劣

化
の

長
期

的
な

傾
向

監
視

の
実

績
 

ｃ
．

ト
ラ

ブ
ル

な
ど

運
転

経
験

 

ｄ
．

高
経

年
化

技
術

評
価

結
果

 

ｅ
．

他
プ

ラ
ン

ト
の

ト
ラ

ブ
ル

お
よ

び
経

年
劣

化
傾

向
に

係
る

デ
ー

タ
 

ｆ．
リ

ス
ク

情
報

、
科

学
的

知
見

 

(2
)

原
子

力
部

門
は

、
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

、
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

の
保

全
方

式
を

変
更

す
る

場
合

に
は

、
６

．
１

に

基
づ

き
保

全
方

式
を

選
定

す
る

。
ま

た
、

構
築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
の

点
検

間
隔

を
変

更
す

る
場

合
に

は
、

保
全

重
要

度
を

踏
ま

え
た

上
で

、

以
下

の
評

価
方

法
を

活
用

し
て

評
価

す
る

。

ａ
．

点
検

お
よ

び
取

替
結

果
の

評
価

 

ｂ
．

劣
化

ト
レ

ン
ド

に
よ

る
評

価
 

ｃ
．

類
似

機
器

等
の

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

に
よ

る
評

価
 

ｄ
．

研
究

成
果

等
に

よ
る

評
価

 

(3
)

原
子

力
部

門
は

、
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

と
そ

の
根

拠
お

よ
び

必
要

と
な

る
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
加

工
施

設
（
M

O
X
)に

つ
い

て
は

、
建

設
中

施

設
の

た
め

、
性

能
の

維
持

の
た

め
に

実
施

す
る

保
全

の
有

効
性

評
価

は
実

施
せ

ず
、

施
設

管

理
の

有
効

性
評

価
に

お
い

て
施

設
管

理
目

標

の
達

成
状

況
を

含
め

て
評

価
。

1
9 

1
1
 

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

 

(1
)

事
業

部
長

は
、

定
期

的
に

6
の

施
設

管
理

実
施

計
画

に
基

づ
き

施
設

管
理

を
実

施
し

た
職

位
に

1
0

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

及
び

1
の

施
設

管
理

目
標

の
達

成
状

況
を

報
告

さ
せ

る
と

と
も

に
、

施
設

管
理

の
有

効
性

を
評

価
し

、

施
設

管
理

が
有

効
に

機
能

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

(2
)各

職
位

は
、

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の

結
果

と
そ

の
根

拠
及

び
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

1
1
 

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

 

(1
)

事
業

部
長

は
、

定
期

的
に

6
の

施
設

管
理

実
施

計
画

に
基

づ
き

施
設

管
理

を
実

施
し

た
職

位
に

1
0

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

及
び

１
．

の
施

設
管

理
目

標
の

達
成

状
況

を
報

告
さ

せ
る

と
と

も
に

、
施

設
管

理
の

有
効

性
を

評
価

し
、

施
設

管
理

が
有

効
に

機
能

し
て

い
る

こ
と

を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
継

続
的

な
改

善
に

つ
な

げ

る
。

(2
)

各
職

位
は

、
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

と
そ

の
根

拠
及

び
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

1
1
 
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
 

(1
)

事
業

部
長

は
、

定
期

的
に

保
全

管
理

課
長

に
1
0

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

及
び

1

の
施

設
管

理
目

標
の

達
成

状
況

を
報

告
さ

せ
、

施
設

管
理

の
有

効
性

を
評

価
し

、
施

設
管

理
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も

に
、

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

(2
)

保
全

管
理

課
長

は
、

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
と

そ
の

根
拠

及
び

改
善

内
容

に
つ

い
て

記
録

す
る

。

（
期

間
ご

と
の

評
価

及
び

評
価

結
果

の
反

映
）
 

第
2
5

条
 

社
長

は
、

施
設

管
理

方
針

を
定

期
的

に
評

価
し

、
そ

の
結

果
を

速
や

か
に

反
映

す
る

。
 

2
 

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

目
標

を
定

期
的

に

評
価

し
、

そ
の

結
果

を
速

や
か

に
反

映
す

る
。

 

3
 

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

実
施

計
画

を
前

条

(1
)に

規
定

す
る

期
間

ご
と

に
評

価
し

、
そ

の
結

果
を

速
や

か
に

反
映

す
る

。

4
 

事
業

部
長

は
、

施
設

管
理

実
施

計
画

を
評

価

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
評

価
の

内
容

を
埋

設
施

設
安

全
委

員
会

に
諮

問
し

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。

（
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
）
 

第
2
1

条
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

管
理

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

等
か

ら
、

施
設

管
理

の
有

効
性

を
評

価
し

、
施

設
管

理
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
継

続
的

な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

 

２
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め

た
時

期
及

び
内

容
に

基
づ

き
、

施
設

管
理

目
標

の
達

成
度

及
び

施
設

管
理

の
有

効
性

を
評

価

し
、

事
業

部
長

に
報

告
す

る
。

な
お

、
施

設
管

理

の
有

効
性

評
価

は
、

以
下

の
情

報
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

る
。

 

(1
)

施
設

管
理

目
標

の
監

視
結

果

(2
)

施
設

管
理

デ
ー

タ
の

推
移

(3
)

ト
ラ

ブ
ル

等
運

転
経

験

(4
)

他
の

原
子

力
施

設
の

ト
ラ

ブ
ル

及
び

経
年

劣
化

に
係

る
デ

ー
タ

３
 

事
業

部
長

は
、

燃
料

製
造

建
設

所
長

が
報

告
し

た
各

施
設

管
理

の
施

設
管

理
目

標
の

達
成

度
及

び
有

効
性

評
価

か
ら

、
定

期
的

に
施

設
管

理
全

体
の

有
効

性
を

評
価

し
、

施
設

管
理

全
体

が
有

効
に

機
能

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と

も
に

、
施

設
管

理
の

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

４
 

燃
料

製
造

建
設

所
長

は
、

施
設

所
管

課
長

１
１

．
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
 

(1
)

原
子

力
部

門
は

、
１

０
．

の
保

全
の

有
効

性

評
価

の
結

果
お

よ
び

１
．

の
施

設
管

理
目

標
の

達
成

度
か

ら
、

定
期

的
に

施
設

管
理

の
有

効
性

を
評

価
し

、
施

設
管

理
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

継
続

的
な

改
善

に

つ
な

げ
る

。

(2
)

原
子

力
部

門
は

、
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

と
そ

の
根

拠
お

よ
び

改
善

内
容

に
つ

い
て

記
録

す
る

。

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
加

工
施

設
（
M

O
X
)は

、
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
に

お
い

て
施

設
管

理
目

標
の

達
成

状

況
を

含
め

て
評

価
。

■
他

の
施

設
は

、
主

語
、

文
言

、
引

用
条

項
の

違
い

の
み

で
、

規
定

内
容

は
同

じ
。
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

に
、

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
と

そ
の

根
拠

及
び

改
善

内
容

に
つ

い
て

記
録

さ
せ

、
承

認
す

る
。

 

2
0 

（
第

7
4

条
6
.3

に
規

定
）
 

（
第

2
3
条

6
.3

に
規

定
）
 

（
第

3
6
条

6
.3

に
規

定
）
 

（
埋

設
施

設
が

特
別

な
状

態
に

あ
る

場
合

の
特

別
な

措
置

）
 

第
2
6

条
 

事
業

部
長

は
、

埋
設

施
設

の
操

作
を

相
当

期
間

停
止

す
る

場
合

そ
の

他
埋

設
施

設

が
そ

の
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な
状

態
に

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

埋
設

施
設

の
状

態
に

応
じ

て
、

特
別

な
施

設
管

理
実

施
計

画
を

策
定

し
、

実
施

す
る

。
 

（
第

1
7

条
第

2
項

第
4

号
に

規
定

）
 

（
―

）
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
埋

設
施

設
以

外
は

、
６

．
施

設
管

理
実

施
計

画
に

お
い

て
特

別
な

状
態

に
あ

る
場

合
の

計
画

の
策

定
を

規
定

2
1 

1
2
 

構
成

管
理

 

施
設

管
理

を
実

施
す

る
各

職
位

は
、

施
設

管
理

を
通

じ
以

下
の

要
素

間
の

均
衡

を
維

持
す

る
。

 

ａ
．

設
計

要
件

（
第

５
条

 
7
.2

.1
に

示
す

業
務

・
機

器
等

に
対

す
る

要
求

事
項

の
う

ち
、

「
構

築
物

、

系
統

及
び

機
器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

」
と

い
う

要
件

を
含

む
第

7
5

条
で

実
施

す
る

設
計

に
対

す
る

要
求

事
項

を
い

う
。

）
 

ｂ
.施

設
構

成
情

報
（
「
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

か
」
を

示
す

図
書

、
情

報
を

い
う

。
）
 

ｃ
.物

理
的

構
成

（
実

際
の

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

を
い

う
。

）
 

1
2
 

構
成

管
理

 

施
設

管
理

を
実

施
す

る
各

職
位

は
、

施
設

管
理

を
通

じ
以

下
の

要
素

間
の

均
衡

を
維

持
す

る
。

 

ａ
．

設
計

要
件

（
第

３
条

の
４

 
7
.2

.1
に

示
す

業

務
・
機

器
等

に
対

す
る

要
求

事
項

の
う

ち
、

「
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

ど
の

よ
う

な
も

の
で

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

」
と

い
う

要
件

を
含

む
第

2
4

条
で

実
施

す
る

設
計

に
対

す
る

要
求

事
項

を
い

う
。

）
 

ｂ
.施

設
構

成
情

報
（
「
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

か
」
を

示
す

図
書

、
情

報
を

い
う

。
）
 

ｃ
.物

理
的

構
成

（
実

際
の

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

を
い

う
。

）
 

1
2
 
構

成
管

理
 

保
修

担
当

課
長

は
、

施
設

管
理

を
通

じ
以

下
の

要
素

間
の

均
衡

を
維

持
す

る
。

 

(1
)

設
計

要
件

（
第

６
条

7
.2

.1
に

示
す

業
務

・
機

器
等

に
対

す
る

要
求

事
項

の
う

ち
、

「
構

築
物

、

系
統

及
び

機
器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

」
と

い
う

要
件

を
含

む
第

3
7

条
で

実
施

す
る

設
計

に
対

す
る

要
求

事
項

を
い

う
。

）

(2
)

施
設

構
成

情
報

（
「
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

ど
の

よ
う

な
も

の
か

を
示

す
図

書
、

情
報

」

を
い

う
。

）

(3
)

物
理

的
構

成
（
実

際
の

構
築

物
、

系
統

及

び
機

器
を

い
う

。
）

(構
成

管
理

) 

第
2
8

条
 

各
職

位
は

、
施

設
管

理
を

通
じ

以
下

の
要

素
間

の
均

衡
を

維
持

す
る

。
 

(1
)

設
計

要
件

（
第

6
条

7
.2

.1
に

示
す

個
別

業

務
等

要
求

事
項

の
う

ち
、

「
設

備
が

ど
の

よ
う

な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

」
と

い
う

要
件

を

含
む

第
2
9

条
で

実
施

す
る

設
計

に
対

す
る

要

求
事

項
を

い
う

。
）

(2
）

施
設

構
成

情
報

（
設

計
の

結
果

と
し

て
作

成
す

る
「
設

備
が

ど
の

よ
う

な
も

の
か

」
を

示
す

図
書

、
情

報
を

い
う

。
）

(3
）

物
理

的
構

成
（
実

際
の

設
備

を
い

う
。

）

(構
成

管
理

) 

第
2
2

条
 

施
設

所
管

課
長

は
、

施
設

管
理

を
通

じ
以

下
の

要
素

間
の

均
衡

を
構

築
し

て
い

く
。

 

(1
)

設
計

要
件

（
第

５
条

7
.1

に
示

す
個

別
業

務

等
要

求
事

項
の

う
ち

、
「
構

築
物

、
系

統
、

及
び

機
器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

か
」
と

い
う

要
件

を
含

む
第

５
条

7
.3

で
実

施
す

る

設
計

に
対

す
る

要
求

事
項

を
い

う
。

）

(2
)

施
設

構
成

情
報

（
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
が

ど
の

よ
う

な
も

の
か

を
示

す
図

書
、

情
報

を

い
う

。
）

(3
)

物
理

的
構

成
（
実

際
の

構
築

物
、

系
統

、
及

び
機

器
を

い
う

。
）

１
２

．
構

成
管

理
 

原
子

力
部

門
は

、
施

設
管

理
を

通
じ

以
下

の
要

素
間

の
均

衡
を

維
持

す
る

。
 

(1
)

設
計

要
件

（
第

３
条

７
．

２
．

１
に

示
す

業
務

・

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
要

求
事

項
の

う
ち

、
「
構

築
物

、
系

統
、

お
よ

び
機

器
が

ど
の

よ
う

な
も

の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

」
と

い
う

要
件

を
含

む

第
１

２
５

条
の

２
の

設
計

に
対

す
る

要
求

事
項

を

い
う

。
）

(2
)

施
設

構
成

情
報

（
第

３
条

４
．

２
．

１
に

示
す

文
書

の
う

ち
、

「
構

築
物

、
系

統
、

お
よ

び
機

器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

か
を

示
す

図
書

、
情

報
」
を

い
う

。
）

(3
)物

理
的

構
成

（
実

際
の

構
築

物
、

系
統

、
お

よ
び

機
器

を
い

う
。

）

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
主

語
、

文
言

、
引

用
条

項
の

違
い

の
み

で
、

規
定

内
容

は
同

じ
。

2
2 

1
3
 

情
報

共
有

 

6
の

施
設

管
理

実
施

計
画

に
基

づ
き

施
設

管
理

を
実

施
し

た
職

位
は

、
「
再

処
理

事
業

所
 

再
処

理
施

設
保

安
規

定
運

用
要

領
」
に

基
づ

き
、

点

検
等

を
行

っ
た

事
業

者
か

ら
得

ら
れ

た
保

安
の

向
上

に
資

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

情
報

及
び

第
５

条
 

7
.4

に
基

づ
き

取
得

し
た

調
達

物
品

等

の
維

持
又

は
運

用
に

必
要

な
技

術
情

報
を

、
他

の
再

処
理

事
業

者
と

情
報

共
有

す
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

1
3
 

情
報

共
有

 

6
の

施
設

管
理

実
施

計
画

に
基

づ
き

施
設

管
理

を
実

施
し

た
職

位
は

、
「
再

処
理

事
業

所
 

廃
棄

物
管

理
施

設
保

安
規

定
運

用
要

領
」
に

基
づ

き
、

点
検

等
を

行
っ

た
事

業
者

か
ら

得
ら

れ
た

保

安
の

向
上

に
資

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

情
報

及
び

第
３

条
の

４
 

7
.4

に
基

づ
き

取
得

し
た

調

達
物

品
等

の
維

持
又

は
運

用
に

必
要

な
技

術

情
報

を
、

他
の

廃
棄

物
管

理
事

業
者

と
情

報
共

有
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

1
3
 
情

報
共

有
 

保
修

担
当

課
長

は
、

保
守

点
検

を
行

っ
た

事
業

者
か

ら
得

ら
れ

た
保

安
の

向
上

に
資

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

情
報

を
、

他
の

加
工

事
業

者
と

情
報

共
有

を
行

う
。

 

（
情

報
共

有
）
 

第
2
7

条
 

各
職

位
は

、
保

守
を

行
っ

た
事

業
者

か
ら

得
ら

れ
た

保
安

の
向

上
に

資
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
情

報
を

、
他

の
第

一
種

廃
棄

物
埋

設
事

業
者

及
び

他
の

第
二

種
廃

棄
物

埋
設

事

業
者

と
情

報
共

有
す

る
。

 

(情
報

共
有

) 

第
2
3

条
 

施
設

所
管

課
長

は
、

施
設

管
理

を
行

う
べ

き
設

備
の

維
持

又
は

運
用

に
必

要
な

保
安

に
関

す
る

技
術

情
報

を
他

の
事

業
者

と
共

有
す

る
。

 

１
３

．
情

報
共

有
 

原
子

力
部

門
は

、
保

守
点

検
を

行
っ

た
事

業
者

か
ら

得
ら

れ
た

保
安

の
向

上
に

資
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
情

報
を

、
Ｐ

Ｗ
Ｒ

事
業

者
連

絡
会

を
通

じ
て

他
の

原
子

炉
設

置
者

と
情

報
共

有
を

行
う

。
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

８
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

７
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

７
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

９
号

 

2
3 

（
設

計
管

理
）
 

第
7
5

条
 

各
職

位
は

、
再

処
理

施
設

の
工

事
を

行
う

場
合

、
新

た
な

設
計

又
は

過
去

に
実

施
し

た
設

計
結

果
の

変
更

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

。
 

２
 

各
職

位
は

、
第

１
項

に
お

い
て

第
５

条
 

7
.3

の
適

用
の

対
象

と
判

断
し

た
場

合
、

第
５

条
 

7
.3

に
従

っ
て

設
計

を
実

施
す

る
。

 

な
お

、
本

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
第

５
条

 
7
.3

の
設

計
開

発
に

は
、

施
設

管
理

の
結

果
か

ら
得

ら
れ

た
反

映
す

べ
き

事
項

、
既

設
設

備
へ

の
影

響
、

次
条

に
定

め
る

作
業

管
理

及
び

第
7
7

条
に

定
め

る
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

を
考

慮
す

る
。

 

（
設

計
管

理
）
 

第
2
4

条
 

各
職

位
は

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
工

事
を

行
う

場
合

、
新

た
な

設
計

又
は

過
去

に
実

施
し

た
設

計
結

果
の

変
更

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

。
 

２
 

各
職

位
は

、
第

１
項

に
お

い
て

第
３

条
の

４
 

7
.3

の
適

用
の

対
象

と
判

断
し

た
場

合
、

第
３

条

の
４

 
7
.3

に
従

っ
て

設
計

を
実

施
す

る
。

 

な
お

、
本

条
に

基
づ

き
実

施
す

る
第

３
条

の
４

 

7
.3

の
設

計
開

発
に

は
、

施
設

管
理

の
結

果
か

ら

得
ら

れ
た

反
映

す
べ

き
事

項
、

既
設

設
備

へ
の

影
響

、
次

条
に

定
め

る
作

業
管

理
及

び
第

2
6
条

に
定

め
る

使
用

前
事

業
者

検
査

の
実

施
を

考
慮

す
る

。
 

（
設

計
管

理
）
 

第
3
7

条
 

保
修

担
当

課
長

は
、

加
工

施
設

の
工

事
を

行
う

場
合

、
新

た
な

設
計

又
は

過
去

に
実

施
し

た
設

計
結

果
の

変
更

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

。
 

２
 

保
修

担
当

課
長

は
、

第
１

項
に

お
い

て
第

６

条
7
.3

の
適

用
の

対
象

と
判

断
し

た
場

合
、

第
６

条
7
.3

に
従

っ
て

実
施

す
る

。
 

３
 

保
修

担
当

課
長

は
、

前
項

の
う

ち
保

安
上

重

要
と

判
断

さ
れ

る
設

計
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

設
計

管
理

に
係

る
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
)

設
計

の
目

的

(2
)

設
計

を
行

う
設

備
等

(3
)

工
程

(4
)

実
施

体
制

４
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た

っ
て

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
に

お
け

る
審

議
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

（
設

計
管

理
）
 

第
2
9

条
 

各
職

位
は

、
新

た
な

設
計

又
は

過
去

に
実

施
し

た
設

計
結

果
の

変
更

を
行

う
場

合
、

第
6

条
7
.3

に
従

っ
て

実
施

す
る

。
 

2
 

前
項

に
お

け
る

設
計

に
は

、
第

3
0

条
に

定
め

る
作

業
管

理
を

考
慮

す
る

。
 

(設
計

管
理

) 

第
2
4

条
 

施
設

所
管

課
長

は
、

加
工

施
設

の
工

事
を

行
う

場
合

、
第

５
条

7
.3

の
適

用
対

象
と

な

る
、

設
備

、
施

設
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

に
関

す
る

新
た

な
設

計
又

は
過

去
に

実
施

し
た

設
計

結
果

の
変

更
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

る
。

 

２
 

施
設

所
管

課
長

は
、

前
項

に
お

い
て

第
５

条

7
.3

の
適

用
対

象
と

判
断

し
た

場
合

、
次

に
掲

げ

る
要

求
事

項
を

満
た

す
設

計
を

実
施

す
る

。
 

(1
)

施
設

管
理

活
動

の
結

果
の

反
映

及
び

既
設

設
備

へ
の

影
響

の
考

慮
を

含
む

、
機

能
及

び
性

能
に

関
す

る
要

求
事

項

(2
)

「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」

の
規

定
及

び
事

業
変

更
許

可
申

請
書

の
記

載

事
項

を
含

む
、

適
用

さ
れ

る
法

令
・
規

制
要

求
事

項 (3
)

適
用

可
能

な
場

合
に

は
、

以
前

の
類

似
し

た
設

計
か

ら
得

ら
れ

た
情

報

(4
)

設
計

・
開

発
に

不
可

欠
な

そ
の

他
の

要
求

事
項

３
 

前
項

に
お

け
る

設
計

に
は

、
機

器
等

の
使

用

前
事

業
者

検
査

等
及

び
作

業
管

理
の

実
施

を

考
慮

す
る

。

（
設

計
管

理
）
 

第
１

２
５

条
の

２
 
原

子
力

部
門

は
、

原
子

炉
施

設
の

工
事

を
行

う
場

合
、

新
た

な
設

計
ま

た
は

過
去

に
実

施
し

た
設

計
結

果
の

変
更

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

。
 

２
．

原
子

力
部

門
は

、
第

１
項

に
お

い
て

該
当

す

る
と

判
断

し
た

場
合

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

求
事

項
を

満
た

す
設

計
を

第
３

条
７

．
３

に
従

っ

て
実

施
す

る
。

 

(1
)

保
全

の
結

果
の

反
映

お
よ

び
既

設
設

備
へ

の
影

響
の

考
慮

を
含

む
、

機
能

お
よ

び
性

能
に

関
す

る
要

求
事

項

(2
)

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
の

規
定

お
よ

び
原

子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
申

請
書

の
記

載

事
項

を
含

む
、

適
用

さ
れ

る
法

令
・
規

制
要

求
事

項 (3
)

適
用

可
能

な
場

合
に

は
、

以
前

の
類

似
し

た
設

計
か

ら
得

ら
れ

た
情

報

(4
)

設
計

・
開

発
に

不
可

欠
な

そ
の

他
の

要
求

事
項

３
．

本
条

に
お

け
る

設
計

管
理

に
は

、
次

条
に

定

め
る

作
業

管
理

お
よ

び
第

１
２

５
条

の
４

に
定

め

る
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

を
考

慮
す

る
。

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
実

用
炉

の
２

．
(1

)～
(4

)は
、

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

の
7
.3

設
計

開
発

の
要

求
事

項
に

含
ま

れ
る

事
項

の
た

め
省

略

■
加

工
施

設
（
濃

縮
）
の

第
３

項
は

、
従

来
か

ら

の
運

用
を

反
映

し
た

も
の

。
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

５
 

本
条

に
お

け
る

設
計

管
理

に
は

、
保

全
の

結

果
か

ら
得

ら
れ

た
反

映
す

べ
き

事
項

、
既

設
設

備
へ

の
影

響
、

次
条

に
定

め
る

作
業

管
理

及
び

第
3
9
条

に
定

め
る

使
用

前
事

業
者

検
査

の
実

施
を

考
慮

す
る

。
 

2
4 

（
作

業
管

理
）
 

第
7
6

条
 

各
職

位
は

、
前

条
の

設
計

管
理

の
結

果
に

従
い

工
事

を
実

施
す

る
。

 

２
 

各
職

位
は

、
再

処
理

施
設

の
点

検
及

び
工

事
を

行
う

場
合

、
再

処
理

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

次
の

事
項

を
考

慮
し

た
作

業
管

理
を

行
う

。
 

(1
)

他
の

再
処

理
施

設
及

び
周

辺
環

境
か

ら
の

影
響

に
よ

る
作

業
対

象
設

備
の

損
傷

及
び

劣
化

の
防

止

(2
)

供
用

中
の

再
処

理
施

設
に

対
す

る
悪

影
響

の
防

止

(3
)

使
用

開
始

後
の

管
理

上
重

要
な

初
期

デ
ー

タ
の

採
取

(4
)

作
業

工
程

の
管

理

(5
)

使
用

開
始

ま
で

の
作

業
対

象
設

備
の

管
理

(6
)

第
６

章
に

基
づ

く
放

射
性

廃
棄

物
管

理

(7
)

第
７

章
に

基
づ

く
放

射
線

管
理

３
 

各
職

位
は

、
以

下
の

各
号

に
該

当
す

る
工

事
を

実
施

す
る

場
合

は
、

工
事

に
関

連
す

る
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
及

び
統

括
当

直
長

と

協
議

す
る

と
と

も
に

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

。

(1
)

第
5
6

条
第

１
項

に
該

当
す

る
場

合
に

行
う

補
修

 

(2
)

再
処

理
施

設
の

改
造

（
設

計
及

び
工

事

の
計

画
の

認
可

又
は

設
計

及
び

工
事

の
計

画

の
届

出
を

行
う

も
の

に
限

る
）
 

４
 

各
職

位
は

、
安

全
上

重
要

な
施

設
の

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
作

業
を

行
う

場
合

は
、

作
業

に
関

連
す

る
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
及

び
統

括
当

直
長

と
協

議
し

た
上

で
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
作

業
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
の

課
長

は
事

業
部

長
の

承
認

を
、

技
術

本
部

の
課

長
は

技
術

本
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

た
だ

し
、

第
5
6

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
設

備
以

外
の

設
備

に
お

い
て

別
表

８
～

別
表

1
9

に

定
め

る
「
設

備
に

求
め

ら
れ

る
状

態
」
を

逸
脱

せ

ず
に

作
業

を
実

施
す

る
場

合
及

び
別

表
８

～
別

表
1
9

に
定

め
る

「
設

備
に

求
め

ら
れ

る
状

態
」
を

確
認

す
る

た
め

に
あ

ら
か

じ
め

計
画

さ
れ

た
試

験
及

び
検

査
を

第
2
6

条
第

１
項

の
手

順
書

に
基

づ
き

実
施

す
る

場
合

は
除

く
。

 

(1
)

作
業

の
目

的

(2
)

作
業

を
行

う
設

備
等

(3
)

作
業

工
程

(4
)

作
業

実
施

体
制

(5
)

作
業

の
内

容
及

び
保

安
上

必
要

な
措

置

５
 

事
業

部
長

及
び

技
術

本
部

長
は

、
前

項
の

計
画

を
承

認
す

る
場

合
は

、
第

５
条

 
7.

3
適

用

の
対

象
と

判
断

し
た

工
事

に
つ

い
て

は
再

処
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
他

の

作
業

に
つ

い
て

は
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確

認
を

受
け

る
。

ま
た

、
技

術
本

部
長

が
承

認
を

行

う
に

当
た

っ
て

は
、

事
業

部
長

と
協

議
す

る
。

６
 

統
括

当
直

長
及

び
燃

料
管

理
課

長
は

、
予

防
保

全
を

目
的

と
し

た
作

業
を

実
施

す
る

た
め

別
表

８
～

別
表

1
9

に
定

め
る

「
設

備
に

求
め

ら

れ
る

状
態

」
外

に
移

行
さ

せ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

状
態

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た

（
作

業
管

理
）
 

第
2
5

条
 

各
職

位
は

、
前

条
の

設
計

管
理

の
結

果
に

従
い

工
事

を
実

施
す

る
。

 

２
 

各
職

位
は

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
点

検
及

び
工

事
を

行
う

場
合

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

次
の

事
項

を
考

慮
し

た
作

業
管

理
を

行
う

。
 

(1
)

他
の

廃
棄

物
管

理
施

設
及

び
周

辺
環

境
か

ら
の

影
響

に
よ

る
作

業
対

象
設

備
の

損
傷

及
び

劣
化

の
防

止

(2
)

供
用

中
の

廃
棄

物
管

理
施

設
に

対
す

る
悪

影
響

の
防

止

(3
)

使
用

開
始

後
の

管
理

上
重

要
な

初
期

デ
ー

タ
の

採
取

(4
)

作
業

工
程

の
管

理

(5
)

使
用

開
始

ま
で

の
作

業
対

象
設

備
の

管
理

(6
)

第
５

章
に

基
づ

く
放

射
性

廃
棄

物
管

理

(7
)

第
６

章
に

基
づ

く
放

射
線

管
理

３
 

各
職

位
は

、
作

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、

作
業

に
関

連
す

る
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
と

協
議

す
る

と
と

も
に

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

。

４
 

各
職

位
は

、
安

全
上

重
要

な
施

設
の

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
作

業

（
予

め
計

画
さ

れ
た

試
験

及
び

検
査

を
第

1
2

条

第
１

項
の

手
順

書
に

基
づ

き
実

施
す

る
場

合
は

除
く

。
）
を

行
う

場
合

は
、

作
業

に
関

連
す

る
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
と

協
議

し
た

上
で

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

作
業

実
施

計
画

を
作

成
し

、
事

業
部

の
課

長
は

事
業

部
長

の
承

認
を

、
技

術
本

部
の

課
長

は
技

術
本

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
)

作
業

の
目

的

(2
)

作
業

を
行

う
設

備
等

(3
)

作
業

工
程

(4
)

作
業

実
施

体
制

(5
)

作
業

の
内

容
及

び
保

安
上

必
要

な
措

置

５
 

事
業

部
長

及
び

技
術

本
部

長
は

、
前

項
の

計
画

を
承

認
す

る
場

合
は

、
第

３
条

の
４

 
7
.3

適
用

の
対

象
と

判
断

し
た

工
事

に
つ

い
て

は
、

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

す
る

と
と

も

に
、

そ
の

他
の

作
業

に
つ

い
て

は
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。
ま

た
、

技
術

本
部

長
が

承
認

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

事
業

部
長

と

協
議

す
る

。

（
作

業
管

理
）
 

第
3
8

条
 

保
修

担
当

課
長

は
、

前
条

の
設

計
管

理
の

結
果

に
従

い
工

事
を

実
施

す
る

。
 

２
 

保
修

担
当

課
長

は
、

加
工

施
設

の
点

検
及

び
工

事
を

行
う

場
合

、
加

工
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

次
の

事
項

を
考

慮
し

た
作

業
管

理
を

行
う

。
 

(1
)

他
の

加
工

施
設

及
び

周
辺

環
境

か
ら

の
影

響
に

よ
る

作
業

対
象

設
備

の
損

傷
及

び
劣

化
の

防
止

(2
)

供
用

中
の

加
工

施
設

に
対

す
る

悪
影

響
の

防
止

(3
)

使
用

開
始

後
の

管
理

上
重

要
な

初
期

デ
ー

タ
の

採
取

(4
)

作
業

工
程

の
管

理

(5
)

使
用

開
始

ま
で

の
作

業
対

象
設

備
の

管
理

(6
)

第
７

章
に

基
づ

く
放

射
性

廃
棄

物
管

理

(7
)

第
８

章
に

基
づ

く
放

射
線

管
理

３
 

保
修

担
当

課
長

は
、

前
項

の
う

ち
保

安
上

重

要
と

判
断

さ
れ

る
加

工
施

設
の

工
事

を
行

う
場

合
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
作

業
管

理
に

係
る

実
施

計
画

を
作

成
し

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

(1
)

工
事

の
目

的

(2
)

工
事

を
行

う
設

備
等

(3
)

工
程

(4
)

実
施

体
制

(5
)

工
事

の
内

容
及

び
保

安
上

必
要

な
措

置

４
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た

っ
て

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
に

お
け

る
審

議
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

（
作

業
管

理
）
 

第
3
0

条
 

各
職

位
は

、
前

条
の

設
計

管
理

の
結

果
に

従
い

工
事

を
実

施
す

る
。

 

2
 

各
職

位
は

、
埋

設
施

設
の

点
検

及
び

工
事

を

行
う

場
合

、
埋

設
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

次
の

事
項

を
考

慮
し

た
作

業
管

理
を

行
う

。
 

(1
)

他
の

施
設

及
び

周
辺

環
境

か
ら

の
影

響
に

よ
る

作
業

対
象

設
備

の
損

傷
及

び
劣

化
の

防
止

(2
)

供
用

中
の

埋
設

施
設

に
対

す
る

悪
影

響
の

防
止

(3
)

供
用

開
始

後
の

管
理

上
重

要
な

初
期

デ
ー

タ
の

採
取

(4
)

作
業

工
程

の
管

理

(5
)

供
用

開
始

ま
で

の
作

業
対

象
設

備
の

管
理

(6
)

第
7

章
に

基
づ

く
放

射
性

廃
棄

物
管

理

(7
)

第
8

章
に

基
づ

く
放

射
線

管
理

(作
業

管
理

) 

第
2
5

条
 

施
設

所
管

課
長

は
、

設
計

の
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
に

基
づ

き
工

事
を

実
施

す
る

。
 

２
 

施
設

所
管

課
長

は
、

加
工

施
設

の
工

事
及

び
点

検
を

行
う

場
合

、
加

工
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

考
慮

し
た

作
業

管
理

を
行

う
。

 

(1
)

再
処

理
事

業
所

再
処

理
施

設
及

び
廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

す
る

悪
影

響
の

防
止

(2
)

加
工

施
設

の
使

用
開

始
後

の
施

設
管

理
上

重
要

な
初

期
デ

ー
タ

の
採

取

(3
)

作
業

工
程

の
管

理

(4
)

加
工

施
設

の
使

用
開

始
ま

で
の

作
業

対
象

設
備

の
管

理

３
 

施
設

所
管

課
長

は
、

前
項

の
作

業
管

理
の

実
績

を
確

認
し

、
加

工
施

設
の

安
全

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
評

価
し

記
録

す
る

。
 

（
作

業
管

理
）
 

第
１

２
５

条
の

３
 
原

子
力

部
門

は
、

前
条

の
設

計
管

理
の

結
果

に
従

い
工

事
を

実
施

す
る

。
 

２
．

原
子

力
部

門
は

、
原

子
炉

施
設

の
点

検
お

よ
び

工
事

を
行

う
場

合
、

原
子

炉
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
次

の
事

項
を

考
慮

し
た

作
業

管
理

を
行

う
。

 

(1
)

他
の

原
子

炉
施

設
お

よ
び

周
辺

環
境

か
ら

の
影

響
に

よ
る

作
業

対
象

設
備

の
損

傷
お

よ
び

劣
化

の
防

止

(2
)

供
用

中
の

原
子

炉
施

設
に

対
す

る
悪

影
響

の
防

止

(3
)

供
用

開
始

後
の

管
理

上
重

要
な

初
期

デ
ー

タ
の

採
取

(4
)

作
業

工
程

の
管

理

(5
)

供
用

開
始

ま
で

の
作

業
対

象
設

備
の

管
理

(6
)

第
６

章
に

基
づ

く
放

射
性

廃
棄

物
管

理

(7
)

第
７

章
に

基
づ

く
放

射
線

管
理

３
．

原
子

力
部

門
は

、
原

子
炉

施
設

の
状

況
を

日
常

的
に

確
認

し
、

偶
発

故
障

等
の

発
生

も
念

頭
に

、
設

備
等

が
正

常
な

状
態

か
ら

外
れ

、
ま

た
は

外
れ

る
兆

候
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
適

切
に

正
常

な
状

態
に

回
復

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る

よ
う

、
本

項
お

よ
び

第
１

４
条

に
よ

る
巡

視
点

検

を
定

期
的

に
行

う
。

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

７
号

 

■
加

工
施

設
（
M

O
X
)に

つ
い

て
は

、
建

設
中

施

設
の

た
め

、
他

の
施

設
及

び
周

辺
環

境
か

ら
の

影
響

に
よ

る
核

燃
料

物
質

等
の

漏
え

い
等

は

発
生

し
な

い
こ

と
か

ら
、

当
該

内
容

を
規

定
し

て

い
な

い
。

■
当

社
施

設
に

お
い

て
は

、
巡

視
の

実
施

は
、

施
設

管
理

の
実

施
に

含
め

て
規

定

■
再

処
理

施
設

、
廃

棄
物

管
理

施
設

、
加

工
施

設
（
濃

縮
）
の

第
３

項
以

降
は

、
従

来
か

ら
の

運

用
を

反
映

し
た

も
の

。

－299 / 440－
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

場
合

に
要

求
さ

れ
る

措
置

を
同

表
に

定
め

る
完

了
時

間
内

に
実

施
す

る
。

 

７
 

各
職

位
は

、
第

３
項

及
び

第
４

項
の

作
業

を

実
施

し
た

場
合

は
、

当
該

設
備

等
が

所
定

の
機

能
を

発
揮

す
る

こ
と

又
は

発
揮

し
得

る
こ

と
を

確

認
し

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

と
と

も

に
、

第
３

項
及

び
第

４
項

に
基

づ
き

協
議

し
た

管

理
担

当
課

長
及

び
統

括
当

直
長

に
通

知
す

る
。

 

８
 

前
項

の
各

職
位

は
、

第
４

項
の

作
業

を
実

施

し
た

場
合

は
、

前
項

の
結

果
及

び
そ

の
評

価

を
、

事
業

部
の

各
職

位
は

事
業

部
長

に
、

技
術

本
部

の
各

職
位

は
技

術
本

部
長

及
び

事
業

部

長
に

報
告

す
る

。
 

９
 

事
業

部
長

及
び

技
術

本
部

長
は

、
前

項
の

報
告

の
内

容
を

評
価

し
、

是
正

処
置

を
要

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

各
職

位
は

、
第

３
項

及
び

第
４

項
の

作
業

を

実
施

し
た

場
合

は
、

当
該

設
備

等
が

所
定

の
機

能
を

発
揮

す
る

こ
と

又
は

発
揮

し
得

る
こ

と
を

確

認
し

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

と
と

も

に
、

第
３

項
及

び
第

４
項

に
基

づ
き

協
議

し
た

管

理
担

当
課

長
に

通
知

す
る

。
 

７
 

前
項

の
各

職
位

は
、

第
４

項
の

作
業

を
実

施

し
た

場
合

は
、

前
項

の
結

果
及

び
そ

の
評

価

を
、

事
業

部
の

各
職

位
は

事
業

部
長

に
、

技
術

本
部

の
各

職
位

は
技

術
本

部
長

及
び

事
業

部

長
に

報
告

す
る

。
 

８
 

事
業

部
長

及
び

技
術

本
部

長
は

、
前

項
の

報
告

の
内

容
を

評
価

し
、

是
正

処
置

を
要

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

2
5 

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

第
7
7

条
 

事
業

部
長

は
、

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

又
は

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

届

出
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「設
工

認
」と

い
う

。
）
の

対
象

と
な

る
再

処
理

施
設

の
設

置
又

は
変

更
の

工
事

に
当

た
り

、
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も

の
で

あ
る

こ
と

、
「
再

処
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
へ

適
合

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

使
用

前
事

業
者

検
査

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

と
と

も
に

、

検
査

実
施

責
任

者
を

選
任

す
る

。
 

２
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
の

中
か

ら
第

74
条

 
6.

2(
3)

の
計

画
で

定

め
る

検
査

ご
と

に
、

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の

者
を

、
当

該
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指

名
す

る
。

 

３
 

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
)

検
査

要
領

書
※

1
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

(3
)

検
査

対
象

の
再

処
理

施
設

が
次

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

必
要

な

検
査

項
目

と
、

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
基

準
を

定
め

る
。

①
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

②
「
再

処
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(4
)

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

再
処

理
施

設
が

前
号

①
及

び
②

の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
を

終
判

断
す

る
。

※
１

 
検

査
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
、

検
査

の
時

期
、

対
象

、
以

下
に

示
す

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
た

検
査

要
領

書
を

定
め

る
。

①
構

造
、

強
度

及
び

漏
え

い
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

②
機

能
及

び
性

能
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

第
2
6

条
 

事
業

部
長

は
、

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

又
は

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

届

出
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「設
工

認
」と

い
う

。
）
の

対
象

と
な

る
廃

棄
物

管
理

施
設

の
設

置
又

は
変

更
の

工
事

に
あ

た
り

、
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

、
「
特

定
第

一
種

廃
棄

物
埋

設
施

設
又

は
特

定
廃

棄
物

管
理

施
設

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
へ

適
合

す
る

こ
と

を
確

認

す
る

た
め

の
使

用
前

事
業

者
検

査
（
以

下
、

本

条
に

お
い

て
「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

と
と

も
に

、
検

査
実

施
責

任
者

を
選

任
す

る
。

 

２
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
の

中
か

ら
第

23
条

 
6.

2(
3)

の
計

画
で

定

め
る

検
査

ご
と

に
、

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の

者
を

、
当

該
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指

名
す

る
。

 

３
 

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(2
)

検
査

要
領

書
※

１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

(3
)

検
査

対
象

の
廃

棄
物

管
理

施
設

が
次

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

必

要
な

検
査

項
目

と
、

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
基

準
を

定
め

る
。

①
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

②
「
特

定
第

一
種

廃
棄

物
埋

設
施

設
又

は
特

定
廃

棄
物

管
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る

規
則

」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(4
)

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

廃
棄

物
管

理
施

設
が

前
号

①
及

び

②
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
を

終
判

断
す

る
。

※
１

 
検

査
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
、

検
査

の
時

期
、

対
象

、
以

下
に

示
す

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
た

検
査

要
領

書
を

定
め

る
。

①
 構

造
、

強
度

及
び

漏
え

い
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

②
 機

能
及

び
性

能
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

第
3
9

条
 

ウ
ラ

ン
濃

縮
工

場
長

は
、

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

又
は

設
計

及
び

工
事

の

計
画

の
届

出
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
設

工

認
」
と

い
う

。
）
の

対
象

と
な

る
加

工
施

設
の

設
置

又
は

変
更

の
工

事
に

当
た

り
、

設
工

認
に

従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

、
「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
へ

適
合

す
る

こ
と

を

確
認

す
る

た
め

の
使

用
前

事
業

者
検

査
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
 

ウ
ラ

ン
濃

縮
工

場
長

は
、

第
７

条
に

定
め

る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る

設
置

又
は

変
更

の
工

事
に

関
与

し
て

い
な

い
要

員
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 

３
 

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(1
)

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。

(2
)

検
査

要
領

書
※

１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

(3
)

検
査

対
象

の
加

工
施

設
が

次
の

基
準

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検

査
項

目
と

、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。

a.
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

b.
「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(4
)

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

加
工

施
設

が
前

号
 
a.

及
び

b.
の

基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
終

判
断

す
る

。

（
該

当
な

し
）
 

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

第
2
6

条
 

品
質

保
証

部
長

は
使

用
前

事
業

者

検
査

の
総

括
責

任
者

と
し

て
、

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

届
出

（
以

下
本

条
に

お
い

て
「
設

工

認
」
と

い
う

。
）
の

対
象

と
な

る
加

工
施

設
の

設
置

又
は

変
更

の
工

事
に

当
た

り
、

設
工

認
に

基
づ

き
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

、
「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
へ

適
合

し
て

い
る

こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
使

用
前

事
業

者
検

査

（
以

下
本

条
に

お
い

て
「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

２
 

品
質

保
証

部
長

は
事

業
者

検
査

課
長

を
検

査
責

任
者

と
し

、
次

の
事

項
の

検
査

実
施

体
制

を
確

立
さ

せ
る

と
と

も
に

、
検

査
を

管
理

さ
せ

る
。

ま
た

、
品

質
保

証
部

長
は

検
査

実
施

責
任

者
の

候
補

者
を

選
任

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

３
 

事
業

者
検

査
課

長
は

次
に

掲
げ

る
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
)

事
業

者
検

査
課

長
自

身
を

含
む

検
査

実
施

責
任

者
の

候
補

者
の

中
か

ら
検

査
対

象
と

な
る

設
置

又
は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

を
、

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。

(2
)

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。

(3
)

検
査

要
領

書
を

定
め

る
。

（
※

１
）

(4
)

検
査

対
象

の
加

工
施

設
が

以
下

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

、
必

要

な
検

査
項

目
及

び
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。

a.
設

工
認

に
基

づ
き

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

b.
「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(5
)

検
査

要
領

書
に

基
づ

き
検

査
実

施
責

任
者

に
検

査
を

実
施

さ
せ

る
。

(※
１

) 
検

査
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
検

査
の

時
期

、
対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。

①
構

造
、

強
度

及
び

漏
え

い
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

②
機

能
及

び
性

能
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分

な
方

法

③
そ

の
他

設
置

又
は

変
更

の
工

事
が

そ
の

設

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

第
１

２
５

条
の

４
 
所

長
は

、
設

計
お

よ
び

工
事

の

計
画

の
認

可
ま

た
は

設
計

お
よ

び
工

事
の

計
画

の
届

出
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
設

工
認

」
と

い

う
。

）
の

対
象

と
な

る
原

子
炉

施
設

に
つ

い
て

、

設
置

ま
た

は
変

更
の

工
事

に
あ

た
り

、
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
、

「
実

用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
へ

適
合

す
る

こ
と

を
確

認

す
る

た
め

の
使

用
前

事
業

者
 

検
査

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
検

査
」
と

い
う

。
）

を
統

括
す

る
。

 

な
お

、
新

燃
料

の
製

造
時

に
行

う
検

査
に

つ
い

て
は

、
原

子
燃

料
部

門
統

括
が

統
括

す
る

。
 

２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る

組
織

の
う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

置
ま

た
は

変

更
の

工
事

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 

な
お

、
新

燃
料

の
製

造
時

に
行

う
検

査
に

つ
い

て
は

、
原

子
燃

料
部

門
統

括
が

指
名

す
る

。
 

３
．

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(1
)

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。

(2
)

検
査

要
領

書
※

1
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

(3
)

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
次

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

必
要

な

項
目

と
、

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
基

準
を

定
め

る
。

a
．

設
工

認
に

従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ

と
。

b
．

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も

の
で

あ
る

こ
と

。

(4
)

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

a
．

お
よ

び
b
．

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
終

判
断

す
る

。

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

■
加

工
施

設
（
M

O
X

）
で

は
、

事
業

者
検

査
課

長
を

検
査

責
任

者
と

し
、

事
業

者
検

査
課

長
ま

た
は

検
査

対
象

と
な

る
工

事
等

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
を

検
査

実
施

責
任

者
と

す

る
。

■
加

工
施

設
（
M

O
X

）
で

は
、

工
事

実
施

箇
所

か
ら

独
立

し
た

事
業

者
検

査
課

長
が

要
領

書
を

策
定

す
る

。

■
検

査
要

領
書

に
つ

い
て

各
施

設
間

の
記

載

の
違

い
は

、
表

現
の

違
い

で
あ

り
、

規
定

内
容

は
同

じ
。

濃
縮

は
７

に
記

載
。

－300 / 440－



 
 

 1
7 /

 42
 

 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

③
 
そ

の
他

設
置

又
は

変
更

の
工

事
が

そ
の

設
計

及
び

工
事

の
計

画
に

従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

  ４
 

検
査

実
施

責
任

者
は

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
も

の
を

指
名

す

る
。

 

(1
) 

第
16

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
検

査
対

象
と

な
る

設
置

又
は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

 

 (2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は
変

更
の

工
事

の
調

達
に

お
け

る
供

給
者

の
な

か
で

、
当

該
工

事

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検
査

業
務

に
係

る
役

務
の

供
給

者
 

 ５
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
及

び
検

査
対

象
設

備
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

検
査

実
施

責

任
者

及
び

前
項

に
規

定
す

る
検

査
員

の
立

会
頻

度

を
定

め
、

そ
れ

を
実

施
す

る
。

 

 ６
 

設
計

及
び

工
事

を
実

施
す

る
各

職
位

又

は
事

業
者

検
査

課
長

は
、

検
査

業
務

に
係

る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 

７
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
に

係
る

記
録

の

管
理

を
行

う
。

 

８
 

各
職

位
は

、
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練

を
行

う
。

 

 ９
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
の

実
施

時

期
及

び
検

査
が

第
74

条
 

6.
2(

3)
で

定
め

る
計

画

に
基

づ
き

確
実

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

管
理

す

る
。

 

 

③
 
そ

の
他

設
置

又
は

変
更

の
工

事
が

そ
の

設
計

及
び

工
事

の
計

画
に

従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

  ４
 

検
査

実
施

責
任

者
は

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
も

の
を

指
名

す

る
。

 

(1
) 

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は
変

更
の

工
事

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

 (2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は
変

更
の

工
事

の
調

達
に

お
け

る
供

給
者

の
な

か
で

、
当

該
工

事

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検
査

業
務

に
係

る
役

務
の

供
給

者
 

 ５
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
及

び
検

査
対

象
設

備
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

検
査

実
施

責

任
者

及
び

前
項

に
規

定
す

る
検

査
員

の
立

会
頻

度

を
定

め
、

そ
れ

を
実

施
す

る
。

 

 ６
 

設
計

及
び

工
事

を
実

施
す

る
各

職
位

又
は

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
、

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 

７
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
に

係
る

記
録

の

管
理

を
行

う
。

 

８
 

各
職

位
は

、
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練

を
行

う
。

 

 ９
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
の

実
施

時
期

及
び

検
査

が
第

23
条

 
6
.2

(3
)で

定
め

る
計

画
に

基
づ

き
確

実
に

行
わ

れ
る

こ
と

を
管

理
す

る
。

 

 

     ４
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
項

目
ご

と
の

判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
者

を
指

名
す

る
。

 

 (1
) 

第
７

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は
変

更
の

工
事

に
関

与
し

て
い

な
い

要
員

 

 (2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

置
又

は
変

更
の

工
事

の
調

達
に

お
け

る
供

給
者

の
中

で
、

当
該

工
事

に
関

与
し

て
い

な
い

要
員

 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 

 ５
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
及

び
検

査
対

象
設

備
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

検
査

実
施

責
任

者
及

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立

会
頻

度
を

定
め

、
立

ち
会

う
。

 

 ６
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
第

３
項

及
び

第
４

項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場

合
、

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 

(3
) 

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 

 ７
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
の

実
施

時
期

及
び

検
査

が
第

3
6

条
6
.2

(3
)で

定
め

る
計

画
に

基
づ

き
確

実
に

行
わ

れ
る

こ
と

を
管

理
す

る
。

 

 ※
１

：
検

査
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
、

検
査

の
時

期
、

対
象

、
以

下
に

示
す

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
た

検
査

要
領

書

を
定

め
る

。
 

a.
 
構

造
、

強
度

及
び

漏
え

い
を

確
認

す
る

た

め
に

十
分

な
方

法
 

b
. 

機
能

及
び

性
能

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

c
. 

そ
の

他
設

置
又

は
変

更
の

工
事

が
そ

の
設

計
及

び
工

事
の

計
画

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

 

計
及

び
工

事
の

計
画

に
基

づ
き

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

(6
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

加
工

施
設

が
前

号
の

①
～

③
の

基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
終

判
断

す
る

。
 

４
 

検
査

実
施

責
任

者
は

検
査

項
目

ご
と

の
合

否
判

定
を

検
査

担
当

者
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
と

き
、

検
査

担
当

者
と

し
て

次
の

各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

も
の

を
指

名
す

る
。

 

(1
) 

第
６

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
施

設
の

設
置

又
は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

（
課

）
と

は
別

の
組

織

（
課

）
の

者
。

 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
施

設
の

設
置

又
は

変
更

の
工

事
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、

当
該

工
事

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
。

 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検
査

業
務

に
係

る
役

務
の

供
給

者
。

 

 ５
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
第

３
項

及
び

第
４

項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

検
査

に
係

る
記

録
を

作
成

し
維

持
す

る
。

 

(2
) 

検
査

に
係

る
要

員
の

力
量

を
確

認
す

る
。

 

(3
) 

検
査

に
係

る
業

務
を

調
達

す
る

場
合

、
当

該
業

務
の

供
給

者
を

管
理

す
る

。
 

     ４
．

検
査

実
施

責
任

者
は

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
者

を
指

名
す

る
。

 

 (1
) 

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

置
ま

た
は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

 

 (2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

置
ま

た
は

変
更

の
工

事
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、

当
該

工
事

を
実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検
査

業
務

に
係

る
役

務
の

供
給

者
 

 ５
．

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

 ６
．

各
課

（
室

）
長

は
、

第
３

項
お

よ
び

第
４

項
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場

合
、

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 

(3
) 

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 

      ※
１

：
検

査
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
、

検
査

の
時

期
、

対
象

、
以

下
に

示
す

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
た

検
査

要
領

書
を

定
め

る
。

 

a.
構

造
、

強
度

お
よ

び
漏

え
い

を
確

認
す

る
た

め

に
十

分
な

方
法

 

b.
機

能
お

よ
び

性
能

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

c
.そ

の
他

設
置

ま
た

は
変

更
の

工
事

が
そ

の
設

計
お

よ
び

工
事

の
計

画
に

従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

                                 ■
再

処
理

施
設

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
検

査

の
計

画
に

基
づ

く
実

施
管

理
は

、
事

業
許

可

（
指

定
）
記

載
事

項
の

反
映

 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
は

、
他

施
設

に
合

わ
せ

た

反
映

 

2
6 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）
 

第
7
8

条
 

事
業

部
長

は
、

再
処

理
施

設
が

「
再

処
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た

め
の

定
期

事
業

者
検

査
（
以

下
、

本
条

に
お

い

て
「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

と
と

も
に

、
検

査
実

施
責

任
者

を
選

任
す

る
。

 

 ２
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
の

中
か

ら
第

74
条

 
6.

1(
4)

 の
計

画
で

定

め
る

検
査

ご
と

に
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

点

検
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

を
、

当

該
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。
 

３
 

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）
 

第
2
7

条
 

事
業

部
長

は
、

廃
棄

物
管

理
施

設
が

「
特

定
第

一
種

廃
棄

物
埋

設
施

設
又

は
特

定
廃

棄
物

管
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す

る
た

め
の

定
期

事
業

者
検

査
（
以

下
、

本
条

に

お
い

て
「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

と
と

も

に
、

検
査

実
施

責
任

者
を

選
任

す
る

。
 

２
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
前

項
の

検
査

実
施

責
任

者
の

中
か

ら
第

23
条

 
6.

1(
4)

の
計

画
で

定

め
る

検
査

ご
と

に
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

点

検
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

を
、

当

該
検

査
の

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。
 

３
 

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）
 

第
4
0

条
 

ウ
ラ

ン
濃

縮
工

場
長

は
、

加
工

施
設

が
「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す

る
た

め
の

定
期

事
業

者
検

査
（
以

下
、

本
条

に

お
い

て
「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
 

  ２
 

ウ
ラ

ン
濃

縮
工

場
長

は
、

第
７

条
に

定
め

る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る

設
備

の
工

事
又

は
点

検
に

関
与

し
て

い
な

い
要

員
を

、
検

査
実

施
責

任
者

と
し

て
指

名
す

る
。

 

 ３
 

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）
 

第
１

２
５

条
の

５
 
所

長
は

、
原

子
炉

施
設

が
「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

定
期

に
確

認
す

る
た

め
の

定
期

事
業

者
検

査
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
検

査
」
と

い

う
。

）
を

統
括

す
る

。
 

 ２
．

所
長

は
、

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る

組
織

の
う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
等

の
所

管
課

（
室

）
と

は
別

の
組

織
の

者
を

、
検

査
実

施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。
 

 ３
．

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

検
査

の
実

施
体

制
を

構
築

す
る

。
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

(2
) 

検
査

要
領

書
※

1
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

 

(3
) 

検
査

対
象

の
再

処
理

施
設

が
「
再

処
理

施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検

査
項

目
と

、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

 (4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

再
処

理
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適

合
す

る
こ

と
を

終
判

断
す

る
。

 

※
１

 
施

設
の

特
徴

に
応

じ
、

検
査

の
時

期
、

対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

①
 
開

放
、

分
解

、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、

変
形

、
摩

耗
及

び
異

常
の

発
生

状
況

を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

②
 
試

験
操

作
そ

の
他

の
機

能
及

び
作

動
の

状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

③
 設

定
し

た
期

間
に

お
い

て
技

術
基

準
に

適
合

し
て

い
る

状
態

が
維

持
す

る
こ

と
を

判
定

で
き

る

方
法

 

 ４
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
も

の
を

指
名

す

る
。

 

(1
) 

第
1
6
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

点
検

、
補

修
を

実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

又
は

点
検

の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、

当
該

工
事

又

は
点

検
を

実
施

す
る

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 

 ５
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
及

び
検

査
対

象
設

備
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

検
査

実
施

責

任
者

及
び

前
項

に
規

定
す

る
検

査
員

の
立

会
頻

度

を
定

め
、

そ
れ

を
実

施
す

る
。

 

 ６
 

保
修

担
当

課
長

又
は

事
業

者
検

査
課

長
は

、

第
４

項
の

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場
合

、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

７
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
に

係
る

記
録

の

管
理

を
行

う
。

 

８
 

各
課

長
は

、
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練

を
行

う
。

 

 ９
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
の

実
施

時

期
及

び
検

査
が

第
74

条
 

6.
１

(4
)で

定
め

る
計

画

に
基

づ
き

確
実

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

管
理

す

る
。

 

 

(2
) 

検
査

要
領

書
※

１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

 

(3
) 

検
査

対
象

の
廃

棄
物

管
理

施
設

が
「
特

定

第
一

種
廃

棄
物

埋
設

施
設

又
は

特
定

廃
棄

物

管
理

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
に

適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

必

要
な

検
査

項
目

と
、

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
基

準
を

定
め

る
。

 

(4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

廃
棄

物
管

理
施

設
が

前
号

の
基

準

に
適

合
す

る
こ

と
を

終
判

断
す

る
。

 

※
１

 
施

設
の

特
徴

に
応

じ
、

検
査

の
時

期
、

対

象
、

以
下

に
示

す
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

た
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

①
 開

放
、

分
解

、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、

変
形

、
摩

耗
及

び
異

常
の

発
生

状
況

を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

②
 試

験
操

作
そ

の
他

の
機

能
及

び
作

動
の

状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

③
 設

定
し

た
期

間
に

お
い

て
技

術
基

準
に

適
合

し
て

い
る

状
態

が
維

持
す

る
こ

と
を

判
定

で
き

る

方
法

 

 ４
検

査
実

施
責

任
者

は
検

査
項

目
ご

と
の

判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
も

の
を

指
名

す

る
。

 

(1
) 

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

点
検

、
補

修
を

実

施
し

た
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

又
は

点
検

の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、

当
該

工
事

又

は
点

検
を

実
施

す
る

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

 

 ５
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
及

び
検

査
対

象
設

備
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

検
査

実
施

責

任
者

及
び

前
項

に
規

定
す

る
検

査
員

の
立

会
頻

度

を
定

め
、

そ
れ

を
実

施
す

る
。

 

 ６
 

保
修

担
当

課
長

又
は

事
業

者
検

査
課

長
は

、

第
４

項
の

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場
合

、
当

該
役

務
の

供
給

者
に

対
し

て
管

理
を

行
う

。
 

７
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
に

係
る

記
録

の

管
理

を
行

う
。

 

８
 

各
課

長
は

、
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練

を
行

う
。

 

 ９
 

事
業

者
検

査
課

長
は

、
検

査
の

実
施

時
期

及
び

検
査

が
第

2
3

条
 

6
.1

(4
)で

定
め

る
計

画

に
基

づ
き

確
実

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

管
理

す
る

。
 

 

(2
) 

検
査

要
領

書
※

１
を

定
め

、
そ

れ
を

実
施

す

る
。

 

(3
) 

検
査

対
象

の
加

工
施

設
が

「
加

工
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

検
査

項

目
と

、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

  (4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

加
工

施
設

が
前

号
の

基
準

に
適

合

す
る

こ
と

を
終

判
断

す
る

。
 

            ４
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
項

目
ご

と
の

判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
も

の
を

指
名

す

る
。

 

(1
) 

第
７

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

又
は

点
検

に
関

与
し

て
い

な
い

要
員

 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

又
は

点
検

の
調

達
に

お
け

る
供

給
者

の
な

か
で

、
当

該
工

事
又

は
点

検
に

関
与

し
て

い
な

い
要

員
 

 (3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検
査

業
務

に
係

る
役

務
の

供
給

者
 

 ５
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
及

び
検

査
対

象
設

備
の

重
要

度
に

応
じ

て
、

検
査

実
施

責
任

者
及

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立

会
頻

度
を

定
め

、
立

ち
会

う
。

 

 ６
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
第

３
項

及
び

第
４

項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

 (1
) 

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場

合
、

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 

(3
) 

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 

７
 

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
の

実
施

時
期

及
び

検
査

が
第

3
6

条
6
.1

(4
)で

定
め

る
計

画
に

基
づ

き
確

実
に

行
わ

れ
る

こ
と

を
管

理
す

る
。

 

※
１

：
プ

ラ
ン

ト
の

特
徴

に
応

じ
、

検
査

の
時

期
、

対
象

、
以

下
に

示
す

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
た

 
検

査
要

領
書

を
定

め
る

。
 

a.
 
開

放
、

分
解

、
非

破
壊

検
査

そ
の

他
の

各
部

の
損

傷
、

変
形

、
摩

耗
及

び
異

常
の

発
生

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

b
. 

試
験

操
作

そ
の

他
の

機
能

及
び

作
動

の

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
 

c
. 

a.
、

b.
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
、

技
術

基
準

に
適

合
し

て
い

る
状

態
を

維
持

す
る

か
ど

う
か

を
判

定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

(2
) 

検
査

要
領

書
※

１
を

定
め

、
検

査
を

実
施

す

る
。

 

(3
) 

検
査

対
象

の
原

子
炉

施
設

が
「
実

用
発

電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と

を
判

断
す

る
た

め
に

必
要

な
検

査
項

目
と

、
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
 

 (4
) 

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
結

果
を

踏
ま

え
、

検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適

合
す

る
こ

と
を

終
判

断
す

る
。

 

            ４
．

検
査

実
施

責
任

者
は

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

こ
の

と
き

、
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
も

の
を

指
名

す

る
。

 

(1
) 

第
４

条
に

定
め

る
保

安
に

関
す

る
組

織
の

う

ち
、

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

設
備

管
理

部
署

と
は

別
の

組
織

の
者

 

(2
) 

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

工
事

ま
た

は
点

検
の

調
達

に
お

け
る

供
給

者
の

な
か

で
、

当
該

工
事

ま
た

は
点

検
を

実
施

す
る

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

 

(3
) 

前
号

に
掲

げ
る

供
給

者
と

は
別

の
、

当
該

検
査

業
務

に
係

る
役

務
の

供
給

者
 

 ５
．

検
査

実
施

責
任

者
は

、
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
、

立
ち

会
う

。
 

 ６
．

各
課

（
室

）
長

は
、

第
３

項
お

よ
び

第
４

項
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
 

  (1
) 

検
査

業
務

に
係

る
役

務
を

調
達

す
る

場

合
、

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

 

(2
) 

検
査

に
係

る
記

録
の

管
理

を
行

う
。

 

(3
) 

検
査

に
係

る
要

員
の

教
育

訓
練

を
行

う
。

 

   ※
１

：
各

プ
ラ

ン
ト

の
特

徴
に

応
じ

、
検

査
の

時

期
、

対
象

、
以

下
に

示
す

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
た

検
査

要
領

書
を

定
め

る
。

 

a
．

開
放

、
分

解
、

非
破

壊
検

査
そ

の
他

の
各

部

の
損

傷
、

変
形

、
摩

耗
お

よ
び

異
常

の
発

生
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

b
．

試
運

転
そ

の
他

の
機

能
お

よ
び

作
動

の
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
十

分
な

方
法

 

c
．

a、
b 

に
よ

る
方

法
の

ほ
か

、
技

術
基

準
に

適

合
し

て
い

る
状

態
を

維
持

す
る

か
ど

う
か

を
判

定

す
る

方
法

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

          ■
検

査
要

領
書

に
つ

い
て

各
施

設
間

の
記

載

の
違

い
は

、
表

現
の

違
い

で
あ

り
、

規
定

内
容

は
同

じ
。

濃
縮

は
７

に
記

載
。

 

                                      ■
再

処
理

施
設

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
検

査

の
計

画
に

基
づ

く
実

施
管

理
は

、
事

業
許

可

（
指

定
）
記

載
事

項
の

反
映

 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
は

、
他

施
設

に
合

わ
せ

た

反
映
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

2
7 

（
再

処
理

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
及

び
長

期
施

設
管

理
方

針
）
 

第
7
9

条
 

保
全

技
術

課
長

は
、

事
業

開
始

後

2
0

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
再

処
理

施
設

の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

の
実

施
手

順
及

び
実

施
体

制
を

定
め

た
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 

保
全

技
術

課
長

は
、

1
0

年
を

超
え

な
い

期

間
ご

と
に

行
う

再
評

価
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

３
 

事
業

部
長

は
、

第
１

項
及

び
前

項
の

評
価

の

実
施

計
画

の
承

認
に

当
た

っ
て

は
、

再
処

理
安

全
委

員
会

に
諮

問
す

る
。

 

 ４
 

各
職

位
は

、
第

１
項

及
び

第
２

項
の

実
施

計

画
に

基
づ

き
、

評
価

を
実

施
す

る
。

 

５
 

各
職

位
は

、
前

項
の

評
価

を
行

う
た

め
に

設

定
し

た
条

件
又

は
評

価
方

法
を

変
更

す
る

場
合

は
、

当
該

評
価

の
見

直
し

を
行

う
。

 

６
 

保
全

技
術

課
長

は
、

第
４

項
の

評
価

の
結

果

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

再
処

理
施

設
の

保
全

の

た
め

に
有

効
な

追
加

措
置

が
抽

出
さ

れ
た

場
合

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

を
策

定
し

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

７
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
評

価
の

結
果

及
び

こ
れ

に
基

づ
く

長
期

施
設

管
理

方
針

の
承

認
に

当
た

っ
て

は
、

再
処

理
安

全
委

員
会

に
諮

問
す

る
と

と
も

に
、

品
質

・
保

安
会

議
に

お
け

る
審

議

を
受

け
る

。
 

８
 

再
処

理
施

設
の

う
ち

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
及

び
貯

蔵
に

係
る

施
設

の
長

期
施

設
管

理

方
針

は
添

付
１

に
示

す
も

の
と

す
る

。
 

 

（
廃

棄
物

管
理

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
）
 

第
2
8

条
 

保
全

技
術

課
長

は
、

事
業

開
始

後

2
0

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
廃

棄
物

管
理

施

設
の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

の
実

施
手

順
及

び
実

施
体

制
を

定
め

た
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 

保
全

技
術

課
長

は
、

1
0

年
を

超
え

な
い

期

間
ご

と
に

行
う

再
評

価
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

３
 

事
業

部
長

は
、

第
１

項
及

び
前

項
の

評
価

の

実
施

計
画

の
承

認
に

当
た

っ
て

は
、

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

す
る

。
 

 ４
 

各
職

位
は

、
第

１
項

及
び

第
２

項
の

実
施

計

画
に

基
づ

き
、

評
価

を
実

施
す

る
。

 

５
 

各
職

位
は

、
前

項
の

評
価

を
行

う
た

め
に

設

定
し

た
条

件
又

は
評

価
方

法
を

変
更

す
る

場
合

は
、

当
該

評
価

の
見

直
し

を
行

う
。

 

６
 

保
全

技
術

課
長

は
、

第
４

項
の

評
価

の
結

果

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保

全
の

た
め

に
有

効
な

追
加

措
置

が
抽

出
さ

れ
た

場
合

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

を
策

定
し

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

７
 

事
業

部
長

は
、

第
６

項
の

評
価

の
結

果
及

び

こ
れ

に
基

づ
く

長
期

施
設

管
理

方
針

の
承

認
に

当
た

っ
て

は
、

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

す
る

と
と

も
に

、
品

質
・
保

安
会

議
に

お
け

る
審

議
を

受
け

る
。

 

８
 

廃
棄

物
管

理
施

設
の

長
期

施
設

管
理

方
針

は
添

付
１

に
示

す
も

の
と

す
る

。
 

 

（
加

工
施

設
の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

）
 

第
4
1

条
 

保
全

管
理

課
長

は
、

事
業

開
始

後
2
0

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
加

工
施

設
の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

の
実

施
手

順
及

び
実

施
体

制
を

定
め

た
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 

保
全

管
理

課
長

は
、

1
0

年
を

超
え

な
い

期

間
ご

と
に

行
う

再
評

価
の

実
施

計
画

を
作

成
し

、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

３
 

事
業

部
長

は
、

第
１

項
及

び
前

項
の

承
認

を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
濃

縮
安

全
委

員
会

に
お

け
る

審
議

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
確

認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

４
 

各
課

長
は

、
第

１
項

及
び

第
２

項
の

実
施

計

画
に

基
づ

き
、

評
価

を
実

施
す

る
。

 

５
 

各
課

長
は

、
前

項
の

評
価

を
行

う
た

め
に

設

定
し

た
条

件
又

は
評

価
方

法
を

変
更

す
る

場
合

は
、

当
該

評
価

の
見

直
し

を
行

う
。

 

６
 

保
全

管
理

課
長

は
、

第
４

項
の

評
価

の
結

果

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

加
工

施
設

の
保

全
の

た

め
に

有
効

な
追

加
措

置
が

抽
出

さ
れ

た
場

合

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

を
策

定
し

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

７
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た

っ
て

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
及

び
品

質
・
保

安

会
議

に
お

け
る

審
議

並
び

に
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 ８
 

加
工

施
設

の
長

期
施

設
管

理
方

針
は

添
付

３
に

示
す

も
の

と
す

る
。

 

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
原

子
炉

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
お

よ
び

長
期

施
設

管
理

方
針

）
 

第
１

２
５

条
の

６
 
原

子
力

技
術

部
門

統
括

（
原

子
力

技
術

）
は

、
重

要
度

分
類

指
針

に
お

け
る

ク

ラ
ス

１
、

２
、

３
の

機
能

を
有

す
る

機
器

お
よ

び
構

造
物

※
１

な
ら

び
に

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

属
す

る
機

器
お

よ
び

構
造

物
※

１
※

２
（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
機

器
お

よ
び

構
造

物
」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、

各
号

炉
毎

、
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
３

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
、

実
施

手
順

お
よ

び
実

施
体

制
を

定
め

、
こ

れ

に
基

づ
き

、
以

下
の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

 

(2
) 

前
号

に
基

づ
く

長
期

施
設

管
理

方
針

の
策

定
※

３
 

２
．

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（
原

子
力

技
術

）

は
、

機
器

お
よ

び
構

造
物

に
つ

い
て

、
各

号
炉

毎
、

運
転

期
間

延
長

申
請

※
４

を
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
４

０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
前

項
(1

)、

(2
)の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

３
．

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（
原

子
力

技
術

）

は
、

機
器

お
よ

び
構

造
物

に
つ

い
て

、
各

号
炉

毎
、

認
可

※
５

を
受

け
た

延
長

期
間

が
１

０
年

を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
５

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
、

実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
第

１
項

(1
)、

(2
)の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

４
．

原
子

力
技

術
部

門
統

括
（
原

子
力

技
術

）

は
、

第
１

２
条

の
２

に
定

め
る

原
子

炉
の

運
転

期

間
を

変
更

す
る

場
合

、
ま

た
は

そ
の

他
第

１
項

、

第
２

項
も

し
く

は
第

３
項

に
規

定
す

る
経

年
劣

化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

を
行

う
た

め
に

設
定

し
た

条
件

、
評

価
方

法
を

変
更

す
る

場
合

は
、

当

該
評

価
の

見
直

し
を

行
い

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
、

第
１

項
、

第
２

項
ま

た
は

第
３

項
に

お
い

て

策
定

し
た

長
期

施
設

管
理

方
針

を
変

更
す

る
。

 

※
１

：
動

作
す

る
機

能
を

有
す

る
機

器
お

よ
び

構

造
物

に
関

し
、

原
子

炉
施

設
の

供
用

に
伴

う
劣

化
の

状
況

が
的

確
に

把
握

さ
れ

る
箇

所
を

除
く
。

 

※
２

：
「
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

」
と

は
、

実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
第

４
３

条
第

２
項

の
設

備
を

い
う

。
 

※
３

：
３

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
策

定
す

る

場
合

は
１

０
年

間
の

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
延

長
す

る
期

間
の

満
了

日
ま

で
の

方
針

を
策

定
す

る
。

 

※
４

：
原

子
炉

等
規

制
法

第
４

３
条

の
３

の
３

２
第

４
項

に
規

定
さ

れ
る

申
請

を
い

う
。

 

※
５

：
原

子
炉

等
規

制
法

第
４

３
条

の
３

の
３

２
第

２
項

に
規

定
さ

れ
る

認
可

を
い

う
。

 

 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

７
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

５
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

６
号

 

           ■
実

用
炉

で
は

、
運

転
期

間
延

長
に

つ
い

て
規

定
し

て
い

る
。

 

 
第

６
章

 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

第
５

章
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理

 
第

７
章

 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

第
7

章
 
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

―
 

―
 

―
 

2
8 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
8
1

条
 

再
処

理
施

設
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
公

衆
の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以

下
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
2
8
条

の
２

 
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

け
る

放

射
性

廃
棄

物
に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
公

衆
の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
4
2
条

 
加

工
施

設
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

公
衆

の
被

ば
く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

こ
と

を
基

本

方
針

と
す

る
。

 

 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
3
6

条
 
埋

設
施

設
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

公
衆

の
被

ば
く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
１

０
５

条
 
発

電
所

に
お

け
る

放
射

性
廃

棄
物

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

公
衆

の
被

ば
く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
 

 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

６
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

１
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

２
号

 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

３
号

 

2
9 

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

保
管

廃
棄

の
方

法

等
）
 

第
8
3

条
 

統
括

当
直

長
及

び
各

課
長

は
、

所
管

す
る

業
務

に
お

い
て

雑
固

体
（
せ

ん
断

・
溶

解
に

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
）
 

第
2
9

条
 

技
術

管
理

部
長

、
設

計
部

長
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

部
長

、
再

処
理

計
画

部
長

、
新

基
準

設

計
部

長
、

保
全

企
画

部
長

、
統

括
当

直
長

及
び

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
）
 

第
4
4

条
（
略

）
 

２
～

８
（
略

）
 

９
 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
別

表
1
6

の
放

射
性

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
）
 

第
3
7

条
 
各

課
長

は
、

発
生

し
た

放
射

性
固

体

廃
棄

物
を

梱
包

す
る

等
、

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
５

条
の

２
 

（
中

略
）
 

５
．

各
課

（
室

）
長

は
、

管
理

区
域

外
に

放
射

性

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

６
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

１
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

２
号
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 / 

42

N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

伴
い

発
生

す
る

雑
固

体
で

あ
っ

て
第

1
2

項
第

５

号
に

基
づ

き
保

管
廃

棄
す

る
場

合
は

除
く

。
）
が

発
生

し
た

場
合

は
、

当
該

雑
固

体
を

梱
包

す
る

等
、

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
可

燃
性

又
は

難
燃

性
の

雑

固
体

に
お

い
て

は
、

火
災

防
護

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

２
、

３
、

４
、

５
、

６
、

７
、

８
、

９
、

1
0

、
1
1

、
1
2
 

（
略

）
 

1
3
 

燃
料

管
理

課
長

、
廃

棄
物

管
理

課
長

及
び

統
括

当
直

長
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

８
項

、
第

1
1

項

及
び

前
項

に
基

づ
き

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
封

入
し

た
ド

ラ
ム

缶
等

に
、

放
射

性
廃

棄
物

を
示

す

標
識

を
付

け
、

か
つ

、
第

1
2
5

条
に

基
づ

く
記

録

と
照

合
で

き
る

整
理

番
号

を
表

示
す

る
ほ

か
、

再
処

理
規

則
第

1
6

条
に

基
づ

き
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

保
管

廃
棄

に
お

い
て

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
保

管
廃

棄
前

に
こ

れ
ら

の
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

1
4
、

1
5
 

（
略

） 

各
課

長
（
以

下
「
各

課
長

等
」
と

い
う

。
）
は

、
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

梱
包

す
る

等
、

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

２
 
 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
前

項
の

放
射

性
固

体

廃
棄

物
を

ド
ラ

ム
缶

等
に

封
入

し
、

当
該

容
器

に

放
射

性
廃

棄
物

を
示

す
標

識
を

付
け

、
か

つ
、

第
6
0

条
に

基
づ

く
記

録
と

照
合

で
き

る
整

理
番

号
を

表
示

す
る

ほ
か

、
「
核

燃
料

物
質

又
は

核

燃
料

物
質

に
よ

つ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
廃

棄
物

管
理

の
事

業
に

関
す

る
規

則
」
（
以

下
「
管

理
規

則
」
と

い
う

。
）
第

3
3

条
に

基
づ

き
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

保
管

廃
棄

に
お

い
て

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
保

管
廃

棄
前

に
こ

れ
ら

の
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
し

た
上

で
、

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
室

に
保

管
廃

棄
す

る
。

 

３
、

４
 

（
略

）
 

固
体

廃
棄

物
の

保
管

場
所

に
搬

入
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
保

管
廃

棄
す

る
場

合
は

、
次

の
各

号
の

措
置

の
ほ

か
、

加
工

規
則

第
７

条
の

８
に

規
定

さ
れ

て
い

る
必

要
な

措
置

を
講

じ
、

廃

棄
前

に
こ

れ
ら

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

な
お

、
保

管
廃

棄
し

た
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
は

、

必
要

に
応

じ
て

別
表

1
6

の
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

保
管

場
所

内
で

移
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(1
)

ド
ラ

ム
缶

等
の

容
器

に
収

納
不

可
能

な
大

型
の

放
射

性
固

体
廃

棄
物

に
つ

い
て

は
、

溶
接

等
に

よ
り

開
口

部
が

閉
止

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確

認
す

る
と

と
も

に
、

放
射

性
廃

棄
物

を
示

す
標

識

を
付

け
、

か
つ

、
第

9
0

条
に

基
づ

く
記

録
と

照
合

で
き

る
整

理
番

号
を

付
し

た
上

で
、

保
管

廃
棄

す

る
。

(2
)

公
衆

の
実

効
線

量
へ

の
寄

与
を

無
視

で
き

な
い

高
線

量
の

放
射

性
固

体
廃

棄
物

が
発

生
し

た
場

合
は

、
放

射
線

管
理

課
長

と
協

議
し

た
上

で
、

他
の

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
封

入
し

た
ド

ラ

ム
缶

等
の

容
器

に
よ

る
遮

蔽
効

果
を

期
待

で
き

る
配

置
又

は
距

離
に

よ
る

減
衰

効
果

を
期

待
で

き
る

配
置

で
保

管
廃

棄
す

る
か

、
若

し
く
は

建
物

の
遮

蔽
効

果
が

高
い

B
ウ

ラ
ン

濃
縮

廃
棄

物
室

に
保

管
廃

棄
す

る
。

1
0
 

（
略

）

1
1
 

（
略

）

※
廃

棄
前

の
措

置
の

実
施

状
況

確
認

に
つ

い

て
は

、
第

4
5

条
ス

ラ
ッ

ジ
、

第
4
8

条
有

機
溶

剤
、

第
5
0

条
IF

5
、

第
5
2

条
IF

7
に

お
い

て
も

同
様

の
変

更
を

実
施

。

2
 

運
営

課
長

は
、

前
項

の
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

ド
ラ

ム
缶

等
に

封
入

す
る

。
 

3
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
前

項
の

ド
ラ

ム
缶

等

に
放

射
性

廃
棄

物
を

示
す

標
識

を
付

け
、

か

つ
、

第
7
1

条
に

基
づ

く
記

録
と

照
合

で
き

る
整

理
番

号
を

付
す

る
。

 

4
 

運
営

課
長

は
、

前
項

の
ド

ラ
ム

缶
等

を
固

体

廃
棄

物
処

理
室

に
搬

入
す

る
。

 

5
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
固

体
廃

棄
物

処
理

室
に

搬
入

さ
れ

た
ド

ラ
ム

缶
等

を
保

管
廃

棄
す

る
。

 

6
 

運
営

課
長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

又
は

使
用

済
樹

脂
等

の
放

射
性

廃
棄

物
を

別
表

2
又

は
別

表
2

の
2

に
定

め
る

廃
棄

物
受

入
基

準

（
埋

設
規

則
第

8
条

第
2

項
に

定
め

る
廃

棄
体

の
技

術
上

の
基

準
を

包
含

す
る

。
）
を

満
足

す
る

方
法

に
よ

り
容

器
に

固
型

化
し

、
固

体
廃

棄
物

処
理

室
に

保
管

又
は

廃
棄

物
埋

設
地

に
埋

設

す
る

。
 

7
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
固

体
廃

棄
物

処
理

室
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

保
管

廃
棄

場
所

、
保

管
量

及
び

転
倒

の
有

無
等

の
保

管
状

況
を

確
認

す
る

。
 

8
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
固

体
廃

棄
物

処
理

室
の

入
口

付
近

に
管

理
上

の
注

意
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、

次
の

措
置

を
講

じ
、

運
搬

前
に

こ
れ

ら
の

措
置

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

(1
)

法
令

に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

し
て

運
搬

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

放

射
能

濃
度

が
法

令
に

定
め

る
限

度
を

超
え

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
法

令
に

定
め

る
障

害
防

止
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

(2
)

容
器

等
の

車
両

へ
の

積
付

け
に

際
し

、
運

搬
中

に
移

動
、

転
倒

ま
た

は
転

落
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。

(3
)

法
令

に
定

め
る

危
険

物
と

混
載

し
な

い
こ

と
。

(4
)

容
器

等
の

適
当

な
箇

所
に

法
令

に
定

め
る

標
識

を
付

け
る

こ
と

。

(5
)

運
搬

経
路

に
標

識
を

設
け

る
こ

と
等

の
方

法
に

よ
り

、
関

係
者

以
外

の
者

お
よ

び
他

の
車

両
の

立
入

り
を

制
限

す
る

と
と

も
に

、
必

要
な

箇

所
に

見
張

人
を

配
置

す
る

こ
と

。

(6
)

車
両

を
徐

行
さ

せ
る

こ
と

。

(7
)

核
燃

料
物

質
等

の
取

扱
い

に
関

し
、

相
当

の
知

識
お

よ
び

経
験

を
有

す
る

者
を

同
行

さ

せ
、

保
安

の
た

め
に

必
要

な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と

。

６
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
第

５
項

の
運

搬
に

お

い
て

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
、

お
よ

び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る

表
面

密
度

限
度

の
１

０
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

１
１

条
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

、

表
面

汚
染

密
度

に
つ

い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。

７
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
各

課
（
室

）
長

が
管

理
区

域
内

で
第

１
１

１
条

第
１

項
（
１

）
に

定
め

る

区
域

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

移
動

す
る

場
合

は
、

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

１
０

分
の

１
を

超
え

て
い

な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。

８
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

発
電

所
外

に
廃

棄
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。

(1
)

埋
設

す
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

に
関

す
る

記
録

を
作

成
し

、
発

電
所

外
の

廃
棄

に
関

す
る

措
置

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。

(2
)

発
電

所
外

の
廃

棄
施

設
の

廃
棄

事
業

者
へ

埋
設

す
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

に
関

す
る

記
録

を
引

き
渡

す
。

(3
)

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
発

電
所

外
に

廃
棄

す
る

に
あ

た
っ

て
、

所
長

の
承

認
を

得
る

。

９
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
発

電
所

外
に

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
運

搬
す

る
場

合
は

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

１
０

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

運
搬

前
に

次
の

事

項
を

確
認

す
る

。

(1
)

法
令

に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

(2
)

法
令

に
定

め
る

書
類

お
よ

び
物

品
以

外
の

も
の

が
収

納
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
。

１
１

．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

運
搬

前
に

容
器

等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
、

お
よ

び
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
１

１
条

第
１

項
（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

、
表

面
密

度
限

度
に

つ
い

て
の

確
認

を
省

略
で

き
る

。

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
１

３
号

 

■
実

用
炉

で
は

、
廃

棄
物

の
運

搬
前

お
よ

び
外

廃
棄

前
の

措
置

の
実

施
状

況
を

規
定

。
当

社

各
施

設
は

、
廃

棄
施

設
へ

の
保

管
廃

棄
前

の

措
置

の
確

認
を

規
定

。

■
廃

棄
物

埋
設

施
設

に
お

け
る

廃
棄

前
の

措

置
の

実
施

状
況

確
認

は
従

前
の

仕
組

み
（
埋

設
す

る
廃

棄
体

が
受

入
基

準
を

満
足

す
る

こ
と

の
確

認
）
に

て
対

応
。

参
考

 

（
廃

棄
体

の
確

認
）
 

第
1
8

条
 
運

営
課

長
は

、
埋

設
す

る
廃

棄

体
が

記
録

及
び

確
認

に
よ

り
、

別
表

2
又

は
別

表
2

の
2

に
定

め
る

廃
棄

物
受

入
基

準
（
埋

設
規

則
第

8
条

第
2

項
に

定
め

る

廃
棄

体
の

技
術

上
の

基
準

を
包

含
す

る
。

）

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

2
 

運
営

課
長

は
、

埋
設

す
る

廃
棄

体
を

確

認
す

る
場

合
、

一
時

貯
蔵

天
井

ク
レ

ー
ン

、

廃
棄

体
取

り
出

し
装

置
、

コ
ン

ベ
ア

、
廃

棄

体
検

査
装

置
及

び
払

い
出

し
天

井
ク

レ
ー

ン
に

よ
り

取
り

扱
う

こ
と

。
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

3
0 

（
海

洋
へ

の
放

出
）
 

第
8
6

条
 
統

括
当

直
長

は
、

再
処

理
施

設
か

ら

発
生

し
た

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
海

洋
放

出
管

の
海

洋
放

出
口

か
ら

放
出

す
る

と
と

も
に

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

 (1
) 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
海

洋
放

出
に

起
因

す
る

線
量

が
、

平
成

2
7
 
年

原
子

力
規

制
委

員

会
告

示
第

8
号

（
核

原
料

物
質

又
は

核
燃

料
物

質
の

製
錬

の
事

業
に

関
す

る
規

則
等

の
規

定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
）
（
以

下

「
線

量
告

示
」
と

い
う

。
）
第

８
条

に
定

め
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
海

洋
放

出
に

起
因

す
る

線

量
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

 (2
) 

放
射

性
物

質
の

放
出

量
が

別
表

3
9

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

(3
) 

第
１

放
出

前
貯

槽
及

び
第

２
放

出
前

貯
槽

か
ら

同
時

に
放

出
し

な
い

。
 

  ２
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

別
表

4
0
 
に

基
づ

き

放
出

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

中
の

放
射

性

物
質

濃
度

を
測

定
し

、
測

定
結

果
を

統
括

当
直

長
に

通
知

す
る

。
 

３
 
統

括
当

直
長

は
、

前
項

の
通

知
に

基
づ

き
、

放
射

性
物

質
の

放
出

量
を

確
認

す
る

。
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
）
 

第
3
0
 
条

 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
管

理
区

域
内

で

発
生

し
た

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
廃

水
貯

槽
に

保
管

廃
棄

す
る

。
 

                  ２
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

廃
水

貯
槽

内
に

お
け

る
廃

水
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

し
、

貯
蔵

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

３
 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
廃

水
貯

槽
内

に
お

け
る

廃
水

の
保

管
状

況
が

適
切

で
あ

る
こ

と
を

第
1
1

条
に

基
づ

く
巡

視
・
点

検
に

よ
り

確
認

す
る

。
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
）
 

第
4
7

条
 

運
転

管
理

課
長

及
び

廃
棄

物
管

理

課
長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
排

水
口

か
ら

放
出

す
る

。
 

(2
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
外

の
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

、
平

成
2
7

年
原

子
力

規

制
委

員
会

告
示

第
８

号
（
核

原
料

物
質

又
は

核

燃
料

物
質

の
製

錬
の

事
業

に
関

す
る

規
則

等

の
規

定
に

基
づ

く
線

量
限

度
等

を
定

め
る

告
示

）

（
以

下
「
線

量
告

示
」
と

い
う

。
）
第

８
条

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

(3
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
処

理
水

ピ
ッ

ト
に

お

け
る

廃
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

別
表

1
7

に
定

め
る

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

(4
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

年
間

廃
水

量
が

別
表

1
8

に
定

め
る

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

(5
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

別
表

2
0

に
定

め
る

測

定
項

目
及

び
測

定
頻

度
に

基
づ

き
、

廃
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

2
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測
定

し
、

廃
棄

物
管

理
課

長
に

通
知

す
る

。
 

た
だ

し
、

別
表

2
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器

で
測

定
す

る
た

め
の

前
処

理
が

実
施

で
き

な
い

こ
と

等
に

よ
り

加
工

施
設

内
で

測
定

で
き

な
い

場

合
は

、
加

工
施

設
外

で
測

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
）
 

第
3
9

条
 

運
営

課
長

は
、

次
の

液
体

を
廃

棄
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

放
射

性
液

体
廃

棄

物
と

し
て

管
理

す
る

。
 

(1
) 

埋
設

施
設

の
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
発

生
す

る
液

体
 

(2
) 

排
水

・
監

視
設

備
か

ら
排

水
さ

れ
る

液

体
（
第

3
1

条
第

3
項

に
該

当
す

る
場

合
）
 

2
 

運
営

課
長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
水

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

水
中

の
放

射
性

物

質
濃

度
が

、
線

量
告

示
第

8
条

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

サ
ン

プ
ル

タ
ン

ク
に

お
け

る
廃

水
中

の

放
射

性
物

質
濃

度
が

別
表

9
に

定
め

る
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 

  3
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
1
0

に
定

め
る

測
定

項
目

及
び

測
定

頻
度

に
基

づ

き
、

廃
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

1
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測

定
し

、
運

営
課

長
に

通
知

す
る

。
 

4
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
廃

水
中

の
放

射

性
物

質
の

年
間

放
出

量
に

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

 
 

3
1 

（
大

気
へ

の
放

出
）
 

第
8
8
 
条

 
統

括
当

直
長

は
、

再
処

理
施

設
か

ら

発
生

し
た

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
別

表
4
1

に
定

め
る

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度

が
、

線
量

告
示

第
８

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

(2
) 

放
射

性
物

質
の

放
出

量
が

別
表

4
2
 
に

定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
）
 

第
3
1
 
条

 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

 （
１

）
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
周

辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度

が
、

線
量

告
示

第
８

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

（
２

）
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気

筒
モ

ニ
タ

及
び

冷
却

空
気

出
口

シ
ャ

フ
ト

モ
ニ

タ

に
よ

り
監

視
す

る
と

と
も

に
、

ガ
ラ

ス
固

化
体

受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

の
排

気
口

に
お

け
る

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

別
表

８
に

定
め

る
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 

２
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

別
表

９
に

定
め

る
測

定
項

目
及

び
測

定
頻

度
に

基
づ

き
、

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

1
0
 
に

示
す

放
出

管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測
定

し
、

貯
蔵

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

     ３
 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
排

気
中

の
放

射
性

物

質
の

放
出

に
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
）
 

第
5
1

条
 

運
転

管
理

課
長

及
び

廃
棄

物
管

理

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

 (1
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
排

気
用

モ
ニ

タ
に

よ
り

監

視
し

、
排

気
口

か
ら

放
出

す
る

。
 

(2
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
外

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
、

線
量

告
示

第
８

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

(3
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
排

気
口

に
お

け
る

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

別
表

1
9

に
定

め
る

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

 (4
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

別
表

2
0

に
定

め
る

測

定
項

目
及

び
測

定
頻

度
に

基
づ

き
、

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

2
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測
定

し
、

廃
棄

物
管

理
課

長
に

通
知

す
る

。
 

た
だ

し
、

別
表

2
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器

で
測

定
す

る
た

め
の

前
処

理
が

実
施

で
き

な
い

こ
と

等
に

よ
り

加
工

施
設

内
で

測
定

で
き

な
い

場

合
は

、
加

工
施

設
外

で
測

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(5
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
別

表
2
0

に
定

め
る

精
密

測
定

の
結

果
か

ら
、

ウ
ラ

ン
の

年
間

放
出

量
を

確
認

す
る

。
 

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
）
 

第
4
0

条
 

運
営

課
長

は
、

埋
設

施
設

に
お

い
て

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

気
体

を
放

出
し

よ
う

と
す

る

場
合

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
と

し
て

管
理

す
る

。
 

2
 

運
営

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性

物
質

濃
度

が
、

線
量

告
示

第
8

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

排
気

口
に

お
け

る
排

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
別

表
9

に
定

め
る

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
 

3
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
1
0

に
定

め
る

測
定

項
目

及
び

測
定

頻
度

に
基

づ

き
、

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

1
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測

定
し

、
運

営
課

長
に

通
知

す
る

。
 

     4
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
排

気
中

の
放

射
性

物
質

の
年

間
放

出
量

に
異

常
の

な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

    

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

 
第

７
章

 
放

射
線

管
理

 
第

６
章

 
 
放

射
線

管
理

 
第

８
章

 
放

射
線

管
理

 
第

8
章

 
 
放

射
線

管
理

 
―

 
―

 
―

 

3
2 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
8
9

条
 

再
処

理
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
線

に
よ

る
従

事
者

等
の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ

て
、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
よ

う
実

施
す

る
。

 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
3
1

条
の

２
 

廃
棄

物
管

理
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
線

に
よ

る
従

事
者

等
の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以

下
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
 

 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
5
3
条

 
加

工
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

線
に

よ
る

放
射

線
業

務
従

事
者

(一
時

立
入

者
を

含
む

)の
被

ば
く
を

、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
よ

う
実

施
す

る
こ

と
を

基
本

方
針

と
す

る
。

 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
4
1

条
 
埋

設
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
 

 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
１

１
０

条
 
発

電
所

に
お

け
る

放
射

線
管

理
に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

線
に

よ
る

従
業

員
等

の
被

ば
く
 

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
よ

う
実

施
 

す
る

。
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

１
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

０
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
９

号
 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
９

号
 

 

3
3 

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
9
5

条
 

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

の
区

分

は
、

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(1
) 

放
射

線
業

務
従

事
者

：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

(2
) 

一
時

立
入

者
  

  
  

  
  

  
  

  
：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外

の
者

で
あ

っ
て

、
放

射
線

業

務
従

事
者

の
随

行
に

よ
り

一
時

的
に

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

２
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
従

っ
て

指
定

及
び

立
入

承
認

を
行

う
。

 

 (1
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

指
定

を
行

う
。

 

(2
) 

各
職

位
は

、
作

業
ご

と
に

管
理

区
域

へ
の

立
入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
安

全
課

長
に

通
知

し
確

認
を

受
け

る
。

 

３
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従

っ
て

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

(1
) 

各
職

位
は

、
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

安
全

課
長

に
通

知
す

る
。

 

(2
) 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
立

入
承

認
を

確
認

し
一

時
立

入
者

の
指

定
を

行
う

と
と

も
に

、
放

射

線
管

理
課

長
に

通
知

す
る

。
 

４
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
第

２
項

及
び

前
項

に

よ
る

指
定

及
び

立
入

承
認

を
受

け
た

者
以

外
の

者
を

管
理

区
域

に
立

ち
入

ら
せ

な
い

。
 

５
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理

区
域

に
み

だ
り

に
人

の
立

入
り

が
で

き
な

い
よ

う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

対
し

て
、

次
の

事
項

を
遵

守
さ

せ
る

措

置
を

講
じ

る
。

 

(1
) 

管
理

区
域

出
入

管
理

室
を

経
由

す
る

。
 

た
だ

し
、

放
射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

こ
の

限
り

で

な
い

。
 

 (2
) 

個
人

線
量

計
を

着
用

す
る

。
 

た
だ

し
、

第
１

項
第

２
号

に
定

め
る

一
時

立
入

者

で
複

数
の

者
が

立
ち

入
る

場
合

で
あ

っ
て

、
放

射
線

安
全

課
長

の
承

認
を

得
て

、
そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(3
) 

管
理

区
域

用
被

服
又

は
放

射
線

安
全

課
長

が
認

め
た

被
服

を
着

用
す

る
。

 

た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
の

み
に

立
ち

入
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(4
) 

管
理

区
域

内
で

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

区
域

か
ら

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
に

移
動

す
る

場
合

及
び

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

管
理

区
域

外
に

退
出

す
る

場
合

は
、

身
体

及
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る
物

に
つ

い
て

表
面

密
度

を
確

認
す

る
。

 

７
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
前

項
の

退
出

又
は

移
動

に
当

た
っ

て
、

退
出

又
は

移
動

す
る

者

の
身

体
及

び
身

体
に

着
用

し
て

い
る

物
の

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
3
6

条
 
 
管

理
区

域
へ

立
ち

入
る

者
の

区
分

は
、

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
放

射
線

業
務

従
事

者
：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

（
２

）
一

時
立

入
者

：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外

の
者

で
あ

っ
て

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

随
行

に
よ

り
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
 

２
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
従

っ
て

指
定

及
び

立
入

承
認

を
行

う
。

 

 （
１

）
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

線
業

務
従

事

者
の

指
定

を
行

う
。

 

（
２

）
各

職
位

は
、

作
業

ご
と

に
管

理
区

域
へ

の

立
入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
安

全
課

長
に

通
知

し
確

認
を

受
け

る
。

 

３
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従
っ

て
立

入
承

認
及

び
指

定
を

行
う

。
 

（
１

）
各

職
位

は
、

一
時

的
に

管
理

区
域

に
立

ち

入
る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

安
全

課
長

に
通

知
す

る
。

 

（
２

）
放

射
線

安
全

課
長

は
、

立
入

承
認

を
確

認

し
、

一
時

立
入

者
の

指
定

を
行

う
と

と
も

に
、

放

射
線

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

４
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
前

二
項

に
定

め
る

指
定

及
び

立
入

承
認

を
受

け
た

者
以

外
の

者
を

管
理

区
域

に
立

ち
入

ら
せ

な
い

。
 

５
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理

区
域

に
み

だ
り

に
人

の
立

入
り

が
で

き
な

い
よ

う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

対
し

て
、

次
の

事
項

を
遵

守
さ

せ
る

措

置
を

講
じ

る
。

 

（
１

）
管

理
区

域
出

入
管

理
室

を
経

由
す

る
こ

と
。

 

た
だ

し
、

放
射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

  （
２

）
個

人
線

量
計

を
着

用
す

る
こ

と
。

 

 
た

だ
し

、
第

１
項

第
２

号
に

定
め

る
一

時
立

入

者
で

複
数

の
者

が
立

ち
入

る
場

合
で

あ
っ

て
、

放
射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

（
３

）
管

理
区

域
用

被
服

又
は

放
射

線
安

全
課

長

が
認

め
た

被
服

を
着

用
す

る
こ

と
。

 

 
た

だ
し

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

の
み

に

立
ち

入
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
４

）
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

は
、

身
体

及
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る
物

に
つ

い
て

表
面

密
度

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

  ７
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
の

退
出

に

あ
た

っ
て

、
退

出
す

る
者

の
身

体
及

び
身

体

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
5
8

条
 

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

の
区

分

は
、

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(1
) 

放
射

線
業

務
従

事
者

：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

(2
) 

一
時

立
入

者
：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外

の
者

で
あ

っ
て

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

随
行

に
よ

り
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
入

る
者

 

  ２
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
従

っ
て

指
定

及
び

立
入

承
認

を
行

う
。

 

 (1
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

指
定

を
行

う
。

 

(2
) 

各
課

長
は

、
作

業
ご

と
に

管
理

区
域

へ
の

立
入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
管

理
課

長
に

通
知

し
確

認
を

得
る

。
 

３
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従

っ
て

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

(1
) 

各
課

長
は

、
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

(2
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
立

入
承

認
を

確
認

し
一

時
立

入
者

の
指

定
を

行
う

。
 

 ４
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
第

２
項

及
び

第
３

項

に
よ

る
指

定
及

び
立

入
承

認
を

得
た

者
以

外
の

者
を

管
理

区
域

に
立

ち
入

ら
せ

な
い

。
 

５
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理

区
域

に
み

だ
り

に
人

の
立

入
り

が
で

き
な

い
よ

う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

対
し

て
、

次
の

事
項

を
遵

守
さ

せ
る

措

置
を

講
じ

る
。

 

(1
) 

所
定

の
管

理
区

域
出

入
口

を
経

由
す

る
こ

と
。

 

た
だ

し
、

放
射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 (2
) 

個
人

線
量

計
を

着
用

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

第
１

項
第

２
号

の
一

時
立

入
者

で
複

数

の
者

が
立

入
る

場
合

で
あ

っ
て

、
放

射
線

管
理

課
長

の
承

認
を

得
て

、
そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(3
) 

放
射

線
管

理
課

長
が

認
め

た
被

服
を

着
用

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
の

み
に

立
ち

入
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(4
) 

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

は
、

身
体

及
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る
物

に
つ

い
て

表
面

密
度

の
検

査
を

す
る

こ
と

。
 

  ７
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
の

退
出

に
当

た
っ

て
、

退
出

す
る

者
の

身
体

及
び

身
体

に
着

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
4
6

条
 

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

の
区

分
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(1
) 

放
射

線
業

務
従

事
者

：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

(2
) 

一
時

立
入

者
：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外
の

者
で

あ
っ

て
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の

随
行

に
よ

り
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
ち

入

る
者

 

 

2
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
従

っ
て

指
定

及
び

立
入

承
認

を
行

う
。

 

(1
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

指
定

を
行

う
。

 

(2
) 

各
課

長
は

、
作

業
毎

に
管

理
区

域
へ

の

立
入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
管

理
課

長
に

通

知
し

確
認

を
受

け
る

。
 

3
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従
っ

て
、

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

(1
) 

各
課

長
は

、
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立

ち
入

る
者

に
つ

い
て

立
入

承
認

を
行

い
、

放

射
線

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

(2
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
立

入
承

認
を

確
認

し
、

一
時

立
入

者
の

指
定

を
行

う
。

 

 

4
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
前

二
項

に
定

め
る

指
定

及
び

立
入

承
認

を
受

け
た

者
以

外
の

者

を
管

理
区

域
に

立
ち

入
ら

せ
な

い
。

 

5
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理
区

域
に

み
だ

り
に

人
の

立
入

り
が

で
き

な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

6
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

対
し

て
、

次
の

事
項

を
遵

守
さ

せ
る

措
置

を
講

じ
る

。
 

(1
) 

管
理

区
域

出
入

管
理

室
を

経
由

す
る

こ

と
。

 

た
だ

し
、

放
射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(2
) 

個
人

線
量

計
を

着
用

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

第
1

項
第

2
号

に
定

め
る

一
時

立

入
者

で
複

数
の

者
が

立
ち

入
る

場
合

で
あ

っ

て
、

放
射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(3
) 

管
理

区
域

用
被

服
又

は
放

射
線

管
理

課
長

が
認

め
た

被
服

を
着

用
す

る
こ

と
。

 

た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
の

み
に

立
ち

入
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(4
) 

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管

理
区

域
か

ら
退

出
す

る
場

合
は

、
身

体
及

び

身
体

に
着

用
し

て
い

る
物

に
つ

い
て

表
面

密

度
を

確
認

す
る

こ
と

。
 

  

7
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
汚

染
の

お
そ

れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

の
退

出

に
当

た
っ

て
、

退
出

す
る

者
の

身
体

及
び

身
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

表
面

密
度

が
別

表
4
9

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

に
着

用
し

て
い

る
物

の
表

面
密

度
が

別
表

1
2

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

用
し

て
い

る
物

の
表

面
密

度
が

別
表

2
2

に
定

め

る
値

を
超

え
な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

な
お

、
被

服
に

汚
染

が
あ

っ
た

場
合

は
、

第
4
3

条
第

２
項

に
基

づ
き

、
廃

棄
物

前
処

理
室

へ
搬

出
し

、
廃

棄
物

管
理

課
長

へ
引

渡
す

。
 

体
に

着
用

し
て

い
る

物
の

表
面

密
度

が
別

表

1
2

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

3
4 

（
保

全
区

域
）
 

第
9
6
 
条

 
保

全
区

域
は

、
別

図
４

に
示

す
区

域

と
す

る
。

 

２
 
警

備
課

長
は

、
前

項
の

保
全

区
域

を
標

識

等
に

よ
り

区
別

す
る

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

て
立

入

制
限

、
か

ぎ
の

管
理

、
物

品
の

持
出

制
限

等
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

（
該

当
な

し
）
 

（
保

全
区

域
）
 

第
5
9

条
 

保
全

区
域

は
、

別
図

３
に

示
す

区
域

と
す

る
。

 

２
 

警
備

課
長

は
、

前
項

の
保

全
区

域
を

標
識

等
に

よ
り

区
別

す
る

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

て
立

入

制
限

、
か

ぎ
の

管
理

、
物

品
の

持
出

制
限

等
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

（
第

6
章

 
廃

棄
物

埋
設

地
の

保
全

）
 

（
埋

設
保

全
区

域
）
 

第
3
5

条
 
埋

設
保

全
区

域
は

、
別

図
3

に
示

す

区
域

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

第
2
1

条
に

基
づ

く
覆

土
が

終
了

す
る

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
は

、
別

図
3
 
に

示
す

区

域
内

で
設

定
又

は
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

2
 
運

営
課

長
は

、
廃

棄
体

が
定

置
さ

れ
た

廃
棄

物
埋

設
地

に
埋

設
保

全
区

域
を

設
定

し
、

埋
設

保
全

区
域

の
周

囲
に

埋
設

保
全

区
域

で
あ

る
旨

を
示

す
標

識
を

設
け

る
等

の
方

法
に

よ
り

、
明

ら

か
に

他
の

場
所

と
区

別
す

る
。

 

3
 
運

営
課

長
は

、
埋

設
保

全
区

域
を

設
定

又
は

変
更

す
る

場
合

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
)

埋
設

保
全

区
域

の
設

定
又

は
変

更
を

行
う

場
合

に
は

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

と
と

も
に

、
事

業
部

長
の

承
認

を
受

け
る

こ

と
。

(2
)

埋
設

保
全

区
域

の
設

定
又

は
変

更
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

廃
棄

物
埋

設
の

事
業

に
関

す
る

業
務

を
行

う
者

に
周

知
す

る
こ

と
。

4
 
運

営
課

長
は

、
廃

棄
体

が
定

置
さ

れ
た

廃
棄

物
埋

設
地

の
出

入
口

付
近

に
、

廃
棄

物
埋

設
地

で
あ

る
こ

と
及

び
次

の
事

項
を

表
示

し
た

立
札

等
を

設
置

し
、

常
に

見
や

す
い

状
態

に
し

て
お

く
。

(1
)

放
射

性
廃

棄
物

の
種

類

(2
)

埋
設

を
開

始
し

た
日

及
び

埋
設

を
終

了
し

た

日 (3
)

保
安

の
た

め
の

注
意

事
項

5
 
運

営
課

長
は

、
前

項
の

立
札

等
に

表
示

し
た

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

書
換

え
、

そ
の

他
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
－

）
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
７

号
 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
７

号
 

第
二

種
埋

設
規

則
第

２
０

条
第

１
項

第
７

号
 

3
5 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
9
9

条
 
統

括
当

直
長

及
び

各
課

長
は

、
第

9
1
 

条
に

定
め

る
通

常
人

の
立

入
り

を
禁

止
す

る
区

域
若

し
く
は

第
9
3
 条

第
1
 
項

各
号

に
定

め
る

区
域

に
お

い
て

作
業

を
行

う
場

合
又

は
作

業
に

よ
っ

て
第

9
3
 
条

第
1
 
項

各
号

に
定

め
る

場
所

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
、

作
業

者
の

受
け

る
線

量
を

低
く

す
る

た
め

、
作

業
に

よ
る

線

量
及

び
作

業
場

の
放

射
線

環
境

に
応

じ
た

作
業

方
法

を
立

案
し

、
放

射
線

防
護

上
の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

る
。

 

（
以

下
略

）
 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
3
9
条

 
各

課
長

等
は

、
管

理
区

域
内

で
作

業

を
行

う
場

合
は

、
作

業
者

の
受

け
る

線
量

を
低

く

す
る

た
め

、
作

業
に

よ
る

線
量

及
び

作
業

場
の

放
射

線
環

境
に

応
じ

た
作

業
方

法
を

立
案

し
、

放

射
線

防
護

上
の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

る
。

 

（
以

下
略

）
 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
6
2
条

 
各

課
長

は
、

管
理

区
域

内
で

作
業

を

行
う

場
合

は
、

作
業

者
の

受
け

る
線

量
を

低
く
す

る
た

め
、

作
業

に
よ

る
線

量
及

び
作

業
場

の
放

射
線

環
境

に
応

じ
た

作
業

方
法

を
立

案
し

、
放

射
線

防
護

上
の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
管

理

課
長

の
承

認
を

得
る

。
 

な
お

、
各

課
長

は
放

射
線

管
理

課
長

の
承

認

後
、

作
業

を
行

う
に

当
た

り
、

作
業

訓
練

を
行

う
。

 

（
以

下
略

）
 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
4
9
条

 
各

課
長

は
、

管
理

区
域

内
で

作
業

を

行
う

場
合

は
、

作
業

者
の

受
け

る
線

量
を

低
く
す

る
た

め
、

作
業

に
よ

る
線

量
及

び
作

業
場

の
放

射
線

環
境

に
応

じ
た

作
業

方
法

を
立

案
し

、
放

射
線

防
護

上
の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
管

理

課
長

の
承

認
を

得
る

。
 

（
以

下
略

）
 

3
6 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
1
0
2
 
条

 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

4
7
 
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

を
年

１
回

点
検

し
、

そ
の

機
能

が
正

常
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

２
 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

4
7
 
に

定
め

る

放
射

線
測

定
器

類
が

、
故

障
等

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

、
す

み
や

か
に

修
理

又
は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
4
2
条

 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

1
7
 
に

定

め
る

放
射

線
測

定
器

類
を

年
１

回
点

検
し

、
そ

の
機

能
が

正
常

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

1
7
 
に

定
め

る

放
射

線
測

定
器

類
が

、
故

障
等

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

、
す

み
や

か
に

修
理

又
は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
6
6
条

 
放

射
線

管
理

課
長

、
機

械
保

全
課

長

及
び

電
気

計
装

保
全

課
長

は
、

別
表

2
8
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

を
年

1
回

点
検

し
、

そ
の

機

能
が

正
常

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
 
放

射
線

管
理

課
長

、
機

械
保

全
課

長
及

び

電
気

計
装

保
全

課
長

は
、

別
表

2
8
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

が
、

故
障

等
に

よ
り

使
用

不
能

と
な

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

修
理

又
は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
5
2
条

 
放

射
線

管
理

課
長

及
び

運
営

課
長

は
、

別
表

1
6
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

を
年

1
回

点
検

し
、

そ
の

機
能

が
正

常
で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る

。
 

2
 
放

射
線

管
理

課
長

及
び

運
営

課
長

は
、

別
表

1
6
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

が
、

故
障

等
に

よ
り

使
用

不
能

と
な

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

修

理
又

は
代

替
品

を
補

充
す

る
。

 

3
7 

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
1
0
1

条
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
管

理
区

域

に
お

け
る

線
量

当
量

等
を

別
表

4
6

に
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
測

定
す

る
。

 

た
だ

し
、

人
の

立
入

り
を

禁
止

す
る

措
置

を

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
4
1
条

 
放

射
線

安
全

課
長

は
、

管
理

区
域

に

お
け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
1
5
に

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
り

測
定

す
る

。
 

た
だ

し
、

別
表

1
1
に

定
め

る
通

常
作

業
時

に
人

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
 
6
5
 
条

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

管
理

区
域

及
び

周
辺

監
視

区
域

等
に

お
け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
2
7
 
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
測

定
す

る
。

 

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
5
1
条

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

管
理

区
域

、

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

及
び

周
辺

監
視

区

域
外

に
お

け
る

線
量

当
量

等
を

別
表

1
5
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
測

定
す

る
。

 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
平

常
時

の
環

境
放

射
線

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

）
 

第
１

１
９

条
の

２
 
環

境
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
セ

ン
タ

ー

所
長

は
、

周
辺

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

影
響

を
確

認
す

る
た

め
、

平
常

時
の

環
境

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

計
画

を
立

案
し

、
そ

の
計

画
に

基

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

1
7

条
第

1
項

第
1
2

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

3
4

条
第

1
項

第
1
1

号
 

加
工

規
則

第
8

条
第

1
項

第
1
2

号
 

第
二

種
埋

設
規

則
第

2
0

条
第

1
項

第
1
3

号
 

－307 / 440－
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

講
じ

た
区

域
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

   ２
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
前

項
の

測
定

に
よ

り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

異
常

に
係

る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

に
連

絡
す

る
と

と

も
に

そ
の

原
因

を
調

査
し

、
放

射
線

防
護

上

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

    （
環

境
監

視
）
 

第
1
0
3
条

 
環

境
管

理
課

長
は

、
周

辺
監

視
区

域

等
に

お
け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
4
8
 
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
測

定
す

る
。

 

２
 
環

境
管

理
課

長
は

、
前

項
の

測
定

に
よ

り
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
及

び
統

括
当

直
長

が
第

8
6
条

又
は

第
8
8
条

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
、

環

境
監

視
の

強
化

等
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

３
 
環

境
管

理
課

長
は

、
再

処
理

施
設

か
ら

放
出

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性
気

体

廃
棄

物
に

起
因

す
る

一
般

公
衆

の
年

間
の

線

量
を

、
第

１
項

の
測

定
結

果
又

は
第

8
6
 
条

及
び

第
8
8
 
条

の
放

射
性

物
質

の
放

出
量

に
基

づ
き

評
価

す
る

。
 

 

の
立

入
り

を
禁

止
す

る
区

域
に

つ
い

て
 

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

２
 
環

境
管

理
課

長
は

、
周

辺
監

視
区

域
に

お
け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
1
6
に

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
り

測
定

す
る

。
 

３
 
放

射
線

安
全

課
長

は
、

第
１

項
の

測
定

に
よ

り
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
原

因
を

調
査

し
、

異
常

に
係

る
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
に

通
報

す
る

。
 

４
 
環

境
管

理
課

長
は

、
第

２
項

の
測

定
に

よ
り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

環
境

監
視

の
強

化
等

に
よ

り
、

原
因

を
調

査
す

る
と

と
も

に
、

放

射
線

安
全

課
長

に
通

報
す

る
。

 

 

     ２
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

前
項

の
測

定
に

よ
り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
の

原
因

を
調

査
し

、
放

射
線

防
護

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

３
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

管
理

区
域

に
お

け
る

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
、

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

床
、

壁
等

の
放

射
性

物
質

の
表

面
密

度
に

つ
い

て
管

理
区

域
入

口

付
近

に
表

示
す

る
。

 

     2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

前
項

の
測

定
に

よ
り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
の

原
因

を
調

査
し

、
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

に
通

報
す

る
。

 

づ
き

測
定

を
行

い
評

価
す

る
。

 
  ■

各
施

設
と

も
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
許

可
に

則

り
、

平
常

時
の

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
具

体
的

措
置

が
別

表
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

た
め

、
既

存
の

記
述

を
踏

襲
し

た
。

 

  

3
8 

（
事

業
所

に
お

い
て

行
わ

れ
る

運
搬

）
 

第
1
0
5

条
 

統
括

当
直

長
及

び
各

課
長

は
、

核

燃
料

物
質

等
を

事
業

所
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
運

搬
先

の
確

認
を

行
う

と
と

も
に

、
標

識

の
取

付
け

等
、

再
処

理
規

則
第

1
4

条
に

定
め

る

運
搬

に
関

す
る

措
置

を
講

じ
、

運
搬

前
に

措
置

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

                     ２
 

統
括

当
直

長
及

び
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
管

理
区

域
外

へ
移

動
さ

せ
る

場
合

は
、

表
面

密
度

及
び

線
量

当
量

率
が

別
表

4
9

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

に
つ

い
て

放
射

線

安
全

課
長

の
確

認
を

受
け

る
。

 

３
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

、
事

業
所

外

か
ら

の
運

搬
に

伴
い

事
業

所
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
第

１
項

の
措

置
に

替
え

て
「
核

燃
料

物
質

等
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

（
事

業
所

に
お

い
て

行
わ

れ
る

運
搬

）
 

第
4
4

条
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

事
業

所
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
運

搬
先

の
確

認
を

行
う

と
と

も
に

、
標

識
の

取
付

け
等

、
管

理

規
則

第
3
2

条
に

定
め

る
運

搬
に

関
す

る
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

                     ２
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

管
理

区
域

外
へ

移
動

さ
せ

る
場

合
は

、
表

面
密

度
及

び
線

量
当

量
率

が
別

表
1
8

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

に
つ

い
て

放
射

線
安

全
課

長
の

確
認

を
受

け
る

。
 

３
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

、
事

業
所

外

か
ら

の
運

搬
に

伴
い

事
業

所
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
第

１
項

の
措

置
に

替
え

て
「
核

燃
料

物
質

等
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

（
事

業
所

に
お

い
て

行
わ

れ
る

運
搬

）
 

第
6
8

条
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

事
業

所
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

(1
) 

法
令

に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

し
て

運
搬

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
放

射
能

濃
度

が
法

令
に

定
め

る
限

度
を

超
え

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
法

令
に

定
め

る
障

害
防

止
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(2
) 

容
器

等
の

車
両

へ
の

積
付

け
に

際
し

て

は
、

運
搬

中
の

移
動

、
転

倒
又

は
転

落
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

(3
) 

法
令

に
定

め
る

危
険

物
と

混
載

し
な

い
こ

と
。

 

(4
) 

運
搬

経
路

に
標

識
を

設
け

る
こ

と
、

見
張

り

人
を

配
置

す
る

こ
と

等
の

方
法

に
よ

り
、

関
係

者

以
外

の
者

及
び

他
の

車
両

の
立

ち
入

り
を

制
限

す
る

こ
と

。
 

(5
) 

車
両

を
徐

行
さ

せ
る

と
と

も
に

、
運

搬
行

程

が
長

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
保

安
の

た
め

他
の

車
両

を
伴

走
さ

せ
る

こ
と

。
 

(6
) 

核
燃

料
物

質
等

の
取

扱
い

に
関

し
、

相
当

の
知

識
及

び
経

験
を

有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
、

保
安

の
た

め
に

必
要

な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と

。
 

(7
) 

容
器

及
び

車
両

の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に

定
め

る
標

識
を

付
け

る
こ

と
。

 

２
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

管
理

区
域

外
へ

移
動

さ
せ

る
場

合
は

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

及
び

表
面

密
度

が
別

表
2
9

に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
放

射

線
管

理
課

長
の

確
認

を
得

る
。

 

３
 

各
課

長
は

、
「
核

燃
料

物
質

等
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

搬
に

関
す

る
規

則
」

（
以

下
「
外

運
搬

規
則

」
と

い
う

。
）
及

び
「
核

燃
料

物
質

等
車

両
運

搬
規

則
」
（
以

下
「
車

両
運

搬
規

（
事

業
所

に
お

い
て

行
わ

れ
る

運
搬

）
 

第
5
4

条
 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業

所
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
運

搬
先

の
確

認
を

行
う

と
と

も
に

、
標

識
の

取
付

け
等

、
埋

設

規
則

第
1
8

条
に

定
め

る
運

搬
に

関
す

る
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
こ

れ
ら

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

                     2
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

管
理

区
域

外

へ
移

動
さ

せ
る

場
合

は
、

表
面

密
度

及
び

線
量

当
量

率
が

別
表

1
7

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な

い
こ

と
に

つ
い

て
放

射
線

管
理

課
長

の
確

認
を

受
け

る
。

 

 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
使

用
済

燃
料

の
運

搬
）
 

第
１

０
４

条
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

か
ら

使
用

済
燃

料
を

取
り

出
す

場
合

は
、

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
に

お
い

て
使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

を
使

用
す

る
。

 

２
．

原
子

燃
料

課
長

は
、

発
電

所
内

に
お

い
て

使
用

済
燃

料
を

運
搬

す
る

場
合

は
、

運
搬

前
に

次
の

事
項

を
確

認
し

、
キ

ャ
ス

ク
ピ

ッ
ト

に
お

い

て
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

に
収

納
す

る
。

 

(1
) 

法
令

に
適

合
す

る
容

器
を

使
用

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

を
使

用
す

る

こ
と

。
 

(3
) 

使
用

済
燃

料
が

臨
界

に
達

し
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 

(4
) 

収
納

す
る

使
用

済
燃

料
の

タ
イ

プ
お

よ
び

冷

却
期

間
が

、
容

器
の

収
納

条
件

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
。

 

(5
) 

使
用

済
燃

料
等

の
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

(6
) 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

使
用

時
の

吊

荷
の

重
量

お
よ

び
吊

上
げ

上
限

高
さ

を
管

理
す

る
こ

と
。

 

(7
) 

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

に
よ

り
使

用
済

燃
料

輸

送
容

器
を

キ
ャ

ス
ク

ピ
ッ

ト
上

で
取

り
扱

う
場

合

は
、

燃
料

ピ
ッ

ト
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
こ

と
お

よ
び

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
の

移
動

範
囲

や
移

動

速
度

を
制

限
す

る
こ

と
。

 

３
．

原
子

燃
料

課
長

は
、

発
電

所
内

に
お

い
て

使
用

済
燃

料
を

収
納

し
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

管
理

区
域

外
に

運
搬

す
る

場
合

は
、

運
搬

前
に

次
の

事
項

を
確

認
す

る
。

 

(1
) 

容
器

の
車

両
へ

の
積

付
け

に
際

し
、

運
搬

中
に

移
動

、
転

倒
ま

た
は

転
落

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 

(2
) 

法
令

に
定

め
る

危
険

物
と

混
載

し
な

い
こ

と
。

 

(3
) 

運
搬

経
路

に
標

識
を

設
け

る
こ

と
等

の
方

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

1
7

条
第

1
項

第
7

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

3
4

条
第

1
項

第
7

号
 

加
工

規
則

第
8

条
第

1
項

第
7

号
 

第
二

種
埋

設
規

則
第

2
0

条
第

1
項

第
7

号
 

 ■
加

工
施

設
（
濃

縮
）
で

は
、

規
則

の
事

業
所

内
運

搬
の

要
求

を
踏

ま
え

、
具

体
的

措
置

を
追

記
。

再
処

理
施

設
、

廃
棄

物
管

理
施

設
、

廃
棄

物
埋

設
施

設
は

、
既

存
の

記
述

を
踏

襲
し

た
。
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

搬
に

関
す

る
規

則
」
及

び
「
核

燃
料

物
質

等
車

両
運

搬
規

則
」
に

定
め

る
運

搬
の

技
術

上
の

基

準
に

従
っ

て
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
事

業
所

に
お

け
る

運
搬

前

に
確

認
す

る
。

 

 

搬
に

関
す

る
規

則
」
及

び
「
核

燃
料

物
質

等
車

両
運

搬
規

則
」
に

定
め

る
運

搬
の

技
術

上
の

基

準
に

従
っ

て
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
事

業
所

に
お

け
る

運
搬

前

に
確

認
す

る
。

 

則
」
と

い
う

。
）
に

定
め

る
運

搬
の

技
術

上
の

基

準
に

従
っ

て
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
運

搬
前

に
確

認
す

る
場

合

は
、

第
１

項
か

ら
第

２
項

に
か

か
わ

ら
ず

、
核

燃

料
物

質
等

を
事

業
所

に
お

い
て

運
搬

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

法
に

よ
り

、
関

係
者

以
外

の
者

お
よ

び
他

の
車

両
の

立
入

り
を

制
限

す
る

と
と

も
に

、
必

要
な

箇

所
に

見
張

人
を

配
置

す
る

こ
と

。
 

(4
) 

車
両

を
徐

行
さ

せ
る

こ
と

。
 

(5
) 

核
燃

料
物

質
の

取
扱

い
に

関
し

、
相

当
の

知
識

お
よ

び
経

験
を

有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
、

保
安

の
た

め
に

必
要

な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と

。
 

(6
) 

容
器

お
よ

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令

に
定

め
る

標
識

を
付

け
る

こ
と

。
 

４
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
第

３
項

の
運

搬
に

お

い
て

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
お

よ
び

容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表

面
密

度
限

度
の

１
０

分
の

１
を

超
え

て
い

な
い

こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
１

１
条

第
１

項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

、

表
面

汚
染

密
度

に
つ

い
て

確
認

を
省

略
で

き

る
。

 

５
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
原

子
燃

料
課

長
が

管
理

区
域

内
で

第
１

１
１

条
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
に

使
用

済
燃

料
を

収
納

し
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

移
動

す
る

場
合

は
、

移
動

前
に

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る

表
面

密
度

限
度

の
１

０
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

６
．

原
子

燃
料

課
長

は
、

使
用

済
燃

料
を

収
納

し

た
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
管

理
区

域
外

に

運
搬

す
る

場
合

は
、

輸
送

物
が

法
令

に
定

め
ら

れ
た

技
術

基
準

に
適

合
す

る
よ

う
措

置
を

講
じ

る
。

 

７
．

検
査

を
実

施
す

る
課

（
室

）
長

※
１

は
、

使
用

済
燃

料
を

収
納

し
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

管
理

区
域

外
に

運
搬

す
る

場
合

は
、

輸
送

物
が

法
令

に
定

め
ら

れ
た

技
術

基
準

に
適

合
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

検
査

を

実
施

す
る

。
 

(1
) 

外
観

検
査

 

(2
) 

気
密

漏
え

い
検

査
 

(3
) 

圧
力

測
定

検
査

 

(4
) 

線
量

当
量

率
検

査
 

(5
) 

未
臨

界
検

査
 

(6
) 

温
度

測
定

検
査

 

(7
) 

吊
上

検
査

 

(8
) 

重
量

検
査

 

(9
) 

収
納

物
検

査
 

(1
0
) 

表
面

密
度

検
査

 

８
．

原
子

燃
料

課
長

は
、

使
用

済
燃

料
を

発
電

所
外

に
運

搬
す

る
場

合
は

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

 

※
１

：
検

査
を

実
施

す
る

課
（
室

）
長

は
、

検
査

の

独
立

性
を

確
保

す
る

た
め

、
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
 

関
す

る
組

織
の

う
ち

、
本

条
第

７
項

(1
)か

ら
(3

)

お
よ

び
(5

)か
ら

(9
)の

検
査

は
原

子
燃

料
課

長
と

は
 

別
の

組
織

の
者

、
(4

)お
よ

び
(1

0)
の

検
査

は
放

射
線

管
理

課
長

と
は

別
の

組
織

の
者

と
す

る
。

 

3
9 

（
事

業
所

外
へ

の
運

搬
）
 

第
1
0
6

条
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

事

業
所

外
へ

運
搬

す
る

場
合

は
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

     ２
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

事
業

所
外

（
事

業
所

外
へ

の
運

搬
）
 

第
4
5

条
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

事
業

所
外

へ
運

搬
す

る
場

合
は

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

     ２
 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

外

（
事

業
所

外
へ

の
運

搬
）
 

第
6
9

条
 
 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

外
へ

運
搬

す
る

場
合

は
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 

各
課

長
は

、
運

搬
に

当
た

っ
て

は
外

運
搬

規

則
及

び
車

両
運

搬
規

則
に

定
め

る
核

燃
料

物

質
等

の
区

分
に

応
じ

た
輸

送
物

と
し

て
運

搬
す

る
。

 

 ３
 

各
課

長
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に

（
事

業
所

外
へ

の
運

搬
）
 

第
5
5

条
 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業

所
外

へ
運

搬
す

る
場

合
は

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
と

と
も

に
、

標
識

の
取

付
け

等
、

「
核

燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

」
及

び
「
核

燃
料

物
質

等

車
両

運
搬

規
則

」
に

定
め

る
運

搬
に

関
す

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

  

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
発

電
所

外
へ

の
運

搬
）
 

第
１

２
２

条
 
各

課
（
室

）
長

（
品

質
保

証
室

長
お

よ
び

当
直

課
長

を
除

く
。

）
は

、
核

燃
料

物
質

等

（
第

９
９

条
、

第
１

０
４

条
お

よ
び

第
１

０
５

条
の

２

に
定

め
る

物
を

除
く

。
）
を

発
電

所
外

に
運

搬
す

る
場

合
は

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

 

２
．

各
課

（
室

）
長

は
、

運
搬

に
あ

た
っ

て
は

法
令

に
定

め
る

核
燃

料
物

質
等

の
区

分
に

応
じ

た
輸

送
物

と
し

て
運

搬
す

る
。

 

３
．

各
課

（
室

）
長

は
、

運
搬

前
に

次
の

事
項

を

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

1
7

条
第

1
項

第
9

号
 

再
処

理
規

則
第

1
7

条
第

1
項

第
1
1

号
 

 廃
棄

物
管

理
規

則
第

3
4

条
第

1
項

第
9

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

3
4

条
第

1
項

第
1
1

号

3
 

 加
工

規
則

第
8

条
第

1
項

第
9

号
 

加
工

規
則

第
8

条
第

1
項

第
1
1

号
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

へ
運

搬
す

る
場

合
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

(1
)

「
核

燃
料

物
質

等
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

搬
に

関
す

る
規

則
」
に

適
合

す

る
容

器
に

封
入

し
て

運
搬

す
る

こ
と

。

(2
)

「
核

燃
料

物
質

等
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

搬
に

関
す

る
規

則
」
に

定
め

る

核
燃

料
物

質
等

の
使

用
等

に
必

要
な

書
類

そ

の
他

の
物

品
（
核

燃
料

輸
送

物
の

安
全

性
を

損

な
う

お
そ

れ
の

な
い

も
の

に
限

る
。

）
以

外
の

も

の
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。

(3
)

L
型

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、
開

封
さ

れ
た

と

き
に

見
や

す
い

位
置

に
法

令
に

定
め

る
表

示
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

(4
)

A
型

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、
み

だ
り

に
開

封

さ
れ

な
い

よ
う

に
、

か
つ

、
開

封
さ

れ
た

場
合

に

開
封

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
、

容

易
に

破
れ

な
い

シ
ー

ル
の

貼
付

け
等

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

３
 

各
課

長
は

、
前

項
の

運
搬

に
お

い
て

、
次

の

事
項

（
Ｌ

型
輸

送
物

に
関

し
て

は
第

3
号

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
放

射
線

安
全

課
長

の
確

認
を

受

け
る

。

(1
)

容
器

等
の

表
面

に
お

け
る

線
量

当
量

率
が

別
表

4
9

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

。

(2
)

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
別

表
4
9

に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
。

(3
)

容
器

等
の

表
面

か
ら

1
ｍ

離
れ

た
位

置
に

お
け

る
線

量
当

量
率

が
別

表
4
9

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

。

へ
運

搬
す

る
場

合
は

、
次

の
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

(1
)

外
運

搬
規

則
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
し

て
運

搬
す

る
こ

と
。

(2
)

外
運

搬
規

則
に

定
め

る
核

燃
料

物
質

等
の

使
用

等
に

必
要

な
書

類
そ

の
他

の
物

品
（
核

燃

料
輸

送
物

の
安

全
性

を
損

な
う

お
そ

れ
の

な
い

も
の

に
限

る
。

）
以

外
の

も
の

が
収

納
さ

れ
て

い

な
い

こ
と

。

(3
)

L
型

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、
開

封
さ

れ
た

と

き
に

見
や

す
い

位
置

に
法

令
に

定
め

る
表

示
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

(4
)

A
型

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、
み

だ
り

に
開

封

さ
れ

な
い

よ
う

に
、

か
つ

、
開

封
さ

れ
た

場
合

に

開
封

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
、

容

易
に

破
れ

な
い

シ
ー

ル
の

貼
付

け
等

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

３
 
各

課
長

は
、

前
項

の
運

搬
に

お
い

て
、

次
の

事
項

（
Ｌ

型
輸

送
物

に
関

し
て

は
第

３
号

を
除

く
）

に
つ

い
て

放
射

線
安

全
課

長
の

確
認

を
受

け

る
。

(1
)

容
器

等
の

表
面

に
お

け
る

線
量

当
量

率
が

別
表

1
8

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

。

(2
)

容
器

等
の

表
面

密
度

が
別

表
1
8

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

。

(3
)

容
器

等
の

表
面

か
ら

1
ｍ

離
れ

た
位

置
に

お
け

る
線

量
当

量
率

が
別

表
1
8

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

。

措
置

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

(1
)

法
令

に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

(2
)

核
燃

料
物

質
等

の
使

用
等

に
必

要
な

書
類

そ
の

他
の

物
品

（
核

燃
料

輸
送

物
の

安
全

性
を

損
な

う
お

そ
れ

の
な

い
物

に
限

る
。

）
以

外
の

物

が
収

納
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
。

(3
) 
L

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
、

開
封

さ
れ

た
と

き

に
見

や
す

い
位

置
に

法
令

に
定

め
る

表
示

を
有

し
て

い
る

こ
と

。

(4
)

A
型

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、
み

だ
り

に
開

封

さ
れ

な
い

よ
う

に
、

か
つ

、
開

封
さ

れ
た

場
合

に

開
封

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
、

容

易
に

破
れ

な
い

シ
ー

ル
の

貼
付

け
等

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

４
 

各
課

長
は

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

及
び

表
面

密
度

が
別

表
2
9

に
定

め
る

値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
放

射
線

管
理

課
長

の
確

認
を

得
る

。

た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

、
表

面
密

度
に

つ
い

て
の

確
認

を
省

略
で

き
る

。

2
 

前
項

に
お

い
て

各
課

長
は

、
表

面
密

度
及

び

線
量

当
量

率
が

別
表

1
7

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

に
つ

い
て

放
射

線
管

理
課

長
の

確
認

を
受

け
る

。
 

確
認

す
る

。
 

(1
)

法
令

に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

(2
)

法
令

に
定

め
る

書
類

お
よ

び
物

品
以

外
の

も
の

が
収

納
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
。

(3
)

Ｌ
型

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、
開

封
さ

れ
た

と

き
に

見
や

す
い

位
置

に
法

令
に

定
め

る
表

示
を

行
う

こ
と

。

(4
)

Ａ
型

輸
送

物
も

し
く

は
Ｂ

Ｍ
型

輸
送

物
に

つ

い
て

は
、

み
だ

り
に

開
封

さ
れ

な
い

よ
う

に
、

か

つ
、

開
封

さ
れ

た
場

合
に

開
封

さ
れ

た
こ

と
が

明

ら
か

に
な

る
よ

う
に

、
容

易
に

破
れ

な
い

シ
ー

ル

の
貼

付
け

等
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。

４
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

か
ら

運
搬

す
る

場
合

は
、

表
面

汚
染

密
度

に
つ

い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。

第
二

種
埋

設
規

則
第

2
0

条
第

1
項

第
9

号
 

第
二

種
埋

設
規

則
第

2
0

条
第

1
項

第
1
3

号
 

■
再

処
理

施
設

、
廃

棄
物

管
理

施
設

、
加

工
施

設
（
濃

縮
）
で

は
、

規
則

の
事

業
外

運
搬

の
要

求
を

踏
ま

え
、

具
体

的
措

置
を

追
記

。
廃

棄
物

埋
設

施
設

は
、

既
存

の
記

述
を

踏
襲

し
た

。

4
0 

（
該

当
な

し
）
 

（
ガ

ラ
ス

固
化

体
を

納
め

た
輸

送
物

の
運

搬
）
 

第
4
5

条
の

２
 

輸
送

技
術

課
長

は
、

ガ
ラ

ス
固

化
体

を
納

め
た

輸
送

物
を

事
業

所
の

外
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
事

前
に

外
運

搬
規

則
に

定
め

る
技

術
上

の
基

準
に

従
っ

て
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

２
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

前
項

の
運

搬
に

際
し

て
、

輸
送

物
の

確
認

と
し

て
、

運
搬

前
に

次
の

事

項
を

実
施

す
る

。
 

(1
)

外
観

検
査

(2
)

吊
上

げ
検

査

(3
)

重
量

検
査

(4
)

表
面

密
度

検
査

(5
)

線
量

当
量

率
検

査

(6
)

収
納

物
検

査

(7
)

温
度

測
定

検
査

(8
)

気
密

漏
え

い
検

査

(9
)

圧
力

測
定

検
査

（
原

料
ウ

ラ
ン

を
納

め
た

輸
送

物
の

運
搬

）
 

第
7
0

条
 

機
械

保
全

課
長

は
、

原
料

ウ
ラ

ン
を

納
め

た
輸

送
物

を
事

業
所

の
外

に
お

い
て

運
搬

す
る

場
合

は
、

事
前

に
外

運
搬

規
則

に
定

め
る

技
術

上
の

基
準

に
従

っ
て

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

２
 

保
全

管
理

課
長

は
、

前
項

の
運

搬
に

際
し

て
、

輸
送

物
の

確
認

と
し

て
、

運
搬

前
に

次
の

事

項
を

実
施

す
る

。
 

(1
)

外
観

検
査

(2
)

固
縛

検
査

(3
)

表
面

密
度

検
査

(4
)

線
量

当
量

率
検

査

(5
)

収
納

物
検

査

(6
)

重
量

検
査

（
該

当
な

し
）
 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

（
新

燃
料

の
運

搬
）
 

第
 
９

９
 
条

 
（
略

）
 

２
．

～
５

．
 
（
略

）
 

６
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
原

子
燃

料
課

長
が

管
理

区
域

内
で

第
１

１
１

条
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
に

新
燃

料
を

収
納

し
た

新
燃

料
輸

送
容

器
を

移
動

す
る

場
合

は
、

移
動

前
に

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度

限
度

の
１

０
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確

認
す

る
。

 

７
．

原
子

燃
料

課
長

は
、

新
燃

料
を

収
納

し
た

新

燃
料

輸
送

容
器

を
管

理
区

域
外

に
運

搬
す

る
場

合
は

、
輸

送
物

が
法

令
に

定
め

ら
れ

た
技

術
基

準
に

適
合

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

た

め
、

次
の

検
査

を
実

施
す

る
。

 

(1
)

外
観

検
査

(2
)

線
量

当
量

率
検

査

(3
)

未
臨

界
検

査

(4
)

吊
上

検
査

(5
)

重
量

検
査

(6
)

収
納

物
検

査

(7
)

表
面

密
度

検
査

８
．

原
子

燃
料

課
長

は
、

新
燃

料
を

発
電

所
外

に
運

搬
す

る
場

合
は

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

９
．

（
略

）

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

3
4

条
第

1
項

第
9

号
 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

3
4

条
第

1
項

第
1
1

号
 

加
工

規
則

第
8

条
第

1
項

第
9

号
 

加
工

規
則

第
8

条
第

1
項

第
1
1

号
 

■
検

査
項

目
の

違
い

は
収

納
物

の
違

い
に

よ

る
も

の

第
３

章
 
再

処
理

施
設

の
操

作
 

第
７

章
 

非
常

時
の

措
置

 
第

９
章

 
火

災
防

護
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整

備
 

第
9
 
章

 
非

常
時

等
の

措
置

 

4
1 

（
地

震
・
火

災
等

発
生

時
の

措
置

）
 

第
3
0

条
 

管
理

担
当

課
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

測
候

所
等

に
お

い
て

震
度

５
弱

以
上

の
地

震
が

観
測

さ
れ

た
場

合
は

、
地

震
終

了
後

、
所

管
す

る
施

設
の

損
傷

の
有

無
を

確
認

し
、

そ
の

結
果

を
工

場
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に

報
告

す
る

。
 

２
 

各
職

位
は

、
再

処
理

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

早
期

消
火

及
び

延
焼

の
防

止
に

努
め

、
管

理
担

当
課

長
は

、
鎮

火
後

所
管

す
る

（
異

常
時

の
措

置
）
 

第
4
6
 
条

 
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

い
て

異
常

を

発
見

し
た

者
は

、
直

ち
に

第
1
2
 
条

第
１

項
第

１

号
に

基
づ

く
手

順
書

等
に

従
い

、
必

要
な

応
急

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
異

常
に

係
る

設
備

等

の
管

理
担

当
課

長
に

通
報

す
る

。
 

た
だ

し
、

建
屋

外
の

電
気

設
備

に
係

る
異

常
に

お
い

て
は

統
括

当
直

長
に

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

及
び

こ
れ

に
接

続
す

る
建

屋
外

の
ダ

ク
ト

に
係

る
異

常
に

お
い

て
は

（
火

災
防

護
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整
備

）
 

第
7
1

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

火
災

防
護

活
動

の
た

め
の

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
措

置
に

係
る

事
項

を
第

６
条

の
表

１
に

掲
げ

る
文

書

（
「
火

災
防

護
計

画
」
）
に

定
め

、
事

業
部

長
の

承

認
を

得
る

。
 

ま
た

、
本

文
書

は
、

添
付

１
「
火

災
防

護
活

動
及

び
自

然
災

害
対

応
に

係
る

実
施

方
針

」
に

従
い

作
成

す
る

。
 

(1
)

火
災

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

（
異

常
時

の
措

置
）
 

第
5
6
 
条

 
埋

設
施

設
に

お
い

て
異

常
を

発
見

し

た
者

は
、

直
ち

に
必

要
な

応
急

措
置

を
講

じ
る

と

と
も

に
、

異
常

に
係

る
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
に

通
報

す
る

。
 

た
だ

し
、

放
射

線
管

理
に

係
る

異
常

に
お

い
て

は
、

放
射

線
管

理
課

長
に

対
し

て
も

通
報

す
る

。
 

【
該

当
す

る
保

安
規

定
審

査
基

準
項

目
】
 

再
処

理
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
１

４
号

 

廃
棄

物
管

理
規

則
第

３
４

条
第

１
項

第
１

２
号

 

加
工

規
則

第
８

条
第

１
項

第
１

３
号

 

埋
設

規
則

第
２

０
条

第
1

項
第

１
４

号
 

■
加

工
施

設
（
濃

縮
）
に

つ
い

て
は

、
新

規
制

基

準
適

合
に

係
る

事
業

変
更

許
可

を
一

部
反

映
し

た
内

容
で

規
定

。
再

処
理

施
設

、
廃

棄
物

管
理

－310 / 440－
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N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

工
場

長
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

報
告

す

る
。

 

３
 

防
災

業
務

課
長

は
、

初
期

消
火

活
動

の
た

め
の

体
制

に
関

し
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
)

別
表

７
の

２
に

定
め

る
設

備
等

及
び

初
期

消
火

活
動

に
必

要
な

そ
の

他
の

資
機

材
の

配

備 (2
)

初
期

消
火

活
動

を
行

う
1
0

名
以

上
の

要
員

の
常

駐
及

び
当

該
要

員
に

対
す

る
火

災
発

生

時
の

通
報

連
絡

体
制

(3
)

火
災

の
早

期
発

見
の

た
め

の
第

2
5

条
に

基
づ

く
巡

視
・
点

検
の

体
制

及
び

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

測
候

所
等

に
お

い
て

震
度

５
弱

以
上

の
地

震
が

観
測

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
火

災
の

早
期

発
見

の
た

め
の

別
表

３
に

示
す

設
備

等
の

巡

視
・
点

検
体

制

４
 

各
職

位
は

、
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

必
要

な

措
置

を
講

じ
る

。

５
 

防
災

業
務

課
長

は
、

第
３

項
の

計
画

に
つ

い

て
、

総
合

的
な

訓
練

及
び

初
期

消
火

活
動

の
結

果
を

年
１

回
以

上
評

価
し

、
事

業
部

長
に

報
告

す
る

。

６
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
報

告
の

内
容

を
評

価
し

、
改

善
を

要
す

る
と

判
断

し
た

場
合

は
必

要

な
措

置
を

講
じ

る
。

７
 

統
括

当
直

長
及

び
燃

料
管

理
課

長
は

、
山

火
事

、
台

風
等

が
所

管
す

る
施

設
に

対
し

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

工
場

長
に

報
告

す
る

。

８
 

工
場

長
は

、
前

項
の

報
告

を
受

け
た

場
合

は
、

事
業

部
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

と
協

議
し

、
必

要
に

応
じ

て
使

用
済

燃
料

の
再

処
理

を
停

止
す

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

貯
蔵

管
理

課
長

に
通

報
す

る
。

 

放
射

線
管

理
に

係
る

異
常

に
お

い
て

は
、

放

射
線

安
全

課
長

に
対

し
て

も
通

報
す

る
。

 

２
 
前

項
の

通
報

を
受

け
た

統
括

当
直

長
、

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

、
貯

蔵
管

理
課

長
及

び
放

射
線

安
全

課
長

は
、

直
ち

に
異

常
状

況
の

把
握

に
努

め
、

異
常

状
態

の
解

消
及

び
拡

大
防

止
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

ま
た

、
前

項
の

通
報

を
受

け
た

統
括

当
直

長
、

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

及
び

貯
蔵

管
理

課

長
は

、
工

場
長

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
及

び
関

係
箇

所
に

通
報

す
る

。
さ

ら
に

、
統

括
当

直
長

は

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
施

設
課

長
に

、
貯

蔵
管

理
課

長

は
安

全
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

課
長

に
通

報
す

る
。

３
 
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

は
、

統
括

当
直

長
（
建

屋
外

の
電

気
設

備
に

係
る

異

常
に

限
る

。
）
及

び
関

係
課

長
と

協
力

し
て

異
常

の
原

因
を

調
査

し
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、

工

場
長

及
び

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

な
お

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
の

受
入

れ
に

お
い

て
、

ガ

ラ
ス

固
化

体
の

も
つ

閉
じ

込
め

の
機

能
に

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

当
該

ガ
ラ

ス
固

化
体

を
容

器
等

に
収

納
し

保
管

す
る

。

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
を

第
7
5

条
に

よ
り

配
置

す
る

。
 

ま
た

、
初

期
消

火
活

動
の

た
め

に
必

要
な

要
員

を
第

7
5

条
に

よ
り

9
名

以
上

（
事

業
所

常
駐

2

名
以

上
、

隣
接

す
る

自
社

の
他

の
事

業
所

常
駐

7
名

以
上

）
配

置
す

る
。

 

(2
)

火
災

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
・

訓
練

を
第

8
7

条
及

び
第

8
8

条
に

よ
り

実
施

す

る
。

(3
)

火
災

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
配

備
す

る
。

ま
た

、
初

期
消

火
活

動
の

た
め

に
必

要
な

通
報

設
備

と
し

て
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設
備

又
は

衛
星

電
話

を
中

央
制

御
室

等
に

配
備

す
る

と
と

も
に

、
泡

消
火

剤
、

別
表

3
0

に
示

す
化

学

消
防

自
動

車
等

を
配

備
す

る
。

２
 

各
課

長
は

、
前

項
に

定
め

た
文

書
に

基
づ

き
、

火
災

発
生

時
に

お
い

て
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
。

ま
た

、
巡

視
点

検
担

当
課

長
は

、
第

1
6

条
に

定

め
る

巡
視

点
検

に
よ

り
火

災
の

早
期

発
見

に
努

め
る

。

３
 

事
業

部
長

は
、

運
営

管
理

課
長

に
前

項
の

活
動

の
結

果
を

評
価

さ
せ

、
こ

れ
を

報
告

さ
せ

る

と
と

も
に

、
改

善
を

要
す

る
と

判
断

し
た

場
合

は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

４
 

各
課

長
は

、
火

災
の

影
響

に
よ

り
、

加
工

施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

る

通
報

系
統

に
従

い
連

絡
す

る
と

と
も

に
、

連
絡

を

受
け

た
関

係
者

と
必

要
に

応
じ

て
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

防
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す

る
。

２
 
前

項
の

通
報

を
受

け
た

設
備

等
の

管
理

担

当
課

長
及

び
放

射
線

管
理

課
長

は
、

直
ち

に
異

常
状

況
の

把
握

に
努

め
、

異
常

状
態

の
解

消
及

び
拡

大
防

止
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、

事
業

部
長

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
及

び
関

係
箇

所
に

通
報

す
る

。
 

３
 
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

は
、

関
係

課
長

と
協

力
し

て
異

常
の

原
因

を
調

査

し
、

埋
設

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
セ

ン
タ

ー
長

、
事

業
部

長
及

び
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

。
 

施
設

、
廃

棄
物

埋
設

施
設

は
、

既
許

可
の

保
安

規
定

に
お

け
る

規
定

内
容

で
、

今
後

、
事

業
変

更
許

可
後

に
反

映
予

定
。

 

第
1
0

章
 

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

活
動

を
行

う
た

め
の

体
制

の
整

備
 

4
2 

（
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
の

整
備

）
 

第
7
2

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
の

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
措

置

に
係

る
事

項
を

第
６

条
の

表
１

に
掲

げ
る

文
書

（
「
火

災
防

護
計

画
」
及

び
「
加

工
施

設
 

異
常

事

象
対

策
要

領
」
）
に

定
め

、
事

業
部

長
の

承
認

を

得
る

。
 

ま
た

、
本

文
書

は
、

添
付

１
「
火

災
防

護
活

動
及

び
自

然
災

害
対

応
に

係
る

実
施

方
針

」
に

従
い

作
成

す
る

。
 

(1
)

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
を

第
7
5

条
に

よ
り

配
置

す
る

。

(2
)

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
・
訓

練
を

第
8
7

条
及

び
第

8
8

条
に

よ
り

実
施

す
る

。

(3
)

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
配

備
す

る
。

２
 

各
課

長
は

、
前

項
に

定
め

た
文

書
に

基
づ

き
、

自
然

災
害

発
生

時
に

お
い

て
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
。

３
 

事
業

部
長

は
、

運
営

管
理

課
長

に
前

項
の

活
動

の
結

果
を

評
価

さ
せ

、
こ

れ
を

報
告

さ
せ

る

と
と

も
に

、
改

善
を

要
す

る
と

判
断

し
た

場
合

は

－311 / 440－
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

４
 

各
課

長
は

、
自

然
災

害
の

影
響

に
よ

り
、

加

工
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

定

め
る

通
報

系
統

に
従

い
連

絡
す

る
と

と
も

に
、

連

絡
を

受
け

た
関

係
者

と
必

要
に

応
じ

て
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

防
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

５
 

各
課

長
は

、
自

然
災

害
に

係
る

新
た

な
知

見

を
収

集
し

、
必

要
に

応
じ

て
手

順
書

等
へ

反
映

す
る

。
 

 

 
 

第
1
1

章
 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

活
動

を
行

う
た

め
の

体
制

の
整

備
 

 
 

 
 

4
3 

 
 

（
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
の

整
備

）
 

第
7
3

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

重
大

事
故

に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
の

整
備

と
し

て
、

次
の

措

置
に

係
る

事
項

を
第

６
条

の
表

１
に

掲
げ

る
文

書
（
「
加

工
施

設
 

異
常

事
象

対
策

要
領

」
）
に

定

め
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

ま
た

、
本

文
書

は
、

添
付

２
「
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

方
針

」
に

従
い

作
成

す
る

。
 

(1
) 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
を

第
7
5

条
に

よ
り

配
置

す
る

。
 

(2
) 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
・
訓

練
を

第
8
7

条
及

び
第

8
8

条
に

よ
り

実

施
す

る
。

 

(3
) 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
配

備
す

る
。

 

(4
) 

前
各

号
の

ほ
か

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

を
整

備
す

る
。

 

２
 

運
営

管
理

課
長

は
、

重
大

事
故

に
至

る
お

そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

次
の

事
項

を
前

項
の

文
書

に
定

め
る

。
 

(1
) 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
発

生
時

に
お

け
る

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
喪

失
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

(2
) 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

３
 

各
課

長
は

、
第

１
項

に
定

め
た

文
書

に
基

づ

き
、

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
い

て
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
。

 

４
 

事
業

部
長

は
、

運
営

管
理

課
長

に
前

項
の

活
動

の
結

果
を

評
価

さ
せ

、
こ

れ
を

報
告

さ
せ

る

と
と

も
に

、
改

善
を

要
す

る
と

判
断

し
た

場
合

は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

 
第

８
章

 
非

常
時

の
措

置
 

第
７

章
 

非
常

時
の

措
置

 
第

1
2

章
 

非
常

時
の

措
置

 
第

9
章

非
常

時
等

の
措

置
 

第
９

章
 
緊

急
時

の
措

置
 

 
 

4
4 

（
非

常
時

対
策

組
織

）
 

第
1
0
9
条

 
事

業
部

長
は

、
再

処
理

事
業

部
の

通

常
組

織
で

は
異

常
の

拡
大

防
止

等
の

た
め

の

活
動

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
と

が
困

難
と

判
断

さ
れ

る
事

態
（
以

下
「
非

常
事

態
」
と

い

う
。

）
が

発
生

し
た

場
合

に
直

ち
に

非
常

時
対

策

活
動

を
行

え
る

よ
う

に
、

非
常

時
対

策
組

織
を

あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

  ２
 
非

常
時

対
策

組
織

に
本

部
を

お
き

、
本

部
長

に
は

事
業

部
長

が
あ

た
る

。
 

た
だ

し
、

事
業

部
長

が
不

在
の

場
合

に
備

え
て

あ
ら

か
じ

め
代

行
者

を
定

め
て

お
く
。

 

（
非

常
時

対
策

組
織

）
 

第
4
7

条
 
事

業
部

長
は

、
再

処
理

事
業

部
の

通

常
組

織
で

は
異

常
の

拡
大

防
止

等
の

た
め

の

活
動

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
と

が
困

難
と

判
断

さ
れ

る
事

態
（

以
下

「
非

常
事

態
」

と
い

う
。

）
が

発
生

し
た

場
合

に
直

ち
に

非
常

時
対

策

活
動

を
行

え
る

よ
う

に
、

非
常

時
対

策
組

織
を

あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

  ２
 
非

常
時

対
策

組
織

に
本

部
を

お
き

、
本

部
長

に
は

事
業

部
長

が
あ

た
る

。
 

た
だ

し
、

事
業

部
長

が
不

在
の

場
合

に
備

え
て

あ
ら

か
じ

め
代

行
者

を
定

め
て

お
く
。

 

 

（
非

常
時

対
策

組
織

）
 

 

第
7
4

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

火
災

、
爆

発
、

核
燃

料
物

質
の

漏
え

い
等

の
異

常
発

生
に

よ

り
、

濃
縮

事
業

部
の

通
常

組
織

で
は

異
常

の
拡

大
防

止
等

の
た

め
の

活
動

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
と

が
困

難
と

判
断

さ
れ

る
事

態
（
以

下
「
非

常
事

態
」
と

い
う

。
）
が

発
生

し
た

場
合

に
、

直
ち

に
非

常
時

対
策

活
動

を
行

え
る

よ
う

に
、

非
常

時

対
策

組
織

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

２
 

非
常

時
対

策
組

織
に

本
部

を
お

き
、

本
部

長

に
は

事
業

部
長

が
当

た
る

。
 

た
だ

し
、

事
業

部
長

が
不

在
の

場
合

に
備

え
て

あ
ら

か
じ

め
代

行
者

を
定

め
て

お
く
。

 

 

（
非

常
時

対
策

組
織

）
 

第
5
7

条
 

事
業

部
長

は
、

埋
設

事
業

部
の

通
常

組
織

で
は

異
常

の
拡

大
防

止
等

の
た

め
の

活
動

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
と

が

困
難

と
判

断
さ

れ
る

事
態

（
以

下
「
非

常
事

態
」
と

い
う

。
）
が

発
生

し
た

場
合

に
直

ち
に

非
常

時
対

策
活

動
を

行
え

る
よ

う
に

、
非

常

時
対

策
組

織
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く

。
 

  2
 

非
常

時
対

策
組

織
に

本
部

を
お

き
、

本

部
長

に
は

事
業

部
長

が
あ

た
る

。
 

た
だ

し
、

事
業

部
長

が
不

在
の

場
合

に

備
え

て
あ

ら
か

じ
め

代
行

者
を

定
め

て
お

く
。

 

 

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
 

 
 

4
5 

（
非

常
時

要
員

）
 

第
1
1
0
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

組
織

に

必
要

な
要

員
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く
。

 

（
非

常
時

要
員

）
 

第
4
8

条
 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

組
織

に

必
要

な
要

員
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く
。

 

 

（
非

常
時

要
員

）
 

 

第
7
5

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

非
常

時
対

策
組

織
に

必
要

な
要

員
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

 

（
非

常
時

要
員

）
 

第
5
8

条
 

事
業

部
長

は
、

非
常

時
対

策
組

織
に

必
要

な
要

員
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お

く
。

 

 

 
 

 

4
6 

（
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
1
1
0
条

の
２

 
事

業
部

長
は

、
次

の
各

号
の

要

件
に

該
当

す
る

放
射

線
業

務
従

事
者

（
女

子
に

つ
い

て
は

、
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

及
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

に
限

る
。

）
か

ら
、

緊
急

作
業

従
事

者
を

あ
ら

か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

(1
) 

別
表

4
9
の

２
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

教
育

を
受

け
た

上
で

、
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

意
思

が
あ

る
旨

を
、

社
長

に
書

面
で

申
し

出
た

者
 

(2
) 

別
表

4
9
の

３
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

訓
練

を
受

け
た

者
 

(3
) 

実
効

線
量

に
つ

い
て

2
5
0
m

S
v 

を
線

量
限

度
と

す
る

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

要
員

、
同

法
第

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
管

理
者

又
は

同
法

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

副
原

子
力

防
災

管
理

者
 

（
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
4
8

条
の

２
 
事

業
部

長
は

、
次

の
各

号
の

要

件
に

該
当

す
る

放
射

線
業

務
従

事
者

（
女

子
に

つ
い

て
は

、
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

及
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

に
限

る
。

）
か

ら
、

緊
急

作
業

従
事

者
を

あ
ら

か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

（
１

）
別

表
1
8

の
２

に
定

め
る

緊
急

作
業

に
つ

い

て
の

教
育

を
受

け
た

上
で

、
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

意
思

が
あ

る
旨

を
、

社
長

に
書

面
で

申
し

出
た

者
 

（
２

）
別

表
1
8

の
３

に
定

め
る

緊
急

作
業

に
つ

い

て
の

訓
練

を
受

け
た

者
 

（
３

）
実

効
線

量
に

つ
い

て
2
5
0
m

S
v 

を
線

量
限

度
と

す
る

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

要
員

、
同

法
第

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
管

理
者

又
は

同
法

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

副
原

子
力

防
災

管
理

者
 

 

（
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
7
6

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

次
の

各
号

の
要

件
に

該
当

す
る

放
射

線
業

務
従

事
者

（
女

子
に

つ
い

て
は

、
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

及
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

に
限

る
。

）
か

ら
、

緊
急

作
業

従
事

者
を

あ
ら

か

じ
め

定
め

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 

(1
) 

別
表

3
3

に
定

め
る

緊
急

作
業

に
つ

い
て

の

教
育

を
受

け
た

上
で

、
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

意
思

が
あ

る
旨

を
、

社
長

に
書

面
で

申
し

出
た

者
 

(2
) 

別
表

3
4

に
定

め
る

緊
急

作
業

に
つ

い
て

の

訓
練

を
受

け
た

者
 

(3
) 

実
効

線
量

に
つ

い
て

2
5
0
m

S
v

を
線

量
限

度
と

す
る

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

要
員

、
同

法
第

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
管

理
者

又
は

同
法

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

副
原

子
力

防
災

管
理

者
 

 

（
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
5
9

条
 

事
業

部
長

は
、

次
の

各
号

に
定

め
る

要
件

に
該

当
す

る
放

射
線

業
務

従
事

者
（
女

子
に

つ
い

て
は

、
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

及
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

に
限

る
。

）
か

ら
、

緊
急

作
業

従
事

者
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く

。
 

(1
) 

別
表

1
8

に
定

め
る

緊
急

作
業

に
つ

い

て
の

教
育

を
受

け
た

上
で

、
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

意
思

が
あ

る
旨

を
社

長
に

書
面

で
申

し
出

た
者

 

(2
) 

別
表

1
8

の
2

に
定

め
る

緊
急

作
業

に

つ
い

て
の

訓
練

を
受

け
た

者
 

(3
) 

実
効

線
量

に
つ

い
て

2
5
0
m

S
v

を
線

量

限
度

と
す

る
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

8
条

第
3

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
要

員
、

同
法

第
9

条
第

1
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

管
理

者
又

は
同

法
同

条

第
3

項
に

規
定

す
る

副
原

子
力

防
災

管

理
者

 

 

 
 

 

4
7 

（
非

常
時

用
器

材
の

整
備

）
 

第
1
1
1
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

活
動

に

必
要

な
通

信
連

絡
用

器
材

、
防

護
具

類
、

放
射

線
測

定
器

等
を

あ
ら

か
じ

め
準

備
し

、
常

に
使

用
可

能
な

状
態

に
整

備
し

て
お

く
。

 

（
非

常
時

用
器

材
の

整
備

）
 

第
4
9

条
 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

活
動

に

必
要

な
通

信
連

絡
用

器
材

、
防

護
具

類
、

放
射

線
測

定
器

等
を

あ
ら

か
じ

め
準

備
し

、
常

に
使

用
可

能
な

状
態

に
整

備
し

て
お

く
。

 

 

（
非

常
時

用
機

材
の

整
備

）
 

 

第
7
7

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

非
常

時
対

策
活

動
に

必
要

な
通

信
連

絡
用

機
材

、
防

護
具

類
、

放
射

線
測

定
器

等
を

第
６

条
の

表
１

に
掲

げ
る

文
書

（
「
加

工
施

設
 

異
常

事
象

対
策

要
領

」
）
に

定
め

る
。

 

２
 

各
課

長
は

、
前

項
に

定
め

る
非

常
用

機
材

を

配
備

し
、

定
期

的
に

保
守

点
検

を
行

い
、

そ
の

機
能

を
常

に
確

保
す

る
。

 

 

（
非

常
時

用
器

材
の

整
備

）
 

第
6
0

条
 

事
業

部
長

は
、

非
常

時
対

策
活

動
に

必
要

な
通

信
連

絡
用

器
材

、
防

護
具

類
、

放
射

線
測

定
器

等
を

あ
ら

か
じ

め
準

備

し
、

常
に

使
用

可
能

な
状

態
に

整
備

し
て

お

く
。

 

 

 
 

 

4
8 

 
 

（
安

全
避

難
通

路
）
 

第
7
8

条
 

運
転

管
理

課
長

は
、

設
計

基
準

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
用

い
る

標
識

を
設

置
し

た
安

全
避

難
通

路
（
均

質
槽

か
ら

の
U

F
6

漏
え

い
に

よ
り

モ
ニ

タ
エ

リ
ア

に
退

避
不

可
能

な
場

合

に
一

時
退

避
す

る
た

め
の

一
時

退
避

エ
リ

ア
を

含
む

。
）
、

避
難

用
及

び
非

常
用

の
照

明
を

配
備

す
る

と
と

も
に

、
非

常
用

の
照

明
設

置
箇

所
以

外
で

現
場

作
業

が
必

要
に

な
っ

た
場

合
等

に
使

用
す

る
可

搬
式

照
明

を
配

備
す

る
。

 

２
 

各
課

長
は

、
前

項
の

安
全

避
難

通
路

に
通

行
を

阻
害

す
る

要
因

と
な

る
よ

う
な

障
害

物
を

設

置
し

な
い

よ
う

管
理

す
る

。
 

な
お

、
各

課
長

は
、

工
事

等
に

よ
り

安
全

避
難
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

通
路

が
通

行
で

き
な

い
場

合
は

、
迂

回
路

等
の

代
替

措
置

を
講

じ
る

。
 

 

4
9 

（
通

報
系

統
）
 

第
1
1
2

条
 
事

業
部

長
は

、
非

常
事

態
が

生
じ

た

場
合

の
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
と

の
通

報

系
統

を
あ

ら
か

じ
め

確
立

し
て

お
く
。
 

（
通

報
系

統
）
 

第
5
0
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
事

態
が

生
じ

た

場
合

の
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
と

の
通

報

系
統

を
あ

ら
か

じ
め

確
立

し
て

お
く
。

 

（
通

報
系

統
）
 

 

第
7
9

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

非
常

事
態

が
生

じ
た

場
合

の
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
と

の
通

報
系

統
を

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

、
第

６
条

の
表

１

に
掲

げ
る

文
書

（
「
加

工
施

設
 

異
常

事
象

対
策

要
領

」
）
に

定
め

る
。

 

 

（
通

報
系

統
）
 

第
6
1

条
 

事
業

部
長

は
、

非
常

事
態

が
生

じ
た

場
合

の
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
と

の
通

報
系

統
を

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

て
お

く
。

 

 

 
 

 

5
0 

（
通

 
報

）
 

第
1
1
3
条

 
統

括
当

直
長

及
び

各
課

長
は

、
所

管

す
る

業
務

に
お

い
て

非
常

事
態

又
は

非
常

事
態

に
発

展
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

直
ち

に
工

場
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

前
条

に
定

め
る

通
報

系

統
に

従
っ

て
通

報
す

る
。

 

         ２
 
工

場
長

は
、

前
項

の
報

告
を

受
け

た
場

合
、

又
は

自
ら

非
常

事
態

若
し

く
は

非
常

事
態

に
発

展
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

そ

の
状

況
等

を
直

ち
に

事
業

部
長

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

前
条

に
定

め
る

通
報

系
統

に
従

っ
て

通

報
す

る
。

 

 

（
通

 
報

）
 

第
5
1
条

 
第

4
6
 
条

第
１

項
の

通
報

を
受

け
た

統

括
当

直
長

、
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長
及

 

び
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
そ

の
状

況
が

非
常

事
態

で
あ

り
、

又
は

非
常

事
態

に
発

展
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
工

場
長

、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

及
び

事
業

部
長

が
あ

ら

か
じ

め
定

め
た

連
絡

責
任

者
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
関

係
箇

所
に

直
ち

に
通

報
す

る
。

 

ま
た

、
建

屋
外

の
電

気
設

備
に

係
る

異
常

に
つ

い
て

は
、

統
括

当
直

長
は

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
施

設

課
長

に
対

し
て

も
通

報
し

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入

れ
・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

及
び

こ
れ

に
接

続
す

る

建
屋

外
の

ダ
ク

ト
に

係
る

異
常

に
つ

い
て

は
、

貯

蔵
管

理
課

長
は

安
全

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
課

長
に

対

し
て

も
通

報
す

る
。

 

２
 
工

場
長

は
、

前
項

の
通

報
を

受
け

た
場

合

は
、

非
常

事
態

の
状

況
等

を
直

ち
に

事
業

部
長

に
報

告
す

る
。

 

 

（
通

報
）
 

 

第
8
0

条
 

第
29

条
第

１
項

の
通

報
を

受
け

た

管
理

担
当

課
長

は
、

そ
の

状
況

が
非

常
事

態
で

あ
り

、
又

は
非

常
事

態
に

発
展

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
前

条
に

定
め

る
通

報

系
統

に
従

っ
て

直
ち

に
事

業
部

長
が

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

連
絡

責
任

者
及

び
そ

の
他

の
関

係

箇
所

に
通

報
す

る
。

 

２
 

前
項

の
通

報
を

受
け

た
連

絡
責

任
者

は
、

前
条

に
定

め
る

通
報

系
統

に
従

っ
て

事
業

部
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
通

報
す

る
と

と
も

に
、

直
ち

に
社

外
関

係
機

関
に

通
報

す
る

。
 

 

（
通

報
）
 

第
6
2

条
 

第
5
6

条
第

1
項

の
通

報
を

受

け
た

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

は
、

そ

の
状

況
が

非
常

事
態

で
あ

り
、

又
は

非
常

事
態

に
発

展
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し

た
と

き
は

、
直

ち
に

セ
ン

タ
ー

長
、

事
業

部

長
及

び
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
関

係
箇

所
に

直
ち

に
通

報
す

る
。

 

 

 
 

 

5
1 

（
応

急
措

置
）
 

第
1
1
4
条

 
前

条
の

統
括

当
直

長
及

び
課

長
は

、

直
ち

に
状

況
を

把
握

し
、

応
急

措
置

を
講

じ
る

。
 

   ２
 
放

射
線

安
全

課
長

及
び

環
境

管
理

課
長

は
、

線
量

当
量

率
、

放
射

性
物

質
濃

度
等

を
調

査
し

、
そ

の
結

果
を

事
業

部
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

ま
た

、
必

要
な

放
射

線
防

護
上

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

（
応

急
措

置
）
 

第
5
2
条

 
前

条
に

お
い

て
非

常
事

態
又

は
非

常

事
態

に
発

展
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

統
括

当
直

長
及

び
設

備
等

の
管

理
担

当
課

長

は
、

直
ち

に
状

況
を

把
握

し
、

応
急

措
置

を
講

じ

る
。

 

２
 
放

射
線

安
全

課
長

及
び

環
境

管
理

課
長

は
、

線
量

当
量

率
、

放
射

性
物

質
濃

度
等

を
調

査
し

、
そ

の
結

果
を

事
業

部
長

及
び

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

ま
た

、
必

要
な

放
射

線
防

護
上

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

 

（
応

急
措

置
）
 

 

第
8
1

条
 

前
条

の
管

理
担

当
課

長
は

、
直

ち
に

状
況

を
把

握
し

、
応

急
措

置
を

講
じ

る
。

 

   ２
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
線

量
当

量
率

、
放

射

性
物

質
濃

度
等

を
調

査
し

、
そ

の
結

果
を

事
業

部
長

に
報

告
す

る
。

 

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
放

射
線

防
護

上
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 

（
応

急
措

置
）
 

第
6
3

条
 

前
条

の
課

長
は

、
直

ち
に

状
況

を
把

握
し

、
応

急
措

置
を

講
じ

る
。

 

   2
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
線

量
当

量
率

、

放
射

性
物

質
濃

度
等

を
調

査
し

、
そ

の
結

果
を

事
業

部
長

及
び

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

放
射

線
防

護
上

必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

 

 
 

 

5
2 

 
 

（
救

助
活

動
）
 

第
8
2

条
 

非
常

時
対

策
組

織
は

、
均

質
槽

に
お

い
て

液
化

を
行

っ
て

い
る

と
き

に
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
は

、
非

常
時

体
制

の
発

令
に

拘
ら

ず
直

ち
に

放
射

線
業

務
従

事
者

の
救

助
活

動
を

行
う

。
 

 

 
 

 
 

5
3 

（
非

常
時

体
制

の
発

令
）
 

第
1
1
5
条

 
事

業
部

長
は

、
事

態
が

非
常

事
態

に

該
当

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
直

ち
に

非
常

時
体

制
を

発
令

し
、

非
常

時
対

策
組

織
を

設
置

す
る

。
 

（
非

常
時

体
制

の
発

令
）
 

第
5
3
条

 
事

業
部

長
は

、
事

態
が

非
常

事
態

に

該
当

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
直

ち
に

非
常

時
体

制
を

発
令

し
、

非
常

時
対

策
組

織
を

設
置

す
る

。
 

（
非

常
時

体
制

の
発

令
）
 

 

第
8
3

条
 

事
業

部
長

は
、

第
8
0

条
第

２
項

の

通
報

を
受

け
た

場
合

は
、

直
ち

に
非

常
時

体
制

を
発

令
し

、
非

常
時

対
策

組
織

を
設

置
す

る
。

 

 

（
非

常
時

体
制

の
発

令
）
 

第
6
4

条
 

事
業

部
長

は
、

事
態

が
非

常
事

態
に

該
当

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
直

ち

に
非

常
時

体
制

を
発

令
し

、
非

常
時

対
策

組
織

を
設

置
す

る
。

 

 

 
 

 

5
4 

（
非

常
時

対
策

活
動

）
 

第
1
1
6
条

 
非

常
時

体
制

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、

本
部

長
は

非
常

時
要

員
を

招
集

し
、

第
1
1
2
条

で

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

た
通

報
系

統
に

従
っ

て
、

そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

通
報

す

る
。

 

２
 
非

常
時

対
策

組
織

は
、

本
部

長
の

統
括

の
も

と
に

非
常

事
態

の
拡

大
防

止
等

に
関

す
る

活
動

を
行

う
。

 

（
非

常
時

対
策

活
動

）
 

第
5
4
条

 
非

常
時

体
制

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、

本
部

長
は

非
常

時
要

員
を

招
集

し
、

第
5
0
条

で

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

た
通

報
系

統
に

従
っ

て
、

そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

通
報

す

る
。

 

２
 
非

常
時

対
策

組
織

は
、

本
部

長
の

統
括

の
も

と
に

非
常

事
態

の
拡

大
防

止
等

に
関

す
る

活
動

を
行

う
。

 

（
非

常
時

対
策

活
動

）
 

 

第
8
4

条
 

非
常

時
体

制
が

発
令

さ
れ

た
場

合
、

本
部

長
は

非
常

時
対

策
組

織
の

要
員

を
招

集

し
、

第
7
9

条
で

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

た
通

報
系

統
に

従
っ

て
、

そ
の

旨
を

社
内

及
び

社
外

関
係

機
関

に
通

報
す

る
。

 

２
 

非
常

時
対

策
組

織
は

、
本

部
長

の
統

括
の

も
と

に
非

常
事

態
の

拡
大

防
止

等
に

関
す

る
活

動
を

行
う

。
 

（
非

常
時

対
策

活
動

）
 

第
6
5

条
 

非
常

時
体

制
が

発
令

さ
れ

た
場

合
、

本
部

長
は

非
常

時
要

員
を

招
集

し
、

第
6
1

条
で

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

た
通

報
系

統
に

従
っ

て
、

そ
の

旨
を

社
内

及
び

社
外

関

係
機

関
に

通
報

す
る

。
 

2
 

非
常

時
対

策
組

織
は

、
本

部
長

の
統

括

の
も

と
に

非
常

事
態

の
拡

大
防

止
等

に
関

す
る

活
動

を
行

う
。

 

 
 

 

－314 / 440－



 
 

 3
1 /

 42
 

 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

    ３
 
第

9
8
条

第
5
項

に
基

づ
き

緊
急

作
業

従
事

者

が
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

非
常

時
対

策
組

織
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

(1
) 

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

期
間

中
に

受
け

る
線

量
を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、

再
処

理
施

設
の

状
況

及
び

作
業

内
容

を
考

慮

し
、

放
射

線
防

護
マ

ス
ク

の
着

用
等

の
放

射
線

防
護

措
置

を
講

じ
る

。
 

(2
) 

緊
急

作
業

従
事

者
に

対
し

、
緊

急
作

業
へ

の
従

事
期

間
中

及
び

緊
急

作
業

か
ら

離
れ

る
際

に
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

受
診

さ
せ

る
。

 

    ３
 
第

3
8
条

第
５

項
に

基
づ

き
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

非
常

時
対

策
組

織
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

（
１

）
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
期

間
中

に

受
け

る
線

量
を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、

廃
棄

物
管

理
施

設
の

状
況

及
び

作
業

内
容

を

考
慮

し
、

放
射

線
防

護
マ

ス
ク

の
着

用
等

の
放

射
線

防
護

措
置

を
講

じ
る

。
 

（
２

）
緊

急
作

業
従

事
者

に
対

し
、

緊
急

作
業

へ

の
従

事
期

間
中

及
び

緊
急

作
業

か
ら

離
れ

る
際

に
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

受
診

さ
せ

る
。

 

な
お

、
均

質
槽

に
お

い
て

液
化

を
行

っ
て

い
る

と

き
に

均
質

槽
か

ら
室

内
に

核
燃

料
物

質
の

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

は
、

建
屋

へ
の

閉
じ

込
め

等
に

よ
り

拡
大

防
止

を
行

う
。

 

３
 

第
6
1

条
第

５
項

に
基

づ
き

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

非
常

時
対

策
組

織
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

(1
) 

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

期
間

中
に

受
け

る
線

量
を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、

加

工
施

設
の

状
況

及
び

作
業

内
容

を
考

慮
し

、
放

射
線

防
護

マ
ス

ク
の

着
用

等
の

放
射

線
防

護
措

置
を

講
じ

る
。

 

(2
) 

緊
急

作
業

従
事

者
に

対
し

、
緊

急
作

業
へ

の
従

事
期

間
中

及
び

緊
急

作
業

か
ら

離
れ

る
際

に
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

受
診

さ
せ

る
。

 

 

    3
 

第
4
8

条
第

5
項

に
基

づ
き

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
非

常
時

対
策

組
織

は
、

次
の

各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

(1
) 

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

期
間

中
に

受
け

る
線

量
を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、

埋
設

施
設

の
状

況
及

び
作

業
内

容
を

考
慮

し
、

放
射

線
防

護
マ

ス
ク

の
着

用

等
の

放
射

線
防

護
措

置
を

講
じ

る
。

 

(2
) 

緊
急

作
業

従
事

者
に

対
し

、
緊

急
作

業
へ

の
従

事
期

間
中

及
び

緊
急

作
業

か
ら

離
れ

る
際

に
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

受

診
さ

せ
る

。
 

5
5 

（
非

常
時

体
制

の
解

除
）
 

第
1
1
7

条
 
本

部
長

は
、

非
常

事
態

が
終

了
し

、

通
常

組
織

で
対

処
で

き
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、

非
常

 

時
体

制
を

解
除

し
、

そ
の

旨
を

社
内

及
び

社
外

関
係

機
関

に
直

ち
に

連
絡

す
る

。
 

（
非

常
時

体
制

の
解

除
）
 

第
5
5
条

 
本

部
長

は
、

非
常

事
態

が
終

了
し

、
通

常
組

織
で

対
処

で
き

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

非

常
時

体
制

を
解

除
し

、
そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

直
ち

に
連

絡
す

る
。

 

（
非

常
時

体
制

の
解

除
）
 

第
8
5

条
 

本
部

長
は

、
非

常
事

態
が

終
息

し
、

非
常

時
体

制
を

と
る

必
要

性
が

な
く

な
っ

た
と

判

断
し

た
場

合
は

、
非

常
時

体
制

を
解

除
し

、
第

7
9

条
で

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

た
通

報
系

統
に

従

っ
て

、
そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

直
ち

に
連

絡
す

る
。

 

 

（
非

常
時

体
制

の
解

除
）
 

第
6
6

条
 

本
部

長
は

、
非

常
事

態
が

終
了

し
、

通
常

組
織

で
対

処
で

き
る

と
判

断
し

た

場
合

は
、

非
常

時
体

制
を

解
除

し
、

そ
の

旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

直
ち

に
通

報
す

る
。

 

 

 
 

 

5
6 

（
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
）
 

第
1
1
8

条
 
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
が

必
要

な
場

合
は

、
こ

の
規

定
に

よ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す
る

。
 

（
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
）
 

第
5
6
条

 
「
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
」
に

基
づ

く
措

置
が

必
要

な
場

合
は

、
こ

の
規

定
に

よ
ら

ず
、

当
該

措
置

を
優

先
す

る
。

 

（
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
）
 

第
8
6

条
 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

に

基
づ

く
措

置
が

必
要

な
場

合
は

、
こ

の
規

定
に

よ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す
る

。
 

 

（
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基

づ
く

措
置

）
 

第
6
7

条
 

「
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
」

に
基

づ
く

措
置

が
必

要
な

場
合

は
、

こ

の
規

定
に

よ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す
る

。
 

 

 
 

 

5
7 

（
保

障
措

置
分

析
所

に
係

る
措

置
）
 

第
1
1
9

条
 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

に
お

け
る

核

管
セ

ン
タ

ー
と

の
連

携
、

協
力

に
つ

い
て

、
あ

ら

か
じ

め
定

め
て

お
く
。

 

２
 
非

常
時

対
策

組
織

の
本

部
長

は
、

前
項

の
定

め
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

 

 
 

 
 

 
 

 
第

1
0
 
章

 
再

処
理

施
設

の
定

期
的

な
評

価
 

第
９

章
 
廃

棄
物

管
理

施
設

の
定

期
的

な
評

価
 

第
1
4
 
章

 
加

工
施

設
の

定
期

的
な

評
価

 
第

1
1
 

章
 

埋
設

施
設

の
定

期
的

な
評

価
 

 
 

 

5
8 

（
再

処
理

施
設

の
定

期
的

な
評

価
）
 

第
1
2
4
条

 
保

安
管

理
課

長
は

、
1
0
年

を
超

え
な

い
期

間
ご

と
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
実

施
手

順
及

び
実

施
体

制
を

定
め

た
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

(1
) 

再
処

理
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 

(2
) 

再
処

理
施

設
に

対
し

て
実

施
し

た
保

安
活

動
へ

の
新

の
技

術
的

知
見

の
反

映
状

況
 

 ２
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
計

画
の

承
認

に
当

た
っ

て
は

、
再

処
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

す

る
。

 

 ３
 

各
職

位
は

、
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
評

価

を
実

施
す

る
。

 

４
 

保
安

管
理

課
長

は
、

前
項

の
評

価
結

果
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

受
け

る
。

 

５
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
評

価
の

結
果

、
改

善

を
要

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

事
業

部
長

は
、

第
４

項
の

評
価

結
果

の
承

認

に
当

た
っ

て
は

、
再

処
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

し
、

品
質

・
保

安
会

議
に

お
け

る
審

議
を

受
け

る

ほ
か

、
透

明
性

及
び

客
観

性
の

確
保

に
努

め

る
。

 

（
廃

棄
物

管
理

施
設

の
定

期
的

な
評

価
）
 

第
5
9
条

 
保

安
管

理
課

長
は

、
1
0
年

を
超

え
な

い
期

間
ご

と
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
実

施
手

順
及

び
実

施
体

制
を

定
め

た
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

（
１

）
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

け
る

保
安

活
動

の

実
施

状
況

 

（
２

）
廃

棄
物

管
理

施
設

に
対

し
て

実
施

し
た

保

安
活

動
へ

の
新

の
技

術
的

知
見

の
反

映
状

況
 

２
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
計

画
の

承
認

に
当

た
っ

て
は

、
貯

蔵
管

理
安

全
委

員
会

に
諮

問
す

る
。

 

 ３
 

各
職

位
は

、
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
評

価

を
実

施
す

る
。

 

４
 

保
安

管
理

課
長

は
、

前
項

の
評

価
結

果
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

５
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
評

価
の

結
果

、
改

善

を
必

要
と

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

事
業

部
長

は
、

第
４

項
の

評
価

の
承

認
を

行

う
に

当
た

っ
て

は
、

貯
蔵

管
理

安
全

委
員

会
に

諮
問

し
、

品
質

・
保

安
会

議
に

お
け

る
審

議
を

受

け
る

ほ
か

、
透

明
性

及
び

客
観

性
の

確
保

に
努

め
る

。
 

（
加

工
施

設
の

定
期

的
な

評
価

）
 

第
8
9

条
 

運
営

管
理

課
長

は
、

1
0

年
を

超
え

な

い
期

間
ご

と
に

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
実

施
手

順
及

び
実

施
体

制
を

定
め

た
実

施
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

 
(1

) 
加

工
施

設
に

お
け

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 

 
(2

) 
加

工
施

設
に

対
し

て
実

施
し

た
保

安
活

動

へ
の

新
の

技
術

的
知

見
の

反
映

状
況

 

 ２
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た

っ
て

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
に

お
け

る
審

議
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
 

各
課

長
は

、
第

１
項

の
実

施
計

画
に

基
づ

き
、

評
価

を
実

施
す

る
。

 

４
 

運
営

管
理

課
長

は
、

前
項

の
評

価
結

果
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

５
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
評

価
の

結
果

、
改

善

を
要

す
る

と
判

断
し

た
場

合
は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

６
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た

っ
て

は
、

濃
縮

安
全

委
員

会
に

お
け

る
審

議
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

が
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

（
埋

設
施

設
の

定
期

的
な

評
価

）
 

第
7
0

条
 

埋
設

技
術

課
長

は
、

1
0

年
を

超

え
な

い
期

間
ご

と
、

又
は

放
射

能
の

減
衰

に

応
じ

た
埋

設
施

設
に

つ
い

て
の

保
安

の
た

め
に

講
ず

べ
き

措
置

を
変

更
す

る
時

に
、

次

の
各

号
に

定
め

る
新

の
知

見
を

踏
ま

え

て
、

核
燃

料
物

質
等

に
よ

る
放

射
線

の
被

ば
く

管
理

に
関

す
る

評
価

の
計

画
を

作
成

し
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

な
お

、
前

述
の

保
安

の
た

め
に

講
ず

べ
き

措

置
を

変
更

す
る

時
と

は
、

埋
設

施
設

の
管

理
段

階
を

移
行

す
る

時
、

周
辺

監
視

区
域

を
廃

止
す

る
時

及
び

埋
設

保
全

区
域

を
廃

止
す

る
時

を
い

う
。

 

(1
) 

埋
設

施
設

に
係

る
監

視
及

び
測

定
の

結
果

 

(2
) 

国
内

外
の

研
究

開
発

・
技

術
開

発
成

果
等

 

2
 

埋
設

計
画

部
長

、
開

発
設

計
部

長
及

び

各
課

長
は

、
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

、
評

価
を

実
施

す
る

。
 

3
 

埋
設

計
画

部
長

、
開

発
設

計
部

長
及

び
各

課
長

は
、

前
項

の
評

価
の

実
施

に

お
い

て
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

満
足

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

(1
) 

第
1

項
の

新
の

知
見

は
、

埋
設

規

則
第

2
条

第
2

項
第

3
号

か
ら

第
7

号
ま

で
に

掲
げ

る
書

類
の

記
載

事
項

を
更

新
す

（
今

回
の

規
定

範
囲

外
）
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

る
た

め
に

必
要

な
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(2
) 

評
価

に
用

い
る

モ
デ

ル
及

び
パ

ラ
メ

ー
タ

等
は

、
評

価
時

点
に

お
け

る
新

知

見
に

基
づ

き
設

定
さ

れ
、

そ
の

信
頼

性
及

び
科

学
的

合
理

性
が

示
さ

れ
る

こ
と

。
 

4
 

埋
設

技
術

課
長

は
、

第
2

項
の

評
価

の
結

果
及

び
こ

の
結

果
を

踏
ま

え
た

埋
設

施
設

の
保

全
の

た
め

に
必

要
な

措
置

に

関
す

る
報

告
書

を
作

成
し

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。

 
 

5
 

埋
設

計
画

部
長

、
開

発
設

計
部

長
及

び

各
課

長
は

、
前

項
の

報
告

書
に

示
す

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
措

置
の

結
果

を
評

価

し
、

必
要

に
応

じ
改

善
を

行
う

。
 

6
 

埋
設

計
画

部
長

、
開

発
設

計
部

長
及

び

各
課

長
は

、
前

項
の

措
置

の
結

果
に

つ
い

て
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
、

事
業

部
長

に
報

告
す

る
。

 

7
 

埋
設

技
術

課
長

は
、

第
1

項
に

基
づ

く

計
画

を
作

成
す

る
場

合
は

、
第

5
項

の
措

置
の

結
果

及
び

改
善

事
項

を
考

慮
し

て

作
成

す
る

。
 

8
 

事
業

部
長

は
、

第
1

項
の

承
認

を
行

う

に
当

た
っ

て
は

、
埋

設
施

設
安

全
委

員
会

に
諮

問
し

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

確
認

を

受
け

る
。

ま
た

、
第

4
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
埋

設
施

設
安

全
委

員
会

に
諮

問

し
、

品
質

・
保

安
会

議
の

審
議

を
受

け
、

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

の
確

認
を

受
け

る
。

 

 

 
第

1
1
 
章

 
記

録
及

び
報

告
 

第
1
0
 
章

 
記

録
及

び
報

告
 

第
1
5

章
 

記
録

及
び

報
告

 
第

1
2

章
 

 
記

録
及

び
報

告
 

第
1
1

章
 

記
録

及
び

報
告

 
 

 

5
9 

（
記

 
録

）
 

第
1
2
5
条

 
各

職
位

は
、

別
表

5
3
に

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
り

、
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

に
作

成

し
、

保
存

す
る

。
 

（
記

 
録

）
 

第
6
0
 
条

 
作

成
責

任
者

及
び

保
存

責
任

者
は

、

別
表

2
0
 
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

保
安

活
動

に
関

す
る

記
録

を
適

正
に

作
成

し
、

保
存

す
る

。

な
お

、
気

象
記

録
の

う
ち

降
雨

量
は

、
こ

の
規

定

に
よ

る
記

録
を

行
わ

な
い

。
 

（
記

録
）
 

第
9
0

条
 

各
課

長
は

、
別

表
3
5

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

に
作

成

し
、

保
存

す
る

。
 

（
記

録
）
 

第
7
1

条
 

作
成

責
任

者
及

び
保

存
責

任
者

は
、

別
表

2
0

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
保

安
活

動
に

関
す

る
記

録
を

適
正

に
作

成
し

、

保
存

す
る

。
 

（
記

 
録

）
 

第
2
8

条
 

各
職

位
は

、
表

2
8
-
１

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
保

安
に

関
す

る
記

録
を

適
正

に
作

成

し
、

同
表

に
定

め
る

期
間

保
存

す
る

。
 

 
 

6
0 

附
 

則
 

１
．

こ
の

規
定

は
、

原
子

力
規

制
委

員
会

の
認

可
を

受
け

た
後

、
社

長
が

指
定

す
る

日
よ

り
施

行
す

る
。

 

２
．

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

こ
の

規
定

の
施

行

日
の

前
日

ま
で

に
実

施
し

た
定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
用

前
事

業
者

検
査

の
結

果
の

記
録

は
、

第
1
2
5
条

に
基

づ
き

保
存

す
る

。
 

３
．

こ
の

規
定

の
施

行
日

以
降

の
使

用
前

検
査

の
結

果
の

記
録

は
、

使
用

前
確

認
の

結
果

の
記

録
と

み
な

し
、

第
1
2
5
条

に
基

づ
き

保
存

す
る

。
 

４
．

第
3
4
条

別
表

1
4
に

つ
い

て
、

非
常

用
発

電

設
備

の
運

用
を

開
始

す
る

ま
で

は
、

所
要

の
電

力
の

供
給

が
可

能
な

場
合

、
電

源
車

又
は

運
転

予
備

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

非
常

用
発

電
設

備
と

見
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

た
だ

し
、

第
１

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

計
画

的
に

動
作

不
能

な
状

態
と

す
る

場
合

は
、

電
源

車
を

確
保

す
る

。
 

 

附
 

則
 

１
．

こ
の

規
定

は
、

原
子

力
規

制
委

員
会

の
認

可
を

受
け

た
後

、
社

長
が

指
定

す
る

日
よ

り
施

行
す

る
。

 

２
．

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

こ
の

規
定

の
施

行

日
の

前
日

ま
で

に
実

施
し

た
定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
用

前
事

業
者

検
査

の
結

果
の

記
録

は
、

第
6
0
条

に
基

づ
き

保
存

す
る

。
 

３
．

こ
の

規
定

の
施

行
日

以
降

の
使

用
前

検
査

の
結

果
の

記
録

は
、

使
用

前
確

認
の

結
果

の
記

録
と

み
な

し
、

第
6
0
条

に
基

づ
き

保
存

す
る

。
 

附
 

則
 

１
．

こ
の

規
定

は
、

原
子

力
規

制
委

員
会

の
認

可
を

受
け

た
後

、
社

長
が

指
定

す
る

日
よ

り
施

行
す

る
。

 

２
．

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

こ
の

規
定

の
施

行

日
の

前
日

ま
で

に
実

施
し

た
定

期
事

業
者

検
査

及
び

使
用

前
事

業
者

検
査

の
結

果
の

記
録

は
、

第
9
0

条
に

基
づ

き
保

存
す

る
。

 

３
．

こ
の

規
定

の
施

行
日

以
降

の
使

用
前

検
査

の
結

果
の

記
録

は
、

使
用

前
事

業
者

検
査

の
結

果
の

記
録

と
み

な
し

、
第

9
0
条

に
基

づ
き

保
存

す
る

。
 

附
 

則
 

1
．

こ
の

規
定

は
、

原
子

力
規

制
委

員
会

の
認

可

後
、

社
長

が
指

定
す

る
日

よ
り

施
行

す
る

。
 

２
．

こ
の

規
定

第
1
9

条
な

い
し

第
2
1

条
で

埋
設

規
則

第
6

条
を

適
用

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

2
0
1
9

年
12

月
5

日
以

後
初

に
行

わ
れ

る
法

第
5
1

条
の

5
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

変
更

の

許
可

処
分

が
あ

る
日

ま
で

の
間

は
、

2
0
1
9

年

1
2

月
5

日
施

行
の

埋
設

規
則

第
6

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

附
則

 

１
．

こ
の

規
定

は
、

原
子

力
規

制
委

員
会

の
認

可
を

受
け

た
日

か
ら

、
社

長
が

指
定

す
る

日
よ

り

施
行

す
る

。
 

 
■

「
こ

の
規

定
の

施
行

日
以

降
の

使
用

前
検

査

の
記

録
は

、
使

用
前

検
査

の
記

録
と

み
な

し
、

第
1
2
5

条
（
記

録
）
に

基
づ

き
に

保
存

す
る

。
」
 
 

■
使

用
前

検
査

は
、

施
設

の
工

事
お

よ
び

性

能
に

つ
い

て
原

子
力

規
制

委
員

会
殿

の
検

査

を
受

け
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

実
施

は
従

前
よ

り

保
安

規
定

に
は

規
定

し
な

い
。

な
お

、
技

術
基

準
適

合
性

確
認

す
る

た
め

に
事

業
者

が
実

施

す
る

検
査

は
、

使
用

前
事

業
者

検
査

に
準

じ
た

体
制

で
実

施
す

る
。

 

 
 

 
添

付
１

 
火

災
防

護
活

動
及

び
自

然
災

害
対

応
 

に
係

る
実

施
方

針
（
第

7
1

条
、

第
7
2

条
関

連
）
 

 
 

 
 

6
1 

 
 

火
災

防
護

活
動

及
び

自
然

災
害

対
応

に
係

る

実
施

方
針

 

1
.～

1
.3

. 
（
略

）
 

1
.4

 
文

書
の

整
備

 

運
営

管
理

課
長

は
、

火
災

防
護

活
動

を
実

施
す

る
た

め
、

以
下

の
項

目
を

含
む

第
６

条
の

表
１

に

掲
げ

る
文

書
（
「
火

災
防

護
計

画
」
）
を

整
備

す
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 N
o
. 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

加
工

施
設

（
M

O
X
）
 

（
参

考
）
実

用
炉

保
安

規
定

 
差

異
説

明
 

る
。

各
課

長
は

、
具

体
的

な
実

施
内

容
等

を
手

順
書

等
と

し
て

整
備

す
る

。
 

な
お

、
U

F
6
を

内
包

す
る

機
器

を
設

置
す

る
2

号

発
回

均
質

室
、

2
号

中
間

室
（
搬

入
室

を
含

む
）
、

1
号

均
質

室
、

2
号

カ
ス

ケ
ー

ド
室

、
A

ウ

ラ
ン

貯
蔵

室
、

B
ウ

ラ
ン

貯
蔵

室
、

C
ウ

ラ
ン

貯

蔵
室

及
び

B
ウ

ラ
ン

濃
縮

廃
棄

物
室

を
火

災
区

域
と

し
た

火
災

防
護

活
動

と
す

る
。

 

1
) 

（
略

）
 

2
) 

可
燃

物
管

理
と

し
て

、
火

災
区

域
内

に
持

ち

込
ん

だ
可

燃
物

の
数

量
及

び
保

管
方

法
、

ア
セ

ト
ン

等
の

取
扱

量
制

限
に

関
す

る
こ

と
。

 

3
) 

～
1
2)

 
）（

略
） 

1
.5

.～
2
.5

（
略

） 
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  【
再

処
理

施
設

関
係

】
N
o
.
6
2
 

 

別
表

4
7
 
放
射

線
測

定
器
類

（
第

1
0
2
条

関
係
）
 

放
射
線
測

定
器
類
 

数
量
 

放
射
線
管

理
用
固
定

式
モ
ニ

タ
＊
 

・
ガ
ン
マ

線
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
 

・
ベ
ー
タ

線
ダ
ス
ト

モ
ニ
タ
 

・
ア
ル
フ

ァ
線
ダ
ス

ト
モ
ニ

タ
 

・
中

性
子

線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
 

・
臨
界
警

報
装
置
 

・
主
排
気

筒
ガ
ス
モ

ニ
タ
 

・
使
用
済

燃
料
受
入

れ
・
貯

蔵
建
屋
換

気
筒
ガ

ス
モ
ニ
タ
 

・
冷
却
空

気
出
口
シ

ャ
フ
ト

モ
ニ
タ
 

・
排
水
モ

ニ
タ
 

 

1
3
0
台

 

4
4
台

 

4
6
台

 

3
9
台

 

９
式
 

2
系

列
 

2
系

列
 

２
台
 

３
台
 

エ
ア

ス
ニ

フ
ァ

 
6
3
1
台

 

放
射
線
サ

ー
ベ
イ
機

器
 

・
ガ
ン
マ

線
用
サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
 

・
中
性
子

線
用
サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
 

・
ア
ル
フ

ァ
／
ベ
ー

タ
線
用

サ
ー
ベ
イ

メ
ー
タ
 

・
ダ
ス
ト

サ
ン
プ
ラ
 

・
ガ
ス
モ

ニ
タ
 

・
ダ
ス
ト

モ
ニ
タ
 

 

2
0
台

 

1
1
台

 

1
6
台

 

1
6
台

 

１
台
 

１
台
 

放
射
能
測

定
器
 

 
６
台
 

退
出
モ
ニ

タ
 

 
６
台
 

ホ
ー
ル
ボ

デ
ィ
カ
ウ

ン
タ
 

 
１
台
 

環
境
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

設
備
 

・
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
ポ

ス
ト

＊
 

・
ダ
ス
ト

モ
ニ
タ
 

 

 
９
式
 

 
９
台
 

＊
：
警
報

装
置
の
作

動
の
確

認
を
含
む

。
 

                  

別
表

4
8
 
周

辺
監
視

区
域
等

に
お
け
る

線
量
当

量
等
の
測

定
（

第
1
0
3
 
条
関

係
）
 

                                             ＊
１
：
測

定
地
点
を

別
図
６

に
示
す
。

た
だ
し

、
当
該
地

点
に
お

い
て
試
料

の
採
取

が
困
難
な

場
合
及

び
測
定
器

の
故
障

等

に
よ
り
測

定
不
能
と

な
っ
た

場
合
に
つ

い
て
は

、
代
替
措

置
を
第

8
9
 
条
の
規

定
に
定

め
、
実
施

す
る
も

の
と
す
る

。
 

＊
２
：
線

量
の
算
定

に
つ
い

て
は
、
線

量
告
示

第
10
 
条

に
よ
る

も
の
と
す

る
。
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別
表

5
3
 

保
安

に
関

す
る

記
録

（
第

1
2
5
条

関
係

）
 

１
．

再
処

理
規

則
第

８
条
に

基
づ
く
記

録
 

記
 

録
 

事
 

項
 

記
録

す
べ

き
場

合
 

記
録

責
任

者
 

保
存

期
間

 

１
．

再
処

理
施

設
の

施
設
管

理
（
再
処

理
規
則

第
1
1
条
第

１
項
に

規
定

す
る

も
の

を
い

う
。
以

下
こ
の
表

に
お
い

て
同
じ
。
）
に

係
る

記
録

 

(
1
)
使

用
前

確
認

の
結

果

確
認

の
都

度
 

許
認

可
業

務
課

長
 

同
一

事
項

に
関

す
る

次
の

確
認

の
と
き

ま
で

の
期

間
 

(
2
)

再
処

理
規

則
第

1
1
条

第
１

項
第

４
号

の
規

定
に

よ
る

施
設

管

理
の

実
施

状
況

及
び

そ
の
担

当
者
の
氏

名
 

施
設

管
理

の
実

施
の

都

度
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
担

当
課

長
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
再

処
理

施
設
を

解
体

又
は

廃
棄

し
た

後
５

年
が

経
過

す
る
ま

で
の

期
間

 

(
3
)

再
処

理
規

則
第

1
1
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定
に

よ
る

施
設

管

理
方
針

、
施

設
管

理
目
標
及

び
施
設
管

理
実
施

計
画
の
評

価
の
結

果
及

び
そ

の
評

価
の

担
当
者

の
氏
名
 

評
価
の
都

度
 

施
設

管
理

方
針

：
保

全
企

画
部

長
 

施
設

管
理

目
標

：
品

質
保

証
課

長
 

施
設

管
理

実
施

計

画
：

技
術

課
長

 

評
価

を
実

施
し

た
再

処
理

施
設

の
施
設

管
理

方
針

、
施

設
管

理
目

標
又

は
施

設
管
理

実
施

計
画

の
改

定
ま

で
の

期
間

 

２
．

放
射

線
管

理
記

録
＊

1  

(
1
)
再

処
理

設
備

、
核

燃
料

物
質

の
貯

蔵
施

設
、
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

等
の

放
射

線
遮
蔽

物
の
側
壁

に
お
け

る
線
量
当

量
率

 

毎
日

操
作

中
１

回
 

放
射

線
安

全
課

長
 

(
2
)
（

略
）

（
略

）
 

（
略

）
 

(
3
)
（

略
）

（
略

）
 

（
略

）
 

1
0
年

間
 

(
4
)
（

略
）

（
略

）
 

（
略

）
 

(
5
)
海

洋
放

出
口

周
辺

の
海

域
の

海
水

、
海

底
土

そ
の

他
第

1
0
3
条

別
表

4
8
に

定
め

る
物

の
放

射
性

物
質

の
種

類
別

の
濃

度
等

た
だ
し
、

上
記

(
4
)
に

係
る
事

項
を
除
く

。
 

３
月

ご
と

に
１

回
 

環
境

管
理

課
長

 
法

第
50

条
の

５
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す

る
法

第
12

条
の

６
第

８
項

の
確

認
を

受
け

る
ま

で
の

期
間

 

(
6
)

放
射

線
業

務
従

事
者

の
４

月
１

日
を

始
期

と
す

る
１

年
間

の

線
量

、
女

子
（

妊
娠

不
能
と
診

断
さ
れ
た

者
及
び

妊
娠
の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

を
除

く
。
）

の
放

射
線

業
務

従
事

者
の

４
月

１
日
、
７

月
１

日
、

10
月

１
日

及
び

１
月

１
日

を
始

期
と

す
る

各
３

月
間

の
線

量
並

び
に

本
人

の
申

出
等

に
よ

り
妊

娠
の

事
実

を
知

る
こ

と
と

な
っ

た
女

子
の

放
射

線
業

務
従

事
者

に
あ

っ
て

は
出

産
ま

で
の

間
毎

月
１

日
を

始
期

と
す

る
１

月
間

の
線

量

１
年

間
の

線
量

に
あ

っ

て
は

毎
年

度
１

回
、

３

月
間

の
線

量
に

あ
っ

て

は
３

月
ご

と
に

１
回

 

１
月

間
の

線
量

に
あ

っ

て
は

１
月

ご
と

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

放
射

線
業

務
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

場
合

又

は
そ

の
記

録
を

保
持

し
て

い
る

期
間
が

５
年

を
超

え
た

場
合

に
お

い
て

そ
の

記
録
を

原
子

力
規

制
委

員
会

の
指

定
す

る
機

関
に
引

渡
す

ま
で

の
期

間
 

(
7
)

４
月

１
日

を
始

期
と

す
る

１
年

間
の

線
量

が
2
0
mS
v
を

超
え

た
放

射
線

業
務

従
事

者
の

当
該

１
年

間
を

含
む

原
子

力
規

制
委

員
会

が
定

め
る

５
年

間
の
線

量

（
略

）
 

放
射

線
管

理
課

長
 

放
射

線
業

務
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

場
合

又

は
そ

の
記

録
を

保
持

し
て

い
る

期
間
が

５
年

を
超

え
た

場
合

に
お

い
て

そ
の

記
録
を

原
子

力
規

制
委

員
会

の
指

定
す

る
機

関
に
引

渡
す

ま
で

の
期

間
 

(
8
)
（

略
）

そ
の

都
度

 

(
9
)

放
射

線
業

務
従

事
者

が
当

該
業

務
に

就
く

日
の

属
す

る
年

度

に
お

け
る

当
該

日
以

前
の

放
射

線
被

ば
く

の
経

歴
及

び
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
５

年
間

に
お

け
る

当
該

年
度

の
前

年
度

ま
で

の
放

射
線

被
ば

く
経
歴

そ
の

者
が

当
該

業
務

に

就
く

時
 

(
1
0
)

事
業

所
の

外
に

お
い

て
運

搬
し

た
核

燃
料

物
質

等
の

種
類

別

の
数

量
、
そ

の
運

搬
に
使
用

し
た
容
器

の
種
類

並
び
に
そ

の
運
搬

の
日

時
及

び
経

路

運
搬

の
都

度
 

運
搬

を
行

っ
た

課
長

 

１
年

間
 

(
1
1
)

廃
棄

施
設

に
保

管
廃

棄
す

る
放

射
性

廃
棄

物
の

種
類

、
当

該

放
射

性
廃

棄
物

に
含

ま
れ
る

放
射
性
物

質
の
数

量
、
当
該

放
射
性

廃
棄

物
を

容
器

に
封

入
し
、
又
は
容
器

に
固
型

化
し
た
場

合
に
は

当
該

容
器

の
数

量
及

び
比
重

並
び
に
そ

の
廃
棄

の
日
時
、
場
所
及

び
方

法

(
1
2
)放

射
性

廃
棄

物
を

容
器

に
封

入
し

、
又

は
容
器

に
固
型

化
し
た

場
合

に
は

、
そ

の
方

法

廃
棄

の
都

度
 

封
入

又
は

固
型

化
の

都

度
 

保
管

廃
棄

を
行

っ
た

職
位

 
法

第
50

条
の

５
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す

る
法

第
12

条
の

６
第

８
項

の
確

認
を

受
け

る
ま

で
の

期
間

 

記
 
録
 

事
 
項
 

記
録
す
べ

き
場
合
 

記
録
責
任

者
 

保
存
期
間
 

３
．
操
作

記
録
 

(
1
)～

(
3)

 （
略
）
 

（
略
）

 
（

略
）
 

１
年
間
 

(
4
)

警
報

装
置

か
ら

発
せ

ら
れ

た
警

報
の

内
容

そ
の

都
度

 
別

表
９
及

び
別

表
1
7

に
定

め
る

警
報

装

置
：
 

統
括
当
直

長
 

別
表

47
に

定
め

る

警
報
装
置

：
 

放
射
線
安

全
課
長
 

(
5
)

第
３

章
第

２
節

に
定

め
る

保
安

上
特

に
管

理
を

必
要

と
す

る

設
備

の
操

作
責

任
者

及
び

操
作

員
の

氏
名

並
び

に
こ

れ
ら

の
者

の
交
代
の

時
刻

操
作

の
開

始
及

び
交

代

の
都
度
 

統
括

当
直

長
及

び
燃

料
管
理
課

長
 

４
．

再
処

理
施
設
の

事
故
記

録
 

(
1
)
事

故
の

発
生

及
び

復
旧

の
日
時

(
2
)
事

故
の

状
況

及
び

事
故

に
際

し
て

採
っ

た
処

置

(
3
)
事

故
の

原
因

(
4
)
事

故
後

の
処

置

そ
の

都
度

 
技

術
課
長
 

法
第

50
条

の
５

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
12

条
の

６
第

８
項

の
確

認
を

受
け

る
ま
で
の

期
間
 

５
．

気
象

記
録
 

(
1
)
風

向
及

び
風

速

(
2
)
降

雨
量

(
3
)
大

気
温

度

連
続

し
て

 
環

境
管

理
課

長
 

1
0
年

間
 

６
．

保
安

教
育
の
記

録
 

(
1
)
保

安
教

育
の

実
施

計
画

(
2
)
保

安
教

育
の

実
施

日
時

及
び

項
目

(
3
)
保

安
教

育
を

受
け

た
者

の
氏

名

策
定

の
都

度
 

実
施
の

都
度

 

実
施
の

都
度

 

技
術
課
長
 

保
安

教
育

を
実

施
し

た
職
位
 

同
上
 

３
年
間
 

７
．
品
質
管

理
基
準

規
則
第

４
条
第
３

項
に
規

定
す
る
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

文
書

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
従

っ

た
計
画
、
実
施
、
評

価
及
び

改
善
状
況

の
記
録
（
他
に
掲

げ
る

も
の
を
除

く
。
）
 

当
該

文
書

又
は

記
録

の
作

成
又

は
変

更
の

都
度

 

当
該

文
書

又
は

記

録
を

作
成

又
は

変

更
し
た
職

位
＊
３

当
該

文
書

又
は

記
録

の
作

成
又

は
変

更
後

５
年
が
経

過
す
る

ま
で
の
期

間
 

＊
１
：
線

量
等
の
記

載
に
つ

い
て
は
線

量
告
示

第
３
条
に

よ
る
も

の
と
す
る

。
 

＊
２
：
燃

料
貯
蔵
プ

ー
ル
の

プ
ー
ル
水

温
度
及

び
安
全
冷

却
水
系

の
冷
却
水

温
度
に

つ
い
て
は

、
１
時

間
ご
と
に

記
録
す

る
も
の
と

す
る
。
 

＊
３
：
社
長
が

行
う

品
質
保

証
に
係
る

業
務
に

関
す
る
記

録
は
安

全
・
品
質

本
部
長

、
事

業
部

長
が
行

う
品
質
保

証
に
係

る
業
務
に

関
す
る

記
録
は
品

質
保
証

課
長

、
技

術
本
部

長
が
行
う

品
質
保
証

に
係
る

業
務
に
関

す
る
記

録
は
技
術

管
理
部

長
と
す
る

。
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２
．
再
処

理
規

則
第

４
条

の
３
及
び
第

７
条

の
1
1
に
基
づ

く
記
録
 

記
 
録

 
事
 

項
 

記
録
す
べ

き
場

合
 

記
録

責
任

者
 

保
存

期
間

 

１
．
使

用
前

事
業

者
検

査
の

結
果
 

(
1
)
 検

査
年

月
日

 

(
2
)
 検

査
の

対
象

 

(
3
)
 検

査
の

方
法

 

(
4
)
 検

査
の

結
果

 

(
5
)
 検

査
を

行
っ

た
者

の
氏

名
 

(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
 

(
7
)
 検

査
の

実
施

に
係

る
組

織
 

(
8
)
 検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理
 

(
9
)
 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
事

業
者
の

管
理
に
関

す
る
事

項
 

(
1
0
) 
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項

 

(
1
1
) 
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

 

検
査
の
都

度
 

事
業

者
検

査
課

長
 

当
該

使
用

前
事

業
者

検

査
に

係
る

再
処

理
施

設

の
存

続
す

る
期

間
 

２
．
定

期
事

業
者

検
査

の
結

果
 

(
1
)
 検

査
年

月
日

 

(
2
)
 検

査
の

対
象

 

(
3
)
 検

査
の

方
法

 

(
4
)
 検

査
の

結
果

 

(
5
)
 検

査
を

行
っ

た
者

の
氏

名
 

(
6
)
 
検

査
の

結
果

に
基

づ
い

て
補

修
等

の
措

置
を

講
じ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
 

(
7
)
 検

査
の

実
施

に
係

る
組

織
 

(
8
)
 検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理
 

(
9
)
 
検

査
に

お
い

て
役

務
を

供
給

し
た

事
業

者
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
事

業
者
の

管
理
に
関

す
る
事

項
 

(
1
0
) 
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項

 

(
1
1
) 
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

 

検
査
の
都

度
 

事
業

者
検

査
課

長
 

そ
の

再
処

理
施

設
が

廃

棄
さ

れ
た

後
5
年

が
経

過
す

る
ま

で
の

期
間
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 【
廃

棄
物

管
理

施
設

関
係

】
N
o
.
6
3
 

 

別
表

1
6
 
周

辺
監

視
区

域
に

お
け

る
線

量
当

量
等

の
測

定
（

第
4
1
条

関
係

）
 

測
定
場
所
 

測
定
項
目
 

測
定
頻
度
 

 周
辺
監
視

区
域
境
界

付
近
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量

*
 

・
空
気
中

の
放
射
性

粒
子
濃

度
 

1
回

／
月
 

1
回

／
週
 

1
回

／
週
 

＊
：
線
量

の
算
定
に

つ
い
て

は
、
線
量

告
示

第
1
0
条
に
よ

る
も
の

と
す
る
。
 

  

別
表

1
7
 
放

射
線
測

定
器
類

（
第

4
2
 
条
関

係
）
 

 
 

＊
：
警

報
装
置
の

作
動
の

確
認
を
含

む
。
 

                          

別
表

2
0
 
保
安

活
動

に
関
す

る
記
録
（

第
6
0
条
関

係
）
 

 
１

．
管
理

規
則

第
2
6
条
に

基
づ
く

記
録

 
記

 
録
 

事
 
項

 
記

録
す
べ

き
場
合

 
作

成
責
任

者
 

保
存
責
任

者
＊

３
 

保
存
期
間

 
１

．
廃

棄
物
管

理
施

設
の
施

設
管
理
（

管
理

規
則
第

29
条
第
１
項

に
規
定

す
る
も
の

を

い
う
。
以
下

こ
の
表

に
お
い

て
同
じ

。）
に

係
る
記
録

 
(1

) 
使

用
前
確

認
の
結
果

 

     確
認
の
都

度
 

     許
認
可
業

務
課
長

 

     許
認
可
業

務
課
長

 

     同
一

事
項

に
関

す
る

次
の

確
認
の
と

き
ま
で
の

期
間

 

(2
) 

管
理
規
則

第
2
9
条

第
１
項

第
４
号

の
規

定
に

よ
る

施
設

管
理

の
実

施

状
況
及
び

そ
の
担
当

者
の
氏

名
 

施
設

管
理

の
実

施
の

都

度
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た

担
当
課
長
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た

担
当
課
長
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た
廃

棄
物

管
理

施
設

を
解

体
又

は
廃

棄
し

た
後

５
年

が
経

過
す
る
ま

で
の
期
間

 
(3

) 
管

理
規
則

第
2
9
条

第
１
項

第
５
号

の
規
定
に

よ
る
施
設

管
理
方

針
、
施

設
管

理
目

標
及

び
施

設
管

理
実

施

計
画

の
評

価
の

結
果

及
び

そ
の

評

価
の
担
当

者
の
氏
名

 

評
価
の
都

度
 

施
設
管
理

方
針
：
社

長
 

施
設

管
理

目
標

：
事

業

部
長
 

施
設

管
理

実
施

計
画

：

技
術
課
長
 

施
設

管
理

方
針

：
保

全

企
画
部
長
 

施
設

管
理

目
標

：
品

質

保
証
課
長
 

施
設

管
理

実
施

計
画

：

技
術
課
長
 

評
価

を
実

施
し

た
廃

棄
物

管
理

施
設

の
施

設
管

理
方

針
、

施
設

管
理

目
標

又
は

施
設

管
理

実
施

計
画

の
改

定
ま
で
の

期
間

 

２
．
放
射

線
管
理
記

録
＊
１

 
（

略
）

 
 

（
略
）

 
 （

略
）

 
 （

略
）

 
 （

略
）

 
３

．
操
作

記
録

 
(1

) 
貯

蔵
ピ

ッ
ト

に
収

納
し

た
ガ

ラ
ス

固

化
体
の
挿

入
量
及
び

挿
入
の

日
時

 
(2

) 
ガ

ラ
ス
固
化
体

の
冷

却
空
気

温
度

＊
２

及
び

収
納

管
排

気
設

備
の

入
口

圧

力
 

 挿
入
の
都

度
 

 連
続
し
て

 
(１

時
間

ご
と
に

１
回

) 
貯

蔵
管
理

課
長

 
貯

蔵
管
理

課
長

 

 １
年
間

 
（

１
年

を
超

え
て

ガ
ラ

ス

固
化

体
を

搬
出

す
る

ま
で

の
期
間
）

 

(
3
)
～

(
5
)
 
（

略
）

 
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

４
．
廃
棄

物
管
理
施

設
の
事

故
記
録

 
(1

) 
事

故
の

発
生
及

び
復
旧

の
日
時

 
(2

) 
事

故
の

状
況

及
び

事
故

に
際

し
て

採

っ
た
処
置

 
(3

) 
事

故
の

原
因

 
(4

) 
事

故
後

の
処
置

 

そ
の
都
度

 
技

術
課
長

 
技

術
課
長

 

法
第

5
1
条
の

2
5
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

1
2
条

の
６

第
８

項
の

確
認

を
受
け
る

ま
で
の
期

間
 

５
．
気
象

記
録

 
(1

) 
風

向
及

び
風
速

 
(2

) 
大

気
温

度
 

連
続
し
て

 
環

境
管
理

課
長

 
環

境
管
理

課
長

 
１

０
年
間

 

６
．
保
安

教
育
の
記

録
 

(1
) 

保
安
教

育
の
実

施
計
画

 
(2

) 
保

安
教

育
の
実

施
日
時

及
び
項
目

 
 

 策
定
の
都

度
 

実
施
の
都

度
 

  

 
技

術
課
長

 
保

安
教

育
を

実
施

し
た

各
職
位
の

者
 

 
技

術
課
長

 
保

安
教

育
を

実
施

し
た

各
職
位
の

者
 

３
年
間

 

(3
) 

保
安
教

育
を
受

け
た
者

の
氏
名

 
実

施
の
都

度
 

同
 
上

 
同

 
上

 

７
．

品
質

管
理

基
準

規
則

第
４

条
第

３
項

に
規

定
す

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文

書

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に

従
っ
た
計

画
、
実
施
、
評
価
及

び
改
善

状

況
の
記
録
（
他
の
号

に
掲
げ

る
も
の
を

除

く
。）

 

当
該

文
書

又
は

記
録

の

作
成
又
は

変
更
の
都

度
 

当
該
文
書

又
は
記
録

を

作
成
又
は

変
更
し
た

職

位
＊

５
 

当
該

文
書

又
は

記
録

を

作
成

又
は

変
更

し
た

職

位
＊

５
 

当
該

文
書

又
は

記
録

の
作

成
又

は
変

更
後

５
年

が
経

過
す
る
ま

で
の
期
間

 

８
．
管

理
規
則

第
3
3
条
の

２
第
１

項
各

号

の
規

定
に

よ
る

廃
棄

物
管

理
施

設
の

定

期
的
な
評

価
の
結
果
 

評
価
の
都

度
 

 

保
安
管
理

課
長
 

保
安
管
理

課
長
 

法
第

5
1
条

の
2
5
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

1
2
条

の
６

第
８

項
の

確
認

を
受
け
る

ま
で
の
期

間
 

＊
１
：
線

量
等
の
記

録
に
つ

い
て
は
、

線
量
告

示
第
３
条

に
よ
る

も
の
と
す

る
。

 
＊

２
：
冷
却
空

気
入

口
シ
ャ

フ
ト
及
び

冷
却
空

気
出
口
シ

ャ
フ
ト

に
お
け
る

冷
却
空

気
温
度
並

び
に
ガ

ラ
ス
固
化

体
が
貯

蔵
さ
れ
た

収
納
管

と
通
風
管

と
で
形

成
す

る
円
環
流

路
出
口
に

お
け
る

冷
却
空
気

温
度
と

す
る
。

 
＊

３
：
保

存
責
任
者

に
変
更

が
あ
っ
た

場
合
は

、
新
た
な

保
存
責

任
者
が
過

去
の
記

録
に
つ
い

て
も
所

定
の
期
間

保
存
す

る
。

 
＊

４
：「

警
報
装

置
か

ら
発
せ

ら
れ
た
警

報
」
と

は
、
廃
水

貯
槽
の

漏
え
い
水

検
知
装

置
、
ガ
ン

マ
線
エ

リ
ア
モ
ニ

タ
、
ガ

ラ
ス
固
化

体
受
入

れ
・
貯
蔵

建
屋
換

気
筒

モ

ニ
タ
及
び

冷
却
空
気

出
口
シ

ャ
フ
ト
モ

ニ
タ
の

レ
ベ
ル
高

警
報
を

い
う
。

 
＊

５
：

社
長

が
行
う

品
質

保
証

に
係
る

業
務

に
関

す
る
記

録
は

安
全

・
品
質

本
部

長
、

事
業
部

長
が

行
う

品
質
保

証
に

係
る

業
務
に

関
す

る
記

録
は
品

質
保

証
課

長
、

技
術
本
部

長
が
行
う

品
質
保

証
に
係
る

業
務
に

関
す
る
記

録
は
技

術
管
理
部

長
と
す

る
。
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２
．

管
理

規
則

第
６

条
の

３
及
び

第
1
4
条
に

基
づ
く

記
録
 

記
 
録
 

事
 

項
 

記
録
す
べ

き
場

合
 

作
成

責
任

者
 

保
存

責
任

者
 

保
存

期
間

 

１
．

使
用

前
事

業
者

検
査
の

結
果
 

(
1
)
検

査
年

月
日

(
2
)
検

査
の

対
象

(
3
)
検

査
の

方
法

(
4
)
検

査
の

結
果

(
5
)
検

査
を

行
っ

た
者

の
氏

名

(
6
)

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
 

(
7
)
検

査
の

実
施

に
係

る
組

織

(
8
)
検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理

(
9
)

検
査

に
お

い
て

役
務

を
供

給
し

た
事

業
者

が
あ

る

場
合

に
は

、
当

該
事

業
者
の

管
理
に
関

す
る
事

項
 

(
1
0
)
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項

(
1
1
)
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

検
査
の

都
度

 
事

業
者

検
査

課
長

 

事
業

者
検

査

課
長

 

当
該

使
用

前

事
業

者
検

査

に
係

る
廃

棄

物
管

理
施

設

の
存

続
す

る

期
間

 

２
．

定
期

事
業

者
検

査
の
結

果
 

(
1
)
検

査
年

月
日

(
2
)
検

査
の

対
象

(
3
)
検

査
の

方
法

(
4
)
検

査
の

結
果

(
5
)
検

査
を

行
っ

た
者

の
氏

名

(
6
)

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
 

(
7
)
検

査
の

実
施

に
係

る
組

織

(
8
)
検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理

(
9
)

検
査

に
お

い
て

役
務

を
供

給
し

た
事

業
者

が
あ

る

場
合

に
は

、
当

該
事

業
者
の

管
理
に
関

す
る
事

項
 

(
1
0
)
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項

(
1
1
)
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

検
査
の

都
度

 
事

業
者

検
査

課
長

 

事
業

者
検

査

課
長

 

そ
の

廃
棄

物

管
理

施
設

が

廃
棄

さ
れ

た

後
5

年
が

経

過
す

る
ま

で

の
期

間
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【
加

工
施

設
（

ウ
ラ

ン
濃

縮
）

関
係

】
N
o
.
6
4
 

別
表

27
 
管

理
区

域
及
び
周

辺
監
視
区

域
等
に

お
け
る
線

量
当

量
等

の
測

定
（

第
6
5
条

関
係

）
 

測
定

場
所
 

測
定
項
目
 

測
定

頻
度

 
測

定
担

当
課

長
 

管
理

区
域
（

汚
染

の
お
そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

区
域
）
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量

*1

・
外

部
放
射

線
に
係

る
線
量

当
量

率
 

・
空
気
中

の
放
射
性

物
質
の

濃
度

・
表
面
密

度

1
回

/週
 

1
回

/週
 

1
回

/週
 

1
回

/週
 

放
射

線
管

理
課

長
 

管
理

区
域
（

汚
染

の
お
そ
れ

の
な

い
区

域
）

 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量

*1

・
外

部
放
射

線
に
係

る
線
量

当
量

率
 

1
回

/週
 

1
回

/週
 

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量

*1

・
空
気
中

の
放
射
性

物
質
の

濃
度

・
空
間
放

射
線
量
率

・
風

向
、
風

速
、
降

雨
量
、
大

気
温

度
、
日
射

量
、
放
射

収
支
量

1
回

/週
 

1
回

/
3
月

 

連
続

*
2  

連
続

*
2

周
辺

監
視

区
域

外
 

・
土
壌
中

の
放
射
性

物
質
の

濃
度

・
湖

沼
水
中

の
放
射

性
物
質

の
濃

度
 

・
空
気
中

の
放
射
性

物
質
の

濃
度

1
回

/
3
月

 

＊
１

：
線

量
の

算
定

に
つ
い

て
は
、
線

量
告
示

第
1
0
条
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

＊
２

：
点

検
等

に
よ

る
機
器

の
停
止
時

を
除
く

。
 

別
表
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放

射
線

測
定
器
類

（
第

6
6
条

関
係
）
 

測
 
定

 
器
 

名
 

数
量
 

点
検

責
任

者
 

・
線

量
当

量
率

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ

・
汚

染
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

・
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

・
可
搬

式
H
F
検

知
警

報
装

置

・
退

出
モ

ニ
タ

・
放

射
能

測
定

装
置

・
積

算
線

量
計

・
個

人
線

量
計

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

・
気

象
観

測
機

器
*
1

6
台

 

1
0
台

 

7
台
 

7
台
 

1
台
 

3
台
 

1
式
 

1
式
 

3
式
 

1
式
 

放
射

線
管

理
課

長
 

・
エ
ア
ス

ニ
ッ
フ
ァ

採
取
口

6
5
 

機
械
保
全

課
長
及
び

電
気
計

装
保
全
課

長
*
2

・
排

気
用

H
F
モ

ニ
タ

2
台

 
電

気
計

装
保

全
課

長
 

＊
１

：
風

向
風

速
計

、
温
度

計
、
雨
雪

量
計
、

日
射
計
、

放
射
収

支
計

 

＊
２

：
機

械
設

備
は

機
械
保

全
課
長
、

電
気
設

備
及
び
計

装
設
備

は
電

気
計

装
保

全
課

長
 

別
表

3
5 

保
安
に
関

す
る
記

録
（
第

10
、

39
、
4
0、

9
0条

関
係
）
 

１
．
加
工

規
則
第
７

条
に
基

づ
く
記
録

 

記
録
事
項
 

記
録
す
べ

き
場
合
 

作
成
責
任

者
 

保
存
責
任

者
 

保
存
期
間
 

１
．
加
工
施

設
の
施

設
管
理
（

加
工
規

則
第
７

条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

も
の

を
い

う
。

以

下
、
こ
の

表
に
お
い

て
同
じ

。）
に
係
る

記
録
 

(
1
)

使
用

前
確
認
の

結
果

確
認

の
都

度
 

機
械

保
全

課
長

、

電
気

計
装

保
全

課

長
 

機
械

保
全

課
長

、

電
気

計
装

保
全

課

長
 

同
一

事
項

に
関

す

る
次

の
確

認
の

と

き
ま
で
の

期
間
 

(
2
)

加
工

規
則

第
７

条
の

４
第

１
項

第
４

号
の

規
定

に
よ

る
施

設
管

理
の

実
施

状
況

及
び

そ

の
担
当
者

の
氏
名
 

施
設

確
認

の
実

施
の

都

度
 

機
械
保
全

課
長
、

電
気
計
装

保
全
課

長
、
放
射

線
管
理

課
長
 

機
械
保
全

課
長
、

電
気
計
装

保
全
課

長
、
放
射

線
管
理

課
長
 

施
設

管
理

を
実

施

し
た

加
工

施
設

の

解
体

又
は

廃
棄

を

し
た

後
5
年

が
経

過

す
る
ま
で

の
期
間
 

(
3
)

加
工
規
則
第
７
条
の
４
第
１
項
第
５
号
の
規
定

に
よ
る
施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設

管
理
実
施
計
画
の
評
価
の
結
果
及
び
そ
の
評
価
の

担
当
者
 

評
価

の
都

度
 

保
全
管
理

課
長
 

保
全
管
理

課
長
 

評
価

を
実

施
し

た

加
工

施
設

の
施

設

管
理
方
針

、
施

設
管

理
目

標
又

は
施

設

管
理

実
施

計
画

の

改
定
ま
で

の
期
間
 

２
．
放
射

線
管
理
記

録
 

(
1
)

放
射

性
廃

棄
物

の
排

気
口

又
は

排
気

監
視

設
備

及
び

排
水

口
又

は
排

水
監

視
設

備
に

お

け
る

放
射

性
物

質
の

1
日

間
及

び
3
月

間
に

つ

い
て
の
平

均
濃
度
 

1
日

間
の

平
均

濃
度

に

あ
っ

て
は

毎
日

1
回

、
3

月
間

の
平

均
濃

度
に

あ

っ
て

は
3月

ご
と

に
1
回

 

廃
棄
物
管

理
課
長
 

廃
棄
物
管

理
課
長
 

1
0
年

間
 

(
2
)
＊

 
管

理
区

域
及

び
周

辺
監

視
区

域
に

お
け

る
外

部
放

射
線

に
係

る
1
週

間
の

線
量

当
量

並

び
に

管
理

区
域

に
お

け
る

空
気

中
の

放
射

性

物
質

の
1
週

間
の

平
均

濃
度

及
び

放
射

性
物

質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
表

面
の

放
射

性

物
質
の
密

度
 

毎
週

1
回

 
放

射
線
管

理
課
長
 

放
射
線
管

理
課
長
 

(
3
)
＊

 
放

射
線

業
務

従
事

者
の

4
月

1
日

を
始

期

と
す

る
1
年

間
の

線
量

、
女

子
（

妊
娠

不
能

と

診
断

さ
れ

た
者

及
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨

を
書

面
で

申
し

出
た

者
を

除
く

。
）

の
放

射
線

業
務

従
事

者
の

4
月

1
日

、
7
月

1
日

、
1
0
月

1
日

及
び

1
月

1
日

を
始

期
と

す
る

各
3
月

間
の

線
量

並
び

に
本

人
の

申
出

等
に

よ
り

妊
娠

の
事

実

を
知

る
こ

と
と

な
っ

た
女

子
の

放
射

線
業

務

従
事

者
に

あ
っ

て
は

出
産

ま
で

の
間

毎
月

1
日

を
始
期
と

す
る

1
月
間

の
線
量
 

1
年

間
の

線
量

に
あ

っ

て
は

毎
年

度
1
回

、
3
月

間
の

線
量

に
あ

っ
て

は

3
月
ご

と
に

1回
、
1月

間

の
線

量
に

あ
っ

て
は

1

月
ご
と
に

1
回
 

放
射
線
管

理
課
長
 

放
射
線
管

理
課
長
 

放
射

線
業

務
従

事

者
で

な
く

な
っ

た

場
合

又
は

そ
の

記

録
を

保
存

し
て

い

る
期

間
が

5
年

を
超

え
た

場
合

に
お

い

て
そ

の
記

録
を

原

子
力

規
制

委
員

会

の
指

定
す

る
機

関

に
引
渡
す

ま
で
 

(
4
)
＊

 
4月

1
日
を
始

期
と
す

る
1年

間
の

線
量
が

2
0
m
S
v
を

超
え

た
放

射
線

業
務

従
事

者
の

当
該

1
年

間
を

含
む

原
子

力
規

制
委

員
会

が
定

め
る

5
年

間
の

線
量

 

原
子

力
規

制
委

員
会

が

定
め

る
5
年

間
に

お
い

て
毎
年
度

1
回
（
左
欄

に

掲
げ

る
当

該
1
年

間
以

降
に
限
る

。）
 

放
射
線
管

理
課
長
 

放
射
線
管

理
課
長
 

(
5
)
＊

 
放

射
線

業
務

従
事

者
が

緊
急

作
業

に
従

事
し

た
期

間
の

始
期

及
び

終
期

並
び

に
放

射
線
業
務

従
事
者
の

当
該
期

間
の
線
量
 

そ
の
都
度
 

放
射
線
管

理
課
長
 

放
射
線
管

理
課
長
 

(
6
)
＊

 
放

射
線

業
務

従
事

者
が

当
該

業
務

に
就

く
日

の
属

す
る

年
度

に
お

け
る

当
該

日
以

前

の
放

射
線

被
ば

く
の

経
歴

及
び

原
子

力
規

制

委
員

会
が

定
め

る
5
年

間
に

お
け

る
当

該
年

度

の
前
年
度

ま
で
の
放

射
線
被

ば
く
経
歴
 

そ
の

者
が

当
該

業
務

に

就
く
時
 

放
射
線
管

理
課
長
 

放
射
線
管

理
課
長
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記
録

事
項
 

記
録
す
べ

き
場

合
 

作
成

責
任

者
 

保
存

責
任

者
 

保
存

期
間

 

(
7
)

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
い

て
運

搬
し

た
核

燃
料

物
質

等
の

種
類

別
の

数

量
、
そ

の
運

搬
に

使
用
し
た

容
器
の
種

類

並
び

に
そ

の
運

搬
の

日
時
及

び
経
路
 

運
搬
の
都

度
 

運
搬

を
実

施
し

た

課
長

 

運
搬

を
実

施
し

た

課
長

 

1
年

間
 

(
8
)

廃
棄

施
設

に
廃

棄
し

た
放

射
性

廃
棄

物
の

種
類

、
当

該
放

射
性
廃

棄
物
に
含

ま

れ
る

放
射

性
物

質
の

数
量

、
当
該

放
射

性

廃
棄

物
を

容
器

に
封

入
し

た
場

合
に

は

当
該

容
器

の
数

量
及

び
比

重
並

び
に

そ

の
廃

棄
の

日
時

、
場

所
及
び

方
法

廃
棄
の
都

度
 

廃
棄

物
管

理
課

長
 

廃
棄

物
管

理
課

長
 

法
第

2
2
条

の
８

第

３
項

に
お

い
て

準

用
す

る
法

第
1
2
条

の
６

第
８

項
の

確

認
を

受
け

る
ま

で

の
期

間
 

(
9
)

放
射

性
廃

棄
物

を
容

器
に

封
入

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
方

法
 

封
入
の
都

度
 

３
．

操
作

記
録

 

(
1
)

保
安

上
特

に
管

理
を

必
要

と
す

る
設

備
へ

の
核

燃
料

物
質

の
種

類
別

の
挿

入

量
 

挿
入

の
都

度
（

連
続

式
に

あ
っ
て
は

連
続
し

て
）

 

運
転

管
理

課
長

 
運

転
管

理
課

長
 

1
年

間
 

(
2
)

保
安

上
特

に
管

理
を

必
要

と
す

る
設

備
に

お
け

る
圧

力
、
流
量

及
び
温

度
の

値
 

連
続
し
て
 

(
3
)

加
工

施
設

の
操

作
開

始
及

び
操

作
停

止
の

時
刻

 

開
始
及
び

停
止
の

都
度

 

(
4
)

警
報

装
置

か
ら

発
せ

ら
れ

た
警

報
の

内
容

 

そ
の
都
度
 

(
5
)

保
安

上
特

に
管

理
を

必
要

と
す

る
設

備
の

操
作

責
任

者
及

び
操

作
員

の
氏

名

並
び

に
こ

れ
ら

の
者

の
交
代

の
時
刻

操
作

の
開

始
及

び
交

代
の

都
度

 

４
．

加
工

施
設

の
事

故
記
録
 

(
1
)
事

故
の

発
生

及
び
復
旧

の
日
時

そ
の

都
度

 
運

営
管

理
課

長
 

運
営

管
理

課
長

 
法

第
2
2
条

の
８

第

３
項

に
お

い
て

準

用
す

る
法

第
1
2
条

の
６

第
８

項
の

確

認
を

受
け

る
ま

で

の
期

間
 

(
2
)

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

 

そ
の
都
度
 

(
3
)
事

故
の

原
因

そ
の
都
度
 

(
4
)
事

故
後

の
処

置
そ

の
都
度
 

５
．

気
象

記
録

 

(
1
)
風

向
及

び
風

速

連
続

し
て

 
放

射
線

管
理

課
長

 
放

射
線

管
理

課
長

 
1
0
年

間
 

(
2
)
降

雨
量

連
続
し
て
 

(
3
)
大

気
温

度
連

続
し
て
 

６
．

保
安

教
育

の
記

録
 

(
1
)
保

安
に

必
要

な
教
育
訓

練
計
画

策
定

の
都

度
 

運
営

管
理

課
長

 
運

営
管

理
課

長
 

5
年

間
 

(
2
)

保
安

に
必

要
な

教
育

訓
練

の
実

施
の

日
時

及
び

項
目

 

実
施
の
都

度
 

教
育

訓
練

を
実

施

し
た

課
長

 

教
育

訓
練

を
実

施

し
た

課
長

 

(
3
)

保
安

に
必

要
な

教
育

訓
練

を
受

け
た

者
の

氏
名

 

実
施
の
都

度
 

７
．
品

質
管

理
基

準
規
則
第

４
条
第
３

項
に

規
定

す
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

文
書

及

び
品

質
マ

ネ
ン

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に

従
っ

た
計

画
、
実

施
、
評

価
及
び

改
善

状

況
の

記
録

（
他

に
掲

げ
る
も

の
を
除
く
）
 

当
該

文
書

又
は

記
録

の
作

成
又
は
変

更
の
都

度
 

当
該

文
書

又
は

記

録
の

作
成

又
は

変

更
を

行
っ

た
各

職

位
 

当
該

文
書

又
は

記

録
の

作
成

又
は

変

更
を

行
っ

た
各

職

位
 

当
該

文
書

又
は

記

録
の

作
成

又
は

変

更
後

5
年

が
経

過

す
る

ま
で

の
期

間
 

＊
：
線
量
等
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
線
量
告
示
第
３
条
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

 

２
．
加
工

規
則
第
３

条
の
４

の
３
及
び

第
３
条

の
1
1
に
基

づ
く
記

録
 

記
録
事
項
 

記
録
す
べ

き

場
合
 

作
成
責
任

者
 

保
存
責
任

者
 

保
存
期
間
 

１
．
使
用

前
事
業
者

検
査
の

結
果
 

(
1
)
検

査
年

月
日

(
2
)
検

査
の

対
象

(
3
)
検

査
の

方
法

(
4
)
検

査
の

結
果

(
5
)
検

査
を

行
っ

た
者

の
氏

名

(
6
)

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ
た
と
き

は
、
そ
の

内
容

(
7
)
検

査
の

実
施

に
係

る
組

織

(
8
)
検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理

(
9
)

検
査

に
お

い
て

役
務

を
供

給
し

た
事

業
者

が
あ

る
場
合
に

は
、
当
該

事
業
者

の
管
理
に

関
す
る

事
項

(
1
0
)
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項

(
1
1
)
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

検
査
の
都

度
 

検
査
実
施

責
任
者
 

検
査
実
施

責
任
者
 

当
該

使
用

前

事
業

者
検

査

に
係

る
加

工

施
設

の
存

続

す
る
期
間
 

２
．
定
期

事
業
者
検

査
の
結

果
 

(
1
)
検

査
年

月
日

(
2
)
検

査
の

対
象

(
3
)
検

査
の

方
法

(
4
)
検

査
の

結
果

(
5
)
検

査
を

行
っ

た
者

の
氏

名

(
6
)

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

補
修

等
の

措
置

を
講

じ
た
と
き

は
、
そ
の

内
容

(
7
)
検

査
の

実
施

に
係

る
組

織

(
8
)
検

査
の

実
施

に
係

る
工

程
管

理

(
9
)

検
査

に
お

い
て

役
務

を
供

給
し

た
事

業
者

が
あ

る
場
合
に

は
、
当
該

事
業
者

の
管
理
に

関
す
る

事
項

(
1
0
)
検

査
記

録
の

管
理

に
関

す
る

事
項

(
1
1
)
検

査
に

係
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

事
項

検
査
の
都

度
 

検
査
実
施

責
任
者
 

検
査
実
施

責
任
者
 

そ
の

加
工

施

設
が

廃
棄

さ

れ
た

後
5
年

が

経
過

す
る

ま

で
の
間
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 【
廃

棄
物

埋
設

施
設

関
係

】
N
o
.
6
5
 

 

別
表

15
 
管

理
区
域

、
周
辺

監
視
区
域

境
界
付

近
及
び
周

辺
監
視

区
域
外
に

お
け
る

線
量
当
量

等
の
測

定
（

第
5
1
条

関
係

）
 

測
 
定

 
場
 

所
 

測
定

項
目

 
測

定
頻

度
 

測
定

担
当

課
長

 

管
理

区
域

：
汚

染
の

お
そ

れ
の

な

い
区

域
以

外
の

区
域
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量

＊
1  

・
空
気
中

の
放
射
性

物
質

の
濃

度
 

・
表
面
密

度
 

1
回

／
週

 

放
射

線
管

理
課

長
 

管
理

区
域

：
汚

染
の

お
そ

れ
の

な

い
区

域
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線
量

当
量

＊
1  

1
回

／
週

 

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近
 

・
外
部
放

射
線
に
係

る
線

量
当

量
＊

1  
1
回

／
週

 

周
辺

監
視

区
域

外
 

・
湖
沼
水

中
の
放
射

性
物
質

の
濃

度
 

（
尾
駮
沼

）
 

1
回

／
3
月

*2
 

＊
1：

線
量

の
算

定
に

つ
い
て

は
、
線
量

告
示

第
1
0
条
に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

＊
2：

3
月

1
日

、
6
月

1
日

、
9
月

1
日

及
び

1
2
月

1
日

を
始

期
と

す
る

各
3
月

間
 

  

別
表

16
 
放

射
線

測
定
器
類

（
第

5
2
条

関
係
）
 

測
 

定
 

器
 

名
 

数
 
量

 
点

検
責

任
者

 

・
線

量
当

量
率

サ
ー

ベ
イ
メ

ー
タ
 

 
 
 
 γ

線
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
 

・
汚

染
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ
 

 
 
 
 β

線
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
 

・
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ
 

・
放

射
能

測
定

装
置
 

・
積

算
線

量
計

 

・
個

人
線

量
計

 

 

6
台

 

 

4
台

 

2
台

 

4
台

 

1
式

 

1
式

 

放
射

線
管

理
課

長
 

・
排

気
用

モ
ニ

タ
 

・
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
 

1
台

 

5
台

 
運

営
課

長
 

                    

別
表

2
0
 

保
安

活
動

に
関

す
る

記
録

 
（
第

7
1

条
関

係
）
 

1
．

埋
設

規
則

第
1
3

条
に

基
づ

く
記

録
 

 
記

録
事

項
 

記
録

す
べ

き
場

合
 

作
成

責
任

者
 

保
存

責
任

者
＊

2
 

保
存

期
間

 

(1
)第

二
種

廃

棄
物

埋
設

に

関
す

る
記

録
 

イ
 
法

第
5
1

条
の

6
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

第
二

種
廃

棄
物

埋
設

に
関

す
る

確
認

の

結
果

 
確

認
の

都
度

 

検
査

課
長

、
埋

設
技

術
課

長
、

運
営

課
長

及
び

土
木

課
長

 

検
査

課
長

、
埋

設
技

術
課

長
、

運
営

課
長

及
び

土
木

課
長

 

法
第

5
1

条
の

2
5

第
3

項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

1
2

条
の

6
第

8
項

の
確

認
を

受
け

る
ま

で
の

期
間

 

ロ
 
法

第
5
1

条
の

6
第

2
項

の
規

定
に

よ
る

第
二

種
廃

棄
物

埋
設

に
関

す
る

確
認

の

結
果

 

検
査

課
長

、
運

営

課
長

 

検
査

課
長

、
運

営

課
長

 

ハ
 
廃

棄
物

埋
設

地
に

埋
設

し
た

放
射

性
廃

棄
物

の
種

類
、

数
量

、
当

該
放

射
性

廃

棄
物

に
含

ま
れ

る
放

射
性

物
質

の
数

量
、

そ
の

埋
設

の
日

及
び

埋
設

を
行

っ

た
場

所
 

埋
設

の
都

度
 

運
営

課
長

 
運

営
課

長
 

(2
)放

射
線

管

理
記

録
＊

1
 

イ
 
放

射
性

廃
棄

物
の

排
気

口
及

び
排

水

口
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
 

排
気

又
は

排

水
の

都
度

 

放
射

線
管

理
課

長
 

放
射

線
管

理
課

長
 

1
0

年
間

 

ロ
 
管

理
区

域
に

お
け

る
外

部
放

射
線

に
係

る
1

週
間

の
線

量
当

量
、

空
気

中
の

放

射
性

物
質

の
1

週
間

に
つ

い
て

の
平

均

濃
度

及
び

放
射

性
物

質
に

よ
っ

て
汚

染

さ
れ

た
物

の
表

面
の

放
射

性
物

質
の

密

度
 

毎
週

1
回

 

ハ
 
周

辺
監

視
区

域
に

お
け

る
外

部
放

射
線

に
係

る
1

月
間

（
す

べ
て

の
廃

棄
物

埋

設
地

を
土

砂
等

で
覆

う
ま

で
の

間
に

お

い
て

は
1

週
間

）
の

線
量

当
量

及
び

地

下
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

 

毎
月

1
回

（
1

週

間
の

線
量

当
量

に
あ

っ
て

は
毎

週
1

回
）
 

放
射

線
管

理
課

長
 

埋
設

技
術

課
長

及
び

放
射

線
管

理
課

長
 

線
量

当
量

に
あ

っ
て

は

1
0

年
間

、
地

下
水

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

に

あ
っ

て
は

、
法

第
5
1

条
の

2
5

第
3

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
1
2

条
の

6

第
8

項
の

確
認

を
受

け
る

ま
で

の
期

間
 

ニ
 
放

射
線

業
務

従
事

者
の

4
月

1
日

を
始

期
と

す
る

１
年

間
の

線
量

、
女

子
（
妊

娠

不
能

と
診

断
さ

れ
た

者
及

び
妊

娠
の

意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

を

除
く

。
）
の

放
射

線
業

務
従

事
者

の
4

月

1
日

、
7

月
1

日
、

1
0

月
1

日
及

び
1

月

1
日

を
始

期
と

す
る

各
3

月
間

の
線

量

並
び

に
本

人
の

申
出

等
に

よ
り

妊
娠

の

事
実

を
知

る
こ

と
と

な
っ

た
女

子
の

放
射

線
業

務
従

事
者

に
あ

っ
て

は
出

産
ま

で

の
間

毎
月

１
日

を
始

期
と

す
る

1
月

間
の

線
量

 

1
年

間
の

線
量

に

あ
っ

て
は

毎
年

度

1
回

、
3

月
間

の

線
量

に
あ

っ
て

は

3
月

ご
と

に
1

回
、

1
月

間
の

線
量

に

あ
っ

て
は

1
月

ご

と
に

1
回

 

放
射

線
管

理
課

長
 

放
射

線
管

理
課

長
 

放
射

線
業

務
従

事
者

で

な
く

な
っ

た
場

合
又

は
そ

の
記

録
を

保
存

し
て

い
る

期
間

が
5

年
を

超
え

た
場

合
に

お
い

て
そ

の
記

録
を

原
子

力
規

制
委

員
会

の

指
定

す
る

機
関

に
引

き
渡

す
ま

で
の

期
間

 

(2
)放

射
線
管

理
記
録

＊
1  

ホ
 
 
4
月

1
日
を
始

期
と
す

る
1
年
間

の

線
量
が

2
0m

S
v
を

超
え
た
放

射
線
業

務
従
事
者

の
当

該
1
年

間
を
含

む
原

子
力
規
制

委
員
会
が

定
め

る
5
年
間

の
線
量

 

原
子
力
規

制
委

員
会
が
定

め
る

5
年

間
に
お

い

て
毎
年
度

１
回

(左
欄

に
掲
げ

る

当
該

1
年

間
以

降
に
限
る

) 

放
射
線
管

理
課
長

 
放

射
線
管

理
課
長

 

放
射
線
業

務
従
事
者

で

な
く
な
っ

た
場
合
又

は

そ
の
記
録

を
保
存
し

て

い
る
期
間

が
5
年
を

超

え
た
場
合

に
お
い
て

そ

の
記
録
を

原
子
力
規

制

委
員
会
の

指
定
す
る

機

関
に
引
き

渡
す
ま
で

の

期
間

 

ヘ
 
放
射

線
業
務
従

事
者
が

緊
急
作
業

に

従
事
し
た

期
間
の
始

期
及
び

終
期
並

び
に
放
射

線
業
務
従

事
者
の

当
該
期

間
の
線
量

 

そ
の
都
度

 

ト
 放

射
線
業

務
従
事

者
が
当

該
業
務
に

就
く
日
の

属
す
る
年

度
に
お

け
る
当

該
日
以
前

の
放
射
線

被
ば
く

の
経
歴

及
び
原
子

力
規
制
委

員
会
が

定
め

る
5

年
間
に
お

け
る
当
該

年
度
の

前
年
度

ま
で
の
放

射
線
被
ば

く
経
歴

 

そ
の
者
が

当
該

業
務
に
就

く
時
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記
録

事
項

 
記

録
す

べ
き

場
合

 
作

成
責

任
者

 
保

存
責

任
者

＊
2
 

保
存

期
間

 

チ
事

業
所
の

外
に
お

い
て
運

搬
し
た
核

燃
料
物
質

等
の
種
類

別
の
数

量
、
そ

の
運
搬
に

使
用
し
た

容
器
の

種
類
並

び
に
そ
の

運
搬
の
日

時
及
び

経
路

運
搬

の
都

度
 

運
搬

を
行

っ
た

課

長
 

運
搬

を
行

っ
た

課

長
 

1
年

間
 

リ
廃

棄
施
設

に
保
管

廃
棄
し

た
放
射
性

廃
棄
物
の

種
類
、
当

該
放
射

性
廃
棄

物
に
含
ま

れ
る
放
射

性
物
質

の
数

量
、
当
該

放
射
性
廃

棄
物
を

容
器
に

封
入
し
、

又
は
容
器

に
固
型

化
し
た

場
合
に
は

当
該
容
器

の
数
量

及
び
比

重
並
び
に

そ
の
廃
棄

の
日
時

、
場
所

及
び
方
法

廃
棄

の
都

度
 

放
射

線
管

理
課

長
 
放

射
線

管
理

課
長

 

法
第

5
1
条

の
2
5
第

3

項
に

お
い

て
準

用
す

る

法
第

1
2
条

の
6
第

8
項

の
確

認
を

受
け

る
ま

で

の
期

間
 

ヌ
放

射
性
廃

棄
物
を

容
器
に

封
入
し
、

又
は
容
器

に
固
型
化

し
た
場

合
に
は

そ
の
方
法

封
入

又
は

固
型

化
の

都
度

 

ル
放

射
性
物

質
に
よ

る
汚
染

の
広
が
り

の
防
止
及

び
除
去
を

行
っ
た

場
合
に

は
、
そ
の

状
況
及
び

担
当
者

の
氏
名

防
止

及
び

除
去

の
都

度
 

防
止

及
び

除
去

を
行

っ
た

課
長

 

防
止

及
び

除
去

を
行

っ
た

課
長

 
1
年

間
 

(3
)警

報
装

置

か
ら

発
せ

ら

れ
た

警
報

の

内
容

放
射

線
監

視
・
測
定

設
備
（

排
気
用
モ

ニ

タ
、
エ
リ

ア
モ
ニ
タ

）
の
レ

ベ
ル
に
関

す
る

警
報

そ
の

都
度

 
運

営
課

長
 

運
営

課
長

1
年

間
 

(4
)廃

棄
物

埋

設
施

設
の

施

設
管

理
に

係

る
記

録

イ
施

設
管
理

の
実
施

状
況
及

び
そ
の
担

当
者
の
氏

名

施
設

管
理

の
実

施
の

都
度

 

施
設

管
理

を

行
っ

た
課

長
 

施
設

管
理

を

行
っ

た
課

長
 

施
設

管
理

を
実

施
し

た

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

解

体
又

は
廃

棄
を

し
た

後

5
年

が
経

過
す

る
ま

で

の
期

間
（

廃
棄

物
埋

設

地
に

係
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
法

第
5
1
条

の

2
5
第

3
項

に
お

い
て

準

用
す

る
法

第
1
2
条

の
6

第
8
項

の
確

認
を

受
け

る
ま

で
の

期
間

）
 

ロ
施

設
管
理

方
針
、

施
設
管

理
目
標
及

び
施
設
管

理
実
施
計

画
の
評

価
の
結

果
及
び
そ

の
評
価
の

担
当
者

の
氏
名

評
価

の
都

度
 

評
価

を
行

っ
た

各
職

位
の

者
 

評
価

を
行

っ
た

各
職

位
の

者
 

評
価

を
実

施
し

た
廃

棄

物
埋

設
施

設
の

施
設

管

理
方

針
、

施
設

管
理

目

標
又

は
施

設
管

理
実

施

計
画

の
改

定
ま

で
の

期

間
 

(5
)廃

棄
物

埋

設
施

設
の

事

故
記
録

イ
事

故
の
発

生
及
び

復
旧
の

日
時

そ
の

都
度

 
事

故
記

録
を

作

成
し

た
課

長
 

事
故

記
録

を
作

成
し

た
課

長
 

法
第

5
1
条

の
2
5
第

3

項
に

お
い

て
準

用
す

る

法
第

1
2
条

の
6
第

8
項

の
確

認
を

受
け

る
ま

で

の
期

間
 

ロ
事

故
の
状

況
及
び

事
故
に

際
し
て
採

っ

た
処

置

ハ
事

故
の
原

因

ニ
事

故
後
の

処
置

(6
)降

雨
記

録
イ

降
雨

量
連

続
し

て
 

放
射

線
管

理
課

長
 

放
射

線
管

理
課

長
 

1
年

間
 

ロ
１

月
間
に

つ
い
て

の
積
算

降
雨
量

毎
月

1
回

 

法
第

5
1
条

の
2
5
第

3

項
に

お
い

て
準

用
す

る

法
第

1
2
条

の
6
第

8

項
の

確
認

を
受

け
る

ま

で
の

期
間

 

(7
)地

下
水

の

水
位

地
下

水
の

水
位

 
毎

月
1
回

 
土

木
課

長
 

土
木

課
長

 
法

第
5
1
条

の
2
5
第

3

項
に

お
い

て
準

用
す

る

記
録

事
項

 
記

録
す

べ
き

場
合

 
作

成
責

任
者

 
保

存
責

任
者

＊
2
 

保
存

期
間

 

(8
)
法

第
5
1

条
の

18

第
1
項
の

認
可
又
は

変

更
の
認
可

を

受
け
た
保

安

規
定
に
定

め

る
 廃

棄
物

埋
設
地
及

び

そ
の
周
辺

の

状
況
（

前
2

号
に
掲
げ

る

も
の
を
除

く
）

埋
設
設
備

の
排
水
の

監
視
記

録
 

監
視
の
都

度
 

運
営
課
長

及
び

放
射
線
管

理
課

長
 

運
営
課
長

及
び
埋

設
技
術
課

長
 

法
第

1
2
条

の
6
第

8

項
の
確

認
を
受
け
る

ま

で
の
期

間
 

(9
)保

安
教
育

の
記
録

イ
保

安
教
育

の
実
施

計
画

そ
の
都
度

 
教

育
訓
練

を
計

画
又
は
実

施
し

た
各
職
位

の
者

 

教
育
訓
練

を
計
画

又
は
実
施

し
た
各

職
位
の
者

 

3
年

間
 

ロ
保

安
教
育

の
実
施

日
時
及

び
項
目

教
育
を
実

施
し

た
と
き

 
ハ

保
安
教
育

を
受
け

た
者
の

氏
名

(1
0
)
品
質
管

理
基
準

規
則

第
4
条

第
3
項

に
規
定

す
る
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
文
書
及

び
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム
に

従

っ
た

計
画

、
実

施
、

評
価

及
び

改
善

状
況

の
記

録
（
他

の
号

に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

）

当
該
文
書

又
は
記

録
の
作
成

又
は
変

更
の
都
度

 

当
該

文
書

又
は

記

録
の

作
成

又
は

変

更
を

行
っ

た
各

職

位
 

当
該

文
書

又
は

記
録

の
作

成
又

は
変

更
を

行
っ

た
各

職
位

 

当
該

文
書

又
は

記
録

の
作

成
又

は
変

更
後

5
年

が
経

過
す

る
ま

で
の

期
間

 

(1
1)

埋
設

規

則
第

1
9

条

の
2

の
規

定
に

よ
る

廃

棄
物

埋
設

施
設

の
定

期
的

な
評

価
等

の
結

果

イ
定

期
的

な
評

価
の

結
果

評
価

の
都

度
埋

設
技

術
課

長
 

埋
設

技
術

課
長

 
法

第
5
1

条
の

2
5

第
3

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
1
2

条
の

6
第

8
項

の
確

認
を

受
け

る

ま
で

の
期

間
ロ

定
期

的
な

評
価

の
結

果
に

基
づ

く
措

置

の
結

果
措

置
の

都
度

措
置

を
実

施
し

た

各
職

位
の

者
 

措
置

を
実

施
し

た
各

職
位

の
者

 

＊
1
：
線

量
等

の
記

録
に

つ
い

て
は

、
線

量
告

示
第

3
条

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

＊
2
：
保

存
責

任
者

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
新

た
な

保
存

責
任

者
が

過
去

の
記

録
に

つ
い

て
も

所
定

の
期

間
保

存
す

る
こ

と
。
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施設管理について 
 

再処理施設、廃棄物管理施設、加工施設（濃縮）、 

廃棄物埋設施設、加工施設（MOX） 
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1. はじめに 

本資料は、規則類の改正に伴い、2020 年 6 月 1 日に保安規定の変更認可申

請（加工施設（ＭＯＸ）については、認可申請をいう。）を行った再処理施設、廃棄

物管理施設、加工施設（濃縮、ＭＯＸ）及び廃棄物埋設施設における「施設管理」

の基本的な考え方及び各施設の具体的な施設管理の内容について、説明するも

のである。 

 

2. 「施設管理」の基本的考え方 

各施設の保安規定における「施設管理」は、使用済燃料の再処理の事業に関

する規則、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事

業に関する規則等の各施設に該当する規則、保安規定の審査基準及び原子力

事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等

に係る運用ガイド（以下、「保安措置運用ガイド」という。）の要求事項に基づき定

めており、施設の保全のために構築物、系統、機器等の状態を適切に維持・管理

するための各種の保安活動を実施するものである。 

具体的な活動としては、社長が策定する施設管理方針のもと、目標を立て、目

標達成のための計画を策定し、計画に従い実施するとともに、定期的な評価によ

り、必要に応じて改善していくものである。 

 

3. 各施設の施設管理 

再処理施設、廃棄物管理施設、加工施設(濃縮)については、事業者対応方針

に基づく活動において、原子力発電所の保守管理規程(（一社)日本電気協会、

2016 年出版、以下、「JEAC4209」という。)に従った保守管理の仕組みを構築して

きた。従って、これらの施設では、JEAC4209 に基づく保守管理の仕組みを含め

保安規定に規定(実用発電炉と同等)している。 

また、その他施設（加工施設(MOX)、廃棄物埋設施設）も含め、施設管理の基

本フロー（図－１参照）に基づき PDCA サイクルを回しながら継続的に改善を進め

る。 

以下、各施設の施設管理の特徴について記載する。 
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②施設管理目標の

設定

①施設管理方針の

策定

施設管理

保全活動

④保全対象範囲の

策定

⑤施設管理の

重要度の設定

⑥保全活動管理指標の

設定及び監視計画の策定

⑧施設管理実施

計画の策定

③保全プログラムの

策定

⑨施設管理の実施

⑩施設管理の

結果の確認・評価

⑦保全活動管理

指標の監視

⑫保全の

有効性評価

⑬施設管理の

有効性評価

⑪不適合管理、是正処置

及び未然防止処置

図—１　施設管理の基本フロー

P

P

D

C A

P

P

D

C A

D

C

A

：JEAC4209—2016　MC—4「保守管理」の【解説4】に示す3つのPDCAサイクルに相当する。

 
なお、施設管理の基本フローにおける、②、⑥の参考及び⑩の補足として、各

施設の施設管理目標（抜粋）、各施設の保全活動管理指標（抜粋）を本資料の

（8/45）、（9/45）に、検査の独立性の確保を（10/45）にそれぞれ示す。 
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(1) 再処理施設及び廃棄物管理施設の施設管理 

a. 施設管理の具体的な内容 

再処理施設及び廃棄物管理施設は、運転プラント（運転炉）と同様の施設管理

を実施する。 

なお、具体的な実施内容については、再処理施設及び廃棄物管理施設を代

表に記載する（別紙－１参照）。 

また、施設管理の概要図を示す（別紙－２参照）。 

b. 環境管理設備の設備管理箇所の変更 

（変更の目的） 

再処理施設及び廃棄物管理施設では、放射線管理施設の管理及び保修に係

る業務を、環境管理設備（放射能観測車、気象観測設備等）については放射線

管理部 環境管理課長が、それ以外の設備ついては同部 放射線施設課長が実

施してきた。 

今回の検査制度の見直しに伴い、使用前事業者検査、構成管理を含む施設

管理を実施していくにあたり、放射線管理施設について、より専門性の高い施設

管理が行えるよう、放射線管理施設の管理及び点検、工事等に係る業務を、放射

線施設課に集約する。 

 

  （保安規定の変更内容） 

環境管理課長の職務である環境管理設備の管理及び保修に係る業務を、環

境管理設備以外の放射線管理施設に係る業務を行う放射線施設課長の職務に

変更する（表－１参照）。          【再処理:第 17 条、廃棄物管理:第 5 条】  

なお、周辺監視区域等における線量当量等の測定等の環境監視に係る業務

は、これまでどおり環境管理課長が行う。 
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表－１ 再処理施設保安規定の変更内容 

 

  

変更前 変更後 
第３節 職 務 
（職 務） 
第 17 条 （略） 
２ 前条に定める職位の職務は次のとおりとする。 
(32) 放射線施設課⻑は、放射線測定器類 
（環境管理設備は除く。）の管理に関する業務を
⾏う。 

第３節 職 務 
（職 務） 
第 17 条 （略） 
２ 前条に定める職位の職務は次のとおりとする。 
(35) 放射線施設課⻑は、放射線測定器類の管

理に関する業務を⾏う。 

施 設 
管理担当 

課⻑ 
保修担当課⻑※１

 

（略） 
２．放射線管理施設 

(1) 環境管理 
設備 

環境管理課⻑ 環境管理課⻑ 

(2) 上記以外 
の放射線 
管理施設 

放射線施設課⻑ 放射線施設課⻑ 

 

施 設 
管理担当 

課⻑ 
保修担当課⻑※１

 

（略） 
２．放射線 

管理施設 
放射線施設課⻑ 放射線施設課⻑ 

 

別表１ 管理及び保修に関する業務の担当課⻑（第 
17 条関係） 

別表１ 管理及び点検・⼯事等に関する業務の担当課⻑
（第 17 条関係） 
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(2) 加工施設（濃縮）の施設管理の具体的な内容 

加工施設（濃縮）は、安全上重要な設備がない等の違いにより、再処理施設と

の施設の違いはあるものの、基本的には再処理施設の施設管理と同様の活動を

行う。 

また、職制上の違いはあるものの保安規定における記載も同様である。 

 

(3) 廃棄物埋設施設の施設管理の具体的な内容 

廃棄物埋設施設は、基本的には再処理施設の施設管理と同様の活動を行うが、

人と環境へ影響を与えるリスクが低いことから、保安規定には施設管理に関する

埋設規則要求を網羅した記載をした上で、それ以外の事項(JEAC4209 に準じた

保全プログラムの策定等)については、下位文書に記載することとした。 

また、「設工認」、「定期事業者検査」及び「使用前事業者検査」の制度がなく、

系統レベルの保全活動管理指標を設定する必要のある施設（系統）はないこと等

から、以下の運用とする。 

a. 廃棄物埋設施設が技術上の基準に適合することの確認については、施設管理

として自主検査等を実施する。 

b. 系統レベルの保全活動管理指標を設定する必要のある施設（系統）はないた

め、系統レベルの「保全活動管理指標」については設定しない。 

c. 巡視については、保安措置運用ガイドを参考に、第二種廃棄物埋設施設に係

る巡視を「毎週 1 回以上」実施する。 
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(4) 加工施設（ＭＯＸ）の施設管理の具体的な内容 

加工施設（ＭＯＸ）は、再処理施設等と同等の施設管理の基本フローに基づき

施設管理を展開するが、設計及び工事段階であることから、建設炉の施設管理を

ベースとして、保安措置運用ガイドの施設管理要求の趣旨を踏まえ設計及び工

事段階に実施すべき施設管理を規定する。 

具体的には、施設管理方針の策定、施設管理目標の設定を行い、施設管理に

関する計画を策定する。 

施設管理に関する計画に基づき実施し、結果を確認・評価し、改善する一連の

ＰＤＣＡサイクルを回していく。 

ただし、設計及び工事段階を踏まえて、今回申請では定期事業者検査、長期

施設管理方針等を除外すること、保全の有効性評価を施設管理の有効性評価に

含めて実施すること等、建設工事の進捗に合わせた施設管理を実施し、段階的

に拡充していくこととする。 

なお、段階的に定める事項について、その考え方を別表－１に示す。 
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 参
考

 
各

施
設

の
施

設
管

理
目

標
（
抜

粋
）
 

施
設

管
理

目
標

は
、

施
設

管
理

方
針

を
達

成
す

る
た

め
に

設
定

す
る

も
の

で
あ

り
、

参
考

と
し

て
施

設
管

理
方

針
「
設

備
・
機

器
の

不
適

合
を

未
然

に
防

止
す

る
。

」
を

達
成

す
る

た

め
に

設
定

し
た

、
各

施
設

の
2
0
2
0

年
度

施
設

管
理

目
標

及
び

達
成

指
標

を
示

す
（
表

－
２

参
照

）
。

 

  

表
－

２
 

各
施

設
の

施
設

管
理

目
標

（
抜

粋
）
 

  

施
設

 
施

設
管

理
方

針
 

施
設

管
理

目
標

 
達

成
指

標
 

再
処

理
施

設
/
廃

棄
物

管
理

施
設

 

設
備

・
機

器
の

不
適

合

を
未

然
に

防
止

す
る

。
 

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

基
づ

く
全

設
備

に
対

す
る

保
全

計
画

の
策

定
お

よ
び

確
実

な
実

施
 

保
全

に
よ

る
予

防
可

能
な

機
能

故
障

件
数

：
0

件
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

設
備

・
機

器
の

重
要

度
に

応
じ

た
保

全
計

画
に

基
づ

き
。

確
実

に
点

検
を

行

い
、

機
器

故
障

に
よ

る
ト
ラ

ブ
ル

の
未

然
防

止
を

図
る

 

保
全

に
よ

る
予

防
可

能
な

機
能

故
障

件
数

2
件

以
下

/
月

 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

埋
設

施
設

の
確

実
な

巡
視

・
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
設

備
等

の
重

要
度

に

応
じ

て
策

定
し

た
保

全
計

画
に

基
づ

き
、

適
切

に
点

検
、

補
修

等
を

行
う

こ
と

に

よ
り

、
設

備
等

の
故

障
に

よ
る

ト
ラ

ブ
ル

の
未

然
防

止
を

図
る

。
 

設
備

等
の

故
障

に
よ

る
操

業
停

止
な

し
 

加
工

施
設

（
M

O
X

）
 

安
全

か
つ

安
定

に
M

O
X

燃
料

工
場

が
操

業
で

き
、

M
O

X
燃

料
が

製
造

で
き

る
要

員
・
体

制
・
Q

M
S

と
す

る
。

 

工
事

品
質

に
係

る
ト
ラ

ブ
ル

や
不

具
合

等
に

よ
る

工
事

計
画

遅
れ

ゼ
ロ

 

（
し

ゅ
ん

工
ま

で
）
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 参
考

 
各

施
設

の
保

全
活

動
管

理
指

標
（
抜

粋
）
 

保
全

活
動

管
理

指
標

は
、

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

で
あ

り
、

各
施

設
に

お
け

る
安

全
上

重
要

な
施

設
を

含
む

系
統

及
び

プ
ラ

ン
ト
に

対
す

る
施

設
の

状
況

、
運

転

実
績

等
を

考
慮

し
、

設
定

す
る

。
 

参
考

と
し

て
各

施
設

に
お

い
て

設
定

し
た

、
2
0
2
0

年
度

保
全

活
動

管
理

指
標

及
び

目
標

値
を

示
す

（
表

－
３

参
照

）
。

 

  

表
－

３
 

各
施

設
の

保
全

活
動

管
理

指
標

（
抜

粋
）
 

 

施
設

 
レ

ベ
ル

 
保

全
活

動
管

理
指

標
 

目
標

値
 

再
処

理
施

設
/
廃

棄
物

管
理

施
設

 
プ

ラ
ン

ト
レ

ベ
ル

 
事

業
開

始
時

に
設

定
す

る
 

－
 

系
統

レ
ベ

ル
 

保
全

に
よ

る
予

防
可

能
な

機
能

故
障

件
数

 
＜

1
回

 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

 
計

画
外

の
生

産
停

止
の

排
気

回
数

 
＜

1
回

 

系
統

レ
ベ

ル
 

保
全

に
よ

る
予

防
可

能
な

機
能

故
障

件
数

 
≦

月
2

回
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

 
計

画
外

操
業

停
止

日
数

 
＜

1
0

日
/
年

 

系
統

レ
ベ

ル
 

系
統

レ
ベ

ル
の

施
設

は
な

い
た

め
、

設
定

し
な

い
 

 

加
工

施
設

（
M

O
X

）
 

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

 
事

業
開

始
時

に
設

定
す

る
 

－
 

系
統

レ
ベ

ル
 

事
業

開
始

時
に

設
定

す
る

 
－
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検査の独立性について 

 

 

「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されている原子力施設」と「要求さ

れていない原子力施設」における、具体的な方策の要求の違いを以下に示す。 

・要求されている施設【再処理施設、加工施設(MOX)】 

検査を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異に

する要員とすること。 

 

・要求されていない施設【廃棄物管理施設、加工施設(濃縮)、廃棄物埋設施設】 

検査の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していない要

員に検査を実施させることができる。 

 

ただし、廃棄物管理施設及び廃棄物埋設施設については以下のとおり実施する。 

【廃棄物管理施設】 

廃棄物管理施設は、再処理事業部として同様の対応とし、部門を異にする要員とすること

で、独立性を確保する。 

【廃棄物埋設施設】 

使用前事業者検査等の要求がないことから、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の

独立性を確保する。 

 

代表として、再処理事業部の組織図を示す（図－２参照）。 
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図
－

２
 

再
処

理
事

業
部

の
組

織
図

 

再
処

理
工
場
長

核
燃
料
取
扱

主
任
者

再
処

理
安
全
委
員
会

品
質
・
保

安
会
議

社
長

安
全
・
品
質
本
部
長

監
査
室

長

安
全
・
品
質
改

革
委
員
会

再
処
理
事
業

部
長

技
術
本
部

長

輸 送 技 術 課 長

新 基 準 設 計 部 長

保 全 企 画 部 長

保 全 技 術 部 長

土 木 建 築 保 全 部 長

計 装 保 全 部 長

電 気 保 全 部 長

機 械 保 全 部 長

技 術 部 長

運 転 部 長

共 用 施 設 部 長

ガ ラ ス 固 化 施 設 部 長

統 括 当 直 長

保 全 計 画 課 長

保 全 技 術 課 長

建 築 保 全 課 長

計 装 技 術 課 長

計 装 設 計 課 長

計 装 第 一 課 長

電 気 技 術 課 長

電 気 保 全 課 長

火 災 防 護 課 長

機 械 技 術 課 長

ガ ラ ス 固 化 機 械 課 長

許 認 可 業 務 課 長

技 術 課 長

保 安 管 理 課 長

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
長

技 術 管 理 部 長

設 計 部 長

プ ロ ジ ェ ク ト 部 長

耐 震 技 術 課 長

土 木 建 築 技 術 課 長

土 木 課 長

建 築 課 長

土 木 建 築 部 長

核 物 質 管 理 部 長

警 備 課 長

核 物 質 管 理 課 長

防 災 管 理 部 長

防 災 施 設 課 長

防 災 業 務 課 長

再 処 理 計 画 部 長

安 全 管 理 部 長

品 質 保 証 部 長

放 射 線 管 理 部 長

安 全 技 術 課 長

作 業 安 全 課 長

放 射 線 管 理 課 長

放 射 線 安 全 課 長

放 射 線 施 設 課 長

環 境 管 理 課 長

品 質 管 理 課 長

土 木 保 全 課 長

計 装 第 二 課 長

前 処 理 機 械 課 長

共 用 機 械 課 長

化 学 処 理 機 械 課 長

分 析 化 学 機 械 課 長

廃 棄 物 管 理 課 長

安 全 ユ ー テ ィ リ テ ィ 課 長

前 処 理 施 設 部 長

前 処 理 課 長

燃 料 管 理 課 長

分 離 課 長

精 製 課 長

脱 硝 課 長

化 学 処 理 施 設 部 長

ガ ラ ス 固 化 課 長

分 析 部 長

分 析 管 理 課 長

分 析 課 長

☆
へ

☆

ユ ー テ ィ リ テ ィ 施 設 課 長

事 業 者 検 査 課 長

品 質 保 証 課 長

検
査

員
 ：

 ②
専

門
部

署
内

の
別

の
課
 

 
 

 
 

 
 

 
（材

料
・
寸

法
・
耐

圧
漏

え
い

・
据

付
外

観
等

） 

検
査

員
 ：

 ①
ユ

ー
ザ

課
（
機

能
・性

能
） 機

械
保

全
部

を
例

示
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資料⑤ 別紙－１ 

12/45 
 

「再処理施設及び廃棄物管理施設における施設管理の具体的な内容」 

 

再処理施設及び廃棄物管理施設は、以下の通り運転プラント（運転炉）と同様の

施設管理を実施する。また、①～⑬については施設管理の基本フローに示す（図

－１参照）。 

再処理施設及び廃棄物管理施設の施設管理は以下の項目で実施する。 

①施設管理方針の策定 

②施設管理目標の設定 

③保全プログラムの策定 

④保全対象範囲の策定 

⑤施設管理の重要度の設定 

⑥保全活動管理指標の設定及び監視計画の策定 

⑦保全活動管理指標の監視 

⑧施設管理実施計画の策定 

⑨施設管理の実施 

⑩施設管理の結果の確認・評価 

⑪不適合管理、是正処置及び未然防止処置 

⑫保全の有効性評価 

⑬施設管理の有効性評価 

⑭構成管理 

⑮設計管理 

⑯作業管理 

⑰情報共有 

⑱経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針 

 

なお、⑧のうち、点検計画については、資料⑤ 別紙－１(42/45)に示す。 
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資料⑤ 別紙－１ 

13/45 
 

②施設管理目標の

設定

①施設管理方針の

策定

施設管理

保全活動

④保全対象範囲の

策定

⑤施設管理の

重要度の設定

⑥保全活動管理指標の

設定及び監視計画の策定

⑧施設管理実施

計画の策定

③保全プログラムの

策定

⑨施設管理の実施

⑩施設管理の

結果の確認・評価

⑦保全活動管理

指標の監視

⑫保全の

有効性評価

⑬施設管理の

有効性評価

⑪不適合管理、是正処置

及び未然防止処置

図—１　施設管理の基本フロー

P

P

D

C A

P

P

D

C A

D

C

A

：JEAC4209—2016　MC—4「保守管理」の【解説4】に示す3つのPDCAサイクルに相当する。
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資
料
⑤
 
別
紙
－
１
 

14
/4

5 
 

②
施
設
管

理
目

標
の

設
定

①
施
設
管

理
方

針
の

策
定

施
設
管

理 保
全
活

動

④
保
全
対

象
範

囲
の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

①
施

設
管

理
方

針
の

策
定

 

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

社
長

 

方
法

 
施

設
の

安
全

確
保

を
最

優
先

と
し

て
、

施
設

管
理

の

継
続

的
な

改
善

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

施
設

管
理

の
現

状
等

を
踏

ま
え

た
方

針
を

、
施

設
管

理
方

針
と

し

て
策

定
す

る
。

 

ま
た

、
特

別
な

状
態

に
移

行
し

た
場

合
又

は
長

期
施

設
管

理
方

針
を

策
定

若
し

く
は

変
更

し
た

場
合

は
、

そ

れ
ぞ

れ
の

状
況

に
応

じ
て

保
全

を
実

施
す

る
こ

と
を

施

設
管

理
方

針
に

反
映

す
る

。
 

さ
ら

に
、

以
下

の
状

況
等

を
踏

ま
え

て
必

要
に

応
じ

見

直
す

。
 

・
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4

条
 

1
 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.9

）
＊

1 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
1
 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.9

）
 

＊
1
：
（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.〇

）
は

、
補

足
説

明
資

料
④

（
保

安
規

定
各

施
 

設
比

較
）
に

お
け

る
N

o
.〇

の
項

目
を

示
す

。
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資
料
⑤
 
別
紙
－
１
 

15
/4

5 
 

②
施
設
管

理
目

標
の

設
定

①
施
設
管

理
方

針
の

策
定

施
設
管

理 保
全
活

動

④
保
全
対

象
範

囲
の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

②
施

設
管

理
目

標
の

設
定

（
施

設
管

理
要

領
）
 

項
目

 
内

容
 

設
定

者
 

再
処

理
事

業
部

長
 

方
法

 
保

全
企

画
部

長
に

以
下

の
観

点
を

踏
ま

え
、

施
設

管
理

方
針

を
達

成
す

る
た

め
の

具
体

的
な

目
標

（
指

標
を

含

む
）
を

作
成

さ
せ

、
施

設
管

理
目

標
と

し
て

承
認

す
る

。
 

な
お

、
特

別
な

状
態

に
移

行
し

た
場

合
は

、
そ

の
状

況
に

応
じ

て
保

全
を

実
施

す
る

こ
と

を
施

設
管

理
目

標
に

反
映

す
る

。
 

・
施

設
管

理
目

標
は

そ
の

達
成

度
が

定
量

的
に

判
定

可

能
で

、
施

設
管

理
方

針
と

整
合

が
と

れ
て

い
る

こ
と

。
 

・
施

設
管

理
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

で
き

る

こ
と

。
 

・
適

切
な

単
位

で
評

価
が

可
能

な
こ

と
。

 

ま
た

、
以

下
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

必
要

に
応

じ
見

直

す
。

 

・
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4

条
 

1
 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.9

）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
1
 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.9

）
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④
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⑤
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度
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⑥
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全
活
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管
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標

の

設
定
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び
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画
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⑧
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設
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実
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画
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定

③
保

全
プ
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グ
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ム
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⑨
施

設
管

理
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実
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施

設
管
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結
果
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確

認
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価

⑦
保

全
活

動
管

理

指
標

の
監
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⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施

設
管

理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置

及
び
未
然
防

止
処

置

図
—
１
　
施

設
管

理
の

基
本

フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
4
2
0
9
—
20
16

　
M
C
—
4
「
保

守
管

理
」
の

【
解

説
4】

に
示

す
3
つ
の

PD
C
A
サ

イ
ク
ル

に
相

当
す
る
。

 
  

③
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
 

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

再
処

理
事

業
部

長
 

方
法

 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
を

達
成

す
る

た

め
、

保
全

企
画

部
長

に
以

下
に

示
す

項
目

に
つ

い
て

、

施
設

管
理

要
領

（
再

処
理

事
業

部
長

決
裁

）
と

し
て

制
定

さ
せ

る
。

 

④
保

全
対

象
範

囲
の

策
定

 

⑤
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

⑥
保

全
活

動
管

理
指

標
の

設
定

及
び

監
視

計
画

の
策

定
 

⑦
保

全
活

動
管

理
指

標
の

監
視

 

⑧
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

⑨
施

設
管

理
の

実
施

 

⑩
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
 

⑪
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

⑫
保

全
の

有
効

性
評

価
 

ま
た

、
施

設
管

理
目

標
が

変
更

さ
れ

た
際

に
は

、
必

要
に

応
じ

、
見

直
し

を
検

討
す

る
。

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4

条
 

2
 
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

0
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
2
 
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

0
）
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④
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⑤
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⑥
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画
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⑧
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設
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理
実

施

計
画

の
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定

③
保
全

プ
ロ
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の
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⑨
施
設
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理
の

実
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設
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理
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結
果
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⑦
保
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動
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指
標
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監
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⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
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評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
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置

及
び
未

然
防

止
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置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

④
保

全
対

象
範

囲
の

策
定

 

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

管
理

担
当

課
長

 

方
法

 
再

処
理

施
設

及
び

廃
棄

物
管

理
施

設
の

中
か

ら
再

処
理

施
設

保
安

規
定

及
び

廃
棄

物
管

理
施

設
保

安
規

定
の

対

象
設

備
を

必
須

と
し

、
そ

の
他

必
要

と
認

め
た

設
備

を
含

め

て
、

保
全

対
象

範
囲

を
策

定
す

る
。

 

ま
た

、
保

全
対

象
範

囲
と

し
て

設
定

す
べ

き
設

備
の

追
加

ま
た

は
撤

去
時

に
見

直
す

。
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4

条
 

3
 
保

全
対

象
範

囲
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

1
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
3
 
保

全
対

象
範

囲
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

1
）
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⑥
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画
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⑧
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設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

⑤
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

 
ａ
．

保
全

重
要

度
 

項
目

 
内

容
 

設
定

者
 

管
理

担
当

課
長

 

方
法

 
保

全
対

象
範

囲
を

系
統

ご
と

に
「
再

処
理

施
設

の
位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
」
及

び
「
廃

棄
物

管
理

施
設

の
位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る

規
則

」
に

よ
る

安
全

上
重

要
な

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

有
無

に
よ

り
分

類
し

、
系

統
に

含
ま

れ
る

機
器

単
位

で
系

統
機

能
へ

の
影

響
、

人
身

災
害

へ
の

リ
ス

ク
、

生
産

性
へ

の
影

響
等

を
考

慮
し

保
全

重
要

度
を

設
定

す

る
。

 

ま
た

、
以

下
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

必
要

に
応

じ
見

直

す
。

 

・
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
4
 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

4
.1

 
保

全
重

要
度

の
設

定
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

2
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
4
 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

4
.1

 
保

全
重

要
度

の
設

定
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

2
）
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⑤
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⑥
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⑧
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③
保
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プ
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⑨
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理
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結
果
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⑦
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管
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指
標
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監
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⑫
保

全
の

有
効

性
評
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⑬
施
設
管
理
の

有
効
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評
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⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
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置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

ｂ
．

設
計

及
び

工
事

の
重

要
度

（
設

計
管

理
要

）
 

項
目

 
内

容
 

設
定

者
 

設
計

主
管

課
長

 

方
法

 
設

計
開

発
を

必
要

と
す

る
設

計
及

び
工

事
に

関
し

て
は

、

安
全

機
能

分
類

上
の

重
要

度
を

考
慮

し
、

以
下

の
と

お
り

レ
ビ

ュ
ー

区
分

を
設

定
す

る
。

 

凡
例

・
・
・
〇

：
必

要
、

×
：
不

要
 

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
4
 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

4
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

重
要

度
の

設
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

2
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
4
 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

4
.2

 
設

計
及

び
工

事
の

重
要

度
の

設
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

2
）
 

  
 

安
全

委
員
会

設
計

審
査
委
員

会
設

計
主
管
課

安
全
上

重
要
な
施

設
の
安

全
機
能
に

係
る
改

造
〇

〇
〇

新
増
設

×
〇

〇

そ
の
他

安
全
機
能

に
係
る

改
造

×
〇

〇

そ
の
他

安
全
機
能

に
係
ら

な
い
改
造

×
×

〇
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⑧
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③
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⑨
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果
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⑦
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⑫
保
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の
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⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

 
  

ｂ
．

設
計

及
び

工
事

の
重

要
度

（
設

計
管

理
不

要
）
 

項
目

 
内

容
 

設
定

者
 

作
業

実
施

箇
所

 

方
法

 
保

全
対

象
範

囲
の

設
備

に
対

し
、

以
下

の
条

件
へ

の
該

当
有

無
に

よ
り

区
分

し
た

作
業

票
区

分
を

設
計

及
び

工
事

の
重

要
度

と
す

る
。

 

①
再

処
理

施
設

保
安

規
定

第
5
6
条

第
1
項

に
該

当
す

る

場
合
に
行
う
補
修

 

②
使

用
済

み
燃

料
等

の
取

扱
い

を
開

始
し

た
施

設
に

お

け
る
設
計
開
発
を
伴
う
再
処
理
施
設
の
設
備
の
変
更

 

③
安

全
上

重
要

な
施

設
の

安
全

機
能

へ
の

影
響

す
る

作

業
 

な
お

、
廃

棄
物

管
理

施
設

に
つ

い
て

は
一

般
汎

用
品

（
ク

レ
ー

ン
、

エ
レ

ベ
ー

タ
等

）
か

を
判

断
し

区
分

す
る

。
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安

規
定
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所
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処
理

施
設
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7
4
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設
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の
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要

度
の

設
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計
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び
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度
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資

料
２

－
資

料
④

N
o
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2
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3
条

 
4
 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
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④
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2
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項
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内
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全

技
術

課
長

 

方
法

 
保

全
の

有
効

性
を

評
価

す
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た
め

、
安

全
上

重
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な
施

設

を
含

む
系

統
及

び
プ

ラ
ン

ト
に

対
し

て
施

設
の

状
況

、
運

転
実

績
等

を
考

慮
し

、
施

設
管

理
目

標
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設

定
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る
。

 

保
全

活
動

管
理

指
標

の
期

間
、
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方
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周
期
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具
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的

に
定
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た
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計
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。
 

ま
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踏
ま

え
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④
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⑧
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

 
施

設
管

理
実

施
計

画
 

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

再
処

理
事

業
部

長
 

方
法

 
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

て
、

技
術

課
長

に
関

係
部

署
よ

り
以

下
に

示
す

情
報

を
収

集
し

、
施

設
管

理
実

施
計

画
と

し
て

と
り

ま
と

め
を

実
施

さ
せ

、
承

認
す

る

こ
と

を
も

っ
て

施
設

管
理

実
施

計
画

を
策

定
す

る
。

 

①
施

設
管

理
実

施
計

画
の

始
期

及
び

期
間

 

②
設

計
及

び
工

事
の

計
画

 

③
巡

視
（
保

全
の

た
め

に
実

施
す

る
も

の
に

限
る

。
）
 

④
点

検
等

の
方

法
、

実
施

頻
度

及
び

実
施

時
期

（
施

設
の

操
作

中
及

び
操

作

停
止

中
の

区
別

を
含

む
。

）
 

⑤
工

事
及

び
点

検
等

を
実

施
す

る
際

に
行

う
保

安
の

確
保

の
た

め
の

措
置

 

⑥
設

計
、

工
事

、
巡

視
及

び
点

検
等

の
結

果
の

確
認

及
び

評
価

の
方

法
 

⑦
⑥

の
確

認
及

び
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

て
実

施
す

べ
き

処
置

（
未

然
防

止

処
置

を
含

む
。

）
に

関
す

る
こ

と
。

 

⑧
施

設
管

理
に

関
す

る
記

録
に

関
す

る
こ

と
。

 

ま
た

、
以

下
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

必
要

に
応

じ
見

直
す

。
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

・
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
） 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
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ａ
．

点
検

計
画

 

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

保
修

担
当

課
長

 

方
法

 
原

子
力

発
電

所
の

高
経

年
化

対
策

実
施

基
準

付
属

書
A

を
参

考
に

、
想

定
さ

れ
る

劣
化

事
象

を
整

理
し

、
機

器
の

保
全

重
要

度
、

運
転

実
績

及
び

設
置

環
境

等
を

考
慮

し
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点
検

内
容
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周

期
、

点
検

実
施

時
期
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ま

と
め

た
点

検
計

画
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策
定

す
る

。
 

ま
た

、
以

下
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状
況
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を

踏
ま

え
て

必
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に
応

じ
見

直
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適
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設
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⑮
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。
 

・
設

計
レ

ビ
ュ

ー
 

・
設

計
検

証
 

・
妥

当
性

確
認

 

・
実

施
体

制
、

責
任

 

・
設

計
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
等

 

ま
た

、
以

下
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

必
要

に
応

じ
見

直
す

。
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
）
 

－351 / 440－



資
料
⑤
 
別
紙
－
１
 

26
/4

5 
 

②
施
設
管

理
目

標
の

設
定

①
施
設
管

理
方

針
の

策
定

施
設
管

理 保
全
活

動

④
保
全
対

象
範

囲
の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
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M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

ｂ
．

設
計

及
び

工
事

の
計

画
 

（
設

計
管

理
な

し
）
 

  

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

工
事

を
実

施
す

る
組

織
の

課
長

ま
た

は
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
 

方
法

 
中

長
期

的
に

実
施

す
る

工
事

の
以

下
の

事
項

に
つ

い
て

計
画

を
策

定
す

る
。

 

・
工

事
の

内
容

 

・
実

施
時

期
 

ま
た

、
以

下
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

必
要

に
応

じ
見

直
す

。
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

・
保

全
の

有
効

性
評

価
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
）
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方

針
の

策
定

施
設
管

理 保
全
活

動

④
保
全
対

象
範

囲
の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
JE
A
C
42
09

—
20
16

　
M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

ｃ
．

特
別

な
保

全
計

画
 

  

項
目

 
内

容
 

策
定

者
 

保
修

担
当

課
長

 

方
法

 
保

全
対

象
範

囲
の

設
備

が
地

震
、

事
故

等
に

よ
り

長
期

停

止
を

伴
っ

た
保

全
を

実
施

す
る

場
合

等
に

当
た

っ
て

は
、

再
処

理
事

業
部

長
が

移
行

を
宣

言
し

、
設

備
の

状
態

に
応

じ
た

特
別

な
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
 

ま
た

、
以

下
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

必
要

に
応

じ
見

直
す

。
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
6
 
施

設
管

理
実

施
計

画
の

策
定

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

4
）
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設
管

理 保
全
活

動

④
保
全
対

象
範

囲
の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
A

P

P

D

C
A

D C

A

：
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A
C
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—
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M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

⑨
施

設
管

理
の

実
施

 

（
点

検
）
 

  

項
目

 
内

容
 

実
施

者
 

点
検

計
画

に
従

い
作

業
を

実
施

す
る

者
 

方
法

 
施

設
管

理
実

施
計

画
に

従
い

点
検

を
以

下
の

と
お

り
実

施

す
る

。
 

点
検

の
実

施
に

あ
た

っ
て

は
、

作
業

要
領

書
を

定
め

、
作

業
の

ス
テ

ッ
プ

毎
に

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

な
が

ら
実

施
す

る
。

 

ま
た

、
作

業
の

結
果

に
つ

い
て

作
業

報
告

書
と

し
て

ま
と

め

る
。

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
7
 
施

設
管

理
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

5
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
7
 
施

設
管

理
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

5
）
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④
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の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
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P
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C
A
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A

：
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C
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M
C
—
4
「保

守
管

理
」の

【解
説
4
】に

示
す
3
つ
の
PD

C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

（
設

計
及

び
工

事
）
 

  

項
目

 
内

容
 

実
施

者
 

設
計

及
び

工
事

の
計

画
に

従
い

作
業

を
実

施
す

る
者

 

方
法

 
施

設
管

理
実

施
計

画
に

従
い

、
設

計
及

び
工

事
を

以
下

の
と

お
り

実
施

す
る

。
 

設
計

が
必

要
な

際
に

は
、

設
計

管
理

に
従

い
設

計
を

実
施

し
た

後
、

工
事

を
実

施
す

る
。

 

工
事

実
施

に
あ

た
っ

て
は

作
業

要
領

書
を

定
め

、
作

業
の

ス
テ

ッ
プ

毎
に

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

な
が

ら
実

施
す

る
。

 

ま
た

、
作

業
の

結
果

に
つ

い
て

作
業

報
告

書
と

し
て

ま
と

め

る
。

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
7
 
施

設
管

理
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

5
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
7
 
施

設
管

理
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

5
）
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④
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囲
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策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
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C
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C
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【解
説
4
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の
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C
A
サ

イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

（
巡

視
）
 

  

項
目

 
内

容
 

実
施

者
 

統
括

当
直

長
、

貯
蔵

管
理

課
長

、
保

修
担

当
課

長
 

方
法

 
社

内
標

準
類

に
基

づ
き

、
保

全
対

象
範

囲
に

対
し

て
定

期

的
に

巡
視

を
実

施
す

る
。

 

な
お

、
統

括
当

直
長

及
び

貯
蔵

管
理

課
長

に
よ

る
巡

視
は

１
日

１
回

以
上

、
保

全
員

に
よ

る
巡

視
は

設
備

の
要

求
、

機

能
等

に
応

じ
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
7
 
施

設
管

理
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

5
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
7
 
施

設
管

理
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

5
）
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活

動

④
保
全
対

象
範

囲
の

策
定

⑤
施
設

管
理

の

重
要
度

の
設

定

⑥
保

全
活

動
管

理
指
標

の

設
定

及
び
監

視
計

画
の
策

定

⑧
施
設

管
理
実

施

計
画

の
策
定

③
保
全

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

⑨
施
設
管

理
の

実
施

⑩
施
設

管
理

の

結
果

の
確
認

・評
価

⑦
保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視

⑫
保

全
の

有
効

性
評
価

⑬
施
設
管
理
の

有
効
性

評
価

⑪
不

適
合
管

理
、
是

正
処

置

及
び
未

然
防

止
処

置

図
—
１
　
施
設
管

理
の

基
本
フ
ロ
ー

P P

D

C
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守
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【解
説
4
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示
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の
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C
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イ
ク
ル
に
相

当
す
る
。

⑩
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
 

（
自

主
検

査
等

）
 

  

項
目

 
内

容
 

実
施

者
 

点
検

計
画

に
従

い
作

業
を

実
施

す
る

者
 

方
法

 
施

設
管

理
実

施
計

画
に

基
づ

く
作

業
の

実
施

後
、

対
象

設

備
が

要
求

事
項

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

自
主

検
査

等
に

て
確

認
す

る
。

 

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
確

認
方

法
や

手
順

等
を

要
領

書
に

定
め

実
施

す
る

。
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
8
 
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

6
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条

 
8
 
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

6
）
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業
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検

査
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項
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内

容
 

実
施

者
 

検
査

実
施

責
任

者
、

検
査

員
 

方
法
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設
管
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実

施
計

画
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基
づ

き
、

設
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の
設

置
ま

た
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更

の

工
事

に
お

い
て

、
対

象
設

備
が

技
術

基
準

規
則

（
設

工
認

に
記

載
さ

れ
た

要
求

事
項

）
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
検

査
に

て
確

認

す
る

た
め

の
要

領
を

作
成
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結

果
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検
査

成
績

書
と

し
て

残
す
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（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

主
な

流
れ

）
 

・
検

査
実

施
責

任
者

の
指

名
 

・
検

査
要

領
書

の
制

定
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検

査
員

等
の

指
名
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査
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の
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立
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査
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ケ
ジ

ュ
ー
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の

作
成
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査
の

事
前

準
備
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査
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実
施
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査
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判
定
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査
成

績
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の
作

成
 

ま
た
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状
況
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踏
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え
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要

に
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直
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適
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処
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び
未

然
防

止
処

置
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
8
 施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・
評

価
 

第
7
7
条

 
使

用
前

事
業
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検

査
の

実
施

 

（
資

料
２

－
資

料
④

N
o
.1

6
）
 

【
廃

棄
物

管
理

施
設

】
 

第
2
3
条
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設
管

理
の

結
果

の
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認
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料
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－
資
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④

N
o
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6
）
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不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止
処

置
 

 
項

目
 

内
容

 

実
施

者
 

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
改

善
推

進
者

（
Ｐ

ＩＣ
ｏ
）
か

ら
指

名
さ

れ
た

部
署

の
長

 

方
法

 
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ン

レ
ポ

ー
ト

（
Ｃ

Ｒ
）
と

し
て

登
録

さ
れ

た
不

適

合
管

理
、

是
正

処
置

、
未

然
防

止
処

置
（
以

下
「
不

適
合

等
」
と

い
う

）
に

係
る

情
報

を
、

Ｐ
ＩＣ

ｏ
が

仕
分

け
し

、
適

切
な

部
署

へ
処

置
を

指
示

す
る

。
 

指
示

さ
れ

た
部

署
は

、
指

示
内

容
に

従
い

、
帳

票
に

て
、

管
理

レ
ベ

ル
に

応
じ

た
処

理
計

画
を

立
案

し
、

管
理

レ
ベ

ル
に

応
じ

た
承

認
者

に
よ

る
承

認
を

得
た

上
で

、
不

適
合

等
を

処
理

す
る

。
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
9
 
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
未

然
防

止

処
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資

料
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④
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N
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全
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項
目

 
内

容
 

実
施

者
 

保
全

技
術

課
長

及
び

保
修

担
当

課
長

 

方
法

 
以

下
に

示
す

イ
ン

プ
ッ

ト
情

報
か

ら
、

保
全

が
有

効
に

働
い

て
い

る
か

を
評

価
し

、
保

全
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と

を
確

認
す

る
。

 

・
保

全
活

動
管

理
指

標
監

視
結

果
 

・
点

検
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果
 

・
経

年
劣

化
に

関
す

る
技
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的

な
評
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プ
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ン
ト

の
ト
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ブ
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び
経

年
劣
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係
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デ

ー
タ
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リ
ス

ク
情
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、

科
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的
知

見
 

保
全
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有
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で

な
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場
合
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、

計
画

に
反

映
し

継
続

的
な

改
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に
つ

な
げ

る
。

 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
理

施
設

】
 

第
7
4
条

 
1
0
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全
の

有
効

性
評

価
 

（
資

料
２
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資
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④

N
o
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8
）
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項
目

 
内

容
 

実
施

者
 

再
処

理
事

業
部

長
 

方
法

 
施

設
管

理
を

実
施

し
た

者
に

保
全

の
有

効
性

結
果

や
施

設
管

理
目

標
の

達
成

状
況

を
報

告
さ

せ
る

と
と

も
に

、
 

保
全

企
画

部
長

及
び

品
質

保
証

部
長

に
報

告
さ

せ
た

情

報
か

ら
施

設
管

理
が

有
効

に
働

い
て

い
る

か
を

評
価

さ
せ

必
要

に
応

じ
て

是
正

処
置

を
検

討
さ

せ
る

。
 

評
価

し
た

結
果

に
つ

い
て

は
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

に

諮
る

。
 

保
安

規
定

 

該
当

箇
所

 

【
再

処
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施
設
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第
7
4
条

 
1
1
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管
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の
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効
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評
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資
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N
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N
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9
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⑭構成管理 

 

 

  

項目 内容 

実施者 施設管理を実施する者 

方法 構成管理については、①から⑤により、設計要件、施設構成

情報及び物理的構成（以下、「各要素」という。）の均衡を保

つ。 

①設計管理において、設計要件と施設構成情報との検証を設

計の検証にて行う。 

②工事において、施設構成情報に基づき、施工がなされてい

ることを試験（性能試験、据付外観確認等）によって確認す

る。 

③使用前事業者検査等により設計要件を満足していること

を確認する。 

④日々の施設管理において、設計管理または工事にて設定し

た余裕が維持されていることを確認する。 

⑤各要素の均衡が崩れていることまたは設定した余裕が維

持されていないことを確認した場合は、不適合管理を行った

上で、是正処置を講じる。 

保安規定 

該当箇所 

【再処理施設】 

第74条 12 構成管理 

（資料２－資料④No.21） 

【廃棄物管理施設】 

第23条 12 構成管理 

（資料２－資料④No.21） 
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⑮設計管理 

 

  

項目 内容 

実施者 設計主管課 

方法 再処理施設及び廃棄物管理施設に必要な要求事項を整理した

うえで社内標準類に従い設計のインプットから妥当性確認までの

プロセスの全体像、責任と権限及びインターフェイスを含めて、

「設計の計画」を策定する。 

※設計の計画とは設計の計画時に、設計へのインプット・アウトプ

ット、設計レビュー、設計の検証、設計の妥当性確認、実施体

制、責任、設計スケジュール等について明確にする計画書であ

る。 

また、設計からのアウトプットが、設計へのインプットで与えられて

いる要求事項を満たしていることを確実にするため、設計の計画

で計画されたとおり、発注仕様書、設計図書及び技術検討書等

の社内設計の結果として信頼性の高い図書について、チェックシ

ートを用いて設計の検証を実施する。 

結果として得られる施設が、指定された用途または意図された用

途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするため、設計の

計画で計画した方法に従って、設計の妥当性確認を実施する。 

保安規定 

該当箇所 

【再処理施設】 

第５条 7.3 設計開発 

第75条 設計管理 

（資料２－資料④No.23） 

【廃棄物管理施設】 

第３条の４ 7.3 設計開発 

第24条 設計管理 

（資料２－資料④No.23） 
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⑯作業管理 

 

  

項目 内容 

実施者 施設管理を実施する部署 

方法 施設管理実施計画に基づき実施する作業について以下に示す

作業全般の管理を実施する。 

・他の施設及び周辺環境からの影響による作業対象設備の損傷

及び劣化の防止 

・供用中の施設に対する悪影響の防止 

・使用開始後の管理上重要な初期データの採取 

・作業工程の管理 

・使用開始までの作業対象設備の管理 

・作業における放射性廃棄物管理 

・作業における放射線管理 

また、以下の状況等を踏まえて必要に応じ見直す。 

・不適合管理、是正処置及び未然防止処置 

保安規定 

該当箇所 

【再処理施設】 

第76条 作業管理 

（資料２－資料④No.24） 

【廃棄物管理施設】 

第25条 作業管理 

（資料２－資料④No.24） 
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⑰情報共有 

 

  

項目 内容 

実施者 施設管理を実施した者 

方法 点検等を行った事業者から得られた保安の向上に資するために

必要な技術情報や調達において取得した調達物品等の維持又

は運用に必要な技術情報について、他の再処理事業者（日本原

子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所）及び廃棄物管

理事業者（日本原子力研究開発機構 大洗研究所）と、会議を

開催する等により技術情報を共有し品質マネジメントシステム計

画に基づき、未然防止処置等の必要な措置を講じる。 

保安規定 

該当箇所 

【再処理施設】 

第74条 13 情報共有 

（資料２－資料④No.22） 

【廃棄物管理施設】 

第23条 13 情報共有 

（資料２－資料④No.22） 
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⑱経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針 

 

  

項目 内容 

実施者 保全技術課長及び各職位 

方法 保全技術課長は、事業開始後 20 年を経過する日までに、経年

劣化に関する技術的な評価の実施手順及び実施体制を定めた

実施計画を作成する。その後、10 年を超えない期間ごとに再評

価の実施計画を作成する。 

各職位は、実施計画に基づき、評価を実施する。 

各職位は、評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更

する場合は、当該評価の見直しを行う。 

保全技術課長は、評価の結果（技術評価書）を作成するととも

に、有効な追加措置が抽出された場合は、長期施設管理方針を

策定する。 

保安規定 

該当箇所 

【再処理施設】 

第79条 再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長

期施設管理方針 

（資料２－資料④No.27） 

【廃棄物管理施設】 

第28条 廃棄物管理施設の経年劣化に関する技術的な評価及

び長期施設管理方針 

（資料２－資料④No.27） 
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点検計画策定の概要 

 

１．予防保全機器の設定 

再処理施設には約 400,000 の保全対象機器があり、その機器に対して保全重要

度を設定し約318,000（安全上重要な設備：約38,000機器、その他設備：約280,000

機器）を予防保全対象機器としている。 

 

２．点検計画の策定 

再処理施設の設備は、配管、弁、ポンプ、電気品等、多くは発電炉と共通の設備

で構成されている。 

一方、高線量を扱うためセルと呼ばれるコンクリート製の部屋に収納され、人が入

域し、直接的に機器の補修等が困難である、せん断機、溶解槽、ミキサセトラ等の再

処理施設特有の機器も存在する。 

それらの機器の点検計画の策定プロセスについて以下に示す。 

 

(1) 機器構成部品の抽出 

各機器について、施工図書・設計図書（構造図、EFD 等）を基に、機器の構

造、使用環境、使用材料を確認し、主要な構成部品を抽出する。以下に弁に

ついての構成部品抽出（例）を示す（表－１参照）。 

 

表－１ 弁構成部品の抽出（例） 
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(2) 保全内容決定根拠書の作成 

各機器の主要な構成部品に対して、原子力発電所の高経年化対策実施基

準附属書 A などを参考に想定される劣化事象を調査し、その劣化事象の確認

方法やこれまでの運転実績及び他電力の運転実績を考慮して保全方式、保

全内容及び点検周期を定めている。それらを機器毎にまとめ保全内容決定根

拠書として策定している。以下に弁についての保全内容決定根拠書（例）を示

す（表－２参照）。 

表－２ 弁の保全内容決定根拠書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 点検計画の作成 

保全内容決定根拠書を基に各機器の保全内容毎に点検計画を策定する。 

なお、点検計画については今後点検を実施していく中で得られる As Found 

Data や経年劣化に関する技術的な評価結果等を活用し、PDCA を回し継続的

な改善に努める。以下に弁の点検計画表（例）を示す（表－３に参照）。 

 

表－３ 弁の点検計画表（例） 

 

(4) セル内に設置している機器の保全について 

セル内機器としては、以下の２つに分類される。 

① 設計的に、操業期間を考慮しメンテナンスフリーとなっている配管や貯

槽等の設備 

② 専用の保守ツールによりポンプや撹拌機の一部を交換して使用する設

備 

① の設備については、メンテナンスフリーであるが、定期的に次の項目等を

確認し設備が健全であることを評価している。 

・設計範囲を逸脱した運転が無いこと 

・機器及び配管の異常に伴う漏えいが無いこと 

・圧縮空気等の運転圧力及び流量に異常が無いこと 等 

② の設備については、異常の検知により補修等を実施している。 
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の
運

搬
を
開

始
す

る
ま
で

は
条

文
の
枠

組
み

の
み
を

記
載

し
、
プ

ラ
ン

ト
レ
ベ

ル
、

系
統
レ

ベ
ル

の
指

標
は

、

設
置
の
工
事
に
お
け
る
最
終
の
保
安
規
定
変
更
認
可
時
に
規
定
す
る
。
 

第
17

条
 

施
設

管
理

に
関

す
る

計
画

の

策
定
 

設
計
及
び
工
事
の
計
画
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

点
検
の
計
画
 

△
 

△
 

〇
 

核
燃

料
物

質
等

の
運

搬
を
開

始
す

る
前
ま

で
は

、
使
用

前
点

検
を
規

定
し

、
使
用

中
点

検
は
、

設
置

の
工
事

に
お

け
る

最
終

の

保
安
規
定
変
更
認
可
時
に
規
定
す
る
。
 

特
別
な
施
設
管
理
の
実
施
計
画
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

第
18

条
 

施
設
管
理
の
実
施
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

第
19

条
 

施
設
管
理
の
結
果
の
確
認
・
評
価
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

第
20

条
 

施
設
管
理
活
動
の
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
並
び
に
未
然
 

防
止
処
置
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

―
 

保
全
の
有
効
性
評
価
 

 
 

〇
 

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
開
始
す
る
前
ま
で
は
、
第

2
1
条
で
実
施
す
る
。
 

第
21

条
 

施
設
管
理
の
有
効
性
評
価
 

△
 

△
 

〇
 

核
燃

料
物

質
等

の
運

搬
を
開

始
す

る
前
ま

で
は

、
有
効

性
評

価
で
考

慮
す

る
情
報

は
、

こ
の
段

階
で

考
慮
可

能
な

も
の

を
記

載

す
る
。
 

有
効

性
評

価
で

考
慮

す
る
も

の
の

う
ち
、

経
年

劣
化
の

長
期

的
な
傾

向
監

視
、
高

経
年

化
技
術

評
価

は
、
設

置
の

工
事

に
お

け

る
最
終
の
保
安
規
定
変
更
認
可
時
に
規
定
す
る
。
 

第
22

条
 

構
成
管
理
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

第
23

条
 

情
報
共
有
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

第
24

条
 

設
計
管
理
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

第
25

条
 

作
業
管
理
 

△
 

〇
 

〇
 

作
業

管
理

の
考

慮
事

項
と
す

る
「

他
の
施

設
及

び
周
辺

環
境

か
ら
の

影
響

に
よ
る

作
業

対
象
設

備
の

損
傷
及

び
劣

化
の

防
止

」

「
放
射
性
廃
棄
物
管
理
」
「
放
射
線
管
理
」
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
開
始
す
る
前
ま
で
に
規
定
す
る
。
 

第
26

条
 

使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

―
 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
 

 
 

〇
 

設
置
の
工
事
に
お
け
る
最
終
の
保
安
規
定
変
更
認
可
時
に
規
定
す
る
。
 

―
 

加
工

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
及

び
長

期
施

設
管
理
方
針
 

 
 

〇
 

設
置
の
工
事
に
お
け
る
最
終
の
保
安
規
定
変
更
認
可
時
に
規
定
す
る
。
 

〇
：
運
転
段
階
と
同
様
の
条
文
を
記
載
す
る
も
の
、
△
：
運
転
段
階
の
条
文
の
一

部
を
記
載
し
な
い
も
の
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資料⑥ 

1 / 19 

施設の操作について 

再処理施設、廃棄物管理施設、加工施設（濃縮） 

本資料のうち、■内の記載事項は公開制限情報に属するものであり、公開
できませんので削除しております。
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１．はじめに 

本資料は、規則類の改正に伴い、2020 年 6 月 1 日に保安規定の変更認可申請を

行った再処理施設、廃棄物管理施設及び加工施設（濃縮）における「施設の操作」の

基本的な考え方及び保安規定審査基準への適合について、説明するものである。 

 

２．審査基準の改正に伴う保安規定変更について 

新検査制度に伴う保安規定審査基準の改正において、臨界事故に関する規定要求

が追加されるとともに、施設間の審査基準の記載の整合が図られた。 

保安規定変更認可申請書の作成にあたっては、新検査制度に伴い保安規定審査基

準が変更された箇所に加え、「施設の操作」に係る要求事項全体に対して、改めて保安

規定審査基準への適合性を確認し、基準を満足するように保安規定変更案を検討し

た。 

以下、各項目における保安規定への反映状況について記載する。従前の保安規定条

文は黒色、新規制定または条文への追加は赤色の文字にて示す。また、別表－１にそ

れぞれの施設の保安規定認可申請書の記載を示す。 

 

番号 
 

「施設の操作」 

該当する条文番号 

（赤字は審査基準の変更等に伴い追加・変更した条文） 

再処理施設 廃棄物管理施設 加工施設（濃縮） 

① 操作員の確保 第24条 第10条の3 第15条 

② 組織内規定類の策定 第26条 第12条 第17条 

③ 操作前後の確認事項、

操作に必要な事項 

警報発信時の対応 

第26条 第12条 

 

第17条 

④ 臨界管理 第26条 （該当なし） 第23条 

⑤ 業務の引継 第27条 第12条の２ 第18条 

⑥ 地震、火災、有毒ガス発

生時の措置 

第30条* 

第109～118条 

第46条 

第47～56条 

第71条、第72条、第

73条、第74～86条 

⑦ 巡視・点検 第25条 第11条 第16条 

 ＊ ：有毒ガスへの対応は、経過措置期間（定期事業者検査を終了した日又は再処理の事業を開始

する日の前日のいずれか早い日まで）に行う事業変更許可後に保安規定を変更予定 

①操作員の確保（資料２－資料④No.3） 

廃棄物管理施設については、新検査制度に係る保安規定審査基準の変更において、

操作員の確保の要求が明確化されたことから、保安規定に「必要な知識等を有すると認
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めた者に操作させる」ことを追加する。 

なお、具体的な管理については、現状においても社内の品質マネジメントシステム文

書に定めて実施している。 

その他施設に関しては、既認可の保安規定に操作員の確保を規定している。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大が懸念される状況を踏まえ、制御室への操作員以

外の立ち入りの一部制限、当直内ミーティングにおけるWeb会議システムの活用等による

操作員への感染拡大、当直組織内における集団感染の可能性低減に係る措置を実施

するとともに、今後、青森県内における感染者が増加し、操作員への感染の危険性が高

まった場合に備え、再処理施設においては、運転直を３交代制から２交代制へ変更し、

待機班を設けることで、加工施設（濃縮）においては、当直の5班体制に加え、交代要員

として2班分の要員を確保しており、施設の操作に必要な操作員を確保できる。 

②組織内規定類の策定（資料２－資料④No.5） 

各施設の保安規定に、操作に必要な手順書の策定を規定している。 

いずれの事業においても手順書を策定するに当たっては、核燃料取扱主任者／廃棄

物取扱主任者の確認を受けることとしている。 

③操作前後の確認事項、操作に必要な事項、警報発信時の対応（資料２－資料④No.5） 

各施設の保安規定審査基準の改正において、操作前及び操作後に確認すべき事項

並びに操作に必要な事項について定められていることが明確化されたことを受け、今回

の保安規定変更において、手順書の策定において操作前後及び操作に必要な事項を

定めることを明確化する。 

なお、再処理施設においては、特に重要性の高い安全上重要な施設の安全機能を

確保する観点から、操作に必要な事項として実用炉における運転上の制限（LCO）を参

考に、機能を確保するため運転管理上の措置を適切に講じる必要のある機器（ポンプ、

排風機等の動的機器、機能の確保のため管理を要する高性能粒子フィルタ等の静的機

器）を含む安全上重要な施設について、以下の事項を既認可の保安規定第３章第３節

（変更後の保安規定では第３章第２節）に規定している。 

再処理施設の『設備に求められる状態』の運用に係る保安規定条文を別添に示す。 

1)機能の確保を必要とする場合（運転状態） 

 ⇒保安規定の別表８～19において『適用される状態』として規定 

2)上記1)において、機能を確実に確保するために運転状態若しくは運転可能な状態と

すべき機器等 

 ⇒保安規定の別表８～19において『設備に求められる状態』として規定（実用炉の

LCOに相当するもの） 

3)上記2)を満足していないと判断した場合の措置 
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 ⇒保安規定の別表８～19において『左記の状態を満足していないと判断した場合の

措置』として規定 

4)予防保全を目的とした作業により計画的に「設備に求められる状態」外に移行する場

合は、あらかじめ作業実施計画を策定し、「設備に求められる状態」を満足していな

いと判断した場合の措置を講じるとともに、必要な追加措置を実施 

 ⇒保安規定の第76条（作業管理）の第４項、第５項に規定 

既認可の保安規定においては、上記2)の『設備に求められる状態』を満足しているか

どうかについては、巡視・点検及び施設定期自主検査等において確認するほか、満足

しないおそれがある事態が発見された場合に確認し、判断する運用としていたが、新検

査制度に係る再処理事業規則の改正において、施設定期自主検査が削除されたこと

から、従来の施設定期自主検査等での実施項目を整理し、第74条に基づく点検、自主

検査等及び第78条の定期事業者検査において確認を行うことに変更する。 

④臨界管理（資料２－資料④No.7） 

再処理施設及び加工施設（濃縮）では、事業許可申請書（再処理施設においては事

業指定申請書。以下、本資料では、事業許可申請書には事業指定申請書を含む。）の

臨界防止に係る安全設計において施設の操作の中で担保するとした事項について、許

可申請書の記載に整合するように臨界安全管理に関する施設の操作において講じる措

置を既認可の保安規定に規定している。 

今回の保安規定審査基準の変更において「核燃料物質の臨界管理について定めら

れていること。」が追加されたが、本件は要求事項の明確化として追加されたものであり、

既認可の保安規定での規定内容の変更は不要と判断している。 

新規制基準への適合に係る事業変更許可に整合した規定内容への変更は、事業変

更許可取得後に行う予定である。また、加工施設（濃縮）においては、既認可の保安規

定に一部規定済みであるが、残りの設工認及び工事を要する事項について、新規制基

準に係る事業許可に施設を適合させるための工事完了後に反映する予定である。 

なお、廃棄物管理施設に関しては、取り扱うガラス固化体による臨界の可能性がない

ことから保安規定上に臨界管理に関する事項の規定はない。 

【再処理施設】 

臨界防止に係る措置等について、以下の事項を既認可の保安規定に規定している。 

規定箇所 規定事項の概要 

第26条 ・臨界防止に係る確認等に必要な分析の手順書の策定 

・核的制限値の掲示 

・臨界防止に係る確認を複数の者で実施すること、逐次並行分析の実

施 
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規定箇所 規定事項の概要 

第３章第２節 ・臨界防止を目的として設置した安全上重要な施設（インターロック、

警報装置、漏えい検知装置）の管理 

第３章第３節以降 臨界安全設計を講じる各施設別に施設の操作おいて実施する臨界防

止に係る措置を規定（例：第40条にせん断・溶解を行う使用済燃料集

合体の仕様の確認、溶解時の硝酸ガドリニウムの要否判定を行うこと

を規定） 

第４章 核燃料物質（使用済燃料集合体、製品ウラン粉末、製品MOX粉末）

の受入・貯蔵に係る臨界防止上に係る措置を規定（例：第66条に輸送

容器からの使用済燃料集合体を燃料取出し装置で取り扱うこと、燃焼

度計測前燃料仮置きラックに仮置きすることを規定） 

 

【加工施設（濃縮）】 

臨界防止に係る措置等について、以下の事項を既認可の保安規定に規定している。 

規定箇所 規定事項の概要 

第23条 ・カスケード設備の運転条件の設定等の濃縮度管理 

・ウランの供給・充填を行う場合の措置 

・使用済みNaF等のウラン量管理 

・製品シリンダ等の洗缶時の管理 

第３２条、第３３条 核燃料物質の運搬・貯蔵に係る措置（搬送設備での取扱い、シリンダ

置台上での貯蔵） 

 

⑤業務の引継ぎ（資料２－資料④No.6） 

再処理施設及び加工施設（濃縮）については、既認可の保安規定に引継ぎ時に実施

すべき事項を規定している。 

廃棄物管理施設については、既認可の保安規定に引継ぎ時に実施すべき事項の規

定がなかったが、保安規定審査基準の改正にあわせて実施した審査基準の要求事項を

確認の結果、追加が必要と判断したことから、今回の変更申請において追加する。 

なお、現在においても保安規定に基づく施設の操作に係る品質マネジメントシステム

文書に引継時に実施すべき事項を定めて実施している。 

⑥地震、火災、有毒ガス発生時の措置（資料２－資料④No.41、42、43、44～57、61） 

再処理施設については、地震、火災発生時に講じるべき措置を既認可の保安規定に

規定している。なお、新規制基準に適合するに係る措置内容の保安規定への規定につ
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いては、新規制基準適合に係る事業変更許可を取得後に反映する予定である。また、

有毒ガスについては、これに対応する事業変更許可を今後申請予定であり、保安規定

へは、当該事業変更許可に反映する。 

廃棄物管理施設については、既認可の保安規定において異常時の措置として包括

的に規定しているが、新規制基準適合に係る事業変更許可を取得後に新規制基準へ

適合する内容への変更にあわせて記載の明確化を図る予定である。 

加工施設（濃縮）については、地震、火災発生時の措置について、新規制基準適合

に係る事業変更許可の内容を踏まえた措置を、既認可の保安規定に一部規定済である。

残りの設工認及び工事を要する事項については、新規制基準に係る事業許可に施設を

適合させるための工事完了後に反映する予定である。 

いずれの施設も、地震等による自然災害、火災等の内部事象を起因として非常事態

に該当する事態となった場合の体制の構築、通報連絡系統の整備等を非常時の措置と

して既認可の保安規定に規定している。 

⑦巡視・点検（資料２－資料④No.4） 

各事業規則の改正により、巡視及び点検の要求が施設管理の一部に整理されたが、

現在実施している運転中の施設の状態を確認する操作のための巡視については、運転

管理の一環として継続して実施することとし、当該巡視の実施において施設管理の観点

を含めて実施することを明確にするため保安規定を変更する。 

以 上 
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 別
表

-
１
 

保
安

規
定

条
文

（
案

）
 

 
：
今

回
申

請
に

お
け

る
変

更
箇

所
を

赤
字

で
示

す
。
 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
（

操
作

員
の

確
保

）
 

第
2
4
条

 
工

場
長

は
、
再

処
理

施
設

の
操

作
に

必
要

な
知

識
等

を
有

す
る

と
認

め
た

者
に

操
作

さ
せ

る
。

 

た
だ

し
、

訓
練

の
た

め
に

再
処

理
施

設
を

操
作

さ
せ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

操
作

に
必

要
な

知
識

を
有

す
る

と
認

め
た

者
の

監
督

の

下
で

、
第

４
項

に
基

づ
く

訓
練

を
受

け
る

者
が

守
る

べ
き

事
項

を

守
ら

せ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

工
場

長
は

、
前

項
の

確
認

を
行

う
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

確
認

の
基

準
を

定
め

る
。

 

３
 

工
場

長
は

、
再

処
理

施
設

の
操

作
に

当
た

っ
て

別
表

２
に

定
め

る
人

員
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
操

作
に

応
じ

て
必

要
な

人
員

を

そ
ろ

え
る

。
 

４
 

事
業

部
長

は
、「

再
処

理
事

業
所

 
再

処
理

施
設

保
安

規
定

運
用

要
領

」
に

、
第

１
項

の
訓

練
を

受
け

る
者

が
守

る
べ

き
事

項
を

定

め
る

。
 

 

（
操

作
員

の
確

保
）

 

第
1
0
条

の
３

 
工

場
長

は
、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
操

作
に

必
要

な
知

識
等

を
有

す
る

と
認

め
た

者
に

操
作

さ
せ

る
。

 

た
だ

し
、
訓

練
の

た
め

に
廃

棄
物

管
理

施
設

を
操

作
さ

せ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
第

３
項

に
定

め
る

措
置

を
講

じ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 ２
 

工
場

長
は

、
前

項
の

確
認

を
行

う
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

確
認

の
基

準
を

定
め

る
。

 

   ３
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

訓
練

の
た

め
に

操
作

を
行

う
場

合
は

、
訓

練
を

受
け

る
者

が
守

る
べ

き
事

項
を

定
め

、
操

作
員

の
監

督
の

下
に

こ
れ

を
守

ら
せ

る
。

 

（
操

作
員

の
確

保
）

 

第
1
5
条

 
各

課
長

は
、

第
8
7
条

に
基

づ
き

加
工

施
設

の
操

作
に

必

要
な

保
安

教
育

を
実

施
し

た
者

に
操

作
さ

せ
る

。
 

２
 

各
課

長
は

、
加

工
施

設
の

操
作

に
必

要
な

構
成

人
員

を
そ

ろ
え

る
。

 

３
 

運
転

管
理

課
長

は
、

1
直

当
た

り
4
名

以
上

の
当

直
員

を
そ

ろ

え
る

。
 

（
巡

視
・

点
検

）
 

第
2
5

条
 

統
括

当
直

長
及

び
放

射
線

安
全

課
長

は
、

毎
日

１
回

以

上
、

別
表

３
に

示
す

設
備

等
に

つ
い

て
巡

視
・

点
検

を
行

う
。

実

施
に

お
い

て
は

、
第

7
4
条

に
定

め
る

観
点

を
含

め
て

行
う

。
 

 

（
巡

視
・

点
検

）
 

第
1
1
条

 
統

括
当

直
長

及
び

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

毎
日

１
回

以
上

、

別
表

２
に

示
す

設
備

等
に

つ
い

て
巡

視
・
点

検
を

行
う

。
実

施
に

お

い
て

は
、

第
2
3
条

に
定

め
る

観
点

を
含

め
て

行
う

。
 

（
巡

視
点

検
）

 

第
1
6
条

 
巡

視
点

検
を

担
当

す
る

課
長
（

以
下
「

巡
視

点
検

担
当

課

長
」
と

い
う

。
）
は

、
毎

日
1
回

以
上

、
別

表
３

に
示

す
設

備
等

に

つ
い

て
巡

視
点

検
を

行
う

。
実

施
に

お
い

て
は

、
第

3
6
条

に
定

め

る
観

点
を

含
め

て
行

う
。

 

た
だ

し
、
休

祭
日

に
お

け
る

巡
視

点
検

に
つ

い
て

は
、
運

転
管

理
課

長
が

行
う

。
 

 
（

操
作

上
の

一
般

事
項

）
 

第
2
6
条

 
管

理
担

当
課

長
は

、
所

管
す

る
施

設
の

操
作

（
第

2
8
条

及
び

第
3
0
条

の
２

に
基

づ
く

試
験

操
作

計
画

等
に

定
め

る
も

の
は

除
く

。
）

に
つ

い
て

、
事

前
に

目
的

､
手

順
、

操
作

の
結

果
及

び
想

定
し

た
結

果
を

逸
脱

し
た

場
合

に
採

る
べ

き
措

置
を

検
討

し
、

関

連
す

る
設

備
の

管
理

担
当

課
長

と
協

議
の

上
、

次
の

事
項

を
手

順

書
に

定
め

る
。

 

①
 
操

作
前

後
に

確
認

す
べ

き
事

項
及

び
操

作
に

必
要

な
事

項
に

関
す

る
こ

と
 

②
 
警

報
作

動
時

の
対

応
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

２
 

分
析

課
長

は
、

別
表

４
に

定
め

る
臨

界
防

止
に

係
る

確
認

等
に

必
要

な
分

析
に

つ
い

て
、

分
析

試
料

の
取

扱
い

、
分

析
・

測
定

及

び
結

果
の

確
認

に
係

る
手

順
書

を
定

め
る

。
 

３
 

第
１

項
及

び
前

項
の

課
長

は
、

手
順

書
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

は
、

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
確

認
を

受
け

る
。

 

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）

 

第
1
2
条

 
貯

蔵
管

理
課

長
及

び
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

施
設

課
長

は
、
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

け
る

核
燃

料
物

質
等

を
取

扱
う

操
作

に
つ

い

て
、
事

前
に

、
目

的
、
手

順
、
そ

の
結

果
及

び
異

常
の

場
合

に
採

る

べ
き

措
置

を
検

討
し

、
次

の
事

項
を

手
順

書
に

定
め

る
。

 

  

①
 
操

作
前

後
に

確
認

す
べ

き
事

項
及

び
操

作
に

必
要

な
事

項
に

関

す
る

こ
と

 

②
 
警

報
発

信
時

の
対

応
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

   

２
 

貯
蔵

管
理

課
長

及
び

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
施

設
課

長
は

、
前

項
に

基
づ

き
手

順
書

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
の

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）

 

第
1
7

条
 

各
課

長
は

、
所

管
す

る
設

備
の

操
作

及
び

管
理

に
つ

い

て
、

事
前

に
目

的
、

手
順

、
操

作
を

検
討

し
、

関
連

す
る

設
備

の

管
理

担
当

課
長

と
協

議
の

上
、

次
の

事
項

を
手

順
書

に
定

め
る

。
 

   

(
1
)
 
操

作
前

後
に

確
認

す
べ

き
事

項
及

び
操

作
に

必
要

な
事

項

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
設

備
・
機

器
へ

の
タ

グ
表

示
等

に
よ

る
誤

操
作

防
止

に
関

す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
警

報
作

動
時

の
対

応
内

容
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

２
 

各
課

長
は

、
前

項
の

手
順

書
の

制
定

に
当

た
っ

て
は

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

確
認

を
受

け
る

。
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
４

、
５

、
６

、
７

 
（

略
）

 

８
 

統
括

当
直

長
は

、
第

３
章

（
第

２
節

は
除

く
。
）
、

第
４

章
及

び

第
６

章
に

定
め

る
再

処
理

施
設

の
操

作
に

係
る

制
限

等
を

満
足

し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
（

第
5
6
条

第
１

項
第

３
号

に
該

当
す

る
場

合
は

除
く

。
）
は

、
関

連
す

る
設

備
の

管
理

担
当

課
長

、
工

場

長
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

報
告

す
る

。
 

 

確
認

を
受

け
る

。
 

３
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

ガ
ラ

ス
固

化
体

受
入

れ
建

屋
の

玄
関

付
近

に
管

理
上

の
注

意
事

項
を

掲
示

す
る

。
 

 

 ３
 

各
課

長
は

、
当

該
設

備
の

状
態

、
計

器
、

表
示

装
置

等
の

監
視

を
適

切
、

か
つ

確
実

に
行

う
こ

と
。

 

 

（
引

 
継

）
 

第
2
7
条

 
統

括
当

直
長

は
、

そ
の

業
務

を
次

の
統

括
当

直
長

に
引

き

継
ぐ

場
合

は
、

当
直

日
誌

を
確

実
に

引
き

渡
す

と
と

も
に

、
操

作

の
状

況
を

的
確

に
申

し
送

る
。

 

（
引

 
継

）
 

第
1
2
条

の
２

 
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
当

直
日

誌
の

引
渡

し
及

び
引

継

時
に

実
施

す
べ

き
そ

の
他

の
事

項
を

定
め

、
操

作
責

任
者

に
実

施
さ

せ
る

。
 

２
 

統
括

当
直

長
は

、
そ

の
業

務
を

次
の

統
括

当
直

長
に

引
き

継
ぐ

場
合

は
、
当

直
日

誌
を

確
実

に
引

き
渡

す
と

と
も

に
、
操

作
の

状
況

を
的

確
に

申
し

送
る

。
 

 

（
引

継
）

 

第
1
8
条

 
運

転
管

理
課

長
は

、
当

直
長

が
そ

の
業

務
を

次
の

当
直

長

に
引

き
継

ぐ
場

合
は

、
引

継
簿

を
確

実
に

引
き

渡
さ

せ
る

と
と

も

に
、

操
作

の
状

況
を

的
確

に
申

し
送

り
さ

せ
る

。
 

 

（
操

作
上

の
一

般
事

項
）

 

第
2
6
条

（
略

）
 

２
、

３
、

４
（

略
）

 

５
 

統
括

当
直

長
及

び
燃

料
管

理
課

長
は

、
別

表
４

に
定

め
る

臨
界

防
止

に
係

る
確

認
等

を
複

数
の

者
に

行
わ

せ
る

。
ま

た
、

別
表

４

に
定

め
る

臨
界

防
止

に
係

る
確

認
等

に
必

要
な

分
析

を
行

う
場

合

は
、

標
準

試
料

と
逐

次
並

行
分

析
を

行
わ

せ
る

と
と

も
に

、
測

定

を
複

数
回

行
わ

せ
る

。
 

６
 

統
括

当
直

長
は

、
別

表
４

に
定

め
る

臨
界

防
止

に
係

る
確

認
等

に
係

る
溶

液
の

移
送

手
段

を
施

錠
し

、
開

錠
す

る
場

合
は

、
当

直

長
を

含
む

複
数

の
者

に
臨

界
防

止
に

係
る

確
認

を
行

わ
せ

、
そ

の

結
果

を
報

告
さ

せ
た

上
で

行
う

。
 

７
 

統
括

当
直

長
は

、
別

表
５

に
定

め
る

臨
界

警
報

装
置

が
動

作
可

能
で

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

、
監

視
対

象
区

域
に

お
け

る
核

燃

料
物

質
の

移
動

及
び

人
の

立
入

り
を

禁
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。
 

 
 

た
だ

し
、

保
安

上
必

要
な

場
合

を
除

く
。

 

８
（

省
略

）
 

 第
３

章
第

２
節

に
臨

界
防

止
に

係
る

安
全

上
重

要
な

施
設

（
計

測
制

御
設

備
）

の
管

理
を

規
定

 

第
３

章
第

３
節

以
降

に
各

施
設

別
に

再
処

理
施

設
の

操
作

に
お

け
る

臨
界

管
理

に
係

る
措

置
を

規
定

 

第
４

章
に

核
燃

料
物

質
の

取
り

扱
い

に
係

る
臨

界
管

理
に

係
る

措
置

を
規

定
 

（
該

当
な

し
）

 
（

臨
界

安
全

管
理

）
 

第
2
3
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
別

表
６

に
定

め
る

濃
縮

度
制

限
値

以

上
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

あ
ら

か
じ

め

せ
に

よ
る

カ
ス

ケ
ー

ド
設

備
の

運

転
条

件
を

定
め

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

た
上

で
運

転
管

理
課

長

に
通

知
す

る
。

 

 
 

た
だ

し
、

新
素

材
を

用
い

た
遠

心
分

離
機

（
以

下
「

新
型

遠
心

機
」
と

い
う

。
）
の

み
を

運
転

す
る

場
合

は
、

に
よ

る
運

転
条

件
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

事
業

部
長

は
、

前
項

の
承

認
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
濃

縮
安

全
委

員
会

に
お

け
る

審
議

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
確

認
が

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

３
 

運
転

管
理

課
長

は
、
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
操

作
を

行
う

場
合

は
、

第
１

項
の

運
転

条
件

を
遵

守
す

る
。

 

４
 

運
転

管
理

課
長

は
、
毎

日
1
回

以
上

及
び

濃
縮

度
変

更
の

都
度

、

濃
縮

度
測

定
装

置
に

よ
る

カ
ス

ケ
ー

ド
設

備
の

濃
縮

ウ
ラ

ン
の

濃
縮

度
測

定
結

果
を

確
認

し
、
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
濃

縮
度

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 
 

な
お

、
濃

縮
度

測
定

装
置

の
保

守
点

検
等

に
よ

り
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
濃

縮
度

測
定

が
で

き
な

い
場

合
は

、
直

ち
に

生
産

を
停

止

す
る

。
 

５
 

運
転

管
理

課
長

は
、

中
間

製
品

容
器

の
濃

縮
ウ

ラ
ン

の
濃

縮
度

を
測

定
し

、
濃

縮
度

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
 

６
 

運
転

管
理

課
長

は
、

原
料

ウ
ラ

ン
を

供
給

す
る

場
合

は
、

あ
ら
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
か

じ
め

原
料

シ
リ

ン
ダ

内
圧

力
を

確
認

し
、
脱

気
の

措
置

を
講

じ

る
。

 

７
 

運
転

管
理

課
長

は
、

濃
縮

ウ
ラ

ン
を

収
納

又
は

充
填

す
る

場
合

は
、

別
表

７
に

示
す

設
備

及
び

容
器

を
使

用
す

る
。

 

８
 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
使

用
済

み
N
a
F
、

ス
ラ

ッ
ジ

又
は

分
析

済
ウ

ラ
ン

溶
液

の
沈

殿
処

理
に

よ
り

発
生

す
る

沈
殿

物
（

以
下

「
分

析
沈

殿
物

」
と

い
う

。
）

を
ド

ラ
ム

缶
に

封
入

す
る

場
合

は
、

ド
ラ

ム
缶

が
別

表
８

に
定

め
る

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

上
で

、
そ

の
容

器
中

に
含

ま
れ

る
ウ

ラ
ン

量
を

別
表

８

に
定

め
る

大
ウ

ラ
ン

含
有

量
以

下
に

す
る

。
 

９
 

運
転

管
理

課
長

は
、
製

品
シ

リ
ン

ダ
（

A
N
S
I
又

は
I
S
O
規

格
3
0
B
）

及
び

中
間

製
品

容
器

を
洗

缶
す

る
場

合
は

、
当

該
容

器
内

の
核

燃

料
物

質
が

1
6
k
g
-
U
以

下
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

1
0
 

運
転

管
理

課
長

及
び

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
前

各
項

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

少
量

の
ウ

ラ
ン

を
取

扱
う

設
備

に
お

い
て

、
使

用

済
N
a
F
、

ス
ラ

ッ
ジ

等
を

取
扱

う
場

合
は

、
取

扱
う

ウ
ラ

ン
量

を

別
表

９
に

定
め

る
大

取
扱

ウ
ラ

ン
量

以
下

と
す

る
と

と
も

に
、

取
扱

う
設

備
の

管
理

状
態

を
維

持
す

る
等

、
適

切
に

取
扱

う
。

 

1
1
 

運
転

管
理

課
長

は
、

臨
界

警
報

装
置

の
保

守
点

検
等

を
行

っ
て

い
る

と
き

に
臨

界
を

検
知

し
た

場
合

に
は

、
ペ

ー
ジ

ン
グ

装
置

に

よ
り

代
替

し
、

速
や

か
に

従
業

員
の

避
難

指
示

等
の

必
要

な
措

置

を
講

じ
る

。
 

第
５

章
に

核
燃

料
物

質
の

取
り

扱
い

に
係

る
臨

界
管

理
に

係
る

措
置

を
規

定
 

（
地

震
・

火
災

等
発

生
時

の
措

置
）

 

第
3
0
条

 
管

理
担

当
課

長
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
測

候
所

等
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

は
、
地

震
終

了
後

、

所
管

す
る

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

工
場

長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

 

２
 
各

職
位

は
、
再

処
理

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、
早

期
消

火
及

び
延

焼
の

防
止

に
努

め
、

管
理

担
当

課
長

は
、

鎮
火

後
所

管

す
る

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

工
場

長
及

び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

 

３
 
防

災
業

務
課

長
は

、
初

期
消

火
活

動
の

た
め

の
体

制
に

関
し

、
次

の
各

号
に

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

計
画

を
作

成
し

、
事

業
部

長

の
承

認
を

得
る

。
 

(
1
)

別
表

７
の

２
に

定
め

る
設

備
等

及
び

初
期

消
火

活
動

に
必

要

な
そ

の
他

の
資

機
材

の
配

備

(
2
)

初
期

消
火

活
動

を
行

う
1
0
 
名

以
上

の
要

員
の

常
駐

及
び

当

該
要

員
に

対
す

る
火

災
発

生
時

の
通

報
連

絡
体

制

（
異

常
時

の
措

置
）

 

第
4
6
 
条

 
廃

棄
物

管
理

施
設

に
お

い
て

異
常

を
発

見
し

た
者

は
、

直

ち
に

第
1
2
 
条

第
１

項
第

１
号

に
基

づ
く

手
順

書
等

に
従

い
、

必
要

な
応

急
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担

当
課

長
に

通
報

す
る

。
 

た
だ

し
、
建

屋
外

の
電

気
設

備
に

係
る

異
常

に
お

い
て

は
統

括
当

直
長

に
、
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入
れ
・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

及
び

こ
れ

に

接
続

す
る

建
屋

外
の

ダ
ク

ト
に

係
る

異
常

に
お

い
て

は
貯

蔵
管

理

課
長

に
通

報
す

る
。

 

放
射

線
管

理
に

係
る

異
常

に
お

い
て

は
、
放

射
線

安
全

課
長

に
対

し
て

も
通

報
す

る
。

 

２
 
前

項
の

通
報

を
受

け
た

統
括

当
直

長
、

設
備

等
の

管
理

担
当

課

長
、
貯

蔵
管

理
課

長
及

び
放

射
線

安
全

課
長

は
、
直

ち
に

異
常

状
況

の
把

握
に

努
め

、
異

常
状

態
の

解
消

及
び

拡
大

防
止

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

ま
た

、
前

項
の

通
報

を
受

け
た

統
括

当
直

長
、
設

備
等

の
管

理
担

（
火

災
防

護
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整
備

）
 

第
7
1
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
火

災
防

護
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整

備
と

し
て

、
次

の
措

置
に

係
る

事
項

を
第

６
条

の
表

１
に

掲
げ

る

文
書
（
「

火
災

防
護

計
画

」
）
に

定
め

、
事

業
部

長
の

承
認

を
得

る
。
 

ま
た

、
本

文
書

は
、

添
付

１
「

火
災

防
護

活
動

及
び

自
然

災
害

対
応

に
係

る
実

施
方

針
」

に
従

い
作

成
す

る
。

 

(
1
)

火
災

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
を

第
7
5
条

に
よ

り
配

置
す

る
。

ま
た

、
初

期
消

火
活

動
の

た
め

に
必

要
な

要
員

を
第

7
5
条

に
よ

り
9
名

以
上
（

事
業

所
常

駐
2
名

以
上

、
隣

接
す

る
自

社

の
他

の
事

業
所

常
駐

7
名

以
上

）
配

置
す

る
。

 

(
2
)

火
災

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
・
訓

練
を

第
8
7
条

及
び

第
8
8
条

に
よ

り
実

施
す

る
。

(
3
)

火
災

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
配

備
す

る
。
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
(
3
)

火
災

の
早

期
発

見
の

た
め

の
第

2
5
 
条

に
基

づ
く

巡
視
・
点

検

の
体

制
及

び
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
測

候
所

等
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

火
災

の
早

期
発

見
の

た
め

の
別

表
３

に
示

す
設

備
等

の
巡

視
・

点
検

体
制

４
 
各

職
位

は
、

前
項

の
計

画
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

５
 
防

災
業

務
課

長
は

、
第

３
項

の
計

画
に

つ
い

て
、
総

合
的

な
訓

練

及
び

初
期

消
火

活
動

の
結

果
を

年
１

回
以

上
評

価
し

、
事

業
部

長

に
報

告
す

る
。

 

６
 
事

業
部

長
は

、
前

項
の

報
告

の
内

容
を

評
価

し
、
改

善
を

要
す

る

と
判

断
し

た
場

合
は

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

７
 
統

括
当

直
長

及
び

燃
料

管
理

課
長

は
、
山

火
事

、
台

風
等

が
所

管

す
る

施
設

に
対

し
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断

し
た

場
合

は
、

工
場

長
に

報
告

す
る

。
 

８
 
工

場
長

は
、
前

項
の

報
告

を
受

け
た

場
合

は
、
事

業
部

長
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
と

協
議

し
、

必
要

に
応

じ
て

使
用

済
燃

料
の

再

処
理

を
停

止
す

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

当
課

長
及

び
貯

蔵
管

理
課

長
は

、
工

場
長

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
及

び
関

係
箇

所
に

通
報

す
る

。
さ

ら
に

、
統

括
当

直
長

は
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

施
設

課
長

に
、
貯

蔵
管

理
課

長
は

安
全

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
課

長

に
通

報
す

る
。

３
 
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

は
、
統

括
当

直
長
（

建
屋

外
の

電
気

設
備

に
係

る
異

常
に

限
る

。
）
及

び
関

係
課

長
と

協
力

し

て
異

常
の

原
因

を
調

査
し

、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
工

場
長

及
び

廃
棄

物
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

な
お

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
の

受
入

れ
に

お
い

て
、
ガ

ラ
ス

固
化

体
の

も
つ

閉
じ

込
め

の
機

能
に

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、
当

該
ガ

ラ

ス
固

化
体

を
容

器
等

に
収

納
し

保
管

す
る

。

ま
た

、
初

期
消

火
活

動
の

た
め

に
必

要
な

通
報

設
備

と
し

て

専
用

回
線

を
使

用
し

た
通

報
設

備
又

は
衛

星
電

話
を

中
央

制

御
室

等
に

配
備

す
る

と
と

も
に

、
泡

消
火

剤
、

別
表

3
0
に

示

す
化

学
消

防
自

動
車

等
を

配
備

す
る

。
 

２
 

各
課

長
は

、
前

項
に

定
め

た
文

書
に

基
づ

き
、

火
災

発
生

時
に

お
い

て
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
。

 

ま
た

、
巡

視
点

検
担

当
課

長
は

、
第

1
6
条

に
定

め
る

巡
視

点

検
に

よ
り

火
災

の
早

期
発

見
に

努
め

る
。

 

３
 

事
業

部
長

は
、

運
営

管
理

課
長

に
前

項
の

活
動

の
結

果
を

評
価

さ
せ

、
こ

れ
を

報
告

さ
せ

る
と

と
も

に
、

改
善

を
要

す
る

と
判

断

し
た

場
合

は
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

４
 

各
課

長
は

、
火

災
の

影
響

に
よ

り
、

加
工

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

あ
ら

か

じ
め

定
め

る
通

報
系

統
に

従
い

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
連

絡
を

受

け
た

関
係

者
と

必
要

に
応

じ
て

核
燃

料
物

質
の

漏
え

い
防

止
等

の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

（
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
の

整
備

）
 

第
7
2
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
の

体
制

の
整

備
と

し
て

、

次
の

措
置

に
係

る
事

項
を

第
６

条
の

表
１

に
掲

げ
る

文
書
（
「

火
災

防
護

計
画

」
及

び
「

加
工

施
設

 
異

常
事

象
対

策
要

領
」
）
に

定
め

、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

ま
た

、
本

文
書

は
、

添
付

１
「

火
災

防
護

活
動

及
び

自
然

災
害

対
応

に
係

る
実

施
方

針
」

に
従

い
作

成
す

る
。

 

(
1
)

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
を

第
7
5
条

に
よ

り
配

置
す

る
。

(
2
)

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
・

訓
練

を
第

8
7
条

及
び

第

8
8
条

に
よ

り
実

施
す

る
。

(
3
)

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
配

備
す

る
。

２
 

各
課

長
は

、
前

項
に

定
め

た
文

書
に

基
づ

き
、

自
然

災
害

発
生

時
に

お
い

て
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
。

 

３
 

事
業

部
長

は
、

運
営

管
理

課
長

に
前

項
の

活
動

の
結

果
を

評
価

さ
せ

、
こ

れ
を

報
告

さ
せ

る
と

と
も

に
、

改
善

を
要

す
る

と
判

断

し
た

場
合

は
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

４
 

各
課

長
は

、
自

然
災

害
の

影
響

に
よ

り
、

加
工

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

あ

ら
か

じ
め

定
め

る
通

報
系

統
に

従
い

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
連

絡
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
を

受
け

た
関

係
者

と
必

要
に

応
じ

て
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

防
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

５
 

各
課

長
は

、
自

然
災

害
に

係
る

新
た

な
知

見
を

収
集

し
、

必
要

に
応

じ
て

手
順

書
等

へ
反

映
す

る
。

 

 （
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

加
工

施
設

の
保

全
活

動
を

行
う

た
め

の
体

制
の

整
備

）
 

第
7
3
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
の

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
措

置
に

係

る
事

項
を

第
６

条
の

表
１

に
掲

げ
る

文
書

（
「

加
工

施
設

 
異

常

事
象

対
策

要
領

」
）

に
定

め
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

ま
た

、
本

文
書

は
、

添
付

２
「

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
方

針
」
に

従
い

作
成

す
る

。
 

(
1
)
 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う

た
め

に
必

要
な

要
員

を
第

7
5
条

に
よ

り
配

置
す

る
。

 

(
2
)
 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う

要
員

に
対

す
る

教
育
・
訓

練
を

第
8
7
条

及
び

第
8
8
条

に
よ

り

実
施

す
る

。
 

(
3
)
 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
を

配
備

す
る

。
 

(
4
)
 
前

各
号

の
ほ

か
、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

を
整

備
す

る
。

 

２
 

運
営

管
理

課
長

は
、

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
及

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
加

工
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
次

の
事

項
を

前
項

の
文

書
に

定
め

る
。

 

(
1
)
 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

発
生

時
に

お
け

る

核
燃

料
物

質
等

を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
喪

失
を

防
止

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

３
 

各
課

長
は

、
第

１
項

に
定

め
た

文
書

に
基

づ
き

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

い
て

加
工

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

。
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
４

 
事

業
部

長
は

、
運

営
管

理
課

長
に

前
項

の
活

動
の

結
果

を
評

価

さ
せ

、
こ

れ
を

報
告

さ
せ

る
と

と
も

に
、

改
善

を
要

す
る

と
判

断

し
た

場
合

は
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

 
第

８
章

 
非

常
時

の
措

置
 

 （
非

常
時

対
策

組
織

）
 

第
1
0
9
条

 
事

業
部

長
は

、
再

処
理

事
業

部
の

通
常

組
織

で
は

異
常

の
拡

大
防

止
等

の
た

め
の

活
動

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
と

が

困
難

と
判

断
さ

れ
る

事
態
（

以
下
「

非
常

事
態

」
と

い
う

。
）
が

発

生
し

た
場

合
に

直
ち

に
非

常
時

対
策

活
動

を
行

え
る

よ
う

に
、

非

常
時

対
策

組
織

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

  ２
 

非
常

時
対

策
組

織
に

本
部

を
お

き
、

本
部

長
に

は
事

業
部

長
が

あ
た

る
。

 

 
 

た
だ

し
、
事

業
部

長
が

不
在

の
場

合
に

備
え

て
あ

ら
か

じ
め

代

行
者

を
定

め
て

お
く

。
 

 （
非

常
時

要
員

）
 

第
1
1
0
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

組
織

に
必

要
な

要
員

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

 （
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
1
1
0
条

の
２

 
事

業
部

長
は

、
次

の
各

号
の

要
件

に
該

当
す

る
放

射
線

業
務

従
事

者
（

女
子

に
つ

い
て

は
、

妊
娠

不
能

と
診

断
さ

れ

た
者

及
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

に
限

る
。
）

か
ら

、
緊

急
作

業
従

事
者

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

 

(
1
)
 
別

表
4
9
の

２
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

教
育

を
受

け
た

上
で

、
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

意
思

が
あ

る
旨

を
、

社

長
に

書
面

で
申

し
出

た
者

 

(
2
)
 
別

表
4
9
の

３
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

訓
練

を
受

け
た

者
 

(
3
)
 
実

効
線

量
に

つ
い

て
2
5
0
m
S
v
を

線
量

限
度

と
す

る
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措

置
法

第
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

要
員

、
同

法

第
９

条
第

１
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

管
理

者
又

は
同

法
同

条
第

３
項

に
規

定
す

る
副

原
子

力
防

災
管

理
者

 

   

第
７

章
 

非
常

時
等

の
措

置
 

 （
非

常
時

対
策

組
織

）
 

第
4
7
条

 
事

業
部

長
は

、
再

処
理

事
業

部
の

通
常

組
織

で
は

異
常

の

拡
大

防
止

等
の

た
め

の
活

動
を

迅
速

か
つ

適
切

に
行

う
こ

と
が

困

難
と

判
断

さ
れ

る
事

態
（

以
下

「
非

常
事

態
」

と
い

う
。
）

が
発

生

し
た

場
合

に
直

ち
に

非
常

時
対

策
活

動
を

行
え

る
よ

う
に

、
非

常
時

対
策

組
織

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

  ２
 

非
常

時
対

策
組

織
に

本
部

を
お

き
、

本
部

長
に

は
事

業
部

長
が

あ
た

る
。

 

 
た

だ
し

、
事

業
部

長
が

不
在

の
場

合
に

備
え

て
あ

ら
か

じ
め

代
行

者
を

定
め

て
お

く
。

 

 （
非

常
時

要
員

）
 

第
4
8
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

組
織

に
必

要
な

要
員

を
あ

ら

か
じ

め
定

め
て

お
く

。
 

 （
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
4
8
条

の
２

 
事

業
部

長
は

、
次

の
各

号
の

要
件

に
該

当
す

る
放

射

線
業

務
従

事
者

（
女

子
に

つ
い

て
は

、
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た

者
及

び
妊

娠
の

意
思

の
な

い
旨

を
書

面
で

申
し

出
た

者
に

限

る
。
）

か
ら

、
緊

急
作

業
従

事
者

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

 

 （
１

）
別

表
1
8
の

２
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

教
育

を
受

け

た
上

で
、

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
意

思
が

あ
る

旨
を

、
社

長

に
書

面
で

申
し

出
た

者
 

（
２

）
別

表
1
8
の

３
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

訓
練

を
受

け

た
者

 

（
３

）
実

効
線

量
に

つ
い

て
2
5
0
m
S
v
を

線
量

限
度

と
す

る
緊

急
作

業

に
従

事
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置

法
第

８
条

第
３

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
要

員
、

同
法

第

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
管

理
者

又
は

同
法

同

条
第

３
項

に
規

定
す

る
副

原
子

力
防

災
管

理
者

 

   

第
1
2
章

 
非

常
時

の
措

置
 

 （
非

常
時

対
策

組
織

）
 

 

第
7
4
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
火

災
、
爆

発
、
核

燃
料

物
質

の
漏

え

い
等

の
異

常
発

生
に

よ
り

、
濃

縮
事

業
部

の
通

常
組

織
で

は
異

常

の
拡

大
防

止
等

の
た

め
の

活
動

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
と

が

困
難

と
判

断
さ

れ
る

事
態

（
以

下
「

非
常

事
態

」
と

い
う

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

、
直

ち
に

非
常

時
対

策
活

動
を

行
え

る
よ

う
に

、

非
常

時
対

策
組

織
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得

る
。

 

２
 

非
常

時
対

策
組

織
に

本
部

を
お

き
、

本
部

長
に

は
事

業
部

長
が

当
た

る
。

 

た
だ

し
、
事

業
部

長
が

不
在

の
場

合
に

備
え

て
あ

ら
か

じ
め

代

行
者

を
定

め
て

お
く

。
 

 （
非

常
時

要
員

）
 

 

第
7
5
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
非

常
時

対
策

組
織

に
必

要
な

要
員

を

あ
ら

か
じ

め
定

め
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

 （
緊

急
作

業
従

事
者

）
 

第
7
6
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
次

の
各

号
の

要
件

に
該

当
す

る
放

射

線
業

務
従

事
者

（
女

子
に

つ
い

て
は

、
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た

者
及

び
妊

娠
の

意
思

の
な

い
旨

を
書

面
で

申
し

出
た

者
に

限

る
。
）
か

ら
、
緊

急
作

業
従

事
者

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

、
事

業
部

長

の
承

認
を

得
る

。
 

(
1
)
 
別

表
3
3
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

教
育

を
受

け
た

上
で

、
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

意
思

が
あ

る
旨

を
、
社

長
に

書

面
で

申
し

出
た

者
 

(
2
)
 
別

表
3
4
に

定
め

る
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

訓
練

を
受

け
た

者
 

(
3
)
 
実

効
線

量
に

つ
い

て
2
5
0
m
S
v
を

線
量

限
度

と
す

る
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

８
条

第
３

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
要

員
、
同

法
第

９

条
第

１
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

管
理

者
又

は
同

法
同

条

第
３

項
に

規
定

す
る

副
原

子
力

防
災

管
理

者
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1
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
（

非
常

時
用

器
材

の
整

備
）

 

第
1
1
1
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

活
動

に
必

要
な

通
信

連
絡

用
器

材
、
防

護
具

類
、
放

射
線

測
定

器
等

を
あ

ら
か

じ
め

準
備

し
、

常
に

使
用

可
能

な
状

態
に

整
備

し
て

お
く

。
 

                （
通

報
系

統
）

 

第
1
1
2
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
事

態
が

生
じ

た
場

合
の

社
内

及
び

社
外

関
係

機
関

と
の

通
報

系
統

を
あ

ら
か

じ
め

確
立

し
て

お
く

。
 

   

（
通

 
報

）
 

第
1
1
3
条

 
統

括
当

直
長

及
び

各
課

長
は

、
所

管
す

る
業

務
に

お
い

て
非

常
事

態
又

は
非

常
事

態
に

発
展

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
直

ち
に

工
場

長
及

び
核

燃
料

取
扱

主
任

者
に

報

告
す

る
と

と
も

に
、
前

条
に

定
め

る
通

報
系

統
に

従
っ

て
通

報
す

る
。

 

２
 

工
場

長
は

、
前

項
の

報
告

を
受

け
た

場
合

、
又

は
自

ら
非

常
事

態
若

し
く

は
非

常
事

態
に

発
展

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た

場
合

は
、

そ
の

状
況

等
を

直
ち

に
事

業
部

長
に

報
告

す
る

と
と

も

に
、

前
条

に
定

め
る

通
報

系
統

に
従

っ
て

通
報

す
る

。
 

       

（
非

常
時

用
器

材
の

整
備

）
 

第
4
9
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
時

対
策

活
動

に
必

要
な

通
信

連
絡

用

器
材

、
防

護
具

類
、

放
射

線
測

定
器

等
を

あ
ら

か
じ

め
準

備
し

、

常
に

使
用

可
能

な
状

態
に

整
備

し
て

お
く

。
 

                （
通

報
系

統
）

 

第
5
0
条

 
事

業
部

長
は

、
非

常
事

態
が

生
じ

た
場

合
の

社
内

及
び

社

外
関

係
機

関
と

の
通

報
系

統
を

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

て
お

く
。

 

   （
通

 
報

）
 

第
5
1
条

 
第

4
6
条

第
１

項
の

通
報

を
受

け
た

統
括

当
直

長
、

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

及
び

貯
蔵

管
理

課
長

は
、
そ

の
状

況
が

非
常

事

態
で

あ
り

、
又

は
非

常
事

態
に

発
展

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

工
場

長
、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者
及

び
事

業
部

長

が
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
連

絡
責

任
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、
関

係

箇
所

に
直

ち
に

通
報

す
る

。
 

 
 

ま
た

、
建

屋
外

の
電

気
設

備
に

係
る

異
常

に
つ

い
て

は
、

統
括

当
直

長
は

ユ
ー

テ
ィ

リ
テ

ィ
施

設
課

長
に

対
し

て
も

通
報

し
、
ガ

ラ

ス
固

化
体

受
入

れ
・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

及
び

こ
れ

に
接

続
す

る
建

屋

外
の

ダ
ク

ト
に

係
る

異
常

に
つ

い
て

は
、
貯

蔵
管

理
課

長
は

安
全

ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

課
長

に
対

し
て

も
通

報
す

る
。

 

２
 

工
場

長
は

、
前

項
の

通
報

を
受

け
た

場
合

は
、

非
常

事
態

の
状

況
等

を
直

ち
に

事
業

部
長

に
報

告
す

る
。

 

  

（
非

常
時

用
機

材
の

整
備

）
 

 

第
7
7
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
非

常
時

対
策

活
動

に
必

要
な

通
信

連

絡
用

機
材

、
防

護
具

類
、

放
射

線
測

定
器

等
を

第
６

条
の

表
１

に

掲
げ

る
文

書
（
「

加
工

施
設

 
異

常
事

象
対

策
要

領
」
）
に

定
め

る
。
 

２
 

各
課

長
は

、
前

項
に

定
め

る
非

常
用

機
材

を
配

備
し

、
定

期
的

に
保

守
点

検
を

行
い

、
そ

の
機

能
を

常
に

確
保

す
る

。
 

 （
安

全
避

難
通

路
）

 

第
7
8
条

 
運

転
管

理
課

長
は

、
設

計
基

準
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合

に
用

い
る

標
識

を
設

置
し

た
安

全
避

難
通

路
（

均
質

槽
か

ら
の

U
F
6

漏
え

い
に

よ
り

モ
ニ

タ
エ

リ
ア

に
退

避
不

可
能

な
場

合
に

一
時

退

避
す

る
た

め
の

一
時

退
避

エ
リ

ア
を

含
む

。
）
、

避
難

用
及

び
非

常

用
の

照
明

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、

非
常

用
の

照
明

設
置

箇
所

以

外
で

現
場

作
業

が
必

要
に

な
っ

た
場

合
等

に
使

用
す

る
可

搬
式

照

明
を

配
備

す
る

。
 

２
 

各
課

長
は

、
前

項
の

安
全

避
難

通
路

に
通

行
を

阻
害

す
る

要
因

と
な

る
よ

う
な

障
害

物
を

設
置

し
な

い
よ

う
管

理
す

る
。

 

 
 

な
お

、
各

課
長

は
、

工
事

等
に

よ
り

安
全

避
難

通
路

が
通

行
で

き
な

い
場

合
は

、
迂

回
路

等
の

代
替

措
置

を
講

じ
る

。
 

 （
通

報
系

統
）

 

第
7
9
条

 
運

営
管

理
課

長
は

、
非

常
事

態
が

生
じ

た
場

合
の

社
内

及

び
社

外
関

係
機

関
と

の
通

報
系

統
を

あ
ら

か
じ

め
確

立
し

、
第

６

条
の

表
１

に
掲

げ
る

文
書

（
「

加
工

施
設

 
異

常
事

象
対

策
要

領
」
）

に
定

め
る

。
 

 （
通

報
）

 

第
8
0
条

 
第

2
9
条

第
１

項
の

通
報

を
受

け
た

管
理

担
当

課
長

は
、

そ
の

状
況

が
非

常
事

態
で

あ
り

、
又

は
非

常
事

態
に

発
展

す
る

お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

と
き

は
、
前

条
に

定
め

る
通

報
系

統
に

従
っ

て
直

ち
に

事
業

部
長

が
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
連

絡
責

任
者

及
び

そ
の

他
の

関
係

箇
所

に
通

報
す

る
。

 

２
 

前
項

の
通

報
を

受
け

た
連

絡
責

任
者

は
、

前
条

に
定

め
る

通
報

系
統

に
従

っ
て

事
業

部
長

及
び

核
燃

料
取

扱
主

任
者

に
通

報
す

る

と
と

も
に

、
直

ち
に

社
外

関
係

機
関

に
通

報
す

る
。
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1
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
（

応
急

措
置

）
 

第
1
1
4
条

 
前

条
の

統
括

当
直

長
及

び
課

長
は

、
直

ち
に

状
況

を
把

握
し

、
応

急
措

置
を

講
じ

る
。

 

２
 

放
射

線
安

全
課

長
及

び
環

境
管

理
課

長
は

、
線

量
当

量
率

、
放

射
性

物
質

濃
度

等
を

調
査

し
、

そ
の

結
果

を
事

業
部

長
及

び
核

燃

料
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

ま
た

、
必

要
な

放
射

線
防

護
上

の

措
置

を
講

じ
る

。
 

      

（
非

常
時

体
制

の
発

令
）

 

第
1
1
5
条

 
事

業
部

長
は

、
事

態
が

非
常

事
態

に
該

当
す

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

直
ち

に
非

常
時

体
制

を
発

令
し

、
非

常
時

対
策

組

織
を

設
置

す
る

。
 

 （
非

常
時

対
策

活
動

）
 

第
1
1
6
条

 
非

常
時

体
制

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、
本

部
長

は
非

常
時

要
員

を
招

集
し

、
第

1
1
2
条

で
あ

ら
か

じ
め

確
立

し
た

通
報

系
統

に
従

っ
て

、
そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

通
報

す
る

。
 

 ２
 

非
常

時
対

策
組

織
は

、
本

部
長

の
統

括
の

も
と

に
非

常
事

態
の

拡
大

防
止

等
に

関
す

る
活

動
を

行
う

。
 

   ３
 

第
9
8
条

第
5
項

に
基

づ
き

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
非

常
時

対
策

組
織

は
、

次
の

各
号

に

定
め

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

(
1
)
 
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
期

間
中

に
受

け
る

線
量

を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、

再
処

理
施

設
の

状
況

及
び

作
業

内
容

を
考

慮
し

、
放

射
線

防
護

マ
ス

ク
の

着
用

等
の

放
射

線
防

護
措

置
を

講
じ

る
。

 

(
2
)
 
緊

急
作

業
従

事
者

に
対

し
、

緊
急

作
業

へ
の

従
事

期
間

中

及
び

緊
急

作
業

か
ら

離
れ

る
際

に
、

医
師

に
よ

る
健

康
診

断
を

受
診

さ
せ

る
。

 

    

（
応

急
措

置
）

 

第
5
2

条
 

前
条

に
お

い
て

非
常

事
態

又
は

非
常

事
態

に
発

展
す

る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
統

括
当

直
長

及
び

設
備

等
の

管
理

担

当
課

長
は

、
直

ち
に

状
況

を
把

握
し

、
応

急
措

置
を

講
じ

る
。

 

２
 

放
射

線
安

全
課

長
及

び
環

境
管

理
課

長
は

、
線

量
当

量
率

、
放

射
性

物
質

濃
度

等
を

調
査

し
、

そ
の

結
果

を
事

業
部

長
及

び
廃

棄

物
取

扱
主

任
者

に
報

告
す

る
。

ま
た

、
必

要
な

放
射

線
防

護
上

の

措
置

を
講

じ
る

。
 

     （
非

常
時

体
制

の
発

令
）

 

第
5
3
条

 
事

業
部

長
は

、
事

態
が

非
常

事
態

に
該

当
す

る
と

判
断

し

た
場

合
は

、
直

ち
に

非
常

時
体

制
を

発
令

し
、

非
常

時
対

策
組

織

を
設

置
す

る
。

 

 （
非

常
時

対
策

活
動

）
 

第
5
4
条

 
非

常
時

体
制

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、
本

部
長

は
非

常
時

要

員
を

招
集

し
、
第

5
0
条

で
あ

ら
か

じ
め

確
立

し
た

通
報

系
統

に
従

っ
て

、
そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

通
報

す
る

。
 

 ２
 

非
常

時
対

策
組

織
は

、
本

部
長

の
統

括
の

も
と

に
非

常
事

態
の

拡
大

防
止

等
に

関
す

る
活

動
を

行
う

。
 

   ３
 

第
3
8

条
第

５
項

に
基

づ
き

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

に

従
事

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

非
常

時
対

策
組

織
は

、
次

の
各

号

に
定

め
る

措
置

を
講

じ
る

。
 

（
１

）
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
期

間
中

に
受

け
る

線
量

を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、
廃

棄
物

管
理

施
設

の
状

況

及
び

作
業

内
容

を
考

慮
し

、
放

射
線

防
護

マ
ス

ク
の

着
用

等
の

放
射

線
防

護
措

置
を

講
じ

る
。

 

（
２

）
緊

急
作

業
従

事
者

に
対

し
、
緊

急
作

業
へ

の
従

事
期

間
中

及
び

緊
急

作
業

か
ら

離
れ

る
際

に
、
医

師
に

よ
る

健
康

診

断
を

受
診

さ
せ

る
。

 

    

（
応

急
措

置
）

 

第
8
1
条

 
前

条
の

管
理

担
当

課
長

は
、
直

ち
に

状
況

を
把

握
し

、
応

急
措

置
を

講
じ

る
。

 

２
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
線

量
当

量
率

、
放

射
性

物
質

濃
度

等
を

調
査

し
、

そ
の

結
果

を
事

業
部

長
に

報
告

す
る

。
 

 
 

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
放

射
線

防
護

上
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

 （
救

助
活

動
）

 

第
8
2
条

 
非

常
時

対
策

組
織

は
、
均

質
槽

に
お

い
て

液
化

を
行

っ
て

い
る

と
き

に
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
は

、
非

常

時
体

制
の

発
令

に
拘

ら
ず

直
ち

に
放

射
線

業
務

従
事

者
の

救
助

活

動
を

行
う

。
 

 （
非

常
時

体
制

の
発

令
）

 
 

第
8
3
条

 
事

業
部

長
は

、
第

8
0
条

第
２

項
の

通
報

を
受

け
た

場
合

は
、

直
ち

に
非

常
時

体
制

を
発

令
し

、
非

常
時

対
策

組
織

を
設

置

す
る

。
 

 （
非

常
時

対
策

活
動

）
 

 

第
8
4

条
 

非
常

時
体

制
が

発
令

さ
れ

た
場

合
、

本
部

長
は

非
常

時

対
策

組
織

の
要

員
を

招
集

し
、

第
7
9
条

で
あ

ら
か

じ
め

確
立

し

た
通

報
系

統
に

従
っ

て
、
そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

通
報

す
る

。
 

２
 

非
常

時
対

策
組

織
は

、
本

部
長

の
統

括
の

も
と

に
非

常
事

態
の

拡
大

防
止

等
に

関
す

る
活

動
を

行
う

。
 

な
お

、
均

質
槽

に
お

い
て

液
化

を
行

っ
て

い
る

と
き

に
均

質
槽

か
ら

室
内

に
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
は

、
建

屋

へ
の

閉
じ

込
め

等
に

よ
り

拡
大

防
止

を
行

う
。

 

３
 

第
6
1

条
第

５
項

に
基

づ
き

緊
急

作
業

従
事

者
が

緊
急

作
業

に

従
事

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
非

常
時

対
策

組
織

は
、
次

の
各

号

に
定

め
る

措
置

を
講

じ
る

。
 

(
1
)
 
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
期

間
中

に
受

け
る

線
量

を

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
、
加

工
施

設
の

状
況

及
び

作
業

内

容
を

考
慮

し
、
放

射
線

防
護

マ
ス

ク
の

着
用

等
の

放
射

線
防

護

措
置

を
講

じ
る

。
 

(
2
)
 
緊

急
作

業
従

事
者

に
対

し
、
緊

急
作

業
へ

の
従

事
期

間
中

及

び
緊

急
作

業
か

ら
離

れ
る

際
に

、
医

師
に

よ
る

健
康

診
断

を
受

診
さ

せ
る

。
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1
5
 /

 1
9
 

 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）

 
（

非
常

時
体

制
の

解
除

）
 

第
1
1
7
条

 
本

部
長

は
、

非
常

事
態

が
終

了
し

、
通

常
組

織
で

対
処

で
き

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、
非

常
時

体
制

を
解

除
し

、
そ

の
旨

を
社

内
及

び
社

外
関

係
機

関
に

直
ち

に
連

絡
す

る
。

 

  

（
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
）

 

第
1
1
8
条

 
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
が

必
要

な
場

合
は

、
こ

の
規

定
に

よ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す
る

。
 

 

（
非

常
時

体
制

の
解

除
）

 

第
5
5
条

 
本

部
長

は
、
非

常
事

態
が

終
了

し
、
通

常
組

織
で

対
処

で

き
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
非

常
時

体
制

を
解

除
し

、
そ

の
旨

を

社
内

及
び

社
外

関
係

機
関

に
直

ち
に

連
絡

す
る

。
 

  （
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
）

 

第
5
6
条

 
 「

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

」
に

基
づ

く
措

置
が

必

要
な

場
合

は
、

こ
の

規
定

に
よ

ら
ず

、
当

該
措

置
を

優
先

す
る

。
 

 

（
非

常
時

体
制

の
解

除
）

 

第
8
5
条

 
本

部
長

は
、
非

常
事

態
が

終
息

し
、
非

常
時

体
制

を
と

る

必
要

性
が

な
く

な
っ

た
と

判
断

し
た

場
合

は
、

非
常

時
体

制
を

解

除
し

、
第

7
9
条

で
あ

ら
か

じ
め

確
立

し
た

通
報

系
統

に
従

っ
て

、

そ
の

旨
を

社
内

及
び

社
外

関
係

機
関

に
直

ち
に

連
絡

す
る

。
 

 （
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
）

 

第
8
6

条
 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

に
基

づ
く

措
置

が
必

要

な
場

合
は

、
こ

の
規

定
に

よ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す
る

。
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別添 再処理施設の『設備に求められる状態』の運用に係る保安規定条文 

 

第２節 保安上特に管理を必要とする設備 

 

（プール水冷却系及び補給水設備） 

第 31 条 統括当直長は、別表８に定める「適用される状態」において、プール水冷却系及び補給水設備

を同表に定める「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表

に定める措置を講じる。 

 

別表８ プール水冷却系及び補給水設備（第 31 条関係） 

保安上特に

管理を必要

とする設備 

適用される状態 
設備に求めら

れる状態 

左記の状態を満足していないと判断した場合の措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

プール水浄

化・冷却系 

燃料貯蔵プール

等において使用

済燃料の取扱い

又は貯蔵を行う

場合 

プール水冷却

系１系列が運

転状態＊１、同系

列の他のポン

プ又は他の系

列が運転可能

であること。 

Ａ．左記の状

態 を 満 足

し て い な

い と 判 断

した場合 

A1. プール水冷却系１系

列が運転状態、同系列の

他のポンプ又は他の系

列が運転可能な状態に

復旧する措置を開始す

る。 

 

速やかに 

補給水設備

＊２ 

燃料貯蔵プール

等において使用

済燃料の取扱い

又は貯蔵を行う

場合 

ポンプ２台を

含む系列が運

転可能である

こと。 

Ａ．左記の状

態 を 満 足

し て い な

い と 判 断

した場合 

A1. ポンプ２台を含む系

列が運転可能な状態に

復旧する措置を開始す

る。 

及び 

速やかに 

A2. プール水の補給手段

が確保されていること

を確認する。 

速やかに 

その後 

１直１回 

＊１：ポンプ等の切替え操作中は運転状態と見なす。 

＊２：第 56 条第 1項第 2号の対象となる設備 

 

（安全上重要なインターロック等） 

第 32 条 燃料管理課長は、別表９に定める「適用される状態」において、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーン及び燃焼度計測装置を同表に定める「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足し

ていないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

２ 統括当直長は、別表９に定める「適用される状態」において、同表に定める前項以外の安全上重要

なインターロック等を「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、

同表に定める措置を講じる。 

（別表９ 省略） 

－387 / 440－



        

 17 / 19 
 

（建屋換気設備等） 

第 33 条 統括当直長は、別表 10、別表 11、別表 12 及び別表 13 に定める「適用される状態」において

（「適用される状態」の定めのない場合は常に）、同表に定める建屋換気設備等を「設備に求められる

状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

（別表 10～13 省略） 

 

（非常用所内電源系統） 

第 34 条 統括当直長は、別表 14 に定める非常用所内電源系統の設備を同表に定める「設備に求められ

る状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

（別表 14 省略） 

 

（安全冷却水系） 

第 35 条 統括当直長は、別表 15 に定める「適用される状態」において（「適用される状態」の定めのな

い場合は常に）、安全冷却水系を同表に定める「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足してい

ないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

（別表 15 省略） 

 

（安全圧縮空気系） 

第 36 条 統括当直長は、安全圧縮空気系を別表 16 に定める「設備に求められる状態」とし、当該状態

を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

（別表 16 省略） 

 

（漏えい検知装置等） 

第 37 条 統括当直長は、別表 17 に定める「適用される状態」において、漏えい検知装置等を同表に定

める「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措

置を講じる。 

２ 統括当直長は、漏えい液希釈水供給槽液位低警報、漏えい液希釈溶液供給槽液位低警報及び純水中

間貯槽水位低警報が作動した場合又は作動しない場合であっても作動すべき事態に至ったと判断され

る場合（別表 17 に定める「適用される状態」に該当しない場合は除く。）は、速やかに当該槽に純水

等を供給し、警報を解除できる水位に回復させる。 

（別表 17、18 省略） 

 

（制御建屋中央制御室換気設備及び主排気筒ガスモニタ） 

第 38 条 統括当直長は、制御建屋中央制御室換気設備を別表 19 に定める「設備に求められる状態」と

し、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

２ 統括当直長は、主排気筒ガスモニタが別表 19 に定める「設備に求められる状態」を満足していない

と判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

（別表 19 省略） 
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（設備に求められる状態の確認等に係る措置） 

第 39 条 統括当直長及び各課長は、第 25 条に基づく巡視・点検、第 74 条に基づく点検、自主検査等及

び第 78 条の定期事業者検査による確認の結果、別表８～別表 19 に定める「設備に求められる状態」を

満足していないおそれがあると判断した場合は、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃焼度

計測装置にあっては燃料管理課長に、また、その他の設備にあっては統括当直長に直ちに連絡する。 

２ 統括当直長及び燃料管理課長は、前項の確認の結果及び前項の確認以外で別表８～別表 19 に定める

「設備に求められる状態」を満足しないおそれのある事態が発見された場合並びに前項に基づく連絡を

受けた場合は、「設備に求められる状態」を満足しているかどうかの判断を行う。 

３ 統括当直長及び各課長は、予防保全を目的とした点検、工事等の作業を行うため、計画的に別表８

～別表 19 に定める「設備に求められる状態」外に移行する場合は、当該状態を満足しない場合とは見

なさない。 

４ 統括当直長及び各課長は、別表８～別表 19 に定める「設備に求められる状態」を確認するためにあ

らかじめ計画された試験及び検査を実施している期間は、当該状態を満足していないと判断しなくても

よい。 

５ 統括当直長及び燃料管理課長は、別表８～別表 19 に定める「設備に求められる状態」を満足してい

ないと判断した場合は、当該設備の管理担当課長、工場長及び核燃料取扱主任者に報告する。 

６ 統括当直長及び燃料管理課長は、別表８～別表 19 に定める「設備に求められる状態」を満足してい

ないと判断した場合において使用済燃料の再処理を停止する措置等を講じた後に、再度、当該措置を講

じる前の状態に復帰する場合は、その原因に対して必要な措置が講じられていることを確認し、復帰に

ついて核燃料取扱主任者の確認を受けるとともに工場長の承認を得る。 

 

（作業管理） 

第 76 条 （省略） 

２～３（省略） 

４ 各職位は、安全上重要な施設の安全機能に影響を及ぼすおそれのある作業を行う場合は、作業に関

連する設備等の管理担当課長及び統括当直長と協議した上で、次の各号に定める事項を記載した作業

実施計画を作成し、事業部の課長は事業部長の承認を、技術本部の課長は技術本部長の承認を得る。 

  ただし、第 56 条第１項第１号に掲げる設備以外の設備において別表８～別表 19 に定める「設備に

求められる状態」を逸脱せずに作業を実施する場合及び別表８～別表 19 に定める「設備に求められる

状態」を確認するためにあらかじめ計画された試験及び検査を第 26 条第１項の手順書に基づき実施す

る場合は除く。 

(1) 作業の目的 

(2) 作業を行う設備等 

(3) 作業工程 

(4) 作業実施体制 

(5) 作業の内容及び保安上必要な措置 

５ 事業部長及び技術本部長は、前項の計画を承認する場合は、第５条 7.3 適用の対象と判断した工事

については再処理安全委員会に諮問するとともに、その他の作業については核燃料取扱主任者の確認

を受ける。また、技術本部長が承認を行うに当たっては、事業部長と協議する。 
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６ 統括当直長及び燃料管理課長は、予防保全を目的とした作業を実施するため別表８～別表 19 に定め

る「設備に求められる状態」外に移行させる場合においては、当該状態を満足していないと判断した

場合に要求される措置を同表に定める完了時間内に実施する。 

７ 各職位は、第３項及び第４項の作業を実施した場合は、当該設備等が所定の機能を発揮すること又

は発揮し得ることを確認し、核燃料取扱主任者に報告するとともに、第３項及び第４項に基づき協議

した管理担当課長及び統括当直長に通知する。 

８ 前項の各職位は、第４項の作業を実施した場合は、前項の結果及びその評価を、事業部の各職位は

事業部長に、技術本部の各職位は技術本部長及び事業部長に報告する。 

９ 事業部長及び技術本部長は、前項の報告の内容を評価し、是正処置を要すると判断した場合は必要

な措置を講じる。 

以 上 
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資料⑦ 

 1 / 26 

 

   
 

 

 

放射性廃棄物管理及び 

放射線管理について 

再処理施設、廃棄物管理施設、 

加工施設（濃縮）、廃棄物埋設施設 
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1. はじめに 

本資料は、規則類の改正に伴い、2020 年 6 月 1 日に保安規定の変更認可申

請を行った再処理施設、廃棄物管理施設、加工施設（濃縮）及び廃棄物埋設施

設における「放射性廃棄物管理」及び「放射線管理」に係る保安規定へ規定する

事項の考え方、保安規定審査基準への適合について説明するものである。 

本資料は、以下の２部構成とする。 

(１)ARALAの精神に則った放射性廃棄物管理等、放射線測定器の管理、測定

方法等に係る保安規定へ規定する事項の考え方、保安規定審査基準への

適合⇒２．にて説明 

(2)核燃料物質等の事業所内外における運搬に係る保安規定へ規定する事項

の考え方、保安規定審査基準への適合⇒３．にて説明 

 

2. ARALAの精神に則った放射性廃棄物管理等に係る保安規定記載について 

2.1 ALARA の精神に則った放射性廃棄物管理等について（資料２－資料④

No.28、30、31、32、35） 

（再処理規則第17条第1項第9号、第12号、廃棄物管理規則第34条第1項第9号、

第11号、加工規則第8条第1項第9号、第12号、第二種埋設規則第20条第1項第9

号、第13号） 

当社各事業に係る事業許可申請書（再処理施設においては事業指定申請書。

以下、本資料では、事業許可申請書には事業指定申請書を含む。）における

ALARAに関連する記載を別表-1に示す。 

ALARA は個別の保安活動に紐付くものではなく、各保安活動が総合的に相ま

って実現されるものであることから、現状は、一部の事業における保安規定では（基

本方針）として、若しくはそれぞれの保安規定の（作業に伴う放射線管理）に作業に

伴う被ばく低減の管理方法を具体的に記載しているが、事業許可申請書での記載

との関連性および審査基準への適合性を考慮し、各事業の保安規定の「放射性廃

棄物管理」及び「放射線管理」の章にALARA に関する基本方針を記載する。 

なお、ALARA は「放射性廃棄物管理」及び「放射線管理」の各条文の保安活動

が総合的に相まって実現されるものと考えているため、両章の冒頭に基本方針を記

載し、（作業に伴う放射線管理）の条項にALARA に係る保安活動（作業者の受け

る線量を低くするよう放射線防護措置を含む作業方法（計画）を策定すること）を記

載する。 

また、各施設における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理につい

ては、放出する放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低くするように

施設した設備を適切に使用し、処理した放射性気体／液体廃棄物中の放射性物
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質が放出管理目標値を満足することを確認している。 

（以下に再処理施設保安規定の記載例を例示し、別表-２にそれぞれの施設の保

安規定の記載を示す。赤字は今回の変更申請における変更箇所を示す。） 

第６章 放射性廃棄物管理 

（放射性廃棄物管理に係る基本方針） 

第81条 再処理施設における放射性廃棄物に係る保安活動は、放射性物質の放出

による公衆の被ばくを、定められた限度以下であって、かつ、合理的に達成可能

な限り低い水準に保つよう実施する。 

 

（海洋への放出） 

第 86 条 統括当直長は、再処理施設から発生した放射性液体廃棄物を放出する場

合は、海洋放出管の海洋放出口から放出するとともに、次の事項を遵守する。 

(1) 放射性液体廃棄物の海洋放出に起因する線量が、平成 27 年原子力規制委

員会告示第 8 号（核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の

規定に基づく線量限度等を定める告示）（以下「線量告示」という。）第８条に定め

る放射性液体廃棄物の海洋放出に起因する線量限度を超えないようにする。 

(2) 放射性物質の放出量が別表 39 に定める放出管理目標値を超えないようにす

る。 

(3) （省略） 

 

（大気への放出） 

第 88 条 統括当直長は、再処理施設から発生した放射性気体廃棄物を放出する場

合は、別表 41 に定める排気口から放出するとともに、次の事項を遵守する。 

(1) 放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度

が、線量告示第８条に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超

えないようにする。 

(2) 放射性物質の放出量が別表 42 に定める放出管理目標値を超えないようにす

る。 

（第２項以下省略） 

 

第７章 放射線管理 

（放射線管理に係る基本方針） 

第 89 条 再処理施設における放射線管理に係る保安活動は、放射線による従事者

等の被ばくを、定められた限度以下であって、かつ、合理的に達成可能な限り低

い水準に保つよう実施する。 
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（作業に伴う放射線管理） 

第99条 統括当直長及び各課長は、第91 条に定める通常人の立入りを禁止する区

域若しくは第93 条第1 項各号に定める区域において作業を行う場合又は作業に

よって第93 条第1 項各号に定める場所が生じるおそれがある場合は、作業者の

受ける線量を低くするため、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作

業方法を立案し、放射線防護上の措置について放射線安全課長の承認を得る。 

 

2.2. 排気監視設備及び海洋放出監視設備、排水監視設備（資料２－資料④No.30、

31、36、62～65） 

（再処理規則第17条第1項第8号、廃棄物管理規則第34条第1項第8号、加工規則第8

条第1項第8号、第二種埋設規則第20条第1項第8号） 

放出管理に係る設備のうち放射線測定に係るものの使用方法については、保安規

定の「放射性廃棄物管理」の章に測定項目、計測器種類、測定頻度等を記載し、機

能の維持の方法については、保安規定の「放射線管理」の章に記載している。 

（以下に再処理施設保安規定の記載例を例示し、別表-２にそれぞれの施設の保安

規定の記載を示す。） 

（海洋への放出） 

第86条 統括当直長は、再処理施設から発生した放射性液体廃棄物を放出する場

合は、海洋放出管の海洋放出口から放出するとともに、次の事項を遵守する。 

(1)～(3) （省略） 

２ 放射線管理課長は、別表40に基づき放出する放射性液体廃棄物中の放射性物

質濃度を測定し、測定結果を統括当直長に通知する。 

３ 統括当直長は、前項の通知に基づき、放射性物質の放出量を確認する。 

 

（大気への放出） 

第88条 統括当直長は、再処理施設から発生した放射性気体廃棄物を放出する場

合は、別表41に定める排気口から放出するとともに、次の事項を遵守する。 

(1)～(2) （省略） 

２ 放射線管理課長は、別表41に基づき放出する放射性気体廃棄物中の放射性物

質濃度を測定し、測定結果を統括当直長に通知する。 

３ 統括当直長は、前項の通知に基づき、放射性物質の放出量を確認する。 

 

第７章 放射線管理 

（放射線測定器類の管理） 
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第102 条 放射線施設課長は、別表47に定める放射線測定器類を年１回点検し、そ

の機能が正常であることを確認する。 

２ 放射線施設課長は、別表47に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能

となった場合は、すみやかに修理又は代替品を補充する。 

 

2.3 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法（資料２－資料④No. No.30、31、

33、36、37、62～65） 

（再処理規則第17条第1項第10号、廃棄物管理規則第34条第1項第10号、加工規則

第8条第1項第10号、第二種埋設規則第20条第1項第11号） 

放射線測定器（放出管理用計測器、放射線計測器類）の種類、所管箇所、数量及

び機能の維持の方法は、各事業の保安規定の「放射線管理」の章に明記している。 

放射線測定器の使用方法は、保安規定の「放射線管理」の章に場所、測定項目、

測定頻度等を記載することで測定の方法を明示している。 

（以下に再処理施設保安規定の記載例を例示し、別表-２にそれぞれの施設の保安

規定の記載を示す。） 

第７章 放射線管理 

（放射線測定器類の管理） 

第102 条 放射線施設課長は、別表47に定める放射線測定器類を年１回点検し、

その機能が正常であることを確認する。 

２ 放射線施設課長は、別表47に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能

となった場合は、すみやかに修理又は代替品を補充する。 

 

第６章 放射性廃棄物管理 

（海洋への放出） 

第 86 条（前記に同じ） 

 

（大気への放出） 

第 88 条（前記に同じ） 

 

第７章 放射線管理 

（管理区域への出入管理） 

第 95 条（省略） 

２～５（省略） 

６ 放射線安全課長は、管理区域に立ち入る者に対して、次の事項を遵守させる措

置を講じる。 
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(1)～(3) （省略） 

(4) 管理区域内で汚染のおそれのない区域以外の区域から汚染のおそれのない

区域に移動する場合及び汚染のおそれのない区域以外の管理区域から管理

区域外に退出する場合は、身体及び身体に着用している物について表面密度

を確認する。 

７ 放射線安全課長は、前項の退出又は移動に当たって、退出又は移動する者の

身体及び身体に着用している物の表面密度が別表 49 に定める値を超えないよう

な措置を講じる。 

 

（線量当量等の測定） 

第 101 条 放射線安全課長は、管理区域における線量当量等を別表 46 に定めると

ころにより測定する。 

  ただし、人の立入りを禁止する措置を講じた区域については、この限りではな

い。 

２ 放射線安全課長は、前項の測定により異常が認められた場合は、異常に係る設

備等の管理担当課長に連絡するとともにその原因を調査し、放射線防護上必要

な措置を講じる。 

 

（環境監視） 

第 103 条 環境管理課長は、周辺監視区域等における線量当量等を別表 48 に定

めるところにより測定する。 

２ 環境管理課長は、前項の測定により異常が認められた場合及び統括当直長が

第 86 条又は第 88 条に定める放出管理目標値を満足していないと判断した場合

は、環境監視の強化等の措置を講じる。 

３ 環境管理課長は、再処理施設から放出する放射性液体廃棄物及び放射性気体

廃棄物に起因する一般公衆の年間の線量を、第１項の測定結果又は第 86 条及

び第 88 条の放射性物質の放出量に基づき評価する。 

 

 

2.4 保全区域の設定（資料２－資料④No.34） 

（再処理規則第17条第1項第7号、第13号、加工規則第8条第1項第7号、第二種埋設

規則第20条第1項第７号） 

加工施設（濃縮）については、新検査制度に係る事業規則の改正において、保全

区域の設定及び講ずべき措置の要求が追加されたことから、非常用電源設備等の保

安上重要な設備で管理区域以外に設置している場所を取り囲む範囲を特に管理を必
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要とする場所（保全区域）とし、保安規定において加工施設（濃縮）に係る保全区域を

明確にするとともに、区域の管理方法を追加する。 

その他施設に関しては、既認可の保安規定に保全区域（埋設施設においては、埋

設保全区域）及び区域の管理に関する事項を規定している。 

（以下に再処理施設保安規定の記載例を例示し、別表-２にそれぞれの施設の保安

規定の記載を示す。） 

第７章 放射線管理 

（保全区域） 

第 96 条 保全区域は、別図４に示す区域とする。 

２ 警備課長は、前項の保全区域を標識等により区別するほか、必要に応じて立入

制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講じる。 

 

 

2.5 放射性廃棄物の廃棄（環境放射線モニタリング）（資料２－資料④No.37、62～

65） 

（再処理規則第17条第1項第12号、第13号、廃棄物管理規則第34条第1項第11号、

加工規則第8条第1項第12号、第二種埋設規則第20条第1項第1３号） 

周辺環境への放射性物質の影響を確認するための環境放射線モニタリングについ

ては、既認可の保安規定の「放射線管理」の章に記載している。 

なお、廃棄物管理施設は、取り扱う放射性物質がキャニスタに密閉されたガラス固

化体のみであり、放射性物質の放出がほとんど発生したいとの施設の特徴を踏まえ、

事業許可申請書に記載する周辺監視区域境界付近における放射線監視を規定して

いる。 

（以下に再処理施設保安規定の記載例を例示し、別表-２にそれぞれの施設の保安

規定の記載を示す。） 

（環境監視） 

第 103条 環境管理課長は、周辺監視区域等における線量当量等を別表48に定め

るところにより測定する。 

２ 環境管理課長は、前項の測定により異常が認められた場合及び統括当直長が第

86条又は第88条に定める放出管理目標値を満足していないと判断した場合は、環

境監視の強化等の措置を講じる。 

３ 環境管理課長は、再処理施設から放出する放射性液体廃棄物及び放射性気体

廃棄物に起因する一般公衆の年間の線量を、第１項の測定結果又は第86条及び

第88条の放射性物質の放出量に基づき評価する。 
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２

 
保

安
規

定
条

文
（
案

）
 

 
；
今

回
申

請
に

お
け

る
変

更
箇

所
を

赤
字

で
示

す
。

 
 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

（
記

載
な

し
）
 

第
１

章
 

総
 

則
 

 （
基

本
方

針
）
 

第
２

条
の

２
 
廃

棄
物

管
理

施
設

の
保

安
に

係
る

運
用

は
、

安
全

文
化

を
基

礎
と

し
、

Ａ
Ｌ

Ａ
Ｒ

Ａ
の

精
神

（
一

般

公
衆

及
び

従
事

者
の

線
量

を
合

理
的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
）
に

の
っ

と
り

、
核

燃
料

物
質

等

に
よ

る
災

害
防

止
の

た
め

に
適

切
な

品
質

保
証

活
動

の
も

と
保

安
活

動
を

実
施

す
る

。
 

（
記

載
な

し
）
 

第
1
 
章

 
総

則
 

 

（
削

除
）
 

 

第
６

章
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理

 

 （
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
8
1

条
 

再
処

理
施

設
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る

公
衆

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
よ

う
実

施
す

る
。

 

第
５

章
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理

 

 （
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
2
8

条
の

２
 

廃
棄

物
管

理
施

設
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

性
物

質
の

放

出
に

よ
る

公
衆

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
よ

う
実

施
す

る
。

 

第
７

章
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理

 

 （
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
4
2

条
 

加
工

施
設

に
お

け
る

放
射

性
廃

棄
物

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

公
衆

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

こ
と

を
基

本
方

針
と

す
る

。
 

第
7

章
 
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
3
6

条
 
埋

設
施

設
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
に

係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

公

衆
の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保

つ
よ

う
実

施
す

る
。

 

（
海

洋
へ

の
放

出
）
 

第
8
6

条
 

統
括

当
直

長
は

、
再

処
理

施
設

か
ら

発
生

し
た

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、

海
洋

放
出

管
の

海
洋

放
出

口
か

ら
放

出
す

る
と

と

も
に

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

(1
) 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
海

洋
放

出
に

起
因

す
る

線
量

が
、

平
成

2
7

年
原

子
力

規
制

委
員

会
告

示
第

8
号

（
核

原
料

物
質

又
は

核
燃

料

物
質

の
製

錬
の

事
業

に
関

す
る

規
則

等
の

規

定
に

基
づ

く
線

量
限

度
等

を
定

め
る

告
示

）

（
以

下
「
線

量
告

示
」
と

い
う

。
）
第

８
条

に
定

め

る
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

海
洋

放
出

に
起

因

す
る

線
量

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

(2
) 

放
射

性
物

質
の

放
出

量
が

別
表

3
9

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

(3
) 

第
１

放
出

前
貯

槽
及

び
第

２
放

出
前

貯
槽

か

ら
同

時
に

放
出

し
な

い
。

 

（
該

当
な

し
）
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
）
 

第
4
7

条
 

運
転

管
理

課
長

及
び

廃
棄

物
管

理
課

長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
水

口
か

ら
放

出
す

る
。

 

(2
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
放

射
性

液
体

廃
棄

物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

水
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
、

平
成

2
7

年
原

子
力

規
制

委
員

会
告

示
第

８
号

（
核

原
料

物
質

又
は

核
燃

料
物

質
の

製
錬

の
事

業
に

関
す

る
規

則
等

の

規
定

に
基

づ
く

線
量

限
度

等
を

定
め

る
告

示
）

（
以

下
「
線

量
告

示
」
と

い
う

。
）
第

８
条

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

(3
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
処

理
水

ピ
ッ

ト
に

お
け

る
廃

水
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
別

表
1
7

に

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
）
 

第
3
9

条
 

運
営

課
長

は
、

次
の

液
体

を
廃

棄

し
よ

う
と

す
る

場
合

、
放

射
性

液
体

廃
棄

物

と
し

て
管

理
す

る
。

 

(1
) 

埋
設

施
設

の
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
発

生
す

る

液
体

 

(2
) 

排
水

・
監

視
設

備
か

ら
排

水
さ

れ
る

液

体
（
第

3
1

条
第

3
項

に
該

当
す

る
場

合
）
 

2
 

運
営

課
長

は
、

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
水

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周

辺
監

視
区

域
外

の
水

中
の

放
射

性
物

質

濃
度

が
、

線
量

告
示

第
8

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

水
中

の
濃

度
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

２
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
4
0

に
基

づ
き

放
出

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

中
の

放
射

性
物

質
濃

度

を
測

定
し

、
測

定
結

果
を

統
括

当
直

長
に

通
知

す

る
。

 

３
 

統
括

当
直

長
は

、
前

項
の

通
知

に
基

づ
き

、
放

射

性
物

質
の

放
出

量
を

確
認

す
る

。
 

 

定
め

る
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

(4
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
放

射
性

液
体

廃
棄

物

の
年

間
廃

水
量

が
別

表
1
8

に
定

め
る

管
理

目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

(5
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

別
表

2
0

に
定

め
る

測
定

項
目

及
び

測
定

頻
度

に
基

づ
き

、
廃

水
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

を
別

表
2
1

に
示

す
放

出
管

理

用
計

測
器

に
よ

り
測

定
し

、
廃

棄
物

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

 
 

 
た

だ
し

、
別

表
2
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器

で
測

定
す

る
た

め
の

前
処

理
が

実
施

で
き

な
い

こ
と

等
に

よ
り

加
工

施
設

内
で

測
定

で
き

な
い

場

合
は

、
加

工
施

設
外

で
測

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

サ
ン

プ
ル

タ
ン

ク
に

お
け

る
廃

水
中

の

放
射

性
物

質
濃

度
が

別
表

9
に

定
め

る

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
 

3
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
1
0

に
定

め

る
測

定
項

目
及

び
測

定
頻

度
に

基
づ

き
、

廃
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

1
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測
定

し
、

運
営

課
長

に
通

知
す

る
。

 

4
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
廃

水
中

の
放

射

性
物

質
の

年
間

放
出

量
に

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

（
大

気
へ

の
放

出
）
 

第
8
8

条
 

統
括

当
直

長
は

、
再

処
理

施
設

か
ら

発
生

し
た

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、

別
表

4
1

に
定

め
る

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監

視
区

域
外

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
、

線
量

告
示

第
８

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

(2
) 

放
射

性
物

質
の

放
出

量
が

別
表

4
2

に
定

め

る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

    

２
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
4
1

に
基

づ
き

放
出

す
る

放
射

性
気

体
廃

棄
物

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

測
定

し
、

測
定

結
果

を
統

括
当

直
長

に
通

知

す
る

。
 

３
 

統
括

当
直

長
は

、
前

項
の

通
知

に
基

づ
き

、
放

射

性
物

質
の

放
出

量
を

確
認

す
る

。
 

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
）
 

第
3
1

条
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、
排

気
口

か
ら

放
出

す
る

と
と

も
に

、
次

の
事

項
を

遵
守

す
る

。
 

 

（
１

）
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
外

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
、

線
量

告
示

第
８

条
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
よ

う

に
す

る
こ

と
。

 

（
２

）
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

モ

ニ
タ

及
び

冷
却

空
気

出
口

シ
ャ

フ
ト
モ

ニ
タ

に
よ

り

監
視

す
る

と
と

も
に

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
筒

の
排

気
口

に
お

け
る

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

別
表

８
に

定
め

る
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 

２
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
９

に
定

め
る

測
定

項

目
及

び
測

定
頻

度
に

基
づ

き
、

排
気

中
の

放
射

性

物
質

濃
度

を
別

表
1
0

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測
定

し
、

貯
蔵

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

３
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、

排
気

中
の

放
射

性
物

質
の

放

出
に

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
）
 

第
5
1

条
 

運
転

管
理

課
長

及
び

廃
棄

物
管

理
課

長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は

、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。

 

(1
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
気

用
モ

ニ
タ

に
よ

り
監

視

し
、

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
。

 

(2
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

、
線

量
告

示
第

８
条

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
空

気
中

の
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

(3
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
排

気
口

に
お

け
る

排

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
別

表
1
9

に
定

め

る
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

(4
) 

運
転

管
理

課
長

は
、

別
表

2
0

に
定

め
る

測
定

項
目

及
び

測
定

頻
度

に
基

づ
き

、
排

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

を
別

表
2
1

に
示

す
放

出
管

理

用
計

測
器

に
よ

り
測

定
し

、
廃

棄
物

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

 
 

 
た

だ
し

、
別

表
2
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器

で
測

定
す

る
た

め
の

前
処

理
が

実
施

で
き

な
い

こ

と
等

に
よ

り
加

工
施

設
内

で
測

定
で

き
な

い
場

合

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
）
 

第
4
0

条
 

運
営

課
長

は
、

埋
設

施
設

に
お

い

て
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
気

体
を

放
出

し
よ

う
と

す
る

場

合
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

と
し

て
管

理
す

る
。

 

2
 

運
営

課
長

は
、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を

放
出

す
る

場
合

は
、

排
気

口
か

ら
放

出
す

る
と

と
も

に
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

よ
る

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

、
線

量
告

示
第

8
条

に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空

気
中

の
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

排
気

口
に

お
け

る
排

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
別

表
9

に
定

め
る

管
理

目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 

3
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
別

表
1
0

に
定

め

る
測

定
項

目
及

び
測

定
頻

度
に

基
づ

き
、

排
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
を

別
表

1
1

に
示

す
放

出
管

理
用

計
測

器
に

よ
り

測
定

し
、

運
営

課
長

に
通

知
す

る
。
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 1
1
 /

 3
8
 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

は
、

加
工

施
設

外
で

測
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(5
) 

廃
棄

物
管

理
課

長
は

、
別

表
2
0

に
定

め
る

精

密
測

定
の

結
果

か
ら

、
ウ

ラ
ン

の
年

間
放

出
量

を
確

認
す

る
。

 

4
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
排

気
中

の
放

射

性
物

質
の

年
間

放
出

量
に

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

第
７

章
 

放
射

線
管

理
 

 （
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
8
9

条
 

再
処

理
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
線

に
よ

る
従

事
者

等
の

被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
、

か
つ

、

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ

う
実

施
す

る
。

 

第
６

章
 
 
放

射
線

管
理

 

 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
3
1

条
の

２
 

廃
棄

物
管

理
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

、
放

射
線

に
よ

る
従

事
者

等
の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

、

か
つ

、
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
い

水
準

に
保

つ
よ

う
実

施
す

る
。

 

第
８

章
 

放
射

線
管

理
 

 （
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
5
3

条
 

加
工

施
設

に
お

け
る

放
射

線
管

理
に

係
る

保
安

活
動

は
、

放
射

線
に

よ
る

放
射

線
業

務
従

事

者
(一

時
立

入
者

を
含

む
)の

被
ば

く
を

、
定

め
ら

れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理
的

に
達

成
可

能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

こ
と

を
基

本
方

針
と

す
る

。
 

第
8

章
 
 
放

射
線

管
理

 

 

（
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）
 

第
4
1

条
 
埋

設
施

設
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に
係

る

保
安

活
動

は
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の
被

ば
く

を
、

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
か

つ
合

理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実

施
す

る
。

 

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
9
5

条
 

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

の
区

分
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(1

) 
放

射
線

業
務

従
事

者
：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

 
(2

) 
一

時
立

入
者

  
  

  
  

  
  

  
  

：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外
の

者
で

あ
っ

て
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の
随

行
に

よ
り

一
時

的
に

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

２
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に

従
っ

て
指

定
及

び
立

入
承

認
を

行
う

。
 

  
(1

) 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の
指

定
を

行
う

。
 

 
(2

) 
各

職
位

は
、

作
業

ご
と

に
管

理
区

域
へ

の
立

入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
安

全
課

長
に

通
知

し

確
認

を
受

け
る

。
 

３
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従
っ

て

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

 
(1

) 
各

職
位

は
、

一
時

的
に

管
理

区
域

に
立

ち
入

る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

安

全
課

長
に

通
知

す
る

。
 

 
(2

) 
放

射
線

安
全

課
長

は
、

立
入

承
認

を
確

認
し

一

時
立

入
者

の
指

定
を

行
う

と
と

も
に

、
放

射
線

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
3
6

条
  

管
理

区
域

へ
立

ち
入

る
者

の
区

分
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
放

射
線

業
務

従
事

者
：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

（
２

）
一

時
立

入
者

 
：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外
の

者
で

あ
っ

て
、

放
射

線
業

務
従

事

者
の

随
行

に
よ

り
一

時
的

に
管

理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

２
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に

従
っ

て
指

定
及

び
立

入
承

認
を

行
う

。
 

 （
１

）
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の

指
定

を
行

う
。

 

（
２

）
各

職
位

は
、

作
業

ご
と

に
管

理
区

域
へ

の
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

安
全

課
長

に
通

知
し

確
認

を
受

け
る

。
 

３
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従
っ

て

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

（
１

）
各

職
位

は
、

一
時

的
に

管
理

区
域

に
立

ち
入

る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

安
全

課
長

に
通

知
す

る
。

 

（
２

）
放

射
線

安
全

課
長

は
、

立
入

承
認

を
確

認
し

、
一

時
立

入
者

の
指

定
を

行
う

と
と

も
に

、
放

射
線

管

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
5
8

条
 

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

の
区

分
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(1

) 
放

射
線

業
務

従
事

者
：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

 
(2

) 
一

時
立

入
者

：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外
の

者

で
あ

っ
て

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

随
行

に
よ

り
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
入

る
者

 

 ２
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に

従
っ

て
指

定
及

び
立

入
承

認
を

行
う

。
 

  
(1

) 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

線
業

務
従

事
者

の
指

定
を

行
う

。
 

 
(2

) 
各

課
長

は
、

作
業

ご
と

に
管

理
区

域
へ

の
立

入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
管

理
課

長
に

通
知

し

確
認

を
得

る
。

 

３
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従
っ

て

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

 
(1

) 
各

課
長

は
、

一
時

的
に

管
理

区
域

に
立

ち
入

る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行
い

、
放

射
線

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

 
(2

) 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

立
入

承
認

を
確

認
し

一

時
立

入
者

の
指

定
を

行
う

。
 

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
 

第
4
6

条
 

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

の
区

分

は
、

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(1
) 

放
射

線
業

務
従

事
者

：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

ち
入

る
者

 

(2
) 

一
時

立
入

者
：
放

射
線

業
務

従
事

者

以
外

の
者

で
あ

っ
て

、
放

射
線

業
務

従

事
者

の
随

行
に

よ
り

一
時

的
に

管
理

区

域
に

立
ち

入
る

者
 

2
 

放
射

線
業

務
従

事
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
従

っ
て

指
定

及
び

立
入

承
認

を

行
う

。
 

(1
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
放

射
線

業
務

従
事

者
の

指
定

を
行

う
。

 

(2
) 

各
課

長
は

、
作

業
毎

に
管

理
区

域
へ

の

立
入

承
認

を
行

い
、

放
射

線
管

理
課

長

に
通

知
し

確
認

を
受

け
る

。
 

3
 

一
時

立
入

者
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

従
っ

て
、

立
入

承
認

及
び

指
定

を
行

う
。

 

(1
) 

各
課

長
は

、
一

時
的

に
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

つ
い

て
立

入
承

認
を

行

い
、

放
射

線
管

理
課

長
に

通
知

す
る

。
 

(2
) 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
立

入
承

認
を

確
認

し
、

一
時

立
入

者
の

指
定

を
行

う
。
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 1
2
 /

 3
8
 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

管
理

課
長

に
通

知
す

る
。

 

４
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
第

２
項

及
び

前
項

に
よ

る

指
定

及
び

立
入

承
認

を
受

け
た

者
以

外
の

者
を

管
理

区
域

に
立

ち
入

ら
せ

な
い

。
 

５
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理
区

域

に
み

だ
り

に
人

の
立

入
り

が
で

き
な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

６
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者

に
対

し
て

、
次

の
事

項
を

遵
守

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
(1

) 
管

理
区

域
出

入
管

理
室

を
経

由
す

る
。

 

 
 

た
だ

し
、

放
射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

 
(2

) 
個

人
線

量
計

を
着

用
す

る
。

 

 
 

 
た

だ
し

、
第

１
項

第
２

号
に

定
め

る
一

時
立

入
者

で
複

数
の

者
が

立
ち

入
る

場
合

で
あ

っ
て

、
放

射

線
安

全
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に
従

う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

  
(3

) 
管

理
区

域
用

被
服

又
は

放
射

線
安

全
課

長
が

認
め

た
被

服
を

着
用

す
る

。
 

  
 

 
た

だ
し

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

の
み

に

立
ち

入
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

  
(4

) 
管

理
区

域
内

で
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
区

域
か

ら
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

に

移
動

す
る

場
合

及
び

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

管
理

区
域

外
に

退
出

す
る

場
合

は
、

身
体

及
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る

物
に

つ
い

て
表

面
密

度
を

確
認

す
る

。
 

７
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
前

項
の

退
出

又
は

移
動

に
当

た
っ

て
、

退
出

又
は

移
動

す
る

者
の

身
体

及

び
身

体
に

着
用

し
て

い
る

物
の

表
面

密
度

が
別

表

4
9

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

理
課

長
に

通
知

す
る

。
 

４
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
前

二
項

に
定

め
る

指
定

及

び
立

入
承

認
を

受
け

た
者

以
外

の
者

を
管

理
区

域

に
立

ち
入

ら
せ

な
い

。
 

５
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理
区

域

に
み

だ
り

に
人

の
立

入
り

が
で

き
な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

６
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者

に
対

し
て

、
次

の
事

項
を

遵
守

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

（
１

）
管

理
区

域
出

入
管

理
室

を
経

由
す

る
こ

と
。

 

 
た

だ
し

、
放

射
線

安
全

課
長

の
承

認
を

得
て

、
そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

  

（
２

）
個

人
線

量
計

を
着

用
す

る
こ

と
。

 

 
た

だ
し

、
第

１
項

第
２

号
に

定
め

る
一

時
立

入
者

で
複

数
の

者
が

立
ち

入
る

場
合

で
あ

っ
て

、
放

射
線

安
全

課
長

の
承

認
を

得
て

、
そ

の
指

示
に

従
う

場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

（
３

）
管

理
区

域
用

被
服

又
は

放
射

線
安

全
課

長
が

認

め
た

被
服

を
着

用
す

る
こ

と
。

 

 

 
た

だ
し

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

の
み

に
立

ち
入

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

（
４

）
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域

か
ら

退
出

す
る

場
合

は
、

身
体

及
び

身
体

に
着

用

し
て

い
る

物
に

つ
い

て
表

面
密

度
を

確
認

す
る

こ

と
。

 

  ７
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

の
退

出
に

あ
た

っ
て

、
退

出
す

る
者

の
身

体
及

び
身

体
に

着
用

し
て

い
る

物
の

表
面

密
度

が
別

表
1
2

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

 ４
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
第

２
項

及
び

第
３

項
に

よ
る

指
定

及
び

立
入

承
認

を
得

た
者

以
外

の
者

を
管

理
区

域
に

立
ち

入
ら

せ
な

い
。

 

５
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理
区

域

に
み

だ
り

に
人

の
立

入
り

が
で

き
な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

６
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者

に
対

し
て

、
次

の
事

項
を

遵
守

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
(1

) 
所

定
の

管
理

区
域

出
入

口
を

経
由

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

放
射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

 
(2

) 
個

人
線

量
計

を
着

用
す

る
こ

と
。

 

た
だ

し
、

第
１

項
第

２
号

の
一

時
立

入
者

で

複
数

の
者

が
立

入
る

場
合

で
あ

っ
て

、
放

射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

て
、

そ
の

指
示

に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 

 
(3

) 
放

射
線

管
理

課
長

が
認

め
た

被
服

を
着

用
す

る

こ
と

。
 

 

た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
の

み

に
立

ち
入

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

 
(4

) 
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
退

出
す

る
場

合
は

、
身

体
及

び
身

体
に

着
用

し
て

い
る

物
に

つ
い

て
表

面
密

度
の

検
査

を
す

る
こ

と
。

 

  ７
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

の
退

出
に

当
た

っ
て

、

退
出

す
る

者
の

身
体

及
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る

物
の

表
面

密
度

が
別

表
2
2

に
定

め
る

値
を

超
え

な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

 

4
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
前

二
項

に
定

め
る

指
定

及
び

立
入

承
認

を
受

け
た

者
以

外
の

者
を

管
理

区
域

に
立

ち
入

ら
せ

な
い

。
 

5
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
施

錠
等

に
よ

り
管

理
区

域
に

み
だ

り
に

人
の

立
入

り
が

で
き

な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

6
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
管

理
区

域
に

立
ち

入
る

者
に

対
し

て
、

次
の

事
項

を
遵

守
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

(1
) 

管
理

区
域

出
入

管
理

室
を

経
由

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

放
射

線
管

理
課

長
の

承

認
を

得
て

、
そ

の
指

示
に

従
う

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(2
) 

個
人

線
量

計
を

着
用

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、

第
1

項
第

2
号

に
定

め
る

一
時

立
入

者
で

複
数

の
者

が
立

ち
入

る
場

合
で

あ
っ

て
、

放
射

線
管

理
課

長

の
承

認
を

得
て

、
そ

の
指

示
に

従
う

場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(3
) 

管
理

区
域

用
被

服
又

は
放

射
線

管

理
課

長
が

認
め

た
被

服
を

着
用

す
る

こ

と
。

 た
だ

し
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
の

み
に

立
ち

入
る

場
合

は
こ

の
限

り

で
な

い
。

 

(4
) 

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
以

外
の

管
理

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

は
、

身

体
及

び
身

体
に

着
用

し
て

い
る

物
に

つ

い
て

表
面

密
度

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

  

7
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

区
域

以
外

の
管

理
区

域
か

ら
の

退
出

に
当

た
っ

て
、

退
出

す
る

者
の

身
体

及
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る
物

の
表

面
密

度
が

別
表

1
2

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

な
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

 
 

な
お

、
被

服
に

汚
染

が
あ

っ
た

場
合

は
、

第
4
3

条
第

２
項

に
基

づ
き

、
廃

棄
物

前
処

理
室

へ
搬

出

し
、

廃
棄

物
管

理
課

長
へ

引
渡

す
。

 

措
置

を
講

じ
る

。
 

  

（
保

全
区

域
）
 

第
9
6

条
 

保
全

区
域

は
、

別
図

４
に

示
す

区
域

と

す
る

。
 

２
 

警
備

課
長

は
、

前
項

の
保

全
区

域
を

標
識

等
に

よ

り
区

別
す

る
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
て

立
入

制
限

、
か

ぎ
の

管
理

、
物

品
の

持
出

制
限

等
の

措
置

を
講

じ

る
。

 

 

（
該

当
な

し
）
 

（
保

全
区

域
）
 

第
5
9

条
 

保
全

区
域

は
、

別
図

３
に

示
す

区
域

と
す

る
。

 

２
 

警
備

課
長

は
、

前
項

の
保

全
区

域
を

標
識

等
に

よ

り
区

別
す

る
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
て

立
入

制
限

、
か

ぎ
の

管
理

、
物

品
の

持
出

制
限

等
の

措
置

を
講

じ

る
。

 

 

（
埋

設
保

全
区

域
）
 

第
3
5

条
 

埋
設

保
全

区
域

は
、

別
図

3
に

示

す
区

域
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

第
2
1

条
に

基
づ

く
覆

土
が

終
了

す
る

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
は

、
別

図
3

に
示

す
区

域
内

で
設

定
又

は
変

更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

2
 

運
営

課
長

は
、

廃
棄

体
が

定
置

さ
れ

た
廃

棄
物

埋
設

地
に

埋
設

保
全

区
域

を
設

定

し
、

埋
設

保
全

区
域

の
周

囲
に

埋
設

保
全

区
域

で
あ

る
旨

を
示

す
標

識
を

設
け

る
等

の
方

法
に

よ
り

、
明

ら
か

に
他

の
場

所
と

区

別
す

る
。

 

3
 

運
営

課
長

は
、

埋
設

保
全

区
域

を
設

定

又
は

変
更

す
る

場
合

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
。

 

(1
) 

埋
設

保
全

区
域

の
設

定
又

は
変

更
を

行
う

場
合

に
は

、
廃

棄
物

取
扱

主
任

者

の
確

認
を

受
け

る
と

と
も

に
、

事
業

部
長

の
承

認
を

受
け

る
こ

と
。

 

(2
) 

埋
設

保
全

区
域

の
設

定
又

は
変

更
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

廃
棄

物

埋
設

の
事

業
に

関
す

る
業

務
を

行
う

者

に
周

知
す

る
こ

と
。

 

4
 

運
営

課
長

は
、

廃
棄

体
が

定
置

さ
れ

た
廃

棄
物

埋
設

地
の

出
入

口
付

近
に

、
廃

棄

物
埋

設
地

で
あ

る
こ

と
及

び
次

の
事

項
を

表
示

し
た

立
札

等
を

設
置

し
、

常
に

見
や

す
い

状
態

に
し

て
お

く
。

 

(1
) 

放
射

性
廃

棄
物

の
種

類
 

(2
) 

埋
設

を
開

始
し

た
日

及
び

埋
設

を
終

了
し

た
日

 

(3
) 

保
安

の
た

め
の

注
意

事
項

 

5
 

運
営

課
長

は
、

前
項

の
立

札
等

に
表

示
し

た

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
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再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

に
書

換
え

、
そ

の
他

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
9
9
 
条

 
統

括
当

直
長

及
び

各
課

長
は

、
第

9
1
 
条

に
定

め
る

通
常

人
の

立
入

り
を

禁
止

す
る

区
域

若
し

く
は

第
9
3
 
条

第
1
 
項

各
号

に
定

め
る

区
域

に
お

い
て

作
業

を
行

う
場

合
又

は
作

業
に

よ
っ

て
第

9
3
 

条
第

1
 
項

各
号

に
定

め
る

場
所

が
生

じ
る

お
そ

れ

が
あ

る
場

合
は

、
作

業
者

の
受

け
る

線
量

を
低

く
す

る
た

め
、

作
業

に
よ

る
線

量
及

び
作

業
場

の
放

射

線
環

境
に

応
じ

た
作

業
方

法
を

立
案

し
、

放
射

線

防
護

上
の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
安

全
課

長
の

承

認
を

得
る

。
 

（
以

下
略

）
 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
3
9
条

 
各

課
長

等
は

、
管

理
区

域
内

で
作

業
を

行
う

場
合

は
、

作
業

者
の

受
け

る
線

量
を

低
く

す
る

た
め

、

作
業

に
よ

る
線

量
及

び
作

業
場

の
放

射
線

環
境

に

応
じ

た
作

業
方

法
を

立
案

し
、

放
射

線
防

護
上

の
措

置
に

つ
い

て
放

射
線

安
全

課
長

の
承

認
を

得
る

。
 

（
以

下
略

）
 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
6
2
条

 
各

課
長

は
、

管
理

区
域

内
で

作
業

を
行

う
場

合
は

、
作

業
者

の
受

け
る

線
量

を
低

く
す

る
た

め
、

作
業

に
よ

る
線

量
及

び
作

業
場

の
放

射
線

環
境

に

応
じ

た
作

業
方

法
を

立
案

し
、

放
射

線
防

護
上

の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

る
。

 

な
お

、
各

課
長

は
放

射
線

管
理

課
長

の
承

認
後

、

作
業

を
行

う
に

当
た

り
、

作
業

訓
練

を
行

う
。

 

（
以

下
略

）
 

（
作

業
に

伴
う

放
射

線
管

理
）
 

第
4
9
条

 
各

課
長

は
、

管
理

区
域

内
で

作
業

を
行

う
場

合
は

、
作

業
者

の
受

け
る

線
量

を
低

く
す

る
た

め
、

作
業

に
よ

る
線

量
及

び
作

業
場

の
放

射
線

環
境

に

応
じ

た
作

業
方

法
を

立
案

し
、

放
射

線
防

護
上

の

措
置

に
つ

い
て

放
射

線
管

理
課

長
の

承
認

を
得

る
。

 

（
以

下
略

）
 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
1
0
2
 
条

 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

4
7
 
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

を
年

１
回

点
検

し
、

そ
の

機
能

が
正

常
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 ２
 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

4
7
 
に

定
め

る
放

射

線
測

定
器

類
が

、
故

障
等

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

、
す

み
や

か
に

修
理

又
は

代
替

品
を

補

充
す

る
。

 

 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
4
2
条

 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

1
7
 
に

定
め

る

放
射

線
測

定
器

類
を

年
１

回
点

検
し

、
そ

の
機

能
が

正
常

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 ２
 
放

射
線

施
設

課
長

は
、

別
表

1
7
 
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

が
、

故
障

等
に

よ
り

使
用

不
能

と
な

っ
た

場
合

は
、

す
み

や
か

に
修

理
又

は
代

替
品

を
補

充

す
る

。
 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
6
6
条

 
放

射
線

管
理

課
長

、
機

械
保

全
課

長
及

び

電
気

計
装

保
全

課
長

は
、

別
表

2
8
に

定
め

る
放

射

線
測

定
器

類
を

年
1
回

点
検

し
、

そ
の

機
能

が
正

常

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
 
放

射
線

管
理

課
長

、
機

械
保

全
課

長
及

び
電

気

計
装

保
全

課
長

は
、

別
表

2
8
に

定
め

る
放

射
線

測

定
器

類
が

、
故

障
等

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
修

理
又

は
代

替
品

を
補

充
す

る
。

 

（
放

射
線

測
定

器
類

の
管

理
）
 

第
5
2
条

 
放

射
線

管
理

課
長

及
び

運
営

課
長

は
、

別

表
1
6
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

を
年

1
回

点
検

し
、

そ
の

機
能

が
正

常
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 2
 
放

射
線

管
理

課
長

及
び

運
営

課
長

は
、

別
表

1
6
に

定
め

る
放

射
線

測
定

器
類

が
、

故
障

等
に

よ
り

使

用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
修

理
又

は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
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 1
5
 /

 3
8
 

再
処

理
施

設
 

廃
棄

物
管

理
施

設
 

加
工

施
設

（
濃

縮
）
 

廃
棄

物
埋

設
施

設
 

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
1
0
1

条
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
管

理
区

域
に

お

け
る

線
量

当
量

等
を

別
表

4
6

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
測

定
す

る
。

 

 
 

た
だ

し
、

人
の

立
入

り
を

禁
止

す
る

措
置

を
講

じ
た

区
域

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

    ２
 

放
射

線
安

全
課

長
は

、
前

項
の

測
定

に
よ

り
異

常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

異
常

に
係

る
設

備
等

の

管
理

担
当

課
長

に
連

絡
す

る
と

と
も

に
そ

の
原

因

を
調

査
し

、
放

射
線

防
護

上
必

要
な

措
置

を
講

じ

る
。

 

   （
環

境
監

視
）
 

第
 
1
0
3
 
条

 
環

境
管

理
課

長
は

、
周

辺
監

視
区

域
等

に
お

け
る

線
量

当
量

等
を

別
表

4
8
 
に

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
り

測
定

す
る

。
 

２
 
環

境
管

理
課

長
は

、
前

項
の

測
定

に
よ

り
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
及

び
統

括
当

直
長

が
第

8
6
 
条

又
は

第
8
8
 
条

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

、
環

境
監

視
の

強
化

等
の

措
置

を
講

じ
る

。
 

３
 
環

境
管

理
課

長
は

、
再

処
理

施
設

か
ら

放
出

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性
気

体
廃

棄
物

に
起

因
す

る
一

般
公

衆
の

年
間

の
線

量
を

、
第

１

項
の

測
定

結
果

又
は

第
8
6
 
条

及
び

第
8
8
 
条

の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
に

基
づ

き
評

価
す

る
。

 

 

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
4
1
 
条

 
放

射
線

安
全

課
長

は
、

管
理

区
域

に
お

け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
1
5
 
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り

測
定

す
る

。
 

た
だ

し
、

別
表

1
1
 
に

定
め

る
通

常
作

業
時

に
人

の

立
入

り
を

禁
止

す
る

区
域

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

２
 
環

境
管

理
課

長
は

、
周

辺
監

視
区

域
に

お
け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
1
6
 
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
測

定

す
る

。
 

３
 
放

射
線

安
全

課
長

は
、

第
１

項
の

測
定

に
よ

り
異

常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
の

原
因

を
調

査
し

、
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

に
通

報
す

る
。

 

４
 
環

境
管

理
課

長
は

、
第

２
項

の
測

定
に

よ
り

異
常

が

認
め

ら
れ

た
場

合
は

、
環

境
監

視
の

強
化

等
に

よ

り
、

原
因

を
調

査
す

る
と

と
も

に
、

放
射

線
安

全
課

長

に
通

報
す

る
。

 

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
6
5
条

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

管
理

区
域

及
び

周

辺
監

視
区

域
等

に
お

け
る

線
量

当
量

等
を

別
表

2
7

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

測
定

す
る

。
 

      ２
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

前
項

の
測

定
に

よ
り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
の

原
因

を
調

査
し

、
放

射
線

防
護

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

３
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

管
理

区
域

に
お

け
る

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
、

空
気

中
の

放
射

性

物
質

の
濃

度
及

び
床

、
壁

等
の

放
射

性
物

質
の

表

面
密

度
に

つ
い

て
管

理
区

域
入

口
付

近
に

表
示

す

る
。

 

（
線

量
当

量
等

の
測

定
）
 

第
5
1
条

 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

管
理

区
域

、
周

辺

監
視

区
域

境
界

付
近

及
び

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
線

量
当

量
等

を
別

表
1
5
に

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
り

測
定

す
る

。
 

     2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

前
項

の
測

定
に

よ
り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
の

原
因

を
調

査
し

、
異

常
に

係
る

設
備

等
の

管
理

担
当

課
長

に
通

報
す

る
。

 

－405 / 440－



 16 / 38 

【再処理施設保安規定】 

別表 40  放射性液体廃棄物に係る測定項目及び測定頻度（第 86 条関係） 

測 定 項 目 測 定 頻 度 海洋放出監視設備 

Ｈ-3 

放出の都度 

放射能測定器 

Ｉ-129 

Ｉ-131＊ 

 その他核種 

アルファ線を放出する核種＊  

アルファ線を放出しない核種 

Ｐu(α)，Ｐu-241，Ａm(α)及びＣm(α) ＊ 原則として１回／月 

Ｃo-60，Ｒu-106/Ｒh-106，Ｃs-134， 

Ｃs-137/Ｂa-137m， 

Ｃe-144/Ｐr-144m,Pr-144 及びＥu-154＊ 

放出の都度 

Ｓr-90/Ｙ-90＊ 原則として１回／３月 

＊：使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴い発生する放射性液体廃棄物のみを放出す

る場合は除く。 
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別表 41 放射性気体廃棄物に係る測定項目及び測定頻度（第 88 条関係） 

排気筒等 測定項目 測定頻度 排気監視設備 

主排気筒 Ｋr-85 連 続 主排気筒ガスモ

ニタ 

Ｈ-3，Ｃ-14，Ｉ-129，Ｉ-131 

その他核種 

 アルファ線を放出する核種  

 アルファ線を放出しない核種 

原則として１回／週 放射能測定器 

Ｐu(α) 原則として１回／月 放射能測定器 

 Ｒu-106/Ｒh-106及びＣs-137/

Ｂa-137m 

原則として１回／週 

Ｓr-90/Ｙ-90 原則として１回／３月

使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒 

Ｋr-85 連 続 使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気

筒ガスモニタ 

Ｈ-3，Ｉ-129 

その他核種 

 アルファ線を放出しない核種 

原則として１回／週 放射能測定器 

使用済燃料輸送容

器管理建屋換気筒 

その他核種 

 アルファ線を放出しない核種 

原則として１回／週 放射能測定器 

低レベル廃棄物処

理建屋換気筒 

Ｈ-3 

その他核種 

 アルファ線を放出する核種  

 アルファ線を放出しない核種 

原則として１回／週 放射能測定器 

ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ及び第

１ガラス固化体貯蔵

建屋換気筒 

その他核種 

 アルファ線を放出する核種  

 アルファ線を放出しない核種 

原則として１回／週 放射能測定器 

冷却空気出口シャフ

トの排気口 

放射性アルゴン 原則として１回／週 冷却空気出口シ

ャフトモニタ 

 

別表 46 管理区域における線量当量等の測定（第 101 条関係） 

測 定 場 所 測 定 項 目 測定頻度 

 管理区域 

・外部放射線に係る線量当量率＊１，＊２ 

・外部放射線に係る線量当量＊１ 

・空気中の放射性物質の濃度＊３ 

・表面密度＊３ 

毎日操作中１回 

  １回／週 

  １回／週 

  １回／週 

 管理区域境界付近 ・外部放射線に係る線量当量＊１   １回／週 

＊１：線量の算定については、線量告示第 10 条によるものとする。 

＊２：エリアモニタにおいて測定する項目 

＊３：汚染のおそれのない区域は、測定を省略することができる。 
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別表 47 放射線測定器類（第 102 条関係） 

放射線測定器類 数量 

放射線管理用固定式モニタ＊ 

・ガンマ線エリアモニタ 

・ベータ線ダストモニタ 

・アルファ線ダストモニタ 

・中性子線エリアモニタ 

・臨界警報装置 

・主排気筒ガスモニタ 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ 

・冷却空気出口シャフトモニタ 

・排水モニタ 

 

130 台 

44 台 

46 台 

39 台 

９式 

2 系列 

2 系列 

２台 

３台 

エアスニファ 631 台 

放射線サーベイ機器 

・ガンマ線用サーベイメータ 

・中性子線用サーベイメータ 

・アルファ／ベータ線用サーベイメータ 

・ダストサンプラ 

・ガスモニタ 

・ダストモニタ 

 

20 台 

11 台 

16 台 

16 台 

１台 

１台 

放射能測定器  ６台 

退出モニタ  ６台 

ホールボディカウンタ  １台 

環境モニタリング設備 

・モニタリングポスト＊ 

・ダストモニタ 

 

 ９式 

 ９台 

＊：警報装置の作動の確認を含む。 

  

－408 / 440－



 19 / 38 

別表 48 周辺監視区域等における線量当量等の測定（第 103 条関係） 

測定場

所 
測定項目 測定対象及び測定頻度＊1 

周辺監

視区域

境界付

近 

・外部放射線に係る線量率 空間放射線量率 γ 線 連続 

・外部放射線に係る線量当量＊2 積算線量当量 γ線 １回／週 

・外部放射線に係る線量 積算線量 γ線 １回／３月 

・空気中の放射性粒子濃度 浮遊じん 
全 α 放射能、 

全 β 放射能 
連続 

・空気中の放射性粒子濃度 浮遊じん 106Ru，Pu(α) １回／３月 

・陸土中の放射性物質の濃度 表土 

90Sr，106Ru，129I， 
137Cs，Pu(α)， 
241Am，244Cm 

１回／年 

周辺監

視区域

外 

・外部放射線に係る線量率 空間放射線量率 γ 線 連続 

・外部放射線に係る線量 積算線量 γ線 １回／３月 

・空気中の放射性物質の濃度 
気体状 

β放射能濃度 

放射性希ガス 

（主に 85Kr） 
連続 

・空気中の放射性物質の濃度 ヨウ素 131Ｉ １回／週 

・空気中の放射性物質の濃度 大気中湿分 3Ｈ １回／月 

・空気中の放射性粒子濃度 浮遊じん 
全 α 放射能、 

全 β 放射能 
１回／週 

・空気中の放射性粒子濃度 浮遊じん 106Ru，Pu（α） １回／３月 

・飲料水中の放射性物質の濃度 飲料水 
3Ｈ，90Sr，106Ru， 
137Cs，Pu（α） 

１回／３月 

・陸土中の放射性物質の濃度 

表土 

90Sr，106Ru，129Ｉ， 
137Cs，Pu（α）， 
241Am，244Cm 

１回／年 

湖底土 

90Sr ， 137Cs ， Pu

（ α ） ， 241Am ，
244Cm 

・陸上植物中の放射性物質の濃度 

精米 
14 Ｃ ， 106Ru ， Pu

（α） 
１回／年 

根菜 106Ru，Pu（α） 

葉菜 106Ru，Pu（α） 

・畜産物中の放射性物質の濃度 牛乳 106Ru １回／３月 

・海水中の放射性物質の濃度 海水 

3Ｈ，60Co，90Sr， 
106Ru ， 134Cs ，
137Cs， 
144Ce， 154Eu，Pu

（α） 

１回／３月 
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・海底土中の放射性物質の濃度 海底土 

60Co，90Sr，134Cs， 
137Cs ， 144Ce ，
154Eu ， Pu （ α ） ，
241Am，244Cm 

１回／６月 

・海産物中の放射性物質の濃度 

魚類 3Ｈ，106Ru，Pu（α） 

１回／３月 貝類 106Ru，Pu（α） 

海藻類 106Ru，Pu（α） 

・漁網の線量率 漁網 
γ線量率 

β線量率 
１回／３月 

＊１：測定地点を別図６に示す。ただし、当該地点において試料の採取が困難な場合及び測

定器の故障等により測定不能となった場合については、代替措置を第 89 条の規定に定

め、実施するものとする。 

＊２：線量の算定については、線量告示第 10 条によるものとする。  
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【廃棄物管理施設保安規定】 

別表９  放射性気体廃棄物の測定項目及び測定頻度（第 31 条関係） 

測 定 項 目 測定頻度 

 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口に

おける排気中の放射性物質の濃度 

（放射性ｾｼｳﾑ、放射性ﾙﾃﾆｳﾑ） 

原則として１回／週 

確認測定１回／３月 

 冷却空気出口シャフトの排気口における排気中の

放射性物質の濃度 

（放射性ｱﾙｺﾞﾝ） 

原則として１回／週 

 

 

別表 10 放出管理用計測器の種類等（第 31 条関係） 

区  分 種  類 設置場所 

放 射 性 気 体 

廃棄物管理用 

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒モニタ 

北換気筒管理建屋 

冷却空気出口シャフトモニタ 
ガラス固化体貯蔵建屋 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

放射能測定器 ガラス固化体受入れ建屋 

 

 

 

別表 15  管理区域における線量当量等の測定（第 41 条関係） 

測 定 場 所 測定項目 測定頻度 

管理区域 

・外部放射線に係る線量当量率＊１ 

・外部放射線に係る線量当量＊１ 

・空気中の放射性物質の濃度＊２ 

・表面密度＊２ 

毎日操作中１回 

１回／週 

１回／週 

１回／週 

管理区域境界付近 ・外部放射線に係る線量当量＊１ １回／週 

＊１：線量の算定については、線量告示第 10 条によるものとする。 

＊２：汚染のおそれのない区域は、測定を省略することができる。 

 

  

－411 / 440－



 22 / 38 

 

別表 16 周辺監視区域における線量当量等の測定（第 41 条関係） 

測定場所 測定項目 測定頻度 

 

周辺監視区域境界付近 

・外部放射線に係る線量当量 

・外部放射線に係る線量当量* 

・空気中の放射性粒子濃度 

1 回／３月 

1 回／週 

1 回／週 

＊：線量の算定については、線量告示第 10 条によるものとする。 

 

 

別表 17  放射線測定器類（第 42 条関係） 

測定器名 数量 点検責任者 

・放射線管理用固定式モニタ 

・ガンマ線エリアモニタ＊ 

・ベータ線ダストモニタ 

・ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ＊ 

・冷却空気出口シャフトモニタ＊ 

 

９台 

１台 

２台 

２台 

放射線施設課長 

・エアスニファ ２１台 

・放射線サーベイ機器 

・ガンマ線用サーベイメータ 

・中性子線用サーベイメータ 

・アルファ線用サーベイメータ 

・ベータ線用サーベイメータ 

・ダストサンプラ 

 

４台 

２台 

３台 

３台 

１台 

・放射能測定器 ２台 

・退出モニタ ２台 

・ホールボディカウンタ １台 

・環境モニタリング設備 

・ダストサンプラ 

・放射能測定器 

・積算線量計用測定装置 

 

２台 

１台 

１台 

＊：警報装置の作動の確認を含む。 
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【加工施設保安規定（濃縮）】 

別表 20 放射性廃棄物の測定項目及び測定頻度（第 47、51 条関係） 

測定項目 測定頻度 

処理水ピットにおける廃水中の放射性物質濃度（全α） 放出の都度 

処理水ピットにおける廃水中の放射性物質濃度（U） 精密測定 1 回/3 月 

排気口における排気中の放射性物質濃度（全α） 原則として 1 回/週 

排気口における排気中の放射性物質濃度（U） 精密測定 1 回/3 月 

別表 21 放出管理用計測器の種類等（第 47、51 条関係） 

区  分 種  類 設置場所 

放射性液体廃棄物放出管理用 
放射能測定装置 

ウラン濃縮建屋 

放射性気体廃棄物放出管理用 排気用モニタ ウラン濃縮建屋 

 放射能測定装置*  

＊：放射性液体廃棄物放出管理用と共用 
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別表 27 管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等の測定（第 65 条関係） 

測定場所 測定項目 測定頻度 測定担当課長 

管 理 区 域 （ 汚 染

のおそれのない

区 域 以 外 の 区

域） 

・外部放射線に係る線量当量*1 

・外部放射線に係る線量当量率 

・空気中の放射性物質の濃度 

・表面密度 

1 回/週 

1 回/週 

1 回/週 

1 回/週 

 

 

 

 

放射線管理課長 管 理 区 域 （ 汚 染

のおそれのない

区域） 

・外部放射線に係る線量当量*1 

・外部放射線に係る線量当量率 

1 回/週 

1 回/週 

周辺監視区域境

界付近 

・外部放射線に係る線量当量*1 

・空気中の放射性物質の濃度 

・空間放射線量率 

・風向、風速、降雨量、大気温度、

日射量、放射収支量 

1 回/週 

1 回/3 月 

連続*2 

連続*2 

 

周辺監視区域外 ・土壌中の放射性物質の濃度 

・湖沼水中の放射性物質の濃度 

・空気中の放射性物質の濃度 

1 回/3 月 

＊１：線量の算定については、線量告示第 10 条によるものとする。 

＊２：点検等による機器の停止時を除く。 

別表 28 放射線測定器類（第 66 条関係） 

測 定 器 名 数量 点検責任者 

・線量当量率サーベイメータ 

・汚染サーベイメータ 

・ダストサンプラ 

・可搬式 HF 検知警報装置 

・退出モニタ 

・放射能測定装置 

・積算線量計 

・個人線量計 

・モニタリングポスト 

・気象観測機器*1 

6 台 

10 台 

7 台 

7 台 

1 台 

3 台 

1 式 

1 式 

3 式 

1 式 

放射線管理課長 

・エアスニッファ 採取口 65 
機械保全課長及び電気計

装保全課長*2 

・排気用 HF モニタ 2 台 電気計装保全課長 

＊１：風向風速計、温度計、雨雪量計、日射計、放射収支計 

＊２：機械設備は機械保全課長、電気設備及び計装設備は電気計装保全課長 
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【廃棄物埋設施設保安規定】 

別表 10 放射性廃棄物の測定項目及び測定頻度（第 39 条、第 40 条関係） 

測定項目 測定核種 測定頻度 

サンプルタンクにおける廃水

中の放射性物質濃度 

トリチウム 

コバルト 60 

セシウム 137 

放出の都度 

排気口における排気中の放

射性物質濃度 

トリチウム 

コバルト 60 

セシウム 137 

1 回／週 

 

別表 11 放出管理用計測器の種類等（第 39 条、第 40 条関係） 

区分 種類 設置場所 

放射性液体廃棄物放

出管理用 
放射能測定装置 低レベル廃棄物管理建屋 

放射性気体廃棄物放

出管理用 

排気用モニタ 

放射能測定装置＊ 
低レベル廃棄物管理建屋 

＊：放射性液体廃棄物放出管理用と共用。 
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別表 15  管理区域、周辺監視区域境界付近及び周辺監視区域外における線量当量等の測

定（第 51 条関係） 

測 定 場 所 測定項目 測定頻度 測定担当課長 

管理区域：汚染のお

それのない区域以外

の区域 

・外部放射線に係る線量当量＊1 

・空気中の放射性物質の濃度 

・表面密度 

1 回／週 

放射線管理課長 

管理区域：汚染のお

それのない区域 
・外部放射線に係る線量当量＊1 1 回／週 

周辺監視区域境界

付近 
・外部放射線に係る線量当量＊1 1 回／週 

周辺監視区域外 
・湖沼水中の放射性物質の濃度 

（尾駮沼） 
1 回／3 月*2 

＊１：線量の算定については、線量告示第 10 条によるものとする。 

＊２：３月 1 日、6 月 1 日、9 月 1 日及び 12 月 1 日を始期とする各 3 月間 

 

別表 16 放射線測定器類（第 52 条関係） 

測 定 器 名 数 量 点検責任者 

・線量当量率サーベイメータ 

    γ線用サーベイメータ 

・汚染サーベイメータ 

    β線用サーベイメータ 

・ダストサンプラ 

・放射能測定装置 

・積算線量計 

・個人線量計 

 

6 台 

 

4 台 

2 台 

4 台 

1 式 

1 式 

放射線管理課長 

・排気用モニタ 

・エリアモニタ 

1 台 

5 台 
運営課長 
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3. 核燃料物質等の事業所内外における運搬に係る保安規定記載について 

3.1 当社で実施する核燃料物質等の運搬について 

当社の各施設に関連して当社が主体的に実施する主な核燃料輸送物の運搬は以

下のとおりである。 

○事業所外運搬 

返還ガラス固化体：廃棄物管理施設 

六フッ化ウラン（原料ウラン）：加工施設（濃縮） 

Ａ型、Ｌ型、ＩＰ型の運搬物：再処理施設・廃棄物管理施設・加工施設（濃縮） 

○事業所内運搬（管理区域外における運搬） 

ハル・エンドピース：再処理施設 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン：再処理施設 

低レベル濃縮廃液のセメント固化体：再処理施設 

雑固体廃棄物：再処理施設・加工施設（濃縮） 

廃棄体：廃棄物埋設施設 

上記の核燃料物質等の運搬に関し、運搬する核燃料輸送物の特徴を踏まえた運

搬に係る措置の確認方法、独立性の確保の保安規定の規定について説明する。 

 

3.2 核燃料物質等の運搬に係る検査について 

核燃料物質等の運搬においては、要求事項への適合性を検証するために、ホールド

ポイントを適切に設けて、「自主検査等」※１を実施する。 

※1：要求事項への適合性を判定するために事業者が行う合否判定基準のある自主

的な検査等をいう。（品質管理基準規則の解釈第 19 条第 3 項） 

（１）基本的な考え方 

核燃料物質等の運搬の主要プロセス・工程を添付－１～添付－３に示す。新検査制

度導入後においては、核燃料物質等の運搬に係る業務プロセスを従来どおり QMS によ

り適切に管理するとともに、原子力安全上の重要度を踏まえ、運搬物に係る要求事項

（運搬物に対する技術基準）への適合確認をホールドポイントと位置づけ、自主検査等と

整理するとともに、その実施にあたっては、品質管理基準規則第 48 条第 6 項に基づ

き、重要度に応じて信頼性を確保する。 

なお、再処理規則第 14 条第 1 項、廃棄物管理規則第 32 条第 1 項、加工規則第７

条の６第１項、もしくは第二種廃棄物埋設規則第 18 条第１項に基づく措置の実施状況

の運搬前の確認は、運搬に係る業務プロセスにおいて保安のために必要な措置が講じ

られていることを確認する行為であり、自主検査等としない。 
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（２）自主検査等の範囲 

前項の考え方を踏まえ、自主検査等を具体的に整理した結果を以下に示す。 

・返還ガラス固化体の事業所外運搬における、炉規法第 59 条第 1 項に基づく発送

前検査 

・六フッ化ウラン（原料ウラン）の事業所外運搬における、炉規法第 59 条第 1 項に基

づく発送前検査 

・上記以外の事業所外運搬における、外運搬規則適合検査 

 

3.3 自主検査等の信頼性確保の考え方 

収納物の性状や IAEA 規則に定められている収納限度・重要度等を踏まえ、放射線障

害等の公衆へのリスクに応じて、以下のとおり、自主検査等の信頼性を確保する。（添付－

４参照） 

（１）独立性確保の考え方 

核燃料物質を含む放射線障害等の公衆へのリスクが高い返還ガラス固化体並びに六

フッ化ウラン（原料ウラン）の事業所外運搬における発送前検査については、検査を実施

する要員は工事を実施した部門に属する要員と部門を異にする要員とする。 

また、事業所外運搬における、外運搬規則適合検査については、公衆へのリスクが低

いことから、直接の工事担当者からの独立、又は発注者と受注者の関係による独立を確

保する。 

（２）記録の信頼性確保の考え方 

事業所外運搬における発送前検査及び事業所外運搬における外運搬規則適合検査

において、立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性に

ついて、記録確認とする対象業務（データ採取）の実施状況を、独立のグレードに応じた

体制により、抜き打ちにて確認している。 

（３）独立性及び記録の信頼性以外の管理方法の考え方 

事業所外運搬における発送前検査においては、個別案件毎に検査要領書や検査体

制表等を２次文書等に定める方法で作成する。 

また、事業所外運搬における外運搬規則適合検査においては、個別案件ごとに検査

要領書や検査体制表等は作成せず、恒常的な体制により２次文書等に定める方法で実

施する。 
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3.4 審査基準の変更を踏まえた保安規定への規定について（資料２－資料④No.38、39、

40） 

各施設の保安規定審査基準の変更において、核燃料物質等の運搬に関する事項とし

て、工場又は事業所内における核燃料物質の運搬に際して臨界防止以外の保安のため

に講ずべき措置の規定が明確化されるとともに核燃料物質等の工場又は事業所の外への

運搬に関する行為が定められていることが追加された。 

工場又は事業所内における運搬については、各事業規則の「事業所において行われる

運搬」として要求される措置の実施を既認可の保安規定の事業所内運搬に係る条文に規

定していることから、今回の保安規定変更においては、措置の実施状況を運搬前に確認

することを明確にした。 

工場又は事業所の外への運搬については、廃棄物埋設施設は既認可の保安規定にお

いて「外運搬規則」および「核燃料物質等車両運搬規則」で要求される措置の実施（運搬

中に実施するものをのぞく）を規定しており、変更していない。既認可の保安規定において

事業所外への運搬に係る措置を明確に規定していなかった再処理施設ついては、「外運

搬規則」および「核燃料物質等車両運搬規則」で要求される措置の実施（運搬中に実施す

るものをのぞく）を新たに規定するとともに、廃棄物管理施設、加工施設（濃縮）においても

措置内容の追加等、記載の充実化を図った。 

また、廃棄物管理施設および加工施設（濃縮）については、運搬に係る自主検査等とし

て、前 3.2 の整理を踏まえ、返還ガラス固化体及び六フッ化ウラン（原料ウラン）の事業所

外運搬における発送前検査の実施を規定する。当該検査の実施においては、品質管理基

準規則で要求される検査の独立性を確保するため、第 1 項の措置の実施と第２項の検査

を実施する職位を異なる職位とする。 

（それぞれの施設の保安規定の記載を別表に示す。） 

以 上 

 

 

添付－１ 返還ガラス固化体の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

添付－２ 六フッ化ウラン（原料ウラン）の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

添付－３ Ａ型、Ｌ型、ＩＰ型の運搬物の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

（核燃料物質を封入しているものを除く） 

添付－４ 核燃料物質等の運搬における自主検査等の信頼性確保の考え方 
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核燃料物質等の運搬における自主検査等の信頼性確保の考え方 

○事業所外運搬に係る自主検査等の信頼性確保の分類 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 1：発送前検査 

・独立性  ：放射線障害等の公衆へのリスクが高いことから、厳格な独立性を確保し、信頼性を担

保するため、検査を実施する要員は工事を実施した部門に属する要員と部門を異にす

る要員とする。分類 1-1 

放射線障害等の公衆へのリスクが比較的低いことから、直接の工事担当者からの独立、

又は発注者と受注者の関係による独立を確保。分類 1-2 
・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性につい

て、記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じ

た体制により、抜き打ちにて確認している。 

・上記以外：個別案件毎に検査要領書や検査体制表等を作成。 

 

分類 2：外運搬規則適合検査 
・独立性  ：放射線障害等の公衆へのリスクが低いことから、直接の工事担当者からの独立、又は

発注者と受注者の関係による独立を確保。 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性につい

て、記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じ

た体制により、抜き打ちにて確認している。 

・上記以外：個別案件毎に検査要領書や検査体制表等は作成せず、恒常的な体制により 2次文書等

に定める方法で実施。 

分類１ 

分類１－１ 
返還ガラス固化体（B 型） 

分類１－２ 
六フッ化ウラン(原料ウラン)（IP 型）※2 

 A1 値,A2 値※1を超えるものか 

Yes 
No 

 容器承認を取得した容器を 
用いて対象運搬物を運搬するか 

Yes 

No 

 核燃料物質を封入しているか 

Yes 

No 

核燃料物質等の事業所外への運搬 

外運搬規則適合検査 

※1    A1,A2 値は、輸送容器が事故で破損し、その一部が漏えいして、その内容物の一部を人が摂取しても影響を与え
ないよう、IAEA 規則にて定められた収納限度 

※2   分類上は 1-2に該当するが当社においては検査を実施する要員は工事を実施した部門に属する要員と部門を異に
する要員とする予定。 

 

炉規法第 59 条第 1 項に基づく 
発送前検査 

分類２ 
分析用標準核燃料物質（A 型） 

 
等 
 

添付－４ 
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○事業所内運搬に係る自主検査等の信頼性確保の分類 

 

 

分類 3：発送前検査相当 

・独立性  ：公衆への放射線障害リスクが高いことから、厳格な独立性を確保し、信頼性を担保す

るため、検査を実施する要員は工事を実施した部門に属する要員と部門を異にする要

員とする。分類 3-1 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性につい

て、記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じ

た体制により、抜き打ちにて確認している。 

・上記以外：外運搬規則に準じて、個別案件毎に検査要領書や検査体制表等を作成。 

 

 

 

 

 

 

 

※1  A1,A2 値は、輸送容器が事故で破損し、その一部が漏えいして、その内容物の一部を人が摂取しても影響を与えな 
いよう、IAEA 規則にて定められた収納限度 

※3  発電所構外からの搬入に伴う内運搬は除く 

  A1 値,A2 値
※1

を超えるものか 

  設工認に対象容器を用いて 
対象運搬物を運搬するか 

  核燃料物質を封入しているか 

核燃料物質等の事業所内での運搬 

・外運搬に準じて、発送前検査相当を

「自主検査等」と位置付けて実施 

Yes 

Yes 

分類３ 

Yes 

No 

No 

No 

分類３－１ 

ハル・エンドピース 
分類３－２ 

 

自主検査等対象外 

雑固体廃棄物 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン 

低レベル濃縮廃液のセメント固化体 

廃棄体 

日本原燃においては従来から設工認

対象容器を用いて核燃料物質を封入

した事業所内運搬は仕立箇所と独立

した運搬専門部署が実施している 
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質
等

を
事

業
所

に
お

い
て

運
搬
す

る
場
合
は
、
運

搬
先
の

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
標

識
の
取

付
け
等
、
再
処
理

規
則
第

1
4

条
に

定
め

る
運
搬

に
関
す

る
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す
る
。
 

２
 

統
括

当
直

長
及

び
各

課
長
は
、
核
燃

料
物
質

等
を
管
理

区
域

外
へ

移
動

さ
せ

る
場
合

は
、
表
面
密

度
及
び

線
量
当

量
率

が
別

表
4
9
に

定
め

る
値

を
超
え
て

い
な
い

こ
と
に

つ
い

て
放

射
線

安
全

課
長
の

確
認
を
受

け
る
。
 

３
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質
等
を
、
事
業
所

外
か
ら
の

運

搬
に

伴
い

事
業

所
に

お
い

て
運
搬
す
る

場
合
は
、
第

１
項

の
措

置
に

替
え

て
「

核
燃

料
物

質
等
の
工

場
又
は

事
業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る
規
則
」
及

び
「
核
燃

料
物

質
等

車
両

運
搬

規
則

」
に

定
め
る

運
搬
の

技
術
上

の
基
準

に
従

っ
て

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て

い
る

こ
と

を
事

業
所

に
お

け
る
運
搬
前

に
確
認

す
る
。
 

第
６
章

 放
射

線
管

理
 
  

 
 第

５
節

 
物

品
移

動
の

管
理

 

 （
事
業
所

に
お

い
て

行
わ

れ
る

運
搬

）
 

第
4
4
条

 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

に
お

い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
運

搬
先

の
確

認
を

行
う

と
と

も

に
、

標
識

の
取

付
け

等
、

管
理

規
則

第
3
2
条

に
定

め
る

運
搬

に
関

す
る

措
置

を
講

じ
、

運
搬

前
に

措
置

の
実

施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

２
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

管
理

区
域

外
へ

移
動

さ
せ
る

場
合

は
、

表
面

密
度

及
び

線
量

当
量

率
が

別
表

1
8
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
放

射

線
安
全

課
長

の
確

認
を

受
け

る
。

 

３
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を

、
事

業
所

外
か

ら
の

運
搬

に
伴

い
事

業
所

に
お

い
て

運
搬

す
る

場
合

は
、

第

１
項

の
措

置
に

替
え

て
「

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は

事
業

所
の

外
に

お
け

る
運

搬
に

関
す

る
規

則
」

及
び

「
核

燃
料

物
質

等
車

両
運

搬
規

則
」

に
定

め
る

運
搬

の

技
術

上
の

基
準

に
従

っ
て

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措

置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
事

業
所

に
お

け
る

運
搬

前

に
確

認
す

る
。

 

 

第
８

章
 放

射
線

管
理

  
  

 第
5
節

 物
品
移
動

の
管
理

 

 
（

事
業

所
に

お
い

て
行

わ
れ

る
運
搬
）

 

第
68

条
 
各

課
長

は
、

核
燃
料
物
質

等
を
事

業
所
に
お

い

て
運

搬
す

る
場

合
は

、
次

の
措
置

を
講

じ
、
運
搬
前

に
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す
る

。
 

(1
) 
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
し

て
運

搬
す

る
こ

と
。

 

た
だ

し
、
放

射
性

固
体
廃
棄

物
の
放
射

能
濃
度

が

法
令

に
定

め
る

限
度

を
超

え
な

い
場
合

で
あ

っ
て
、

法
令

に
定

め
る

障
害

防
止

の
措

置
を

講
じ

た
場

合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(2
) 
容

器
等

の
車

両
へ

の
積

付
け
に
際

し
て
は
、
運
搬
中

の
移

動
、

転
倒

又
は

転
落

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

 

(3
) 
法

令
に

定
め

る
危

険
物

と
混
載
し

な
い
こ

と
。

 

(4
) 
運

搬
経

路
に

標
識

を
設

け
る
こ
と
、
見
張
り

人
を
配

置
す

る
こ

と
等

の
方

法
に

よ
り

、
関

係
者

以
外

の
者

及
び

他
の

車
両

の
立

ち
入
り

を
制
限
す

る
こ
と

。
 

(5
) 
車

両
を

徐
行

さ
せ

る
と

と
も
に
、
運

搬
行
程

が
長
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

保
安

の
た

め
他

の
車

両
を

伴
走

さ
せ

る
こ

と
。

 

(6
) 
核

燃
料

物
質

等
の

取
扱

い
に
関
し
、
相
当
の

知
識
及

び
経

験
を

有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
、

保
安

の
た

め
に

第
8
章

 放
射

線
管

理
 
 
 
 
 
第

5
節
 
物

品
移
動

の
管
理

 

 
（

事
業
所

に
お
い
て

行
わ
れ

る
運
搬
）

 

第
54

条
 各

課
長
は

、
核

燃
料
物
質

等
を

事
業
所

に
お
い
て

運
搬
す
る

場
合
は
、
運
搬

先
の
確

認
を

行
う
と

と
も
に

、

標
識
の
取

付
け
等
、
埋
設

規
則

第
18

条
に
定
め

る
運
搬

に
関

す
る

措
置

を
講

じ
、

運
搬

前
に

こ
れ

ら
の

実
施

状

況
を
確
認

す
る
。

 

2 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
管

理
区

域
外

へ
移

動
さ

せ
る
場
合

は
、
表
面

密
度
及

び
線
量
当

量
率
が

別
表

17

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

に
つ

い
て

放
射

線

管
理
課
長

の
確
認
を

受
け
る

。
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別
表
 
 
核
燃
料

物
質
の
運
搬
に
係
る
各
施
設
の
保
安
規
定
条
文
（
案
）

 

 3
6 

/ 3
8 

 

再
処
理
施
設

 
廃
棄
物
管
理
施
設

 
加
工
施
設
（
濃
縮
）

 
廃
棄
物
埋
設
施
設

 
必

要
な

監
督

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

 

(7
) 
容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令

に
定

め
る

標
識

を
付

け
る

こ
と

。
 

２
 
各

課
長

は
、
核

燃
料

物
質
等
を
管

理
区
域

外
へ
移
動

さ

せ
る

場
合

は
、

運
搬

前
に

容
器

等
の

線
量

当
量

率
及

び

表
面

密
度

が
別

表
29

に
定

め
る
値

を
超

え
て
い

な
い
こ

と
に

つ
い

て
放

射
線

管
理
課

長
の
確
認

を
得
る

。
 

３
 

各
課

長
は

、
「

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の

外
に

お
け

る
運

搬
に

関
す
る

規
則

」（
以

下
「
外
運

搬
規

則
」
と

い
う

。）
及

び
「

核
燃
料

物
質
等

車
両
運

搬
規
則

」

（
以

下
「

車
両

運
搬

規
則
」
と

い
う

。）
に

定
め
る

運
搬

の
技

術
上

の
基

準
に

従
っ

て
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

運
搬

前
に

確
認

す
る

場

合
は

、
第

１
項

か
ら

第
２
項

に
か
か
わ

ら
ず

、
核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

に
お

い
て
運

搬
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

（
事
業
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
1
0
6
条

 
各

課
長

は
、
核

燃
料
物
質

等
を
事

業
所
外
へ

運

搬
す
る
場

合
は

、
事

業
部

長
の
承
認
を

得
る
。
 

２
 

各
課

長
は

、
核

燃
料

物
質

等
を
事

業
所
外

へ
運
搬
す

る

場
合

は
、
次

の
措

置
を

講
じ
、
運
搬
前

に
措
置

の
実
施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

  

(
1
)
 
「

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

（
事
業
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
4
5
条

 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

外
へ

運

搬
す
る

場
合

は
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

外
へ

運
搬

す
る

場
合

は
、
次

の
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
措

置
の

実
施

状

況
を

確
認

す
る

。
 

  

(
1
)
 
外

運
搬

規
則

に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

し
て

運
搬

（
事

業
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
69

条
  

各
課

長
は

、
核

燃
料
物
質

等
を
事

業
所
外
へ

運

搬
す

る
場

合
は

、
事

業
部
長

の
承
認
を

得
る
。

 

２
 
各

課
長

は
、
運

搬
に

当
た
っ
て
は

外
運
搬

規
則
及
び

車

両
運

搬
規

則
に

定
め

る
核

燃
料

物
質

等
の

区
分

に
応

じ

た
輸

送
物

と
し

て
運

搬
す
る

。
 

３
 
各

課
長

は
、
次

の
措

置
を
講
じ
、
運

搬
前
に

措
置
の

実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

(1
) 
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封
入
さ

れ
て
い

る
こ
と
。

 

（
事

業
所

外
へ

の
運

搬
）

 

 第
5
5
条

 
各

課
長

は
、

核
燃

料
物

質
等

を
事

業
所

外
へ

運
搬

す
る

場
合

は
、

事
業

部
長

の
承

認
を

得
る

と
と

も
に

、
標

識
の

取
付

け
等

、「
核

燃
料

物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

」
及

び
「

核
燃

料
物

質
等

車
両

運

搬
規

則
」
に

定
め

る
運

搬
に

関
す

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

2
 

前
項

に
お

い
て

各
課

長
は

、
表

面
密

度
及

び
線

量
当

量
率

が
別

表
1
7
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
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別
表
 
 
核
燃
料

物
質
の
運
搬
に
係
る
各
施
設
の
保
安
規
定
条
文
（
案
）

 

 3
7 

/ 3
8 

 

再
処
理
施
設

 
廃
棄
物
管
理
施
設

 
加
工
施
設
（
濃
縮
）

 
廃
棄
物
埋
設
施
設

 

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

」
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
し

て
運

搬
す

る
こ

と
。
 

(
2
)
 
「

核
燃

料
物

質
等

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

規
則

」
に

定
め

る
核

燃
料

物
質

等
の

使
用

等
に

必
要

な
書

類
そ

の
他

の
物

品
（

核
燃

料
輸

送
物

の
安

全
性

を
損

な
う

お
そ

れ
の

な
い

も
の

に
限

る
。
）

以
外

の
も

の
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ

と
。
 

(
3
)
 L

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
、
開

封
さ

れ
た

と
き

に
見

や
す

い
位

置
に

法
令

に
定

め
る

表
示

を
有

し
て

い
る

こ

と
。
 

(
4
)
 A

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
、
み

だ
り

に
開

封
さ

れ
な

い
よ

う
に

、
か

つ
、

開
封

さ
れ

た
場

合
に

開
封

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
、

容
易

に
破

れ
な

い
シ

ー
ル

の
貼

付
け

等
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

３
 

各
課

長
は

、
前

項
の

運
搬
に
お
い

て
、
次
の
事

項
（

Ｌ

型
輸

送
物

に
関

し
て

は
第

3
号
を
除
く

。）
に
つ
い

て
放

射
線

安
全

課
長

の
確

認
を

受
け
る
。
 

(
1
)
 
容

器
等

の
表

面
に

お
け

る
線

量
当

量
率

が
別

表
4
9

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い
こ
と
。
 

(
2
)
 容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

別
表

4
9
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 容

器
等

の
表

面
か

ら
1ｍ

離
れ

た
位

置
に

お
け

る

す
る

こ
と

。
 

 (
2
)
 
外

運
搬

規
則

に
定

め
る

核
燃

料
物

質
等

の
使

用
等

に
必

要
な

書
類

そ
の

他
の

物
品

（
核

燃
料

輸
送

物

の
安

全
性

を
損

な
う

お
そ

れ
の

な
い

も
の

に
限

る
。）

以
外

の
も

の
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。
 

  (
3
)
 L

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
、
開

封
さ

れ
た

と
き

に
見

や
す

い
位

置
に

法
令

に
定

め
る

表
示

を
有

し
て

い

る
こ

と
。

 

(
4
)
 A

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
、
み

だ
り

に
開

封
さ

れ
な

い
よ

う
に

、
か

つ
、
開

封
さ

れ
た

場
合

に
開

封
さ

れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
、

容
易

に
破

れ

な
い

シ
ー

ル
の

貼
付

け
等

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て

い
る

こ
と

。
 

３
 各

課
長

は
、
前

項
の

運
搬

に
お

い
て

、
次

の
事

項
（

Ｌ
型

輸
送

物
に

関
し

て
は

第
３

号
を

除
く

）
に

つ
い

て
放

射
線

安
全

課
長

の
確

認
を

受
け

る
。

 

(
1
)
 
容

器
等

の
表

面
に

お
け

る
線

量
当

量
率

が
別

表
1
8

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 容

器
等

の
表

面
密

度
が

別
表

1
8
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 
容

器
等

の
表

面
か

ら
1
ｍ

離
れ

た
位

置
に

お
け

る

  (2
) 
核

燃
料

物
質

等
の

使
用

等
に

必
要

な
書

類
そ

の
他

の
物

品
（

核
燃

料
輸

送
物

の
安

全
性

を
損

な
う

お
そ

れ
の

な
い

物
に

限
る

。）
以
外

の
物
が
収

納
さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。
 

  (3
) L

型
輸

送
物

に
つ

い
て
は

、
開

封
さ

れ
た
と

き
に
見

や
す

い
位

置
に

法
令

に
定

め
る

表
示

を
有

し
て

い
る

こ
と

。
 

(4
) A

型
輸

送
物

に
つ

い
て
は

、
み
だ
り

に
開
封

さ
れ
な

い
よ

う
に

、
か

つ
、

開
封

さ
れ

た
場

合
に

開
封

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
、

容
易

に
破

れ
な

い
シ

ー
ル

の
貼

付
け

等
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

４
 
各

課
長

は
、
運

搬
前

に
容

器
等
の
線

量
当
量

率
及
び
表

面
密

度
が

別
表

29
に

定
め
る

値
を
超
え

て
い
な

い
こ
と

に
つ

い
て

放
射

線
管

理
課

長
の
確
認
を

得
る
。

 

た
だ

し
、
汚

染
の

お
そ

れ
の
な

い
管
理
区

域
か
ら

運
搬

す
る

場
合

は
、
表

面
密

度
に
つ

い
て
の
確

認
を
省

略
で
き

る
。

 

 

こ
と

に
つ

い
て

放
射

線
管

理
課

長
の

確
認

を
受

け

る
。
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別
表
 
 
核
燃
料

物
質
の
運
搬
に
係
る
各
施
設
の
保
安
規
定
条
文
（
案
）

 

 3
8 

/ 3
8 

 

再
処
理
施
設

 
廃
棄
物
管
理
施
設

 
加
工
施
設
（
濃
縮
）

 
廃
棄
物
埋
設
施
設

 

線
量

当
量

率
が

別
表

4
9
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
。

 

線
量

当
量

率
が

別
表

1
8
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い

こ
と

。
 

 

 
（

ガ
ラ
ス

固
化

体
を

納
め

た
輸

送
物

の
運

搬
）

 

第
4
5
条

の
２

 
輸

送
技

術
課

長
は

、
ガ

ラ
ス

固
化

体
を

納

め
た

輸
送

物
を

事
業

所
の

外
に

お
い

て
運

搬
す

る
場

合

は
、
事
前

に
外

運
搬

規
則

に
定

め
る

技
術

上
の

基
準

に
従

っ
て

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

２
 

貯
蔵

管
理

課
長

は
、
前

項
の

運
搬

に
際

し
て

、
輸

送
物

の
確

認
と

し
て

、
運

搬
前

に
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 外

観
検

査
 

(
2
)
 吊

上
げ

検
査

 

(
3
)
 重

量
検

査
 

(
4
)
 表

面
密

度
検

査
 

(
5
)
 線

量
当

量
率

検
査

 

(
6
)
 収

納
物

検
査

 

(
7
)
 温

度
測

定
検

査
 

(
8
)
 気

密
漏

え
い

検
査

 

(
9
)
 圧

力
測

定
検

査
 

 

（
原

料
ウ

ラ
ン

を
納

め
た

輸
送
物
の
運

搬
）

 

第
70

条
 
機

械
保

全
課

長
は

、
原
料

ウ
ラ
ン

を
納
め
た

輸

送
物

を
事

業
所

の
外

に
お

い
て

運
搬

す
る

場
合

は
、

事

前
に

外
運

搬
規

則
に

定
め

る
技

術
上

の
基

準
に

従
っ

て

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措
置

を
講
じ
る

。
 

２
 
保

全
管

理
課

長
は

、
前

項
の
運
搬

に
際
し

て
、
輸
送

物

の
確

認
と

し
て

、
運

搬
前
に

次
の
事
項

を
実
施

す
る
。

 

(1
) 
外

観
検

査
 

(2
) 
固

縛
検

査
 

(3
) 
表

面
密

度
検

査
 

(4
) 
線

量
当

量
率

検
査

 

(5
) 
収

納
物

検
査

 

(6
) 
重

量
検

査
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段階的に定める保安規定の 

制定時期の考え方 
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1 
 

1．はじめに 

本資料は、規則類の改正に伴い、2020 年 6 月 1 日に保安規定の認可申請を行っ

た加工施設（ＭＯＸ）における「段階的に定めるＭＯＸ燃料加工施設保安規定の制定

時期」の基本的な考え方について、説明するものである。 

 

2．制定時期の基本的な考え方 

保安規定審査基準において，「（前略）ただし、加工規則第８条第１項各号に

おいて定められている事項の中には、設置の工事に着手する段階で定めること

が困難であり、かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障が

ない事項が存在することから、核燃料物質を初めて工場若しくは事業所に搬入

するまでの間において適用される保安規定の審査に当たっては、これらの事項

を定める時期が設定されていること及びその時期までにこれらの事項を定める

ことにより、災害の防止上支障がないものと認められることを審査において確

認することとする。」とされている。 

本資料では、表１に保安規定の各章の制定段階を示すとともに、表２に保安規

定審査基準の各条項を受けて定めるべき保安規定の条文とそれらを定める時期

の考え方を整理した。 
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2 

 

表１ 保安規定に段階的に定める事項（その１） 

保安規定目次 
設計及び 

工事段階 

核燃料物質等

の運搬を開始

する前まで 

加工施設の

使用を開始

する前まで 

表２との

対応No. 

第１章 総則     

第１条 目的 ○ ○ ○ － 

第２条 適用範囲 ○ ○ ○ － 

第３条 規定の遵守 ○ ○ ○ － 

第４条 関係法令及び保安規定の遵守の意識の向上 ○ ○ ○ － 

第２章 品質保証     

第５条 品質マネジメントシステム計画 ○ ○ ○ － 

第３章 保安管理体制     

第６条 保安に関する組織 ○ ○ ○ － 

第７条 職務 ○ ○ ○ (1)(20) 

第８条 品質・保安会議の審議事項、構成等 ○ ○ ○ (1) 

第９条 燃料製造安全委員会の審議事項、構成等 ○ ○ ○ (1) 

第10条 安全・品質改革委員会の審議事項、構成等 ○ ○ ○ － 

 核燃料取扱主任者の選任  ○ ○ (1) 

第４章 運転管理     

 操作員の確保  ○ ○ (3)(4) 

 巡視点検  ○ ○ (21) 

 マニュアルの作成  ○ ○ (3) 

 引継及び通知  ○ ○ (3) 

 設備運転開始前の確認事項  ○ ○ (3) 

 試験操作   ○ (21) 

 火災発生時の体制の整備   ○ (4) 

 内部溢水発生時の体制の整備   ○ (4) 

 その他の自然災害発生時の体制の整備   ○ (4) 

 資機材等の整備   ○ (4) 

 重大事故等発生時の体制の整備   ○ (5) 

 大規模損壊発生時の体制の整備   ○ (5) 

 運転上の制限   ○ (21) 

 異常発生時の基本的な対応   ○ (4) 

 異常時の措置   ○ (4) 

 異常収束後の措置   ○ (4) 

第５章 核燃料物質の管理     

 核燃料物質の運搬  ○ ○ (17)(18) 

 核燃料物質の貯蔵  ○ ○ (17) 

第６章 放射性廃棄物管理     

 放射性固体廃棄物の管理   ○ (14) 

 放射性液体廃棄物の管理   ○ (10)(15) 

 放射性気体廃棄物の管理   ○ (10)(15) 

 放出管理用測定器の管理   ○ (10)(15) 

 頻度の定義   ○ (10) 

 
（凡例： 今回申請対象  核燃料物質搬入及び貯蔵段階までに定めるもの      運転段階までに定めるもの      ） 

  

－431 / 440－



3 

 

表１ 保安規定に段階的に定める事項（その２） 

保安規定目次 
設計及び 

工事段階 

核燃料物質等

の運搬を開始

する前まで 

加工施設の

使用を開始

する前まで 

表２との

対応No. 

第７章 放射線管理     

 管理区域の設定及び解除  ○ ○ (6)(11) 

 管理区域内における区域区分  ○ ○ (6)(11) 

 管理区域内における特別措置  ○ ○ (6)(11) 

 管理区域への出入管理  ○ ○ (6)(11) 

 飲食及び喫煙の禁止  ○ ○ (6)(11) 

 保全区域   ○ (7) 

 周辺監視区域  ○ ○ (8)(17) 

 線量の評価  ○ ○ (10)(11) 

 床、壁等の除染   ○ (12) 

 外部放射線に係る線量当量率等の測定  ○ ○ (11)(16) 

 放射線測定機器の管理 
 ○ ○ 

(10)(11) 

(16) 

 管理区域外からの搬入及び運搬  ○ ○ (6)(13) 

 管理区域外等への搬出及び運搬 
 ○ ○ 

(6)(11) 

(13) 

 MOX燃料加工施設外からの運搬  ○ ○ (6)(13) 

 MOX燃料加工施設外への運搬  ○ ○ (6)(13) 

 協力企業への放射線防護  ○ ○ (9) 

第８章 施設管理     

第11条 施設管理に係る計画、実施、評価及び改

善 
○ ○ ○ 

－ 

第12条 施設管理方針及び施設管理目標 ○ ○ ○ － 

第13条 施設管理に係る個別業務計画の策定 ○ ○ ○ － 

第14条 施設管理対象範囲の選定 ○ ○ ○ － 

第15条 施設管理の重要度の設定 ○ ○ ○ － 

第16条 施設管理指標の設定、監視計画の策定及び

監視 
○ ○ ○ 

－ 

第17条 施設管理に関する計画の策定 ○ ○ ○ (10)(16) 

第18条 施設管理の実施 ○ ○ ○ － 

第19条 施設管理の結果の確認・評価 ○ ○ ○ － 

第20条 施設管理活動の不適合管理及び是正処置

並びに未然防止処置 
○ ○ ○ 

－ 

第21条 施設管理の有効性評価 ○ ○ ○ － 

第22条 構成管理 ○ ○ ○ － 

第23条 情報共有 ○ ○ ○ － 

第24条 設計管理 ○ ○ ○ － 

第25条 作業管理 ○ ○ ○ － 

第26条 使用前事業者検査の実施 ○ ○ ○ － 

 定期事業者検査の実施   ○ (21) 

 加工施設の経年劣化に関する技術的な評

価及び長期施設管理方針 
  〇 

(21) 
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4 

 

表１ 保安規定に段階的に定める事項（その３） 

保安規定目次 
設計及び 

工事段階 

核燃料物質等

の運搬を開始

する前まで 

加工施設の

使用を開始

する前まで 

表２との

対応No. 

第９章 緊急時の措置     

 原子力防災組織   ○ (19) 

 原子力防災組織の要員   ○ (19) 

 緊急作業従事者の選定   ○ (19) 

 原子力防災資機材等の整備   ○ (19) 

 通報経路   ○ (19) 

 緊急時演習   ○ (19) 

 通報   ○ (19) 

 緊急時体制の発令   ○ (19) 

 応急措置   ○ (19) 

 緊急時における活動   ○ (19) 

 緊急作業従事者の線量管理等   ○ (19) 

 緊急時体制の解除   ○ (19) 

第10章 保安教育     

第27条 社員等への保安教育 ○ ○ ○ － 

 請負事業者等への保安教育  ○ ○ (2) 

第11章 記録及び報告     

第28条 記録 ○ ○ ○ － 

 報告  ○ ○ (20) 

第12章 加工施設の使用を開始する前までに定

める事項 
   

 

第29条 加工施設の使用を開始する前までに定

める事項 
○ ○  

－ 
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

5 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

冒
頭
文

 
加

工
事

業
者

は
、

核
原

料
物
質
、

核
燃
料

物
質

及
び
原
子

炉
の
規

制
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
２

年
法

律

第
１

６
６

号
。

以
下
「

原
子
炉
等

規
制
法

」
と

い
う
。
）
第

２
２
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
工

場
又

は

事
業

所
ご

と
に

保
安
規

定
を
定
め

、
加
工

施
設

の
設
置
の

工
事
に

着
手

す
る

前
に

原
子

力
規

制
委

員
会

の
認

可
を

受
け

る
こ

と
が
義

務
付
け
ら

れ
て
い

る
。

 

こ
れ

を
受

け
、
認

可
を

受
け
よ
う

と
す
る

加
工

事
業
者
は

、
核
燃

料
物

質
の

加
工

の
事

業
に

関
す

る
規

則

（
昭

和
４

１
年

総
理
府

令
第
３
７

号
。
以

下
「

加
工
規
則

」
と
い

う
。
）

第
８

条
第

１
項

各
号

に
お

い
て

規

定
さ

れ
て

い
る

事
項
に

つ
い
て
定

め
、
申

請
書

を
提
出
す

る
こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

申
請

書
を

受
理
し

た
原

子
力
規
制

委
員
会

は
、

加
工
事
業

者
か
ら

申
請

さ
れ

た
保

安
規

定
に

つ
い

て
、

原

子
炉

等
規

制
法

第
２
２

条
第
２
項

に
定
め

る
認

可
要
件
で

あ
る

 

・
原

子
炉

等
規
制

法
第

１
３
条
第

１
項
若

し
く

は
第
１
６

条
第

１
項

の
許

可
を

受
け

た
と

こ
ろ

又
は

同
条

第
２

項
の

規
定
に

よ
り

届
け
出
た

と
こ
ろ

に
よ

る
も
の
で

な
い

と
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
 

・
核

燃
料

物
質
に

よ
る

災
害
の
防

止
上
十

分
で

な
い
と
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
 

を
確

認
す

る
た
め

の
審

査
を
行
う

こ
と
と

し
て

い
る
。

 

し
た

が
っ

て
、
保

安
規

定
の
審
査

に
お
け

る
基

準
を
明
確

に
す
る

観
点

か
ら

、
保

安
規

定
の

認
可

の
審

査

に
当

た
っ

て
確

認
す
べ

き
事
項
を

次
の
と

お
り

定
め
る
。

 

－
 

（
手

続
き

に
関

す
る

事
項

で
あ

り
，
保
安

規
定

に

記
載

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

た
だ

し
、

加
工
規

則
第

８
条
第
１

項
各
号

に
お

い
て
定
め

ら
れ
て

い
る

事
項

の
中

に
は

、
設

置
の

工
事

に

着
手

す
る

段
階
で

定
め

る
こ
と
が

困
難
で

あ
り

、
か
つ
、

こ
れ
ら

を
そ

の
段

階
で

定
め

て
い

な
く

て
も

災
害

の
防

止
上

支
障
が

な
い

事
項
が
存

在
す
る

こ
と

か
ら
、
核

燃
料
物

質
を

初
め

て
工

場
又

は
事

業
所

に
搬

入
す

る
ま

で
の

間
に
お

い
て

適
用
さ
れ

る
保
安

規
定

の
審
査
に

当
た
っ

て
は

、
こ

れ
ら

の
事

項
を

定
め

る
時

期
が

設
定

さ
れ

て
い
る

こ
と

及
び
そ
の

時
期
ま

で
に

こ
れ
ら
の

事
項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
災

害
の

防
止

上
支

障
が

な
い

も
の
と

認
め

ら
れ
る
こ

と
を
審

査
に

お
い
て
確

認
す
る

こ
と

と
す

る
。

 

第
2
9
条

 
加

工
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
前

ま
で
に

定
め

る

事
項

 

今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

号
【

関
係

法
令
及
び

保
安

規
定

の
遵
守
の

た
め

の
体

制
】

 

１
．

関
係

法
令
及

び
保

安
規
定
の

遵
守
の

た
め

の
体
制
（

経
営
責

任
者

の
関

与
を

含
む

。
）

に
関

す
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、
保

安
規

定
に
基
づ

き
、
要

領
書

、
手
順
書

そ
の
他

保
安

に
関

す
る

文
書

に
つ

い
て

、
重

要

度
等

に
応

じ
て
定

め
る

と
と
も
に

、
こ
れ

を
遵

守
す
る
こ

と
が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
ま

た
、

こ
れ

ら

の
文

書
の

位
置
付

け
が

明
確
に
さ

れ
て
い

る
こ

と
。
特
に

、
経
営

責
任

者
の

積
極

的
な

関
与

が
明

記
さ

れ

て
い

る
こ

と
。

 

第
３

条
 

規
程

の
遵

守
 

今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

第
４

条
 

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

意
識

の
向

上
 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 

２
．

保
安

の
た
め

の
関

係
法
令
及

び
保
安

規
定

の
遵
守
を

確
実
に

行
う

た
め

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

係
る

体
制

が
確

実
に
構

築
さ

れ
て
い
る

こ
と
が

明
確

と
な
っ
て

い
る
こ

と
。

 

第
３

条
 

規
程

の
遵

守
 

第
４

条
 

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

意
識

の
向

上
 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
２

号
【

品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
】

 

１
．

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
（
以

下
「

Ｑ
Ｍ
Ｓ
」

と
い
う
。
）

に
つ

い
て

は
、

原
子

炉
等

規
制

法
第

１
３

条
第

１
項
又

は
第

１
６
条
第

１
項
の

許
可

（
以
下
単

に
「
許

可
」

と
い

う
。
）

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

で
あ
り

、
か

つ
、
原
子

力
施
設

の
保

安
の
た
め

の
業
務

に
係

る
品

質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基

準
に

関
す

る
規
則

（
令

和
２
年
原

子
力
規

制
委

員
会
規
則

第
２
号

。
以

下
「

品
質

管
理

基
準

規
則

」
と

い

う
。
）

及
び

原
子
力

施
設
の
保
安

の
た
め

の
業

務
に
係
る

品
質
管

理
に

必
要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規

則
の

解
釈

（
原
規

規
発

第
１
９
１

２
２
５

７
号

－
２
（
令

和
元
年

１
２

月
２

５
日

原
子

力
規

制
委

員
会

決

定
）
。

以
下

「
品
質

管
理
基
準
規

則
解
釈

」
と

い
う
。
）
を

踏
ま
え

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

２
．

具
体

的
に
は

、
保

安
活
動
の

計
画
、

実
施

、
評
価
及

び
改
善

に
係

る
組

織
及

び
仕

組
み

に
つ

い
て

、
安

全
文

化
の

育
成
及

び
維

持
の
体
制

や
手
順

書
等

の
位
置
付

け
を
含

め
て

、
加

工
施

設
の

保
安

活
動

に
関

す

る
管

理
の

程
度
が

把
握

で
き
る
よ

う
に
定

め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

ま
た

、
そ

の
内

容
は

、
原

子
力

安
全

に

対
す

る
重

要
度
に

応
じ

て
、
そ
の

適
用
の

程
度

を
合
理
的

か
つ
組

織
の

規
模

に
応

じ
た

も
の

と
し

て
い

る

と
と

も
に

、
定
め

ら
れ

た
内
容
が

、
合
理

的
に

実
現
可
能

な
も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 

３
．

そ
の

際
、
要

求
事

項
を
個
別

業
務
に

展
開

す
る
具
体

的
な
体

制
及

び
方

法
に

つ
い

て
明

確
に

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

こ
の
具

体
的

な
方
法
に

つ
い
て

保
安

規
定
の
下

位
文
書

も
含

め
た

文
書

体
系

の
中

で
定

め
る

場

合
に

は
、

当
該
文

書
体

系
に
つ
い

て
明
確

に
さ

れ
て
い
る

こ
と
。

 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 

４
．

手
順

書
等
の

保
安

規
定
上
の

位
置
付

け
に

関
す
る
こ

と
に
つ

い
て

は
、

要
領

書
、

手
順

書
そ

の
他

保
安

に
関

す
る

文
書
に

つ
い

て
、
こ
れ

ら
を
遵

守
す

る
た
め
に

、
重
要

度
等

に
応

じ
て

、
保

安
規

定
及

び
そ

の

２
次

文
書

、
３
次

文
書

等
と
い
っ

た
Ｑ
Ｍ

Ｓ
に

係
る
文
書

の
階
層

的
な

体
系

に
お

け
る

位
置

付
け

が
明

確

に
さ

れ
て

い
る
こ

と
。

 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 

５
．

内
部

監
査
の

仕
組

み
に
つ
い

て
は
、

許
可

を
受
け
た

と
こ
ろ

に
よ

り
、

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

の
あ

る
事

故
（

設
計
基

準
事

故
を
除
く
。
）
又
は

重
大
事
故
（

以
下
「

重
大

事
故

等
」

と
総

称
す

る
。
）

が
発

生

し
な

い
と

評
価
さ

れ
た

場
合
に
お

い
て
は

、
品

質
管
理
基

準
規
則

第
４

６
条

第
１

項
及

び
品

質
管

理
基

準

規
則

解
釈

第
４
６

条
１

の
規
定
に

基
づ
き

、
内

部
監
査
の

対
象
に

関
与

し
て

い
な

い
要

員
に

実
施

さ
せ

る

こ
と

と
し

て
も
よ

い
。

 

－
 

（
該

当
し

な
い

た
め

、
保

安
規

定
に

記
載

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
．

加
工

施
設
に

係
る

保
安
の
た

め
に
講

ず
べ

き
措
置
に

必
要
な

組
織

及
び

各
職

位
の

職
務

内
容

が
定

め
ら

第
６

条
 

保
安

に
関

す
る

組
織

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

6 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

１
項
第
３

号
【

加
工

施
設
の
操

作
及

び
管

理
を
行
う

者
の

職
務

及
び
組
織

】
 

れ
て

い
る

こ
と
。

 
第

７
条

 
職

務
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
４

号
【

核
燃

料
取
扱
主

任
者

の
職

務
の
範
囲

等
】

 

１
．

加
工

施
設
の

核
燃

料
物
質
の

取
扱
い

に
関

し
、
保
安

の
監
督

を
行

う
核

燃
料

取
扱

主
任

者
の

選
任

に
つ

い
て

定
め

ら
れ
て

い
る

こ
と
。

 

－
 

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
選

任
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

加
工
施
設

の
使
用

に
関

す
る
保
安

の
監
督

に
つ

い
て

は
、
核
燃

料
物
質

等
の

搬
入
以
降

に
生
じ

る
こ

と
か

ら
、
核
燃

料
取
扱

主
任

者
の
選
任

・
職
務

に
つ

い
て
は

核
燃
料
物

質
等
の

運
搬

を
開
始
す

る
前
ま

で
に

定
め

る
。

 

(
1
)
 

２
．

核
燃

料
取
扱

主
任

者
が
保
安

の
監
督

の
責

務
を
十
分

に
果
た

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
原

子
炉

等
規

制
法
第

２
２

条
の
４
第

１
項
に

規
定

す
る
要
件

を
満
た

す
こ

と
を

含
め

、
職

務
範

囲
及

び
そ

の

内
容

（
加

工
設
備

の
操

作
に
従
事

す
る
者

は
、

核
燃
料
取

扱
主
任

者
が

保
安

の
た

め
に

行
う

指
示

に
従

う

こ
と

を
含

む
。
）
に

つ
い
て
適
切

に
定
め

ら
れ

て
い
る
こ

と
。
ま

た
、

核
燃

料
取

扱
主

任
者

が
保

安
の

監

督
を

適
切

に
行
う

上
で

、
必
要
な

権
限
及

び
組

織
上
の
位

置
付
け

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

品
質

・
保

安
会

議
の

審
議

事
項

、
構

成
等

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

－
 

燃
料

製
造

安
全

委
員

会
の

審
議

事
項

、
構

成
等

 

－
 

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
選

任
 

－
 

職
務

 

３
．

特
に

、
核
燃

料
取

扱
主
任
者

が
保
安

の
監

督
に
支
障

を
来
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

上
位

者
等

と
の

関
係

に
お

い
て

独
立
性

が
確

保
さ
れ
て

い
る
こ

と
。

な
お
、
必

ず
し
も

加
工

施
設

の
保

安
組

織
か

ら
核

燃
料

取

扱
主

任
者

が
独
立

し
て

い
る
こ
と

が
求
め

ら
れ

る
も
の
で

は
な
い

。
 

－
 

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
選

任
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
５

号
【

保
安

教
育
】

 

１
．

加
工

施
設
の

操
作

及
び
管
理

を
行
う

者
（

役
務
を
供

給
す
る

事
業

者
に

属
す

る
者

を
含

む
。

以
下

「
従

業
員

」
と

い
う
。
）

に
つ
い
て
、

保
安
教

育
実

施
方
針
が

定
め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

第
2
7
条

 
社

員
等

へ
の

保
安

教
育

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

－
 

請
負

事
業

者
等

へ
の

保
安

教
育

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

請
負
事
業

者
へ
の

保
安

教
育
は
，

核
燃
料

物
質

等
に
よ

る
災
害
の

可
能
性

が
生

じ
る
核
燃

料
物
質

等
の

運
搬
を

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

(
2
)
 

２
．

従
業

員
に
つ

い
て

、
保
安
教

育
実
施

方
針

に
基
づ
き

、
保
安

教
育

実
施

計
画

を
定

め
、

計
画

的
に

保
安

教
育

を
実

施
す
る

こ
と

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

 

第
2
7
条

 
社

員
等

へ
の

保
安

教
育

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

－
 

請
負

事
業

者
等

へ
の

保
安

教
育

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

請
負
事
業

者
へ
の

保
安

教
育
は
，

核
燃
料

物
質

等
に
よ

る
災
害
の

可
能
性

が
生

じ
る
核
燃

料
物
質

等
の

運
搬
を

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

(
2
)
 

３
．

従
業

員
に
つ

い
て

、
保
安
教

育
実
施

方
針

に
基
づ
い

た
保
安

教
育

実
施

状
況

を
確

認
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ
と

。
 

第
2
7
条

 
社

員
等

へ
の

保
安

教
育

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

－
 

請
負

事
業

者
等

へ
の

保
安

教
育

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

請
負
事
業

者
へ
の

保
安

教
育
は
，

核
燃
料

物
質

等
に
よ

る
災
害
の

可
能
性

が
生

じ
る
核
燃

料
物
質

等
の

運
搬
を

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

(
2
)
 

４
．

保
安

教
育
の

内
容

に
つ
い
て

、
関
係

法
令

及
び
保
安

規
定
へ

の
抵

触
を

起
こ

さ
な

い
こ

と
を

徹
底

す
る

観
点

か
ら

、
具
体

的
な

保
安
教
育

の
内
容

、
そ

の
見
直
し

の
頻
度

等
に

つ
い

て
明

確
に

定
め

ら
れ

て
い

る

こ
と

。
 

第
2
7
条

 
社

員
等

へ
の

保
安

教
育

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

－
 

請
負

事
業

者
等

へ
の

保
安

教
育

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

請
負
事
業

者
へ
の

保
安

教
育
は
，

核
燃
料

物
質

等
に
よ

る
災
害
の

可
能
性

が
生

じ
る
核
燃

料
物
質

等
の

運
搬
を

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

(
2
)
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
６

号
【

加
工

施
設
の
操

作
を

行
う

体
制
、
確

認
す

べ
き

事
項
、
異

状
が

あ
っ

た
場
合
の

措
置

等
】

 

１
．

加
工

施
設
の

操
作

に
必
要
な

操
作
員

の
確

保
に
つ
い

て
定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
操

作
員

の
確

保
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

核
燃
料
物

質
等
の

運
搬

に
係
る
取

扱
設
備

及
び

貯
蔵
設

備
に
関
す

る
業
務

が
発

生
す
る
核

燃
料
物

質
等

の
運
搬

を
開
始
す

る
前
ま

で
に

定
め
る
。

 

(
3
)
 

２
．

加
工

施
設
の

操
作

及
び
管
理

に
係
る

組
織

内
規
程
類

を
作
成

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

 

３
．

核
燃

料
物
質

の
臨

界
管
理
に

つ
い
て

定
め

ら
れ
て
い

る
こ
と

。
 

－
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

 

４
．

操
作

員
の
引

継
時

に
実
施
す

べ
き
事

項
に

つ
い
て
定

め
ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
引

継
及

び
通

知
 

５
．

加
工

設
備
の

操
作

前
及
び
操

作
後
に

確
認

す
べ
き
事

項
並
び

に
操

作
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と
。

 

－
 

設
備

運
転

開
始

前
の

確
認

事
項

 

－
 

試
験

操
作

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

に
関

す
る
こ
と

で
あ
る

た
め

、
加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま
で

に
定
め

る
。

 

(
2
1
)
 

－
 

運
転

上
の

制
限

 

６
．

地
震

、
火
災

等
の

発
生
時
に

講
ず
べ

き
措

置
に
つ
い

て
定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
異

常
発

生
時

の
基

本
的

な
対

応
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

以
降

か
ら
地
震

、
火
災

等
に

よ
る
加

工
施
設
へ

の
波
及

的
影

響
が
生
じ

う
る
こ

と
か

ら
、
加

工
施
設
の

使
用
を

開
始

す
る
前
ま

で
に
定

め
る

。
 

(
4
)
 

－
 

異
常

時
の

措
置

 

－
 

異
常

収
束

後
の

措
置

 

－
 

火
災

発
生

時
の

体
制

の
整

備
 

－
 

内
部

溢
水

発
生

時
の

体
制

の
整

備
 

－
 

そ
の

他
の

自
然

災
害

発
生

時
の

体
制

の
整

備
 

－
 

資
機

材
等

の
整

備
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制
の

整
備

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

重
大
事
故

等
又
は

大
規

模
損
壊
の

発
生
リ

ス
ク

が
生
じ

る
加
工
施

設
の
使

用
を

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

(
5
)
 

－
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

 

７
．

加
工

施
設
の

保
安

に
関
す
る

重
要
事

項
及

び
加
工
施

設
の
保

安
運

営
に

関
す

る
重

要
事

項
を

審
議

す
る

委
員

会
の

設
置
、

構
成

及
び
審
議

事
項
に

つ
い

て
定
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

 

第
８

条
 

品
質

・
保

安
会

議
の

審
議

事
項

、
構

成
等

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

第
９

条
 

燃
料

製
造

安
全

委
員

会
の

審
議

事
項

、
構

成
等

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

第
1
0
条

 
安

全
・

品
質

改
革

委
員

会
の

審
議

事
項
、

構
成

等
 

今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
７

号
【

管
理

１
．

管
理

区
域
を

明
示

し
、
管
理

区
域
に

お
け

る
他
の
場

所
と
区

別
す

る
た

め
の

措
置

を
定

め
、

管
理

区
域

の
設

定
及

び
解
除

に
お

い
て
実
施

す
べ
き

事
項

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

 

－
 

管
理

区
域

の
設

定
及

び
解

除
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

核
燃
料
物

質
等
の

搬
入

以
降
か
ら

管
理
区

域
を

設
定

（
貯
蔵
施

設
）
す

る
た

め
、
核
燃

料
物
質

等
の

運
搬
を

(
6
)
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

7 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

区
域
、
保

全
区

域
及

び
周
辺
監

視
区

域
の

設
定
等
】

 

２
．

管
理

区
域
内

の
区

域
区
分
に

つ
い
て

、
汚

染
の
お
そ

れ
の
な

い
管

理
区

域
及

び
そ

れ
以

外
の

管
理

区
域

に
つ

い
て

表
面
汚

染
密

度
及
び
空

気
中
の

放
射

性
物
質
濃

度
の
基

準
値

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

管
理

区
域

内
に

お
け

る
区

域
区

分
 

で
 

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

３
．

管
理

区
域
内

に
お

い
て
特
別

措
置
が

必
要

な
区
域
に

つ
い
て

講
ず

べ
き

措
置

を
定

め
、

特
別

措
置

を
実

施
す

る
外

部
放
射

線
に

係
る
線
量

当
量
率

、
空

気
中
の
放

射
性
物

質
濃

度
及

び
床

、
壁

そ
の

他
人

の
触

れ

る
お

そ
れ

の
あ
る

物
の

表
面
汚
染

密
度
の

基
準

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

 

－
 

管
理

区
域

内
に

お
け

る
特

別
措

置
 

４
．

管
理

区
域
へ

の
出

入
管
理
に

係
る
措

置
事

項
が
定
め

ら
れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

管
理

区
域

へ
の

出
入

管
理

 

５
．

管
理

区
域
か

ら
退

出
す
る
場

合
等
の

表
面

汚
染
密
度

の
基
準

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

管
理

区
域

へ
の

出
入

管
理

 

６
．

管
理

区
域
へ

出
入

り
す
る
者

に
遵
守

さ
せ

る
べ
き
事

項
及
び

こ
れ

を
遵

守
さ

せ
る

措
置

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

飲
食

及
び

喫
煙

の
禁

止
 

７
．

管
理

区
域
か

ら
物

品
又
は
核

燃
料
物

質
等

の
搬
出
及

び
運
搬

を
す

る
際

に
講

ず
べ

き
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

管
理

区
域

外
か

ら
の

搬
入

及
び

運
搬

 

－
 

管
理

区
域

外
等

へ
の

搬
出

及
び

運
搬

 

－
 

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
外

か
ら

の
運

搬
 

－
 

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
外

へ
の

運
搬

 

８
．

保
全

区
域
を

明
示

し
、
保
全

区
域
に

つ
い

て
の
管
理

措
置
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
保

全
区

域
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

保
全
区
域

を
設
定

す
る

加
工
施
設

の
使
用

を
開

始
す
る

ま
で
に
定

め
る
。

 

(
7
)
 

－
 

保
全

区
域

図
 

９
．

周
辺

監
視
区

域
を

明
示
し
、

業
務
上

立
ち

入
る
者
を

除
く
者

が
周

辺
監

視
区

域
に

立
ち

入
ら

な
い

よ
う

に
制

限
す

る
た
め

に
講

ず
べ
き
措

置
が
定

め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

 

－
 

周
辺

監
視

区
域

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

周
辺
監
視

区
域
の

設
定

に
よ
る
立

入
制
限

が
必

要
と
な

る
核
燃
料

物
質
等

の
運

搬
を
開
始

す
る
前

ま
で

に
定
め

る
。

 

(
8
)
 

１
０

．
役

務
を
供

給
す

る
事
業
者

に
対
し

て
遵

守
さ
せ
る

放
射
線

防
護

上
の

必
要

事
項

及
び

こ
れ

を
遵

守
さ

せ
る

措
置

が
定
め

ら
れ

て
い
る
こ

と
。

 

－
 

協
力

会
社

へ
の

放
射

線
防

護
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

請
負
事
業

者
に
よ

る
管

理
区
域
内

作
業
に

係
る

放
射
線

防
護
が
必

要
と
な

る
核

燃
料
物
質

等
の
運

搬
を

開
始
す

る
前
ま
で

に
定
め

る
。

 

(
9
)
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
８

号
【

排
気

監
視
設
備

及
び

排
水

監
視
設
備

】
 

１
．

放
射

性
気
体

廃
棄

物
及
び
放

射
性
液

体
廃

棄
物
の
放

出
物
質

濃
度

の
測

定
等

の
放

出
管

理
に

係
る

設
備

の
設

置
及

び
機
能

の
維

持
の
方
法

並
び
に

そ
の

使
用
方
法

が
定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

放
出
管
理

す
べ
き

放
射

性
気
体
廃

棄
物
及

び
放

射
性
液

体
廃
棄
物

が
発
生

す
る

加
工
施
設

の
使
用

を
開

始
す
る

前
ま
で
に

定
め
る

。
 

(
1
0
)
 

－
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
 

－
 

放
出

管
理

用
測

定
器

の
管

理
 

２
．

こ
れ

ら
の
設

備
の

機
能
の
維

持
の
方

法
に

つ
い
て
は

、
施
設

全
体

の
管

理
方

法
の

一
部

と
し

て
、

第
１

６
号

に
お

け
る
施

設
管

理
に
関
す

る
事
項

と
併

せ
て
定
め

ら
れ
て

い
て

も
よ

い
。

ま
た

、
こ

れ
ら

の
設

備

の
う

ち
放

射
線
測

定
に

係
る
も
の

の
使
用

方
法

に
つ
い
て

は
、
施

設
全

体
の

管
理

方
法

の
一

部
と

し
て

、

第
１

０
号

に
お
け

る
放

射
線
測
定

器
の
管

理
及

び
放
射
線

測
定
の

方
法

に
関

す
る

事
項

と
併

せ
て

定
め

ら

れ
て

い
て

も
よ
い

。
 

－
 

放
射

線
測

定
機

器
の

管
理

 

－
 

頻
度

の
定

義
 

－
 

施
設

管
理

に
関

す
る

計
画

の
策

定
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
９

号
【

線

量
、
線
量

当
量

、
汚

染
の
除
去

等
】

 

１
．

放
射

線
業
務

従
事

者
が
受
け

る
線
量

に
つ

い
て
、
線

量
限
度

を
超

え
な

い
た

め
の

措
置

（
個

人
線

量
計

の
管

理
の

方
法
を

含
む

。
）
が
定
め

ら
れ
て

い
る
こ
と
。

 

－
 

線
量

の
評

価
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
に
伴
う

線
量
管

理
の

措
置
が

発
生
す
る

核
燃
料

物
質

等
の
運
搬

を
開
始

す
る

前
ま
で

に
定
め
る

。
 

(
1
1
)
 

－
 

放
射

線
測

定
機

器
の

管
理

 

２
．

国
際

放
射
線

防
護

委
員
会
（

Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｐ
）

が
１
９
７

７
年
勧

告
で

示
し

た
放

射
線

防
護

の
基

本
的

考
え

方
を

示
す

概
念
（
a
s
 
l
o
w
 
a
s
 
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
 
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
。
以
下

「
Ａ

Ｌ
Ａ

Ｒ
Ａ

」
と

い
う

。
）

の
精

神

に
の

っ
と

り
、
放

射
線

業
務
従
事

者
が
受

け
る

線
量
を
管

理
す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

線
量

の
評

価
 

３
．

加
工

規
則
第

７
条

の
２
の
９

に
基
づ

く
床

、
壁
等
の

除
染
を

実
施

す
べ

き
表

面
汚

染
密

度
の

明
確

な
基

準
が

定
め

ら
れ
て

い
る

こ
と
。

 

－
 

床
、

壁
等

の
除

染
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
に
伴
う

汚
染
拡

大
防

止
等
の

措
置
が
発

生
す
る

加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま

で
に
定
め

る
。

 

(
1
2
)
 

４
．

管
理

区
域
及

び
周

辺
監
視
区

域
境
界

付
近

に
お
け
る

線
量
当

量
率

等
の

測
定

に
関

す
る

事
項

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と
。

 

－
 

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
に
伴
う

線
量
管

理
の

措
置
が

発
生
す
る

核
燃
料

物
質

等
の
運
搬

を
開
始

す
る

前
ま
で

に
定
め
る

。
 

(
1
1
)
 

５
．

管
理

区
域
内

で
汚

染
の
お
そ

れ
の
な

い
区

域
に
物
品

又
は
核

燃
料

物
質

等
を

移
動

す
る

際
に

講
ず

べ
き

事
項

が
定

め
ら
れ

て
い

る
こ
と
。

 

－
 

管
理

区
域

外
等

へ
の

搬
出

及
び

運
搬

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
に
伴
う

線
量
管

理
及

び
汚
染

拡
大
防
止

等
の
措

置
が

発
生
す
る

核
燃
料

物
質

等
の
運

搬
を
開
始

す
る
前

ま
で

に
定
め
る

。
 

(
1
3
)
 

６
．

核
燃

料
物
質

等
（

新
燃
料
及

び
放
射

性
固

体
廃
棄
物

を
除
く
。
）

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

へ
の

運
搬

に
関

す
る

行
為
（

工
場

又
は
事
業

所
の
外

で
の

運
搬
中
に

関
す
る

も
の

を
除

く
。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
な

お
、
こ

の
事

項
は
、
第

１
１
号

又
は

第
１
２
号

に
お
け

る
運

搬
に

関
す

る
事

項
と

併
せ

て
定

め

ら
れ

て
い

て
も
よ

い
。

 

－
 

管
理

区
域

外
か

ら
の

搬
入

及
び

運
搬

 

－
 

管
理

区
域

外
等

へ
の

搬
出

及
び

運
搬

 

－
 

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
外

か
ら

の
運

搬
 

－
 

M
O
X
燃

料
加

工
施

設
外

へ
の

運
搬

 

７
．

原
子

炉
等
規

制
法

第
６
１
条

の
２
第

２
項

に
よ
り
認

可
を
受

け
た

場
合

に
お

い
て

は
、

同
項

に
よ

り
認

可
を

受
け

た
放
射

能
濃

度
の
測
定

及
び
評

価
の

方
法
に
基

づ
き
、

当
該

認
可

を
受

け
た

申
請

書
等

に
お

い

て
記

載
さ

れ
た
内

容
を

満
足
す
る

よ
う
、

同
条

第
１
項
の

確
認
を

受
け

よ
う

と
す

る
物

に
含

ま
れ

る
放

射

性
物

質
の

放
射
能

濃
度

の
測
定
及

び
評
価

を
行

い
、
適
切

に
取
り

扱
う

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。

な
お

、
こ

の
事
項

は
、

放
射
性
廃

棄
物
と

の
仕

分
け
等
を

明
確
に

す
る

た
め

、
第

１
２

号
に

お
け

る
放

射

性
廃

棄
物

の
管
理

に
関

す
る
事
項

と
併
せ

て
定

め
ら
れ
て

い
て
も

よ
い

。
 

－
 

（
ク

リ
ア

ラ
ン

ス
規

定
を

採
用

す
る

場
合

に
は

、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
）

 

－
 

－
 

－
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

8 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

８
．

放
射

性
廃
棄

物
で

な
い
廃
棄

物
の
取

扱
い

に
関
す
る

こ
と
に

つ
い

て
は

、
「

原
子

力
施

設
に

お
け

る

「
放

射
性

廃
棄
物

で
な

い
廃
棄
物

」
の
取

扱
い

に
つ
い
て

（
指
示

）
」
（

平
成

２
０

･
０

４
･
２

１
原

院
第

１

号
（

平
成

２
０
年

５
月

２
７
日
原

子
力
安

全
・

保
安
院
制

定
（
Ｎ

Ｉ
Ｓ

Ａ
－

１
１

１
ａ

－
０

８
－

１
）
）
）

を
参

考
と

し
て
定

め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

な
お

、
こ
の
事

項
は
、

放
射

性
廃

棄
物

と
の

仕
分

け
等

を
明

確

に
す

る
た

め
、
第

１
２

号
に
お
け

る
放
射

性
廃

棄
物
の
管

理
に
関

す
る

事
項

と
併

せ
て

定
め

ら
れ

て
い

て

も
よ

い
。

 

－
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

放
射
性
固

体
廃
棄

物
の

処
理
、
保

管
廃
棄

、
運

搬
を
開

始
す
る
加

工
施
設

の
使

用
を
開
始

す
る
前

ま
で

に
定
め

る
。

 

(
1
4
)
 

９
．

汚
染

拡
大
防

止
の

た
め
の
放

射
線
防

護
上

必
要
な
措

置
が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

管
理

区
域

の
設

定
及

び
解

除
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
に
伴
う

線
量
管

理
の

措
置
が

発
生
す
る

核
燃
料

物
質

等
の
運
搬

を
開
始

す
る

前
ま
で

に
定
め
る

。
 

(
1
1
)
 

－
 

管
理

区
域

内
に

お
け

る
区

域
区

分
 

－
 

管
理

区
域

へ
の

出
入

り
管

理
 

－
 

飲
食

及
び

喫
煙

の
防

止
 

－
 

管
理

区
域

外
等

へ
の

搬
出

及
び

運
搬

 

－
 

床
、

壁
等

の
除

染
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
に
伴
う

汚
染
拡

大
防

止
等
の

措
置
が
発

生
す
る

加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま

で
に
定
め

る
。

 

(
1
2
)
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

０
号

【
放

射
線
測
定

器
の

管
理

及
び
放
射

線
の

測
定

の
方
法
】

 

１
．

放
射

線
測
定

器
（

放
出
管
理

用
計
測

器
及

び
放
射
線

計
測
器

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

の
種

類
、

所
管

箇
所

、
数

量
及
び

機
能

の
維
持
の

方
法
並

び
に

そ
の
使
用

方
法
（

測
定

及
び

評
価

の
方

法
を

含
む

。
）

が

定
め

ら
れ

て
い
る

こ
と

。
 

－
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

放
出
管
理

用
測
定

器
の

使
用
を
開

始
す
る

加
工

施
設
の

使
用
を
開

始
す
る

前
ま

で
に
定
め

る
。

 

(
1
5
)
 

－
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
 

－
 

放
出

管
理

用
測

定
器

の
管

理
 

－
 

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
 

核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

放
射
線
測

定
機
器

の
使

用
を
開
始

す
る
核

燃
料

物
質
等

の
運
搬
を

開
始
す

る
前

ま
で
に
定

め
る
。

 

(
1
6
)
 

－
 

放
射

線
測

定
機

器
の

管
理

 

２
．

放
射

線
測
定

器
の

機
能
の
維

持
の
方

法
に

つ
い
て
は

、
施
設

全
体

の
管

理
方

法
の

一
部

等
と

し
て

、
第

１
６

号
に

お
け
る

施
設

管
理
に
関

す
る
事

項
と

併
せ
て
定

め
ら
れ

て
い

て
も

よ
い

。
 

－
 

施
設

管
理

に
関

す
る

計
画

の
策

定
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

１
号

【
核

燃
料
物
質

の
受

払

い
、
運
搬

、
貯

蔵

等
】

 

１
．

工
場

又
は
事

業
所

内
に
お
け

る
核
燃

料
物

質
の
運
搬

及
び
貯

蔵
に

際
し

て
、

臨
界

に
達

し
な

い
よ

う
に

す
る

措
置

そ
の
他

保
安

の
た
め
に

講
ず
べ

き
措

置
を
講
ず

る
こ
と

、
貯

蔵
施

設
に

お
け

る
貯

蔵
の

条
件

等

が
定

め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

 

－
 

核
燃

料
物

質
の

運
搬

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
を
開
始

す
る
核

燃
料

物
質
等

の
運
搬
を

開
始
す

る
前

ま
で
に
定

め
る
。

 

(
1
7
)
 

－
 

核
燃

料
物

質
の

貯
蔵

 

２
．

核
燃

料
物
質

の
工

場
又
は
事

業
所
の

外
へ

の
運
搬
に

関
す
る

行
為

（
工

場
又

は
事

業
所

の
外

で
の

運
搬

中
に

関
す

る
も
の

を
除

く
。
）
に
関

す
る
こ

と
が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
事

項
は

、
第

９

号
又

は
第

１
２
号

に
お

け
る
運
搬

に
関
す

る
事

項
と
併
せ

て
定
め

ら
れ

て
い

て
も

よ
い

。
 

－
 

核
燃

料
物

質
の

運
搬

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

核
燃
料
物

質
の
事

業
所

外
へ
の
運

搬
が
発

生
す

る
加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま
で

に
定
め

る
。

 

(
1
8
)
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

２
号

【
放

射
性
廃
棄

物
の

廃

棄
】

 

１
．

放
射

性
固
体

廃
棄

物
の
貯
蔵

及
び
保

管
に

係
る
具
体

的
な
管

理
措

置
並

び
に

運
搬

に
関

し
、

放
射

線
安

全
確

保
の

た
め
の

措
置

が
定
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
。

 

－
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

放
射
性
固

体
廃
棄

物
の

処
理
、
保

管
廃
棄

、
運

搬
を
開

始
す
る
加

工
施
設

の
使

用
を
開
始

す
る
前

ま
で

に
定
め

る
。

 

(
1
4
)
 

２
．

放
射

性
液
体

廃
棄

物
の
固
型

化
等
の

処
理

及
び
放
射

性
廃
棄

物
の

工
場

又
は

事
業

所
の

外
へ

の
廃

棄

（
放

射
性

廃
棄
物

の
輸

入
を
含
む
。
）
に
関

す
る
行
為
の

実
施
体

制
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
 

３
．

放
射

性
固
体

廃
棄

物
の
工
場

又
は
事

業
所

の
外
へ
の

運
搬
に

関
す

る
行

為
（

工
場

又
は

事
業

所
の

外
で

の
運

搬
中

に
関
す

る
も

の
を
除
く
。
）
に
係

る
体
制
が
構

築
さ
れ

て
い

る
こ

と
が

明
記

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
こ
の

事
項

は
、
第
９

号
及
び

第
１

１
号
に
お

け
る
運

搬
に

関
す

る
事

項
と

併
せ

て
定

め
ら

れ

て
い

て
も

よ
い
。

 

－
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
 

４
．

放
射

性
液
体

廃
棄

物
の
放
出

箇
所
、

放
射

性
液
体
廃

棄
物
の

放
出

管
理

目
標

値
及

び
基

準
値

を
満

た
す

た
め

の
放

出
管
理

方
法

並
び
に
放

射
性
液

体
廃

棄
物
の
放

出
物
質

濃
度

の
測

定
項

目
及

び
頻

度
が

定
め

ら

れ
て

い
る

こ
と
。

 

－
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

放
出
管
理

す
べ
き

放
射

性
気
体
廃

棄
物
及

び
放

射
性
液

体
廃
棄
物

が
発
生

す
る

加
工
施
設

の
使
用

を
開

始
す
る

前
ま
で
に

定
め
る

。
 

(
1
0
)
 

－
 

頻
度

の
定

義
 

５
．

放
射

性
気
体

廃
棄

物
の
放
出

箇
所
、

放
射

性
気
体
廃

棄
物
の

放
出

管
理

目
標

値
及

び
基

準
値

を
満

た
す

た
め

の
放

出
量
管

理
方

法
並
び
に

放
射
性

気
体

廃
棄
物
の

放
出
物

質
濃

度
の

測
定

項
目

及
び

頻
度

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ
と

。
 

－
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
 

－
 

頻
度

の
定

義
 

６
．

平
常

時
の
環

境
放

射
線
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
の

実
施
体
制

（
計
画

、
実

施
、

評
価

等
）

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

周
辺

監
視

区
域

 
核
燃
料
物

質
等
の

運

搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

核
燃
料
物

質
等
の

取
扱

い
を
開
始

す
る
核

燃
料

物
質
等

の
運
搬
を

開
始
す

る
前

ま
で
に
定

め
る
。

 

(
1
7
)
 

７
．

Ａ
Ｌ

Ａ
Ｒ
Ａ

の
精

神
に
の
っ

と
り
、

排
気

、
排
水
等

を
管
理

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

線
量

の
評

価
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

放
出
管
理

す
べ
き

放
射

性
気
体
廃

棄
物
及

び
放

射
性
液

体
廃
棄
物

が
発
生

す
る

加
工
施
設

の
使
用

を
開

始
す
る

前
ま
で
に

定
め
る

。
 

(
1
0
)
 

－
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
 

－
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

３
号

【
非

常
の
場
合

に
講

ず
べ

き
処
置
】

 

１
．

緊
急

時
に
備

え
、

平
常
時
か

ら
緊
急

時
に

実
施
す
べ

き
事
項

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

原
子

力
防

災
組

織
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

以
降

か
ら
原
子

力
災
害

に
該

当
す
る

事
業
が
生

じ
う
る

こ
と

か
ら
、
加

工
施
設

の
使

用
を
開

始
す
る
前

ま
で
に

定
め

る
。

 

(
1
9
)
 

－
 

原
子

力
防

災
組

織
の

要
員

 

－
 

原
子

力
防

災
資

機
材

等
の

整
備

 

２
．

緊
急

時
に
お

け
る

操
作
に
関

す
る
組

織
内

規
程
類
を

作
成
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
原

子
力

防
災

資
機

材
等

の
整

備
 

３
．

緊
急

事
態
発

生
時

は
定
め
ら

れ
た
通

報
経

路
に
従
い

、
関
係

機
関

に
通

報
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

通
報

経
路

 

－
 

通
報
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

9 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

４
．

緊
急

事
態
の

発
生

を
も
っ
て

そ
の
後

の
措

置
は
、
原

子
力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
１

５
６

号
）
第

７
条

第
１
項
の

原
子
力

事
業

者
防
災
業

務
計
画

に
よ

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

－
 

原
子

力
防

災
組

織
 

５
．

緊
急

事
態
が

発
生

し
た
場
合

は
、
緊

急
時

体
制
を
発

令
し
、

応
急

措
置

及
び

緊
急

時
に

お
け

る
活

動
を

実
施

す
る

こ
と
が

定
め

ら
れ
て
い

る
こ
と

。
 

－
 

緊
急

時
体

制
の

発
令

 

－
 

応
急

措
置

 

－
 

緊
急

時
に

お
け

る
活

動
 

６
．

次
に

掲
げ
る

要
件

に
該
当
す

る
放
射

線
業

務
従
事
者

を
緊
急

作
業

に
従

事
さ

せ
る

た
め

の
要

員
と

し
て

選
定

す
る

こ
と
が

定
め

ら
れ
て
い

る
こ
と

。
 

（
１

）
緊

急
作
業

時
の

放
射
線
の

生
体
に

与
え

る
影
響
及

び
放
射

線
防

護
措

置
に

つ
い

て
教

育
を

受
け

た

上
で

、
緊

急
作
業

に
従

事
す
る
意

思
が
あ

る
旨

を
加
工
事

業
者

に
書

面
で

申
し

出
た

者
で

あ
る

こ

と
。

 

（
２

）
緊

急
作
業

に
つ

い
て
の
訓

練
を
受

け
た

者
で
あ
る

こ
と
。

 

（
３

）
実

効
線
量

に
つ

い
て
２
５

０
ｍ
Ｓ

ｖ
を

線
量
限
度

と
す
る

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
従

業
員

は
、

原

子
力

災
害

対
策
特

別
措

置
法
第
８

条
第
３

項
に

規
定
す
る

原
子

力
防

災
要

員
、

同
法

第
９

条
第

１
項

に
規

定
す

る
原
子

力
防

災
管
理
者

又
は
同

条
第

３
項
に
規

定
す

る
副

原
子

力
防

災
管

理
者

で
あ

る
こ

と
。

 

－
 

緊
急

作
業

従
事

者
の

選
定

 

７
．

放
射

線
業
務

従
事

者
が
緊
急

作
業
に

従
事

す
る
期
間

中
の
線

量
管

理
（

放
射

線
防

護
マ

ス
ク

の
着

用
等

に
よ

る
内

部
被
ば

く
の

管
理
を
含

む
。
）
、

緊
急

作
業
を
行

っ
た
放

射
線

業
務

従
事

者
に

対
し

、
健

康
診

断

を
受

診
さ

せ
る
等

の
非

常
の
場
合

に
講
ず

べ
き

処
置
に
関

し
、
適

切
な

内
容

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

緊
急

作
業

従
事

者
の

線
量

管
理

等
 

８
．

事
象

が
収
束

し
た

場
合
に
は

、
緊
急

時
体

制
を
解
除

す
る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
緊

急
時

体
制

の
解

除
 

９
．

防
災

訓
練
の

実
施

頻
度
に
つ

い
て
定

め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

 
－

 
緊

急
時

演
習

 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

４
号

【
設

計
想
定
事

象
等

に
係

る
加
工
施

設
の

保
全

に
関
す
る

措
置

】
 

１
．

許
可

を
受
け

た
と

こ
ろ
に
よ

る
基
本

設
計

又
は
基
本

的
設
計

方
針

に
則

し
た

対
策

が
機

能
す

る
よ

う
、

想
定

す
る

事
象
に

応
じ

て
、
次
に

掲
げ
る

措
置

を
講
ず
る

こ
と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
１

）
加

工
施
設

の
必

要
な
機
能

を
維
持

す
る

た
め
の
活

動
に
関

す
る

計
画

を
策

定
し

、
要

員
を

配
置

す

る
と

と
も

に
、
計

画
に

従
っ
て
必

要
な
活

動
を

行
わ
せ
る

こ
と

。
特

に
、

当
該

計
画

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
含
め

る
こ

と
。

 

イ
 
火

災
 

可
燃

物
の

管
理
、

消
防

吏
員
へ
の

通
報
、

消
火

又
は
延
焼

の
防

止
そ

の
他

消
防

隊
が

火
災

の
現

場
に

到

着
す

る
ま

で
に
行

う
活

動
に
関
す

る
こ
と

。
 

ロ
 
重

大
事

故
等

 

①
 
重

大
事

故
等
発

生
時
に
お
け

る
臨
界

事
故

を
防
止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

②
 
重

大
事

故
等
発

生
時
に
お
け

る
核
燃

料
物

質
等
を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
喪

失
を

防
止

す
る

た
め

の

対
策

に
関

す
る
こ

と
。

 

ハ
 
大

規
模

な
自
然

災
害
又
は
故

意
に
よ

る
大

型
航
空
機

の
衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

加
工

施

設
の

大
規

模
な
損

壊
（

以
下
「
大

規
模
損

壊
」

と
い
う
。
）

 

①
 
大

規
模

損
壊
発

生
時
に
お
け

る
大
規

模
な

火
災
が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
に

関
す

る

こ
と

。
 

②
 
大

規
模

損
壊
発

生
時
に
お
け

る
臨
界

事
故

の
影
響
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

③
 
大

規
模

損
壊
発

生
時
に
お
け

る
核
燃

料
物

質
等
を
閉

じ
込

め
る

機
能

の
喪

失
の

影
響

を
緩

和
す

る

た
め

の
対

策
に
関

す
る

こ
と
。

 

④
 
大

規
模

損
壊
発

生
時
に
お
け

る
放
射

性
物

質
の
放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
２

）
必

要
な
機

能
を

維
持
す
る

た
め
の

活
動

を
行
う
要

員
に
対

す
る

教
育

及
び

訓
練

に
関

す
る

こ
と

。

特
に

重
大

事
故
等

又
は

大
規
模
損

壊
の
発

生
時

に
お
け
る

加
工

施
設

の
必

要
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

活
動

を
行
う

要
員

に
対
す
る

教
育
及

び
訓

練
に
つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
毎

年
１

回
以

上
定

期
に

実
施

す
る

こ
と
。

 

（
３

）
必

要
な
機

能
を

維
持
す
る

た
め
の

活
動

を
行
う
た

め
に
必

要
な

可
搬

消
防

ポ
ン

プ
又

は
化

学
消

防

自
動

車
、

泡
消
火

薬
剤

、
電
源
そ

の
他
の

資
機

材
を
備
え

付
け

る
こ

と
。

 

（
４

）
そ

の
他
必

要
な

機
能
を
維

持
す
る

た
め

の
活
動
を

行
う
た

め
に

必
要

な
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
 

－
 

火
災

発
生

時
の

体
制

の
整

備
 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

以
降

か
ら
地
震

、
火
災

等
に

よ
る
加

工
施
設
へ

の
波
及

的
影

響
が
生
じ

う
る
こ

と
か

ら
、
加

工
施
設
の

使
用
を

開
始

す
る
前
ま

で
に
定

め
る

。
 

(
4
)
 

－
 

内
部

溢
水

発
生

時
の

体
制

の
整

備
 

－
 

そ
の

他
の

自
然

災
害

発
生

時
の

体
制

の
整

備
 

－
 

資
機

材
等

の
整

備
 

－
 

操
作

員
の

確
保

 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制
の

整
備

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

重
大
事
故

等
又
は

大
規

模
損
壊
の

発
生
リ

ス
ク

が
生
じ

る
加
工
施

設
の
使

用
を

開
始
す
る

前
ま
で

に
定

め
る
。

 

(
5
)
 

－
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

５
号

【
記

録
及
び
報

告
】

 

１
．

加
工

施
設
に

係
る

保
安
に
関

し
、
必

要
な

記
録
を
適

正
に
作

成
し

、
管

理
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

そ
の
際

、
保

安
規
定
及

び
そ
の

下
位

文
書
に
お

い
て
、

必
要

な
記

録
を

適
正

に
作

成
し

、
管

理

す
る

た
め

の
措
置

が
定

め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

第
2
8
条

 
記

録
 

２
．

加
工

規
則
第

７
条

に
定
め
る

記
録
に

つ
い

て
、
そ
の

記
録
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

（
計

量
管

理
規

定
及

び
核

物
質

防
護
規

定
で

定
め
る
も

の
を
除

く
。
）
が
定
め

ら
れ
て

い
る

こ
と

。
 

第
2
8
条

 
記

録
 

３
．

事
業

所
長
及

び
核

燃
料
取
扱

主
任
者

に
報

告
す
べ
き

事
項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
－

 
職

務
 

核
燃
料
物

質
等
の

運
核
燃
料
物

質
等
の

搬
入

以
降
か
ら

加
工
規

則
第

９
条
の

(
2
0
)
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

10
 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

－
 

報
告

 
搬
を
開
始

す
る
前

ま

で
 

１
６
各
号

に
掲
げ

る
事

故
故
障
等

の
事
象

又
は

こ
れ
ら

に
準
ず
る

も
の
が

発
生

す
る
可
能

性
が
生

じ
る

こ
と
か

ら
、
核
燃

料
物
質

等
の

運
搬
を
開

始
す
る

前
ま

で
に
定

め
る
。

 

４
．

特
に

、
加
工

規
則

第
９
条
の

１
６
各

号
に

掲
げ
る
事

故
故
障

等
の

事
象

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
が

発
生

し
た

場
合
に

お
い

て
は
、
経

営
責
任

者
に

確
実
に
報

告
が
な

さ
れ

る
体

制
が

構
築

さ
れ

て
い

る
こ

と

な
ど

、
安

全
確
保

に
関

す
る
経
営

責
任
者

の
強

い
関
与
が

明
記
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

報
告

 

５
．

当
該

事
故
故

障
等

の
事
象
に

準
ず
る

重
大

な
事
象
に

つ
い
て

、
具

体
的

に
明

記
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

－
 

報
告

 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

６
号

【
加

工
施
設
の

施
設

管

理
】

 

１
．

施
設

管
理
方

針
、

施
設
管
理

目
標
及

び
施

設
管
理
実

施
計
画

の
策

定
並

び
に

こ
れ

ら
の

評
価

及
び

改
善

に
つ

い
て

、
「
原
子

力
事
業
者
等

に
お
け

る
使

用
前
事
業

者
検
査

、
定

期
事

業
者

検
査

、
保

安
の

た
め

の

措
置

等
に

係
る
運

用
ガ

イ
ド
」
（
原

規
規
発

第
１
９
１
２

２
５
７

号
－

７
（

令
和

元
年

１
２

月
２

５
日

原

子
力

規
制

委
員
会

決
定

）
）
を
参
考

と
し
て

定
め
ら
れ
て

い
る
こ

と
。

 

第
1
1
条

 
施

設
管

理
に

係
る

計
画

、
実

施
、

評
価
及

び
改

善
 

今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

第
1
2
条

 
施

設
管

理
方

針
及

び
施

設
管

理
目

標
 

第
1
3
条

 
施

設
管

理
に

係
る

個
別

業
務

実
施

計
画
の

策
定

 

第
1
4
条

 
施

設
管

理
対

象
範

囲
の

設
定

 

第
1
5
条

 
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

 

第
1
6
条

 
施

設
管

理
指

標
の

設
定

、
監

視
計

画
の
策

定
及

び

監
視

 

第
1
7
条

 
施

設
管

理
に

関
す

る
計

画
の

策
定

 

第
1
8
条

 
施

設
管

理
の

実
施

 

第
1
9
条

 
施

設
管

理
の

結
果

の
確

認
・

評
価

 

第
2
0
条

 
施

設
管

理
活

動
の

不
適

合
管

理
及

び
是
正

処
置

並

び
に

未
然

防
止

処
置

 

第
2
1
条

 
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
 

第
2
2
条

 
構

成
管

理
 

第
2
3
条

 
情

報
共

有
 

第
2
4
条

 
設

計
管

理
 

第
2
5
条

 
作

業
管

理
 

第
2
6
条

 
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

 

－
 

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

に
関

す
る
こ
と

で
あ
る

た
め

、
加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま
で

に
定
め

る
。

 

(
2
1
)
 

－
 

巡
視

点
検

 

２
．

加
工

施
設
の

経
年

劣
化
に
係

る
技
術

的
な

評
価
に
関

す
る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
「

加
工

施
設

及
び

再
処

理
施

設
の

高
経
年

化
対

策
に
関
す

る
基
本

的
考

え
方
」
（
平

成
2
0
・

0
5
・

1
4
 
原

院
第

２
号

（
平

成
２

０
年

５
月

１
９

日
原
子

力
安

全
・
保
安

院
制
定
）
）

等
を
参
考

と
し
、

加
工

規
則

第
７

条
の

４
の

２
に

規
定

さ

れ
た

加
工

施
設
の

経
年

劣
化
に
関

す
る
技

術
的

な
評
価
を

実
施
す

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

を
定

め
、

当

該
評

価
を

定
期
的

に
実

施
す
る
こ

と
が
定

め
ら

れ
て
い
る

こ
と
。

 

－
 

加
工

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価

及
び

長
期

施
設

管
理

方
針

 

加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

に
関

す
る
こ
と

で
あ
る

た
め

、
加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま
で

に
定
め

る
。

 

(
2
1
)
 

３
．

事
業

を
開
始

し
た

日
以
後
２

０
年
を

経
過

し
た
加
工

施
設
に

つ
い

て
は

、
長

期
施

設
管

理
方

針
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ
と

。
 

－
 

（
長

期
施

設
管

理
方

針
に

つ
い

て
は

、
事

業
を

開

始
し

た
日

以
降

２
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

定

め
る

）
 

－
 

－
 

－
 

４
．

加
工

規
則
第

８
条

第
１
項
第

１
６
号

に
掲

げ
る
加
工

施
設
の

施
設

管
理

に
関

す
る

こ
と

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
場

合
（
加

工
規

則
第
７
条

の
４
の

２
第

１
項
若
し

く
は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

長
期

施
設

管
理

方

針
を

策
定

し
、
又

は
同

条
第
３
項

の
規
定

に
よ

り
長
期
施

設
管
理

方
針

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

限

る
。
）

は
、

申
請
書

に
加
工
規
則

第
７
条

の
４

の
２
第
１

項
若
し

く
は

第
２

項
の

評
価

の
結

果
又

は
第

３

項
の

見
直

し
の
結

果
を

記
載
し
た

書
類
（

以
下

「
技
術
評

価
書
」

と
い

う
。
）

が
添

付
さ

れ
て

い
る

こ

と
。

 

－
 

（
手

続
き

に
関

す
る

事
項

で
あ

り
、

保
安

規
定

に

は
、

記
載

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

５
．

長
期

施
設
管

理
方

針
及
び
技

術
評
価

書
の

内
容
は
、
「

加
工
施

設
及

び
再

処
理

施
設

の
高

経
年

化
対

策

に
関

す
る

基
本
的

考
え

方
」
等
を

参
考
と

し
て

記
載
さ
れ

て
い
る

こ
と

。
 

－
 

（
長

期
施

設
管

理
方

針
に

つ
い

て
は

、
事

業
を

開

始
し

た
日

以
降

２
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

定

め
る

）
 

－
 

－
 

－
 

６
．

使
用

前
事
業

者
検

査
及
び
定

期
事
業

者
検

査
の
実
施

に
関
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
 
な

お
、

許
可

を
受

け
た
と
こ

ろ
に
よ

り
、

重
大
事
故

等
が
発

生
し

な
い

と
評

価
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

品
質

管
理
基

準
規

則
第
４
８

条
第
５

項
及

び
品
質
管

理
基
準

規
則

解
釈

第
４

８
条

２
の

規
定

に
基

づ

き
、

当
該

使
用
前

事
業

者
検
査
等

の
対
象

と
な

る
機
器
等

の
工
事

（
補

修
、

取
替

え
、

改
造

等
）

又
は

点

検
に

関
与

し
て
い

な
い

要
員
に
検

査
を
実

施
さ

せ
る
体
制

で
も
よ

い
。

 

第
2
6
条

 
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

－
 

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

 
加
工
施
設

の
使
用

を

開
始
す
る

前
ま
で

 

加
工
施
設

の
使
用

に
関

す
る
こ
と

で
あ
る

た
め

、
加
工

施
設
の
使

用
を
開

始
す

る
前
ま
で

に
定
め

る
。

 

(
2
1
)
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

７
号

【
技

術
情
報
の

共
有

】
 

１
．

メ
ー

カ
ー
な

ど
の

保
守
点
検

を
行
っ

た
事

業
者
か
ら

得
ら
れ

た
保

安
に

関
す

る
技

術
情

報
を

事
業

者
の

情
報

共
有

の
場
を

活
用

し
、
他
の

加
工
事

業
者

と
共
有
し

、
自
ら

の
加

工
施

設
の

保
安

を
向

上
さ

せ
る

た

め
の

措
置

が
定
め

ら
れ

て
い
る
こ

と
。

 

第
2
3
条

 
情

報
共

有
 

今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

８
号

【
不

１
．

加
工

施
設
の

保
安

の
向
上
を

図
る
観

点
か

ら
、
不
適

合
が
発

生
し

た
場

合
の

公
開

基
準

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
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表
２

 
保

安
規

定
審

査
基

準
を

受
け

て
定

め
る

べ
き

保
安

規
定

条
文

と
そ

れ
ら

を
定

め
る
時
期

の
考
え

方
 

 
（
凡
例
：
 
今
回
申
請
対
象
 
 
核
燃
料
物
質
搬
入
及
び
貯
蔵
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 
 
運
転
段
階
ま
で
に
定
め
る
も
の
 
 
 
 
 

 ）
 

11
 

保
安

規
定

審
査
基

準
（

H
2
7
.
8
.
5
 
制
定
，
R
2
.
2
.
5
 

終
改

正
）

 
保

安
規

定
条

文
 

定
め
る
時

期
 

定
め
る
時

期
の
設

定
の

考
え
方

 
表
１
と
の

対

応
番
号

 

適
合
発
生

時
の

情
報

の
公
開
】

 

２
．

情
報

の
公
開

に
関

し
、
原
子

力
施
設

情
報

公
開
ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
へ

の
登

録
等

に
必

要
な

事
項

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と
。

 

第
５

条
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

 

加
工
規
則

第
８

条
第

１
項
第
１

９
号

【
そ

の
他
必
要

な
事

項
】

 

１
．

日
常

の
Ｑ
Ｍ

Ｓ
に

係
る
活
動

の
結
果

を
踏

ま
え
、
必

要
に
応

じ
、

加
工

施
設

に
係

る
保

安
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め
て

い
る

こ
と
。

 

第
１

条
 

目
的

 
今
回
申
請

中
 

－
 

－
 

２
．
保

安
規

定
を

定
め

る
「
目
的

」
が

、
核
燃

料
物
質
に

よ
る
災

害
の

防
止

を
図

る
も

の
と

し
て

定
め

ら
れ

て

い
る

こ
と

。
 

第
１

条
 

目
的
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